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資料番号

１－１ 富士市防災会議条例

１－２ 富士市防災会議運営要領

１－３ 富士市防災会議委員の編成

１－４ 富士市災害対策本部条例

１－５ 富士市災害対策本部組織規程

１－６ 富士市災害対策本部標識

１－７ 富士市地震災害警戒本部条例

１－８ 富士市地震災害警戒本部組織規程

１－９ 富士市地震災害警戒本部標識

１－10 富士市地震防災対策地区担当班設置規程

１－11 職員参集基準

１－12 富士市業務継続計画

１－13 富士市災害時受援計画

２－１ 富士市の災害史

２－２ 災害救助法の適用を受けた最近の災害

２－３ 災害危険箇所一覧表

２－４ 地すべり防止区域一覧表

２－５ 土砂災害(特別）警戒区域一覧表

２－６ 静岡県第４次地震被害想定

２－７ 砂防指定地一覧表

２－８ 急傾斜地崩壊危険区域一覧表

３－１ 富士市の気象

３－２ 気象等の予報及び警報の種類と発表基準

３－３ 津波警報等の種類

３－３－２ 緊急地震速報、地震情報等について

３－３－３ 噴火警報・予報及び噴火警戒レベル等について

３－４ 異常現象と発見者の通報義務／異常現象の伝達経路

３－５ 気象庁震度階級関連解説表

４－１ 気象警報等連絡系統図／津波警報時の伝達系統図

４－２ 富士市防災行政無線固定系一覧表

４－３ 富士市防災行政無線移動系一覧表

４－４ 富士市デジタル防災無線（MCA無線）局番号一覧表

４－５ 防災相互通信用無線局一覧表

４－６ 東海地方非常通信協議会加盟機関一覧表

４－７ 消防救急デジタル無線設備配置状況

４－８ 富士市水道無線一覧表

４－９ 災害特設電話（発信専用）配備状況一覧表

４－10 災害罹災者調査原票

４－11 被害状況調

４－12 被害程度の認定基準

４－13 罹災証明書

４－14 被害速報（随時）

４－15 災害定時及び確定報告書

４－16 大規模地震に関する情報及び広報活動等実施要領

４－17 地震情報及び津波情報に係る防災体制

４－18 県災害対策室及び消防庁震災等応急室連絡先

４－19 緊急時連絡表

４－20 全国瞬時警報システム(J-ALERT)放送文

４－21 災害時における安否不明者の氏名等の公表について（方針）

４－22 災害時における行方不明者の氏名等の公表について（方針）

４－23 災害による死亡者の氏名等の公表について（方針）

５－１ 地震災害応急対策における医療救護計画

５－２ 医療機関一覧表

５－３ 応急歯科診療機関

５－４ 医薬品供給協力店

５－５ 医薬品備蓄センター備蓄状況

５－６ 富士市医師会災害時医療救護体制要綱　一般対策編

５－７ し尿、ごみ処理及び防疫の実施計画

５－８ 斎場の名称、所在地及び処理能力

目　　次
内容

１．組織

２．災害の危険度

３．気象情報

４．情報・広報活動

５．医療・救護・環境・衛生



資料番号 内容

５－９ がれき、廃材等処理予定地

５－10 富士市災害廃棄物処理計画

５－11 富士市被災動物救護計画

５－12 富士市被災動物救護センター運営要領

５－13 被災動物救護計画に係わる連絡系統組織図

５－14 富士市遺体措置計画

６－１ 緊急輸送路の設定状況

６－２ 緊急通行車両の確認申出手続

６－３ 緊急通行車両確認申出書

６－４ 緊急通行車両の確認申請及び確認手続

６－５ 緊急通行車両の標章

６－６ 緊急通行車両確認証明書

６－７ 緊急通行車両事前届出済証

６－８ 通行の禁止又は制限についての標示

６－９ 防災訓練のための交通の禁止又は制限標示の様式

６－10 緊急用市有車両一覧表

６－11 防災関係機関の現有車両

６－12 静岡県石油業協同組合富士支部組合員一覧表

７－１ 要避難区域・避難対象区域　設定状況

７－２ 避難指示を行うことができる指示権者及び根拠規定

７－３ 広域避難地一覧表

７－４ 市指定避難所一覧表

７－５ 福祉避難所一覧表

７－６ 指定緊急避難場所・広域避難地一覧

７－７ 市が開設する風水害時の避難場所一覧

７－８ 幹線避難路設定状況

７－９ 避難場所（津波避難場所）案内板設置場所及び構造図

７－10 避難場所標示板設置数及び構造図

７－11 避難場所誘導標示板設置数及び構造図

７－12 津波警告標識設置数及び構造図

７－13 海抜標示板設置数及び構造図／海抜標示板設置箇所

７－14 緊急物資（食料及び生活必需品）調達予定先一覧表

７－15 緊急物資集積場所

７－16 応急給水計画

７－17 応急仮設住宅建設予定地及び建設可能戸数

７－18 防災拠点配備資機材一覧（地区まちづくりセンター）

７－19 災害ボランティアセンター　サテライト設置予定箇所一覧

７－20 津波避難施設一覧及び標識

７－21 津波避難ビル（タワー）誘導看板設置数及び構造図

７－22 富士市津波避難行動計画

７－23 富士市避難情報の判断・伝達マニュアル

７－24 富士市富士山火山避難計画

７－25 活動火山対策特別措置法第6条第1項第5号に基づく避難促進施設一覧

７－26 富士市避難行動要支援者支援計画

８ 災害時の各種協定一覧

８－１
～８－92

各協定書

９－１ 警防本部の組織及び任務分担

９－２ 消防班の編成

９－３ 消防団隊の編成

９－４ 自衛消防隊編成状況

９－５ 消防車両等配置状況

９－６ 消防団配置状況

９－７ 危険物施設地区別一覧表

９－８ 都市ガス供給状況

９－９ 高圧ガス製造事業所数

９－10 火災の予防対策

９－11 給油所における地震対策

９－12 消防部活動計画

６．輸送・交通

７．避難活動

９．消防

８．協定等



資料番号 内容

10－１ 水防本部組織

10－２ 水防団の組織及び管轄区域

10－３ 水防信号及び標識

10－４ 水防に関する通信基本系統図

10－５ 市域における重要水こう門

10－６ 主要河川名及び水防倉庫位置図

10－７ 国土交通大臣と気象庁長官が行う洪水予報とその措置

10－８ 国土交通大臣が行う水防警報とその措置

10－９ 知事が行う水防警報とその措置

10－10 　 知事が行う特別警戒水位の水位到達情報の通知

10－11 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧

10－12 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設への情報伝達について

11－１ 自主防災組織集合場所及び主要防災資機材整備状況

11－２ 自主防災会（組織）の規約と任務分担

11－３ 富士市避難所運営マニュアル

11－４ 自主防災組織で備える救急薬品

11－５ 富士市自主防災組織防災器材購入費補助金交付要綱

11－６ 富士市自主防災組織運営補助金交付要綱

11－７ 富士市生け垣作り補助金交付要綱

11－８ 富士市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付要綱

11－９ 富士市がけ地近接危険住宅移転補助金交付要綱

11－10 富士市既存建築物耐震性向上事業費補助金交付要綱

11－11 富士市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱

11－12 富士市浸水住宅改良及び災害復興住宅建設等貸付金利子助成金交付要綱

11－13 富士市地域支障樹木除去事業補助金交付要綱

11－14 富士市耐震シェルター及び防災ベッド設置事業費補助金交付要綱

11－15 市域内の高校

11－16 児童生徒数一覧表

11－17 静岡県LPガス協会富士地区会会員名簿

11－18 地区防災計画策定地区一覧

12－１ 災害救助法適用基準

12－２ 災害救助法による救助の程度、方法、期間、限度額等

12－３ 富士市災害弔慰金の支給等に関する条例

12－４ 富士市災害弔慰金及び見舞金支給要領

12－５ 災害被災時における寄附金及び義援金募集事務実施要領

12－６ 災害義援金配分委員会設置要領

13－１ 自衛隊等支援要請様式

13－２ 自衛隊緊急連絡先一覧

13－３ 自衛隊派遣部隊受入施設

13－４ 防災ヘリポート設定状況

13－５ ヘリポートの具備すべき条件

13－６ 公共建物番号標示一覧

14－１ 静岡県地震対策推進条例

14－２ 関係機関等一覧表

１１．自主防災組織関係

１２．災害救助法関連

１３．自衛隊関連

１４．その他

１０．水防



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．組織 
  



 



資
料
１

－
１

 

 

富
士
市

防
災

会
議
条

例
 

昭
和

4
2
年

3
月

3
1
日

 

条
 
例
 
第
 

６
 
号

 
（
趣

 
 

 
旨
）

 
第

１
条
 
こ
の

条
例
は
、
災

害
対
策

基
本

法
（

昭
和

3
6年

法
律

第
22

3
号
）
第

16
条

第
６
項

の
規
定
に
基
づ
き

、
富
士

市
防

災
会
議
（

以
下

「
防
災
会

議
」

と
い
う
。
）
の
所

掌
事

務
及
び
組
織
を

定
め
る

も
の
と
す

る
。

 
（
所

掌
事

務
）

 
第

２
条
 
防
災

会
議
は
、
次

に
掲
げ

る
事

務
を

つ
か

さ
ど
る
。

 
 
(
1
) 
富

士
市
地
域
防

災
計
画

を
作

成
し

、
及

び
そ
の
実

施
を
推
進

す
る

こ
と

。
 

 
(
2
) 
市

長
の
諮
問
に
応
じ
て
市
の

地
域
に
係
る

防
災
に

関
す
る

重
要

事
項
を
審
議
す
る
こ

と
。

 
(
3
) 
前

号
の
重
要
事

項
に

関
し
、
市
長

に
意
見
を

述
べ
る
こ

と
。
 

 
(
4
) 
前

３
号
に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、

法
律

又
は
こ
れ

に
基
づ
く

政
令

に
よ

り
そ

の
権
限

に
属
す

る
事
務

 
（
会

長
及

び
委
員
）

 
第

３
条
 
防
災

会
議
は
、
会

長
及
び

委
員

を
も

っ
て

組
織
す
る

。
 

２
 

会
長

は
、
市
長
を

も
っ
て

充
て

る
。

 
３
 

会
長

は
、
会
務
を

総
理
す

る
。

 
４
 

会
長

に
事
故
が
あ

る
と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、
そ

の
指

名
す

る
委
員
が

そ
の
職

務
を
代

理
す

る
。

 
５
 

委
員

は
、
次
に
掲

げ
る
者

を
も

っ
て

充
て

る
。

 
 
(
1
) 
指

定
地
方
行
政

機
関
の

職
員

の
う

ち
か

ら
市
長
が

委
嘱
す
る

者
 

 
(
2
) 
静

岡
県
の
知
事

の
部
門

の
職

員
の

う
ち

か
ら
市
長

が
委
嘱
す

る
者

 
 
(
3
) 
静

岡
県
警
察
の

警
察
官

の
う

ち
か

ら
市

長
が
委
嘱

す
る
者

 
 
(
4
) 
市

長
が
そ
の
部

門
の
職

員
の

う
ち

か
ら

指
名
す
る

者
 

 
(
5
) 
市

の
教
育
委
員

会
の
教

育
長

 
 
(
6
）
市

の
消
防
長
及

び
消
防

団
長

並
び

に
水

防
団
長

 
 
(
7
) 
指

定
公
共
機
関

又
は
指

定
地

方
公

共
機

関
の
職
員

の
う
ち
か

ら
市

長
が

委
嘱

す
る
者

 
 
(
8
) 
自

主
防
災
組
織
（
災

害
対

策
基
本
法
第
５

条
第

２
項
に
規
定
す

る
自
主
防
災
組
織

を
い
う
。
）
を

構
成
す
る
者
又

は
学

識
経
験
の
あ
る
者
の

う
ち

か
ら
市
長
が
委

嘱
す

る
者
 

 
(
9
) 
そ

の
他
市
長
が

特
に
必

要
と

認
め

た
者

 
６
 

前
項

第
１
号
か
ら

第
４
号

ま
で

及
び

第
７

号
か
ら

第
９

号
ま

で
の
委
員

の
定
数

は
、
そ

れ
ぞ

れ
若
干
人
と
す
る

。
 

７
 

第
５

項
第
７
号
か

ら
第
９

号
ま

で
の

委
員

の
任
期

は
、
２
年

と
す
る
。
た
だ
し

、
補
欠

の
委

員
の
任
期
は
、
そ
の

前

任
者
の

残
任
期
間
と

す
る
。

 
８
 

前
項

の
委
員
は
、

再
任
さ

れ
る

こ
と

が
で

き
る
。

 
（
専

門
委

員
）

 
第

４
条
 
防
災

会
議
に
専
門

の
事
項

を
調

査
さ

せ
る

た
め
、
専

門
委

員
を
置
く
こ

と
が

で
き

る
。

 
２
 

専
門

委
員
は

、
関
係

地
方

行
政

機
関
の

職
員

、
静
岡
県

の
職
員

、
市
の
職

員
、
関
係
指

定
公
共

機
関

の
職
員
、
関

係

指
定
地

方
公
共
機
関

の
職
員

及
び
学
識

経
験
の
あ

る
者

の
う
ち

か
ら

、
市

長
が
任
命

し
、
又
は

委
嘱

す
る
。

 
３
 

専
門

委
員
は
、
当

該
専
門

の
事

項
に

関
す

る
調
査

が
終

了
し

た
と
き
は

、
解
任

さ
れ
る

も
の

と
す
る
。

 
（
議

 
事

 
等
）

 
第

５
条
 
前
各

条
に
定
め
る

も
の
の

ほ
か

、
防

災
会
議
の
議
事

そ
の

他
防
災
会
議

の
運

営
に

関
し
、
必
要
な

事
項
は
、

 
会

長
が

防
災
会
議
に

は
か
っ

て
定

め
る

。
 

  
 

 
 

附
 
 
則

 
 
 

こ
の

条
例
は
、
公

布
の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
 

附
 
 
則
（

昭
和
5
5
年
９

月
3
0
日
条

例
第
2
4
号
抄

）
 

（
施

 
行

 
日
）

 
第

１
条
 
こ
の

条
例
は
、
昭

和
5
5年

10
月

１
日

か
ら

施
行
す
る

。
 

 
 

 
 

附
 
 
則
（

平
成
８

年
９

月
3
0
日
条

例
第
2
2
号
）

 

資
料
１

－
１
 

 

 
 

こ
の
条
例
は
、
公

布
の
日

か
ら

施
行
す
る
。

 
 
 

 
 
附
 
 
則
（

平
成
1
2
年
３

月
2
4
日
条
例
第
3
5
号
）

 
 
 

こ
の
条
例
は
、
平

成
12
年

４
月

１
日
か
ら
施
行
す

る
。

 

 
 

 
 
附
 
 
則
（

平
成
2
5
年
3
月
2
9
日
条
例
第
3
4
号
）

 

１
 

こ
の
条
例
は
、
公
布

の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 

こ
の
条

例
の

施
工
の

際
現
に

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
富

士
市

防
災
会

議
条
例

第
３

条
第

８
号

の
規

定
に

よ
り

委
嘱
さ
れ
て
い
る
富

士
市

防
災
会

議
の
委

員
で
あ
る
者
は

、
改
正

後
の
富
士
市

防
災
会
議
条
例
第
３

条
第
８

号
又

は

第
９

号
の
規
定
に
よ
り
委

嘱
さ

れ
た
富

士
市
防

災
会
議
の
委
員

で
あ

る
者
と

み
な

し
、
そ
の
任

期
は
、
同

条
第
７

項
の

規

定
に

か
か
わ
ら
ず
、
平
成

29
年

3
月

3
1
日
ま

で
と
す
る
。

 



資
料
１
－
２
 

 

 

富
士
市

防
災
会

議
運

営
要
領

 

 （
趣

 
 

 
旨
）

 

第
１

条
 
こ
の

要
領
は

、
富
士

市
防
災

会
議
条
例
（
昭
和
4
2年

条
例

第
６
号
）
第

５
条
の

規
定

に
基

づ
き
、
富

士
市

防

災
会
議

（
以
下
「

会
議

」
と
い

う
。
）

の
運
営

に
関
し

、
必

要
な

事
項
を
定

め
る
も

の
と
す

る
。

 

（
会

議
の

招
集
）

 

第
２

条
 
会
議

は
必
要
の
都

度
会
長

が
招

集
し

、
議

長
は
会
長

が
務

め
る
。
 

２
 

会
議

の
招

集
は

、
会

議
開

催
の
場

所
及
び

日
時

並
び

に
会

議
に

付
議
す

べ
き
事

項
を

あ
ら
か

じ
め
各

委
員

に
通

知

 
し

て
行

う
。

 

（
委

員
の

代
理
出
席
）

 

第
３

条
 
委
員

は
、
や
む

を
得

な
い

事
情
に
よ

り
会
議

に
出
席

で
き

な
い

と
き
は

、
そ
の
代

理
者
を

出
席
さ
せ

る
こ

と

が
で
き
る

 

２
 

委
員

ま
た
は
、
代
理
者
が
共

に
出
席

で
き
な
い

と
き

は
、
あ
ら

か
じ
め
そ

の
旨
を

会
長
に

届
け
出

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

 

（
会

議
の

議
決
）

 

第
４

条
 
会
議

の
議
事
は
、
出

席
委

員
の
過

半
数

で
決

し
、
可

否
同

数
の
場

合
は

、
議
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

 

（
専

決
処

分
）

 

第
５

条
 
会

議
を

招
集

す
る

暇
が

な
く

、
そ

の
他

や
む

を
得
な

い
事

情
に

よ
り

会
議

を
招

集
す
る

こ
と
が

で
き

な
い

 
と

き
は

、
会
長

は
、
会
議

が
処
理

す
べ
き

事
項
の

う
ち

軽
易

な
も
の
に

つ
い
て
は

専
決
処
分

す
る

こ
と
が
で
き
る
も

の

 
と

す
る

。
 

２
 

会
長

は
前
項
の
規

定
に
よ

り
専

決
処

分
し

た
と
き

は
、
次
の

会
議

に
報

告
し

、
承
認
を
求

め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

。
 

（
委

員
以

外
の
者
の
出

席
）

 

第
６

条
 
会
長

は
、
会

議
に
必

要
が

あ
る
と
認
め

る
と
き
は

、
委
員

で
な
い

者
の
出
席
を

求
め
、
そ

の
意
見
又
は
説

明

を
聴
取

す
る
こ
と

が
で

き
る
。

 

（
議

 
事

 
録
）

 

第
７

条
 
会
議

に
つ
い
て
、
議

事
録

を
作

製
し
、
会
長
及
び

会
長

の
指
名
す
る

出
席

委
員
２

人
以
上
が
こ
れ

に
署
名
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

（
庶

 
 

 
務
）

 

第
８

条
 
会
議

の
庶
務
は
、

富
士
市

危
機

管
理

室
防

災
危
機
管

理
課

に
お
い
て
処

理
す

る
。

 

  
 

 
 

附
 
 
則

 

 
 

こ
の

要
領
は
、
昭

和
42
年

10
月

13
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

附
 

 
則

 

 
 

こ
の

要
領
は
、
平

成
17
年

４
月

１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

附
 

 
則

 

 
 

こ
の

要
領
は
、
令

和
３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

附
 

 
則

 

 
 

こ
の

要
領
は
、
令

和
４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

資
料
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－
３
 

 

富
士
市

防
災
会

議
委

員
の

編
成

 

 １
．

富
士
市
防
災
会
議

 
 
 

 
会

長
 
 
富
士
市
長

 

 ２
．

富
士
市
防
災
会
議

条
例
第

３
条

第
５
項
の
委
員

 

 
(
1
) 
指

定
地
方
行
政
機

関
の
職
員

 

 
 

 
 
国
土
交
通
省

関
東
地

方
整

備
局
甲
府
河
川
国

道
事

務
所

長
 

 
 

 
 
国
土
交
通
省

中
部
地

方
整

備
局
静
岡
国
道
事

務
所

長
 

 
 

 
 
国
土
交
通
省

中
部
地

方
整

備
局
沼
津
河
川
国

道
事

務
所

長
 

 
 

 
 
国
土
交
通
省

中
部
地

方
整

備
局
富
士
砂
防
事

務
所

長
 

 
 

 
 
海
上
保
安
庁

清
水
海

上
保

安
部
長

 

 
(
2
) 
静

岡
県
の
知
事
の

部
門
の
職
員

 

 
 

 
 
静
岡
県
富
士

土
木
事

務
所

長
、
静
岡
県
東
部

地
域

副
局

長
兼

東
部

危
機
管

理
監

 

 
 

 
 
静
岡
県
田
子

の
浦
港

管
理

事
務
所
長
、
静
岡

県
富

士
健

康
福

祉
セ

ン
タ
ー

所
長

 

 
(
3
) 
静

岡
県
警
察
の
警

察
官

 

 
 

 
 
富
士
警
察
署

長
 

 
(
4
) 
市

長
が
そ
の
部
門

の
職
員
の
う
ち

か
ら

指
名

す
る

者
 

 
 

 
 
富
 
士
 
市

 
 

副
市

長
 

 
 

 
 
 
 
〃
 
 

 
 
建

設
部

の
中

か
ら
選

出
さ
れ
た
者

 

 
 

 
 
 
 
〃
 
 

 
 
福

祉
部

の
中

か
ら
選
出
さ

れ
た
者

 

 
 

 
 
 
 
〃
 
 

 
 
保

健
部

の
中

か
ら

選
出

さ
れ
た

者
 

 
(
5
) 
市

の
教
育
委
員
会

の
教
育
長

 

 
(
6
) 
市

の
消
防
長
及
び

消
防
団
長
並
び

に
水

防
団

長
 

 
(
7
) 
指

定
公
共
機
関
又

は
指
定
地
方
公

共
機

関
の

職
員

 

 
 

 
 
東
海
旅
客
鉄

道
㈱
富

士
駅

長
、
東
京
電
力
パ

ワ
ー

グ
リ

ッ
ド

㈱
富

士
支
社

長
、

 

中
部
電
力

パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
㈱

清
水

営
業
所

長
、

西
日

本
電

信
電
話

㈱
静
岡
支
店

長
、

 

静
岡
ガ
ス

㈱
東

部
導

管
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
セ
ン

タ
ー

長
、

岳
南

電
車
㈱

取
締
役
社
長

、
 

（
一
社
）

静
岡

県
ト

ラ
ッ

ク
協

会
富

士
分
室

長
、

（
一

社
）

富
士
市

医
師
会
会
長

、
 

（
一
社
）

静
岡

県
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
協

会
東

部
支
部

富
士

地
区

長
、

（
一
社

）
静
岡
県
バ

ス
協
会

理
事

、
 

（
公
社
）

静
岡

県
看

護
協

会
富

士
地

区
支
部

長
 

 
(
8
) 
自

主
防
災
組
織
を
構
成
す
る

者
又
は
学
識

経
験
の

あ
る
者
 

 
 

 
 
富
士
市
町
内

会
連
合

会
会

長
 

常
葉
大
学

社
会

環
境

学
部

の
中

か
ら

選
出
さ

れ
た

者
 

 
(
9
) 
そ

の
他
市
長
が
特

に
必
要
と
認
め

た
者

 

 
 

 
 
富
士
商
工
会

議
所
会

頭
 

 
 

 
 
富
士
市
建
設

業
組
合

組
合

長
 

 
 

 
 
富
士
市
災
害
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

連
絡
会

の
中
か
ら

選
出

さ
れ
た
者

 

 
 

 
 
富
士
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ

エ
フ
エ

ム
放
送

㈱
の
中
か

ら
選

出
さ
れ
た
者

 

 
 

 
 
富
士
市
障
害
者

自
立

支
援
協

議
会

の
中

か
ら
選

出
さ
れ
た
者

 

 
 

 
 
富
士
商
工
会
議

所
女

性
会
会

長
 

 
 

 
 
富
士
市
Ｐ
Ｔ
Ａ

連
絡

協
議
会

副
会
長

 



資
料
１

－
４

 

 

 

富
士
市

災
害
対

策
本

部
条
例

 

昭
和
41
年
1
1
月
１
日

 

条
例

第
3
1
号

 

（
目

 
 

 
的
）

 

第
１

条
 
こ
の

条
例
は
、
災

害
対
策

基
本

法
（

昭
和

3
6年

法
律

第
22

3
号
）
 
第
2
3
条
の

２
第

８
項

の
規

定
に

基
づ
き

、

富
士
市
災
害

対
策
本
部

に
関

し
、

必
要

な
事
項
を
定
め

る
こ

と
を
目
的
と

す
る

。
 

（
組

 
 

 
織
）

 

第
２

条
 
災
害

対
策
本
部
長

は
、
災

害
対

策
本
部

の
事
務
を

総
括
し

、
災
害
対

策
本

部
員

そ
の

他
の
職
員

を
指
揮
監
督

す
る

。
 

２
 

災
害

対
策
副
本
部

長
は
、
災
害

対
策
本

部
長
を

補
佐
し

、
災
害
対
策

本
部
長

に
事
故

が
あ
る
と

き
は
、
そ
の

職
務
を

代
理

す
る
。

 

３
 

災
害

対
策
本
部
員

は
、
災

害
対

策
本

部
長

の
命
を

受
け

、
災

害
対
策
本

部
の
事

務
に
従

事
す

る
。

 

（
部

の
設

置
）

 

第
３

条
 
災
害

対
策
本
部
長

は
、
必

要
と

認
め

る
と

き
は
、
災

害
対

策
本
部
に
部

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

部
に

属
す
べ
き
災

害
対
策

本
部

員
は

、
災

害
対
策

本
部

長
が

指
名
す
る

。
 

３
 

部
に

部
長
を
置
き

、
災
害

対
策

本
部

長
の

指
名
す

る
災

害
対

策
本
部
員

が
、
こ

れ
に
あ

た
る

。
 

４
 

部
長

は
、
部
の
事

務
を
掌

理
す

る
。

 

（
雑

 
 

 
則
）

 

第
４

条
 
こ
の

条
例
に
定
め

る
も
の

の
ほ

か
、
災

害
対

策
本
部
に

関
し
、
必

要
な

事
項
は
、
災
害

対
策

本
部
長
が
定
め

る
。

 

  
 

 
 

附
 
 
則

 

 
 

こ
の

条
例
は
、
公

布
の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

 
則

（
平
成
2
5
年
3
月
29
日

条
例
第

3
4
号
抄

）
 

 
 

こ
の

条
例
は
、
公

布
の
日

か
ら

施
行

す
る

。
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５
 

 

○
富
士
市
災
害
対
策
本
部
組
織
規
程

 

昭
和

48
年
９

月
20

日
訓
令

乙
第
６

号
 

〔
注
〕

平
成
５
年
か

ら
改

正
経
過
を
注

記
し
た

。
 

改
正
 
昭
和

48
年

10
月

31
日

訓
令

乙
第
８
号

 

昭
和

49
年

８
月

16
日

訓
令

乙
第

13
号

 

昭
和

52
年
６

月
20

日
訓
令

乙
第
７

号
 

昭
和

52
年

８
月

20
日

訓
令

乙
第

10
号

 

昭
和

53
年

４
月

28
日

訓
令

乙
第

16
号

 

昭
和

53
年

６
月

27
日

訓
令

乙
第

21
号

 

昭
和

55
年

６
月

25
日

訓
令

乙
第

12
号

 

昭
和

56
年
５

月
14

日
訓
令

乙
第
５

号
 

昭
和

57
年
５

月
７
日

訓
令

乙
第
９
号

 

昭
和

58
年
３

月
25

日
訓
令

乙
第
６

号
 

昭
和

59
年
３

月
29

日
訓
令

乙
第
３

号
 

昭
和

59
年
５

月
15

日
訓
令

乙
第
７

号
 

昭
和

59
年
６

月
29

日
訓
令

乙
第
８

号
 

昭
和

60
年
５

月
７
日

訓
令

乙
第
４
号

 

昭
和

63
年
７

月
15

日
訓
令

乙
第
７

号
 

平
成

元
年

３
月

28
日

訓
令

乙
第
４
号

 

平
成

２
年

３
月

30
日

訓
令

乙
第
１
号

 

平
成

３
年

３
月

28
日

訓
令

乙
第
４
号

 

平
成

４
年

３
月

26
日

訓
令

乙
第
３
号

 

平
成

５
年

３
月

26
日

訓
令

乙
第
２
号

 

平
成

６
年

３
月

25
日

訓
令

乙
第
２
号

 

平
成

７
年

３
月

24
日

訓
令

乙
第
５
号

 

平
成

８
年

３
月

25
日

訓
令

乙
第
１
号

 

平
成

８
年

５
月

24
日

訓
令

乙
第
６
号

 

平
成

８
年

８
月

30
日

訓
令

乙
第
８
号

 

平
成

10
年
３

月
24

日
訓
令

乙
第
３

号
 

平
成

11
年
３

月
24

日
訓
令

乙
第
２

号
 

平
成

12
年
３

月
24

日
訓
令

乙
第
８

号
 

平
成

13
年
３

月
26

日
訓
令

乙
第
４

号
 

平
成

14
年
３

月
25

日
訓
令

乙
第
８

号
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５
 

 

平
成

15
年
３

月
26

日
訓
令

乙
第
８

号
 

平
成

16
年
３

月
23

日
訓
令

乙
第
８

号
 

平
成

17
年
３

月
31

日
訓
令

乙
第
２

号
 

平
成

18
年
３

月
28

日
訓
令

乙
第
４

号
 

平
成

19
年
３

月
28

日
訓
令

乙
第
４

号
 

平
成

20
年
３

月
31

日
訓
令

乙
第
７

号
 

平
成

20
年

10
月

31
日

訓
令
乙
第

10
号

 

平
成

21
年
３

月
26

日
訓
令

乙
第
３

号
 

平
成

23
年
３

月
29

日
訓
令

乙
第
２

号
 

平
成

23
年
９

月
16

日
訓
令

乙
第
６

号
 

平
成

24
年
３

月
30

日
訓
令

乙
第
４

号
 

平
成

25
年
３

月
29

日
訓
令

乙
第
６

号
 

平
成

26
年
６
月
６
日
訓
令
乙
第
４
号

 

平
成

28
年
３

月
30

日
訓
令

乙
第
５

号
 

平
成

29
年
３

月
30

日
訓
令

乙
第
９

号
 

平
成

30
年

３
月

30
日

訓
令

乙
第

10
号

 

平
成

31
年
３

月
29

日
訓
令

乙
第
６

号
 

令
和

２
年

３
月

26
日

訓
令

乙
第
４
号

 

令
和

３
年

４
月

26
日

訓
令

乙
第
６
号

 

令
和

４
年

３
月

30
日

訓
令

乙
第
８
号

 

令
和
５
年

３
月

31
日

訓
令

乙
第

15
号

 

令
和

６
年

３
月

29
日

訓
令

乙
第
５
号

 

（
目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の
規

程
は
、

富
士

市
災
害
対
策
本

部
（

以
下
「
本
部
」

と
い
う
。
）

の
組
織

及
び
運
営
に
つ
い
て

必
要
な

事
項
を

定
め
る

こ
と
を
目
的

と
す
る

。
 

（
組
織

）
 

第
２

条
 

本
部
に

、
別
表

に
掲

げ
る
部
及
び
班

を
置

き
、
同
表
に
掲

げ
る
事
務
を

分
掌
さ

せ
る
。

 

（
一
部

改
正
〔
平
成

29
年
訓
令

乙
９
号

〕
）

 

（
副
本

部
長
）

 

第
３

条
 

副
本
部

長
は
、

副
市

長
を
も
っ
て
充

て
る

。
 

（
一
部

改
正
〔
平
成

19
年
訓
令

乙
４
号

・
29

年
９
号
〕

）
 

（
本
部

員
）

 

第
４

条
 

本
部
に

、
本
部

員
と

し
て
、
本
部
付

、
部

長
、
部
付
、
班

長
、
副
班
長

及
び
班

員
を
置
く
。
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２
 

本
部
付
、
部
長
及
び

班
長

（
各
地

区
班
長

を
除
く
。
）
は

、
そ

れ
ぞ
れ

別
表

に
掲
げ

る
職
に

あ
る
者
を
も
っ
て
充

て
る
。

 

３
 

本
部
員
の
任
命
は
、

前
項

に
定
め

る
も
の

の
ほ
か
、
本
部

長
が

定
め
る

富
士

市
災
害

対
策
本

部
員
名
簿
に
よ
る
も

の
と
す

る
。

 

（
一
部
改
正
〔

平
成

29
年
訓
令
乙
９
号

・
令
和
３
年

６
号
〕
）

 

（
職
務

）
 

第
５

条
 
前
条
第
１
項
に

規
定

す
る
各

職
の
職

務
は
、
次
の
と

お
り

と
す
る

。
 

(1
)  

本
部
付
は
、

上
司
を

補
佐
す

る
。

 

(2
) 

部
長
は
、
上

司
の
命

を
受
け

、
部

の
事
務

を
掌
理

し
、
所

属
本
部
員
を

指
揮

監
督
す

る
。

 

(3
)  

部
付
は
、
部

長
を
補

佐
す
る

。
 

(4
)  

班
長
は
、
上

司
の
命

を
受
け

、
班

の
分
掌

事
務
に

つ
い
て

、
所
属
本
部

員
を

指
揮
監

督
し
、

そ
の

処
理
に

当
た

る
。

 

(5
)  

副
班
長
は
、

班
長
を

補
佐
す

る
。

 

(6
) 

班
員
は
、
上

司
の
命

を
受
け

て
事

務
に
従

事
す
る

。
 

（
一
部
改
正
〔

平
成

29
年
訓
令
乙
９
号

・
令
和
３
年

６
号
〕
）

 

（
本
部

の
開
設

及
び

閉
鎖
）

 

第
６

条
 
本
部
長
は
、
本

部
の

設
置
を

必
要
と

認
め
る
と
き
は

、
富

士
市
地

域
防

災
計
画

の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
本

部
を
設

置
す
る

。
 

２
 

本
部
が
設
置
さ
れ
た

と
き

は
、
本

部
室
を

富
士
市
消
防
防

災
庁

舎
災
害

対
策

本
部
室

に
置
く

。
た
だ
し
、
災
害
の

状
況
に

よ
り
本

部
長

が
適
当

と
認
め

た
と

き
は
、

他
の
会

議
室
等

に
置

く
こ
と

が
で
き

る
。

 

３
 

本
部
室
に
「
富
士
市

災
害

対
策
本

部
」
の

表
示
を
す
る
。

 

４
 

本
部
室
に
は
、
本
部

長
が

あ
ら
か

じ
め
指

名
す
る
本
部
員

を
配

置
す
る

。
 

５
 

本
部
長
は
、
予
想
さ

れ
る

災
害
の

危
険
が

な
く
な
っ
た
と

き
又

は
災
害

発
生

後
に
お

け
る
応

急
措
置
が
完
了
し
た

と
認
め

る
と
き

は
、

本
部
を

閉
鎖
す

る
。

 

６
 

本
部
長
は
、
本
部
を

開
設

し
、
又

は
閉
鎖

し
た
と
き
は
、

そ
の

旨
を
直

ち
に

関
係
機

関
に
通

知
す
る
も
の
と
す

る
。

 

（
一
部
改
正
〔

平
成

13
年
訓
令
乙
４
号

・
29

年
９
号
〕
）

 

（
本
部

会
議
）

 

第
７

条
 
本
部
長
は
、
災

害
対

策
の
重

要
事
項

を
協
議
す
る
た

め
必

要
に
応

じ
て

本
部
会

議
を
招

集
す
る
。

 

２
 

本
部
会
議
は
、
副
本

部
長

、
本
部

付
及
び

部
長
を
も
っ
て

構
成

す
る
。

 

３
 

部
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
分

掌
事
務

に
関
し

、
本
部
会
議
に

必
要

な
資
料

を
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

４
 

部
長
が
不
在
の
と
き

は
、

あ
ら
か

じ
め
部

長
の
指
名
し
た

代
理

者
が
出

席
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
一
部
改
正
〔

平
成

29
年
訓
令
乙
９
号

〕
）
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（
配
備

体
制
）

 

第
８

条
 

本
部
開

設
前
に

お
け

る
配
備
体
制
は

、
次

の
表
の
と
お
り

と
し
、
配
備

の
種
別

等
は
、
そ
の
都
度
市

長
が
決

定
す
る

。
 

種
別

 
配
備
基
準

 
配
備

要
員

 

事
前

配
備
体
制

 
(1

)  
大

雨
、
洪

水
、
暴

風
等

の
警
報

が
発
表
さ

れ
た
と

き
。

 

(2
)  

軽
微
な
被

害
が
発

生
し

た
場
合

又
は
発
生

す
る
お

そ
れ
が

あ
る

場
合
に

お
い
て

、
本
部

を
設
置

す
る
に

至
ら

な
い
と

き
。

 

(3
)  

そ
の
他
特

に
市
長

が
当

該
配
備

を
必
要
と

認
め
た

と
き
。

 

防
災
危

機
管
理

課
、

農
政
課

、

道
路
維

持
課
、

河
川

課
そ
の

他

必
要
に

応
じ
て

配
備

す
る
課

に

所
属
す

る
A

B
C
の
各
災

害
配

備
要
員

の
う
ち

市
長

が
指
名

す

る
要
員

 

災
害

警
戒
配
備
体

制
 

(1
) 

災
害
が
発

生
す
る

お
そ

れ
が
あ

る
が
、
時

間
、
規

模
等
の

推
測

が
困
難

な
と
き

。
 

(2
)  

そ
の
他
特

に
市
長

が
当

該
配
備

を
必
要
と

認
め
た

と
き
。

 

災
害
配

備
A
要

員
の
う
ち
市
長

が
指
名

す
る
要

員
 

２
 

本
部

開
設
時

に
お
け

る
配

備
体
制
は
、
次

の
表

の
と
お
り
と
し

、
配
備
の
種

別
等
は

、
そ
の
都
度
本
部
長

が
決
定

す
る
。

 種
別

 
配
備
基
準

 
配
備
要

員
 

本
部

第
1次

配
備
体
制

 
(1

) 
小

規
模
の

災
害
が

発
生

し
た
と

き
、
又
は

発
生
の

お
そ
れ

が
あ

る
と
き

。
 

(2
) 

市
内
に
震

度
5弱

の
地
震
が

発
生
し

た
と

き
。

 

(3
)  

そ
の
他
特

に
本
部

長
が

当
該
配

備
を
必
要

と
認
め

た
と
き

。
 

災
害
配

備
A
要

員
そ
の
他
本

部
長
が

指
名
す

る
要

員
 

本
部

第
2次

配
備
体
制

 
(1

) 
相

当
規
模

の
災
害

が
発

生
し
た

と
き
、
又

は
発
生

の
お
そ

れ
が

あ
る
と

き
。

 

(2
) 

市
内
に
震

度
5強

の
地
震
が

発
生
し

た
と

き
。

 

(3
) 

そ
の
他
特

に
本
部

長
が

当
該
配

備
を
必
要

と
認
め

た
と
き

。
 

災
害
配

備
A
要

員
及
び

B
要
員

そ
の
他

本
部
長

が
指

名
す
る

要
員

 

本
部

第
3 次

配
備
体
制

 
(1

)  
大

規
模
の

災
害
が

発
生

し
た
と

き
、
又
は

発
生
の

お
そ
れ

が
あ

る
と
き

。
 

(2
)  

市
内
に
震

度
6 弱

以
上
の
地

震
が
発

生
し

災
害
配

備
要
員

全
員
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た
と
き

。
 

(3
)  

そ
の
他
特

に
本
部

長
が
当
該
配
備
を
必
要

と
認
め

た
と
き

。
 

３
 

災
害
配
備
要
員
の
区

分
は

、
次
の

表
に
定

め
る
と
こ
ろ
に

よ
る

。
 

区
分

 
職

 

A
 

部
長
、
部
付
、
班
長
、
副
班
長

及
び
班

員
（
市

長
が

必
要
と
認

め
る

者
に
限
る
。
）

 

B
 

地
区
班
を
除
く
全
て

の
班

 

班
員
（
災

害
配

備
A
要
員

に
区

分
さ
れ

る
班
員

以
外
の

班
員
で
市
長

が
必
要
と

認
め

る
者
に
限
る

。
）

 

地
区
班

 
班
員

 

C
 

災
害
配
備

A
要
員
及
び

B
要

員
に
区

分
さ
れ
る
班
員
以
外
の
班
員

 

４
 

病
気
等
に
よ
り
加
療

中
の

者
、
妊

娠
中
の

者
及
び
所
属
の

長
が

あ
ら
か

じ
め

配
備
す

る
こ
と

が
困
難
と
認
め
た
者

に
つ
い

て
は
、

第
１

項
及
び

第
２
項

に
規

定
す
る

配
備
要

員
か
ら

除
く

。
 

（
全
部
改
正
〔

平
成

23
年
訓
令
乙
６
号

〕
、
一
部
改

正
〔
平
成

25
年

訓
令
乙

６
号

・
29

年
９
号
・

令
和
３

年

６
号
〕
）

 

（
本
部

員
の
心

構
え

）
 

第
９

条
 
本
部
長
の
発
す

る
指

令
並
び

に
各
部

長
及
び
各
班
長

の
発

す
る
指

示
、

連
絡
等

の
伝
達

並
び
に
関
係
機
関
等

か
ら
の

本
部
宛

て
の

報
告
、

要
請
等

の
受

理
に
当

た
っ
た

者
は
、

そ
の

内
容
が

特
に
軽

易
な

場
合
を

除
き
、
記
録
を

励
行
し

、
伝
達

及
び

受
理
の

確
実
を

期
さ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 

本
部
員
は
、
本
部
の

行
う

応
急
救

助
、
災

害
復
旧
等
の
活

動
に

協
力
す

る
た

め
参
集

し
た
関

係
機
関
、
関
係
団
体

及
び
一

般
の
奉

仕
者

に
対
し

て
は
、

誠
実

に
応
対

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

本
部
員
は
、
自
ら
の

言
動

に
よ
っ

て
住
民

に
不
安
を
与
え

、
若

し
く
は

住
民

の
誤
解

を
招
き

、
又
は
本
部
の
活
動

に
反
感

を
抱
か

せ
な

い
よ
う

厳
に
注

意
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

４
 

本
部
員
は
、
所
属
部

署
の

事
務
に

精
通
す

る
よ
う
に
努
め

る
と

と
も
に

、
他

の
部
署

か
ら
協

力
を
求
め
ら
れ
た
と

き
は
、

積
極
的

に
こ

れ
を
支

援
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

（
一
部
改
正
〔

平
成

29
年
訓
令
乙
９
号

〕
）

 

附
 
則

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
昭
和

48
年

10
月

31
日
訓

令
乙

第
８

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
昭
和

49
年
８
月

16
日

訓
令

乙
第

13
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
昭
和

52
年
６
月

20
日

訓
令

乙
第
７

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
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附
 
則
（

昭
和

52
年

８
月

20
日

訓
令
乙
第

10
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

53
年

４
月

28
日

訓
令
乙
第

16
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

53
年

５
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

53
年

６
月

27
日

訓
令
乙
第

20
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
布
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

55
年

６
月

25
日

訓
令
乙
第

12
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

56
年

５
月

14
日

訓
令
乙
第
５

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

57
年

５
月

７
日
訓
令
乙

第
９
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

58
年

３
月

25
日

訓
令
乙
第
６

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

58
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

59
年

３
月

29
日

訓
令
乙
第
３

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

59
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

59
年

５
月

15
日

訓
令
乙
第
７

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

59
年

６
月

29
日

訓
令
乙
第
８

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

59
年

７
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

60
年

５
月

７
日
訓
令
乙

第
４
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

63
年

７
月

15
日

訓
令
乙
第
７

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

63
年

８
月
８
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成
元

年
３
月

28
日
訓
令
乙
第

４
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
元
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
２

年
３
月

30
日
訓
令
乙
第

１
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
２
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
３

年
３
月

28
日
訓
令
乙
第

４
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
３
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
４

年
３
月

26
日
訓
令
乙
第

３
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
４
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

26
日
訓
令
乙
第

２
号
）
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こ
の
訓

令
は
、

平
成

５
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

附
 
則
（
平
成
６
年
３
月

25
日
訓

令
乙
第

２
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

６
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

附
 
則
（
平
成
７
年
３
月

24
日
訓

令
乙
第

５
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

７
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

附
 
則
（
平
成
８
年
３
月

25
日
訓

令
乙
第

１
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

８
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

附
 
則
（
平
成
８
年
５
月

24
日
訓

令
乙
第

６
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
平
成
８
年
８
月

30
日
訓

令
乙
第

８
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

10
年
３
月

24
日

訓
令

乙
第
３

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

10
年

４
月

１
日
か

ら
適
用
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

11
年
３
月

24
日

訓
令

乙
第
２

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

11
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

12
年
３
月

24
日

訓
令

乙
第
８

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

12
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

13
年
３
月

26
日

訓
令

乙
第
４

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

13
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

14
年
３
月

25
日

訓
令

乙
第
８

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

14
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

15
年
３
月

26
日

訓
令

乙
第
８

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

16
年
３
月

23
日

訓
令

乙
第
８

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

16
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

17
年
３
月

31
日

訓
令

乙
第
２

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

17
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

18
年
３
月

28
日

訓
令

乙
第
４

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

18
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

19
年
３
月

28
日

訓
令

乙
第
４

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

19
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

20
年
３
月

31
日

訓
令

乙
第
７

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

20
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
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附
 
則
（

平
成

20
年

10
月

31
日
訓
令
乙

第
10

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

20
年

11
月
１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

21
年

３
月

26
日

訓
令
乙
第
３

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

21
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

23
年

３
月

29
日

訓
令
乙
第
２

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

23
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

23
年

９
月

16
日

訓
令
乙
第
６

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

24
年

３
月

30
日

訓
令
乙
第
４

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

24
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

25
年

３
月

29
日

訓
令
乙
第
６

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

25
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

26
年

６
月

６
日
訓
令
乙

第
４
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

28
年

３
月

30
日

訓
令
乙
第
５

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

28
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

29
年

３
月

30
日

訓
令
乙
第
９

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

29
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

30
年

３
月

30
日

訓
令
乙
第

10
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

30
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

31
年

３
月

29
日

訓
令
乙
第
６

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

31
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

令
和
２

年
３
月

26
日
訓
令
乙
第

４
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

令
和
２
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

令
和
３

年
４
月

26
日
訓
令
乙
第

６
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

令
和
４

年
３
月

30
日
訓
令
乙
第

８
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

令
和
４
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

令
和
５

年
３
月

31
日
訓
令
乙
第

15
号

) 

こ
の
訓

令
は
、

令
和
５
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

令
和
６

年
３
月

29
日
訓
令
乙
第

５
号

) 

 
こ

の
訓

令
は
、

令
和
６

年
４

月
１
日
か
ら
施

行
す

る
。
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別
表

（
第
２
条
、
第
４
条

関
係

）
 

（
全
部
改
正
〔

平
成

29
年
訓
令
乙
９
号

〕
、
一
部
改

正
〔
平
成

30
年

訓
令
乙

10
号
・

31
年
６

号
・
令

和
２

年

４
号
・
３
年
６

号
・

４
年
８

号
・
５

年
５

号
〕
）

 

富
士

市
災
害
対
策

本
部
組

織
及

び
分
掌

事
務

 

本
部
長

 
市
長

 

副
本
部
長

 
副
市
長

 

本
部
付

 
教
育
長
、
市
立
病
院
長

 

部
名

 
部
長

( 
) 

は
部

付
 

班
名

 
班
長

 
副
班
長

 

及
び
班

員

分
掌
事
務

 

総
括
部

 
危
機

管
理

監
 

総
括
班

 
防

災
危

機
管

理
課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

災
害
対
策
本

部
の

設
置
及
び
運

営
に
関

す
る

こ

と
。

 

(2
)  

本
部
会
議
に

関
す

る
こ
と
。

 

(3
) 

本
部
長
の
命

令
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(4
) 

災
害
情
報
の

対
応

部
班
の
決
定

に
関
す

る
こ

と
。

 

(5
) 

県
へ
の
状
況

報
告

に
関
す
る
こ

と
。

 

(6
) 

自
衛
隊
の
派

遣
要

請
、
受
入
れ

及
び
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

(7
) 

部
内
各
班
及

び
他

部
と
の
連
絡

調
整
に

関
す

る
こ

と
。

 

情
報
班

 
企

画
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

災
害
情
報
等

の
受

付
、
整
理
及

び
分
析

に
関

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

通
信
手
段
の

確
保

に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
)  

気
象
情
報
等

の
掌

握
に
関
す
る

こ
と
。

 

(4
) 

避
難
情
報
等

の
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(5
) 

安
否
情
報
の

収
集

、
整
理
、
照

会
及
び

回
答

に
関

す
る

こ
と

。
 

広
報
班

 
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー
シ

ョ
ン

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

市
民
へ
の
情

報
提

供
に
関
す
る

こ
と
。

 

(2
) 

報
道
機
関
へ

の
対

応
に
関
す
る

こ
と
。

 

(3
) 

災
害
記
録
に

関
す

る
こ
と
。

 

シ
ス
テ
ム
班

 
デ

ジ
タ

ル
推

進
室
長

  

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

情
報
通
信
回

線
の

被
害
調
査
及

び
応
急

復
旧

措
置

に
関

す
る

こ
と
。

 

(2
) 

情
報
シ
ス
テ

ム
の

被
害
調
査
及

び
応
急

復
旧

措
置

に
関

す
る

こ
と
。
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(3
)  

情
報
機
器
等
の
仮

設
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
) 

情
報
シ
ス
テ
ム
提

供
事
業
者
と
の
連
絡
調
整

に
関

す
る

こ
と
。

 

総
務

部
 

総
務

部
長

 
受
援
班

 
市

長
戦
略
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

国
、
県
、
協
定
締

結
団
体
等
へ
の
応
援
要
請

及
び

連
絡

調
整
に
関
す

る
こ
と
。

 

(2
)  

応
援
職
員
等
の
受

援
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
)  

応
援
職
員
等
の
受

入
れ
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ

と
。

 

渉
外
班

 
秘

書
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

本
部
長
及
び
副
本

部
長
の
秘
書
に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
)  

国
及
び
県
の
関
係

者
そ
の
他
外
来
者
の
応
接

及
び

災
害

地
視
察
に
関

す
る
こ
と
。

 

動
員
班

 
人

事
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

職
員
の
参
集
状
況

の
把
握
に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

職
員
の
動
員
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
)  

職
員
の
勤
務
に
関

す
る
こ
と
。

 

(4
) 

職
員
の
給
食
に
関

す
る
こ
と
。

 

(5
)  

職
員
の
安
否
情
報

に
関
す
る
こ
と
。

 

(6
)  

職
員
の
健
康
管
理

に
関
す
る
こ
と
。

 

財
政

部
 

財
政

部
長

 
財
政
班

 
財

政
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

災
害
対
策
に
つ
い

て
の
予
算
措
置
に
関
す
る

こ

と
。

 

(2
) 

経
理
に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
)  

義
援
金
及
び
寄
附

金
の
受
入
れ
及
び
保
管
に

関
す

る
こ

と
。

 

(4
)  

工
事
請
負
、
物
品

購
入
等
の
契
約
に
関
す
る

こ

と
。

 

(5
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ

と
。

 

管
財
班

 
資

産
経
営
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

来
庁
者
等
へ
の
情

報
伝
達
並
び
に
来
庁
者
等

の
避

難
措

置
及
び
保
護

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
)  

車
両
の
配
車
及
び

燃
料
確
保
に
関
す
る
こ
と

。
 

(3
)  

庁
舎
の
被
害
調
査

及
び
応
急
復
旧
措
置
に
関

す
る

こ
と

。
 

住
家
調

査
班

 
資

産
税
課
長

 別
に
指

名
(1

) 
住
家
被
害
認
定
調

査
の
実
施
に
関
す
る
こ
と

。
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す
る
職

員
(2

) 
住
家
被
害
の

認
定

に
関
す
る
こ

と
。

 

市
民
部

 
市
民

部
長

 
地
区
支
援
班

 
ま

ち
づ

く
り

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

地
区
班
と
の

連
絡

等
に
関
す
る

こ
と
。

 

(2
)  

避
難
所
運
営

状
況

の
掌
握
に
関

す
る
こ

と
。

 

(3
) 

避
難
所
運
営

の
体

制
整
備
の
調

整
に
関

す
る

こ

と
。

 

(4
) 

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(5
) 

施
設
利
用
者

等
の

安
否
情
報
の

収
集
に

関
す

る
こ

と
。

 

(6
) 

部
内
各
班
及

び
他

部
と
の
連
絡

調
整
に

関
す

る
こ

と
。

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

調
整
班

 

市
民
活

躍
・

男
女
共

同
参

画
課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
本
部
の
設

置
及
び

運
営

に
関

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

災
害
時
の
男

女
共

同
参
画
に
関

す
る
こ

と
。

 

(3
)  

外
国
人
へ
の

情
報

提
供
そ
の
他

の
支
援

に
関

す
る

こ
と

。
 

(4
) 

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(5
) 

施
設
利
用
者

等
の

安
否
情
報
の

収
集
に

関
す

る
こ

と
。

 

市
民
窓
口
班

 
市

民
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

災
害
時
に
お

け
る

戸
籍
事
務
等

の
処
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

遺
体
の
埋
火

葬
に

関
す
る
こ
と

。
 

(3
)  

総
合
窓
口
の

設
置

及
び
運
営
に

関
す
る

こ
と

。
 

(4
) 

り
災
証
明
書

（
火

災
に
係
る
も

の
を
除

く
。

）
の

発
行

に
関

す
る
こ

と
。

 

(5
) 

安
否
不
明
者

に
係

る
住
民
情
報

の
収
集

及
び

整
理

に
関

す
る

こ
と
。

 

(6
)  

災
害
に
係
る

市
民

相
談
業
務
に

関
す
る

こ
と

。
 

(7
) 

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(8
)  

施
設
利
用
者

等
へ

の
情
報
伝
達

並
び
に

施
設

利
用

者
等

の
避

難
措
置

及
び
保
護
に

関
す
る
こ
と
。

 

(9
)  

施
設
利
用
者

等
の

安
否
情
報
の

収
集
に

関
す

る
こ

と
。

 

(1
0)
 
施

設
の

被
害
調

査
及
び
危
険
防
止
措

置
に

関
す
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る
こ

と
。

 

吉
原
地

区
班

 
別

に
指
名
す

る
職
員

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

地
区
内
自
主
防
災

会
と
の
連
絡
協
調
に
関
す

る
こ

と
。

 

(2
) 

地
区
内
住
民
へ
の

情
報
伝
達
及
び
避
難
措
置

に
関

す
る

こ
と
。

 

(3
) 

地
区
内
の
災
害
状

況
の
把
握
及
び
報
告
に
関

す
る

こ
と

。
 

(4
) 

地
区
内
住
民
の
安

否
情
報
の
収
集
及
び
報
告

に
関

す
る

こ
と
。

 

(5
)  

地
区
内
の
物
資
要

請
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ

と
。

 

(6
) 

地
区
内
の
危
険
と

み
な
さ
れ
る
物
件
の
除
去

等
の

指
示

に
関
す
る
こ

と
。

 

(7
) 

要
配
慮
者
の
保
護

に
関
す
る
こ
と
。

 

(8
)  

被
災
者
の
生
活
状

況
の
把
握
及
び
報
告
に
関

す
る

こ
と

。
 

(9
) 

指
定
避
難
所
の
開

設
及
び
運
営
支
援
に
関
す

る
こ

と
。

 

(1
0)
 
救
護
所

の
設
置
及
び
運

営
の
支
援
に
関
す

る
こ

と
。

 

(1
1)
 
住
家
被

害
認
定
調
査
の

実
施
に
関
す
る
こ

と
。

 

(1
2)
 
旅
行
者

等
の
保
護
に
関

す
る
こ
と
。

 

伝
法
地

区
班

 

今
泉
地

区
班

 

青
葉
台

地
区
班

 

吉
永
地

区
班

 

元
吉
原

地
区
班

 

須
津
地

区
班

 

浮
島
地

区
班

 

原
田
地

区
班

 

富
士
見

台
地
区

班
 

神
戸
地

区
班

 

吉
永
北

地
区
班

 

大
淵
地

区
班

 

富
士
駅

北
地
区

班
 

富
士
北

地
区
班

 

富
士
駅

南
地
区

班
 

田
子
浦

地
区
班

 

富
士
南

地
区
班

 

岩
松
地

区
班

 

岩
松
北

地
区
班

 

富
士
川

地
区
班

 

松
野
地

区
班

 

鷹
岡
地

区
班

 

広
見
地

区
班

 

天
間
地

区
班

 

丘
地
区

班
 

福
祉

部
 

福
祉

部
長

 
福
祉
総

務
班

 
福

祉
総
務
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

災
害
救
助
法
に
基

づ
く
事
務
の
総
括
に
関
す

る
こ

と
。

 

(2
)  

避
難
行
動
要
支
援

者
支
援
計
画
に
関
す
る
こ

と
。
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(3
) 

遺
体
措
置
計

画
に

関
す
る
こ
と

。
 

(4
)  

日
本
赤
十
字

社
と

の
連
絡
調
整

に
関
す

る
こ

と
。

 

(5
) 

被
災
者
生
活

再
建

支
援
制
度
等

に
関
す

る
こ

と
。

 

(6
)  

災
害
弔
慰
金

の
給

付
に
関
す
る

こ
と
。

 

(7
) 

義
援
金
の
配

分
に

関
す
る
こ
と

。
 

(8
)  

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(9
) 

所
管
施
設
の

被
害

状
況
の
掌
握

及
び
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

 

(1
0)
 
部

内
各

班
及
び

他
部
と
の
連
絡
調
整

に
関

す
る

こ
と

。
 

要
配
慮
者
支
援

班
 

高
齢
者

支
援

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

要
配
慮
者
の

相
談

及
び
支
援
に

関
す
る

こ
と

。
 

(2
)  

福
祉
避
難
所

の
開

設
及
び
運
営

に
関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(4
)  

所
管
施
設
の

被
害

状
況
の
掌
握

及
び
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

 

(5
) 

民
間
社
会
福

祉
施

設
等
の
被
害

状
況
の

掌
握

及
び

支
援

に
関

す
る
こ

と
。

 

施
設
班

 
施

設
の

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

施
設
利
用
者

等
へ

の
情
報
伝
達

並
び
に

施
設

利
用

者
等

の
避

難
措
置

及
び
保
護
に

関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

施
設
利
用
者

等
の

安
否
情
報
の

収
集
及

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

施
設
の
被
害

調
査

及
び
危
険
防

止
措
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(4
) 

施
設
の
被
害

報
告

及
び
応
急
修

理
の
要

請
に

関
す

る
こ

と
。

 

こ
ど
も
支

援
部

 

こ
ど

も
未

来
部

長
 

こ
ど
も
支
援
班

 こ
ど
も

未
来

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

避
難
所
に
お

け
る

児
童
等
の
相

談
及
び

支
援

に
関

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

福
祉
避
難
所

（
看

護
学
校
に
限

る
。
）

の
開

設
及

び
運

営
に

関
す
る

こ
と
。

 

(3
) 

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(4
)  

所
管
施
設
の

被
害

状
況
の
掌
握

及
び
支

援
に

関
す

る
こ

と
。

 

(5
)  

民
間
児
童
福

祉
施

設
等
の
被
害

状
況
の

掌
握

及
び
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支
援

に
関
す
る
こ

と
。

 

(6
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ

と
。

 

施
設
班

 
施

設
の
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

施
設
利
用
者
等
へ

の
情
報
伝
達
並
び
に
施
設

利
用

者
等

の
避
難
措
置

及
び
保
護
に

関
す

る
こ
と
。

 

(2
) 

施
設
利
用
者
等
の

安
否
情
報
の
収
集
及
び
報

告
に

関
す

る
こ
と
。

 

(3
) 

施
設
の
被
害
調
査

及
び
危
険
防
止
措
置
に
関

す
る

こ
と

。
 

(4
)  

施
設
の
被
害
報
告

及
び
応
急
修
理
の
要
請
に

関
す

る
こ

と
。

 

(5
)  

指
定
避
難
所
の
開

設
及
び
運
営
支
援
に
関
す

る
こ

と
。

 

保
健

部
 

保
健

部
長

 
保
健
班

 
保

健
医
療
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

医
療
救
護
計
画
に

関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

医
師
会
、
歯
科
医

師
会
及
び
薬
剤
師
会
に
対

す
る

救
急

医
療
体
制
の

維
持
及
び
救

護
所

等
へ
の
出
動

の

要
請

に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
) 

救
護
所
の
設
置
及

び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
) 

救
護
所
等
へ
の
保

健
師
等
の
派
遣
に
関
す
る

こ

と
。

 

(5
) 

医
療
の
実
施
に
係

る
実
費
弁
償
及
び
損
害
補

償
に

関
す

る
こ
と
。

 

(6
)  

避
難
者
の
健
康
管

理
に
関
す
る
こ
と
。

 

(7
) 

医
薬
品
供
給
協
力

店
へ
の
要
請
及
び
連
絡
調

整
に

関
す

る
こ
と
。

 

(8
)  

県
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

 

(9
)  

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(1
0)
 
部
内
各

班
及
び
他
部
と

の
連
絡
調
整
に
関

す
る

こ
と

。
 

施
設
班

 
施

設
の
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

施
設
利
用
者
等
へ

の
情
報
伝
達
並
び
に
施
設

利
用

者
等

の
避
難
措
置

及
び
保
護
に

関
す

る
こ
と
。

 

(2
) 

施
設
利
用
者
等
の

安
否
情
報
の
収
集
及
び
報

告
に

関
す

る
こ
と
。
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(3
) 

施
設
の
被
害

調
査

及
び
危
険
防

止
措
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(4
) 

施
設
の
被
害

報
告

及
び
応
急
修

理
の
要

請
に

関
す

る
こ

と
。

 

(5
) 

指
定
避
難
所

の
開

設
及
び
運
営

支
援
に

関
す

る
こ

と
。

 

環
境
部

 
環
境

部
長

 
衛
生
班

 
廃

棄
物

対
策

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

ご
み
の
収
集

運
搬

計
画
に
関
す

る
こ
と

。
 

(2
) 

し
尿
の
収
集

運
搬

に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
) 

が
れ
き
の
処

理
に

関
す
る
こ
と

。
 

(4
)  

仮
設
便
所
に

関
す

る
こ
と
。

 

(5
) 

防
疫
に
関
す

る
こ

と
。

 

(6
)  

被
災
動
物
救

護
に

関
す
る
こ
と

。
 

(7
) 

公
害
防
止
に

関
す

る
こ
と
。

 

(8
) 

 施
設
へ

の
情

報
伝
達
に
関
す
る

こ
と

 

(9
) 

 施
設
の

危
険

防
止
措
置
に
関
す

る
こ
と

 

(1
0)

 施
設

の
被
害
調
査
及
び
応

急
復
旧

措
置

に
関
す

る

こ
と

。
 

(1
1)

 部
内

各
班
及
び
他
部
と
の

連
絡
調

整
に

関
す
る

こ

と
。

 

収
集
班

 
新

環
境

ク
リ

ー
ン
セ

ン
タ

ー
所
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

ご
み
の
収
集

運
搬

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
) 

施
設
の
被
害

調
査

及
び
危
険
防

止
措
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(3
)  

施
設
の
被
害

報
告

及
び
応
急
修

理
の
要

請
に

関
す

る
こ

と
。

 

(4
) 

 指
定
避

難
所

の
開
設
及
び
運
営

支
援
に

関
す

る
こ

と
。

 

産
業
交
流

部
 

産
業

交
流

部
長

 

商
工
班

 
産

業
政

策
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

緊
急
物
資
等

の
調

達
及
び
配
給

に
関
す

る
こ

と
。

 

(2
) 

緊
急
物
資
集

積
所

の
開
設
及
び

運
営
に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

国
、
県
等
に

対
す

る
緊
急
物
資

等
の
供

給
要

請
に

関
す

る
こ

と
。

 

(4
) 

商
工
会
議
所

及
び

商
工
会
と
の

連
絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。
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(5
) 

商
工
業
の
被
害
調

査
に
関
す
る
こ
と
。

 

(6
)  

富
士
市
技
能
職
団

体
連
絡
協
議
会
災
害
復
旧

専
門

部
会

と
の
連
絡
調

整
に
関
す
る

こ
と

。
 

(7
)  

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(8
) 

施
設
利
用
者
等
の

安
否
情
報
の
収
集
に
関
す

る
こ

と
。

 

(9
) 

施
設
の
被
害
調
査

及
び
危
険
防
止
措
置
に
関

す
る

こ
と

。
 

(1
0)
 
観
光
関

係
団
体
へ
の
情

報
伝
達
、
連
絡
調

整
等

に
関

す
る
こ
と
。

 

(1
1)
 
漁
業
協

同
組
合
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る

こ

と
。

 

(1
2)
 
水
産
業

関
係
の
被
害
調

査
に
関
す
る
こ
と

。
 

(1
3)
 
水
産
業

者
に
対
す
る
災

害
資
金
の
情
報
収

集
及

び
融

資
に
関
す
る

こ
と
。

 

(1
4)
 
部
内
各

班
及
び
他
部
と

の
連
絡
調
整
に
関

す
る

こ
と

。
 

農
林
班

 
農

政
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

農
林
業
土
木
施
設

の
被
害
調
査
及
び
支
障
と

な
る

倒
木

の
除
去
等
応

急
復
旧
措
置

に
関

す
る
こ
と
。

 

(2
) 

農
業
協
同
組
合
と

の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
)  

農
林
業
関
係
の
被

害
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
) 

農
林
業
者
に
対
す

る
災
害
資
金
の
情
報
収
集

及
び

融
資

に
関
す
る
こ

と
。

 

(5
) 

死
亡
獣
畜
処
理
に

関
す
る
こ
と
。

 

(6
) 

施
設
利
用
者
等
の

安
否
情
報
の
収
集
に
関
す

る
こ

と
。

 

都
市

整
備

部
 

都
市

整
備

部
長

 

都
市
計

画
班

 
都

市
計
画
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

復
興
本
部
の
設
置

に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

建
築
基
準
法
に
基

づ
く
建
築
制
限
区
域
の
指

定
に

関
す

る
こ
と
。

 

(3
)  

施
設
の
被
害
調
査

及
び
応
急
復
旧
措
置
に
関

す
る

こ
と

。
 

(4
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ

と
。
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住
宅
政
策
班

 
住

宅
政

策
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

市
営
住
宅
の

被
害

調
査
及
び
危

険
防
止

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(2
) 

応
急
仮
設
住

宅
の

入
居
及
び
管

理
に
関

す
る

こ

と
。

 

(3
) 

住
宅
再
建
支

援
に

関
す
る
こ
と

。
 

(4
)  

被
災
住
宅
の

応
急

修
理
に
関
す

る
こ
と

。
 

建
築
指
導
班

 
建

築
土

地
対

策
課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

地
震
被
災
建

築
物

応
急
危
険
度

判
定
に

関
す

る
こ

と
。

 

(2
) 

被
災
度
区
分

判
定

及
び
災
害
復

旧
の
相

談
に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

地
震
被
災
宅

地
危

険
度
判
定
に

関
す
る

こ
と

。
 

上
下
水
道

部
 

上
下

水
道

部
長

 

上
水
道
班

 
水

道
維

持
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

上
水
道
施
設

の
被

害
調
査
及
び

応
急
復

旧
措

置
に

関
す

る
こ

と
。

 

(2
)  

配
水
池
の
水

量
確

保
に
関
す
る

こ
と
。

 

(3
) 

応
急
給
水
計

画
に

関
す
る
こ
と

。
 

(4
) 

国
及
び
県
と

の
連

絡
調
整
に
関

す
る
こ

と
。

 

(5
) 

指
定
給
水
工

事
業

者
に
対
す
る

協
力
要

請
に

関
す

る
こ

と
。

 

(6
) 

日
本
水
道
協

会
に

対
す
る
応
援

要
請
及

び
受

入
れ

に
関

す
る

こ
と
。

 

(7
) 

簡
易
水
道
組

合
と

の
連
絡
調
整

及
び
応

急
給

水
の

協
力

要
請

に
関
す

る
こ
と
。

 

(8
)  

簡
易
水
道
組

合
等

に
対
す
る
応

急
復
旧

の
技

術
援

助
に

関
す

る
こ
と

。
 

(9
)  

家
庭
等
に
お

け
る

給
水
施
設
の

被
害
調

査
及

び
応

急
復

旧
措

置
に
関

す
る
こ
と
。

 

(1
0)
 
上

水
道

施
設
へ

の
情
報
伝
達
に
関
す

る
こ

と
。

 

(1
1)
 
水

道
事

業
の
経

理
に
関
す
る
こ
と
。

 

下
水
道
班

 
下

水
道

施
設

維
持
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

下
水
道
施
設

の
被

害
調
査
及
び

応
急
復

旧
措

置
に

関
す

る
こ

と
。

 

(2
)  

下
水
道
施
設

等
の

応
急
運
転
に

関
す
る

こ
と

。
 

(3
) 

国
及
び
県
と

の
連

絡
調
整
に
関

す
る
こ

と
。

 

(4
)  

協
定
締
結
団

体
等

に
対
す
る
応

援
要
請

及
び

受
入
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れ
に

関
す
る
こ
と

。
 

(5
)  

岳
南
排
水
路
管
理

組
合
と
の
連
絡
調
整
に
関

す
る

こ
と

。
 

(6
)  

下
水
道
施
設
へ
の

情
報
伝
達
に
関
す
る
こ
と

。
 

(7
) 

施
設
利
用
者
等
へ

の
情
報
伝
達
並
び
に
施
設

利
用

者
等

の
避
難
措
置

及
び
保
護
に

関
す

る
こ
と
。

 

(8
) 

公
共
下
水
道
事
業

の
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

(9
)  

上
水
道
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ

と
。

 

建
設

部
 

建
設

部
長

（
別

に
指

名
す

る
職

員
）

 

建
設
総

務
班

 
建

設
総
務
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

道
路
占
用
者
等
に

対
す
る
危
険
な
物
件
の
除

去
等

の
指

示
に
関
す
る

こ
と
。

 

(2
)  

土
木
施
設
及
び
建

築
施
設
の
被
害
状
況
の
取

り
ま

と
め

に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
)  

土
木
施
設
及
び
建

築
施
設
の
復
旧
事
業
の
統

括
並

び
に

所
要
資
材
の

確
保
に
関
す

る
こ

と
。

 

(4
) 

国
及
び
県
の
関
係

機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関

す
る

こ
と

。
 

(5
)  

建
設
業
者
に
対
す

る
協
力
要
請
に
関
す
る
こ

と
。

 

(6
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ

と
。

 

道
路
班

 
道

路
維
持
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

緊
急
輸
送
路
及
び

幹
線
避
難
路
に
お
け
る
障

害
物

等
の

除
去
の
指
示

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
)  

道
路
及
び
橋
り
ょ

う
の
通
行
規
制
等
の
措
置

に
関

す
る

こ
と
。

 

(3
)  

道
路
及
び
橋
り
ょ

う
の
災
害
防
止
措
置
及
び

被
害

調
査

に
関
す
る
こ

と
。

 

(4
)  

道
路
及
び
橋
り
ょ

う
の
応
急
復
旧
措
置
に
関

す
る

こ
と

。
 

河
川
班

 
河

川
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

主
要
河
川
施
設
の

巡
視
に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

河
川
及
び
水
路
の

災
害
防
止
措
置
及
び
被
害

調
査

に
関

す
る
こ
と
。

 

(3
) 

水
防
団
と
の
連
絡

調
整
（
出
動
指
令
を
含
む

。
）

に
関

す
る
こ
と
。
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(4
) 

避
難
の
指
示

の
伝

達
及
び
避
難

誘
導
に

関
す

る
こ

と
。

 

(5
) 

崩
壊
危
険
区

域
の

交
通
規
制
、

立
入
制

限
等

の
措

置
に

関
す

る
こ
と

。
 

(6
) 

海
岸
の
被
害

状
況

の
掌
握
に
関

す
る
こ

と
。

 

(7
)  

河
川
、
水
路

等
の

応
急
復
旧
措

置
に
関

す
る

こ

と
。

 

施
設
保
全
班

 
施

設
保

全
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

公
共
建
築
物

の
被

害
調
査
及
び

応
急
修

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

(2
)  

応
急
仮
設
住

宅
の

建
設
に
関
す

る
こ
と

。
 

医
務
部

 
事
務

部
長

 
医
務
班

 
病

院
総

務
課

長
 

病
院
職

員
(1

)  
施
設
利
用
者

等
へ

の
情
報
伝
達

並
び
に

施
設

利
用

者
等

の
避

難
措
置

及
び
保
護
に

関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

病
院
職
員
の

参
集

状
況
の
把
握

に
関
す

る
こ

と
。

 

(3
)  

施
設
の
危
険

防
止

措
置
に
関
す

る
こ
と

。
 

(4
) 

医
療
救
護
計

画
に

基
づ
く
医
療

等
の
実

施
に

関
す

る
こ

と
。

 

(5
) 

緊
急
医
療
体

制
の

維
持
に
関
す

る
こ
と

。
 

(6
) 

医
師
会
と
の

連
絡

協
調
に
関
す

る
こ
と

。
 

(7
) 

医
療
資
機
材

等
の

確
保
に
関
す

る
こ
と

。
 

(8
) 

施
設
の
被
害

調
査

及
び
応
急
復

旧
措
置

に
関

す
る

こ
と

。
 

(9
) 

施
設
利
用
者

等
の

安
否
情
報
の

収
集
に

関
す

る
こ

と
。

 

(1
0)
 
他

部
と

の
連
絡

調
整
に
関
す
る
こ
と

。
 

消
防
部

 
消
防

長
 

指
揮
班

 
警

防
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

警
防
本
部
の

設
置

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
) 

消
防
職
員
の

参
集

状
況
の
把
握

に
関
す

る
こ

と
。

 

(3
)  

災
害
等
に
係

る
消

防
部
災
害
防

御
方
針

の
決

定
に

関
す

る
こ

と
。

 

(4
)  

災
害
等
に
係

る
消

防
活
動
全
般

の
指
揮

に
関

す
る

こ
と

。
 

(5
)  

消
防
車
両
及

び
資

機
材
の
統
制

的
運
用

に
関

す
る

こ
と

。
 

(6
)  

応
援
部
隊
の

要
請

及
び
総
合
調

整
に
関

す
る

こ
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。

 

(7
)  

避
難
の
指
示
の
伝

達
及
び
避
難
誘
導
に
関
す

る
こ

と
。

 

(8
)  

警
察
、
自
衛
隊
等

関
係
機
関
と
の
連
携
に
関

す
る

こ
と

。
 

(9
)  

消
防
車
両
及
び
資

機
材
の
整
備
及
び
応
急
処

置
に

関
す

る
こ
と
。

 

(1
0)
 
部
内
各

班
及
び
他
部
と

の
連
絡
調
整
に
関

す
る

こ
と

。
 

通
信
指

令
班

 
情

報
指
令
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

初
動
時
の
災
害
概

要
の
把
握
に
関
す
る
こ
と

。
 

(2
) 

消
防
部
隊
の
統
制

的
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
)  

関
係
機
関
と
の
情

報
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
) 

通
信
施
設
の
運
用

、
管
理
及
び
統
制
に
関
す

る
こ

と
。

 

(5
)  

災
害
受
信
及
び
出

動
指
令
に
関
す
る
こ
と
。

 

(6
) 

各
種
防
災
情
報
シ

ス
テ
ム
の
運
用
に
関
す
る

こ

と
。

 

(7
)  

警
報
等
の
伝
達
に

関
す
る
こ
と
。

 

(8
)  

医
療
関
係
機
関
と

の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

 

(9
) 

活
動
状
況
の
記
録

に
関
す
る
こ
と
。

 

情
報
班

 
予

防
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

火
災
等
に
よ
る
被

害
情
報
の
収
集
、
集
計
、

整
理

及
び

分
析
に
関
す

る
こ
と
。

 

(2
)  

各
種
防
災
情
報
シ

ス
テ
ム
に
よ
る
災
害
情
報

の
伝

達
及

び
報
告
に
関

す
る
こ
と
。

 

(3
)  

火
災
等
に
よ
る
被

害
状
況
の
記
録
及
び
保
管

に
関

す
る

こ
と
。

 

(4
)  

火
災
に
係
る
り
災

証
明
に
関
す
る
こ
と
。

 

支
援
班

 
消

防
総
務
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

消
防
団
員
の
動
員

等
に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
)  

消
防
職
員
等
の
給

食
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
) 

施
設
の
被
害
調
査

及
び
応
急
復
旧
措
置
に
関

す
る

こ
と

。
 

(4
) 

消
防
団
員
の
安
否

情
報
に
関
す
る
こ
と
。

 

(5
)  

消
防
団
関
係
資
機

材
の
調
達
に
関
す
る
こ
と

。
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(6
) 

緊
急
消
防
援

助
隊

と
の
連
絡
調

整
に
関

す
る

こ

と
。

 

(7
) 

関
係
機
関
と

の
連

絡
調
整
に
関

す
る
こ

と
。

 

第
1消

防
班

 
中

央
消

防
署

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

警
防
活
動
方

針
の

決
定
に
関
す

る
こ
と

。
 

(2
) 

消
防
隊
等
の

編
成

及
び
増
強
に

関
す
る

こ
と

。
 

(3
) 

署
の
部
隊
運

用
に

関
す
る
こ
と

。
 

(4
) 

消
火
、
救
急

及
び

救
助
活
動
に

関
す
る

こ
と

。
 

(5
) 

火
災
、
地
震

そ
の

他
の
災
害
等

の
防
御

に
関

す
る

こ
と

。
 

(6
)  

警
戒
区
域
の

設
定

等
に
関
す
る

こ
と
。

 

(7
) 

避
難
の
指
示

の
伝

達
及
び
避
難

誘
導
に

関
す

る
こ

と
。

 

(8
) 

初
動
時
の
情

報
収

集
に
関
す
る

こ
と
。

 

第
2 消

防
班

 
西

消
防

署
長

 別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

警
防
活
動
方

針
の

決
定
に
関
す

る
こ
と

。
 

(2
) 

消
防
隊
等
の

編
成

及
び
増
強
に

関
す
る

こ
と

。
 

(3
) 

署
の
部
隊
運

用
に

関
す
る
こ
と

。
 

(4
) 

消
火
、
救
急

及
び

救
助
活
動
に

関
す
る

こ
と

。
 

(5
) 

火
災
、
地
震

そ
の

他
の
災
害
等

の
防
御

に
関

す
る

こ
と

。
 

(6
) 

警
戒
区
域
の

設
定

等
に
関
す
る

こ
と
。

 

(7
) 

避
難
の
指
示

の
伝

達
及
び
避
難

誘
導
に

関
す

る
こ

と
。

 

(8
)  

初
動
時
の
情

報
収

集
に
関
す
る

こ
と
。

 

教
育
部

 
教
育

次
長

 
教
育
総
務
班

 
教

育
総

務
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(2
) 

施
設
班
か
ら

の
報

告
の
取
り
ま

と
め
に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
)  

施
設
の
応
急

修
理

に
関
す
る
こ

と
。

 

(4
) 

教
科
書
、
学

用
品

等
の
給
与
に

関
す
る

こ
と

。
 

(5
)  

学
校
の
一
時

休
校

及
び
再
開
の

調
整
に

関
す

る
こ

と
。

 

(6
)  

部
内
各
班
及

び
他

部
と
の
連
絡

調
整
に

関
す

る
こ

と
。

 

施
設
班

 
施

設
の

長
 

施
設
の

職
(1

) 
施
設
利
用
者

等
へ

の
情
報
伝
達

並
び
に

施
設

利
用
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員
 

者
等

の
避
難
措
置

及
び
保
護
に

関
す

る
こ
と
。

 

(2
)  

児
童
生
徒
そ
の
他

の
施
設
利
用
者
等
の
安
否

情
報

の
収

集
及
び
報
告

に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
)  

施
設
の
被
害
調
査

及
び
危
険
防
止
措
置
に
関

す
る

こ
と

。
 

(4
)  

施
設
の
被
害
報
告

及
び
応
急
修
理
の
要
請
に

関
す

る
こ

と
。

 

(5
)  

指
定
避
難
所
の
開

設
及
び
運
営
支
援
に
関
す

る
こ

と
。

 

(6
)  

応
急
教
育
に
関
す

る
こ
と
。

 

(7
)  

学
校
の
一
時
休
校

及
び
再
開
に
関
す
る
こ
と

。
 

(8
) 

避
難
者
の
食
事
の

支
援
に
関
す
る
こ
と
。

 

議
会

部
 

議
会

事
務

局
長

 

議
会
班

 
議

会
事
務
局

次
長

 

議
会
事

務

局
職
員

 

議
会
、

議
員
等
に
関

す
る
こ

と
。
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富
士
市

災
害
対

策
本

部
標
識

 

 １
．

本
部
の
標
示
板
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
２
．
腕
 

 
 
章

 

             

【
参

考
】
看
板
画

像
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（
班
員
用

）
 

  

【
参
考

】
腕
章
画
像

 

 

富 士 市 災 害 対 策 本 部  

 
富
士
市
災
害
対
策
本
部

 
    

富
士
市
災
害
対
策
本
部

 
    

富
士
市
災
害
対
策
本
部

 
   

 
富
士
市
災
害
対
策
本
部

 
    

富
士
市
災
害
対
策
本
部

 
       

 
本

部
長

 
  
副

本
部
長

 
  
本

部
付

 
  
部

長
 

  
班

長
 

 

富
士
市

災
害
対
策
本
部

 
 



資
料
１

－
７

 

 

 

富
士
市

地
震
災

害
警

戒
本
部
条

例
 

昭
和

5
4
年

９
月

2
9
日

 

条
例

第
2
8
号

 

 
 （

目
 

 
 
的
）

 

第
１

条
 

こ
の
条
例
は

、
大

規
模

地
震
対

策
特
別
措
置

法
（

昭
和

5
3年

法
律

第
7
3
号

）
第
1
8
条
第

４
項
の
規
定
に
基

づ
き
、

富
士
市

地
震
災
害
警

戒
本
部
（
以

下
「
警
戒

本
部
」
と

い
う

。
）
の
組

織
等
に

関
し
必
要

な
事

項
を

定
め

る
事

を
目
的

と
す
る

。
 

（
組
 

 
 
織
）

 

第
２

条
 

地
震
災
害
警

戒
本

部
長
（
以
下
「
本
部

長
」
と
い

う
。
）
は

、
警

戒
本
部
の

事
務

を
総

括
し

、
所
部
の
職
員

を

指
揮
監

督
す
る
。

 

２
 

警
戒

本
部
に

、
地
震
災
害

警
戒
副

本
部
長
（
以

下
「
副

本
部
長
」
と
い

う
。
）
、
地

震
災
害
警

戒
本
部
員
（

以
下
「

本

部
員
」

と
い
う
。
）

そ
の
他

の
職
員
を

置
く
。

 

３
 

副
本

部
長
は
、
市

の
副
市

長
を

も
っ

て
充

て
る
。

 

４
 

副
本

部
長
は
、
本
部

長
を
補
佐

し
、
本
部
長

に
事
故
が

あ
る
と
き
は

、
あ

ら
か
じ

め
本
部

長
か
ら

指
名

さ
れ

た
副
本

部
長
が

そ
の
職
務
を

代
理
す

る
。

 

５
 

本
部

員
は
、
次
に

掲
げ
る

者
を

も
っ

て
充

て
る
。

 

 
(
1
) 
静

岡
県
警
察
の

警
察
官

の
う

ち
か

ら
市

長
が
任
命

す
る
者

 

 
(
2
) 
市

長
が
そ
の
部

内
の
職

員
の

う
ち

か
ら

指
名
す
る

者
 

 
(
3
) 
市

の
教
育
委
員

会
の
教

育
長

及
び

教
育

次
長

 

 
(
4
) 
市

の
消
防
長
、

消
防
団

長
及

び
水

防
団

長
 

 
(
5
) 
市

の
議
会
事
務

局
長

 

 
(
6
) 
市

の
上
下
水
道

部
長

 

６
 

本
部

員
は
、
本
部

長
の
命

を
受

け
、

警
戒

本
部
の

事
務

に
従

事
す
る
。

 

７
 

副
本

部
長
及
び
本

部
員
以

外
の

警
戒

本
部

の
職
員
（

以
下
「

本
部

職
員

」
と

い
う
。
）
は
、
市
の

職
員
の

う
ち
か
ら

、

市
長
が

任
命
す
る
。

 

８
 

本
部

職
員
は
、
警

戒
本
部

の
所

掌
事

務
に

つ
い
て

、
本

部
員

を
補
佐
す

る
。

 

 
 

 
 

一
部
改
正
〔

平
成
1
8
年
条

例
4
0
号
・

1
9年

2
6
号
〕

 

（
 部

 
）

 

第
３

条
 

本
部
長
は
、

必
要

と
認
め
る

と
き

は
、

警
戒
本
部

に
部
を

置
く

こ
と
が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
部
に
属
す

べ
き
本

部
員

及
び

本
部

職
員
は

、
本

部
長

が
指
名
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の
部
に
部

長
を
置

き
、

本
部

長
が

指
名
す

る
本

部
員

が
こ
れ
に

当
た
る

。
 

（
雑
 

 
 
則
）

 

第
４

条
 

こ
の
条
例
に

定
め

る
も
の
の

ほ
か

必
要

な
事
項
は

、
本
部

長
が

定
め
る
。

 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
1
8
年
1
2月

８
日

条
例
第

40
号
）

 
こ

の
訓

令
は
、

平
成

1
9
年

４
月
１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
1
9
年
９
月
28
日

条
例
第

26
号
）

 
こ

の
訓

令
は
、

平
成

2
0
年

４
月
１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

資
料

１
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８
 

 

○
富
士
市
地
震
災
害
警
戒
本
部
組
織
規
程

 

昭
和

55
年
３

月
29

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

〔
注
〕

平
成
５
年
か

ら
改

正
経
過
を
注

記
し
た

。
 

改
正

 
昭

和
56

年
５
月

14
日
地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１

号
 

昭
和

57
年
５
月

７
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令
甲
第
１
号

 

昭
和

58
年
３

月
25

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

昭
和

59
年
３

月
29

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

昭
和

59
年
５

月
15

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
２

号
 

昭
和

59
年
６

月
29

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
３

号
 

昭
和

60
年
５
月

７
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令
甲
第
１
号

 

昭
和

63
年
７

月
15

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

元
年

３
月

28
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１
号

 

平
成

２
年

３
月

30
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１
号

 

平
成

３
年

３
月

28
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１
号

 

平
成

４
年

３
月

26
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１
号

 

平
成

５
年

３
月

26
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１
号

 

平
成

６
年

３
月

25
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１
号

 

平
成

７
年

３
月

24
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１
号

 

平
成

８
年

３
月

25
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
１
号

 

平
成

８
年

５
月

24
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
２
号

 

平
成

８
年

８
月

30
日

地
震
災

害
警
戒
本
部

訓
令

甲
第
３
号

 

平
成

10
年
３

月
24

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

12
年
３

月
24

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

13
年
３

月
26

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

14
年
３

月
25

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

16
年
３

月
23

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

17
年
３

月
28

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

18
年
３

月
28

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

19
年
３

月
28

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

20
年
３

月
31

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

20
年

10
月

31
日
地

震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
２
号

 

平
成

21
年
３

月
31

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

23
年
３

月
29

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 

平
成

24
年
３

月
30

日
地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
 



資
料
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平
成

25
年
３
月

29
日

地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令
甲
第
１

号
 

平
成

28
年
３
月

30
日

地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令
甲
第
１

号
 

平
成

29
年
３
月

30
日

地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令
甲
第
１

号
 

平
成

30
年
３
月

30
日

地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令
甲
第
１

号
 

平
成

31
年
３
月

29
日

地
震
災

害
警

戒
本
部
訓
令
甲
第
１

号
 

令
和

２
年

３
月

26
日

地
震
災

害
警
戒
本
部
訓
令
甲
第
１
号

 

令
和

３
年

４
月

26
日

地
震
災

害
警
戒
本
部
訓
令
甲
第
１
号

 

令
和

４
年

３
月

30
日

地
震
災

害
警
戒
本
部
訓
令
甲
第
１
号

 

令
和

５
年

３
月

31
日

地
震
災

害
警
戒
本
部
訓
令
甲
第
１
号

 

令
和

６
年

３
月

29
日

地
震
災

害
警
戒
本
部
訓
令
甲
第
１
号

  

（
趣
旨

）
 

第
１

条
 

こ
の
規

程
は
、

富
士

市
地
震
災
害
警

戒
本

部
（
以
下
「
警

戒
本
部
」
と

い
う
。

）
の
組
織
及
び
運
営

に
つ
い

て
必
要

な
事
項

を
定
め
る
も

の
と
す

る
。

 

（
組
織

）
 

第
２

条
 

警
戒
本

部
に
別

表
に

掲
げ
る
部
及
び

班
を

置
き
、
同
表
に

掲
げ
る
事
務

を
分
掌

さ
せ
る
。

 

（
一
部

改
正
〔
平
成

29
年
地
震

災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
１
号
〕
）

 

（
本
部

員
等
）

 

第
３

条
 

警
戒
本

部
に
、

本
部

付
、
部
長
、
部

付
、

班
長
、
副
班
長

及
び
班
員
（

以
下
「

本
部
員
等
」
と
い
う

。
）
を

置
く
。

 

２
 

本
部

付
、
部

長
及
び

班
長

（
各
地
区
班
長

を
除

く
。
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ
別
表

に
掲
げ

る
職
に
あ
る
者
を
も

っ
て
充

て
る
。

 （
一
部

改
正
〔
平
成

29
年
地
震

災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
１
号
・
令

和
３

年
１
号

〕
）

 

（
職
務

）
 

第
４

条
 

前
条
に

規
定
す

る
各

職
の
職
務
は
、

次
の

と
お
り
と
す
る

。
 

(1
) 

本
部
付
は
、

上
司
を

補
佐
す

る
。

 

(2
)  

部
長
は
、
上

司
の
命

を
受
け

、
部
の
事
務

を
掌
理

し
、
所
属
職

員
を
指

揮
監
督
す
る

。
 

(3
) 

部
付
は
、
部

長
を
補

佐
す
る

。
 

(4
)  

班
長
は
、
上

司
の
命

を
受
け

、
班
の
分
掌

事
務
に

つ
い
て
所
属

職
員
を

指
揮
監
督
し

、
そ
の
処
理

に
当
た

る
。

 

(5
)  

副
班
長
は
、

班
長
を

補
佐
す

る
。

 

(6
) 

班
員
は
、
上

司
の
命

を
受
け

て
事
務
に
従

事
す
る

。
 

（
一
部

改
正
〔
平
成

29
年
地
震

災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
１
号
・
令

和
３

年
１
号

〕
）

 

（
本
部

の
開
設

及
び
閉
鎖
）

 

第
５

条
 

本
部
長

は
、
大

規
模

地
震
対
策
特
別

措
置

法
（
昭
和

53
年
法

律
第

73
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う

。
）
第
９
条

資
料

１
－

８
 

 

第
１
項

の
警
戒

宣
言

が
発
せ

ら
れ
た

と
き

は
、
富

士
市
地

域
防
災

計
画

地
震
対

策
編
の

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
り
警
戒

本
部
を

設
置
す

る
。

 

２
 

警
戒
本
部
が
設
置
さ

れ
た

と
き
は

、
本
部

室
を
富
士
市
消

防
防

災
庁
舎

災
害

対
策
本

部
室
に

置
く
。
た
だ
し
、
本

部
長
が

適
当
と

認
め

た
と
き

は
、
他

の
会

議
室
等

に
置
く

こ
と
が

で
き

る
。

 

３
 

本
部
室
に
「
富
士
市

地
震

災
害
警

戒
本
部

」
の
表
示
を
す

る
。

 

４
 

本
部
室
に
は
、
本
部

長
が

あ
ら
か

じ
め
指

名
す
る
本
部
員

等
を

配
置
す

る
。

 

５
 

本
部
長
は
、
当
該
地

震
予

知
情
報

に
係
る

地
震
災
害
に
関

し
、

富
士
市

災
害

対
策
本

部
が
設

置
さ
れ
た
と
き
、
又

は
法
第

９
条
第

３
項

の
警
戒

解
除
宣

言
が

あ
っ
た

と
き
は

、
警
戒

本
部

を
閉
鎖

す
る
。

 

６
 

本
部
長
は
、
警
戒
本

部
を

開
設
し

、
又
は

閉
鎖
し
た
と
き

は
、

そ
の
旨

を
直

ち
に
関

係
機
関

に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

 （
一
部
改
正
〔

平
成

13
年
地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
１
号
・

29
年

１
号
〕

）
 

（
本
部

会
議
）

 

第
６

条
 
本
部
長
は
、
地

震
防

災
応
急

対
策
の

重
要
事
項
を
協

議
す

る
た
め

、
必

要
に
応

じ
て
本

部
会
議
を
招
集
す

る
。

 

２
 

本
部
会
議
は
、
副
本

部
長

、
本
部

付
及
び

部
長
を
も
っ
て

構
成

す
る
。

 

３
 

部
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
分

掌
事
務

に
関
し

、
本
部
会
議
に

必
要

な
資
料

を
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

４
 

部
長
が
不
在
の
と
き

は
、

あ
ら
か

じ
め
部

長
の
指
名
し
た

代
理

者
が
出

席
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
一
部
改
正
〔

平
成

29
年
地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
１
号
〕
）

 

（
本
部

員
等
の

心
構

え
）

 

第
７

条
 
本
部
長
の
発
す

る
指

令
並
び

に
各
部

長
及
び
各
班
長

の
発

す
る
指

示
、

連
絡
等

の
伝
達

並
び
に
関
係
機
関
等

か
ら
の

本
部
宛

て
の

報
告
、

要
請
等

の
受

理
に
当

た
っ
た

者
は
、

そ
の

内
容
が

軽
易
な

場
合

を
除
き

、
記
録
を
励
行

し
、
伝

達
及
び

受
理

の
確
実

を
期
さ

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

本
部
員
等
は
、
警
戒

本
部

の
行
う

地
震
防

災
応
急
対
策
の

活
動

に
協
力

す
る

た
め
参

集
し
た

関
係
機
関
、
関
係
団

体
及
び

一
般
の

奉
仕

者
に
対

し
て
は

、
誠

実
に
応

対
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

３
 

本
部
員
等
は
、
自
ら

の
言

動
に
よ

っ
て
住

民
に
不
安
を
与

え
、

若
し
く

は
住

民
の
誤

解
を
招

き
、
又
は
警
戒
本
部

の
活
動

に
反
感

を
抱

か
せ
な

い
よ
う

厳
に

注
意
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

４
 

本
部
員
等
は
、
所
属

部
署

の
事
務

に
精
通

す
る
よ
う
に
努

め
る

と
と
も

に
、

他
の
部

署
か
ら

協
力
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は

、
積
極

的
に

こ
れ
を

支
援
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
一
部
改
正
〔

平
成

29
年
地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
１
号
〕
）

 

（
雑
則

）
 

第
８

条
 
富
士
市
地
震
災

害
警

戒
本
部

条
例
（

昭
和

54
年
富
士

市
条

例
第

28
号

）
第
２

条
第

７
項
の

規
定
に
基
づ

く
本

部
職
員

の
任
命

は
、

富
士
市

地
震
災

害
警

戒
本
部

員
等
名

簿
に
よ

る
も

の
と
す

る
。

 

（
一
部
改
正
〔

平
成

29
年
地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
１
号
〕
）

 

附
 
則
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こ
の
訓

令
は
、

昭
和

55
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

56
年

５
月

14
日

地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

57
年

５
月

７
日
地
震
災

害
警
戒

本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

58
年

３
月

25
日

地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

58
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

59
年

３
月

29
日

地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

59
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

59
年

５
月

15
日

地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
２

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

59
年

６
月

29
日

地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
３

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

59
年

７
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

60
年

５
月

７
日
地
震
災

害
警
戒

本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

昭
和

63
年

７
月

15
日

地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

昭
和

63
年

８
月
８
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成
元

年
３
月

28
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
元
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
２

年
３
月

30
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
２
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
３

年
３
月

28
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
３
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
４

年
３
月

26
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
４
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

26
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
５
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
６

年
３
月

25
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
６
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
７

年
３
月

24
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
７
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
８

年
３
月

25
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

平
成
８
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

平
成
８

年
５
月

24
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

２
号

）
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こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
平
成
８
年
８
月

30
日
地

震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第
３
号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

公
表

の
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

10
年
３
月

24
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

10
年

４
月

１
日
か

ら
適
用
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

12
年
３
月

24
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

12
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

13
年
３
月

26
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

13
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

14
年
３
月

25
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

14
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

16
年
３
月

23
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

16
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

17
年
３
月

28
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

17
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

18
年
３
月

28
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

18
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

19
年
３
月

28
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

19
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

20
年
３
月

31
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

20
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

20
年

10
月

31
日
地

震
災

害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
２

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

20
年

11
月
１

日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（
平
成

21
年
３
月

31
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

21
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

23
年
３
月

29
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

23
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

24
年
３
月

30
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

24
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

25
年
３
月

29
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

25
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

28
年
３
月

30
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

28
年

４
月

１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

29
年
３
月

30
日

地
震

災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
第
１

号
）
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こ
の
訓

令
は
、

平
成

29
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

30
年

３
月

30
日

地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

30
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

平
成

31
年

３
月

29
日

地
震
災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
第
１

号
）

 

こ
の
訓

令
は
、

平
成

31
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則
（

令
和
２

年
３
月

26
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

令
和
２
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

令
和
３

年
４
月

26
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

公
表
の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
則
（

令
和
４

年
３
月

30
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

令
和
４
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則
（

令
和
５

年
３
月

31
日
地
震
災
害

警
戒
本
部
訓
令
甲
第

１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

令
和
５
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
 

 
 

 
附

 
則
（

令
和
６

年
３

月
29

日
地

震
災

害
警
戒
本
部
訓

令
甲

第
１
号

）
 

こ
の
訓

令
は
、

令
和
６
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
 

 別
表

（
第

２
条
、

第
３
条

関
係

）
 

（
全
部

改
正
〔
平
成

29
年
地
震

災
害
警

戒
本
部
訓
令

甲
１
号
〕
、

一
部

改
正
〔

平
成

30
年
地
震
災
害
警

戒
本

部
訓
令

甲
１
号
・

31
年
１
号
・
令
和

２
年
１
号
・

３
年
１

号
・
４
年
１

号
〕
）

 

富
士

市
地
震
災
害
警
戒
本

部
組

織
及
び
分
掌
事

務
 

本
部

長
 

市
長

 

副
本

部
長

 
副
市
長

 

本
部

付
 

教
育
長

、
市
立

病
院

長
 

富
士
警

察
署
地

域
課

係
長

 

消
防
団

長
、
水

防
団

長
 

部
名

 
部
長

( 
) 

は
部

付
 

班
名

 
班
長

 
副

班
長

 

及
び
班

員

分
掌
事

務
 

総
括

部
 

危
機

管
理

監
 

総
括
班

 
防

災
危
機
管

理
課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

警
戒
本
部
の
設
置

及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と

。
 

(2
)  

本
部
会
議
に
関
す

る
こ
と
。

 

(3
) 

本
部
長
の
命
令
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
)  

県
へ
の
状
況
報
告

に
関
す
る
こ
と
。

 

(5
) 

県
及
び
防
災
関
係

機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関

す

る
こ

と
。
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(6
) 

自
衛
隊
の
派

遣
要

請
、
受
入
れ

及
び
連

絡
調

整

に
関

す
る

こ
と
。

 

(7
)  

地
震
防
災
応

急
対

策
の
記
録
整

理
に
関

す
る

こ

と
。

 

(8
)  

部
内
各
班
及

び
他

部
と
の
連
絡

調
整
に

関
す

る

こ
と

。
 

情
報
班

 
企

画
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

地
震
予
知
情

報
そ

の
他
気
象
情

報
の
掌

握
及

び

伝
達

に
関

す
る
こ

と
。

 

(2
)  

防
災
情
報
等

の
受

付
、
整
理
及

び
分
析

に
関

す

る
こ

と
。

 

(3
)  

通
信
手
段
の

確
保

に
関
す
る
こ

と
。

 

(4
) 

避
難
情
報
等

の
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(5
)  

地
震
発
生
後

の
災

害
情
報
へ
の

対
応
方

針
に

関

す
る

こ
と

。
 

広
報
班

 
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー
シ

ョ
ン

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

市
民
へ
の
情

報
提

供
に
関
す
る

こ
と
。

 

(2
) 

報
道
機
関
へ

の
対

応
に
関
す
る

こ
と
。

 

シ
ス
テ
ム
班

 
デ

ジ
タ

ル
推

進
室
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

情
報
通
信
回

線
の

地
震
防
災
応

急
対
策

に
関

す

る
こ

と
。

 

(2
)  

情
報
シ
ス
テ

ム
の

地
震
防
災
応

急
対
策

に
関

す

る
こ

と
。

 

(3
)  

情
報
機
器
等

の
仮

設
の
準
備
に

関
す
る

こ
と

。
 

(4
) 

情
報
シ
ス
テ

ム
提

供
事
業
者
と

の
連
絡

調
整

に

関
す

る
こ

と
。

 

総
務
部

 
総
務

部
長

 
受
援
班

 
市

長
戦

略
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

国
、
県
、
協

定
締

結
団
体
等
へ

の
応
援

要
請

の

準
備

に
関

す
る
こ

と
。

 

(2
) 

応
援
職
員
等

の
受

入
準
備
に
関

す
る
こ

と
。

 

(3
) 

部
内
各
班
及

び
他

部
と
の
連
絡

調
整
に

関
す

る

こ
と

。
 

渉
外
班

 
秘

書
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

本
部
長
及
び

副
本

部
長
の
秘
書

に
関
す

る
こ

と
。

 

(2
)  

外
来
者
等
の

応
接

及
び
地
震
防

災
応
急

対
策

状

況
の

視
察

に
関
す

る
こ
と
。
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動
員
班

 
人

事
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

職
員
の
参
集
状
況

の
把
握
に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

職
員
の
動
員
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
)  

職
員
の
勤
務
に
関

す
る
こ
と
。

 

(4
) 

職
員
の
給
食
に
関

す
る
こ
と
。

 

(5
)  

職
員
の
健
康
管
理

に
関
す
る
こ
と
。

 

財
政

部
 

財
政

部
長

 
財
政
班

 
財

政
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

地
震
防
災
応
急
対

策
に
つ
い
て
の
予
算
措
置

に

関
す

る
こ
と
。

 

(2
) 

経
理
に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

管
財
班

 
資

産
経
営
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

来
庁
者
等
へ
の
情

報
伝
達
及
び
来
庁
者
等
の

避

難
措

置
に
関
す
る

こ
と
。

 

(2
)  

庁
舎
の
地
震
防
災

応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
 

(3
) 

車
両
の
配
車
及
び

燃
料
確
保
に
関
す
る
こ
と

。
 

住
家
調

査
班

 
資

産
税
課
長

 別
に
指

名

す
る
職

員

住
家
被

害
認
定
調
査

の
準
備

に
関
す
る
こ
と
。

 

市
民

部
 

市
民

部
長

 
地
区
支

援
班

 
ま

ち
づ
く
り

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

地
区
班
と
の
連
絡

等
に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
)  

避
難
所
運
営
状
況

の
掌
握
に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
) 

避
難
所
運
営
の
体

制
整
備
の
調
整
に
関
す
る

こ

と
。

 

(4
)  

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(5
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア

調
整
班

 

市
民
活
躍
・

男
女
共
同
参

画
課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
本
部
の
設
置
の
準
備
に

関

す
る

こ
と
。

 

(2
)  

外
国
人
へ
の
情
報

提
供
そ
の
他
の
支
援
に
関

す

る
こ

と
。

 

(3
) 

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

市
民
窓

口
班

 
市

民
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

総
合
窓
口
の
設
置

及
び
運
営
の
準
備
に
関
す

る

こ
と

。
 

(2
) 

地
震
発
生
後
の
戸

籍
事
務
等
の
準
備
に
関
す

る

こ
と

。
 

(3
)  

地
震
発
生
後
の
市

民
相
談
業
務
の
準
備
に
関

す
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る
こ

と
。

 

(4
) 

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(5
)  

施
設
利
用
者

等
へ

の
情
報
伝
達

及
び
避

難
措

置

に
関

す
る

こ
と
。

 

(6
)  

施
設
の
地
震

防
災

応
急
対
策
に

関
す
る

こ
と

。
 

吉
原
地
区
班

 
別

に
指

名
す

る
職
員

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

地
区
内
自
主

防
災

会
と
の
連
絡

協
調
に

関
す

る

こ
と

。
 

(2
) 

地
区
内
住
民

へ
の

情
報
伝
達
及

び
避
難

措
置

に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

地
区
内
の
社

会
的

混
乱
状
況
の

把
握
に

関
す

る

こ
と

。
 

(4
) 

要
配
慮
者
の

保
護

に
関
す
る
こ

と
。

 

(5
)  

地
区
内
の
物

資
要

請
へ
の
対
応

に
関
す

る
こ

と
。

 

(6
)  

地
区
内
の
危

険
と

み
な
さ
れ
る

物
件
の

除
去

等

の
指

示
に

関
す
る

こ
と
。

 

(7
)  

指
定
避
難
所

の
開

設
及
び
運
営

支
援
に

関
す

る

こ
と

。
 

(8
) 

救
護
所
の
設

置
及

び
運
営
の
支

援
に
関

す
る

こ

と
。

 

(9
) 

旅
行
者
等
の

受
入

れ
に
関
す
る

こ
と
。

 

(1
0)
 
防

災
資

機
材
の

点
検
及
び
確
保
に
関

す
る

こ

と
。

 

伝
法
地
区
班

 

今
泉
地
区
班

 

青
葉
台
地
区
班

 

吉
永
地
区
班

 

元
吉
原
地
区
班

 

須
津
地
区
班

 

浮
島
地
区
班

 

原
田
地
区
班

 

富
士
見
台
地
区

班
 

神
戸
地
区
班

 

吉
永
北
地
区
班

 

大
淵
地
区
班

 

富
士
駅
北
地
区

班
 

富
士
北
地
区
班

 

富
士
駅
南
地
区

班
 

田
子
浦
地
区
班

 

富
士
南
地
区
班

 

岩
松
地
区
班

 

岩
松
北
地
区
班

 

富
士
川
地
区
班

 

松
野
地
区
班

 

鷹
岡
地
区
班

 

広
見
地
区
班

 

天
間
地
区
班
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丘
地
区

班
 

福
祉

部
 

福
祉

部
長

 
福
祉
総

務
班

 
福

祉
総
務
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

避
難
行
動
要
支
援

者
支
援
計
画
に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
) 

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
) 

所
管
施
設
の
地
震

防
災
応
急
対
策
の
実
施
状

況

の
把

握
に
関
す
る

こ
と
。

 

(4
) 

遺
体
措
置
計
画
に

関
す
る
こ
と
。

 

(5
) 

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

要
配
慮

者
支
援

班
 

高
齢
者
支
援

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

要
配
慮
者
の
相
談

及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と

。
 

(2
) 

福
祉
避
難
所
（
看

護
学
校
を
除
く
。
）
の
開

設

及
び

運
営
に
関
す

る
こ
と
。

 

(3
)  

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
) 

所
管
施
設
の
地
震

防
災
応
急
対
策
の
実
施
状

況

の
把

握
に
関
す
る

こ
と
。

 

(5
) 

民
間
社
会
福
祉
施

設
等
の
地
震
防
災
応
急
対

策

の
実

施
状
況
の
把

握
に
関
す
る

こ
と

。
 

施
設
班

 
施

設
の
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

施
設
利
用
者
等
へ

の
情
報
伝
達
及
び
施
設
利

用

者
等

の
避
難
措
置

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
) 

施
設
の
地
震
防
災

応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
 

こ
ど

も
支

援
部

 

こ
ど

も
未

来
部

長
 

こ
ど
も

支
援
班

 こ
ど
も
未
来

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

避
難
所
に
お
け
る

児
童
等
の
相
談
及
び
支
援

に

関
す

る
こ
と
。

 

(2
) 

福
祉
避
難
所
（
看

護
学
校
に
限
る
。
）
の
開

設

及
び

運
営
に
関
す

る
こ
と
。

 

(3
)  

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
) 

所
管
施
設
の
地
震

防
災
応
急
対
策
の
実
施
状

況

の
把

握
に
関
す
る

こ
と
。

 

(5
) 

民
間
児
童
福
祉
施

設
等
の
地
震
防
災
応
急
対

策

の
実

施
状
況
の
把

握
に
関
す
る

こ
と

。
 

(6
) 

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

施
設
班

 
施

設
の
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

施
設
利
用
者
等
へ

の
情
報
伝
達
並
び
に
施
設

利

用
者

等
の
避
難
措

置
に
関
す
る

こ
と

。
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(2
) 

施
設
の
地
震

防
災

応
急
対
策
に

関
す
る

こ
と

。
 

(3
) 

指
定
避
難
所

の
開

設
及
び
運
営

支
援
に

関
す

る

こ
と

。
 

保
健
部

 
保
健

部
長

 
保
健
班

 
保

健
医

療
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

医
療
救
護
計

画
に

関
す
る
こ
と

。
 

(2
) 

医
師
会
、
歯

科
医

師
会
及
び
薬

剤
師
会

に
対

す

る
救

急
医

療
体
制

の
維
持
及
び

救
護
所
等
へ
の
出

動

準
備

の
要

請
に
関

す
る
こ
と
。

 

(3
) 

救
護
所
の
設

置
及

び
運
営
に
関

す
る
こ

と
。

 

(4
)  

救
護
所
等
へ

の
保

健
師
等
の
派

遣
に
関

す
る

こ

と
。

 

(5
)  

避
難
者
の
健

康
管

理
に
関
す
る

こ
と
。

 

(6
) 

医
薬
品
供
給

協
力

店
へ
の
要
請

及
び
連

絡
調

整

に
関

す
る

こ
と
。

 

(7
)  

県
と
の
連
絡

調
整

に
関
す
る
こ

と
。

 

(8
)  

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(9
) 

部
内
各
班
及

び
他

部
と
の
連
絡

調
整
に

関
す

る

こ
と

。
 

施
設
班

 
施

設
の

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

施
設
利
用
者

等
へ

の
情
報
伝
達

及
び
施

設
利

用

者
等

の
避

難
措
置

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
) 

施
設
の
地
震

防
災

応
急
対
策
に

関
す
る

こ
と

。
 

(3
)  

指
定
避
難
所

の
開

設
及
び
運
営

支
援
に

関
す

る

こ
と

。
 

環
境
部

 
環
境

部
長

 
衛
生
班

 
廃

棄
物

対
策

課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

ご
み
の
収
集

運
搬

計
画
に
関
す

る
こ
と

。
 

(2
) 

し
尿
の
収
集

運
搬

に
関
す
る
こ

と
。

 

(3
)  

が
れ
き
の
処

理
に

関
す
る
こ
と

。
 

(4
)  

仮
設
便
所
に

関
す

る
こ
と
。

 

(5
) 

公
害
防
止
に

関
す

る
こ
と
。

 

(6
) 

施
設
へ
の
情

報
伝

達
に
関
す
る

こ
と
。

 

(7
) 

 施
設
の

地
震

防
災
応
急
対
策
に

関
す
る

こ
と

。
 

(8
) 

 部
内
各

班
及

び
他
部
と
の
連
絡

調
整
に

関
す

る

こ
と

。
 

収
集
班

 
新

環
境

ク
リ

ー
ン
セ

ン
タ

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

ご
み
の
収
集

運
搬

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
)  

施
設
の
地
震

防
災

応
急
対
策
に

関
す
る

こ
と

。
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ー
所
長

 
(3

) 
 指

定
避

難
所
の
開
設

及
び
運
営
支
援
に
関
す

る

こ
と

。
 

産
業

交
流

部
 

産
業

交
流

部
長

 

商
工
班

 
産

業
政
策
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

緊
急
物
資
等
の
確

保
及
び
配
給
の
準
備
に
関

す

る
こ

と
。

 

(2
) 

協
定
業
者
の
緊
急

物
資
の
備
蓄
量
及
び
流
通

在

庫
量

の
把
握
に
関

す
る
こ
と
。

 

(3
) 

県
へ
の
緊
急
物
資

等
の
供
給
要
請
に
関
す
る

こ

と
。

 

(4
)  

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(5
) 

緊
急
物
資
集
積
所

の
開
設
準
備
に
関
す
る
こ

と
。

 

(6
) 

富
士
市
技
能
職
団

体
連
絡
協
議
会
災
害
復
旧

専

門
部

会
に
対
す
る

協
力
要
請
に

関
す

る
こ
と
。

 

(7
)  

観
光
関
係
団
体
へ

の
情
報
伝
達
、
連
絡
調
整

等

に
関

す
る
こ
と
。

 

(8
) 

漁
業
協
同
組
合
と

の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

 

(9
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

農
林
班

 
農

政
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

農
林
業
土
木
施
設

等
の
地
震
防
災
応
急
対
策

に

関
す

る
こ
と
。

 

(2
)  

所
管
道
路
の
通
行

規
制
に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
) 

農
林
業
土
木
施
設

等
の
工
事
の
中
断
及
び
保

安

措
置

の
指
示
に
関

す
る
こ
と
。

 

(4
) 

農
業
協
同
組
合
と

の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

 

都
市

整
備

部
 

都
市

整
備

部
長

 

都
市
計

画
班

 
都

市
計
画
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

復
興
本
部
の
設
置

に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

施
設
の
地
震
防
災

応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
 

(3
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

住
宅
政

策
班

 
住

宅
政
策
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

市
営
住
宅
の
地
震

防
災
応
急
対
策
に
関
す
る

こ

と
。

 

(2
)  

応
急
仮
設
住
宅
の

受
付
等
の
準
備
に
関
す
る

こ

資
料

１
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と
。

 

(3
) 

被
災
住
宅
の

応
急

修
理
の
準
備

に
関
す

る
こ

と
。

 

建
築
指
導
班

 
建

築
土

地
対

策
課
長

 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

建
築
物
の
応

急
補

強
対
策
及
び

屋
内
安

全
対

策

に
関

す
る

こ
と
。

 

(2
) 

地
震
被
災
建

築
物

応
急
危
険
度

判
定
の

準
備

に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

地
震
被
災
宅

地
危

険
度
判
定
の

準
備
に

関
す

る

こ
と

。
 

上
下
水
道

部
 

上
下

水
道

部
長

 

上
水
道
班

 
水

道
維

持
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

上
水
道
施
設

の
地

震
防
災
応
急

対
策
に

関
す

る

こ
と

。
 

(2
) 

配
水
池
の
水

量
確

保
に
関
す
る

こ
と
。

 

(3
)  

応
急
給
水
計

画
に

関
す
る
こ
と

。
 

(4
) 

国
及
び
県
と

の
連

絡
調
整
に
関

す
る
こ

と
。

 

(5
)  

指
定
給
水
工

事
業

者
に
対
す
る

協
力
要

請
に

関

す
る

こ
と

。
 

(6
)  

上
水
道
工
事

の
中

断
及
び
保
安

措
置
の

指
示

に

関
す

る
こ

と
。

 

(7
)  

簡
易
水
道
組

合
等

と
の
連
絡
調

整
に
関

す
る

こ

と
。

 

(8
)  

上
水
道
施
設

へ
の

情
報
伝
達
に

関
す
る

こ
と

。
 

(9
)  

水
道
事
業
の

経
理

に
関
す
る
こ

と
。

 

下
水
道
班

 
下

水
道

施
設

維
持
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

下
水
道
施
設

の
地

震
防
災
応
急

対
策
に

関
す

る

こ
と

。
 

(2
)  

下
水
道
工
事

の
中

断
及
び
保
安

措
置
の

指
示

に

関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

地
震
災
害
応

急
対

策
用
資
機
材

の
点
検

、
確

保

等
に

関
す

る
こ
と

。
 

(4
)  

国
及
び
県
と

の
連

絡
調
整
に
関

す
る
こ

と
 

(5
)  

岳
南
排
水
路

管
理

組
合
と
の
連

絡
調
整

に
関

す

る
こ

と
。

 

(6
)  

下
水
道
施
設

へ
の

情
報
伝
達
に

関
す
る

こ
と

。
 

(7
) 

施
設
利
用
者

等
へ

の
情
報
伝
達

及
び
施

設
利

用



資
料

１
－

８
 

 

者
等

の
避
難
措
置

に
関
す
る
こ

と
。

 

(8
) 

公
共
下
水
道
事
業

の
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

(9
)  

上
水
道
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

建
設

部
 

建
設

部
長

（
別

に
指

名
す

る
職

員
）

 

建
設
総

務
班

 
建

設
総
務
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

工
事
の
中
断
及
び

保
安
措
置
の
指
示
に
関
す

る

こ
と

。
 

(2
) 

道
路
占
有
者
等
に

対
す
る
危
険
な
物
件
の
除

去

等
の

指
示
に
関
す

る
こ
と
。

 

(3
)  

国
及
び
県
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

 

(4
) 

建
設
業
者
に
対
す

る
協
力
要
請
に
関
す
る
こ

と
。

 

(5
) 

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

道
路
班

 
道

路
維
持
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

道
路
及
び
橋
り
ょ

う
に
お
け
る
工
事
の
中
断

及

び
保

安
措
置
の
指

示
に
関
す
る

こ
と

。
 

(2
) 

緊
急
輸
送
路
及
び

幹
線
避
難
路
に
お
け
る
障

害

物
等

の
除
去
の
指

示
に
関
す
る

こ
と

。
 

(3
) 

地
震
災
害
応
急
対

策
用
資
機
材
の
点
検
、
確

保

等
に

関
す
る
こ
と

。
 

河
川
班

 
河

川
課
長

 
別

に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

河
川
工
事
の
中
断

及
び
保
安
措
置
の
指
示
に

関

す
る

こ
と
。

 

(2
) 

河
川
施
設
の
巡
視

に
関
す
る
こ
と
。

 

(3
)  

樋
門
等
の
点
検
及

び
操
作
体
制
の
確
認
に
関

す

る
こ

と
。

 

(4
)  

避
難
の
指
示
の
伝

達
及
び
避
難
誘
導
に
関
す

る

こ
と

。
 

(5
) 

警
戒
区
域
の
設
定

に
関
す
る
こ
と
。

 

(6
) 

水
防
団
の
出
動
指

令
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

施
設
保

全
班

 
施

設
保
全
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

建
築
工
事
の
中
断

及
び
保
安
措
置
の
指
示
に

関

す
る

こ
と
。

 

(2
)  

施
設
の
地
震
防
災

応
急
対
策
の
助
言
に
関
す

る

こ
と

。
 

(3
)  

応
急
仮
設
住
宅
の

建
設
準
備
に
関
す
る
こ
と

。
 

資
料
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医
務
部

 
事
務

部
長

 
医
務
班

 
病

院
総

務
課

長
 

病
院
職

員
(1

) 
施
設
利
用
者

等
へ

の
情
報
伝
達

及
び
施

設
利

用

者
等

の
避

難
措
置

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
)  

病
院
職
員
の

参
集

状
況
の
把
握

に
関
す

る
こ

と
。

 

(3
)  

施
設
の
地
震

防
災

応
急
対
策
に

関
す
る

こ
と

。
 

(4
) 

医
療
救
護
計

画
に

基
づ
く
医
療

の
実
施

の
準

備

に
関

す
る

こ
と
。

 

(5
) 

緊
急
医
療
体

制
の

確
立
に
関
す

る
こ
と

。
 

(6
)  

医
師
会
と
の

連
絡

調
整
に
関
す

る
こ
と

。
 

(7
)  

医
療
資
機
材

等
の

点
検
及
び
確

保
に
関

す
る

こ

と
。

 

(8
)  

他
部
と
の
連

絡
調

整
に
関
す
る

こ
と
。

 

消
防
部

 
消
防

長
 

指
揮
班

 
警

防
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

警
防
本
部
の

設
置

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
)  

消
防
職
員
の

参
集

状
況
の
把
握

に
関
す

る
こ

と
。

 

(3
) 

消
防
車
両
及

び
資

機
材
の
確
保

、
整
備

及
び

配

分
に

関
す

る
こ
と

。
 

(4
)  

避
難
の
指
示

の
伝

達
及
び
避
難

誘
導
に

関
す

る

こ
と

。
 

(5
)  

部
内
各
班
及

び
他

部
と
の
連
絡

調
整
に

関
す

る

こ
と

。
 

通
信
指
令
班

 
情

報
指

令
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

警
防
本
部
の

指
示

等
の
伝
達
に

関
す
る

こ
と

。
 

(2
) 

消
防
隊
等
の

配
備

命
令
に
関
す

る
こ
と

。
 

(3
)  

活
動
状
況
の

記
録

に
関
す
る
こ

と
。

 

(4
) 

通
信
機
器
の

確
保

等
に
関
す
る

こ
と
。

 

(5
)  

災
害
受
信
及

び
出

動
指
令
に
関

す
る
こ

と
。

 

情
報
班

 
予

防
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

地
震
防
災
応

急
計

画
の
実
施
状

況
の
把

握
及

び

実
施

の
指

導
に
関

す
る
こ
と
。

 

(2
)  

情
報
の
収
集

、
整

理
及
び
伝
達

に
関
す

る
こ

と
。

 

支
援
班

 
消

防
総

務
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
)  

消
防
団
員
の

動
員

等
に
関
す
る

こ
と
。

 

(2
) 

消
防
職
員
等

の
給

食
等
に
関
す

る
こ
と

。
 

第
1 消

防
班

 
中

央
消

防
署

別
に
指

名
(1

)  
火
災
の
警
戒

及
び

防
御
に
関
す

る
こ
と

。
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長
 

す
る
職

員
(2

) 
水
利
の
確
保
に
関

す
る
こ
と
。

 

(3
) 

消
火
、
救
急
及
び

救
助
活
動
の
準
備
に
関
す

る

こ
と

。
 

(4
) 

避
難
の
指
示
の
伝

達
及
び
避
難
誘
導
に
関
す

る

こ
と

。
 

(5
) 

警
戒
区
域
の
設
定

に
関
す
る
こ
と
。

 

第
2消

防
班

 
西

消
防
署
長

 別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

火
災
の
警
戒
及
び

防
御
に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
) 

水
利
の
確
保
に
関

す
る
こ
と
。

 

(3
)  

消
火
、
救
急
及
び

救
助
活
動
の
準
備
に
関
す

る

こ
と

。
 

(4
)  

避
難
の
指
示
の
伝

達
及
び
避
難
誘
導
に
関
す

る

こ
と

。
 

(5
)  

警
戒
区
域
の
設
定

に
関
す
る
こ
と
。

 

教
育

部
 

教
育

次
長

 
教
育
総

務
班

 
教

育
総
務
課

長
 

別
に
指

名

す
る
職

員

(1
) 

施
設
へ
の
情
報
伝

達
に
関
す
る
こ
と
。

 

(2
)  

施
設
班
か
ら
の
報

告
の
取
り
ま
と
め
に
関
す

る

こ
と

。
 

(3
)  

学
校
の
一
時
休
校

及
び
再
開
の
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

(4
)  

部
内
各
班
及
び
他

部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す

る

こ
と

。
 

施
設
班

 
施

設
の
長

 
施

設
の

職

員
 

(1
)  

施
設
利
用
者
等
へ

の
情
報
伝
達
及
び
施
設
利

用

者
等

の
避
難
措
置

に
関
す
る
こ

と
。

 

(2
)  

施
設
の
地
震
防
災

応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と

。
 

(3
) 

指
定
避
難
所
の
開

設
及
び
運
営
支
援
に
関
す

る

こ
と

。
 

(4
)  

学
校
の
一
時
休
校

及
び
再
開
に
関
す
る
こ
と

。
 

(5
) 

避
難
者
の
食
事
の

支
援
に
関
す
る
こ
と
。

 

(6
) 

文
化
財
の
保
護
に

関
す
る
こ
と
。

 

議
会

部
 

議
会

事
務

局
長

 

議
会
班

 
議

会
事
務
局

次
長

 

議
会
事

務

局
職
員

 

議
会
、

議
員
等
に
関

す
る
こ

と
。
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富
士
市

地
震
災

害
警

戒
本

部
標
識

 

 １
．

警
戒
本
部
の
標
示

板
 
 

 
 

 
２
．
腕
 
 
 

章
 

                 

（
班
員
用
）

 
 

 

富 士 市 地 震 災 害 警 戒 本 部  

 
富
士
市
地
震
災
害
警
戒
本
部

 
    

富
士
市
地
震
災
害
警
戒
本
部

 
  

 
本

部
長

 
  
副
本
部

長
 

 

 
富
士
市
地
震
災
害
警
戒
本
部

 
      

 
班

長
 

 

富
士
市
地
震
災
害
警
戒
本
部

 

 
富
士
市
地
震
災
害
警
戒
本
部

 
  

 
部

長
 

 



 

 

 

富
士
市

地
震

防
災
対
策
地
区

担
当

班
設
置
規

程
 

昭
和

54
年

1 月
26

日
 

訓
令

乙
第

１
号

 

 （
趣

 
 

 
旨
）

 

第
１

条
 
こ
の

訓
令
は

、
大
規

模
地
震

対
策
特
別
措

置
法
（
昭

和
53

年
法
律
第
7
3
号

）
の

施
行

に
よ

り
、
富
士

市
の

自

主
防
災

組
織
を
育

成
し

、
地
震
防

災
に

関
す
る
情

報
の
提

供
及
び
意

見
交
換
を

図
る

た
め
設
置

す
る

富
士
市
地
震

防

災
対
策

地
区
担
当

班
（

以
下
「

地
区
担

当
班
」

と
い
う

。
）

に
関

し
、
必
要

な
事
項

を
定
め

る
も

の
と
す
る

。
 

（
所

掌
事

務
）

 

第
２

条
 
地
区

担
当
班
の
所

掌
事
務

は
、

次
に

掲
げ

る
と
お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
) 
自

主
防
災
組
織

の
組
織

づ
く

り
に

関
す

る
こ
と
。

 

 
(
2
) 
地

震
防
災
の
啓

蒙
活
動

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
(
3
) 
地

震
防
災
に
つ

い
て
市

民
と

の
意

見
交

換
に
関
す

る
こ
と
。

 

 
(
4
) 
防

災
訓
練
に
関

す
る
こ

と
。

 

 
(
5
) 
そ

の
他
班
長
が

必
要
と

認
め

た
こ

と
。

 

（
組

 
 

 
織
）

 

第
３

条
 
地
区

担
当
班
は
、

次
の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

吉
原

地
区
班
、
伝
法
地

区
班
、
今
泉

地
区

班
、
神

戸
地

区
班

、
広

見
地
区
班

、
富
士
見

台
地
区

班
、
元
吉

原
地

区
班

、

須
津
地

区
班
、
浮
島
地
区

班
、
吉
永

地
区
班
、
吉
永

北
地

区
班
、
原
田
地

区
班
、
大
渕
地

区
班

、
青
葉

台
地
区
班
、
富

士
駅
北

地
区
班
、
富

士
北

地
区
班
、
富

士
駅
南
地
区
班

、
田

子
浦
地

区
班
、
富
士

南
地
区
班

、
岩
松

地
区
班
、
岩
松

北

地
区
班

、
鷹
岡
地
区

班
、
丘

地
区
班
、

天
間
地
区

班
、

富
士
川

地
区

班
、

松
野
地
区

班
 

２
 

地
区

担
当
班
に
、

班
長
、

副
班

長
及

び
班

員
を
置

く
。

 

 
 

一
部

改
正
〔
平
成

1
0
年
訓

令
乙

４
号

・
1
4
年
８
号

・
2
0
年
1
1
号
〕

 

（
班

長
及

び
副
班
長
）

 

第
４

条
 
班
長

は
、
地
区
担

当
班
の

事
務

を
掌

理
し

、
班
員
を

指
揮

監
督
す
る
。

 

２
 

副
班

長
は
、
班
長

を
補
佐

し
、

班
長

に
事

故
あ
る

と
き

は
、

そ
の
職
務

を
代
理

す
る
。

 

（
会

議
へ

の
参
加
）

 

第
５

条
 
地
区

担
当
班
は
、
第

２
条

の
事

務
を

行
う
た
め
、
地
区

住
民
と
総
務

部
防

災
危
機

管
理
課
と
の
地

震
防
災
に

関
す
る

会
議
に
参

加
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

 
 

一
部

改
正
〔
平
成

1
0
年
訓

令
乙

４
号

・
1
7
年
２
号

〕
 

（
情

報
の

提
供
）

 

第
６

条
 
総

務
部

防
災

危
機

管
理

課
は

、
地

震
防

災
に

関
す
る

資
料

及
び

情
報

を
地

区
担

当
班
に

提
供
す

る
も

の
と

す
る
。

 

一
部

改
正
〔
平
成

1
0年

訓
令
乙
４
号

・
1
7
年
２

号
〕

 

（
補

 
 

 
則
）

 

第
７

条
 
こ
の

規
程
に
定
め

る
も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事
項
は

別
に

定
め
る
。

 

 
 

 
 

 
 
附
 
則

 

 
 

 
 

こ
の
訓
令
は

、
昭
和

54
年

２
月

１
日

か
ら
施

行
す

る
。

 

 

資
料
１
－
１
０

 

 

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
昭
和

55
年

３
月
2
9日

訓
令
乙

第
２

号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
昭
和

55
年

４
月
１
日
か
ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
昭
和

56
年

５
月
1
4日

訓
令
乙

第
６

号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
公
表

の
日

か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
昭
和

59
年

３
月
2
9日

訓
令
乙

第
３

号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
昭
和

59
年

４
月
１
日
か
ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
昭
和

59
年

５
月
1
5日

訓
令
乙

第
７

号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
公
表

の
日

か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
平
成

４
年

３
月
2
6日

訓
令
乙

第
３

号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
平
成

４
年

４
月
１
日
か
ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
平
成

10
年

３
月
2
4日

訓
令
乙

第
４

号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
平
成

10
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。
た
だ

し
、
第

５
条
及

び
第

６
条

の
改

正
規
定
は

、
公

表

の
日
か
ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
平
成

14
年

３
月
2
5日

訓
令
乙

第
８

号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
平
成

14
年

４
月
１
日
か
ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
平
成

17
年

３
月
3
1日

訓
令
乙

第
２

号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
平
成

17
年

４
月
１
日
か
ら
施

行
す

る
。

 

 
 

 
 
 
 
附
 
則

（
平
成

20
年

10
月
3
1日

訓
令
乙

第
1
1
号
）

 

 
 

 
 
こ
の
訓
令
は

、
平
成

20
年

11
月
１
日
か
ら
施

行
す

る
。

 

  

資
料

１
－
１
０

 



資
料
１
－

１
１
 

 
 

富
士

市
職

員
参

集
基

準
 

令
和
６
年
５
月
 

１
 

南
海
ト
ラ
フ
地

震
臨
時
情

報
が
発

表
さ
れ

た
場
合

 
「

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
」
は
、
南

海
ト

ラ
フ
沿

い
で

大
規

模
な

地
震

が
発

生
す

る
可

能
性

が
高

ま
っ

た
場

合
に

発
表

さ

れ
る

。
当

該
情

報
が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
大

規
模

な
地

震
の

発
生

に
備

え
、

以
下

の
配

備
体

制
を

と
る

。
 

配
備

基
準

 
配

備
体

制
及

び
要

員
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情

報
の
 

キ
ー

ワ
ー

ド
「
①
調

査
中
」

が
発

表
さ

れ
た
場
合

 
事

前
配

備
体

制
（

情
報

収
集

体
制

）
 

情
報

収
集
及

び
共
有
（

状
況
に

応
じ
て

配
備
要

員
を

拡
充

で
き
る

体

制
を

と
る
）
 

危
機
管
理

室
 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情

報
の
 

キ
ー

ワ
ー

ド
「

②
巨

大
地

震
注

意
」
が
発
表

さ
れ
た
場
合

 
 

警
戒

本
部

体
制

（
災

害
警

戒
配

備
体

制
）

 
各

所
属

で
情

報
の
収

集
及
び

共
有
、
体
制

の
確

認
等

を
行

い
、
必

要

に
応

じ
て
、

警
戒
活

動
等
実

施
す
る

体
制
を
と

る
。

 

災
害
配
備

Ａ
要
員
（
施
設

班
、
地
区

班
、
医
務
班
、
消
防

部
交
代

勤
務
者
は

除
く
）
 

 ※
本
体
制
は
１
週

間
継
続
す
る
こ
と
か
ら
、
一
定
規
模
参
集
後
に
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
体

制
を
構
築
す
る
。

 

南
海

ト
ラ

フ
地
震

臨
時
情

報
の
 

キ
ー

ワ
ー

ド
「

③
巨

大
地

震
警

戒
」
が
発
表

さ
れ
た
場
合

 

警
戒

本
部

体
制

（
本

部
第

１
次

配
備

体
制

）
 

富
士

市
災
害

対
策
本

部
を
設

置
し

、
全

庁
的
な

情
報

共
有

体
制
を

と

り
、

所
要
の

指
示
に

基
づ
く

災
害
応

急
対
策
を

実
施
す

る
。

 

災
害
配
備

Ａ
要
員
（
医
務
班

、
消
防
部
交

代
勤
務
者
は
除
く
）
 

3
地
区

班
（
今
泉
・

元
吉
原
・
田
子
浦

 
）
の

災
害

配
備
Ｂ
要
員
 

 
 
 

 
 ※
本
体
制
は
１
週

間
継
続
す
る
こ
と
か
ら
、
一
定
規
模
参
集
後
に
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
体

制
を
構
築
す
る
。

 
 【
参
考
】「

南
海
ト
ラ

フ
地

震
臨
時
情
報
」
と

キ
ー
ワ

ー
ド

 

 ２
 

突
発
地
震
が
発

生
し
た
場

合
 

大
き

な
揺

れ
を

感
じ
た

と
き

に
は
、
ラ

ジ
オ
、
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
、
富

士
市

職
員

防
災

情
報
メ

ー
ル

等
に

よ
り

情
報

を
収

集
し

、

市
内

及
び

県
内

の
震
度

が
以

下
の

場
合

、
参

集
命

令
を

待
つ

こ
と

な
く

、
予

め
指

定
さ

れ
た
場

所
に

参
集

す
る

。
 

震
度

及
び

地
域

 
配

備
要

員
 

市
内
で
震
度

４
ま
た
は
県
内
で

震
度
５
弱

以
上

 
【

防
災

危
機

管
理

課
に

よ
る

情
報

収
集

体
制

】
 

（
状

況
に

応
じ

て
配
備

要
員

を
拡

充
で

き
る

体
制

を
と

る
）

 

市
内

で
震

度
５

弱
 

災
害

配
備

Ａ
要

員
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
本

部
第

１
次
配

備
体

制
】
 

市
内

で
震

度
５

強
 

災
害

配
備

Ａ
･
Ｂ

要
員

 
 

 
 

 
 

 
 

【
本

部
第

２
次
配

備
体

制
】
 

市
内

で
震

度
６

弱
以

上
 

災
害

配
備

Ａ
･
Ｂ

･
Ｃ

要
員

（
全

要
員

）
 

【
本

部
第
３

次
配

備
体

制
】
 

情
報

名
 

キ
ー

ワ
ー

ド
 

情
報
発

表
条

件
 

南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報  

①
調

査
中

 
観

測
さ

れ
た

異
常

な
現

象
が

南
海

ト
ラ

フ
沿

い
の

大
規

模
な

地
震

と
関

連
す

る
か

ど
う

か
調

査
を

開
始

し

た
場

合
、
ま

た
は

調
査
を
継

続
し
て

い
る
場

合
 

②
巨

大
地

震

注
意

 

南
海

ト
ラ
フ

沿
い

の
想
定
震

源
域
内

の
プ
レ

ー
ト

境
界

に
お

い
て

M7
.0

以
上

M
8.
0
未
満

の
地

震
や

通
常

と
異

な
る
ゆ

っ
く

り
す
べ
り

が
発
生

し
た
と

評
価

し
た

場
合

等
 

※
情
報
発
表
後

7
日
以
内
に

、
南
海
ト
ラ
フ
沿
い

で
巨

大
地

震
が
発
生

す
る

確
率

は
通
常
の
数

倍
程
度

の
状
態
 

③
巨

大
地

震

警
戒

 

南
海

ト
ラ
フ

沿
い

の
想
定
震

源
域
内

の
プ
レ

ー
ト

境
界

に
お

い
て

M8
.
0以

上
の

地
震
が

発
生

し
た
と

評
価

し
た

場
合
 

※
情
報
発
表
後

7
日
以
内

に
、

南
海
ト
ラ
フ

沿
い
で
巨
大
地

震
が
発
生

す
る
確
率
は

通
常
の
1
0
0
倍

程
度

の
状

態
 

④
調

査
終

了
 

巨
大

地
震
警

戒
、

巨
大
地
震

注
意
の

い
ず
れ

に
も

当
て

は
ま

ら
な

い
現

象
と
評

価
し
た

場
合
 

資
料

１
－
１
１
 

 
 ３

 
気
象
警

報
等
が

発
表
さ
れ
た

場
合

 

配
備

体
制

 
配

備
基

準
 

配
備

体
制

及
び

要
員

 

事
前

配
備

体
制

 
大

雨
、

洪
水

、
暴
風

等
の
警

報
が

発
表
さ
れ

た
と

き
【
自

動
参

集
】

 
防
災
危
機
管
理
課
・
河
川
課

・
道
路
維
持
課
・
農
政
課
 

台
風

対
策

本
部

体
制

 

台
風

の
接
近

に
伴
い

、
市
内

で
被

害
の
発
生

す
る

お
そ

れ
が
あ

る
と
き
 

 【
配

備
メ

ー
ル

の
指
示

に
よ
り

参
集
】

 

副
市
長
・
総
括
部
（
総
括
班

・
情
報
班
・
広
報
班
）
・

総
務
部
（
渉
外

班
）
・
市
民
部
（
地
区
支
援

班
）
・
福
祉
部
（
福
祉
総

務
班
、
要
配
慮
者

支

援
班
）
・
産
業
交
流
部
（
農

林
班
）
・
上
下
水
道
部
（

上
水
道
班
）
・
建

設

部
（
河
川
班
、
道
路
班
）
・

医
務
部
・
教
育
部
（
教
育

総
務
班
）
・
消
防

部

（
指
揮
班
）
 

全
地
区
班
の
災
害
配
備
Ａ
要

員
 

土
砂

災
害

対
策

本
部

体
制

 

土
砂

災
害
警

戒
情
報

が
発
表

さ
れ

た
と
き
 

 【
配

備
メ

ー
ル

の
指
示

に
よ
り

参
集
】

 

市
長
・
副
市
長
・
総
括
部
（

総
括
班
・
情
報
班
・
広
報

班
）
・
総
務
部
（

渉

外
班
）
・
市
民
部
（
地
区
支

援
班
）
・
産
業
交
流
部
（

農
林
班
）
・
建
設

部

（
河
川
班
、
道
路
班
）
・
消

防
部
（
指
揮
班
）
 

全
地
区
班
の
災
害
配
備
Ａ
要

員
 

洪
水

対
策

本
部

体
制
 

次
の

河
川
に

お
い
て

、
避

難
判
断

水
位

を
超

え
た

と
き
 

富
士

川
 
 4

.2
ｍ
（

南
部
観

測
所

）
 

潤
井

川
 
 3

.0
ｍ
（

潤
井
川

橋
観

測
所
）
 

沼
 

川
 
 2

.7
ｍ
（

河
合
橋

観
測
所

）
 

小
潤

井
川
 2

.1
5ｍ

（
小
潤
井

川
観

測
所
）
 

赤
淵

川
 
 3

.1
9ｍ

（
花
守
橋

観
測

所
）
 

 【
配

備
メ

ー
ル

の
指
示

に
よ
り

参
集
】

 

市
長
・
副
市
長
・
教
育
長
・

総
括
部
（
総
括
班
・
情
報

班
・
広
報
班
）
・

総

務
部
（
渉
外
班
）
・
市
民
部

（
地
区
支
援
班
）
・
福
祉

部
（
福
祉
総
務
班

、

要
配
慮
者
支
援
班
）
・
産
業

交
流
部
（
農
林
班
）
・
上

下
水
道
部
（
上
水

道

班
）
・
建
設
部
（
河
川
班
、

道
路
班
）
・
医
務
部
・
教

育
部
（
教
育
総
務

班
）
・
消
防
部
（
指
揮
班
）
 

【
富
士
川
】
9
地
区
班
（
富
士
南
・
田
子
浦
・
富
士
駅
南
・
富
士
駅
北
・
富
士

北
・
岩
松
・
岩
松
北
・
富
士
川
・
松
野
）
の
災
害
配
備
Ａ
要
員
及
び
避
難

所
派
遣
職
員
・
避
難
所
と
な
る
施
設
班
Ａ
要
員
 

【
潤
井
川
】
10

地
区
班
（
天
間
・
鷹

岡
・
岩
松
北
・
伝
法
・
富
士
北
・
富
士

駅
北
・
吉
原
・
田
子
浦
・
丘
・
今
泉
）
の
災
害
配
備
Ａ
要
員
及
び
避
難
所

派
遣
職
員
・
避
難
所
と
な
る
施
設
班
Ａ
要
員
 

【
沼
川
】
7
地
区
班
（
今
泉
・
元
吉
原
・
浮
島
・
須
津
・
吉
永
・
原
田
・
吉

原
）
の
災
害
配
備
Ａ
要
員
及
び
避
難
所
派
遣
職
員
・
避
難
所
と
な
る
施
設

班
Ａ
要
員
 

【
小
潤
井
川
】
3
地
区
班
（
伝
法
・
吉
原
・
今
泉
）
の
災
害
配
備
Ａ
要
員
及
び

避
難
所
派
遣
職
員
・
避
難
所

と
な
る
施
設
班
Ａ
要
員
 

【
赤
淵
川
】
8
地
区
班
（
吉
永
北
・
吉
永
・
須
津
・
浮
島
・
元
吉
原
・
原
田
・

今
泉
・
吉
原
）
の
災
害
配
備

Ａ
要
員
及
び
避
難
所
派
遣

職
員
・
避
難
所
と

な

る
施
設
班
Ａ
要
員
 

特
別

警
報

 
本

部
体

制
 

大
雨

特
別
警

報
が
発

表
さ
れ

た
と

き
（
重
大

な
危

険
が

迫
っ
て

い
る
と

考
え
ら

れ
る

と
き
）
 

【
配

備
メ

ー
ル

の
指
示

に
よ
り

参
集
】

 
災
害
配
備
Ａ
要
員
、
及
び
地

区
班
Ｂ
要
員
 

津
波

注
意
 

配
備

体
制

 
津

波
注

意
報

が
発
表

さ
れ
た

と
き

 

【
自

動
参

集
】

 
危
機
管
理
室
・
河
川
課
 

津
波

対
策

本
部

体
制

 

津
波

警
報
又

は
大
津

波
警
報

が
発

表
さ
れ
た

と
き

 

 【
自

動
参

集
】
 

災
害
配
備
Ａ
要
員
 

※
た
だ
し
、
施
設
班
及
び
地

区
班
は
以
下
の
要
員
に
限

る
 

施
設
班
 
津
波
避
難
ビ
ル
に

指
定
さ
れ
た
施
設
の
災
害

配
備
Ａ
要
員
 

地
区
班
 

・
3
地
区
班
（
今
泉
・
元
吉
原
・
田
子
浦
）
の
災
害
配
備
「
Ａ
・
Ｂ
」
 

要
員
 

・
3
地
区
班
（
富
士
駅
北
・
富
士
駅
南
・
富
士
南
）
の
災
害
配
備
Ａ
要
員
及
び

避
難
所
派
遣
職
員
 

本
部
第
１
次
 

配
備
体
制
 

小
規

模
の
災

害
が
発

生
、
又

は
発

生
の
お

そ
れ
が
あ

る
と

き
 

災
害
配

備
「
Ａ
」
要
員
 

そ
の
他
本
部
長
が
指
名
す
る

要
員
 

本
部
第
２
次
 

配
備
体
制
 

相
当

規
模
の

災
害
が

発
生
、

又
は

発
生
の
お

そ
れ

が
あ

る
と
き

*1
 

災
害
配

備
「
Ａ
・
Ｂ
」
要
員
 

そ
の
他
本
部
長
が
指
名
す
る

要
員
 

本
部
第
３
次
 

配
備
体
制
 

大
規

模
の
災

害
が
発

生
、
又

は
発

生
の
お
そ

れ
が

あ
る

と
き
*1
 

災
害
配

備
「
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
」
要
員
（
全
要

員
）
 

＊
1 
そ
の
他
特
に
本
部
長
が
当
該
配
備
を
必
要
と
認
め
た
と

き
。
 

注
 
班
長
は

、
状
況
に
応
じ
配
備
体
制
に
係
ら
ず
、
班
員
を
出
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



資料１－１１ 

 
 

４ 富士山で噴火警報等が発表された場合 

配備体制 配備基準 配備体制及び要員 主な実施事項等 

事前配備体制 
「火山の状況に関する解説情報（臨時）」

が発表されたとき【自動参集】 
危機管理室 

１．情報収集及び発信 

２．噴火警戒レベル引き上げに備えた準備 

警戒本部体制 
（本部第１次
配備体制） 

「噴火警戒レベル３」が発表されたとき 

【自動参集】 

災害配備Ａ要員（医務部・消防部の交代勤

務者を除く） 

総括部（情報班・広報班）・市民部（地区

支援班）・福祉部（福祉総務班・要配慮者

支援班）・こども支援部（こども支援

班）・保健部（保健班）・環境部（収集

班）・産業交流部（農林班）・建設部（建

設総務班）・教育部（教育総務班）及び４

地区班（大淵・吉永北・神戸・富士見台）

の災害配備Ｂ要員 

１．避難指示の発令 

（第１次、第２次避難対象エリア） 

２．避難所の開設（新環境クリーンセンター） 

３．地区の状況把握及び避難者の誘導 

４．避難行動要支援者の移動手段の確保 

５．避難状況及び避難完了の確認 

６．交通規制の実施 

７．警戒区域が設定された場合の区域内への立入り規制 

８．児童関連施設の休校措置の実施 

９．来域者への帰宅の呼びかけ 

「噴火警戒レベル４又は５」が発表された

とき 

【自動参集】 

（上記の参集要員に加え） 

全ての地区班の災害配備「Ｂ」要員 

 

１．避難指示の発令 

（第３次避難対象エリア） 

２．避難所の開設 

※開設を担当する地区班及び開設する避難所は、丘地区班（丘小学校）、広見

地区班（広見小学校）、富士見台地区班（吉原北中学校）、今泉地区班（吉

原第二中学校、吉原高校）、原田地区班（吉原第三中学校）、青葉台地区班

（富士東高校）、須津地区班（須津小学校、須津中学校）、岩松北地区班

（岩松中学校）、岩松地区班（岩松小学校（積雪期のみ）） 

３～９は噴火警戒レベル３と同様の対応を実施 

10．融雪型火山泥流の事前避難対象区域への避難指示の発令（積雪期のみ） 

本部第２次 
配備体制 

噴火が発生したとき 

【自動参集】 

全ての班の災害配備「Ａ・Ｂ」要員 

福祉部（施設班）・こども支援部（施設

班）・交代勤務者を除く消防部のＣ要員 

その他本部長が指名する要員 

１．溶岩流流下パターンに基づく追加の避難指示発令 

２．避難先の選定 

※市内の他の指定避難所若しくは広域避難とし、避難開始時期や避難対象区域

は噴火の状況で判断する。 

３．避難所の追加開設 

４～９は噴火警戒レベル３及びレベル４と同様の対応を実施 

本部第３次 
配備体制 

噴火の影響が第４次避難対象エリアまで及

ぶおそれがあると判断されたとき、又は大

量の降灰が認められるとき 

広域避難を実施する必要があると認められ

るとき 

【配備メールの指示により参集】 

災害配備「Ａ・Ｂ・Ｃ」要員（全要員） 

１．リアルタイムハザードマップに基づく追加の避難指示発令 

２．広域避難先の調整 

３．一時集結地の選定・周知 

４．広域避難先の避難所開設・運営 
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４
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５
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１
 

物
資

の
調

達
及

び
物

流
に

係
る

受
援

の
概

要
 

２
 

物
資

の
調

達
先

ご
と

の
対

応
等

 
 第

４
章
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継
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善
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今
後
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取
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組

み
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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１
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画

の
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等
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画
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改
善

 
３

 
今

後
の

取
り

組
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1 
 第

１
章

 
災

害
時

受
援

計
画

の
概

要
 

 1 
本

計
画

策
定

の
目

的
 

 
東

日
本

大
震

災
、

熊
本

地
震

な
ど

の
過

去
の

大
規

模
災

害
に

お
け

る
自

治
体

の
災

害
対

応
に

お
い

て
は

、「
被

災
地

外
の

自
治

体
や

防
災

関
係

機
関

を
は

じ
め

民
間

事
業

者
、

N
PO

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

」
に

よ
る

応
援

は
多

岐
に

渡
り

、
特

に
復

旧
期

に
お

い
て

大
き

な
役

割
を

果
た

し
た

。
 

一
方

で
、

広
域

的
な

応
援

に
対

し
て

の
受

入
窓

口
や

各
班

（
課

）
の

受
入

体
制

な
ど

の
運

用
方

法
・

役
割

分
担

が
確

立
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

応
援

職
員

等
の

力
を

活
用

す
る

ま
で

に
時

間
を

要
し

た
。

 
本

市
に

お
い

て
も

、
職

員
だ

け
で

は
全

て
の

非
常

時
優

先
業

務
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
は

明
白

で
あ

り
、

災
害

時
相

互
応

援
協

定
都

市
を

は
じ

め
と

す
る

「
被

災
地

外
の

自
治

体
や

防
災

関
係

機
関

を
は

じ
め

民
間

事
業

者
、

N
PO

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

」
の

応
援

を
幅

広
く

受
け

入
れ

る
た

め
に

は
、

事
前

に
準

備
を

し
て

お
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
本

市
に

お
い

て
「

富
士

市
業

務
継

続
計

画
」（

以
下

、「
業

務
継

続
計

画
」

と
い

う
。）

で
想

定
す

る
よ

う
な

大
規

模
災

害
発

生
時

に
、

迅
速

か
つ

効
率

的
に

広
域

的
な

応
援

を
受

け
る

た
め

に
「

富
士

市
災

害
時

受
援

計
画

」
を

策
定

す
る

。
 

本
計

画
で

は
、「

受
援

」
と

「
応

援
」

を
、

次
の

よ
う

に
位

置
づ

け
る

。
 

受
援

 
災

害
時

に
、

他
の

自
治

体
や

指
定

行
政

機
関

、
指

定
公

共
機

関
、

民
間

事
業

者
、

N
PO

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
な

ど
の

各
種

団
体

か
ら

、
人

的
・

物
的

資
源

な
ど

の
支

援
・

提
供

を
受

け
、

効
果

的
に

活
用

す
る

こ
と

。
 

応
援

 
災

害
時

に
、

災
害

対
策

基
本

法
や

災
害

時
相

互
応

援
協

定
な

ど
に

基
づ

き
、

又
は

自
主

的
に

人
的

・
物

的
資

源
な

ど
を

支
援

・
提

供
す

る
こ

と
。

 
 ２

 
本

計
画

の
位

置
づ

け
 

 
本

計
画

は
、

業
務

継
続

計
画

の
実

効
性

を
確

保
す

る
た

め
、

そ
の

下
位

計
画

と
し

て
位

置
づ

け
、

業
務

継
続

計
画

で
特

定
さ

れ
た

非
常

時
優

先
業

務
の

実
施

の
た

め
必

要
な

「
受

援
」

に
つ

い
て

規
定

す
る

。
 

           ３
 

本
計

画
の

適
用

 
 

本
計

画
の

適
用

は
、

業
務

継
続

計
画

「
2.

2
業

務
継

続
計

画
の

発
動

」
に

準
ず

る
も

の
と

す
る

。
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2 
 4 

本
市

の
受

援
体

制
 

(1
)基

本
的

な
考

え
方

 
 

大
規

模
災

害
時

に
は

、
災

害
対

策
本

部
各

部
班

に
お

い
て

非
常

時
優

先
業

務
や

そ
の

後
の

復
興

業
務

に
つ

い
て

必
要

な
人

員
や

物
資

を
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。
応

援
を

受
け

入
れ

る
業

務
に

関
し

て
は

、
平

時
か

ら
各

班
で

業
務

の
内

容
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
、

受
入

体
制

に
つ

い
て

主
体

的
に

検
討

す
る

。
 

 (2
)受

援
窓

口
を

担
当

す
る

組
織

及
び

各
部

班
の

受
援

担
当

者
の

設
置

 
 

受
援

に
係

る
指

揮
命

令
系

統
を

明
確

に
し

、
応

援
を

円
滑

に
受

け
入

れ
る

た
め

、
災

害
対

策
本

部
に

次
の

と
お

り
、

受
援

窓
口

を
担

当
す

る
組

織
及

び
各

部
班

の
受

援
担

当
者

を
設

置
す

る
。

 
①

受
援

班
 

 
災

害
対

策
本

部
に

、
受

援
班

を
設

置
す

る
。

受
援

班
は

、
受

援
調

整
会

議
を

所
掌

し
、

受
援

に
関

す
る

全
体

調
整

を
担

当
す

る
。

 
②

応
援

を
受

け
入

れ
る

各
部

班
 

ア
 

指
揮

命
令

者
 

 
応

援
職

員
等

に
対

し
て

、
業

務
に

関
す

る
指

揮
命

令
を

行
う

者
。

班
⾧

・
副

班
⾧

を
想

定
す

る
。

 
 

イ
 

受
援

担
当

者
 

平
時

か
ら

応
援

職
員

等
に

依
頼

す
る

業
務

の
内

容
を

明
確

に
す

る
た

め
、

業
務

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

更
新

等
を

中
心

的
に

行
う

者
。

災
害

時
に

は
、

受
援

に
関

し
て

、
情

報
共

有
や

執
務

環
境

の
確

保
に

努
め

る
実

務
責

任
者

。
主

幹
相

当
職

以
上

を
想

定
す

る
。

 

           （
3）

受
援

の
区

分
 

 
受

援
は

、
災

害
時

相
互

応
援

協
定

を
締

結
し

て
い

る
自

治
体

や
関

係
団

体
等

か
ら

人
員

の
応

援
や

派
遣

を
受

け
る

人
的

支
援

と
、

水
、

食
料

、
生

活
用

品
、

車
両

、
燃

料
な

ど
の

物
的

支
援

に
区

分
さ

れ
る

。
 

    

人
的

支
援

 
自

衛
隊

、
消

防
、

D
M

AT
、

自
治

体
、

関
係

団
体

、
民

間
事

業
者

、
N

PO
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
 

物
的

支
援

 
国

、
県

か
ら

の
プ

ッ
シ

ュ
型

支
援

、
自

治
体

、
関

係
団

体
、

民
間

事
業

者
等

 

富
士

市
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3 
 第

2
章

 
人

的
支

援
 

 １
 

人
的

支
援

の
種

類
 

(1
)行

政
に

よ
る

支
援

 
種

類
及

び
根

拠
 

想
定

業
務

 
○

災
害

対
策

基
本

法
に

基
づ

く
応

援
 

・
災

害
応

急
対

策
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

業
務

を
実

施
す

る
。

 
・

応
援

期
間

は
短

期
間

で
あ

り
、

応
援

職
員

等
は

身
分

の
異

動
は

伴
わ

な
い

。
な

お
、

応
援

を
求

め
ら

れ
た

地
方

公
共

団
体

は
、正

当
な

理
由

が
な

い
限

り
、応

援
を

拒
ん

で
は

な
ら

な
い

。
 

【
根

拠
】

 
災

害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く

市
町

村
⾧

等
の

間
(6

7
条

)、
市

町
村

⾧
等

と
都

道
府

県
知

事
等

の
間

（
68

条
）

 

避
難

所
運

営
支

援
 

物
資

集
積

場
所

支
援

 
住

家
被

害
認

定
調

査
 

な
ど

 

○
相

互
応

援
協

定
に

基
づ

く
応

援
 

・
本

市
と

の
災

害
時

相
互

応
援

協
定

に
基

づ
く

派
遣

。
 

・
応

援
期

間
は

基
本

的
に

短
期

間
で

あ
り

、
応

援
職

員
の

身
分

の
異

動
は

伴
わ

な
い

。 
【

根
拠

】
本

市
が

締
結

し
て

い
る

災
害

時
相

互
応

援
協

定
書

 

協
定

に
規

定
さ

れ
て

い
る

業
務

 

○
地

方
自

治
法

に
基

づ
く

派
遣

 
・

地
方

公
共

団
体

の
⾧

が
、

当
該

地
方

公
共

団
体

の
事

務
の

処
理

の
た

め
特

別
の

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
に

、
他

の
普

通
地

方
公

共
団

体
の

⾧
に

対
し

職
員

の
派

遣
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
。

 
・

復
旧

・
復

興
事

業
の

実
施

の
た

め
の

中
・

⾧
期

派
遣

と
し

て
熊

本
地

震
に

お
い

て
も

実
施

さ
れ

た
。

 
・

派
遣

期
間

は
原

則
と

し
て

⾧
期

に
わ

た
り

、
派

遣
職

員
の

身
分

の
異

動
を

伴
う

(派
遣

先
の

身
分

と
併

任
)。

 
【

根
拠

】
地

方
自

治
法

第
25

2
条

の
17

第
1

項
 

災
害

査
定

等
の

社
会

基
盤

施
設

の
復

旧
業

務
な

ど
 

 (2
)  

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
よ

る
支

援
と

連
携

 
 

「
地

方
公

共
団

体
は

災
害

時
に

住
民

の
生

命
、

身
体

及
び

財
産

を
災

害
か

ら
保

護
す

る
責

務
が

あ
る

」
と

災
害

対
策

基
本

法
に

規
定

さ
れ

て
い

る
と

お
り

、
被

災
者

支
援

は
行

政
の

責
務

で
あ

る
。

ま
た

、
同

法
で

は
、

国
、

都
道

府
県

、
市

町
村

、
指

定
公

共
機

関
及

び
指

定
地

方
公

共
機

関
に

は
、

各
々

、
防

災
に

関
す

る
計

画
を

作
成

し
、

そ
れ

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

相
互

に
協

力
す

る
等

の
責

務
が

あ
る

こ
と

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

初 動 期 ・ 応 急 期 ・ 復 旧 期 【 初 期 】     復 旧 期 【 中 期 以 降 】 ・ 復 興 期  ◆
災

害
対

策
基

本
法

  
第

5
条

 （
市

町
村

の
責

務
）

 
市

町
村

は
、

基
本

理
念

に
の

っ
と

り
、

基
礎

的
な

地
方

公
共

団
体

と
し

て
、

当
該

市
町

村
の

地
域

並
び

に
当

該
市

町
村

の
住

民
の

生
命

、
身

体
及

び
財

産
を

災
害

か
ら

保
護

す
る

た
め

、
関

係
機

関
及

び
他

の
地

方
公

共
団

体
の

協
力

を
得

て
、

当
該

市
町

村
の

地
域

に
係

る
防

災
に

関
す

る
計

画
を

作
成

し
、

及
び

法
令

に
基

づ
き

こ
れ

を
実

施
す

る
責

務
を

有
す

る
。
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た
だ

し
、

被
災

者
支

援
は

必
ず

し
も

直
接

行
う

こ
と

を
意

味
す

る
も

の
で

は
な

い
。

被
災

自
治

体
の

業
務

量
は

膨
大

な
も

の
と

な
る

た
め

、
避

難
所

運
営

や
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
（

以
下

、「
VC

」
と

い
う

。）
の

運
営

な
ど

、
市

民
（

市
民

団
体

等
）

の
手

助
け

を
得

て
、

任
せ

る
べ

き
部

分
を

任
せ

る
こ

と
が

大
切

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

り
、

行
政

に
し

か
出

来
な

い
業

務
に

職
員

を
集

中
さ

せ
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

。
 

こ
う

し
た

観
点

か
ら

、
本

市
が

被
災

者
支

援
の

責
務

を
果

た
す

た
め

に
は

、
自

治
体

間
や

公
共

機
関

の
み

な
ら

ず
、

町
内

会
、

自
主

防
災

会
、

さ
ら

に
は

N
PO

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
の

連
携

も
重

要
で

あ
り

、
災

害
対

策
基

本
法

に
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
の

た
め

、
平

時
か

ら
富

士
市

社
会

福
祉

協
議

会
と

協
力

し
、

VC
の

運
営

体
制

を
確

立
す

る
と

と
も

に
、

N
PO

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

多
様

な
主

体
が

行
う

支
援

活
動

と
の

連
携

・
調

整
を

担
え

る
よ

う
受

援
体

制
の

確
立

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

                    
 

◆
災

害
対

策
基

本
法

  
第

5
条

の
2 

（
地

方
公

共
団

体
相

互
の

協
力

）
 

地
方

公
共

団
体

は
、

第
四

条
第

一
項

及
び

前
条

第
一

項
に

規
定

す
る

責
務

を
十

分
に

果
た

す
た

め
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

相
互

に
協

力
す

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
5

条
の

3（
国

及
び

地
方

公
共

団
体

と
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

の
連

携
）

 
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
よ

る
防

災
活

動
が

災
害

時
に

お
い

て
果

た
す

役
割

の
重

要
性

に
鑑

み
、

そ
の

自
主

性
を

尊
重

し
つ

つ
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

連
携

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

災
害

時
の

多
様

な
主

体
に

よ
る

被
災

者
支

援
（

出
典

 
防

災
に

お
け

る
行

政
の

N
PO

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
の

連
携

協
働

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

内
閣

府
）

 

※
特

定
非

営
利

法
人

 全
国

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

支
援

団
体

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

「
JV

O
AD

」
と

は
 

東
日

本
大

震
災

で
明

ら
か

と
な

っ
た

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

や
支

援
団

体
と

政
府

・
行

政
や

企
業

な
ど

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
シ

ョ
ン

の
課

題
に

基
づ

き
、

災
害

時
の

被
災

者
支

援
活

動
が

効
果

的
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
地

域
、

分
野

セ
ク

タ
ー

を
越

え
た

関
係

者
同

士
の

「
連

携
の

促
進

」
及

び
「

支
援

環
境

の
整

備
」

を
図

る
こ

と
を

目
的

に
設

立
さ

れ
た

。
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 ２

 
受

援
が

必
要

と
予

想
さ

れ
る

業
務

 
 

 
                                     

主要な受援対象業務 全体タイムライン 



富
士

市
災

害
時

受
援

計
画

 

6 
 ３

 
受

援
に

関
す

る
役

割
 

                (1
)受

援
班

の
役

割
 

受
援

窓
口

 
 応

援
の

申
し

入
れ

が
あ

っ
た

場
合

、
最

初
の

窓
口

と
な

る
。

 
応

援
要

請
 

 庁
内

で
不

足
す

る
職

員
数

（
人

的
ニ

ー
ズ

）
を

と
り

ま
と

め
る

（
誰

を
、

い
つ

ま
で

、
ど

の
く

ら
い

の
数

、
応

援
が

必
要

か
）。

 
 協

定
締

結
自

治
体

等
に

対
し

、
人

的
・

物
的

支
援

を
要

請
す

る
。

物
的

支
援

の
ニ

ー
ズ

の
と

り
ま

と
め

は
商

工
班

で
行

う
が

、
要

請
は

受
援

班
が

一
括

し
て

行
う

。
 

受
援

調
整

会
議

の
開

催
 

 
各

班
/課

の
応

援
を

必
要

と
す

る
業

務
と

必
要

人
数

を
把

握
す

る
。

 
 
受

入
状

況
を

共
有

し
、

必
要

に
応

じ
て

応
援

職
員

等
の

差
異

を
調

整
す

る
。

 
受

援
の

準
備

 
 

 
応

援
受

援
管

理
帳

票
を

作
成

し
て

、
資

源
管

理
を

行
う

。
 

 
応

援
職

員
等

の
待

機
（

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

）
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

す
る

。
 

 
受

け
入

れ
に

必
要

な
資

機
材

の
準

備
を

す
る

。
 

 
宿

泊
施

設
の

紹
介

、
あ

っ
旋

。
 

 
応

援
職

員
等

の
食

料
等

の
確

保
を

行
う

。
 

 
必

要
に

応
じ

て
応

援
職

員
等

の
執

務
場

所
の

調
整

を
行

う
。

 
 
各

班
/課

の
受

援
担

当
者

が
、

適
切

な
執

務
環

境
を

提
供

し
て

い
る

か
把

握
す

る
。 

応
援

職
員

等
の

受
け

入
れ

 
 
応

援
職

員
等

名
簿

を
作

成
し

、
受

け
入

れ
後

の
状

況
を

一
元

管
理

す
る

。
 

応
援

職
員

等
に

よ
る

業
務

の
実

施
 

 
業

務
実

施
内

容
や

進
捗

状
況

の
と

り
ま

と
め

を
随

時
行

う
。

 

受
援

の
終

了
 

 
各

班
に

よ
る

受
援

終
了

の
状

況
把

握
を

行
う

。
 

 
市

全
体

の
受

援
終

了
を

判
断

す
る

。
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 (2

)各
班

（
課

）
の

役
割

 
応

援
要

請
 

 各
班

の
業

務
の

実
施

に
必

要
な

人
的

・
物

的
ニ

ー
ズ

を
と

り
ま

と
め

る（
誰

/何
を

、
い

つ
ま

で
、

ど
の

く
ら

い
の

数
/量

、
応

援
が

必
要

か
）。

 
 個

別
の

協
定

締
結

自
治

体
等

に
対

し
、

人
的

・
物

的
支

援
を

要
請

す
る

。
 

受
援

調
整

会
議

へ
の

参
加

 
 
受

援
班

が
実

施
す

る
調

整
会

議
に

参
加

す
る

。
 

 
受

入
状

況
の

共
有

・
情

報
交

換
を

行
う

。
 

受
援

の
準

備
 

 
 
応

援
機

関
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

。
 

 
業

務
に

必
要

な
場

所
、

待
機

場
所

、
資

機
材

等
の

執
務

環
境

を
確

保
す

る
。

 
 
市

職
員

と
応

援
職

員
等

の
業

務
分

担
を

明
ら

か
に

す
る

。
 

 
応

援
受

援
管

理
帳

票
を

作
成

し
て

、
資

源
管

理
を

行
う

。
 

 
受

援
班

と
連

携
し

、
応

援
職

員
等

の
待

機
場

所
、

執
務

場
所

の
確

保
調

整
を

行
う

。 
応

援
職

員
等

の
受

け
入

れ
 

 
応

援
職

員
等

の
受

付
を

行
う

。
 

 
業

務
内

容
の

説
明

を
行

う
。

 
 
応

援
職

員
等

名
簿

を
作

成
・

管
理

し
、

受
援

班
へ

報
告

す
る

。
 

受
援

に
よ

る
業

務
の

実
施

 
 
原

則
と

し
て

毎
日

、
朝

礼
や

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
実

施
し

、
応

援
職

員
等

に
対

し
て

、
業

務
内

容
の

指
示

や
情

報
共

有
を

行
う

。
 

 
応

援
職

員
等

の
交

代
に

際
し

て
、

適
切

に
引

継
ぎ

が
行

わ
れ

る
よ

う
配

慮
す

る
。

 
 
受

援
班

に
業

務
実

施
状

況
を

報
告

す
る

。
 

受
援

の
終

了
 

 
受

援
終

了
の

判
断

・
受

援
班

へ
報

告
す

る
。

 
 ４

 
人

的
支

援
の

受
援

の
手

順
 

(1
)受

援
班

に
よ

る
要

請
 

①
対

象
と

な
る

団
体

等
 

・
国

・
県

・
災

害
時

相
互

応
援

協
定

を
締

結
し

た
自

治
体

 
・

応
援

の
申

し
出

の
あ

っ
た

自
治

体
 

・
全

国
市

⾧
会

な
ど

の
団

体
 

(2
)総

括
班

等
に

よ
る

要
請

 
①

対
象

と
な

る
団

体
 

自
衛

隊
、

緊
急

消
防

援
助

隊
（

消
防

庁
）、

警
察

災
害

派
遣

隊
（

警
察

庁
）

TE
C-

FO
RC

E（
国

土
交

通
省

）、
 

②
応

援
要

請
の

流
れ

 
災

害
対

策
基

本
法

ま
た

は
個

別
に

定
め

ら
れ

た
方

法
に

よ
る

 
(3

)各
班

/課
に

よ
る

要
請

 
①

対
象

と
な

る
団

体
 

・
災

害
派

遣
医

療
チ

ー
ム

（
D

M
AT

）、
災

害
派

遣
精

神
医

療
チ

ー
ム

（
D

PA
T）

、
災

害
派

遣
福

祉
チ

ー
ム

（
D

Ｗ
AT

）、
建

設
事

業
関

係
、

日
本

下
水

道
協

会
、

日
本

水
道

協
会

 
他

 
・

各
班

/課
が

所
掌

す
る

業
務

に
関

す
る

災
害

時
応

援
協

定
を

締
結

し
た

団
体

等
 

・
各

班
/課

の
業

務
に

特
定

し
た

応
援

の
申

し
出

が
あ

っ
た

団
体

等
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 (4

)人
的

支
援

の
受

援
フ

ロ
ー

 
人

的
支

援
の

受
援

に
係

る
、

事
務

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

各
班

 
受

援
班

 

応
援

要
請

 
（

受
援

班
が

要

請
す

る
場

合
）

 

 
 

応
援

要
請

 
（

各
班

が
要

請

す
る

場
合

）
 

 
 

 

受
援

の
準

備
 

 
 

応
援

職
員

等
の

受
け

入
れ

 

 
 

受
援

に
よ

る
業

務
の

実
施

 

 
 

受
援

の
終

了
 

 
 

 応
援

申
し

出
へ

の
対

応
 

関
係

団
体

等
か

ら
、

直
接

、
班

の
業

務
に

特
化

し
た

申
し

出
が

合
っ

た
場

合
は

対
応

す
る

。
 

全
国

か
ら

応
援

の
申

し
出

が
合

っ
た

場
合

、窓
口

と
し

て
対

応
す

る
。

 

  

要
請

 
応

援
要

請
の

決
定

・
取

り
ま

と
め

 

受
援

調
整

会
議

 

応
援

要
請

の
必

要
性

を
確

認
 

応
援

団
体

と
の

連
絡

調
整

・
受

け
入

れ
準

備
 

協
定

自
治

体
、

全
国

市
⾧

会
等

へ
の

応
援

要
請

 

応
援

要
請

書
（

様
式

１
）

 

応
援

受
諾

書
（

様
式

4）
 

応
援

受
諾

の
受

付
・

取
り

ま
と

め
 

報
告

 
（

様
式

3
の

コ
ピ

ー
）

 

応
援

要
請

の
必

要
性

を
 

確
認

、
決

定
、

要
請

 
 

応
援

要
請

書
（

様
式

3）
 

応
援

要
請

の
取

り
ま

と
め

 

応
援

受
諾

の
受

付
 

応
援

受
諾

書
 

（
様

式
4）

 

応
援

職
員

等
の

受
付

・
業

務
内

容
等

の
説

明
 

応
援

職
員

等
と

の
情

報
共

有
・

業
務

管
理

等
 

受
援

終
了

の
検

討
・

判
断

 

応
援

団
体

に
対

す
る

支
援

 

報
告

 

報
告

 
（

様
式

5）
 

受
け

入
れ

状
況

の
取

り
ま

と
め

 

受
援

状
況

の
取

り
ま

と
め

 

受
援

終
了

状
況

の
把

握
・

本
計

画
に

お
け

る
受

援
の

終
了

判
断

 

様
式

3
の

全
体

集
計

 

応
援

要
請

書
（

様
式

3）
 

報
告

 
（

様
式

7）
 

応
援

職
員

等
名

簿
（

様
式

５
）

 
応

援
受

入
団

体
別

一
覧

（
様

式
6）

 

報
告

 
（

様
式

7）
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 (5

)ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
要

請
 

①
一

般
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
へ

の
要

請
が

想
定

さ
れ

る
業

務
 

・
屋

内
・

屋
外

片
付

け
（

被
災

住
民

宅
の

片
付

け
、

家
具

の
移

動
、

が
れ

き
や

ゴ
ミ

の
片

づ
け

手
伝

い
）

 
・

物
資

の
仕

分
け

・
配

布
（

避
難

所
や

救
援

物
資

集
積

所
な

ど
で

の
救

援
物

資
の

仕
分

け
・

配
布

）
 

・
避

難
所

運
営

支
援

（
炊

き
出

し
、

洗
濯

等
）

 
・

被
災

者
の

話
し

相
手

（
避

難
所

や
福

祉
施

設
の

「
要

配
慮

者
」

の
傾

聴
・

心
理

ケ
ア

）
 

・
被

災
住

民
の

安
否

確
認

（
被

災
地

で
安

否
が

確
認

さ
れ

て
い

な
い

家
庭

へ
の

訪
問

と
安

否
確

認
）

 
・

情
報

提
供

支
援

（
生

活
関

連
・

福
祉

・
医

療
・

保
健

等
各

情
報

発
信

の
チ

ラ
シ

・
ニ

ュ
ー

ス
レ

タ
ー

作
成

）
 

・
買

い
物

（
在

宅
避

難
者

、
避

難
所

生
活

者
の

た
め

の
買

い
物

代
行

）
 

・
仮

設
住

宅
へ

の
引

越
手

伝
い

 
・

復
興

期
の

支
援

（
復

興
期

に
お

け
る

地
域

お
こ

し
の

手
伝

い
）

 
 （

出
典

 
社

会
福

祉
法

人
 全

国
社

会
福

祉
協

議
会

 全
国

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・
市

民
活

動
セ

ン
タ

ー
資

料
）

 
・

VC
の

運
営

支
援

 
・

そ
の

他
、

人
手

が
必

要
な

業
務

な
ど

 
 ②

想
定

さ
れ

る
専

門
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
 

・
医

療
従

事
者

、
福

祉
従

事
者

 
・

応
急

危
険

度
判

定
士

、
被

災
宅

地
危

険
度

判
定

士
、

土
地

家
屋

調
査

士
 

・
外

国
語

の
通

訳
 

・
弁

護
士

、
行

政
書

士
 

・
被

災
住

宅
支

援
（

建
築

士
に

よ
る

住
宅

再
建

相
談

、
家

屋
の

ブ
ル

ー
シ

ー
ト

張
り

、
重

機
に

よ
る

支
援

）
 

 ③
応

援
要

請
の

流
れ
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 ５
 

応
援

職
員

等
の

受
け

入
れ

 
(1

)応
援

職
員

等
へ

の
携

行
要

請
物

資
 

 
本

市
の

被
災

状
況

に
よ

っ
て

は
応

援
職

員
等

に
対

し
物

資
等

の
支

給
が

困
難

な
状

況
も

想
定

さ
れ

る
。

特
に

災
害

発
生

直
後

は
、

応
援

職
員

等
に

対
し

相
当

日
数

の
物

資
等

の
携

行
を

要
請

す
る

。
 

      (2
)応

援
職

員
等

の
受

け
入

れ
に

関
す

る
支

援
内

容
 

 
応

援
職

員
等

の
受

け
入

れ
に

あ
た

り
、

業
務

や
活

動
を

実
施

す
る

た
め

の
ス

ペ
ー

ス
や

資
機

材
を

確
保

し
提

供
す

る
。

応
援

職
員

等
の

多
く

は
、

短
期

派
遣

で
あ

る
が

数
日

間
は

滞
在

す
る

こ
と

に
な

る
た

め
、

宿
泊

場
所

の
情

報
提

供
な

ど
、

必
要

最
小

限
の

便
宜

供
与

を
行

う
。

 
応

援
職

員
等

へ
の

支
援

内
容

 
項

目
 

内
容

 

宿
泊

場
所

の
提

供
 

市
内

の
宿

泊
施

設
の

確
保

を
基

本
と

す
る

が
、

不
足

す
る

場
合

公
共

施
設

を
一

時
的

に
宿

泊
場

所
と

し
て

提
供

す
る

。市
内

で
の

確
保

が
困

難
な

場
合

は
、近

隣
市

町
を

含
め

て
あ

っ
旋

を
検

討
す

る
。

 
（

宿
泊

施
設

）
富

士
市

ホ
テ

ル
旅

館
業

組
合

、
そ

の
他

宿
泊

施
設

 
（

公
共

施
設

）
富

士
市

文
化

会
館

ロ
ゼ

シ
ア

タ
ー

、
地

区
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
 

応
援

側
の

現
地

本
部

と
し

て
執

務
で

き
る

ス
ペ

ー
ス

や
、待

機
・

休
憩

ス
ペ

ー
ス

を
可

能
な

範
囲

で
提

供
す

る
。

 
（

現
地

本
部

）
富

士
市

文
化

会
館

ロ
ゼ

シ
ア

タ
ー

、
地

区
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 

資
機

材
等

の
提

供
 

執
務

を
行

う
上

で
必

要
な

事
務

用
品

や
資

機
材

を
可

能
な

範
囲

で
提

供
す

る
。

 

執
務

環
境

の
整

備
 

執
務

で
き

る
環

境
と

し
て

、
机

、
椅

子
、

電
話

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

回
線

を
可

能
な

範
囲

で
用

意
す

る
。

 

  
 

□
食

料
・

飲
料

水
・

携
帯

ト
イ

レ
 

□
寝

袋
等

 
□

携
帯

電
話

、
無

線
等

通
信

機
器

 
□

ラ
イ

ト
等

照
明

器
具

 

□
パ

ソ
コ

ン
 

□
デ

ジ
タ

ル
カ

メ
ラ

 
□

車
両

等
移

動
手

段
及

び
燃

料
 

□
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

、
地

図
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 第
３

章
 

物
的

支
援

 
 1 

物
資

の
調

達
及

び
物

流
に

係
る

受
援

の
概

要
 

 
本

計
画

の
対

象
と

す
る

物
的

支
援

の
概

要
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
①

避
難

所
や

在
宅

避
難

者
の

物
資

ニ
ー

ズ
は

、
地

区
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

で
集

約
し

、
市

民
部

地
区

支
援

班
に

報
告

す
る

。
地

区
支

援
班

は
、

地
区

班
か

ら
の

報
告

を
と

り
ま

と
め

商
工

班
に

要
請

す
る

。
 

②
各

班
で

必
要

な
物

資
を

と
り

ま
と

め
、

商
工

班
に

要
請

す
る

。
 

③
各

班
で

個
別

の
協

定
先

に
支

援
を

要
請

し
調

達
す

る
場

合
、

支
援

を
要

請
し

回
答

を
得

た
時

点
で

、
納

品
さ

れ
る

物
資

名
、

数
量

、
納

期
等

に
つ

い
て

商
工

班
に

報
告

す
る

。
 

④
商

工
班

や
受

援
班

に
よ

り
、

民
間

事
業

者
、

国
、

県
、

自
治

体
に

要
請

し
た

物
資

は
、

応
援

側
の

手
配

に
よ

り
緊

急
物

資
集

積
場

所
（

ふ
じ

さ
ん

め
っ

せ
）

に
納

品
さ

れ
る

。
 

⑤
緊

急
物

資
集

積
場

所
は

商
工

班
が

運
営

す
る

が
、

物
資

の
仕

分
け

・
管

理
・

輸
送

は
民

間
輸

送
業

者
等

に
支

援
を

要
請

す
る

。
 

 

 

 
部

分
に

つ
い

て
、

本
計

画
の

物
的

支
援

の
対

象
と

す
る

。
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 ２
 

物
資

の
調

達
先

ご
と

の
対

応
等

 
区

分
 

説
明

 
市

備
蓄

品
 

市
指

定
避

難
所

や
地

区
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

に
あ

る
物

資
に

つ
い

て
は

、
地

区
班

、
施

設
管

理
者

等
の

判
断

に
よ

り
避

難
者

等
に

配
付

す
る

。
 

★
輸

送
の

受
援

 
防

災
拠

点
倉

庫
（

五
貫

島
、

八
代

町
）

に
あ

る
物

資
に

つ
い

て
は

、
災

害
発

生
後

概
ね

4
日

目
を

目
安

と
し

、
民

間
輸

送
業

者
等

に
輸

送
を

手
配

す
る

。
 

民
間

事
業

者
・

団
体

 
原

則
と

し
て

商
工

班
が

各
班

の
要

請
に

基
づ

き
、

協
定

を
締

結
し

た
民

間
事

業
者

や
団

体
等

へ
物

資
の

納
品

を
要

請
し

調
達

す
る

。
 

★
物

資
在

庫
管

理
・

輸
送

の
受

援
 

要
請

し
た

物
資

は
市

が
指

定
し

た
緊

急
物

資
集

積
場

所
に

届
く

た
め

、
緊

急
物

資
集

積
場

所
で

の
在

庫
管

理
や

指
定

避
難

所
ま

で
の

輸
送

に
つ

い
て

民
間

輸
送

業
者

等
に

手
配

す
る

。
 

自
治

体
 

災
害

時
相

互
応

援
協

定
自

治
体

、
全

国
市

⾧
会

、
申

し
出

の
あ

っ
た

自
治

体
等

に
支

援
を

要
請

し
調

達
す

る
。

 
自

治
体

へ
の

要
請

は
、

商
工

班
が

と
り

ま
と

め
た

数
字

を
基

に
、

受
援

班
が

要
請

窓
口

と
な

り
調

整
を

行
う

。
 

国
、

県
 

概
ね

4
日

目
を

目
安

と
し

て
、

国
が

実
施

す
る

プ
ッ

シ
ュ

型
支

援
物

資
の

品
目

（
食

料
、

毛
布

、
紙

お
む

つ
（

小
児

用
・

大
人

用
）、

育
児

調
整

粉
乳

、
携

帯
/簡

易
ト

イ
レ

）
を

、
緊

急
物

資
集

積
場

所
で

受
け

入
れ

る
。

 
商

工
班

は
、

プ
ッ

シ
ュ

型
支

援
に

含
ま

れ
な

い
も

の
や

民
間

事
業

者
等

で
の

調
達

が
困

難
な

物
資

に
つ

い
て

、
FU

JI
SA

N
シ

ス
テ

ム
等

に
よ

り
調

達
の

要
請

を
行

う
。

 

個
人

・
団

体
 

不
特

定
多

数
か

ら
の

小
口

の
支

援
申

し
出

に
つ

い
て

は
、

仕
分

け
、

保
管

等
に

多
大

な
労

力
や

時
間

を
要

す
る

た
め

、
原

則
と

し
て

受
け

入
れ

な
い

こ
と

と
し

、
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

で
周

知
す

る
。

 

そ
の

他
 

各
班

が
個

別
の

協
定

先
に

支
援

を
要

請
し

調
達

す
る

場
合

、
支

援
を

要
請

し
回

答
を

得
た

時
点

で
、

納
品

さ
れ

る
納

品
場

所
、

物
資

名
、

数
量

、
納

期
等

に
つ

い
て

商
工

班
に

報
告

す
る

。
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 第
４

章
 

本
計

画
の

継
続

的
な

改
善

と
今

後
の

取
り

組
み

 
 1 

本
計

画
の

活
用

・
訓

練
の

実
施

（
業

務
継

続
計

画
よ

り
抜

粋
）

 
業

務
継

続
計

画
及

び
本

計
画

を
実

効
性

の
あ

る
も

の
と

し
て

い
く

た
め

、
職

員
を

対
象

と
し

た
研

修
や

訓
練

等
を

着
実

に
実

施
す

る
。

各
職

員
に

お
い

て
は

、
本

人
及

び
家

族
の

生
命

・
身

体
の

安
全

確
保

対
策

に
つ

い
て

平
時

か
ら

取
り

組
み

、
非

常
時

優
先

業
務

が
遂

行
で

き
る

体
制

を
整

え
る

よ
う

努
め

る
と

と
も

に
、

本
計

画
に

つ
い

て
十

分
理

解
し

、
災

害
時

の
役

割
を

明
確

に
す

る
。

 
ま

た
、

国
内

で
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

応
援

側
と

し
て

被
災

地
を

支
援

す
る

た
め

に
も

、
応

援
、

受
援

の
役

割
を

理
解

し
、

積
極

的
に

派
遣

体
制

を
検

討
す

る
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。

 
 

○
研

修
・

訓
練

計
画

 

   

研
修

・
訓

練
等

 
の

種
類

 
内

 
容

 
対

 
象

 
頻

度
 

（
時

期
）

 

BC
P

研
修

会
 

・
業

務
継

続
計

画
の

趣
旨

、
各

部
署

の
非

常
時

優
先

業
務

や
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
よ

る
業

務
の

確
認

 
全

職
員

 
毎

年
１

回
程

度
 

災
害

対
策

本
部

運
営

訓
練

 

・
各

班
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
実

施
手

順
の

確
認

 
・

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
を

活
用

し
た

状
況

付
与

型
図

上
訓

練
 

全
職

員
 

毎
年

１
回

程
度

 

避
難

消
防

訓
練

 
・

避
難

誘
導

訓
練

（
職

員
、

来
庁

者
）

及
び

消
防

訓
練

（
消

火
設

備
確

認
、

通
報

）
 

本
庁

舎
、

消
防

防
災

庁
舎

の
職

員
 

毎
年

１
回

程
度

 

情
報

伝
達

訓
練

 

・
事

前
に

日
時

を
公

表
せ

ず
職

員
防

災
メ

ー
ル

を
用

い
た

安
否

確
認

の
実

施
 

・
災

害
時

の
情

報
伝

達
手

段
の

再
確

認
 

・
各

班
に

お
け

る
初

動
対

応
の

確
認

 

全
職

員
 

毎
年

１
回

程
度

 

無
線

通
信

訓
練

 

・
M

CA
無

線
設

置
施

設
と

の
定

期
的

な
通

信
訓

練
 

・
各

地
区

班
と

避
難

所
及

び
救

護
所

設
置

予
定

施
設

と
の

通
信

訓
練

 

M
CA

無
線

及
び

行
政

無
線

設
置

施
設

 

月
2

回
＋

防
災

訓
練

時
 

非
常

用
発

電
機

の
立

上
げ

訓
練

 
・

非
常

用
発

電
機

を
立

ち
上

げ
て

、
起

動
や

電
力

供
給

の
状

態
を

確
認

 
庁

舎
管

理
担

当
 

毎
年

１
回

程
度

 

県
と

の
連

携
訓

練
 

・
他

組
織

と
の

情
報

交
換

や
連

携
し

た
業

務
の

実
施

に
関

す
る

訓
練

 

他
組

織
と

連
携

す
る

業
務

に
係

る
職

員
 

毎
年

１
回

程
度
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 ２
 

本
計

画
の

改
善

（
業

務
継

続
計

画
よ

り
抜

粋
）

 
本

計
画

は
、

策
定

し
て

終
わ

り
と

い
う

も
の

で
は

な
い

。
PD

CA
サ

イ
ク

ル
の

実
効

性
を

高
め

て
い

く
た

め
に

は
、

研
修

や
訓

練
に

よ
る

点
検

・
検

証
の

実
施

、
計

画
の

見
直

し
・

改
定

を
繰

り
返

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。（
図

8-
1）

 
訓

練
で

は
、

非
常

時
優

先
業

務
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
を

活
用

す
る

な
ど

し
て

、
問

題
点

や
不

備
を

抽
出

・
検

証
す

る
。

訓
練

等
を

通
じ

て
明

ら
か

に
な

っ
た

課
題

や
改

善
点

を
元

に
、

本
計

画
を

点
検

し
、

計
画

の
改

定
・

見
直

し
を

確
実

に
反

映
さ

せ
る

。こ
の

よ
う

な
サ

イ
ク

ル
を

定
着

さ
せ

、継
続

的
な

計
画

の
改

善
を

行
う

も
の

と
す

る
。 

 
図

8-
1 

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

に
よ

る
継

続
的

改
善

 
（

出
典

 「
大

規
模

災
害

発
生

時
に

お
け

る
地

方
公

共
団

体
の

業
務

継
続

の
手

引
き

」
平

成
28

年
2

月
内

閣
府

(防
災

担
当

)）
 

  ３
 

今
後

の
取

り
組

み
 

(1
)関

係
機

関
等

と
の

連
携

に
つ

い
て

 
 

非
常

時
優

先
業

務
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

関
係

機
関

、
事

業
者

等
と

の
連

携
体

制
の

強
化

に
向

け
て

次
の

よ
う

な
取

り
組

み
を

行
う

。
 

①
指

定
管

理
者

に
対

し
、

業
務

継
続

計
画

の
策

定
を

要
請

す
る

。
 

②
本

計
画

で
定

め
た

非
常

時
優

先
通

常
業

務
の

実
施

に
あ

た
り

、必
要

と
な

る
サ

ー
ビ

ス
等

を
業

者
に

発
注

し
 

て
い

る
場

合
、

非
常

時
に

お
い

て
も

当
該

サ
ー

ビ
ス

等
の

提
供

を
中

断
し

な
い

対
策

を
働

き
か

け
る

。
 

③
本

計
画

で
定

め
た

非
常

時
優

先
業

務
の

実
施

に
あ

た
り

、災
害

発
生

後
に

新
た

に
発

生
す

る
応

急
業

務
に

必
 

要
な

資
源

の
確

保
の

た
め

、
民

間
事

業
者

等
と

の
協

定
の

締
結

を
推

進
す

る
。

 
 (2

)市
民

に
対

す
る

啓
発

 
 

本
計

画
の

内
容

に
つ

い
て

、
市

民
に

対
し

て
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

で
、

災
害

時
の

市
の

業
務

執
行

体
制

に
つ

い
て

理
解

を
求

め
る

。
併

せ
て

、
市

が
非

常
時

優
先

業
務

を
迅

速
に

遂
行

す
る

こ
と

に
よ

り
、

災
害

か
ら

の
早

期
復

旧
へ

つ
な

が
る

こ
と

を
啓

発
す

る
。
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資料２－１ 

 

富士市の災害史 

 

① 富士の災害史 ～過去に学ぶ～ 

編集・発行  富士市市民部文化振興課 

行政資料番号 28-44 

   目 次 

第１章 地震・津波 

１ 安政東海地震 

２ 関東大震災 

３ 昭和１９年の東南海地震 

４ 東日本大震災と静岡東部地震 

５ 津波 

６ その他の主な地震と津波 

第２章 水害 

１ 富士川の洪水 

２ 浮島沼の増水 

３ 潤井川を中心とした河川の洪水 

第３章 台風・高潮 

１ 吉原宿の被害と宿の移転 

２ 田子浦の海嘯 

３ 台風 

４ 風水害被害一覧 

第４章 富士山の噴火 

１ 宝永の噴火  

２ 宝永地震 

３ 富士山噴火の歴史 

第５章 火災 

１ 江戸時代の火災 

２ 近現代の火災 

 

 

 

② 静岡県地域災害史(静岡県地理情報システム) 

  https://www.gis.pref.shizuoka.jp/?mc=19&mp=1900 

富士の災害史（左）、概要版（右） 

富士市ウェブサイトに概要版を掲載 
 
（富士市ウェブサイト）トップページ > 
教育・文化・スポーツ > 文化財の紹介 > 
文化財関係の資料 
 
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kyouiku/
c0403/fmervo000000rbkh.html 



資料２－２ 

 

災害救助法の適用を受けた災害 

 

年･月･日 
災害 

種類 
原    因 

死  傷  者 家 屋 の 被 害 

備   考 
死 

者 

行方

不明 

負傷

者 

全 

壊 

半 

壊 

床上

浸水 

床下

浸水 

S27. 3.19 水害 
低気圧による大

雨 
     700 2,300 小潤井川の決壊 

S30. 8.30 水害 
寒冷前線による

大雨 
1  4 6 26 559   

S31. 6.23 水害 
低気圧・寒冷前

線による大雨 
   1  368 2,814 小潤井川の溢水 

S34. 8.14 風水害 台風７号  1 118 56 319    

S41. 9.25 風水害 台風 26 号 15 1 134 149 700 23 66 

高波が防潮堤を越波し

元吉原地区に死者を出

す 

S49. 7. 7 水害 
台風８号及び梅

雨前線 
1    2 1,055 2,551 

集中豪雨による低地の

浸水、山崩れ、崖崩れ 

S51. 8. 9 水害 
低気圧の通過に

伴う集中豪雨 
  4 2 17 679 2,027 

「昭和 51 年８月９日

の静岡県東部を中心と

する大雨」と称す 

R 5. 9.23 水害 台風第 15 号       2  

 



資料２－３

災害危険箇所一覧表

災害要因 地　区　名 該　　当　　町　　内　　会　（区）　名

吉原上中町、伝法町３

石坂１・２

駿河台３

今井本町、今井毘沙門町、今井東町

西田中町、檜町

富士岡町１・２、富士岡本花守町、富士岡渋脇町

中里町１・３

前田新田、鮫島、田子、小須、中丸浜、新浜

厚原中、厚原東２

厚原西

三四軒屋

中之郷本通１・３、中之郷新町、岩淵旭町、相生町の一部、岩淵上町、舟
山町、坂下

今　　泉 依田橋

元 吉 原 鈴川本町、鈴川町３・４・５

田 子 浦 前田、前田新田、鮫島、田子、小須、中丸浜、中丸丘、江川

富士南
森島、宮下、西宮島、上五貫島、下五貫島、千鳥町、富士見ヶ丘、自由ヶ
丘、三四軒屋、靖国町、浜添

田子浦
小須、田子、鮫島、江川、前田新田、前田、中丸丘、柳島、柳島日東、川
成島、東宮島、新浜、中丸浜、宮島新田、助六、下川成

富士駅南
上横割、十兵衛南町、下横割南、下横割北、水戸島中、水戸島下、水戸島
南町、四丁河原南、水戸島上南

富士駅北
本市場１・２・３・４、国久、藤間、蓼原１・２・３・４・５、銀座町、
富士本町、十兵衛北、千寿町、塔の木、塔の木２、川原宿、柚木、平垣
町、平垣町２・３、富士町、水戸島上、平垣八幡町、平垣北町、松岡東

富士北
青葉町、浅間町、くすの木町、本市場新田、松本、中島新道町、富士中島
下、富士中島上

岩松 橋下、浦町、林町、新町、四丁河原上、四丁河原下、水神

岩松北
四ツ家、東田、上町、瀬戸河原、滝戸、富士緑ヶ丘、富士上中、旭町、富
士下中

富士川
舟山町、坂下、岩淵上町、相生町、木島、東町１・２、岩淵旭町、中之郷
日の出町、中之郷幸町、中之郷本通１・３・４

松野 南松野１・２、松野八幡町、中野台、富士松野、清水町、大北町、侭下町

田 子 浦

火
災
延
焼
予
想
危
険
区
域

想
定
区
域

津
波
浸
水

河
川
被
害
予
想
地
域

伝　　法

広　　見

今　　泉

元 吉 原

吉　　永

須　　津

富 士 川

丘

鷹　　岡

富 士 南

富士川



資料２－３

災害要因 地　区　名 該　　当　　町　　内　　会　（区）　名

吉原

錦町1、永田町、青島、高島、荒田島１・２、緑町、津田、新追町、中央
町壱番館、日吉町１・２・３、エンゼル町、八代町、依田原１・２・３・
４、西本通り、伝馬町、住吉町、宮町、東本通１・２・３、弥生町、西国
久保、東国久保、吉原本町１・２・３・４、南町、西仲町、大和町、幸
町、昭和通り、新青島町、新通り

田子浦
前田、柳島日東、前田新田、鮫島、田子、小須、江川、中丸浜、柳島、下
川成、中丸丘、助六、新浜

富士駅北
本市場３・４、塔の木、塔の木２、川原宿、藤間、蓼原１・２・３・４・
５、千寿町、国久

富士北
松本、本市場新田、青葉町、浅間町、中島新道町、富士中島下、富士中島
上、くすの木町

伝法
中桁、田端町、日乃出町、富士日乃出町、千代田町、中村町、瓜島、三日
市、宮川町、宮の上、サーパス永田町、永田町壱番館

岩松北 滝戸、旭町、四ッ家、東田

丘 厚原南

鷹岡 久沢南、入山瀬西、鷹岡本町２

天間 天間南、天間田代

今泉
上和田町、北仲町、南仲町、和田町１・２、鍜治町１、市場、栄町、富士
見町、仲町、泉町、水の上、新橋、依田橋、田宿、御殿、新富士見町

原田 宇東川町１・３

吉永 富士岡渋脇町、富士岡花守町、西比奈町２・３

吉原
東本通１・２・３、津田、荒田島１・２、八代町、南町、依田原１・２・
３・４

須津 江尾町１・２、増川町３、川尻町２、中里町２

浮島 浮島町１・２・３

元吉原
今井本町、今井東町、大野町、檜町、田中町、西田中町、柏原町１・２・
３、鈴川本町、鈴川３・４・５

今泉
田宿、御殿、市場、栄町、富士見町、新富士見町、仲町、北仲町、南仲
町、泉町、和田町１・２、新橋、依田橋、水の上

伝法
宮川町、宮の上、三日市、中桁、田端町、中村町、千代田町、瓜島、日乃
出町、富士日乃出町、永田町壱番館、サーパス永田町

吉原

錦町1、永田町、青島、高島、荒田島１・２、緑町、津田、新追町、中央
町壱番館、日吉町１・２・３、エンゼル町、八代町、依田原１・２・３・
４、西本通り、伝馬町、住吉町、宮町、東本通１・２・３、弥生町、西国
久保、東国久保、吉原本町１・２・３・４、南町、西仲町、大和町、幸
町、昭和通り、新青島町、新通り

今泉
田宿、御殿、市場、栄町、富士見町、新富士見町、仲町、北仲町、南仲
町、泉町、和田町１・２、鍜治町１、新橋、依田橋、水の上、上和田町

原田 宇東川町１・３

河
川
被
害
予
想
地
域

小潤井川

沼川

潤井川



資料２－３

災害要因 地　区　名 該　　当　　町　　内　　会　（区）　名

吉原
東本通１・２・３、津田、荒田島１・２、八代町、南町、依田原１・２・
３・４

今泉
田宿、御殿、市場、栄町、富士見町、新富士見町、仲町、北仲町、南仲
町、泉町、和田町２、新橋、依田橋、水の上

吉永
富士岡入町、富士岡町１・２・３、富士岡本花守町、富士岡渋脇町、
富士岡花守町、東比奈町１・２・３、中比奈町１・２、西比奈町２・３

元吉原
今井本町、今井東町、大野町、檜町、田中町、西田中町、柏原町１・２・
３、鈴川本町、鈴川３・４・５

須津 中里町１・２、川尻町２、江尾町１、中里寿町、中里曙町

浮島 浮島町１

原田 宇東川町１・３

吉永北 間門町、桑崎町、鵜無ケ淵町１、鵜無ケ淵町２、陽光台西、陽光台南

元吉原
今井本町、今井東町、大野町、檜町、田中町、西田中町、柏原町１・２・
３

須津 川尻町２、増川町３、江尾町１・２

浮島 浮島町１・２・３

富士駅北
本市場１・２・３・４、国久、藤間、蓼原１・２・３・４・５、銀座町、
富士本町、十兵衛北、千寿町、塔の木、塔の木２、川原宿、柚木、平垣
町、平垣町２・３、富士町、平垣八幡町、平垣北町、松岡東

富士北
青葉町、浅間町、くすの木町、本市場新田、松本、中島新道町、富士中島
下、富士中島上

富士駅南 下横割南、下横割北、水戸島下、水戸島南町、水戸島上南

田子浦
柳島、川成島、東宮島、新浜、中丸浜、小須、田子、鮫島、江川、前田新
田、前田、中丸丘

富士南 西宮島、千鳥町、富士見ヶ丘、上五貫島、下五貫島

岩松 浦町

岩松北 四ッ家、滝戸

田子江川 田子 新浜、中丸浜、小須、田子、鮫島、江川、前田新田、前田、中丸丘

吉原
東本通１・２・３、宮町、吉原本町１・２、八代町、依田原１・２・３・
４、大和町、幸町、昭和通り、住吉町

今泉
春日町、田宿、御殿、市場、栄町、富士見町、新富士見町、仲町、北仲
町、南仲町、泉町、和田町１・２、鍜治町１、新橋、依田橋

吉永 富士岡花守町、西比奈町３

元吉原 鈴川町３・４、今井本町、大野町、鈴川本町

原田 宇東川１・３

須津 江尾町１・２

浮島 浮島町１・２

吉原
東本通１・２・３、宮町、吉原本町３、津田、荒田島１、八代町、南町、
依田原１・２・３・４、大和町、幸町、昭和通り、住吉町、日吉町３、東
国久保、西国久保

今泉

春日町、田宿、御殿、吹上、寺市場、市場、一の宮町１・２・３、立小
路、栄町、富士見町、水の上、仲町、北仲町、泉町、鍛冶町１・２・３、
新富士見町、上和田町、吉原緑ヶ丘、和田町１・２、新橋、依田橋、南仲
町、駿河台１・２・３・４

河
川
被
害
予
想
地
域

滝川

赤淵川

高橋川

富士早川

江尾江川

田宿川



資料２－３

災害要因 地　区　名 該　　当　　町　　内　　会　（区）　名

青葉台 木の宮町、一色、東木の宮、青葉台南、西木の宮町

吉永 富士岡本花守町、西比奈町２・３

原田
宇東川１・２・３、宇東川本町、西滝川町、南滝川町、東滝川町、北滝川
町、原田町１・２・３・４、原田本町、吉原中島１・２、三ッ沢町１・
２・３

富士見台 富士見台１・２北・２南・６・７・８

神戸 神戸１・２、今宮

広見 源太坂

吉原

東本通１・２・３、宮町、吉原本町１・２・３・４、西本通り、伝馬町、
西仲町、新追町、津田、荒田島１、八代町、南町、依田原１・２・３・
４、大和町、幸町、昭和通り、住吉町、日吉町１・２・３、東国久保、西
国久保、永田町、エンゼル町、弥生町

伝法 宮川町、宮の上、三日市、瓜島

今泉
春日町、田宿、寺市場、市場、栄町、富士見町、新富士見町、仲町、北仲
町、南仲町、泉町、和田町１・２、鍜治町１、新橋、依田橋、水の上、上
和田町

吉永 富士岡花守町、西比奈町３

元吉原 鈴川町３・４、今井本町、鈴川本町

原田 宇東川１

吉永 富士岡町１、富士岡本花守町、富士岡渋脇町、西比奈町２

元吉原 大野町、檜町、田中町、西田中町、柏原町１・２・３

須津
中里町１・２・３・４、中里新富町、中里八幡町、川尻町１・２、神谷町
１・２・３、増川町１・２・３、江尾町１・２、中里寿町、中里曙町

浮島 浮島町１・２・３

元吉原 柏原町１

浮島 浮島町１・２・３

昭和放水路 元吉原 大野町、檜町、田中町、西田中町、柏原町３

駒瀬川 浮島 浮島町３

沼津大沢川 浮島 浮島町３

東国久保

伝　　法 伝法町２

今　　泉 御殿、吉原緑ヶ丘、水の上、泉町、鍛冶町３

元 吉 原 鈴川町３・４、今井本町、今井東町、今井毘沙門町、大野町

広　　見
源太坂、広見町６・７、桜ヶ丘、美原町、百合ヶ丘、久保町、
若松町２、三ツ倉南

青 葉 台 若松町１・３

神　　戸 神戸１、今宮

原　　田 吉原中島町１・２、三ツ沢３、原田町２・３、宇東川町１

吉　　永 中比奈町２、東比奈町２・３、富士岡入町

春山川

滝川

河
川
被
害
予
想
地
域

山
・
崖
崩
れ
危
険
箇
所
（

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
）

須津川

和田川

吉　　原



資料２－３

災害要因 地　区　名 該　　当　　町　　内　　会　（区）　名

須　　津 神谷町２・３、神谷緑町、増川町１・２・３、江尾町２

浮　　島 浮島町３

富士見台 富士見台８

吉 永 北 間門町、鵜無ヶ淵町１、陽光台西、陽光台東、陽光台南、桑崎町

大　　淵
片倉町、落合町、中野町１・２、八王子町２、八王子本町、城山町、
大淵町３、吉原富士本中町、次郎長町、三ツ倉町

岩 松 北 上町、富士上中、富士下中、旭町、湯沢平１・２、滝戸

鷹　　岡 鷹岡本町１・２

天　　間 天間東

傘木

木島、小山、室野、相生町、岩淵上町、吉津、舟山町、坂下、岩淵旭町、
中之郷堺町、中之郷川坂、新町本町、大楽窪、中之郷本通１・３・４、中
之郷新町、四十九町、中之郷宮町、小池、中之郷幸町、かぎあな

南松野１・２、松野富士見町、松野八幡町、大北町、侭下町、清水町

  資料２－４　　　

富 士 川

松　　野

山
・
崖
崩
れ
危
険
箇
所
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
）

丘

面 積 （ ha ）

31.2

富士土木 14.90 木島

箇所名

中之郷（赤岩）

箇所名

木島

地すべり防止区域一覧表

富士土木
富士農林

事業所名
国土交通省所管

面積（ha）

林野庁所管

5.93



資料２ー５

警戒区域
特別

警戒区域

1 急傾斜 104-Ⅰ-2800 平成21年3月31日 今宮印之Ａ 今宮１ 神戸 今宮 6 0

2 急傾斜 104-Ⅱ-0921 平成21年3月31日 今宮東村Ａ 今宮-ｲ 神戸 今宮 4 0

3 急傾斜 104-Ⅱ-0922 平成21年3月31日 今宮沢久保Ａ 今宮-ﾛ 神戸 今宮 0 0

4 急傾斜 104-Ⅰ-2796 平成22年1月29日 富士岡片宿 富士岡入町 吉永 富士岡入町 14 0

5 急傾斜 104-Ⅰ-3552 平成22年1月29日 鵜無ヶ淵猿棚Ａ 鵜無ヶ淵－イ 吉永北 鵜無ケ淵町１ 3 0

6 急傾斜 104-Ⅰ-3553 平成22年1月29日 鵜無ヶ淵新兵衛通 鵜無ヶ淵－ハ 吉永北 鵜無ケ淵町１ 3 0

7 急傾斜 104-Ⅱ-0927 平成22年1月29日 鵜無ヶ淵猿棚Ｂ 鵜無ヶ淵－ロ 吉永北 鵜無ケ淵町１ 0 0

8 急傾斜 104-Ⅰ-2797 平成22年1月29日 間門峯山 間門町2 吉永北 間門町 鵜無ヶ淵町１ 18 5

9 急傾斜 104-Ⅰ-2798 平成22年1月29日 桑崎中山Ａ 陽光台2 吉永北 陽光台東 陽光台西 陽光台南 34 5

10 急傾斜 104-Ⅰ-2799 平成22年1月29日 桑崎中山Ｂ 陽光台1 吉永北 陽光台東 桑崎町 16 0

11 急傾斜 104-Ⅰ-3551 平成22年1月29日 大淵糀窪 若松町1－ロ 青葉台 若松町１ 8 6

12 急傾斜 104-Ⅰ-2803 平成22年1月29日 大淵八ヶ久保Ａ 若松町 広見 若松町２ 16 0

13 急傾斜 104-Ⅰ-3548 平成22年1月29日 大淵荻ノ原Ｃ 大淵－二 広見 青葉台 若松町２ 若松町１ 2 0

14 急傾斜 104-Ⅱ-0891 平成22年1月29日 大淵荻ノ原Ａ 久保町－イ 広見 若松町２ 4 0

15 急傾斜 104-Ⅱ-0909 平成22年1月29日 大淵荻ノ原Ｂ 大淵－ロ 青葉台 若松町３ 若松町１ 11 1

16 急傾斜 104-Ⅱ-0926 平成22年1月29日 大淵高山 若松町1－イ 青葉台 若松町３ 若松町１ 9 4

17 急傾斜 104-Ⅰ-3550 平成22年1月29日 大淵八ヶ久保Ｂ 大淵－イ 広見 久保町 百合ケ丘 15 5

18 急傾斜 104-Ⅰ-2802 平成22年1月29日 広見西本町Ａ 広見町７ 広見 広見６ 広見７ 6 0

19 急傾斜 104-Ⅲ-0239 平成22年1月29日 桑崎宮ノ上Ａ 桑崎－い 吉永北 桑崎町 0 0

20 急傾斜 104-Ⅱ-0908 平成22年1月29日 大淵八ヶ久保Ｃ 大淵－ハ 広見 百合ヶ丘 0 0

21 急傾斜 104-Ⅱ-0933 平成22年3月30日 中野東三ツ倉 百合ヶ丘 広見 大淵 百合ヶ丘 久保町 三ツ倉町 24 0

22 急傾斜 104-Ⅱ-0892 平成22年3月30日 大淵岩倉Ａ 砂沢-ｲ 大淵 吉原富士本中町 0 0

23 急傾斜 104-Ⅱ-0896 平成22年3月30日 大淵岩倉Ｂ 吉原富士本中町-ｲ 大淵 吉原富士本中町 1 0

24 急傾斜 104-Ⅱ-0897 平成22年3月30日 大淵岩倉Ｃ 吉原富士本中町-ﾊ 大淵 吉原富士本中町 0 1

25 急傾斜 104-Ⅱ-0898 平成22年3月30日 大淵岩倉Ｄ 吉原富士本中町-ﾛ 大淵 吉原富士本中町 0 0

26 急傾斜 104-Ⅱ-0899 平成22年3月30日 大淵曽比奈 八王子本町-ｲ 大淵 八王子本町 4 0

27 急傾斜 104-Ⅱ-0906 平成22年3月30日 大淵丸火東 大淵町３丁目-ﾊ 大淵 大淵町３ 1 0

28 急傾斜 104-Ⅱ-0907 平成22年3月30日 大淵笹場 大淵町３丁目-ﾛ 大淵 大淵町３ 0 0

29 急傾斜 104-Ⅱ-0915 平成22年3月30日 大淵東下原Ａ 中野-ﾁ 大淵 八王子町２ 中野町２ 2 0

30 急傾斜 104-Ⅰ-2804 平成22年3月30日 中野西落合 片倉町 大淵 片倉町 落合町 4 0

31 急傾斜 104-Ⅱ-0918 平成22年3月30日 中野東片倉 片倉町-ｲ 大淵 片倉町 4 0

32 急傾斜 104-Ⅱ-0919 平成22年3月30日 中野西片倉 片倉町-ﾛ 大淵 片倉町 1 0

33 急傾斜 104-Ⅰ-0924 平成22年3月30日 神谷天ヶ沢東 神谷 須津 神谷町２ 11 3

34 急傾斜 104-Ⅲ-0237 平成22年3月30日 神谷大塚 神谷-い 須津 神谷町３ 0 0

35 急傾斜 104-Ⅰ-3554 平成22年3月30日 中里中塚 神谷-イ 須津 神谷緑町 神谷町３ 42 6

36 急傾斜 104-Ⅰ-0925 平成22年3月30日 増川西村 増川b 須津 増川町１ 神谷町２ 11 1

37 急傾斜 104-Ⅰ-0923 平成22年3月30日 増川宮添 増川a 須津 増川町２ 0 0

38 急傾斜 104-Ⅰ-2795 平成22年3月30日 江尾谷田沢Ａ 増川東 須津 増川町２ 増川町３ 5 0

39 急傾斜 104-Ⅱ-0868 平成22年3月30日 増川谷田沢 増川町3 須津 増川町３ 6 0

40 急傾斜 104-Ⅱ-0869 平成22年3月30日 江尾谷田沢Ｂ 江尾-イ 須津 増川町３ 2 1

41 急傾斜 104-Ⅱ-0870 平成22年3月30日 江尾谷田沢Ｃ 江尾-ロ 須津 増川町３ 増川町１ 1 1

42 急傾斜 104-Ⅲ-0235 平成22年3月30日 江尾竹ヶ沢 谷田沢入-イ 須津 江尾町２ 1 0

43 急傾斜 104-Ⅰ-0921 平成22年3月30日 江尾日陰林 江尾a 須津 江尾町２ 18 0

44 急傾斜 104-Ⅰ-0922 平成22年3月30日 江尾万騎沢入 江尾b 須津 江尾町２ 14 0

45 急傾斜 104-Ⅰ-0936 平成23年3月29日 岩本坂西Ａ 谷田沢 岩松北 富士下中 4 0

警戒区域内の要配慮者利用施
設の名称及び所在地（法4号）

番
号 種別 危険箇所番号 指定年月日 区域名

土砂災害(特別）警戒区域等一覧表

箇所名 地区 対象自主防災会
保全家屋数
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設の名称及び所在地（法4号）

番
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保全家屋数

46 急傾斜 104-Ⅰ-3545 平成23年3月29日 岩本白金山A 岩本－ニ 岩松北 富士下中 1 0

特別養護老人ホーム
岩本園、デイサービスセ
ンターふれあいの家（岩
本1184-1）

47 急傾斜 104-Ⅰ-3546 平成23年3月29日 伝法中原A 伝法－ハ 広見 美原町 3 0

48 急傾斜 104-Ⅰ-3549 平成23年3月29日 岩本山内A 富士下中－ト 岩松北 富士下中 3 0

49 急傾斜 104-Ⅱ-0871 平成23年3月29日 岩本片平山A 滝戸－イ 岩松北 滝戸 0 0

50 急傾斜 104-Ⅱ-0872 平成23年3月29日 岩本片平山B 岩本－ロ 岩松北 滝戸 1 1

51 急傾斜 104-Ⅱ-0873 平成23年3月29日 岩本高徳坊添 岩本－リ 岩松北 湯沢平１ 1 0

52 急傾斜 104-Ⅱ-0874 平成23年3月29日 岩本亀割沢 岩本－へ 岩松北 湯沢平２ 1 0

53 急傾斜 104-Ⅱ-0875 平成23年3月29日 岩本坂西B 旭町－イ 岩松北 旭町 富士下中 1 1

54 急傾斜 104-Ⅱ-0876 平成23年3月29日 伝法傘木 傘木－イ 丘 傘木 3 0

55 急傾斜 104-Ⅱ-0877 平成23年3月29日 伝法中原B 伝法町2丁目－イ 伝法 伝法町２ 2 0

56 急傾斜 104-Ⅱ-0878 平成23年3月29日 伝法傘木上A 伝法－イ 丘 傘木 8 0

57 急傾斜 104-Ⅱ-0879 平成23年3月29日 伝法傘木上B 伝法－イ（１） 丘 傘木 1 0

58 急傾斜 104-Ⅱ-0882 平成23年3月29日 三ツ沢越地 三ツ沢－イ 富士見台 原田 富士見台８ 三ッ沢町３ 0 0

59 急傾斜 104-Ⅱ-0883 平成23年3月29日 三ツ沢中島 三ツ沢－ロ 富士見台 富士見台８ 1 0

60 急傾斜 104-Ⅱ-0884 平成23年3月29日 三ツ沢三度蒔 富士見台1丁目－イ 原田 三ッ沢町３ 1 0

61 急傾斜 104-Ⅱ-0886 平成23年3月29日 岩本山内B 岩本－イ 岩松北 上町 1 0

62 急傾斜 104-Ⅱ-0887 平成23年3月29日 岩本万野 上町－ロ 岩松北 上町 0 0

63 急傾斜 104-Ⅱ-0888 平成23年3月29日 岩本山内C 岩本－ホ 岩松北 上町 1 0

64 急傾斜 104-Ⅱ-0889 平成23年3月29日 岩本山内D 岩本－ハ 岩松北 上町 1 1

65 急傾斜 104-Ⅱ-0890 平成23年3月29日 岩本万野上山 岩本－ト 岩松北 上町 0 0

66 急傾斜 104-Ⅱ-0923 平成23年3月29日 神戸垣外 神戸1－イ 神戸 神戸１ 1 1

67 急傾斜 104-Ⅱ-0924 平成23年3月29日 神戸丸山 神戸1－ロ 神戸 神戸１ 1 0

68 急傾斜 104-Ⅱ-0925 平成23年3月29日 神戸沢添 神戸－イ 神戸 神戸１ 2 2

69 急傾斜 104-Ⅲ-0238 平成23年3月29日 岩本白金山B 上町－い 岩松北 - 0 0

70 急傾斜 104-Ⅱ-0894 平成24年3月30日 大淵覆盆子平 次郎長町-イ 大淵 次郎長町 1 0

71 急傾斜 104-Ⅱ-0895 平成24年3月30日 大淵高塚 次郎長町-ロ 大淵 次郎長町 2 1

72 急傾斜 104-Ⅱ-0900 平成24年3月30日 大淵城山A 城山町-ハ 大淵 城山町 4 0

73 急傾斜 104-Ⅱ-0901 平成24年3月30日 大淵城山B 城山町-ト 大淵 城山町 5 1

74 急傾斜 104-Ⅱ-0902 平成24年3月30日 大淵城山Ｃ 城山町-ホ 大淵 城山町 1 1

75 急傾斜 104-Ⅱ-0903 平成24年3月30日 大淵城山Ｄ 城山町-ニ 大淵 城山町 0 0

76 急傾斜 104-Ⅱ-0904 平成24年3月30日 大淵城山Ｅ 城山町-ヘ 大淵 城山町 7 5

77 急傾斜 104-Ⅱ-0929 平成24年3月30日 比奈泉Ａ 中比奈町2-イ 吉永 中比奈町２ 2 1

78 急傾斜 104-Ⅱ-0930 平成24年3月30日 比奈山ノ根 東比奈町3-ロ 吉永 東比奈町３ 中比奈町２ 2 2

79 急傾斜 104-Ⅱ-0931 平成24年3月30日 比奈泉B 東比奈町3-イ 吉永 東比奈町３ 中比奈町２ 8 3
誠信会少年少女の家
（比奈1354）

80 急傾斜 104-Ⅱ-0932 平成24年3月30日 比奈祢宣ノ前 東比奈町2-イ 吉永 東比奈町２ 1 0

81 急傾斜 104-Ⅰ-0934 平成24年3月30日 久沢沢東 久沢沢東 鷹岡 鷹岡本町１ 7 0
鷹岡保育園（久沢256-
1）

82 急傾斜 104-Ⅱ-0867 平成24年3月30日 鷹岡本町 久沢沢西 鷹岡 鷹岡本町２ 鷹岡本町１ 1 0
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保全家屋数

83 急傾斜 105-Ⅰ-3708 平成24年3月30日 岩淵沢上 相生町-ロ 富士川 相生町 14 5

グループホームあいの
街富士川、小規模多機
能型居宅介護施設あい
の街富士川（岩淵131-
1）
富士川第一幼稚園、富
士川第一小学校（岩淵
107）

84 急傾斜 105-Ⅱ-1839 平成24年3月30日 岩淵会下 相生町-イ 富士川 相生町 9 2

85 急傾斜 105-Ⅰ-1485 平成24年3月30日 岩淵谷津A 上町 富士川 岩淵上町 23 0

86 急傾斜 105-Ⅰ-2912 平成24年3月30日 岩淵谷津B 八津 富士川 岩淵上町 14 6

87 急傾斜 105-Ⅱ-1838 平成24年3月30日 岩淵谷津C 上町-イ 富士川 岩淵上町 0 0

88 急傾斜 105-Ⅰ-1486 平成24年3月30日 岩淵下屋敷 坂下 富士川 坂下区 岩淵上町 24 3

89 急傾斜 105-Ⅰ-2910 平成24年3月30日 岩淵舟山 舟山町北 富士川 舟山町 6 0

90 急傾斜 105-Ⅰ-1484 平成24年3月30日 岩淵湯坂 舟山町 富士川 舟山町 岩淵上町 35 0

91 急傾斜 105-Ⅰ-1489 平成24年3月30日 中之郷新町A 赤岩 富士川 新町本町 中之郷幸町 中之郷本通４ 18 0
ケアセンターオアシス中
之郷（中之郷1283‐1）

92 急傾斜 105-Ⅰ-2914 平成24年3月30日 中之郷新町B 赤岩 富士川 新町本町 13 7

93 急傾斜 105-Ⅰ-1493 平成24年3月30日 中之郷大楽窪A 幸町-2 富士川 中之郷幸町 大楽窪 5 2

94 急傾斜 105-Ⅰ-1494 平成24年3月30日 中之郷大楽窪B 幸町-1 富士川 中之郷幸町 10 0

95 急傾斜 105-Ⅰ-1495 平成24年3月30日 中之郷小池下 幸町東 富士川 中之郷幸町 大楽窪 12 0

96 急傾斜 105‐Ⅰ‐1492 平成25年3月29日 中之郷小池 小池 富士川 小池 7 4

97 急傾斜 105‐Ⅰ‐2911 平成25年3月29日 岩淵北吉野 南吉野 富士川 吉津 14 6

98 急傾斜 105-Ⅱ-1841 平成25年3月29日 中之郷黒里 黒里－イ 富士川 中之郷宮町 5 2

99 急傾斜 105‐Ⅰ‐1490 平成25年3月29日 中之郷椚田Ｂ 四十九 富士川 四十九町 中之郷宮町 15 0

100 急傾斜 105‐Ⅰ‐2913 平成25年3月29日 中之郷四十九 四十九 富士川 四十九町 中之郷宮町 8 0

101 急傾斜 105-Ⅱ-1840 平成25年3月29日 中之郷四十九Ａ 四十九－イ 富士川 四十九町 5 1

102 急傾斜 104‐Ⅰ‐0932 平成25年3月29日 原田斉藤 斉藤 原田 吉原中島町１ 原田町２ 15 0

103 急傾斜 104‐Ⅰ‐2801 平成25年3月29日 吉原中島町 斉藤 原田 吉原中島町２ 4 0

104 急傾斜 104-Ⅱ-0885 平成25年3月29日 原田高畑 原田-ｲ 原田 原田町３ 原田町２ 4 1

105 急傾斜 104-Ⅱ-0920 平成25年3月29日 天間代山 天間-ｲ 天間 天間東 7 0

106 急傾斜 105-Ⅰ-3707 平成26年3月11日 木島天王平Ａ 室野－イ 富士川 室野 6 0

107 急傾斜 105-Ⅱ-1835 平成26年3月11日 木島天王平Ｂ 室野－ロ 富士川 室野 2 0

108 急傾斜 105-Ⅱ-1836 平成26年3月11日 木島木棒田 小山－イ 富士川 小山 2 1

109 急傾斜 105-Ⅱ-1837 平成26年3月11日 木島南山 木島－イ 富士川 木島 0 0

110 急傾斜 105‐Ⅰ‐1482 平成26年3月11日 南松野水口上 水の口 松野 松野富士見町 南松野１ 13 6

111 急傾斜 105‐Ⅱ‐1816 平成26年3月11日 南松野芦ヶ久保Ａ 足ヶ久保　 松野 松野富士見町 0 0

112 急傾斜 105-Ⅱ-1828 平成26年3月11日 南松野稲荷 平清水－イ 松野 松野富士見町 1 0

113 急傾斜 105-Ⅱ-1829 平成26年3月11日 南松野平清水 平清水－ロ 松野 松野富士見町 1 0

114 急傾斜 105-Ⅱ-1830 平成26年3月11日 南松野新井 新井－イ 松野 松野富士見町 1 1

115 急傾斜 105-Ⅱ-1832 平成26年3月11日 南松野漆野 漆野－イ 松野 松野富士見町 0 0

116 急傾斜 105-Ⅱ-1833 平成26年3月11日 南松野鎧田 新井－ロ 松野 松野富士見町 1 0

117 急傾斜 105-Ⅱ-1842 平成26年3月11日 南松野中山A 中山－イ 松野 松野富士見町 2 1

118 急傾斜 105-Ⅱ-1843 平成26年3月11日 南松野中山B 中山－ロ 松野 松野富士見町 1 0

119 急傾斜 105-Ⅱ-1846 平成26年3月11日 南松野芦ヶ久保B 足ヶ久保ーイ 松野 松野富士見町 1 1

120 急傾斜 105-Ⅱ-1844 平成26年3月11日 南松野寺前 南町－イ 松野 南松野１ 1 1

3
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121 急傾斜 105-Ⅱ-1845 平成26年3月11日 南松野馬坂 根方－イ 松野 南松野１ 5 0

122 急傾斜 104‐Ⅰ‐0931 平成26年3月11日 宇東川瀬古 宇東川 原田 今泉 宇東川町１ 御殿 21 0

123 急傾斜 105‐Ⅰ‐1491 平成26年3月11日 中之郷椚田A 宮町 富士川 中之郷宮町 35 6
グループホームオアシス
中之郷（中之郷3152‐1）

124 急傾斜 104-Ⅱ-0910 平成27年3月6日 中野中古野 中野－ハ 大淵 中野町２ 6 0

125 急傾斜 104-Ⅱ-0911 平成27年3月6日 中野西古野A 中野－ヌ 大淵 中野町１ 中野町２ 落合町 4 0

126 急傾斜 104-Ⅱ-0912 平成27年3月6日 中野西古野B 中野－ト 大淵 中野町１ 中野町２ 2 0

127 急傾斜 104-Ⅱ-0913 平成27年3月6日 中野西古野C 中野－へ 大淵 中野町２ 中野町１ 1 0

128 急傾斜 104-Ⅱ-0914 平成27年3月6日 大淵南 中野－リ 大淵 中野町１ 中野町２ 0 0

129 急傾斜 104-Ⅱ-0916 平成27年3月6日 大淵東下原 中野－ホ 大淵 八王子町２ 8 0

130 急傾斜 104-Ⅱ-0917 平成27年3月6日 中野舟窪 中野－ニ 大淵 中野町２ 3 0

131 急傾斜 104-Ⅰ-0926 平成27年3月6日 大野新田 大野新田 元吉原 大野町 18 0

132 急傾斜 104-Ⅰ-0927 平成27年3月6日 今井A 今 井 元吉原 今井東町 2 1

133 急傾斜 104-Ⅰ-0928 平成27年3月6日 今井B 砂山ｂ 元吉原 今井本町 21 1

134 急傾斜 104-Ⅰ-0929 平成27年3月6日 鈴川砂山 砂山ａ 元吉原 鈴川町３ 今井本町 16 0

135 急傾斜 104-Ⅰ-0930 平成27年3月6日 鈴川 鈴 川 元吉原 鈴川町４ 10 0

136 急傾斜 104-Ⅱ-0933 平成27年3月6日 今井C 砂山ーイ 元吉原 今井東町 今井毘沙門町 6 0

137 急傾斜 105-Ⅱ-1818 平成27年3月6日 南松野池野 池野－イ 松野 松野八幡町 1 1

138 急傾斜 105-Ⅱ-1819 平成27年3月6日 南松野三十坂A 上三十－イ 松野 松野八幡町 6 0

139 急傾斜 105-Ⅱ-1826 平成27年3月6日 南松野三十坂B 八幡町－イ 松野 松野八幡町 2 0

140 急傾斜 105-Ⅰ-1481 平成27年3月6日 北松野城山B 城 山 松野 侭下町 6 0

141 急傾斜 105-Ⅱ-1831 平成27年3月6日 北松野下平 下平－イ 松野 侭下町 2 0

142 急傾斜 105-Ⅲ-0438 平成27年3月6日 北松野馬入 沖田－イ 松野 松野八幡町 0 0

143 急傾斜 105-Ⅲ-0440 平成27年3月6日 北松野北山B 大北町－い 松野 大北町 0 0

144 急傾斜 105-Ⅰ-3706 平成27年3月6日 北松野北山A 大北町－ハ 松野 大北町 13 1

145 急傾斜 105-Ⅱ-1817 平成27年3月6日 北松野泉水 泉水－イ 松野 大北町 4 2

146 急傾斜 105-Ⅱ-1820 平成27年3月6日 北松野城山A 堀ノ内－イ 松野 侭下町 2 0

147 急傾斜 105-Ⅱ-1821 平成27年3月6日 北松野上野D 大北町－ロ 松野 大北町 1 1

148 急傾斜 105-Ⅱ-1822 平成27年3月6日 北松野上野C 大北町－ニ 松野 大北町 1 0

149 急傾斜 105-Ⅱ-1823 平成27年3月6日 北松野上野A 大北町－ヘ 松野 大北町 2 0

150 急傾斜 105-Ⅱ-1824 平成27年3月6日 北松野上野B 大北町－ト 松野 大北町 4 0

151 急傾斜 105-Ⅱ-1825 平成27年3月6日 北松野城山C 下町－イ 松野 大北町 侭下町 0 0

152 急傾斜 105-Ⅰ-1487 平成28年3月29日 古谿 旭町 富士川 相生町 岩淵旭町 中之郷堺町 中之郷本通１ 69 0

153 急傾斜 105-Ⅰ-1488 平成28年3月29日 中之郷堺町下 旭町－２ 富士川 中之郷堺町 中之郷新町 中之郷本通１ 中之郷本通３ 33 0

154 急傾斜 105-Ⅱ-1834 平成28年3月29日 大代 大代－イ 富士川 かぎあな 7 0

155 急傾斜 104-Ⅰ-3547 平成29年3月31日 国久保一丁目 今泉9丁目－イ 今泉 吉原 吉原緑ヶ丘 東国久保 10 1

156 急傾斜 104-Ⅱ-0880 平成29年3月31日 源太坂 伝法－ロ 広見 今泉 源太坂 吉原緑ヶ丘 2 0
児童養護施設ひまわり
園、ふようデイサービス
センター（今泉2220）

157 急傾斜 105-Ⅰ-3705 平成29年3月31日 上野 大北町－イ 松野 大北町 0 0

158 急傾斜 105-Ⅱ-1827 平成29年3月31日 寺沢 八幡町－ロ 松野 松野八幡町 侭下町 4 0

159 急傾斜 104-S-0029 平成30年3月30日 北松野山田Ａ 北松野山田Ａ 松野 大北町 1 0

160 急傾斜 104-S-0036 平成30年3月30日 中野三ツ倉町 中野三ツ倉町 大淵 三ツ倉町 片倉町 4 0

161 急傾斜 104-S-0037 平成30年3月30日 中野落合町 中野落合町 大淵 落合町 1 0

162 急傾斜 104-S-0038 平成30年3月30日 桑崎井戸向 桑崎井戸向 吉永北 桑崎町 3 0

4



資料２ー５

警戒区域
特別

警戒区域

警戒区域内の要配慮者利用施
設の名称及び所在地（法4号）

番
号 種別 危険箇所番号 指定年月日 区域名 箇所名 地区 対象自主防災会

保全家屋数

163 急傾斜 104-S-0039 平成30年3月30日 北松野山田Ｂ 北松野山田Ｂ 松野 大北町 1 0

164 急傾斜 104-S-0040 平成30年3月30日 北松野清水ヶ原 北松野清水ヶ原 松野 清水町 侭下町 0 0

165 急傾斜 104-S-0041 平成30年3月30日 南松野原方 南松野原方 松野 松野八幡町 1 0

166 急傾斜 104-S-0028 平成31年3月30日 今泉今泉7丁目 今泉今泉7丁目 今泉 鍛冶町３ 水の上 泉町 21 6

167 急傾斜 104-S-0030 平成31年3月30日 中之郷新町A 中之郷新町A 富士川 中之郷新町 中之郷堺町 中之郷川坂 16 7

168 急傾斜 104-S-0031 平成31年3月30日 中之郷新町B 中之郷新町B 富士川 四十九町 18 3

169 急傾斜 104-S-0032 平成31年3月30日 木島北谷外 木島北谷外 富士川 木島 2 0

170 急傾斜 104-S-0033 平成31年3月30日 木島植竹 木島植竹 富士川 木島 0 0

171 急傾斜 104-S-0034 平成31年3月30日 岩本上町 岩本上町 岩松北 上町 3 0

172 急傾斜 104-S-0042 平成31年3月30日 木島鳥語山 木島鳥語山 富士川 小山 3 0

173 急傾斜 104-S-0043 平成31年3月30日 中之郷新町C 中之郷新町C 富士川 新町本町 12 0

174 急傾斜 104-I-0062 平成31年3月30日 二タ子 二タ子 広見 美原町 三ッ倉南町 桜ヶ丘町 39 0

1 土石流 210-Ｉ-001 平成23年3月29日 矢田沢 矢田沢 岩松北 富士下中 24 0

2 土石流 210-Ｉ-002 平成23年3月29日 殿入沢 殿入沢 岩松北 富士上中 富士下中 98 0

3 土石流 381-Ⅰ-016 平成24年3月29日 八津沢 八津沢 富士川 相生町 岩淵上町 6 0

4 土石流 381-Ⅰ-017 平成24年3月29日 榎切沢 榎切沢 富士川 岩淵上町 0 0

5 土石流 381-Ⅰ-028 平成24年3月29日 川坂沢 川坂沢 富士川 相生町 中之郷川坂 中之郷堺町 吉津 101 0

岩淵保育園（岩淵58－
16）
放課後等デイサービス
ぽけっと、日中一時支援
ぽけっと（岩淵74-9）

6 土石流 381-Ⅰ-013 平成25年3月29日 吉津川 吉津川 富士川 吉津 1 0

7 土石流 381-Ⅰ-014 平成25年3月29日 愛宕沢 愛宕沢 富士川 吉津 2 0

8 土石流 381-Ⅰ-015 平成25年3月29日 吉津沢 吉津沢 富士川 吉津 舟山町 26 0

9 土石流 381-Ⅰ-018 平成25年3月29日 四十九沢 四十九沢 富士川 四十九町 91 0

10 土石流 381-Ⅰ-019 平成25年3月29日 大獄沢 大獄沢 富士川 四十九町 92 0

11 土石流 381-Ⅰ-020 平成25年3月29日 矢久保沢 矢久保沢 富士川 中之郷川坂 中之郷新町 5 0

12 土石流 381-Ⅰ-021 平成25年3月29日 椚田沢 椚田沢 富士川 四十九町 中之郷宮町 92 0

13 土石流 381-Ⅰ-022 平成25年3月29日 椚田沢支川 椚田沢支川 富士川 四十九町 中之郷宮町 34 0

14 土石流 381-Ⅰ-023 平成25年3月29日 黒里沢 黒里沢 富士川 中之郷宮町 小池 97 0

15 土石流 381-Ⅰ-024 平成25年3月29日 宇多利下沢 宇多利下沢 富士川 中之郷宮町 小池 120 0
グループホームオアシス
中之郷（中之郷3152－
1）

16 土石流 381-Ⅰ-025 平成25年3月29日 宇多利沢 宇多利沢 富士川 中之郷宮町 小池 61 0

17 土石流 381-Ⅰ-026 平成25年3月29日 小池沢 小池沢 富士川 小池 中之郷宮町 128 0

18 土石流 381-Ⅰ-027 平成25年3月29日 南小池沢 南小池沢 富士川 小池 63 0

19 土石流 381-Ⅱ-004 平成25年3月29日 中小池沢 中小池沢 富士川 小池 79 0

20 土石流 381-Ⅰ-010 平成26年3月11日 室野南沢 室野南沢 富士川 室野 20 0

21 土石流 381-Ⅰ-011 平成26年3月11日 室野中沢 室野中沢 富士川 室野 16 0

22 土石流 381-Ⅰ-012 平成26年3月11日 室野北沢 室野北沢 富士川 室野 18 0

23 土石流 381-Ⅱ-003 平成26年3月11日 松雲寺沢 松雲寺沢 富士川 小山 5 0

24 土石流 381-Ⅰ-009 平成26年3月11日 田中沢 田中沢 富士川 木島 63 0

25 土石流 381-Ⅰ-002 平成26年3月11日 血流川 血流川 松野 松野富士見町 4 0

26 土石流 381-Ⅰ-003 平成26年3月11日 不動沢 不動沢 松野 松野富士見町 5 0

27 土石流 381-Ⅰ-004 平成26年3月11日 矢所沢 矢所沢 松野 松野富士見町 5 0

28 土石流 381-Ⅰ-005 平成26年3月11日 稲荷沢 稲荷沢 松野 南松野１ 松野富士見町 14 0

29 土石流 381-Ⅰ-006 平成26年3月11日 水の口北沢 水の口北沢 松野 南松野１ 17 0

30 土石流 381-Ⅰ-007 平成26年3月11日 永精寺沢 永精寺沢 松野 松野富士見町 南松野１ 18 0
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資料２ー５

警戒区域
特別

警戒区域

警戒区域内の要配慮者利用施
設の名称及び所在地（法4号）

番
号 種別 危険箇所番号 指定年月日 区域名 箇所名 地区 対象自主防災会

保全家屋数

31 土石流 381-Ⅱ-002 平成26年3月11日 水の口南沢 水の口南沢 松野 松野富士見町 3 0

32 土石流 381-Ⅰ-008 平成26年3月11日 中沢 中沢 松野 南松野１ 南松野２ 松野八幡町 32 0

33 土石流 210-Ⅱ-001 平成26年3月11日 トツラ沢 トツラ沢 浮島 浮島町３ 0 0

34 土石流 210・C-Ⅰ-021 平成29年3月31日 伝法沢 伝法沢 大淵 大淵町３ 12 0

35 土石流 210・C-Ⅰ-022 平成29年3月31日 伝法沢第１支渓 伝法沢第１支渓 大淵 大淵町３ 吉原富士本中町 0 0

36 土石流 210・C-Ⅰ-024 平成29年3月31日 赤渕川第１支渓 赤渕川第１支渓 吉永 富士岡入町 6 0

37 土石流 210・C-Ⅰ-025 平成29年3月31日 赤渕川第２支渓 赤渕川第２支渓 吉永 富士岡入町 16 0

38 土石流 210・C-Ⅰ-027 平成29年3月31日 赤渕川第４支渓 赤渕川第４支渓 吉永北 間門町 鵜無ヶ淵町１ 1 0

39 土石流 210・C-Ⅰ-028 平成29年3月31日 赤渕川第５支渓 赤渕川第５支渓 吉永北 間門町 鵜無ヶ淵町１ 0 0

40 土石流 210・C-Ⅰ-031 平成29年3月31日 赤渕川第８支渓 赤渕川第８支渓 1 0

41 土石流 210・C-Ⅰ-034 平成29年3月31日 天ヶ沢 天ヶ沢 須津 神谷町２ 3 0

42 土石流 210・C-Ⅰ-035 平成29年3月31日 江尾江川 江尾江川 須津 増川町３ 増川町１ 2 0

43 土石流 210・C-Ⅰ-037 平成29年3月31日 江尾江川第２支渓 江尾江川第２支渓 須津 江尾町２ 1 0

44 土石流 210・C-Ⅰ-040 平成29年3月31日 砂沢 砂沢 大淵 吉原富士本中町 吉原富士本西町 0 0

45 土石流 210・C-Ⅱ-026 平成29年3月31日 赤渕川第３支渓 赤渕川第３支渓 吉永北 間門町 鵜無ヶ淵町１ 18 0

46 土石流 210・C-Ⅱ-032 平成29年3月31日 赤渕川第９支渓 赤渕川第９支渓 吉永北 間門町 鵜無ヶ淵町１ 18 0

47 土石流 210・C-Ⅰ-047 平成29年3月31日 凡夫川 凡夫川 大淵 吉原富士本中町 15 0

48 土石流 381-Ⅱ-005 平成29年3月31日 中島沢Ａ 中島沢 富士川 かぎあな 3 0

49 土石流 381-Ⅱ-005-2 平成29年3月31日 中島沢Ｂ 中島沢 富士川 かぎあな 3 0

50 土石流 210・C-Ⅲ-048 平成29年3月31日 赤渕川第１０支渓 赤渕川第１０支渓 0 0

51 土石流 381-Ⅰ-001 平成29年3月31日 山田川 山田川 松野 大北町 43 0

52 土石流 381-Ⅱ-001 平成29年3月31日 清水ヶ糸沢 清水ヶ糸沢 松野 清水町 侭下町 7 0

53 土石流 381-S-0001 平成30年3月30日 いどり沢 いどり沢 富士川 かぎあな 5 0

1 地すべり 210-Ⅱ-001 平成28年10月4日 中之郷 中之郷 富士川 新町本町 中之郷本通4 9 0
さくら台幼稚園
（中之郷3779）

2 地すべり 22-0020 令和2年3月6日 木島 木島 富士川 小山 室野 木島 54 0

2708 139

 1　法１項１号

 ２　法１項２号

 ３　法１項３号

 ４　法１項４号

 ５　法２項

 ６　法１項５号

 ７　法１項６号 富士市避難情報の判断・伝達マニュアル（資料7‐21）に記載した避難情報の判断基準による。

土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達については、富士市地域
防災計画　共通対策編第3章第4節　通信情報計画のとおり。

避難場所は地区まちづくりセンター・知人宅・ホテル等の警戒区域外とし、避難路等については別に定
める土砂災害ハザードマップによる。

自主防災組織が主体となり地域の実情に合った防災訓練を実施する。

警戒区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地については、上記表による。

福祉施設に対しては、避難情報の発表に合わせ、必要に応じて避難すべきである旨を電話又はFAXに
より伝達する。避難が間に合わない場合には、いっとき待避所での退避（垂直避難）により安全を確保す
ることを伝達する。

救助に関する事項については、富士市地域防災計画 共通対策編第3章第7節　避難救出計画のとお
り。

※ この表は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）第８条」（以下、
「法」という。）に基づく土砂災害警戒避難体制を記したものである。
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資料２－６ 

 

静岡県第 4次地震被害想定 
 

１.被害想定の目的  

東日本大震災等の教訓や蓄積された科学的知見を生かし、二つのレベルの地震・津波を

想定している。今後の地震・津波対策の基礎資料として活用することを目的とする。 

 

２.対象とする地震・津波 

 

区分 南海トラフ（駿河トラフ）沿い 相模トラフ沿い 

レベル１ 

発生頻度が比較的高く（100

年～150 年に一度）、発生す

れば大きな被害をもたらす 

東海地震、東海・東南海地震 

東海・東南海・南海地震 

宝永型地震、安政東海型地震 

５地震総合モデル 

（マグニチュード8.0～8.7程度） 

大正型関東地震  

（マグニチュード 8.2 程度） 

レベル２ 

発生頻度は極めて低い（千

年～数千年に一度）が、発

生すれば甚大な被害をもた

らす、あらゆる可能性を考

慮した最大クラス 

南海トラフ巨大地震（2012 内閣府） 

（マグニチュード 9.0 程度） 

元禄型関東地震  

相模トラフ沿いの最大クラス 

（マグニチュード 8.5 程度） 
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３．地震動 

① 揺れ方の特徴 

区 分 揺れ方の特徴 

レベル１ 

発生頻度が比較的高く（100年

～150 年に一度）、発生すれば

大きな被害をもたらす 

●静岡県においては、東海地

震の震源域の破壊による影響

が大きく、（遠くの震源域の影

響は必然的に少ないため、）レ

ベル１とレベル２で揺れの強

さに本質的な違いはない 

 

●地震発生直後、最初に強い

縦揺れが起こり、続いて大き

く激しい横揺れとなる 

地盤の軟弱な地域を中心に

大きな揺れが１～２分間程

度続く 

レベル２ 

発生頻度は極めて低い（千年～

数千年に一度）が、発生すれば

甚大な被害をもたらす、あらゆ

る可能性を考慮した最大クラス 

東日本大震災で経験したよ

うに強弱を繰り返しながら

強く大きな揺れが３～４分

間（地盤が軟弱であればそれ

以上）継続する可能性が高い 

② 震度分布･･･富士市の最大震度：６強 

 
（＊富士市防災マップにカラーで掲載） 

４．液状化可能性ランク分布図 

（＊富士市防災マップにカラーで掲載） 
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５．津波 

① 津波高 

 第 4 次被害

想定 
宝永型地震 

安政東海型

地震 

５地震総合

モデル  

平均 最大 平均 最大 平均 最大 平均 最大 

レベル１ ３m ３m ２m ３m ３m ４m ３m ４m 

レベル 2 ５m ６m 

②津波到達時間 

 

 

 

③浸水面積（平方キロメートル） 

 

 

 

 

④浸水域・浸水深 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（＊富士市防災マップ、富士市津波避難マップにカラーで掲載） 

 

50cm 1m 3m 最大津波 

レベル１ 2分 3 分 － 11 分 

レベル 2 3 分 3 分 11 分 15 分 

 

1cm 以上 1m 以上 2ｍ以上 5m 以上 

レベル１ 0.3 0.1 － － 

レベル２ 2.4 0.7 0.3 － 
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1 97 小池川（中ノ郷） 中之郷 昭 和 3 年 4 月 17 日 0.40

2 401 凡夫川 久沢 昭 和 22 年 12 月 29 日 4.80

3 401 伝法沢川 伝法 昭 和 22 年 12 月 29 日 1.10

4 401 須津川 神谷、中里、川尻 昭 和 22 年 12 月 29 日 3.84

5 401 春山川 船津、西船津、境 昭 和 22 年 12 月 29 日 3.18

6 943 小池川 中之郷 昭 和 27 年 7 月 12 日 1.66

7 943 須津川 中里 昭 和 27 年 7 月 12 日 1.90

8 1263 須津川 中里 昭 和 30 年 11 月 7 日 14.54

9 1586 小池川 中之郷 昭 和 30 年 12 月 27 日 2.62

10 1898 須津川 中里 昭 和 31 年 12 月 5 日 0.16

11 6 血流川 南松野 昭 和 34 年 1 月 8 日 2.96

12 6 有無瀬川 北松野 昭 和 34 年 1 月 8 日 1.27

13 1356 由比川 入山 昭 和 34 年 7 月 22 日 3.42

14 1647 血流川 南松野 昭 和 34 年 9 月 4 日 0.81

15 1647 有無瀬川 北松野 昭 和 34 年 9 月 4 日 1.50

16 1245 中島沢 南松野、中之郷 昭 和 35 年 7 月 7 日 6.79

17 1245 西川 南松野 昭 和 35 年 7 月 7 日 5.16

18 912 有無瀬川 南松野、北松野 昭 和 36 年 3 月 31 日 1.89

19 912 由比川 北松野 昭 和 36 年 3 月 31 日 0.85

20 2994 赤渕川 比奈 昭 和 37 年 12 月 6 日 3.64

21 128 中河原沢 南松野 昭 和 39 年 1 月 28 日 2.00

22 2765 大嶽沢 中之郷 昭 和 41 年 8 月 16 日 1.75

23 4611 西野沢 北松野 昭 和 42 年 12 月 28 日 3.25

24 4611 大倉川 南松野 昭 和 42 年 12 月 28 日 3.71

25 1276 赤渕川 鵜無ケ淵 昭 和 45 年 8 月 18 日 3.25

26 1657 凡夫川 厚原 昭 和 46 年 10 月 2 日 2.28

27 265 伝法沢川 伝法 昭 和 47 年 2 月 24 日 1.56

28 1306 有無瀬川 北松野 昭 和 48 年 6 月 9 日 1.05

29 1306 天間沢 天間 昭 和 48 年 6 月 9 日 1.95

30 955 中河原沢 南松野 昭 和 50 年 6 月 17 日 3.09

31 690 矢田沢 岩本 昭 和 55 年 3 月 29 日 2.08

32 933 赤淵川 比奈、間門 昭 和 56 年 4 月 24 日 3.99

33 790 須津川 江尾 昭 和 59 年 3 月 30 日 2.22

34 1727 吉津川 岩渕 昭 和 59 年 12 月 24 日 2.16

35 1366 赤淵川 桑崎 昭 和 60 年 10 月 12 日 3.82

36 1366 千束川 桑崎 昭 和 60 年 10 月 12 日 2.76

37 1891 木島沢 木島 昭 和 61 年 12 月 3 日 0.80

富士川

 大字(地区) 指 定 年 月 日
指定面積
（ha）

砂防指定地 一覧表

渓流名No. 告示番号 水系名
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 大字(地区) 指 定 年 月 日
指定面積
（ha）

渓流名No. 告示番号 水系名

38 1891 天間沢 天間、富士宮市杉田 昭 和 61 年 12 月 3 日 3.24

39 1571 須津川 中里 昭 和 62 年 9 月 4 日 0.69

40 194 伝法沢川及び小山沢 中野 昭 和 63 年 2 月 15 日 2.17

41 2152 小山沢川 大渕 昭 和 63 年 11 月 8 日 1.22

42 2152 東沢右支川 鵜無ケ淵 昭 和 63 年 11 月 8 日 2.18

43 1699 天沢 江尾 平 成 1 年 10 月 6 日 1.32

44 1699 砂沢川 大渕 平 成 1 年 10 月 6 日 0.94

45 10 円照寺川 増川、江尾 平 成 3 年 1 月 7 日 11.43

46 673 赤渕川 桑崎 平 成 4 年 3 月 17 日 28.00

47 1064 千束川 桑崎、比奈 平 成 4 年 4 月 23 日 6.72

48 943 円照寺川 江尾 平 成 5 年 3 月 25 日 5.20

49 943 花沢川 鵜無ケ渕 平 成 5 年 3 月 25 日 0.64

50 943 小山沢 中野 平 成 5 年 3 月 25 日 1.40

51 943 不動沢 大渕 平 成 5 年 3 月 25 日 0.97

52 2070 凡夫川 大渕 平 成 5 年 10 月 29 日 3.23

53 2121 山田川 北松野 平 成 5 年 11 月 9 日 0.39

54 2228 伝法沢川 中野 平 成 6 年 11 月 21 日 0.86

55 84 須津川 中里、江尾 平 成 7 年 1 月 19 日 2.09

56 550 万騎沢 江尾、境 平 成 8 年 3 月 12 日 0.86

57 1324 春山川 船津 平 成 8 年 5 月 13 日 1.28

58 294 砂沢川 大渕 平 成 9 年 2 月 27 日 2.52

59 327 須津川 江尾 平 成 9 年 3 月 3 日 2.94

60 2129 東沢 鵜無ケ渕、間門、江尾 平 成 10 年 12 月 14 日 37.52

61 2240 東沢 間門 平 成 12 年 11 月 28 日 0.42

62 10 須津川 江尾 平 成 15 年 1 月 9 日 3.93

63 10 虚無僧川 江尾 平 成 15 年 1 月 9 日 1.50

64 60 凡夫川 大渕 平 成 20 年 1 月 24 日 4.52

65 60 千束川 桑崎 平 成 20 年 1 月 24 日 3.84

66 7 砂沢 大渕 平 成 21 年 1 月 6 日 2.72

67 973 血流川 南松野 平 成 23 年 9 月 27 日 0.67

68 1475 千束川 桑崎 平 成 24 年 12 月 21 日 2.06

69 519 小池川 中之郷 平 成 25 年 5 月 23 日 0.03

70 1302 砂沢 大渕 平 成 25 年 12 月 25 日 5.89

71 118 川坂沢 岩淵 平 成 26 年 2 月 10 日 0.58

72 1149 不動沢 大渕 平 成 26 年 12 月 15 日 1.19

73 950 千束川 比奈 平 成 28 年 8 月 23 日 11.09

74 235 不動沢 比奈 平 成 29 年 3 月 27 日 10.39

75 202 田中沢 木島 平 成 30 年 2 月 2 日 0.13

76 283 久遠寺川 大渕 令 和 2 年 3 月 13 日 6.22

富士川
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 大字(地区) 指 定 年 月 日
指定面積
（ha）

渓流名No. 告示番号 水系名

77 641 不動沢 大渕 令 和 2 年 6 月 4 日 3.57



資料２－８

1 105-Ⅰ-1487 旭　町 岩　淵 昭 和 45 年 3 月 31 日 20,908 79

2 104-Ⅰ-931 宇東川 今　泉 昭 和 46 年 4 月 13 日 3,100 29

3 104-Ⅰ-926 大野新田 大野新田 昭 和 47 年 2 月 15 日 3,300 20

4 105-Ⅰ-1495 幸　町 中之郷 昭 和 47 年 4 月 11 日 9,821 16

5 104-Ⅰ-927 今　井 今　井 昭 和 48 年 2 月 2 日 6,180 27

6 105-Ⅰ-1494 幸町東 中之郷 昭 和 50 年 4 月 1 日 13,790 27

宮　町 昭 和 50 年 12 月 16 日 7,371 6

宮町No.2 平 成 15 年 6 月 6 日 891 1

8 104-Ⅰ-936 矢田沢 岩　本 昭 和 51 年 12 月 7 日 2,200 13

9 105-Ⅰ-1488 旭町No.2 中之郷 昭 和 53 年 3 月 28 日 3,200 49

10 104-Ⅰ-928 鈴川砂山 鈴川 昭 和 56 年 3 月 31 日 5,400 19

久沢沢東 昭 和 58 年 4 月 5 日 2,640 6

久沢沢東No.2 昭 和 60 年 11 月 12 日 1,420 4

12 105-Ⅰ-1485 上　町 岩　淵 昭 和 59 年 3 月 21 日 8,175 21

13 105-Ⅰ-1481 城　山 北松野 昭 和 59 年 4 月 6 日 3,240 7

14 105-Ⅰ-1484 舟山町 岩　淵 昭 和 60 年 1 月 25 日 7,478 21

15 104-Ⅰ-930 鈴　川 鈴　川 昭 和 60 年 11 月 12 日 1,600 8

16 105-Ⅰ-1489 赤　岩 中之郷 昭 和 61 年 3 月 7 日 5,292 19

17 104-Ⅰ-922 江　尾 江　尾 昭 和 63 年 1 月 5 日 3,819 13

18 104-Ⅰ-925 増川西 増　川 昭 和 63 年 7 月 12 日 3,557 7

19 104-Ⅰ-932 斉　藤 原　田 昭 和 63 年 7 月 12 日 705 5

20 104-Ⅰ-2795 増川東 増　川 昭 和 63 年 7 月 12 日 1,235 7

21 104-Ⅰ-923 増川北 増　川 平 成 元 年 7 月 14 日 1,559 7

22 105-Ⅰ-2910 舟山町北 岩　淵 平 成 元 年 8 月 22 日 954 11

23 104-Ⅰ-933 富士岡 富士岡 平 成 4 年 6 月 16 日 5,232 12

24 105-Ⅰ-1489 四十九 中之郷 平 成 5 年 3 月 30 日 524 7

25 104-Ⅰ-2803 若松町 大　淵 平 成 6 年 3 月 1 日 5,455 21

26 104-Ⅰ-924 神　谷 神　谷 平 成 12 年 12 月 26 日 3,056 7

27 104-Ⅰ-1375 中之郷新町 中之郷 平 成 14 年 3 月 12 日 4,437 16

28 104-Ⅰ-921 江尾No.2 江　尾 平 成 18 年 11 月 6 日 12,287 16

29 105-Ⅰ-1486 坂　下 岩　淵 平 成 17 年 1 月 25 日 2,102 12

30 104-Ⅰ-932 吉原中島 原　田 平 成 19 年 3 月 23 日 1,855 7

31 104-Ⅰ-2800 今宮印之 今　宮 平 成 23 年 12 月 26 日 7,547 7

32 104-Ⅰ-3551 大淵糀窪 大　淵 平 成 27 年 3 月 13 日 2,572 9

33 104-Ⅰ-2797 間　門 間　門 令 和 2 年 9 月 15 日 21,468 23

34 105-Ⅰ-1482 水　口 南松野 令 和 4 年 1 月 14 日 12169 10

指 定 年 月 日 保全人家指定面積

急傾斜地崩壊危険区域　一覧表

105-Ⅰ-1491

11 久　沢

中之郷7

区域名No. 箇所番号

104-Ⅰ-934

大字
(地区)
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最大 平均 平均 最高 最低 平均 時間最大 日最大 月積算 最高 最低

年 月 方位 ％ m/s m/s ％ ℃ ℃ ℃ mm mm mm hPa hPa

R3 23 6 2 NNW 39.1 21.3 3.2 61.3 18.6 -3.3 6.9 3.5 15.5 51.0 1025.9 995.8

R4 21 8 2 NNW 42.6 19.8 3.0 59.2 15.1 -1.5 6.0 4.0 14.5 21.0 1022.7 992.9

R5 25 5 1 NNW 43.0 27.7 3.1 62.9 15.0 -2.8 6.8 2.0 5.0 14.0 1022.4 988.6

R3 18 9 1 NNW 30.8 22.8 3.6 54.8 20.3 -0.6 9.5 10.5 39.5 71.5 1032.3 978.5

R4 24 2 2 NNW 34.8 18.1 3.1 56.4 16.8 -1.0 6.4 3.0 20.5 50.5 1023.3 993.1

R5 16 7 5 NNW 28.2 18.4 3.1 66.7 18.7 1.3 8.7 3.5 26.0 49.0 1029.1 996.9

R3 12 16 3 NNW 25.3 21.5 2.9 73.4 22.3 5.9 13.5 24.5 81.5 253.5 1030.0 994.7

R4 13 14 4 NNW 21.3 19.3 2.9 70.1 26.1 2.8 12.6 8.5 43.5 110.0 1027.3 989.0

R5 17 10 4 NNW 27.6 16.9 2.8 77.3 24.4 5.2 13.8 10.0 47.0 169.0 1024.9 997.8

R3 18 7 5 NNW 16.8 20.2 2.8 68.9 22.9 7.5 15.8 18.0 82.0 190.0 1031.1 992.9

R4 10 13 7 NNW 17.7 21.7 2.9 84.1 27.2 6.3 16.0 16.5 62.5 283.0 1026.5 994.7

R5 15 12 3 NNW 19.4 16.9 3.0 74.1 27.0 6.4 16.5 13.5 59.0 189.5 1022.9 989.7

R3 7 18 6 SSW 13.3 19.4 2.7 80.4 29.3 11.0 19.8 14.5 72.5 235.0 1018.1 994.7

R4 16 9 6 NNW 19.9 20.9 2.4 80.9 28.9 9.5 19.5 30.5 92.5 239.5 1020.9 992.5

R5 16 10 5 NNW 18.1 18.0 2.7 82.9 27.7 10.7 19.3 27.0 78.5 303.5 1024.3 993.4

R3 4 21 5 NNW 16.2 15.9 2.2 82.6 30.4 17.9 23.2 18.5 86.5 167.5 1017.4 992.1

R4 10 14 6 S 19.1 16.1 2.3 88.4 31.4 16.0 22.9 16.5 47.5 144.0 1014.4 989.0

R5 8 15 7 S 18.5 23.5 2.1 89.6 30.2 16.2 23.1 36.0 331.0 527.0 1012.8 993.0

R3 11 17 3 SSW 13.3 16.1 2.0 89.7 33.7 20.2 26.5 66.0 223.0 668.5 1017.4 994.2

R4 15 8 8 S 20.6 10.5 1.8 91.7 34.0 21.0 26.9 26.0 93.0 294.5 1014.4 994.7

R5 18 12 1 S 22.9 14.7 2.3 88.7 34.3 20.8 27.4 24.5 55.5 77.0 1015.3 996.7

R3 9 19 3 SSW 17.6 23.4 2.5 89.0 36.2 21.4 27.8 32.0 66.5 273.5 1016.1 991.6

R4 7 21 3 S 19.2 19.3 2.2 91.6 34.7 21.7 27.7 23.5 158.5 356.5 1015.2 997.8

R5 11 15 5 NNW 17.9 16.2 2.6 87.7 36.8 23.2 28.9 51.0 258.0 411.5 1014.9 998.2

R3 8 20 2 NNW 19.3 14.4 2.3 84.1 32.8 16.8 24.0 29.5 89.5 208.0 1020.3 1000.9

R4 14 12 4 SSE 16.8 19.6 2.4 85.3 33.7 19.1 25.7 58.0 144.0 424.0 1016.5 991.7

R5 15 13 2 NNW 16.0 23.2 2.5 86.3 36.5 19.2 27.2 38.5 54.0 220.5 1017.2 1001.3

R3 13 17 1 NNW 22.9 17.3 2.6 79.9 30.5 10.8 19.9 5.0 17.5 49.5 1024.3 987.0

R4 16 13 2 NNW 30.3 16.6 2.7 79.5 29.9 8.8 18.7 10.0 39.0 100.5 1025.5 1003.1

R5 24 6 1 NNW 34.6 15.1 3.0 75.4 30.5 12.0 19.4 10.0 34.0 134.5 1022.8 993.3

R3 20 7 3 NNW 38.9 18.3 3.4 69.9 23.2 4.7 14.3 13.5 34.0 78.5 1028.3 994.0

R4 21 5 4 NNW 39.3 19.4 3.1 78.1 25.5 8.9 15.8 30.0 123.5 186.0 1024.2 999.9

R5 23 6 1 NNW 36.2 21.8 3.4 73.2 26.5 4.3 15.1 10.5 42.0 91.0 1023.9 994.7

R3 23 5 3 NNW 40.4 18.6 3.4 68.0 20.2 -1.7 8.9 14.5 51.0 96.0 1026.6 989.6

R4 24 7 0 NNW 41.7 22.4 3.3 66.8 17.8 -1.2 8.4 5.5 20.5 35.0 1023.7 985.4

R5 26 4 1 NNW 42.8 20.5 3.4 69.2 21.6 -0.6 10.1 5.0 35.0 71.5 1026.5 997.3

R3 166 162 37 NNW 24.0 23.4 2.8 75.2 36.2 -3.3 17.5 66.0 223.0 2342.5 1032.3 978.5

R4 191 126 48 NNW 24.3 22.4 2.7 77.7 34.7 -1.5 17.2 58.0 158.5 2244.5 1027.3 985.4

R5 214 115 36 NNW 25.6 27.7 2.8 77.8 36.8 -2.8 18.0 51.0 331.0 2258.0 1029.1 988.6

6

7

8

　　※天気概況は、15時のデータを使用しています。（富士市消防本部調べ）

年
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富士市の気象

区　分
天気概況 風　向 風　速 湿度 気　温

（令和3年～令和5年）  
降雨量



気象等の予報及び警報の種類と発表基準 

 

１ 気象等の予報及び警報等の種類 

  特別警報・警報・注意報 
大雨、洪水、高潮などの気象現象によって、災害が発生するおそれのあるときには「注意報」

が、重大な災害が発生するおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が発生するおそれが著

しく高まっている場合には「特別警報」が、県内の市町ごと※に発表される。また、警報等が発表

された場合のテレビやラジオによる放送では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、

市町村等をまとめた地域の名称を用いて、警戒が必要な地域を発表する場合がある。 

※ 静岡市及び浜松市では、さらに南部と北部に分割し発表される。 

 

特別警報・警報・注意報の概要 

種  類 概  要 

特別警報 警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそ

れが著しく高まっている場合に、最大級の警戒を呼びかけるもの 

警 報 重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報 

注意報 災害が発生するおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

種 類 概 要 

 

 

 

 

特 

 

別 

 

警 

 

報 

大雨特別警報 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場

合に発表される。特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨特別警報（土

砂災害）」、「大雨特別警報（浸水害）」又は「大雨特別警報（土砂災害、浸

水害）」のように発表される。 

災害が発生又は切迫していることを示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表される。 

暴風特別警報 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予

想される場合に発表される。 

暴風雪特別警報 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が

吹くと予想される場合に発表される。 

波浪特別警報 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予

想される場合に発表される。 

高潮特別警報 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予

想される場合に発表される。危険な場所からの避難が必要とされる「警戒

レベル４」に相当する。 

 

 

 

警 

 

 

報 

大雨警報 大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。特に警戒すべき事項を標題に明示して「大雨警報（土

砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」又は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」の

ように発表される。雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが残っている

場合には発表が継続される。 

大雨警報（土砂災害）においては、高齢者等は危険な場所からの避難が必

要とされる「警戒レベル３」に相当する。 

洪水警報 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫により重

大な洪水災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対

象となる重大な洪水災害として、河川の増水・氾濫及び堤防の損傷・決壊、

並びにこれらによる重大な浸水害があげられる。 

高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レベル３」に相当

する。 

大雪警報 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大な災害が
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発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

暴風雪警報 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。暴風による重大な災害のおそれに加え、暴風で雪が舞っ

て視界が遮られることによる重大な災害のおそれについても警戒を呼び

かける。ただし「大雪＋暴風」の意味ではなく、大雪により重大な災害が

発生するおそれがあると予想されたときには大雪警報が発表される。 

波浪警報 高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。 

高潮警報 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。 

危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レベル４」に相当する。 

 

 

 

 

注 

 

意 

 

報 

大雨注意報 大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。雨が止んでも、土砂災害等のおそれが残っている場合には

発表が継続される。 

避難行動の確認が必要とされる「警戒レベル２」である。 

洪水注意報 河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水により洪水災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる洪水

災害として、河川の増水及び堤防の損傷、並びにこれらによる浸水害があ 

げられる。 

避難行動の確認が必要とされる「警戒レベル２」である。 

大雪注意報 降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。強風による災害のおそれに加え、強風で雪が舞って視界が遮ら

れることによる災害のおそれについても注意が呼びかけられる。ただし

「大雪＋強風」の意味ではなく、大雪により災害が発生するおそれがある

と予想されたときには大雪注意報が発表される。 

波浪注意報 高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

高潮注意報 台風や低気圧等による異常な潮位上昇により災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。 

高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、避難行動の確認

が必要とされる「警戒レベル２」である。高潮警報に切り替える可能性が

高い旨に言及されている場合、高齢者等は危険な場所からの避難が必要と

される「警戒レベル３」に相当する。 

雷注意報 落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達

に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。対象となる災害として、濃い霧により見通しが悪くなることによる交

通障害等の災害があげられる。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、大気の乾燥により火災・延焼等が発生する危険の大

きい気象条件が予想された場合に発表される。 

なだれ注意報 なだれによる災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。山などの斜面に積もった雪が崩落することによる人や建物の被害が発

生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
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着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による通信線・送電

線の断線、船体着氷による転覆・沈没等の被害が発生するおそれのあると 

きに発表される。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、雪が付着することによる電線等の断線や送電鉄塔等

の倒壊等の被害が発生する（気温０℃付近で発生しやすい）おそれのある 

ときに発表される。 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、積雪が融解することによる土砂災害や浸水害が発生するおそ

れがあるときに発表される。 

霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具

体的には、春・秋に気温が下がって霜が発生することによる農作物や果実

の被害が発生するおそれのあるときに発表される。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、低温による農作物の被害（冷夏の場合も含む）や水道管の凍

結や破裂による著しい被害の発生するおそれがあるときに発表される。 

 

  水防活動用の気象等の警報及び注意報 

水防活動の利用に適合する予報で、重大な災害の起こるおそれがある場合は「警報」、災害の起こ

るおそれがある場合は「注意報」が発表される。警報及び注意報は、指定河川洪水予報を除き、一

般の利用に適合する特別警報、警報及び注意報をもって代える。 

 

 

  大雨警報・洪水の危険度分布等 

警報の危険度分布等の種類と概要 

種 類 概 要 

土砂キキクル（大雨警

報(土砂災害)の危険

度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりを、地図上で１km 四方の領

域（メッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情報。常時 10 分毎に更

新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表された

ときに、どこで危険度が高まるかを把握することができる。 

・「災害切迫」（黒）：災害が発生又は切迫していることを示す「警戒レ

ベル５」に相当する。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レベル４」

に相当する。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる「警

水防活動の利用に

適合する警報 

一般の利用に 

適合する警報 
 

水防活動の利用に 

適合する注意報 

一般の利用に 

適合する注意報 

水防活動用 

気象警報 

大雨警報又は大雨特別

警報 
 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 

水防活動用 

津波警報 

津波警報又は津波特別

警報 
 

水防活動用 

津波注意報 
津波注意報 

水防活動用 

高潮警報 

高潮警報又は高潮特別

警報 
 

水防活動用 

高潮注意報 
高潮注意報 

水防活動用 

洪水警報 
洪水警報  

水防活動用 

洪水注意報 
洪水注意報 
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戒レベル３」に相当する。 

・「注意」（黄）：避難行動の確認が必要とされる「警戒レベル２」であ

る。 

浸水キキクル（大雨警

報(浸水害)の危険度

分布） 

 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりを、地図上で１km 四方

の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

常時 10 分毎に更新しており、雨が強まってきたときや大雨警報（浸水

害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まっているかを把握する

ことができる。 

洪水キキクル（洪水警

報の危険度分布） 

 

大雨による中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水災害発生の

危険度の高まりを、５段階に色分けして地図上に示したもの。危険度の

判定には３時間先までの流域雨量指数の予測値を用いており、中小河

川の特徴である急激な増水による危険度の高まりを事前に確認するこ

とができる。また、大河川で洪水のおそれがあるときに発表される指定

河川洪水予報や国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）に

ついて表示しており、中小河川の洪水危険度とあわせて確認すること

ができる。 

・「災害切迫」（黒）：災害が発生又は切迫していることを示す「警戒レ

ベル５」に相当する。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レベル４」

に相当する。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる「警

戒レベル３」に相当する。 

・「注意」（黄）：避難行動の確認が必要とされる「警戒レベル２」であ

る。 

流域雨量指数の予測

値 

河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険

度が高まるかを把握するための指標。全国の約 20,000 河川を対象に、

河川流域を１km 四方の格子（メッシュ）に分けて、降った雨水が、地

表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿っ

て流れ下る量を、タンクモデルや運動方程式を用いて数値化したもの

で、各地の気象台が発表する洪水警報・注意報の判断基準に用いられて

いる。 

 

  早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から翌日にかけ

ては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（静岡県東部など）で、２日先から５

日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（静岡県など）で発表される。

大雨に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める

必要があることを示す警戒レベル１である。 

  全般気象情報、東海地方気象情報、静岡県気象情報 

ア 警報や注意報に先立つ注意の喚起 

「警報や注意報に先立って現象を予告し、注意を呼びかける」役割があり、24時間から２～３

日先に災害に結びつくような激しい現象が発生する可能性のあるときに発表される。また、線状

降水帯による大雨発生の可能性が高い場合に、府県単位を基本に、その可能性を半日程度前から

気象情報において呼びかけられる。 

イ 現象の経過、予想、防災上の留意点等の解説 

    「警報や注意報の発表中に、現象の経過、予想、防災上の留意点等を解説する」役割があり、

警報や注意報を発表している間に、その利用価値を高め、防災対応への支援をより効果的にする

ために、現象の経過、予想、防災上の留意点等を具体的に知らせることが必要であるときに発表

される。「警報」「注意報」「気象情報」は一体のものとして発表される。 
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  土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況

となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象と

なる市町村（※）を特定して警戒を呼びかける情報で、静岡県では県と静岡地方気象台から共同で

発表される。危険な場所からの避難が必要とされる「警戒レベル４」に相当する。土砂災害警戒情

報が発表された市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は、土砂キキクル（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布）で確認することができる。 

※ 静岡市及び浜松市では、さらに南部と北部に分割し発表される。 

  記録的短時間大雨情報 

数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測（地上の雨量計による観測）したり、

解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解析雨量）したりしたときに発表される。

この情報は、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につな

がるような、稀にしか観測しない雨量であることを知らせるために、雨量基準を満たし、かつ、大

雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に発表されるもので、

大雨を観測した観測点名や市町村等を明記している。雨量基準は、１時間雨量歴代１位または２位

の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めている。 

   この情報が発表されたときは、当該地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につ

ながるような猛烈な雨が降っていることを意味している。実際にどこで災害発生の危険度が高まっ

ているかを、キキクル（危険度分布）で確認する必要がある。 

  顕著な大雨に関する気象情報 

   大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が

同じ場所で実際に降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報で

あり、警戒レベル４相当以上の状況で発表される。 

  竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバーストなどの激しい突風（以下「竜巻等」という。）に対し

て注意を呼びかける情報で、雷注意報を補足する情報として発表される。対象地域内で竜巻等の発

生する可能性が高まっている領域については、竜巻発生確度ナウキャストで確認する必要がある。 

竜巻注意情報は、竜巻発生確度ナウキャストで発生確度２が現れた地域に発表しているほか、目撃

情報が得られて竜巻等が発生するおそれが高まったと判断された場合にも発表されており、有効期

間は発表から約１時間となる。発表後すみやかに防災機関や報道機関へ伝達される。 

  富士川（釜無川を含む）洪水予報 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、気象庁は

国土交通省または都道府県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水

位または流量を示した洪水の予報を行っており、これを「指定河川洪水予報」と呼んでいる。 

   指定河川洪水予報の標題には、氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報の４

つがあり、河川名を付して「○○川氾濫注意情報」「△△川氾濫警戒情報」のように発表される。 

   指定河川洪水予報は、関係行政機関、都道府県や市町村へ伝達され水防活動等に利用されるほか、

市町村や報道機関を通じて地域住民の方々へ伝えられる。気象庁ウェブサイトや各関係機関・自治

体のウェブサイトからも閲覧することができる。 

富士川（釜無川を含む）については、国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所と甲府地

方気象台及び静岡地方気象台が、共同で同洪水予報を発表する（「資料 10-7 国土交通大臣と気象

庁長官が共同して行う洪水予報とその措置」参照）。警戒レベル２から５に相当する。 

  火災気象通報 

消防法第 22 条第１項の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに都道府

県知事に対して行われる通報で、市町村長が発令する火災警報の基礎となる。実効湿度、風速など

により通報基準を定めている。 

（共通対策編第２章 第３節 火災等予防計画参照） 

  災害時気象支援資料 

静岡地方気象台は、災害時の応急活動を支援するため、被災地を対象とした詳細な気象情報等の

資料３－２
 



提供に努める。 

 

２ 特別警報・警報・注意報発表基準一覧表 

令和6年5月23日現在 

富士市 

府県予報区 静岡県 

一次細分区域 東部 

市町村等をまとめた地域 富士山南西 

特別 

警報 

大 雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想

される場合 

高 潮 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想

される場合 

波 浪 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯的気圧により高波になると予想

される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹

くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

警報 

大 雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 22 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 182 

洪 水 

流域雨量指数基準 

富士早川流域=6.1，潤井川流域=39.3，沼川流域=32.

1，小潤井川流域=10.9，滝川流域=8.6，赤淵川流域=

14.6 

複合基準 富士早川流域=（20，6） 

指定河川洪水予報

による基準 
富士川（釜無川を含む）［南部］ 

暴 風 平均風速 
陸上 20m/s 

海上 25m/s 

暴風雪 平均風速 
陸上 20m/s 雪を伴う 

海上 25m/s 雪を伴う 

大 雪 降雪の深さ 
平地 12時間降雪の深さ10cm 

山地 12時間降雪の深さ20cm 

波 浪 有義波高 6.0m 

高 潮 潮位 1.5m 

注意報 

大 雨 
表面雨量指数基準 13 

土壌雨量指数基準 120 

洪 水 

流域雨量指数基準 

富士早川流域=4.8，潤井川流域=31.4，沼川流域=25.

6，小潤井川流域=8.7，滝川流域=6.8，赤淵川流域=1

1.6 

複合基準 
富士早川流域=（10，4.8），沼川流域=（6，25.7），

小潤井川流域=（6，8.4），滝川流域=（10，6.8） 

指定河川洪水予報

による基準 
富士川（釜無川を含む）［南部］ 

強 風 平均風速 
陸上 12m/s 

海上 15m/s 

風 雪 平均風速 
陸上 12m/s 雪を伴う 

海上 15m/s 雪を伴う 

大 雪 降雪の深さ 
平地 12時間降雪の深さ5cm 

山地 12時間降雪の深さ10cm 

波 浪 有義波高 3.0m 

高 潮 標高 1.1m 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融 雪  

濃 霧 視程 
陸上 100m 

海上 500m 

乾 燥 最小湿度30％で、実効湿度50％ 
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なだれ 
1.降雪の深さが30cm以上あった場合 

2.積雪が40cm以上あって最高気温が15℃以上の場合 

低 温 冬期：最低気温-4℃以下 

霜 早霜・晩霜期に最低気温4℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 110mm 

顕著な大雨に関する気象情報 

現在、10分先、20分先、30分先のいずれかにおいて、以下の基準をすべて満

たす場合に発表。 

１ 前３時間積算降水量（５kmメッシュ）が100mm以上の分布域の面積が500 

k㎡以上 

２ １.の形状が線状（長軸・短軸比2.5以上） 

３ １.の領域内の前３時間積算降水量最大値が150mm以上 

４ １.の領域内の土砂キキクル（大雨警報(土砂災害)の危険度分布）にお

いて土砂災害警戒情報の基準を超過（かつ大雨特別警報の土壌雨量指数

基準値への到達割合８割以上）又は洪水キキクル（洪水警報の危険度分

布）において警報基準を大きく超過した基準を超過 

 

３ 警報・注意報基準一覧表の解説 

  警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災害が 

起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本表の基準に達す

ると予想される市町村等に対して発表される。 

  大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意 

報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。また、乾燥注 

意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上記以外の注意報 

では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

  表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名で基準値を 

記述する場合がある。 

  表中において、対象の市町村等で現象が発現しない警報・注意報についてはその欄を斜線で、ま 

た現象による災害が極めて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な基準を定めてい

ない警報・注意報（洪水を除く。）についてはその欄を空白で、大雨警報・注意報の土壌雨量指数

基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複合基準のうち基準を定めていないもの、または、

洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場合についてはその欄を“－”で、それぞ

れ示している。 

  大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、 

土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に達すると予想

される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表するため、大雨警報の欄中、（浸水害）

は「大雨警報（浸水害）」、（土砂災害）は「大雨警報（土砂災害）」の基準をそれぞれ示してい

る。 

  地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用

することが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措置として基準のみにとら

われない警報・注意報の運用を行うことがある。また、このような状態がある程度長期間継続する

と考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定して

「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

  大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。ただし、暫

定基準を設定する際に市町村等の一部地域のみ通常より低い基準で運用する場合がある。 

  大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村等の域 

資料３－２
 



内における基準の最低値を示している。 

  洪水の欄中、｢○○川流域=10.5｣は、｢○○川流域の流域雨量指数10.5 以上｣を意味する。 

  洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、本表には主 

要な河川における代表地点の基準値を示している。欄が空白の場合は、当該市町村等において主要

な河川は存在しないことを表している。 

  洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域雨量指数） 

の組み合わせによる基準値を示している。 

  洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「富士川［南部］」は、洪水警報においては「指

定河川である富士川に発表された洪水予報において、南部基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫危

険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪水注意報においては、同

じく「南部基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水注意報を発表する」こ

とを意味する。 

  高潮警報・注意報の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面として東京湾平

均海面（TP）を用いるが、島嶼部など一部では国土地理院による高さの基準面あるいはMSL（平均

潮位）等を用いる。 

 

４ 気象等の注意報、警報及び特別警報の発表・切り替え・解除 

  気象等の注意報・警報及び気象情報等の発表 

静岡地方気象台が必要に応じて発表する。 

  気象等の注意報、警報及び特別警報の切り替え・解除 

注意報、警報及び特別警報は、その種類にかかわらず、これらの新たな注意報、警報または特別

警報が行われたときに切り替えられるものとし、または解除されるときまで継続されるものとす

る。 
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津波警報等の種類 

 
（１）大津波警報、津波警報、津波注意報 

 

ア.大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で予想さ

れる津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約３分

を目標に大津波警報、津波警報または津波注意報（以下これらを「津波警報等」という）を発表す

る。なお、大津波警報は、津波特別警報に位置づけられる。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。ただし、地震の

規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分内に精度よく推定するこ

とが困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積もられているおそれがある場合は、予

想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合

は、地震発生からおよそ 15 分程度で求められる、精度のよい地震規模（モーメントマグニチュー

ド）をもとに、予想される津波の高さを数値で示した更新報を発表する。 

 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等

の種類 
発表基準 

津波の高さ予想の 

区分 

発表される津波の高さ 
津波警報等を見聞きし

た場合にとるべき行動 数値での

発表 

巨大地震の

場合の発表 

大津波警報 

予想される津波の

高さが高いところ

で３ｍを超える場

合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が及び浸水

するおそれがあるた

め、沿岸部や川沿いに

いる人は、ただちに高

台や避難ビルなど安全

な場所へ避難する。 

警報が解除されるまで

安全な場所から離れな

い。 

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警報 

予想される津波の

高さが高いところ

で１ｍを超え、３

ｍ以下の場合 

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

津波注意報 

予想される津波の

高さが高いところ

で 0.2ｍ以上、１

ｍ以下の場合であ

って、津波による

災害のおそれがあ

る場合 

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ 
（表記な

し） 

海の中にいる人はただ

ちに海から上がって、

海岸から離れる。海水

浴や磯釣りは危険なの

で行わない。 

注意報が解除されるま

で海に入ったり海岸に

近付いたりしない。 

注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がな

かったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

 

 

 イ．津波警報等の留意事項等 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わない場

合がある。 

・津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、津

波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さ

が津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行

う場合がある。 
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（２） 津波情報 

 ア．津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを

津波情報で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

 情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報 

 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津

波の高さを５段階の数値（メートル単位）または２

種類の定性的表現で発表 

［発表される津波の高さの値は、「津波警報等の種類

と発表される津波の高さ等」参照］ 

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１） 

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測

値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを

津波予報区単位で発表（※２） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

※１ 津波観測に関する情報の発表内容について 

  ・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観測時刻

と高さを発表する。 

  ・最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難

を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であ

り観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中

であることを伝える。 

 

最大波の観測値の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞1 ｍ 数値で発表 

観測された津波の高さ≦１ｍ 「観測中」と発表 

津波警報 
観測された津波の高さ≧0.2 ｍ 数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2 ｍ 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 
数値で発表（津波の高さがごく

小さい場合は「微弱」と表現） 

※２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

  ・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測時刻と高

さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波の到達時刻、

最大波の到達時刻と高さ）を津波予報区単位で発表する。 

  ・最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さが低い段

階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津

波警報または津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく

「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到

達中であることを伝える。 

・ただし、沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、予報区との対応付けが困難

となるため、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、より沿岸に近く予報区と

の対応付けができている他の観測点で観測値や推定値が数値で発表されるまでは「観測中」と発

表する。 

 

資料３－３
 



最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から 100km 程度以内にある沖合の観測点） 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＞３ｍ 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦３ｍ 
沖合での観測値を「観測中」、沿

岸での推定値は「推定中」と発表 

津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＞１ｍ 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦１ｍ 
沖合での観測値を「観測中」、沿

岸での推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 
沖合での観測値、沿岸での推定値

とも数値で発表 

 
イ．津波情報の留意事項等 

① 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区

のなかでも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津波

が襲ってくることがある。 

・津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的に

予想される津波の高さより高くなる場合がある。 

② 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合があ

る。 

③ 津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以

上かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれ

がある。 

④ 沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 

・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が

到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表

が津波の到達に間に合わない場合もある。 

 

（３）津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表する。 

津波予報の発表基準と発表内容 

 発表基準 発表内容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 

津波の心配なしの旨を発表 

0.2m 未満の海面変動が予想されたとき

（津波に関するその他の情報に含めて

発表） 

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のた

め被害の心配はなく、特段の防災対応の

必要がない旨を発表 

津波警報等の解除後も海面変動が継続

するとき（津波に関するその他の情報

に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、

今後も継続する可能性が高いため、海に

入っての作業や釣り、海水浴などに際し

ては十分な留意が必要である旨を発表 
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緊急地震速報、地震情報等について 
 

 緊急地震速報は、平成19年12月1日から、地震動に関する予報及び警報に位置づけられました。 

（１）地震動警報：緊急地震速報（警報）又は緊急地震速報 

  最大震度５弱以上の揺れが予想された場合または長周期地震動階級3以上を予想した場合に、震度

４以上の強い揺れが予想される地域または長周期地震動階級3以上を予想した地域（静岡県では静岡

県西部・中部・東部・伊豆）に対し、地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発

表するもの。なお、震度6弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置づ

けられる。 

 注：緊急地震速報を発表してから強い揺れが到達するまでの時間は、長くても十数秒から数十秒とき

わめて短く、震源に近いところでは速報が間に合わないことがある。 

 

（２）地震動予報：緊急地震速報（予報） 

  気象庁の多機能型地震計設置のいずれかの観測点において、Ｐ波またはＳ波の振幅が100ガル以上

となった場合。地震計で観測された地震波を解析した結果、震源･マグニチュード･各地の予測震度が

求まり、そのマグニチュードが3.5以上、または最大予測震度が3以上である場合。 

 

（３）地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 

・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測

した地域名（全国を 188 地域に区分）と地

震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に 

関する 

情報 

・震度３以上 

（津波警報または注意報を発表

した場合は発表しない） 

「津波の心配がない」または「若干の海面

変動があるかもしれないが被害の心配はな

い」旨を付加して、地震の発生場所（震

源）やその規模（マグニチュード）を発

表。 

震源・震度に関

する情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表また

は若干の海面変動が予想さ

れた時 

・緊急地震速報（警報）発表

時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）、震度１以上を観測した地点と観

測した震度を発表。それに加えて、震度３以

上を観測した地域名と市町村毎の観測した

震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を

入手していない地点がある場合は、その市

町村・地点名を発表。 

推計震度分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、250m

四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図

情報として発表。 

長周期地震動に

関する観測情報 

・震度１以上を観測した地震

のうち長周期地震動階級１

以上を観測した場合 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級

の最大値のほか、個別の観測点毎に、長周期

地震動階級や長周期地震動の周期別階級等

を発表（地震発生から 10 分後程度で 1回発

表）。 
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遠地地震に関す

る情報 

国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした

場合等※ 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部等、著しい被害が発

生する可能性がある地域で

規模の大きな地震を観測し

た場合 

 

※国外で発生した大規模噴火

を覚知した場合にも発表す

ることがある 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）を地震発生から概ね 30

分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述

して発表※。 

 

※国外で発生した大規模噴火を覚知した場

合は噴火発生から１時間半～２時間程度で

発表。 

その他の情報 

・顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発し

た場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地

震が多発した場合の震度１以上を観測した

地震回数情報等を発表。 

 
（４）地震活動に関する解説資料等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び静岡地方気象台が静岡県

及び報道機関等に提供し、ホームページなどでも発表している資料。 

・地震解説資料 

担当区域内の沿岸に対し津波警報・注意報が発表された時や担当区域内で震度４以上の揺れを観

測した時などに防災等に係る活動の利用に資するよう緊急地震速報、大津波警報・津波警報・津波

注意報ならびに地震および津波に関する情報や関連資料を編集した資料。 

・静岡県の地震活動（月間地震概況）、静岡県及び周辺域の週間地震活動概況 

地震及び津波に関わる災害予想図の作成その他防災に係る関係者の活動を支援するための地震

活動を取りまとめた資料。静岡地方気象台では月毎に「静岡県の地震活動」を、週毎に「静岡県及

び周辺域の週間地震活動概況」を作成し発表している。 

 

（５）東海地震に関連する情報 

平成 29 年 11 月 1 日から「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始しました。これに伴い

現在、東海地震のみに着目した「東海地震に関連する情報」の発表は行っていない。 

 

（６）「南海トラフ地震に関連する情報」 

南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについて知らせるもので、情報の種類と発表

条件は以下のとおり。 

 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿

いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または

調査を継続している場合 

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説情報 

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発

表する場合 

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における

調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表す

る場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調

査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある。 
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情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で発表される。 

キーワード 各キーワードを付記する条件 

調査中 下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催す

る場合  監視領域内（下図黄枠部）でマグニチュード 6.8 以上※1 の地震※２が発生 

・１カ所以上のひずみ計※３での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそれに関係

すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界（下図赤枠部）で通

常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海

トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測 

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある現象が

観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる現象を観測 

巨大地震警戒 想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード※４8.0 以上の地震

が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 ・監視領域内において、モーメントマグニチュード 7.0 以上の地震※２が発生したと評

価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く） 

・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが発生した 

と評価した場合 

調査終了 （巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合 

※１：モーメントマグニチュード 7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見込み、地震発

生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8 以上の地震から調査を開始する。  

※２：太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※３：気象庁及び静岡県により東海地域に設置されたひずみ計、産業技術総合研究所により愛知県、三重県、和歌山

県、高知県、愛媛県に設置されたひずみ計を使用する。 

※４：断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグニチュード。従

来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対してもその規模を正しく表せる特徴を持って

いるが、このマグニチュードを求めるには若干時間を要するため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震

速報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いられている。  

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測されず、本情報の発表がないまま、突発的に南海トラフ地震が発生することもあ

る。 

○地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合でも南海トラフ地震が発生しないこともある。 

○南海トラフ地震の切迫性は高い状態にあり、いつ地震が発生してもおかしくないことに留意が必要である。 
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噴火警報・予報及び噴火警戒レベル等について 
 

（１） 噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺）・噴火警報（周辺海域） 

噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生

から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない現象）の発生が予

想される場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に火山名、「警戒が必要な範囲（生命に

危険を及ぼす範囲）」等を明示して発表される。「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴

火警報（居住地域）」または「噴火警報」、火口周辺に限られる場合は「噴火警報（火口周辺）」ま

たは「火口周辺警報」、海底火山については「噴火警報（周辺海域）」として発表する。「噴火警報

（居住地域）」または「噴火警報」は、特別警報に位置付けられる。 

（２） 噴火予報 

火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴火警報には及ばない程度と予想さ

れる場合に発表される。 

（３） 噴火警戒レベルについて 

火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災関係機関や住民等の「とるべき防災対応」を

5段階に区分し、噴火警報・予報に付して発表される。富士山の噴火警戒レベルは、平成19年12月1日

から運用されている。 

 

＜噴火警報と噴火警戒レベル＞ 

名称 対象範囲 
噴火警戒

レベル 

説明 

火山活動の状況 住民等の行動 
登山者・入山者

等への対応 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居住地域及

びそれより

火口側 

レベル５ 

(避難) 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生、あるいは

切迫している状態にある。 

危険な居住地域か

らの避難等が必要

（状況に応じて対

象地域や方法等を

判断） 

 

レベル４ 

(高齢者

等避難) 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生すると予想

される（可能性が高まって

きている）。 

警戒が必要な居住

地域での避難の準

備、災害時要援護

者の避難等が必要

（状況に応じて対

象地域を判断） 

噴
火
警
報
（
火
口
周

辺
）
又
は
火
口
周
辺
警

報 

火口から居

住地域の近

くまで 

レベル３ 

(入山規

制) 

居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす（この範囲に

入った場合には生命に危険

が及ぶ）噴火が発生、ある

いは発生すると予想され

る。 

通常の生活（今後

の火山活動の推移

に注意。入山規

制）。状況に応じ

て災害時要援護者

の避難準備等 

登山禁止や入山

規制等、危険な

地域への立入規

制等（状況に応

じて規制範囲を

判断） 
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火口周辺 

レベル２ 

(火口周

辺規制) 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）噴火

が発生、あるいは発生する

と予想される。 

通常の生活 

火口周辺への立

入規制等 

（状況に応じて

火口周辺の規制

範囲を判断） 

噴
火
予
報 

火口内等 

レベル１ 

(活火山

であるこ

とに留

意) 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって、

火口内で火山灰の噴出等が

見られる（この範囲に入っ

た場合には生命に危険が及

ぶ）。 

特になし（状況

に応じて火口内

への立入規制

等）。 

なお、富士山では、火口周辺のみに影響を及ぼす程度の噴火が発生する場所を予測することは困難で

あるため、噴火前の火山活動が高まる段階においてはレベル２は発表されない。 

 

（４）その他の火山現象に関する予報 

●降灰予報 

名称 種類 発表基準と内容 発表時期 

降灰予報 

降灰予報（定

時） 

・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活等

に影響を及ぼす降灰が予想される場合に発表 

・18 時間先（3時間区切り）までに噴火した場合に予

想される降灰範囲や小さな噴石の落下範囲を提供 

定期的（3時

間ごと）に発

表 

降灰予報（速

報） 

・噴火が発生した火山（注１）に対して、事前計算した

降灰予報結果の中から最適なものを抽出して発表 

・噴火発生から 1時間以内に予想される降灰量分布や

小さな噴石の落下範囲を提供 

（注 1）降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰

への防災対応が必要となる「やや多量」以上の降灰

が予想された場合に発表。降灰予報（定時）が未発

表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝える

ため、予測された降灰が「少量」のみであっても必

要に応じて発表。 

噴火発生後、

5～10 分程度

で発表 

降灰予報（詳

細） 

・噴火が発生した火山（注２）に対して、降灰予測計算

（数値シミュレーション計算）を行い発表 

・噴火発生から 6時間先まで（1時間ごと）に予想さ

れる降灰量分布や降灰開始時刻を、市区町村を明示

して提供 

（注２）降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰

への防災対応が必要となる「やや多量」以上の降灰

が予測された場合に発表。降灰予報（定時）が未発

表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝える

ため、予測された降灰が「少量」のみであっても必

要に応じて発表。降灰予報（速報）を発表した場合

には、予想降灰量によらず、降灰予報（詳細）も発

表。 

噴火発生後、

20～30 分程度

で発表 
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●降灰量の階級と降灰の厚さ 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多量 １mm 以上 

やや多量 0.1mm 以上 1mm 未満 

少量 0.1mm 未満 

 

●火山ガス予報 

居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高ま

る地域を発表する予報。 

 

（５）火山現象に関する情報等 

●噴火速報 

登山者や周辺の住民に、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を取っても

らうために発表する情報。噴火速報は以下のような場合に発表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した場合  

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの引き上げや警戒が必要な

範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合（※）  

・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要があると判断した場合 

※ 噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

なお、噴火の発生を確認するにあたっては、気象庁が監視に活用しているデータだけでなく、関

係機関からの通報等も活用する。 

 

●火山の状況に関する解説情報 

噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していないが、今後の活動の推移によっては噴火警報を

発表し、噴火警戒レベルを引き上げる可能性があると判断した場合等に、火山活動の状況や防

災上警戒・注意すべき事項を伝えるため、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」を発表す

る。また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、または、噴火警報を発表

し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみられるなど、火山

活動の状況を伝える必要があると判断した場合に、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表

する。 

 

●火山活動解説資料 

写真や図表等を用いて火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項等について解説するた

め、臨時及び定期的に発表する。 

 

●月間火山概況 

 前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎月上旬に発表する。 

 

●噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙高度・噴煙の流れる方

向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後直ちに知らせる情報。噴火が発生した後、

概ね 30 分以上継続して噴火している場合には「連続噴火継続」、連続噴火が停止し、概ね 30 分

以上噴火の発生がない場合には「連続噴火休止」として知らせる。 
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異常現象と発見者の通報義務 

 

 災害対策基本法第54条によって、災害が発生する恐れのある異常な現象（著しく異常な気象現象、例

えば竜巻、強い降雹等、噴火現象、火山性異常現象、頻発地震、異常潮位、異常波浪等）を発見した者

は遅滞なく市町村長、警察官または海上保安官に通報するものとする。 

 市がその通報を受けた場合は、静岡地方気象台及び、東部地域局を通じて、県危機対策課へ遅滞なく

通報するものとする。また、火山噴火や竜巻等を発見した場合は、気象庁（0570-015-024）へ通報する

ものとする。 

 火山関係の異常気象現象とは次のものをいう。 

 

 1) 噴火（爆発、溶岩流、泥流、軽石流、火砕流等）及びそれに伴う降灰砂等 

 2) 火山地域での火映、鳴動の発生 

 3) 火山地域での地震群発 

 4) 火山地域での山くずれ、地割れ、土地上昇、沈下、陥没等の顕著な地形変化 

 5) 噴気孔の新生拡大、異常及び噴気の噴煙の量、色、温度、昇華物等顕著な異常変化 

 6) 火山地域での湧泉の新生、枯渇、または量、味、臭、色、濁度、湿度の異常等顕著な変化 

 7) 火山地域での顕著な地温の上昇、地熱地帯での新生拡大或いは移動及び草木の立ち枯れ等 

 8) 火山付近の海洋、湖沼、河川の水の顕著な異常変化、量、濁度、臭、色の変化、軽石、死魚 

   等浮上、発泡、温度の上昇等 

 

 

 

 

 

 

異常現象の伝達経路 

 

            富 士                     静岡県                海上 

            警察署           警本部        保安庁 

  住 

 

  民 

                            静岡県        静岡 
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資料３－５

●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況
震度
階級

０

１

２

３

４

５弱

５強

６弱

６強

７

●木造建物(住宅）の状況、鉄筋コンクリート造建物の状況

５弱

５強

６弱

６強

７

壁、梁、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂が多くなる。

壁、梁、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂がさらに多くなる。
１階あるいは中間階が変形し、
まれに傾くものがある。

壁、梁、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂が多くなる。

壁、梁、柱などの部材に、斜め
やX状のひび割れ・亀裂がみら
れることがある。１階あるいは
中間階の柱が崩れ、倒れるもの
がある。

壁、梁、柱などの部材に、斜め
やX状のひび割れ・亀裂が多く
なる。１階あるいは中間階の柱
が崩れ、倒れるものが多くな
る。

壁などにひび割れ・亀裂がみら
れることがある。

壁などのひび割れ・亀裂が多く
なる。まれに傾くことがある。

壁などに軽微なひび割れ・亀裂
がみられることがある。

壁などにひび割れ・亀裂がみら
れることがある。

壁などのひび割れ・亀裂が多く
なる。壁などに大きなひび割
れ・亀裂が入ることがある。瓦
が落下したり、建物が傾いたり
することがある。倒れるものも
ある。

壁などに大きなひび割れ・亀裂
が入るものが多くなる。傾くも
のや、倒れるものが多くなる。

傾くものや、倒れるものがさら
に多くなる。

－ －

－

壁などに軽微なひび割れ・亀裂
がみられることがある。

－
壁、梁、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂が入ることがある。

壁、梁、柱などの部材に、ひび
割れ・亀裂が入ることがある。

耐震性が高い

震度
階級 耐震性が低い 耐震性が高い 耐震性が低い

気象庁震度階級関連解説表

木造建物（住宅） 鉄筋コンクリート造建物

立っていることが困難になる。

立っていることができず、はわないと動
くことができない。
揺れにほんろうされ、動くこともでき
ず、飛ばされることもある。

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れ
る。

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚に
ある食器類は音を立てる。座りの悪い置物
が、倒れることがある。

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ、棚に
ある食器類、書棚の本が落ちることがあ
る。座りの悪い置物の大半が倒れる。固定
していない家具が移動することがあり、不
安定なものは倒れることがある。

棚にある食器類や書棚の本で、落ちるもの
が多くなる。テレビが台から落ちることが
ある。固定していない家具が倒れることが
ある。

固定していない家具の大半が移動し、倒れ
るものもある。ドアが開かなくなることが
ある。

固定していない家具のほとんどが移動し、
倒れるものが多くなる。

窓ガラスが割れて落ちることがある。補強
されていないブロック塀が崩れることがあ
る。据付けが不十分な自動販売機が倒れる
ことがある。自動車の運転が困難となり、
停止する車もある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下するこ
とがある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建
物が多くなる。補強されていないブロック
塀のほとんどが崩れる。

固定していない家具のほとんどが移動した
り倒れたりし、飛ぶこともある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建
物がさらに多くなる。補強されているブ
ロック塀も破損するものがある。

ほとんどの人が驚く。歩いている人のほ
とんどが、揺れを感じる。眠っている人
のほとんどが、目を覚ます。

大半の人が、恐怖を覚え、物につかまり
たいと感じる。

大半の人が、物につかまらないと歩くこ
とが難しいなど、行動に支障を感じる。

－

電線が少し揺れる。

電線が大きく揺れる。自動車を運転してい
て、揺れに気付く人がいる。

まれに窓ガラスが割れて落ちることがあ
る。電柱が揺れるのがわかる。道路に被害
が生じることがある。

屋外の状況

人は揺れを感じないが、地震計には記録
される。

－ －

－
屋内で静かにしている人の中には、揺れ
をわずかに感じる人がいる。

－

棚にある食器類が音を立てることがある。

人の体感・行動 屋内の状況

屋内で静かにしている人の大半が、揺れ
を感じる。眠っている人の中には、目を
覚ます人もいる。

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じ
る。歩いている人の中には、揺れを感じ
る人もいる。眠っている人の大半が、目
を覚ます。



資料３－５●地面・斜面等の状況
震度
階級

５弱

５強

６弱

６強

７

●ライフライン・インフラ等への影響

●大規模構造物への影響

●使用にあたっての留意事項

量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。

上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使われている場合に使用。

用　語

まれに
わずかに
大半
ほとんど

が（も）ある
が（も）いる

多くなる

さらに多くなる

意　　味

極めて少ない。めったにない。
数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。
半分以上。ほとんどよりは少ない。
全部ではないが、全部に近い。

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数量の・程度の概数
を表現できかねる場合に使用。

(5) この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5年程度で定期的に内容を点検し、新たな事例が
　得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更します。

(6) この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞を用いています。

(1）気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値です。この資料は、ある震度
　が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から
　震度を決定するものではありません。

(2) 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値であり、同じ市町村であっても場所
　によって震度が異なることがあります。また、中高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中で
  も、階や場所によって揺れの強さが異なります。

(3) 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の1回あたりの時間の長さ）及び継続時間な
  どの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況により被害は異なります。

(4) この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記述しており、これより大きな被害
  が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけ
  ではありません。

長周期地震動による超高層ビ
ルの揺れ

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて地震時に作用す
る力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが長
く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかま
らないと、同じ場所にいられない状況となる可能性がある。

石油タンクのスロッシング
長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象）が発生し、石油
がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。

大規模空間を有する施設の天
井等の破損、脱落

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被害を生じない
程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。

鉄道の停止、高速道路の規制
等

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、速度規
制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基準は、事業者や地域によって異
なる。）

電話等通信の障害

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による安否確認、
見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が起こることがある。そのための対策
として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤ
ルや災害用伝言板などの提供が行われる。

エレベーターの停止
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停止する。運
転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。

大きな地割れが生じることがある。
がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生する
ことがある。

ガス供給の停止
安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では、震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が作動し、ガ
スの供給を停止する。さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることが
ある。

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある。

地盤の状況 斜面等の状況

亀裂や液状化が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。

地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。
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中
比
奈
東

3
3
浮
島
３

3
1
8
9
東
比
奈
２
丁
目

1
84

富
士
岡
渋
脇

4
4

2
6
9
東
比
奈
北

5
5

2
0
富
士
岡
入
町

6
6

2
5
7
富
士
岡
渋
脇
西

7
7

1
9
富
士
岡
花
守

8
8

1
3
富
士
岡
本
花
守

9
9

1
0

10
1
1

11
1
2

12
1
3

13
計

計

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受

信
局
名

1
5
江
尾
２

1
0
江
尾
１

1
1
8
石
井
町

2
48

陽
光
台
町

2
9
神
谷

1
6
9
江
尾
２
東

2
1
4
鵜
無
ヶ
淵

3
18

鵜
無
ヶ
淵
２

3
2
24

神
谷
１

2
4
6
神
谷
３
北

3
1
6
桑
崎

4
8
川
尻
町

6
中
里
町
３

4
1
5
勢
子
辻

5
11

中
里
２

4
中
里
八
幡
町

5
1
7
間
門

6
2
12

中
里
４

3
0
6
中
里
八
幡
南

6
7

3
35

江
尾
２
北

7
増
川
町

7
8

3
19

増
川
町
1

3
4
2
江
尾
公
園

8
9

9
1
0

10
1
1

11
計

計

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受

信
局
名

1
1

2
3
宇
東
川

22
原
田

2
2

2
8
宇
東
川
会
館

24
吉
原
中
島

3
3

2
7
北
滝
川

2
25

宇
東
川
本
町

4
4

2
5
三
ッ
沢

5
5

2
6
南
滝
川

6
6

1
9
4
原
田
２

7
7

2
2
0
原
田
２
北

8
8

3
0
5
東
滝
川

9
9

1
0

10

出
力

変
更

（
2
W
→
5
W
）

Ｆ
3
1（

Ｆ
1
3
1）

A
コ
ー
ル

Bコ
ー
ル

Ｆ
22
（
Ｆ
12
2
）

Bコ
ー
ル

吉
永
北

原
田

3

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

8

Ⅰ
 基

地
局

設
置
場
所

識
別
信
号

周
波
数

６
９

．
１

８
０
Ｍ
Ｈ

ｚ

富
士
市
永

田
町

1
-
1
0
0
　

富
士

市
消

防
防
災

庁
舎

識
別

信
号

変
更

（
ふ

じ
し

や
く
し
ょ

）

Ｆ
12
（
Ｆ
10
2
）

A
コ
ー
ル

Bコ
ー
ル

吉
永
南

設
置

場
所

変
更

　
消

防
署

（
津
田
5
2
-
2
）

か
ら

市
庁
舎

周
波

数
及

び
識

別
信

号
変

更
設

備
改

良
工

事
(
ﾃ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾀ
ﾙ
/
ｱ
ﾅ
ﾛ
ｸﾞ
併
用

方
式

採
用

）
沿
　
革

設
置

場
所

変
更

（
市

庁
舎

か
ら
消
防

防
災

庁
舎

）

須
津

グ
ル
ー
プ
１

浮
島

B
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

Ｆ
1
1（

Ｆ
1
0
1）

A
コ
ー
ル

3
2

開
局

（
よ

し
わ

ら
し

や
く

し
ょ
）

グ
ル
ー
プ
２

A
コ
ー
ル

2

富
士

市
防

災
行

政
無

線
固

定
系

一
覧
表

デ
ジ

タ
ル

電
波

出
力

開
始

（
5
W）

8
78

Ｆ
2
1（

Ｆ
1
2
1）

Ｆ
32
（
Ｆ
13
2
）

周
波
数

６
５

．
３

１
５
Ｍ
Ｈ

ｚ

Ⅱ
屋
外
受
信
局
　
４
０
３
局
（
う
ち
 
 
簡
易
受
信
局
２
局
）

資
料
４

－
２

1
1

11
計

計
8

3



資
料
４
－

２

選
局
１

選
局
１

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受

信
局
名

1
55

木
の
宮

2
5
1
石
坂
４

1
4
4
石
坂

3
14

石
坂
町
３

2
86

久
保
町

2
6
2
茶
の
木
平

2
4
9
一
の
宮

54
今
泉
１

3
2
36

桜
ヶ
丘
町

2
6
3
広
見
町
６

3
2
4
7
一
の
宮
２

45
鍛
治
町

4
2
50

広
見
新
町

3
2
0
美
原
町
２

4
5
0
今
泉
７

2
99

上
和
田

5
46

広
見
町

3
4
0
若
松
１
北

5
2
7
0
新
橋
東

41
栄
町

6
1
77

美
原

6
5
3
駿
河
台

47
新
橋

7
2
52

若
松
町
１

7
1
6
0
富
士
見
町

2
11

駿
河
台
４

8
2
53

若
松
町
２

8
1
8
8
依
田
橋
南

2
98

田
宿

9
2
54

若
松
町
３

9
4
2
依
田
橋

2
00

吹
上

1
0

10
3
13

吉
原
緑
ヶ
丘

1
1

11
1
2

12
1
3

13
1
4

14
1
5

15
1
6

16
計

計

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

1
51

一
色
町

2
5
8
一
色
東

1
6
1
荒
田
島

30
2

青
島

2
48

今
宮

2
3
4
神
戸
１

2
2
7
3
国
久
保
北

67
国
久
保

3
2
33

今
宮
北

2
0
5
神
戸
２

3
5
6
市
役
所
（
８
）

2
68

新
通
町

4
52

萩
の
原

1
5
8
富
士
見
台

4
2
1
0
高
嶺
町

1
99

住
吉
町

5
2
55

神
戸
１
北

1
7
8
富
士
見
台
南

5
5
8
南
町
公
園

60
津
田

6
43

神
戸
町

3
0
3
一
色
西

6
3
1
2
八
代
町
南

62
東
国
久
保

7
2
65

富
士
見
台
北

1
9
6
富
士
見
台
市
営
住
宅

7
5
7
吉
原
５

2
78

南
町

8
3
09

富
士
見
台
西

8
6
3
吉
原
公
園

3
23

宮
町

9
2
64

富
士
見
台
東

9
5
9
依
田
原

1
59

八
代
町

1
0

3
22

富
士
見
台
４

10
3
4
8
荒
田
島
東

1
1

11
1
2

12
1
3

13
1
4

14
1
5

15
1
6

16
計

計

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

1
1

6
5
上
田
端

70
田
端
町

2
2

6
6
伝
法
町
１

1
80

長
者
町

3
3

7
2
伝
法
町
２

73
千
代
田
町

4
4

2
3
0
日
乃
出
町

1
86

伝
法
１
東

5
5

6
8
三
日
市

2
13

伝
法
２
北

6
6

2
6
1
宮
の
上

2
79

伝
法
３

7
7

6
4
吉
原
上
中

1
38

中
桁

8
8

3
24

中
桁
２

9
9

2
77

弥
生
町

1
0

10
1
1

11
1
2

12
1
3

13
1
4

14
1
5

15
1
6

16
計

計

伝
法

7
1
0

グ
ル
ー
プ
４

1
0

今
泉

広
見

B
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

9

№

Ｆ
2
3（

Ｆ
1
2
3）

Ｆ
24
（
Ｆ
12
4
）

津
波

9 №

富
士
見
台

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

9

Bコ
ー
ル

№
№

№
№

№ 9

Ｆ
34
（
Ｆ
13
4
）

7

A
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

5

Bコ
ー
ル

A
コ
ー
ル

Bコ
ー
ル

吉
原

Ｆ
1
3（

Ｆ
1
0
3）

Ｆ
14
（
Ｆ
10
4
）

Ｆ
3
3（

Ｆ
1
3
3）

A
コ
ー
ル

№

グ
ル
ー
プ
３

1
0

資
料
４

－
２

選
局
１

選
局
１

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受

信
局
名

№
受
信

局
名

№
受
信

局
名

№
受
信
局

名
1

2
31

穴
原
町
１

9
0
穴
原
町

1
3
4
今
井
毘
沙
門
町

2
66

今
井

2
2
32

穴
原
町
２

8
3
境
町

2
2
8
1
大
野
町
西

29
今
井
東
町

3
84

大
久
保

2
4
2
城
山
北

3
2
9
6
柏
原
１
東

1
85

今
井
本
町

4
79

大
淵
２

2
6
7
城
山
南

4
2
4
9
柏
原
町
３

40
大
野
町

5
2
37

大
淵
町
１

2
0
1
中
野
町
２

5
3
0
鈴
川
３

37
柏
原
１

6
2
22

大
峯

2
8
0
中
野
町
西

6
2
9
7
鈴
川
５
北

32
柏
原
町
２

7
82

落
合
町

3
0
7
八
王
子
２
南

7
3
3
鈴
川
浜
町

35
鈴
川
１

8
1
72

片
倉

2
7
4
八
王
子
本
町
北

8
3
8
田
中
町

36
鈴
川
５

9
1
90

希
望
ヶ
丘

2
8
6
大
久
保
南

9
3
9
西
田
中

31
桧
町

1
0

87
城
山
町

3
2
5
総
合
運
動
公
園

10
2
7
6
東
田
子
の
浦

3
30

元
吉
原
南

1
1

74
中
野
町

2
8
5
三
ッ
倉
南

11
3
2
9
柏
原
２
北

3
31

鈴
川

西
1
2

2
35

中
野
町
１

12
3
3
7
マ
リ
ン
プ

ー
ル

1
3

85
八
王
子
１

13
1
4

2
23

八
王
子
２

14
1
5

80
八
王
子
本
町

15
1
6

75
三
ッ
倉

16
計

計

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受

信
局
名

№
受
信

局
名

№
受
信

局
名

№
受
信
局

名
1

2
43

岩
倉
誠
信
会

2
5
6
富
士
本
西
２

1
1
0
1
小
須

1
06

旭
化
成

2
77

大
富
町

3
1
7
丸
火

2
9
2
鮫
島

98
五
軒
屋

3
78

大
淵
３

3
9
4
三
四
軒
屋

3
15

下
川
成

4
89

大
淵
３
南

4
1
0
7
自
由
ヶ
丘

3
00

自
由
ヶ
丘
西

5
81

次
郎
長

5
2
1
5
新
浜
北

97
新
浜
西

6
88

富
士
本
中

6
2
8
7
田
子
の
浦

港
1
05

田
子

7
76

富
士
本
西

7
1
0
2
千
鳥
町

2
75

中
丸
南

8
8

1
0
4
中
丸

1
00

前
田
新
田

9
9

9
3
平
松
団
地

2
60

宮
島
新
田
西

1
0

10
2
9
1
富
士
川
河
口

2
26

靖
国

1
1

11
2
9
2
富
士
川
緑
地
公
園

3
38

田
子
の
浦
港
2

1
2

12
9
5
前
田

3
39

自
由
ヶ
丘
団
地

1
3

13
9
9
宮
島
新
田

3
41

富
士
川
河
口
2
（
－
）

1
4

14
2
9
3
靖
国
南

1
5

15
3
3
4
入
道
樋
門

1
6

16
3
4
3
田
子
浦
中
央
ふ
頭

1
7

17
8
0
3
新
浜
北
2

計
計

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受

信
局
名

№
受
信

局
名

№
受
信

局
名

№
受
信
局

名
1

1
9
1
川
成
島

1
76

上
五
貫
島

2
2

9
6
五
貫
島

2
71

東
宮
島
２

3
3

1
0
3
西
宮
島

2
95

東
宮
島
３

4
4

2
0
7
東
宮
島

2
90

柳
島
日
東
東

5
5

2
1
6
柳
島

8
01

宮
島
簡
易

6
6

1
6
5
柳
島
日
東

7
7

8
8

9
9

1
0

10
1
1

11
1
2

12
1
3

13
1
4

14
1
5

15
1
6

16
計

計

Bコ
ー
ル

1
1

Ｆ
26
（
Ｆ
12
6
）

大
淵
北

B
コ
ー
ル

Ｆ
2
5（

Ｆ
1
2
5）

元
吉
原

大
淵
南

Ｆ
16
（
Ｆ
10
6
）

グ
ル
ー
プ
５

Ｆ
1
5（

Ｆ
1
0
5）

グ
ル
ー
プ
６

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

1
2

A
コ
ー
ル

7
2

B
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

Bコ
ー
ル

A
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

田
子
浦
南

田
子
浦
北

1
7

1
3

Ｆ
36
（
Ｆ
13
6
）

1
6

1
1

6

Ｆ
3
5（

Ｆ
1
3
5）

A
コ
ー
ル

4



資
料
４
－

２

選
局
１

選
局
１

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受

信
局
名

1
1
11

上
横
割

1
1
5
下
横
割
北

1
2
4
1
四
丁
河
原
下
２

1
81

四
丁
河
原
下

2
1
13

水
戸
島
２

1
8
3
十
兵
衛

2
2
0
3
橋

下
２

1
74

四
丁
河
原
南

3
2
21

水
戸
島
下
２

1
1
2
水
戸
島
下

3
1
64

橋
下

4
1
09

森
島

1
1
0
水
戸
島
本
町

4
5

1
16

森
島
西

1
1
4
宮
下

5
6

2
89

森
島
西
２

2
7
2
森
島
東

6
7

1
82

森
島
南

7
8

1
08

横
割
２

8
9

3
27

宮
下
南

9
1
0

3
01

水
戸
島
中

10
1
1

11
1
2

12
1
3

13
1
4

14
1
5

15
1
6

16
計

計

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受

信
局
名

1
2
29

高
島
南

1
2
9
川
原
宿

1
1
3
3
岩
松

1
35

旭
町

2
1
32

蓼
原

1
1
8
市

民
セ
ン

タ
ー

（
８

）
2

1
3
6
岩
本
山
団
地

1
62

浦
町

3
1
24

藤
間

2
1
8
蓼
原
２

3
1
3
4
四
丁
河
原
上

1
75

新
町

4
3
36

富
士
交
流
プ
ラ
ザ

1
2
0
本
市
場
１

4
2
5
9
水
神

3
16

滝
戸

5
3
47

富
士
本
町

3
1
0
本
市
場
２
南

5
2
4
5
羽
淵

2
09

富
士
上
中

6
1
2
1
柚
木

6
1
6
1
林
町

1
95

湯
沢
平

7
7

2
4
4
万
野

1
63

四
ッ
家

8
8

2
8
8
四
ッ
家
北

2
14

四
ッ
家
２

9
9

3
2
6
岩
本
山
公
園

2
27

四
丁
河
原
東

1
0

10
1
1

11
1
2

12
1
3

13
1
4

14
1
5

15
1
6

16
計

計

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受
信
局
名

№
受

信
局
名

1
2
02

国
久

1
3
0
五
味
島

1
3
3
2
十
里
木

2
2
04

高
島

1
2
7
浅
間
町

2
3
3
3
こ
ど
も
の
国

3
1
19

塔
の
木

2
8
3
長
通
町

3
3
4
5
富
士
川
左
岸
堤
防
1

4
2
82

中
島
新
道
町

1
2
6
富
士
中
島
上

4
3
4
6
富
士
川
左
岸
堤
防
2

5
2
08

富
士
中
島
下
２

1
1
7
富
士
中
島
下

5
6

1
25

平
垣
八
幡
町

2
1
7
平
垣
北

6
7

2
28

松
本
東

1
2
2
松
本
本
町

7
8

1
73

松
本

1
3
1
本
市
場
新
田

8
9

1
23

本
市
場
２

9
1
0

1
28

柚
木
北

10
1
1

1
91

柚
木
西

11
1
2

12
1
3

13
1
4

14
1
5

15
1
6

16
計

計

B
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

Ｆ
3
7（

Ｆ
1
3
7）

Ｆ
2
7（

Ｆ
1
2
7）

駅
南

6

Ｆ
28
（
Ｆ
12
8
）

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

駅
北
１

岩
松
北

Bコ
ー
ル

A
コ
ー
ル

5
1
0

一
括
無
効

Ｆ
1
7（

Ｆ
1
0
7）

グ
ル
ー
プ
８

グ
ル
ー
プ
７

Ｆ
18
（
Ｆ
10
8
）

Bコ
ー
ル

6
2

B
コ
ー
ル

1
0

A
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

岩
松
南

9

Ｆ
38
（
Ｆ
13
8
）

3

1
1

8

駅
北
２

資
料
４

－
２

選
局
１

選
局
１

選
局
２

選
局
２

地
区
名

地
区
名

コ
ー
ル

コ
ー
ル

№
受

信
局
名

№
受
信

局
名

№
受
信

局
名

№
受
信
局

名
1

1
43

厚
原
北

1
9
7
厚
原
北
２

1
5
0
1
大
楽
窪

5
05

東
町
２

2
1
37

厚
原
中

3
0
8
厚
原
東
２

2
5
0
2
幸
町
１

5
07

東
町
１
－
２

3
1
40

厚
原
西

3
0
4
片
宿
西

3
5
0
3
小
池

5
09

本
通
４

4
2
40

厚
原
西
２

3
2
8
厚
原
北
３

4
5
0
4
中
之
郷
日
の
出
町

5
10

本
通
１

5
1
39

厚
原
東

5
5
0
6
東
町
１
－
１

5
11

中
之
郷
宮
町
１

6
1
42

厚
原
南

6
5
0
8
幸
町
２

5
13

新
町
本
町

7
1
66

丘
7

5
1
2
中
之
郷
宮
町
２

5
16

川
坂

8
71

片
宿
町

8
5
1
4
四
十
九
町

5
17

岩
淵
旭
町

9
69

傘
木

9
5
1
5
中
之
郷
新
町

5
19

相
生
町

1
0

2
39

傘
木
北

10
5
1
8
坂
下

5
21

舟
山

町
1
1

1
87

末
広

11
5
2
0
上
町

5
27

相
生

町
２

1
2

1
41

横
道
下

12
5
2
2
吉
津

5
28

吉
津

２
1
3

13
5
2
3
小
山

1
4

14
5
2
4
室
野

1
5

15
5
2
5
木
島

1
6

16
5
2
6
岩
淵
旭
町
２

計
1
7

5
2
9
本
通
３

18
5
5
5

富
士
川
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ

ー

選
局
２

計
地
区
名

コ
ー
ル

選
局
２

№
受

信
局
名

№
受
信

局
名

地
区
名

1
2
06

入
山
瀬
西
２

1
5
1
入
山
瀬
天
王
町

コ
ー
ル

2
1
48

久
沢
北

1
5
2
入
山
瀬
西

№
受
信

局
名

№
受
信
局
名

3
1
44

久
沢
新
田

3
2
1
久
沢
北
２

1
5
3
1
水
の
口

5
30

根
方

4
1
46

久
沢
西

1
4
7
久
沢
東

2
5
3
3
南
松
野

5
32

吉
添

5
1
98

久
沢
西
２

2
3
8
久
沢
東
２

3
5
3
4
中
山

5
40

八
幡
町
１

6
1
45

久
沢
南

2
1
9
久
沢
南
２

4
5
3
5
矢
所

5
42

清
水
町

7
1
50

鷹
岡
本
町
１

2
8
4
鷹
岡
中
学
校

5
5
3
6
平
清
水

5
44

富
士
松
野

8
1
79

鷹
岡
本
町
３

1
4
9
鷹
岡
本
町

6
5
3
7
粒
良
野

5
46

北
松
野
２

9
7

5
3
8
池
野

5
47

山
田

1
0

8
5
3
9
三
十
坂

5
53

大
北
２

1
1

9
5
4
1
八
幡
町
２

1
2

10
5
4
3
中
野
台
１

1
3

11
5
4
5
北
松
野
１

1
4

12
5
4
8
大
北

1
5

13
5
4
9
大
北
口
和

1
6

14
5
5
0
鍵
穴

計
1
5

5
5
1
大
代

16
5
5
2
南

松
野
２

選
局
２

17
5
5
4
中

野
台
２

地
区
名

計
コ
ー
ル

№
受

信
局
名

№
受
信

局
名

1
1
56

天
間
川
坂

1
5
4
天
間
北

2
1
92

天
間
北
２

1
5
7
天
間
沢
上

3
1
53

天
間
田
代

1
5
5
天
間
南

4
1
93

天
間
東

3
4
4
天
間
北
２

5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

計

B
コ
ー
ル

4
4

Ｆ
1
9（

Ｆ
1
0
9）

天
間

鷹
岡

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

グ
ル
ー
プ
９

A
コ
ー
ル

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

Ｆ
1
3
0

1
2

1
7

8

Ｆ
1
1
0

富
士
川

A
コ
ー
ル

B
コ
ー
ル

Ｆ
3
9（

Ｆ
1
3
9）

グ
ル
ー
プ
１
０

8
8

丘

4

松
野

Bコ
ー
ル

A
コ
ー
ル

1
8

1
2

Ｆ
2
9（

Ｆ
1
2
9）



資
料

４
－
３

Ⅰ

1 2 3 4 5 6

Ⅱ

吉
永

原
地

区
班

元
吉

原
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

須
津

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

元
吉

原
地

区
班

須
津

地
区

班

ふ
じ

部
班

名
常

置
場

所

吉
原

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

伝
法

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

今
泉

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

青
葉

台
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

吉
原

地
区

班

伝
法

地
区

班

今
泉

地
区

班

青
葉

台
地

区
班

６
４

－
３

６
３

２

常
置

場
所

識
別

信
号

富
士

市
永

田
町

１
－

１
０

０
　

富
士

市
消

防
防

災
庁

舎

出
力

5
W

開
局

　
（識

別
信

号
　

ぎ
ょ

う
せ

い
ふ

じ
し

・周
波

数
　

1
53

.4
9M

H
ｚ
）

中 部 ブ ロ ッ ク 南 部 ブ ロ ッ ク

富
士

駅
北

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

富
士

北
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

富
士

駅
南

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

田
子

浦
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

富
士

南
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

浮
島

地
区

班

原
田

地
区

班

富
士

見
台

地
区

班

浮
島

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

原
田

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

富
士

見
台

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

神
戸

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

吉
永

北
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

大
淵

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

吉
永

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

11
7

岩
松

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

岩
松

北
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

富
士

川
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

松
野

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

鷹
岡

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

各
支

部
・地

区
班

の
系

統
を

整
理

し
、

機
器

を
更

新

昭
和

60
年

2
月

2
1

日

平
成

1
7

年
5

月

11
4

10
5

神
戸

地
区

班

吉
永

北
地

区
班

11
3

11
0

10
8

６
３

－
５

２
０

９

富
士

駅
南

地
区

班

田
子

浦
地

区
班

富
士

南
地

区
班

岩
松

地
区

班

松
野

地
区

班

鷹
岡

地
区

班

６
３

－
２

６
２

５

広
見

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

天
間

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

丘
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

防
災

危
機

管
理

課

12
5

７
１

－
４

０
０

７

８
１

－
１

１
１

１

５
６

－
１

０
５

５

12
7

２
１

－
３

４
４

４
広

見
地

区
班

10
2

10
3

10
4

天
間

地
区

班

ふ
じ

ふ
じ

10
7

ふ
じ

11
5

大
淵

地
区

班

富
士

駅
北

地
区

班

富
士

北
地

区
班

岩
松

北
地

区
班

富
士

川
地

区
班

11
6

11
9

ふ
じ

ふ
じ

12
6

12
0

11
2

11
1

11
8

基
地

局

富
士
市

防
災

行
政

無
線
移

動
系

一
覧

表

周
波

数
ぎ

ょ
う

せ
い

ふ
じ

移
動

局

平
成

13
年

3
月

2
7

日

５
１

－
４

０
９

１

５
１

－
４

２
０

０

５
２

－
０

１
２

４

３
３

－
０

１
７

０

３
４

－
０

０
０

４

３
８

－
０

９
３

０

ふ
じ

ふ
じ

ふ
じ

ふ
じ

ふ
じ

ふ
じ

2
68

.2
9
37

5
M

H
ｚ

昭
和

50
年

10
月

3
1

日

可
搬

型
　

5W
電

話

基
地

局
常

置
場

所
変

更
（市

役
所

本
庁

か
ら

消
防

防
災

庁
舎

）

平
成

2
0

年
11

月

令
和

元
年

9
月

沿
革

西
部

地
区

に
富

士
川

・
松

野
地

区
追

加

デ
ジ

タ
ル

変
調

方
式

へ
移

行

５
３

－
１

５
８

０

東 部 ブ ロ ッ ク

２
１

－
７

１
０

２

12
2

12
1

２
２

－
０

６
０

０

３
４

－
１

０
１

４

６
４

－
０

０
９

９

６
０

－
８

０
０

８

10
6

３
５

－
０

０
０

２

２
１

－
３

５
５

９

２
１

－
２

２
０

３

６
３

－
５

２
１

１
ふ

じ

ふ
じ

ふ
じ

識
別

信
号

、
周

波
数

変
更

（
46

6.
81

2
M

H
ｚ
）

ふ
じ

ふ
じ

北 部 ブ ロ ッ ク

ふ
じ

６
３

－
５

２
１

０
西 部 ブ ロ ッ ク 北 西 ブ ロ ッ ク

ふ
じ

12
8

５
５

－
２

７
１

５

７
１

－
３

２
１

５
ふ

じ

ふ
じ

12
3

12
4

７
１

－
３

９
６

１
丘

地
区

班

地
区

支
援

班

ふ
じ

ふ
じ

ふ
じ

ふ
じ

ふ
じ

ふ
じ

10
9

資
料
４

－
４

N
o
.

登
録
名
称

種
別

1
指

令
局

指
令

局

N
o
.

登
録
名
称

種
別

2
災
対
本
２

携
帯
局

3
災
対
本
３

携
帯
局

4
災
対
本
４

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

5
災
対
本
５

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

４
市
協

定

6
災
対
本
６

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

４
市
協

定

7
災
対
本
７

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
中
部

8
災
対
本
８

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
東
部

9
災
対
本
９

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
部

1
0

災
対
本
１
０

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
南
部

1
1

災
対
本
１
１

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
西
部

1
2

災
対
本
１
２

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

1
3

災
対
本
１
３

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

1
4

災
対
本
１
４

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

1
5

災
対
本
１
５

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
河
川
班

1
6

災
対
本
１
６

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
河
川
班

1
7

災
対
本
１
７

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
河
川
班

1
8

災
対
本
１
８

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
河
川
班

1
9

災
対
本
１
９

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
河
川
班

2
0

防
災
車

車
載
局

Ｇ
災
対
本
部

2
1

福
祉
総
務
課

携
帯
局

Ｇ
福
祉

部
Ｇ
福
祉
避
難

2
2

道
路
維
持
１

車
載
局

Ｇ
道
路

班

2
3

道
路
維
持
２

携
帯
局

Ｇ
道
路

班

2
4

河
川
課
１

車
載
局

Ｇ
河
川

班

2
5

河
川
課
２

車
載
局

Ｇ
河
川

班

2
6

河
川
課
３

携
帯
局

Ｇ
河
川

班

2
7

上
下
水
経
営

携
帯
局

Ｇ
下
水

道

2
8

上
下
水
営
業

携
帯
局

Ｇ
透
析

2
9

下
水
維
持

携
帯
局

Ｇ
下
水

道

3
0

東
部
浄
化
Ｃ

携
帯
局

Ｇ
下
水

道

3
1

西
部
浄
化
Ｃ

携
帯
局

Ｇ
下
水

道

3
2

教
育
総
務
課

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
中
学
校

Ｇ
教
育
施
設

3
3

中
央
病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

3
4

蒲
原
病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

3
5

富
士
山
Ｍ

携
帯
局

3
6

ま
ち
づ
く
り

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

3
7

富
士
駅
北
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
南
部

3
8

富
士
北
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
南
部

3
9

富
士
駅
南
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
南
部

4
0

田
子
浦
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
南
部

4
1

富
士
南
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
南
部

4
2

岩
松
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
西
部

4
3

岩
松
北
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
西
部

4
4

富
士
川
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
西
部

4
5

松
野
セ

半
固
定
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
西
部

4
6

鷹
岡
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
西
部

全
て
の
グ
ル

ー
プ
(
24
)
に
登
録

西
部
浄
化
セ
ン

タ
ー

教
育
総
務
課

富
士
市
立
中
央

病
院

共
立
蒲
原
総
合

病
院

鷹
岡
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ

ー

富
士
駅
北
ま
ち

づ
く
り
セ

ン
タ
ー

ふ
じ
さ
ん
め
っ

せ

ま
ち
づ
く
り
課

0
4
0

富
士
南
ま
ち
づ

く
り
セ
ン

タ
ー

0
4
2

岩
松
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ

ー

岩
松
北
ま
ち
づ

く
り
セ
ン

タ
ー

富
士
川
ま
ち
づ

く
り
セ
ン

タ
ー

0
4
3

0
4
4

0
4
5

松
野
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ

ー

0
4
6

0
2
9

下
水
道
施
設
維

持
課

0
3
0

東
部
浄
化
セ
ン

タ
ー

0
2
8

上
下
水
道
営
業

課

0
2
3

道
路
維
持
課

0
2
4

河
川
課

0
2
5

河
川
課

0
2
6

河
川
課

0
2
7

上
下
水
道
経
営

課

0
1
3

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
１
３
）

0
1
4

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
１
４
）

0
1
5

防
災
車

0
2
2

道
路
維
持
課

0
1
7

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
１
７

）
（
河
川
班
用
）

0
1
8

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
１
８

）
（
河
川
班
用
）

0
1
9

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
１
９

）
（
河
川
班
用
）

0
2
0

0
2
1

要
配
慮
者
支
援

班

0
0
7

0
1
6

　
防
災
危
機
管

理
課
（
災

害
対
策
本
部
用
）

0
0
2

0
0
3

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
３
）

0
1
0

防
災
危

機
管
理

課
（
災
害
対
策

本
部

用
１
０
）
（
地
区
支

援
班
用
　

南
部
）

0
0
5

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
４
）

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
５
）

0
0
6

防
災
危

機
管
理

課
（
災
害
対
策

本
部

用
７
）
（
地
区
支
援

班
用
　
中

部
）

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
６
）

0
0
4

0
0
8

防
災
危

機
管
理

課
（
災
害
対
策

本
部

用
８
）
（
地
区
支
援

班
用
　
東

部
）

0
0
9

防
災
危

機
管
理

課
（
災
害
対
策

本
部

用
９
）
（
地
区
支
援

班
用
　
北

部
）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
１
６

）
（
河
川
班
用
）

0
1
1

防
災
危

機
管
理

課
（
災
害
対
策

本
部

用
１
１
）
（
地
区
支

援
班
用
　

北
西
部
）

0
1
2

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
１
２
）

富
士

市
デ

ジ
タ

ル
防

災
無

線
（

Ｍ
Ｃ

Ａ
無

線
）

局
番

号
一

覧
表

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
）

常
　
置

　
場
　
所

個
別
信
号

グ
ル
ー
プ

Ⅰ
　

管
理

移
動
局

グ
ル
ー
プ

Ⅱ
　

移
動

局

全
て
の
グ
ル

ー
プ
(
24
)
に
登
録

個
別
番
号

常
　
置
　
場
　
所

※
複
数
待
受

な
し

0
0
1

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
１
５

）
（
河
川
班
用
）

0
3
2

0
3
6

0
3
1

0
3
7

0
3
8

0
3
9

0
3
3

0
3
4

0
3
5

富
士
北
ま
ち
づ

く
り
セ
ン

タ
ー

0
4
1

富
士
駅
南
ま
ち

づ
く
り
セ

ン
タ
ー

田
子
浦
ま
ち
づ

く
り
セ
ン

タ
ー



資
料
４
－
４

N
o
.

登
録
名
称

種
別

4
7

広
見
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
西
部

4
8

天
間
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
西
部

4
9

丘
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
西
部

5
0

吉
原
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
中
部

5
1

伝
法
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
中
部

5
2

今
泉
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
中
部

5
3

青
葉
台
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
中
部

5
4

吉
永
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
東
部

5
5

元
吉
原
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
東
部

5
6

須
津
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
東
部

5
7

浮
島
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
東
部

5
8

原
田
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
東
部

5
9

富
士
見

台
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
部

6
0

神
戸
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
部

6
1

吉
永
北
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
部

6
2

大
淵
セ

携
帯
局

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
北
部

6
3

富
士
一
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
南
部

Ｇ
教
育
施
設

6
4

中
央
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
南
部

Ｇ
教
育
施
設

6
5

富
士
二
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
南
部

Ｇ
教
育
施
設

6
6

田
子
浦
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
南
部

Ｇ
教
育
施
設

6
7

富
士
南
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
南
部

Ｇ
教
育
施
設

6
8

岩
松
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
西
部

Ｇ
教
育
施
設

6
9

岩
松
北
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
西
部

Ｇ
教
育
施
設

7
0

富
士
川

一
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
西
部

Ｇ
教
育
施
設

7
1

災
対
本

４
５

半
固
定
局

Ｇ
災
対
本
部

7
2

鷹
岡
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
北
西
部

Ｇ
教
育
施
設

7
3

広
見
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
北
西
部

Ｇ
教
育
施
設

7
4

天
間
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
北
西
部

Ｇ
教
育
施
設

7
5

丘
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
北
西
部

Ｇ
教
育
施
設

7
6

吉
原
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
中
部

Ｇ
教
育
施
設

7
7

伝
法
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
中
部

Ｇ
教
育
施
設

7
8

今
泉
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
中
部

Ｇ
教
育
施
設

7
9

青
葉
台
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
中
部

Ｇ
教
育
施
設

8
0

吉
永
一
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

8
1

元
吉
原
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

8
2

須
津
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

8
3

東
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

8
4

原
田
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

8
5

富
士
見

台
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
北
部

Ｇ
教
育
施
設

8
6

神
戸
小

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
小
学
校

Ｇ
北
部

Ｇ
教
育
施
設

8
7

吉
永
二
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
北
部

Ｇ
教
育
施
設

8
8

大
淵
一
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
北
部

Ｇ
教
育
施
設

8
9

大
淵
二
小

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
小
学

校
Ｇ
北
部

Ｇ
教
育
施
設

9
0

富
士
中

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
中
学
校

Ｇ
南
部

Ｇ
教
育
施
設

9
1

富
士
南
中

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
南
部

Ｇ
教
育
施
設

9
2

田
子
浦
中

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
南
部

Ｇ
教
育
施
設

9
3

岩
松
中

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
中
学
校

Ｇ
西
部

Ｇ
教
育
施
設

9
4

富
士
川

一
中

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
西
部

Ｇ
教
育
施
設

9
5

松
野
学
園

半
固
定
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
西
部

Ｇ
教
育
施
設

9
6

鷹
岡
中

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
中
学
校

Ｇ
北
西
部

Ｇ
教
育
施
設

9
7

岳
陽
中

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
中
学
校

Ｇ
北
西
部

Ｇ
教
育
施
設

9
8

吉
原
一
中

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
中
部

Ｇ
教
育
施
設

9
9

吉
原
二
中

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
中
部

Ｇ
教
育
施
設

神
戸

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

富
士

見
台
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

青
葉

台
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

富
士

中
央
小
学
校

伝
法

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

吉
永

北
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

丘
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

天
間

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

常
　
置
　
場
　
所

0
8
0

須
津

小
学
校

0
7
9

青
葉

台
小
学
校

吉
永

第
一
小
学
校

0
8
1

元
吉

原
小
学
校

富
士

第
一
小
学
校

吉
永

第
二
小
学
校

大
淵

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

富
士

見
台
小
学
校

富
士

第
二
小
学
校

富
士

南
小
学
校

田
子

浦
小
学
校

富
士

南
中
学
校

田
子

浦
中
学
校

広
見

小
学
校

鷹
岡

小
学
校

丘
小

学
校

原
田

小
学
校

東
小

学
校

富
士

中
学
校

岩
松

中
学
校

富
士

川
第
一
中
学
校

松
野

学
園

鷹
岡

中
学
校

0
9
2

0
8
7

0
9
4

0
9
5

0
9
6

0
8
4

0
8
5

0
8
3

0
8
2

0
9
7

岳
陽

中
学
校

0
9
3

0
9
0

0
9
1

0
8
6

0
9
8

吉
原

第
一
中
学
校

0
9
9

吉
原

第
二
中
学
校

神
戸

小
学
校

0
6
8

0
6
9

今
泉

小
学
校

0
7
2

防
災

危
機
管
理
課
（
災
害
対
策
本
部

用
４
５
）

富
士

川
第
一
小
学
校

0
7
8

0
7
3

0
7
0

0
7
1

0
7
6

吉
原

小
学
校

0
7
7

伝
法

小
学
校

0
7
4

0
7
5

天
間

小
学
校

岩
松

北
小
学
校

岩
松

小
学
校

0
6
7

0
6
4

0
6
5

0
5
9

0
6
3

0
6
0

0
6
1

0
6
6

0
6
2

0
5
2

0
5
0

0
5
3

広
見

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

今
泉

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

0
4
9

0
4
7

吉
永

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

0
5
8

0
5
6

元
吉

原
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

須
津

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

浮
島

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

グ
ル
ー
プ

大
淵

第
二
小
学
校

0
8
9

0
8
8

大
淵

第
一
小
学
校

0
4
8

原
田

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

0
5
7

0
5
4

0
5
5

個
別
信
号

吉
原

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

0
5
1

資
料
４

－
４

1
0
0

吉
原
三
中

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
東
部

Ｇ
教

育
施
設

1
0
0

吉
原
第
三
中
学

校



資
料
４
－
４

N
o
.

登
録
名
称

種
別

1
0
1

元
吉
原
中

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

1
0
2

須
津
中

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
中
学
校

Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

1
0
3

東
中

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
中
学
校

Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

1
0
4

吉
原
北
中

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
中
学

校
Ｇ
北
部

Ｇ
教
育
施
設

1
0
5

大
淵
中

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
中
学
校

Ｇ
北
部

Ｇ
教
育
施
設

1
0
6

市
立
高
校

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
東
部

Ｇ
教
育
施
設

1
0
7

富
士
高

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
南
部

1
0
8

吉
高

携
帯
局

Ｇ
避
難
所

Ｇ
中
部

1
0
9

富
士
東
高

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
東
部

1
1
0

富
士
見
高

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
南
部

1
1
1

天
間
幼

稚
園

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
北
西

部
Ｇ
幼
稚
園

Ｇ
福
祉
部

1
1
2

岩
本
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
西
部

Ｇ
保
育
園

Ｇ
福
祉
部

1
1
3

柏
原
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
東
部

Ｇ
保
育
園

Ｇ
福
祉
部

1
1
4

富
士
川

体
育

携
帯
局

Ｇ
避
難

所
Ｇ
西
部

1
1
5

フ
ィ
ラ

ン
セ

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
救
護

所
Ｇ
災
害
医
療

1
1
6

医
師
会

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
救
護
所

Ｇ
災
害
医
療

1
1
7

芦
川
病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
1
8

川
村
病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
1
9

聖
隷
病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
0

看
護
専

学
校

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
1

大
富
士

病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
2

富
士
整
形

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
3

湖
山
病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
4

新
富
士

病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
5

い
き
リ

ハ
病

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
6

鷹
岡
病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
7

聖
明
病
院

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

1
2
8

吉
原
一

中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
中
部

Ｇ
災
害
医
療

1
2
9

岳
陽
中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
北
西

部
Ｇ
災
害
医
療

1
3
0

元
吉
原

中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
東
部

Ｇ
災
害
医
療

1
3
1

須
津
中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
東
部

Ｇ
災
害
医
療

1
3
2

市
立
高

校
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
東
部

Ｇ
災
害
医
療

1
3
3

吉
原
三

中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
東
部

Ｇ
災
害
医
療

1
3
4

大
淵
中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
北
部

Ｇ
災
害
医
療

1
3
5

富
士
南

中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
南
部

Ｇ
災
害
医
療

1
3
6

田
子
浦

中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
南
部

Ｇ
災
害
医
療

1
3
7

岩
松
中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
西
部

Ｇ
災
害
医
療

1
3
8

鷹
岡
中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
北
西

部
Ｇ
災
害
医
療

1
3
9

ふ
じ
か

わ
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
西
部

Ｇ
災
害
医
療

1
4
0

富
士
中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
南
部

Ｇ
災
害
医
療

1
4
1

松
野
セ
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
西
部

Ｇ
災
害
医
療

1
4
2

保
健
医

療
課

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

Ｇ
透
析

1
4
3

吉
原
二

中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
中
部

Ｇ
災
害
医
療

1
4
4

吉
原
北

中
救

携
帯
局

Ｇ
救
護

所
Ｇ
北
部

Ｇ
災
害
医
療

1
4
5

災
対
本

２
０

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
下
水

道

1
4
6

災
対
本

２
１

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
下
水

道

1
4
7

災
対
本

２
２

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
下
水

道

1
4
8

災
対
本

２
３

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
下
水

道

1
4
9

災
対
本

２
４

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
下
水

道

1
5
0

災
対
本

２
５

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
下
水

道
防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
５

）
（
下
水
道
班
用
）

聖
隷

富
士
病
院

フ
ィ

ラ
ン
セ

富
士

川
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救

護
所
用
）

鷹
岡

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護

所
用
）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
２

）
（
下
水
道
班
用
）

伝
法

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護

所
用
）

須
津

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護

所
用
）

富
士

見
台
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（

救
護
所
用
）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
０

）
（
下
水
道
班
用
）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
４

）
（
下
水
道
班
用
）

富
士

市
立
看
護
専
門
学
校

鷹
岡

病
院

医
師

会

松
野

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護

所
用
）

県
立

吉
原
高
等
学
校

県
立

富
士
高
等
学
校

私
立

富
士
見
高
等
学
校

県
立

富
士
東
高
等
学
校

市
立

天
間
幼
稚
園

1
4
9

1
4
1

1
0
9

1
1
0

1
0
4

1
0
5

1
3
1

1
0
8

1
1
6

1
2
0

1
2
8

1
1
5

1
2
2

1
1
1

1
1
4

1
0
7

個
別
信
号

1
0
6

富
士

市
立
高
等
学
校

1
0
2

須
津

中
学
校

1
0
3

吉
原

東
中
学
校

元
吉

原
中
学
校

吉
原

北
中
学
校

大
淵

中
学
校

1
2
5

富
士

い
き
い
き
病
院

1
1
7

芦
川

病
院

1
1
8

1
1
9

1
2
4

新
富

士
病
院

1
2
1

1
1
2

市
立

岩
本
保
育
園

1
1
3

市
立

柏
原
保
育
園

富
士

川
体
育
館

常
　
置
　
場
　
所

1
3
5

富
士

南
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救

護
所
用
）

1
3
3

原
田

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護

所
用
）

1
3
4

1
2
3

湖
山

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

1
3
0

富
士

整
形
外
科
病
院

川
村

病
院

1
2
7

聖
明

病
院

1
2
6

大
富

士
病
院

1
0
1

1
3
8

1
3
9

1
5
0

1
4
2

1
4
0

岩
松

北
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救

護
所
用
）

1
3
7

グ
ル
ー
プ

富
士

北
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救

護
所
用
）

1
4
5

1
4
6

1
4
7

1
4
8

保
健

医
療
課

今
泉

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護

所
用
）

吉
永

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護

所
用
）

1
2
9

丘
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護
所

用
）

1
3
2

1
3
6

田
子

浦
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救

護
所
用
）

大
淵

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救
護

所
用
）

元
吉

原
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
（
救

護
所
用
）

1
4
3

1
4
4

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
３

）
（
下
水
道
班
用
）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
１

）
（
下
水
道
班
用
）

資
料
４

－
４

N
o
.

登
録
名
称

種
別

1
5
1

災
対
本
２
６

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
下
水
道

1
5
2

災
対
本
２
７

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
下
水
道

1
5
3

災
対
本
２
８

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
道
路
班

1
5
4

災
対
本
２
９

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
道
路
班

1
5
5

災
対
本
３
０

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
道
路
班

1
5
6

災
対
本
３
１

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
道
路
班

1
5
7

災
対
本
３
２

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
道
路
班

1
5
8

建
設
総
務
課

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
道
路
班

1
5
9

富
士
土
木

携
帯
局

1
6
0

災
対
本
３
５

半
固
定

局
Ｇ

災
対
本
部

Ｇ
地
区
拠
点

Ｇ
西
部

1
6
1

松
野
こ
ど
も

半
固
定

局
Ｇ
福
祉
部

1
6
2

社
協

可
搬
局

Ｇ
福
祉
避
難

1
6
3

東
部
市
民
プ

可
搬
局

Ｇ
福
祉
避
難

1
6
4

鷹
岡
市
民
プ

可
搬
局

Ｇ
福
祉
避
難

1
6
5

広
見
荘

可
搬
局

Ｇ
福
祉
避
難

1
6
6

田
子
浦
荘

可
搬
局

Ｇ
福
祉
避
難

1
6
7

シ
ャ
ロ
ー
ム

可
搬
局

Ｇ
福
祉
避
難

1
6
8

災
対
本
３
６

可
搬
局

Ｇ
災
対
本
部

1
6
9

災
対
本
３
７

可
搬
局

Ｇ
災
対
本
部

1
7
0

災
対
本
３
８

可
搬
局

Ｇ
災
対
本
部

1
7
1

再
送
信
１

半
固
定
局

1
7
2

再
送
信
２

半
固
定
局

1
7
3

Ｓ
Ｌ
Ｔ
１

半
固
定
局

1
7
4

Ｓ
Ｌ
Ｔ
２

半
固
定
局

1
7
5

Ｓ
Ｌ
Ｔ
３

半
固
定
局

1
7
6

Ｓ
Ｌ
Ｔ
４

半
固
定
局

1
7
7

Ｓ
Ｌ
Ｔ
５

半
固
定
局

1
7
8

教
育
プ
ラ
ザ

携
帯
局

Ｇ
教
育
施
設

1
7
9

福
祉
キ
ャ
ン

携
帯
局

Ｇ
福
祉

部

1
8
0

発
達
セ

携
帯
局

Ｇ
福
祉
部

1
8
1

新
環
ク
リ

携
帯
局

1
8
2

斎
場

携
帯
局

1
8
3

自
然
の
家

携
帯
局

Ｇ
教
育
施
設

1
8
4

岳
排

携
帯
局

Ｇ
下
水

道

1
8
5

災
対
本
３
９

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
教
育
施
設

1
8
6

ロ
ゼ

携
帯
局

1
8
7

公
社
総
務

携
帯
局

1
8
8

総
合
運
動

携
帯
局

1
8
9

富
士
警
察

携
帯
局

1
9
0

ラ
ジ
オ
Ｆ
Ｍ

携
帯
局

1
9
1

海
保
田
子
浦

携
帯
局

1
9
2

田
子
浦
管
理

携
帯
局

1
9
3

東
電

携
帯
局

1
9
4

加
島
の
郷

携
帯
局

Ｇ
福
祉
避
難

1
9
5

静
岡
ガ
ス

携
帯
局

1
9
6

Ｊ
Ｒ
保
線

携
帯
局

1
9
7

Ｊ
Ｒ
新
富
士

携
帯
局

1
9
8

岳
南
電
車

携
帯
局

1
9
9

第
一
保
育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
0

第
二
保
育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

静
岡
ガ
ス
㈱
東

部
支
社

Ｊ
Ｒ
東
海
㈱
富

士
駅

Ｊ
Ｒ
東
海
㈱
新

富
士
駅

岳
南
電
車
㈱

常
　
置

　
場
　
所

防
災
危
機
管
理

課
（
内
線

電
話
接
続
用
１
）

シ
ャ
ロ
ー
ム
富

士
川

防
災
危
機
管
理

課
（
内
線

電
話
接
続
用
２
）

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
３
７
）

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
３
８
）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
６

）
（
下
水
道
班
用

）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
９

）
（
道
路
班
用
）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
３
０

）
（
道
路
班
用
）

防
災
危
機
管
理

課
（
災
害

対
策
本
部
用
３
６
）

1
5
1

1
5
4

個
別
信
号

1
5
8

1
5
6

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
３
１

）
（
道
路
班
用
）

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
７

）
（
下
水
道
班
用

）

建
設
総
務
課

1
5
5

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
２
８

）
（
道
路
班
用
）

1
5
2

1
5
3

1
5
7

防
災
危

機
管
理
課
（
災
害

対
策
本
部
用
３
２

）
（
道
路
班
用
）

1
6
4

1
6
5

鷹
岡
市
民
プ
ラ

ザ

東
部
市
民
プ
ラ

ザ

社
会
福
祉
協
議

会
1
6
2

1
5
9

富
士
土
木
事
務

所

1
6
0

防
災
危

機
管
理

課
（
災
害
対
策

本
部

用
３
５
）
（
地
区
支

援
班
用
　

西
部
）

1
6
1

広
見
荘

1
6
3

松
野
こ
ど
も
園

1
7
1

1
7
2

1
7
3

防
災
危
機
管
理

課
（
再
送

信
用
１
）

1
7
5

防
災
危
機
管
理

課
（
内
線

電
話
接
続
用
３
）

1
7
6

防
災
危
機
管
理

課
（
内
線

電
話
接
続
用
４
）

1
6
6

1
7
4

1
6
7

1
6
8

1
6
9

1
7
0

防
災
危
機
管
理

課
（
再
送

信
用
２
）

田
子
浦
荘

1
8
2

斎
場

1
8
3

少
年
自
然
の
家

1
8
4

岳
南
排
水
路
管

理
組
合

1
7
7

防
災
危
機
管
理

課
（
内
線

電
話
接
続
用
５
）

1
8
6

ロ
ゼ
シ
ア
タ
ー

1
7
9

福
祉
キ
ャ
ン
パ

ス

1
8
0

こ
ど
も
発
達
セ

ン
タ
ー

1
8
1

新
環
境
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ

ー

1
7
8

教
育
プ
ラ
ザ

1
9
2

海
上
保
安
庁
田

子
浦
分
室

1
9
3

田
子
の
浦
港
管

理
事
務
所

1
9
6

1
8
5

防
災

危
機

管
理
課

（
災

害
対

策
本

部
用
３

９
）

（
教

育
部

施
設
班

用
）

1
9
7

1
8
7

振
興
公
社
総
務

課

1
8
9

振
興
公
社
総
合

運
動
公
園

1
9
0

富
士
警
察
署

1
9
1

1
9
4

東
京
電
力
パ
ワ

ー
グ
リ
ッ

ド
㈱
富
士
支
社

加
島
の
郷

富
士
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
Ｆ
Ｍ

放
送
局

1
9
5

2
0
0

第
二
保
育
園

2
0
1

第
一
保
育
園

1
9
8

1
9
9

グ
ル
ー
プ



資
料
４
－
４

N
o
.

登
録
名
称

種
別

2
0
1

第
三
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
2

杉
の
木

保
育

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
3

広
見
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
4

中
野
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
5

蓼
原
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
6

南
保
育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
7

浜
保
育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
8

な
か
じ

ま
保

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
0
9

森
島
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
1
0

鷹
岡
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
1
1

厚
原
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
1
2

浅
間
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
1
3

て
ん
ま

保
育

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
1
4

災
対
本

４
０

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

2
1
5

岩
淵
保

育
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
福
祉

部

2
1
6

災
対
本

４
１

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

2
1
7

昭
和
幼

稚
園

携
帯
局

Ｇ
幼
稚

園
Ｇ
福
祉

部

2
1
8

災
対
本

４
３

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
道
路

班

2
1
9

災
対
本

４
４

携
帯
局

Ｇ
災
対
本
部

Ｇ
道
路

班

2
2
0

田
子
浦

幼
稚

携
帯
局

Ｇ
幼
稚

園
Ｇ
福
祉

部

2
2
1

災
対
本

４
２

携
帯
局

Ｇ
福
祉

部
Ｇ
福
祉
避
難

2
2
2

岩
松
幼

稚
園

携
帯
局

Ｇ
幼
稚

園
Ｇ
福
祉

部

2
2
3

み
な
み

っ
こ

携
帯
局

Ｇ
幼
稚

園
Ｇ
福
祉

部

2
2
4

富
士
川

一
幼

携
帯
局

Ｇ
幼
稚

園
Ｇ
福
祉

部

2
2
5

建
設
業

組
合

携
帯
局

2
2
6

医
師
会
長

携
帯
局

Ｇ
医
療
機
関

Ｇ
災
害
医
療

2
2
7

県
特
支

学
校

携
帯
局

Ｇ
福
祉

部

2
2
8

保
育
幼

稚
園

携
帯
局

Ｇ
保
育

園
Ｇ
幼
稚

園
Ｇ
福
祉
部

2
2
9

す
ど
の
杜

携
帯
局

Ｇ
福
祉
避
難

2
3
0

鑑
石
園

携
帯
局

Ｇ
福
祉
避
難

2
3
1

み
ぎ
わ
園

携
帯
局

Ｇ
福
祉
避
難

2
3
2

月
の
あ

か
り

携
帯
局

Ｇ
福
祉
避
難

2
3
3

天
間
荘

携
帯
局

Ｇ
福
祉
避
難

2
3
4

あ
お
ば

携
帯
局

Ｇ
福
祉
避
難

2
3
5

中
央
病
院

携
帯
局

Ｇ
透
析

2
3
6

富
士
第

一
ク

携
帯
局

Ｇ
透
析

2
3
7

聖
隷
富
士

携
帯
局

Ｇ
透
析

2
3
8

新
富
士

病
院

携
帯
局

Ｇ
透
析

2
3
9

東
名
富

士
ク

携
帯
局

Ｇ
透
析

2
4
0

加
藤
ク

携
帯
局

Ｇ
透
析

2
4
1

蒲
原
病
院

携
帯
局

Ｇ
透
析

2
4
2

も
と
い
ち
ば

ク
携
帯
局

Ｇ
透
析

グ
ル

ー
プ

一
覧

1
　

災
害

対
策

本
部

9
　

南
部

1
7
　

保
育

園

2
　

地
区

拠
点

1
0
　

北
部

1
8
　

幼
稚

園

3
　

避
難

所
1
1
　

北
西

部
1
9
　

教
育

施
設

4
　

災
害

医
療

1
2
　

中
部

2
0
　

小
学

校

5
　

救
護

所
1
3
　

道
路

班
2
1
　

中
学

校

6
　

医
療

機
関

1
4
　

河
川

班
2
2
　

画
像

7
　

東
部

1
5
　

下
水

道
2
3
　

透
析

8
　

西
部

1
6
　

福
祉

部
2
4
　

福
祉

避
難

5
0
5

東
名

富
士
ク
リ
ニ
ッ
ク

5
0
6

加
藤

ク
リ
ニ
ッ
ク

5
0
7

共
立

蒲
原
総
合
病
院

5
0
2

5
0
4

新
富

士
病
院

2
3
2

2
3
3

2
3
4

2
3
5

5
0
1

グ
ル
ー
プ

5
0
8

も
と

い
ち
ば
ク
リ
ニ
ッ
ク

す
ど

の
杜

鑑
石

園

み
ぎ

わ
園

月
の

あ
か
り

天
間

荘

あ
お

ば

富
士

第
一
ク
リ
ニ
ッ
ク

5
0
3

聖
隷

富
士
病
院

富
士

市
立
中
央
病
院

2
0
2

第
三

保
育
園

個
別
信
号

常
　
置
　
場
　
所

2
0
3

杉
の

木
保
育
園

2
0
4

広
見

保
育
園

2
0
5

中
野

保
育
園

2
0
9

な
か

じ
ま
保
育
園

2
1
1

鷹
岡

保
育
園

2
1
2

厚
原

保
育
園

2
1
3

浅
間

保
育
園

防
災

危
機
管
理
課
（
災
害
対
策
本
部

用
４
３
）

2
0
6

蓼
原

保
育
園

2
0
7

南
保

育
園

2
0
8

浜
保

育
園

2
1
0

森
島

保
育
園

防
災

危
機
管
理
課
（
災
害
対
策
本
部

用
４
４
）

2
2
1

田
子

浦
幼
稚
園

2
1
4

て
ん

ま
保
育
園

2
1
5

防
災

危
機
管
理
課
（
災
害
対
策
本
部

用
４
０
）

2
1
6

岩
淵

保
育
園

2
1
8

昭
和

幼
稚
園

2
2
9

保
育

幼
稚
園
課

2
3
0

2
3
1

2
2
5

富
士

川
第
一
幼
稚
園

2
2
7

医
師

会
長
（
渡
辺
ク
リ
ニ
ッ
ク
）

2
2
8

静
岡

県
立
富
士
特
別
支
援
学
校

2
2
2

福
祉

総
務
課

2
2
3

岩
松

幼
稚
園

2
2
4

み
な

み
っ
こ

2
1
7

防
災

危
機
管
理
課
（
災
害
対
策
本
部

用
４
１
）

2
2
6

建
設

業
組
合

2
1
9

2
2
0

 

 

防
災

相
互

通
信

用
無

線
局
一

覧
表
 

 

№
 

識
別

信
号

 
局
種

 
出
力

 
周

波
数

 
常

置
場
所

 

1 
ふ
じ

ぼ
う

た
い
 
１

 
移
動

局
 

５
ｗ

 
1
5
8
.
3
5
M
H
z
 

 
 

 
 
情

報
指
令

課
 

 
 

 

2 
ふ
じ

ぼ
う

た
い
 
２

 
移
動

局
 

５
ｗ

 
1
5
8
.
3
5
M
H
z
 

防
災

危
機

管
理
課

 

3 
ふ
じ

 
１

０
１

 
移
動

局
 

５
ｗ

 
4
6
6
.
7
7
5
M
H
z
 

防
災

危
機

管
理
課

 

 防
災

相
互

通
信

用
無

線
局

に
つ

い
て
 

 

防
災

関
係

機
関
が

持
つ
移

動
無

線
機

に
よ
り

相
互
間

の
通

信
を

行
う

場
合
の

無
線
通

信
方

法
で

あ
る
。

 

 (1
)
 
開
設

の
経

緯
 

昭
和

5
0

年
３

月
に

開
催

さ
れ

た
中
央

非
常

無
線
通

信
協

議
会

定
期

総
会
に

お
い
て

、
非
常

災
害

の
場

合
に
防

災

活
動

を
実

施
す
る

防
災
関

係
機

関
が

そ
れ
ぞ

れ
相
互

に
通

信
を

行
う

事
が
で

き
る
専

用
の

共
通
周

波
数

の
割

当
を

郵

政
省

に
要

望
す
る

こ
と
が

採
択

さ
れ

た
。
郵

政
省
に

お
い

て
は

、
こ

の
要
望

に
基
づ

き
検

討
し
た

結
果

、
災

害
現

地

で
警

察
、

消
防
、

海
上
保

安
等

の
防

災
関
係

機
関
が

協
力

し
て

円
滑

な
防
災

活
動
を

実
施

す
る
た

め
に

は
、

こ
れ

ら

の
機

関
相

互
間
で

被
害
の

状
況

、
防

災
活
動

の
推
進

等
に

関
す

る
情

報
を
迅

速
に
交

換
す

る
必
要

が
あ

る
こ

と
を

認

め
、

そ
の

た
め
に

全
国
共

通
の

1
5
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
専
用

周
波

数
を

選
定

し
て
、

こ
れ
を

使
用

す
る
無

線
局

の
開

設
を

認

め
る

こ
と

と
し
、
昭

和
5
0
年

1
0
月

2
3
日
付

け
で

次
の
と

お
り
「

防
災
相

互
通

信
用

無
線

局
の

免
許

方
針
」
が

決
定

さ
れ

、
同

日
付
を

も
っ
て

地
方

電
波

管
理
局

長
あ
て

に
通

達
さ

れ
た

。
 

 (2
)
 
防
災

相
互

通
信

用
無

線
局

の
免
許

方
針

 

防
災

(
注
)
に
関

係
す

る
行

政
機

関
、
公

共
機

関
、
地

方
公

共
団

体
、

協
議
会

等
の
団

体
相
互

間
で

防
災

対
策
に

関

す
る

通
信

（
以
下

「
防
災

相
互

通
信

」
と
い

う
。
）

を
行

う
無

線
局
の

免
許
は

、
次
に

よ
り

行
う

も
の
と

す
る
。

 

（
注

）
 

災
害

対
策

基
本

法
第

２
条
の

規
定

に
よ
る

「
災

害
を

未
然

に
防
止

し
、
災

害
が
発

生
し

た
場

合
に
お

け

る
被

害
の

拡
大
を

防
ぎ
、

及
び

災
害
の

復
旧

を
図
る

こ
と

。
」

を
い
う

。
 

ア
、

免
許

団
体

 

防
災

相
互
通

信
を
行

う
無

線
局

の
免
許

は
、

次
の

者
に
付

与
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る
。

 

ａ
 

防
災

関
係

機
関

（
災

害
対

策
基
本

法
第

２
条
に

規
定

す
る

指
定

行
政
機

関
、
指

定
地
方

行
政

機
関

、
指
定

公

共
機

関
及
び

指
定
地

方
公

共
機

関
を
い

う
。

以
下

同
じ
。
）

 

ｂ
 

地
方

公
共

団
体

 

ｃ
 

地
域

防
災

関
係

団
体

（
地

域
の
防

災
対

策
を
実

施
す

る
た

め
、

防
災
関

係
機
関

の
出
先

機
関

、
地

方
公
共

団

体
、

地
方

公
共
団

体
の
出

先
機

関
、
企

業
者

等
に
よ

っ
て
組

織
さ
れ

た
団
体

を
い
う

。
以

下
同

じ
）

 

イ
、

無
線

局
の
種

別
 

防
災

相
互
通

信
を
行

う
無

線
局

は
、
陸

上
移

動
業

務
及
び

携
帯

移
動

業
務

の
無

線
局

と
す

る
。

 

ウ
、

周
波

数
等

 

使
用

す
る
周

波
数
等

は
、

次
に

よ
る
も

の
と

す
る

。
 

・
1
5
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
 

ａ
 
電

波
の

形
式

 
 
 

 
Ｆ

３
Ｅ

 

ｂ
 
周

 
波

 
数

 
 
 

 
1
5
8
.
3
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

 

ｃ
 
空

中
線

電
力

 

（
ア

）
航
空

機
に

と
う
載

す
る

携
帯
局

及
び

地
域

防
災
関

係
団

体
の

無
線

局
･･
･
･
･
･
１
ワ

ッ
ト
以

下
 

（
イ

）
ア
以

外
の

無
線
局
･
･
･
･
･
･･

･･
･
･
･
･･

･
･
･
･
･･

･･
･
･
･
･
･･
･
･
･
･･

･･
･
･
･
･
･･
･
･
･
1
0
ワ

ッ
ト

以
下

 

資
料
４

－
５

 



 

 

・
4
0
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
 

ａ
 

電
波

の
形
式

 
 
 

 
Ｆ

３
Ｅ

 

ｂ
 

周
 

波
 
数

 
 
 

 
4
6
6
.
7
7
5Ｍ

Ｈ
ｚ

 

ｃ
 

空
中

線
電
力

 

（
ア

）
航
空

機
に

搭
載
す

る
携

帯
局
及

び
地

域
防

災
関
係

団
体

の
無

線
局

･･
･･
･
･
･
･
５
ワ

ッ
ト
以

下
 

（
イ

）
ア
以

外
の

無
線
局
･
･
･
･
･
･･

･･
･
･
･
･･

･
･
･
･
･･

･･
･
･
･
･
･･
･
･
･
･･

･･
･
･
･
･
･･
･
･
･
2
5
ワ

ッ
ト

以
下

 

エ
、

通
信

方
式

 

通
信

方
式

は
、

単
信

方
式

と
す

る
。

 

オ
、

通
信

事
項
及

び
通
信

の
相

手
方

 
 

防
災

相
互

通
信

用
周

波
数

を
使

用
す
る

通
信

は
、
地

域
の

防
災

対
策

に
関
す

る
事
項

に
つ

い
て
、

次
の

無
線
局

相
互

間
で

行
う
も

の
に
限

る
。

 

ａ
 

防
災

関
係
機

関
所
属

の
無

線
局
の

場
合

 

他
の

防
災

関
係
機

関
所
属

の
無

線
局

並
び
に

地
方
公

共
団
体

及
び
地

域
防
災

関
係
団

体
所

属
の
無

線
局

 

ｂ
 

地
方

公
共
団

体
所
属

の
無

線
局
の

場
合

 

他
の

地
方
公

共
団

体
所
属

の
無

線
局
並

び
に

防
災

関
係
機

関
及

び
地

域
防

災
関

係
団

体
所

属
の
無

線
局
 

ｃ
 

地
域

防
災
関

係
団
体

所
属

の
無
線

局
の

場
合

。
 

防
災

関
係
機

関
及

び
地
方

公
共

団
体
所

属
の

無
線

局
並
び

に
当

該
団

体
所

属
の

無
線

局
 

カ
、

移
動

範
囲

 

移
動

す
る

無
線

局
の

移
動

範
囲

は
、
当

該
無

線
局
の

開
設

の
目

的
を

達
成
す

る
た
め

に
必

要
な
陸

上
、

海
上
又

は
上

空
の

区
域
と

す
る
。

 

キ
、

既
設

の
無
線

局
の
取

扱
い

 

防
災

関
係

機
関

及
び

地
方

公
共

団
体
に

つ
い

て
は
、

防
災

相
互

通
信

を
行
う

た
め
の

専
用

の
無
線

局
の

開
設
を

認
め

る
ほ

か
、
そ

れ
ぞ
れ

業
務

用
の
無

線
局

の
う

ち
、

そ
の
無

線
設

備
が
周

波
数
の

切
替

え
可

能
な
も

の
に
つ

い

て
は

、
防

災
相
互

通
信
周

波
数

の
併
用

を
認

め
る

こ
と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

 (3
)
 
取
扱

方
法

 

防
災

相
互

無
線
の

交
信
を

行
う

場
合
に

は
、
防

災
相

互
通

信
チ
ャ

ン
ネ

ル
に
あ

わ
せ
る
。（

防
災

相
互

通
信
チ

ャ
ン

ネ
ル

は
無

線
機
に

よ
り
異

な
る

）
 

静
岡

県
地

域
防
災

計
画
・

資
料

編
よ
り

転
載

。
 

資
料

４
－

５
 

資
料
４

－
５

防
災

相
互
通

信
用
無
線
局
（
1
5
8
.3
5
M
H
z）

(
R
3.
4
.
1
)

免
許
人

局
名

局
種

事
務
所

所
在

地
事

務
所
名

電
話

番
号

警
察
庁

富
士
 
27
0
1
～
2
7
02

移
富
士

市
八
代

町
3-

55
静

岡
県

富
士

警
察

署
0
5
4
5-

5
1
-
01
1
0

建
設
沼
津

 
11
4

移
富
士

市
鈴
川

町
9-

14
沼

津
河

川
国

道
事

務
所

富
士

海
岸

出
張
所

0
5
4
5-

3
2
-
05
6
8

建
設
吉
原

 
52
～

54
移

建
設
吉
原

 
15
1
～
1
5
6

移

建
設
富
士

 
81
～

83
携

富
士

市
松
岡

官
有

無
番

地
甲

府
河

川
国

道
事

務
所

富
士

下
流

出
張
所

0
5
4
5-

6
1
-
00
7
8

東
海

道
旅

客
鉄

道
株
式

会
社

静
岡

支
社

富
士

信
号

通
信

区
し
ず
て
つ

ふ
じ

 
11
・

12
移
･
携

富
士

市
上
横

割
字

横
堀

南
19
-
4

東
海

旅
客

鉄
道
株

式
会

社
静

岡
支

社
富

士
電

気
区

0
5
4
5-

6
4
-
10
6
4

海
保
移
動

 
35
3
8

移
清

水
海

上
保

安
部

海
保
移
動

 
39
8
8
・
3
9
71
・

3
9
72

移
清

水
海

上
保

安
部

海
保
移
動

 
31
0

移

海
保
移
動

 
36
8
7
・
3
6
88
・

3
6
89
・
3
6
9
0・

3
69
1
・

3
6
92
・
3
6
9
3

移

海
保
移
動

 
39
7
3

移
巡

視
船

ふ
じ

か
ぜ

海
保
移
動

 
36
8
3
・
3
6
84

移

海
保
移
動

 
30
8

移

東
電
P
G富

士
　

2
2

移

東
電
P
G富

士
　

2
01

移

東
電
P
G富

士
　

8
・
2
1

移

東
電
P
G富

士
宮

2
・
1
7

移

静
岡
県
ヘ

リ
3

携

静
岡
航
空

隊
1

移

静
岡
航
空

隊
　

1
01
～

10
6

移

静
岡
県
防

対
富

士
基

富
士

市
本
市

場
44

1-
1

静
岡

県
富

士
財
務

事
務

所
0
5
4
5-

6
5
-
21
1
2

富
士
宮
防

対
1

移

富
士
宮
防

対
基

防
災

相
互
通

信
用
無
線
局
（
4
6
6
.7
7
5
M
Hz
）

(
R
3.
4
.
1
)

免
許
人

局
名

局
種

事
務
所

所
在

地
事

務
所
名

電
話
番

号

静
岡
県
防

対
東

部
基

沼
津

市
高
島

本
町

1-
3

静
岡

県
東

部
危
機

管
理

局
0
5
5
-

9
2
0
-2
0
0
3

静
岡
県
防

対
富

士
基

富
士

市
本
市

場
44

1-
1

静
岡

県
富

士
財
務

事
務

所
0
5
4
5-

6
5
-
21
1
2

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
・

資
料

編
｢防

災
相

互
用

無
線

局
一

覧
｣よ

り
､
市

内
及

び
県

､近
隣

市
町

､
船
舶

･ヘ
リ

を
抜

粋
。

富
士
宮

市
富
士

宮
市

弓
沢

町
15

0
富

士
宮

市
役

所
0
5
4
4-

2
2
-
13
1
9

富
士
宮
防

対

富
士
宮

市
富
士

宮
市

弓
沢

町
15

0
富

士
宮

市
役

所
0
5
4
4-

2
2
-
11
3
2

静
岡
県

静
岡

県
消

防
防
災

航
空

隊
0
5
4
-

2
6
1
-4
4
8
3

沼
津

市
高
島

本
町

1-
3

静
岡

県
東

部
地
域

局
0
5
5
-

9
2
0
-2
0
0
3

国
土
交

通
省

富
士

市
今
泉

3
37
-
1

静
岡

国
道

事
務
所

富
士

国
道

維
持
出

張
所

0
5
4
5-

5
2
-
56
5
0

巡
視

船
お

き
つ

基

巡
視

船
み

ほ
か
ぜ

静
岡

市
清

水
区

日
の

出
町

9-
1

0
5
4
-

3
5
3
-0
1
1
8

海
上
保

安
庁

防
災
東
部

基

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド

株
式
会
社
 
富
士
制

御
所

0
5
4
5-

6
3
-
61
0
5

静
岡

県

東
京

電
力

パ
ワ
ー

グ
リ

ッ
ド

富
士

市
吉
原

1
-1
-
21

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド

株
式
会
社
 
富
士
支

社
0
5
4
5-

5
1
-
28
4
3

富
士

市
平
垣

本
町

10
-
10

静
岡

市
葵

区
諏
訪

8
-1
0



資
料
４
－

６

機
　
　

　
　

関
　
　
　

　
名
　
　

（
順
不

同
）

所
　
　
　
在

　
　
　

地
電
　

話
　

番
　
号

静
岡

県
危

機
管

理
部

危
機

情
報

課
静
岡
市
葵

区
追
手
町

9-
6

＜
0
5
4
＞
2
2
1－

2
59
1

静
岡

県
清

水
港

管
理

局
静
岡
市
清

水
区
日
の

出
町

9-
2
5

＜
0
5
4
＞
3
5
3－

2
20
8

清
水

海
上

保
安

部
静
岡

市
清
水
区

日
の

出
町

9-
1

＜
0
5
4
＞
3
5
3－

0
11
8

下
田

海
上

保
安

部
　下

田
市
3
-
18
-
2
3

＜
0
5
5
8＞

2
5－

0
11
8

関
東

管
区

警
察

局
静

岡
県

情
報

通
信

部
静
岡
市
葵

区
追

手
町

9-
6

＜
0
5
4
＞
2
7
1－

0
11
0

静
岡

県
警

察
本

部
警

備
部

災
害

対
策

課
静
岡

市
葵

区
追

手
町

9-
6

＜
0
5
4
＞
2
7
1－

0
11
0

静
岡

県
警

察
本

部
地

域
部

通
信

指
令

課
静
岡

市
葵

区
追

手
町

9-
6

＜
0
5
4
＞
2
7
1－

0
11
0

静
岡

刑
務

所
静
岡

市
葵

区
東

千
代
田
3
-
1-
1

＜
0
5
4
＞
2
6
1－

0
11
7

国
土

交
通

省
甲

府
河

川
国

道
事

務
所

甲
府
市
緑

が
丘
1-
1
0
-1

＜
0
5
5
＞
2
5
1－

0
41
1

国
土

交
通

省
静

岡
国

道
事

務
所

静
岡

市
葵
区
南

安
倍
2-
8
-
1

＜
0
5
4
＞
2
5
0－

8
91
0

静
岡

県
市

長
会

静
岡

市
駿
河
区

南
町

14
-
2
5　

ｴｽ
ﾊ
ﾟ
ﾃｨ
ｵ
5
F

＜
0
5
4
＞
2
0
2－

4
34
3

静
岡

県
町

村
会

静
岡

市
駿
河
区

南
町

14
-
2
5　

ｴｽ
ﾊ
ﾟ
ﾃｨ
ｵ
5
F

＜
0
5
4
＞
2
0
2－

4
34
3

西
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
静

岡
支

店
静
岡

市
葵

区
御

幸
町

4-
6
　
電

電
ビ

ル
5
F

＜
0
5
4
＞
2
0
5－

9
12
2

東
海

旅
客

鉄
道

株
式

会
社

静
岡

支
社

静
岡
市
葵

区
黒
金
町

4
＜
0
5
4
＞
6
8
7－

2
48
4

東
京

電
力

パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
株

式
会

社
静

岡
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
セ

ン
タ

ー
沼
津
市
大

手
町

3-
9
-
13

0
90
－
67
2
2－

0
47
2

日
本

放
送

協
会

静
岡

放
送

局
静
岡

市
駿
河
区

八
幡

1-
6
-
1

＜
0
5
4
＞
6
5
4－

4
05
5

静
岡

放
送

株
式

会
社

静
岡

市
駿
河
区

登
呂

3-
1
-
1

＜
0
5
4
＞
2
8
4－

8
91
1

株
式

会
社

テ
レ

ビ
静

岡
静
岡
市
駿

河
区
栗
原

18
-
6
5

＜
0
5
4
＞
2
6
1－

6
11
6

株
式

会
社

静
岡

朝
日

テ
レ

ビ
静
岡

市
葵
区
東

町
1
5

＜
0
5
4
＞
2
5
1－

3
30
4

株
式

会
社

静
岡

第
一

テ
レ

ビ
静
岡

市
駿
河
区

中
原

56
3

＜
0
5
4
＞
2
8
3－

8
11
9

静
岡

エ
フ

エ
ム

放
送

株
式

会
社

浜
松

市
中
区
常

盤
町
13
3
-
24

＜
0
5
3
＞
4
5
7－

1
15
3

静
岡

ガ
ス

株
式

会
社

静
岡

市
駿
河
区

八
幡

1-
5
-
38

＜
0
5
4
＞
2
8
4－

4
36
6

東
海

ガ
ス

株
式

会
社

藤
枝

市
青
木
2
-
29
-
1

＜
0
5
4
＞
6
4
7－

7
15
4

伊
豆

急
行

株
式

会
社

伊
東

市
八
幡
野

11
5
1

＜
0
5
5
7＞

5
3－

1
11
5

遠
州

鉄
道

株
式

会
社

浜
松

市
東
区
西

ヶ
崎

町
6
8
6-
1

＜
0
5
3
＞
4
3
5－

0
22
1

し
ず

て
つ

ジ
ャ

ス
ト

ラ
イ

ン
株

式
会

社
静
岡

市
葵

区
宮

前
町

28
＜
0
5
4
＞
2
6
7－

5
11
7

富
士

急
行

株
式

会
社

富
士

吉
田
市
新

西
原

5-
2
-
1

＜
0
5
5
5＞

2
2－

7
10
0

日
本

銀
行

静
岡

支
店

静
岡

市
葵
区
金

座
町

26
-
1

＜
0
5
4
＞
2
7
3－

4
13
2

株
式

会
社

静
岡

銀
行

静
岡

市
清
水
区

草
薙

北
2
-
1

＜
0
5
4
＞
2
6
1－

3
13
1

ス
ル

ガ
銀

行
株

式
会

社
駿
東
郡
長

泉
町
東
野

50
0

＜
0
5
5
＞
9
8
7－

5
66
6

株
式

会
社

日
本

政
策

金
融

公
庫

静
岡

支
店

静
岡

市
葵

区
黒

金
町
59
-
6
　

＜
0
5
4
＞
2
5
4－

3
63
1

し
ず

お
か

焼
津

信
用

金
庫

静
岡

市
葵
区
相

生
町
1-
1

＜
0
5
4
＞
2
4
7－

1
15
1

静
清

信
用

金
庫

静
岡

市
葵
区
昭

和
町

2-
1

＜
0
5
4
＞
2
5
4－

8
88
1

静
岡

県
無

線
漁

業
協

同
組

合
焼
津

市
田
尻
1
9
91
-
1

＜
0
5
4
＞
6
2
4－

1
37
6

静
岡

県
超

短
波

漁
業

無
線

協
会

静
岡

市
葵
区
追

手
町
9-
1
8

＜
0
5
4
＞
2
5
4－

6
01
1

日
本

赤
十

字
社

静
岡

県
支

部
静
岡

市
葵
区
追

手
町

44
-
1
7

＜
0
5
4
＞
2
5
2－

8
13
1

（
一

社
）

日
本

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
連

盟
静

岡
県

支
部

藤
枝
市
築

地
2
2
3-
1

＜
0
5
4
＞
6
4
4－

5
64
8

株
式

会
社

東
洋

信
号

通
信

社
静
岡
市

清
水
区
興
津
清
見
寺
町
1
3
7
5
-1
2
1

＜
0
5
4
＞
3
6
9－

6
25
1

浜
松

エ
フ

エ
ム

放
送

株
式

会
社

浜
松

市
中
区
鍜

治
町
10
0
-
1　

＜
0
5
3
＞
4
5
8－

8
60
0

株
式

会
社

エ
フ

エ
ム

し
み

ず
静
岡
市
清
水
区
日
の
出
町

1
0
-
8
0
　
清
水
マ
リ
ン
タ

ー
ミ
ナ
ル
2
階

＜
0
5
4
＞
3
5
4－

5
25
2

株
式

会
社

エ
フ

エ
ム

み
し

ま
か

ん
な

み
三
島

市
大

社
町

1-
1
0
　

総
合

防
災

セ
ン

タ
ー

＜
0
5
5
＞
9
8
1－

8
60
0

株
式

会
社

シ
テ

ィ
エ

フ
エ

ム
静

岡
静
岡
市
葵

区
七
間
町

8-
2
0
毎
日
江
﨑
ビ

ル
6
階

＜
0
5
4
＞
2
2
1－

1
11
1

エ
フ

エ
ム

伊
東

株
式

会
社

伊
東
市

松
川
町
5-
1
0　

伊
東
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

＜
0
5
5
7＞

3
6－

7
60
3

エ
フ

エ
ム

ぬ
ま

づ
株

式
会

社
沼
津
市

寿
町
8
-
28
　

＜
0
5
5
＞
9
4
3－

7
30
0

株
式

会
社

エ
フ

エ
ム

熱
海

湯
河

原
熱
海
市
上

宿
町
9-
5

＜
0
5
5
7＞

8
1－

0
79
6

富
士

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

エ
フ

エ
ム

放
送

株
式

会
社

富
士

市
吉

原
2
-
10
-
2
0　

ラ
ク

ロ
ス
吉
原

2階
＜
0
5
4
5＞

5
5－

1
12
3

株
式

会
社

Ｆ
Ｍ

島
田

島
田

市
中
央
町

5-
1
　
プ

ラ
ザ

お
お

る
り

3F
＜
0
5
4
7＞

3
4－

1
76
5

東
海

地
方

非
常

通
信

協
議
会

加
盟

機
関

一
覧

表

車
　

載
携

　
帯

卓
上

固
定

５
ｗ

２
ｗ

５
ｗ

消
防

総
務

課
2

2

警
防

課
3

1
4

予
防

課
1

1

情
報

指
令

課
1

7
8

小
計

7
7

1
1
5

本
署

9
1
1

1
2
1

臨
港

分
署

3
4

1
8

吉
永

分
署

3
4

1
8

富
士

見
台

分
署

2
4

1
7

大
淵

分
署

3
4

1
8

小
計

2
0

2
7

5
5
2

本
署

7
1
0

1
1
8

鷹
岡

分
署

2
4

1
7

南
分

署
3

4
1

8

富
士

川
分

署
3

4
1

8

小
計

1
5

2
2

4
4
1

合
計

4
2

5
6

1
0

1
0
8

中 　 央 　 消 　 防 　 署 西 　 消 　 防 　 署

　
移

動
局

　
　

　
　

　
　

　
種

　
別

合
　

計
　

所
　
属

消 　 防 　 本 　 部

資
料
４

－
７

消
防

救
急

デ
ジ
タ
ル

無
線
設
備
配
置

状
況

　
基

地
局

設
置

場
所

(２
箇

所
)

　
金

丸
山

基
地

局
＝

富
士

市
中

之
郷

4
48

2-
1

　
大

晦
日

基
地

局
＝

富
士

宮
市

内
房

大
晦

日
5
7
4
2



資
料
４

－
８

 

 

富
士
市
水
道
無
線
一
覧
表
 

  Ⅰ
 

基
地

局
 

常
置

場
所
 

 
富
士

市
永
田
町

1
丁
目

1
0
0 

消
防
防

災
庁
舎
 

識
別

信
号
 

す
い
ど
う

ふ
じ
 

出
力
 

5Ｗ
 

周
波
数
 

37
3
.
25
0
Ｍ
Ｈ
ｚ
 

沿
革
 

昭
和

5
6
年

１
月
 

 
開
局

（
常
置

場
所

 
富
士

市
役
所

）
 

平
成

1
6
年

12
月
 
 
基
地

局
常
置

場
所
変
更
（

市
役
所

本
庁
か
ら
水

道
庁
舎

）
 

平
成

3
0
年

10
月
 

基
地

局
常
置
場
所

変
更
（

水
道

庁
舎
か
ら
消
防
防
災

庁
舎
）
 

  Ⅱ
 

移
動

局
 

№
 

識
別

信
号
 

型
式
 

出
力
 

常
 
置
 
場
 
所
 

1
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
１
 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両

2
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
２
 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

3
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
３
 

携
帯
型
 

5
Ｗ
 

水
道

維
持

課
原

水
施

設
担

当
 

4
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
４
 

携
帯
型
 

5
Ｗ
 

上
水

道
管

理
セ

ン
タ

ー
 

 
5
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
５
 

携
帯
型
 

5
Ｗ
 

水
道

維
持

課
維

持
担

当
 

6
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
６
 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

7
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
７
 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

8
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
８
 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

9
 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
９
 

携
帯
型
 

5
Ｗ
 

水
道

維
持

課
維

持
担

当
 

1
0 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
0 

携
帯
型
 

5
Ｗ
 

水
道

工
務

課
工

務
担

当
 

1
1 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
1 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

1
2 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
2 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

1
3 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
3 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

1
4 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
4 

携
帯
型
 

5
Ｗ
 

水
道

工
務

課
工

務
担

当
 

1
5 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
5 

携
帯
型
 

5
Ｗ
 

水
道

維
持

課
維

持
担

当
 

1
6 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
6 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

1
7 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
7 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

1
8 

す
い
ど

う
ふ
じ

 
 
1
8 

車
載
型
 

5
Ｗ
 

上
下

水
道

部
所

有
車

両
 

 

資
料
４

－
９

 

災
害
特
設
電
話
（
発
信
専

用
）
配

備
状

況
一
覧
表
 

 

設
置

場
所

 
数

 
利

用
場

所
 

ジ
ャ

ッ
ク

設
置

場
所

 
電

話
機

保
管

場
所

 
大

淵
第

一
小

学
校

 
3 

廊
下

 
玄

関
入

っ
て

東
側

Ｍ
Ｄ

Ｆ
隣

 
大

淵
第

一
小

学
校

事
務

室
 

大
淵

中
学

校
 

6 
玄

関
 

玄
関

 
受

付
カ

ウ
ン

タ
ー

上
 

大
淵

中
学

校
事

務
室

 

旧
大

淵
第

二
小

学
校

 
1 

校
内

 
電

話
機

格
納

箱
 

学
校

内
電

話
機

格
納

箱
 

富
士

中
学

校
 

5 
相

談
室

 
相

談
室

１
Ｍ

Ｄ
Ｆ

内
 

富
士

中
学

校
相

談
室

 
富

士
川

第
二

小
中

 
一

貫
校

 
松

野
学

園
 

2 
体

育
館

 
階

段
下

 
体

育
館

階
段

下
 

体
育

館
階

段
下

 

旧
富

士
川

第
二

小
学

校
 

2 
体

育
館

 
入

口
 

体
育

館
入

口
 

体
育

館
入

口
 

鷹
岡

小
学

校
 

4 
廊

下
 

事
務

室
向

い
壁

 
鷹

岡
小

学
校

女
子

ロ
ッ

カ
ー

室
 

鷹
岡

中
学

校
 

8 
体

育
館

 
体

育
館

入
っ

て
右

ト
イ

レ
手

前
右

 
鷹

岡
中

学
校

 

天
間

小
学

校
 

5 
倉

庫
 

階
段

下
倉

庫
Ｍ

Ｄ
Ｆ

隣
 

天
間

小
学

校
 

天
間

幼
稚

園
 

2 
事

務
室

 
事

務
室

ｶｳ
ﾝﾀ

ｰ壁
 

天
間

幼
稚

園
 

丘
小

学
校

 
4 

廊
下

 
職

員
室

西
廊

下
側

下
 

丘
小

学
校

 

岳
陽

中
学

校
 

2 
事

務
室

 
事

務
室

窓
左

上
 

岳
陽

中
学

校
 

富
士

西
公

園
 

（
旧

入
山

瀬
公

園
）

 
5 

公
園

 
公

園
内

自
営

収
容

箱
 

公
園

内
自

営
収

容
箱

 

原
田

公
園

 
5 

公
園

 
電

話
格

納
箱

 
Ｎ

Ｔ
Ｔ

 

市
役

所
２

Ｆ
市

民
広

場
 

1 
ロ

ビ
ー

 
富

士
市

役
所

２
Ｆ

ロ
ビ

ー
 

富
士

市
役

所
市

民
課

 

吉
原

小
学

校
 

6 
廊

下
 

職
員

室
前

階
段

の
下

 
吉

原
小

学
校

 

伝
法

小
学

校
 

4 
廊

下
 

事
務

受
付

廊
下

北
側

 
伝

法
小

学
校

倉
庫

 

吉
原

第
一

中
学

校
 

4 
印

刷
室

 
印

刷
室

の
Ｍ

Ｄ
Ｆ

左
下

 
吉

原
第

一
中

学
校

印
刷

室
 

今
泉

小
学

校
 

5 
廊

下
 

廊
下

引
き

違
い

書
庫

上
 

今
泉

小
学

校
更

衣
室

 

吉
原

第
二

中
学

校
 

7 
玄

関
 

玄
関

カ
ウ

ン
タ

下
 

吉
原

第
二

中
学

校
事

務
室

 

吉
原

高
校

 
6 

体
育

館
 

入
口

左
側

外
通

路
沿

い
 

吉
原

高
校

 

原
田

小
学

校
 

4 
事

務
室

 
カ

ウ
ン

タ
ー

事
務

室
内

側
 

原
田

小
学

校
 

須
津

小
学

校
 

3 
事

務
室

 
事

務
室

内
カ

ウ
ン

タ
ー

 
須

津
小

学
校

事
務

室
 

須
津

中
学

校
 

5 
玄

関
 

事
務

室
入

口
手

前
左

上
 

須
津

中
学

校
 

東
小

学
校

 
2 

職
員

室
 

職
員

室
入

口
左

上
 

東
小

学
校

職
員

室
 

吉
永

第
一

小
学

校
 

3 
廊

下
 

事
務

室
廊

下
 

吉
永

第
一

小
学

校
事

務
室

 

旧
吉

原
東

中
学

校
 

2 
廊

下
 

体
育

館
ス

テ
ー

ジ
横

 
吉

原
東

中
学

校
 

富
士

市
立

高
校

 
2 

事
務

室
 

事
務

室
カ

ウ
ン

タ
ー

 
富

士
市

立
高

校
事

務
室

金
庫

 

吉
原

第
三

中
学

校
 

4 
玄

関
 

事
務

所
ｶｳ

ﾝﾀ
ｰ 

吉
原

第
三

中
学

校
 

富
士

東
高

校
 

5 
廊

下
 

教
材

室
の

窓
側

 
富

士
東

高
校

教
材

室
 

神
戸

小
学

校
 

2 
玄

関
 

玄
関

受
付

右
側

 
神

戸
小

学
校

事
務

室
 

広
見

小
学

校
 

6 
玄

関
 

玄
関

南
事

務
所

側
 

広
見

小
学

校
 

広
見

公
園

 
5 

公
園

 
広

見
公

園
内

格
納

箱
 

広
見

小
学

校
公

園
内

格
納

箱
 

 
 

 
 

 



資
料
４

－
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設
置

場
所

 
数

 
利

用
場

所
 

ジ
ャ

ッ
ク

設
置

場
所

 
電

話
機

保
管

場
所

 
富

士
見

台
小

学
校

 
3 

事
務

室
 

事
務

室
内

受
付

カ
ウ

ン
タ

ー
下

 
富

士
見

台
小

学
校

事
務

所
 

吉
永

第
二

小
学

校
 

1 
事

務
室

 
事

務
室

M
DF

内
 

吉
永

第
二

小
学

校
 

吉
原

北
中

学
校

 
4 

放
送

室
 

放
送

室
M

DF
BO

X
内

 
吉

原
北

中
学

校
 

青
葉

台
小

学
校

 
4 

放
送

室
 

放
送

室
M

DF
内

 
青

葉
台

小
学

校
放

送
室

 

富
士

川
第

一
中

学
校

 
2 

事
務

室
 

事
務

室
M

DF
内

 
富

士
川

第
一

中
学

校
事

務
室

 

富
士

川
第

一
小

学
校

 
2 

校
内

 
電

話
格

納
箱

 
富

士
川

第
一

小
学

校
格

納
箱

 

総
合

体
育

館
 

1 
ロ

ビ
ー

 
ロ

ビ
ー

応
接

ソ
フ

ァ
横

 
体

育
館

事
務

室
 

富
士

第
一

小
学

校
 

6 
事

務
室

 
事

務
室

外
カ

ウ
ン

タ
ー

上
 

富
士

第
一

小
学

校
 

富
士

見
高

校
 

3 
玄

関
 

玄
関

カ
ウ

ン
タ

ー
下

BO
X

内
 

富
士

見
高

校
 

富
士

高
校

 
2 

廊
下

 
事

務
室

入
口

左
廊

下
側

 
富

士
高

校
 

富
士

第
二

小
学

校
 

6 
体

育
館

廊
下

 
体

育
館

廊
下

 
富

士
第

二
小

学
校

倉
庫

 

富
士

南
中

学
校

 
5 

廊
下

 
女

子
更

衣
室

前
出

入
口

外
BO

X 
富

士
南

中
学

校
女

子
更

衣
室

 

富
士

南
小

学
校

 
3 

体
育

館
 

体
育

館
外

廊
下

沿
い

 
富

士
南

小
学

校
事

務
室

 

田
子

浦
小

学
校

 
4 

玄
関

 
事

務
室

カ
ウ

ン
タ

ー
下

側
 

田
子

浦
小

学
校

 

田
子

浦
中

学
校

 
7 

玄
関

 
玄

関
受

付
カ

ウ
ン

タ
ー

下
 

田
子

浦
中

学
校

下
駄

箱
内

 

岩
松

小
学

校
 

6 
新

校
舎

事
務

室
前

 
新

校
舎

事
務

室
前

 
岩

松
小

学
校

放
送

室
 

岩
松

中
学

校
 

3 
玄

関
 

受
付

カ
ウ

ン
タ

ー
下

 
 

雁
公

園
 

6 
公

園
 

電
話

格
納

箱
 

雁
公

園
内

格
納

箱
 

岩
本

保
育

園
 

1 
玄

関
 

玄
関

入
っ

て
右

 
岩

本
保

育
園

 

富
士

中
央

公
園

 
6 

駐
車

場
 

電
話

格
納

箱
 

中
央

公
園

駐
車

場
格

納
箱

 

岩
松

北
小

学
校

 
2 

玄
関

 
玄

関
入

っ
て

右
 

岩
松

北
小

学
校

事
務

室
 

富
士

中
央

小
学

校
 

2 
放

送
室

 
放

送
室

M
DF

内
 

富
士

中
央

小
学

校
放

送
室

M
DF

内
 

元
吉

原
小

学
校

 
3 

事
務

室
 

受
付

ｶｳ
ﾝﾀ

ｰ事
務

所
側

 
元

吉
原

小
学

校
事

務
所

 

元
吉

原
中

学
校

 
5 

玄
関

 
玄

関
左

側
下

駄
箱

 
元

吉
原

中
学

校
事

務
所

 

柏
原

保
育

園
 

2 
事

務
室

 
柏

原
保

育
園

事
務

室
保

安
器

BO
X 

柏
原

保
育

園
事

務
室

 
 ＊

訓
練

で
使

用
す

る
場

合
、

事
前

に
西

日
本

電
信

電
話

(株
)静

岡
支

店
 災

害
対

策
室

(0
54

-2
05

-9
12

2)
に

連
絡

す
る

 

住　所 避難先

面積 棟　数

性別 年齢 死亡 行方不明 重傷 軽傷

計（人）

世帯類型

資料４－１０

災 害 罹 災 者 調 査 原 票

調査責任者職氏名

立会人職氏名

年　　月　　日現在

必要な救助
避難所 ・ 応急仮設住宅 ・ 炊き出し ・ 飲料水 ・ 被服寝具 ・ 医療 ・ 助産 ・ 救出 ・ 住宅応急修理 ・ 学用品

・ 埋葬 ・ 死体捜索 ・ 死体処理 ・ 障害物除去 ・ 災害弔慰金等 ・ 災害援護資金 ・ その他（　　　　　　　）

課税の状況 非課税 ・ 均等割 ・ 所得割 被保護　・　身障　・　老人　・　母子（父子）　・　要保護　・　その他

家
　
族
　
の
　
状
　
況

備考職業（在学校及び学年）

被害の程度
　　　判定基準　　（　被害面積による方式　・　損害割合による方式　）　　　　被害の割合　　　　　　　　％

災害罹災者調査原票

世帯主氏名

住家の状況

氏名

全壊 ・ 全焼 ・ 流失、大規模半壊、中規模半壊、半壊 ・ 半焼、準半壊、床上浸水（土砂）（　　　㎝）、床下浸水（土砂）、一部破損

自宅 ・ 借家 ㎡　 住家 ・ 非住家 棟　



資
料

４
－

１
０

 

記
載

上
の
注
意
 

１
 
 こ

の
票
は
、
応

急
救
助
実
施
の

基
本

と
な
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
正
確

に
記

入
す
る
こ
と
。
 

 
 
特
に

、
被
害
程
度
、
家
族
の
状
況

及
び
小

中
学

校
児
童

生
徒
の
有
無

に
つ
い
て
は
、
漏
れ

な
く
記
入
す
る
こ
と
。
 

 ２
 
 被

害
程
度
の
判

定
基
準
は
次
の

と
お

り
。
 

 
 
ア
 
 
全
壊
・
全
焼

・
流
失
 

住
家
が

そ
の
居

住
の
た
め
の

基
本
的

機
能
を
喪
失

し
た
も

の
、
す
な
わ

ち
、
 

・
住
家
全
部
が

倒
壊
、
流
失

、
埋
没
、
焼
失
し

た
も
の
 

・
住
家
の
損
壊

が
甚
だ
し
く

、
補
修
に
よ
り
元

通
り
に
再
使
用
す
る

こ
と
が

困
難

な
も
の
 

(
ｱ
)住

家
の
損
壊
、
焼
失
若
し
く

は
流

失
し
た
部
分
の

床
面
積
が
そ

の
住
家
の
延

床
面
積
の

7
0
％
以
上

に

達
し

た
程

度
の
も

の
 

(
ｲ
)住

家
の
主
要

な
構

成
要

素
の

経
済
的
被
害

を
住
家
全

体
に
占

め
る
損
害

割
合
で

表
し

、
そ
の

住
家
の

損
害

割
合

が
50
％

以
上
に
達
し

た
程
度

の
も
の
 

 
 
※
詳
し

く
は
「
災
害
に

係
る

住
家
の
被
害
認
定
基

準
運
用
指
針

」（
内
閣
府
）
を

参
照
の
こ
と
。
 

 
 
イ
 
 
大
規
模
半
壊
 

「
半
壊

」
の
う

ち
、
損
害
割

合
が

4
0
％
台

の
も
の
 

大
規
模

な
補
修

を
行
わ
な
け

れ
ば
居

住
す
る
こ
と

が
困
難

な
も
の
 

 
 
ウ
 
 
中
規
模
半
壊
 

「
半
壊

」
の
う

ち
、
損
害
割

合
が

3
0
％
台

の
も
の
 

居
室
の

壁
、

床
又

は
天
井
の

い
ず
れ

か
の

室
内

に
面
す
る

部
分
の
過
半

の
補
修
を

含
む

相
当
規
模
の

補
修
を

行
わ
な

け
れ
ば

当
該
住
宅
に

居
住
す

る
こ
と
が
困

難
な
も

の
 

 
 
エ
 
 
半
壊
・
半
焼
 

住
家
が

そ
の
居

住
の
た
め
の

基
本
的

機
能
の
一
部

を
喪
失

し
た
も
の
、

す
な

わ
ち
、
 

住
家
の

損
壊
が

甚
だ
し
い
が

、
補
修

す
れ
ば
元
通

り
に
再

使
用
で
き
る

程
度

の
も
の
 

(
ｱ
)
損
壊

部
分
が
そ
の

住
家
の
延
床
面

積
の

20
％
以
上

70
％
未

満
の

も
の
（

5
0％

以
上

7
0
％
未
満

の
も
の

は
大
規
模

半
壊
）
 

(
ｲ
)
住
家

の
主
要
な
構

成
要
素
の
経
済

的
被

害
を
住
家
全
体
に
占
め

る
損
害

割
合

で
表
し

、
そ
の
住

家
の
損

害
割
合
が

20
％
以
上

5
0％

未
満
の
も
の
 

 
 
オ
 
 
準
半
壊
 

「
半
壊

に
至
ら

な
い
」
の
う

ち
、
半

壊
に
近
い

1
0
％
以
上

の
損
害
割
合

の
も
の
 

 
 
カ
 
 
床
上
浸
水
 

床
上
に

及
ぶ
浸

水
又
は
土
砂

の
堆
積

に
よ
り
、
一

時
的
に

住
家
が
居
住

で
き

な
く
な
っ
た

も
の
 

 

３
 
 死

亡
、
行
方
不

明
、
重
傷
、
軽

傷
欄

は
該
当
欄
に
○
印
を

つ
け
る
こ
と

。
 

 
 
ア
 
 
軽
傷
と
は
、

1
ヶ
月
未
満
で
治

癒
で
き
る
見

込
の
も
の

。
 

 ４
 
 家

屋
被
害
が
な

く
、
人
的
被
害

の
み

の
場
合
で
も
、
本
票

を
作
成
す
る

こ
と

。
 

資
料
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１
１
 

 

被
 
害
 
状

 
況
 

調
 

 

（
産
業

交
流
部

）
 

時
 
刻
 

 

区
 
分
 

時
 
 
 
分
 

時
 
 
 
分
 

時
 
 
 
分
 

確
 

 
定
 

面
 

積
 

被
害

額
 

面
 
積
 

被
害
額
 

面
 
積
 

被
害
額
 

面
 
積
 

被
害
額
 

農
 

 地
 

田
 

流
失

埋
没

 
ha

 
円

 
h
a 

円
 

h
a 

円
 

ha
 

円
 

冠
水

 
 

 
 

 
 

 
 

畑
 

流
失

埋
没

 
 

 
 

 
 

 
 

冠
水

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 

  

内
 
容
 

 

名
 
称
 

被
 

 
害

 
 
内

 
 
容
 

確
 
 

 
 
 
定
 

箇
所
数
 

被
 

害
 

額
 

 

農
 

林
 

水
 

産
 

関
 

係
 

公
 

共
 

施
 

設
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１
１

 
 

 

被
 
害
 
状
 
況
 
調
 

 

（
産
業

交
流
部

）
 

区
 
分
 

 

事
業
所
名
称
 

全
壊
(
焼
)
流
失
 

半
壊
（
焼

）
 

一
部
損
壊
 

浸
 

 
水
 

製
造

在
庫
品
 

 

被
 

害
 
額
 

棟
 

被
害
金

額
 

棟
 

被
害
金
額
 

棟
 

被
害
金

額
 

棟
 

被
害
金
額
 

 
 

円
 

 
円
 

 
円
 

 
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

円 円 ha ha ha ha ha

6時間
以上

ha

4～5

ha

2～3

ha

1時間

ha ha ha

90～
100 落果

冠　　　　水
作付
面積

被害
面積

区　　分

作物種類

被害区分

倒伏折損

資料４ー１１

（産業交流部）

農　産　物　被　害　調　（　一　般　）

単価
被害
額

備考
被害
減収
量

被害部合

30%
以下

40～5050～7070～90



資
料
４
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１
１

 

 

被
 

害
 

状
 

況
 

調
 

   
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 （

建
設
部
）
 

 
施
設

 

 
区
分

 
  

 
 
 
 

 
内
 
容

 

 場
 
所
 

被
 
 
害
 
 

内
 

 
容

 
確

 
 
 
 

定
 

備
 
 
考

 
 
箇

 
所

 
 
被
害

金
額

 

 

道
 

     路
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
円
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 

橋
 

     梁
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 

海
 

  岸
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 

河  川 （  堤  防  ） 

資料４－１１ 

被 害 状 況 調（公共建物） 

 

   (注) 全 壊……建物の倒壊又は垂直材の全部又は一部が水平状態となり、かつ屋根の全部又は一部が地上に落ちた状態をいう。 
           一棟の半分がこの様な状態の場合は、全壊とする。 
      半 壊……建物が傾斜し、柱、梁、小屋組等が折損し、又は仕口、継手が外れたもので傾斜直し、ゆがみ直し、又は補強を行った程度では復旧できないもの。（例えば一旦取りこわして改築を要するもの） 

名称 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 名称 建物 そ

の

他 

土地 被 害 金

額合計 

備考 

棟
数 

面
積 

被
害
額 

棟
数 

面
積 

被
害
額 

棟
数 

面
積 

被
害
額 

棟
数 

面
積 

被
害
額 

棟
数 

面
積 

被
害
額 

棟
数 

面
積 

被
害
額 

棟
数 

面
積 

被
害
額 

 

棟
数 

面
積 

被
害
額 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



資料４－１１

年　　　　　月　　　　　日　　　　時　現在

死 行 公 そ 学 病 道 橋 河 港 砂 水 清 が 鉄 船 電

方 共 の り 掃 け 道 舶 話

不 建 他 ょ 施 崩 不 被 被

者 明 重 軽 物 流 冠 流 冠 校 院 路 う 川 湾 防 道 設 れ 通 害 害

傷 傷 出 水 出 水

世 世 世 世 世 世 箇 箇 箇 箇 箇 箇 箇 箇 箇 箇 箇 回 世

地区 帯 帯 帯 帯 帯 帯 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 線 帯

吉原地区

伝法地区

今泉地区

青葉台地区区

小計

吉永地区

元吉原地区地
区

須津地区

浮島地区

原田地区

小　　計

富士見台地区

神戸地区

吉永北地区

大淵地区

小計

富士駅北地区

富士北地区

富士駅南地区

田子浦地区

富士南地区

小　　計

岩松地区

岩松北地区

富士川地区

松野地区

小計

鷹岡地区

広見地区

天間地区

丘地区

小計

り
災
者
数

負傷者

全
被害区分

人　的　被　害 住　　　　家　　　　被　　　　害 非住家 そ　　　の　　　他　　　の　　　被　　　害

壊

半

壊半

壊
計

人 人 人 人 人 棟

床

下

浸

水

田

一

人 棟棟 人

畑部

損

壊

床

上

浸

水

中
部

支
部

東
部

人人 棟 人 棟 棟 ha ha ha 隻

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）の被害状況

北
部

南
部

西
部

北
西
部

被
害
総
額

り
災
世
帯
数

大

規

模

百
万
円

ha人 棟 人 棟

資料４－１１

合　　　計



資
料
４
－

１
２

 

被
害
程
度
の
認
定
基
準
 

 １
 

人
的
災
害
 

 
 
「
死
者
」
と
は

、
当
該
災
害
が
原
因

で
死
亡

し
、
死
体
を

確
認

し
た
も

の
ま

た
は
死
体
は
確
認
で
き
な

い
が
、
死

亡
し

た
こ
と
が
確
実
な
者

と
す

る
。
ま
た

、「
災
害
関
連
死
」
と
は

、
当
該

災
害
に
よ
る

負
傷

の
悪
化
又
は

避
難
生

活

等
に

お
け
る
身
体
的
負
担

に
よ

る
疾
病
に
よ
り

死
亡

し
、
災
害

弔
慰
金
の
支

給
等

に
関
す

る
法
律
（
昭
和

4
8
年

法

律
第

82
号
）

に
基
づ
き
災
害

が
原

因
で
し
ぼ
う
し

た
も

の
と
認
め
ら

れ
た
も

の
（
実
際
に

は
災
害
弔
慰
金
が
支
給

さ
れ

て
い
な
い
も
の
も
含

め
る

が
、
当
該
災
害

が
原

因
で
所
在

が
不
明
な
も

の
は

除
く
。
）
と
す
る

。
 

 
 
「

行
方
不

明
者
」
と
は

、
当
該

災
害
が
原
因

で
所
在

不
明
と
な
り

、
か
つ

、
死
亡

の
疑

い
の
あ
る
者
と
す
る
。
 

 
 
「
重
傷
者
」
と
は
、
当

該
災
害
に
よ

り
負
傷

し
、
医
師
の

治
療

を
受
け
、
ま

た
は
受

け
る
必

要
の

あ
る
者
の
う
ち

一
月

以
上
の
治
療
を
要
す

る
見

込
み
の
も
の
と

す
る

。
 

 
 
「
軽
傷
者
」
と
は
、
当

該
災
害
に
よ

り
負
傷

し
、
医
師
の

治
療

を
受
け
、
ま

た
は
受

け
る
必

要
の

あ
る
者
の
う
ち

一
月

未
満
で
治
療
で
き
る

見
込

み
の
も
の
と
す

る
。
 

 ２
 

住
家
被
害
 

 
 
「
住
家
」
と
は
、
現
実
に

居
住
の
た
め

に
使
用

し
て
い
る
建

物
を
い
い
、
社

会
通
念

上
の
住
家
で
あ
る
か
ど
う

か

を
問

わ
な
い
。
 

 
 
「
全
壊
」
と
は
、
住

家
が
そ
の
居

住
の
た
め
の
基
本

的
機
能

を
喪

失
し
た

も
の
、
す
な
わ

ち
、
住
家
全
部
が
倒
壊
、

流
失

、
埋
没
し
た

も
の
、

又
は
住
家

の
損
壊

（
こ
こ
で
い

う
「

損
壊
」
と

は
、
住
家

が
被
災
に

よ
り
損
傷

、
劣
化
、

傾
斜

等
何
ら
か
の
変
化
を

生
じ

る
こ
と
に
よ
り

、
補

修
し

な
け
れ
ば
元

の
機
能

を
復
元
し
得

な
い
状
況
に
至
っ
た
も

の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
甚
だ

し
く

、
補
修
に

よ
り
元

通
り
に

再
使
用
す
る

こ
と
が
困
難
な
も

の
で
、
具
体
的
に

は
、
住
家

の
損

壊
若
し
く
は
流

出
し
た
部
分

の
床
面
積
が
そ
の

住
家
の

延
べ
床
面
積
の

7
0％

以
上
に

達
し
た
程
度
の

も
の

、
又
は

住
家
の
主
要
な

構
成
要

素
（
こ

こ
で
い

う
「
主
要
な
構

成
要
素
」
と
は

、
住
家
の
構
成
要
素
の
う
ち
造

作
等

を
除
い
た
も
の
で
あ

っ
て

、
住
家
の

一
部
と
し
て
固
定
さ

れ
た
設
備
を

含
む

。
以
下
同

じ
。
）
の
経
済

的
被
害
を

住
家

全
体
に
占
め
る
損
害

割
合

で
表
し
、
そ
の

住
家

の
損
害
割

合
が

50
％
以

上
に

達
し
た
程
度
の
も
の
と
す
る
。
 

 
 
「
半
壊
」
と
は

、
住
家
が
そ
の
居
住

の
た
め

の
基

本
的
機
能

の
一
部
を
喪

失
し
た

も
の

、
す
な
わ
ち
、
住
家
の
損

壊
が

甚
だ
し
い
が
、
補

修
す
れ
ば
元

通
り
に

再
使
用

で
き

る
程
度

の
も
の
で
、
具

体
的

に
は
損
壊
部
分
が
、
そ
の
住

家
の

延
べ
床
面
積
の

20
％

以
上

7
0
％
未
満

の
も
の
、
又

は
住
家

の
主
要
な
構

成
要
素

の
経
済
的
被
害
を
住
家
全

体

に
占

め
る
損
害
割
合
で
表

し
、

そ
の
住
家
の
損

害
割

合
が

2
0％

以
上

5
0
％
未
満
の
も
の
と

す
る
。
 

 
 
「
一
部
損
壊

」
と
は
、
全

壊
お

よ
び
半

壊
に
い
た
ら

な
い
程

度
の
住
家
の

破
損
で
、
補
修
を
必
要
と
す
る
程
度
の

も
の

と
す
る
（
床
上

浸
水
及

び
床

下
浸
水

に
該
当
す
る

も
の
を

除
く

）。
た
だ
し

、
ガ
ラ
ス
が

数
枚
破
損
し
た
程
度

の

ご
く

小
さ
な
も
の
は
除
く

。
 

 
 
「
床
上
浸
水

」
と
は
、
全

壊
及

び
半
壊

に
は
該
当
し

な
い
場

合
に
お
い
て

、
住
家
の
床
よ
り
上
に
浸
水
し
た
も
の

及
び

土
砂
竹
木
の
た
い
積

に
よ

り
一
時
的
に
居

住
す

る
こ
と
が

で
き
な
い
も

の
と

す
る
。
 

 
 
「
床
下
浸
水

」
と
は
、
全

壊
及

び
半
壊

に
は
該
当
し

な
い
場

合
に
お
い
て

、
床
上
浸
水
に
い
た
ら
な
い
程
度
に
浸

水
し

た
も
の
と
す
る
。
 

 ３
 

非
住
家
被
害

 

 
 
「
非
住
家
」
と
は
、
住
家

以
外
の
建
物

で
こ
の

報
告
中
他
の

被
害
箇
所
項

目
に
属

さ
な

い
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら

の
施

設
に
人
が
居
住
し
て

い
る

と
き
は
、
当
該

部
分

は
住
家
と

す
る
。
 

 
 
「
公
共
建
物

」
と
は
、
例
え
ば
役
場
庁
舎
、
公
民
館

、
公
立
保

育
所
等

の
公
用
又
は

公
共
の
用
に
供
す
る
建
物
と

す
る

。
 

 
 
「

そ
の
他

」
と
は
、
公

共
建
物

以
外
の
倉
庫

、
土
蔵

、
車
庫
等
の

建
物
と

す
る
。
 

 
 
非

住
家
被

害
は
、
全
壊

ま
た
は

半
壊
の
被
害

を
受
け

た
も
の
の
み

を
記
入

す
る
も

の
と

す
る
。
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４
 

そ
の
他

 

 
 
「
田

の
流
失

、
埋
没

」
と
は
、
田
の
耕
土
が

流
失
し

、
ま

た
は

砂
利
等

の
た

い
積
の

た
め

、
耕
作

が
不
能

に
な

っ

た
も

の
と
す
る
。
 

 
 
「

田
の
冠

水
」

と
は
、

稲
の
先

端
が

見
え
な

く
な
る

程
度
に

水
に

つ
か
っ

た
も
の

と
す

る
。
 

 
 
「

畑
の
流

失
、

埋
没
」

及
び
「

畑
の

冠
水
」

に
つ
い

て
は
、

田
の

例
に
準

じ
て
取

り
扱

う
も
の

と
す
る
。
 

 
 
「

学
校
」

と
は

、
学
校

教
育
法

（
昭

和
22
 
年
法

律
第

2
6 

号
）
第
１

条
に
規
定
す
る
学

校
を
い
い
、

具
体
的
に

は
、
幼

稚
園

、
小
学

校
、
中
学

校
、
義

務
教
育

学
校

、
高
等
学

校
、
中

等
教

育
学
校
、
特
別
支
援
学

校
、
大
学
及
び

高
等

専
門
学
校
に

お
け
る

教
育

の
用
に

供
す
る

施
設

と
す
る
。

 

 
 
「
道
路
」
と
は
、
道
路
法
（
昭
和

27
年
法
律
第

1
8
0
号
）
第

２
条
第

１
項

に
規
定

す
る
道

路
の
う
ち
、
橋

り
ょ

う

を
除

い
た
も
の
と

す
る
。
 

 
 
「

橋
り
ょ

う
」

と
は
、

道
路
を

連
結

す
る
た

め
河
川

、
運
河

等
の

上
に
架

設
さ
れ

た
橋

と
す
る

。
 

 
 
「
河

川
」
と
は

、
河
川

法
（
昭
和

3
9 
年
法

律
第

1
6
7 
号
）
が

適
用

さ
れ
、
も
し
く
は
準

用
さ
れ
る
河

川
も
し
く

は
そ

の
他
の
河
川

ま
た
は

こ
れ

ら
の
も

の
の
維

持
管

理
上
必
要

な
堤

防
、
護
岸

、
水
利
、
床

止
そ
の
他
の

施
設
も
し

く
は

沿
岸
を
保
全

す
る
た

め
に

防
護
す

る
こ
と

を
必

要
と
す
る

河
岸

と
す
る

。
 

 
 
「
港
湾
」

と
は
、

港
湾

法
（
昭
和

2
5 
年

法
律
第

21
8
 号

）
第

２
条
第

５
項
に
規
定
す
る
水
域
施

設
、

外
か
く
施

設
、

け
い
留
施
設

、
ま
た

は
港

湾
の
利

用
お
よ

び
管

理
上
必
要

な
臨

港
交
通

施
設

と
す
る

。
 

 
 
「
砂

防
」
と
は

、
砂
防

法
（
明
治

3
0
年
法

律
第

2
9
号
）
第
１

条
に

規
定
す

る
砂
防
施
設
、
同
法
第
３

条
の
規
定

に
よ

っ
て

同
法

が
準

用
さ
れ

る
砂

防
の

た
め

の
施
設

ま
た
は

同
法

第
３

条
の
２

の
規
定

に
よ

っ
て

同
法

が
準

用
さ

れ
る

天
然
の
河
岸

と
す
る

。
 

 
 
「

清
掃
施

設
」

と
は
、

ご
み
処

理
お

よ
び
し

尿
処
理

施
設
と

す
る

。
 

 
 
「

鉄
道
不

通
」

と
は
、

汽
車
、

電
車

等
の
運

行
が
不

能
と
な

っ
た

程
度
の

被
害
と

す
る

。
 

 
 
「
被

害
船
舶

」
と
は
、
ろ
か
い
の
み
を
も
っ

て
運

転
す
る
舟

以
外

の
舟
で

、
船
体
が
没
し
、
航
行
不
能
に

な
っ
た

も
の

及
び
流
失
し

、
所

在
が
不

明
に

な
っ
た

も
の
並

び
に
修
理
し

な
け

れ
ば
航

行
で
き

な
い

程
度
の
被
害
を
受
け

た

も
の

と
す
る
。
 

 
 
「

電
話
」

と
は

、
災
害

に
よ
り

通
話

不
能
と

な
っ
た

電
話
の

回
線

数
と
す

る
。
 

 
 
「

電
気
」

と
は

、
災
害

に
よ
り

停
電

し
た
戸

数
の
う

ち
最
も

多
く

停
電
し

た
時
点

に
お

け
る
戸

数
と
す
る
。
 

 
 
「
水
道
」
と
は
、
上

水
道
又
は
簡
易

水
道

で
断
水

し
て
い

る
戸

数
の
う

ち
最

も
多
く
断
水
し
た
時

点
に
お
け
る
戸

数
と

す
る
。
 

 
 
「
ガ
ス
」
と
は
、
一

般
ガ
ス
事
業
又

は
簡

易
ガ
ス

事
業
で

供
給

停
止
と

な
っ

て
い
る
戸
数
の
う
ち

最
も
多
く
供
給

停
止

と
な
っ
た
時

点
に
お

け
る

戸
数
と

す
る
。
 

 
 
「

ブ
ロ
ッ

ク
塀

」
と
は

、
倒
壊

し
た

ブ
ロ
ッ

ク
塀
又

は
石
塀

の
箇

所
数
と

す
る
。
 

 
 
「
り

災
世
帯

」
と

は
、
災

害
に

よ
り
全

壊
、
半
壊

及
び
床

上
浸

水
の
被

害
を

受
け
通

常
の
生
活
を
維
持

で
き
な
く

な
っ

た
生
計
を
一

に
し
て

い
る

世
帯
と

す
る
。
例
え
ば
寄
宿
舎
、
下
宿
そ

の
他

こ
れ
に
類
す
る
施
設

に
宿
泊
す
る
も

の
で

共
同
生
活
を

営
ん
で

い
る

も
の
に

つ
い
て

は
、
こ
れ

を
一
世

帯
と

し
て
扱

い
、
ま
た
同
一

家
屋
の

親
子

、
夫

婦

で
あ

っ
て
も
、
生

活
が
別

で
あ

れ
ば
分

け
て
扱

う
も

の
と
す
る

。
 

 
 
「

り
災
者

」
と

は
、
り

災
世
帯

の
構

成
員
と

す
る
。
 

 ５
 

火
災
発

生
 

火
災

発
生
件
数
に

つ
い
て

は
、

地
震
又

は
火
山

噴
火

の
場
合
の

み
報

告
す
る

も
の

で
あ
る

こ
と
。
 

 ６
 

被
害
金

額
 

 
 
「

公
立
文

教
施

設
」
と

は
、
公

立
の

文
教
施

設
と
す

る
。
 

 
 
「
農

林
水
産

業
施
設

」
と
は
、
農
林
水

産
業
施

設
災

害
復
旧

事
業

費
国
庫

補
助
の

暫
定
措
置
に

関
す
る

法
律
（

昭

和
2
5
年
法
律
第

16
9
号
）
に
よ
る
補
助
対
象
と
す
る
施

設
を
い

い
、
具
体

的
に
は
、
農

地
、
農
業
用

施
設
、
林
業
用

施
設

、
漁
港
施
設

及
び
共

同
利

用
施
設

と
す
る

。
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「
公
共
土
木

施
設

」
と

は
、
公
共
土
木
施
設
災
害

復
旧
事
業

費
国
庫
負
担

法
（
昭
和

2
6
年
法

律
第

97
号
）
に

よ

る
国

庫
負
担
の
対
象
と
な

る
施

設
を
い
い
、
具
体

的
に

は
、
河
川

、
海
岸

、
砂
防

施
設

、
林
地
荒
廃
防
止
施
設
、
道

路
、

港
湾
及
び
漁
港
と
す

る
。
 

 
 
「
そ
の
他
の

公
共
施

設
」
と
は

、
公
立

文
教
施
設
、
農
林
水
産

業
施
設

及
び
公
共
土

木
施
設
以
外
の
公
共
施
設
を

い
い

、
例
え
ば
庁
舎
、
公

民
館

、
児
童
館
、
都

市
施

設
等
の
公

用
ま
た
は
公

共
の

用
に
供

す
る
施
設
と
す
る
。
 

 
 
 
災
害

中
間

年
報
及

び
災
害

年
報

の
公

立
文
教

施
設
、

農
林
水
産
業

施
設
、
公

共
土

木
施
設
及

び
そ

の
他
の
公
共

施
設

に
つ
い
て
は
、
未
査

定
額

（
被
害
見
込
額

）
を

含
ん
だ
金

額
を
記
入
す

る
。
 

 
 
「
公
共
施
設

被
害

市
町
村

」
と
は
、
公
立
文
教
施

設
、
農
林
水

産
業
施

設
、
公
共
土

木
施
設
及
び

そ
の
他
の
公
共

 
 
 

施
設

の
被
害
を
受
け
た
市

町
村

と
す
る
。
 

 
 
「
農
産
被
害

」
と
は
、
農
林
水
産
業
施
設
以
外
の

農
産
被
害

を
い
い
、
例
え

ば
ビ
ニ

ー
ル
ハ
ウ
ス

、
農
作

物
等

の

被
害

と
す
る
。
 

 
 
「

林
産
被
害
」

と
は
、

農
林
水
産

業
施
設

以
外
の
林
産

被
害

を
い
い
、

例
え
ば
立

木
、
苗
木

等
の
被
害

と
す
る
。
 

 
 
「

畜
産
被
害
」

と
は
、

農
林
水
産

業
施
設

以
外
の
畜
産

被
害

を
い
い
、

例
え
ば
家

畜
、
畜
舎

等
の
被
害

と
す
る
。
 

 
 
「
水
産
被

害
」
と
は

、
農
林
水
産
業

施
設
以

外
の
水
産
被

害
を
い
い
、
例
え
ば

、
の
り
、
魚
具
、
漁
船
等
の
被
害

と
す

る
。
 

 
 
「

商
工
被
害
」

と
は
、

建
物
以
外

の
商
工

被
害
で
、
例

え
ば

工
業
原
材

料
、
商
品

、
生
産
機

械
器
具
等

と
す
る
。
 

 ７
 

備
考
 

備
考

欄
に
は
、
災
害
発
生
場

所
、
災
害

発
生
年
月
日
、
災
害
の

種
類

及
び
概

況
、
消
防
機
関

の
活
動
状
況
そ
の
他
に

つ
い
て

簡
潔
に

記
入
す
る
も

の
と
す

る
。
 

  （
消

防
庁
「
災
害
報
告
取

扱
要

領
」
か
ら
抜
粋

（
一

部
修
正
）
）
 



資料４－１３

続柄 生年月日 氏名 続柄 生年月日

備考

上記のとおり、相違ないことを証明します。

 　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士市長　小長井　義正

罹災原因

罹災物件所在地

罹災程度

　
　
　
罹
災
世
帯
の
構
成
員

氏名

第　　　　　号

罹　災　証　明　書

世帯主住所

世帯主氏名



資料４－１４ 

 

被 害 速 報（随時） 

 

１ 人的被災 

２ 住家被害     非住宅・道路・橋梁・河川・砂防・崖崩れ・港湾・ 

３ その他の被害   漁港・田畑・文教施設・病院・水道・鉄道・通信・  の被害 

           船舶・その他（        ）         （該当項目に○印） 

 

供覧  

 住 民   消防団    自主防 

その他 

 確認済(どこで)      警 察 

未確認          その他 

            課         月   日 

     時   分  第     号 

       

     月   日 

     時   分 

 第     号 

  第     号         月   日 

     時   分 

  

件       名 
         (第     報)    月   日   時   分 現在 

発 

 

生 

 日     時  

 場     所  

 原     因  

状    況 

 

（人的被害） 

 ・被害者の住所氏名 

 ・年令等 

（住家被害） 

 ・居住者名 

 ・避難状況等 

（その他の被害） 

 ・路線、河川名 

 ・被災延長、崩土量 

 ・規制内容 

 ・復旧見込等 

 

死   者 行方不明者 負 傷 者 全  壊 半  壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 

    人     人 重傷   人      棟      棟      棟      棟      棟 

軽傷   人     世帯     世帯     世帯     世帯     世帯 

計   人      人      人      人      人      人 

この情報は 

警第    号 

その他      で記者発表  済 

（     ） 

 未 発 表 

 

情
報
源 

市
町
名 

方
面
本
部
名 

調
査
者 

発
信
者 

発
信
者 

受
信
者 

受
信
者 

発
信
時
刻 

受
信
時
刻 

発
信
時
刻 

本 

部 



資
料
４
-
１
５

資
料

４
－

１
６

（
令

和
６

年
２

月
改

正
）

　
(
趣

旨
)

　
(
職

員
へ

の
周

知
)

　
(
職

員
へ
の

周
知

)

(
市

民
へ
の

周
知

)

防
災

危
機

管
理
課

（
手

動
）

同
報

無
線

放
送
、

メ
ー

ル
、

S
NS
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、

防
災

ア
プ
リ

富
士

市
・

富
士

宮
市

消
防

指
令

セ
ン

タ
ー

市
長

、
副

市
長

、
危

機
管

理
監

消
防

長
、

消
防

本
部

の
各

課
長

、
中

央
・
西

署
長

大
規

模
地

震
に

関
す

る
情

報
及

び
広

報
活

動
等

実
施

要
領

第
１

条
　

こ
の

要
領

は
、

市
が

南
海

ト
ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
以

下
「

臨
時

情
報

」
と

い
う

。
）

を
受

理
し

た
場

合
及

び
、

大
規

模
地

震
発

生
時

に
お

い
て
、

地
震

防
災

応
急

対
策

及
び

災
害

応
急

対
策

を
迅

速
、

か
つ

、
的

確
に

実
施

す
る

た
め

、
臨

時
情

報
の

発
表

又
は
地

震
発

生
後

の
情

報
処

理
及

び
広

報
活

動
等

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

（
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地
震

注
意

）
及

び
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地

震
警

戒
）

の
発

表
及

び
地

震
発
生

時
に

お
け

る
情

報
処
理

）

第
２

条
　

防
災

危
機

管
理

課
及

び
富

士
市
・

富
士

宮
市

消
防

指
令

セ
ン

タ
ー

が
全

国
瞬

時
警

報
シ

ス
テ

ム
受

信
装

置
、

エ
ム

・
ネ

ッ
ト

、
静

岡
県

デ
ジ

タ
ル
防

災
通

信
シ

ス
テ

ム
等

に
よ

り
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地

震
注

意
）

（
以

下
「

臨
時

情
報

（
注

意
）
」

と
い

う
。

）
及

び
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地

震
警

戒
）

（
以

下
「

臨
時

情
報

（
警

戒
）

」
と

い
う
。

）
の

発
表

に
係

る
情

報
を

受
理

し
た

場
合

、
ま

た
、

市
内

に
お

い
て

震
度

５
弱

以
上

の
地

震
を

観
測

し
た

場
合
の

情
報

処
理

は
、

次
の

方
法

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

（
１

）
勤

務
時

間
中

の
場

合

(
共

有
)

関
　

係
　

機
　

関

（
２

）
勤

務
時

間
外

の
場

合

(
共

有
)

防
災

危
機

管
理
課

富
士

市
・

富
士

宮
市

消
防

指
令

セ
ン

タ
ー

（
防
災
危
機
管
理
課
が

実
施

で
き

な
い

場
合
）

(関
係

機
関

へ
の

周
知

)

職
員

防
災

情
報

メ
ー

ル
富

士
警

察
署

地
域

係
長

庁
　

内
　

放
　
送

消
　

防
　

団
　

長
担

　
当

　
部

　
署

水
　

防
　

団
　

長

富
士
警

察
署

地
域

係
長

職
員

防
災

情
報

メ
ー

ル
担

　
当

　
部

　
署

消
　

防
　

団
　

長

水
　

防
　

団
　

長

関
　

係
　

機
　

関

セ
ン
タ
ー
長

中
央

・
西

当
直

司
令

市
長

、
副

市
長

、
危

機
管

理
監

(
市

民
へ

の
周

知
)

（
手

動
）

同
報
無

線
放

送
、

メ
ー

ル
、

SN
S
、
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
、

防
災

ア
プ
リ

消
防

長
消

防
本

部
各

課
長

中
央

・
西

署
長

(関
係

機
関

へ
の

周
知

)



資
料

４
－

１
６

（
応

急
対

策
に

必
要

な
情

報
の

伝
達

）

（
１

）
伝

達
す

べ
き

情
報

及
び

伝
達

ル
ー
ト

等

→ → → → → →

家
庭

の
防

災
対

策
総
括

部
市

民
等

臨
時

情
報

発
表

時
速

や
か

に
行

う
。

避
難

情
報

の
発

令
状

況
総
括

部
市

民
等

避
難

情
報

発
令

時
、

速
や

か
に

行
う

。

第
３

条
　

臨
時

情
報

（
注

意
）

若
し

く
は
臨

時
情

報
（

警
戒

）
の

発
表

又
は

地
震

発
生

に
伴

い
市

域
内

に
お

け
る

流
言

飛
語

、
民
心

の
動

揺
及

び
治

安
の
み

だ
れ

等
各

種
の

混
乱

が
予

想
さ

れ
る

た
め

、
応

急
対

策
を

迅
速

、
か

つ
、

効
果

的
に
実

施
で

き
る

よ
う

伝
達
す

べ
き

情
報

の
種

類
及

び
伝

達
の

方
法

を
次

の
と

お
り

定
め

る
。

情
報

の
種
類

情
報

伝
達

ル
ー

ト
手

　
　

段
伝

　
達

　
の

　
時

　
期

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震

注
意

）
南

海
ト

ラ
フ

地
震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震

警
戒

）

総
括

部
消
防

部
市

民
等

同
報

無
線

メ
ー

ル

S
NS

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

防
災

ア
プ

リ

各
情

報
発

表
後

、
必

要
に

応
じ

て
行

う
。

震
度

情
報

(震
度

５
弱

以
上

)
津

波
注

意
報

(
大

)津
波

警
報

総
括

部
消
防

部
市

民
等

そ
れ

ぞ
れ

の
情

報
発

表
時

に
行

う
。

自
主

防
災

活
動

の
要

請
総
括

部
市
民

部
自

主
防

災
会

同
報

無
線

メ
ー

ル

S
NS

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

防
災

ア
プ

リ

M
CA

無
線

有
線

電
話

伝
　

　
令

臨
時

情
報

発
表

時
又

は
地

震
発

生
後

速
や

か
に

行
う

。

応
急

対
策

の
実

施
要

請 医
療

救
護

施
設

の
開

設
状

況

応
急

給
水

の
実

施
状

況

各
部

公
共

施
設

事
業

所
防

災
関

係
機

関

ア
、

地
震

発
生

後
速

や
か

に
行

う
。

イ
、

必
要

な
事

項
が

発
生

し
た

と
き

行
う

。

交
通

機
関

の
運

行
状

況
、

道
路

交
通

状
況

総
括

部
→

市
民

等
状

況
に

応
じ

て
行

う
。

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

関
連

施
設

の
運

営
状

況
(
電

気
・
ガ

ス
・

水
道

)

警
戒

区
域

の
設

定
状

況

資
料

４
－

１
６

（
３

）
職

員
向

け
メ

ー
ル

伝
達

(
２

) 
同
報

無
線

放
送

案
文

及
び

市
民

向
け

メ
ー

ル
伝

達
案

文

同
報

無
線

放
送

案
文

○
臨

時
情

報
（

注
意

）
発

表
時

　
(
上

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
)南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地

震
注

意
）

が
発

表
さ

れ
ま

し
た

。
大

規
模

な
地

震
が

発
生

す
る
可

能
性

が
高

ま
っ

て
い
ま

す
。

非
常

持
ち

出
し

品
や

食
料

等
を

確
認

し
、

今
後

の
情

報
に

十
分

注
意

し
て

く
だ
さ

い
。

(
チ
ャ

イ
ム

を
除

き
３

回
繰

り
返

し
)（

下
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

）

○
臨

時
情

報
（

警
戒

）
発

表
時

　
（

上
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

)
南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
（

巨
大

地
震

警
戒

）
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

大
規

模
な

地
震

が
発

生
す
る

可
能

性
が

非
常

に
高
ま

っ
て

い
ま

す
。

津
波

避
難

対
象

区
域

に
お

住
ま

い
で

、
避

難
に

時
間

の
か

か
る

方
は
、

安
全

な
場

所
に

避
難
し

て
く

だ
さ

い
。

そ
の

他
の

方
は

、
非

常
持

ち
出

し
品

や
食

料
等

を
確

認
し

、
今

後
の
情

報
に

十
分

注
意

し
て
く

だ
さ

い
。

(チ
ャ

イ
ム

を
除
き

３
回

繰
り

返
し

)（
下

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

職
員

向
け

メ
ー

ル
伝

達
案

文

○
臨

時
情

報
（

注
意

）
発

表
時

　
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地
震

注
意

）
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

災
害

配
備

「
Ａ

」
要

員
（

施
設

班
、

地
区

班
、

消
防

部
交

代
勤

務
者

は
除
く

）
の

職
員

は
直

ち
に

所
定

の
場

所
に

参
集

せ
よ

。

○
臨

時
情

報
（

警
戒

）
発

表
時

　
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地
震

警
戒

）
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

災
害

配
備

「
Ａ

」
要

員
、

及
び

３
地

区
班

（
今

泉
地
区

班
、

元
吉

原
地

区
班
、

田
子

浦
地

区
班

）
の

災
害

配
備

「
Ｂ

」
要

員
は

直
ち

に
所

定
の

場
所

に
参

集
せ

よ
。

○
地

震
発

生
時

(市
内

で
震

度
５

弱
の

突
発

地
震

発
生

時
)

　
た

だ
い

ま
の

地
震

は
震

度
５

弱
で

し
た
。

災
害

配
備

「
Ａ

」
要

員
は

、
直

ち
に

所
定

の
場

所
に

参
集

せ
よ

。

○
地

震
発

生
時

(市
内

で
震

度
５

弱
以

上
の

突
発

地
震

発
生

時
)

　
（

上
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

）
た

だ
い

ま
の
地

震
は

震
度

○
(実

際
の

震
度
)
で

し
た

。
火

の
元

を
確

認
し

、
火

災
の

発
生

に
注

意
し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、
今

後
の

情
報

に
十

分
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。

（
下

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

市
民

向
け

メ
ー

ル
伝

達
案

文

○
臨

時
情

報
（

注
意

）
発

表
時

　
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地
震

注
意

）
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

大
規

模
な

地
震

が
発

生
す

る
可

能
性

が
高

ま
っ

て
い
ま

す
。

非
常

持
ち

出
し
品

や
食

料
等

を
確

認
し

、
今

後
の

情
報

に
十

分
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。

○
臨

時
情

報
（

警
戒

）
発

表
時

　
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

（
巨

大
地
震

警
戒

）
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

大
規

模
な

地
震

が
発

生
す

る
可

能
性

が
非

常
に

高
ま
っ

て
い

ま
す

。
津

波
避
難

対
象

区
域

に
お

住
ま

い
で

、
避

難
に

時
間

の
か

か
る

方
は

、
安

全
な

場
所

に
避

難
し
て

く
だ

さ
い

。
そ

の
他
の

方
は

、
非

常
持

ち
出

し
品

や
食

料
等

を
確

認
し

、
今

後
の

情
報

に
十

分
注

意
し

て
く
だ

さ
い

。

○
地

震
発

生
時

(市
内

で
震

度
５

弱
以

上
の

突
発

地
震

発
生

時
)

　
た

だ
い

ま
の

地
震

は
震

度
○

(実
際

の
震

度
)で

し
た

。
火

の
元

を
確

認
し

、
火

災
の

発
生

に
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
今
後

の
情

報
に

十
分

注
意
し

て
く

だ
さ

い
。

　
臨

時
情

報
（

注
意

）
若

し
く

は
臨

時
情
報

（
警

戒
）

の
発

表
又

は
地

震
発

生
時

、
市

職
員

は
職

員
参

集
基

準
（

資
料

１
－

１
１
）

に
従

い
指

定
さ

れ
た
場

所
に

参
集

す
る

。
職

員
の

参
集

に
関

す
る

メ
ー

ル
は

、
下

記
の

案
文

に
基

づ
き

配
信
す

る
。



資
料

４
－

１
６

（
関

係
機

関
）

東
部

地
域

局

富
士

警
察

署

清
水

海
上

保
安

部
田

子
浦

分
室

田
子

浦
港

管
理

事
務

所

富
士

土
木

事
務

所
維

持
管

理
課

中
部

電
力

㈱
清

水
営

業
所

富
士

市
医

師
会

共
立

蒲
原

総
合

病
院

静
岡

ガ
ス

㈱
富

士
支

社

Ｊ
Ｒ

東
海

富
士

駅

Ｊ
Ｒ

東
海

新
富

士
駅

岳
南

電
車

㈱

富
士

急
静

岡
バ

ス
㈱

日
本

通
運

㈱
富

士
支

社

富
士

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

エ
フ

エ
ム

放
送

㈱

社
会

福
祉

協
議

会

振
興

公
社

総
務

課

ふ
じ

さ
ん

め
っ

せ

富
士

市
救

急
医

療
セ

ン
タ

ー

○
地

震
発

生
時

(市
内

で
震

度
５

強
の

突
発

地
震

発
生

時
)

　
た

だ
い

ま
の

地
震

は
震

度
５

強
で

し
た
。

災
害

配
備

「
Ａ

及
び

Ｂ
」

要
員

は
、

直
ち

に
所

定
の

場
所

に
参

集
せ

よ
。

○
地

震
発

生
時

(市
内

で
震

度
６

弱
以

上
の

突
発

地
震

発
生

時
)

　
た

だ
い

ま
の

地
震

は
震

度
○

(実
際

の
震

度
)で

し
た

。
災

害
配

備
全

要
員

は
、

直
ち

に
所

定
の

場
所

に
参

集
せ

よ
。

第
４

条
　

第
２

条
に

規
定

す
る

関
係

機
関
は

次
の

と
お

り
と

し
、

必
要

に
応

じ
災

害
対

策
本

部
等

の
担

当
班

よ
り

連
絡

す
る

も
の
と

す
る

。

名
　

　
　

　
　

　
称

電
話

Ｍ
Ｃ

Ａ
無

線
備

　
　
　

考

1
0
55

-9
20
-
21

93
な

し
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
有

4
33
-
04

95
１

９
３

5
65
-
22

37
１

５
９

2
51
-
01

10
１

９
０

3
33
-
04

95
１

９
２

6
東
京

電
力

パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
株

式
会

社
 富

士
支

社
53

-
51

12
１

９
４

災
害

時
連
絡

窓
口

7
0
54

-3
67
-
30

51
な

し
総

務
グ

ル
ー

プ

10
52
-
22

60
１

９
６

11
61
-
03

25
１

９
７

8
52
-
31

11
１

１
６

9
81
-
22

11
０

３
４

14
53
-
51

15
な

し

15
61
-
08

00
な

し

12
62
-
04

45
１

９
８

13
53
-
51

11
１

９
９

18
55
-
33

03
１

８
７

19
65
-
60

00
０

３
５

16
57
-
68

10
１

９
１

17
61
-
66

00
１

８
５

20
51
-
00

99
な

し

資
料

４
－

１
６

（
応

急
対

策
の

実
施

に
伴

う
情

報
の

収
集
）

（
１

）
収

集
す

べ
き

情
報

及
び

収
集

ル
ー
ト

等

→ → → → → → → → →

（
２

）
情

報
の

収
集

に
関

す
る

留
意

事
項
に

つ
い

て

第
５

条
　

臨
時

情
報

（
注

意
）

若
し

く
は
臨

時
情

報
（

警
戒

）
の

発
表

又
は

地
震

発
生

後
の

応
急

対
策

を
効

果
的

に
実

施
で

き
る
よ

う
収

集
す

べ
き

情
報
の

種
類

及
び

収
集

の
方

法
を

次
の

と
お

り
定

め
る

。

情
報

の
種
類

情
報

収
集

ル
ー

ト
手

　
　

段
収

　
集

　
の

　
時

　
期

施
設

管
理

者
道

路
管

理
者

総
括

部
建

設
部

状
況

把
握

を
継

続
的

に
行

う
。

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

関
連

施
設

（
電

気
・

ガ
ス

・
上

下
水

道
）
の

被
害

状
況

上
下

水
道

部
事

業
者

総
括

部
地

震
発

生
後

に
行
う

。

利
用

者
等

の
安

否
各

施
設

等
各

所
管

部

M
CA

無
線

有
線

電
話

イ
ン

ト
ラ

ネ
ッ

ト

伝
　

　
令

ア
、

避
難

の
開

始
後

に
行

う
。

イ
、

本
部

長
の

指
示

に
よ

り
行

う
。

ウ
、

不
測

の
事

態
が

発
生

し
た

と
き

行
う

。

避
難

所
と

な
る

施
設

の
被

害
状

況
各
指

定
避
難

所
各

所
管

部
地

震
発

生
後

に
行
う

。

交
通

機
関

の
運

行
状

況
、

道
路

交
通

状
況

流
言

飛
語

の
状

況
等

市
民

等
地

区
班

総
括

部
地

区
支

援
班

事
態

が
発

生
し

た
と

き
行

う
。

防
災

関
係

機
関

及
び

事
業

所
等

の
応

急
対

策
実

施
状

況

防
災

関
係

機
関

等
関

係
各

部
実

施
の

状
況

に
応
じ

て
行

う
。

物
資

の
買

占
め

、
そ

の
他

治
安

に
関

す
る

こ
と

市
民

等
地

区
班

総
括

部
地

区
支

援
班

事
態

が
発

生
し

た
と

き
行

う
。

生
活

必
需

物
資

の
在

庫
及

び
供

給
状

況
協

定
先

市
民

等
関

係
各

部
必

要
に

応
じ

て
行
う

。

応
急

対
策

の
実

施
に

必
要

な
事

項
等

県
方

面
本

部
総

括
部

必
要

に
応

じ
て

行
う

。

　
大

規
模

地
震

発
生
時

や
臨

時
情

報
発

表
時
の

情
報

収
集

は
、

主
に

M
CA

無
線

で
行

う
。

収
集

す
る

情
報

は
緊

急
性

の
高

い
も

の
に

と
ど

め
、

必
要

最
小
限

に
要

約
し

行
う

も
の

と
す

る
。

電
話

の
ふ

く
そ

う
及

び
途

絶
が

予
想

さ
れ

る
た
め

、
電

話
に

よ
る

情
報
の

収
集

は
、

予
め

各
部

で
連

絡
調

整
を

図
り

緊
急

性
と

必
要

性
の

高
い

も
の

だ
け
に

と
ど

め
る

も
の

と
す
る

。
　

ま
た

、
防

災
関

係
機

関
及

び
事

業
所

等
に
お

け
る

応
急

対
策

実
施

状
況

等
の

報
告

は
第

１
号

様
式

、
自

主
防

災
会

や
社

会
福
祉

施
設

に
お

け
る

応
急
対

策
実

施
状

況
等

の
報

告
は

第
２

号
様

式
に

よ
り

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。



資
料

４
－

１
６

(
情

報
の
共

有
)

(
広

報
媒
体

)

（
１

）
同

報
無

線
（

２
）

同
報

無
線
メ

ー
ル

、
市

公
式

LI
NE

（
３

）
消

防
車

両
等

（
４

）
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
Ｆ

Ｍ
放

送
（

５
）

市
ウ

ェ
ブ
サ

イ
ト

、
Ｘ

（
旧

ツ
イ
ッ

タ
ー

）
、

フ
ェ

イ
ス

ブ
ッ

ク
、

防
災

ア
プ

リ

（
県

警
戒

本
部

又
は

、
県

災
害

対
策

本
部
へ

の
報

告
）

（
１

）
本

部
設

置
状

況
（

２
）

避
難

情
報
の

発
令

状
況

（
３

）
避

難
所

の
開

設
状

況
（

４
）

被
害

状
況
及

び
応

急
対

策
実

施
状
況

（
５

）
各

種
要

請
事

項
（

６
）

そ
の

他
必
要

な
事

項

（
指

令
及

び
指

示
）

（
上

司
へ

の
報

告
）

（
そ

　
の

　
他

）

第
７

条
　

市
民

等
が

応
急

対
策

を
実

施
す
る

た
め

必
要

な
情

報
の

提
供

は
、

次
の

広
報

媒
体

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

第
８

条
　

警
戒

本
部

又
は

災
害

対
策

本
部
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

「
ふ

じ
の

く
に

防
災

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

（
Ｆ

Ｕ
Ｊ
Ｉ

Ｓ
Ａ

Ｎ
シ

ス
テ

ム
）
」

に
よ

り
県

方
面

本
部

を
経

由
し

、
県

警
戒

本
部

又
は

県
災

害
対

策
本

部
へ

、
そ

の
都
度

状
況

を
報

告
す

る
。

第
９

条
　

本
部

長
は

、
地

震
防

災
応

急
対
策

及
び

地
震

災
害

応
急

対
策

を
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
各

部
長

に
第

３
号

様
式

に
よ
り

必
要

な
事

項
を

指
令
す

る
も

の
と

す
る

。

２
　

各
部

長
は

、
前

項
に

よ
る

指
令

を
受
け

た
場

合
、

各
担

当
班

長
に

第
４

号
様

式
に

よ
り

必
要

な
事

項
を

指
示

す
る

も
の

と
す
る

。

３
　

各
部

長
は

、
地

震
防

災
応

急
対

策
及
び

地
震

災
害

応
急

対
策

を
実

施
す

る
た

め
、

情
報

の
収

集
及

び
伝

達
の

必
要

が
生

じ
た
場

合
に

は
、

特
別

な
も
の

を
除

き
、

各
部

長
の

判
断

に
よ

り
、

各
担

当
班

長
に

当
該

情
報

の
収

集
を

指
示

す
る
も

の
と

す
る

。

第
１

０
条

　
班

員
等

は
、

前
条

の
指

令
・
指

示
に

基
づ

く
処

置
事

項
並

び
に

そ
の

他
地

震
防

災
応

急
対

策
又

は
災

害
応

急
対

策
等
に

係
る

必
要

な
情

報
の
収

集
及

び
確

認
を

し
た

と
き

は
、

第
５

号
様

式
又

は
第

６
号

様
式

に
よ

り
直

ち
に

上
司
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

第
６

条
　

前
条

に
よ

り
収

集
し

た
情

報
は
、

市
災

害
対

策
本

部
内

に
て

共
有

す
る

も
の

と
す

る
。

第
１

１
条

　
本

要
領

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
特

に
必

要
と

認
め

る
も

の
は

本
部

長
が

定
め

る
も

の
と

す
る

。

資
料

４
－

１
６

(
第

１
号
様

式
)

富
士
市
災
害
対

策
本
部

市
民
部
　
　
　

　
　
　

　
　
　
地
区
班

地
震
防
災
応
急
対
策
実
施
状
況

(
避
難
状
況
、
児
童
・
生
徒
の
引
渡
し
、
避
難
者
受
入
状
況
、
対
応
人
員
数
、
避
難
者
数
他
)

※
応

急
計

画
に

定
め

ら
れ

た
内

容
等

に
つ
い

て
速

や
か

に
通

報
し

て
く

だ
さ

い
。

※
自

主
防

災
会

に
あ

っ
て

は
、

最
寄

の
地
区

班
(
防
災

拠
点

)
に
徒

歩
等

に
よ

り
速

や
か

に
通

報
し

て
く

だ
さ

い
。

通
　
　
報
　
　
先

(
受
信
部
班
)

通
報

者
名

所
属

名
：

受
信

者
名

氏
　

名
：

氏
　

名
：

地
震

防
災

応
急

対
策

実
施

状
況

通
報

書

(
南

海
ト

ラ
フ

地
震

臨
時

情
報

発
表

中
)

通
　
報
　
時
　
刻

年
　
　
　
月
　
　

　
日
　
　
　
時
　
　
　
分

防
災

関
係

機
関

名
事

業
所

名
施

設
名

自
主

防
災

会
名



資
料

４
－

１
６

(
第

２
号
様

式
)

富
士
市
災
害
対
策
本
部

市
民
部
　
　
　
　
　
　
　
　
地
区
班

　
１
.
災
害
応
急
対
策
実
施
状
況
(
救
助
活
動
、
消
火
活
動
等
の
状
況
)

　
２
.
被
害
状
況
、
要
請
事
項
(
人
的
被
害
、
物
的
(
建
物
)
被
害
等
の
状
況
)

通
報

者
名

所
属

名
：

受
信

者
名

氏
　

名
：

氏
　

名
：

災
害

応
急

対
策

実
施
状

況
通

報
書

(
地

震
発

生
後

)

通
　
報
　
時
　
刻

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時
　
　
　
分

防
災

関
係

機
関

名
事

業
所

名
施

設
名

通
　
　
報
　
　
先

(
受
信
部
班
)

資
料

４
－

１
６

(
第

３
号
様

式
)

　
　
指
令
事
項

　
　
処
理
概
要

指
 
令

 
者

　
本

　
　

部
　

　
長

受
 
理

 
者

標
　

　
題

所
要
人
員
　
　
　
　
名

取
扱
者

発
信

者
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

受
信
者

氏
　

名
：

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

氏
　
名

：

本
　

　
部

　
　

指
　

　
令

　
　

書

指
令

番
号

第
号

指
令

日
時

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分



資
料

４
－

１
６

(
第

４
号
様

式
)

　
　
指
示
事
項

　
　
処
理
概
要

指
 
示

 
者

部
　

長

受
 
理

 
者

部
班

長

標
　

　
題

本
　

　
部

　
　

指
　
　

示
　

　
書

指
示

番
号

第
号

発
示

日
時

月
　

　
日

　
　

時
　

　
分

取
扱
者

発
信

者
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

受
信

者

氏
　

名
：

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

氏
　

名
：

資
料

４
－

１
６

(
第

５
号
様

式
)

月
　
　
日
　
　
　
時
　
　
分
　
現
在
　

状
　

　
況

　
　

報
　

　
告

　
　

書

(
報

告
第

　
　

　
号

)

本
部
長

副
本
部
長

部
長
　
・
　
班
長

供
　

覧

に
つ
い
て

処
理
状
況

状
　
　
況
　
　
の
　
　
内

　
　

容

い
　
つ

ど
こ
で

な
に
が

ど
の
よ

う
な
規

模
で

ど
う
し

た

対
応

状
況

報
告

者
部

班
氏
名
：

状
況
報
告

標
　

題
の



資
料

４
－

１
６

(
第

６
号
様

式
)

 
受

信
時

刻
時

　
　

　
分

 
受

 
信

 
者 月
　
　
日
　
　
　
時
　
　
分
　
現
在
　

状
　
　

況
　

　
報

　
　

告
　

　
受

　
　

信
　

　
表

状
　
　
況
　
　
の
　
　
内
　
　
容

い
　
つ

ど
こ
で

な
に
が

ど
の
よ

う
な
規

模
で

ど
う
し

た

対
応

措
置

報
告
・
連
絡
先

(
受

信
第

　
　

　
号

)

本
部
長

副
本
部
長

部
長
　
・
　
班
長

供
　

覧

通
報

者
(
報

告
者

)
部

班
氏
名
：

資
料
４

－
１
６

(第
２

号
様

式
・自

主
防

災
会

通
報

用
)

通
報

者
名

富
士

市
災

害
対

策
本

部
　

市
民

部
受

信
者

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

（
地

区
班

）

　
災

害
応

急
対

策
実

施
状

況
対

応
済

対
応

中
未

対
応

　
自

主
防

災
会

の
災

害
対

策
本

部
の

設
置

（本
部

要
員

の
人

数
　

　
　

　
　

人
）

　
災

害
対

策
本

部
の

設
置

場
所

（
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
町

内
住

民
の

安
否

確
認

　
　

町
内

の
約

　
　

　
　

　
　

　
％

調
査

済
み

　
　

　
死

者
　

　
　

　
　

名
　

　
行

方
不

明
者

　
　

　
　

　
名

　
　

負
傷

者
　

　
　

　
　

名

　
救

出
、

救
助

活
動

　
負

傷
者

を
救

護
所

又
は

救
護

病
院

へ
搬

送

　
初

期
消

火
活

動

　
住

民
の

避
難

、
誘

導

　
避

難
行

動
要

支
援

者
へ

の
呼

び
か

け
や

避
難

支
援

　
避

難
場

所
へ

の
必

要
な

資
機

材
の

運
搬

　
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

へ
の

連
絡

要
員

の
派

遣

　
そ

の
他

　
被

害
状

況
、

要
請

事
項

等
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

【
人

的
被

害
】

　
　

死
者

　
な

し
　

・
　

　
あ

り
　

(　
　

　
　

　
　

人
）
　

　
・
　

不
明

　
　

行
方

不
明

者
　

な
し

　
・
　

　
あ

り
　

(　
　

　
　

　
　

人
）
　

　
・
　

不
明

　
　

重
傷

者
　

な
し

　
・
　

　
あ

り
　

(　
　

　
　

　
　

人
）
　

　
・
　

不
明

　
　

軽
傷

者
　

な
し

　
・
　

　
あ

り
　

(　
　

　
　

　
　

人
）
　

　
・
　

不
明

【
住

家
被

害
】

　
な

し
　

・
　

　
あ

り
  

（推
定

さ
れ

る
生

埋
め

者
数

　
　

　
　

人
）　

　
　

大
規

模
損

壊
　

な
し

　
・
　

あ
り

　
(　

　
　

　
　

　
棟

）
　

・
　

不
明

　
　

一
部

損
壊

　
な

し
　

・
　

あ
り

　
(　

　
　

　
　

　
棟

）
　

・
　

不
明

　
　

床
上

浸
水

　
な

し
　

・
　

あ
り

　
(　

　
　

　
　

　
棟

）
　

・
　

不
明

　
　

床
下

浸
水

　
な

し
　

・
　

あ
り

　
(　

　
　

　
　

　
棟

）
　

・
　

不
明

　
な

し
　

・
　

あ
り

　
(　

　
　

　
　

　
棟

）
　

・
　

不
明

【
そ

の
他

】

通
報

先
(

受
信

部
班

)

【
非

住
家

被
害

状
況

】

※
自

主
防

災
会

は
、

各
地

区
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

に
徒

歩
等

に
よ

り
速

や
か

に
通

報
し

て
く
だ

さ
い

。
（
第

一
報

は
発

災
後

、
３

時
間

以
内

に
通

報
の

こ
と

）

地
震

用

災
害

応
急

対
策

実
施

状
況

通
報

書
(地

　
　

震
　

　
発

　
　

生
　

　
後

)

通
報

時
刻

令
和

 　
　

 年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
　

　
　

時
　

　
　

　
分

自
主

防
災

会
の

名
称



資
料
４

－
１

６

報
告

先

報
告

日
時

施
設

名
称

所
在

地

報
告

者

利
用

者
引

渡
し

状
況

未
完

了
の

理
由

避
難

先

□
被

害
あ

り
 

 

□
被

害
な

し

利
用

者
死

者
人

重
傷

者
人

軽
症

者
人

不
明

人

施
設

職
員

死
者

人
重

傷
者

人
軽

症
者

人
不

明
人

電
気

ガ
ス

水
道

そ
の

他
の

不
足

し
て

い
る

物
資

引
渡

し
要

請

医
療

･福
祉

の
要

請

そ
の

他
の

要
請

受
入

の
可

否

□
要

請
あ

り
（

要
請

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

）
 

 
□

要
請

な
し

物
資

の
状

況

他
施

設
へ

の
引

渡
し

要
請

□
要

請
あ

り
（

要
請

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

）
 

 
□

要
請

な
し

備
考

（
自

由
記

述
）

□
可

能
（

ؙ
ؙ

ؙ
人

）
（

条
件

等
 

ؙ
ؙ

ؙ
ؙ

ؙ
ؙ

ؙ
ؙ

ؙ
ؙ

ؙ
ؙ

ؙ
ؙ

ؙ
ؙ

 ）
ؙ

ؙ
□

不
可

能

他
施

設
か

ら
の

受
入

可
否

□
要

請
あ

り
（

要
請

内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

）
 

 
□

要
請

な
し

災
害

応
急

対
策

実
施

状
況

通
報

書
（

第
2号

様
式

 
福

祉
・

介
護

施
設

用
）

医
療

･福
祉

等
の

要
請

社
会

福
祉

施
設

被
害

情
報

令
和

ؙ
ؙ

ؙ
年

ؙ
ؙ

ؙ
月

ؙ
ؙ

ؙ
日

ؙ
ؙ

ؙ
午

前
 ・

 午
後

ؙ
ؙ

ؙ
ؙ

時
ؙ

ؙ
ؙ

分

（
連

絡
先

 
  

 
 

 
 

  
 

   
 

）

施
設

の
対

応
状

況
（

地
震

発
生

後
に

報
告

）
□

完
了

ؙ
ؙ

□
未

完
了

□
完

了
ؙ

ؙ
□

未
完

了 □
使

用
可

能
ؙ

ؙ
□

使
用

不
可

能
（

復
旧

見
込

み
 

ؙ
ؙ

ؙ
月

ؙ
ؙ

ؙ
日

）
ؙ

□
使

用
可

能
ؙ

ؙ
□

使
用

不
可

能
（

復
旧

見
込

み
 

ؙ
ؙ

ؙ
月

ؙ
ؙ

ؙ
日

）
ؙ

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

の
状

況

□
使

用
可

能
ؙ

ؙ
□

使
用

不
可

能
（

復
旧

見
込

み
 

ؙ
ؙ

ؙ
月

ؙ
ؙ

ؙ
日

）
ؙ

・
飲

料
水

 
□

充
足

ؙ
□

不
足

ؙ
ؙ

ؙ
・

医
薬

品
 

□
充

足
ؙ

□
不

足
ؙ

ؙ
ؙ

・
食

料
 

□
充

足
ؙ

□
不

足

避
難

状
況

（
被

害
の

概
要

）

（
避

難
先

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

）

人
的

被
害

状
況

地
区

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
（

受
信

者
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
）

被
害

の
状

況

物
的

被
害

状
況

(建
物

及
び

什
器

等
)



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
資
料
４

－
１

７
 

地
震
情
報
及
び
津
波
情
報
に
係
る
防

災
体
制
 

  
緊

急
地

震
速
報
（
最

大
震
度

５
弱
以
上
と

推
定
さ
れ
る

地
震
に
お
い

て
、
震
度
４
以

上
と
推

定
さ
れ
る
場
合
）
や
津

波

情
報

（
津

波
注
意

報
、
津

波
警

報
）
等
の
情
報

伝
達

に
つ
い
て
は
、

消
防
庁
に
よ

る
全
国

瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
通
称
：

J
ア
ラ
ー
ト
）

に
よ
っ

て
、
自

動
的
に
同
時

通
報
用
無
線

（
以
下

「
同
報
無
線

」
と
い
う
）

に
よ
り
、
住
民
に
伝
達
さ

れ

る
（

放
送

案
文
は

資
料

4
-
20

に
よ
る

。
）。

 

情
報
伝

達
後
、
ま
た

は
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ

ム
に
よ
る
情
報

伝
達

が
行
わ
れ
な

い
地
震

等
の
場
合
の

措
置
に
つ
い
て

は
以

下
に

定
め
る

。
 

Ⅰ
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
臨

時
情

報
に
関

す
る

措
置

 

南
海

ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情

報
が

発
表
さ
れ
た
際

の
対

応
及
び
配

備
体
制
に
つ

い
て

は
、
富
士
市
地
域
防
災
計
画
に
定

め
る
「

大
規
模

地
震
に
係
る

情
報
及

び
広
報
活
動

実
施
要

領
」
（
資

料
4
-1
6）

に
よ
る
も
の

と
す

る
。
 

 Ⅱ
 

そ
の

他
の

地
震

情
報

に
関

す
る
措

置
 

上
記

以
外
の
地
震
に
関
す

る
情

報
を
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
、
エ
ム

ネ
ッ
ト

、
静

岡
県
デ
ジ
タ
ル
防
災
通
信

シ

ス
テ
ム

、
富

士
市
防
災
気

象
情
報

シ
ス
テ
ム
又

は
報
道

機
関
等
に
よ

り
、
防
災
危
機
管
理
課

又
は

富
士
市
・
富
士
宮
市

消
防
指

令
セ
ン

タ
ー
が
受
理

し
た
場

合
は
、
次
に

よ
る
も

の
と
す
る
。
 

１
 

勤
務

時
間

中
 

(1
)
 
防

災
危

機
管

理
課
又
は
富

士
市

・
富
士
宮

市
消
防
指
令
セ

ン
タ

ー
が

受
領

し
た
情

報
は

、
各
々

通
報

し
あ
う
。 
 

(2
)
 
防
災
危
機
管
理
課
長

は
、
直
ち
に

上
司
に
そ
の
情
報
内
容
を

報
告
し
、
対

応
策
に

つ
い
て
の
指
示
を

受
け
る
ま

た
、
必

要
に
よ
っ
て

は
会
議

を
開
き

対
応

策
を
協
議
す
る

。
 

(3
)
 
情
報
内
容
を
市
民
等

に
対

し
伝
達
す
る
場

合
に

つ
い
て
は

、
防
災
危

機
管
理
課
及

び
シ

テ
ィ
プ
ロ
モ

ー
シ
ョ

ン

課
が
担

当
し
同
報
無

線
（
メ

ー
ル
サ

ー
ビ

ス
・
市
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ

）
等
に
よ
り

行
う
。
 

(4
)
 
当
該
情
報
が
市
民
等

に
公

表
さ
れ
た
場
合

は
、
当
該

情
報
に
関
す

る
窓
口

は
シ
テ
ィ
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
と
す
 
 

る
。
 

２
 

勤
務

時
間

外
 

(1
)
 
富
士
市
・
富
士
宮
市

消
防
指

令
セ
ン
タ
ー

が
受
理
し
た
情
報
は
、
直

ち
に
防
災
危

機
管
理
課
長

及
び
警
備
員
へ

通
報
す
る

。
 

(2
)
 
警
備
員
は
、
関
係
職

員
が

登
庁
す
る
ま
で

市
民

か
ら
の
電

話
対
応
等
に

あ
た

る
。
 

(3
)
 
防
災
危
機
管
理
課
長

は
、
直
ち
に

上
司
に
そ
の
情
報
内
容
を

報
告
し
、
対

応
策
に

つ
い
て
の
指
示
を

受
け
る
ま

た
、
必

要
に
よ
っ
て

会
議
を

開
き
対

応
策

を
協
議
す
る
。
 

(4
)
 
情
報
内
容
を
市
民
等

に
対

し
伝
達
す
る
場

合
に

つ
い
て
は

、
富
士
市
・
富
士
宮
市

消
防

指
令
セ
ン
タ

ー
が
担

当

し
、
同

報
無
線
（
メ

ー
ル
サ

ー
ビ
ス

・
市

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

）
等
に

よ
り
行
う
。
 

 Ⅲ
 

津
波

に
対

す
る

措
置

 

大
津

波
警
報
、
津
波

警
報
又
は

津
波
注

意
報
が

発
表
さ
れ

た
場
合
 

(1
)
 
勤
務
時
間
中
の
場
合
 

ア
 
防
災

危
機
管

理
課
及
び
富

士
市
・
富
士

宮
市
消
防
指

令
セ
ン

タ
ー
が
受
領

し
た
情
報
は
、
各

々
通
報
し
あ
う
。 
 

イ
 
防
災

危
機
管

理
課
は
、
当
該
情

報
を
市

民
等
へ
同
報

無
線
（

メ
ー

ル
サ
ー

ビ
ス
・
市

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
）
等
に

よ
り
伝

達
す
る
。
 

ウ
 
防
災

危
機
管

理
課
は
、
津
波
注

意
報
を
受
理
し
た
と

き
、
直
ち
に
富

士
市
・
富
士
宮

市
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

に
対

し
海
岸
監
視

カ
メ
ラ

等
に
よ
る
海

面
監
視

の
要
請
を
行
う

と
と

も
に
、

情
報

の
聴
取
に
努
め
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
資
料
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１
７
 

エ
 
大
津
波
警
報
及
び

津
波
警

報
は

直
ち

に
、

津
波

注
意

報
は
被
害
を

伴
う

津
波

の
発
生
が

予
想

さ
れ

る
場
合

、

市
長
は
市

民
に
対

し
て
避

難
の

指
示
等

必
要
な

措
置

を
と
る
。

 

(2
)
 
勤
務
時
間
外
の
場
合
 

ア
 
富
士
市
・
富
士
宮
市
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

は
、

防
災
危
機

管
理

課
長
及

び
警
備
員
へ
通
報
す
る
。
 

イ
 
富
士
市
・
富
士
宮
市
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

は
、

当
該
情
報

を
市

民
等
へ

同
報
無
線
に
よ
り
伝
達
す

る
。
 

ウ
 
警
備
員
は
、
関
係
職
員
が
登
庁
す
る
ま
で

市
民

か
ら
の
電

話
対

応
等
に

あ
た
る
。
 

以
下
(1
)
の
ウ
・

エ
に

準
ず
る

。
 

 Ⅳ
 

突
発

地
震

に
関

す
る

措
置

 

富
士

市
内
の
計
測

震
度
計

が
最

大
震
度

５
弱
以

上
を

計
測
す
る

地
震

が
発
生

し
た

際
の
対

応
は

、
富
士
市

地
域
防

災

計
画
に

定
め
る

「
大

規
模
地

震
に
係

る
情

報
及
び

広
報
活

動
実
施

要
領

」（
資
料

4-
1
6）

に
よ

る
ほ
か

、
次

に
よ
る

も

の
と
す

る
。
 

１
．

勤
務

時
間

中
の

場
合

 

(1
)
 
防
災
危
機
管
理
課
及

び
資
産
経
営

課
は

、
非
常

放
送

設
備
等

を
通

じ
職
員
に
火
気

の
点

検
並
び

に
来
庁
者
等

に

対
し
、
避
難
の
指
示
を
行
う
。
 

(2
)
 
防
災
危
機
管
理
課
及

び
シ
テ
ィ
プ

ロ
モ
ー

シ
ョ

ン
課
は
、
直
ち
に
同

報
無
線
（
メ
ー

ル
サ
ー

ビ
ス
・
市
公
式

Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
）
等
に
よ
り
市
民
等
に
対
し
地
震
情
報

の
伝

達
と
火
気

の
点

検
等
出

火
防
止
の
呼
び
か
け
を
す

る
。
 

(3
)
 
防
災
危
機
管
理
課
長

は
、
上
司

に
状
況
を
報

告
す
る
と
と
も

に
、
対
応

策
に
つ
い
て

の
指
示

を
受
け
る
。
ま
た

、

必
要
に
よ
り
会
議
を
開
き
対
応
策
を
協
議
す
る

。
 

(4
)
 
配
備

体
制

は
、
富

士
市
地

域
防

災
計
画

に
定
め

る
「
富
士
市
職
員
参
集

基
準

」
（
資
料

1-
11
）

に
よ
る

も
の

と

し
、
情
報
収
集
、
被
害
状
況
の
調
査
及
び
防
災

機
関

と
の
連
絡

調
整

等
に
あ

た
る
。
 

２
．

勤
務

時
間

外
の

場
合

 

(1
)
 
富
士
市
・
富
士
宮
市

消
防
指
令
セ

ン
タ
ー

は
、

防
災
危
機

管
理

課
長
及

び
警

備
員
へ

通
報
す
る
。
 

(2
)
 
富
士
市
・
富
士
宮
市
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
は
、
直
ち
に
同
報
無
線
（

メ
ー

ル
サ
ー

ビ
ス

・
市
公

式
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
）

等
に
よ
り
市
民
等
に
対
し
地
震
情
報
の
伝
達
と

火
気

の
点
検
等

出
火

防
止
の

呼
び
か
け
を
す
る
。
 

(3
)
 
警
備
員
は
、
関
係
職

員
が
登
庁
す

る
ま
で

市
民

か
ら
の
電

話
対

応
等
に

あ
た

る
。
 

(4
)
 
防
災
危
機
管
理
課
長

は
、
上
司

に
状
況
を
報

告
す
る
と
と
も

に
、
対
応

策
に
つ
い
て

の
指
示

を
受
け
る
。
ま
た

、

必
要
に
よ
り
会
議
を
開
き
対
応
策
を
協
議
す
る

。
 

(5
)
 
配
備

体
制

は
、
富

士
市
地

域
防

災
計
画

に
定
め

る
「
富
士
市
職
員
参
集

基
準

」
（
資
料

1-
11
）

に
よ
る

も
の

と

し
、
情
報
収
集
、
被
害
状
況
の
調
査
及
び
防
災

機
関

と
の
連
絡

調
整

等
に
あ

た
る
。
 

  



資
料
４
－

１
８

 

 

県
危
機
管
理
部
及
び
消
防
庁
応
急

対
策
室
連
絡
先
 

 （
県
危

機
管
理

部
）
 

 
 

防
災
無

線
 

Ｎ
Ｔ
Ｔ

有
線
 

 

電
 
話
 

5
又

は
8
-1
0
0-
6
0
30
 

0
54
-
22
1
-
20
72
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
 

5
又

は
8
-1
0
0-
6
2
50
 

0
54
-
22
1
-
32
52
 

 
 
 

（
消
防

庁
応
急

対
策
室
）
 

 
 

地
域
衛

星
通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
 

消
防

防
災
無
線
 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
有
線
 

 

平
 
 
日
 

(8
:
3
0～

1
8:
15
) 

電
 
話
 

8
-0
4
8
-5
0
0
-7
52
7 

7
5
2
7 

0
3-
5
25
3
-
75
27
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
 

8
-0
4
8
-5
0
0
-7
53
7 

7
5
3
7 

0
3-
5
25
3
-
75
37
 

上
記
以
外
 

（
危

機
管

理
セ
ン

タ
ー

）
 

電
 
話
 

8
-0
4
8
-5
0
0
-7
78
2 

7
7
8
2 

0
3-
5
25
3
-
77
77
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
 

8
-0
4
8
-5
0
0
-7
78
9 

7
7
8
9 

0
3-
5
25
3
-
75
53
 

 

 

資
料
４
－

１
９
 

 

表
１
 

緊
 
急
 
時
 
連
 
絡
 
表
 

 
消

防
本

部
名
 

 
（
担
当
者
）
 

 
連

絡
先

電
話

番
号

 
 

 
事

故
の

種
類
 

 
１
 航

空
機

の
墜

落
 

 
２
 列

車
の

転
覆
 

 
３
 船

舶
の

沈
没
 

 
４
 ガ

ス
爆

発
 

 
５
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
発

生
日

時
 

 

 
被

害
の

状
況
 

 

 
応

急
対

策
の

状
況

 

 

 
他

機
関

の
応

援
希

望
の

有
無

 

 
（
有
・
無
）
 

 
（
有
の
場
合
は
自
衛
隊
、
日
赤
、
医
師
の
派
遣
な
ど
だ
け
で
な
く
、
必
要
人
 

 員
、
必
要
な
救
助
活
動
な
ど
概
略
で
も
結
構
で
す
か
ら
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

 

※
こ
の
連
絡
票
は
、
多
数
の
死
傷
者
を
伴
い
、
通
常
の
消
防
力
で
は
対
応
が
困
難
と
思
わ
れ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合

の
緊
急
連
絡
用
の
も
の
で
す

。
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
電
話
に
よ
り
、
直
ち
に
県
災
害
対
策
室
及
び
消
防
庁
防
災
情
報
室
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。
 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
資
料
４

－
２
０
 

全
国
瞬
時
警

報
シ
ス

テ
ム
（

J
-A
L
ER
T
）
放
送

文
 

 緊
急

地
震

速
報

 

（
チ
ャ

イ
ム

NH
K
と

同
じ
音
２
回

）
地
震

で
す
。
地
震
で

す
。
強
い

揺
れ

に
警
戒
し
て
く

だ
さ

い
。
地
震
で
す
。

地
震
で

す
。
強
い
揺

れ
に
警
戒
し
て

く
だ

さ
い
。
 

 大
津

波
警

報
 

（
３
秒

サ
イ
レ
ン
鳴

動
 
２
秒
休
止

 
３

秒
サ
イ
レ
ン
鳴

動
 
２

秒
休

止
 
３

秒
サ
イ

レ
ン
鳴
動
）
大お
お

津
波
警

報
が
発

表
さ
れ

ま
し
た
。
海

岸
付
近
の
方
や
津

波
避
難

対
象
区
域
の

方
は

高
台

に
避
難

し
て
く
だ
さ

い
。
（
サ

イ
レ
ン

を
除
き
２
回

繰
り
返
し
）
 

 津
波

警
報

 

（
５
秒

サ
イ
レ
ン
鳴

動
 
６
秒
休
止

 
５

秒
サ
イ
レ
ン
鳴

動
）
津
波
警
報

が
発

表
さ
れ
ま
し
た

。
海
岸
付
近
の

方
や
津

波
避
難
対
象

区
域
の
方
は
高

台
に

避
難
し
て
く
だ

さ
い
。
（
サ

イ
レ
ン
を
除

き
２

回
繰

り
返
し
）
 

 津
波

注
意

報
 

（
10

秒
サ
イ

レ
ン
鳴

動
 

２
秒
休
止
 

10
秒
サ

イ
レ
ン
鳴
動

）
津

波
注
意

報
が

発
表
さ
れ
ま
し

た
。
海
岸
付

近
の
方

は
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
津

波
注
意
報
が

発
表
さ

れ
ま
し
た
。
海

岸
付
近
の
方

は
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ち
ら

は
広
報
ふ
じ

で
す
。
（
下
り
４
音

チ
ャ
イ
ム
）
 

 噴
火

警
報

（
富

士
山

）
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
５

 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
富

士
山

で
、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル
５

が
発

表
さ

れ
ま

し
た

。
噴

火
の

お
そ
れ

が
高

ま
っ

て
い

ま
す

の
で

、
今
後

の
情

報
に
十

分
注

意
し

て
く
だ

さ
い

。（
チ

ャ
イ

ム
を
除

き
３

回
繰

り
返

し
）

（
下

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
４
 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
富

士
山

で
、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル
４

が
発

表
さ

れ
ま

し
た

。
第

３
次

避
難
対

象
エ

リ
ア

に
お

住
ま

い
の
方

は
、
た

だ
ち

に
避

難
し

て
く
だ

さ
い

。（
チ

ャ
イ

ム
を

除
き

３
回

繰
り

返
し

）（
下

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
３

 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
富

士
山

で
、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル
３

が
発

表
さ

れ
ま

し
た

。
第

１
次

避
難
対

象
エ

リ
ア

、
第

２
次

避
難

対
象
エ

リ
ア

に
お

住
い

の
方

は
、
た
だ

ち
に

避
難

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、
第

３
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
に

お
住

ま
い

の
方

は
、

避
難

の
準

備
を

始
め

て
く

だ
さ

い
。
（

チ
ャ

イ
ム

を
除

き
３

回

繰
り

返
し

）
（

下
り

４
音

チ
ャ

イ
ム
）
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
資

料
４

－
２
０
 

気
象

警
報

 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
こ

ち
ら

は
広

報
ふ

じ
で

す
。
市
内

に
（

気
象

警
報

名
）
警

報
が
発

表
さ

れ
ま

し

た
。
テ

レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
の

情
報

に
注
意
し

て
く

だ
さ

い
。
市

内
に
（

気
象

警
報

名
）
警

報
が

発
表
さ

れ
ま

し
た

。
テ

レ
ビ

・
ラ
ジ

オ
の

情
報

に
注

意
し

て
く

だ
さ
い
。
（

下
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

）
 

 気
象

特
別

警
報

 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
こ

ち
ら

は
広

報
ふ

じ
で

す
。
市
内

に
（

気
象

特
別

警
報

名
）
特
別

警
報

が
発

表

さ
れ

ま
し

た
。
周
囲

の
状
況

を
見

て
、
安

全
な
場

所
に

退
避

し
て

く
だ

さ
い

。
市

内
に
（

気
象

特
別

警
報

名
）

特
別

警
報

が
発
表

さ
れ

ま
し

た
。

周
囲

の
状

況
を
見
て

、
安

全
な

場
所

に
退

避
し

て
く

だ
さ

い
。

 

（
下

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
 

 土
砂

災
害

警
戒

情
報

 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
こ
ち

ら
は

広
報

ふ
じ

で
す
。
市

内
に

土
砂

災
害

警
戒

情
報

が
発

表
さ

れ
ま

し
た

。

土
砂

災
害

の
危

険
性

が
高

ま
っ
て

い
ま

す
の

で
危

険
地

域
に

お
住

ま
い

の
方

な
ど

は
警

戒
し

て
く

だ
さ

い
。
市

内
に

土
砂

災
害

警
戒

情
報

が
発

表
さ

れ
ま

し
た

。
土

砂
災

害
の

危
険

性
が

高
ま

っ
て

い
ま

す
の

で

危
険

地
域

に
お

住
ま
い

の
方

な
ど

は
警

戒
し

て
く

だ
さ
い
。
（

下
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

）
 

 震
度

５
弱

以
上

の
突

発
地

震
発

生
時

 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
こ

ち
ら

は
広

報
ふ

じ
で

す
。
た
だ

い
ま

の
地

震
は

震
度

○
（

実
際

の
震

度
）
で

し
た

。
火

の
元

を
確

認
し

、
火
災

の
発

生
に

注
意
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、
今

後
の

情
報
に

十
分

注
意

し

て
く

だ
さ

い
。
（
下

り
４

音
チ

ャ
イ
ム

）
 

 国
民

保
護

情
報

 

※
国

民
保

護
情

報
は

、
情

報
配

信
時

に
配

信
元

の
内

閣
官

房
に

よ
っ

て
「

即
時

音
声

合
成

」
が

行
わ

れ
、

配
信

内
容

が
決

定
す
る

。
以
下

は
全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

業
務

規
程

や
過

去
の

配
信

事
例

に
基

づ
く

配

信
例

文
の

一
部

を
記
載

し
て

い
る

。
 

ミ
サ

イ
ル

発
射

情
報

 

（
国

民
保

護
サ

イ
レ
ン

）
ミ

サ
イ

ル
発
射

。
ミ

サ
イ

ル
発
射

。
○

○
か

ら
ミ

サ
イ
ル

が
発

射
さ

れ
た

も
の

と
み

ら
れ

ま
す

。
建
物

の
中

、
又

は
地

下
に

避
難

し
て
く
だ

さ
い

。
 

ミ
サ

イ
ル

落
下

情
報

（
領

土
・

領
海

に
落

下
）

 

（
国

民
保

護
サ

イ
レ
ン

）
直

ち
に

避
難

。
直

ち
に
避

難
。
直

ち
に

建
物

の
中

、
又

は
地

下
へ

避
難

し
て

く

だ
さ

い
。
ミ

サ
イ
ル

が
、
●

時
▲

分
頃

、
○

○
県

周
辺

に
落

下
す

る
も

の
と

み
ら

れ
ま

す
。
直

ち
に
避

難

し
て

く
だ

さ
い
 

大
規

模
テ

ロ
情

報
 

（
国

民
保

護
サ

イ
レ
ン

）
大

規
模

テ
ロ
情

報
。
大

規
模
テ
ロ

情
報

。
当

地
域

に
テ
ロ

の
危

険
が

及
ぶ

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
屋
内

に
避

難
し

、
テ

レ
ビ

・
ラ

ジ
オ
を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 



資
料
４

－
２

１
 

災
害
時
に

お
け
る
安
否

不
明

者
の
氏
名
等

の
公
表
に
つ

い
て
（
方

針
）

 

 １
 
趣
旨
 

災
害

時
、

被
災

地
域

に
お

い
て

安
否

が
分

か
ら

な
い

者
（

以
下

「
安

否
不

明
者

」
と

い

う
。

）
が

多
数

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

が
、

被
災

者
の

人
命

救
助

活
動

を
迅

速
・

円

滑
に

実
施

す
る

た
め

に
は

、
被

災
者

を
早

期
に

特
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

安
否

不
明

者
に

つ
い

て
は

、
情

報
の

確
度

が
低

い
状

況
に

あ
っ

て
も

、
敢

え
て

県
が

そ
の

氏
名

等
を

公
表

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
多

数
の

安
否

情
報

が
得

ら
れ

、
安

否
不

明
者

の
絞

り

込
み

が
期

待
で

き
る

。
こ

れ
に

よ
っ

て
、

被
災

者
に

係
る

情
報

の
確

度
が

高
ま

り
、

人
命

救

助
活

動
の

効
率

化
が

図
ら

れ
る

。
 

こ
の

た
め

、
災

害
時

に
お

け
る

安
否

不
明

者
の

氏
名

等
の

公
表

に
つ

い
て

方
針

を
定

め
、

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

市
町

等
と

連
携

の
上

、
こ

の
方

針
に

基
づ

き
、

安
否

不
明

者

の
氏

名
等

を
迅

速
か

つ
円

滑
に

公
表

す
る

。
 

 ２
 
公
表
の
目
的
 

安
否

不
明

者
を

絞
り

込
み

、
被

災
者

を
早

期
に

特
定

す
る

と
と

も
に

、
自

衛
隊

・
海

上
保

安
庁

・
警

察
等

（
以

下
「

関
係

機
関

」
と

い
う

。
）

及
び

消
防

等
に

よ
る

捜
索

活
動

や
救

助

活
動

の
効

率
化

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
被

災
後

の
生

存
率

が
高

い
期

間
内

（
概

ね
72

 時
間

以

内
）

で
の

一
刻

も
早

い
人

命
救

助
に

つ
な

げ
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

ま
た

、
実

際
は

無
事

で
あ

り
な

が
ら

安
否

不
明

と
な

っ
て

い
る

者
を

減
ら

す
こ

と
に

よ

り
、

家
族

等
の

心
配

の
軽

減
に

つ
な

が
る

こ
と

と
な

る
。

 

 ３
 
安
否
不
明
者
の
定
義

 

安
否

不
明

者
と

は
、

「
災

害
が

発
生

し
た

地
域

に
居

住
又

は
滞

在
し

て
い

た
と

思
わ

れ
る

者
の

う
ち

、
災

害
発

生
後

の
一

定
時

点
に

お
い

て
連

絡
が

取
れ

な
い

者
」

（
本

人
か

ら
家

族
・

市
町

等
に

連
絡

で
き

な
い

場
合

、
ま

た
は

、
家

族
・

市
町

等
か

ら
本

人
に

連
絡

し
て

も

返
信

が
な

い
場

合
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

）
と

す
る

。
 

（
例

）
・

災
害

が
原

因
で

自
分

の
安

否
を

伝
え

る
こ

と
が

で
き

な
い

状
態

と
な

っ
て

い
る

た

め
、

連
絡

が
取

れ
な

い
者

 

・
い

ず
れ

か
の

場
所

に
避

難
し

て
い

る
が

、
電

話
や

伝
言

等
の

連
絡

手
段

を
失

っ
て

い
て

連
絡

が
取

れ
な

い
者

 

・
旅

行
や

仕
事

等
に

よ
り

外
出

し
て

い
て

何
ら

か
の

理
由

で
連

絡
が

取
れ

な
い

者
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（
参

考
）

 府
政

防
第

97
2号

、
消

防
災

第
13

2号
（

令
和

３
年

９
月

）
 

通
知

「
災

害
時

に
お

け
る

安
否

不
明

者
の

氏
名

等
の

公
表

に
つ

い
て

」
 

「
安

否
不

明
者

と
は

、
行

方
不

明
者

と
な

る
疑

い
の

あ
る

者
」

と
す

る
。

 

「
行

方
不

明
者

と
は

、
当

該
災

害
が

原
因

で
所

在
不

明
と

な
り

、
か

つ
、

死
亡

 

の
疑

い
の

あ
る

者
」

と
す

る
。

 

 ４
 
公

表
主

体
 

①
 

住
民

基
本

台
帳

な
ど

に
基

づ
い

て
市

町
が

把
握

し
た

安
否

不
明

者
の

氏
名

等
に

つ
い

て
、

市
町

が
名

簿
を

作
成

し
、

県
が

公
表

す
る

。
ま

た
は

、
県

と
市

町
が

共
同

で
公

表
す

る
。

 

②
 

関
係

機
関

が
安

否
不

明
者

の
情

報
を

把
握

し
た

場
合

は
、

県
が

情
報

提
供

を
受

け
、

 

公
表

す
る

。
 

市
町

は
県

が
公

表
し

た
情

報
を

共
有

す
る

。
 

（
注

）
国

の
防

災
基

本
計

画
に

お
い

て
は

、
人

的
被

害
の

人
数

に
つ

い
て

は
、

県
が

一
元

的
に

集
約

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
氏

名
等

公
表

に
つ

い
て

も
、

こ
れ

を
準

拠
し

、
県

が
主

体
と

な
っ

て
行

う
こ

と
を

原
則

と
す

る
。

 

 ５
 
公

表
す

る
情
報
 

（
１
）

公
表

す
る
情
報
 

個
人

情
報

保
護

を
基

本
と

し
た

上
で

、
氏

名
、

住
所

（
大

字
ま

で
）

、
性

別
（

住
民

基

本
台

帳
記

載
の

性
別

）
を

公
表

す
る

。
 

年
齢

は
原

則
と

し
て

公
表

対
象

と
せ

ず
、

可
能

な
場

合
に

限
っ

て
公

表
す

る
。

 

（
理

由
）

住
民

基
本

台
帳

等
の

生
年

月
日

か
ら

年
齢

を
計

算
す

る
場

合
、

業
務

の
負

担
が

大
き

く
、

迅
速

な
公

表
に

支
障

を
き

た
す

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

に
よ

る
。

 

（
２
）

公
表

し
な
い
場
合
 

ア
 

被
災

し
た

こ
と

が
明

ら
か

で
あ

り
、

捜
索

対
象

場
所

が
特

定
さ

れ
て

い
る

な
ど

行

方
不

明
で

あ
る

こ
と

が
高

い
確

度
で

判
明

し
て

い
る

場
合

 

イ
 

ド
メ

ス
テ

ィ
ッ

ク
バ

イ
オ

レ
ン

ス
や

ス
ト

ー
カ

ー
、

児
童

虐
待

等
の

被
害

者
で

あ

る
場

合
 

ウ
 

本
人

の
権

利
利

益
が

不
当

に
侵

害
さ

れ
る

お
そ

れ
が

認
め

ら
れ

る
場

合
 

エ
 

家
族

等
が

公
表

を
明

ら
か

に
拒

ん
で

い
る

場
合
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６
 
公
表
時
期
の
目
標
 

被
災

後
72

時
間

が
人

命
救

助
に

極
め

て
重

要
な

期
間

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

公
表

は
発

災
後

概
ね

48
時

間
以

内
を

目
標

（
目

安
）

と
す

る
。

 

な
お

、
安

否
情

報
を

円
滑

に
収

集
す

る
た

め
、

公
表

予
定

時
刻

の
一

定
時

間
前

（
約

６
～

12
時

間
前

）
ま

で
に

、
報

道
機

関
等

に
対

し
、

公
表

の
時

期
を

予
告

す
る

と
と

も
に

、
安

否

情
報

の
伝

達
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

報
道

を
通

じ
て

呼
び

か
け

て
も

ら
え

る
よ

う
要

請
す

る
。

 

（
公

表
時

期
の

早
期

化
は

、
無

事
が

確
認

さ
れ

て
い

る
者

も
誤

っ
て

公
表

し
て

し
ま

い
、

後
に

苦
情

が
出

る
お

そ
れ

が
あ

る
が

、
公

表
の

効
果

を
理

解
し

、
早

期
の

公
表

に
努

め
る

。
）

 

 ７
 公

表
し
た

情
報

の
活
用
 

公
表

し
た

情
報

に
つ

い
て

は
、

被
災

し
て

所
在

が
分

か
ら

な
い

者
の

捜
索

活
動

や
救

助
活

動
、

避
難

場
所

や
避

難
所

の
設

置
運

営
、

支
援

物
資

の
調

達
な

ど
の

応
急

対
策

に
活

用
す

る
。

 

必
要

に
応

じ
、

被
災

し
た

範
囲

内
に

お
い

て
住

戸
情

報
と

安
否

不
明

者
情

報
を

相
互

に
結

び
付

け
る

こ
と

に
よ

り
、

捜
索

マ
ッ

プ
を

作
成

す
る

。
 

 ８
 
公
表
ま
で
の
作
業
 

安
否

不
明

者
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
は

、
市

町
が

収
集

・
確

認
・

集
約

を
行

い
、

公
表

用
の

名
簿

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、

公
表

後
の

安
否

情
報

を
受

け
付

け
る

連
絡

先
（

窓
口

、

電
話

番
号

、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

等
）

を
定

め
た

上
で

、
以

下
の

と
お

り
作

業
を

進
め

る
。

 

①
市

町
は

、
災

害
発

生
後

、
人

的
被

害
状

況
を

一
定

程
度

把
握

で
き

た
と

き
、

ま
た

は
、

遅
く

と
も

発
災

か
ら

24
時

間
以

内
に

、
住

民
基

本
台

帳
又

は
地

図
情

報
に

基
づ

き
、

被

災
し

た
と

み
ら

れ
る

地
域

の
住

民
の

名
簿

作
成

に
着

手
す

る
。

 

②
県

は
、

災
害

状
況

か
ら

見
た

必
要

性
に

応
じ

て
、

電
子

的
地

理
情

報
や

ド
ロ

ー
ン

撮
影

情
報

等
を

活
用

し
て

、
被

災
し

た
と

み
ら

れ
る

地
域

と
住

戸
の

範
囲

を
明

示
す

る
。

 

③
市

町
は

、
市

町
及

び
消

防
等

、
市

町
の

関
係

機
関

に
寄

せ
ら

れ
た

安
否

不
明

者
情

報
を

名
簿

に
追

加
す

る
。

 

④
県

及
び

市
町

は
、

住
民

基
本

台
帳

で
は

確
認

で
き

な
い

安
否

不
明

者
を

把
握

す
る

た

め
、

関
係

機
関

に
対

し
、

通
報

の
あ

っ
た

安
否

不
明

者
の

情
報

を
提

供
す

る
よ

う
依

頼

す
る

。
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⑤
市

町
は

、
個

人
情

報
保

護
を

要
す

る
者

（
公

表
し

な
い

場
合

に
該

当
す

る
者

）
を

確
認

し
、

該
当

者
が

い
た

場
合

は
、

名
簿

か
ら

除
外

す
る

。
 

⑥
市

町
は

、
市

町
職

員
の

ほ
か

、
被

災
し

た
と

み
ら

れ
る

地
域

の
自

治
会

役
員

や
近

隣
住

民
等

か
ら

の
情

報
及

び
避

難
者

（
避

難
施

設
の

入
所

者
）

の
情

報
等

に
基

づ
き

、
安

否

が
確

認
で

き
て

い
る

者
を

名
簿

か
ら

削
除

す
る

。
 

⑦
市

町
は

、
自

ら
が

把
握

し
た

安
否

不
明

者
と

関
係

機
関

か
ら

情
報

提
供

の
あ

っ
た

安
否

不
明

者
に

つ
い

て
、

重
複

し
て

い
る

者
を

確
認

し
た

上
で

、
重

複
者

を
市

町
の

名
簿

に

掲
載

す
る

。
 

⑧
名

簿
掲

載
者

に
つ

い
て

は
、

家
族

等
が

公
表

を
明

ら
か

に
拒

ん
で

い
る

場
合

を
除

き
、

同
意

は
得

な
い

こ
と

と
し

て
や

む
を

得
な

い
（

同
意

を
得

る
こ

と
は

作
業

上
困

難
）

。
 

⑨
市

町
は

、
と

り
ま

と
め

た
名

簿
を

県
に

送
付

す
る

。
旅

行
者

な
ど

市
町

を
特

定
で

き
な

い
安

否
不

明
者

に
つ

い
て

は
、

県
が

関
係

機
関

か
ら

情
報

提
供

を
受

け
る

。
 

⑩
発

災
か

ら
48

時
間

以
内

に
、

県
は

、
市

町
か

ら
提

供
を

受
け

た
情

報
と

関
係

機
関

か
ら

提
供

を
受

け
た

情
報

の
内

容
を

精
査

・
確

認
し

、
市

町
・

関
係

機
関

と
公

表
方

法
を

調

整
し

た
上

で
、

公
表

す
る

。
公

表
す

る
対

象
者

が
多

数
で

全
員

分
の

名
簿

を
整

備
す

る

時
間

的
な

余
裕

が
な

い
場

合
は

、
把

握
分

か
ら

先
行

し
て

順
次

公
表

す
る

。
 

⑪
な

お
、

公
表

時
期

に
つ

い
て

、
作

業
の

進
捗

状
況

を
見

つ
つ

、
事

前
に

概
ね

の
日

時

と
、

そ
の

時
点

の
安

否
不

明
者

数
を

公
表

す
る

。
こ

れ
に

よ
り

、
積

極
的

な
情

報
提

供

を
促

す
。

 

 ９
 
公

表
及

び
追
加
情
報
の
受
付

方
法

 

（
１
）

 
公
表

の
方

法
 

県
及

び
市

町
が

各
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

名
簿

を
掲

載
す

る
と

と
も

に
、

記
者

会
見

や
資

料

提
供

の
方

法
に

よ
り

報
道

機
関

に
情

報
提

供
す

る
。

 

名
簿

の
内

容
に

変
更

・
追

加
が

あ
っ

た
場

合
は

、
市

町
は

内
容

を
更

新
し

て
県

に
送

付

す
る

。
県

は
、

関
係

機
関

に
つ

い
て

も
同

様
に

、
情

報
提

供
を

受
け

る
。

 

県
は

更
新

後
の

名
簿

を
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

（
差

し
替

え
）

す
る

と
と

も
に

、
報

道

機
関

に
資

料
提

供
す

る
。

 

（
２
）

 
情
報

収
集

の
方
法

 

公
表

す
る

際
、

県
・

市
町

・
関

係
機

関
の

安
否

情
報

受
付

先
（

窓
口

、
電

話
番

号
、

メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

等
）

を
公

示
し

て
、

情
報

提
供

者
の

便
に

資
す

る
な

ど
円

滑
な

情
報

収

集
・

情
報

集
約

に
努

め
る

。
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1
0
 
安
否
が
確
認
で
き
た

場
合
の

取
扱

い
 

氏
名

等
の

公
表

に
よ

り
安

否
（

無
事

又
は

行
方

不
明

、
死

亡
）

が
確

認
で

き
た

者
に

つ
い

て
は

、
安

否
の

結
果

情
報

は
公

表
せ

ず
、

そ
の

都
度

、
名

簿
か

ら
氏

名
等

の
情

報
を

削
除

す

る
。

 

無
事

の
場

合
は

、
公

表
の

目
的

に
鑑

み
、

無
事

で
あ

る
こ

と
を

公
表

す
る

必
要

は
な

い
。

 

（
仮

に
公

表
す

る
と

し
た

場
合

は
、

本
人

の
同

意
を

得
る

必
要

が
あ

る
が

、
同

意
を

得
る

こ

と
に

労
力

を
費

や
す

こ
と

で
、

優
先

す
べ

き
災

害
対

応
業

務
に

支
障

を
き

た
す

た
め

）
。

 

死
亡

・
行

方
不

明
の

場
合

、
そ

の
者

の
氏

名
等

の
公

表
は

別
に

定
め

る
方

針
に

基
づ

い
て

行
う

。
 

な
お

、
安

否
情

報
の

提
供

等
に

関
す

る
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

公
表

と
は

別
の

対
応

と
し

て
、

災
害

対
策

基
本

法
第

86
条

の
15

の
規

定
に

留
意

す
る

。
 

 1
1
 
公
表
期
間
 

公
表

後
、

概
ね

１
週

間
を

経
過

し
て

も
安

否
不

明
の

状
況

が
継

続
し

、
行

方
不

明
者

と
判

断
さ

れ
た

場
合

に
は

、
安

否
不

明
者

と
し

て
の

氏
名

等
の

公
表

は
終

了
し

、
行

方
不

明
者

の

氏
名

等
の

公
表

の
取

扱
い

に
切

り
替

え
る

。
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【
参
考

】
 

１
 

関
連
法
令
等

 

(1
) 

静
岡

県
個

人
情

報
保

護
条

例
（
条

例
第

5
8

号
）

 

ア
 

本
人

以
外

の
者

か
ら

個
人

情
報

を
取

得
で

き
る

場
合

 

 
 

第
6

条
（

取
得

の
制

限
）

第
2

項
 

第
3

号
 

 
 

「
人

の
生

命
、

身
体

又
は

財
産

の
保

護
の

た
め

に
緊

急
に

必
要

が
あ

る
と

き
」

 

イ
  

実
施

機
関

が
、

利
用

目
的

以
外

の
目

的
の

た
め

に
個

人
情

報
を

利
用

、
提

供
で

 

き
る

場
合

 

 
第

11
条

（
利

用
及

び
提

供
の

制
限

）
第

2
項

 
第

4
号

 

 
 

「（
抜

粋
）

本
人

以
外

の
者

に
提

供
す

る
こ

と
が

明
ら

か
に

本
人

の
利

益
に

な
る

と
き

、
そ

の
他

保
有

個
人

情
報

を
提

供
す

る
こ

と
に

つ
い

て
特

別
の

理
由

が
あ

る

と
き

」。
た

だ
し

、
第

2
項

で
は

「（
抜

粋
）

本
人

又
は

第
三

者
の

権
利

利
益

を
不

当
に

侵
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。」

と
規

定
。

 

 
(2

) 
災

害
対

策
基

本
法

 

 
  

第
86

条
の

15
（

安
否

情
報

の
提

供
等

）
第

1
項

 

「（
抜

粋
）

知
事

又
は

市
町

村
⾧

は
、

災
害

の
被

災
者

の
安

否
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
照

会
が

あ
っ

た
と

き
は

、
回

答
す

る
こ

と
が

で
き

る
。」

 

 ２
 

熱
海
市
伊
豆
山
土

砂
災
害
の
事

例
 

 
 

7
月

５
日

早
朝

（
災

害
発

生
か

ら
約

44
時

間
後

）、
県

が
、

熱
海

市
・

警
察

と
協

議
し

、

安
否

不
明

者
の

公
表

方
針

を
決

定
。

市
、

警
察

が
該

当
者

の
名

簿
作

成
に

着
手

。
 

被
災

し
た

と
み

ら
れ

る
地

域
の

住
民

の
名

簿
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

住
宅

地
図

で
は

な

く
、

住
民

基
本

台
帳

を
活

用
し

て
、

地
番

か
ら

住
民

を
抽

出
し

て
名

簿
を

作
成

し
た

。
 

そ
の

後
、

被
災

地
域

の
町

内
会

⾧
等

を
市

役
所

に
呼

ん
で

安
否

情
報

を
聞

き
取

っ
た

。

併
せ

て
、

市
が

住
民

基
本

台
帳

の
閲

覧
制

限
等

の
情

報
を

確
認

し
、

ド
メ

ス
テ

ィ
ッ

ク
バ

イ
オ

レ
ン

ス
等

に
よ

る
個

人
情

報
保

護
を

要
す

る
者

を
特

定
し

た
。

 

住
民

基
本

台
帳

か
ら

の
抽

出
作

業
は

数
時

間
を

要
し

た
が

、
膨

大
な

作
業

に
は

な
ら

な

か
っ

た
。

 

市
が

把
握

し
た

住
民

基
本

台
帳

に
よ

る
名

簿
と

警
察

が
把

握
し

た
通

報
情

報
に

よ
る

名
簿

の
照

合
作

業
に

つ
い

て
は

警
察

が
行

っ
た

。
 

名
簿

作
成

後
の

公
表

に
当

た
っ

て
は

、
市

は
家

族
等

の
同

意
は

取
ら

な
か

っ
た

（
同

意
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を
得

る
こ

と
を

条
件

と
す

る
と

、
迅

速
な

公
表

は
困

難
）

が
、

警
察

は
家

族
等

や
通

報
者

全
員

の
同

意
を

取
る

必
要

が
あ

る
と

し
た

こ
と

か
ら

、
警

察
分

の
確

定
に

は
時

間
を

要
し

た
（

警
察

情
報

は
通

報
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

い
た

ず
ら

や
悪

意
あ

る
情

報
が

含
ま

れ
て

い
る

可
能

性
が

あ
り

、
情

報
の

信
憑

性
に

つ
い

て
慎

重
な

確
認

を
必

要
と

し
た

た
め

）。
 

7
月

５
日

20
:3

0（
災

害
発

生
か

ら
約

58
時

間
後

）、
県

が
、

市
把

握
分

64
名

の
氏

名

等
を

公
表

。
7

月
６

日
13

:1
5（

約
74

時
間

後
）、

県
と

警
察

が
共

同
で

警
察

把
握

分
５

名
の

氏
名

等
を

公
表

し
た

。
 

公
表

後
は

、
続

々
と

安
否

情
報

が
入

り
、

7
月

6
日

ま
で

に
41

名
の

安
否

が
判

明
し

た
。

市
、

警
察

が
用

意
し

た
受

付
用

電
話

は
混

乱
（

輻
輳

）
す

る
こ

と
は

な
く

機
能

し
た

。 

市
の

名
簿

に
は

２
名

の
追

加
が

あ
り

、
安

否
不

明
者

と
し

て
氏

名
等

が
公

表
さ

れ
た

者

は
計

71
名

と
な

っ
た

。
そ

の
後

の
安

否
判

明
に

よ
り

、
行

方
不

明
と

な
っ

た
被

災
者

は

27
名

に
特

定
さ

れ
た

。
 

 ３
 
事
前
準
備
（
あ
ら

か
じ

め
の
備

え
）

 

(
1)
 
基
本
的
事
項

 

熱
海

市
の

事
例

で
は

、
公

表
を

あ
ら

か
じ

め
予

定
し

て
い

な
か

っ
た

の
で

、
公

表
決

定
後

、
手

探
り

の
作

業
と

な
っ

た
。

本
方

針
に

お
い

て
、

手
順

や
留

意
点

も
示

し
て

い

る
の

で
、

そ
れ

ら
を

参
考

に
し

、
安

否
不

明
者

の
氏

名
等

公
表

の
訓

練
を

行
う

こ
と

が

求
め

ら
れ

る
。

 

(
2)
 
個
別
事
項
 

ア
 
 
市

町
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
の

取
扱

い
の

確
認

 

公
表

は
県

が
主

体
的

に
行

う
も

の
と

す
る

が
、

市
町

は
、

各
々

の
個

人
情

報
保

護

条
例

等
の

内
容

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

イ
 

安
否

情
報

受
付

用
連

絡
先

の
設

置
 

住
民

等
か

ら
の

安
否

情
報

連
絡

を
受

け
付

け
る

電
話

（
番

号
・

回
線

）
や

メ
ー

ル

ア
ド

レ
ス

等
の

連
絡

先
を

用
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

ウ
 

大
規

模
災

害
を

想
定

し
た

事
前

準
備

 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
等

の
大

規
模

災
害

を
想

定
し

た
被

災
地

域
の

住
民

名
簿

の
作

成
、

安
否

不
明

者
の

抽
出

な
ど

の
方

法
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。
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３
 

事
前
準
備
（
あ
ら

か
じ
め
の
備

え
）

 

(
1)
 
基
本
的

事
項

 

熱
海

市
の

事
例

で
は

、
公

表
を

あ
ら

か
じ

め
予

定
し

て
い

な
か

っ
た

の
で

、
公

表
決

定
後

、
手

探
り

の
作

業
と

な
っ

た
。

本
方

針
に

お
い

て
、

手
順

や
留

意
点

も
示

し
て

い

る
の

で
、

そ
れ

ら
を

参
考

に
し

、
安

否
不

明
者

の
氏

名
等

公
表

の
訓

練
を

行
う

こ
と

が

求
め

ら
れ

る
。

 

(
2)
 
個
別
事

項
 

ア
 
 
市

町
に

お
け

る
個

人
情

報
保

護
の

取
扱

い
の

確
認

 

公
表

は
県

が
主

体
的

に
行

う
も

の
と

す
る

が
、

市
町

は
、

各
々

の
個

人
情

報
保

護

条
例

等
の

内
容

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

イ
 
 
安

否
情

報
受

付
用

連
絡

先
の

設
置

 

住
民

等
か

ら
の

安
否

情
報

連
絡

を
受

け
付

け
る

電
話

（
番

号
・

回
線

）
や

メ
ー

ル

ア
ド

レ
ス

等
の

連
絡

先
を

用
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

ウ
 
 
大

規
模

災
害

を
想

定
し

た
事

前
準

備
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
等

の
大

規
模

災
害

を
想

定
し

た
被

災
地

域
の

住
民

名
簿

の
作

成
、

安
否

不
明

者
の

抽
出

な
ど

の
方

法
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。
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災
害
時
に

お
け
る
行
方

不
明

者
の
氏
名
等

の
公
表
に
つ

い
て
（
方

針
）

 

 １
 
公
表
の
趣
旨
及
び
目

的
 

安
否

不
明

者
の

氏
名

等
を

公
表

し
て

概
ね

１
週

間
を

経
過

し
て

も
、

安
否

情
報

が
得

ら
れ

な

い
場

合
は

、
一

時
的

に
連

絡
が

取
れ

な
い

の
で

は
な

く
、

そ
の

者
は

被
災

し
た

可
能

性
が

き
わ

め
て

高
い

こ
と

か
ら

、
行

方
不

明
の

状
況

に
あ

る
と

推
定

さ
れ

る
。

 

効
率

的
な

捜
索

・
救

助
活

動
を

継
続

す
る

た
め

、
安

否
不

明
者

を
行

方
不

明
者

に
切

り
替

え

て
、

氏
名

等
を

公
表

す
る

。
 

な
お

、
災

害
に

よ
っ

て
は

、
安

否
不

明
者

が
存

在
せ

ず
、

早
期

に
行

方
不

明
者

が
特

定
さ

れ

る
こ

と
も

想
定

さ
れ

る
が

、
こ

の
場

合
も

捜
索

・
救

助
活

動
の

効
率

化
に

つ
な

げ
る

た
め

、
こ

の
方

針
に

基
づ

き
、

市
町

と
調

整
の

上
、

行
方

不
明

者
の

氏
名

等
を

公
表

す
る

。
 

 ２
 
行
方
不
明
者
の
定
義

 

行
方

不
明

者
と

は
「

当
該

災
害

が
原

因
で

所
在

不
明

と
な

り
、

か
つ

、
死

亡
の

疑
い

の
あ

る

者
」

と
す

る
。

 

（
消

防
庁

災
害

報
告

取
扱

要
領

（
平

成
24

年
３

月
消

防
応

第
49

号
）

に
よ

る
）

 

 ３
 
公
表
主
体
 

行
方

不
明

者
の

氏
名

等
に

つ
い

て
、

市
町

・
関

係
機

関
（

自
衛

隊
・

海
上

保
安

庁
・

警
察

等
）

か
ら

の
情

報
に

基
づ

い
て

、
県

が
公

表
す

る
。

ま
た

は
、

県
と

市
町

が
共

同
で

公
表

す
る

。
 

（
注

）
国

の
防

災
基

本
計

画
に

お
い

て
は

、
人

的
被

害
の

人
数

に
つ

い
て

は
、

県
が

一
元

的
に

集

約
す

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

氏
名

等
公

表
に

つ
い

て
も

、
こ

れ
を

準
拠

し
、

県
が

主
体

と
な

っ
て

行
う

こ
と

を
原

則
と

す
る

。
 

 ４
 
公
表
す
る
情
報
 

(1
)
 
公
表
す
る
情
報
 

個
人

情
報

保
護

を
基

本
と

し
た

上
で

、
氏

名
、

住
所

（
大

字
ま

で
）

、
性

別
（

住
民

基
本

台
帳

記
載

の
性

別
）

と
す

る
。

 

年
齢

は
原

則
と

し
て

公
表

対
象

と
せ

ず
、

可
能

の
場

合
に

限
っ

て
公

表
す

る
。

 

（
理

由
）

住
民

基
本

台
帳

等
の

生
年

月
日

か
ら

年
齢

を
計

算
す

る
場

合
、

業
務

の
負

担
が

大

き
く

、
迅

速
な

公
表

に
支

障
を

き
た

す
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
に

よ
る

。
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(2
)
 
公
表

し
な
い
場
合
 

ア
 

行
方

不
明

者
の

捜
索

場
所

が
特

定
さ

れ
て

い
る

な
ど

、
公

表
が

人
命

救
助

活
動

に
資

す

る
こ

と
が

な
い

と
判

断
さ

れ
る

場
合

 

イ
 

ド
メ

ス
テ

ィ
ッ

ク
バ

イ
オ

レ
ン

ス
や

ス
ト

ー
カ

ー
、

児
童

虐
待

等
の

被
害

者
な

ど
の

場

合
 

ウ
 

本
人

の
権

利
利

益
を

不
当

に
侵

害
す

る
お

そ
れ

が
認

め
ら

れ
る

場
合

 

エ
 

家
族

等
が

公
表

を
明

ら
か

に
拒

ん
で

い
る

場
合

 

 ５
 
公

表
し

た
情
報
の
活
用
 

公
表

し
た

情
報

に
つ

い
て

は
、

対
象

者
の

捜
索

活
動

や
救

助
活

動
な

ど
の

応
急

対
策

に
活

用

す
る

。
 

 ６
 
公

表
の

時
期
・
期
間
 

安
否

不
明

者
と

し
て

概
ね

１
週

間
が

経
過

す
る

な
ど

の
理

由
に

よ
り

行
方

不
明

者
と

判
断

さ
れ

た
時

点
か

ら
公

表
す

る
。

安
否

不
明

者
と

し
て

の
公

表
が

な
か

っ
た

場
合

は
、

行
方

不
明

者
と

特
定

し
た

時
点

で
公

表
す

る
。

 

所
在

が
明

ら
か

に
な

っ
た

場
合

は
行

方
不

明
者

と
し

て
の

公
表

は
終

了
す

る
。

 

行
方

不
明

が
⾧

期
に

及
ん

だ
場

合
、

公
表

は
、

原
則

と
し

て
、

災
害

発
生

か
ら

３
ヶ

月
以

内

と
す

る
。

（
状

況
に

よ
っ

て
延

⾧
も

可
と

す
る

。
）

 

 ７
 
公

表
ま

で
の
作
業
 

安
否

不
明

者
を

公
表

し
た

場
合

は
、

市
町

と
協

議
の

上
、

安
否

不
明

者
名

簿
の

表
題

を
「

行

方
不

明
に

な
ら

れ
た

方
」

に
切

り
替

え
て

行
方

不
明

者
名

簿
と

し
、

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

表
す

る
と

と
も

に
、

報
道

機
関

に
提

供
す

る
。

 

安
否

不
明

者
の

公
表

が
な

か
っ

た
場

合
、

市
町

は
そ

の
都

度
名

簿
を

作
成

し
、

安
否

不
明

者

の
公

表
作

業
に

準
じ

て
行

う
も

の
と

す
る

。
こ

の
際

、
家

族
等

の
明

確
な

拒
否

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

（
災

害
対

応
等

の
業

務
負

担
が

大
き

く
、

優
先

す
べ

き
災

害
対

応
事

務
に

支
障

を
き

た
す

た
め

確
認

作
業

が
で

き
な

い
場

合
を

除
く

）
。

 

市
町

は
、

行
方

不
明

者
の

情
報

を
県

に
提

供
し

、
県

は
、

そ
の

内
容

を
精

査
・

確
認

し
て

公

表
す

る
。

 

市
町

を
経

由
せ

ず
、

関
係

機
関

か
ら

直
接

県
に

情
報

提
供

が
あ

っ
た

場
合

は
、

県
は

名
簿

を

作
成

す
る

な
ど

、
対

象
者

を
精

査
・

確
認

し
て

公
表

す
る

。
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内
容

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

、
随

時
、

県
は

市
町

・
関

係
機

関
か

ら
連

絡
を

受
け

、
名

簿

を
更

新
し

て
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
及

び
報

道
機

関
に

資
料

提
供

す
る

。
 

 ８
 
公
表
方
法
 

県
及

び
市

町
が

各
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

氏
名

等
（

複
数

の
場

合
は

名
簿

）
を

掲
載

す
る

と
と

も

に
、

記
者

会
見

や
資

料
提

供
の

方
法

に
よ

り
報

道
機

関
に

情
報

提
供

す
る

。
 

追
加

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

都
度

、
同

様
の

方
法

に
よ

り
情

報
提

供
す

る
。

 

 ９
 
行
方
不
明
情
報
の
収

集
・
集

約
 

行
方

不
明

者
に

関
す

る
情

報
の

連
絡

先
は

、
県

・
市

町
・

関
係

機
関

の
安

否
情

報
受

付
用

 

電
話

番
号

等
を

そ
の

ま
ま

活
用

す
る

。
 

 1
0
 
所
在
が
明
ら
か
に
な

っ
た
場

合
の

公
表

の
可
否

 

無
事

が
確

認
で

き
た

者
の

情
報

は
公

表
し

な
い

が
、死

亡
の

場
合

は
、死

亡
者

の
氏

名
等（

複

数
の

場
合

は
名

簿
）

の
公

表
の

取
扱

い
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
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【
参
考

】
 

１
 

関
連
法
令
等

 

(
1)
 

防
災
基
本
計
画
（
国
）
 

 
 

 
第

2
編

 
第

2
章

 
第

2
節

 

 
 

 
１

 災
害

情
報

の
収

集
・

連
絡

 

 
 

 
（

３
）

災
害

発
生

直
後

の
被

害
の

第
一

次
情

報
等

の
収

集
・

連
絡

 

 
 

 
 

 
 

「（
抜

粋
）

人
的

被
害

の
数

（
死

者
・

行
方

不
明

者
数

を
い

う
。）

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

が
一

元
的

に
集

約
、

調
整

を
行

う
も

の
と

す
る

。
都

道
府

県
は

、
関

係
機

関
と

の
連

携
の

も
と

、
整

理
・

突
合

・
精

査
を

行
い

、
直

ち
に

消
防

庁
へ

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
人

的
被

害
の

数
に

つ
い

て
広

報
を

行
う

際
に

は
、

市
町

村
等

と
密

接
に

連
携

し
な

が
ら

適
切

に
行

う
も

の
と

す
る

。」
 

 

(2
) 

消
防

庁
災

害
報

告
取

扱
要

領
（
平

成
２

４
年

３
月

消
防

応
第

４
９

号
）
 

行
方

不
明

と
は

、「
当

該
災

害
が

原
因

で
所

在
不

明
と

な
り

、
か

つ
死

亡
の

疑
い

の
あ

る

も
の

」。
ま

た
、

次
の

場
合

で
、

死
体

が
見

つ
か

ら
な

い
と

き
は

「
行

方
不

明
者

」
と

し
て

計
上

す
る

。
 

ア
 

戸
籍

法
第

86
条

に
基

づ
く

死
亡

届
が

提
出

さ
れ

た
も

の
 

イ
 

戸
籍

法
第

89
条

に
基

づ
く

官
公

署
か

ら
市

町
村

⾧
に

報
告

が
あ

っ
た

も
の

 

ウ
 

民
法

第
30

条
に

基
づ

く
家

庭
裁

判
所

に
よ

る
失

踪
宣

告
が

さ
れ

た
も

の
 

エ
 

災
害

弔
慰

金
支

給
法

第
４

条
に

基
づ

く
死

亡
推

定
 

オ
 

警
察

に
お

い
て

、
当

該
災

害
で

行
方

不
明

と
の

相
談

・ 受
理

を
し

て
い

る
も

の
 

カ
 

住
民

か
ら

の
情

報
提

供
等

に
よ

り
市

町
村

等
に

お
い

て
行

方
不

明
と

し
て

知
り

得

た
も

の
の

う
ち

、
死

亡
の

疑
い

が
あ

る
も

の
 

 

(3
) 

行
方

不
明

者
発

見
活

動
に

関
す

る
規

則
（平

成
21

年
12

月
国

家
公

安
委

員
会

規
則

13
号

） 

 
 

 第
2

条
 

第
1

項
 

「
行

方
不

明
者

と
は

、
生

活
の

本
拠

を
離

れ
、

そ
の

行
方

が
明

ら
か

で
な

い
者

で
あ

っ

て
、

第
6

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
が

な
さ

れ
た

も
の

」
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(4
) 
戸
籍
法

 

 
  

 第
89

条
 

「（
抜

粋
）

水
難

、
火

災
そ

の
他

の
事

変
に

よ
っ

て
死

亡
し

た
者

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

取
調

を
し

た
官

庁
又

は
公

署
は

、
死

亡
地

の
市

町
村

⾧
に

死
亡

の
報

告
を

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。」
 

 

(5
) 
災
害
弔
慰
金
の
支
給

等
に
関
す
る
法
律

（
法
律

第
82

号
）

 

 
第

４
条

（
災

害
に

よ
る

死
亡

の
推

定
）

 

「
災

害
の

際
現

に
そ

の
場

に
い

あ
わ

せ
た

者
に

つ
き

、
当

該
災

害
の

や
ん

だ
後

三
月

間

そ
の

生
死

が
わ

か
ら

な
い

場
合

に
は

、
災

害
弔

慰
金

に
関

す
る

規
定

の
適

用
に

つ
い

て

は
、

そ
の

者
は

、
当

該
災

害
に

よ
っ

て
死

亡
し

た
も

の
と

推
定

す
る

。」
 

 

(6
) 

静
岡

県
個

人
情

報
保

護
条

例
（
条

例
第

5
8

号
）

 

ア
 

本
人

以
外

の
者

か
ら

個
人

情
報

を
取

得
で

き
る

場
合

 

第
6

条
（

取
得

の
制

限
）

第
2

項
 

第
3

号
 

「
人

の
生

命
、

身
体

又
は

財
産

の
保

護
の

た
め

に
緊

急
に

必
要

が
あ

る
と

き
」

 

イ
 

実
施

機
関

が
、

利
用

目
的

以
外

の
目

的
の

た
め

に
個

人
情

報
を

利
用

、
提

供
で

き
る

場
合

 

第
11

条
（

利
用

及
び

提
供

の
制

限
）

第
2

項
 

第
4

号
 

 
 

  
「（

抜
粋

）
本

人
以

外
の

者
に

提
供

す
る

こ
と

が
明

ら
か

に
本

人
の

利
益

に
な

る
と

き
、

そ
の

他
保

有
個

人
情

報
を

提
供

す
る

こ
と

に
つ

い
て

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
き

」。
た

だ
し

、
第

2
項

で
は

「（
抜

粋
）

本
人

又
は

第
三

者
の

権
利

利
益

を
不

当
に

侵
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。」
と

規
定

。
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災
害
に

よ
る

死
亡
者
の
氏

名
等
の

公
表

に
つ

い
て
（

方
針

）
 

 １
 
趣

旨
 

災
害

に
よ

る
死

亡
者

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
国

の
防

災
基

本
計

画
に

お
い

て
、

市
町

村
・

関

係
機

関
が

把
握

し
て

い
る

人
的

被
害

の
「

人
数

」
を

都
道

府
県

が
一

元
的

に
集

約
し

、
調

整
を

行
う

も
の

と
さ

れ
て

い
る

が
、

死
亡

者
の

「
氏

名
等

の
公

表
」

に
関

す
る

法
令

や
基

準
は

存
在

し
な

い
。

 

ま
た

、
個

人
情

報
保

護
条

例
に

つ
い

て
は

、
死

者
に

適
用

さ
れ

る
規

定
が

な
い

。
 

こ
の

た
め

、
県

は
、

災
害

時
に

お
け

る
死

亡
者

の
氏

名
等

の
公

表
に

つ
い

て
方

針
を

定
め

、

災
害

が
発

生
し

た
場

合
は

、
こ

の
方

針
に

基
づ

き
、

市
町

等
と

連
携

の
上

、
災

害
に

よ
る

死
亡

者
の

氏
名

等
を

公
表

す
る

。
 

 

２
 
公

表
の

目
的
 

災
害

に
よ

る
住

民
の

死
亡

情
報

は
、

被
災

地
域

に
お

い
て

、
自

主
防

災
活

動
や

連
帯

感
・

コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
維

持
の

観
点

か
ら

重
要

で
あ

り
、

公
表

に
よ

り
地

域
住

民
の

情
報

共
有

や
生

活
支

援
に

資
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

ま
た

、
安

否
不

明
者

や
行

方
不

明
者

の
氏

名
等

を
公

表
し

た
場

合
は

、
住

民
に

広
く

情
報

提

供
を

求
め

る
中

、
死

亡
者

の
氏

名
等

に
つ

い
て

も
、

各
不

明
者

の
情

報
と

一
体

的
・

継
続

的
に

公
表

す
る

こ
と

で
、

効
率

的
で

円
滑

な
捜

索
活

動
や

救
出

救
助

活
動

に
つ

な
げ

る
。

 

さ
ら

に
、

死
亡

者
が

多
数

の
場

合
は

、
公

表
に

よ
り

死
亡

の
事

実
を

明
確

に
し

、
情

報
管

理

上
の

正
確

性
を

確
保

す
る

。
 

 

３
 
死

亡
者

の
定
義
 

死
亡

者
と

は
、

「
市

町
が

、
災

害
が

原
因

で
死

亡
し

た
と

認
定

し
た

者
」

と
す

る
。

 

災
害

関
連

死
と

し
て

認
定

し
た

者
は

、公
表

の
対

象
と

は
し

な
い

。た
だ

し
、時

期
や

人
数

、

原
因

等
の

状
況

に
よ

っ
て

は
、

公
表

の
対

象
と

す
る

場
合

も
あ

る
。

 

（
参

考
）

消
防

庁
災

害
報

告
取

扱
要

領
；

平
成

24
 年

３
月

消
防

応
第

49
 号

 

当
該

災
害

が
原

因
で

死
亡

し
、

死
体

を
確

認
し

た
も

の
又

は
死

体
は

確
認

で
き

な

い
が

死
亡

し
た

こ
と

が
確

実
な

者
 

 

４
 
公

表
主

体
 

死
亡

者
の

氏
名

等
に

つ
い

て
、

市
町

・
関

係
機

関
（

自
衛

隊
・

海
上

保
安

庁
・

警
察

等
）

か
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ら
の

情
報

に
基

づ
い

て
、

県
が

公
表

す
る

。
ま

た
は

、
県

と
市

町
が

共
同

で
公

表
す

る
。

 

（
注

）
国

の
防

災
基

本
計

画
に

お
い

て
は

、
人

的
被

害
の

人
数

に
つ

い
て

は
、

県
が

一
元

的

に
集

約
す

る
こ

と
と

な
っ

て
お

り
、

氏
名

等
公

表
に

つ
い

て
も

、
こ

れ
を

準
拠

し
、

県
が

主
体

と
な

っ
て

行
う

こ
と

を
原

則
と

す
る

。
 

 

５
 
公
表
す
る
情
報
 

（
１
）
公
表
す
る
情
報
 

個
人

情
報

保
護

の
考

え
方

に
準

じ
、

か
つ

、
遺

族
が

承
諾

し
た

範
囲

内
で

、
氏

名
、

住
所

（
大

字
ま

で
）

、
性

別
（

住
民

基
本

台
帳

記
載

の
性

別
）

、
年

齢
を

公
表

す
る

。
 

な
お

、
死

亡
確

認
日

及
び

災
害

死
亡

認
定

日
は

名
簿

に
は

掲
載

し
な

い
が

、
公

表
し

て
差

し

支
え

な
い

。
 

（
２
）
公
表
し
な
い
場
合

 

ア
 

災
害

の
規

模
や

該
当

者
の

被
災

状
況

、
人

数
な

ど
に

よ
り

、
明

ら
か

に
公

表
の

趣
旨

・

目
的

に
適

さ
な

い
場

合
 

イ
 

ド
メ

ス
テ

ィ
ッ

ク
バ

イ
オ

レ
ン

ス
や

ス
ト

ー
カ

ー
、

児
童

虐
待

等
の

被
害

者
で

あ
る

場

合
 

ウ
 

本
人

の
権

利
利

益
が

不
当

に
侵

害
さ

れ
る

お
そ

れ
が

認
め

ら
れ

る
場

合
 

エ
 

遺
族

が
公

表
を

承
諾

し
な

い
場

合
 

な
お

、
遺

族
が

い
な

い
場

合
又

は
遺

族
と

連
絡

が
取

れ
な

い
場

合
は

、
公

表
に

よ
っ

て

縁
者

が
名

乗
り

出
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
考

慮
し

、
公

表
す

る
。

 

 

６
 
公
表
し
た
情
報
の
活

用
 

公
表

し
た

情
報

に
つ

い
て

は
、

安
否

不
明

者
や

行
方

不
明

者
の

把
握

・
確

認
、

捜
索

活
動

や

救
出

救
助

活
動

、
被

災
者

支
援

な
ど

の
応

急
対

策
に

活
用

す
る

。
 

 

７
 
公
表
の
時
期
 

市
町
が
災
害

に
よ
る
死
亡
を
認
定
し
た
場
合
、
そ
の
都
度

、
公
表
す
る

。
 

な
お

、
公

表
は

、
原

則
と

し
て

、
災

害
発

生
か

ら
３

ヶ
月

以
内

と
す

る
。

 

災
害

発
生

か
ら

３
ヶ

月
経

過
後

に
死

亡
が

認
定

さ
れ

た
場

合
は

、
そ

の
認

定
に

よ
る

氏
名

等

の
公

表
か

ら
３

ヶ
月

以
内

と
す

る
。

 

  

資
料

４
－
２
３

 

８
 
公

表
ま

で
の
作
業
 

心
肺

停
止

者
が

発
見

さ
れ

た
後

、
医

師
に

よ
る

検
案

及
び

警
察

等
に

よ
る

検
視

を
行

う
。

 

そ
の

後
、

災
害

が
原

因
で

死
亡

し
た

こ
と

を
市

町
が

認
定

す
る

。
な

お
、

市
町

に
よ

る
災

害

死
亡

認
定

の
時

点
で

は
、

遺
体

の
状

態
か

ら
死

亡
者

が
誰

で
あ

る
か

特
定

で
き

な
い

場
合

が
あ

る
。

 

警
察

等
に

よ
る

鑑
定

作
業

に
よ

り
死

亡
者

の
身

元
が

判
明

し
た

場
合

は
、

市
町

は
遺

族
に

対

し
、

氏
名

等
の

公
表

に
つ

い
て

承
諾

を
得

る
。

 

市
町

は
、

死
亡

者
の

情
報

を
県

に
提

供
（

複
数

の
場

合
は

死
亡

者
の

名
簿

を
作

成
し

て
県

に

送
付

）
し

、
県

は
内

容
を

精
査

・
確

認
す

る
。

 

県
、

ま
た

は
、

県
と

市
町

が
共

同
で

死
亡

者
を

「
亡

く
な

ら
れ

た
方

」
と

し
て

公
表

す
る

。 

な
お

、
安

否
不

明
者

・
行

方
不

明
者

の
氏

名
等

を
公

表
し

な
か

っ
た

場
合

、
死

亡
者

の
氏

名

等
の

公
表

に
つ

い
て

は
、

災
害

の
状

況
等

に
応

じ
、

県
と

市
町

等
が

調
整

し
た

上
で

個
別

に
検

討
し

、
是

非
を

判
断

す
る

。
 

 

９
 
公

表
方

法
 

県
及

び
市

町
が

各
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

氏
名

等
（

複
数

の
場

合
は

名
簿

）
を

掲
載

す
る

と
と

も

に
、

記
者

会
見

や
資

料
提

供
の

方
法

に
よ

り
報

道
機

関
に

情
報

提
供

す
る

。
 

追
加

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

都
度

、
同

様
の

方
法

に
よ

り
情

報
提

供
す

る
。

 

 
 



資
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【
 
参

考
 
】

 

 

１
 
防
災
基
本
計
画
（
国

）
 

 
 

第
2

編
 

第
2

章
 

第
2

節
 

 
 

１
 災

害
情

報
の

収
集

・
連

絡
 

 
 

（
３

）
災

害
発

生
直

後
の

被
害

の
第

一
次

情
報

等
の

収
集

・
連

絡
 

 
 

 
 

 
「（

抜
粋

）
人

的
被

害
の

数
（

死
者

・
行

方
不

明
者

数
を

い
う

。）
に

つ
い

て
は

、

都
道

府
県

が
一

元
的

に
集

約
、

調
整

を
行

う
も

の
と

す
る

。
都

道
府

県
は

、
関

係
機

関
と

の
連

携
の

も
と

、
整

理
・

突
合

・
精

査
を

行
い

、
直

ち
に

消
防

庁
へ

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
人

的
被

害
の

数
に

つ
い

て
広

報
を

行
う

際
に

は
、

市
町

村
等

と
密

接
に

連
携

し
な

が
ら

適
切

に
行

う
も

の
と

す
る

。」
 

 ２
 
死
者
の
個
人
情
報
保

護
 

 
 

個
人

情
報

保
護

条
例

（
条

例
第

58
号

）
に

よ
る

個
人

情
報

は
、

死
亡

者
に

は
適

用
さ

れ
な

い
。

た
だ

し
、

遺
族

の
個

人
情

報
は

保
護

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

か
ら

、
死

亡
者

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
遺

族
の

意
思

を
尊

重
す

る
必

要
が

あ
る

。（
県

法
務

文
書

課
） 

 ３
 
戸
籍
法

 

 
 

第
89

条
 

 
 

「（
抜

粋
）

水
難

、
火

災
そ

の
他

の
事

変
に

よ
っ

て
死

亡
し

た
者

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

取
調

を
し

た
官

庁
又

は
公

署
は

、
死

亡
地

の
市

町
村

⾧
に

死
亡

の
報

告
を

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。」
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１
 

 

地
震
災
害
応
急
対
策
に

お
け
る
医
療
救
護
計
画
 

  １
．

医
療
救
護
計
画

策
定
の
目
的

 

こ
の

計
画
は
、
予
想
さ

れ
る
南

海
ト
ラ
フ
地

震
等
の

災
害
発
生
時

に
傷
病
者
等
を
救
護

す
る

医
療
体

制
に
つ
い
て
、

富
士
市

医
師
会
・
富
士

市
歯
科
医
師

会
・
富
士
市
薬
剤

師
会
（
以

下
「
富
士
市

三
師
会
」
と
い

う
。
）
等
関
係
機
関

の

協
力
を

得
て
定

め
る
も
の
で

あ
り
、

も
っ
て
地
震

災
害
等

応
急
対
策
の

具
体
化

を
推
進

し
、

想
定
さ
れ
る
災
害
か
ら

市
民
の

生
命
と

健
康
を
守
る

こ
と
を

目
的
と
す
る

。
 

 ２
．

医
療
救
護
計
画

の
基
本
的
な

考
え
方
 

(
1
) 
こ

の
計
画

は
、
市
（
災

害
警
戒

本
部
及
び
災

害
対
策

本
部
を
含
む

。
以
下

同
じ
）

及
び

富
士
市
三
師
会
並
び
に

救
護

病
院
等
関
係
機
関
が

連
携

を
図
り
、
医
療

救
護
施
設
（
以
下
「
救
護

施
設
」
と

い
う

。
）
に
お
い
て
、
円

滑
な

医
療

救
護
活
動
を
実
施
す

る
た

め
定
め
る
も
の

で
あ

る
。
 

(
2
) 
市

は
、
地

震
災
害
等
に

よ
り
多

数
の
人
的
被

害
が
発

生
、
ま
た
は

発
生
す

る
恐
れ

が
あ

る
場
合
は
、
本
計
画
の

発
動

を
上
記
関
係
機
関
に

連
絡

す
る
と
と
も
に

、
富

士
市
三
師

会
に
対
し
医

療
救

護
三
師

会
本
部
（
以
下
「
三
師

会
本

部
」
と
い
う
。）

の
設
置

を
要
請

す
る
。
 

(
3
) 
救

護
施
設

は
、
医
療
救

護
所
（

以
下
「

救
護
所
」
と
い
う
。
）
及
び

医
療
救

護
病

院
（
以
下
「
救

護
病
院
」
と

い

う
。
）
と

し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
施

設
が
医
療
救

護
活
動

の
機
能
を
分

担
す
る
も
の
と
す
る

。
 

(
4
) 
医

療
救
護

の
対
象
者
は

、
次
の

と
お
り
と
す

る
。
 

ア
、

直
接
災
害
に
よ
る
負

傷
者
 

(ｱ
)
 
重

傷
患

者
 
手
術
等
入

院
治
療

を
必

要
と
す

る
者
で

直
ち

に
医
師
に
よ
る

応
急
処

置
を
行
い
救

護
病
院

に
お
い
て

対
応
す
る
者
（

ク
ラ

ッ
シ
ュ
症
候
群

発
症
の
恐
れ
が
あ
る

者
を
含

む
。
）
 

(ｲ
)
 
中
等

傷
患
者

 
直
ち
に
入

院
治
療

す
る
必

要
は

な
い
が
、

医
師

に
よ
る

処
置
を
必
要

と
す
る
者
 

 
 

※
上
記
以
外
の
軽
傷

者
は

原
則
と
し
て
家

庭
及

び
自
主
防

災
組
織
等
に

よ
る

自
主
的

な
医
療
救
護
活
動
で
対

応
す

る
。
 

イ
、

人
工
透
析
等
医
療
の

中
断

が
致
命
的
と
な

る
患

者
及
び
助

産
が
必
要
と

な
る

者
 

ウ
、

災
害
時
の
ス
ト
レ
ス

に
よ

り
情
緒
不
安
定

等
の

症
状
が
認

め
ら
れ
る
者
 

エ
、

日
常
的
に
発
生
す
る

救
急

患
者
 

(
5
) 
救

護
施
設

間
の
連
携
 

         

 

  

重
傷

患
者

 

中
等

傷
患

者
 

軽
傷

者
 

救
護
所
 

 

救
護
病
院
 

 災
害
拠
点
病
院
 

自
主

防
災
組
織
 

各
家

庭
 
 
 
 

で
対
応
 

（ 自 主 防 災 組 織 で 搬 送 ）  

 

資
料

５
－

１
 

 ３
．

救
 
護

 
所

 

救
護

所
は
、
ト
リ

ア
ー
ジ

を
行

い
、
原

則
と
し

て
重

傷
及
び
中

等
傷

患
者
に

対
す

る
応
急

処
置
等

を
行
う
も
の
と

す
る
。
 

(
1
) 
設
置
及
び
組
織
 

ア
、

救
護
所
の
開

設
予
定

場
所

は
、
市

内
各
地

区
の

公
共
施
設

の
う

ち
か
ら

市
が

指
定
す

る
施
設

と
し
、
医
療
救

護
活
動
等
を
行
う
場
所
は
、
予
め
施
設
の
管
理

者
と

協
議
し
定

め
て

お
く
も

の
と
す
る
。
（

資
料
－

１
）
 

イ
、

救
護
所
の
医

療
救
護

体
制

は
、
医

師
、
歯

科
医

師
、
薬
剤

師
、

看
護
師

等
の

医
療
関

係
者
及

び
市
職
員
等
に

よ
る
補
助
員
を
も
っ
て
医
療
班
を
構
成
す
る
も

の
と

す
る
。
 

ウ
、

市
は
、
医
療

班
の
編

成
及

び
配
置

に
つ
い

て
、

富
士
市
三

師
会

等
の
関

係
機

関
と
予

め
協
議

し
て
定
め
て
お

く
も
の
と
す
る
。
 

エ
、

救
護
所
の
円

滑
な
運

営
を

図
る
た

め
、
各

救
護

所
に
医
師

に
よ

る
医
療

管
理

者
及
び

市
職
員

に
よ
る
運
営
責

任
者
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
2
) 
担
当
業
務
 

ア
、

医
療
関
係
者
 

(ｱ
)
 
ト
リ
ア
ー
ジ
 

(ｲ
)
 
重
傷
・
中
等
傷
患
者
に
対
す
る
応
急
処
置
 

(ｳ
)
 
救
護
病
院
等
へ
の
患
者
の
移
送
手
配
 

(ｴ
)
 
遺
体
の
検
案
 

(ｵ
)
 
医
療
救
護
活
動
の
記
録
 

(ｶ
)
 
そ
の
他
、
医
療
救
護
に
必
要
な
事
項
 

イ
、

市
職
員
 

 
(
ｱ
) 
開
設
準
備

の
た
め

の
情

報
収
集

、
状
況

把
握

等
 

(ｲ
)
 
救
護
所
の
設
営
 

(ｳ
)
 
受
付
 

(ｴ
)
 
医
療
関
係
者
担
当
業
務
の
補
助
 

(ｵ
)
 
市
及
び
救
護
施
設
間
の
連
絡
調
整
 

(ｶ
)
 
そ
の
他
、
救
護
所
の
運
営
に
必
要
な
事
項
 

(
3
) 
開
設
及
び
運
営
 

ア
、

救
護
所
の
開

設
は
、

市
内

各
地
区

の
人
的

・
物

的
被
害
状

況
等

に
基
づ

き
、

必
要
と

判
断
さ

れ
る
地
区
ご
と

に
市
で
決
定
す
る
。
ま
た
そ
の
場
合
、
市
は
直

ち
に

三
師
会
本

部
に

対
し
当

該
救
護
所
へ
の
医
療
関
係

者
の

緊

急
派
遣
を
要
請
す
る
。
 

 
イ
、

開
設
が

決
定

さ
れ
た

救
護
所

の
医

療
管
理

者
及
び

運
営
責

任
者

は
、
医

療
班
の

参
集

状
況
や

施
設
の
状
況
等

を
踏
ま
え
つ
つ
速
や
か
に
医
療
救
護
活
動
を
開

始
す

る
も
の
と

す
る

。
 

 
ウ
、

市
及
び

三
師

会
本
部

は
、
開

設
さ

れ
た
救

護
所
の

状
況
を

把
握

し
、
必

要
に
応

じ
た

支
援
体

制
を
と
る
も
の

と
す
る
。
 

 
エ
、
救
護
所
は
原
則

と
し
て

2
4
時

間
態
勢

を
と
り

、
医
療
班
は

交
代
制
と
す

る
。
ま
た
、
開
設
期

間
は

概
ね
発

災

後
4
日
間
程
度
と
し
、
閉
鎖
に
つ
い
て
は
三
師

会
本

部
等
と
の

協
議

を
行
っ

た
上
、
市
が
決
定
す
る
。
 

(
4
) 
資
器
材
等
 

市
は
、
各
救
護
所
で
必
要
と
な
る
備
品
類
、
医

療
資

器
材
類
に

つ
い

て
予
め

十
分
な
整
備
と
備
蓄
を
図

る
と

と

も
に

、
定
期
的
な

点
検
及

び
入

替
を
行

う
も
の

と
す

る
。
 

(
5
) 
上
記
の
ほ
か
、
救
護
所

に
関
し

必
要

な
事
項

は
別
に

定
め
る

。
 

   

 



資
料
５
－

１
 

 ４
．

救
護
病
院
 

救
護

病
院
は
、
主
に
重

傷
患
者

の
処
置
及
び

収
容
を

行
う
ほ
か
中

等
傷
患
者
に
対
す
る

処
置

も
行
う

も
の
と
す
る
。 

(
1
) 
設

置
 

救
護
病
院

は
、
一

般
病
床
、
療

養
病
床

ま
た
は

精
神

病
床
を
有

す
る

全
て
の

病
院
の
う
ち

か
ら
、
市
が
当
該
病

院
の

管
理
者
と
予
め
協
議

し
定

め
る
も
の
と
す

る
。
（
資
料
－
２
）
 

(
2
) 
担

当
業
務
 

ア
、

重
傷
患
者
の
処
置
及

び
収

容
並
び
に
中
等

傷
患

者
の
処
置

 

イ
、

災
害
拠
点
病
院
へ
の

患
者

の
移
送
手
配
 

ウ
、

遺
体
の
検
案
 

エ
、

医
療
救
護
活
動
の
記

録
 

オ
、

そ
の
他
、
医
療
救
護

に
必

要
な
事
項
 

(
3
) 
運

営
 

ア
、

市
は
、
発
災
後
速
や

か
に

救
護
病
院
と
連

絡
を

取
り
、
そ

の
状
況
を
把

握
す

る
。
ま

た
、
救
護
病
院
の
管
理

者
は
、
発

災
後
速

や
か
に
院
内

の
状
況

を
把
握

し
、

そ
の
内
容

を
県

医
療
情

報
シ
ス
テ
ム

に
入
力
す
る
と
と
も

に
、
予
め

病
院
ご

と
に
定
め
た

地
震
防

災
応
急

計
画

等
に
基
づ

く
医

療
救
護

活
動
を
開
始

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
イ
、

市
は
、

救
護
病
院
が

医
療
救

護
活
動
を
実

施
す
る

場
合
に
お
い

て
、
必

要
な
支

援
を

行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
ウ
、

救
護
病

院
と
し
て
の

開
設
期

間
は
、
災
害

救
助
法

が
適
用
さ
れ

た
場
合

は
、
同

法
の

適
用
期
間
（
原
則
と
し

て
発
災
日

を
含
め

14
日
間
）
と
し
、
そ
の

他
の

場
合
は
、
災
害

の
規
模
及
び

そ
の

程
度
に
応
じ
て
市
が

そ
の
期

間
を
定
め

る
。
 

(
4
) 
資

器
材
等
 

救
護
病
院

で
使
用

す
る
資
器
材

等
は
救

護
病
院

が
現

に
有
す
る

も
の

を
使
用

す
る
ほ
か
、

必
要
な
資
器
材
等
に

つ
い

て
市
は
予
め
救
護
病

院
の

管
理
者
と
協
議

し
て

整
備
す
る

も
の
と
す
る

。
 

 
(
5
) 
歯

科
 

 
 

 
歯

科
領
域

の
患
者

の
う

ち
、
救
護
所
で

は
対

応
で
き
な
い
患

者
に
つ
い
て

は
、
富

士
市
歯
科
医
師
会
館

に
お
い

て
処

置
を
行
う
も
の
と
し

、
そ

の
運
営
等
に
関

し
て

は
救
護
病

院
の
取
り
扱

い
に

準
じ
る

も
の
と
す
る
。
 

 ５
．

傷
病
者
等
の
搬

送
 

(
1
) 
傷

病
者
を

、
被
災
現
場

等
か
ら

救
護
施
設
へ

搬
送
す

る
場
合
は
、

自
主
防

災
組
織

及
び

市
民
等
に
よ
り
行
う
こ

と
を

原
則
と
す
る
。
 

(
2
) 
重

傷
患
者

を
、
救
護
所

か
ら
救

護
病
院
へ
搬

送
す
る

場
合
は
、
市

消
防
救

急
隊
及

び
、

市
の
要
請
に
基
づ
き
静

岡
県

タ
ク
シ
ー
協
会
富
士

・
富

士
宮
支
部
が
こ

れ
に

あ
た
る
ほ

か
、
別
に
定

め
る

緊
急
輸

送
計
画
に
基
づ
き
実
施

す
る

も
の
と
す
る
。
 

 ６
．

情
報
の
収
集
伝

達
 

 
(
1
) 
市

は
、
発

災
後
直

ち
に

あ
ら
ゆ
る
手
段

を
講

じ
被
害
状
況
等

を
収
集
・
整

理
す
る

。
 

 
(
2
) 
市

は
、
救

護
所
が

開
設

さ
れ
た
こ
と
を

確
認

し
た
場
合
に
は

、
直
ち
に
同

報
無
線

、
防
災
メ
ー
ル
等
に

よ
り
市

民
に

広
報
す
る
。
 

 
(
3
) 
市

は
、
救

護
所
、

三
師

会
本
部
及
び
救

護
病

院
と
の
間
で
電

話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

等
通
常

の
連
絡
方
法
の
ほ
か

Ｍ
Ｃ
Ａ

無
線

、
防
災
メ
ー
ル
、
同

報
無

線
、
広
報
車
、

直
接

訪
問
等
の

方
法
に
よ
り

必
要

な
情
報

に
つ
い
て
伝
達
、
共
有

す
る

も
の
と
す
る
。
 

 
 

 

資
料

５
－

１
 

 ７
．

飲
料
水

及
び

食
料
等
の
供
給

 

救
護

施
設
に
対
す

る
飲
料

水
、

食
料
及

び
燃
料

等
の

供
給
に
つ

い
て

は
、
別

に
定

め
る
も

の
と
す

る
。
 

 

８
．

医
薬
品

等
の

調
達
 

(
1
) 
救
護
施
設
に
お
い
て
、

医
薬
品

、
医

療
資
器

材
等
の

医
療
救

護
物

資
が
不

足
し
た

場
合

は
、
市
に
調
達

・
斡

旋

を
要

請
し
、
医
薬

品
卸
業

者
、

市
薬
剤

師
会
及

び
県

災
害
対
策

支
部

等
か
ら

調
達

・
斡
旋

を
図
る

も
の
と
す
る
。
 

(
2
) 
救
護
施
設
に
お
い
て
、

輸
血
用

血
液

が
不
足

し
た
場

合
は
、

市
を

通
じ
て

県
災
害

対
策

支
部
に
調
達
・

斡
旋

を

要
請

す
る
。
 

(
3
) 
支
援
物
資
等
外
部
か
ら

医
薬
品

が
市

に
供
給

さ
れ
た

場
合
、

そ
の

分
別
が

必
要
な

場
合

は
、
市
は
市
薬

剤
師

会

に
会

員
の
派
遣
を

要
請
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 ９
．

特
殊
な

治
療

を
必
要
と
す
る

救
急
患

者
等

の
対
応
 

(
1
) 
市
は
、
人
工
透
析
等
医

療
の
中

断
が

致
命
的

と
な
る

患
者
へ

の
対

応
及
び

助
産
が

必
要

と
な
る
者
へ
の

対
応

に

つ
い

て
、
予
め
関

係
機
関

と
協

議
し
医

療
救
護

体
制

に
つ
い
て

必
要

な
措
置

を
講

じ
て
お

く
も
の

と
す
る
。
 

(
2
) 
人
工
透
析
患
者
に
関
す

る
医
療

救
護

は
、
富

士
市
透

析
防
災

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
内
の

透
析

施
設
で
行
う
。
 

(
3
) 
ス
ト
レ
ス
に
よ
り
情
緒

不
安
定

の
症

状
が
認

め
ら
れ

る
者
等

精
神

科
領
域

の
医
療

救
護

は
、
救
護
病
院

の
う

ち

か
ら

市
が
指
定
し

た
病
院

で
行

う
も
の

と
す
る

。
 

(
4
) 
日
常
的
に
発
生
す
る
救

急
患
者

は
、

本
計
画

に
基
づ

き
対
応

す
る

も
の
と

す
る
。
 

 10
．
そ
の
他

、
医
療
救
護
活
動

に
つ

い
て

必
要
な
事
項
 

(
1
) 
こ
の
計
画
に
基
づ
き
医

療
救
護

活
動

を
行
っ

た
場
合

に
要
す

る
実

費
弁
償

、
扶
助

金
及

び
医
療
事
故
等

に
つ

い

て
は

、
別
に
定
め

る
協
定

等
に

基
づ
き

対
応
す

る
。

ま
た
救
護

病
院

に
つ
い

て
も

同
様
の

扱
い
と

す
る
。
 

(
2
) 
県
内
外
の
医
療
機
関
等

か
ら
支

援
の

た
め
の

医
療
ス

タ
ッ
フ

が
派

遣
さ
れ

た
場
合

は
、

災
害
拠
点
病
院

へ
直

接

派
遣

さ
れ
る
場
合

を
除
き

、
三

師
会
本

部
と
協

議
の

上
、
市
災

害
対

策
本
部

が
そ

の
配
置

場
所
を

決
定
す
る
も
の

と
す

る
。
 

(
3
) 
市
は
、
平
常
時
か
ら
市

民
に
対

し
災

害
時
の

医
療
救

護
体
制

や
ト

リ
ア
ー

ジ
な
ど

に
つ

い
て
十
分
啓
発

を
図

っ

て
い

く
も
の
と
す

る
。
 

(
4
) 
そ
の
他
、
医
療
救
護
活

動
に
必

要
な

事
項
は

、
市
及

び
富
士

市
三

師
会
並

び
に
救

護
病

院
等
関
係
機
関

と
協

議

し
て

定
め
る
ほ
か

、
富
士

市
地

域
防
災

計
画
・

地
震

対
策
編
・

第
４

章
地
震

防
災

応
急
対

策
及
び

第
５
章
災
害
応

急
対

策
の
各
章
に

基
づ
き

対
応

す
る
も

の
と
す

る
。
 



資
料

５
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１
（

１
）

1
吉

原
第

一
中

学
校

永
田

北
町

7
-
1

吉
原

・
伝

法
5
2
-
0
1
6
0

5
2
-
0
1
6
1

1
2
8

中
校

舎
棟

１
階

南
校

舎
１

階
防

災
倉
庫

2
吉

原
第

二
中

学
校

今
泉

1
9
5
5
 

今
泉

・
青

葉
台

5
1
-
1
1
1
5

5
1
-
1
1
1
6

1
4
3

南
校

舎
棟

１
階

北
校

舎
棟

１
階

プ
ー
ル

南
側

医
療
用

倉
庫

3
岳

陽
中

学
校

伝
法

6
3
0

広
見

・
丘

7
1
-
7
9
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5
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-
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9
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特
別

教
室
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１

・
２

階
体

育
館
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側

医
療
用

倉
庫

4
吉

原
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中
学

校
原
田

2
2
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9
 

富
士

見
台

神
戸

・
吉

永
北

2
1
-
0
2
8
0

2
1
-
0
2
8
7

1
4
4

北
校

舎
棟

１
階

北
校
舎

北
側

医
療
用

倉
庫

5
元

吉
原

中
学

校
鈴
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中
町

2
8
-
1

元
吉

原
3
3
-
0
0
6
5

3
3
-
0
8
0
9

1
3
0

重
層

体
育

館
１

階
体

育
館

１
階

柔
道
場

横
器

具
庫

6
須

津
中

学
校

中
里

1
1
5
6

須
津

・
浮

島
3
4
-
0
1
4
4

3
4
-
0
1
4
3

1
3
1

重
層

体
育

館
１

階
南

校
舎

北
側

中
庭
内

医
療

用
倉

庫

7
富

士
市

立
高

校
比
奈

1
6
5
4

吉
永

3
4
-
1
0
2
4

3
8
-
3
2
2
3

1
3
2

重
層

体
育

館
１

階
体
育

館
２

階
ア

リ
ー
ナ

南
器

具
庫

（
一

部
校

舎
北
側

ト
レ
ー

ニ
ン

グ
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ー
ム
）

8
吉

原
第

三
中

学
校

比
奈

2
1
2
6

原
田

3
4
-
0
8
6
8

3
4
-
0
8
6
9

1
3
3

重
層

体
育

館
１

階
体

育
館

南
側

医
療
用

倉
庫

9
大

淵
中

学
校

大
淵

2
9
2
0

大
淵

3
5
-
0
0
2
1

3
5
-
0
6
2
3

1
3
4

重
層

体
育

館
１

階
東

校
舎

２
階
言

語
教
室

1
0

富
士

中
学

校
中
島

3
2
0

富
士

駅
北

・
富

士
北

6
1
-
1
3
9
0

6
1
-
1
3
9
1

1
4
0

重
層

体
育

館
１

階
プ

ー
ル

南
側

医
療
用

倉
庫

1
1

富
士

南
中

学
校

森
島

5
5
0

富
士

駅
南

・
富

士
南

6
1
-
2
0
8
4

6
1
-
2
0
8
0

1
3
5

重
層

体
育

館
１

階
体

育
館

２
階

ス
テ
ー

ジ
横

控
室

医
療
用

倉
庫

1
2

田
子

浦
中

学
校

中
丸

4
1
1

田
子

浦
6
1
-
0
5
3
4

6
1
-
5
2
0
4

1
3
6

重
層

体
育

館
１

階
校

舎
３

階
相

談
室

医
療
用

倉
庫

1
3

岩
松

中
学

校
松
岡

2
3
5
3
-
1

岩
松

・
岩

松
北

6
1
-
0
9
3
1

6
1
-
0
8
2
2

1
3
7

重
層

体
育

館
１

階
体

育
館

北
側

吹
抜

階
段
下

医
療

用
倉

庫

1
4

鷹
岡

中
学

校
久
沢

7
1
3

鷹
岡

・
天

間
7
1
-
3
3
5
4

7
1
-
3
3
7
5

1
3
8

重
層

体
育

館
１

階
中

校
舎

１
階

医
療
倉

庫

1
5

富
士

川
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

岩
淵

1
3
7
-
1

富
士

川
8
1
-
1
1
1
1

8
1
-
1
1
1
3

1
3
9

分
館

の
全

施
設

建
物

内
倉

庫

1
6

松
野

学
園

北
松

野
1
9
6
3
-
6

松
野

8
5
-
2
0
0
5

8
5
-
2
0
1
6

1
4
1

重
層

体
育

館
１

階
体

育
館

１
階

北
側

医
療
用

倉
庫

医
 
療
 
救
 
護
 
所
 
一
 
覧
 表

№
救

 
護
 
所

 
名

所
 
在

 
地

担
　

当
地

区
班

電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
Ｍ

Ｃ
Ａ

無
線

施
設

内
使

用
箇

所
医

療
資

機
材

配
備

場
所

1

資
料
５

－
１

（
２

）

電
話
（

平
時

）
FA

X（
平

時
）

電
話

（
災

害
時
）

FA
X
（

災
害
時

）
一

般
療

養
精

神
そ
の

他
合
計

5
2
-
0
7
8
0

5
2
-
0
7
8
1

電
話

（
平
時

）
FA

X（
平
時

）

電
話

（
災

害
時
）

FA
X
（
災

害
時

）
一

般
療

養
精

神
そ
の

他
合
計

7
3
-
1
9
1
9

0
9
0
-
8
1
3
8
-
3
0
6
6

電
話

（
平
時

）
FA

X（
平
時

）

電
話

（
災

害
時
）

FA
X
（
災

害
時

）
一

般
療

養
精

神
そ
の

他
合
計

※
平

常
時

の
許

可
病

床
数
は

、
静

岡
県

病
院

名
簿

（
令

和
3
年
4
月

1
日

現
在

：
静

岡
県

健
康

福
祉

部
医

療
健

康
局

医
務

政
策

課
）

に
よ

る
。

　 　

1
8
2

特
殊

病
院

特
殊

病
院

1
2

聖
明

病
院

大
淵

8
8
8

3
6
-
0
2
7
7

3
5
-
3
1
9
2

1
2
7

--

1
8
2

1
1

鷹
岡

病
院

天
間

1
5
8
5

7
1
-
3
3
7
0

7
1
-
0
8
5
3

1
2
6

1
5
1

1
5
1

備
考

1
0

大
富

士
病

院
中
野

2
4
9
-
2

3
5
-
0
0
2
4

3
5
-
0
0
2
8

1
2
1

-

№
病
院

名
所

 
在

 
地

Ｍ
Ｃ

Ａ
無
線

衛
星

電
話

（
参
考
）
平
常
時
の

許
可
病
床
数

（
※

）

特
殊

病
院

1
6
0

1
6
0

1
9
7

支
援

病
院

8
富

士
い
き

い
き

病
院

天
間

1
6
4
0
-
1

7
3
-
1
9
1
6

1
2
5

0
8
0
-

2
6
5
9
-
0
1
9
1

7
新

富
士
病

院
大
淵

3
8
9
8
-
1

3
6
-
2
2
1
1

3
6
-
2
3
4
3

1
2
4

1
9
7

支
援

病
院

№
病
院

名
所

 
在

 
地

Ｍ
Ｃ

Ａ
無
線

衛
星

電
話

0
8
0
-

1
5
9
1
-
7
0
9
0

2
0
8

2
0
8

6
湖

山
リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
病

院
大

淵
4
0
5
-
2
5

3
6
-
2
0
0
0

3
6
-
2
5
7
0

1
2
3

0
8
0
-

2
6
3
1
-
8
1
6
8

1
0
4

1
0
2

2
0
6

5
1
-
3
0
5
1

5
1
-
1
6
6
6

1
2
2

7
6

6
4
-
7
8
0
6

（
参
考
）
平
常
時
の

許
可
病
床
数

（
※

）

9
芦

川
病
院

中
央

町
2
-
1
3
-
2
0

5
2
-
2
4
8
0

5
4
-
1
1
0
3

1
1
7

0
9
0
-

7
0
3
1
-
1
0
3
2

3
9

6
1
-
4
0
5
0

（
支

援
病

院
）

主
に

救
護

病
院

で
の

処
置

、
治

療
後

の
収

容
及

び
経

過
観

察
を

行
う

。

備
考

6
0

9
9

支
援

病
院

支
援

病
院

2
6
7

5
川

村
病
院

中
島

3
2
7

1
1
8

0
8
0
-

1
5
6
7
-
9
9
6
9

7
6

0
8
0
-

2
6
6
4
-
6
5
1
2

1
0
6

1
0
6

4
富

士
整
形

外
科
病

院
錦

町
1
-
4
-
2
3

1
6

5
2
0

1
市

立
中
央

病
院

1
5
1

1
5
1

8
1
-
2
2
0
8

0
3
4

0
9
0
-

5
8
5
3
-
2
8
2
4

1
7
5

9
2

0
9
0
-

5
8
5
3
-
2
8
0
4

5
0
4

（
特

殊
病

院
）

特
殊

病
院

は
、

精
神

科
領

域
及

び
心

の
ケ

ア
等

に
対

応
す

る
。

高
島

町
5
0

5
2
-
1
1
3
1

5
1
-
7
0
7
7

0
3
3

救
 護

 病
 
院
 一

 覧
 
表

№
病
院

名
所

 
在

 
地

Ｍ
Ｃ

Ａ
無
線

衛
星

電
話

（
参
考
）
平
常
時
の

許
可
病
床
数

（
※

）
備

考

3
聖

隷
富
士

病
院

南
町

3
-
1

5
2
-
5
8
3
7

1
1
9

0
8
0
-

1
5
6
7
-
9
9
8
3

災
害

拠
点

病
院

2
共

立
蒲
原

総
合
病

院
中

之
郷

2
5
0
0
-
1

8
1
-
2
2
1
1



資
料

５
－

１
（

３
）

　

5
0
8

8
も
と

い
ち

ば
内

科
ク

リ
ニ
ッ

ク
本

市
場

町
9
0
6

6
1
-
6
1
1
1

6
1
-
6
1
1
2

1
5
床

透
 析

 施
 
設
 一

 覧
 
表

№
病

院
名

所
 
在

 
地

Ｍ
Ｃ

Ａ
無

線
備

考
透

析
ベ

ッ
ド

数

災
害

拠
点
病

院

2
共

立
蒲

原
総
合

病
院

中
之

郷
2
5
0
0
-
1

8
1
-
2
2
1
1

8
1
-
2
2
0
8

5
0
7

1
市

立
中

央
病
院

高
島

町
5
0

5
2
-
1
1
3
1

5
1
-
7
0
7
7

5
0
1

1
0
床

2
5
床

7
加

藤
ク

リ
ニ
ッ

ク
吉

原
4
-
1
0
-
1
6

5
3
-
0
2
8
0

5
3
-
0
4
3
3

電
話

F
A
X

5
2
-
0
7
8
0

伝
法

5
6
0

5
0
2

大
淵

3
8
9
8
-
1

3
6
-
2
2
1
1

3
6
-
2
3
4
3

2
3
-
1
1
0
0

2
1
-
7
5
7
7

南
町

3
-
1

5
2
-
5
8
3
7

5
0
3

5
0
4

基
幹

施
設

6
東

名
富

士
ク
リ

ニ
ッ

ク
伝

法
1
7
7
-
1

5
0
5

4 5
富

士
第

一
ク
リ

ニ
ッ

ク

新
富
士

病
院

3
聖

隷
富

士
病
院

基
幹

施
設

4
0
床

2
3
床

5
0
6

1
8
床

2
2
-
6
5
3
0

3
2
-
6
5
3
6

基
幹

施
設

1
2
6
床

8
3
床

資
料
５

－
２

医
　
療

　
機
　

関
　

名
管

理
者

所
在

地
電
話

診
療

科
目

1
青

葉
ク
リ

ニ
ッ

ク
鈴

木
　

勝
己

一
色

１
２

８
－

１
2
2
-
60
0
0

小
・

内
・

リ
ハ

2
秋

山
医
院

秋
山
　

欣
丈

富
士
岡

１
４

５
５

3
4
-
00
7
5

外
・

胃
・

内
・

皮
・

肛

3
秋

山
小
児

科
医

院
秋

山
　

美
博

青
島

町
２

５
４

5
2
-
19
0
4

小
・

ア
・

放

4
朝

岡
眼
科

医
院

朝
岡

　
守

今
泉
３

－
１

０
－

５
5
2
-
07
4
5

眼

5
芦

川
病
院

芦
川
　

英
信

中
央
町

２
－

１
３

－
２

０
5
2
-
24
8
0

胃
・

内
・

循
・

外
・

整
・

眼
・

肛
・

リ
ハ

6
阿

部
眼
科

医
院

阿
部

　
素

郎
柚

木
３

１
４

6
1
-
58
1
0

眼

7
荒

井
整
形

外
科

医
院

荒
井

 
 
毅

本
市

場
新

田
６

１
－
９

6
5
-
81
5
0

整
・

リ
ウ

・
リ

ハ
・

麻

8
あ

ら
た
じ

ま
あ

い
こ

こ
ク

リ
ニ

ッ
ク

中
塚

　
哲
三

荒
田

島
町

６
－

２
５

5
5
-
22
2
1

心
内

・
精

9
安

ど
う
ク

リ
ニ

ッ
ク

安
藤

　
亨

五
貫

島
６

９
3
0
-
81
8
1

外
・

内
・

消
・

肛
・

放

1
0

飯
泉

フ
ァ
ミ

リ
ー

ク
リ

ニ
ッ

ク
飯

泉
　
哲

哉
今
泉

１
－

１
３

－
２

９
5
3
-1
5
1
6

小
・

内
・

ア

1
1

池
辺

ク
リ
ニ

ッ
ク

池
邊

　
紳
一

郎
川

成
新

町
２
５

０
6
5
-0
2
5
0

神
内

・
内

・
リ

ハ

1
2

石
原

ク
リ
ニ

ッ
ク

石
原

　
伸
一

今
泉

２
０

２
２

－
１

２
5
5
-2
1
2
1

消
・

外

1
3

い
そ

え
脳
神

経
外

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

磯
江

　
士

朗
松
富

町
５

１
－

１
6
2
-1
0
0
0

脳
外

1
4

磯
部

ク
リ
ニ

ッ
ク

磯
部

　
俊
一

川
尻

１
９

３
3
8
-3
9
1
0

外
・

内
・

小
・

整
・

胃
・

放

1
5

井
手

内
科
医

院
井

手
　

潔
松

岡
１

１
５
７

6
1
-9
1
5
5

内
・

胃
・

呼
・

循
・

放

1
6

犬
塚

内
科
医

院
犬

塚
　

有
紀

富
士

見
台

６
－

３
－

３
2
1
-3
4
8
1

内
・

小
・

放

1
7

岩
科

内
科
医

院
岩

科
　

通
本

市
場

町
１
０

６
０

6
4
-4
7
5
0

内
・

小

1
8

う
み
ひ
ろ
キ
ッ
ズ
・
ア
レ
ル
ギ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

海
野

　
浩

寿
松
岡

１
２

１
３

－
１

6
3
-
49
7
0

小
・

ア
・

内

1
9

梅
原

ク
リ
ニ

ッ
ク

梅
原

　
靖
彦

森
島

４
２

３
－

１
6
6
-2
4
1
1

消
・

外
・

内
・

肛

2
0

海
野

眼
科
医

院
海

野
　

貴
光

松
岡

４
０

２
－

１
６

3
0
-6
2
6
0

眼

2
1

海
野

皮
フ
科

医
院

海
野

　
公
成

松
岡

６
９

５
－

１
 
海

野
ﾋ
ﾞ
ﾙ
１

Ｆ
6
5-
0
3
0
3

皮

2
2

遠
藤

ク
リ
ニ

ッ
ク

遠
藤

　
徹

神
谷

５
２

７
－

１
3
4
-0
0
4
8

内
・

消
・

胃
・

小

2
3

遠
藤

内
科
医

院
遠

藤
　

繁
緑

町
２

－
１
２

5
2
-6
4
6
0

内
・

呼
・

ア
・

循

2
4

大
富

士
病
院

窪
田

　
博

中
野
２

４
９

－
２

3
5
-0
0
2
4

精
・

神
・

内

2
5

小
川

小
児
科

内
科

医
院

小
川

　
雅
久

中
野

５
６

８
－

４
3
6
-0
3
2
1

小
・

内
・

ア

2
6

お
ぎ

の
整
形

外
科

荻
野

　
透

厚
原

１
３

０
６

－
９

7
3
-1
1
1
0

整
・

リ
ハ

・
リ

ウ

2
7

岳
南

医
院

杉
浦

　
宜

樹
横

割
４

－
２

－
１
７

6
1
-2
3
6
0

内
・

循
・

呼
・

小
・

リ
ハ

2
8

樫
村

胃
腸
科

外
科

樫
村

　
弘
隆

柚
木

１
６

７
－

３
6
3
-8
8
8
1

胃
・

外
・

麻

2
9

勝
又

医
院

勝
又

　
秀

樹
荒

田
島

町
６

－
１

5
4
-2
2
2
8

内
・

小
・

循

3
0

加
藤

医
院

加
藤

　
昌

久
比

奈
１

６
１

３
3
4
-0
0
1
1

眼
・

内
・

小

3
1

加
藤

医
院
　

吉
原

分
院

加
藤

　
有
紀

子
中

央
町

１
－
９

－
１

３
5
7
-3
0
0
0

眼

3
2

加
藤

ク
リ
ニ

ッ
ク

加
藤

　
伸
之

輔
吉

原
４

－
１
０

－
１

６
5
3
-0
2
8
0

内

3
3

か
と

う
整
形

外
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
加

藤
　
努

松
岡

７
０

４
－

１
6
7
-6
6
7
7

整
・

リ
ハ

3
4

金
指

医
院

金
指

　
公

也
中

之
郷

８
１

４
－
６

8
1
-0
0
2
0

外
・

内
・

麻

3
5

か
み

で
耳
鼻

咽
喉

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

上
出

　
洋

介
伝
法

２
４

３
３

－
４

5
3
-3
3
2
1

耳
・

気

3
6

か
わ

ぐ
ち
整

形
外

科
川

口
　

慶
水

戸
島

１
２
０

－
３

6
3
-1
1
1
0

整
・

リ
ハ

・
リ

ウ

3
7

か
わ

む
ら
こ

ど
も

ク
リ

ニ
ッ

ク
河

村
　
研

一
米
之

宮
町

２
１

１
6
5
-0
0
5
0

小
・

ア

3
8

川
村

病
院

川
村

　
武

中
島
３

２
７

6
1
-4
0
5
0

胃
・

外
・

肛
・

整
・

麻

3
9

キ
タ

ザ
ト
ク

リ
ニ

ッ
ク

渡
邊

　
一

厚
原

字
八

笠
１

９
４

１
－

３
7
2
-5
0
0
0

消
・

外
・

内
・

肛

4
0

木
村

内
科
医

院
木

村
　

昭
洋

横
割

１
－

１
－

２
１

6
1
-2
4
7
8

内
・

循
・

呼
・

消
・

小

4
1

喜
山

整
形
ハ

ー
ブ

ク
リ

ニ
ッ

ク
喜

山
　
克

彦
五
貫

島
６

９
3
2
-6
6
7
7

整
・

リ
ハ

・
漢

4
2

共
立

蒲
原
総

合
病

院
西

ヶ
谷

　
和

之
中

之
郷

２
５
０

０
－

１
8
1
-2
2
1
1

内
・

消
・

循
・

呼
・

外
・

肛
・

皮
・

整
・

小
・

脳
外

・
リ

ハ
・

泌
・

産
婦

・
耳

・
放

4
3

久
保

田
内
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
久

保
田

　
敏

彦
五

味
島
２

７
６

－
２

6
0
-7
0
7
0

内

4
4

窪
田

レ
デ
ィ

ー
ス

ク
リ

ニ
ッ

ク
窪

田
　
尚

弘
平
垣

１
０

０
－

６
6
5
-7
0
7
7

産
・

内

4
5

源
太

坂
ク
リ

ニ
ッ

ク
土

屋
　

匠
今

泉
９

－
７
－

８
5
7
-5
7
7
5

内
・

循
・

呼
・

消
・

放

4
6

幸
治

小
児
科

医
院

幸
治

　
淳

鷹
岡

本
町

４
－

３
０

7
1
-3
6
4
3

小

4
7

ご
と

う
泌
尿

器
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
後

藤
　
博

一
荒
田

島
町

９
－

２
４

5
4
-1
7
7
1

泌

4
8

こ
ど

も
ク
リ

ニ
ッ

ク
中

山
医

院
中

山
　
豊

明
瓜
島

町
１

０
４

－
３

5
2
-0
2
6
5

小
・

内

4
9

小
林

医
院

小
林

　
聖

明
今

井
１

－
１

－
２
１

3
3
-0
6
6
0

内
・

小
・

胃

5
0

小
松

ク
リ
ニ

ッ
ク

小
松

　
勝
利

伝
法

１
９

８
９

－
６

６
5
7
-5
2
2
5

内
・

胃
・

外

5
1

小
森

眼
科
ク

リ
ニ

ッ
ク

小
森

　
雅
彦

伝
法

中
原

５
６

４
－

４
2
1
-0
3
3
3

眼

医
　

療
　
機

　
関
　

一
　

覧
　

表



資
料
５
－

２

医
　
療

　
機

　
関

　
名

管
理
者

所
在

地
電

話
診
療
科

目

5
2

こ
も

れ
び

ク
リ

ニ
ッ
ク

鈴
木

　
康
将

松
本

３
１
３

－
２

５
6
2
-8
5
5
5

胃
・

肛
・

外
・

内
・

リ
ハ
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吉
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医
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藤
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藤
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医
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町

2-
1
-1

2
52

-4
80

9

9
吉

原
歯

科
医

院
子

上
克

巳
国

久
保

3-
2
-1

0
51

-0
34

5

10
片

岡
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岡
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暢
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本

37
2-

8
67

-3
66

3

富
士

北
80

ホ
シ

ナ
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

保
科

友
康

中
島

45
8-

7
62

-1
17

7

81
ご

と
う

歯
科

後
藤

宏
徳

中
島

49
6-

5
60

-5
77

5

82
遠

藤
歯

科
医

院
遠

藤
裕

康
松

本
13

7-
1

63
-3

91
0

田
子

浦
83

中
澤

歯
科

医
院

中
澤

啓
介

宮
島

11
2-

2
60

-6
48

0

84
吉

田
歯

科
医

院
吉

田
隆

温
宮

島
81

8-
6

64
-2

60
5

85
は

じ
め

歯
科

望
月

　
啓

宮
島

98
3-

2
65

-8
81

1

86
や

ま
ざ

き
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

山
﨑

敏
孝

川
成

新
町

27
3

63
-4

61
8

87
秋

庭
歯

科
医

院
た

ご
の

う
ら

秋
庭

　
成

中
丸

19
6-

8
60

-6
05

8

88
貝

通
丸

歯
科

柳
下

　
稔

中
丸

39
7-

1
61

-2
17

4

資
料

５
－

３

地
区

医
療

機
関

名
所

在
地

電
話

番
号

歯
科

医
師

富
士

駅
南

89
マ

コ
ト

歯
科

医
院

五
十

嵐
　

誠
水

戸
島

2-
23

-5
65

-2
51

5

90
望

月
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

望
月

雅
敏

水
戸

島
11

0-
5

62
-0

90
1

91
大

内
歯

科
医

院
大

内
仁

之
横

割
1-

5-
7

60
-3

71
8

92
秋

庭
歯

科
矯

正
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

秋
庭

正
長

秋
庭

　
恭

横
割

1-
19

-1
5

61
-2

19
8

93
北

條
歯

科
医

院
北

條
秀

美
横

割
6-

9-
39

61
-3

76
8

富
士

南
94

水
上

歯
科

医
院

水
上

美
郎

宮
下

97
-8

60
-2

12
2

95
影

山
歯

科
影

山
　

基
森

島
43

4-
3

64
-6

46
4

96
渡

井
デ

ン
タ

ル
ク

リ
ニ

ッ
ク

渡
井

敏
章

五
貫

島
78

 
2

64
 

34
00

97
志

田
歯

科
医

院
志

田
　

剛
松

岡
13

59
-2

63
-7

75
5

98
鈴

木
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

鈴
木

智
昭

松
岡

36
2-

5
64

-5
45

5

99
久

保
田

歯
科

医
院

久
保

田
裕

子
松

岡
99

1
61

-0
93

5

10
0

西
村

歯
科

医
院

西
村

隆
久

西
村

将
吾

岩
本

10
2-

1
64

-2
21

1

10
1

大
塔

歯
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
大

塔
羽

伺
明

松
岡

34
6-

5
63

-6
36

3

10
2

は
せ

が
わ

歯
科

医
院

長
谷

川
幸

生
岩

本
13

2-
15

65
-6

60
0

富
士

川
清

水
秋

庭
歯

科
医

院
秋

庭
　

裕
中

之
郷

12
29

-2
81

-0
12

1

清
水

立
花

歯
科

医
院

立
花

　
忍

岩
淵

76
3-

1
81

-0
05

7

清
水

望
月

歯
科

医
院

望
月

浩
幸

岩
淵

97
0-

2
81

-2
24

8

松
野

10
3

上
野

泰
治

歯
科

診
療

所
上

野
泰

治
上

野
直

記
南

松
野

25
33

85
-0

30
0

10
4

尾
崎

歯
科

医
院

尾
崎

ま
ゆ

み
小

川
貴

雄
北

松
野

18
37

-1
85

 
20

28

（
注

）
原

則
と

し
て

全
歯

科
診

療
機

関
が
対

応
す

る
も

の
と

す
る

が
、

上
記

診
療

機
関

を
主

要
診

療
機

関
と

す
る

。

岩
松

岩
松

北
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所
　
在

　
地

電
　
　
話

品
　

　
　
目

中
北

薬
品

㈱
富

士
支

店
 
伝
法

５
７

２
－
３

 
２
１
－
０

０
８
１

ア
ル

フ
レ

ッ
サ

㈱
富

士
支

店
 
伝
法

９
７

７
－
２

 
７
２
－
０

３
１
１

名
　
　

　
　
　
称

　
　
医

薬
品

　 　
　
衛

生
資
材

　
　
防

疫
薬
品

医
 
薬

 
品

 
供

 
給

 
協

 
力
 
店

資
料
５

－
５

 所
在

地
：
富

士
市

伝
法

字
杉

の
木

2
8
5
0
-
3
　

令
和

5
年

3
月

3
1
日

現
在

類
別

Ｎ
ｏ

品
　

　
　

　
　

　
　

名
規

　
　

　
　

　
格

備
蓄

数
量

単
 位

1
脱

脂
綿

5
0
0
ｇ

6
0

個
2

ワ
ン

シ
ョ

ッ
ト

ド
ラ

イ
5
5
g

4
c
m

×
4
c
m

×
1
6
0
枚

×
1
5
袋

4
個

3
清

浄
綿

8
㎝

×
8
㎝

×
1
0
0
包

3
0

個
4

カ
ッ

ト
綿

　
　

　
1
0
0
ｇ

15
0

個
5

Ｔ
Ｍ

カ
ッ

プ
入

綿
球

Ｓ
2
0
-
5
-
2
0
個

Ｓ
カ

ッ
プ

　
5
球

×
2
0
個

1
2

個
6

救
急

絆
創

膏
1
0
0
枚

入
5
0

個
7

シ
ロ

バ
ン

N
O

1
2

1
2
m

m
×

5
ｍ

5
0

個
8

大
学

ガ
ー

ゼ
Ｂ

3
0
㎝

×
3
0
㎝

×
1
5
0
枚

入
2
0

個
9

ソ
フ

ト
ガ

ー
ゼ

3
0
㎝

×
1
5
㎝

×
2
0
0
枚

入
3
0

個
1
0

ガ
ー

ゼ
3
ｍ

(1
0
包

×
1
0
)

3
個

1
1

ホ
ー

タ
イ

５
裂

5
.6

×
9
 ｍ

×
2
0
本

入
5

個
1
2

ホ
ー

タ
イ

Ｐ
反

巻
３

裂
9
.3

㎝
×

9
m

×
1
0
本

入
1
0

個
1
3

ホ
ー

タ
イ

Ｐ
反

巻
３

裂
3
裂

×
9
m

×
1
0
本

入
1
0

個
1
4

ホ
ー

タ
イ

Ｐ
反

巻
４

裂
4
裂

×
9
m

×
1
0
本

入
1
6

個
1
5

伸
縮

ホ
ー

タ
イ

5
 ㎝

×
9
 ｍ

 ×
1
0
本

入
1
5

個
1
6

伸
縮

ホ
ー

タ
イ

7
.5

 ㎝
×

9
 ｍ

 ×
1
0
本

入
1
5

個
1
7

非
伸

縮
ホ

ー
タ

イ
7
.5

c
m

×
4
.5

m
×

2
0
0
本

入
1

個
1
8

ア
ミ

ホ
ー

タ
イ

２
号

2
5
ｍ

手
･手

首
･足

首
1
0

個
1
9

ア
ミ

ホ
ー

タ
イ

３
号

2
5
ｍ

　
肘

･腕
･足

1
0

個
2
0

救
急

ホ
ー

タ
イ

小
　

1
.8

 ｍ
2
0

個
2
1

三
　

角
　

巾
 

1
0
5
×

1
0
5
×

2
50

枚
 入

1
個

2
2

三
　

角
　

巾
 

1
0
5
×

1
0
5
×

2
50

枚
 入

1
個

2
3

三
　

角
　

巾
 特

大
2
5
0
入

1
個

2
4

副
　

木
５

本
組

7
個

2
5

サ
ー

ジ
カ

ル
マ

ス
ク

5
0
枚

4
8

個
2
6

サ
ル

バ
Ｌ

Ｌ
Ｄ

フ
ラ

ッ
ト

タ
イ

プ
1
0
枚

入
2
0

個
2
7

サ
ル

バ
安

心
Ｗ

フ
ィ

ッ
ト

Ｍ
テ

ー
プ

タ
イ

プ
1
0
枚

入
8

個
2
8

サ
ル

バ
安

心
フ

ィ
ッ

ト
M

1
2
枚

8
個

2
9

サ
ル

バ
安

心
Ｗ

フ
ィ

ッ
ト

Ｌ
テ

ー
プ

タ
イ

プ
9
枚

入
8

個
3
0

グ
ー

ン
初

め
て

の
肌

着
（
オ

ム
ツ

）
Ｓ

サ
イ

ズ
8
4
枚

入
8

個
3
1

グ
ー

ン
初

め
て

の
肌

着
（
オ

ム
ツ

）
Ｍ

サ
イ

ズ
6
6
枚

入
8

個
3
2

グ
ー

ン
初

め
て

の
肌

着
（
オ

ム
ツ

）
Ｌ

サ
イ

ズ
5
4
枚

入
8

個
3
3

グ
ー

ン
す

っ
き

り
ス

キ
ッ

プ
パ

ン
ツ

（
ビ

ッ
ク

サ
イ

ズ
）
　

　
3
6
枚

6
個

3
4

サ
ル

バ
Ｄ

パ
ン

ツ
し

っ
か

り
ガ

ー
ド

Ｍ
－

Ｌ
パ

ン
ツ

タ
イ

プ
9
枚

6
個

3
5

エ
ス

マ
ル

ヒ
駆

血
帯

1
0
㎝

×
4
ｍ

2
個

3
6

マ
キ

ロ
ン

S
7
5
ｍ

L
4
0

本
3
7

ウ
ィ

ル
・
ス

テ
ラ

V
H

1
L
噴

霧
ポ

ン
プ

付
1
0

本
3
8

消
毒

用
エ

タ
ノ

ー
ル

5
0
0
ｍ

ｌ
4
0

本
3
9

５
％

ヒ
ビ

テ
ン

液
5
0
０

ｍ
ｌ

2
0

本
4
0

シ
ョ
ー

ド
ッ

ク
ス

ー
パ

ー
1
0
0
枚

3
0

個
4
1

精
製

水
5
0
0
ｍ

ｌ
12

0
本

4
2

サ
イ

リ
ュ

ー
ム

(化
学

ﾛ
ｰ

ｿ
ｸ
)

2
5
本

入
4
0

個
4
3

ア
ル

ミ
ッ

ク
シ

ー
ト

(救
急

ｼ
ｰ

ﾄ)
 

2
0
枚

入
5
0

個
4
3

メ
デ

ィ
ラ

ッ
プ

ブ
ラ

ン
ケ

ッ
ト

モ
デ

ル
Ｍ

Ｗ
－

1
0
0
2

3
5

枚
4
4

ニ
ト

リ
ル

グ
ロ

ー
ブ

Ｐ
Ｆ
プ

ロ
バ

ン
ス

ブ
ル

ー
パ

ウ
ダ

ー
フ

リ
ー

Ｓ
2
0
0
枚

入
り

1
0

個
4
5

ニ
ト

リ
ル

グ
ロ

ー
ブ

Ｐ
Ｆ
プ

ロ
バ

ン
ス

ブ
ル

ー
パ

ウ
ダ

ー
フ

リ
ー

Ｍ
2
0
0
枚

入
り

1
0

個
4
6

ニ
ト

リ
ル

グ
ロ

ー
ブ

Ｐ
Ｆ
プ

ロ
バ

ン
ス

ブ
ル

ー
パ

ウ
ダ

ー
フ

リ
ー

Ｌ
2
0
0
枚

入
り

1
0

個
4
7

ド
ラ

イ
シ

ャ
ン

プ
ー

2
0
0
g

7
2

個
4
8

防
災

用
懐

中
電

灯
１

個
1

個
4
8

L
E
D

折
り

た
た

み
ラ

ン
タ

ン
１

個
1

個
4
9

コ
ン

テ
ナ

5
4
 Ｌ

1
0

個
5
0

消
　

火
　

器
蓄

圧
式

A
B

C
粉

末
消

火
器

　
1
0型

1
本

5
1

除
　

湿
　

器
１

台
1

台

医
薬

品
等

備
蓄

セ
ン

タ
ー

の
備

蓄
状

況

備 品 類衛 生 材 料 医 薬 品 ･ 医 薬 部 外 品 そ の 他
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5
2

ス
チ

ー
ル

机
・
椅

子
１

個
1

個
5
3

防
水

シ
ー

ト
（
ブ

ル
ー

シ
ー

ト
）

3
.6

m
×

5
.4

m
4

枚

資
料
５
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富
士

市
医

師
会

災
害

時
医

療
救

護
体

制
要

綱
 

一
般

対
策

編
 

 １
．
医

療
救
護
計
画
策
定
の
目
的
 

こ
の
計
画
は
、
富
士
市
並
び
に
隣
接
に
お
い
て
、
個
々
の
医
療
機
関
の
診
療
機
能
で
初
期
対
応
で
き
る
範
囲
の
災

害
事
故
（
風
水
害
・
大
火
災
等
）
が
発
生
し
た
時
、
市
民
の
医
療
救
護
活
動
が
効
果
的
、
か
つ
円
滑
に
行
え
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
会
員
の
緊
急
医
療
救
護
体
制
整
備
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
．
災

害
救
護
対
策
本
部
設
置
 

（
1）

富
士
市
長
、
富
士
警
察
署
長
、
富
士
市
消
防
長
、
そ
の
他
（
以
下
「
市
長
等
」
と
い
う
。
）
よ
り
医
療
救
護
活

動
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
富
士
市
医
師
会
長
は
富
士
市
医
師
会
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
要
請

を
伝
達
し
、
直
ち
に
富
士
市
医
師
会
災
害
救
護
対
策
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

（
2）

発
災
初
動
時
の
市
長
等
か
ら
の
要
請
に
当
た
っ
て
は
、
平
日
（
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
但
し
、
土
曜
午

後
は
除
く
）
は
富
士
市
医
師
会
事
務
局
へ
通
報
す
る
。
ま
た
、
休
日
・
夜
間
は
富
士
市
医
師
会
長
（
但
し
、
不

在
の
場
合
は
副
会
長
又
は
本
部
要
員
）
へ
通
報
す
る
。
 

（
3）

本
部
は
、
医
療
救
護
活
動
の
状
況
を
収
集
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
情
報
交
換
を
市
長
と
行
い
、
ま
た
各

医
療
機
関
へ
も
情
報
伝
達
し
、
そ
の
活
動
を
統
括
す
る
。
 

（
4）

本
部
は
、
富
士
市
伝
法

28
50

番
地
富
士
市
医
師
会
事
務
局
内
に
置
く
。
 

 ３
．
組

 
 
 
織
 

（
1）

本
部
に
本
部
長
、
副
本
部
長
、
本
部
要
員
を
置
く
。
 

（
2）

本
部
長
は
富
士
市
医
師
会
長
、
副
本
部
長
は
富
士
市
医
師
会
副
会
長
と
し
、
本
部
長
事
故
あ
る
と
き
は
副
本
部

長
の
う
ち

1
名
を
本
部
長
に
充
て
る
。
本
部
要
員
は
理
事
若
干
名
及
び
医
師
会
事
務
職
員
と
す
る
。
 

役
職
名
 

氏
 
名
 

所
 
属
 

電
話
 

F
AX
 

本
部

長
 

渡
 
邉
 
正
 
規
 

渡
辺

ク
リ

ニ
ッ

ク
 

2
2－

15
00
 

2
2－

15
01
 

副
本
部
長
 

望
 
月
 
 
 
衛
 

望
月

医
院

 
7
1－

33
92
 

7
1－

39
54
 

〃
 

渡
 邉

 英
 一

 郎
 

 富
士

整
形

外
科

病
院

 
5
1－

37
51
 

5
1－

15
40
 

本
部
要
員
 

関
 
 
 
暢
 
彦
 

せ
き
ク
リ
ニ
ッ
ク
 

73
－
23
32
 

7
3－

23
3
8 

〃
 

松
 
本
 
益
 
臣
 

富
士

市
医

師
会

 
5
2－

31
11
 

5
2－

31
04
 

〃
 

石
 
川
 
広
 
親
 

〃
 

〃
 

〃
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  ４
．
医
療
救
護
活
動
実
施
機
関
並
び
に
実
施
要
領
 

（
1）

通
常
の
診
療
時
間
内
は
対
応
可
能
な
範
囲
で
、
各
医
療
機
関
が
医
療
救
護
活
動
を
行
う
。
 

（
2）

休
日
・
夜
間
は
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
で
医
療
救
護
活
動
を
行
う
。
ま
た
、
応
援
医
師
が
必
要
な
場
合
は
、
セ
ン

タ
ー
又
は
本
部
よ
り
随
時
要
請
す
る
。
 

（
3）

各
医

療
機
関
又
は

救
急
医
療
セ
ン

タ
ー
で
対
応
で

き
な
い

場
合
又
は
収
容

を
必
要
と
認
め

た
患
者
は
、
別
記

の
後
方
支
援
病
院
並
び
に
予
備
病
院
へ
転
送
す
る
。
 

 ５
．
通
報
及
び
報
告
 

（
1）

本
部

長
は
市
長
等

か
ら
の
医
療
救

護
要
請
を
速
や

か
に
各

医
療
機
関
に
伝

達
し
、
医
療
救

護
活
動
の
開
始
に

つ
い
て
要
請
す
る
。
 

（
2）

医
療

機
関
の
責
任

者
は
、
そ
の
地

域
に
お
け
る
災

害
及
び

医
療
救
護
活
動

の
状
況
を
速
や

か
に
本
部
に
報
告

す
る
。
 

（
3）

本
部
長
は
各
医
療
機
関
か
ら
の
報
告
を
統
合
整
理
し
、
富
士
市
災
害
対
策
本
部
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
必
要

に
応
じ
て
各
医
療
機
関
の
責
任
者
あ
て
状
況
を
報
告
す
る
。
 

（
4）

各
医
療
機
関
は
、
災
害
救
急
患
者
の
氏
名
等
を
で
き
る
だ
け
確
認
し
、
受
傷
状
況
及
び
治
療
内
容
等
を
記
録
す

る
。
ま
た
、
患
者
の
転
送
に
あ
た
っ
て
は
医
療
機
関
名
を
記
録
し
、
本
部
に
状
況
を
報
告
す
る
。
 

 ６
.救

急
医
療
資
材
 

（
1）

救
急
医
療
資
材
は
、
各
医
療
機
関
の
所
有
す
る
資
材
を
こ
れ
に
あ
て
る
。
 

（
2）

各
医
療
機
関
の
所
有
す
る
資
材
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
災
害
救
助
法
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
法
令
に
基
づ

く
経
費
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。
 

 ７
．
損
害
の
補
償
 

（
1）

こ
の
要
綱
に
基
づ
く
、
出
動
時
に
係
る
損
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
災
害
時
の
医
療
救
護
協
定
に
準
じ
た
損
害
の

補
償
を
す
る
。
 

（
2）

前
項
の
手
続
き
及
び
関
係
官
庁
と
の
折
衝
は
富
士
市
医
師
会
長
が
こ
れ
を
行
う
。
 

 ８
．
補
 
 
則
 

 
そ
の
他
こ
の
要
綱
に
定
め
の
な
い
必
要
な
事
項
は
富
士
市
医
師
会
長
が
こ
れ
を
別
に
定
め
る
。
 

  
 
附
 
 
 
則
 

 
本
要
綱
は
平
成
１
３
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

   

資
料
５

－
６
 

   
別
 
 
記
 

   
後
方
支
援
病
院
 

医
療
機
関
名
 

院
 
長
 
名
 

電
 
 
話
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
 

芦
川
病
院
 

芦
川
 
英
信
 

５
２
－
２
４
８
０
 

５
４
－
１
１
０
３
 

川
村
病
院
 

川
村
 
武
 

６
１
－
４
０
５
０
 

６
４
－
７
８
０
６
 

富
士
市
立
中
央
病
院
 

児
島
 
章
 

５
２
－
１
１
３
１
 

５
１
－
７
０
７
７
 

共
立
蒲
原
総
合
病
院
 

西
ヶ
谷
 
和
之
 

８
１
－
２
２
１
１
 

８
１
－
２
２
０
８
 

聖
隷
富
士
病
院
 

小
里
 
俊
幸
 

５
２
－
０
７
８
０
 

５
２
－
５
８
３
７
 

富
士
整
形
外
科
病
院
 

渡
邉
 
英
一
郎
 

５
１
－
３
７
５
１
 

５
１
－
１
５
４
０
 

   
予
 
備
 
病
 
院
 

医
療
機
関
名
 

院
 
長
 
名
 

電
 
 
話
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
 

大
富
士
病
院
 

窪
田
 
博
 

３
５
－
０
０
２
４
 

３
５
－
０
０
２
８
 

湖
山
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
 

諸
岡
 
暁
 

３
６
－
２
０
０
０
 

３
６
－
２
５
７
０
 

新
富
士
病
院
 

木
島
 
金
夫
 

３
６
－
２
２
１
１
 

３
６
－
２
３
４
３
 

聖
明
病
院
 

古
川
 
愛
造
 

３
６
－
０
２
７
７
 

３
５
－
３
１
９
２
 

鷹
岡
病
院
 

髙
木
 
啓
 

７
１
－
３
３
７
０
 

７
１
－
０
８
５
３
 

富
士
い
き
い
き
病
院
 

田
中
 
博
 

７
３
－
１
９
１
９
 

７
３
－
１
９
１
６
 

 



資
料
５

－
７

 

 

し
尿
、
ご
み

処
理
及
び
防
疫

の
実
施
計
画

 

 １
．
地
震

発
生
後
に
お
い
て

、
施
設
の

稼
動
が

可
能

と
認
め
ら

れ
る
ま
で
の
期
間

ご
み
の

収
集
運
搬
、
ご

み
焼
却

炉
の
運

転
及
び

し
尿
プ

ラ
ン
ト
の
運

転
を
休

止
す
る
と
と

も
に
、

し
尿
運
搬
業

者
に
対

し
営
業

の
休

止
を
申
し
入
れ
る
。
 

 

(
ｱ
) 
ご

み
焼
却

施
設
 

施
 
設
 
名
 

単
 
 

位
 

処
理
能
力

（
公
称

）
 

新
環

境
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
 

１
日
 

２
５
０
t 

 

(
ｲ
) 
収

集
車
両

台
数
 

種
 
 
別
 

積
 
載
 
量
 

台
 
 
数
 

計
 

パ
ッ
カ
ー
車
 

３
ｔ
 

１
８
台
 

２
０
台
 

４
ｔ
 

２
台
 

平
ボ
デ
ィ
ー
ト

ラ
ッ

ク
 

２
ｔ
 

1
台
 

３
台
 

２
t
ユ
ニ
ッ
ク
 

１
台
 

４
ｔ
 

１
台
 

 

(
ｳ
) 
し

尿
処
理

施
設
 

施
 
設
 

名
 

単
 

 
位
 

処
理

能
力

（
公
称
）
 

ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー

き
き
ょ

う
 

１
日
 

１
８
６
k
l 

 

(
ｴ
) 
し

尿
処
理

業
者
 

業
 

者
 

名
 

所
 
在

 
地
 

車
両
台

数
及
び
処
理

能
力
 

大
 
型
 
車
 

（
３
t
以
上
）
 

普
 

通
 

車
 

（
３
t
未
満
）
 

総
 
能

 
力
 

吉
原

衛
生

運
輸

㈱
 

伝
法

2
8
83
-
2 

９
台
 

３
台
 

3
7
.2
0
t 

㈲
マ

ツ
ナ

ガ
 

鈴
川
東

町
8
-
9 

３
台
 

１
台
 

1
1
.8
0
t 

富
士

衛
生

運
輸

㈱
 

元
町

4
-
11
 

２
台
 

０
台
 

6.
0
0
t 

㈱
富

士
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ 

元
町

4
-
11
 

４
台
 

０
台
 

1
2.
7
0
ｔ
 

㈱
エ

イ
コ

ウ
サ

ー
ビ

ス
 

厚
原

2
0
22
-
1 

８
台
 

０
台
 

39
.3
0t
 

 
㈲

池
谷

企
業

 
中

之
郷

14
0 

２
台
 

０
台
 

 6
.0
0ｔ

 

 
㈲

不
二

設
備

保
全

 
南

松
野

28
1
9
-5
 

３
台
 

０
台
 

 9
.0
0ｔ

 

 
㈲

蒲
原

工
業

 
 静

岡
市

清水
区

蒲原
5
01
1
-
69
 

３
台
 

０
台
 

 9
.0
0ｔ

 

㈲
由

比
環

境
保

全
セ

ン
タ

ー
 

静
岡

市清
水
区

由比
7
7-
2 

２
台
 

０
台
 

 7
.6
0ｔ

 

㈲
大

沼
興

業
 

静
岡

市清
水
区

蒲原
1
-2
 

２
台
 

０
台
 

 7
.4
0ｔ

 

 ２
．

防
 

疫
 
計

 
画
 

(
1
) 
１

班
を
２

人
組
み
と
し

て
1
0
班
、

2
0
名
で
防
疫
班

を
編
成

す
る

。
 

(
2
) 
使

用
機
器
 

ア
．
動

力
二

兼
機
 
 

 
 
40

台
（
内

3
5
台
は

富
士
環
境
衛

生
自
治

推
進

協
会
が

所
有

）
 

イ
．

ダ
イ
ナ
フ
ォ
ッ
グ
 

 
 

 
10

台
（

富
士

環
境
衛
生
自
治
推
進

協
会
が

所
有

）
 

資
料
５

－
７
 

 

ウ
．
そ

の
他
 

(
3
) 
出
動
は
ト
ラ
ッ
ク
等
の

必
要
車

両
を

確
保
す

る
。
 

(
4
) 
使
用
薬
剤
は
、
緊
急
に

措
置
出
来
る
よ
う
に
薬
剤
業
者
に

備
蓄
薬
剤
の
供
給
要
請
を

行
う
と

共
に
、
不

足
す
る

場

合
は

通
常
業
務
に

使
用
す

る
薬

剤
を
も

っ
て
対

応
す

る
。
 

     

斎
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
処
理

能
力
 

         

が
れ
き

、
廃
材
等
処
理

予
定
地

 

  

名
 
 
 
称
 

所
 
在

 
地
 

概
算
面

積

(
㎡
) 

収
容
可
能
見

込
容
量
( ㎥

) 
所

有
者

及
 

び
管
理

者
 

備
考
 

 
吉
原
東
公
園
建
設
予
定
地
 
 
今

泉
字

共
添
地

内
 

 
  
1
2
,0
0
0 

 
  
 
 
30
,
0
00
  
富

 
士

 
市
 
 仮

置
場
 

 
富

士
川

緑
地

公
園

 
 五

貫
島
字
八
左
衛
門
島
地
内
 

 
 4
8
0
,0
0
0 

 
 1
,
2
00
,
0
00
  
国

土
交

通
省
 
 仮

置
場
 

 大
淵

公
園
 
 
大

淵
字

岩
倉
地

内
 

 
  
4
0
,1
5
0 

 
  
 
1
00
,
3
75
  
富

 
士

 
市
 
 仮

置
場
 

河
川

敷
ス

ポ
ー

ツ
広

場
 
中

之
郷

地
先
 

1
0
0
,0
0
0 

2
50
,
0
00
 
国
土
交

通
省
 

仮
置

場
 

俵
石

ス
ポ

ー
ツ

広
場

 
南
松
野
地
先
 

7
,5
0
0 

18
,
7
50
 
国
土
交

通
省
 

仮
置

場
 

 

名
 

 
 

称
 

所
 
在

 
地
 

連
 

絡
 

先
 

火
 
葬
 
炉
 
数
 

富
士
市
斎
場
 

大
淵

2
58
8
番
地
の
１
  
３
６

－
０

２
５
６
 

６
炉
 

資
料
５
－

９
 

資
料
５
－
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資
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０



資
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資
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０
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資
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資
料
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資
料
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資
料
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資
料

５
－

１
０



資
料
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資
料
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資
料
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０

資
料
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資
料
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資
料

５
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１
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資
料

５
－

１
０

資
料

５
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１
０



資
料

５
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１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
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資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
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資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０
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資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
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資
料

５
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１
０

資
料

５
－

１
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資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

資
料

５
－

１
０



資
料

５
－

１
０

 
 
 
 

資
料

５
－

１
１
 

富
士
市

被
災
動
物
救
護

計
画
 

 

予
想
さ
れ

る
東
海

地
震
等
の

大
規
模

災
害

発
生
時

の
被
災
動

物
の
救

護
を
目
的

と
し
て

、
飼
い
主

に
よ

る
動
物
管
理

の
徹
底

の
呼
び

か
け
と
、

富
士

市
と
獣

医
師
会
お

よ
び
関

係
機
関
の

被
災
動

物
救
護
活

動
の

手
順
に
つ
い
て

定
め

る
。
な

お
、
当

該
計

画
は
、
「
静
岡
県
被

災
動

物
救
護

計
画

」
に
基
づ
き
そ

の
手

順
等

に
つ
い
て
補
足

す
る

も
の
で

あ
る
。

 

 １
．
大
規
模
震

災
等

に
よ
る

被
災
動

物
の

発
生

 

阪
神
・
淡

路
大
地

震
規
模

の
災

害
に
見

舞
わ
れ

た
場

合
、
（
阪
神

で
の

被
災
・

収
容
動
物
の
取
扱
実

績
か

ら
）
富
士
市
の

畜
犬

登
録
数

約
15

,0
00

頭
で
あ
る

が
、
そ
の
う
ち
数

百
～
一

千
頭
近

い
動

物
が
被

災
し

、

10
0
頭
程
度
の
飼
い
主
不
明
の

動
物

が
発
生

す
る
と

見
込

ま
れ
る

。
 

ま
た
、
地
区
避
難
所
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
き

や
、
高
齢

者
の
単

身
世

帯
等
で

飼
い
主
に
よ
る
動
物

の
保

管
が
で
き
な
く

な
る

状
態
が

少
な
か

ら
ず

生
じ
る

と
思
わ

れ
る
。

 

 ２
．
平
常
時
の

対
策

 

飼
い
主
は
、
日
頃
か
ら
人
へ

の
危
険

防
止
や

ト
ラ

ブ
ル
を

回
避
す

る
た

め
、
正
し
い
飼
育

方
法
・
し

つ
け

を
行
う
こ
と

。
動
物

に
は
必

ず
登
録
鑑

札
お

よ
び
注

射
済
票
を

付
け
飼

い
主
の
連

絡
先
が

分
か
る
よ

う
に

す
る
こ
と
。
ま
た
、
災
害
に
備
え
動
物
用
の
餌
／
飲

料
水
の
備
蓄
、
自
身
が

被
災
し

た
場
合
の
動
物
の
受

入

れ
先
（
遠
隔
地

に
住

む
家
族

、
知
人

等
）

を
確
保

し
て
お

く
こ
と

。
 

市
、
保
健
所
、
獣
医
師
会
、
動

物
愛
護

団
体
お
よ
び

動
物

取
扱
業

組
合

等
は
連

携
し
て
市
内
の
動
物

の
動

態
状
況
の
把

握
に
努

め
る
と

と
も
に
、

災
害

時
を
想

定
し
た
飼

い
主
に

よ
る
動
物

管
理
責

任
の
徹
底

を
呼

び
か
け
る
。

 

 ３
．
災
害
時

の
対
応

 

 
飼
い
主
は
、
被
災
時
の
混
乱
に
乗
じ
て
動
物
が

逃
避
し

な
い
よ

う
努

め
、
自
宅

に
お
い
て
飼
育

管
理

す
る
。

被
災
に
よ
り
自

宅
で

の
飼
育

が
困
難

な
場

合
、
あ

ら
か
じ

め
決
め

て
お

い
た
受

入
れ
先

に
搬

送
す
る
こ
と
。  

 避
難
所
の
対
応

に
つ

い
て

 

避
難
所
へ

の
被
災

動
物
の

受
け

入
れ
に

つ
い
て

は
、
災
害
の
規
模
や

地
域
差
、
そ
の
他
の
状
況
を
考

慮
し

て
各
避
難
所
運

営
委

員
会
が

判
断
を

行
う

。
飼
い

主
は
避

難
所
運

営
委

員
会
の
指
示
に
従
い

、
他

の
被

災
者

と
の
円
滑
な
共

同
生

活
の
た

め
動
物

の
適

正
管
理

を
行
う

。
 

 

市
の
役
割
に
つ

い
て

 

市
は

(一
社

)静
岡
県

動
物

保
護
協

会
、
獣

医
師

会
、
保

健
所
（
県
）
、
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

、
自
治

会
等

の
関
係

機
関
の
協
力
を

得
て

被
災
動

物
の
情

報
収

集
に
努

め
る
。
ま
た

、
必
要
に

応
じ
て
被
災

動
物
を
保
護
・
収
容

す
る
被
災
動
物

救
護

セ
ン
タ

ー
を
開

設
す

る
。

 

  



 
 

 
 

資
料
５
－
１

１
 

４
．
被

災
動
物
救
護

セ
ン
タ

ー
（
係
留
所

）
の
業

務
 

被
災

動
物

救
護
セ

ン
タ
ー

は
狂
犬
病
等

の
発
生
／
蔓

延
の
予
防

、
動

物
に
よ
る
事

故
の
防
止
、
飼
い
主
不

明
の
動

物
を

す
み
や

か
に

返
還
す

る
こ

と
を
目

的
と

し
、
富
士

保
健
所
動

物
保
護

管
理
所

で
収
容
し

き
れ

な
い
行

方
不

明
犬
、

ま
た

被
災
に

よ
り

飼
い
主

に
よ

る
管
理
が

で
き
な
い

犬
等
を

最
大
で

１
ヶ
月
間

預
か

る
。

 

行
方

不
明

動
物
に

つ
い

て
は

特
徴
等

を
救
護

セ
ン

タ
ー
及
び
避

難
所
の

掲
示
板

に
貼
り
出

し
、
飼

い
主

の
引
き

取
り

を
求
め

る
と

同
時
に

、
飼

育
希
望

者
を

募
り
預
か

り
期
間
を

終
了
し

た
も
の

か
ら
引
き

渡
し

を
行
う

。
 

被
災

に
よ

り
、
や
む
を
え

ず
動

物
の
預
か
り
を

依
頼

す
る
飼
い
主
は

、
動
物
の

管
理
に

関
す
る
誓
約
書
を

提
出
し

、
期
間
終
了

ま
で
に

今
後
の
飼
育

場
所
を

確
保
し

必
ず
引
き
取

る
。

 

 ５
．
被

災
動
物
救
護

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
つ

い
て

 

災
害

発
生

直
後
、
被
災

動
物

の
救
護

等
に
つ

い
て
行
政
職

員
で
は

対
応

が
困
難
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
委

嘱
動
物

保
護

管
理
指

導
員

を
中
心

と
し

各
地
区

で
の

動
物
の
救

護
状
況
報

告
を
行

う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア

と
し

て
協
力

を
求
め
る
。
ま
た
、
県
被
災

動
物
救
護
計

画
に
基
づ
き
登
録

さ
れ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
受

入
れ

を
行

い
、
災

害
発
生
時
に

は
被
災

動
物
の
救
護

お
よ
び

地
域
の

状
況
把
握
、

ま
た
市
内

4
箇

所
の
救

護
セ
ン
タ

ー
の
管

理
業
務
を
交

代
し
て

行
う
。

 

 ６
．
救

護
セ
ン
タ
ー

へ
収
容

さ
れ
な
い
被

災
動
物

へ
の
支

援
 

被
災

動
物

の
大
多

数
は

被
災

者
と
と

も
に
自

宅
ま

た
は
避
難
所

等
に
い

る
た
め

、
各
地
区

避
難
所

指
導

者
、
救

護
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
を

通
じ
て
救
護

セ
ン
タ

ー
よ
り

餌
等
の
供
給

を
行
う

。
 

 

資
料

５
－
１

２
 

富
士
市
被
災
動
物
救
護
セ
ン
タ
ー
運

営
要
領

 

 ・
 救

護
対
象

：
飼
い

主
不
明

の
犬

、
被
災

に
よ
り
自
宅

等
で

飼
育
が

で
き
な
い
状
況
に
あ

る
犬

等
。

 

 ・
 開

設
時
期

：
災
害

発
生
時

よ
り

1
ヶ

月
後
程

度
で
開
設

 

 ・
 保

管
条
件

：
動
物

を
保
管

で
き

る
期
間

は
最
大
で

1
ヶ
月

と
す
る

。
 

保
管

を
依

頼
し

た
飼

い
主

は
期

間
終

了
ま

で
に

動
物

を
飼

育
で

き
る

状
況

を
確

保
し

必

ず
引
き
取

る
こ

と
。

 

飼
い
主
不

明
の

動
物
で
期
間

を
終
了

し
て

も
飼
い

主
が
現

れ
な
い

場
合
は
、
飼
育
希
望
者

へ
の
譲
渡

を
行

う
。
な
お
、

保
管
期

間
中

の
事
故

、
ト
ラ

ブ
ル
、

病
気
の
発
生
等
に
関

し

て
一
切
責

任
を

負
わ
な
い
。

ま
た
、

ス
ト
レ

ス
等

で
体
調

を
崩
す

・
死
亡
す
る
可
能
性

が

高
い
た
め

飼
い

主
か
ら
は
そ

の
旨
の

誓
約

書
を
提

出
し
て

い
た
だ

く
。

 

 ・
収
容
施
設
に

つ
い

て
：

 

イ
．
富

士
保
健

所
 

動
物
保

護
管
理

所
（

犬
35

頭
 
猫

20
頭
）

 

※
保

健
所

で
は
原

則
と
し

て
「

被
災
動

物
の
一

時
預

か
り
」
は

行
え

な
い
。

 

 ロ
．（

富
士

市
）
被

災
動
物

救
護

セ
ン
タ

ー
 

設
備

：
緊

急
時
用

ゲ
ー
ジ

50
個

程
度

（
静
岡

県
全

体
で

60
0
個
）
、
お
よ

び
簡
易
テ
ン

ト
 

緊
急

災
害

時
動
物

救
援
本

部
、
静
岡
県

動
物
保

護
協

会
、
ほ
か
団
体

よ
り
借
用
予
定
。

 

保
健

所
、

救
護
セ

ン
タ
ー

合
わ
せ
て
最

大
10

0
頭

の
動

物
の
収
容

を
想

定
 

候
補

地
 

①
東
部
地
区
 

東
部

市
民
プ

ラ
ザ
南

側
空

地
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

犬
30

頭
 

②
北
部
地
区
 

大
淵

公
園
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

犬
20

頭
 

③
西
部
地
区
 

旧
富

士
川
ク

リ
ー
ン

セ
ン

タ
ー
（

東
側
テ

ン
ト
倉

庫
前

）
 
 
犬

20
頭

 

④
南
部
地
区
 

入
道

樋
門
公

園
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

犬
30

頭
 

 ・
救
護
セ
ン
タ

ー
で

の
餌
に

つ
い
て

 

県
協
会
を

通
じ
て
、

(公
社

)日
本
愛
玩

動
物
協

会
、
ペ
ッ

ト
フ
ー

ド
関
連
会
社
、
愛

護
団
体

等
へ

協
力
要

請
を
行
い
供
給

を
行

う
（

被
災
後

1
ヶ
月
程
度
を
予
定
）。

そ
れ
ま

で
は
保
健
所

／
動
物

病
院
の

備
蓄

等
で

賄
う
。
不
足
分

は
ペ

ッ
ト
シ

ョ
ッ
プ

、
食

料
品
店

、
市
民

等
か
ら

の
提

供
を
募

る
。

 

 ・
救
護
セ
ン

タ
ー
で
預
か

っ
た
動

物
は

、
飼
い

主
が
引
き
取
れ
る
状
況
に
な

り
次

第
返
却

を
行
い

、
行

方
不

明
動
物
に
つ

い
て
は

飼
育
希

望
者
へ
の

譲
渡

を
進
め

、
富
士
保

健
所
動

物
保
護
管

理
所
で

保
管
で
き

る
頭

数
に
な
り
次
第

撤
収

す
る
。
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料
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１
２

 

・
救
護

セ
ン
タ
ー
の

業
務
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル

 飼
育
管

理
ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 

9:
00

 
職
員

・
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
参

集
、

状
況
報

告
 

 

9:
30

 
散
歩

、
排
便
、
給

餌
 

職
員
、

ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
で
協

力
 

 
清
掃

 
〃

 

正
午

～
 

獣
医

師
に
よ
る
回

診
 

１
～

2
日
に
一
度
、

協
力
獣
医
師

に
よ
る

 

当
番
制

 

15
:0

0 
散
歩

、
排
便
、
給

餌
 

職
員
、

ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
で
協

力
 

16
:3

0 
閉
門

（
以
降
立
入

禁
止
）

 
 

  ・
 被

災
動
物
救
護
セ

ン
タ
ー

の
職

員
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

の
配

置
に
つ

い
て

 

①
東
部

市
民

ﾌﾟ
ﾗｻ
ﾞ
南
側
空

地
 

3
名
～
（
富

士
市
被
災
動

物
救
護
対
策

本
部
兼
東
部
被

災
動

物
救
護

ｾ
ﾝﾀ
ｰ
） 

1 
セ

ン
タ
ー
責
任

者
 

市
衛
生
班
職
員

等
 

 

2 
動

物
保
護
指
導

者
 

動
物
保
護
第

2
指
導
班

 
 

3 
健

康
管
理
者

 
獣

医
師
会

 
東
部
地
区
の
獣

医
師
に
よ
る

当
番
制

 

4 
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

 
市

民
等

 
保
護
管
理
指
導

員
、
市
民
ﾎ
ﾞ
ﾗﾝ
ﾃ
ｨｱ
な
ど

 

5 
〃

 
〃

 
〃

 

②
大
淵

公
園
 
 
 

 
3
名
～

（
北
部
被
災

動
物
救
護
セ
ン
タ

ー
）

 

1 
セ

ン
タ
ー
責
任

者
 

市
衛
生
班
職
員

等
 

 

2 
動

物
保
護
指
導

者
 

動
物
保
護
第

2
指
導
班

 
 

3 
健

康
管
理
者

 
獣

医
師
会

 
北
部
地
区
の
獣

医
師
に
よ
る

当
番
制

 

4 
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

 
市

民
等

 
保
護
管
理
指
導

員
、
市
民
ﾎ
ﾞ
ﾗﾝ
ﾃ
ｨｱ
な
ど

 

5 
〃

 
〃

 
〃

 

③
旧
富

士
川
ク
リ
ー

ン
セ
ン

タ
ー
（
東
側

テ
ン
ト

倉
庫
前

）
 

3
名
～
（

西
部
被
災
動

物
救
護

セ
ン
タ
ー
）
 

1 
セ

ン
タ
ー
責
任

者
 

市
衛
生
班
職
員

等
 

 

2 
動

物
保
護
指
導

者
 

動
物
保
護
第

2
指
導
班

 
 

3 
健

康
管
理
者

 
獣

医
師
会

 
西
部
地
区
の
獣

医
師
に
よ
る

当
番
制

 

4 
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

 
市

民
等

 
保
護
管
理
指
導

員
、
市
民
ﾎ
ﾞ
ﾗﾝ
ﾃ
ｨｱ
な
ど

 

5 
〃

 
〃

 
〃

 

④
入
道

樋
門
公
園
 

3
名
～
（
南
部

被
災
動

物
救
護
セ

ン
タ
ー
）

 

1 
セ

ン
タ
ー
責
任

者
 

市
衛
生
班
職
員

等
 

 

2 
動

物
保
護
指
導

者
 

動
物
保
護
第

2
指
導
班

 
 

3 
健

康
管
理
者

 
獣

医
師
会

 
南
部
地
区
の
獣

医
師
に
よ
る

当
番
制

 

4 
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

 
市

民
等

 
保
護
管
理
指
導

員
、
市
民
ﾎ
ﾞ
ﾗﾝ
ﾃ
ｨｱ
な
ど

 

5 
〃

 
〃

 
〃

 

 
 

資
料

５
－
１

３
 

被
災
動
物
救
護
計
画
に
係

わ
る
連

絡
系

統
組
織
図
 

 

市
民
、
自
治
会

な
ど

 
 

各
地
区

避
難
所
長

 

 

被
災
動

物
救
護

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
 

  
 
 
 
 
 

 
 

地
区
で

の
動
物

被
災

状
況
、

避
難
所

で
の
動

物
収

容
状
況

な
ど
の

報
告

 

 

富
士
市
被

災
動

物
救
護
対
策

本
部

(東
部

) 
東
部

市
民
プ
ラ
ザ

南
側
空

地
 
防

災
無

線
 

 
北
部

被
災

動
物
救

護
セ
ン

タ
ー

 
大
淵

公
園
内

 
防

災
無

線
 

西
部

被
災

動
物
救

護
セ
ン

タ
ー

 
旧
富

士
川
ｸﾘ
ｰﾝ
ｾ
ﾝ
ﾀｰ
内

 
防

災
無

線
 

南
部

被
災

動
物
救

護
セ
ン

タ
ー

 
入
道

樋
門
公
園
内

 
防

災
無

線
 

  

動
物
保
護
協
会

富
士
地
区
支
部

 

富
士
市

（
事
務

局
）

 
環
境

総
務
課

 
55

-2
76

8 

富
士
宮

市
 

環
境

企
画
課

 
05

44
-2

2-
11

36
 

県
獣
医

師
会
富

士
支

部
 

あ
い

動
物
病
院

 
05

45
-7

2-
05

25
 

 

 
 
 
被

災
状
況

の
報
告

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
餌
・
ケ

ー
ジ

等
の
提

供
 

 
 
 
 
物
品

供
給

の
要
請

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

専
門
員

の
派

遣
、
登

録
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
の
派
遣

 

 

( 一
社

) 静
岡
県

動
物
保
護
協
会
本
部

 
05

4-
25

1-
60

36
 

静
岡

県
健

康
福
祉

部
生
活

衛
生

局
衛
生

課
 

05
4-

22
1-

24
48

 

(公
社

)日
本
獣
医
師
会

、
(公

社
)日

本
愛
玩

動
物

協
会
、

JK
C
、
ﾍ
ﾟ
ｯ
ﾄﾌ
ｰ
ﾄﾞ

/医
薬
品
会

社
ほ
か
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資
料
５
－
１
４

 

富
士
市
災
害
時
遺
体
措
置
計
画
 

第
1
項
 

計
画

の
概

要
 

１
 
計
画

の
目
的

 
こ

の
計
画

は
、
大

規
模
災

害
時
等

に
多
数

の
死
者

が
発
生

す
る

こ
と

を
想
定
し

、
遺
体

の
搬

送
や
処

置
等

の
実

施
項
目

に
つ
い

て
定
め
た
も

の
で
あ
る
。

 
大

規
模

災
害

等
に

備
え

、
関

係
各

班
の

遺
体

措
置

に
係

る
業

務
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
き

、
搬

送
・

収
容

、
遺
体

収
容

所
の

開
設
、

検
視
・

検
案

、
遺
体
の
処

置
、
引

渡
し
、

必
要
な
資

機
材
の

調
達

等
の

業
務

を
支
障

な
く
実

施
す
る
こ
と

を
目
的
と
す

る
。

 
 ２

 
被
害

想
定

 
静

岡
県

第
4

次
地

震
被
害

想
定
に

よ
る

と
富
士

市
の
被
害
が

最
大

と
な
る
ケ
ー

ス
は
、

下
記
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

全
壊
建
物

 
半
壊

建
物

 
最
大

避
難
者

 
死
者

 
重
傷
者

 
中

等
傷

者
 

6,
18

0
棟

 
12

,3
90

棟
 

26
,6

66
人

 
14

0
人

 
52

0
人

 
2,

34
0
人

 

 ３
 
遺
体

措
置
の
主
な
流

れ
 

                ４
 
遺
体

収
容
所

 
(1

) 
遺
体

収
容

所
に
つ
い
て
は

下
記

の
場
所
と
す
る

。
 

富
士
市
立
富
士

体
育

館
 

住
所
：
富
士
市

御
幸

町
8-

1 

電
話
：

53
-0

90
0  

 
Ｆ

Ａ
Ｘ

：
53

-0
70

2 

(2
) 

施
設

の
開

設
期
間
は
災
害

救
助

法
に
基
づ
き
、

原
則

10
日
間
と
す

る
。

 

遺 体 の 発 見 ・ 搬 送  

遺 体 の 受 付  

検  視  検  案  

洗 浄 ・ 消 毒 ・ 納 棺  

身 元 確 認 ・ 歯 牙 鑑 定  

一 時 安 置  

遺 族 に よ る 遺 体 の 確 認 等  

引 渡 し  

火  葬  

災
害
の
発

生
 

遺
体
収

容
所
の
開
設

 
火
葬
・
死
亡
届
の
手
続
き

 

洗
浄
拒
否

 
身
元
判
明

 

 

2  

資
料
５
－
１
４

 

５
 
遺

体
措
置
の
期

間
 

原
則
と

し
て
災

害
発

生
の
日

か
ら

10
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、

11
日
目

以
降
も

遺
体

措
置
の

必
要

が
あ
る
場

合
に
は

、
遺
体

措
置

の
期
間

内
（

10
日

以
内

）
に
下

記
の

事
項
を

明
ら
か

に
し
て
、
期

間
の

延
長
を
知

事
に
申

請
す
る

。
 

・
 
延
長

の
期

間
 

・
 
期
間

の
延

長
を
必

要
と
す

る
地

域
 

・
 
期
間

の
延

長
を
す

る
理
由

 

・
 
そ
の

他
（

期
間
の

延
長
を

す
る

こ
と
に

よ
っ
て
、
措

置
さ
れ
る

遺
体

の
数
な

ど
）

 

  ６
 
遺

体
措
置
に
係

る
各
班

の
派
遣
人

数
 

部
 

班
 

現
地
派
遣
人
数

 
備
考

 

福
祉

部
 

福
祉

総
務

班
 

4 
業
務
を

総
括
す

る
た

め
、
副

班
長
を

派
遣

す
る
。

 

市
民

部
 

市
民

窓
口

班
 

3 
市
民
課

戸
籍
担

当
職

員
 

医
務

部
 

医
務
班

 
5 

看
護
師

 

他
班

か
ら

の
動
員

 
10

 
動
員
班

に
よ
る

 

 ７
 
災

害
対
策
本
部

で
の
遺

体
措
置
に

係
る

業
務

内
容
及
び

担
当
班

 

部
 

班
 

備
考

 

総
括
部

 

総
括

班
 

関
係

協
力

機
関
と

の
連
絡

・
調

整
 

情
報

班
 

情
報

の
収

集
 

広
報

班
 

報
道

関
係

者
の
規

制
 

市
民
部

 
市

民
窓

口
班

 
斎
場

と
の

連
絡
・

調
整

 

福
祉
部

 
福

祉
総

務
班

 
災
害

救
助

法
事
務

 

現
地

と
の

連
絡
・

調
整

 

保
健
部

 
保
健

班
 

医
師

会
・

歯
科
医

師
会
と

の
連

絡
・
調

整
 

県
へ

検
案

医
師
・

歯
科
医

師
の

派
遣
要

請
 

県
へ

看
護

師
の
派

遣
要
請

 

県
へ

保
健

師
・
臨

床
心
理

士
・

カ
ウ
ン

セ
ラ
ー

等
の

派
遣
要
請

 

消
防
部

 
支
援

班
 

消
防

団
の

動
員
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８
 
現
地

で
の
遺
体
措
置

に
係
る
業

務
内
容

及
び

配
置
人
数

 

業
務

内
容

 
人
数

 
担
当

 

遺
体

収
容
所
の
総

括
 

1 
福
祉

総
務
班
副
班

長
 

遺
体

収
容
所
の
開

設
 

 
全
員

 

遺
体

の
受
付

 
2 

 

市
民

の
受
付

 
1 

 

遺
族

と
の
相
談

 
2 

 

遺
体

の
処
置
（
洗

浄
・
消

毒
）

 
10

 
看
護

師
ほ
か

 

遺
体

の
引
渡
し

 
4 

 

死
亡

届
・
埋
火
葬

手
続
き

 
3 

市
民

窓
口
班

 

遺
体

の
問
合
せ

 
1 

 

災
害

対
策
本
部
と

の
連
絡

調
整

 
1 

 

遺
族

・
職
員
の
ケ

ア
 

（
1）

 
県
へ

保
健
師
等
の

派
遣
を

依
頼
す
る

 

施
設

内
の
遺
体
の

搬
送

 
4 

 

遺
体

収
容
所
ま
で

の
遺
体

の
搬
送

 
 

警
察

 
自
主
防
災

会
 
消

防
団
等

 

 
 

９
 
注
意

事
項

 
(1

) 
遺
体

の
取

り
扱
い
に
つ
い

て
は

、
遺
族
に
十
分

配
慮

し
、
常
に

丁
寧

に
対
応

す
る

。
 

(2
) 

遺
体

の
取

り
違
え
に
は
十

分
注

意
し
、
書
類
等

の
引

継
ぎ
を
正

確
に

行
う
。

 

(3
) 

外
国
人
の

遺
体

に
つ

い
て

は
、

文
化
・

宗
教

・
習
慣

の
違

い
を

配
慮
し

、
取

扱
い
に

つ
い

て
は

遺
族

の
意

見
を
聴
く
。

 

(4
) 

遺
体
の
取

扱
時

に
は

、
感

染
症

の
危
険

性
も

あ
る
た

め
、

遺
体

の
体
液

や
血

液
が
直

接
肌

等
に

触
れ

な
い

よ
う
細
心
の
注

意
を

払
い
、
取
り
扱

っ
た

後
は
必
ず

消
毒

す
る
。

 

(5
) 

業
務

を
通

じ
て
知
り
得
た

情
報

に
つ
い
て
は
、

守
秘

義
務
を
厳

守
す

る
。

 

 10
 遺

体
の
処

置
に
係
る

職
員
に
つ
い

て
 

遺
体
の

処
置
（
洗
浄

・
消
毒
）
に
係

る
職

員
の
配
備
期
間

は
原
則

3
日
以

内
と
す
る
。

 

ま
た
、
業
務

の
性
質
上

、
身
体

的
・
精

神
的

な
負

担
が
大

き
い

た
め

、
1

人
あ

た
り

の
業
務

時
間

は

原
則

8
時
間

以
内
と

す
る

。
 

あ
ら
か
じ

め
人
数

が
不
足

す
る
こ

と
が
予
想

さ
れ
る

た
め
、
災

害
対
策

本
部
を

通
じ
て
、

県
の
ほ

か
、

警
察

等
へ

も
協
力

を
依
頼

す
る
。

 

 11
 自

主
防

災
会

等
へ
の

周
知

 
遺

体
収
容

所
の
場

所
や
遺

体
の
搬

送
等
に

つ
い
て

、
学
校

防
災

教
育

連
絡
会
議

等
を
通

じ
て

自
主
防

災
会

へ
の

周
知
に

努
め
る

と
と
も
に
、

富
士
市
地
域

防
災
計
画

に
も
記
載
す

る
。
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12
 訓

練
の
実

施
 

富
士
警

察
署
や

富
士

市
医
師

会
等
と

協
力

し
て
、
遺
体
収

容
所
の

開
設

訓
練
を

随
時
実

施
す

る
。

 

 第
2
項
 

遺
体
措

置
業

務
の

内
容

 

１
 
遺

体
の
搬
送
・

収
容

 
(1

) 
遺

体
収
容

所
ま

で
の

遺
体
の
搬

送
は
、

原
則

警
察
が

実
施

す
る

が
、
警

察
が

搬
送
で

き
な

い
場

合
は

、
地

区
班
を

通
じ
て

可
能

な
限
り

自
主
防

災
会

に
搬
送
を

依
頼

す
る
。

 

(2
) 

地
区
班
が

住
民

か
ら

遺
体
発
見

の
連
絡

を
受

け
た
場

合
に

は
、

災
害
対

策
本

部
を
通

じ
て

富
士

警
察

署
へ

連
絡
す

る
。

 

自
主
防
災

会
が

搬
送

で
き
ず
に

、
警
察

か
ら

災
害
対

策
本

部
を

通
じ
て

搬
送

を
依
頼

さ
れ

た
場

合
に
は
、

原
則

消
防

団
が
現
場

に
向
い

状
況

を
確
認

し
、

遺
体

収
容
所

ま
で

搬
送
す

る
。

そ
の

際
、
発

見
者

に
遺

体
を

発
見

し
た
と

き
の

状
況

等
を

聴
き

取
り

、
可

能
な

範
囲

で
、
「

遺
体

個

票
兼

遺
体

収
容
票

」（
様
式

2 ）
に

記
入
す
る
。

 

(3
) 

救
護
所
に

運
ば

れ
た

遺
体
や
救

護
所
で

亡
く

な
っ
た

遺
体

に
つ

い
て
は

、
災

害
対
策

本
部

を
通

じ
て

富
士

警
察
署

へ
連
絡

す
る

。
 

警
察
か
ら

災
害

対
策

本
部
を
通

じ
て
搬

送
を

依
頼
さ

れ
た

場
合

に
お
い

て
、

自
主
防

災
会

ま
た

消
防
団
が

搬
送

で
き

な
い
場
合

に
は
、

地
区

班
が
遺

体
収

容
所

ま
で
搬

送
す

る
。
そ

の
際

、
発

見
者
や
救

護
所

ま
で

の
搬
送
者

に
遺
体

を
発

見
し
た

と
き

の
状

況
等
を

聴
き

取
り
、

可
能

な
範

囲
で

、「
遺
体
個
票
兼
遺
体
収
容
票
」（

様
式

2）
に

記
入

す
る
。

 

(4
) 

救
護
病
院

で
亡

く
な

っ
た
遺
体

の
取
扱

い
は

、
災
害

対
策

本
部

を
通
じ

て
警

察
及
び

救
護

病
院

と
協

議
し

て
決
定

す
る
。

 

(5
) 

遺
体
の
搬

送
に

つ
い

て
人
手
が

足
り
な

い
と

き
は
、

災
害

対
策

本
部
を

通
じ

て
、
協

定
業

者
等

に
協

力
を

依
頼
す

る
。

 

(6
) 

遺
体
収
容

所
へ

搬
送

さ
れ
た
遺

体
は
、

受
付

を
行
い

、
遺

体
一

時
安
置

場
所

へ
毛
布

に
包

ん
で

収
容
す
る

。
受

付
か

ら
一
時
安

置
場
所

ま
で

の
搬
送

は
、

警
察

の
ほ
か

遺
体

収
容
所

へ
搬

送
し

て
き

た
者

に
協
力

を
依
頼

す
る

。
 

 ２
 
遺

体
収
容
所
の

開
設

 
(1

) 
遺
体

収
容

所
は
、

富
士
市

立
富

士
体
育

館
と
す

る
。

 

(2
) 

屋
内
施
設

の
使

用
に

つ
い
て
は

、
応
急

危
険

度
判
定

を
実

施
し

た
結
果

、
安

全
と
判

断
さ

れ
た

場
合

に
の

み
使
用

で
き
る

こ
と

と
す
る

。
 

(3
) 

開
設

の
時

期
は
警

察
か
ら

遺
体

収
容
所

の
開
設

を
依

頼
さ
れ
た

と
き

と
す
る

。
 

(4
) 

災
害
対
策

本
部

を
通

じ
て
、
遺

体
収
容

所
の

開
設
や

検
視

・
検

案
、
洗

浄
等

に
必
要

な
資

機
材

の
提

供
を

協
定
業

者
に
依

頼
す

る
。

 

(5
) 

遺
族

等
の

心
情
を

考
慮
し

、
敷

地
内
へ

の
関
係

者
以

外
の
立
入

り
を

一
切
禁

止
す

る
。

 

(6
) 

開
設

の
流

れ
は
次

ペ
ー
ジ

の
と

お
り
と

す
る
。
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遺
体

収
容

所
開
設
の

流
れ

 
①

 
南
海

ト
ラ

フ
地
震

が
発
生
し
た

ら
、
担

当
職
員
は
非

常
持
ち
出
し

品
を
持
っ
て
消
防
防
災

庁
舎

7
階
大

会
議
室
に
参

集
す

る
。
そ
の
後

富
士
体

育
館
へ
移
動

し
、
施
設
の

被
災
状
況

（
電

気
・

水
道
・

ガ
ス
・
ト
イ

レ
・
電

話
・
無
線
等

）
の
確
認
、

及
び
建
物
の
簡
易
診
断

を
実

施
す

る
。
ま

た
、
避
難
者

や
報
道

等
が
敷
地
に

入
ら
な
い
よ

う
、
立
入
禁
止
の
措
置

も
併

せ
て

実
施
し

、
同
時
に
応

急
危
険

度
判
定
を
災

害
対
策
本
部

へ
依
頼
す
る
。

 

②
 
資
料

1-
1
を
参
考
に
遺

体
収
容
所
開

設
の
た
め
に
不

足
し

て
い
る
資
機

材
を
確

認
、
災
害

対
策

本
部

へ
要
請

す
る
。

 

③
 
遺
体

の
処

置
に
は

水
を
使
用
す

る
た
め

、
吉
原
ま
ち

づ
く
り
セ
ン

タ
ー
防
災
倉
庫
に
備
蓄

し
て

い
る

バ
ル
ー

ン
水
槽
を
運

び
出
し

、
遺
体
洗
浄

場
所
（
資
料

2-
2
参

照
）

に
水
を

貯

め
た

状
態

で
設
置

す
る
。

 

④
 
資
料

2
を
参

考
に
駐
車
場

内
の

遺
体
処
置
ス

ペ
ー
ス

の
設
営
を
実

施
す
る
。

 

⑤
 
応
急

危
険

度
判
定

の
結
果
、
安

全
と
判

断
さ
れ
た
場

合
に
は
資
料

2
を
参

考
に
屋
内
施

設

の
設

営
を

実
施
す

る
。
体
育
館

の
床
全

面
に
、
施
設

保
護
の
た
め

の
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を

敷
く

。
 

⑥
 
遺
体

収
容

所
の
設

営
が
完
了
し

た
ら
、

速
や
か
に
災

害
対
策
本
部

ま
で
報
告
す
る
。
同
時

に
警

察
・

医
師
の

派
遣
依
頼
を

実
施
す

る
。

 

 ３
 
遺
体

の
受
付

 
(1

) 
遺

体
の

受
付
を

体
育
館
駐
車

場
に
設

置
し
（
資
料

2-
2
参

照
）
、
搬

送
者

か
ら
聞

き
取
り
を
行
い
、

搬
送
者
の

氏
名

、
遺
体

の
氏

名
、
遺

体
の
発

見
場
所

、
住
所

等
を
確
認

し
、

確
認

で
き
た
内

容
に

つ
い
て

「
遺
体

個
票
兼
遺
体

収
容
票

」（
様
式

2 ）
を
作
成
す
る
。
搬
送
者
が

既
に
現
場
や
救
護
所

等
で
作

成
し
て

い
る
場
合
は

、
遺
体

ナ
ン
バ
ー
な

ど
を
記

入
し
完
成
さ

せ
る
。

 

(2
) 

遺
体
識
別

バ
ン

ド
に
遺

体
ナ

ン
バ
ー

・
氏
名

を
記
入

し
、
遺

体
の
手
首

等
見

え
る

位
置
に
取

り
付

け
る
。

 

(3
) 

遺
品
等
に

つ
い

て
は
、

ど
の

遺
体
の

も
の
か

分
か
る

よ
う
、

遺
品
を
収

納
す

る
袋

や
ダ
ン
ボ

ー
ル

等
に
「

遺
体
個

票
兼
遺
体
収

容
票

」（
様

式
2）

の
遺

体
ナ
ン
バ

ー
を
記
入
し

て
保

管
す
る
。

 

(4
) 

受
付
が

終
わ
っ

た
遺
体
は
、

検
視
・

検
案
に
必
要

な
範
囲

で
洗
浄
を
す

る
。

 

(5
) 

「
遺
体

個
票
兼

遺
体
収
容
票

」（
様
式

2）
を
も
と

に
「
遺
体
安
置

状
況

表
」（

様
式

1）
を
作

成
す

る
。

 

(6
) 

遺
品
は
、

一
時

預
か
り

所
で

保
管
し

、
遺
体

の
検
視

・
検
案

、
洗
浄
・

消
毒

終
了

後
、
遺
体

と
セ

ッ
ト
に

し
て
、

遺
体
安
置
所

で
保
管

す
る
。

 

(7
) 

「
遺
体

個
票
兼

遺
体
収
容
票

」（
様
式

2 ）
は

検
視
・
検
案
や
遺

体
の
処
置
の

際
に
使

用
す

る
の
で
、

遺
体
を

搬
送
す

る
際
は
、
そ

の
担
当

の
者
へ
必
ず

引
き
継

ぎ
を
行
う
。
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４
 
遺

体
の
検
視
・

検
案

 
(1

) 
遺
体

の
検

視
・
検

案
場
所

は
資

料
2-

2
の
と
お

り
と
し
、
体
育
館

1
階

駐
車
場
内

に
設
置

す
る

。
 

(2
) 

遺
体

の
検

視
に
つ

い
て
は

警
察

官
が
実

施
す
る

。
 

(3
) 

検
視

・
検

案
が
終

わ
る
ま

で
、

遺
族
は

遺
族
待

合
所

で
待
機
し

て
も

ら
う
。

 

(4
) 

遺
体

の
検

案
に
つ

い
て
は

、
医

師
が
実

施
す
る

。
 

検
案
医
師

に
つ

い
て

は
、
災
害

対
策
本

部
を

通
じ
て

富
士

市
医

師
会
へ

派
遣

を
依
頼

す
る

が
、

医
師
の
派

遣
が

で
き

な
い
と
判

断
さ
れ

た
場

合
に
は

、
静

岡
県

東
部
方

面
本

部
へ
検

案
医

師
の

派
遣

を
要

請
す
る

。
 

(5
) 

身
元
不
明

の
遺

体
の

検
案
に
は

、
歯
科

医
師

が
同
席

し
、

身
元

確
認
の

た
め

に
歯
牙

鑑
定

を
実

施
し

、
歯

牙
の
写

真
を
撮

影
す

る
。

 

歯
科
医
師

に
つ

い
て

は
、
災
害

対
策
本

部
を

通
じ
て

歯
科

医
師

の
派
遣

を
依

頼
す
る

が
、

歯
科

医
師
の
派

遣
が

で
き

な
い
と
判

断
さ
れ

た
場

合
に
は

、
静

岡
県

東
部
方

面
本

部
へ
歯

牙
鑑

定
の

た
め

の
歯

科
医
師

の
派
遣

を
依

頼
す
る

。
 

(6
) 

検
視
・
検

案
に

つ
い

て
は
、
原

則
収
容

さ
れ

た
順
番

と
す

る
が

、
安
置

場
所

の
ス
ペ

ー
ス

の
状

況
に

よ
り

、
身
元

不
明
の

遺
体

よ
り
も

身
元
が

分
か

っ
て
い
る

遺
体

を
優
先

す
る

。
 

(7
) 

検
視
・
検

案
の
結

果
、
事

件
性
が

あ
る

と
判

断
さ
れ

た
遺

体
に

つ
い
て

は
、

警
察
に
引

き
渡
し

、

そ
の

後
の

取
扱
い

に
つ
い

て
は

警
察
と

協
議
し

て
決

定
す
る
。

 

 ５
 
遺

族
へ
の
説
明

 
(1

) 
遺

族
が
判

明
し

て
お

り
、
遺
体

収
容
所

に
い

る
場
合

に
は

、
遺

体
の
処

置
を

す
る
前

に
下

記
の

事
項

に
つ

い
て
、

遺
族
へ

説
明

を
行
う

。
 

(2
) 

遺
族

へ
の

説
明
に

は
、
警

察
官

に
立
会

い
を
依

頼
す

る
。

 

 

説
明

の
流
れ

 
①

 
遺
族
へ
お
悔
み
の
言
葉
を

か
け

る
 

②
 

検
視
・
検
案
が
終
了
し
て
い
る
場
合
に
は
、
死
体
検

案
書
を
遺
族

へ
渡

す
。
検
視
検

案
が

終
了
し
て
い
な
い
場
合
に

は
、

終
了
後

、
死
体

検
案

書
を
遺
族
へ

渡
す
こ
と
を

伝
え
る

。
 

③
 

死
体
検
案
書
は
死
亡
届
の

申
請

の
際
に

必
要
で

あ
る

こ
と
を
伝
え

る
。

 

④
 

遺
体
の
洗
浄
方
法
に
つ
い

て
簡

単
に
伝

え
る
。

 

⑤
 

洗
浄
は
強
制
で
は
な
い
こ
と
と
、
洗
浄
を
希
望
し
な

い
場
合
は
そ

の
ま

ま
引
き
渡
す

こ
と

が
で
き
る
旨
を
伝
え
る
。

 

⑥
 

引
渡
し
の
場
所
（
遺
体
安

置
所

）
を
伝

え
る
。

 

⑦
 

自
宅
へ
の
搬
送
が
遺
族
で
は
出
来
な
い
場
合
に
は
協

定
業
者
に
依

頼
す

る
た
め
、
遺

族
で

搬
送
で
き
る
か
を
確
認
す
る
。
自
宅
へ
の
搬
送
や
葬

儀
代
な
ど
は

遺
族

の
負
担
と
な

る
こ

と
を
伝
え
る
。

 

⑧
 

自
宅
の
全
壊
な
ど
に
よ
り
、
遺
体
の
引
き
受
け
を
出

来
な
い
遺
族

に
つ

い
て
は
、
火

葬
の

手
続
き
が
完
了
す
る
ま
で
、
遺
体
収
容
所
で
安
置
し

、
協
定
業
者

に
依

頼
し
て
直
接

火
葬

場
ま

で
搬

送
で

き
る
こ

と
を

伝
え

る
。
（
こ

の
時

の
搬
送

等
の

費
用

は
災
害

救
助

法
の
適

用
内
）

 

⑨
 

引
渡
し
後
は
、
死
亡
届
と

埋
火

葬
許
可

申
請
の

手
続

き
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を

伝
え
る

。
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６
 
遺
体

の
処
置
（
洗
浄

・
消
毒
等

）
 

(1
) 

検
視

・
検

案
の
前
に
必
要

な
範

囲
で
洗
浄
を
あ

ら
か

じ
め
行
っ

て
お

く
。

 

(2
) 

遺
体
の
処

置
に

は
、

感
染

症
を

防
ぐ
た

め
簡

易
防
護

服
・

マ
ス

ク
・
手

袋
・

ゴ
ー
グ

ル
等

を
着

用
す

る
。

 

(3
) 

動
員

班
は

、
職
員

1
人
ご
と

の
負
担

を
軽
減
す
る
た
め

、
遺
体
処
置

の
た
め
の
職
員

を
他

の
班

と
調

整
し

動
員
す
る
。

 

(4
) 

災
害
対
策

本
部

を
通

じ
て

遺
体

を
処
置

す
る

た
め
の

看
護

師
の

派
遣
を

静
岡

県
東
部

方
面

本
部

に
依

頼
す

る
。

 

(5
) 

遺
体
を
処

置
す

る
た

め
の

ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
の

派
遣
に

つ
い

て
は

、
災
害

対
策

本
部
を

通
じ

て
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア
支
援
本

部
に

依
頼
す
る
。

 

(6
) 

遺
体

の
処

置
を
行
う
場
所

は
資

料
2-

2
の
と

お
り
と

す
る

。
 

(7
) 

資
機

材
や

水
等
が
不
足
す

る
場

合
に
は
、
速
や

か
に

災
害
対
策

本
部

へ
連
絡

す
る

。
 

(8
) 

遺
族

の
遺

体
の
処
置
へ
の

参
加

に
つ
い
て
は
、

原
則

禁
止
と
す

る
。

 

(9
) 

処
置

の
終

わ
っ
た
遺
体
は

、
遺

体
収
納
袋
又
は

棺
に

収
容
す
る

。
 

 ７
 
遺
体

の
安
置

 
(1

) 
処
置

が
終

わ
っ
た
遺
体
を

安
置

場
所
へ
搬
送
す

る
（

資
料

2-
1
参
照

）
。

 

(2
) 

氏
名

及
び

遺
体
ナ
ン
バ
ー

を
記

載
し
た
名
札
を

遺
体

収
納
袋
又

は
棺

に
貼
付

す
る

。
 

(3
) 

遺
体

収
納

袋
又
は
棺
に
入

っ
て

い
る
遺
体
の
上

に
ド

ラ
イ
ア
イ

ス
を

敷
き
詰

め
る

。
 

(4
) 

身
元
不
明

の
遺

体
に

つ
い

て
は

、
遺
体

・
所

持
品
の

写
真

を
撮

影
し
、

身
元

不
明
遺

体
安

置
場

所
へ

搬
送

す
る
（
資
料

2-
1
参
照
）
。

 

(5
) 

遺
体
の
安

置
場

所
に

は
、

遺
族

心
情
を

考
慮

し
、
災

害
対

策
本

部
を
通

じ
て

協
定
業

者
に

祭
壇

等
の

設
置

を
依
頼
す
る
。

 

(6
) 

な
お
、
遺

体
の

安
置

場
所

に
つ

い
て
は

、
富

士
体
育

館
の

安
置

場
所
が

足
り

な
く
な

っ
た

場
合

や
、

遺
族

か
ら
の
申
し
出

が
あ

っ
た
場
合
な
ど

に
は

、
協
定
業

者
に

協
力
を

依
頼

す
る
。

 

(7
) 

身
元
不
明

遺
体

の
安

置
期

間
は

下
記
の

と
お

り
と
し

、
安

置
期

間
が
過

ぎ
た

遺
体
は

火
葬

し
、

遺
品

と
共

に
保
管
す
る
。

 

・
 

4
月
～

10
月
 
検
視

・
検
案
終
了
後

3
日
間

 

・
 

11
月
～

3
月
 

検
視
・
検
案

終
了
後

1
週

間
 

※
 

た
だ

し
、

遺
体
の

腐
敗
状
況
等

を
考
慮

し
、
臨

機
応

変
に
対
応

す
る

。
 

(8
) 

遺
骨

の
保

管
期
間
に
つ
い

て
は

5
年

間
と
し
、
期
間
を

過
ぎ
た

後
の

埋
蔵
等

に
つ
い
て
は
、
環

境
総

務
課

と
協
議
の
上
決

定
す

る
。

 

 

８
 
遺
体

の
引
渡
し
・
埋

火
葬
手
続

き
 

(1
) 

遺
体

の
引

渡
し
窓
口
を
設

置
す

る
。（

資
料

2-
1
参
照
）

 

(2
) 

処
置

が
完

了
し
た
遺
体
に

つ
い

て
は
、
速
や
か

に
遺

族
へ
引
き

渡
す

。
 

(3
) 

遺
族
へ
引

き
渡
す

際
は

、
「
遺

体
個
票

兼
遺
体
収

容
票
」
（

様
式

2 ）
又
は

「
遺
体
安

置
状
況

票
」

（
様

式
1）

を
基

に
、
遺
体
安
置

所
で

遺
体
・
遺
品
を

遺
族
と

確
認
す
る
と

と
も

に
、「

遺
体
及

び
遺

品
引

取
り

書
」
（

様
式

3 ）
に

必
要

事
項

を
記

入
の
上

、
引
取

り
者

に
住

所
・

氏
名

・
続

柄
・

連
絡

先
を
記
入
し
て

も
ら

う
。
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(4
) 

遺
族

へ
引

渡
し
後

「
遺
体

安
置

状
況
表

」（
様
式

1）
に

必
要
事
項

を
記
入
し
、

完
成
さ

せ
る

。
 

(5
) 

「
遺

体
及

び
遺
品

引
取
り

書
」
（
様
式

3）
に
記

入
し
て

も
ら
っ

た
後

、
死
亡

届
・
埋

火
葬

許
可

申
請

窓
口

（
位

置
は
資

料
2-

1
参
照
）

に
案

内
し

、
死
亡
届

書
及

び
埋

火
葬
許

可
申

請
書
を
記

入
、

提
出

し
て
も

ら
う
。

 

(6
) 

死
亡
届
及

び
埋

火
葬

許
可
申
請

の
受
付

、
埋

火
葬
許

可
証

の
発

行
業
務

は
市

民
窓
口

班
が

担
当

し
、
住
民

登
録

状
況

の
確
認
は

災
害
対

策
本

部
の
市

民
窓

口
班

と
電
話

・
Ｆ

Ａ
Ｘ
・

無
線

等
で

交
信

す
る

。
 

(7
) 

住
家
が
全

壊
し

た
な

ど
の
理
由

に
よ
り

遺
体

を
引
き

取
れ

な
い

遺
族
に

つ
い

て
は
、

埋
火

葬
の

手
続

き
が

終
了
し

、
埋
火

葬
に

搬
送
さ

れ
る
ま

で
は

、
遺
体
収

容
所

で
安
置

す
る

。
 

(8
) 

遺
体

を
直

接
火
葬

場
へ
搬

送
す

る
際
は

、
災
害

対
策

本
部
を
通

じ
て

協
定
業

者
に

依
頼
す

る
。

 

(9
) 

遺
体
を
自

宅
へ

搬
送

す
る
際
は

で
き
る

限
り

遺
族
へ

お
願

い
す

る
が
、

交
通

手
段
や

遺
族

の
心

情
を
考
慮

し
遺

族
で

の
搬
送
が

不
可
能

だ
と

判
断
さ

れ
た

と
き

は
、
災

害
対

策
本
部

を
通

じ
て

協
定

業
者

に
搬
送

を
依
頼

す
る

。
 

(1
0)

 遺
体

の
火

葬
等
の

手
続
き

に
つ

い
て
は

、
市
民

窓
口

班
マ
ニ
ュ

ア
ル

に
よ
る

も
の

と
す
る

。
 

 ９
 
遺

体
等
に
つ
い

て
の
問

い
合
わ
せ

・
災

害
対

策
本
部
と

の
連
絡

調
整

 
(1

) 
遺
体

等
に

つ
い
て

の
問
合

せ
窓

口
を
資

料
2-

1
の
と

お
り

設
置
す

る
。

 

(2
) 

問
合

せ
窓

口
に
は

「
遺
体

安
置

状
況
票

」（
様
式

1）
「
遺
体
個

票
兼

遺
体
収

容
票

」
（
様
式

2）

を
配

置
す

る
。

 

(3
) 

分
か
り
や

す
い

場
所

に
掲
示
板

を
設
置

し
、

身
元
不

明
の

遺
体

や
遺
族

が
判

明
し
て

い
な

い
処

置
済

の
遺

体
等
に

つ
い
て

の
情

報
を
次

ペ
ー
ジ

の
と

お
り
掲
示

す
る

。
 

【
身

元
が

判
明
し

て
い
る

が
遺

族
が
判

明
し
て
い
な
い
遺

体
】

 

 
・

氏
名

 
・
住

所
 
・

年
齢

 
・
性

別
 

【
身

元
不

明
の
遺

体
】

 

 
・

性
別

 
・
身

長
 
・

お
お

よ
そ
の

年
齢
 
・
身
体
的

特
徴
 

・
発

見
日
時

 
 

・
発
見
場
所
 
・
所
持
品
の
写
真
 
・
身
体
的
特
徴
部
分
の
写

真
 

(4
) 

身
元
不
明

の
遺

体
や

遺
族
が
判

明
し
て

い
な

い
遺
体

の
情

報
に

つ
い
て

は
、

遺
体
個

票
兼

遺
体

収
容

票
の

内
容
を

災
害
対

策
本

部
・
警

察
本
部

へ
報

告
す
る
。

 

(5
) 

災
害
対
策

本
部

へ
の

報
告
は
、

イ
ン
ト

ラ
ネ

ッ
ト
・

メ
ー

ル
・

Ｆ
Ａ
Ｘ

を
使

用
し
、

送
信

し
た

こ
と

を
災

害
対
策

本
部
情

報
処

理
シ
ス

テ
ム
の

災
害

情
報
に
入

力
す

る
。

 

上
記

の
も

の
が
全

て
使
用

で
き

な
い
場

合
は
、

無
線

を
使
用
し

て
報

告
す
る

。
 

報
告

は
1
日

1
回
と

し
、

16
時
段
階
の
も
の
を

17
時
ま

で
に
総

括
班

へ
報
告

す
る
。

 

 10
 遺

族
・
職

員
の
ケ
ア

 
(1

) 
遺
族

及
び

職
員
の

健
康
相

談
窓

口
を
設

置
す
る

。
 

(2
) 

あ
ら
か
じ

め
、

災
害

対
策
本
部

を
通
じ

て
、

県
へ
保

健
師

や
臨

床
心
理

士
、

カ
ウ
ン

セ
ラ

ー
等

の
派

遣
を

依
頼
す

る
。

 

(3
) 

窓
口

の
設

置
時
間

は
8
時

30
分

～
17

時
ま
で
と
す
る
。

 

(4
) 

体
調

や
気

分
が
悪

く
な
っ

た
職

員
の
た

め
に
、

休
憩

部
屋
を
柔

道
場

に
設
置

す
る

。
 

(5
) 

遺
体
措
置

業
務

の
中

で
も
、
特

に
遺
体

の
処

置
の
業

務
は

精
神

的
な
負

担
が

大
き
い

た
め

、
業



 

9  

資
料
５
－
１
４

 

務
に

あ
た

る
時
間
や
日
数

に
つ

い
て
は
十
分
配

慮
す

る
。

 

11
 災

害
救

助
法

の
適
用

に
係
る
事
務

処
理

 
(1

) 
大
規

模
災

害
時
に
は
、
下

記
の

事
項
に
つ
い
て

災
害

救
助
法
が

適
用

さ
れ
る

。
 

・
 

埋
葬

 

・
 

死
体

（
遺

体
）
の

捜
索

 

・
 

死
体

（
遺

体
）
の

措
置

 

(2
) 

災
害

救
助

法
に
係
る
事
務

処
理

は
福
祉
総
務
班

が
実

施
す
る
。

 

(3
) 

実
施

状
況

、
証
拠
書
類
等

（
災

害
救
助
法

 様
式

19
～

20
の

2 ）
に
つ
い
て

は
、
救
助
事
務
完

了
後

速
や

か
に
作
成
し
、

県
へ

報
告
す
る
。

 

(4
) 

日
報

（
災

害
救
助
法

 様
式

1
の

3 ）
は
県
へ
の
報
告
が

毎
日
必

要
な

た
め
、

下
記
の
事
項
に
つ

い
て

16
時
段
階

の
状
況
を
集

計
し
、

17
時
ま
で
に
福

祉
総
務

班
の

災
害
救

助
法
担
当
に

報
告

す
る

。
 

・
 

当
日

（
16

時
現

在
）
の
埋
火

葬
完
了
数
（
大
人
○

○
体
・

子
供
○
○
体

）
 

・
 

死
体

（
遺

体
）
の

発
見
数

 

・
 

死
亡

原
因

別
人
員

（
直
接
死
○

○
人
・

そ
の
他

○
○

人
）

 

・
 

死
体

（
遺

体
）
洗

浄
数

 

・
 

死
体

（
遺

体
）
消

毒
数

 

・
 

死
体

（
遺

体
）
縫

合
数
 
※
原

則
富
士

市
で
は

実
施

し
な
い
予

定
 

(5
) 

そ
の

他
災

害
救
助
法
に
係

る
事

務
処
理
の
詳
細

に
つ

い
て
は
、

災
害

救
助
の

手
引

き
を
参
照
。

 

 12
 遺

体
収
容

所
の
縮
小

・
閉
鎖

 
(1

) 
災

害
対
策

本
部

は
、

遺
体

の
収

容
数
等

や
搬

送
数
を

考
慮

し
、

富
士
警

察
署

と
協
議

の
う

え
、

遺
体

収
容

所
の
縮
小
や
閉

鎖
を

決
定
す
る
。

 

(2
) 

遺
体
収
容

所
を

閉
鎖

す
る

場
合

に
は
、

市
民

へ
広
報

す
る

ほ
か

、
身
元

不
明

の
遺
骨

の
引

渡
し

場
所

や
問

合
せ
先
に
つ
い

て
も

広
報
す
る
。

 

資
料

１
-１

遺
体

処
理

の
業

務
及

び
必

要
資

機
材

業
務

業
務

の
詳

細
必

要
な

資
機

材

開
設

施
設

の
開

錠
無

線
の

開
設

立
ち

入
り

禁
止

の
措

置
必

要
資

機
材

の
確

認
・

不
足

資
機

材
の

報
告

体
育

館
に

ビ
ニ

ー
ル

シ
ー

ト
を

敷
く

バ
ル

ー
ン

水
槽

に
水

を
貯

め
て

お
く

屋
内

の
設

営
（

応
急

危
険

度
判

定
終

了
後

）

施
設

の
鍵

　
無

線
　

ト
ラ

ロ
ー

プ
　

う
ま

ビ
ニ

ー
ル

シ
ー

ト
　

パ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
 
バ

ル
ー

ン
水

槽
　

発
電

機
　

コ
ピ

ー
機

パ
ソ

コ
ン

搬
送

遺
体

収
容

所
ま

で
の

搬
送

担
架

　
手

袋
　

マ
ス

ク
　

消
毒

液

受
付

遺
体

の
受

付
遺

体
個

票
兼

遺
体

収
容

票
の

作
成

遺
体

安
置

状
況

票
の

作
成

（
一

部
）

椅
子

　
机

　
筆

記
用

具
　

ダ
ン

ボ
ー

ル
　

ビ
ニ

ー
ル

袋
　

遺
体

識
別

バ
ン

ド
遺

体
個

票
兼

遺
体

収
容

票
遺

体
安

置
状

況
票

収
容

・
搬

送
受

付
・

処
置

が
完

了
し

た
遺

体
の

搬
送

・
収

容
担

架
　

手
袋

　
マ

ス
ク

　
消

毒
液

エ
プ

ロ
ン

 
毛

布

検
視

・
検

案
検

視
・

検
案

場
所

の
設

営

ビ
ニ

ー
ル

シ
ー

ト
　

手
袋

　
マ

ス
ク

消
毒

液
　

投
光

機
　

発
電

機
　

脚
立

　
机

扇
風

機
　

ビ
ニ

ー
ル

袋
　

お
香

死
体

検
案

書

面
会

・
相

談

遺
族

を
遺

体
と

面
会

さ
せ

る
。

洗
浄

方
法

や
引

渡
し

な
ど

、
こ

れ
か

ら
の

流
れ

に
つ

い
て

説
明

す
る

。
洗

浄
を

拒
否

す
る

場
合

に
は

、
遺

体
を

収
納

袋
等

に
入

れ
て

引
き

渡
す

。

机
　

椅
子

　
筆

記
用

具
　

簡
易

ベ
ッ

ド
　

毛
布

　
お

香

洗
浄

・
消

毒
遺

体
の

洗
浄

・
消

毒
を

行
う

簡
易

防
護

服
　

耐
薬

品
用

手
袋

マ
ス

ク
　

消
毒

液
（

オ
ス

バ
ン

）
ゴ

ー
グ

ル
　

バ
ル

ー
ン

水
槽

ビ
ニ

ー
ル

袋
　

バ
ケ

ツ
　

長
靴

浴
衣

　
割

り
箸

　
ガ

ー
ゼ

　
綿

　
包

帯
簡

易
ベ

ッ
ド

保
管

処
置

が
終

わ
っ

た
遺

体
を

遺
体

収
納

袋
又

は
棺

に
入

れ
、

保
管

す
る

。
遺

体
収

納
袋

又
は

棺
に

氏
名

及
び

遺
体

ナ
ン

バ
ー

を
記

載
し

た
名

札
を

貼
り

付
け

る
。

身
元

不
明

の
遺

体
に

つ
い

て
は

、
遺

体
・

所
持

品
の

写
真

を
撮

影
し

、
身

元
不

明
遺

体
安

置
所

で
保

管
す

る
。

遺
体

収
納

袋
　

棺
　

ド
ラ

イ
ア

イ
ス

白
地

の
布

　
カ

メ
ラ

　
名

札
遺

体
安

置
状

況
票

　
筆

記
用

具
祭

壇
（

協
定

業
者

）

引
渡

し

遺
族

へ
の

遺
体

の
引

渡
し

遺
族

へ
遺

体
及

び
遺

品
引

取
り

書
の

記
入

を
お

願
い

す
る

。
遺

体
安

置
状

況
表

の
作

成

机
　

椅
子

　
筆

記
用

具
遺

体
及

び
遺

品
引

取
り

書
遺

体
安

置
状

況
票

死
亡

届
等

手
続

き

死
亡

届
の

受
理

埋
火

葬
許

可
証

の
発

行
火

葬
場

と
の

連
絡

調
整

机
　

椅
子

　
死

亡
届

埋
火

葬
許

可
申

請
書

　
無

線
　

筆
記

用
具

パ
ソ

コ
ン

問
い

合
わ

せ
連

絡
・

調
整

遺
体

等
に

つ
い

て
の

問
い

合
わ

せ
対

応
身

元
不

明
の

遺
体

や
遺

族
が

判
明

し
て

い
な

い
遺

体
に

つ
い

て
、

情
報

を
掲

示
板

に
掲

示
す

る
。

本
部

へ
身

元
不

明
遺

体
等

の
情

報
を

報
告

す
る

。

電
話

　
無

線
　

Ｆ
Ａ

Ｘ
　

筆
記

用
具

机
　

椅
子

　
パ

ソ
コ

ン
掲

示
板

　
遺

体
個

票
兼

遺
体

収
容

票

心
の

ケ
ア

遺
族

・
職

員
の

健
康

相
談

机
　

椅
子

　
筆

記
用

具

（
資

料
1-

1
）

資
料
５
－
１

４



資
料

１
－

２

必
要

資
機

材
調

達
先

一
覧

品
名

調
達

先
品

名
調

達
先

発
電

機
5

台
八

代
町

倉
庫

施
設

の
鍵

1
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課

ビ
ニ

ー
ル

シ
ー

ト
2
0
0

枚
八

代
町

倉
庫

死
亡

届
死

体
検

案
書

3
0
0

枚
市

民
課

ト
ラ

ロ
ー

プ
5

巻
八

代
町

倉
庫

埋
火

葬
許

可
申

請
書

3
0
0

枚
市

民
課

工
事

用
う

ま
1
0

台
八

代
町

倉
庫

オ
ス

バ
ン

1
0
0

本
環

境
総

務
課

ビ
ニ

ー
ル

シ
ー

ト
2
0
0

枚
八

代
町

倉
庫

無
線

1
基

防
災

危
機

管
理

課

担
架

4
台

八
代

町
倉

庫
バ

ル
ー

ン
水

槽
2

基
吉

原
ま

ち
セ

ン

使
い

捨
て

手
袋

1,
0
0
0

枚
八

代
町

倉
庫

簡
易

防
護

服
1
0
0

着
消

防
署

各
分

署

使
い

捨
て

マ
ス

ク
5
0
0

枚
八

代
町

倉
庫

耐
薬

品
用

手
袋

1
0
0

枚
消

防
署

各
分

署

消
毒

液
1
0

本
八

代
町

倉
庫

浴
衣

3
0
0

着
協

定
（

葬
儀

社
）

エ
プ

ロ
ン

1
0
0

枚
八

代
町

倉
庫

棺
3
0
0

個
協

定
（

葬
儀

社
）

シ
ー

ツ
8
0

枚
八

代
町

倉
庫

白
地

の
布

3
0
0

枚
協

定
（

葬
儀

社
）

ア
ル

ミ
シ

ー
ト

5
0

枚
八

代
町

倉
庫

綿
協

定
（

葬
儀

社
）

簡
易

ベ
ッ

ド
6

台
八

代
町

倉
庫

祭
壇

2
式

協
定

（
葬

儀
社

）

バ
ケ

ツ
5

個
八

代
町

倉
庫

消
臭

剤
（

お
香

）
協

定
（

葬
儀

社
）

投
光

機
1
0

台
八

代
町

倉
庫

ド
ラ

イ
ア

イ
ス

3
,0

0
0

㎏
協

定
（

業
者

）

毛
布

3
5
0

枚
五

貫
島

倉
庫

長
靴

5
0

足
協

定
（

商
工

班
）

遺
体

収
納

袋
2
0
0

枚
五

貫
島

倉
庫

ダ
ン

ボ
ー

ル
3
0
0

個
協

定
（

商
工

班
）

椅
子

富
士

体
育

館
割

り
箸

3
0
0

本
協

定
（

商
工

班
）

机
富

士
体

育
館

ガ
ー

ゼ
1
,0

0
0

枚
協

定
（

商
工

班
）

パ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
富

士
体

育
館

ゴ
ー

グ
ル

1
0
0

個
協

定
（

商
工

班
）

パ
ソ

コ
ン

3
台

富
士

体
育

館
使

い
捨

て
タ

オ
ル

3
0
0

枚
協

定
（

商
工

班
）

電
話

1
台

富
士

体
育

館
包

帯
1
0
0

巻
協

定
（

商
工

班
）

Ｆ
Ａ

Ｘ
1

台
富

士
体

育
館

ビ
ニ

ー
ル

袋
10

0
0

枚
協

定
（

商
工

班
）

コ
ピ

ー
機

1
台

富
士

体
育

館
脚

立
4

台
協

定
（

商
工

班
）

遺
体

個
票

兼
遺

体
収

容
票

3
0
0

枚
富

士
体

育
館

（
予

定
）

扇
風

機
4

台
協

定
（

商
工

班
）

遺
体

安
置

状
況

表
3
0

枚
富

士
体

育
館

（
予

定
）

カ
メ

ラ
1

台

筆
記

用
具

一
式

富
士

体
育

館
（

予
定

）
名

札
3
0
0

枚

遺
体

識
別

バ
ン

ド
3
0
0

本
富

士
体

育
館

（
予

定
）

遺
体

及
び

所
持

品
引

取
り

書
3
0
0

枚
富

士
体

育
館

（
予

定
）

数
量

数
量

（
資

料
1-

2
）

資
料
５
－
１

４

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課

資
料

２
－

１

駐
車

場

（
資

料
2
-2

参
照

）

剣
道

場

身
元

判
明

遺
体

安
置

場
所

（
処

置
終

了
後

）

柔
道

場

職
員

休
憩

場
所

女
子

更
衣

室

女
子

ト
イ

レ

男
子

更
衣

室

男
子

ト
イ

レ

機
械

室

会
議

室

事
務

室

健
康

相
談

室

Ｅ
Ｖ

埋
火

葬
手

続
き

問 合 せ

窓 口

市 民

受 付

シ
ャ

ワ
ー

室

シ
ャ

ワ
ー

室

掲
示

板
掲

示
板

祭
壇

引 渡 し

窓 口

パ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン

市
民

等
の

入
館

経
路

市
民

等
の

入
館

経
路

Ｅ
Ｖ

機
械

室

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

ル
ー

ム

吹
抜

女
子

ト
イ

レ

パ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン

男
子

ト
イ

レ

遺
品

一
時

預
か

り
所

面
会

場
所

面
会

場
所

面
会

場
所

ベ
ッ

ド

ベ
ッ

ド

ベ
ッ

ド

遺
族

待
合

所

身
元

不
明

遺
体

安
置

場
所

（
処

置
終

了
後

）

資
機

材
置

き
場

祭 壇

１
Ｆ

２
Ｆ

遺
体

収
容

所
配

置
予

定
図

資
料
５
－
１
４

富
士

市
ス

ポ
ー

ツ
協

会
事

務
局



遺
体

収
容

所
　

駐
車

場
配

置
予

定
図

資
料

２
－

２

機 械 室

剣 道 場 （ 身 元 判 明 遺 体 ） 柔 道 場 （ 職 員 休 憩 室 ）

倉
庫

受
付

遺
体

搬
入

洗
浄

側
溝

検
視

・
検

案

検
案

待
ち

納
体

袋
へ

収
納

な
ど

車
両

進
行

方
向

出
口

身
元

不
明

遺
体

は
２

階
へ

水
槽

ブ
ル

ー
シ

ー
ト

（
固

定
）

ブ
ル

ー
シ

ー
ト

（
開

閉
式

）
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資
料

６
－

１

輸
送

路
種

別
延

長
(ｍ

)

全
体

16
0

2
0
1
,2

8
0

1
9
3
,9

2
0

2
3
0
,5

5
0

3
5
0
,6

8
0

4
2
6
,1

3
0

＊
緊

急
輸

送
路

の
位

置
図

は
、

「
富

士
市

防
災

マ
ッ

プ
（
P
3
0
以

降
）
」
参

照

種
別

名
　

　
　

称
重

要
拠

点
ヘ

リ
ポ

ー
ト

消
防

災
害

拠
点

病
院

救
護

病
院

支
援

病
院

医
療

救
護

所
兼

指
定

避
難

所

指
定

避
難

所
地

区
防

災
拠

点

1
東

名
高

速
道

路
19

,1
00

1
新

東
名

高
速

道
路

19
,6

20

1
1

国
道

国
道

１
号

12
,0

00

1
1
39

国
道

国
道

1
3
9
号

西
富

士
道

路
6,

1
0
0

1
4
69

国
道

国
道

46
9号

10
,9

00
勢

子
辻

林
業

施
設

展
示

場

1
24

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
裾

野
線

9,
1
0
5

勢
子

辻
林

業
施

設
展

示
場

1
72

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
白

糸
滝

公
園

線
1,

6
0
0

1
88

県
道

主
要

地
方

道
 一

色
久

沢
線

2,
7
4
0

1
88

県
道

主
要

地
方

道
 一

色
久

沢
線

1,
4
2
0

1
1
74

県
道

富
士

停
車

場
線

1
,1

00

1
3
53

県
道

田
子

の
浦

港
富

士
イ

ン
タ

ー
線

2,
4
0
0

1
3
53

県
道

田
子

の
浦

港
富

士
イ

ン
タ

ー
線

1,
6
2
0

1
1

港
湾

道
路

臨
港

道
路

1号
線

10
0

1
3

港
湾

道
路

臨
港

道
路

3号
線

28
0

1
5

港
湾

道
路

臨
港

道
路

5号
線

12
0

1
6

港
湾

道
路

臨
港

道
路

6号
線

24
0

1
7

港
湾

道
路

臨
港

道
路

7号
線

1,
18

0

1
11

港
湾

道
路

臨
港

道
路

11
号

線
43

5

1
12

港
湾

道
路

臨
港

道
路

12
号

線
5
0

1
17

港
湾

道
路

臨
港

道
路

17
号

線
78

0

1
34

-
3

市
道

左
富

士
臨

港
線

2
35

1
45

-
2

市
道

田
子

浦
伝

法
線

8
70

1
45

-
3

市
道

田
子

浦
伝

法
線

1
,0

00

1
60

市
道

一
色

小
沢

3号
線

7
85

1
1
39

国
道

国
道

13
9号

1
40

2
1
39

国
道

国
道

13
9号

2
,2

50

2
1
39

国
道

国
道

1
39

号
（指

定
区

間
外

）
3,

5
0
0

2
10

県
道

富
士

川
身

延
線

7
,8

00
富

士
川

分
署

富
士

川
体

育
館

2
3
80

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
清

水
線

4,
0
0
0

2
3
96

県
道

県
道

富
士

由
比

線
7
,7

00
富

士
川

第
一

中

2
4
14

県
道

富
士

富
士

宮
線

5
,3

00

3
22

県
道

主
要

地
方

道
 三

島
富

士
線

3
2
0

聖
隷

富
士

病
院

3
22

県
道

主
要

地
方

道
 三

島
富

士
線

9
8
0

富
士

市
立

高
吉

永
第

一
小

、
吉

永
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

3
24

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
裾

野
線

3,
1
0
0

富
士

見
台

分
署

吉
原

第
二

中
吉

原
高

、
富

士
東

高

3
72

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
白

糸
滝

公
園

線
1,

8
4
0

大
淵

分
署

大
淵

中
大

淵
第

一
小

3
76

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
富

士
宮

由
比

線
1,

9
4
0

新
富

士
病

院
、

富
士

い
き

い
き

病
院

3
88

県
道

主
要

地
方

道
 一

色
久

沢
線

5
4
0

鷹
岡

中

3
1
67

県
道

県
道

 須
津

東
田

子
の

浦
停

車
場

線
5
5
5

須
津

中
須

津
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

3
1
69

県
道

県
道

 吉
永

吉
原

停
車

場
線

6
5
0

富
士

市
立

高
吉

永
第

一
小

、
吉

永
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

3
1
70

県
道

県
道

 田
子

の
浦

港
大

野
線

9
6
0

臨
港

分
署

元
吉

原
中

元
吉

原
小

、
元

吉
原

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

3
1
72

県
道

県
道

 吉
原

田
子

浦
港

線
1
9
0

聖
隷

富
士

病
院

3
1
88

県
道

県
道

 岩
淵

富
士

川
停

車
場

線
7
5
0

富
士

川
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

富
士

川
第

一
小

緊
急

輸
送

路
の

設
定

状
況

富
士

市
緊

急
輸

送
路

 

３
次

緊
急

輸
送

路
（物

資
等

輸
送

路
線

）

３
次

緊
急

輸
送

路
(救

護
関

連
及

び
広

域
物

資
拠

点
へ

の
ル

ー
ト
)

２
次

緊
急

輸
送

路

１
次

緊
急

輸
送

路

関
連

拠
点

名
路

線
名

輸 送 路 種 別

路 線 番 号

延
長

（
ｍ

）

資
料

６
－

１

種
別

名
　

　
　

称
重

要
拠

点
ヘ

リ
ポ

ー
ト

消
防

災
害

拠
点

病
院

救
護

病
院

支
援

病
院

医
療

救
護

所
兼

指
定

避
難

所

指
定

避
難

所
地

区
防

災
拠

点

関
連

拠
点

名
路

線
名

輸 送 路 種 別

路 線 番 号

延
長

（
ｍ

）

3
1

市
道

臨
港

富
士

線
3,

2
4
5

富
士

市
役

所
中

央
消

防
署

3
1

市
道

臨
港

富
士

線
1
5
0

 
富

士
市

防
災

ヘ
リ

ポ
ー

ト

3
2

市
道

吉
原

沼
津

線
4,

8
1
0

吉
永

分
署

吉
原

第
三

中

3
4
-1

市
道

比
奈

間
門

線
5
3
0

吉
原

第
三

中

3
9

市
道

木
ノ

宮
富

士
岡

線
8
3
5

富
士

見
台

分
署

3
31

市
道

水
神

林
町

線
3
0

 
か

り
が

ね
緑

地
グ

ラ
ン

ド

3
32

-
1

市
道

吉
原

浮
島

線
39

0
 

富
士

市
防

災
ヘ

リ
ポ

ー
ト

3
32

-
2

市
道

 
 

吉
原

浮
島

線
44

0
富

士
市

東
球

場

3
34

-
3

市
道

左
富

士
臨

港
線

15
5

岳
陽

中

3
35

市
道

中
島

林
町

線
5
5
5

川
村

病
院

富
士

中

3
41

市
道

弥
生

線
1,

3
1
0

聖
隷

富
士

病
院

吉
原

第
一

中

3
42

-
3

市
道

富
士

鷹
岡

線
46

0
川

村
病

院
富

士
中

3
42

-
3

市
道

富
士

鷹
岡

線
19

0
西

消
防

署

3
43

-
3

市
道

田
子

浦
鷹

岡
線

28
0

富
士

川
緑

地
公

園

3
50

市
道

前
田

宮
下

線
3
2
5

ふ
じ

さ
ん

め
っ

せ

3
50

市
道

前
田

宮
下

線
1,

0
1
0

南
分

署

3
54

-
1

市
道

本
市

場
大

渕
線

48
5

岩
松

中
富

士
中

央
小

、
富

士
駅

北
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

3
55

市
道

五
味

島
岩

本
線

2,
5
8
0

岩
松

中
富

士
高

3
57

-
1

市
道

天
間

清
水

久
保

1号
線

7
00

鷹
岡

分
署

3
59

市
道

片
倉

若
松

町
線

1,
4
5
0

 
富

士
市

総
合

運
動

公
園

湖
山

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョ

ン
病

院

3
61

市
道

間
門

上
ノ

山
1号

線
6
9
0

吉
原

北
中

神
戸

小
、

神
戸

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

3
64

市
道

伝
法

原
田

線
3
0
0

吉
原

第
二

中

3
65

市
道

新
富

士
イ

ン
タ

ー
城

山
線

2,
7
1
0

3
75

市
道

富
士

川
蒲

原
線

1,
8
7
0

 
富

士
川

河
川

敷
憩

い
の

広
場

3
82

市
道

市
場

清
水

線
5
0

 
俵

石
ス

ポ
ー

ツ
広

場

3
1
01

市
道

今
井

砂
山

線
6
0

臨
港

分
署

元
吉

原
中

3
1
02

市
道

今
井

毘
沙

門
町

線
5
0
0

臨
港

分
署

元
吉

原
中

3
1
03

市
道

今
井

鈴
川

線
1
0
5

元
吉

原
中

3
1
1
3
-
1

市
道

岩
世

ヶ
原

神
戸

西
線

29
0

吉
原

北
中

3
1
25

市
道

西
片

倉
三

ツ
倉

線
3
6
0

（
一

社
）
日

本
建

設
機

械
施

工
協

会

施
工

技
術

総
合

研
究

所

3
1
68

市
道

三
四

軒
屋

森
島

線
5
2
0

富
士

南
中

富
士

南
小

、
富

士
南

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

3
1
75

市
道

中
丸

柳
島

線
4
6
0

田
子

中

3
1
8
4
-
1

市
道

荒
田

島
中

里
線

15
0

今
泉

小

3
1
8
4
-
2

市
道

荒
田

島
中

里
線

41
0

今
泉

小

3
2
02

市
道

元
吉

原
中

里
線

4
0
0

須
津

中
須

津
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

3
2
05

市
道

田
中

新
田

中
里

線
1,

0
3
0

富
士

市
東

球
場

3
2
11

市
道

鈴
川

東
町

1号
線

2
9
0

臨
港

分
署

3
2
12

市
道

鈴
川

中
町

7号
線

4
6
0

臨
港

分
署

元
吉

原
中

3
2
2
4
-
2

市
道

宝
町

高
島

線
13

0
富

士
整

形
外

科
病

院

3
2
2
4
-
3

市
道

宝
町

高
島

線
44

0
富

士
整

形
外

科
病

院

3
2
2
4
-
4

市
道

宝
町

高
島

線
18

0
中

央
病

院

3
2
43

市
道

富
士

川
駅

中
之

郷
線

6
0

富
士

川
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

富
士

川
第

一
小

3
2
52

市
道

原
方

中
野

線
8
0

 
俵

石
ス

ポ
ー

ツ
広

場

3
10

3
8

市
道

大
野

新
田

居
村

1号
線

3
20

臨
港

分
署

元
吉

原
中

元
吉

原
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

3
10

4
8

市
道

今
井

三
丁

目
1号

線
16

5
臨

港
分

署
元

吉
原

中

3
10

5
4

市
道

今
井

一
丁

目
2号

線
48

0
臨

港
分

署
元

吉
原

中

3
11

1
6

市
道

中
里

大
坪

新
田

添
3
号

線
1
20

富
士

市
東

球
場

3
12

4
0

市
道

中
里

久
保

7号
線

11
0

須
津

中

3
12

4
3

市
道

中
里

愛
鷹

1号
線

15
0

須
津

中

3
20

4
1

市
道

比
奈

祢
宜

前
2号

線
19

0
富

士
市

立
高

3
20

4
8

市
道

比
奈

祢
宜

前
6号

線
67

0
富

士
市

立
高

校

（
第

２
グ

ラ
ン

ド
）

3
30

8
1

市
道

中
央

町
二

丁
目

9号
線

65
芦

川
病

院

3
30

8
5

市
道

中
央

町
二

丁
目

1
3
号

線
50

芦
川

病
院



資
料

６
－

１

種
別

名
　

　
　

称
重

要
拠

点
ヘ

リ
ポ

ー
ト

消
防

災
害

拠
点

病
院

救
護

病
院

支
援

病
院

医
療

救
護

所
兼

指
定

避
難

所

指
定

避
難

所
地

区
防

災
拠

点

関
連

拠
点

名
路

線
名

輸 送 路 種 別

路 線 番 号

延
長

（
ｍ

）

3
42

0
5

市
道

五
貫

島
靖

国
3号

線
4
00

富
士

川
緑

地
公

園

3
42

0
6

市
道

五
貫

島
堤

添
1号

線
1
70

富
士

川
緑

地
公

園

3
43

7
1

市
道

五
貫

島
靖

国
4号

線
1
85

富
士

南
中

富
士

南
小

、
富

士
南

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

3
43

7
2

市
道

五
貫

島
天

神
通

1号
線

1
2
0

富
士

南
中

富
士

南
小

、
富

士
南

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

3
43

4
5

市
道

森
下

横
道

下
1号

線
1
20

富
士

南
中

3
46

7
6

市
道

美
土

原
中

の
浦

南
線

1
45

田
子

浦
中

3
47

0
1

市
道

柳
島

広
町

8号
線

6
30

ふ
じ

さ
ん

め
っ

せ

3
61

5
3

市
道

松
岡

大
堀

添
7号

線
60

岩
松

中

3
70

0
6

市
道

比
奈

西
鴻

ノ
巣

1
号

線
1
5
0

 
富

士
市

立
高

校
（
第

２
グ

ラ
ン

ド
）

3
71

0
8

市
道

富
士

見
台

七
丁

目
6
号

線
4
8
0

富
士

見
台

分
署

3
73

9
6

市
道

大
淵

庚
申

松
1号

線
2
10

湖
山

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョ

ン
病

院

3
75

0
0

市
道

久
沢

大
久

保
23

号
線

50
富

士
い

き
い

き
病

院

3
75

0
2

市
道

久
沢

大
久

保
24

号
線

90
富

士
い

き
い

き
病

院

3
90

0
3

市
道

幸
町

大
楽

窪
線

2
10

共
立

蒲
原

病
院

3
90

0
4

市
道

大
楽

窪
線

50
共

立
蒲

原
病

院

3
91

0
7

市
道

古
谿

会
下

線
1
00

富
士

川
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

3
91

8
5

市
道

久
保

地
中

野
線

3
90

松
野

学
園

松
野

学
園

3
93

6
1

市
道

中
野

富
士

川
線

2
10

 
俵

石
ス

ポ
ー

ツ
広

場

3
林

道
七

色
石

線
1
,1

90
少

年
自

然
の

家

丸
火

体
育

館

3
林

道
丸

火
線

1
00

少
年

自
然

の
家

丸
火

体
育

館

4
22

県
道

主
要

地
方

道
 三

島
富

士
線

1
4
5

須
津

小

4
72

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
白

糸
滝

公
園

線
1,

2
5
0

旧
大

淵
第

二
小

4
76

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
富

士
宮

由
比

線
3
0
0

旧
吉

原
東

中

4
76

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
富

士
宮

由
比

線
70

4
76

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
富

士
宮

由
比

線
9
9
0

吉
永

第
二

小
、

吉
永

北
ま

ち
づ

く
り
セ

ン
タ

ー

4
76

県
道

主
要

地
方

道
 富

士
富

士
宮

由
比

線
75

大
淵

第
一

小

4
1
70

県
道

県
道

 田
子

の
浦

港
大

野
線

70
元

吉
原

小
、

元
吉

原
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
1
74

県
道

県
道

 富
士

停
車

場
線

7
1
0

富
士

第
二

小
、

富
士

駅
南

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
1
75

県
道

県
道

 鷹
岡

富
士

停
車

場
線

1
6
5

富
士

第
一

小

4
1
76

県
道

県
道

 鷹
岡

柚
木

線
2
35

岩
松

小
、

岩
松

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
1
76

県
道

県
道

 鷹
岡

柚
木

線
7
00

天
間

小

4
2

市
道

吉
原

沼
津

線
2
,3

50
東

小
、

浮
島

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
9

市
道

木
ノ

宮
富

士
岡

線
3
60

富
士

見
台

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
14

市
道

富
士

本
線

6
40

旧
大

淵
第

二
小

4
15

市
道

八
王

子
富

士
本

線
3
,6

50
旧

大
淵

第
二

小

4
30

市
道

旭
町

富
士

宮
線

9
10

岩
本

保
育

園

4
34

-
1

市
道

左
富

士
臨

港
線

5
50

原
田

小
、

原
田

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
34

-
2

市
道

左
富

士
臨

港
線

4
15

原
田

小
、

原
田

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
34

-
3

市
道

左
富

士
臨

港
線

8
70

広
見

小
、

広
見

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
42

-
2

市
道

富
士

鷹
岡

線
4
25

富
士

駅
北

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
43

-
1

市
道

田
子

浦
鷹

岡
線

1
,0

05
岩

松
北

小
学

校
、

岩
松

北
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
54

-
1

市
道

本
市

場
大

渕
線

1
10

富
士

中
央

小
、

富
士

北
ま

ち
づ

く
り
セ

ン
タ

ー

4
61

市
道

間
門

上
ノ

山
1号

線
6
30

吉
永

第
二

小
、

吉
永

北
ま

ち
づ

く
り
セ

ン
タ

ー

4
64

市
道

伝
法

原
田

線
2
60

吉
原

高
校

4
64

市
道

伝
法

原
田

線
5
60

原
田

小
、

原
田

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
1
01

市
道

今
井

砂
山

線
1
05

元
吉

原
小

、
元

吉
原

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
1
30

市
道

高
屋

天
間

沢
線

70
天

間
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
1
37

市
道

片
倉

末
広

町
線

1
,1

90
丘

小
、

丘
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
1
42

市
道

吉
原

上
中

町
線

2
30

伝
法

小
、

伝
法

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
1
53

市
道

滝
戸

旭
町

線
8
80

岩
本

保
育

園

4
1
69

市
道

宮
島

宮
下

線
70

富
士

南
小

4
1
85

市
道

荒
田

島
日

吉
町

線
1
65

吉
原

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
1
99

市
道

本
町

四
丁

河
原

線
1
75

富
士

見
中

、
富

士
見

高

資
料

６
－

１

種
別

名
　

　
　

称
重

要
拠

点
ヘ

リ
ポ

ー
ト

消
防

災
害

拠
点

病
院

救
護

病
院

支
援

病
院

医
療

救
護

所
兼

指
定

避
難

所

指
定

避
難

所
地

区
防

災
拠

点

関
連

拠
点

名
路

線
名

輸 送 路 種 別

路 線 番 号

延
長

（
ｍ

）

4
2
01

市
道

十
兵

衛
宮

島
線

2
5
0

富
士

第
二

小
、

富
士

駅
南

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
2
2
4
-
2

市
道

宝
町

高
島

線
10

0
吉

原
小

、
吉

原
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
12

3
0

市
道

中
里

宮
組

3号
線

3
0

須
津

小

4
13

3
3

市
道

西
船

津
中

村
4号

線
8
0

東
小

4
20

2
5

市
道

富
士

岡
背

戸
田

1号
線

3
65

旧
吉

原
東

中

4
20

3
5

市
道

比
奈

上
荒

川
1号

線
5
0

旧
吉

原
東

中

4
21

3
6

市
道

今
泉

三
丁

目
3号

線
7
5

今
泉

小

4
23

1
1

市
道

今
泉

六
丁

目
1号

線
39

5
今

泉
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
41

1
5

市
道

鮫
島

浜
の

島
2号

線
10

0
田

子
浦

小

4
41

2
2

市
道

中
丸

家
体

1号
線

14
0

田
子

浦
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
41

2
7

市
道

中
丸

家
体

5号
線

22
0

田
子

浦
小

4
43

1
5

市
道

上
横

割
新

宿
1号

線
16

0
富

士
第

二
小

、
富

士
駅

南
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
50

4
1

市
道

本
市

場
郷

蔵
前

1号
線

1
60

富
士

第
一

小

4
50

9
4

市
道

本
町

二
丁

目
3号

線
8
0

富
士

駅
北

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
52

9
0

市
道

松
岡

大
堀

添
3号

線
13

0
岩

松
小

、
岩

松
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
55

0
6

市
道

米
之

宮
町

21
号

線
11

5
富

士
中

央
小

、
富

士
北

ま
ち

づ
く
り
セ

ン
タ

ー

4
55

0
8

市
道

米
之

宮
町

23
号

線
10

0
富

士
北

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
60

5
7

市
道

厚
原

大
石

6号
線

19
0

丘
小

4
61

2
6

市
道

岩
本

滝
戸

道
南

2号
線

3
00

岩
松

北
小

、
岩

松
北

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
61

5
3

市
道

松
岡

大
堀

添
7号

線
14

0
岩

松
小

4
62

8
3

市
道

久
沢

二
丁

目
9号

線
21

0
鷹

岡
小

4
62

9
0

市
道

久
沢

峯
畑

2号
線

20
0

鷹
岡

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
4

62
9
8

市
道

久
沢

馬
見

塚
4号

線
4
0

鷹
岡

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
4

63
4
9

市
道

天
間

樋
下

1号
線

4
5

天
間

小
4

63
7
6

市
道

天
間

高
谷

戸
1号

線
37

0
天

間
幼

稚
園

4
63

7
7

市
道

天
間

高
谷

5号
線

1
5

天
間

幼
稚

園
4

65
4
2

市
道

伝
法

厚
原

線
3
5

丘
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
70

5
9

市
道

今
泉

木
ノ

宮
1号

線
13

0
富

士
東

高
校

4
71

4
9

市
道

富
士

見
台

一
丁

目
4
号

線
3
20

富
士

見
台

小
4

71
2
2

市
道

富
士

見
台

六
丁

目
６
号

線
25

富
士

見
台

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
71

2
3

市
道

富
士

見
台

六
丁

目
7
号

線
1
40

富
士

見
台

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー

4
71

8
1

市
道

神
戸

寺
下

1号
線

13
0

神
戸

小
4

72
2
4

市
道

一
色

荻
ノ

原
上

1
号

線
1
30

青
葉

台
小

4
72

5
3

市
道

広
見

本
町

11
号

線
11

0
広

見
小

、
広

見
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

4
74

4
9

市
道

大
淵

狐
窪

8号
線

5
5

大
淵

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
4

74
5
5

市
道

大
淵

狐
窪

14
号

線
8
5

大
淵

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
4

75
2
0

市
道

鵜
無

ヶ
淵

小
向

2号
線

45
吉

永
第

二
小

、
吉

永
北

ま
ち

づ
く
り
セ

ン
タ

ー

4
81

1
7

市
道

大
淵

鳥
追

窪
2号

線
22

0
旧

大
淵

第
二

小
4

93
8
9

市
道

原
方

小
車

線
31

5
松

野
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

Ｌ
＝

ｍ
合

計
2
0
1
,2

8
0
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緊
急

通
行
車
両
の

確
認
申
出
手
続
 

 

指
定
行

政
機
関

等
が
行
う
災

害
応
急

対
策
の
迅
速

化
及
び

発
災
後
の
確

認
手
続

き
の
効

率
化

に
資
す
る
た
め
、
緊
急

通

行
車

両
の

確
認
申

出
を
推

進
す

る
も
の
と
す
る

。
 

 １
．

確
認

申
出

手
続
き
 

(
1
) 
確

認
申
出

対
象
車
両
 

確
認

申
出
対
象
車
両
は
次

の
い

ず
れ
に
も
該
当

す
る

車
両
で
あ

る
。
 

ア
 

指
定
行
政
機
関
等
が

所
有

し
、
若

し
く
は
指
定
行
政
機
関
等

が
契
約
に
よ

り
専
ら

自
ら

の
活
動

に
使
用

し
、
又

は
他
か
ら

調
達
す

る
車
両
で
あ

る
こ
と

。
 

イ
 

大
規
模
地
震
対
策
特

別
措

置
法
第

21
条
に
定
め
る

地
震
防
災
応

急
対
策

又
は
災
害
対

策
基
本

法
第

5
0
条
に
定

め
る
災
害

応
急
対

策
を
実
施
す

る
計
画

が
あ
る

車
両

で
あ
る
こ

と
。
 

(
2
) 
届

出
の
方

法
 

ア
 

警
察
署
交
通
課
に
備

え
付

け
て
あ
る
緊
急

通
行

車
両
確
認

申
出
書
に
よ

り
届

け
出
る

。
 

イ
 

緊
急
輸
送
車
両
を
使

用
す

る
指
定
行
政
機

関
等

の
所
在
地

を
管
轄
す
る

警
察

署
交
通

課
に
提
出
す
る
。
 

(
3
) 
申

出
済
証

等
の
交
付
 

ア
 

審
査
を
経
た
緊
急
通

行
車

両
に
つ
い
て
は
「

標
章
」
及
び
「
緊
急
通
行

車
両

確
認
証

明
書
」
を
警
察

署
を
経
由

し
て
交
付

す
る
。
 

イ
 
「
標
章
」
及
び
「
緊
急
通
行
車
両

確
認

証
明
書
」
の
交

付
を
受

け
た

車
両
は

自
動
車

検
査
証
と
一

体
保
管
す
る
。
 

(
4
) 
標

章
の
返

納
 

標
章
の
交

付
を
受

け
た
者
は
、

次
の
場

合
に
公

安
委

員
会
に
対

し
標

章
を
返

納
す
る
も
の

と
す
る
。
 

ア
 

当
該
車
両
が
、
緊
急

通
行

車
両
に
該
当
し

な
く

な
っ
た
と

き
。
 

イ
 

当
該
車
両
が
廃
車
に

な
っ

た
と
き
。
 

ウ
 

そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
緊

急
通
行
車
両
と

し
て

の
必
要
性

が
な
く
な
っ

た
と

き
。
 

  

指
定

行
政

機
関

等
が

保
有

す
る
車

両
を

使
用

申
請
者

に
交

付

指
定

行
政

機
関

等
が

常
時

専
用

に
契

約
し
て

い
る

車
両

を
使

用

確
認
申

出
書

添
付
書

類
　

賃
貸

契
約

書
、

　
業
務

委
託

等
　

の
契

約
書

類

警
察
本

部
で

審
査

管
轄

警
察

署
へ

提
出

緊
急
通

行
業

務
を
行

う
指
定

行
政

機
関

等
確

認
申
出

書
類
作

成

確
認
申

出
書

緊
急

通
行
車

両
確
認

申
出
チ

ャ
ー
ト

使
用
車

両
申

出
書

類

「
標
章

」
及

び
「

確
認

証
明
書

」
の

発
行

警
察
本

部
か

ら
警

察
署
へ

送
付

指
定

行
政

機
関

等
が

他
か
ら

調
達

す
る
車

両
を

使
用

確
認
申

出
書

添
付
書

類
　

調
達

計
画

等
の

　
の
計

画
書
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資
料
６

－
４

 

 

緊
急
通
行
車
両
の
確
認
申
請
及
び
確
認
手
続
 

 

大
規

模
地
震

対
策
特

別
措
置

法
又
は

災
害

対
策
基

本
法
に
基

づ
く

通
行

禁
止
が

実
施

さ
れ

た
場

合
に

お
け
る

緊
急
通

行
車

両
の

確
認
申

請
及
び

確
認

手
続
き
は
次
に

よ
る

も
の
と
す
る
。
 

 １
 

緊
急

通
行

車
両
等

事
前

届
出

済
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
緊

急
通

行
車

両
の

場
合
 

(
1
) 
段

階
別
の

指
定
 

届
出
済
証

に
は
段

階
別
通
行
区

分
が
指

定
さ
れ

て
い

る
こ
と
か

ら
、
原

則
と
し
て
指

定
さ
れ

た
段

階
別
に
確
認
申

請
を

行
う
も
の
と
し
、
段

階
別
の

確
認
申
請
の

時
期
は
、
公
安
委

員
会

が
マ
ス
コ
ミ
等

を
通

じ
て
広

報
す
る
も
の
と

す
る

。
 

(
2
) 
確

認
申
請

の
方
法
 

確
認
申
請

は
公
安

委
員
会
に
対

し
届
出

済
証
を

提
示

し
て
行
う

も
の

と
し
、

次
の
場
所
で

受
理
す
る
。
 

ア
 

警
察
本
部
 

イ
 

各
警
察
署
 

ウ
 

交
通
検
問
所
 

(
3
) 
確

認
の
方

法
 

ア
 

届
出
済
証
を
携
帯
し

て
い

る
緊
急
通
行
車

両
の

確
認
は
他

に
優
先
し
て

行
う

も
の
と

す
る
。
 

イ
 

前
記
申
請
に
基
づ
き

公
安

委
員
会
は
、
緊

急
通
行
車
両
に
あ
た
る
こ
と
を

確
認
し
た
場

合
に
は
、
所
定
の
標
章

及
び
確
認

証
明
書

を
車
両

1
台

に
つ
き

１
通
交

付
す

る
。
 

(
4
) 
確

認
証
明

書
及
び
標
章

の
有
効

期
限
 

当
該
車
両

が
緊
急

通
行
車
両
と

し
て
使

用
さ
れ

る
期

間
を
有
効

期
間

と
す
る

。
 

(
5
) 
標

章
の
掲

示
等
 

標
章
等
は

当
該
車

両
の
見
や
す

い
箇
所

に
掲
示

す
る

も
の
と
し

、
確
認

証
明
書
は
当

該
車
両

に
備

え
付
け
る
も
の

と
す

る
。
 

(
6
) 
標

章
の
返

納
 

有
効
期
間

の
終
了

し
た
標
章
は

警
察
本

部
、
警

察
署

の
い
ず
れ

か
に

返
納
す

る
も
の
と
す

る
。
 

 

２
 

事
前

届
出

を
し
て

い
な

い
緊

急
通

行
車

両
の

場
合
 

(
1
) 
確

認
申
請

の
方
法
 

確
認
申
請

は
、
警
察
署

交
通
課
に
備

え
て
あ

る
緊
急
通
行
車
両
確

認
申
請
書
に

必
要
事

項
を

記
入
の

上
、
当
該
車

両
が

指
定
行
政
機
関
等
の

災
害

応
急
対
策
に
使

用
す

る
も
の
で

あ
る
こ
と
の

疎
明

資
料
を

添
え
、
次
の
場
所
に
提
出

す
る

。
 

ア
 

警
察
本
部
 

イ
 

各
警
察
署
 

(
2
) 
確

認
の
方

法
 

公
安
委
員

会
は
、
申
請
書
及
び
添
付

書
類
に

基
づ
き
当
該

車
両
が

緊
急

通
行
車

両
で
あ
る
か

を
審
査
し
、
緊
急
通

行
車

両
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し

た
場
合
に
は

、
所
定

の
標

章
及
び
確
認

証
明
書

を
車
両
１
台

に
つ
き
１
通
交
付
す
る
。 

(
3
) 
確

認
証
明

書
及
び
標
章

の
有
効

期
限
 

当
該
車
両

の
緊
急

通
行
車
両
と

し
て
使

用
さ
れ

る
期

間
を
有
効

期
間

と
す
る

。
 

(
4
) 
標

章
の
掲

示
等
 

標
章
は
当

該
車
両

の
見
や
す
い

箇
所
に

掲
示
す

る
も

の
と
し
、
確

認
証

明
書
は
当
該

車
両
に

備
え

付
け
る
も
の
と

す
る

。
 

(
5
) 
標

章
の
返

納
 

有
効
期
間

の
終
了

し
た
標
章
は

警
察
本

部
、
警

察
署

の
い
ず
れ

か
に

返
納
す

る
も
の
と
す

る
。
 

資料６－５ 資料６－６ 

緊急通行車両の標章 

 

緊急通行車両確認証明書 

 平成 年 月 日  

 

 

第   号  

緊急通行車確認証明書 

静岡県公安委員会 印 

番号標に表示されている

番号 
 

車両の用途（緊急輸送を行

う車両にあっては、輸送人

員又は品名） 

 

 

 

使 用 者 

住 所 
 

 

氏 名 
 

 

通行日時 
 

 

備考１ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、

「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部

分を白色、地を銀色とする。 
２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

 

通行経路 

出 発 地 目 的 地 
 

  

備考 

  

 



資料６－６ 資料６－７

資料６－８ 資料６－９ 

通行の禁止又は制限についての標示 防災訓練のための 

交通の禁止又は制限標示の様式 

  
備考１ 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色とする。 

２ 縁線及び区分線の大きさは、１センチメートルとする。 
３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 
４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法

の２倍まで拡大し、又は図示の寸法の２分の１まで縮小することができる。 

備考 １ 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色とする。 
２ 縁線及び区分線の大きさは、１センチメートルとする。 
３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 
４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法 

の２倍まで拡大し、又は図示の寸法の２分の１まで縮小することができる。 

 



１
．

市
有

車
両

数
令

和
6
年

3
月

3
1
日

現
在

小
　

普
小

　
普

軽
大

　
小

特
乗

塵
消

救

型
　

通
型

　
通

自
型

　
型

合
芥

防
急

乗
貨

動
特

種
バ

車
車

車

用
物

車
殊

ス

資
産

経
営

課
（

共
用

車
輌

）
6

1
3

5
6

1
7
6

秘
書

課
1

1
議

会
事

務
局

1
1

教
育

総
務

課
1

1
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

1
1

市
民

安
全

課
1

1
2

道
路

維
持

課
2

2
林

政
課

2
2

河
川

課
1

1
2

福
祉

総
務

課
1

1
生

活
支

援
課

1
1

2
農

政
課

2
2

住
宅

政
策

課
1

1
防

災
危

機
管

理
課

1
1

建
築

土
地

対
策

課
1

1
建

設
総

務
課

1
1

市
民

活
躍

･
男

女
共

同
参

画
課

1
1

廃
棄

物
対

策
課

1
1

介
護

保
険

課
4

4
総

務
課

1
1

小
計

1
4

1
7

6
9

0
4

0
0

0
0

1
0
4

福
祉

キ
ャ

ン
パ

ス
2

1
3

6
こ

ど
も

発
達

セ
ン

タ
ー

3
2

5
フ

ィ
ラ

ン
セ

1
1
2

1
3

新
富

士
駅

南
整

備
課

1
1

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
2
4

2
4

文
化

財
課

（
博

物
館

）
5

5
中

央
図

書
館

1
2

3
教

育
プ

ラ
ザ

1
5

6
看

護
専

門
学

校
1

1
富

士
市

立
高

校
1

1
富

士
川

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

3
3

生
活

排
水

対
策

課
2

2
地

域
産

業
支

援
セ

ン
タ

ー
1

1
小

計
3

6
5
8

0
2

2
0

0
0

7
1

1
7

2
3

1
2
7

0
6

2
0

0
0

1
7
5

新
環

境
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
7

4
1

2
1
5

2
9

上
下

水
道

部
4

6
1
6

2
2
8

消
防

本
部

1
3
0

1
2

4
3

消
防

団
3
3

3
3

富
士

市
立

中
央

病
院

2
1

5
1

9
防

災
危

機
管

理
課

1
1

指
定

管
理

者
（

ふ
じ

の
や

ま
）

1
1

富
士

市
立

高
校

1
1

2
4

小
計

7
1
4

2
7

1
7

1
1
5

6
3

1
3

1
4
8

2
4

3
7

1
5
4

1
1
3

3
1
5

6
3

1
3

3
2
3

２
．

緊
急

通
行

車
両

事
前

届
出

済
車

両
数

小
　

普
小

　
普

軽
大

　
小

特
乗

塵
消

救

型
　

通
型

　
通

自
型

　
型

合
芥

防
急

乗
貨

動
特

種
バ

車
車

車
用

物
車

殊
ス

2
4

3
7

1
5
4

1
0

3
6
3

1
3

3
0
4

1
1
5

1
6

1
2

3
2
4

3
7

1
5
4

1
1
3

3
1
5

6
3

1
3

3
2
3

本 　 庁 　 車 　 両 出 　 先 　 車 　 両

資
料
６
－
１
０

緊
急

用
市

有
車

両
一

覧
表

直 接 管 理 車 両

所 　 属

小 　 計

資
産

経
営

課
車

輌
合

計

合
計

小 　 計

合
計

第
三

段
階

第
二

段
階

第
一

段
階

資
料
６
－

１
１
 

  
防

災
関

係
機
関

の
現

有
車
両

 

 日
本

通
運
株
式
会
社
 

富
士
支

店
管

内
現

有
車

両
 

 

  
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 管
内
店
所

 

超
大

型
 

大
 

型
 

中
 
型

 
普
 
通

 
小
 

型
 

計
 

9ｔ
～
 

～
9
ｔ
 

ま
で

 
～
6
.
5ｔ

 

ま
で

 
～
4
ｔ
 

ま
で

 
～
2
ｔ
 

ま
で

 

 富
 
士
 
支
 
店

 

  
 
コ
ン
テ
ナ
課

 

 6
3－

1
63
1 

8
 

0
 

 
 

 

8
 

※
コ
ン
テ

ナ
専
用

車
7台

を
含
む
 

※
ト
ラ
ク

タ
･ 

ト
レ
ー
ラ

ー
除
く

 

富
 
士

 
支

 
店

 

富
士
物
流
セ
ン
タ
ー

 

  
  

 3
3－

1
01
1
 

7
 

 
 

4  
4  

1
5 

※
タ
ン
ク

車
除
く

 

 計
 

1
5
 

0
 

 
4
 

4
 

2
3 

  富
士

急
静
岡
バ
ス
株
式
会

社
 

鷹
岡
営

業
所
管

内
・
富
士
営
業

所
管

内
現
有

車
両

 

 
用
途

 
路
 

線
 

貸
 
切

 
（

立
席
な

し
）

 

計
 

 
 

 
車
種

 
大
 
型

 
中
 

型
 

小
 

型
 

大
 
型

 
中
・

小
型

 

 管
内
営
業
所

 
乗

車
 

人
員
 

55
～

78
人

 
50
～

58
人

 
44
人

以
下

 
4
3～

62
人

 
2
6
人

 

 鷹
岡
営
業
所

運
転

 

7
1－

2
49
1
 

1
1
 

2
2
 

8
 

1
6
 

0
 

5
7
 

計
 

1
1
 

2
2
 

8
 

1
6
 

0
 

5
7
 

 

車
種

 
 

積
載

量
 



資
料

６
－
１

２

地
区

住
所

T
E
L

吉
原

昭
和

油
業

㈱
吉

原
セ

ン
ト

ラ
ル

吉
原

1
丁

目
1
1
-
2
3

5
2
-
4
0
4
0

吉
原

昭
和

油
業

㈱
ク

レ
ー

ル
高

嶺
町

高
嶺

町
3
-
2

5
2
-
2
1
9
8

吉
原

昭
和

油
業

㈱
富

士
イ

ン
タ

ー
東

国
久

保
3
-
1
-
5

5
4
-
3
1
1
1

吉
原

昭
和

油
業

㈱
広

見
イ

ン
タ

ー
伝

法
字

中
原

5
6
4
-
3
8

2
1
-
9
2
2
0

吉
原

昭
和

油
業

㈱
エ

ク
ス

プ
レ

ス
広

見
パ

ー
ク

伝
法

5
8
-
7

2
1
-
1
1
8
5

吉
原

新
光

石
油

㈲
今

泉
今

泉
4
9
4
-
2

5
2
-
3
8
9
6

吉
原

㈲
安

藤
石

油
比

奈
比

奈
4
2
6
-
6

3
4
-
1
6
3
9

吉
原

石
川

石
油

増
川

江
尾

5
4
-
4

3
4
-
0
6
9
8

吉
原

㈲
市

川
商

会
富

士
比

奈
比

奈
6
0
2
-
5

3
4
-
3
7
7
7

吉
原

㈱
内

山
商

店
富

士
神

戸
神

戸
6

2
1
-
5
2
1
1

吉
原

㈲
エ

ン
ド

ー
駿

河
台

今
泉

2
0
6
9
-
1

5
1
-
6
9
5
1

吉
原

㈲
勝

亦
石

油
富

士
八

王
子

大
淵

字
東

下
原

2
9
6
9
-
4

3
5
-
0
4
3
7

吉
原

㈲
勝

亦
石

油
大

淵
大

淵
3
4
4
0
-
7

3
5
-
5
0
8
2

吉
原

神
尾

石
油

㈱
今

泉
今

泉
4
7
8
-
1

5
1
-
0
3
8
5

吉
原

三
栄

油
業

㈱
今

井
今

井
4
3
5
-
2

3
3
-
0
5
4
5

吉
原

㈲
鈴

吉
商

店
鈴

川
今

井
1
丁

目
1
-
1
4

3
3
-
0
0
1
0

吉
原

鈴
木

燃
料

店
吉

原
北

今
泉

8
-
1
6
-
3
4

5
2
-
2
2
7
1

吉
原

㈱
フ

ジ
ワ

ン
ビ

シ
カ

ミ
ナ

カ
伝

法
2
7
5
1
-
2
-
1
-
2

5
2
-
2
7
0
0

吉
原

富
士

見
石

油
北

富
士

今
泉

6
丁

目
1
2
-
1
6

5
2
-
5
2
0
6

吉
原

富
士

市
浮

島
工

業
団

地
（

協
）

富
士

市
浮

島
工

業
団

地
中

里
字

大
坪

新
田

添
2
6
0
8
-
3
2

3
2
-
1
2
2
2

吉
原

㈲
古

郡
商

店
富

士
中

央
錦

町
1
丁

目
1
-
1
0

5
1
-
0
7
2
0

吉
原

㈲
保

科
石

油
原

田
原

田
3
3
3
-
1

5
2
-
3
0
3
4

吉
原

㈲
丸

正
石

油
富

士
イ

ン
タ

ー
伝

法
2
5
1
1
-
3

5
1
-
7
3
4
3

吉
原

ム
ラ

カ
タ

㈱
セ

ル
フ

富
士

I
C

伝
法

3
1
0
4
-
1

5
1
-
4
5
9
8

吉
原

ヨ
シ

コ
シ

富
士

駿
河

台
今

泉
2
3
8
6
-
1

5
3
-
2
2
4
0

吉
原

静
岡

資
材

㈱
柏

原
中

里
2
5
6
1
-
1
4
7

3
1
-
0
1
2
1

吉
原

サ
ガ

ミ
シ

ー
ド

㈱
花

の
木

今
泉

6
4
6
-
1

5
2
-
9
3
8
9

吉
原

サ
ガ

ミ
シ

ー
ド

㈱
新

富
士

津
田

2
2
2
-
8

5
2
-
6
8
4
4

吉
原

サ
ガ

ミ
シ

ー
ド

㈱
ハ

ー
ト

ラ
ン

ド
富

士
日

の
出

町
1

5
2
-
3
8
2
9

吉
原

㈱
丸

大
石

油
セ

ル
フ

富
士

比
奈

比
奈

2
7
3
-
2

3
4
-
0
1
2
3

吉
原

和
多

仁
エ

ネ
ル

ギ
ー

㈱
セ

ル
フ

富
士

御
幸

町
1
0
-
1

5
2
-
6
2
9
5

吉
原

鈴
与

商
事

㈱
(
富

士
支

店
)

鈴
川

本
町

3
-
1
7

3
3
-
0
7
9
5

吉
原

鈴
与

オ
イ

ル
サ

ー
ビ

ス
㈱

本
吉

原
今

泉
1
-
1
4
-
3
0

5
2
-
3
5
7
1

吉
原

エ
ネ

ク
ス

石
油

販
売

東
日

本
㈱

ス
ー

パ
ー

セ
ル

フ
富

士
中

央
錦

町
1
-
1
1
-
6

5
2
-
1
5
7
3

富
士

㈱
旭

石
油

富
士

岩
本

岩
本

7
5
-
1

6
3
-
3
5
7
7

富
士

井
出

信
石

油
㈱

新
道

町
中

島
4
1
6

6
1
-
1
9
9
4

富
士

岩
山

石
油

㈱
セ

ル
フ

富
士

柚
木

4
3
8
-
1

6
1
-
0
4
9
5

富
士

岩
山

石
油

㈱
ラ

ン
ド

マ
ー

ク
富

士
米

之
宮

3
6

6
1
-
0
4
9
7

富
士

斉
藤

石
油

㈱
富

士
南

横
割

3
-
6
-
4
1

6
1
-
1
2
7
2

富
士

斉
藤

石
油

㈱
富

士
バ

イ
パ

ス
中

丸
字

中
の

浦
3
3
7
-
1

6
2
-
0
0
0
8

富
士

斉
藤

石
油

㈱
中

丸
中

丸
字

新
井

田
7
0
7
-
1

6
1
-
2
7
2
7

静
岡
県

石
油

業
協

同
組
合

 
 
富

士
支

部
組

合
員

一
覧

表

社
店

名

資
料
６

－
１

２

地
区

住
所

T
E
L

社
店

名

富
士

サ
カ

キ
石

油
㈱

柚
木

柚
木

2
0
9
-
3

6
4
-
2
5
3
9

富
士

サ
カ

キ
石

油
㈱

富
士

浦
町

松
岡

6
6
1
-
1
0

6
0
-
7
9
4
0

富
士

㈱
杉

山
石

油
富
士

駅
北

松
岡

1
1
6
2

6
1
-
5
1
0
4

富
士

㈲
古

郡
商

店
フ
ジ

マ
ツ

オ
カ

松
岡

字
四

ッ
家

2
3
6
-
1

6
2
-
9
5
8
7

富
士

㈲
ミ

ヤ
ジ

マ
石

油
田

子
の

浦
宮

島
2
7
2
-
2

6
1
-
3
4
5
8

富
士

睦
合

石
油

㈱
(
事

務
所

)
八

幡
町

6
-
1
3

6
1
-
0
8
5
3

富
士

ム
ラ

カ
タ

㈱
富
士

シ
ア

タ
ー

中
島

1
4
2
-
1

6
1
-
1
9
5
9

富
士

ム
ラ

カ
タ

㈱
富
士

バ
イ

パ
ス

五
貫

島
1
3
2
-
1

6
3
-
4
5
6
0

富
士

㈱
山

田
興

産
富
士

中
島

中
島

4
7
1
-
1

6
3
-
0
8
6
2

富
士

㈲
吉

川
石

油
店

富
士

鷹
中

島
3
1
5
-
1

6
1
-
6
1
1
6

富
士

㈱
丸

大
石

油
セ
ル

フ
水

戸
島

水
戸

島
本

町
1
5
-
1
8

6
0
-
3
2
2
7

富
士

㈱
杉

山
石

油
富
士

駅
南

横
割

1
丁

目
2
-
2
0

6
1
-
1
1
0
7

富
士

ム
ラ

カ
タ

㈱
セ
ル

フ
富

士
蓼

原
8
8
3
-
4

6
1
-
8
8
8
8

富
士

鈴
与

オ
イ

ル
サ

ー
ビ

ス
㈱

田
子

の
浦

港
前

田
弥

六
島

6
5
2
-
5

3
3
-
1
1
2
7

鷹
岡

影
島

鉱
油

店
人
山

瀬
入

山
瀬

2
-
2
-
1
4

7
1
-
3
4
3
9

鷹
岡

進
要

商
会

厚
原

厚
原

1
0
5
5
-
2

7
1
-
1
2
1
8

鷹
岡

㈱
東

浩
石

油
鷹
岡

久
沢

4
3
3

7
1
-
1
3
3
0

鷹
岡

土
屋

燃
料

㈱
富
士

冨
士

市
厚

原
2
2
-
1

7
1
-
3
9
9
0

鷹
岡

和
多

仁
エ

ネ
ル

ギ
ー

㈱
セ

ル
フ

入
山

瀬
入

山
瀬

5
0
3
-
3

7
1
-
7
7
3
3

鷹
岡

岡
重

㈱
富

士
鷹

岡
厚

原
6
0
-
2

7
1
-
3
2
0
1

富
士

川
草

ヶ
谷

燃
料

㈱
岩
淵

中
之

郷
7
3
0

8
1
-
1
2
3
0

富
士

川
㈱

久
保

田
商

店
北
松

野
北

松
野

1
3
4
6
-
5

8
5
-
2
0
1
0

富
士

川
㈱

久
保

田
商

店
南
松

野
南

松
野

2
6
-
1

8
5
-
1
5
1
5

富
士

川
㈲

フ
カ

サ
ワ

富
士

川
バ

イ
パ

ス
南

松
野

2
4
5
2
-
2

8
5
-
2
2
4
2

富
士

川
㈲

望
月

石
油

店
松
野

南
松

野
1
8
0
5
-
1

8
5
-
2
3
5
3



 



 

 

 

 

 

 

 

 

７．避難活動 
  



 



資料７－１

要避難区域・避難対象区域　設定状況
災害要因 地区名 該　　当　　町　　内　　会　（区）　名

今　　　泉 依田橋の一部

元　吉　原 鈴川本町、鈴川町３・４・５の一部

田　子　浦 前田、前田新田、鮫島、田子、小須、中丸浜、中丸丘、江川の一部

吉　　　原 東国久保の一部

伝　　　法 伝法町２の一部

今　　　泉 御殿、吉原緑ヶ丘、水の上、泉町、鍛冶町３の一部

元　吉　原 鈴川町３・４、今井本町、今井東町、今井毘沙門町、大野町の一部

広　　　見
源太坂、広見町６・７、桜ヶ丘、美原町、百合ヶ丘、久保町、若松町２、三
ツ倉南の一部

青　葉　台 若松町１・３の一部

神　　　戸 神戸１、今宮の一部

原　　　田 吉原中島町１・２、三ツ沢３、原田町２・３、宇東川町１の一部

吉　　　永 中比奈町２、東比奈町２・３、富士岡入町の一部

須　　　津 神谷町２・３、神谷緑町、増川町１・２・３、江尾町２の一部

浮　　　島 浮島町３の一部

富 士 見 台 富士見台８の一部

吉　永　北 間門町、鵜無ヶ淵町１、陽光台西、陽光台東、陽光台南、桑崎町の一部

大　　　淵
片倉町、落合町、中野町１・２、八王子町２、八王子本町、城山町、
大淵町３、吉原富士本中町、次郎長町、三ツ倉町の一部

岩　松　北 上町、富士上中、富士下中、旭町、湯沢平１・２、滝戸の一部

鷹　　　岡 鷹岡本町１・２の一部

天　　　間 天間東の一部

丘 傘木の一部

富　士　川
木島、小山、室野、相生町、岩淵上町、吉津、舟山町、坂下、岩淵旭町、
中之郷堺町、中之郷川坂、新町本町、大楽窪、中之郷本通１・３・４、
中之郷新町、四十九町、中之郷宮町、小池、中之郷幸町、かぎあなの一部

松　　　野 南松野１・２、松野富士見町、松野八幡町、大北町、侭下町、清水町の一部

伝　　　法 吉原上中町、伝法３の一部

広　　　見 石坂１・２の一部

今　　　泉 駿河台３の一部

元　吉　原 今井本町、今井毘沙門町、今井東町の一部、西田中町、檜町の一部

吉　　　永 富士岡町１・２、富士岡本花守町、富士岡渋脇町の一部

須　　　津 中里町１・３の一部

田　子　浦 前田新田、鮫島、田子、小須、中丸浜、新浜の一部

丘 厚原中、厚原東２の一部

鷹　　　岡 厚原西の一部

富　士　南 三四軒屋の一部

富　士　川
中之郷本通１・３の一部、中之郷新町、岩淵旭町、相生町の一部、岩淵上
町、舟山町、坂下の一部

　＊　津波避難対象区域は、静岡県第４次地震被害想定に基づく富士市津波避難行動計画による。

　＊　山・崖崩れ避難対象区域は、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている範囲。

　＊　火災延焼危険予想区域は、地震対策編 第2章 第5節に定める危険区域警防活動計画の範囲。
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避難指示を行うことができる指示権者及び根拠規定 
 

 

 

 

 

 

広 域 避 難 地 一 覧 表 
 

〔注〕収容可能人口は、１人あたり２㎡として算出 

避難のための立退きの指示を行うことができる市長以外の指示権者、根拠規定 

指  示  権  者 根  拠  法 

警 察 官 
災害対策基本法第 61 条 

警察官職務執行法第４条 

海上保安官 災害対策基本法第 61 条 

都道府県知事又はその命を受けた職員 地すべり等防止法第 25 条 

都道府県知事、その命を受けた職員又は水防管理者 水防法第 29 条 

災害派遣時等の部隊等の自衛官 自衛隊法第 94 条及び 94 条の３ 

  名  称 
 面 積 

（ha） 

 有効面積 

（ha） 

避難可能 

人数（人） 
 圏域内の市指定避難所 

１ 中央公園 6.3 4.6 23,000 

吉原小学校･吉原第一中学校･伝法小学校･富士中

央小学校･富士第一小学校･富士中学校･県立富士

高校 

２ 原田公園 3.5 2.4 12,000 

原田小学校･吉原第二中学校・吉原高等学校・今泉

小学校･富士東高校･吉永第一小学校･吉原第三中

学校･吉原東中学校･富士市立高校 

３ 広見公園 13.6 11.1 55,500 
広見小学校･岳陽中学校･丘小学校･伝法小学校･吉

原高校･青葉台小学校 

４ 雁公園 2.9 2.4 12,000 
岩松小学校･岩松北小学校･岩松中学校･富士中学

校･富士第一小学校･富士見高校 

５ 富士西公園 6.5 2.6 13,000 
丘小学校･鷹岡小学校･鷹岡中学校･天間小学校･

天間幼稚園･岩本保育園 
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運動場

延面積
(㎡)

収容人員
(人)

有効
面積(㎡)

1 富士市立吉原小学校 52-4190 8,276 1,489 17,000

東本通１～３､西本通り､伝馬町､西仲町､新追
町､津田､荒田島１･２、八代町､新通り､緑町､南
町､依田原１～４､宮町､吉原本町１～４、大和
町､幸町､昭和通り､住吉町､日吉町１～３､エン
ゼル町､中央町壱番館

2 富士市立伝法小学校 52-0027 8,620 1,557 11,500
中桁、上田端、田端町、吉原上中町、中村町、
伝法町１～３、千代田町

3 富士市立吉原第一中学校 52-0160 10,469 1,870 18,000

錦町１、永田町、青島、新青島町、高島、日乃
出町、弥生町、宮川町、宮の上、三日市、長者
町、瓜島、永田町壱番館、サーパス永田町、富
士日乃出町

4 富士市立今泉小学校 52-2011 9,839 1,741 21,000
春日町、田宿、富士見町、仲町、和田町１･
２、新橋、依田橋、北仲町、南仲町、新富士見
町

5 富士市立吉原第二中学校 51-1115 9,147 1,756 20,000
御殿、吹上、寺市場、市場、一の宮町１～３、
立小路、栄町、水の上、泉町、鍛治町１～３、
駿河台２・４

6 静岡県立吉原高等学校 52-1440 9,449 1,717 16,000
東国久保、西国久保、駿河台１･３、上和田
町、吉原緑ヶ丘、源太坂

7 静岡県立富士東高等学校 21-4371 9,992 1,866 23,000
西木の宮町､木の宮町､東木の宮､三ツ沢町１～
３､富士見台８

8 富士市立神戸小学校 21-2192 5,602 1,034 9,000 神戸１・２、今宮
9 富士市立広見小学校 21-2191 7,947 1,430 9,000

広見町１～９、石坂町１～４、久保町、若松町
２

10 富士市立青葉台小学校 21-6310 7,087 1,305 12,000
一色、荻の原、茶の木平、青葉台南、高山、若
松町１・３

11 富士市立富士見台小学校 21-4518 7,085 1,278 16,000 富士見台１・２北・２南・６・７
12 富士市立吉原北中学校 21-0280 7,818 1,416 14,000 富士見台３・４東・４西・５、間門町

13 富士市立元吉原小学校 33-0004 6,141 1,136 13,000
今井東町、今井毘沙門町、大野町、桧町、西田
中町、田中町、柏原１～３

14 富士市立元吉原中学校 33-0065 6,531 1,361 14,000
鈴川本町、鈴川町３～５、鈴川浜町東通り、鈴
川浜町中通り、鈴川浜町西通り、今井本町

15 富士市立須津小学校 34-0049 7,191 1,274 11,000
中里２・４、中里八幡町、神谷町１、川尻町
１・２、中里曙町、中里寿町

16 富士市立須津中学校 34-0144 8,340 1,671 13,000
中里１・３、江尾町１・２、中里新富町、神谷
町２・３、増川町１～３、神谷緑町

17 富士市立東小学校 34-0274 2,990 550 9,000 浮島町１～３
18 富士市立吉永第一小学校 34-0228 6,468 1,194 8,000 東比奈町３、中比奈町２

19 富士市立吉原東中学校 34-0283 3,937 813 12,000
富士岡町１・３、富士岡本花守町、富士岡渋脇
町、富士岡花守町

20 富士市立高等学校 34-1024 15,962 3,078 33,000 富士岡入町、富士岡町２、東比奈町１・２

21 富士市立吉永第二小学校 21-2190 4,707 889 10,000
鵜無ヶ淵町１・２、桑崎町、石井町、陽光台
東、陽光台南、陽光台西

22 勢子辻林業施設展示場 22-5900 134 22 1,500 勢子辻

23 富士市立原田小学校 52-0897 6,197 1,117 9,000
宇東川町１～３、宇東川本町、西滝川町、原田
町１～４、原田本町、吉原中島町１・２

24 富士市立吉原第三中学校 34-0868 7,487 1,507 13,000
中比奈町１・３、西比奈町１～３、東滝川町、
南滝川町、北滝川町

25 富士市立大淵第一小学校 35-0009 7,680 1,374 9,000
穴原町１・２、中野町１、境町、大峯町、片倉
町、落合町、三ツ倉町

26 富士市立大淵第二小学校 35-0037 2,216 434 11,000 吉原富士本中町、吉原富士本西町

27 富士市立大淵中学校 35-0021 8,413 1,681 21,000
大久保町、大淵町１～３、八王子町１・２、八
王子本町、中野町２、大富町、次郎長町、城山
町、希望ヶ丘

28 富士市立富士第一小学校 61-0042 8,261 1,495 10,000
本市場１～４、国久、銀座町、平垣町３、富士
本町、十兵衛北、千寿町、藤間、蓼原１～５

29
静岡県富士見中学校・高等
学校

61-0250 4,325 1,153 21,000
平垣町、平垣町２、富士町、水戸島上、柚木、
橋下

資料７－４

市指定避難所一覧表

番号 市指定避難所
電話
番号

建物

町内会（区）



運動場

延面積
(㎡)

収容人員
(人)

有効
面積(㎡)

資料７－４

市指定避難所一覧表

番号 市指定避難所
電話
番号

建物

町内会（区）

30 富士市立富士中学校 61-1390 10,538 2,035 12,000
富士中島上、平垣北町、平垣八幡町、浦町
（東）、松岡東

31 静岡県立富士高等学校 61-0100 12,581 2,344 22,000 本市場新田、松本、富士中島下、中島新道町

32 富士市立富士中央小学校 60-1211 6,930 1,276 11,000
青葉町、塔の木、塔の木２、川原宿、浅間町、
くすの木町

33 富士市立富士第二小学校 61-0414 7,534 1,380 9,000
上横割、十兵衛南町、下横割南、下横割北、水
戸島中、水戸島下、水戸島南町、水戸島上南、
四丁河原南

34 富士市立富士南中学校 61-2084 10,113 1,968 23,000 森島、宮下、西宮島、上五貫島、下五貫島

35 富士市立富士南小学校 63-7025 8,620 1,537 11,000
千鳥町、富士見ヶ丘、三四軒屋、浜添、靖国
町、自由ヶ丘

36 富士市立田子浦小学校 61-0327 7,461 1,344 12,000
小須、田子、江川、前田、前田新田、鮫島、中
丸丘

37 富士市立田子浦中学校 61-0534 8,355 1,673 16,000
柳島、柳島日東、川成島、助六、新浜、中丸
浜、下川成、東宮島、宮島新田

38 富士市立岩松小学校 61-0917 7,216 1,307 8,000
林町、浦町（西）、水神、新町、四丁河原上、
四丁河原下

39 富士市立岩松北小学校 64-8890 7,414 1,341 11,000 東田、旭町、滝戸、四ツ家

40 富士市立岩松中学校 61-0931 7,794 1,584 11,000
上町、富士上中、瀬戸河原、富士緑ヶ丘、富士
下中

41 富士市立岩本保育園 61-8882 412 68 3,000 湯沢平１・２

42 富士市立鷹岡小学校 71-3855 7,104 1,275 8,000
鷹岡本町１～３、入山瀬東、入山瀬西、入山瀬
久保、入山瀬天王町、久沢南

43 富士市立鷹岡中学校 71-3354 9,601 1,875 18,000 厚原西、久沢東、久沢西、久沢北
44 富士市立天間小学校 71-0333 6,013 1,102 10,000 天間南、天間川坂、天間田代、天間東
45 富士市立天間幼稚園 71-1638 959 159 2,000 天間北１・２

46 富士市立丘小学校 71-6050 8,039 1,433 10,000
厚原中、厚原北１・２、厚原東２・３、厚原
南、末広町

47 富士市立岳陽中学校 71-7955 9,134 1,640 16,000
傘木、傘木北、片宿、厚原東１、桜ヶ丘町、百
合ヶ丘、三ツ倉南町、美原町

48 富士市立富士川体育館 81-2111 5,149 1,067 － 木島、小山、室野

49 富士市立富士川第一小学校 81-0481 6,589 1,217 6,000
相生町、岩淵上町、吉津、中之郷堺町、中之郷
川坂、中之郷新町、新町本町、四十九町、中之
郷宮町、小池、大楽窪、かぎあな

50 富士市立富士川第一中学校 81-0482 6,331 1,259 10,000
舟山町、坂下、岩淵旭町、中之郷本通１・３・
４、中之郷幸町、東町１・２、中之郷日の出町

51
富士川第二小中一貫校 松
野学園

85-3333 11,253 2,267 13,000
南松野１・２、松野富士見町、松野八幡町、中
野台、富士松野、清水町、大北町、侭下町

373,451 70,359 647,000
＊　収容人員の算出根拠

体育館　 延べ面積×80％÷３㎡／人
校　舎 　延べ面積×50％÷３㎡／人
施　設 　延べ面積×50％÷３㎡／人
運動場 　有効面積÷２㎡／人

合　計



番
号

施設名 所在地 電話番号 対象者

1 社会福祉センター東部市民プラザ 富士岡南２５７番地の２ 34-0500 障害者・高齢者など（状況に応じて判断します。）

2 社会福祉センター鷹岡市民プラザ 久沢７９７番地の１ 72-1770 障害者・高齢者など（状況に応じて判断します。）

3 社会福祉センター広見荘 伝法５９番地 21-5558 障害者・高齢者など（状況に応じて判断します。）

4 社会福祉センター田子浦荘 川成新町４２１番地 61-0171 障害者・高齢者など（状況に応じて判断します。）

5 富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 大淵６７６番地 30-6166 障害者・高齢者など（状況に応じて判断します。）

6 静岡県立富士特別支援学校 大淵３７７３番地の１ 36-2345 特別支援学校の在校生など

7 富士市立看護専門学校 本市場新田１１１番地の１ 64-3131 後期妊婦・産後間もない母子

8 特別養護老人ホームすどの杜 増川５１０番地の１ 39-0061 高齢者

9 特別養護老人ホーム鑑石園 原田１３５０番地の１６ 52-0016 高齢者

10 特別養護老人ホーム月のあかり 大淵８４７番地の４ 35-4567 高齢者

11 特別養護老人ホーム天間荘 天間１６０２番地 71-4350 高齢者

12 特別養護老人ホームみぎわ園 今泉２２１０番地 55-1800 高齢者

13 地域密着型特別養護老人ホームあおば 五味島２８５番地の１ 65-1700 高齢者

14 特別養護老人ホーム加島の郷 水戸島本町７番８号 65-1165 高齢者

15 特別養護老人ホームシャローム富士川 北松野１０７１番地 56-3300 高齢者

資料７－５

福祉避難所一覧表
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No. 名称 住所
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1 富士市立吉原小学校 高嶺町６番１号 ○ ○ ○ ○ 1,471

2 富士市立伝法小学校 伝法２７４３番地 ○ ○ ○ 1,557

3 富士市立吉原第一中学校 永田北町７番１号 ○ ○ ○ 1,870

4 富士市立今泉小学校 今泉三丁目１７番１号 ○ ○ ○ 1,741

5 富士市立吉原第二中学校 今泉１９５５番地 ○ ○ ○ 1,757

6 静岡県立吉原高等学校 今泉２１６０番地 ○ ○ ○ 1,717

7 静岡県立富士東高等学校 今泉２９２１番地 ○ ○ ○ 1,866

8 富士市立神戸小学校 神戸６３３番地 ○ ○ ○ 1,037

9 富士市立広見小学校 広見本町１番１号 ○ ○ ○ 1,474

10 富士市立青葉台小学校 一色２９５番地 ○ ○ ○ 1,304

11 富士市立富士見台小学校 富士見台一丁目１２番地 ○ ○ ○ 1,278

12 富士市立吉原北中学校 原田２２５９番地 ○ ○ ○ 1,416

13 富士市立元吉原小学校 今井三丁目４番２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,123

14 富士市立元吉原中学校 鈴川中町２８番１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,361

15 富士市立須津小学校 中里１０１９番地 ○ ○ ○ 1,274

16 富士市立須津中学校 中里１１５６番地 ○ ○ ○ 1,671

17 富士市立東小学校 西船津２２０番地 ○ ○ ○ 550

18 富士市立吉永第一小学校 比奈１４３１番地 ○ ○ ○ 1,205

19 富士市立吉原東中学校 比奈７５番地 ○ ○ ○ 814

20 富士市立高等学校 比奈１６５４番地 ○ ○ ○ 3,078

21 富士市立吉永第二小学校 鵜無ヶ淵１４９番地の１ ○ ○ ○ ○ 889

22 勢子辻林業施設展示場 桑崎１０２５番地の３０ ○ ○ 22

23 富士市立原田小学校 原田４８０番地 ○ ○ ○ 1,146

24 富士市立吉原第三中学校 比奈２１２６番地 ○ ○ ○ 1,459

25 富士市立大淵第一小学校 大淵３０１２番地 ○ ○ ○ 1,362

26 富士市立大淵第二小学校 大淵８６７３番地の１ ○ ○ ○ 434

27 富士市立大淵中学校 大淵２９２０番地 ○ ○ ○ 1,685

28 富士市立富士第一小学校 本市場２８０番地の２ ○ ○ ○ ○ 1,495

29 静岡県富士見中学校・高等学校 平垣町１番１号 ○ ○ ○ 1,153

30 富士市立富士中学校 中島３２０番地 ○ ○ ○ ○ 2,035

31 静岡県立富士高等学校 松本１７番地 ○ ○ ○ 2,344

32 富士市立富士中央小学校 米之宮町２９５番地 ○ ○ ○ ○ 1,276

33 富士市立富士第二小学校 横割一丁目８番１号 ○ ○ ○ ○ 1,380

34 富士市立富士南中学校 森島５５０番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,968

35 富士市立富士南小学校 宮下５５１番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,536

36 富士市立田子浦小学校 中丸９８番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,376

37 富士市立田子浦中学校 中丸４１１番地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,701

38 富士市立岩松小学校 松岡８５０番地 ○ ○ ○ ○ 1,352

39 富士市立岩松北小学校 岩本１２３番地の１ ○ ○ ○ ○ 1,342

40 富士市立岩松中学校 松岡２３５３番地の１ ○ ○ ○ 1,610

41 富士市立岩本保育園 岩本５８１番地の３３ ○ ○ 68

42 富士市立鷹岡小学校 久沢二丁目３番１号 ○ ○ ○ 1,242

43 富士市立鷹岡中学校 久沢７１３番地 ○ ○ ○ 1,875

44 富士市立天間小学校 天間５０番地 ○ ○ ○ 1,102

45 富士市立天間幼稚園 天間１０４７番地の１ ○ ○ 159

46 富士市立丘小学校 厚原２０７５番地 ○ ○ ○ 1,427

47 富士市立岳陽中学校 伝法６３０番地 ○ ○ ○ 1,683

指定緊急避難場所・広域避難地一覧
＜収容人数算出根拠＞
　体育館　延べ面積80％÷３㎡/人
　校　舎　延べ面積50％÷３㎡/人
　施　設　延べ面積50％÷３㎡/人
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48 富士川体育館 木島８９番地の１ ○ ○ ○ 1,067

49 富士市立富士川第一小学校 岩淵１０７番地 ○ ○ ○ ○ 1,115

50 富士市立富士川第一中学校 岩淵８５５番地の３ ○ ○ ○ 1,293

51 富士市立富士川第二小中一貫校　松野学園 北松野１９６３番地の６ ○ ○ ○ ○ 2,056

52 吉原まちづくりセンター 高嶺町６番３号 ○ ○ 160

53 伝法まちづくりセンター 伝法２７４３番地の２ ○ ○ 183

54 今泉まちづくりセンター 今泉七丁目１２番３７号 ○ ○ 222

55 青葉台まちづくりセンター 一色２８８番地の４ ○ ○ 122

56 吉永まちづくりセンター 比奈１４４７番地の１ ○ ○ 180

57 元吉原まちづくりセンター 大野新田７４４番地の２ ○ ○ 139

58 須津まちづくりセンター 中里１１４３番地の１ ○ ○ 96

59 浮島まちづくりセンター 西船津２１５番地の２ ○ ○ 73

60 原田まちづくりセンター 原田４８５番地 ○ ○ 151

61 富士見台まちづくりセンター 富士見台六丁目１番地の１ ○ ○ 115

62 神戸まちづくりセンター 三ツ沢６００番地の１ ○ ○ 97

63 大淵まちづくりセンター 大淵２８８５番地の４ ○ ○ 181

64 富士駅北まちづくりセンター 平垣本町６番１３号 ○ ○ 196

65 富士駅南まちづくりセンター 横割一丁目４番地の１５ ○ ○ 167

66 田子浦まちづくりセンター 中丸２３２番地 ○ ○ 175

67 富士南まちづくりセンター 森下５２番地の１ ○ ○ 200

68 岩松北まちづくりセンター 岩本８８番地の１ ○ ○ 119

69 富士川まちづくりセンター 岩淵１２１番地 ○ ○ 153

70 松野まちづくりセンター 南松野１７９２番地の２ ○ ○ 221

71 鷹岡まちづくりセンター 久沢８３６番地の１ ○ ○ 200

72 広見まちづくりセンター 石坂４７０番地の５ ○ ○ 102

73 天間まちづくりセンター 天間１１０６番地の１ ○ ○ 117

74 丘まちづくりセンター 厚原２０９９番地の１４ ○ ○ 152

75 中央公園 永田町二丁目１１２番地 ○ ○ 23,000

76 原田公園 原田７０４番地 ○ ○ 12,000

77 広見公園 伝法４６番地の１ ○ ○ 55,500

78 雁公園 松岡１８８６番地の１ ○ ○ 12,000

79 富士西公園 入山瀬７７２番地の１ ○ ○ ○
13,000

車 97台

80 富士総合運動公園駐車場Ａ 中野６７１番地 ○ 車295台

81 富士信用金庫研修センター東側駐車場 中野２１２番地の１１ ○ 車150台

82 株式会社時之栖富士エスプラットフジスパーク 富士市大淵３２５番地の５ ○ 車200台

83 静岡県立吉原工業高等学校第二体育館西側駐車場 富士市比奈２３００番地 ○ 車50台

84 鈴川港公園津波避難タワー 鈴川町６１番地の９ ○ 64

85 富士市立柏原保育園津波避難タワー 沼田新田１４８番地の１ ○ ○ 64

86 富士市立浜保育園津波避難タワー 鮫島５９２番地の８ ○ ○ 64

87 旧富士市立浜幼稚園津波避難タワー 中丸８９４番地の３ ○ ○ 64

88 鈴川本町津波避難タワー 鈴川本町３２番１号 ○ 128

89 市営今井団地 今井三丁目６番地の１４ ○ 23

90 市営田子浦団地 川成島５５０番地の３ ○ ○ 490

91 市営四軒屋団地 五貫島４６６番地 ○ ○ 286

92 市営早川団地 宮島７３５番地の１ ○ ○ 157

93 富士市西部浄化センター 宮島１２６０番地 ○ ○ 280

94 富士市教育プラザ 八代町１番１号 ○ ○ 760

95 富士市八代町防災倉庫 八代町１１番１号 ○ ○ 126

96 静岡県田子の浦港管理事務所 鈴川町２番１号 ○ 238

97 ホテルアムス 川成島７８２番地の９ ○ 150



資料７－６

No. 名称 住所
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98 新富士ビル 川成島６４４番地の３ ○ 300

99 マンションコーポベルライズ 柳島１５３番地の１ ○ 520

100 旭化成株式会社大志寮 中丸１４０番地の１ ○ 40

101 旭化成株式会社サントピア富士寮 中丸１２６番地の１ ○ 88

102 池辺クリニック 川成新町２５０番地 ○ 1,400

103 株式会社マルハン吉原店立体駐車場 八代町１２番１２号 ○ 2,870

104 株式会社メンテック 依田橋町９番２２号 ○ 360

105 株式会社山清倉庫第１倉庫 今泉１８７番地の１ ○ 1,782

106 飯田工業薬品株式会社 依田橋７１番１号 ○ 20

107 鈴厚ビル 依田橋町１３番２４号 ○ 180

108 ダイオーペーパープロダクツ株式会社 依田橋町７番３４号 ○ 187

109 株式会社アスカム(ダスキン静岡東工場) 今泉４２９番地の３ ○ 20

110 株式会社山清倉庫第７倉庫 今泉６４３番地の２ ○ 1,631

111 ジヤトコ株式会社 今泉７００番地の１ ○ 900

112 株式会社中村組 田中新田２７５番地の１２ ○ 190

113 介護老人保健施設かぐや富士 中里２５４６番地の７ ○ 118

114 田中町公会堂 田中新田２１３番地の２ ○ 88

115 株式会社ニトリ富士店 宮島８４１番地の１ ○ 1,370

116 株式会社富士南エクスプレス 五貫島９９１番地 ○ 208

117 有限会社アサマ工業 五貫島９１８番地の１ ○ 100

118 ＦＫ産業株式会社 五貫島８１４番地 ○ 200

119 東海シーレックス株式会社 五貫島７７０番地の８ ○ 400

120 株式会社大石工業 五貫島９９０番地の１ ○ 50

121 サンクレイドル新富士ウインフォート 宮島４６６番地の１ ○ 200

122 ポリプラスチックス株式会社富士工場 宮島９７３番地 ○ 1,000

123 アイマンション 荒田島町９番７号 ○ 29

124 メゾンタケミネ 荒田島町５番７号 ○ 60

125 介護老人保健施設ききょうの郷 五貫島１７５番地 ○ 300

126 株式会社マルハン吉原寮 八代町８番１４号 ○ 94

127 株式会社ラウンドワン富士店立体駐車場 八代町４番１５号 ○ 810

128 ギフトプラザダイトー本店 鈴川本町３番６号 ○ 75

129 富士化工株式会社 前田９０番地 ○ 300

130 マルスン駿河企業アパート 依田橋町９番３４号 ○ 140



資料７－７

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉原まちづくりセンター 高嶺町6-3 ʷ m 0.3 ｍ 1.0 m ʷ m ʷ m 富士駅北まちづくりセンター 平垣本町6-13 1.5 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

伝法まちづくりセンター 伝法2743-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士駅南まちづくりセンター 横割1-4-15 0.7 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

今泉まちづくりセンター 今泉7-12-37 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 田子浦まちづくりセンター 中丸232 2.7 ｍ 0.4 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

青葉台まちづくりセンター 一色288-4 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士南まちづくりセンター 森下52-1 1.3 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉永まちづくりセンター 比奈1447-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 1.7 m 岩松北まちづくりセンター 岩本88-1 2.4 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

元吉原まちづくりセンター 大野新田744-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士川まちづくりセンター 岩淵121 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

須津まちづくりセンター 中里1143-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 松野まちづくりセンター 南松野1792-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

浮島まちづくりセンター 西船津215-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 鷹岡まちづくりセンター 久沢836-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

原田まちづくりセンター 原田485 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 広見まちづくりセンター 石坂470-5 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士見台まちづくりセンター 富士見台6-1-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 天間まちづくりセンター 天間1106-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

神戸まちづくりセンター 三ツ沢600-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 丘まちづくりセンター 厚原2099-14 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

大淵まちづくりセンター 大淵2885-4 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉永第二小学校 鵜無ケ淵149-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

富士第一小学校 本市場280-2 1.9 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 田子浦小学校 中丸98 2.4 m 0.5 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

富士見中学校・高等学校 平垣町1-1 2.0 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 田子浦中学校 中丸411 2.5 m 0.3 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

富士中学校 中島320 2.1 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 岩松小学校 松岡850 4.0 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士中央小学校 米之宮町295 2.1 m 1.0 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m 岩松北小学校 岩本123-1 2.4 m 0.4 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

富士高等学校 松本17 2.1 m 0.8 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m 富士川第一小学校 岩淵107 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士第二小学校 横割1-8-1 0.6 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士川第二小学校 北松野1959 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士南小学校 宮下551 1.0 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士川第二中学校 北松野1963-6 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士南中学校 森島550 1.1 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉原小学校 高嶺町6-1 ʷ m 0.6 m 1.2 m ʷ m ʷ m 富士中央小学校 米之宮町295 2.1 m 1.0 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

伝法小学校 伝法2743 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士高等学校 松本17 2.1 m 0.8 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

吉原第一中学校 永田北町7-1 ʷ m 0.8 m 1.7 m ʷ m ʷ m 田子浦小学校 中丸98 2.4 m 0.5 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

今泉小学校 今泉3-17-1 ʷ m 0.5 m 1.0 m 1.2 m 1.2 m 田子浦中学校 中丸411 2.5 m 0.3 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

吉原第二中学校 今泉1955 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 岩松北小学校 岩本123-1 2.4 m 0.4 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

吉原高等学校 今泉2160 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 鷹岡小学校 久沢2-3-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士第一小学校 本市場280-2 1.9 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 天間小学校 天間50 ʷ m 0.7 m ʷ m ʷ m ʷ m

富士中学校 中島320 2.1 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 丘小学校 厚原2075 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉原小学校 高嶺町6-1 ʷ m 0.6 m 1.2 m ʷ m ʷ m 今泉小学校 今泉3-17-1 ʷ m  0.5 m 1.0 m 1.2 m 1.2 m

伝法小学校 伝法2743 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原第二中学校 今泉1955 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原第一中学校 永田北町7-1 ʷ m  0.8 m 1.7 m ʷ m ʷ m 吉原高等学校 今泉2160 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

市が開設する風水害時の避難場所 一覧

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

台風の発生や大雨により、市内で河川洪水や土砂災害などの災害が発生する可能性がある場合に、風雨が強まる前の早い段階で以下

の地区まちづくりセンター及び小学校を「早期避難場所」として開設します。

※早期避難場所は、土砂災害の「緊急避難場所」も兼ねています。

富士川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される９地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※富士川の洪水浸水想定地区：富士駅北、富士北、富士駅南、田子浦、富士南、岩松、岩松北、富士川、松野

緊急避難場所

早期避難場所

※岩松まちづくりセンター、富士北まちづくりセンター、吉永北まちづくりセンターは、河川洪水による危険性が高い施設のため、開設しません。
岩松まちづくりセンター：富士川の想定浸水深が3.9ｍ（2階床面以上）、富士北まちづくりセンター：潤井川の家屋倒壊危険ゾーン内、吉永北まちづくりセンター：赤渕川の家屋倒壊危険ゾーン内

※岩松中学校、富士川第一中学校、富士川体育館は、河川洪水による危険性が高い施設（家屋倒壊危険ゾーン内）のため、富士川の洪水警戒時には開設しません。

潤井川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される10地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※潤井川の洪水浸水想定地区：吉原、伝法、今泉、富士駅北、富士北、田子浦、岩松北、鷹岡、天間、丘

小潤井川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される３地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※小潤井川の洪水浸水想定地区：吉原、伝法、今泉

【富士川洪水】

緊急避難場所
【潤井川洪水】

緊急避難場所
【小潤井川洪水】

令和５年１月作成



資料７－７

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉原小学校 高嶺町6-1 ʷ m 0.6 m 1.2 m ʷ m ʷ m 須津小学校 中里1019 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

今泉小学校 今泉3-17-1 ʷ m  0.5 m 1.0 m 1.2 m 1.2 m 須津中学校 中里1156 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原第二中学校 今泉1955 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 東小学校 西船津220 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原東中学校 比奈75 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 2.2 m 原田小学校 原田480 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

元吉原小学校 今井3-4-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原第三中学校 比奈2126 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

元吉原中学校 鈴川中町28-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉永第二小学校 鵜無ケ淵149-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 東小学校 西船津220 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原北中学校 原田2259 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 元吉原小学校 今井3-4-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉永第一小学校 比奈1431 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 0.8 m 元吉原中学校 鈴川中町28-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原東中学校 比奈75 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 2.2 m 原田小学校 原田480 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士市立高等学校 比奈1654 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 今泉小学校 今泉3-17-1 ʷ m  0.5 m 1.0 m 1.2 m 1.2 m

須津小学校 中里1019 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原第二中学校 今泉1955 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

須津中学校 中里1156 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原小学校 高嶺町6-1 ʷ m 0.6 m 1.2 m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

富士西公園駐車場 入山瀬772-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 時之栖富士 エスプラットフジスパーク 大淵325-5 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士信用金庫研修ｾﾝﾀｰ東側駐車場 中野212-11 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原工業高等学校 第二体育館西側駐車場 比奈2300 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士市総合運動公園駐車場A 中野671 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

沼川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される７地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※沼川の洪水浸水想定地区：吉原、今泉、吉永、元吉原、須津、浮島、原田

緊急避難場所
【沼川洪水】

洪水時車いっとき
避難場所

洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、避難者が自家用車内で安全確保を図ることを目的に、

以下の施設を「洪水時車いっとき避難場所」として開設します。

赤淵川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される８地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※赤淵川の洪水浸水想定地区：吉永北、吉永、須津、浮島、元吉原、原田、今泉、吉原

緊急避難場所
【赤淵川洪水】
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決定
延長
（ｍ）

45-2 市道 田子浦伝法線 870 富士第二小 1

45-3 市道 田子浦伝法線 370 富士第二小 1

174 県道 富士停車場線 710 富士第二小 4

174 県道 富士停車場線 155 富士第二小 -

1 市道 臨港富士線 1200
富士中央小、富士第一
小、富士中、富士高

3

1 市道 臨港富士線 980 吉原小 3

35 市道 中島林町線 555 富士中 3

54-1 市道 本市場大渕線 485 富士中央小、富士高 3

54-1 市道 本市場大渕線 395 富士第一小 -

55 市道 五味島岩本線 560 富士中央小、富士高 3

353 県道 田子の浦港富士インター線 1115 伝法小、吉原第一中 1

34-１ 市道 左富士臨港線 550
今泉小、吉永第一小、
吉原東中、富士市立高

4

34-２ 市道 左富士臨港線 415
今泉小、吉永第一小、
吉原東中、富士市立高

4

２ 市道 吉原沼津線 1320
吉永第一小、吉原東
中、富士市立高

3

34-3 市道 左富士臨港線 235 岳陽中、丘小 1

34-3 市道 左富士臨港線 155 岳陽中、丘小 3

34-3 市道 左富士臨港線 870 広見小、青葉台小 4

34-3 市道 左富士臨港線 1085 青葉台小 -

34-3 市道 左富士臨港線 245 丘小 -

＊指定避難所から広域避難地までの間の幅員15ｍ以上の現道が整備されている箇所を抽出

中央公園

原田公園

広見公園

幹線避難路設定状況

広域避難地 路線番号 種別 路線名 関連指定避難場所
緊急

輸送路
種別
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避難場所（津波避難場所）案内板設置場所及び構造図 

 

１．設置場所 

地区名 設 置 場 所 地区名 設 置 場 所 

吉 原 吉原中央駅 富士駅北 県富士総合庁舎 

吉 原 住吉公園 富士駅北 中央公園 

吉 原 南町公園 岩 松 北 湯沢平公園 

吉 原 市立富士体育館 田 子 浦 田子浦荘 

吉 原 津田第2公園 田 子 浦 新浜公会堂 

吉 原 島田公園 田 子 浦 港中央公園 

吉 原 八代公園 田 子 浦 柳島公園 

吉 原 富士市立中央病院 田 子 浦 宮島新田公園 

伝 法 富士商工会議所 田 子 浦 助六公園 

伝 法 富士市薬剤師センター 田 子 浦 中丸おか公園 

今 泉 吉原忠霊塔 田 子 浦 中丸小須公園 

今 泉 和田町公園 田 子 浦 ふじのくに田子浦みなと公園 

今 泉 御殿町公会堂 田 子 浦 浜田公園 

今 泉 左富士バス停 田 子 浦 田子区公会堂 

原 田 岳南原田駅 田 子 浦 鮫島区公会堂 

吉 永 岳南比奈駅 田 子 浦 前田区公会堂 

吉 永 玉泉寺境内 田 子 浦 前田新田区公会堂 

元 吉 原 ＪＲ吉原駅 田 子 浦 田子の浦漁業協同組合 

元 吉 原 鈴川港公園 富士駅南 ＪＲ富士駅南交差点北 

元 吉 原 富士と港の見える公園 富 士 南 千鳥町公会堂 

元 吉 原 鈴川木之元神社 富 士 南 早川橋交差点南 

元 吉 原 今井町公園 富 士 南 富士見ヶ丘早川団地 

元 吉 原 桧町児童遊び場 富 士 南 市営四軒屋団地 

元 吉 原 ＪＲ東田子の浦駅 富 士 南 クリーンセンターききょう入口 

元 吉 原 淡島神社（田中町公会堂） 富 士 南 道の駅富士下り側 

元 吉 原 柏原保育園 富 士 南 道の駅富士上り側 

元 吉 原 毘沙門天南 富 士 南 三四軒屋緑道 

元 吉 原 砂山公園 鷹 岡 富士市商工会鷹岡事務所 

元 吉 原 三新田公園 鷹 岡 ＪＲ入山瀬駅 

元 吉 原 西柏原新田公園 鷹 岡 鷹岡市民プラザ 

元 吉 原 鈴川５丁目公会堂 富 士 川 ＪＲ富士川駅 

須  津 浮島工業団地   

須 津 岳南須津駅   

広 見 大淵街道広見町入口交差点   

広 見 石坂市営住宅バス停横   

富士見台 富士見台入口交差点   

富 士 北 松本公会堂北側（板のみ） 合 計 68 ヶ 所 

 

２．構造図 
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避難場所標示板設置数及び構造図 
 

１．設 置 場 所          

  避難場所設置箇所  73箇所 

 

２．構  造  図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難場所誘導標示板設置数及び構造図 

 

１．設 置 数           ２．構  造  図 

旧富士市域･･･107 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       G．L 

 地 域  箇所数 

 吉原地区  56 

 富士地区  38 

 鷹岡地区  15 

 計  110箇所 

 

指定避難場所 
 

○○中学校 

４
０
０

 

６００ 

１
９
０
０
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津波警告標識設置数及び構造図 
 

１．設 置 場 所                 ２．構  造  図 

 

設 置 場 所 箇所数 

吉原側海岸 国土交通省管轄分（富士海岸出張所） 9 

〃 静岡県管轄分（田子の浦港管理事務所） 5 

富士側海岸 国土交通省管轄分（富士海岸出張所） 12 

〃 静岡県管轄分（田子の浦港管理事務所） 1 

計 27箇所 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

海抜標示板設置数及び構造図 
 

 

１．設 置 場 所           ２．構  造  図 

  海抜標示板設置箇所 1,532 箇所 

 

 
 

（施設・コンビニ・電柱用） 

（屋外用） 
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海抜標示板（屋外用）設置箇所
海抜(ｍ) 海　抜　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点

1 8.4 市役所前 40 7.7 中里町２稲荷神社

2 7.4 救急医療センター 41 10.3 川尻町１御堂前

3 4.8 津田正宝稲荷 42 9.2 増川町２氏子会館

4 5.5 吉原小学校 43 8.5 中里町２沼津線入口交差点

5 5.2 津田第一公園 44 17.7 須津小学校

6 4.4 昭和自動車学校南側交差点 45 12.5 神谷向田橋東側

7 3.9 吉原１丁目日産北側交差点 46 3.6 江尾町１岳鉄踏切東側

8 4.0 岳南富士地方卸売市場西側入口 47 2.8 岳鉄江尾駅

9 4.1 和田町２丁目公会堂 48 3.7 羽田溶接工業東側交差点

10 3.6 新橋町公会堂 49 3.8 川尻町２南側交差点

11 3.3 依田橋左富士神社 50 1.9 浮島工業団地

12 2.3 岳南排水路管理事務所 51 10.3 浮島町２浅間神社

13 3.4 今泉小学校 52 4.0 田子浦中学校

14 3.1 田中商店前交差点 53 8.6 新浜金比羅神社

15 2.5 ジヤトコ南側交差点 54 3.7 江川山王神社

16 4.0 依田橋公園 55 6.8 旧浜幼稚園

17 原田地区 3.8 日本大昭和板紙吉永体育館入口 56 3.9 カーフェリー発着所跡

18 4.9 富士岡花守町公会堂 57 4.4 前田バス停東側

19 3.8 岳鉄比奈駅 58 5.4 日本製紙富士工場南側交差点

20 3.3 堤倉庫前交差点 59 6.2 柳島公園

21 8.7 旧吉原東中学校 60 4.1 新浜公会堂北側交差点

22 3.8 東球場 61 3.7 田子浦荘東側交差点

23 4.9 中央消防署臨港分署 62 4.5 田子浦小学校

24 4.7 吉原駅南公園 63 4.1 デイサービスセンターそてつ南側交差点

25 9.1 鈴川町３木之元神社 64 8.9 富士南中学校

26 10.1 毘沙門天入口公会堂 65 9.1 富士南小学校

27 11.4 鈴川幼稚園 66 3.7 千鳥町公会堂

28 13.7 元吉原まちづくりセンター 67 9.3 三四軒屋八大龍王神社

29 2.8 大野町公会堂 68 7.9 西宮島万太郎塚橋東側

30 11.9 柏原保育園 69 7.9 西宮島宮野梱包(有)西側

31 12.5 柏原町２公会堂 70 8.1 道の駅西側交差点

32 12.3 柏原町１公会堂 71 6.2 金属工業団地三立ハウス北側交差点

33 4.2 高木産業正門前 72 3.3 クリーンセンターききょう

34 7.8 田中町米之宮神社 73 3.4 富士見ヶ丘早川団地

35 4.8 消防第10分団詰所 74 3.3 ポリプラ富士工場正門前

36 14.8 今井本町公園

37 13.8 鈴川浜町公園

38 18.0 鈴川町５集会所

39 3.5 ＪＲ吉原駅北口

地区名地区名

吉永地区

元吉原地区

浮島地区

吉原地区

今泉地区

須津地区

田子浦地区

富士南地区
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◎市有施設等（一部）
目　標　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点 目　標　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点

●市庁舎等 50 岩松小学校 23.6 正門南側道路交差点

1 市役所 7.6 庁舎南側道路 51 岩松北小学校 19.5 正門東側交差点

2 消防防災庁舎 7.6 庁舎南側道路 52 鷹岡小学校 54.1 正門南側道路交差点

3 中央病院 9.3 正面入口付近 53 天間小学校 65.0 正門北側道路

●まちづくりセンター 54 丘小学校 77.2 正門南側道路

4 吉原まちづくりセンター 6.4 入口西側道路交差点 55 富士川第一小学校 43.6 正門北側道路交差点

5 伝法まちづくりセンター 21.4 入口北側道路 56 富士川第二小中一貫校松野学園 53.2 正門西側道路交差点

6 今泉まちづくりセンター 12.3 入口北東側道路交差点 ●中学校

7 神戸まちづくりセンター 147.2 入口西側道路交差点 57 吉原第一中学校 7.9 正門北側道路

8 広見まちづくりセンター 79.8 入口東側道路交差点 58 吉原第二中学校 25.7 正門南側道路

9 青葉台まちづくりセンター 104.0 入口南側道路交差点 59 吉原第三中学校 34.5 正門付近

10 元吉原まちづくりセンター 13.2 入口北側道路交差点 60 元吉原中学校 11.4 正門北側道路

11 須津まちづくりセンター 18.4 玄関付近 61 旧吉原東中学校 7.8 正門北側道路

12 浮島まちづくりセンター 7.0 入口西側道路交差点 62 須津中学校 23.4 正門西側道路

13 吉永まちづくりセンター 7.4 入口西側道路交差点 63 大淵中学校 251.5 正門西側道路

14 吉永北まちづくりセンター 200.2 入口東側道路交差点 64 富士中学校 16.8 正門南側道路

15 原田まちづくりセンター 13.2 入口南側駐車場 65 富士南中学校 9.7 正門北側道路

16 富士見台まちづくりセンター 96.6 入口西側道路交差点 66 田子浦中学校 3.9 正門南側道路

17 大淵まちづくりセンター 227.0 入口南側道路交差点 67 岩松中学校 25.2 正門東側道路

18 富士駅北まちづくりセンター 14.1 入口東側道路交差点 68 鷹岡中学校 70.6 正門付近道路

19 富士北まちづくりセンター 13.1 (西側)入口北側道路交差点 69 岳陽中学校 84.4 正門南側道路

20 富士駅南まちづくりセンター 11.4 駐車場東側入口道路交差点 70 吉原北中学校 153.6 正門南側交差点

21 田子浦まちづくりセンター 3.0 入口西側道路交差点 71 富士川第一中学校 22.5 正門西側道路

22 富士南まちづくりセンター 8.3 入口東側道路 72 富士川第二小中一貫校松野学園 49.4 正門北側道路

23 岩松まちづくりセンター 23.6 入口東側道路交差点 ●保育園

24 岩松北まちづくりセンター 20.8 入口西側道路 73 第一保育園 7.4 北西側道路交差点

25 鷹岡まちづくりセンター 73.4 北西側道路交差点 74 第二保育園 15.7 妙延寺南東側交差点

26 天間まちづくりセンター 86.0 正面入口道路 75 第三保育園 21.4 正門付近道路

27 丘まちづくりセンター 88.9 入口北側道路交差点 76 柏原保育園 8.3 北側入口道路

28 富士川まちづくりセンター 42.7 北側駐車場 77 杉の木保育園 25.6 北側道路

29 松野まちづくりセンター 48.0 入口東側道路 78 広見保育園 109.8 園庭中央付近

●小学校 79 中野保育園 212.1 東側道路交差点

30 吉原小学校 5.2 正門東側交差点 80 蓼原保育園 7.1 南側道路

31 伝法小学校 21.4 正門北側道路 81 南保育園 10.3 駐車場北側道路交差点

32 今泉小学校 3.2 正門西側道路 82 浜保育園 11.9 鮫島公会堂付近

33 神戸小学校 151.9 正門西側道路 83 なかじま保育園 16.9 東側道路

34 広見小学校 79.8 正門付近 84 岩本保育園 67.6 南西側道路交差点

35 青葉台小学校 104.0 正門西側道路交差点 85 森島保育園 13.9 北西側道路

36 元吉原小学校 12.9 西側門付近 86 鷹岡保育園 38.4 園内北西隅

37 須津小学校 19.3 正門北側道路交差点 87 厚原保育園 62.4 東側道路

38 東小学校 6.4 正門東側道路 88 浅間保育園 63.5 北西側道路交差点

39 吉永第一小学校 7.4 正門西側道路交差点 89 てんま保育園 64.6 北東側道路

40 吉永第二小学校 200.2 正門東側道路交差点 90 岩淵保育園 40.7 北西側道路交差点

41 原田小学校 13.2 正門入口西側駐車場 ●幼稚園

42 富士見台小学校 114.7 正門東側道路 91 昭和幼稚園 6.6 北東側道路

43 大淵第一小学校 243.4 正門入口東側道路交差点 92 原田幼稚園 15.4 北東側道路

44 旧大淵第二小学校 493.6 正門西側道路 93 旧大淵幼稚園 243.8 南側入口道路

45 富士第一小学校 13.7 正門南側道路 94 田子浦幼稚園 3.4 南側入口道路

46 富士第二小学校 11.4 正門北側道路 95 岩松幼稚園 23.2 南西側道路交差点

47 富士中央小学校 13.0 正門東側道路交差点 96 天間幼稚園 101.7 東側道路

48 田子浦小学校 3.7 正門南側道路 97 富士川第一幼稚園 43.6 東側道路

49 富士南小学校 8.5 正門北側道路 ●小規模保育事業所

98 みなみっこ 8.2 東側道路



資料７－１３

目　標　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点 目　標　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点

●消防署・分署・分団 147 看護専門学校 13.4 正面入口南側付近

99 西消防署 16.5 東側道路付近 148 富士川学校給食センター 36.5 北側道路

100 臨港分署 4.4 吉原駅南口付近道路 149 市立体育館 5.5 正面入口西側道路

101 吉永分署 8.0 西側道路交差点 150 富士体育センター 176.9 正面入口付近

102 大淵分署 189.9 西側道路 151 富士川体育館 35.4 正面入口北側道路

103 鷹岡分署 78.3 南側道路(大月線) 152 富　士　球　場 161.6 グラウンド中央付近

104 南分署 10.4 敷地内南西隅 153 東　球　場 3.4 正面入口付近

105 富士川分署 36.2 東側道路 154 マリンプール 10.6 駐車場

106 第1分団(御幸町) 5.3 北側道路交差点 ●公　園　等

107 第2分団(津田) 5.1 西側道路交差点 155 中　央　公　園 12.2 南側道路

108 第3分団(伝法) 21.4 北側道路 156 広　見　公　園 77.7 南側道路

109 第4分団(今泉2) 3.2 西側道路 157 原　田　公　園 13.0 南側道路

110 第5分団(今泉7) 12.9 西側道路 158 富　士　西　公　園 95.4 管理棟付近

111 第6分団(三ツ沢) 147.2 北側道路 159 吉　原　公　園 4.8 公園橋北側広場

112 第7分団(原田) 13.5 南側道路 160 岩　本　山　公　園 155.6 入口西側駐車場

113 第8分団(比奈) 6.8 南側道路 161 竹　採　公　園 24.8 駐車場南側道路

114 第9分団(中里) 10.7 北側道路 162 浮島ケ原自然公園 1.0 駐車場西側

115 第10分団(今井) 4.2 北側道路 163 厚原スポーツ公園 64.8 駐車場入口東側道路

116 第11分団(鵜無ケ淵) 228.6 東側道路 164 総　合　運　動　公　園 189.5 北側駐車場

117 第12分団(大淵) 243.4 東側中野交差点 165 米　の　宮　公　園 12.0 東側道路

118 第13分団(本市場) 13.7 北側道路 166 中 之 郷 幸 町 公 園 15.8 北側道路

119 第14分団(本市場) 10.4 西側道路 167 富　士　松　野　公　園 53.2 北側道路

120 第15分団(本市場新田) 15.3 北側道路 168 横　割　公　園 7.2 園内東側

121 第16分団(横割) 12.8 西側道路 169 雁スポーツ広場 31.0 東側道路

122 第17分団(中丸) 3.9 北側道路 170 鬼　ケ　島　公　園 3.5 西側道路

123 第18分団(鮫島) 2.7 北側道路 171 広　見　桜　公　園 88.1 南側道路

124 第19分団(松岡) 21.1 西側道路 172 江　尾　公　園 2.7 園内東側

125 第20分団(岩本) 22.1 西側道路交差点 173 和　田　川　公　園 4.4 北側道路

126 第21分団(鷹岡本町) 39.8 西側道路交差点 174 柳　島　公　園 5.3 公園内南側

127 第22分団(厚原) 62.3 西側道路 ●その他の施設等

128 第23分団(久沢) 73.6 西側道路 175 共立蒲原総合病院 42.7 正面入口付近

129 第24分団(天間) 86.0 南側道路交差点 176 ロゼシアター 11.9 北側道路

130 第25分団(石坂) 75.8 南側道路交差点 177 ふじさんめっせ 7.0 正面入口付近

131 第26分団(森下) 9.7 南側道路 178 ラホール富士 7.1 西側道路

132 第27分団(中之郷) 17.9 西側道路 179 富士市交流プラザ 15.0 西側道路

133 第28分団(岩淵) 44.1 北側道路 180 ステーションプラザ富士 6.8 北側駐車場

134 第29分団(木島) 46.4 東側道路 181 ふれあいホール 23.6 北側道路付近

135 第30分団(南松野) 48.7 北側道路 182 岳南富士地方卸売市場 3.6 西側入口付近

136 第31分団(北松野) 67.6 西側道路 183 富士川楽座 56.1 東名上り線サービスエリア内

●福祉施設等 184 社会福祉センター広見荘 78.7 北側道路

137 フ ィ ラ ン セ 11.0 正面入口道路 185 社会福祉センター田子浦荘 2.7 南側道路

138 福祉キャンパス 339.8 正面入口付近 186 社会福祉センター東部市民プラザ 3.4 北側道路

139 こども発達センター 99.3 南西側道路 187 環境クリーンセンター 140.7 正面入口付近道路

●教育・スポーツ施設等 188 クリーンセンターききょう 4.2 正面入口付近

140 富士市立高等学校 25.3 正門南側道路 189 東部浄化センター 3.6 北側道路

141 中央図書館 7.5 東側道路 190 西部浄化センター 3.3 正面入口付近

142 西図書館 15.0 東側道路 191 吉原下終末処理場 3.9 正面入口北側道路

143 東図書館 7.7 南側道路 192 富士市斎場 121.3 東側道路付近

144 富士文庫 86.0 北西側道路交差点 193 道の駅富士 7.6 上り線駐車場

145 少年自然の家 500.3 東側道路

146 博　物　館 91.7 正面入口付近道路



資料７－１３

◎市有施設以外（一部）
目　標　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点 目　標　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点

●保育園 48 ＪＲ富士根駅　 70.9 南側道路交差点

1 えのき保育園 12.1 東側道路 49 岳南吉原駅 4.3 東側駐車場付近

2 ひな保育園 12.3 医王寺北側道路 50 岳南ジヤトコ前駅 5.0 南側道路

3 みどりご保育園 25.5 北東側道路交差点 51 岳南吉原本町駅 4.3 北側道路付近

4 愛生保育園 25.1 南側道路 52 岳南本吉原駅 4.0 北側道路

5 岩松保育園 26.6 学校橋付近交差点 53 岳南原田駅 5.3 北側道路

6 わかくさ保育園 3.7 園舎北側 54 岳南比奈駅 3.6 北側出入口付近

7 伝法保育園 47.4 東側道路付近 55 岳南須津駅 13.1 東側道路付近
8 緑ヶ丘保育園 39.4 東側道路付近 56 岳南神谷駅 13.3 南側道路

9 中里保育園 30.6 北西側道路付近 57 岳南江尾駅 2.8 北側駐車場付近

10 富士見台リズム保育園 125.2 東南側道路付近 ●警察署交番等

11 富士保育園 16.0 南側道路付近 58 富士警察署 3.3 南側道路

12 富士わかば保育園 104.2 東側道路付近 59 吉原駅前交番 4.4 北側道路

13 富士さくら保育園 10.1 西側道路付近 60 御幸町交番 5.2 西側道路

14 松岡保育園 19.0 北東側道路付近 61 広見町警察官駐在所 85.8 西側道路

●幼稚園等 62 松野駐在所 48.0 北側道路

15 すみれ認定こども園 15.7 北側道路 63 新富士駅前交番 6.7 東側パーキング

16 たかおかこども園 65.8 南側駐車場付近 64 西富士交番 21.1 西側道路

17 認定こども園みのる幼稚園 96.0 北側道路 65 鷹岡交番 73.5 北側道路(大月線)

18 するが幼稚園 159.0 東側道路 66 中野町交番 243.4 南側道路

19 神戸幼稚園 123.9 北東側道路交差点 67 天間警察官駐在所 67.3 南側道路

20 富士光明幼稚園 35.4 北東側道路交差点 68 伝法交番 21.4 北側道路

21 認定こども園鈴川幼稚園 11.4 東側道路交差点 69 東警察官駐在所 4.7 北側道路

22 認定こども園さくら台幼稚園 28.0 西側道路交差点 70 柏原警察官駐在所 8.9 南側道路

23 吉原聖母幼稚園 5.1 南側道路付近 71 比奈警察官駐在所 7.4 北側道路

24 認定こども園わかば幼稚園 93.4 南側道路付近 72 富士駅前交番 13.6 北側パーキング

25 ゆきよし幼稚園 7.2 東側道路付近 73 須津交番 10.7 南側道路

26 認定こども園曙幼稚園 5.5 東側道路付近 74 駅南交番 12.8 西側道路

27 藤田幼稚園 279.5 東側道路付近 75 富士川交番 22.5 西側道路

28 いまいずみ幼稚園 3.0 南側道路 ●ＪＡ

29 認定こども園須津幼稚園 13.3 南側道路 76 ＪＡふじ伊豆富士中央支店 7.1 青島200番地の1

30 認定こども園富士ふたば幼稚園 12.1 東側道路付近 77 ＪＡふじ伊豆元吉原支店 3.7 田中新田262番地の1

31 富士中央幼稚園（認こ） 10.1 西側道路付近 78 ＪＡふじ伊豆須津支店 18.4 中里1143番地の2

32 富士リズム幼稚園 52.8 北側道路付近 79 ＪＡふじ伊豆原田支店 13.5 原田178番地の1

33 認定こども園富士見台リズム 154.4 東側道路付近 80 ＪＡふじ伊豆今泉支店 3.8 今泉2丁目6番47号

34 岩松保育園（認こ） 26.6 学校橋付近交差点 81 ＪＡふじ伊豆富士北支店 116.5 一色500番地の11

●高等学校 82 ＪＡふじ伊豆島田支店 4.4 荒田島8番地の1

35 県 立 富 士 高 等 学 校 15.1 正門南側道路 83 ＪＡふじ伊豆伝法支店 18.9 伝法2800番地の1

36 県 立 富 士 東 高 等 学 校 87.7 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ中央南側付近 84 ＪＡふじ伊豆大淵支店 240.0 大淵2892番地の5

37 県 立 吉 原 高 等 学 校 33.1 西側通用門付近 85 ＪＡふじ伊豆鷹岡支店 43.1 鷹岡本町1番3号

38 県 立 吉 原 工 業 高 等 学 校 88.8 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ中央付近 86 ＪＡふじ伊豆天間支店 72.2 天間642番地の1

39 富 士 見 高 等 学 校 15.3 正門南側道路 87 ＪＡふじ伊豆丘支店 73.4 厚原2312番地の7

●駅 88 ＪＡふじ伊豆吉永支店 8.3 比奈1448番地

40 ＪＲ新富士駅 6.6 南側出入口付近 89 ＪＡふじ伊豆富士支店 11.8 水戸島187番地の1

41 ＪＲ吉原駅 4.1 北側出入口付近 90 ＪＡふじ伊豆竪堀支店 16.5 松本12番地の1

42 ＪＲ東田子浦駅 8.9 六王子神社南側道路 91 ＪＡふじ伊豆田子浦支店 3.5 中丸758番地の1

43 ＪＲ富士駅 13.4 北口付近 92 ＪＡふじ伊豆岩松支店 25.5 松岡2431番地の2

44 ＪＲ富士川駅 17.4 東側道路 93 ＪＡふじ伊豆橋下支店 20.1 松岡1078番地

45 ＪＲ柚木駅 19.2 北側道路 94 ＪＡふじ伊豆富士川支店 19.5 中之郷724

46 ＪＲ竪堀駅 17.9 西側道路

47 ＪＲ入山瀬駅 45.4 南側道路交差点
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目　標　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点 目　標　地　点 海抜(ｍ) 海　抜　地　点

●ミニストップ 138 富士市伝法上中 23.5 伝法1579-1

95 富士岩本店 141.2 岩本819-1 139 富士市伝法片宿 39.7 伝法片宿883-1

96 富士岩淵店 20.9 岩淵777番2 140 富士市長沢 27.2 厚原字長沢351-13

97 富士宮島店 10.2 宮島183-1 141 富士市永田町 9.6 永田町2丁目75

98 富士錦町店 7.1 錦町1-12-18 142 富士市原田 6.3 宇東川東町2-38

99 富士厚原店 82.0 厚原字横道下1244-1 143 富士市比奈 7.1 比奈1289-2

100 富士広見店 90.1 広見本町2番1号 144 富士市富士川駅前 8.1 中之郷775-1

101 富士今泉店 24.4 今泉4丁目5番11号 145 富士市富士見台 127.8 富士見台4丁目5番地

102 富士青葉町店 11.1 青葉町95番 146 富士市平垣本町 14.9 平垣本町10番30号

103 富士石坂店 41.8 石坂79-2 147 富士市松岡 17.2 松岡1138-7

104 富士中島店 16.4 中島105-1 148 富士市松岡西 20.9 松岡1605番地4

105 富士中里店 10.1 中里88-1 149 富士市松岡南 17.2 松富町5

106 富士津田町店 4.8 津田町146 150 富士市三ツ倉 147.4 中野604-1

●ファミリーマート 151 富士市水戸島1丁目 14.1 水戸島1丁目5-23

107 富士本吉原店 4.0 今泉１丁目１４番３２号 152 富士市御幸町 2.3 御幸町4番1号

108 富士丘店 57.8 厚原591番地の1 153 富士市横割 11.1 横割2-1-2

109 富士船津店 4.0 船津49-3 154 富士市吉原 7.1 吉原5丁目2-1

110 富士まつもと店 16.5 松本7番地1 155 富士市四ツ家 21.1 松岡761-1

111 富士川成島店 4.0 川成島298 156 富士バイパス 7.5 五貫島字五貫島115-1

112 富士見台店 82.9 三ツ沢字越地352-8 157 富士緑町 6.3 緑町6-35

113 富士柚木店 20.2 柚木140-1 ●ローソン

114 富士松岡店 21.2 松岡572-1 158 富士元町店 14.8 元町16-23

115 富士岩松店 20.2 松岡字二ツ家58-2 159 富士依田橋店 2.9 依田橋218-1

116 富士日乃出町店 11.7 日乃出町126-1 160 富士今泉北店 2.3 今泉字高尾奈480-1

117 富士大渕店 204.5 大渕3579番42 161 富士今井店 2.7 今井430-3

118 宇東川東町店 13.0 宇東川東町9-29 162 富士宮島店 7.6 宮島611-1

119 富士厚原店 77.2 厚原1359-1他 163 富士津田店 5.9 津田264-4

120 大渕久保町店 127.8 大渕148他 ●特別養護老人ホーム

●セブンイレブン 164 なかざと 3.6 中里2593-5

121 富士川バイパス 50.0 北松野1742番1 ●就労継続支援事業所

122 富士川松野 59.2 北松野1325-1 165 市民ふれあいバンク 20.4 宇東川西町8-39

123 富士市青島町 7.7 青島町272 166 鷹身工芸社 85.9 久沢1018-4

124 富士市青葉町 12.4 青葉町578 167 竹の子 12.3 横割1-20-13

125 富士市厚原 61.6 厚原874-1 168 ふれあいショップ　あゆみ 17.9 松岡566-4

126 富士市石坂 66.9 石坂字高林420-3 169 ふじひろみ 75.5 伝法510-5

127 富士市一色 92.6 今泉3005 170 ひめな 20.2 比奈1376-1

128 富士市今井 2.9 今井296-1 171 まつぼっくり 13.6 大野新田744-25

129 富士市今泉北 29.4 今泉町6-12-23 172 ふじばら作業所 64.8 中之郷4106-1

130 富士市大渕 242.2 大渕3016-9

131 富士市久沢 19.1 久沢50番5

132 富士市新橋町 3.3 新橋町3番6号

133 富士市須津 8.8 増川461-3

134 富士市蓼原 9.1 蓼原89-3

135 富士市津田町 5.1 津田町121-1

136 富士市天間 103.9 天間1560-1

137 富士市天間西 92.2 天間901番3
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緊急物資（食料及び生活必需品）調達予定先一覧表 
 会社（組合）名 住   所 連絡先 主要品名等 

富士伊豆農業協同組合富士地区本部 

 

㈱ エ ン チ ョ ー 富 士 店 

 

 

㈱ マ キ ヤ 

 

 

 

ワタ寝具組合富士支部（藁科ふとん店） 

 

富 士 米 殻 卸 ㈱ 

 

(一社)静岡県ＬＰガス協会東部支部富士地区会 

（㈱ＴＯＫＡＩ富士支店） 

 

生 活 協 同 組 合 コ ー プ し ず お か 

（ユーコープしずおか） 

 

 

㈱ ク リ エ イ ト エ ス ・ デ ィ ー 

 

 

㈱ カ イ ン ズ 

 

㈱ 伊 藤 園 

 

㈱ 静 鉄 ス ト ア 

 

 

 

 

 青島200-1 

 

永田北町4-5 

 

 

大渕2373 

 

 

 

比奈880-1 

  

御幸町6-21 

 

中島74-1 

 

 

静岡市葵区呉服町 

1-3-14 8F 

 

 

 横浜市青葉区 

荏田西二丁目3-2 

 

  埼玉県本庄市 

早稲田の杜1-21 

 瓜島69-2 

 

 静岡県葵区末広町95 

 

 

 

 5 1 - 2 1 2 1 

 

5 2 - 0 4 1 1 

 

 

3 6 - 1 0 0 0 

 

 

 

3 4 - 0 3 4 6 

 

5 2 - 3 0 4 5 

 

6 1 - 4 0 2 5 

 

 

054-272-6811 

 

 

 

0 4 5 - 9 1 4 - 8 1 6 1 

 

 

0495-88-7100 

 

5 7 - 2 6 5 5 

 

054-20 5-7010 

 

 

 

 米 

 

作業衣、生理用品、洗剤、履

物、LPガス器具、日用品 

 

漬物、缶詰、味噌、下着類、

食器類、履物、LPガス器具等

下着類、乳児用品、食器類 

 

毛布、タオル、さらし 

 

米 

 

ＬＰガス、ＬＰガス器具 

 

 

米、漬け物、味噌、醤油、下着

類、軍手、ちり紙、なべ、茶わ

ん、乾電池 

 

米、漬物、味噌、毛布、下着類、

タオル、おむつ、生理用品、マ

ッチ、鍋、箸 

生活必需品等 

 

清涼飲料水等 

 

米、漬物、味噌、毛布、下着類、

タオル、おむつ、生理用品、マ

ッチ、鍋、箸 
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会社（組合）名 住   所 連絡先 主要品名等 

マ ッ ク ス バ リ ュ 東 海 ㈱ 

 

 

王 子 コ ン テ ナ ー ㈱ 富 士 工 場 

 

ウ エ ル シ ア 薬 局 ㈱ 

 

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 

 

 

㈱ コ ー チ ョ ー 

 

イ デ シ ギ ョ ー ㈱ 

 

㈱ ホテイフーズコーポレーション  

 

㈱ タ カ ラ ・ エ ム シ ー 

（フードマーケットマム 今泉店） 

（フードマーケットマム 厚原店） 

 

富 士 木 材 ㈱ 

 

鈴 木 紙 器  ㈲ 

 

㈱  大 富 

 

㈱ ケ ー ・ デ ー ・ エ ス 

 

 

㈱ ナ フ コ 

 

 

静岡県駿東郡長泉町 

下長窪303-1 

 

沼津市東原246 

 

 東京都千代田区 

外神田2-2-15 

新潟県新潟市 

南区清水4501-1 

 

厚原字川窪295 

 

島田町2-198 

 

静岡市清水区

蒲原4-26-6 

 

今泉3771-1 

厚原119-1 

 

大淵3800-8 

 

原田1447-1 

 

依田橋238-1 

 

神奈川県厚木市 

上依知2979-1 

 

福岡県北九州市小倉

北区魚町2丁目6-10 

 

053-581-7117 

 

 

055-967-1000 

 

03-5209-5679 

 

025-371-4185 

 

 

7 1 - 2 6 1 0 

 

5 3 - 1 0 1 1 

 

054-385-3131 

 

 

2 3 - 3 7 3 3 

7 3 - 1 7 3 9 

 

3 6 - 1 1 8 8 

 

2 1 - 2 6 5 9 

 

3 2 - 2 0 9 5 

 

046-245-4848 

 

 

093-521-5155 

 

 

漬物、缶詰、味噌、毛布、シ

ャツ、日用品、食器類、履物

等 

段ボール製品 

 

米、漬物、味噌、毛布、下着類、

タオル、おむつ、生理用品 

作業関係、日用品、飲料水、

電気用品等 

 

オムツ、ペット用品（ネコ砂

等） 

ﾃｨｯｼｭ、ﾄｲﾚｯﾄペーパー等 

 

缶詰、飲料水 

 

米、パン、菓子、惣菜等 

 

 

 

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄ、簡易ﾄｲﾚ等 

 

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄ 

 

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾍﾞｯﾄ 

 

ﾊﾞｽﾀｵﾙ、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ、ｵｼﾎﾞﾘﾀｵﾙ

 

 

食料、飲料水、生活必需品、

電気用品、暖房機器 
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 会社（組合）名 住   所 連絡先 主要品名等 

Ｕ Ｄ リ テ ー ル ㈱ 

（MEGAドン・キホーテUNY富士吉原店） 

 

大 興 製 紙 ㈱ 

 

コ ア レ ッ ク ス 信 栄 ㈱ 

 

 

㈱ 大 村 総 業 

 

 

ア ス ト ㈱ Ａ Ｓ Ｂ 事 業 部 

 

 

 

国久保2-1-10 

 

 

上横割10 

 

中之郷575-1 

 

 

五貫島886-3 

 

 

今泉441-1 

 

 

 

0570-094-511 

 

 

6 1 - 2 5 0 0 

 

5 6 - 2 5 1 3 

 

 

6 1 - 3 3 9 3 

 

 

5 1 - 8 3 9 0 

 

 

 

食料品、飲食品、衣料品、日

用生活品 

 

タオルペーパー 

  

トイレットペーパー、ハ

ンドタオル 

 

ダンボールベッド、パー

テーションほか 

 

缶入りソフトパン、玄米

リゾット、新・備ENE 

 BAR、パワーブースト

ようかん 
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緊急物資集積場所 

 

１．統括場所 

施 設 の 名 称 富士市産業交流展示場（通称：ふじさんめっせ） 

所在地 
地     番 

所  有  者 

  富士市柳島189-8 

  富 士 市 長 

施設の 

状 況 
屋 内 施 設 

展示面積 3,840㎡（南北40m×東西96m） 

天井高 9～12m 分割利用可 

連 絡 方 法 
  ・一般加入電話 

  ・富士市ＭＣＡ無線 

 

連 絡 場 所   管理事務所  

駐 車 場      有  

夜 間 照 明 施 設        有  

平 面 図    下 記 参 照  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士市産業交流展示場 

（ふじさんめっせ） 
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緊急物資集積場所 
※富士市産業交流展示場の代替・補完施設 

１．場所 

施 設 の 名 称 岳南富士地方卸売市場 

所在地 
地     番 

所  有  者 

  富士市田島100 

  富士中央青果株式会社 

施設の 

状 況 
屋 内 施 設 売場面積 2,506㎡（南北40m×東西78m） 

連 絡 方 法   一般加入電話  

連 絡 場 所   管理事務所  

駐 車 場      有  

夜 間 照 明 施 設        有  

平 面 図    下 記 参 照  

 

 

 

 

岳
南
富
士
地
方
卸
売
市
場 
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応 急 給 水 計 画 
 

 

１．計画作成の主旨 

この計画は、警戒宣言から地震が発生するまでの間に実施すべき事項及び、突然地震が発生し上

水道施設が被害を受けた場合、市民生活に欠くことの出来ない必要最小限度の飲料水の確保と、応

急給水について必要な事項を定める。 

 

２．警戒宣言発令時の対応 

(1) 緊急貯水 

市民が飲料水を汲みおきすることに伴う一時的な水需要の増量に備え、施設のフル稼動を行い、

飲料水の供給を確保・継続する。 

(2) 施設点検及び工事の中止 

二次災害を防止するため、滅菌用次亜塩素酸ソーダの安全保管の処置等、緊急遮断弁等水道施

設（別表２、３）の点検及び配水池等、取水拠点の水量把握並びに水道施設に係る工事中断の指

示及び確認を行う。 

(3) 資機材等の確保 

応急給水に使用する給水用器具等の点検確認及び運搬給水の準備体制の確立。 

(4) 市民への広報 

市同報無線を通じ、飲料水の応急貯水及び自主防災組織が管理する浄水機等、給水用器具等の

点検・作動の確認等、応急給水体制の準備を呼びかける。 

(5) 簡易水道組合に対する要請 

市内 11 の簡易水道組合に対し、応急給水活動の準備を要請する。（別表５） 

(6) 応急復旧に対する協力要請 

災害発生後の応急復旧に関し、資材業者及び水道事業指定工事店協同組合に対し、協力を要請

する。（別表７、８） 

 

３．地震発生後の対応 

(1) 応急給水の基本方針 

応急給水は、飲料水が得られない者に対し、１人あたり１日３リットル（順次１人あたり１日

100 リットルを目標に増量をはかる）の飲料水及び医療救護に必要な飲料水の供給を目標に、仮設

共用栓による通水が行われるまでの間は、取水拠点より運搬給水によって飲料水を供給するもの

とする。 

なお、公共機関、水道指定工事店協同組合、建設業組合、民間団体及び自主防災組織等の応援

を得て応急給水活動にあたる。 

(2) 応急給水活動 

地震発生後速やかに、上水道施設及び取水拠点の被害状況調査を行い、取水活動可能な施設よ

り応急給水活動を開始する。 

ア、取 水 拠 点 

次の施設等を取水拠点とし、原水の確保を行うものとする。 

なお、直ちに飲料水として適さない原水については、浄水機によりろ過滅菌し飲料水とする。 

また、揚水井戸の電源については、供給協定締結店（別表９）により発電機をチャーターし、

稼動させるものとする。 

また、市内 28 箇所の水源地等の自家発電機を稼動させる。（別表４－１） 
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(ｱ) 上水道施設のうち、緊急遮断弁を設置した配水池及び自家発電機を設置した水源地（別表

１・４－１） 

 (ｲ) 県東駿河湾工業用水道厚原浄水場配水池又は原水池 

(ｳ) 学校プール揚水井戸（別表４－２） 

イ、給 水 箇 所 

給水箇所として次により区分する。 

(ｱ) 特別給水箇所 

医療救護計画に基づく救護施設 

救 護 所  １６ （資料５－１（１）） 

救護病院  １２ （資料５－１（２）） 

(ｲ) 一般給水箇所 

市指定避難地（資料７－３、７－４、７－５） 

ウ、運 搬 給 水 

運搬給水は、取水拠点で確保した飲料水を給水用具及び車両等を使用し、上下水道部（上水

道班）が市水道指定工事店協同組合の応援を得て給水箇所に設置される受水槽へ給水する。 

この場合、受水槽から飲料水の各戸配布は自主防災組織に委ねるものとする。 

なお、給水は特別給水箇所を最優先とし、一般給水箇所については段階的に実施するものと

する。 

エ、給水用器具等 

給水活動に必要な器具等は、各地区防災拠点等（防災倉庫）に配備しておくものとする。 

主な器具等 

浄水機（動力・手動） 

アルミタンク（１トン用） 

運搬用キャンバス製水槽（１トン用） 

受水用キャンバス製水槽（２トン用） 

オ、拠点給水 

拠点給水は、配水施設のうち、地震発生後使用可能な施設より仮設配水管を布設、仮設給水

栓を設置し、飲料水を供給する。（別表６） 

この場合、地震発生後、概ね８日を目途に設置するよう努める。 

なお、水道施設の損壊箇所が修復され通水が行われるまでの間は、取水拠点及び仮設共用栓

より運搬給水を継続するものとする。 

 

    災害拠点及び受援体制 

    静岡県富士総合庁舎及び水道施設が災害で被災し、大規模な断水の発生に伴い市民の非常用 

飲料水の確保が困難となった場合、他の水道事業者等の応援による応急給水及び応急復旧の受 

入拠点として富士市教育プラザ（※）の一部施設を使用する。 

    ※『大規模災害時における応急給水及び応急復旧拠点として富士市教育プラザの使用に係る 

覚書』を富士市水道事業と富士市教育委員会の間で締結している。 

     

車両及び資機材置き場として株式会社マルハン荒田島店南側の第２駐車場の施設を使用する。 

    ※『大規模災害時における駐車場の一時使用に関する協定書』を富士市水道事業、株式会社 

     マルハン及び田子浦第一生コンクリート株式会社の間で締結している。 

    

   〇他の水道事業者等の応援による応急給水及び応急復旧の受入拠点として使用できる場所 

     富士市教育プラザ１階多目的室棟 

     富士市教育プラザ来客用駐車場部分の２分の１ 

     株式会社マルハン荒田島店第２駐車場   
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別表１　　地区別推定応急給水量及び取水拠点一覧表

人口 最 小 必 要 応急給水量 仮 設 共 用 栓 に

（人） 飲料水量（m3） （m
3
） よる給水量(m

3
)

Ｒ5.4.1 (1人1日3L)  (1人1日20L) (1人1日100L) 名     称 取水可能量(m
3
)

伝 法 12,009 37 241 1,201 伝法配水池 850

吉 原 11,821 36 237 1,183 泉ヶ丘配水池 3,000
泉ヶ丘配水池 1,350
泉ヶ丘配水池 1,500 　
舟久保配水池 1,500
八代町配水池 1,350

原 田 6,712 21 135 672 一部簡易水道区域

吉 永 北 2,693 9 54 270 桑崎配水池 500

元 吉 原 7,298 22 146 730 元吉原1号配水池 700

須 津 10,721 33 215 1,073 神谷配水池 1,000 一部簡易水道区域

浮 島 1,511 5 31 152 簡易水道区域

広 見 12,253 37 246 1,226 神戸2号配水池 1,000

青 葉 台 9,267 28 186 927
富士団地高区配水池 1,250
今宮１号配水池 200
今宮３号配水池 1,250

富士見台 5,843 18 117 585 富士団地低区配水池 1,000
末広配水池 1,000
八王子配水池 250
曽比奈配水池 600
東片倉配水池 1,000
次郎長配水池 500
岩松配水池 1,750
岩松配水池 1,350

富 士 北 9,000 27 180 900 岩松配水池 1,750
岩松配水池 1,500
岩松第2配水池 1,000
　 　

岩 松 北 10,085 31 202 1,009

田 子 浦 14,546 44 291 1,455

富士駅南 12,001 37 241 1,201

富 士 南 17,616 53 353 1,762
鷹岡高区配水池 500
鷹岡中区配水池 1,250
鷹岡地区配水池 3,000
伝法地区配水池 3,000

丘 13,727 42 275 1,373 工業用水厚原浄水場50,000 

天 間 6,509 20 131 651 鷹岡高区2号配水池 1,000
25 162 806 岩渕配水池 1,000

吉津配水池 500

松 野 6,591 20 132 660 新松野配水池 1,000

計 248,280 762 4,978 24,842 38,400

　

8,056富 士 川

9,948

1,239鷹 岡 12,383 38 248

岩 松 199 995

神 戸 3,747 12 75

地区名

吉 永 7,054 22 142

246今 泉 12,285 40

取　　　水　　　拠　　　点

簡易水道区域

緊急遮断弁付配水池

375

その他

1,229

706

富士駅北 12,422 249

1,219

30

1,24338

大 淵 12,182 37 244
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別表２　　上水道水源地（深井戸）一覧表

施　　設　　名 施　　設　　名

1 神 谷 水 源 地 0 42 舟 久 保 １ 号 水 源 地 2,140

2 神 谷 ２ 号 水 源 地 860 43 舟 久 保 ２ 号 水 源 地 2,600

3 神 谷 ３ 号 水 源 地 1,000 44 舟 久 保 ３ 号 水 源 地 2,120

4 神 谷 ４ 号 水 源 地 1,100 45 吉 小 水 源 地 3,520

5 城 山 水 源 地 630 46 吉 小 予 備 0

6 八 王 子 １ 号 水 源 地 800 47 川 尻 水 源 地 2,400

7 八 王 子 ２ 号 水 源 地 360 48 鷹岡低区１号水源地 2,070

8 八 王 子 ３ 号 水 源 地 1,000 49 鷹岡低区２号水源地 1,800

9 次 郎 長 水 源 地 850 50 鷹岡低区３号水源地 1,500

10 富 士 本 水 源 地 800 51 鷹岡中区１号水源地 1,160

11 大 渕 １ 号 水 源 地 1,320 52 鷹岡中区２号水源地 2,070

12 大 渕 ２ 号 水 源 地 1,100 53 鷹岡中区３号水源地 2,070

13 大 渕 ３ 号 水 源 地 864 54 鷹岡中区４号水源地 1,680

14 大 渕 ４ 号 水 源 地 960 55 鷹岡中区５号水源地 2,110

15 大 渕 ５ 号 水 源 地 1,000 56 鷹岡中区６号水源地 1,100

16 大 渕 ６ 号 水 源 地 1,000 57 鷹岡中区７号水源地 1,010

17 曽 比 奈 水 源 地 1,000 58 鷹岡高区１号水源地 900

18 落 合 水 源 地 950 59 鷹岡高区２号水源地 760

19 糀 窪 水 源 地 960 60 鷹岡高区３号水源地 1,000

20 久 保 町 ３ 号 水 源 地 1,500 61 末 広 ２ 号 水 源 地 750

21 大 久 保 水 源 地 500 62 岩 松 １ 号 水 源 地 1,076

22 今 宮 １ 号 水 源 地 650 63 岩 松 ２ 号 水 源 地 4,320

23 今 宮 ２ 号 水 源 地 850 64 岩 松 ３ 号 水 源 地 3,420

24 桑 崎 水 源 地 850 65 岩 松 ４ 号 水 源 地 4,320

25 桑 崎 2 号 水 源 地 1,056 66 岩 松 ５ 号 水 源 地 4,320

26 神 戸 １ 号 水 源 地 1,000 67 岩 松 ６ 号 水 源 地 4,320

27 富 士 団 １ 号 水 源 地 1,680 68 岩 松 ７ 号 水 源 地 2,200

28 富 士 団 ２ 号 水 源 地 2,160 69 岩 松 ８ 号 水 源 地 2,950

29 富 士 団 ３ 号 水 源 地 2,020 70 岩 松 ９ 号 水 源 地 3,060

30 神 戸 ２ 号 水 源 地 2,000 71 岩 松 10 号 水 源 地 2,100

31 久 保 町 水 源 地 900 72 岩 松 11 号 水 源 地 3,500

32 伝 法 １ 号 水 源 地 3,600 73 岩 松 12 号 水 源 地 1,200

33 伝 法 ２ 号 水 源 地 2,400 74 岩 松 13 号 水 源 地 3,000

34 伝 法 ３ 号 水 源 地 2,640 75 岩 松 14 号 水 源 地 1,840

35 片 倉 水 源 地 1,200 76 久 保 町 ２ 号 水 源 地 650

36 末 広 １ 号 水 源 地 1,700 77 中之郷１号（東町）水源地 1,440

37 吉 原 １ － １ 水 源 地 9,730 78 中之郷2号（日の出町）水源地 4,320

38 吉 原 １ － ２ 水 源 地 4,100 79 木 島 水 源 地 2,016

39 吉 原 ２ 号 水 源 地 1,100 80 木 島 ２ 号 水 源 地 1,008

40 吉 原 ３ 号 水 源 地 2,000 81 中 野 水 源 地 1,440

41 石 坂 水 源 地 2,640 82 新 中 野 水 源 地 3,024

151,114

※県届出取水量は平均です

県届出取水量m3/日 県届出取水量m3/日

合　　　　　計
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別表３　　上水道配水池（調整槽）一覧表

施　　設　　名 施　　設　　名

1 神 谷 配 水 池 △ ○ 2,000 32 舟 久 保 配 水 池 △ ○ 3,000

2 八 王 子 配 水 池 △ ③ 500 33 元 吉 原 １ 号 配 水 池 △ ○ 1,400

3 富 士 本 １ 号 配 水 池 △ 250 34 八 代 町 配 水 池 △ 1,350

4 富 士 本 ２ 号 配 水 池 △ 200 35 八 代 町 配 水 池 △ 　 1,350

5 富 士 本 ４ 号 配 水 池 35 36 鷹 岡 高 区 配 水 池 310

6 富 士 本 中 継 槽 18 37 鷹 岡 高 区 配 水 池 △ ○ 1,000

7 次 郎 長 配 水 池 △ ○ 1,000 38 鷹 岡 中 区 配 水 池 860

8 大 富 ２ 号 調 整 槽 40 39 鷹 岡 中 区 配 水 池 △ ○ 2,500

9 城 山 １ 号 配 水 池 100 40 鷹 岡 地 区 配 水 池 △ ○ 6,000

10 城 山 ３ 号 配 水 池 50 41 伝 法 地 区 配 水 池 △ ○ 6,000

11 城 山 中 継 槽 50 42 鷹岡高区２号配水池 △ ② 2,000

12 曽 比 奈 配 水 池 △ ○ 1,200 43 岩 松 配 水 池 △ ○ 2,700

13 曽 比 奈 調 整 槽 52 44 岩 松 配 水 池 △ ② 3,000

14 中 野 配 水 池 △ 140 45 岩 松 配 水 池 △ ① 3,500

15 東 片 倉 配 水 池 △ ② 2,000 46 岩 松 配 水 池 △ 3,500

16 穴 原 調 整 槽 40 47 岩 松 第 2 配 水 池 2,000

17 今 宮 １ 号 配 水 池 △ ○ 400 48 岩 松 第 2 配 水 池 ○ 2,000

18 今 宮 ３ 号 配 水 池 △ ② 2,500 49 岩 本 公 園 配 水 池 40

19 桑 崎 配 水 池 △ ○ 1,000 50 羽 渕 中 継 槽 63

20 富士団地高区配水池 △ ○ 2,500 51 万 野 配 水 池 4

21 富士団地低区配水池 △ ○ 2,000 52 岩 渕 配 水 池 1,000

22 富 士 団 地 調 整 槽 35 53 岩 渕 配 水 池 △ ○ 2,000

23 富 士 団 地 調 整 槽 37 54 中 之 郷 調 整 槽 ○ 360

24 神 戸 ２ 号 配 水 池 △ ○ 2,000 55 吉 津 配 水 池 △ ② 1,000

25 久 保 町 配 水 池 600 56 新 松 野 配 水 池 △ ○ 2,000

26 久 保 町 配 水 池 675 57 北 松 野 配 水 池 500

27 伝 法 配 水 池 △ ○ 1,700 58 木 島 配 水 池 450

28 末 広 配 水 池 △ ○ 2,000 59 四 十 九 配 水 池 100

29 泉 ヶ 丘 配 水 池 △ ○ 2,700 60 室 野 配 水 池 100

30 泉 ヶ 丘 配 水 池 △ ○ 3,000 61 矢 所 配 水 池 150

31 泉 ヶ 丘 配 水 池 △ ② 6,000

85,059
△緊急取水口取付配水池（35箇所）　　○緊急遮断弁取付配水池27施設32配水池39基

※○の中の数字は緊急遮断弁数

容量　m3 容量　m3

※30　泉ヶ丘配水池は現在休止中

合　　　　　　計



 

 

別表４－１ 自家発電機一覧表     ◇非常用加圧ポンプ有 ◎送水ポンプ有 ●送水ポンプのみ （※その他は、水中ポンプのみ） 

地区名 水源施設名 
ポンプ桝 

容量(A) 

貯水量 

((A)×0.7) 

ポンプ 

口径 

ポンプ 

出力 

ポンプ 

取水能力 
揚 程 深 度 発電機出力 

吉  原 ◇吉原１－１号水源地 537   376   250 ㎜ 45  kw 420   /h 21 ｍ 46 ｍ 200 Ｖ 170 KVA 

吉  原 吉 小 水 源 地 ― ― 150 45 210 48 80 200 Ｖ  85 KVA 

吉  原 ●八 代 町 配 水 池 ― ―    ― ― ― ― ― 200 Ｖ 250 KVA 

伝  法 伝 法 １ 号 水 源 地 89 62 150 15 150 22 75 200 Ｖ  50 KVA 

伝  法 ◇伝 法 ２ 号 水 源 地 181 127 125 55 120 90 130 400 Ｖ 200 KVA 

今  泉 ◇舟久保１号水源地 156 109 150 22 126 36 98.3 200 Ｖ  70 KVA 

神  戸 ◎今 宮 １ 号 水 源 地 400 280 100 30 36 170 180 400 Ｖ 125 KVA 

神  戸 ◇今 宮 ２ 号 水 源 地 64.2 45 80 22 42 120 202 200 Ｖ  70 KVA 

神  戸 ●桑 崎 配 水 池 ― ― 65   5.5 18    39 ― 200 Ｖ  25 KVA 

神  戸 桑 崎 ２ 号 水 源 地 75 52.5 100 37 52.8 142 300 400 Ｖ 145 KVA 

須  津 ◇川 尻 水 源 地 152 106 125 15 102 34 130 200 Ｖ  50 KVA 

須  津 ◇神 谷 １ 号 水 源 地 59 41 100 7.5 60 30 150 200 Ｖ  37 KVA 

須  津 神 谷 ２ 号 水 源 地 ― ― 100 37 48 110 269 200 Ｖ 108 KVA 

富士見台 富士団地２号水源地 297 208 125 37 102 90 120 400 Ｖ 125 KVA 

大  渕 次 郎 長 水 源 地 ― ― 100 37 42 163 253 200 Ｖ 100 KVA 

大  渕 ◇大 渕 １ 号 水 源 地 333 233 100 30 60 115 118 200 Ｖ 100 KVA 

大  渕 ◇久保町１号水源地 23 16 80 11 24 80 110 200 Ｖ  50 KVA 

大  渕 久保町３号水源地 ― ― 100 45 75 125 183 200 Ｖ 125 KVA 

大  渕 ◇八王子２号水源地 58 41 65 18.5 18 151 180 200 Ｖ  75 KVA 

大  渕  ●富 士 本 水 源 地 ― ― 80 37 38.4 244 316 200 Ｖ  80 KVA 

岩  松 ◇岩 松 １ 号 水 源 地 723 506 100 11 48 40 150 200 Ｖ 100 KVA 

岩  松 ●岩 松 配 水 池 ― ― 100 15 60 52 ― 200 Ｖ  65 KVA 

岩  松 ●岩 松 第 ２ 配 水 池 ― ―    ― ― ― ― ― 400 Ｖ 300 KVA 

岩  松 岩 松 ３ 号 水 源 地 ― ―    150 30 180 39 114 200 Ｖ 115 KVA 

岩  松 ●羽 渕 中 継 槽 ― ― 65 11 22.8   81.5 ― 200 Ｖ  50 KVA 

鷹  岡 ◇鷹岡中区１号水源池 860 602 125 30 90 78 121 200 Ｖ 125 KVA 

鷹  岡 ◎鷹岡高区２号水源地 ― ― 80 7.5 37.8 42 180 200 Ｖ  93 KVA 

丘 末 広 １ 号 水 源 地 ― ― 100 30 63 119 180 200 Ｖ 125 KVA 

富 士 川 吉 津 浄 水 場 ― ― 125 7.5 81 20 ― 200 Ｖ  40 KVA 

富 士 川 ◇東 町 送 水 場 270 189 125 15 60 40 60 200 Ｖ  40 KVA 

富 士 川 ◇木 島 送 水 場 100 70 80 5.5 42 32 82 200 Ｖ  90 KVA 
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別表４－２ 井戸水使用プール一覧表 

地区名 学 校 名 
プール容量 

(A) 

取水可能量 

(A)×0.7 

ポンプ 

口径 

ポンプ 

出力 

ポンプ 

取水能力 
揚 程 深 度 必要発電機出力 

吉  原 吉原第一中学校 430 301 100 3.7 37 14 10 〃  20 〃 

伝  法 伝法小学校 478 334 100 5.5 51 26 30 〃  20 〃 

今  泉 県立吉原高等学校 250 175 100 15 63 50 80 〃  30 〃 

原  田 原田小学校 435 304 80 7.5 36 50 102 〃  20 〃 

吉  永 吉永第一小学校 375 262 100 11 60 44 80 〃  30 〃 

吉  永 富士市立高等学校 1,170 819 70 3.7 33 47 81 〃  10 〃 

吉  永 県立吉原工業高等学校 480 336 65 11 21.6 100 152 〃  20 〃 

須  津 須津中学校 412 288 100 11 60 40 78.6 〃  20 〃 

富士駅北 富士第一小学校 465 325 80 7.5 36 21 50 〃  20 〃 

富士駅北 富士中学校 825 577 125 11 96 29 30 〃  20 〃 

岩  松 岩松中学校 357 249 125 11 120 不 明 30 〃  20 〃 

田 子 浦 田子浦小学校 491 343 70 3.7 18 22 80 〃  10 〃 

富 士 南 富士南中学校 412 288 65 2.2 15 28 50 〃  10 〃 

    ※富士川地区、松野地区は、井戸水使用プールなし 
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別表５　　簡易水道組合一覧表

中 里

中 里 西

増 川 江 尾

川 尻 町

浮 島 町

東比奈 富士岡

花 守 町

富 士 岡

泉

山 の 根

滝 川 比 奈

別表６　　仮設共用栓設置予定箇所一覧表

1 配水池

2 　〃

3 　〃

4 　〃

5 　〃

6 　〃

7 　〃

8 　〃

9 　〃

10 　〃

11 　〃

12 　〃

13 　〃

14 　〃

15 　〃

16 　〃

17 　〃

18 　〃

19 　〃

20 　〃

地区名

原　　田

〃

〃

〃

〃

吉　　永

浮　　島

〃

〃

〃

須　　津

今 宮 ３ 号 配 水 池 前 西 側

曽 比 奈 配 水 池 南 側

神 谷 配 水 池 前 北 側

大 野 町 公 会 堂 南 側

桑 崎 配 水 池 前 進 入 口

伝 法 配 水 池 前 東 側

今 宮 １ 号 配 水 池 前 北 側

富士団地高区配水池前進入口

舟 久 保 配 水 池 前 南 側

泉 ヶ 丘 配 水 池 前 南 側

鷹岡高区２号配水池前南側

鷹 岡 高 区 配 水 池 前 東 側

鷹 岡 中 区 配 水 池 南 側

設　　置　　箇　　所　　名

大 淵

大 淵

須 津

元 吉 原

吉 永 北

富士見台

広 見

神 戸

神 戸

神 戸

今 泉

岩 松 配 水 池 入 口

次 郎 長 配 水 池 前 北 側

東 片 倉 配 水 池 南 側

末 広 配 水 池 南 側 道 路

八 王 子 配 水 池 西 側

富士団地低区配水池前東側

神 戸 ２ 号 配 水 池 前 南 側

鷹 岡

鷹 岡

1,212地下水

原水
種別

〃

〃

〃

〃

簡易水道組合

水 道 組 合

〃

〃

〃

〃

簡易水道組合

名　　　　称

〃

〃

〃

〃

給水戸数
(戸）

1,160

520

84

771

〃

〃

〃

〃

〃

〃

今 泉

伝 法

地区名

60

20

575

506

253

982

806

配水池名

計

延長距離(m)
管の仮設

7,007

138

鷹 岡

岩 松

大 淵

大 淵

大 淵

20

20

100

40

80

40

20

20

20

80

20

40

120

20

20

40

20

40

298

2,342

1,364

18,664

2,669

1,319

237

2,342

令和５年４月現在

623

2,441

2,087

2,942

給水人口
(人)

舟 久 保

泉 ヶ 丘

伝 法

鷹岡高区２号

鷹 岡 高 区

鷹 岡 中 区

岩 松

次 郎 長

東 片 倉

末 広

八 王 子

曽 比 奈

神 谷

元 吉 原 １ 号

桑 崎

富士団地低区

神 戸 ２ 号

今 宮 ３ 号

今 宮 １ 号

富士団地高区

資料７－１６



資料７－１６

　

1 ㈱一商会 090-1980-9278 21-1319

2 ㈱磯野工業所 090-2264-5363 52-0400

090-1286-5730 3 ㈱岩建 080-2633-0775 53-1255
㈱遠藤管工設備 4 岩間設備商会 090-3301-9707 52-8880

21-2181 5 ㈱小野田総合設備 090-3250-7781 57-1174

　

1 ㈲小林工業設備 090-3562-6770 52-5304

2 ㈲佐野住機商会 090-1299-2030 21-3888

3 ㈲大和 090-8076-3941 51-3835

4 ㈲芙蓉管工 090-2186-8414 55-3456

5 米山設備 090-1568-6714 21-5212

1 伊東産業㈱ 090-3442-9920 34-0858

2 ㈱植松設備 090-3250-4121 34-0284

080-4543-7077 3 ㈱加藤設備工業所 090-3252-2417 52-0683

㈱駿河設備 4 ㈲スギサワ住宅機器 090-5117-0031 34-2560

34-3123 5 ㈲宮本設備 090-9187-6841 34-3791

6 山田管工 090-8155-4034 52-6943

1 影山設備㈲ 090-1474-1168 63-7922

2 加藤管工設備 090-1095-0933 64-3810

090-2681-1482 3 協栄空調㈱ 090-9900-5080 61-1837
㈱カンセツ 4 篠原設備機器㈱ 090-3307-4131 85-3861

61-2604 5 ㈲渋谷設備工業所 090-8557-2463 33-0397

　

1 ㈱中央設備 090-3307-1478 66-3993

2 野澤産業㈱ 090-3252-0535 61-6311

3 ㈲渡宮設備工業 090-4407-7218 33-1446

4 鈴川設備 090-3252-3521 33-0313

　 　 　 　

1 ㈲大木工業所 090-4088-9579 52-2828

2 ㈲勝亦設備 090-3250-7432 35-0140

090-1230-6415 3 大法㈱ 090-8950-8049 71-3272

㈲タカスイ 4 ㈱豊島住宅設備 090-7852-2569 71-9844

71-1305

1 ㈲望月管工 090-3830-5274 71-5653

2 渡井配管 090-3555-6751 71-1549

3 ㈱渡辺設備 090-7603-1447 37-1801

富士市指定工事店協同組合　51-0863

★は、市から連絡あり　　◎は、市が★と連絡が取れないとき市からある。

※災害発生時の連絡がつかない場合は、次の人に連絡して、各班最終者が担当理
　事に返信すること
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別表８　　上水道資材供給協定店

事業者 所在地 電話番号

安田㈱静岡支店 静岡市駿河区豊田3-7-5 054-654-6177

別表９　　発電機供給協定店

    大興産業（株）リース事業部富士営業所 富士市日乃出町１５５ ＴＥＬ53-3186

電  圧（Ｖ） 電  力（KVA） 保有台数

単相　１００ 2 11

３相　２００ 20 3

　  新日本建販（株）静岡リースセンター 　

電  圧（Ｖ） 電  力（KVA） 保有台数

単相　１００　３相　２００ 25 -

単相　１００　３相　２００/４００ 25 5

３相　２００ 45 1

単相　１００　３相　２００/４００ 45 2

３相　２００ 60 3

単相　１００　３相　２００/４００ 60 3

３相　２００ 90 -

単相　１００　３相　２００/４００ 100 8

３相　２００/４００ 125 9

単相　１００　３相　２００/４００ 125 6

３相　２００/４００ 150 6

３相　２００/４００ 220 7

単相　１００　３相　２００/４００ 220 2

３相　２００/４００ 300 4

３相　２００/４００ 400 6

３相　２００/４００ 600 4

３相　２００/４００ 800 2

　　　 （注）別表９は、別表４－２の学校プール水中ポンプ稼動用発電機

富士市依田橋９４－１(旧:八代町9-3)　ＴＥＬ53-3100

資料７－１６



資料７－１７

敷地面積 建設可能
(㎡) 面積(㎡) Ｐ無し Ｐ有り 既存 新設

中央公園東

（永田町2-112）

中央公園西

（蓼原町1822）

原田公園

（原田字飯森東704）

広見公園

（伝法46-1）

米の宮公園

（米之宮町303）

島田公園

（島田1-205）

砂山公園

（田中新田275-50）

比奈公園

（比奈字馬背久保）

新通町公園

（中央町2-31）

江尾公園

（江尾字前田211）

富士総合運動公園

運動広場

（中野字東三ツ倉644）

富士総合運動公園

弓道場南東側駐車場

（大淵95-3）

青葉台ふれあい広場

（一色50-27）

富士西公園

（入山瀬772-1）

富士川体育館南

（木島94-1）

旭町市営住宅跡地 2,900 2,250 20 16 0 16

（岩本1964-1）

南町公園 1,800 1,800 26 16 0 17
（御幸町51－1）

ききょうの里公園 2,500 2,500 36 28 0 28
（森下51-2）

東部スポーツ広場 9,000 7,000 84 60 0 63
（船津776-1）

東球場 12,600 8,000 102 66 0 72
（中里2626-36）

吉添おぐるま公園

（南松野2129-8）
旧環境クリーンセンター跡地

（富士市大淵232）

440,631 150,465 1,551 1,132 58 1,149

21

60 48 0 60

2,200 2,200 32 24 0 24

応急仮設住宅建設予定地及び建設可能戸数

0 108

0 17

0 19

0 24

22 16

0 21

0 48

0 70

6 1

0 174

0 86

0 52

駐車台数（台）

0 76

0 88

30 69

40 32

156 108

28 24

28 21

65 47

25 15

10 7

35 29

126 84

68 46

92 70

108 84

116 88

210 143

番
号

建設予定地
建設可能戸数

1 30,000 9,000 84 76

3 35,200 10,096

2 15,000 13,900

4 136,700 24,000

10 8,200 2,150

5 13,957 11,250

6 12,692 6,360

7 36,000 7,726

8 6,600 680

9 5,000 2,530

合　　　計

11 7,159 7,159

12 2,480 2,480

12,154

13 4,400 4,400

14 5,630

12,613

65,000

16

15

17

22 18,630 7,200

18

19

20
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設置場所 住所 電話 FAX 備考

富士川ふれあいホール 岩淵855-39 81-2333 81-1003 会議室及び研修室

広見荘 伝法59 21-5558 21-5558

田子浦荘 川成新町421 61-0171 61-0171

東部市民プラザ 富士岡南257-2 34-0500 34-0500

鷹岡市民プラザ 久沢797-1 72-1770 72-1770

災害ボランティアセンター　サテライト設置予定箇所一覧
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１.津波避難ビル（タワー）一覧

番号 種別 所在地区 建物名称 構造物 使用可能面積（㎡） 所在地
1 1（民間） 田子浦 ホテルアムス 津波避難ビル 150 川成島７８２－９
2 2（民間） 田子浦 新富士ビル 津波避難ビル 300 川成島６４４－３
3 3（民間） 田子浦 コーポベルライズ 津波避難ビル 520 柳島１５３－１
4 4（民間） 田子浦 旭化成大志寮 津波避難ビル 255 中丸１４０－１
5 5（民間） 田子浦 旭化成サントピア富士寮 津波避難ビル 88 中丸１２６－１
6 6（民間） 吉原 池辺クリニック 津波避難ビル 1,400 川成新町２５０

7 7（民間） 今泉
マルハン吉原店

立体駐車場
津波避難ビル 2,870 八代町１２－１２

8 8（民間） 今泉 ㈱メンテック 津波避難ビル 360 依田橋町９－２２
9 9（民間） 今泉 山清第１倉庫 津波避難ビル 1,782 今泉１８７－１
10 10（民間） 今泉 飯田工業薬品 津波避難ビル 20 依田橋７１－１
11 11（民間） 今泉 鈴厚ビル 津波避難ビル 180 依田橋町１３－２４
12 12（民間） 今泉 ダイオーペーパープロダクツ 津波避難ビル 187 依田橋町７－３４
13 13（民間） 今泉 アスカム（ダスキン） 津波避難ビル 20 今泉４２９－３
14 14（民間） 今泉 山清第７倉庫 津波避難ビル 1,631 今泉６４３－２
15 15（民間） 元吉原 ジヤトコ 津波避難ビル 900 今泉７００－１
16 16（民間） 元吉原 中村組 津波避難ビル 190 田中新田２７５－１２
17 17（民間） 元吉原 かぐや富士 津波避難ビル 118 中里２５４６－７
18 18（民間） 元吉原 田中町公会堂 津波避難ビル 88 田中新田２１３－２
19 19（民間） 富士南 ニトリ富士店 津波避難ビル 1,370 宮島８４１－１
20 20（民間） 富士南 富士南エクスプレス 津波避難ビル 208 五貫島９９１
21 21（民間） 富士南 アサマ工業 津波避難ビル 100 五貫島９１８－１
22 22（民間） 富士南 ＦＫ産業 津波避難ビル 200 五貫島８１４
23 23（民間） 富士南 東海シーレックス 津波避難ビル 400 五貫島７７０－８
24 24（民間） 富士南 大石工業 津波避難ビル 50 五貫島９９０－１
25 25（民間） 田子浦 ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ新富士ｳｲﾝﾌｫｰﾄ 津波避難ビル 200 宮島４６６－１
26 26（民間） 富士南 ポリプラスチックス 津波避難ビル 1,000 宮島９７３
27 27（民間） 吉原 アイマンション 津波避難ビル 29 荒田島町９－７
28 28（民間） 吉原 メゾンタケミネ 津波避難ビル 60 荒田島町５－７
29 29（民間） 富士南 ききょうの郷 津波避難ビル 300 五貫島１７５
30 30（民間） 吉原 マルハン吉原寮 津波避難ビル 94 八代町８－１４
31 31（民間） 吉原 ラウンドワン立体駐車場 津波避難ビル 810 八代町４－１５
32 32（民間） 元吉原 ギフトプラザダイトー本店 津波避難ビル 75 鈴川本町３－６
33 33（民間） 田子浦 富士化工 津波避難ビル 300 前田９０
34 34（民間） 今泉 マルスン駿河企業アパート 津波避難ビル 158 依田橋町９－３４
35 1（公共） 富士南 富士南小学校 津波避難ビル 3,360 宮下５５１
36 2（公共） 富士南 富士南中学校 津波避難ビル 1,860 森島５５０
37 3（公共） 富士南 市営四軒屋団地 津波避難ビル 286 五貫島４６６
38 4（公共） 富士南 市営早川団地 津波避難ビル 157 宮島７３５－１
39 5（公共） 田子浦 西部浄化センター 津波避難ビル 280 宮島１２６０
40 6（公共） 田子浦 田子浦中学校 津波避難ビル 2,280 中丸４１１
41 7（公共） 田子浦 田子浦小学校 津波避難ビル 1,180 中丸９８
42 8（公共） 田子浦 市営田子浦団地 津波避難ビル 490 川成島５５０－３
43 9（公共） 元吉原 元吉原中学校 津波避難ビル 748 鈴川中町２８－１
44 10（公共） 元吉原 市営今井団地 津波避難ビル 23 今井３－６－１４
45 11（公共） 元吉原 元吉原小学校 津波避難ビル 2,280 今井３－４－２
46 12（公共） 元吉原 田子の浦港管理事務所 津波避難ビル 238 鈴川町２－１
47 13（公共） 吉原 教育プラザ 津波避難ビル 760 八代町１－１
48 14（公共） 吉原 八代町防災倉庫 津波避難ビル 126 八代町１１－１
49 1（タワー） 田子浦 浜保育園 津波避難タワー 64 鮫島５９２－８
50 2（タワー） 田子浦 旧浜幼稚園 津波避難タワー 64 中丸８９４－３
51 3（タワー） 元吉原 鈴川港公園 津波避難タワー 64 鈴川町６１－９
52 4（タワー） 元吉原 柏原保育園 津波避難タワー 64 沼田新田１４８－１
53 5（タワー） 元吉原 鈴川本町 津波避難タワー 128 鈴川本町３２番１

２．標　識

津波避難施設一覧及び標識
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津波避難ビル（タワー）誘導看板設置数及び構造図 
 
１．設 置 場 所 

 

２．構  造  図 

 

■独立柱                   ■電柱共架 

 

No 避難先 設置場所 海抜(m) 看板から施設までの距離(ｍ) 

1 柏原保育園津波避難タワー 保育園地先 8.3 120ｍ 

2 柏原保育園津波避難タワー 保育園内 13 45ｍ 

3 鈴川港公園津波避難タワー 公園内 4.1 50ｍ(看板表記：｢入口｣) 

4 鈴川港公園津波避難タワー 公園地先 3.8 150ｍ 

5 浜保育園津波避難タワー 田子 209-1  2.9 200ｍ 

6 浜保育園津波避難タワー 田子 297-1 4 115ｍ 

7 旧浜幼稚園津波避難タワー 中丸浜 805-4  5.3 
200ｍ 

(看板表記：「120ｍ先左折」) 

8 旧浜幼稚園津波避難タワー 中丸 892-54  5.9 80ｍ 

9 旭化成独身寮 敷地内南側 4.2 30ｍ（看板表記：「入口」） 

10 旭化成大志寮 敷地内北側 3.6 70ｍ 

11 
ふじのくに田子の浦みなと公園 

（看板設置場所：田子の浦港） 
敷地内南側 2.6 400m 

12 鈴川本町津波避難タワー JR吉原駅北側河川管理道 2.3 50m 

13 鈴川本町津波避難タワー（電柱共架） 鈴川本町 1号線 2 30m 

14 鈴川本町津波避難タワー（電柱共架） JR 吉原駅北口 3.3 75m 

15 かぐや富士 敷地内西側 2.5 10m 
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はじめに 

 

駿河湾に面した本市では、近い将来発生すると想定される東海地震に備え、防災対

策に力を入れてきました。 

しかし、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、

従来の想定を大きく上回る規模の地震であったことから、国（内閣府）は、東海地震

についてもより大きな規模の地震（南海トラフ地震）が発生することを想定し、これ

までの防災対策を見直すこととなりました。 

静岡県ではこの国の想定を踏まえて、平成 25 年に新たに静岡県第４次地震被害想

定を公表しました。その結果、東海地震の場合、本市では発生しないと考えられてい

た津波による死者数が、南海トラフ地震では最大約 90 人になることが想定されてい

ます。 

津波から命を守るためには、一人ひとりが適切な避難行動をとることが最も重要で

す。今回、津波からの死者数「０」を目指すために、「津波から逃げるための対策」

に重点を置いた富士市津波避難行動計画を策定しました。 
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第１章 津波避難行動計画とは 
 

１計画の目的 

この計画は、本市に最も大きな影響を及ぼすと考えられる津波の死者数を「０」とするこ

とを目的として、津波避難対象区域の住民が、迅速かつ的確な避難行動を実施するための指

針等を定めるものです。 

 

２計画の位置づけ 

本市の津波防災対策の基本方針を富士市地域防災計画（津波対策編）で定めています。こ

の計画は地域防災計画の中で、津波避難対象区域の避難対策を詳細に示すものです。 

 

３計画の対象地区 

この計画では、第３章で述べる静岡県第４次地震被害想定結果に基づき、対象とする地域

を、田子浦地区、元吉原地区、今泉地区の津波避難対象区域に限定しています。 

 

地 区 町内会 

田子浦 前田、前田新田、鮫島、田子、小須、中丸浜、中丸丘、江川 

元吉原 鈴川本町、鈴川町３、鈴川町４、鈴川町５ 

今泉 依田橋 

 

４計画の修正 

この計画は、津波に関する新たな想定の発表や地域防災計画、国の作成する避難指針など

の変更にあわせ、必要に応じて適宜修正を行います。 

 

５用語の意味 

用 語 意 味 

津波浸水想定区域 津波が陸上に遡上した場合に、浸水する陸域の範囲 

バッファゾーン 
安全性を考慮して設定した、津波浸水想定区域の境界線から概ね

50メートル以内の区域 

津波避難対象区域 

津波が発生した場合に被害が想定されるため避難が必要な地域で、

避難指示を発令した際に避難の対象となる区域 

津波避難対象区域＝津波浸水想定区域＋バッファゾーン 

避難目標地点 
命の安全を確保するために避難の際に目標とする地点で、住民等が

設定するもの 



資料７－２２ 

 

4 

 

避難経路 避難する場合の経路で住民が設定するもの 

要配慮者利用施設 
主として防災上の配慮を要するものが利用する社会福祉施設、学

校、医療施設等 

 

図 1 津波浸水想定区域図  
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第２章 地域を知る 
 

津波は、地域によって、到達時間も浸水の仕方も様々です。的確な津波避難を実施するた

めには、まずは、自分の住むまちの地形的な特徴を知ることにより、避難目標地点や避難経

路を設定するなど対策に生かしていくことが重要です。 

本市では、次のような災害の地域性があります。 

 

１富士市の沿岸部の特徴 

(1)富士市の地形の成り立ち 

本市は、駿河湾に面する富士山の南側に位置しているため、海抜 0ｍの海岸線から海抜

約 3,680m（市北部：富士山 9合目）までの大きな標高差があります。そうした中、日本三

大急流の一つである富士川から海へ運ばれた大量の土砂が、駿河湾の強い波によって砂州

をつくり、沿岸部に海岸砂丘が形成されました。これにより、富士海岸は沿岸部の海抜が

周囲に比べて高い特殊な地形を有しています。 

 

図 2-1 富士海岸の成り立ち 
 

(2)海岸概況 

沿岸の海抜が高い富士海岸は、いわば“天然の防潮堤”のような地形を形成しています。

そこに、船舶入港のため、1958 年（昭和 33年）から 10余年の歳月をかけて掘込式港湾と

して田子の浦港を整備しました。 

 

図 2-2 田子の浦港整備前の様子 
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このため、本市を襲う津波は田子の浦港から港内へ侵入し、港周辺に浸水被害を引き起

こすとともに、港内に流入している複数の河川を遡上し、特に河床勾配の小さい沼川や田

子江川では、浸水被害が出ると想定されています。 

 

図 2-3 富士市標高図 
 

(3)防潮堤の整備 

本市の海岸線約 10km に渡り、海抜 17m の防潮堤が建設されています。これは、東日本大

震災で大きな被害を受けたコンクリートの直立式等の防潮堤と違い、盛土を厚さ 50cm のコ

ンクリートで覆ったもので、車が通れるほどの幅があります。さらに、東海地震の揺れを

想定した耐震補強工事や老朽化対策などのメンテナンスも実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 富士海岸防潮堤 
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２津波避難対象区域の現況 

(1)人口・世帯数 

津波避難対象区域の町内会別人口･世帯数は下表のとおりです。地区別では田子浦地区の

人口が 5,894 人と最も多く、全体の約 74％を占めています。 

 

表 2-1 対象地区の人口・世帯数（町内会別） 

地区 町内会 男（人） 女（人） 計（人） 避難行動要支援者（人） 世帯数（世帯） 

田子浦 

前田        207 191 398 73 197 

前田新田      259 243 502 45 210 

鮫島        102 122 224 19 100 

田子        178 177 355 28 161 

小須        247 260 507 30 208 

中丸浜       985 991 1,976 125 778 

中丸丘       651 672 1,323 99 532 

江川        335 274 609 26 293 

地区計 2,964 2,930 5,894 445 2,479 

元吉原 

鈴川本町 93 86 179 24 83 

鈴川町３ 170 173 343 51 137 

鈴川町４      145 169 314 40 143 

鈴川町５      454 458 912 118 412 

地区計 862 886 1,748 233 775 

今泉 
依田橋       175 162 337 63 172 

地区計 175 162 337 63 172 

合計 4,001 3,978 7,979 741 3,426 

※令和 4年 4月 1日現在 
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 (2)津波避難施設 

対象地区において指定されている津波避難施設は下表のとおりです。 

 

表 2-2 津波避難施設一覧（津波避難タワー・ビル） 

地区名 建物名称 住所 避難場所 
使用可能

面積(㎡) 

収容者数

(人) 

田子浦 

ホテルアムス 川成島７８２－９ 屋上 150 150 

新富士ビル 川成島６４４－３ 3・4階、屋上 300 300 

マンション 

コーポベルライズ 
柳島１５３－１ 

3・4・5階通路、 

4・5階ベランダ、 

屋上 

520 520 

旭化成大志寮 中丸１４０－１ 
3・4・5階通路、

外階段 
255 255 

旭化成サントピア 

富士寮 
中丸１２６－１ 3階通路、ホール 88 88 

池辺クリニック 川成新町２５０ 屋上 1,400 1,400 

ニトリ 宮島８４１－１ 屋上 1,370 1,370 

ｻﾝｸﾚｲﾄﾞﾙ新富士   

ｳｨﾝﾌｫｰﾄ 
宮島４６６－１ 3～8階通路、踊場 200 200 

富士化工 前田９０ 2階、3階屋上 300 300 

西部浄化センター 宮島１２６０ 屋上 280 280 

田子浦中学校 中丸４１１ 3・4階、屋上 2,280 2,280 

田子浦小学校 中丸９８ 3階、屋上 1,180 1,180 

市営田子浦団地 川成島５５０－３ 3・4・5階踊場 490 490 

浜保育園タワー 鮫島５９２－８ タワー屋上部 64 64 

旧浜幼稚園タワー 中丸８９４－３ タワー屋上部 64 64 

元吉原 

中村組 田中新田２７５－１２ 4階会議室 190 190 

かぐや富士 中里２５４６－７ 3階、屋上 316 316 

田中町公会堂 田中新田２１３－２ 3階 339 88 

ギフトプラザ 

ダイトー本店 
鈴川本町３－６ 

3階通路、 

ベランダ 
75 75 

元吉原中学校 鈴川中町２８－１ 3階、屋上 748 748 

市営今井団地 今井３－６－１４ 3・4階踊場 23 23 

元吉原小学校 今井３－４－２ 3階、屋上 2,280 2,280 

田子の浦港       

管理事務所 
鈴川町２－１ 屋上 238 238 

鈴川港公園タワー 鈴川町６１－９ タワー屋上部 64 128 

柏原保育園タワー 沼田新田１４８－１ タワー屋上部 64 128 

鈴川本町タワー 鈴川本町３２－１ タワー屋上部 64 128 

今泉 

マルハン吉原店 

立体駐車場 
八代町１２－１２ 駐車場 3階、屋上 2870 2870 

メンテック技研 依田橋町９－２２ 屋上 360 360 
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地区名 建物名称 住所 避難場所 
使用可能

面積(㎡) 

収容者数

(人) 

今泉 

山清第１倉庫 今泉１７８－１ 屋上 1,782 1,782 

飯田工業薬品 依田橋７１－１ 
3・4階、 

4階ベランダ 
20 20 

鈴厚ビル 依田橋町１３－２４ 屋上 180 180 

ダイオーペーパー      

プロダクツ 
依田橋町７－３４ 3階、屋上 187 187 

アスカム        

（ダスキン） 
今泉４２９－３ 外階段 20 20 

山清第７倉庫 今泉６４３－２ 屋上 1,631 1,631 

ジヤトコ 今泉７００－１ 

3階以上        

(避難スペースは

警備担当が指示) 

900 900 

マルハン吉原寮 八代町８－１４ 3・4階通路 94 94 

マルスン駿河 

企業アパート 
依田橋町９－３４ 屋上 158 140 
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第３章 災害を知る 
 

 住んでいる場所で起こりうる地震、津波の特徴や被害想定を知り、どのような対策を事前

にとるべきか考え、行動することが被害の軽減につながります。 

 本市で想定されている災害は以下のとおりです。 

 

１静岡県第４次地震被害想定 

この想定で考えられている最大クラスの地震は、発生頻度は千年～数千年に一度と極めて

低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす地震で、震源域は下図のとおりです。 

 これは、南海トラフ地震と呼ばれ、東日本大震災の教訓や、最新の科学的知見をもとに、

あらゆる可能性を考慮して想定されたものです。従前より想定されてきた、東海・東南海・

南海地震の３連動地震よりさらに広い震源域を設定しています。 

 

 
 

図 3-1 想定震源域図 
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２富士市の被害想定の概要 

(1)地震被害 

①想定震度 

南海トラフ地震発生時の本市の震度は下図のように 6弱～6強と想定されています。 

 

 
    図 3-2 想定震度分布図 
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②液状化による被害 

南海トラフ地震発生時の本市の液状化による被害は下図のように想定されています。 

 

 
図 3-3 想定液状化可能性図 

 

③建物被害 

表 3-1 建物被害（全壊・消失棟数）     （単位：棟） 

揺れ 液状化 人工造成地 津波 山がけ崩れ 火災 合計 

3,800  20  10  10  40  2,300  6,180  

 

④人的被害 

表 3-2 人的被害              （単位：人） 

種別 
建物 

倒壊 

うち屋内収容

物移動・転倒 

屋内落下物 

津波 
山がけ

崩れ 
火災 

ブロック塀の

倒壊・屋外落下

物 

合計 

死者数 50 （ 10 ） 90 － － － 140 

重傷者数 500 （ 50 ） 20 － － － 520 

軽傷者数 2,300 （ 300 ） 40 － － － 2,340 
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(2)津波浸水被害 

①津波到達高・到達時間 

  南海トラフ地震発生時に想定されている、県内の津波到達時間と津波高は下図のように

想定されています。 

図 3-4 県内の津波到達時間及び津波高図 
 

本市の海岸線には、地震発生後約 3分で 0.5m～1.0m の津波が到達し、約 15分後に約 6m

の最大津波が到達すると想定されています。 

 

表 3-3 津波到達時間 

津波高さ 1ｍ 3ｍ 6ｍ（最大津波） 

到達時間 3 分 11 分 15 分 

 

東日本大震災を引き起こしたプレート境界（日本海溝）と東北地方太平洋沿岸は「ほぼ

平行」の位置関係にあります。一方、南海トラフ地震（東海地震）を引き起こすと想定さ

れている南海トラフ（駿河トラフ）と富士海岸の位置関係は、ほぼ垂直です。 

津波は、プレート境界に対して平行な位置関係にある海岸で高くなる特徴があるため、

東日本大震災では甚大な津波被害がもたらされました。一方、駿河湾内で発生した津波も、

平行方向に伸びる海岸では強くなりますが、垂直方向に伸びる富士海岸では、高くなりに

くい特徴があります。 

南海トラフ地震（東海地震）の震源域は私たちの暮らすすぐ近くで発生するため、津波

の発生する場所も陸地の近くになります。 

このことから、津波の到達時間は非常に短くなることが想定されています。 
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図 3-5 津波災害の特徴 

 

 ②浸水想定範囲・浸水深 

田子の浦港を除く本市の沿岸（富士海岸）には、高潮被害を防ぐために高さ 17m の防潮

堤が設置されています。このため、想定される約6mの最大津波でも防潮堤を越えることは

ありませんが、津波の市街地への浸水は、田子の浦港周辺区域と沼川に沿った区域に及ん

でいます。津波の影響が最も大きいと考えられるのは、田子の浦港周辺で最大浸水深は 3

～5ｍとなります。また、沼川を遡上した津波による浸水が国道１号周辺に見られます。こ

の場合、そのほとんどは浸水深 0.3ｍ未満となっています。 

 

図 3-6 想定津波浸水域図 

出典）「静岡県津波浸水想定（津波防災地域づくりに関する法律第 8条第 1項）」 

（静岡県ホームページ「静岡県津波浸水想定の公表」更新日：平成 25年 11 月 5日） 

 

 

 

富士市 

沼津市 
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表 3-4 想定浸水深・浸水面積    （単位：km２）    

浸水深 1cm 以上 1ｍ以上 2ｍ以上 5ｍ以上 

浸水面積 2.4 0.7 0.3 － 

注）浸水深別の浸水面積は、各津波ケースの想定値のうち最も大きな値を示している。 

 
③津波浸水開始時間 

市域の津波浸水開始時間は下図のように想定されています。津波は富士海岸におよそ 3

分で到達しますが、田子の浦港周辺での浸水開始時間は 10～15 分後であり、わずかではあ

りますが時間差が生じています。 

 

図 3-7 津波浸水開始時間 
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第４章 避難の方向性 
 

津波に対し適切な避難行動をとるためには、地域特性に合わせた避難目標地点や避難方法

等をあらかじめ決めておくことが必要です。津波避難対象区域において、それぞれの避難の

方向性を示します。 

 

１田子浦地区 

 田子の浦港から侵入した津波が田子江川沿いの地域に浸水します。そのため、田子江川に

かかる橋を渡る際には注意が必要です。前田新田区、鮫島区、田子区、小須区は高台となる

南側の防潮堤を目指します。中丸浜区は、高台が近ければ高台へ、それ以外は津波避難対象

区域外を目指します。中丸丘区、江川区は津波避難対象区域外を目指します。前田区は、港

湾地域や潤井川からの浸水が想定されるため、潤井川から離れ、津波避難対象区域外を目指

します。 

 

図 4-1 田子浦地区の浸水時間及び避難方向 
 

２元吉原地区 

 東海道本線の南側では、田子の浦港湾から浸水します。鈴川４丁目町内会、鈴川５丁目町

内会は、高台を目指します。ただし、急傾斜地崩壊危険箇所があるため、避難の際には注意

が必要です。 

 東海道本線の北側では、田子の浦港湾からの浸水ではなく、沼川を遡上した津波が河川堤

防を超え浸水します。そのため、沼川付近から離れる方向を目指します。鈴川本町町内会で

は、鈴川踏み切りを通り、東海道本線南側の津波避難対象区域外を目指します。ただし、浸

水が始まるまでに避難が困難となる高齢者などの避難行動要支援者は、近隣の津波避難施設

避難方向 
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を目指します。 

 その他、元吉原地区では、沼川沿いにいる人は沼川から離れるようにします。 

 

 
図 4-2 元吉原地区の浸水時間及び避難方向 

 

３今泉地区 

 津波は沼川と和田川を遡上して浸水します。そのため、まずは川から離れ、津波避難対象

区域外を目指します。 

 町内の海抜が全体的に低いため、津波避難施設への避難も考慮しておく必要があります。 

避難方向 
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図 4-3 今泉地区の浸水時間及び避難方向 

 

４避難時の留意点 

・田子の浦港湾周辺地域は、津波到達時間が短いため、揺れがおさまったら一刻も早く避難

することが重要です。 

・避難時には、一人ひとりが率先避難者となるよう心がけましょう。 

・津波警報等発表から解除までが長期化する恐れがあるため、なるべく津波避難対象区域外

を目指す避難をしましょう。 

避難方向 
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第５章 津波災害に備える  
 

 津波災害における適切な避難行動を身につけるためには、南海トラフ地震が突然発生する

という最悪のケースを想定し、日頃から備えておくことが重要です。このため、自助、共助、

公助における平常時から津波避難直後までの、それぞれの備えについて示します。 

 

１津波避難対策を考える前に 

(1)地震の揺れに備える 

南海トラフ地震では、震度６弱～６強の揺れが、最大で３分～４分続くと想定されてい

ます。まずは、この揺れから身を守ることが重要です。自宅が昭和５６年５月以前の旧耐

震基準で建築されている場合、自宅の耐震診断を行い、診断の結果によっては耐震補強工

事を行うなど、耐震化を進めましょう。 

また、耐震化が済んでいる場合は、家具や家電の固定などの安全対策を進めましょう。

揺れによる対策を行っていないと、津波からの避難は始まりません。 

 

(2)津波に関する情報ととるべき行動 

①大津波警報（想定される津波の高さ３ｍ以上）発表時 

津波避難対象区域に避難指示を発令します。区域内の市民は、避難目標地点を目指して

できるだけ早く避難します。 

②津波警報（想定される津波の高さ１ｍ以上３ｍ以下）発表時 

津波避難対象区域に避難指示を発令します。３ｍ以下の津波であれば、沼川沿いのごく

一部しか浸水が想定されていません。しかし、川の水位が上がっているときに津波が来な

いとも限りませんので、津波避難対象区域では避難します。 

③津波注意報（想定される津波の高さ１ｍ以下）発表時 

沿岸部に避難指示を発令します。港湾関係者や釣人及びサーファー等は避難し、その後

の情報に注意する必要があります。 

④南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時 

大津波警報又は津波警報が発表されている間は津波避難対象区域に避難指示を発令し

ます。その後、津波注意報に切り替わった場合、避難指示を解除し、津波避難対象区域に

高齢者等避難を発令します。区域内に居住する、避難に時間がかかる高齢者等の避難行動

要支援者は、後発地震に備え１週間避難を継続します。 

 また、これら津波に関する情報が発表された場合、沿岸部や川沿いにいる人は、ただち

に海岸や川から離れ、高台など安全な場所へ避難します。また、津波に関する警報が発表

されなくても、大きな揺れを感じた場合には、念のため沿岸部や川沿いから離れましょう。 

 

(3)津波避難の心得 

 ●命を守る行動を取りましょう 

避難目標地点は、原則として津波避難対象区域外へ出ることを優先して定めます。しか

し、大規模な地震が発生したときに、何らかの理由で避難目標地点に避難できないことが

考えられます。そのようなときには、津波避難施設や堅牢な建物の上層階など少しでも高

いところに避難します。 

●避難に車は使用しない 

大規模地震発生後は、障害物による道路の寸断や液状化など、交通障害の発生が予想さ

れます。また、道路が通行可能であっても交通渋滞による逃げ遅れの可能性もあります。

津波避難目標地点は徒歩で行けるところを選び、平常時に避難経路を確認しておきましょ

う。 

●津波の高さ 50㎝でも流される 
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津波の浸水深が 50ｃｍでも、人は流されてしまいます。さらに、１ｍの津波に巻き込ま

れると死亡率はほぼ 100％と言われています。逃げ遅れた場合には、無理をして避難対象

区域外を目指す必要はありません。 

 

２ 自助（市民）の備え 

(1)避難目標地点を定める 

各家庭では、富士市津波避難マップを活用し、津波避難対象区域外のできるだけ津波浸

水の危険性が低い場所に、避難目標地点を定めます。 

 

(2)避難目標地点の検証 

各家庭では、南海トラフ地震が突然発生したことを想定し、（1）で定めた避難目標地点

までの避難について、以下の点に注意し検証します。 

①地震直後に家を出るまでにかかる時間 

②避難にかかる時間 

③避難の妨げになるものの有無 

④避難の検証をした結果、①の時間と②の時間を足した時間が、浸水想定時間より多くか

かる場合は、避難ルートの見直をします。また、避難の妨げになるものを除去するなど、

改善を行いましょう。 

 

(3)避難目標地点が津波避難対象区域外に定められない場合 

浸水が始まるまでに、津波避難対象区域外へ出ることが困難である場合は、津波避難対

象区域内の津波避難施設を避難目標地点に定めます。この場合、浸水が始まってしまうと、

津波警報が解除されるまで別の場所に移動することができないことを覚悟しておく必要が

あります。 

 

(4)避難目標地点の報告 

各家庭で定めた避難目標地点を、自主防災会に報告します。 

 

(5)津波避難訓練への参加 

自主防災会で計画される訓練に積極的に参加し、避難目標地点や避難経路について確認

し合うなど、近隣同士のコミュニケーションを図りましょう。 

 

(6)いざという時の連絡方法 

家族が離ればなれになったときの連絡方法やルールを確認しておきましょう。もし離れ

ばなれになっても、津波避難対象区域内に家族を迎えに行くことは避けましょう。 

 

(7)安否状況の報告 

避難目標地点への避難が完了した場合は、自主防災会の定めた集合場所等で、避難完了

の報告をします。また、災害時に離ればなれになった家族の安否についても、確認が取れ

た場合には、必ず自主防災会に報告します。 

 

３ 共助（自主防災会等）の備え 

(1)避難方法の周知 

津波避難マップを活用し、津波避難対象区域の市民に対し避難目標地点の決め方など、

避難の方法について周知します。 

 

(2)津波避難対象区域内の世帯数と人数の把握 



資料７－２２ 

 

21 

 

年に 1 度は、津波避難対象区域内の世帯数と人数を確認します。また、津波避難対象区

域内の避難行動要支援者の把握のため、災害支援キットの活用を推進しましょう。 

 

(3)避難目標地点の把握と調整 

各家庭で定めた避難目標地点について市民から報告を受け集計します。集計の結果、津

波避難施設の収容人数を超える場合等は、必要に応じて市と連携しワークショップを開催

するなど、避難目標地点の調整や見直しなど、地域として津波による死者０を目指す取り

組みを行いましょう。 

 

(4)避難行動要支援者対策 

本人の同意が得られている避難行動要支援者について、避難目標地点の設定や把握など、

普段から地域で話し合いましょう。また、災害時に市民等が避難の支援をする場合におい

て、注意する点や必ず助けに来られるわけではないことについて、避難行動要支援者と避

難支援者が相互に理解するよう努めます。 

 

(5)津波避難者の確認方法 

災害時に津波避難対象区域内の津波避難施設や自宅などの上層階に避難した者の人数を

確認するため、避難者との情報伝達手段や方法について定め、消防団、水防団、市職員な

どと情報の共有を図ります。 

 

(6)避難対象者の安否確認 

津波避難対象区域内に居住する市民の安否について、避難目標地点や自主防災会で定め

た集合場所などにおいて確認を行うものとします。その結果、安否の確認ができない者が

いる場合は、住所、氏名、人数など捜索に必要な情報を市に報告します。 

 

(7)自主防災会の津波避難行動計画の作成 

津波避難対象区域内の自主防災会は、上記（1）～（6）についてまとめた、自主防災会

の津波避難行動計画を市に報告します。 

 

(8)津波避難訓練の計画と開催 

年に１度は、津波避難訓練を計画し各家庭の避難方法、安否確認方法等について各自の

役割の確認をします。 

また、津波避難対象区域外への避難を目指すことや、家族が離ればなれになっても、そ

れぞれ避難目標地点へ避難するなど、津波避難に対する心得を継承するよう努めます。 

 

４ 公助（市）の備え 

(1)津波避難に関する情報の周知 

津波避難マップ等を活用し、津波に関する情報や津波避難の心得、避難目標地点の決め

方など、津波避難に関する情報を津波避難対象区域の市民や自主防災会に対し周知します。 

 

(2)自主防災会の津波避難行動計画の作成支援 

自主防災会が津波避難行動計画を作成するにあたり、必要な情報の提供を行うとともに、

ワークショップの開催について自主防災会と連携して行います。 

 

(3)津波避難訓練の支援 

「津波対策推進旬間（３月１１日を含む１０日間）」に、毎年自主防災会で計画される訓

練を支援します。 
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(4)学校等における津波に関する情報が発表された時の対応の徹底 

生徒等が学校等にいる時に、津波に関する情報が発表された場合は、津波避難対象区域

に住んでいる者や、津波避難対象区域を通らないと自宅に帰ることができない地区に住ん

でいる者は、学校等に留め保護します。これら生徒等の家族が迎えに来た場合も同様に扱

い、帰宅させることが無いよう徹底します。 

また、生徒等が通学途中に、津波に関する情報が発表された場合に、学校が近い場合に

は学校に引き返し、遠い場合には近くの高台など安全な場所に避難するということを徹底

します。 

 

(5)津波防災教育 

津波避難対象区域を含む学校では、南海トラフ地震が発生した場合の、地震・津波によ

る被害の想定を元に、地域で起こる災害について理解を深めるとともに、津波に関する情

報が発表された時の正しい行動を身につけるよう指導します。 

また、南海トラフ地震の発生に備え、被害を軽減するための予防策を考え、行動するこ

とができる児童・生徒を育てるための発展的防災教育に、市及び教育委員会は協力して取

り組みます。 

 

(6)要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援 

津波避難対象区域内の要配慮者利用施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時に

おける円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものが、防災体制、避難目

標地点と避難経路、利用者の避難誘導等必要な事項についてまとめた避難確保計画の作成

や避難訓練を行えるよう必要な情報の提供を行うとともに、その取組を支援します。 

 

(7)津波警告標識・誘導標識等の設置 

津波避難対象区域内に、津波避難対象区域であることを周知、継承するため、津波警告

標識を設置します。また、避難の方向や場所を示す避難誘導標識も必要に応じて設置しま

す。 

 

(8)津波避難施設の確保 

浸水が始まるまでに津波避難対象区域内から、津波避難対象区域外へ出ることが困難で

あると判断した者が避難する場所として、津波避難施設を確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沿革 

 平成 26年 3 月  富士市津波避難行動計画を策定する。 

 平成 30年 7 月  同計画の一部を修正する。 

 令和 4年 7月  同計画の一部を修正する。 
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はじめに 

本市は、南に駿河湾、北に富士山、北東に愛鷹山があり、海抜 0 メートルから 3,680 メートルま

での標高差があるため、南から湿った気流が流れ込むとしばしば大雨となる。特に、昭和 49 年 7

月 7 日～8 日の七夕豪雨、昭和 51 年 8 月 9 日の静岡県東部を中心とする大雨等で、大きな被害が

発生している。 

 

近年では、平成 20 年 7 月 4 日に、午前 3 時 30 分から 4 時 30 分までの 1 時間に 112．5 ミリとい

う記録的な雨量を記録し、各所で道路の冠水や床上浸水 38 棟、床下浸水 248 棟の浸水被害が発生

した他、平成 26 年 10 月 6 日に本市付近を通過した台風 18 号による大雨では、アメダス富士の 24

時間雨量 354．5 ミリという観測史上最大を記録し、桑木穴では総雨量 530 ミリを記録した。この

大雨により、富士川・松野地区を中心に各所で土砂崩れが発生し、家屋の全壊 1 棟、大規模半壊 1

棟、床上浸水 68 棟、床下浸水 181 棟、道路冠水等の浸水被害が発生した。 

 

このような大雨等による風水害の犠牲者を出さないためには、住民が『自らの命は自らが守

る』意識を持って自らの判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという住民主体の

取組強化が必要となる。 

そのため市は、事前に市内の災害危険区域の所在を明らかにし、住民が各自の避難先、避難の

タイミングを明確にしておくよう周知徹底を図るものとする。また、市長には、災害対策基本法

（次項参照）において、災害が発生するおそれがある場合、災害危険区域内に居住する住民等に

対し、避難情報を発令する権限が付与されており、時間経過とともに急激に進展する風水害に対

処するためには、その発令基準や伝達方法を事前に定めておくことが重要となる。 

 

本マニュアルは、風水害時における住民の自発的な避難行動の支援及び住民への事前周知に付

するため、本市が平成 22 年に作成した「風水害時の避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を、内

閣府が令和 3 年 5 月に作成した「避難情報に関するガイドライン」を踏まえて改編し、避難情報

の発令判断、伝達等に係る考え方や手順を取りまとめたものである。 

 

なお、このマニュアルは、風水害対策の効果的な実施のために、随時見直しを行うものとす

る。 

  

 

 

 

 

 

-1-



【災害対策基本法 抜粋】 

 

（市町村長の警報の伝達及び警告） 

第五十六条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたと

き、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警

報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予

報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達し

なければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他

関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難のための

立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要配慮者に対し

て、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報の提供その他の必要な配慮をす

るものとする。 

 

（市町村長の避難の指示等） 

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、

必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができ

る。 

２ 前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認めるとき

は、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することがで

きる。 

３ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行

うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急

を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高

所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避

その他の緊急に安全を確保するための措置（以下「緊急安全確保措置」という。）を指示する

ことができる。 

（以下、略） 
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１ 対象とする災害について 

 本マニュアルの対象とする災害は、洪水、土砂災害、高潮、暴風の風水害とする。 

 

２ 避難の考え方について 

風水害から命を守るためには、災害危険区域に居住する住民等が、防災気象情報や避難情報を

基に、各自の判断で適時、適切な避難行動をとることが必要である。これを実現するため、次に

掲げる事項を行う。 

 

避難の考え方として、災害危険区域の住民等は、その場を離れ、危険区域外の安全な場所へ

「立退き避難（水平避難）」することが原則であり、最も望ましい。 

なお、洪水や高潮については、ハザードマップ等により浸水深や浸水継続時間等を確認し、危険

区域（浸水想定区域）においても、自宅等の上層階に浸水しない居室等があり、計画的に身の安全

を確保する「屋内安全確保（垂直避難）」を住民等が自らの判断でとることも可能である。※ただ

し、浸水のおそれがあるため、「屋内安全確保」を行うためには少なくとも以下の「屋内安全確保を

行う上での条件」を満たしている必要がある。 

さらに、災害が発生または切迫している状況で、避難が遅れてしまい、屋外への立退き避難が

かえって危険であると判断される場合には、自宅等の最上階や斜面からできるだけ離れた居室

等、その時点でいる場所よりも相対的に安全な場所（いっとき待避所）へ直ちに移動する「緊急

安全確保」を行うものとする。 

次頁「豪雨災害における避難の考え方」は、洪水と土砂災害の恐れがあるときの避難の流れを

図式化したもので、富士市防災マップ（令和 3 年 3 月）より抜粋した。 

 

【参考】＜屋内安全確保を行う上での条件 ＞ 

 自宅等が家屋倒壊危険ゾーン内にはないこと。 

 自宅等に浸水しない居室がある（想定浸水深よりも高い居室がある）こと。 

 自宅等が一定期間浸水することへの備え※があること。※水、食糧、携帯トイレ、その他の備蓄 

 

 

 

 

 

＜豪雨災害における避難の考え方＞  
 

 

 

市 
・風水害の災害リスク及び住民等のとるべき避難行動について周知・啓発する。 

・災害が予想される場合には、迅速かつ適切に避難情報を発令する。 

住民等 

・自宅等の災害リスクを把握しておく。 

・災害リスクに応じた避難方法や避難先、避難のタイミングを決めておく。 

・防災気象情報や避難情報の入手方法を確認、確保しておく。 

・災害が予想される場合には、自ら積極的に情報を入手し、各自の判断で避難

行動をとる。 
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富士市防災マップ（令和 3 年 3 月）9 ページより抜粋 
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３ 避難情報について 
 

３.１ 避難情報と災害危険区域内の住民等がとるべき行動 

 市長は、災害対策基本法第 60 条に基づき、災害が発生又は発生する恐れがある場合において、

災害危険区域内の避難が必要な住民等に対し、以下の避難情報に警戒レベルを付して発令し、避難

行動をとるよう指示等を行う。  

また、避難情報の発令基準は、本マニュアル 7 ページ以降に示すとおり、災害の種類ごとに設定

する。 
  

 

避難のタイミングとして、「警戒レベル４ 避難指示」を発令した段階で、災害危険区域内の住民

等全員が避難となる。なお、気象庁が発表する防災気象情報は、住民等が自ら避難行動をとる際の

判断に参考とする情報である。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※警戒レベル 1～2 は気象庁の防災気象情報、警戒レベル 3～5 は市の避難情報に付して発表される。 

警戒レベル 避難情報 災害危険区域内の住民等がとるべき行動 

警戒レベル５ 

（災害発生又は切迫） 

緊急安全確保 

*災害の状況を把握した場合

に、可能な範囲で発令 

・災害が発生又は切迫しており、命の危険がある状況

であることから、その時点でいる場所よりも相対

的に安全な場所（いっとき待避所）へ直ちに移

動する等の「緊急安全確保」を行う。 

警戒レベル４ 

（災害のおそれ高い） 
避難指示 

・危険区域外へ速やかに全員避難する。 

※「立退き避難」が原則だが、災害リスクに応じた「屋内

安全確保」も可能。 

警戒レベル３ 

（災害のおそれあり） 
高齢者等避難 

・高齢者や障害のある人等の避難に時間のかかる人と 

その支援者は、危険区域外へ避難する。 

※「立退き避難」が原則だが、災害リスクに応じた「屋内 

安全確保」も可能。 

・上記以外の人は、避難の準備を整えたり、自主的に

早めの避難行動をとる。 
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３.２ 災害危険区域の住民等が避難を判断する際に参考になる情報 

市は避難情報を的確に発令するよう努めるが、住民等が自らインターネット等を活用して積極的

に防災気象情報等を収集し、避難の判断をする際に参考となるウェブサイトについて、広報誌等で

周知する。 

 

ウェブサイト名 アドレス 

国土交通省「川の防災

情報」 

※雨量、水位、ライブカメ

ラ等 

https://www.river.go.jp/index 

気象庁「キキクル（危

険度分布）」 

※土砂災害、浸水害、洪水の

危険度分布や雨雲の動き等 

https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=rain_level&area_type=

class20s&area_code=2221000 

静岡県「土木総合防災

情報 SAIPOS-RADOR」 

※県内の雨量、水位、ライ

ブカメラ等 

http://sipos.pref.shizuoka.jp/ 

静岡県「土砂災害警戒

情報補足情報システ

ム」 

※土砂災害の危険度分布 

https://www.gis.pref.shizuoka.jp/?mp=9004-1& 

 

３.３ 要配慮者利用施設等における避難の実効性の確保 

施設管理者等は、それぞれの施設の設置目的を踏まえた施設毎の規定（介護保険法等）や、災害

に対応するための災害毎の規定（水防法等）により、利用者の避難計画を含む災害計画を作成する

こととされている。 

また、平成 29 年５月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区

域内に立地し、富士市地域防災計画に定められている要配慮者利用施設の所有者又は管理者には、

避難確保計画の作成に加え、避難訓練の実施が義務付けられている。 

市は、その実効性を確保するため、防災危機管理課と各施設の所管課（福祉部、こども未来部、

保健部、都市整備部、教育委員会）が連携するとともに、定期的な指導監査等を活用して、避難確

保計画の作成状況やその内容、避難訓練の実施状況等を確認するよう努める。 
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<富士川の避難に関する留意点> 

■家屋倒壊危険ゾーン ＝ 氾濫流：有、河岸浸食：有 

■浸水深 

計画規模の 150 年に 1 度程度（48 時間の総雨量 394 ㎜）の降雨では、大半が 3.0ｍ未満の浸水深である。

想定最大規模（48 時間の総雨量 565 ㎜）の降雨では、最大浸水深が 10m 以上に達する場所が存在する

他、住宅街で 3ｍ以上の浸水深となる場所も多数存在する。 

■立退き避難の対象 

・家屋倒壊危険ゾーン内に居住する者 

・浸水深 50 ㎝以上で、平屋建ての建物または集合住宅等の１階に居住する者 

・浸水深 3m 以上で、浸水の深さが建物最上階の床面を上回る建物に居住する者 

４ 洪水予報河川、水位周知河川に係る避難情報について 
 

４.１ 対象河川 

 洪水予報河川の富士川、水位周知河川の潤井川、沼川、小潤井川、赤淵川、高橋川の計 6 河川 

 

４.２避難情報の対象区域と避難方法 

 避難情報の対象区域は、原則として、各河川の洪水浸水想定区域図で示された範囲とする。 

避難方法は、浸水深が深い場所や家屋倒壊危険ゾーンなど危険性が高い場所では「立退き避難（水

平避難）」を原則とするが、浸水深が浅い場所では、浸水しない居室等がある場合に「屋内安全確保

（垂直避難）」も可能とする。 

また、複数河川から同時に浸水が想定される場合は、最も深い浸水深を基準にして、避難行動を

とる必要がある。 

 

４.３各河川の避難情報の発令基準と避難に関する留意点 

 避難情報の発令は、原則として各河川の水位情報により判断するが、河川管理者が発表する情報

や防災気象情報、河川巡視の報告等により危険性が認められた場合は、総合的に判断する。 

 また、台風等が夜間から早朝に接近することが想定される場合については、予想雨量などの情報

を総合的に判断し、避難行動が困難になる前の早めの段階（日没前）で「警戒レベル３ 高齢者等避

難」または「警戒レベル４ 避難指示」の発令を判断する。 

 

① 富士川（水位観測点：山梨県南部観測所） 

避難情報の 

発令対象地区 

富士南・田子浦・富士駅南・富士駅北・富士北・岩松・岩松北・富士川・松野

（9 地区） 

河川水位情報 
氾濫注意水位 

380 cm 

避難判断水位 

420 cm 

氾濫危険水位 

490 ㎝ 

堤防の高さ付近 

679 cm 

指定河川洪水予報 氾濫注意情報 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 ※1 氾濫危険情報 

避難情報 ― 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

警戒レベル ― レベル３ レベル４ レベル５ 

避難情報発令の際

に考慮する事項 
― 基準水位に到達した時点で発令する。 

基準水位到達又は氾濫

の発生を確認した場

合、可能な範囲で発令

する。 

※1 氾濫危険水位 490cm に到達した場合に加え、3 時間以内に「氾濫の可能性がある水位（572cm）※2」に達する見込み

がある場合にも氾濫危険情報が発表される。 

※2 「氾濫の可能性がある水位（572cm）」とは、南部観測所の受持ち区間で最も堤防高が低い危険箇所（山梨県南部町）

において氾濫の可能性がある水位のことをいう。 
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<潤井川の避難に関する留意点> 

■家屋倒壊危険ゾーン ＝ 氾濫流：無、河岸浸食：有 

■浸水深 

計画規模の 100 年に 1 度程度（24 時間の総雨量 369 ㎜）の降雨では、大半が 1ｍ未満の浸水深である。 

想定最大規模（24 時間の総雨量 673.4 ㎜）の降雨では、最大浸水深が 5m に達する場所も存在するが、

大半は 3ｍ未満の浸水深であり、2 階建て以上の建物では「屋内安全確保（垂直避難）」も可能である。 

■立退き避難の対象 

・家屋倒壊危険ゾーン内に居住する者 

・浸水深 50 ㎝以上で、平屋建ての建物または集合住宅等の１階に居住する者 

・浸水深 3m 以上で、浸水の深さが建物最上階の床面を上回る建物に居住する者 

<沼川の避難に関する留意点> 

■家屋倒壊危険ゾーン ＝ 氾濫流：有、河岸浸食：有 

■浸水深 

計画規模の 50 年に 1 度程度（24 時間の総雨量 301.6 ㎜）の降雨では、大半が 3ｍ未満の浸水深である。

想定最大規模（24 時間の総雨量 694.5 ㎜）の降雨では、住家のない場所で最大浸水深が 5m に達する場

所も存在するが、大半は 3ｍ未満の浸水深であり、2 階建て以上の建物では「屋内安全確保（垂直避難）」

も可能である。 

■立退き避難の対象 

・家屋倒壊危険ゾーン内に居住する者 

・浸水深 50 ㎝以上で、平屋建ての建物または集合住宅等の１階に居住する者 

・浸水深 3m 以上で、浸水の深さが建物最上階の床面を上回る建物に居住する者 

② 潤井川（水位観測点：潤井川橋観測所） 

避難情報の 

発令対象地区 

天間・鷹岡・岩松北・伝法・富士北・富士駅北・吉原・田子浦・丘・今泉 

（10 地区） 

河川水位情報 
氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 堤防の高さ付近 

230 cm 300 cm 380 cm 490 cm 

避難情報 ―  高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

警戒レベル ― レベル３ レベル４ レベル５ 

避難情報発令の際

考慮する事項 
― 基準水位に到達した時点で発令する。 

基準水位到達又は氾濫

の発生を確認した場

合、可能な範囲で発令

する。 

※潤井川の水位は、星山放水路の開放状況に左右されるため、富士土木事務所に随時状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 沼川（水位観測点：河合橋観測所） 

避難情報の 

発令対象地区 
今泉・元吉原・浮島・須津・吉永・原田・吉原（7 地区） 

河川水位情報 
氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 堤防の高さ付近 

250 cm 270 cm 298 cm 337 cm 

避難情報 － 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

警戒レベル － レベル３ レベル４ レベル５ 

避難情報発令の際

に考慮する事項 
― 基準水位に到達した時点で発令する。 

基準水位到達又は氾濫

の発生を確認した場

合、可能な範囲で発令

する。 
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<小潤井川の避難に関する留意点> 

■家屋倒壊危険ゾーン ＝ 氾濫流：無、河岸浸食：有 

■浸水深 

計画規模の 50 年に 1 度程度（24 時間の総雨量 301.6 ㎜）の降雨では、大半が 50 ㎝未満の浸水深である。

想定最大規模（24 時間の総雨量 694.5 ㎜）の降雨では、最大浸水深が 3m に達する場所も存在するが、

大半は 3ｍ未満の浸水深であり、2 階建て以上の建物では「屋内安全確保（垂直避難）」も可能である。 

■立退き避難の対象 

・家屋倒壊危険ゾーン内に居住する者 

・浸水深 50 ㎝以上で、平屋建ての建物または集合住宅等の１階に居住する者 

・浸水深 3m 以上で、浸水の深さが建物最上階の床面を上回る建物に居住する者 

<赤淵川の避難に関する留意点> 

■家屋倒壊危険ゾーン ＝ 氾濫流：有、河岸浸食：有 

■浸水深 

計画規模の 50 年に 1 度程度（24 時間の総雨量 301.6 ㎜）の降雨では、大半が 1ｍ未満の浸水深である。

想定最大規模（24 時間の総雨量 694.5 ㎜）の降雨では、上流部で最大浸水深が 10m 程度に達する場所も

存在する他、河川沿いでは 3ｍ以上の浸水深となる住宅等も存在するため、「立退き避難（水平避難）」

が必要となる。また、下流部では大半が 3ｍ未満の浸水深となるため、2 階建て以上の建物では「屋内

安全確保（垂直避難）」も可能である。 

■立退き避難の対象 

・家屋倒壊危険ゾーン内に居住する者 

・浸水深 50 ㎝以上で、平屋建ての建物または集合住宅等の１階に居住する者 

・浸水深 3m 以上で、浸水の深さが建物最上階の床面を上回る建物に居住する者 

④ 小潤井川（観測点：小潤井川橋観測所） 

避難情報の 

発令対象地区 
伝法・吉原・今泉（3 地区） 

河川水位情報 
氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 堤防の高さ付近 

180 cm 215 cm 235 cm － 

避難情報 ―  高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

警戒レベル ― レベル３ レベル４ レベル５ 

避難情報発令の際

に考慮する事項 
― 基準水位に到達した時点で発令する。 

氾濫の発生を確認した

場合、可能な範囲で発

令する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 赤淵川（観測点：花守橋観測所） 

避難情報の 

発令対象地区 
吉永北・吉永・須津・浮島・元吉原・原田・今泉・吉原（8 地区） 

河川水位情報 
氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 堤防の高さ付近 

284 cm 319 cm 334 cm 378 cm 

避難情報 － 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

警戒レベル － レベル 3 レベル４ レベル５ 

避難情報発令の際

に考慮する事項 
― 基準水位に到達した時点で発令する。 

基準水位到達又は氾濫

の発生を確認した場

合、可能な範囲で発令

する。 
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<高橋川の避難に関する留意点> 

■家屋倒壊危険ゾーン ＝ 氾濫流：無、河岸浸食：無 

■浸水深 

計画規模の 50 年に 1 度程度（24 時間の総雨量 301.6 ㎜）の降雨では、富士市への浸水想定はない。 

想定最大規模（24 時間の総雨量 694.5 ㎜）の降雨では、一部で最大浸水深が 3m に達する場所も存在す

るが、住家のある場所の浸水深は 3ｍ未満であり、2 階建て以上の建物では「屋内安全確保（垂直避難）」

も可能である。 

■立退き避難の対象 

・浸水深 50 ㎝以上で、平屋建ての建物または集合住宅等の１階に居住する者 

■避難情報の発令 

高橋川は沼津市を流れる沼川の支川であり、想定最大規模降雨により市内の東部地域での浸水が想

定されているが、計画規模（50 年に 1 度程度）降雨では本市に浸水想定がないなど、本市への影響は

限定的であることから、高橋川の氾濫発生が確認された場合に、「警戒レベル 5 緊急安全確保」の発

令について検討する。 

⑥ 高橋川（観測点：青野観測所） 

避難情報の 

発令対象地区 
須津・浮島・元吉原（3 地区） 

河川水位情報 
氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位 堤防の高さ付近 

180 cm 220 cm 300 cm － 

避難情報 － － － 緊急安全確保 

警戒レベル － － － レベル５ 

避難情報発令の際

に考慮する事項 
― － － 

氾濫の発生を確認した場

合、富士市への影響等を

踏まえ発令を検討する。 
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富士川タイムライン 避難対象地区：富士南・田子浦・富士駅南・富士駅北・富士北・岩松・岩松北・富士川・松野(９地区)

連絡体制・通信システム
の確認

リエゾン体制の確認

協力機関の体制確認

施設（ダム・水門・排水機
場等）の操作確認

資機材の調達（災害協力
建設業者等）

ダム事前放流の指示・確
認

応援体制の確認・要請
（防災エキスパート等）

CCTV監視の強化

警戒体制

-4ｈ

河川・道路・砂防等の巡
視

-3ｈ

非常体制

-2ｈ

リエゾンの派遣

0ｈ

被害状況の把握・
施設等点検の実施

氾濫危険水位の検討で利用している水位上昇速度（既往最大と計画ハイドロの最大値）による基準水位間の水位到達時間
※1 氾濫警戒情報：「避難判断水位を実測で超過した時点」または「氾濫危険水位を予測３時間で超過した時点」の早いタイミングで発表
※2 氾濫危険情報：「氾濫危険水位を実測で超過した時点」または「氾濫の可能性のある水位を予測３時間で超過した時点」の早いタイミングで発表
※3 南部観測所の受持ち区間での、最も低い堤防高であるH169右岸（南部町南部）、H157右岸（南部町楮根原戸）の危険箇所における現況堤防高の換算水位
※4 富士市に関連する区間での、最も低い堤防高であるH40右岸（富士市岩淵）の危険箇所における現況堤防高の換算水位
● 洪水予報発表時は、甲府河川国道事務所からFAXにより通知される。

被害情報を県へ報告
（fujisanシステム入力）

リエゾンを通じ災害対策機
械の派遣など支援を要請

堤防の越水決壊等に
よる氾濫が発生した場

合
南部水位　6.79ｍ※4

氾濫発生情報
（警戒レベル５相当）

本部第２次配備体制
警戒レベル５「緊急安全
確保」の発令　※すでに
発令している場合を除く

命を守る行動
決壊場所付近では近隣
のより安全な場所へ退避

氾濫危険水位
南部水位　4.9ｍ

氾濫危険情報※2
（警戒レベル４相当）

警戒レベル４「避難指示」
の発令

危険な場所から全員避
難

岩本・木島の簡易水位計
の監視強化

「避難指示」発令を県へ
報告（fujisanシステム入
力）

高齢者等は危険な場所
から避難

「高齢者等避難」発令、
避難場所と本部開設を県
へ報告（fujisanシステム入
力）

避難者の受入れ

水防警報（出動） 水防団に「出動」を指示 緊急避難場所の運営

※岩松地区班は、小学校に
拠点を移動

避難判断水位
南部水位　4.2ｍ

氾濫警戒情報※1
（警戒レベル３相当）

洪水対策本部体制
警戒レベル３「高齢者等
避難」の発令

緊急避難場所（14施設）を
開設

河川事務所に対し水防上
危険であると認められる箇
所への措置を依頼

9地区A要員及び避難所派
遣職員3名配備

氾濫注意水位
南部水位　3.8m

氾濫注意情報
（警戒レベル２相当）

防災危機管理課
洪水増員体制（７人）

水防団による巡視結果・水
防活動の実施状況把握

ホットライン
必要に応じ河川事務所長
へ助言を要請

「高齢者等避難」の発令
準備

緊急避難場所（14施設）、
洪水時車いっとき避難場所
（5施設）の開設準備

避難に備え自らの避難
行動を確認

洪水対策本部体制（本
部＋9地区A要員＋避難
所派遣職員）の準備

水防警報（準備） 水防団に「準備」を指示

水位情報により、水防団に
「待機」を指示

洪水警報発表 事前配備体制（水位監視）

気象・水象情報 甲府河川国道事務所 富士市 住民等

注意～判断

40分

判断～危険

60分

危険～天端

120分

注）

氾濫の可能性のある水

位

（南部水位 5.72ｍ ※3）

を3時間以内に超過する

予測となった場合

→甲府河川氾濫危険

情報（警戒レベル4相

当）発表
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潤井川タイムライン 避難対象地区：天間・鷹岡・岩松北・伝法・富士北・富士駅北・吉原・田子浦・丘・今泉（10地区）

富士土木事務所

1ｈ

河川・道路・砂防等の
巡視

0ｈ

氾濫危険水位の検討で利用している水位上昇速度（既往最大と計画ハイドロの最大値）による基準水位間の水位到達時間
※1 氾濫危険水位到達時は、ホットラインに加え防災危機管理課及び河川課宛にもFAXで通知される。

本部第２次配備体制
被害情報を県へ報告（ＦＵ
ＪＩＳＡＮシステム入力）

被害状況の把握・
施設等点検の実施

「緊急安全確保」発令を
県へ報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステ
ム入力）

施設操作員の危険箇
所からの退避

堤防の決壊等による氾
濫が発生した場合

警戒レベル５「緊急安全
確保」の発令　※すでに
発令している場合を除く

危険な場所から全員避
難

「避難指示」発令を県へ
報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステム入
力）

緊急避難場所（16施設）
の運営

堤防天端に水位が到
達するおそれ

4.9ｍ

警戒レベル５「緊急安全
確保」の発令

命を守る行動
決壊場所付近では近隣
のより安全な場所へ退避

所長から富士市長
へホットラインにより情
報伝達 ※1

命を守る行動
決壊場所付近では近隣
のより安全な場所へ退避

水防団退避に係る危険
情報の受信

水防団に「退避」を指示

緊急避難場所（16施
設）、洪水時車いっとき避
難場所（5施設）の開設

氾濫危険水位
3.8ｍ

警戒レベル４「避難指示」
の発令

避難者の受入れ

避難判断水位
3.0ｍ

警戒レベル３「高齢者等
避難」の発令

洪水対策本部体制
高齢者等は危険な場所
から避難

「高齢者等避難」発令、
避難場所と本部開設を県
へ報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステム
入力）

10地区A要員及び避難所
派遣職員3名配備

※富士北地区班は、富
士中央小学校に拠点を
移動

水防団による巡視結
果・水防活動の実施状
況把握

「高齢者等避難」の発令
準備

洪水警戒配備（本部＋10
地区A要員＋避難所派
遣職員）の準備

土木事務所に対し水防
上危険であると認められ
る箇所への措置を依頼

住民等

2.6ｍ 水防警報（出動） 水防団に「出動」を指示

水防団待機水位
1.8m

水位情報により、水防
団に「待機」を指示

氾濫注意水位
2.3m

防災危機管理課
洪水増員体制（7人）

水防警報（準備） 水防団に「準備」を指示

洪水警報発表 事前配備体制（水位監視） 事前配備体制

気象・水象情報 富士市（防災危機管理課） 富士市（河川課）

注意～判断

20分

判断～危険

20分

危険～天端

25分

氾濫の恐れ

？分

注
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沼川タイムライン 避難対象地区：今泉・元吉原・浮島・須津・吉永・原田・吉原（7地区）

富士土木事務所

-3ｈ

河川・道路・砂防等の
巡視

0ｈ

氾濫危険水位の検討で利用している水位上昇速度（既往最大と計画ハイドロの最大値）による基準水位間の水位到達時間
※1 氾濫危険水位到達時は、ホットラインに加え防災危機管理課及び河川課宛にもFAXで通知される。

洪水警報発表 事前配備体制（水位監視） 事前配備体制

気象・水象情報 富士市（防災危機管理課） 富士市（河川課） 住民等

水防警報（出動） 水防団に「出動」を指示

水防団待機水位
2.1m

水位情報により、水防
団に「待機」を指示

氾濫注意水位
2.5m

防災危機管理課
洪水増員体制（7人）

水防警報（準備） 水防団に「準備」を指示

「高齢者等避難」発令、
避難所と本部開設を県へ
報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステム入
力）

避難所派遣職員は、
緊急避難場所へ配備

水防団による巡視結
果・水防活動の実施状
況把握

「高齢者等避難」の発令
準備

洪水警戒配備（本部＋７
地区A要員＋避難所派
遣職員）の準備

土木事務所に対し水防
上危険であると認められ
る箇所への措置を依頼

避難判断水位
2.7ｍ

警戒レベル３「高齢者等
避難」の発令

洪水対策本部体制
高齢者等は危険な場所
から避難

緊急避難場所（11施
設）、洪水時車いっとき避
難場所（5施設）の開設

氾濫危険水位
2.98ｍ

警戒レベル４「避難指示」
の発令

避難者の受入れ

堤防の決壊等による氾
濫が発生した場合

警戒レベル５「緊急安全
確保」の発令 ※すでに発
令している場合を除く

危険な場所から全員避
難

「避難指示」発令を県へ
報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステム入
力）

緊急避難場所（11施設）
の運営

堤防の計画高水位
に到達
3.37ｍ

警戒レベル５「緊急安全
確保」の発令

命を守る行動
決壊場所付近では近隣
のより安全な場所へ退避

所長からホットラインに
より情報伝達　※1

命を守る行動
決壊場所付近では近隣
のより安全な場所へ退避

本部第２次配備体制
被害情報を県へ報告（ＦＵ
ＪＩＳＡＮシステム入力）

被害状況の把握・
施設等点検の実施

「緊急安全確保」発令を
県へ報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステ
ム入力）

施設操作員の危険箇
所からの退避

水防団退避に係る危険
情報の受信

水防団に「退避」を指示

注意～判断

35分

判断～危険

48分

危険～堤防の

計画高

67 分

氾濫の恐れ

？分

注

-13-



小潤井川タイムライン 避難対象地区：伝法・吉原・今泉（3地区）

富士土木事務所

-1ｈ

河川・道路・砂防等の
巡視

氾濫危険水位の検討で利用している水位上昇速度（既往最大と計画ハイドロの最大値）による基準水位間の水位到達時間
※1 氾濫危険水位到達時は、ホットラインに加え防災危機管理課及び河川課宛にもFAXで通知される。

洪水警報発表 事前配備体制（水位監視） 事前配備体制

気象・水象情報 富士市（防災危機管理課） 富士市（河川課） 住民等

水防警報（出動） 水防団に「出動」を指示

水防団待機水位
1.3m

水位情報により、水防
団に「待機」を指示

氾濫注意水位
1.8m

防災危機管理課
洪水増員体制（7人）

水防警報（準備） 水防団に「準備」を指示

「高齢者等避難」発令、
避難場所と本部開設を県
へ報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステム
入力）

3地区A要員及び避難所
派遣職員3名配備

水防団による巡視結
果・水防活動の実施状
況把握

「高齢者等避難」の発令
準備

洪水警戒配備（本部＋3
地区A要員＋避難所派
遣職員）の準備

土木事務所に対し水防
上危険であると認められ
る箇所への措置を依頼

避難判断水位
2.15ｍ

警戒レベル３「高齢者等
避難」の発令

洪水対策本部体制
高齢者等は危険な場所
から避難

緊急避難場所（6施設）、
洪水時車いっとき避難場

所（5施設）の開設

氾濫危険水位
2.35ｍ

警戒レベル４「避難指示」
の発令

避難者の受入れ
危険な場所から全員避
難

「避難指示」発令を県へ
報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステム入
力）

緊急避難場所（6施設）の
運営

施設操作員の危険箇
所からの退避

水防団退避に係る危険
情報の受信

所長からホットラインに
より情報伝達　※1

水防団に「退避」を指示

堤防の決壊等による氾
濫が発生した場合

警戒レベル５「緊急安全
確保」の発令

命を守る行動
決壊場所付近では近隣
のより安全な場所へ退避

本部第２次配備体制
「緊急安全確保」発令、
被害情報を県へ報告（ＦＵ
ＪＩＳＡＮシステム入力）

被害状況の把握・
施設等点検の実施

注意～判断

15分

判断～危険

10分

氾濫の恐れ

？分

注
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赤淵川タイムライン 避難対象地区：吉永北・吉永・須津・浮島・元吉原・原田・今泉・吉原（8地区）

富士土木事務所

-2ｈ

河川・道路・砂防等の
巡視

0ｈ

氾濫危険水位の検討で利用している水位上昇速度（既往最大と計画ハイドロの最大値）による基準水位間の水位到達時間
※1 氾濫危険水位到達時は、ホットラインに加え防災危機管理課及び河川課宛にもFAXで通知される。

洪水警報発表 事前配備体制（水位監視） 事前配備体制

気象・水象情報 富士市（防災危機管理課） 富士市（河川課） 住民等

水防警報（出動） 水防団に「出動」を指示

水防団待機水位
1.33m

水位情報により、水防
団に「待機」を指示

氾濫注意水位
2.84m

防災危機管理課
洪水増員体制（7人）

水防警報（準備） 水防団に「準備」を指示

「高齢者等避難」発令、
避難場所と本部開設を県
へ報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステム
入力）

8地区A要員及び避難所
派遣職員3名配備

水防団による巡視結
果・水防活動の実施状
況把握

「高齢者等避難」の発令
準備

洪水警戒配備（本部＋8
地区A要員＋避難所派
遣職員）の準備

土木事務所に対し水防
上危険であると認められ
る箇所への措置を依頼

避難判断水位
3.19ｍ

警戒レベル３「高齢者等
避難」の発令

洪水対策本部体制
高齢者等は危険な場所
から避難

緊急避難場所（14施
設）、洪水時車いっとき避
難場所（5施設）の開設

氾濫危険水位
3.34ｍ

警戒レベル４「避難指示」
の発令

避難者の受入れ

堤防の決壊等による氾
濫が発生した場合

警戒レベル５「緊急安全
確保」の発令　※すでに
発令している場合を除く

危険な場所から全員避
難

「避難指示」発令を県へ
報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステム入
力）

緊急避難場所（14施設）
の運営

堤防天端に水位が到
達するおそれ

3.78ｍ

警戒レベル５「緊急安全
確保」の発令

命を守る行動
決壊場所付近では近隣
のより安全な場所へ退避

所長からホットラインに
より情報伝達　※1

命を守る行動
決壊場所付近では近隣
のより安全な場所へ退避

本部第２次配備体制
被害情報を県へ報告（ＦＵ
ＪＩＳＡＮシステム入力）

被害状況の把握・
施設等点検の実施

「緊急安全確保」発令を
県へ報告（ＦＵＪＩＳＡＮシステ
ム入力）

施設操作員の危険箇
所からの退避

水防団退避に係る危険
情報の受信

水防団に「退避」を指示

注意～判断

50分

判断～危険

20分

危険～天端

60分

氾濫の恐れ

？分

注
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５ 県管理の中小河川に係る避難情報について 
 

５.１ 対象河川 

令和４年６月、県管理の中小河川（県内 120 河川）の洪水浸水想定区域図（氾濫推定図）が公表

され、市内で浸水が想定される中小河川は以下の 11 河川である。 

No. 河川名 No. 河川名 No. 河川名 

1 富士早川 5 滝川 9 昭和放水路 

2 田子江川 6 和田川 10 駒瀬川 ＊ 

3 田宿川 7 須津川 11 沼津大沢川 ＊ 

4 江尾江川 8 春山川 

 

５.２避難情報の対象区域 

避難情報の対象区域は、原則として、各河川の洪水浸水想定区域図（氾濫推定図）で示された範

囲とする。 

なお、すでに氾濫が発生している状況で、氾濫箇所を把握している場合は、避難情報の対象区域

を影響のある範囲に適切に絞り込むこととする。 

 

５.３各河川の避難情報の発令基準 

中小河川には水位計が一部しか設置されておらず、避難情報発令の基準となる水位が設定されて

いないことを踏まえ、以下の基準に達した際に「警戒レベル５ 緊急安全確保」の発令を検討する。 

 また、台風等が夜間から早朝に接近することが想定される場合については、予想雨量などの情報

を総合的に判断し、避難行動が困難になる前の早めの段階（日没前）で「警戒レベル３ 高齢者等避

難」または「警戒レベル４ 避難指示」の発令を判断する。 

 

① 氾濫開始相当水位が設定されている河川 【富士早川、田子江川、田宿川、江尾江川、滝川】 

 

河川名 

水位計 
監視 

カメラ 

洪水 

キキクル 
浸水想定区域内の地区 

有無 観測地点名 
氾濫開始 

相当水位 
有無 有無 

富士早川 〇 桔梗橋（危） 1096cm × 〇 
富士駅北 富士北 富士駅南  

田子浦 富士南 岩松 岩松北 

田子江川 〇 江川橋（危） 196cm 〇 〇 田子浦 

田宿川 〇 川原下橋（危） 311cm × 〇 吉原 今泉 吉永 元吉原 原田 

江尾江川 〇 権田給橋（危） 314cm 〇 〇 須津 浮島 

滝川 〇 原田橋 306cm 〇 〇 
吉原 今泉 青葉台 吉永 

原田 富士見台 神戸 広見 

 
 

「警戒レベル５ 緊急安全確保」発令の検討基準 

（1）氾濫開始相当水位に達した場合 

（2）水防団等から氾濫発生の情報が確認された場合 

＊は沼津市を流れる 
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（3）富士市に大雨特別警報（浸水害）が発表された場合 

※（3）の場合は、気象庁の浸水キキクル、洪水キキクルで紫色または黒色に着色している 

地域を対象区域として絞り込む 

 

② 氾濫開始相当水位が設定されていない河川 【和田川、須津川、春山川、昭和放水路】  

 

河川名 

水位計 
監視 

カメラ 

洪水 

キキクル 
浸水想定区域内の地区 

有無 観測地点名 
氾濫開始 

相当水位 
有無 有無 

和田川 〇 和田川 - 〇 〇 
吉原 伝法 今泉 吉永 

元吉原 原田 

須津川 × - - × 〇 吉永、元吉原、須津、浮島 

春山川 × - - × 〇 元吉原、浮島 

昭和放水路 × - - × × 元吉原 

 

「警戒レベル５ 緊急安全確保」発令の検討基準 

（1）水防団等から氾濫発生の情報が確認された場合 

（2）富士市に大雨特別警報（浸水害）が発表された場合 

※（2）の場合は、気象庁の浸水キキクル、洪水キキクルで紫色または黒色に着色している 

地域を対象区域として絞り込む 

 

③ 沼津市を流れる河川【駒瀬川、沼津大沢川】  

 

河川名 

水位計 
監視 

カメラ 

洪水 

キキクル 浸水想定区域内 

の地区 
有無 観測地点名 

氾濫開始 

相当水位 
有無 有無 

駒瀬川 × - - × 〇 浮島 

沼津大沢川 〇 大沢川橋（危） 472cm × 〇 浮島 

 

「警戒レベル５ 緊急安全確保」発令の検討基準 

（1）静岡県等から氾濫発生の情報が確認された場合 
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６ 土砂災害に係る避難情報について 

６.１ 土砂災害の避難情報の対象区域 

 避難情報の対象区域は、市内の土砂災害（特別）警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険

区域、地すべり危険箇所とする。 

土砂災害は、洪水に比べ突発性が高く、正確な事前予測が困難な上、発生後に危険区域外に避難

することが難しいため、人的被害に結びつきやすい。しかし、土砂災害の危険が潜在する区域は、

上記のとおり事前に把握できるため、危険区域内の住民に対する警戒避難体制の周知徹底により、

人的被害の軽減に繋げることができる。このような特徴から、土砂災害は危険区域内の住民が主体

的に判断し、早い段階で危険区域外に避難するよう啓発することが重要である。 

なお、避難対象となる危険区域（土砂災害警戒区域等）は、市内 20 地区（吉原、伝法、今泉、原

田、吉永、吉永北、元吉原、須津、浮島、広見、神戸、富士見台、大淵、青葉台、岩松北、鷹岡、

丘、天間、富士川、松野）に 231 ヶ所存在する。 

また、避難情報の発令にあたっては、気象庁及び静岡県が提供する「土砂災害に関するメッシュ

情報」を確認し、危険度が高まっている地区を特定、絞り込んだ上で発令することを基本とする。 

 

６.２ 土砂災害の避難情報発令の判断基準 

土砂災害については、防災気象情報や静岡地方気象台及び静岡県等からの情報を踏まえた上

で、基準に達した場合には迅速に避難情報を発令する。 

区分 発令の基準 

高齢者等避難 

（警戒レベル３） 

・「警戒レベル３ 高齢者等避難」の発令が必要となるような強い降雨を

伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 

避難指示 

（警戒レベル４） 

・土砂災害警戒情報（警戒レべル４相当情報）が発表されたとき 

・土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変

化等）が発見されたとき 

・「警戒レベル４ 避難指示」の発令が必要となるような強い降雨を伴う

台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 

緊急安全確保 

（警戒レベル５） 

・大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル 5 相当情報）が発表されたとき 

・土砂災害の発生が確認されたとき 

 

６.３ 土砂災害の避難情報解除の判断基準 

避難情報の解除は、土砂災害警戒情報が解除された時を原則とするが、土砂災害は降雨が止んだ

後であっても発生することがあるため、気象情報をもとに今後まとまった降雨が見込まれないこと

を確認するとともに、現地の状況を踏まえ、土砂災害の危険性について総合的に判断することが必

要となる。このような際には、気象庁ホットラインを活用し助言を求めることができる。 

 

６.４ 土砂災害の指定緊急避難場所 

 土砂災害に関する警戒レベル 3 以上の避難情報を発令した場合、指定緊急避難場所として地区ま

ちづくりセンター（岩松、富士北、吉永北地区を除く）及び吉永第二小学校を開設する。 
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土砂災害タイムライン

「緊急安全確保」発令を県へ報
告（fujisanシステム入力）

土砂災害の前兆現象の通報

避難対象地区の特定

※４ 実況値で土砂災害警戒情
報の基準以上に到達

避難者の受入れ

土砂災害警戒情報の発令基準に到達したメッシュの拡大
土砂災害の前兆現象の発見

※１　気象庁の土砂キキクルで、２時間後
の予測で大雨警報基準に到達

警戒レベル４「避難指示」の発令 土砂災害対策本部体制

土砂災害の発生の通報 避難対象地区の特定
土砂災害の発生が確認された

地区

本部第２次配備体制
警戒レベル5「緊急安全確保」の
発令
※すでに発令している場合を除く

災害発生を県へ報告（fujisanシス
テム入力）

大雨特別警報（土砂災害）発表
同報無線放送
実施（自動）

警戒レベル5「緊急安全確保」の
発令

避難対象地区の特定
土砂キキクルで黒（極めて危
険）、静岡県GISで紫が着色した
場所を特定　※４

「避難指示」発令及び避難所開
設、本部設置を県へ報告
（fujisanシステム入力）

防災危機管理課
増員体制（7名）

前兆現象が確認された地区

警戒レベル４「避難指示」の発令
※追加地区のみ

「避難指示」発令を県へ報告
（fujisanシステム入力）

26地区A要員待機

26地区A要員参集

土砂災害対策本部会議
（以降、必要に応じて随時開催）

地区まちづくりセンター（※岩松、富
士北、吉永北まちづくりセンターを除
く）及び吉永第二小（指定緊急避難
場所）の開設

①避難対象地区を特定し避難指示の発令について市長に報告
②今後の配備体制を決定し、職員情報メールでへ指示

土砂災害警戒情報
発表判断、事前連絡

紫のメッシュを確認　　※２
赤または橙のメッシュを確認　※
３

避難対象地区
の絞込み準備
(目安図参照）

土砂災害警戒情報
発表

Jアラートによる自動通報

※２　２時間後の予測で土砂災害警戒情報の基準到達
※３　赤は1時間後の予測、橙は2時間後の予測で土砂災害警戒情報
の基準に到達

本部体制

気象庁
土砂キキクル

静岡県ＧＩＳ

土砂災害警戒メッシュ情報の監視

避難対象地区：20地区の土砂災害危険区域
（吉原、伝法、今泉、青葉台、吉永、元吉原、須津、浮島、原田、富士見台、神戸、吉永北、大淵、岩松北、間、丘、富
士川、松野、鷹岡、広見、天間、丘）

気象情報等 富士市（防災危機管理課他） 富士市（地区班）

大雨警報（土砂災害）
発表※1

事前配備体制 26地区班Ａ要員は配備に備える

夜間から明け方にかけ、強い降雨が予想
される（台風の接近等）

警戒レベル3「高齢者等避難」の
発令を検討

①高齢者等避難の発令について市長に報告
②今後の配備体制を決定し、職員情報メールでへ指示

26地区班A要員参集

「高齢者等避難」発令及び避難
所開設、本部設置を県へ報告

（fujisanシステム入力）
避難者の受入れ

地区まちづくりセンター（※岩松、富
士北、吉永北まちづくりセンターを除
く）及び吉永第二小（早期避難場
所）の開設

警戒レベル3「高齢者等避難」の
発令

配備体制の決定

長くて

10分
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●「土砂災害警戒情報」及び「土砂災害に関するメッシュ情報」とは？ 

「土砂災害警戒情報」は、市町における避難情報発令の判断を支援するため、静岡県と静岡

地方気象台が共同で発表する情報であり、大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、

土砂災害発生の危険性が更に高まったときに発表される。 

「土砂災害に関するメッシュ情報」は、土砂災害警戒情報を捕捉する情報であり、気象庁及

び静岡県が提供する。市内を四方の領域（メッシュ）に区分けし、最大 2～3 時間先までの土

壌雨量指数等の情報から、各メッシュにおける土砂災害の危険度が色分けして表示される。 

 

＜気象庁が提供する土砂災害警戒情報（左）・土砂キキクル（危険度分布）（右）の発表例＞ 
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●＜静岡県が提供する土砂災害に関するメッシュ情報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜土砂災害に関するメッシュ情報の色の区分け＞ 

雨量や土壌雨量指数の状況 

気象庁 

（1ｋｍメッシュ） 

10 分更新 

静岡県 

（1ｋｍメッシュ） 

10 分更新 

２時間先までの予測値が大雨注意報

の基準未満の場合 
 白  白 

２時間先までの予測値が大雨注意報

【警戒レベル２相当情報】の基準以

上となる場合 

 黄  白 

２時間先までの予測値が大雨警報

（土砂災害）【警戒レベル３相当情

報】の基準以上となる場合 

赤   白 

予測値または実況値で土砂災害警戒

情報【警戒レベル４相当情報】の基

準以上となる場合 

紫 

３時間先予測：黄 

２時間先予測：橙 

１時間先予測：赤 

実 況 値 ：紫 

実況値で大雨特別警報（土砂災害）

【警戒レベル５相当情報】の基準以

上となった場合 

黒   

低 
 

 
 

 
 

  
土
砂
災
害
の
危
険
度 

 
 

 
 

 
 

 

高 

-21-



●土砂災害の避難情報発令における避難対象地区の絞り込み目安図 

前述のとおり、土砂災害の避難情報の発令にあたっては、気象庁及び静岡県が提供する「土砂災

害に関するメッシュ情報」から危険度が高まっている地区を特定し、発令対象地区を絞り込んだ上

で発令することを基本とする。発令対象地区の絞込に当たっては、下記の図を参考に１もしくは複

数の地区単位での発令を検討する。 

 

＜土砂災害 避難対象地区絞り込み目安図＞ 
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７ 高潮に係る避難情報について 

 台風や発達した低気圧の接近により、高潮による海面上昇が顕著になり、高潮特別警報が発表さ

れた場合等に避難情報を発令する。なお、避難情報の発令時において、沼津河川国道事務所ホット

ラインを活用し助言を求めることができる。 

 また、令和３年９月公表の想定最大規模による高潮浸水想定区域図（静岡県）により、避難情報

の対象区域は、田子の浦港周辺の沿岸部のみとする。 

区分 発令の基準 

避難指示 

（警戒レベル４） 
・高潮特別警報（警戒レベル４相当情報）が発表されたとき 

緊急安全確保 

（警戒レベル 5） 

・異常な越波、越流の発生を確認したとき 

・水門、陸閘等の異常が確認されたとき 

・高潮により堤防などの施設に被害等の発生を確認したとき 
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時間
目安

10日
17：00

　

・富士川、潤井川、小潤井
川、沼川、赤淵川の水位が
上昇
・土砂災害警戒情報 発表

以下、洪水・土砂災害タイムライン
に準ずる

８　台風タイムライン
　台風や発達した低気圧の接近時に、台風対策本部体制をとる際の参考とする

12日
8：30

地区まちづくりセンターに各3名配備

12日
9：00

洪水・土砂災害を警戒して、「早期
避難場所」の開設を判断

地区まちづくりセンター（岩松、富士
北、吉永北を除く）及び吉永第二小
を「早期避難場所」として開設、避難
者の受入れを開始

12日
10：00

暴風域に
入る前

第1回台風対策本部会議
（以下、1時間毎行う）

避難者の受け入れ状況を1時間毎に
報告

大雨のピーク予測（20㎜/ｈ越）
雨のピークが夜間であり、時間雨
量40ミリ以上の雨が3時間以上予
想される場合（河川の水位上昇
が見込まれる）12日13時～13日0時

土砂災害警戒情報 発表予
測時間

発表時刻が夜間になる場合

夏季：18：00以降
冬季：16：00以降12日13時～13時0時

地区班長はまちセンに配備する要員
3名と交代要員を確保。避難所派遣
職員も配備に備える。

12日13時～13日0時

暴風警報 発表

富士北・岩松・吉永北地区班は、
Wi-Fiルーターを確保。

高潮警報 発表 事前配備体制
（防災危機管理課ほか）大雨警報（土砂災害）発表

大雨警報（浸水害）発表

配備体制の検討暴風域影響時間帯
12日8時～13日12時

再接近の予測 11日
15：00

翌日以降の配備体制
について職員にメール
配信

大雨に関する気象情報
（台風説明会）

11日
13：30

令和元年10月12日　台風19号を例に記載

気象・水象情報 判断基準等 地区班

今後の配備予定につ
いてメール配信

■洪水
富士川、潤井川、沼川、小潤井川、赤

淵川の水位を監視し、避難判断水位等

に達した場合、警戒レベル3「高齢者等

避難（●●川洪水）」を発令し、避難対

象地区内の学校施設等を「緊急避難

場所」として開設する。

■土砂災害
土砂災害警戒情報が発表された場合、

警戒レベル4「避難指示（土砂災害）」を

発令し、地区まちづくりセンター（岩松、

富士北、吉永北を除く）及び吉永第二

小を避難場所とするため、追加で学校

施設等の開設は行わない。
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富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉原まちづくりセンター 高嶺町6-3 ʷ m 0.3 ｍ 1.0 m ʷ m ʷ m 富士駅北まちづくりセンター 平垣本町6-13 1.5 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

伝法まちづくりセンター 伝法2743-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士駅南まちづくりセンター 横割1-4-15 0.7 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

今泉まちづくりセンター 今泉7-12-37 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 田子浦まちづくりセンター 中丸232 2.7 ｍ 0.4 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

青葉台まちづくりセンター 一色288-4 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士南まちづくりセンター 森下52-1 1.3 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉永まちづくりセンター 比奈1447-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 1.7 m 岩松北まちづくりセンター 岩本88-1 2.4 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

元吉原まちづくりセンター 大野新田744-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士川まちづくりセンター 岩淵121 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

須津まちづくりセンター 中里1143-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 松野まちづくりセンター 南松野1792-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

浮島まちづくりセンター 西船津215-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 鷹岡まちづくりセンター 久沢836-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

原田まちづくりセンター 原田485 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 広見まちづくりセンター 石坂470-5 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士見台まちづくりセンター 富士見台6-1-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 天間まちづくりセンター 天間1106-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

神戸まちづくりセンター 三ツ沢600-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 丘まちづくりセンター 厚原2099-14 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

大淵まちづくりセンター 大淵2885-4 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉永第二小学校 鵜無ケ淵149-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

富士第一小学校 本市場280-2 1.9 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士南中学校 森島550 1.1 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士見中学校・高等学校 平垣町1-1 2.0 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 田子浦小学校 中丸98 2.4 m 0.5 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

富士中学校 中島320 2.1 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 田子浦中学校 中丸411 2.5 m 0.3 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

富士中央小学校 米之宮町295 2.1 m 1.0 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m 岩松小学校 松岡850 4.0 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士高等学校 松本17 2.1 m 0.8 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m 岩松北小学校 岩本123-1 2.4 m 0.4 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

富士第二小学校 横割1-8-1 0.6 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士川第一小学校 岩淵107 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士南小学校 宮下551 1.0 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 松野学園 北松野1963-6 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉原小学校 高嶺町6-1 ʷ m 0.6 m 1.2 m ʷ m ʷ m 富士中央小学校 米之宮町295 2.1 m 1.0 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

伝法小学校 伝法2743 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 富士高等学校 松本17 2.1 m 0.8 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

吉原第一中学校 永田北町7-1 ʷ m 0.8 m 1.7 m ʷ m ʷ m 田子浦小学校 中丸98 2.4 m 0.5 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

今泉小学校 今泉3-17-1 ʷ m 0.5 m 1.0 m 1.2 m 1.2 m 田子浦中学校 中丸411 2.5 m 0.3 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

吉原第二中学校 今泉1955 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 岩松北小学校 岩本123-1 2.4 m 0.4 ｍ ʷ m ʷ m ʷ m

吉原高等学校 今泉2160 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 鷹岡小学校 久沢2-3-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士第一小学校 本市場280-2 1.9 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 天間小学校 天間50 ʷ m 0.7 m ʷ m ʷ m ʷ m

富士中学校 中島320 2.1 m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 丘小学校 厚原2075 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉原小学校 高嶺町6-1 ʷ m 0.6 m 1.2 m ʷ m ʷ m 今泉小学校 今泉3-17-1 ʷ m  0.5 m 1.0 m 1.2 m 1.2 m

伝法小学校 伝法2743 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原第二中学校 今泉1955 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原第一中学校 永田北町7-1 ʷ m  0.8 m 1.7 m ʷ m ʷ m 吉原高等学校 今泉2160 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

９　風水害時に開設する避難場所

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

台風の発生や大雨により、市内で河川洪水や土砂災害などの災害が発生する可能性がある場合に、風雨が強まる前の

早い段階で、以下の地区まちづくりセンター及び小学校を「早期避難場所」として開設します。

※早期避難場所は、土砂災害の「緊急避難場所」も兼ねています。

富士川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される9地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※富士川の洪水浸水想定地区：富士駅北、富士北、富士駅南、田子浦、富士南、岩松、岩松北、富士川、松野

緊急避難場所

早期避難場所

※岩松まちづくりセンター、富士北まちづくりセンター、吉永北まちづくりセンターは、河川洪水による危険性が高い施設のため、開設しません。
岩松まちづくりセンター：富士川の想定浸水深が3.9ｍ（2階床面以上）、富士北まちづくりセンター：潤井川の家屋倒壊危険ゾーン内、吉永北まちづくりセンター：赤淵川の家屋倒壊危険ゾーン内

※岩松中学校、富士川第一中学校、富士川体育館は、河川洪水による危険性が高い施設（家屋倒壊危険ゾーン内）のため、富士川の洪水警戒時には開設しません。

潤井川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される10地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※潤井川の洪水浸水想定地区：吉原、伝法、今泉、富士駅北、富士北、田子浦、岩松北、鷹岡、天間、丘

小潤井川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される3地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※小潤井川の洪水浸水想定地区：吉原、伝法、今泉

【富士川洪水】

緊急避難場所
【潤井川洪水】

緊急避難場所
【小潤井川洪水】

令和５年６月作成
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富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉原小学校 高嶺町6-1 ʷ m 0.6 m 1.2 m ʷ m ʷ m 須津小学校 中里1019 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

今泉小学校 今泉3-17-1 ʷ m  0.5 m 1.0 m 1.2 m 1.2 m 須津中学校 中里1156 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原第二中学校 今泉1955 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 東小学校 西船津220 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原東中学校 比奈75 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 2.2 m 原田小学校 原田480 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

元吉原小学校 今井3-4-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原第三中学校 比奈2126 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

元吉原中学校 鈴川中町28-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

吉永第二小学校 鵜無ケ淵149-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 東小学校 西船津220 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原北中学校 原田2259 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 元吉原小学校 今井3-4-2 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉永第一小学校 比奈1431 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 0.8 m 元吉原中学校 鈴川中町28-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

吉原東中学校 比奈75 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 2.2 m 原田小学校 原田480 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士市立高等学校 比奈1654 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 今泉小学校 今泉3-17-1 ʷ m  0.5 m 1.0 m 1.2 m 1.2 m

須津小学校 中里1019 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原第二中学校 今泉1955 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

須津中学校 中里1156 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原小学校 高嶺町6-1 ʷ m 0.6 m 1.2 m ʷ m ʷ m

富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川 富士川 潤井川 小潤井川 沼川 赤淵川

富士西公園駐車場 入山瀬772-1 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 時之栖富士 エスプラット フジスパーク 大淵325-5 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士市総合運動公園駐車場A 中野671 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m 吉原工業高等学校 第二体育館 西側駐車場 比奈2300 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

富士信用金庫研修ｾﾝﾀｰ東側駐車場 中野212-11 ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m ʷ m

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

施設名 住 所
想定浸水深

沼川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される7地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※沼川の洪水浸水想定地区：吉原、今泉、吉永、元吉原、須津、浮島、原田

緊急避難場所
【沼川洪水】

洪水時車いっとき
避難場所

洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、避難者が自家用車内での安全確保を図ることを目的に、

以下の公園等を「洪水時車いっとき避難場所」として開設します。

赤淵川の洪水についての警戒レベル３以上の避難情報が発令された場合、浸水が想定される8地区内の以下の学校施設を

「緊急避難場所」として開設します。

※赤淵川の洪水浸水想定地区：吉永北、吉永、須津、浮島、元吉原、原田、今泉、吉原

緊急避難場所
【赤淵川洪水】
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１０ 同報無線の放送案文 

 避難情報の発令に伴い同報無線を実施する場合には、下記案文を参考に、発令する情報に応じた内容

を放送する。なお、避難情報の発令に併せて避難場所を開設する際には、開設する避難場所の情報を下

記案文に追加して放送する。また、避難情報を発令する対象地区を限定する場合は、避難対象となる地

区名を下記案文に追加して放送する。 

 災害の種類 放送時期 放送範囲 同報無線放送案文 

大雨・洪水警報 
【自動放送】大雨・洪水警

報が発表された時 
全域 

市内に大雨・洪水警報が発表されました。テレ

ビ・ラジオの情報に注意してください。 

土砂災害警戒情報 
【自動放送】土砂災害警戒

情報が発表された時 
全域 

市内に土砂災害警戒情報が発表されました。土

砂災害の危険性が高まっていますので、危険区

域にお住まいの方は避難の準備をしてくださ

い。 

大雨特別警報 
【自動放送】大雨特別警報

が発表された時 
全域 

市内に大雨特別警報が発表されました。周囲の

状況を見て、安全な場所に退避してください。 

暴風特別警報 
【自動放送】暴風特別警報

発表時 
全域 

市内に暴風特別警報が発表されました。周囲の

状況を見て、安全な場所に退避してください。 

台風接近情報 

最接近予定の当日や前日

等、状況に応じて（台風接

近が夜間の場合は早めに放

送する） 

全域 

市内では、強い風や大雨が予想されています。 

台風の接近に備え、風で飛びそうな物の固定

や、雨による浸水などの対策をお願いします。 

【土砂災害】 

警戒レベル３ 

高齢者等避難 

強い降雨を伴う台風等が

夜間から明け方に接近・

通過することが予想され

る場合 

全域 

市内の土砂災害危険区域に、警戒レベル３ 高

齢者等避難を発令します。土砂災害の危険区域

にお住まいで、避難に時間のかかる方は、危険

区域外の安全な場所に避難してください。 

【土砂災害】 

警戒レベル４ 

避難指示 

土砂災害の避難指示発令基

準に達したとき 

全域 

・ 

特定した区域 

緊急放送、市内の土砂災害危険区域に、警戒レ

ベル４ 避難指示を発令します。土砂災害の危

険区域にお住まいの方は、危険区域外に速やか

に避難してください。 

【土砂災害】 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

大雨特別警報（土砂災害）

が発表されたとき 
全域 

・ 

特定した区域 

緊急放送、警戒レベル５ 緊急安全確保を発令

します。市内に大雨特別警報が発表されました。

命を守る最善の行動をとってください。 

土砂災害の発生が確認され

たとき 

緊急放送、警戒レベル５ 緊急安全確保を発令

します。○○地区で土砂災害が発生しました。

命を守る最善の行動をとってください。 
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災害の種類 放送時期 放送範囲 同報無線放送案文 

【土砂災害】 

高齢者等避難(避難指

示・緊急安全確保) 解除 

高齢者等避難(避難指示・

緊急安全確保)を解除した

とき 

全域 

・ 

特定した区域 

市内に発令していた、土砂災害の高齢者等避難 

(避難指示・緊急安全確保)を解除します。 

【洪水】 

警戒レベル３ 

高齢者等避難 

河川の水位が避難判断水位

に達したとき 

全域 

・ 

浸水想定区域 

緊急放送、警戒レベル３ 高齢者等避難を発令

します。 

○○川の水位が急激に上昇しています。○○川

の近くにお住まいで、避難に時間のかかる方は

避難してください。 

【洪水】 

警戒レベル４ 

避難指示 

河川の水位が氾濫危険水位

に達したとき 

全域 

・ 

浸水想定区域 

緊急放送、警戒レベル４ 避難指示を発令しま

す。○○川が氾濫する恐れがあります。○○川

の近くにお住まいの方は、速やかに避難してく

ださい。 

【洪水】 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

河川の水位が堤防の高さ付

近に達したとき 全域 

・ 

浸水想定区域 

緊急放送、警戒レベル５ 緊急安全確保を発令

します。○○川がいつ氾濫してもおかしくない

状況です。命を守る最善の行動をとってくださ

い。 

氾濫の発生を確認したとき 

緊急放送、警戒レベル５ 緊急安全確保を発令

します。○○川で氾濫が発生しました。命を守

る最善の行動をとってください。 

【洪水】 

高齢者等避難(避難指

示・緊急安全確保) 解除 

高齢者等避難(避難指示・

緊急安全確保)を解除した

とき 

全域 

・ 

浸水想定区域 

○○川流域に発令していた、高齢者等避難 

(避難指示・緊急安全確保)を解除します。 

【高潮】 

警戒レベル４ 

避難指示 

高潮特別警報が発表された

とき 
沿岸地区 

緊急放送、警戒レベル４ 海岸付近に高潮の避

難指示を発令します。潮位が上昇し、危険で

す。速やかに避難してください。 

【高潮】 

警戒レベル５ 

緊急安全確保 

異常な越波、越流の発生が

確認されたとき 

水門、陸閘等の異常が確認

されたとき 沿岸地区 

緊急放送、警戒レベル５ 緊急安全確保を発令

します。高潮による危険が高まっています。命

を守る最善の行動をとってください。 

堤防などの施設に被害の発

生を確認したとき 

緊急放送、警戒レベル５ 緊急安全確保を発令

します。高潮による被害が発生しています。命

を守る最善の行動をとってください。 

【高潮】 

避難指示(緊急安全確保) 

解除 

避難指示(緊急安全確保)を

解除したとき 
沿岸地区 

海岸付近に発令していた、高潮の避難指示(緊

急安全確保)を解除します。 
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・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
4

6
 

第
３

節
 
避

難
の

長
期

化
に

備
え

た
対

策
 
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
4

6
 

第
４

節
 
警

戒
区

域
・

避
難

指
示

の
解

除
等

 ・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
4

7
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第
１

章
 

総
則
 

 第
１

節
 
計
画
の
基

本
的
事
項
 

 １
 

計
画

の
目

的
 

こ
の

計
画

は
、

平
常

時
に

実
施

す
る

事
前

対
策

や
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

が
引

き
上

げ
ら

れ
た

場
合

に
実

施
す

る
避

難
対

策
、

避
難

後
の

対
応

に
つ

い
て

定
め

、
こ

れ
ら

の
対

策
を

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

市
民

の
生

命
、

身
体

及
び

財
産

を

富
士

山
噴

火
に

よ
る

災
害

か
ら

保
護

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 ２
 

計
画

の
位

置
付

け
 

本
計

画
は

、
基

本
計

画
及

び
富

士
市

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

、
富

士
市

の
特

性
を

踏
ま

え
、

富
士

山
火

山
災

害
か

ら
の

市
民

等
の

避
難

対
策

の
基

本
的

な
考

え
方

を
示

し
た

も
の

で
あ

る
。

 

今
後

新
た

な
知

見
や

課
題

が
明

ら
か

に
な

っ
た

場
合

に
は

、
必

要
に

応
じ

計
画

の
修

正
や

充
実

を
図

る
。

 

 

３
 

不
確

実
性

を
踏

ま
え

た
避

難
体

制
 

 
 

火
山

災
害

は
、

予
兆

か
ら

噴
火

ま
で

長
時

間
と

な
る

場
合

や
、

結
果

的
に

噴
火

に
至

ら
な

い
場

合
も

想
定

さ
れ

る
。

ま
た

、
噴

火
後

、
数

時
間

で
沈

静
化

す
る

の
か

、
数

年
に

及
ぶ

の
か

に
つ

い
て

も
予

測
で

き
な

い
。

 

こ
の

た
め

、
本

計
画

で
は

最
も

速
や

か
に

避
難

で
き

る
手

段
を

採
用

す
る

一
方

、
避

難
先

を
選

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

避
難

が
必

要
と

な
る

住
民

の
生

活
基

盤
維

持
や

一
時

帰
宅

が
過

度
な

負
担

と
な

ら
な

い
よ

う
配

慮
す

る
。

 

 ４
 

対
象

と
な

る
噴

火
現

象
 

基
本

計
画

で
は

、
火

口
形

成
、

大
き

な
噴

石
、

火
砕

流
（

火
砕

サ
ー

ジ
）、

溶
岩

流
、

融
雪

型
火

山
泥

流
、

降
灰

、
降

灰
後

土
石

流
、

小
さ

な
噴

石
に

つ
い

て
、

影
響

が
想

定
さ

れ
る

範
囲

「
影

響
想

定
範

囲
」

と
、

避
難

を
要

す
る

範
囲

「
避

難
対

象
エ

リ
ア

」
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

し
て

い
る

。
 

こ
の

う
ち

火
砕

流
（

火
砕

サ
ー

ジ
）

に
つ

い
て

は
、

市
内

の
居

住
地

域
に

直
接

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
は

な
い

が
、

発
生

す
る

こ
と

で
融

雪
型

火
山

泥
流

を
引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

の
現

象
全

て
に

つ
い

て
市

計

画
の

対
象

と
す

る
。

対
象

と
な

る
現

象
の

特
徴

や
想

定
影

響
範

囲
は

表
１

の
と

お
り

。
 

一
方

で
、

岩
屑

な
だ

れ
（

山
体

崩
壊

）
や

水
蒸

気
爆

発
、

火
山

ガ
ス

、
空

振
、

火
山

性
地

震
（

地
殻

変
動

）、
洪

水
氾

濫
、

津
波

に
つ

い
て

は
、

基
本

計
画

で
対

象
外

と
し

て
い

る
た

め
、

市
計

画
に

お
い

て
も

対
象

外
と

す
る

。
 

ま
た

、
同

様
に

南
海

ト
ラ

フ
地

震
発

生
後

に
噴

火
す

る
な

ど
の

連
続

災
害

に
つ

い
て

も
対

象
外

と
す

る
。
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表
１

 
＜

計
画

の
対

象
と

な
る

噴
火

現
象

＞
 

噴
火

現
象

 
定

義
・

特
徴

・
危

険
性

等
 

影
響

想
定

範
囲

 

火
口

形
成

 
火

口
と

は
、
地

下
の

マ
グ

マ
や

火
山

ガ
ス

に
運

ば
れ

た
岩

塊
な

ど
が

噴
出

す
る

穴
あ

る
い

は
割

れ
目

で
あ

る
。

 

噴
火

中
の

火
口

又
は

そ
の

ご
く

近
傍

で
は

生
命

に
危

険

が
及

ぶ
が

、
噴

火
前

の
段

階
で

は
、

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
で

示

さ
れ

た
想

定
火

口
範

囲
の

ど
こ

に
火

口
が

で
き

る
か

事
前

に
特

定
は

で
き

な
い

。
 

 

大
き

な
噴

石
 

大
き

な
噴

石
と

は
、
噴

火
に

よ
っ

て
火

口
か

ら
吹

き
飛

ば

さ
れ

る
防

災
上

警
戒

・
注

意
す

べ
き

大
き

さ
の

固
形

物
の

う

ち
、

概
ね

2
0

～
3

0
c
m

以
上

の
、

風
の

影
響

を
ほ

と
ん

ど

受
け

ず
に

弾
道

を
描

い
て

飛
散

す
る

も
の

を
い

う
。

 

大
き

な
噴

石
は

、
噴

火
と

同
時

に
飛

散
す

る
こ

と
が

あ

り
、

速
度

が
速

く
、

直
接

身
体

に
当

た
れ

ば
死

傷
（

外
傷

、

熱
傷

）
し

、
か

な
り

堅
牢

な
建

物
で

な
け

れ
ば

破
壊

さ
れ

る

こ
と

も
あ

る
。

 

火
砕

流
 

（
火

砕
サ

ー
ジ

）
 

火
砕

流
は

、
高

温
の

火
山

灰
や

岩
塊

、
空

気
や

水
蒸

気
が

一
体

と
な

っ
て

高
速

で
山

体
を

流
下

す
る

現
象

で
あ

り
、
大

規
模

な
場

合
は

、
地

形
の

起
伏

に
か

か
わ

ら
ず

広
範

囲
に

広

が
り

、
通

過
域

を
焼

失
、

埋
没

さ
せ

る
噴

火
現

象
で

あ
る

。

ま
た

、
火

砕
サ

ー
ジ

は
、

火
山

灰
ま

じ
り

の
爆

風
で

、
火

砕

流
の

先
端

部
か

ら
分

離
し

て
生

じ
る

場
合

が
あ

り
、
火

砕
流

の
本

体
部

分
よ

り
も

遠
方

に
到

達
す

る
こ

と
や

、
高

温
・

高

速
の

流
れ

に
よ

る
人

的
被

害
を

発
生

さ
せ

る
場

合
が

あ
る

。
 

火
砕

流
等

に
巻

き
込

ま
れ

る
と

生
命

の
危

険
が

あ
る

が
、

そ
の

流
下

速
度

は
時

速
数

十
k
m

か
ら

百
数

十
k
m

と
高

速
で

あ
り

、
発

生
後

に
流

下
コ

ー
ス

か
ら

避
難

す
る

こ
と

は

不
可

能
で

あ
る

。
 

 

火
口

形
成

 
大

き
な

噴
石

 

火
砕

流
 

火
砕

サ
ー

ジ
 

富
士
市
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 溶
岩

流
 

溶
岩

流
は

、
火

口
か

ら
噴

出
し

た
マ

グ
マ

が
重

力
に

よ
っ

て
地

表
を

流
下

す
る

現
象

で
、

進
路

に
あ

る
森

林
、

田
畑

、

建
物

等
は

埋
没

又
は

焼
失

す
る

。
流

下
速

度
や

堆
積

す
る

厚

さ
は

、
マ

グ
マ

の
物

性
や

噴
出

率
等

に
よ

っ
て

大
き

く
変

化

す
る

。
 

溶
岩

流
は

生
命

へ
の

危
険

性
は

高
い

も
の

の
、
流

下
速

度

は
比

較
的

遅
い

。
 

 

融
雪

型
火

山
泥

流
 

融
雪

型
火

山
泥

流
と

は
、
山

腹
に

積
も

っ
た

雪
が

火
砕

流

等
の

熱
で

一
気

に
融

け
て

水
と

な
り

火
砕

物
や

斜
面

の
土

砂
を

取
り

込
ん

で
、

高
速

（
時

速
6

0
k
m

を
超

え
る

こ
と

も
あ

る
）

で
流

下
す

る
現

象
で

あ
る

。
 

積
雪

が
あ

る
時

期
（

積
雪

期
）

に
限

り
発

生
す

る
現

象
だ

が
、

発
生

し
た

場
合

避
難

ま
で

の
時

間
的

猶
予

は
な

い
。

 

 

降
灰

 
噴

火
に

よ
っ

て
火

口
か

ら
放

出
さ

れ
る

固
形

物
の

う
ち

、

比
較

的
細

か
い

も
の

（
直

径
２

m
m

未
満

）
を

火
山

灰
と

い

い
、

降
灰

は
、

火
山

灰
が

地
表

に
降

下
す

る
現

象
で

あ
る

。
 

降
灰

そ
の

も
の

を
原

因
と

し
て

、
直

ち
に

生
命

に
危

険
が

及
ぶ

こ
と

は
な

い
た

め
、
現

象
の

影
響

範
囲

か
ら

立
退

く
必

要
性

は
低

い
が

、
火

山
灰

を
吸

い
込

む
と

呼
吸

器
系

の
疾

患

に
か

か
り

や
す

く
な

る
な

ど
の

健
康

被
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

降
灰

の
規

模
や

継
続

時
間

は
、
気

象
条

件
に

よ
っ

て
大

き

く
変

化
す

る
た

め
、

予
測

は
困

難
で

あ
る

。
 

 
２

c
m

 

1
0

c
m

 

3
0

c
m

 

5
0

c
m

 

火
砕

流
到

達
範

囲
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 降
灰

後
土

石
流

 
降

灰
や

火
砕

流
で

流
下

し
た

火
山

灰
等

が
山

の
斜

面
に

堆
積

し
た

後
に

起
き

る
土

石
流

（
以

下
、「

降
灰

後
土

石
流

」

と
い

う
。
）

は
、

降
灰

と
無

関
係

に
降

雨
に

よ
っ

て
発

生
す

る
土

石
流

よ
り

少
量

の
降

雨
で

も
発

生
し

、
広

い
範

囲
に

流

出
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

降
灰

後
だ

け
で

な
く

降
灰

中
や

噴
火

の
終

息
後

長
期

間

に
わ

た
っ

て
起

き
る

こ
と

や
、
噴

火
現

象
に

よ
り

上
流

の
土

地
が

荒
廃

し
た

場
合

も
発

生
す

る
こ

と
が

あ
る

の
で

注
意

が
必

要
で

あ
る

。
 

 

小
さ

な
噴

石
 

直
径

が
数

c
m

程
度

で
風

の
影

響
を

受
け

て
遠

方
ま

で

流
さ

れ
て

降
る

固
形

物
を

小
さ

な
噴

石
と

い
う

。
火

口
か

ら

1
0

k
m

以
上

遠
方

ま
で

流
さ

れ
て

降
下

す
る

場
合

も
あ

る
。

直
径

1
0

c
m

程
度

の
も

の
が

飛
来

す
る

こ
と

も
あ

り
、

こ

れ
ら

が
人

体
に

直
撃

す
る

と
非

常
に

危
険

で
あ

る
。

 

ま
た

、
直

径
1

0
c
m

を
超

え
る

サ
イ

ズ
の

も
の

は
内

部

が
高

温
で

あ
る

可
能

性
が

あ
り

、
火

災
の

原
因

と
な

る
た

め
、

注
意

が
必

要
で

あ
る

。
 

 

 第
２

節
 
避

難
対

象
エ
リ
ア
と
噴

火
警
戒

レ
ベ

ル
 

 １
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

 
（

１
）

火
口

形
成

・
大

き
な

噴
石

・
火

砕
流

（
火

砕
サ

ー
ジ

）
・

溶
岩

流
 

火
口

形
成

・
大

き
な

噴
石

・
火

砕
流

（
火

砕
サ

ー
ジ

）・
溶

岩
流

（
以

下
、「

溶
岩

流
等

」
と

い
う

。）
の

避
難

対
象

エ
リ

ア
は

、
火

山
現

象
か

ら
の

避
難

が
必

要
な

範
囲

と
し

て
基

本
計

画
で

定
義

さ
れ

た
も

の
で

あ
り

、
溶

岩
流

等
に

対
し

て
は

表
２

の
と

お
り

第
１

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

か
ら

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
６

つ
に

区
分

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
各

町
内

会
（

区
）

を
避

難
対

象
エ

リ
ア

別
に

分
類

し
た

も
の

は
表

３
の

と
お

り
。

 

 

表
２

 
＜

溶
岩

流
の

避
難

対
象

エ
リ

ア
＞

 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

噴
火

現
象

 

第
１

次
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

噴
火

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲

 

第
２

次
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

火
砕

流
、

大
き

な
噴

石
が

到
達

 

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲
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第
３

次
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

溶
岩

流
が

３
時

間
以

内
に

到
達

 

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲

 

第
４

次
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

溶
岩

流
が

2
4

時
間

以
内

に
到

達
 

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲

 

第
５

次
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

溶
岩

流
が

７
日

以
内

に
到

達
 

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲

 

第
６

次
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

溶
岩

流
が

最
終

的
に

到
達

 

す
る

可
能

性
の

あ
る

範
囲

 

       

表
３

 
＜

溶
岩

流
等

の
避

難
対

象
エ

リ
ア

別
町

内
会

（
区

）
一

覧
＞

 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

地
区

 
町

内
会

（
区

）
 

第
１

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
吉

永
北

 
勢

子
辻

 

第
２

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
大

淵
 

吉
原

富
士

本
中

町
の

一
部

 

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
大

淵
 

吉
原

富
士

本
中

町
、

吉
原

富
士

本
西

町
、

大
淵

町
３

、
八

王
子

本
町

、
八

王
子

町
１

、
八

王

子
町

２
、

城
山

町
、

希
望

ヶ
丘

、
穴

原
町

１
、

穴
原

町
２

 

吉
永

北
 

桑
崎

町
、

陽
光

台
東

、
陽

光
台

西
、

陽
光

台
南

、
石

井
町

、
鵜

無
ヶ

淵
町

１
、

鵜
無

ヶ
淵

町

２
、

間
門

町
 

神
戸

 
今

宮
、

神
戸

１
の

一
部

 

吉
永

 
富

士
岡

入
町

、
富

士
岡

町
１

、
富

士
岡

町
２

、
富

士
岡

本
花

守
町

 

須
津

 
中

里
町

１
、

中
里

寿
町

 

天
間

 
天

間
田

代
 

第
４

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
大

淵
 

大
淵

町
１

、
大

淵
町

２
、

大
久

保
町

、
中

野
町

１
、

中
野

町
２

、
大

富
町

、
次

郎
長

町
、

境

町
、

大
峯

町
 

神
戸

 
神

戸
１

、
神

戸
２

 

富
士

見
台

 
富

士
見

台
１

、
富

士
見

台
２

南
、

富
士

見
台

２
北

、
富

士
見

台
３

、
富

士
見

台
４

東
、

富
士

見
台

４
西

、
富

士
見

台
５

、
富

士
見

台
６

、
富

士
見

台
７

、
富

士
見

台
８

 

吉
永

 
富

士
岡

町
３

、
富

士
岡

渋
脇

町
、

富
士

岡
花

守
町

、
東

比
奈

町
１

、
東

比
奈

町
２

、
東

比
奈

町
３

、
中

比
奈

町
１

、
中

比
奈

町
２

、
中

比
奈

町
３

、
西

比
奈

町
１

、
西

比
奈

町
２

、
西

比

奈
町

３
 

須
津

 
中

里
曙

町
、

中
里

町
２

 

原
田

 
原

田
町

１
、

原
田

町
２

、
原

田
町

３
、

原
田

町
４

、
原

田
本

町
、

東
滝

川
町

、
南

滝
川

町
、

西
滝

川
町

、
北

滝
川

町
、

宇
東

川
本

町
、

三
ッ

沢
町

１
、

三
ッ

沢
町

２
、

三
ッ

沢
町

３
、

吉

原
中

島
町

１
 

天
間

 
天

間
川

坂
、

天
間

東
、

天
間

南
、

天
間

北
１

、
天

間
北

２
 

鷹
岡

 
厚

原
西

、
久

沢
東

、
久

沢
南

、
久

沢
西

、
久

沢
北

、
入

山
瀬

東
、

入
山

瀬
西

、
入

山
瀬

天
王

町
、

入
山

瀬
久

保
、

鷹
岡

本
町

１
、

鷹
岡

本
町

２
、

鷹
岡

本
町

３
 

丘
 

厚
原

南
 

青
葉

台
 

一
色

 

伝
法

 
中

桁
 

岩
松

北
 

滝
戸

、
旭

町
、

四
ッ

家
 

富
士

北
 

松
本

、
本

市
場

新
田

、
富

士
中

島
上

 

第
５

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
大

淵
 

落
合

町
、

片
倉

町
、

三
ッ

倉
町

 

須
津

 
中

里
町

３
、

中
里

町
４

、
中

里
八

幡
町

、
川

尻
町

１
、

川
尻

町
２

、
神

谷
町

１
、

神
谷

町
２

、

増
川

町
２

、
増

川
町

３
、

江
尾

町
１

 

原
田

 
宇

東
川

町
１

、
宇

東
川

町
２

、
宇

東
川

町
３

、
吉

原
中

島
町

２
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元
吉

原
 

今
井

本
町

、
今

井
東

町
、

今
井

毘
沙

門
町

、
大

野
町

、
桧

町
、

田
中

町
、

西
田

中
町

、
柏

原

町
２

、
柏

原
町

３
、

鈴
川

本
町

 

丘
 

傘
木

、
傘

木
北

、
末

広
町

、
厚

原
中

、
厚

原
東

１
、

厚
原

東
２

、
厚

原
東

３
、

厚
原

北
１

、

厚
原

北
２

、
片

宿
 

広
見

 
広

見
町

１
、

広
見

町
２

、
広

見
町

３
、

広
見

町
４

、
広

見
町

５
、

広
見

町
６

、
広

見
町

７
、

広
見

町
８

、
広

見
町

９
、

百
合

ヶ
丘

、
桜

ヶ
丘

町
、

美
原

町
、

石
坂

町
１

、
石

坂
町

２
、

石

坂
町

３
、

石
坂

町
４

、
若

松
町

２
、

久
保

町
、

三
ッ

倉
南

町
、

源
太

坂
 

青
葉

台
 

木
の

宮
町

、
東

木
の

宮
、

西
木

の
宮

町
、

青
葉

台
南

、
高

山
、

荻
の

原
、

茶
の

木
平

、
若

松

町
１

、
若

松
町

３
 

今
泉

 
田

宿
、

御
殿

、
吹

上
、

寺
市

場
、

市
場

、
富

士
見

町
、

新
富

士
見

町
、

吉
原

緑
ヶ

丘
、

立
小

路
、

水
の

上
、

泉
町

、
栄

町
、

北
仲

町
、

南
仲

町
、

仲
町

、
鍜

治
町

１
、

鍜
治

町
２

、
鍜

治

町
３

、
上

和
田

町
、

和
田

町
１

、
和

田
町

２
、

春
日

町
、

新
橋

、
依

田
橋

、
一

の
宮

町
１

、

一
の

宮
町

２
、

一
の

宮
町

３
、

駿
河

台
１

、
駿

河
台

２
、

駿
河

台
３

、
駿

河
台

４
 

伝
法

 
伝

法
町

１
、

伝
法

町
２

、
伝

法
町

３
、

吉
原

上
中

町
、

中
村

町
、

千
代

田
町

、
宮

川
町

、
宮

の
上

、
三

日
市

、
長

者
町

、
上

田
端

、
田

端
町

、
瓜

島
、

永
田

町
壱

番
館

、
サ

ー
パ

ス
永

田

町
、

日
乃

出
町

、
富

士
日

乃
出

町
 

吉
原

 
吉

原
本

町
１

、
吉

原
本

町
２

、
吉

原
本

町
３

、
吉

原
本

町
４

、
東

本
通

１
、

東
本

通
２

、
東

本
通

３
、

宮
町

、
西

本
通

り
、

伝
馬

町
、

西
仲

町
、

新
追

町
、

弥
生

町
、

東
国

久
保

、
西

国

久
保

、
昭

和
通

り
、

日
吉

町
１

、
日

吉
町

２
、

日
吉

町
３

、
住

吉
町

、
幸

町
、

大
和

町
、

依

田
原

１
、

依
田

原
２

、
依

田
原

３
、

エ
ン

ゼ
ル

町
、

永
田

町
、

中
央

町
壱

番
館

、
錦

町
１

、

南
町

、
新

通
り

、
緑

町
、

荒
田

島
１

、
荒

田
島

２
、

青
島

、
新

青
島

町
、

津
田

、
高

島
 

岩
松

北
 

東
田

、
瀬

戸
河

原
、

富
士

緑
ヶ

丘
、

上
町

、
富

士
上

中
、

富
士

下
中

、
湯

沢
平

１
、

湯
沢

平

２
 

岩
松

 
浦

町
、

橋
下

 

松
野

 
中

野
台

、
富

士
松

野
、

清
水

町
、

南
松

野
１

、
南

松
野

２
、

松
野

八
幡

町
、

大
北

町
、

侭
下

町
 

富
士

川
 

木
島

、
小

山
 

富
士

北
 

青
葉

町
、

浅
間

町
、

富
士

中
島

下
、

中
島

新
道

町
、

く
す

の
木

町
 

富
士

駅
北

 
本

市
場

１
、

本
市

場
２

、
本

市
場

３
、

本
市

場
４

、
国

久
、

川
原

宿
、

藤
間

、
塔

の
木

、
塔

の
木

２
、

平
垣

町
、

平
垣

町
２

、
平

垣
３

、
平

垣
北

町
、

平
垣

八
幡

町
、

富
士

本
町

、
富

士

町
、

銀
座

町
、

千
寿

町
、

水
戸

島
上

、
十

兵
衛

北
、

蓼
原

１
、

蓼
原

２
、

蓼
原

３
、

蓼
原

４
、

蓼
原

５
、

柚
木

、
松

岡
東

 

富
士

駅
南

 
上

横
割

、
下

横
割

南
、

下
横

割
北

、
十

兵
衛

南
町

、
水

戸
島

中
、

水
戸

島
下

 

田
子

浦
 

柳
島

、
柳

島
日

東
、

前
田

 

富
士

南
 

上
五

貫
島

 

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
須

津
 

中
里

新
富

町
、

神
谷

町
３

、
神

谷
緑

町
、

増
川

町
１

、
江

尾
町

２
 

元
吉

原
 

鈴
川

町
３

、
鈴

川
町

４
、

鈴
川

町
５

、
鈴

川
浜

町
東

通
り

、
鈴

川
浜

町
中

通
り

、
鈴

川
浜

町

西
通

り
、

柏
原

町
１

 

浮
島

 
浮

島
町

１
、

浮
島

町
２

 

吉
原

 
依

田
原

４
、

八
代

町
 

岩
松

 
林

町
、

新
町

、
四

丁
河

原
上

、
四

丁
河

原
下

、
水

神
 

松
野

 
松

野
富

士
見

町
 

富
士

川
 

舟
山

町
、

坂
下

、
吉

津
、

岩
淵

上
町

、
相

生
町

、
岩

淵
旭

町
、

中
之

郷
川

坂
、

中
之

郷
堺

町
、

中
之

郷
新

町
、

新
町

本
町

、
東

町
１

、
東

町
２

、
中

之
郷

本
通

１
、

中
之

郷
本

通
３

、
中

之

郷
本

通
４

、
中

之
郷

日
の

出
町

、
中

之
郷

宮
町

、
中

之
郷

幸
町

 

富
士

駅
南

 
四

丁
河

原
南

、
水

戸
島

上
南

、
水

戸
島

南
町

 

田
子

浦
 

川
成

島
、

東
宮

島
、

新
浜

、
中

丸
浜

、
田

子
、

小
須

、
鮫

島
、

江
川

、
前

田
新

田
、

宮
島

新

田
、

助
六

、
下

川
成

、
中

丸
丘

 

富
士

南
 

森
島

、
宮

下
、

西
宮

島
、

下
五

貫
島

、
千

鳥
町

、
富

士
見

ヶ
丘

、
三

四
軒

屋
、

自
由

ヶ
丘

、

靖
国

町
、

浜
添

 

 

（
２

）
融

雪
型

火
山

泥
流

 

 
 

融
雪

型
火

山
泥

流
の

避
難

対
象

エ
リ

ア
は

、
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
融

雪
型

火
山

泥
流

可
能

性
マ

ッ
プ

の
影

響
想

定

範
囲

と
し

、
表

４
の

と
お

り
。

こ
の

う
ち

、
基

本
計

画
の

中
で

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

融
雪

型
火

山
泥

流
ド

リ
ル

マ
ッ

プ
重

ね
合

わ
せ

図
（

危
険

度
区

分
）（

図
１

参
照

）
に

お
い

て
事

前
の

避
難

が
必

要
な

区
域

と
さ

れ
て

い
る

エ
リ

ア
を

事
前

避
難

対
象

区
域

と
す

る
。
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表
４

 
＜

融
雪

型
火

山
泥

流
の

避
難

対
象

エ
リ

ア
別

町
内

会
（

区
）

一
覧

＞
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

地
区

 
町

内
会

（
区

）
 

事
前

避
難

対
象

区
域

 
天

間
 

天
間

田
代

、
天

間
南

の
一

部
 

鷹
岡

 
入

山
瀬

西
の

一
部

、
入

山
瀬

天
王

町
、

鷹
岡

本
町

２
、

鷹
岡

本
町

３
 

大
淵

 
吉

原
富

士
本

中
町

、
八

王
子

本
町

 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

大
淵

 
吉

原
富

士
本

西
町

、
大

淵
町

３
、

八
王

子
町

１
、

八
王

子
町

２
、

城
山

町
、

希
望

ヶ
丘

、
穴

原
町

１
、

穴
原

町
２

、
中

野
１

、
落

合
町

、
片

倉
町

 

神
戸

 
今

宮
、

神
戸

１
、

神
戸

２
 

富
士

見
台

 
富

士
見

台
１

、
富

士
見

台
２

南
、

富
士

見
台

２
北

、
富

士
見

台
７

、
富

士
見

台
８

 

原
田

 
原

田
町

４
、

三
ッ

沢
町

１
、

三
ッ

沢
町

２
、

三
ッ

沢
町

３
 

鷹
岡

 
厚

原
西

、
久

沢
東

、
久

沢
南

、
久

沢
西

、
久

沢
北

、
入

山
瀬

東
、

入
山

瀬
久

保
、

鷹
岡

本
町

１
 

丘
 

厚
原

中
、

厚
原

南
、

厚
原

北
１

 

伝
法

 
田

端
町

、
中

桁
、

瓜
島

、
日

乃
出

町
、

富
士

日
乃

出
町

、
永

田
町

壱
番

館
、

サ
ー

パ
ス

永
田

町
 

吉
原

 
西

仲
町

、
新

追
町

、
永

田
町

、
錦

町
１

、
南

町
、

新
通

り
、

緑
町

、
荒

田
島

１
、

荒
田

島
２

、
八

代
町

、
青

島
、

新
青

島
町

、
津

田
、

高
島

 

岩
松

北
 

滝
戸

、
旭

町
、

四
ッ

家
 

富
士

北
 

青
葉

町
、

浅
間

町
、

本
市

場
新

田
、

松
本

、
富

士
中

島
下

、
中

島
新

道
町

、
く

す
の

木
町

 

富
士

駅
北

 
本

市
場

２
、

本
市

場
３

、
本

市
場

４
、

国
久

、
川

原
宿

、
藤

間
、

塔
の

木
、

塔
の

木
２

、
蓼

原
１

、

蓼
原

２
、

蓼
原

３
、

蓼
原

５
 

田
子

浦
 

新
浜

、
中

丸
浜

、
田

子
、

小
須

、
江

川
、

前
田

新
田

、
前

田
、

中
丸

丘
 

  

図
１

 
＜

融
雪

型
火

山
泥

流
ド

リ
ル

マ
ッ

プ
重

ね
合

わ
せ

図
（

危
険

度
区

分
）

＞
 

 

 
 （

３
）

降
灰

・
小

さ
な

噴
石

 

 
 

 
降

灰
及

び
小

さ
な

噴
石

に
つ

い
て

は
避

難
対

象
エ

リ
ア

を
設

定
し

な
い

が
、

大
規

模
な

降
灰

が
生

じ
、

停
電

、
断

水
、

物
資

の
供

給
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
避

難
が

必
要

と
な

る
区

域
を

噴
火

の
推

移
や

社
会

的
影

響
な

ど
を

総
合

的
に

判
断

し
、

火
山

専
門

家
の

助
言

を
受

け
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
設

定
を

判
断

す
る

。
 

凡
例

 

十
分

な
注

意
を

払
っ

た
う

え
で

、
 

徒
歩

に
よ

る
避

難
が

可
能

な
区

域
 

事
前

の
避

難
又

は
建

物
内

で
の

 
垂

直
避

難
が

必
要

な
区

域
 

事
前

の
避

難
が

必
要

な
区

域
 

資
料
７
－
２
４
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（

４
）

降
灰

後
土

石
流

 

 
 

 
降

灰
の

堆
積

深
が

1
0

c
m

以
上

の
範

囲
内

に
位

置
す

る
土

石
流

危
険

渓
流

の
土

石
流

危
険

区
域

、
又

は
「

土
砂

災
害

警
戒

区
域

等
に

お
け

る
土

砂
災

害
防

止
対

策
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1

2
年

法
律

第
5

7
号

）
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

土
砂

災
害

警
戒

区
域

を
避

難
対

象
エ

リ
ア

と
す

る
。

 

な
お

、
噴

火
に

よ
り

火
山

灰
が

１
c
m

以
上

堆
積

し
た

場
合

は
、

土
砂

災
害

防
止

法
に

基
づ

き
、

国
土

交
通

省
に

よ
り

降
灰

後
土

石
流

の
発

生
危

険
度

等
に

つ
い

て
緊

急
調

査
が

実
施

さ
れ

る
。

こ
の

調
査

結
果

に
基

づ
き

、
市

に
対

し
土

砂
災

害
緊

急
情

報
（

降
灰

後
土

石
流

に
よ

る
被

害
が

想
定

さ
れ

る
土

地
の

区
域

に
関

す
る

情
報

）
が

通
知

さ
れ

る
の

で
、

事
前

に
設

定
し

た
避

難
対

象
エ

リ
ア

を
速

や
か

に
見

直
す

も
の

と
す

る
。

 

  
 



資
料
７
－
２
４
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 ２
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
は

火
山

活
動

の
状

況
に

応
じ

、
防

災
機

関
や

住
民

等
の

取
る

べ
き

行
動

を
５

段
階

に
区

分
し

た

指
標

で
あ

り
、

表
５

の
と

お
り

。
富

士
山

を
含

め
、

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
が

運
用

さ
れ

て
い

る
火

山
で

は
、

平
常

時
に

火
山

防
災

協
議

会
で

合
意

さ
れ

た
避

難
開

始
時

期
や

避
難

対
象

地
域

の
設

定
に

基
づ

き
、

気
象

庁
が

「
警

戒
が

必
要

な
範

囲
」

（
生

命
に

危
険

が
及

ぶ
範

囲
）

を
明

示
し

、
噴

火
警

報
・

噴
火

予
報

に
含

め
て

発
表

す
る

。
 

ま
た

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

の
引

き
上

げ
基

準
に

現
状

達
し

て
い

な
い

が
、

今
後

の
活

動
の

推
移

に
よ

っ
て

は
噴

火

警
戒

レ
ベ

ル
を

引
き

上
げ

る
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
又

は
判

断
に

迷
う

場
合

に
、

「
火

山
の

状
況

に
関

す
る

解
説

情
報

（
臨

時
）

」
を

、
現

時
点

で
は

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
を

引
き

上
げ

る
可

能
性

は
低

い
が

、
火

山
活

動
に

変
化

が
み

ら
れ

る
な

ど
、

火
山

活
動

の
状

況
を

伝
え

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
に

は
、

「
火

山
の

状
況

に
関

す
る

解
説

情
報

」
を

発
表

す
る

。
 

な
お

、
富

士
山

で
は

、
噴

火
前

の
火

山
活

動
が

高
ま

る
段

階
に

お
い

て
は

、
火

口
の

位
置

を
特

定
し

限
定

的
な

警

戒
範

囲
を

示
す

の
は

困
難

な
こ

と
か

ら
、

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
２

の
発

表
は

し
な

い
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

表
５

 
＜

富
士

山
の

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
＞

 

種
別

 
名

称
 

対
象

 

範
囲

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
 

（
キ

ー
ワ

ー
ド

）
 

火
山

活
動

の
状

況
 

住
民

等
の

行
動

及
び

 

入
山

者
等

へ
の

対
応

 
想

定
さ

れ
る

現
象

等
 

特 別 警 報  

噴 火 警 報 （ 居 住 地 域 ）  

又 は 噴 火 警 報  

居 住 地 域 及 び そ れ よ り 火 口 側  

５  

避
難

 

居
住

地
域

に
重

大
な

被
害

を
及

ぼ
す

噴
火

が
発

生
、

あ
る

い
は

切
迫

し
て

い
る

状
態

に
あ

る
 

危
険

な
居

住
地

域
か

ら
の

避

難
等

が
必

要
（

状
況

に
応

じ

て
対

象
地

域
を

判
断

）
 

・
噴

火
が

発
生

 

・
体

に
感

じ
る

地
震

を
含

む
顕

著
な

地
震

活
動

、
地

殻
変

動
の

加
速

、
噴

火
開

始
後

の
噴

火
活

動
の

高
ま

り

等
、

居
住

地
域

に
重

大
な

被
害

を
及

ぼ
す

噴
火

が
切

迫
し

て
い

る
。

 

４  

高
齢

者
 

等
避

難
 

居
住

地
域

に
重

大
な

被
害

を
及

ぼ
す

噴
火

が
発

生
す

る
と

予
想

さ
れ

る
（

可
能

性
が

高
ま

っ
て

い
る

）
 

警
戒

が
必

要
な

居
住

地
域

で

の
高

齢
者

等
の

要
配

慮
者

の

避
難

が
必

要
 

 一
部

の
地

域
で

は
住

民
の

避

難
が

必
要

 

・
居

住
地

域
に

影
響

し
な

い
程

度
の

噴
火

が
発

生
し

、
今

後
居

住
地

域
に

重
大

な
被

害
を

及
ぼ

す
噴

火
が

予
想

さ
れ

る
 

・
地

震
活

動
の

さ
ら

な
る

活
発

化
、

顕

著
な

地
殻

変
動

等
に

よ
り

、
居

住
地

域
に

重
大

な
被

害
を

及
ぼ

す
噴

火
が

予
想

さ
れ

る
 

警 報  

噴 火 警 報 （ 火 口 周 辺 ）  

又 は 火 口 周 辺 警 報  

火 口 か ら  

居 住 地 域 近 く ま で  

３  

入
山

 

規
制

 

居
住

地
域

の
近

く
ま

で
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

（
こ

の
範

囲
に

入
っ

た
場

合
に

は
生

命
に

危
険

が
及

ぶ
）

噴
火

が
発

生
、

あ
る

い
は

発
生

す
る

と
予

想
さ

れ
る

 

登
山

禁
止

・
入

山
規

制
等

危

険
な

地
域

へ
の

立
入

規
制

等
 

 一
部

の
地

域
で

は
住

民
の

避

難
が

必
要

 
 来

域
者

等
は

帰
宅

 

・
地

震
増

加
地

殻
変

動
浅

部
の

低
周

波
地

震
や

火
山

性
微

動
の

断
続

的
な

発
生

な
ど

火
山

活
動

の
高

ま
り

 

・
火

山
活

動
が

低
下

す
る

過
程

な
ど

に
お

い
て

、
居

住
地

域
に

影
響

し
な

い
程

度
の

噴
火

の
発

生
等

 

火 口 周 辺  

２  

火
口

 

周
辺

 

規
制

 

火
口

周
辺

に
影

響
を

及
ぼ

す
（

こ
の

範
囲

に
入

っ
た

場
合

に
は

生
命

に
危

険
が

及
ぶ

）
噴

火
が

発
生

、
あ

る

い
は

発
生

す
る

と
予

想
さ

れ
る

 

住
民

は
通

常
の

生
活

 
 火

口
周

辺
へ

の
立

入
規

制
等

 

【
レ

ベ
ル

２
の

発
表

】
 

火
山

活
動

が
活

発
す

る
過

程
で

は
使

用
せ

ず
※

１
火

山
活

動
が

低
下

す
る

過
程

な
ど

に
お

い
て

レ
ベ

ル
３

～
５

か
ら

引
き

下
げ

る
段

階
で

火
山

活
動

の
状

況
に

応
じ

て
発

表
す

る
場

合
が

あ
る

 

予 報  

噴 火 予 報  

火 口 内 等  

１  

活
火

山
 

で
あ

る
 

こ
と

に
 

留
意

 

火
山

活
動

に
高

ま
り

が
み

ら
れ

る
 

今
後

の
活

動
の

推
移

に
よ

っ
て

は
レ

ベ
ル

を
引

き
上

げ
る

可
能

性
が

あ
る

 

住
民

は
希

望
に

よ
り

自
主

避

難
 

 状
況

に
応

じ
て

登
山

者
は

下

山
 

・
噴

気
の

出
現

や
地

震
活

動
の

高
ま

り
な

ど
が

認
め

ら
れ

る
（

火
山

の
状

況
に

関
す

る
解

説
情

報
（

臨
時

）
等

※
２
を

発
表

す
る

）
 

火
山

活
動

は
静

穏
 

住
民

は
通

常
の

生
活

 
・

火
山

活
動

は
静

穏
（

深
部

低
周

波
地

震
の

多
発

も
含

む
）

 

   

注
１
）
 
富

士
山

で
は

、
噴

火
の

発
生

が
予

想
さ

れ
る

火
山

活
動

活
発

化
の

過
程

に
お

い
て

、
火

口
周

辺
の

み
に

影
響

を
及

ぼ
す

程
度

の
噴

火
が

発
生

す
る

場
所

を

予
測

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

た
め

、
火

山
活

動
活

発
化

の
過

程
で

レ
ベ

ル
２
は

発
表

し
な

い
。

 

注
２

）
 
レ

ベ
ル

の
引

上
げ

基
準

に
達

し
て

い
な

い
が

、
今

後
レ

ベ
ル

を
引

き
上

げ
る

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
、

「
火

山
の

状
況

に
関

す
る

解
説

情
報

（
臨

時
）
」
を

発
表

す
る

。
ま

た
、

レ
ベ

ル
を

引
き

上
げ

る
可

能
性

は
低

い
が

、
火

山
活

動
に

変
化

が
み

ら
れ

る
な

ど
、

火
山

活
動

の
状

況
を

伝
え

る
必

要
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
、

「
火

山
の

状
況

に
関

す
る

解
説

情
報

」
を

発
表

す
る

。
 

レ ベ ル ２ は レ ベ ル を 引 き  

上 げ る 段 階 で は 発 表 し な い  

資
料
７
－
２
４

 

1
0

 

 第
３

節
 
噴

火
シ

ナ
リ
オ
 

 

平
常

時
か

ら
噴

火
、

火
山

活
動

の
終

息
ま

で
段

階
に

応
じ

た
対

応
を

関
係

機
関

と
共

有
で

き
る

よ
う

、
協

議
会

が
作

成

し
た

噴
火

シ
ナ

リ
オ

を
基

に
、

市
計

画
に

合
わ

せ
た

噴
火

シ
ナ

リ
オ

を
表

６
の

と
お

り
作

成
し

、
噴

火
シ

ナ
リ

オ
を

基
に

避
難

対
策

等
の

検
討

を
行

っ
た

。
 

な
お

、
本

シ
ナ

リ
オ

は
、

噴
火

レ
ベ

ル
が

順
次

引
き

上
げ

ら
れ

噴
火

に
至

る
こ

と
を

想
定

し
た

も
の

で
あ

る
が

、
実

災

害
に

お
い

て
は

、
様

々
な

パ
タ

ー
ン

で
噴

火
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

表
６

 
＜

噴
火

シ
ナ

リ
オ

＞
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
 

解
説

情
報

 
（

臨
時

）
 

３
 

４
 

５
 

噴
火

後
 

 
 

 

・
情

報
収

集
 

体
制

 

・
自

主
的

な
 

分
散

避
難

 
の

呼
び

か
 

け
 

・
避

難
所

 

開
設

準
備

 

・
情

報
伝

達
 

方
法

確
認

 

・
警

戒
本

部
（

災
害

対
策

本
部

）
設

置
 

・
入

山
規

制
 

・
警

戒
区

域
の

設
定

 

・
避

難
所

設
置

（
状

況
に

応
じ

て
順

次
拡

大
）

 

・
災

害
対

策
本

部
の

設
置

等
 

・
噴

火
口

位
置

、
流

下
方

向
（

溶
岩

流
の

有
無

）
の

特
定

 
・

溶
岩

流
、
融

雪
型

火
山

泥
流

の

流
下

方
向

に
よ

り
、

必
要

な
範

囲
に

避
難

指
示

 

・
状

況
に

応
じ

避
難

を
解

除
 

・
土

石
流

想
定

氾
濫

区
域

等
 

・
降

雨
時

警
戒

避
難

 
・

復
興

方
針

検
討

 

 
 

 

 

 

 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

解
説

情
報

 

（
臨

時
）

 
住

民
の

避
難

対
応

 
避

難
先

 
手

段
 

第
1

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 

自
主

的
な

 

分
散

避
難

 

の
実

施
 

避
難

 

(全
方

位
) 

⇒
 

⇒
 

⇒
 

新
環

境
ク

リ
ー

ン
 

セ
ン

タ
ー

 

循
環

啓
発

棟
 

徒
歩

 

又
は

 

自
家

用
車

 

第
２

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
避

難
 

(全
方

位
) 

⇒
 

⇒
 

⇒
 

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
避

難
準

備
 

避
難

 

(全
方

位
) 

⇒
 

⇒
 

第
4

次
～

第
6

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

内
の

指
定

避
難

所
 

第
４

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
－

 
避

難
準

備
 

避
難

準
備

 

 
避

難
 

(流
下

パ
タ

ー
ン

) 

市
内

の
指

定
避

難
所

又
は

広
域

避
難

 

※
噴

火
の

状
況

に
 

よ
り

決
定

 

第
５

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
－

 
－

 
－

 

 

避
難

 

(流
下

パ
タ

ー
ン

) 

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
－

 
－

 
－

 
避

難
 

(流
下

パ
タ

ー
ン

) 

融
雪

型
火

山
泥

流
 

事
前

避
難

対
象

区
域

 
避

難
準

備
 

避
難

 
(全

方
位

) 
⇒

 
⇒

 
市

内
の

指
定

避
難

所
 

 

噴
火

ま
で

の
推

移
の

一
例

 

宝
永

噴
火

時
の

推
移

 

(歴
史

上
唯

一
の

参
考

例
) 

火
山

活
動

の
異

常
～

噴
火

開
始

前
 

 
 

 
噴

火
直

前
 

 
 

 
噴

火
の

発
生

～
終

息
ま

で
 

噴
火

前
十

数
日

 
噴

火
前

日
 
 
噴

火
前

日
～

直
前

 
 

 
 

 
1

5
日

間
 

・
火

山
性

地
震

の
震

源
が

深
部

か
ら

浅
部

へ
上

昇
 

・
マ

グ
マ

の
浅

部
へ

の
上

昇
に

伴
う

地
殻

変
動

を
観

測
 

・
顕

著
な

地
殻

変
動

 
と

地
震

活
動

 

・
大

規
模

噴
火

の
発

生
 

・
大

規
模

な
溶

岩
流

の
流

下
 

･山
中

で
有

感
地

震
 

･鳴
動

の
発

生
 

･山
麓

で
有

感
地

震
 

が
増

加
 

･有
感

地
震

が
多

発
 

･広
域

的
な

揺
れ

が
 

発
生

 

 

･大
規

模
噴

火
の

発
生

 

･小
さ

な
噴

石
や

火
山

灰
が

 
広

範
囲

に
堆

積
 

降
灰

後
～

数
十

年
 

降
灰

後
～

数
十

年
 

・
降

灰
後

土
石

流
の

発
生

 

・
降

灰
後

土
石

流
の

発
生

 

基
本

的
な

 

応
急

対
策

 
【

積
雪

期
】

融
雪

型
火

山
泥

流
か

ら
立

退
き

避
難

が
必

要
と

な
る

区
域

で
は

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
避

難
開

始
基

準
に

準
じ

て
避

難
を

開
始

す
る

 

避
難

期
間

が
長

期
化

す
る

場
合

、
ホ

テ
ル

等
の

宿

泊
施

設
を

避
難

所
と

し
て

借
り

上
げ

る
な

ど
の

対
応

に
よ

り
、

避
難

者
の

負
担

軽
減

を
図

る
 

社
会

情
勢

 
地

域
か

ら
離

れ
る

人
の

増
加

・
渋

滞
発

生
・

帰
宅

困
難

者
の

発
生

 

報
道

の
過

熱
 

 
報

道
関

係
者

が
増

加
 

応
援

部
隊

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
動

本
格

化
 

物
流

の
停

滞
・

物
資

不
足

 

通
信

の
混

乱
 

・
 

不
確

実
な

情
報

の
増

大
（

デ
マ

情
報

等
）

 

観
光

客
等

の
減

少
 

噴  火  発  生  
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 第
４

節
 
溶
岩
流
流

下
パ
タ
ー
ン

 

  
噴

火
開

始
直

後
に

お
い

て
は

、
火

口
の

詳
細

な
位

置
を

即
座

に
特

定
で

き
な

い
場

合
が

想
定

さ
れ

こ
と

か
ら

、
県

が
、

あ
る

程
度

幅
広

な
範

囲
の

想
定

火
口

に
よ

る
溶

岩
流

ド
リ

ル
マ

ッ
プ

を
ま

と
め

た
溶

岩
流

の
「

流
下

パ
タ

ー
ン

」
を

作
成

し
た

。
流

下
パ

タ
ー

ン
と

パ
タ

ー
ン

別
に

想
定

さ
れ

る
火

口
範

囲
を

参
考

と
し

て
、

避
難

指
示

の
対

象
区

域
を

あ
ら

か
じ

め
検

討
し

、
噴

火
開

始
直

後
の

避
難

指
示

発
令

の
迅

速
性

を
確

保
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

流
下

パ
タ

ー
ン

は
図

２
、

想
定

火
口

範
囲

の
区

分
は

図
３

、
流

下
パ

タ
ー

ン
別

の
ド

リ
ル

マ
ッ

プ
整

理
表

は
表

７
の

と
お

り
。

 

基
本

的
に

は
単

独
の

流
下

パ
タ

ー
ン

を
想

定
す

る
が

、
噴

火
口

の
位

置
の

特
定

に
時

間
を

要
す

る
場

合
に

は
、

隣
接

す

る
複

数
の

流
下

パ
タ

ー
ン

が
影

響
す

る
範

囲
を

避
難

指
示

の
対

象
区

域
と

す
る

。
 

 

図
２

 
＜

流
下

パ
タ

ー
ン

＞
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2

 

 

 

表
７

 
＜

流
下

パ
タ

ー
ン

別
の

ド
リ

ル
マ

ッ
プ

整
理

表
＞

 

流
下

パ
タ

ー
ン

の
名

称
 

溶
岩

流
ド

リ
ル

マ
ッ

プ
番

号
 

説
明

 
記

号
 

通
称

 
大

規
模

（
L
）

 

中
規

模

（
M

）
 

小
規

模

（
S

）
 

E
 

赤
淵

川
、

滝
川

 

パ
タ

ー
ン

 

3
9

 
5

0
～

5
2

 
5

1
～

5
7

 
山

頂
よ

り
南

側
（

富
士

市
及

び
裾

野
市

）
の

中
規

模
又

は
小

規
模

噴
火

の
想

定
火

口
範

囲
か

ら
噴

火
し

た
場

合
の

流
下

パ
タ

ー
ン

。
滝

川
を

流
れ

る
経

路

と
赤

淵
川

を
通

っ
て

富
士

市
街

地
の

東
側

地
域

に
流

下
。

ま
た

、
裾

野
市

の

須
山

地
区

を
流

下
す

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

F
 

伝
法

沢
川

 

パ
タ

ー
ン

 

 
 

5
8

、
5

9
 

山
頂

よ
り

南
側

（
富

士
市

、
裾

野
市

及
び

御
殿

場
市

）
の

想
定

火
口

範
囲

か

ら
噴

火
し

た
場

合
の

流
下

パ
タ

ー
ン

。
伝

法
沢

川
や

松
原

川
を

流
れ

、
富

士

市
の

中
央

部
に

流
下

す
る

パ
タ

ー
ン

。
 

G
 

凡
夫

川
 

パ
タ

ー
ン

 

4
0

～
4

3
 

5
3

～
5

8
 

6
0

～
6

3
 

山
頂

よ
り

南
側

（
富

士
市

、
裾

野
市

及
び

御
殿

場
市

）
の

想
定

火
口

範
囲

か

ら
噴

火
し

た
場

合
の

流
下

パ
タ

ー
ン

。
主

に
不

動
沢

や
砂

沢
（

凡
夫

川
）

を

通
っ

て
富

士
市

街
地

の
西

側
地

区
に

流
下

す
る

パ
タ

ー
ン

。
 

H
 

弓
沢

川
 

パ
タ

ー
ン

 

4
4

～
4

6
 

5
9

、
6

0
 

6
5

、
6

6
 

山
頂

よ
り

南
南

西
側

（
富

士
宮

市
）

の
想

定
火

口
範

囲
か

ら
噴

火
し

た
場

合

の
流

下
パ

タ
ー

ン
。

弓
沢

川
か

ら
主

に
富

士
宮

市
の

南
側

地
区

に
流

下
し

、

潤
井

川
を

通
っ

て
2

4
時

間
以

内
に

富
士

市
に

到
達

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

I～
L
 

潤
井

川
 

パ
タ

ー
ン

 

4
7

～
5

4
 

6
1

～
6

8
、

 

7
1

、
 

7
3

～
7

5
 

 
山

頂
よ

り
南

西
側

～
西

南
西

（
富

士
宮

市
）

の
想

定
火

口
範

囲
か

ら
噴

火
し

た
場

合
の

流
下

パ
タ

ー
ン

。
富

士
市

へ
は

主
に

潤
井

川
を

流
下

す
る

。
 

M
～

O
 

富
士

川
 

パ
タ

ー
ン

 

5
5

～
6

9
 

7
6

～
8

6
 

 
山

頂
よ

り
西

～
北

西
側

（
富

士
宮

市
）

の
想

定
火

口
範

囲
か

ら
噴

火
し

た
場

合
の

流
下

パ
タ

ー
ン

。
富

士
市

へ
は

芝
川

を
経

由
し

富
士

川
を

流
下

す
る

。
 

 

図
３

 
＜

想
定

火
口

範
囲

の
区

分
＞
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第
２

章
 

事
前

対
策

 
 第
１

節
 
防
災
体
制
 

 １
 

市
の

体
制

 

 
 

職
員

の
配

備
体

制
は

、
表

８
の

ほ
か

、
富

士
市

職
員

参
集

基
準

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

表
８

 
＜

職
員

の
配

備
体

制
＞

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
等

の
情

報
 

市
の

体
制

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
１

 

火
山

の
状

況
に

関
す

る
解

説
情

報
（

臨
時

）
 

事
前

配
備

体
制

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
３

 
警

戒
本

部
体

制
（

本
部

第
１

次
配

備
体

制
）

 
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

４
、

５
 

噴
火

後
 

本
部

第
２

次
配

備
体

制
、

本
部

第
３

次
配

備
体

制
 

 ２
 

国
の

体
制

（
合

同
会

議
）

 

 
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
が

４
以

上
に

引
き

上
げ

ら
れ

、
政

府
現

地
災

害
対

策
室

が
設

置
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

政
府

現
地

災
害

対
策

室
長

を
議

長
と

す
る

火
山

災
害

警
戒

合
同

会
議

が
、

議
長

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

に
開

催
さ

れ
る

。

ま
た

、
現

地
対

策
本

部
が

設
置

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
現

地
対

策
本

部
長

を
議

長
と

す
る

火
山

災
害

対
策

合
同

会

議
が

、
議

長
が

必
要

と
判

断
し

た
場

合
に

開
催

さ
れ

る
。

 

区
分

E
 

区
分

F
 

区
分

G
 

区
分

H
 

区
分

I 

区
分

J
 区

分
K

 

区
分

L
 

区
分

M
 区
分

N
 

区
分

O
 

凡
例

 区
分

E
 

区
分

F
 

区
分

G
 

区
分

H
 

区
分

I 

区
分

J
 

区
分

K
 

区
分

L
 

区
分

M
 

区
分

N
 

区
分

O
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4

 

  
 

市
は

、
合

同
会

議
が

開
催

さ
れ

た
場

合
、

そ
れ

に
参

加
し

、
国

と
火

山
の

活
動

状
況

や
被

害
情

報
等

に
つ

い
て

情
報

共
有

を
行

う
と

と
も

に
、

防
災

対
応

に
つ

い
て

協
議

を
行

う
。

 

 第
２

節
 
避

難
の

た
め
の
事
前
対

策
 

 １
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
ご

と
の

避
難

開
始

時
期

 

 
 

第
１

次
か

ら
第

３
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
は

噴
火

前
避

難
と

し
、

第
４

次
か

ら
第

６
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
は

噴
火

後
避

難
と

す
る

。
避

難
対

象
エ

リ
ア

ご
と

の
避

難
開

始
時

期
は

表
９

の
と

お
り

。
 

表
９

 
＜

避
難

対
象

エ
リ

ア
ご

と
の

避
難

開
始

時
期

＞
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

避
難

時
期

 
対

象
人

口
（

世
帯

数
）

 
避

難
先

 
手

段
 

第
１

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 

噴
火

前
 

3
1

（
1

6
）

 

第
４

次
～

第
６

次
避

難
対

象
 

エ
リ

ア
内

の
指

定
避

難
所

 

自
家

用
車

 

第
２

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
1

0
8

（
1

0
8

）
 

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
1

2
,8

5
3

（
5

,4
2

8
）

 

徒
歩

 

又
は

 

自
家

用
車

 

第
４

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 

噴
火

後
 

5
6

,6
9

6
（

2
4

,4
6

7
）

 

※
重

複
 

市
内

の
指

定
避

難
所

 

又
は

広
域

避
難

 

※
噴

火
の

状
況

に
よ

り
決

定
 

第
５

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
1

2
5

,4
3

4
（

5
6

,6
4

5
）

 

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
5

1
,3

2
5

（
2

2
,4

2
5

）
 

融
雪

型
火

山
泥

流
 

事
前

避
難

対
象

区
域

 

噴
火

前
 

（
積

雪
期

）
 

1
,2

7
6

（
5

4
9

）
 

※
重

複
 

市
内

の
指

定
避

難
所

 

  ２
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
と

避
難

指
示

発
令

の
基

準
 

 
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
ご

と
に

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

に
応

じ
て

避
難

指
示

を
発

令
す

る
。
避

難
指

示
の

発
令

基
準

は
表

1
0

の
と

お
り

と
す

る
。

 

表
1

0
 

＜
避

難
指

示
の

発
令

基
準

＞
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
 

避
難

情
報

 
避

難
対

象
区

域
 

避
難

対
象

者
 

レ
ベ

ル
３

 
避

難
指

示
 

第
１

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 

第
２

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 
全

住
民

 

レ
ベ

ル
４

 
避

難
指

示
 

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 

融
雪

型
火

山
泥

流
事

前
避

難
対

象
区

域
※
 

全
住

民
 

噴
火

発
生

後
 

避
難

指
示

 
影

響
範

囲
 

影
響

範
囲

ご
と

に
判

断
 

※
積

雪
期

の
み

 

 ３
 

避
難

対
象

区
域

 

 
 

市
は

、
噴

火
後

避
難

の
対

象
区

域
に

つ
い

て
、

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
及

び
流

下
パ

タ
ー

ン
を

基
に

、
避

難
対

象
エ

リ
ア

別
に

、
主

に
町

内
会

（
区

）
を

単
位

と
し

た
避

難
対

象
区

域
を

設
定

し
、

世
帯

数
、

人
口

を
整

理
す

る
。

 

 ４
 

避
難

所
の

選
定

及
び

開
設

準
備

 

 
 

市
は

、
富

士
市

地
域

防
災

計
画

富
士

山
火

山
災

害
対

策
編

第
２

章
第

４
節

第
１

項
「

避
難

場
所

及
び

避
難

所
」

に
よ

り
、

避
難

所
と

な
る

施
設

を
選

定
す

る
。
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選
定

に
当

た
っ

て
は

、
避

難
す

る
際

の
渋

滞
を

防
止

す
る

観
点

か
ら

、
以

下
の

点
を

踏
ま

え
避

難
所

を
選

定
し

た
。
 

（
１

）
避

難
元

の
町

内
会

（
区

）
か

ら
で

き
る

だ
け

近
傍

で
あ

る
こ

と
。

 

（
２

）
避

難
路

が
で

き
る

だ
け

交
差

し
な

い
こ

と
。

 

（
３

）
避

難
先

は
溶

岩
流

の
到

達
ま

で
に

十
分

な
時

間
的

猶
予

が
あ

る
こ

と
。
（

溶
岩

流
が

到
達

す
る

ま
で

に
最

短
２

週
間

以
上

と
な

る
避

難
所

を
選

定
。）

 

（
４

）
国

道
１

号
や

国
道

1
3

9
号

等
の

幹
線

道
路

を
超

え
な

い
こ

と
。

 

ま
た

、
火

山
の

状
況

に
関

す
る

解
説

情
報

（
臨

時
）

が
発

表
さ

れ
た

段
階

で
、

避
難

所
の

開
設

準
備

に
着

手
し

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

に
応

じ
て

、
す

み
や

か
に

避
難

所
を

開
設

す
る

。
 

 
 

そ
の

際
に

開
設

す
る

指
定

避
難

所
及

び
開

設
の

基
準

は
表

1
1

の
と

お
り

と
す

る
。

 

表
1

1
 

＜
避

難
所

及
び

開
設

の
基

準
＞

 

開
設

避
難

所
 

開
設

基
準

 

新
環

境
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
循

環
啓

発
棟

 
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

３
の

発
表

 

広
見

小
学

校
、

丘
小

学
校

、
岩

松
中

学
校

、
吉

原
第

二
中

学
校

、
吉

原
第

三
中

学
校

、
吉

原
北

中
学

校
、

須
津

小
学

校
、

須
津

中
学

校
、

富
士

東
高

等
学

校
、

吉
原

高
等

学
校

 

岩
松

小
学

校
（

積
雪

期
の

み
）

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
４

の
発

表
 

 

噴
火

発
生

後
に

避
難

を
開

始
す

る
避

難
者

を
受

入
れ

る
避

難
所

は
、

影
響

範
囲

を
見

極
め

た
う

え
で

決
定

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

ま
た

、
噴

火
の

規
模

に
よ

り
避

難
対

象
者

数
が

市
内

の
噴

火
影

響
範

囲
外

に
あ

る
避

難
所

の
受

入
れ

可
能

人
数

を
超

過
す

る
場

合
、

市
外

へ
の

広
域

避
難

を
行

う
。

 

  第
３

節
 
情
報
収
集

・
伝
達
体
制

 

 

噴
火

現
象

の
中

に
は

、
短

時
間

で
居

住
地

域
に

到
達

す
る

も
の

や
広

範
囲

に
影

響
が

及
ぶ

も
の

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

関

係
機

関
や

住
民

等
に

対
し

迅
速

か
つ

適
切

に
情

報
を

伝
達

す
る

こ
と

は
、

避
難

を
実

施
す

る
上

で
非

常
に

重
要

と
な

る
。
 

富
士

山
の

噴
火

に
関

し
て

は
、

噴
火

警
報

等
に

応
じ

て
防

災
対

応
を

実
施

す
る

こ
と

か
ら

、
市

は
、

関
係

機
関

及
び

住

民
等

に
対

し
、

迅
速

か
つ

適
切

に
情

報
の

収
集

及
び

伝
達

を
行

う
。

 

 １
 

火
山

に
関

す
る

情
報

の
収

集
と

整
理

 

富
士

山
の

噴
火

現
象

に
関

し
て

収
集

す
る

主
な

情
報

は
表

1
2

の
と

お
り

。
 

表
1

2
 

＜
火

山
に

関
す

る
情

報
収

集
＞

 

収
集

・
整

理
す

る
情

報
 

情
報

内
容

 
情

報
発

信
機

関
 

噴
火

警
報

 
生

命
に

危
険

を
及

ぼ
す

火
山

現
象

の
発

生
や

そ
の

拡
大

が
予

想
さ

れ
る

場
合

に
、

警
戒

が
必

要
な

範

囲
を

明
示

し
て

発
表

さ
れ

る
情

報
 

気
象

庁
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
 

火
山

活
動

の
状

況
に

応
じ

て
、
「

警
戒

が
必

要
な

範
囲

」
と

防
災

機
関

や
住

民
等

の
「

と
る

べ
き

防
災

対
応

」
を

５
段

階
に

区
分

し
た

指
標

で
、

噴
火

警
報

・
予

報
に

付
し

て
発

表
さ

れ
る

も
の

 

気
象

庁
 

火
山

の
状

況
に

関
す

る
 

解
説

情
報

（
臨

時
）

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
の

引
上

げ
基

準
に

現
状

達
し

て
い

な
い

、
又

は
警

戒
が

必
要

な
範

囲
を

拡
大

す
る

状
況

で
は

な
い

も
の

の
、

今
後

の
活

動
の

推
移

に
よ

っ
て

は
こ

れ
ら

の
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
又

は
判

断
に

迷
う

場
合

に
、

火
山

活
動

の
状

況
や

防
災

上
警

戒
・

注
意

す
べ

き
事

項
を

伝
え

る

気
象

庁
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た
め

発
表

さ
れ

る
情

報
 

火
山

の
状

況
に

関
す

る
 

解
説

情
報

 

現
時

点
で

は
、

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
を

引
き

上
げ

る
、

又
は

警
戒

が
必

要
な

範
囲

を
拡

大
す

る
可

能
性

は

低
い

も
の

の
、

火
山

活
動

に
変

化
が

み
ら

れ
る

な
ど

、
火

山
活

動
の

状
況

を
伝

え
る

必
要

が
あ

る
と

判

断
し

た
場

合
に

適
時

発
表

さ
れ

る
情

報
 

気
象

庁
 

噴
火

速
報

 
噴

火
の

発
生

事
実

を
迅

速
に

伝
え

る
情

報
で

、
住

民
、

登
山

者
等

に
、

火
山

が
噴

火
し

た
こ

と
を

端
的

に
い

ち
早

く
伝

え
、

身
を

守
る

行
動

を
と

る
た

め
に

発
表

さ
れ

る
情

報
 

気
象

庁
 

火
口

位
置

情
報

 
噴

火
が

発
生

し
た

際
に

、
噴

火
口

が
ど

の
位

置
に

形
成

さ
れ

た
の

か
を

示
す

情
報

 
気

象
庁

 

流
下

パ
タ

ー
ン

 
気

象
庁

か
ら

の
火

口
位

置
情

報
を

基
に

、
ど

の
範

囲
が

溶
岩

流
の

流
下

先
に

当
た

る
の

か
を

判
断

し
、

避
難

指
示

発
令

に
繋

げ
る

た
め

の
情

報
 

静
岡

県
 

降
灰

予
報

 
噴

火
後

に
、

い
つ

、
ど

こ
に

、
ど

れ
だ

け
の

量
の

火
山

灰
が

降
る

か
に

つ
い

て
発

表
さ

れ
る

情
報

 

活
動

が
活

発
化

し
て

い
る

火
山

で
噴

火
が

発
生

し
た

場
合

、
こ

の
範

囲
に

火
山

灰
が

降
る

と
い

う
事

前
の

情
報

や
噴

火
直

後
の

速
報

も
提

供
し

て
い

る
 

気
象

庁
 

火
山

ガ
ス

予
報

 
居

住
地

域
に

長
期

間
影

響
す

る
よ

う
な

多
量

の
火

山
ガ

ス
の

放
出

が
あ

る
場

合
に

、
火

山
ガ

ス
の

濃

度
が

高
ま

る
可

能
性

の
あ

る
地

域
を

知
ら

せ
る

情
報

 

気
象

庁
 

土
砂

災
害

緊
急

情
報

 
緊

急
調

査
の

結
果

に
基

づ
き

、
土

砂
災

害
が

想
定

さ
れ

る
土

地
の

区
域

及
び

時
期

に
関

す
る

情
報

 
国

土
交

通
省

 

中
部

地
方

整
備

局
 

 ２
 

情
報

伝
達

例
文

及
び

広
報

手
段

 

 
（

１
）

情
報

伝
達

例
文

 

市
は

、
避

難
指

示
を

発
令

す
る

場
合

は
、

表
1

3
の

と
お

り
防

災
行

政
無

線
等

に
よ

る
情

報
伝

達
を

行
う

。
 

   

表
1

3
 

＜
広

報
案

文
＞

 

区
分

 
放

送
文

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
３

 
（

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

連
動

）
 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

富
士

山
で

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

３
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

第
１

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

、

第
２

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

に
お

住
い

の
方

は
、

た
だ

ち
に

避
難

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ

ア
に

お
住

ま
い

の
方

は
、

避
難

の
準

備
を

始
め

て
く

だ
さ

い
。（

チ
ャ

イ
ム

を
除

き
３

回
繰

り
返

し
）（

下
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

）
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
４

 
（

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

連
動

）
 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

富
士

山
で

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

４
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

に

お
住

ま
い

の
方

は
、

た
だ

ち
に

避
難

し
て

く
だ

さ
い

。（
チ

ャ
イ

ム
を

除
き

３
回

繰
り

返
し

）（
下

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
５

 
（

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

連
動

）
 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

富
士

山
で

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

５
が

発
表

さ
れ

ま
し

た
。

噴
火

の
お

そ
れ

が
高

ま
っ

て

い
ま

す
の

で
、

今
後

の
情

報
に

十
分

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。（
チ

ャ
イ

ム
を

除
き

３
回

繰
り

返
し

）（
下

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

 

噴
火

速
報

 
（

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

連
動

）
 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

噴
火

速
報

。
富

士
山

で
噴

火
が

発
生

し
ま

し
た

。
火

口
の

位
置

に
よ

っ
て

は
避

難
が

必
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要
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
、

今
後

の
情

報
に

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。（
チ

ャ
イ

ム
を

除
き

３
回

繰
り

返
し

）

（
下

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

 

噴
火

直
後

 
（

上
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

）
先

ほ
ど

、
富

士
山

で
噴

火
が

発
生

し
ま

し
た

。
第

４
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
に

お
住

ま
い

の
方

は
今

後
の

情
報

に
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。

第
５

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

、
第

６
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
に

お
住

ま

い
の

方
は

、
直

ち
に

影
響

が
及

ぶ
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
の

で
、

落
ち

着
い

て
行

動
し

て
く

だ
さ

い
。（

チ
ャ

イ
ム

を

除
き

３
回

繰
り

返
し

）
（

下
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

）
 

噴
火

後
避

難
対

象
区

域
へ

の

避
難

指
示

 

（
上

り
４

音
チ

ャ
イ

ム
）

緊
急

放
送

。
富

士
山

で
噴

火
が

発
生

し
ま

し
た

。
○

○
町

内
会

（
区

）
に

お
住

ま
い

の

方
は

、
△

△
へ

直
ち

に
避

難
し

て
く

だ
さ

い
。
（

チ
ャ

イ
ム

を
除

き
３

回
繰

り
返

し
）（

下
り

４
音

チ
ャ

イ
ム

）
 

※
具

体
的

な
町

内
会

（
区

）
は

第
３

章
第

３
節

で
後

述
 

 

（
２

）
各

段
階

に
お

け
る

情
報

伝
達

・
広

報
項

目
 

 
 

市
が

、
各

段
階

に
お

い
て

情
報

伝
達

・
広

報
を

行
う

項
目

は
表

1
4

の
と

お
り

。
 

表
1

4
 

＜
情

報
伝

達
・

広
報

項
目

＞
 

実
施

時
期

 
項

目
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
１

 

解
説

情
報

（
臨

時
）

 

・
自

主
的

な
分

散
避

難
の

呼
び

掛
け

 

・
避

難
及

び
避

難
時

持
ち

出
し

品
の

準
備

 

・
落

ち
着

い
た

行
動

を
と

る
こ

と
、

風
評

等
に

惑
わ

さ
れ

な
い

こ
と

、
正

し
い

情
報

の
入

手
を

心
掛

け
る

こ
と

等
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
３

 
・

第
１

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

及
び

第
２

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

に
対

す
る

避
難

指
示

の
伝

達
 

・
第

１
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
及

び
第

２
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
へ

の
入

山
規

制
 

・
第

３
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
に

対
す

る
避

難
準

備
の

呼
び

掛
け

 

・
市

内
全

域
へ

の
広

報
 

・
警

戒
区

域
を

設
定

し
た

場
合

の
市

内
全

域
へ

の
周

知
（

立
入

制
限

・
退

去
命

令
）

 

・
来

域
者

へ
の

帰
宅

の
呼

び
掛

け
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
４

 
・

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

に
対

す
る

避
難

指
示

の
伝

達
 

・
第

３
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
へ

の
入

山
規

制
 

・
市

内
全

域
へ

の
広

報
 

・
警

戒
区

域
を

設
定

し
た

場
合

の
市

内
全

域
へ

の
周

知
（

立
入

制
限

・
退

去
命

令
）

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
５

 
・

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

に
対

す
る

避
難

指
示

の
伝

達
 

・
市

内
全

域
へ

の
広

報
 

・
警

戒
区

域
を

設
定

し
た

場
合

の
市

内
全

域
へ

の
周

知
（

立
入

制
限

・
退

去
命

令
）

 

噴
火

開
始

直
後

 
・

状
況

に
応

じ
、

第
４

次
～

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
影

響
範

囲
に

対
し

避
難

指
示

の
伝

達
 

・
第

４
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
の

必
要

な
範

囲
へ

の
入

山
規

制
 

・
市

内
全

域
へ

の
広

報
 

噴
火

状
況

判
明

後
 

・
火

山
活

動
の

状
況

に
応

じ
、

第
４

次
～

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
影

響
範

囲
に

対
し

避
難

指
示

の
伝

達
 

・
溶

岩
流

の
流

下
先

等
の

必
要

な
エ

リ
ア

へ
の

入
山

規
制

 

・
市

内
全

域
へ

の
広

報
 

・
警

戒
区

域
を

設
定

し
た

場
合

の
市

内
全

域
へ

の
周

知
（

立
入

制
限

・
退

去
命

令
）

 

・
火

山
活

動
の

状
況

に
応

じ
、

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
影

響
外

区
域

に
対

し
避

難
指

示
の

解
除

 

・
噴

火
に

伴
う

現
象

に
よ

る
被

害
の

発
生

状
況

、
道

路
不

通
箇

所
等

 

・
噴

火
現

象
の

推
移

、
被

災
地

に
お

け
る

各
種

応
急

活
動

、
各

種
復

旧
作

業
の

実
施

状
況

と
復

旧
の

見
通

し
、

公
共

輸

資
料
７
－
２
４

 

1
8

 

 

送
機

関
の

運
行

状
況

と
運

転
再

開
の

見
通

し
、

住
民

や
事

業
者

に
対

す
る

支
援

事
業

等
 

・
避

難
者

収
容

状
況

、
災

害
用

伝
言

ダ
イ

ヤ
ル

、
災

害
情

報
掲

示
板

等
の

活
用

方
法

等
 

 （
３

）
情

報
伝

達
・

広
報

手
段

 

 
 

 
市

は
、

表
1

5
に

示
す

手
段

を
活

用
し

て
、

迅
速

か
つ

的
確

に
情

報
伝

達
・

広
報

を
行

う
。

ま
た

、
停

電
等

に
よ

る
通

信
途

絶
を

考
慮

し
、

複
数

の
情

報
伝

達
・

広
報

手
段

を
活

用
す

る
。

 

火
山

活
動

が
活

発
化

し
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

が
引

き
上

げ
ら

れ
る

と
一

般
住

民
等

か
ら

の
問

い
合

わ
せ

が
増

加
す

る
こ

と
か

ら
、

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

等
で

の
広

報
に

よ
り

問
い

合
わ

せ
業

務
の

軽
減

化
を

図
る

。
ま

た
、

国
内

外
か

ら
安

否
確

認
の

問
い

合
わ

せ
が

集
中

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

た
め

、
平

常
時

か
ら

災
害

時
伝

言
ダ

イ
ヤ

ル
等

の
利

用
を

周
知

す
る

。
 

表
1

5
 

＜
情

報
伝

達
・

広
報

手
段

＞
 

防
災

行
政

無
線

 
市

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

 

広
報

車
 

S
N

S
（

L
IN

E
、

X
（

旧
T

w
it
te

r）
等

）
 

緊
急

速
報

メ
ー

ル
 

ラ
ジ

オ
（

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

エ
フ

エ
ム

放
送

等
）

 

市
メ

ー
ル

サ
ー

ビ
ス

 
L

ア
ラ

ー
ト

 

電
話

、
F
A

X
、

戸
別

訪
問

 
各

報
道

機
関

 

 ３
 

情
報

伝
達

手
段

の
多

重
化

 

火
山

災
害

で
は

、
噴

火
現

象
に

よ
る

通
信

施
設

の
被

災
、

大
量

降
灰

に
よ

る
停

電
、

回
線

集
中

に
よ

る
電

話
回

線
の

輻
輳

や
デ

ー
タ

通
信

の
停

止
が

発
生

す
る

な
ど

、
情

報
伝

達
が

で
き

な
く

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
市

は
、

県

及
び

関
係

機
関

と
共

に
、

不
測

の
事

態
に

備
え

て
情

報
伝

達
手

段
の

多
重

化
を

検
討

し
、

整
備

に
努

め
る

。
 

  
 



資
料
７
－
２
４

 

1
9

 

 第
４

節
 
避
難
促
進

施
設
 

 １
 

避
難

促
進

施
設

の
指

定
 

 
 

市
は

、
活

動
火

山
対

策
特

別
措

置
法

第
６

条
第

１
項

第
５

号
及

び
協

議
会

の
統

一
基

準
に

基
づ

き
、

対
象

と
な

る
施

設
を

避
難

促
進

施
設

と
し

て
富

士
市

地
域

防
災

計
画

に
位

置
付

け
る

。
 

 ２
 

避
難

確
保

計
画

作
成

の
支

援
 

 
 

市
は

、
避

難
促

進
施

設
に

対
し

、
利

用
者

等
に

対
す

る
情

報
伝

達
体

制
や

避
難

誘
導

方
法

等
を

定
め

る
な

ど
、

避
難

確
保

計
画

の
作

成
を

求
め

、
そ

の
支

援
に

あ
た

る
。

特
に

、
本

計
画

と
整

合
が

と
れ

る
よ

う
、

協
議

や
助

言
等

を
行

う
。

 

 ３
 

避
難

促
進

施
設

に
お

け
る

避
難

対
策

 

 
（

１
）

通
院

・
通

所
型

の
施

設
 

通
院

・
通

所
型

の
施

設
に

あ
っ

て
は

、
遅

く
と

も
立

地
場

所
の

避
難

対
象

エ
リ

ア
ご

と
に

定
め

ら
れ

た
避

難
開

始

基
準

ま
で

に
施

設
を

閉
鎖

し
、

利
用

者
を

避
難

さ
せ

る
。

 

 

（
２

）
入

院
・

入
所

施
設

に
お

け
る

避
難

対
策

 

入
院

・
入

所
施

設
を

有
す

る
医

療
機

関
・

社
会

福
祉

施
設

に
お

い
て

は
、

入
院

患
者

等
の

コ
ン

デ
ィ

シ
ョ

ン
や

避

難
者

数
の

規
模

に
よ

り
避

難
に

時
間

を
要

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

た
め

、
避

難
開

始
基

準
に

関
わ

ら
ず

各
施

設
の

判
断

に
よ

り
早

期
の

避
難

開
始

を
検

討
す

る
。

 

ま
た

、
突

発
的

な
噴

火
が

発
生

し
た

場
合

に
備

え
、

第
５

次
、

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

や
更

に
外

側
に

位
置

す

る
施

設
を

、
中

継
点

や
一

時
的

な
転

院
先

と
す

る
こ

と
を

検
討

す
る

ほ
か

、
閉

鎖
し

た
通

院
・

通
所

型
の

施
設

の
医

療
ス

タ
ッ

フ
や

介
護

用
車

両
等

を
緊

急
時

の
応

援
体

制
に

組
み

込
む

こ
と

に
つ

い
て

、
平

常
時

か
ら

関
係

機
関

と
協

議
、

調
整

を
行

う
。

 

 第
５

節
 
在
宅
の
避

難
行
動
要
支

援
者
へ
の

避
難
支

援
 

 

在
宅

の
避

難
行

動
要

支
援

者
は

、
避

難
指

示
が

発
令

さ
れ

た
場

合
速

や
か

に
避

難
を

開
始

す
る

。
 

市
は

、
平

常
時

に
お

い
て

避
難

行
動

要
支

援
者

の
個

別
避

難
計

画
を

作
成

し
、

関
係

者
（

自
主

防
災

会
、

福
祉

専
門

職

等
）

と
連

携
し

て
避

難
支

援
体

制
の

構
築

に
努

め
る

。
 

ま
た

、
火

山
の

状
況

に
関

す
る

解
説

情
報

（
臨

時
）

が
発

表
さ

れ
た

段
階

で
、

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
が

３
へ

引
き

上
げ

ら

れ
る

場
合

に
備

え
、

避
難

行
動

要
支

援
者

の
避

難
が

円
滑

に
実

施
で

き
る

よ
う

避
難

の
準

備
を

行
い

、
避

難
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
警

察
、
消

防
等

と
協

力
し

、
避

難
行

動
要

支
援

者
名

簿
等

に
よ

り
安

否
確

認
や

避
難

完
了

の
確

認
等

を
行

う
。

 

な
お

、
避

難
先

で
一

般
の

避
難

住
民

と
同

一
の

避
難

環
境

で
の

生
活

が
困

難
な

場
合

に
は

、
福

祉
避

難
所

へ
の

移
動

を

検
討

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 第
６

節
 
入
山
規
制
 

 

市
は

、
表

1
6

に
基

づ
き

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
に

応
じ

て
入

山
規

制
を

実
施

す
る

。
入

山
規

制
エ

リ
ア

の
う

ち
第

１
次

及
び

第
２

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

で
は

、
立

て
看

板
の

設
置

な
ど

に
よ

り
人

が
立

ち
入

ら
な

い
よ

う
交

通
規

制
を

行
い

、

資
料
７
－
２
４

 

2
0

 

 第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

か
ら

外
側

は
、

エ
リ

ア
が

広
く

物
理

的
な

規
制

が
困

難
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
広

報
等

に
よ

り

入
山

規
制

の
周

知
を

行
う

こ
と

も
検

討
す

る
。（

交
通

規
制

に
つ

い
て

は
第

３
章

第
７

節
で

後
述

）
 

表
1

6
 

＜
入

山
規

制
エ

リ
ア

＞
 

実
施

時
期

 
入

山
規

制
エ

リ
ア

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
３

 
第

１
次

及
び

第
２

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
４

 
第

３
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

噴
火

開
始

直
後

 
第

４
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
（

必
要

な
範

囲
）

 

噴
火

開
始

後
 

溶
岩

流
の

流
下

先
等

の
必

要
な

エ
リ

ア
 

 第
７

節
 
児

童
関

連
施
設
の
避
難

対
策
 

  
市

内
の

全
て

の
児

童
福

祉
施

設
及

び
幼

稚
園

、
小

中
学

校
、

高
等

学
校

等
（

以
下

、「
児

童
関

連
施

設
」

と
い

う
。）

に

お
い

て
、

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
が

３
に

引
き

上
げ

ら
れ

た
時

点
で

原
則

と
し

て
速

や
か

に
休

校
等

の
措

置
を

行
う

。
各

児
童

関
連

施
設

は
、

平
常

時
か

ら
保

護
者

へ
の

引
き

渡
し

又
は

集
団

避
難

後
に

引
き

渡
す

等
の

具
体

的
な

引
き

渡
し

方
法

や
、

立
地

条
件

に
応

じ
た

児
童

・
生

徒
等

の
安

全
対

策
を

検
討

す
る

。
検

討
す

べ
き

点
は

以
下

の
と

お
り

。
 

（
１

）
避

難
に

当
た

っ
て

は
、

教
職

員
も

避
難

対
象

者
で

あ
る

こ
と

を
認

識
し

、
児

童
・

生
徒

等
だ

け
で

な
く

教
職

員

の
避

難
時

間
を

確
保

す
る

こ
と

 

（
２

）
当

該
学

区
内

の
今

後
の

安
全

状
況

の
見

込
み

（
そ

の
ま

ま
自

宅
へ

の
帰

宅
可

否
等

の
情

報
）

 

（
３

）
突

発
的

な
噴

火
発

生
に

よ
り

引
き

渡
し

が
間

に
合

わ
な

い
際

の
緊

急
安

全
確

保
 

（
４

）
緊

急
時

の
連

絡
体

制
（

職
員

の
参

集
、

保
護

者
へ

の
連

絡
体

制
）

 

（
５

）
一

定
時

間
経

過
後

、
引

き
渡

し
予

定
場

所
か

ら
の

避
難

先
（

避
難

す
る

タ
イ

ミ
ン

グ
、

避
難

時
期

）
 

（
６

）
児

童
・

生
徒

等
が

遠
隔

地
へ

避
難

し
た

場
合

の
連

絡
方

法
 

（
７

）
授

業
等

の
再

開
の

時
期

（
当

該
施

設
が

避
難

所
に

指
定

さ
れ

て
い

る
場

合
）

 

（
８

）
引

き
渡

し
訓

練
の

実
施

方
法

 

 
な

お
、

保
護

者
へ

の
引

き
渡

し
完

了
前

に
噴

火
が

発
生

し
て

し
ま

っ
た

場
合

は
、

市
や

県
か

ら
出

さ
れ

る
情

報
を

確
認

し
、

表
1

7
に

従
っ

て
速

や
か

に
児

童
・

生
徒

等
を

避
難

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
場

合
で

あ
っ

て
も

、
落

ち
着

い
て

児
童

・
生

徒
等

の
避

難
誘

導
が

で
き

る
よ

う
以

下
の

事
項

に
留

意
す

る
。 

（
９

）
溶

岩
流

の
流

下
範

囲
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

、
落

ち
着

い
て

近
隣

の
高

台
や

流
下

方
向

に
対

し
て

直
交

方

向
に

避
難

 

（
1

0
）

溶
岩

流
の

流
下

範
囲

と
な

る
場

合
を

除
き

、
降

灰
時

は
建

物
内

で
安

全
を

確
保

 

（
1

1
）

屋
外

に
出

て
溶

岩
流

か
ら

の
立

退
き

避
難

を
行

う
場

合
、

児
童

・
生

徒
等

に
ヘ

ル
メ

ッ
ト

や
ゴ

ー
グ

ル
等

を
着

用
さ

せ
安

全
を

確
保

 

（
1

2
）

降
灰

が
生

じ
て

い
る

場
合

、
体

育
館

の
屋

根
が

損
傷

す
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

、
校

舎
内

に
退

避
 

（
1

3
）

呼
吸

系
の

疾
患

が
あ

る
児

童
・

生
徒

等
は

、
火

山
灰

の
影

響
に

よ
り

症
状

が
悪

化
す

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
に

留
意

 

表
1

7
 

＜
突

発
噴

火
の

場
合

の
避

難
対

象
エ

リ
ア

ご
と

の
行

動
一

覧
表

＞
 

避
難

対
象

エ
リ

ア
 

学
校

の
対

応
 

児
童

・
生

徒
へ

の
対

応
 

第
３

次
 

休
校

 

避
難

所
へ

の
避

難
 

第
４

次
 

下
校

措
置

又
は

保
護

者
へ

の
引

き
渡

し
（

火
口

位
置

に
よ

っ
て

は
避

難
所

へ
の

避
難

）
 

第
５

次
・

第
６

次
・

エ
リ

ア
外

 
下

校
措

置
又

は
保

護
者

へ
の

引
き

渡
し
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2
1

 

    第
８

節
 
防
災
啓
発

と
訓
練
 

 １
 

防
災

啓
発

及
び

防
災

教
育

 

（
１

）
富

士
市

富
士

山
火

山
防

災
マ

ッ
プ

の
作

成
・

配
布

 

 
 

 
市

は
、

火
山

現
象

の
影

響
及

び
範

囲
を

図
示

し
た

火
山

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
や

、
噴

火
警

報
等

の
解

説
、

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
に

応
じ

た
避

難
場

所
や

避
難

経
路

、
避

難
の

方
法

、
情

報
伝

達
の

方
法

等
の

防
災

上
必

要
な

情
報

を
記

載
し

た
火

山
防

災
マ

ッ
プ

を
作

成
し

、
全

世
帯

に
配

布
す

る
ほ

か
、

見
方

、
使

い
方

を
説

明
す

る
機

会
を

設
け

る
。

 

 

（
２

）
富

士
山

火
山

防
災

に
関

す
る

啓
発

 

 
 

 
市

は
、

県
や

静
岡

地
方

気
象

台
と

共
に

、
防

災
講

座
や

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
な

ど
を

通
じ

て
、

住
民

自
身

が
地

域
の

特
性

を
考

慮
し

、
避

難
開

始
時

期
を

判
断

で
き

る
よ

う
、

円
滑

な
避

難
を

実
現

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

「
徒

歩
避

難
」
、

同
じ

く
地

域
の

ス
リ

ム
化

を
図

る
た

め
の

「
自

主
的

な
分

散
避

難
」

や
火

山
災

害
の

不
確

実
性

を
知

る
た

め
の

「
多

種
多

様
な

噴
火

シ
ナ

リ
オ

」、
噴

火
し

た
場

所
ご

と
に

避
難

対
象

を
絞

り
込

む
「

流
下

パ
タ

ー
ン

」
な

ど
テ

ー
マ

を
絞

り
込

み
、

踏
み

込
ん

だ
周

知
啓

発
を

行
う

こ
と

で
市

民
の

富
士

山
火

山
に

対
す

る
防

災
意

識
向

上
に

努
め

る
。
 

 

（
３

）
学

校
で

の
防

災
教

育
 

 
 

 
市

教
育

委
員

会
は

、
教

職
員

に
対

す
る

火
山

防
災

に
関

す
る

研
修

を
行

う
と

と
も

に
、

授
業

の
一

環
と

し
て

、
児

童
・

生
徒

を
対

象
と

し
た

火
山

防
災

等
を

テ
ー

マ
に

し
た

防
災

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

導
入

を
検

討
す

る
。

 

 
 

 
ま

た
、

市
は

、
県

や
静

岡
地

方
気

象
台

と
連

携
・

協
力

し
、

学
校

で
の

出
前

講
座

の
実

施
、

副
読

本
の

作
成

等
で

、

学
校

に
お

け
る

防
災

教
育

や
啓

発
用

の
教

材
作

成
を

支
援

す
る

。
 

 ２
 

防
災

訓
練

 

噴
火

発
生

時
に

避
難

等
の

防
災

対
応

を
円

滑
か

つ
迅

速
に

行
う

た
め

に
は

、
日

頃
か

ら
防

災
訓

練
を

行
い

、
市

や
協

議
会

、
防

災
関

係
機

関
が

住
民

等
の

避
難

誘
導

に
お

け
る

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
を

確
認

し
、

避
難

計
画

を
熟

知
し

て
お

く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
市

は
、

協
議

会
と

共
に

図
上

訓
練

や
住

民
の

避
難

訓
練

等
を

通
じ

て
関

係
機

関
や

地
域

住
民

と

の
広

域
的

な
連

携
の

強
化

を
図

る
ほ

か
、

本
計

画
の

内
容

や
防

災
体

制
等

の
実

効
性

を
検

証
し

、
必

要
に

応
じ

て
計

画

の
見

直
し

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

住
民

の
避

難
訓

練
で

は
、

実
際

の
噴

火
時

等
を

想
定

し
、

避
難

に
関

わ
る

地
域

の
住

民
や

事
業

者
等

が
共

に
参

加
す

る
こ

と
が

望
ま

し
く

、
防

災
関

係
機

関
を

は
じ

め
、

自
主

防
災

会
等

に
も

協
力

を
求

め
実

施
を

検
討

す
る

。
 

 ３
 

降
灰

に
備

え
た

備
蓄

品
の

確
保

 

断
水

や
道

路
障

害
に

よ
る

物
流

の
停

滞
が

生
じ

る
な

ど
し

て
、

物
資

が
不

足
す

る
事

態
に

備
え

、
当

面
生

活
が

維
持

で
き

る
よ

う
、

各
家

庭
で

１
週

間
程

度
の

飲
料

水
、

食
料

、
携

帯
ト

イ
レ

の
備

蓄
を

推
奨

す
る

。
 

社
会

福
祉

施
設

等
に

お
い

て
は

、
医

薬
品

、
食

料
品

、
飲

料
水

等
に

加
え

、
エ

ア
フ

ィ
ル

タ
ー

な
ど

の
空

調
関

連
物

品
の

備
蓄

も
必

要
と

な
る

。
 

  

資
料
７
－
２
４

 

2
2

 

  
 



資
料
７
－
２
４

 

2
3

 

 

第
３

章
 
避
難
対
策

 
 第
１

節
 
噴
火
現
象

別
の
避
難
の

基
本
的
な

考
え
方

 

 １
 

溶
岩

流
等

か
ら

の
避

難
 

 
 

溶
岩

流
等

か
ら

の
避

難
は

、
市

内
で

の
避

難
を

基
本

と
し

、
気

象
庁

か
ら

発
表

さ
れ

る
噴

火
警

報
等

に
よ

る
噴

火
の

情
報

と
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

を
参

考
に

、
避

難
対

象
エ

リ
ア

と
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

に
応

じ
た

段
階

的
な

避
難

を
行

う
。

 

な
お

、
流

下
方

向
や

流
出

規
模

等
の

状
況

に
よ

っ
て

は
市

外
へ

の
広

域
避

難
（

広
域

避
難

に
つ

い
て

は
第

３
章

第
９

節
で

後
述

）
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 ２
 

溶
岩

流
等

以
外

の
噴

火
現

象
か

ら
の

避
難

 

 
（

1
）

融
雪

型
火

山
泥

流
 

 
 

 
事

前
避

難
対

象
区

域
で

は
、

積
雪

量
を

把
握

し
た

う
え

で
、

噴
火

前
に

立
退

き
避

難
を

行
う

。
 

 
 

 
そ

れ
以

外
の

避
難

対
象

エ
リ

ア
で

は
、

火
口

位
置

や
積

雪
の

状
況

に
よ

り
避

難
が

必
要

な
場

合
は

、
垂

直
避

難
又

は
高

所
・

高
台

や
近

隣
の

堅
牢

な
建

物
に

避
難

す
る

。
 

  
（

2
）

降
灰

 

 
 

 
現

象
が

確
認

さ
れ

た
時

点
で

、
原

則
と

し
て

自
宅

若
し

く
は

降
灰

に
耐

え
る

近
隣

の
堅

牢
な

建
物

へ
の

屋
内

退
避

と
す

る
。

 

大
規

模
な

降
灰

が
生

じ
た

場
合

に
は

車
両

で
の

移
動

が
困

難
と

な
り

、
降

灰
の

影
響

範
囲

外
へ

移
動

す
る

場
合

は

徒
歩

に
よ

り
移

動
せ

ざ
る

を
得

ず
、

避
難

完
了

ま
で

に
相

当
の

時
間

を
要

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
多

く
の

住
民

を
影

響
範

囲
外

へ
避

難
さ

せ
る

こ
と

よ
り

も
、

道
路

啓
開

を
は

じ
め

と
す

る
応

急
対

策
の

応
援

部
隊

を
速

や
か

に
受

入
れ

、
救

助
を

待
つ

こ
と

が
効

果
的

と
考

え
ら

れ
る

。
 

 
 

 
た

だ
し

、
断

水
、

停
電

、
物

資
不

足
に

よ
り

生
活

を
維

持
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、
降

灰
の

状
況

、
避

難
路

の
確

保
状

況
、

停
電

や
断

水
の

発
生

状
況

な
ど

様
々

な
要

件
を

総
合

的
に

判
断

し
、

避
難

を
実

施
す

る
。

 

 

（
３

）
降

灰
後

土
石

流
 

 
 

基
本

的
に

土
砂

災
害

と
同

様
の

避
難

対
応

を
実

施
し

、
土

砂
災

害
に

対
し

て
避

難
情

報
が

発
令

さ
れ

た
場

合
、

指

定
さ

れ
た

避
難

場
所

へ
避

難
す

る
。

 

な
お

、
火

山
活

動
に

よ
り

大
規

模
な

地
形

変
化

が
生

じ
る

と
通

常
の

土
砂

災
害

に
対

し
て

指
定

さ
れ

た
避

難
場

所

に
危

険
が

及
ぶ

可
能

性
も

否
定

で
き

な
い

た
め

、
避

難
指

示
を

発
す

る
際

、
市

は
最

新
の

情
報

に
注

意
す

る
。

 

 

（
４

）
小

さ
な

噴
石

 

 
 

 
飛

来
が

確
認

さ
れ

た
時

点
で

速
や

か
に

屋
内

退
避

と
す

る
。

 

 
 

 
な

お
、

火
災

が
発

生
し

、
退

避
し

て
い

る
場

所
ま

で
延

焼
す

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
、

避
難

の
必

要
が

あ
る

が
、

そ
の

際
の

車
両

の
使

用
は

、
視

界
不

良
、

走
行

不
能

、
フ

ロ
ン

ト
ガ

ラ
ス

の
損

傷
な

ど
の

リ
ス

ク
が

あ
る

た
め

、
ヘ

ル
メ

ッ
ト

、
ゴ

ー
グ

ル
、

マ
ス

ク
等

を
着

用
の

う
え

、
徒

歩
に

よ
り

避
難

す
る

必
要

が
あ

る
。
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  第
２

節
 
噴

火
前

の
自
主
的
な
分

散
避
難

 

 

市
は

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

１
で

火
山

の
状

況
に

関
す

る
解

説
情

報
（

臨
時

）
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

自
家

用
車

に
よ

る

避
難

を
希

望
し

、
親

族
・

知
人

宅
や

遠
方

の
宿

泊
施

設
な

ど
へ

身
を

寄
せ

て
も

生
活

が
維

持
で

き
る

住
民

を
対

象
と

し
て

、

「
地

域
の

ス
リ

ム
化

」
の

た
め

に
、

避
難

行
動

要
支

援
者

の
避

難
開

始
時

期
よ

り
前

の
予

兆
観

測
後

の
早

い
段

階
で

、
自

主
的

な
分

散
避

難
を

積
極

的
に

呼
び

か
け

る
。

 

 第
３

節
 
避

難
指

示
の
発
令
 

 １
 

溶
岩

流
等

 

市
は

、
溶

岩
流

等
か

ら
の

避
難

の
う

ち
、

第
１

次
か

ら
第

３
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
に

つ
い

て
は

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

に
応

じ
て

噴
火

前
に

避
難

の
指

示
を

発
令

し
、

住
民

は
避

難
場

所
へ

の
避

難
を

開
始

す
る

。
第

４
次

か
ら

第
６

次
避

難

対
象

エ
リ

ア
の

避
難

対
象

区
域

に
つ

い
て

は
、

流
下

パ
タ

ー
ン

及
び

国
土

交
通

省
か

ら
提

供
さ

れ
る

リ
ア

ル
タ

イ
ム

ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

に
よ

り
、

噴
火

開
始

後
に

火
口

位
置

や
溶

岩
流

の
流

下
方

向
に

応
じ

て
避

難
対

象
区

域
及

び
避

難
先

を

決
定

し
、

段
階

的
に

避
難

指
示

を
発

令
す

る
。

 

第
１

次
か

ら
第

３
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
の

避
難

指
示

の
発

令
の

タ
イ

ミ
ン

グ
及

び
避

難
対

象
区

域
は

、
表

1
8

の
と

お
り

。
 

表
1

8
 

＜
第

１
次

か
ら

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

に
お

け
る

避
難

指
示

の
発

令
タ

イ
ミ

ン
グ

及
び

避
難

対
象

区
域

＞
 

避
難

対
象

 

エ
リ

ア
 

避
難

指
示

の
発

令
 

タ
イ

ミ
ン

グ
 

避
難

情
報

 
避

難
対

象
区

域
 

第
１

次
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
３

 
避

難
指

示
 

勢
子

辻
 

1
6

世
帯

3
1

人
 

第
２

次
 

吉
原

富
士

本
中

町
の

一
部

 

1
0

8
世

帯
1

0
8

人
 

第
３

次
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
４

 
吉

原
富

士
本

中
町

、
吉

原
富

士
本

西
町

、
大

淵
町

３
、

希
望

ヶ
丘

、
城

山
町

、
八

王
子

本
町

、

八
王

子
町

１
、

八
王

子
町

２
、

穴
原

町
１

、
穴

原
町

２
、

桑
崎

町
、

石
井

町
、

鵜
無

ヶ
淵

町
１

、

鵜
無

ヶ
淵

町
２

、
間

門
町

、
陽

光
台

東
、

陽
光

台
西

、
陽

光
台

南
、

神
戸

１
の

一
部

、
今

宮
、

富
士

岡
入

町
、

富
士

岡
町

１
、

富
士

岡
町

２
、

富
士

岡
本

花
守

町
、

中
里

町
１

、
中

里
寿

町
、

天
間

田
代

 

5
,4

2
8

世
帯

1
2

,8
5

3
人

 

 
 第

４
次

か
ら

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
避

難
指

示
の

発
令

順
位

及
び

避
難

対
象

区
域

は
表

1
9

の
と

お
り

。
 

発
令

順
位

１
の

区
域

は
、

火
口

位
置

が
特

定
さ

れ
た

時
点

で
速

や
か

に
避

難
指

示
を

発
令

す
る

。
発

令
順

位
２

の
区

域
は

、
噴

火
の

規
模

に
よ

り
、

溶
岩

流
が

到
達

す
る

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
た

段
階

で
避

難
指

示
を

発
令

す
る

。

発
令

順
位

３
の

区
域

は
、

噴
火

の
規

模
に

よ
り

、
溶

岩
流

が
到

達
す

る
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

た
場

合
、

上
位

の

避
難

が
完

了
後

避
難

指
示

を
発

令
す

る
。

 

た
だ

し
、

火
口

位
置

等
の

噴
火

状
況

が
判

明
し

て
い

る
場

合
、

リ
ア

ル
タ

イ
ム

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
等

に
よ

り
、

避
難

対
象

区
域

を
さ

ら
に

限
定

す
る

。
 

 



資
料
７
－
２
４

 

2
5

 

 

  

表
1

9
 

＜
第

４
次

か
ら

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

に
お

け
る

避
難

指
示

の
発

令
タ

イ
ミ

ン
グ

及
び

避
難

対
象

区
域

＞
 

流
下

パ
タ

ー
ン

 
避

難
情

報
 

避
難

指
示

 

発
令

順
位

 
避

難
対

象
区

域
 

パ
タ

ー
ン

E
 

（
赤

淵
川

・
滝

川
）

 

避
難

指
示

 
１

 
神

戸
１

、
神

戸
２

、
富

士
見

台
１

、
富

士
見

台
２

北
、

富
士

見
台

２
南

、
富

士
見

台
７

、
富

士
見

台
８

、
富

士
岡

町
３

、
富

士
岡

渋
脇

町
、

富
士

岡
花

守
町

、
東

比
奈

町
１

、
東

比
奈

町
２

、
東

比

奈
町

３
、

中
比

奈
町

１
、

中
比

奈
町

２
、

西
比

奈
町

２
、

西
比

奈
町

３
、

中
里

町
２

、
中

里
曙

町
、

宇
東

川
本

町
、

西
滝

川
町

、
南

滝
川

町
、

東
滝

川
町

、
北

滝
川

町
、

原
田

町
１

、
原

田
町

２
、

原

田
町

３
、

原
田

町
４

、
原

田
本

町
、

吉
原

中
島

町
１

、
三

ッ
沢

町
１

、
三

ッ
沢

町
２

、
三

ッ
沢

町

３
、

一
色

 

7
,5

6
0

世
帯

1
7

,4
3

8
人

 

２
 

大
久

保
町

、
大

淵
町

２
、

富
士

見
台

３
、

西
比

奈
町

１
、

中
里

町
３

、
中

里
町

４
、

中
里

八
幡

町
、

川
尻

町
１

、
川

尻
町

２
、

神
谷

町
１

、
神

谷
町

２
、

増
川

町
２

、
増

川
町

３
、

江
尾

町
１

、
宇

東

川
町

１
、

宇
東

川
町

２
、

宇
東

川
町

３
、

吉
原

中
島

町
２

、
今

井
本

町
、

今
井

東
町

、
大

野
町

、

桧
町

、
田

中
町

、
西

田
中

町
、

柏
原

町
２

、
鈴

川
本

町
、

田
宿

、
御

殿
、

吹
上

、
寺

市
場

、
市

場
、

一
の

宮
町

１
、

立
小

路
、

栄
町

、
富

士
見

町
、

水
の

上
、

仲
町

、
北

仲
町

、
南

仲
町

、
泉

町
、

鍜

治
町

１
、

鍜
治

町
３

、
和

田
町

２
、

新
橋

、
依

田
橋

、
新

富
士

見
町

 

8
,3

1
4

世
帯

1
9

,2
4

2
人

 

３
 

中
比

奈
町

３
、

中
里

新
富

町
、

鈴
川

町
３

、
鈴

川
町

４
、

鈴
川

町
５

、
鈴

川
浜

町
東

通
り

、
鈴

川

浜
町

中
通

り
、

鈴
川

浜
町

西
通

り
、

今
井

毘
沙

門
町

、
柏

原
町

１
、

柏
原

町
３

、
神

谷
町

３
、

神

谷
緑

町
、

増
川

町
１

、
江

尾
町

２
、

浮
島

町
１

、
浮

島
町

２
、

厚
原

西
、

久
沢

東
、

久
沢

西
、

久

沢
北

、
若

松
町

１
、

鍜
治

町
２

、
上

和
田

町
、

吉
原

緑
ヶ

丘
、

和
田

町
１

、
春

日
町

、
宮

川
町

、

宮
の

上
、

三
日

市
、

長
者

町
、

瓜
島

、
永

田
町

壱
番

館
、

サ
ー

パ
ス

永
田

町
、

東
本

通
１

、
東

本

通
２

、
東

本
通

３
、

宮
町

、
吉

原
本

町
１

、
吉

原
本

町
２

、
吉

原
本

町
３

、
吉

原
本

町
４

、
西

本

通
り

、
伝

馬
町

、
西

仲
町

、
新

追
町

、
青

島
、

津
田

、
荒

田
島

１
、

荒
田

島
２

、
八

代
町

、
新

通

り
、

緑
町

、
南

町
、

依
田

原
１

、
依

田
原

２
、

依
田

原
３

、
依

田
原

４
、

大
和

町
、

幸
町

、
昭

和

通
り

、
住

吉
町

、
日

吉
町

１
、

日
吉

町
２

、
日

吉
町

３
、

東
国

久
保

、
西

国
久

保
、

錦
町

１
、

永

田
町

、
新

青
島

町
、

エ
ン

ゼ
ル

町
、

中
央

町
壱

番
館

、
弥

生
町

、
高

島
 

1
5

,4
9

4
世

帯
3

3
,6

0
4

人
 

パ
タ

ー
ン

F
 

（
松

原
川

・
伝

法
沢

川
）

 

避
難

指
示

 
１

 
大

久
保

町
、

大
淵

町
１

、
大

淵
町

２
、

中
野

町
１

、
中

野
町

２
 

1
,0

6
5

世
帯

2
,5

5
6

人
 

２
 

落
合

町
、

片
倉

町
、

三
ッ

倉
町

、
神

戸
２

、
傘

木
、

傘
木

北
、

桜
ヶ

丘
町

、
美

原
町

、
一

色
、

若

松
町

１
 

4
,6

1
4

世
帯

1
0

,9
2

7
人

 

パ
タ

ー
ン

G
 

（
凡

夫
川

）
 

避
難

指
示

 
１

 
大

淵
町

１
、

大
淵

町
２

、
中

野
町

１
、

中
野

町
２

、
大

富
町

、
厚

原
西

、
久

沢
東

、
久

沢
西

、
久

沢
南

、
久

沢
北

、
鷹

岡
本

町
１

、
鷹

岡
本

町
２

、
鷹

岡
本

町
３

 

5
,3

6
9

世
帯

1
2

,2
3

9
人

 

２
 

大
久

保
町

、
落

合
町

、
片

倉
町

、
三

ッ
倉

町
、

次
郎

長
町

、
境

町
、

大
峯

町
、

神
戸

１
、

神
戸

２
、

富
士

見
台

８
、

富
士

見
台

１
、

富
士

見
台

７
、

富
士

見
台

２
北

、
富

士
見

台
２

南
、

吉
原

中
島

町

１
、

三
ッ

沢
町

１
、

三
ッ

沢
町

２
、

三
ッ

沢
町

３
、

原
田

町
４

、
天

間
南

、
天

間
北

１
、

天
間

北

２
、

天
間

東
、

傘
木

、
末

広
町

、
厚

原
中

、
厚

原
南

、
傘

木
北

、
厚

原
北

１
、

桜
ヶ

丘
町

、
美

原

町
、

一
色

、
若

松
町

１
、

中
桁

、
田

端
町

、
千

代
田

町
、

浦
町

、
四

ッ
家

、
東

田
、

旭
町

、
滝

戸
、

青
葉

町
、

浅
間

町
、

本
市

場
新

田
、

松
本

、
富

士
中

島
上

、
富

士
中

島
下

、
中

島
新

道
町

、
く

す

の
木

町
、

本
市

場
２

、
国

久
、

柚
木

、
平

垣
八

幡
町

、
平

垣
北

町
、

松
岡

東
 

2
3

,7
0

5
世

帯
5

5
,5

8
5

人
 

３
 

富
士

見
台

３
、

富
士

見
台

６
、

西
比

奈
町

１
、

西
比

奈
町

３
、

宇
東

川
町

１
、

宇
東

川
町

２
、

宇

東
川

町
３

、
宇

東
川

本
町

、
西

滝
川

町
、

南
滝

川
町

、
東

滝
川

町
、

北
滝

川
町

、
原

田
町

１
、

原

田
町

２
、

原
田

町
３

、
原

田
本

町
、

吉
原

中
島

町
２

、
入

山
瀬

東
、

入
山

瀬
西

、
入

山
瀬

天
王

町
、

入
山

瀬
久

保
、

天
間

川
坂

、
片

宿
、

厚
原

東
１

、
厚

原
東

２
、

厚
原

東
３

、
厚

原
北

２
、

源
太

坂
、

広
見

町
１

、
広

見
町

２
、

広
見

町
３

、
広

見
町

４
、

広
見

町
５

、
広

見
町

６
、

広
見

町
７

、
広

見

町
８

、
広

見
町

９
、

百
合

ヶ
丘

、
石

坂
町

１
、

石
坂

町
２

、
石

坂
町

３
、

石
坂

町
４

、
若

松
町

２
、

久
保

町
、

三
ッ

倉
南

町
、

木
の

宮
町

、
東

木
の

宮
、

青
葉

台
南

、
高

山
、

荻
の

原
、

茶
の

木
平

、

西
木

の
宮

町
、

若
松

町
３

、
田

宿
、

御
殿

、
吹

上
、

寺
市

場
、

市
場

、
一

の
宮

町
１

、
立

小
路

、

栄
町

、
富

士
見

町
、

水
の

上
、

仲
町

、
北

仲
町

、
泉

町
、

鍜
治

町
１

、
鍜

治
町

２
、

鍜
治

町
３

、

上
和

田
町

、
吉

原
緑

ヶ
丘

、
和

田
町

１
、

和
田

町
２

、
新

橋
、

依
田

橋
、

南
仲

町
、

一
の

宮
町

２
、

一
の

宮
町

３
、

駿
河

台
１

、
駿

河
台

２
、

駿
河

台
３

、
駿

河
台

４
、

新
富

士
見

町
、

春
日

町
、

宮

川
町

、
宮

の
上

、
三

日
市

、
長

者
町

、
伝

法
町

１
、

伝
法

町
２

、
伝

法
町

３
、

上
田

端
、

吉
原

上

中
町

、
中

村
町

、
瓜

島
、

日
乃

出
町

、
富

士
日

乃
出

町
、

永
田

町
壱

番
館

、
サ

ー
パ

ス
永

田
町

、

資
料
７
－
２
４

 

2
6

 

 

東
本

通
１

、
東

本
通

２
、

東
本

通
３

、
宮

町
、

吉
原

本
町

１
、

吉
原

本
町

２
、

吉
原

本
町

３
、

吉

原
本

町
４

、
西

本
通

り
、

伝
馬

町
、

西
仲

町
、

新
追

町
、

青
島

、
津

田
、

荒
田

島
１

、
荒

田
島

２
、

八
代

町
、

新
通

り
、

緑
町

、
南

町
、

依
田

原
１

、
依

田
原

２
、

依
田

原
３

、
依

田
原

４
、

大
和

町
、

幸
町

、
昭

和
通

り
、

住
吉

町
、

日
吉

町
１

、
日

吉
町

２
、

日
吉

町
３

、
東

国
久

保
、

西
国

久
保

、

錦
町

１
、

永
田

町
、

新
青

島
町

、
エ

ン
ゼ

ル
町

、
中

央
町

壱
番

館
、

弥
生

町
、

高
島

、
上

町
、

富

士
上

中
、

富
士

下
中

、
瀬

戸
河

原
、

富
士

緑
ヶ

丘
、

林
町

、
新

町
、

橋
下

、
四

丁
河

原
上

、
四

丁

河
原

下
、

水
神

、
木

島
、

小
山

、
舟

山
町

、
坂

下
、

岩
淵

旭
町

、
中

之
郷

本
通

１
、

東
町

１
、

東

町
２

、
本

市
場

１
、

本
市

場
３

、
本

市
場

４
、

塔
の

木
、

川
原

宿
、

藤
間

、
塔

の
木

２
、

蓼
原

１
、

蓼
原

２
、

蓼
原

３
、

蓼
原

４
、

蓼
原

５
、

十
兵

衛
北

、
千

寿
町

、
平

垣
町

２
、

平
垣

３
、

銀
座

町
、

富
士

本
町

、
富

士
町

、
平

垣
町

、
水

戸
島

上
、

上
横

割
、

十
兵

衛
南

町
、

下
横

割
南

、
下

横
割

北
、

水
戸

島
中

、
水

戸
島

下
、

水
戸

島
南

町
、

四
丁

河
原

南
、

水
戸

島
上

南
、

柳
島

、
柳

島
日

東
、

川

成
島

、
東

宮
島

、
新

浜
、

中
丸

浜
、

小
須

、
田

子
、

鮫
島

、
江

川
、

前
田

新
田

、
前

田
、

宮
島

新

田
、

助
六

、
下

川
成

、
中

丸
丘

、
森

島
、

宮
下

、
西

宮
島

、
千

鳥
町

、
富

士
見

ヶ
丘

、
自

由
ヶ

丘
、

上
五

貫
島

、
下

五
貫

島
、

三
四

軒
屋

、
靖

国
町

、
浜

添
 

5
8

,8
7

6
世

帯
1

2
9

,5
1

9
人

 

パ
タ

ー
ン

H
 

（
弓

沢
川

）
 

避
難

指
示

 
１

 
久

沢
南

、
鷹

岡
本

町
１

、
鷹

岡
本

町
２

、
鷹

岡
本

町
３

、
入

山
瀬

西
、

入
山

瀬
天

王
町

、
天

間
南

、

厚
原

南
、

中
桁

、
四

ッ
家

、
旭

町
、

滝
戸

、
本

市
場

新
田

、
松

本
、

富
士

中
島

上
 

7
,5

6
9

世
帯

1
7

,7
7

7
人

 

２
 

天
間

川
坂

、
富

士
見

町
、

仲
町

、
泉

町
、

鍜
治

町
１

、
鍜

治
町

３
、

上
和

田
町

、
和

田
町

１
、

和

田
町

２
、

南
仲

町
、

新
富

士
見

町
、

宮
川

町
、

宮
の

上
、

三
日

市
、

長
者

町
、

上
田

端
、

田
端

町
、

吉
原

上
中

町
、

中
村

町
、

千
代

田
町

、
瓜

島
、

日
乃

出
町

、
富

士
日

乃
出

町
、

永
田

町
壱

番
館

、

サ
ー

パ
ス

永
田

町
、

東
本

通
１

、
東

本
通

２
、

東
本

通
３

、
宮

町
、

吉
原

本
町

１
、

吉
原

本
町

２
、

吉
原

本
町

３
、

吉
原

本
町

４
、

西
本

通
り

、
伝

馬
町

、
西

仲
町

、
新

追
町

、
青

島
、

津
田

、
荒

田

島
１

、
荒

田
島

２
、

新
通

り
、

緑
町

、
南

町
、

依
田

原
１

、
依

田
原

２
、

依
田

原
３

、
大

和
町

、

幸
町

、
昭

和
通

り
、

住
吉

町
、

日
吉

町
１

、
日

吉
町

２
、

日
吉

町
３

、
東

国
久

保
、

西
国

久
保

、

錦
町

１
、

永
田

町
、

新
青

島
町

、
エ

ン
ゼ

ル
町

、
中

央
町

壱
番

館
、

弥
生

町
、

高
島

、
東

田
、

浦

町
、

橋
下

、
青

葉
町

、
浅

間
町

、
富

士
中

島
下

、
中

島
新

道
町

、
く

す
の

木
町

、
本

市
場

１
、

本

市
場

２
、

本
市

場
３

、
本

市
場

４
、

国
久

、
塔

の
木

、
川

原
宿

、
藤

間
、

塔
の

木
２

、
蓼

原
１

、

蓼
原

２
、

蓼
原

３
、

蓼
原

４
、

蓼
原

５
、

十
兵

衛
北

、
千

寿
町

、
柚

木
、

平
垣

町
２

、
平

垣
３

、

銀
座

町
、

平
垣

八
幡

町
、

富
士

本
町

、
富

士
町

、
平

垣
町

、
平

垣
北

町
、

松
岡

東
、

上
横

割
、

十

兵
衛

南
町

、
下

横
割

南
、

下
横

割
北

、
水

戸
島

中
、

水
戸

島
下

、
柳

島
、

柳
島

日
東

、
前

田
、

上

五
貫

島
 

2
5

,7
7

0
世

帯
5

4
,8

4
3

人
 

３
 

大
淵

町
１

、
大

淵
町

２
、

中
比

奈
町

１
、

中
比

奈
町

２
、

西
比

奈
町

１
、

西
比

奈
町

２
、

西
比

奈

町
３

、
宇

東
川

町
１

、
宇

東
川

町
２

、
宇

東
川

町
３

、
宇

東
川

本
町

、
西

滝
川

町
、

南
滝

川
町

、

厚
原

西
、

久
沢

東
、

久
沢

西
、

入
山

瀬
東

、
入

山
瀬

久
保

、
天

間
北

１
、

天
間

東
、

片
宿

、
厚

原

中
、

厚
原

東
１

、
厚

原
東

２
、

厚
原

東
３

、
田

宿
、

御
殿

、
寺

市
場

、
市

場
、

一
の

宮
町

１
、

立

小
路

、
栄

町
、

水
の

上
、

北
仲

町
、

鍜
治

町
２

、
吉

原
緑

ヶ
丘

、
新

橋
、

依
田

橋
、

春
日

町
、

伝

法
町

１
、

伝
法

町
２

、
伝

法
町

３
、

八
代

町
、

依
田

原
４

、
上

町
、

富
士

上
中

、
富

士
下

中
、

瀬

戸
河

原
、

富
士

緑
ヶ

丘
、

湯
沢

平
１

、
湯

沢
平

２
、

林
町

、
新

町
、

四
丁

河
原

上
、

四
丁

河
原

下
、

水
神

、
木

島
、

小
山

、
舟

山
町

、
坂

下
、

水
戸

島
上

、
水

戸
島

南
町

、
四

丁
河

原
南

、
水

戸
島

上

南
、

川
成

島
、

東
宮

島
、

新
浜

、
中

丸
浜

、
小

須
、

田
子

、
鮫

島
、

江
川

、
前

田
新

田
、

宮
島

新

田
、

助
六

、
下

川
成

、
中

丸
丘

、
森

島
、

宮
下

、
西

宮
島

、
千

鳥
町

、
富

士
見

ヶ
丘

、
自

由
ヶ

丘
、

下
五

貫
島

、
三

四
軒

屋
、

靖
国

町
、

浜
添

 

3
1

,4
3

0
世

帯
7

1
,2

9
2

人
 

パ
タ

ー
ン

I～
L
 

（
潤

井
川

）
 

避
難

指
示

 
１

 
な

し
 

２
 

久
沢

南
、

鷹
岡

本
町

１
、

鷹
岡

本
町

２
、

鷹
岡

本
町

３
、

入
山

瀬
東

、
入

山
瀬

西
、

入
山

瀬
天

王

町
、

入
山

瀬
久

保
、

天
間

南
、

天
間

川
坂

、
厚

原
南

、
中

桁
、

田
端

町
、

四
ッ

家
、

上
町

、
富

士

上
中

、
東

田
、

旭
町

、
滝

戸
、

浦
町

、
南

松
野

１
、

南
松

野
２

、
松

野
八

幡
町

、
富

士
松

野
、

中

野
台

、
木

島
、

小
山

、
本

市
場

新
田

、
松

本
、

富
士

中
島

上
、

富
士

中
島

下
 

1
2

,9
6

6
世

帯
3

0
,6

1
2

人
 

３
 

厚
原

西
、

久
沢

東
、

久
沢

西
、

天
間

北
１

、
天

間
北

２
、

天
間

東
、

片
宿

、
厚

原
中

、
厚

原
東

１
、

厚
原

東
２

、
富

士
見

町
、

仲
町

、
泉

町
、

鍜
治

町
１

、
鍜

治
町

２
、

鍜
治

町
３

、
上

和
田

町
、

吉

原
緑

ヶ
丘

、
和

田
町

１
、

和
田

町
２

、
新

橋
、

春
日

町
、

宮
川

町
、

宮
の

上
、

三
日

市
、

長
者

町
、

伝
法

町
１

、
伝

法
町

２
、

伝
法

町
３

、
上

田
端

、
吉

原
上

中
町

、
中

村
町

、
千

代
田

町
、

瓜
島

、

日
乃

出
町

、
富

士
日

乃
出

町
、

永
田

町
壱

番
館

、
サ

ー
パ

ス
永

田
町

、
東

本
通

１
、

東
本

通
２

、

東
本

通
３

、
宮

町
、

吉
原

本
町

１
、

吉
原

本
町

２
、

吉
原

本
町

３
、

吉
原

本
町

４
、

西
本

通
り

、

伝
馬

町
、

西
仲

町
、

新
追

町
、

青
島

、
津

田
、

荒
田

島
１

、
荒

田
島

２
、

八
代

町
、

新
通

り
、

緑

町
、

南
町

、
依

田
原

１
、

依
田

原
２

、
依

田
原

３
、

依
田

原
４

、
大

和
町

、
幸

町
、

昭
和

通
り

、

住
吉

町
、

日
吉

町
１

、
日

吉
町

２
、

日
吉

町
３

、
東

国
久

保
、

西
国

久
保

、
錦

町
１

、
永

田
町

、



資
料
７
－
２
４

 

2
7

 

 

新
青

島
町

、
エ

ン
ゼ

ル
町

、
中

央
町

壱
番

館
、

弥
生

町
、

高
島

、
富

士
下

中
、

瀬
戸

河
原

、
富

士

緑
ヶ

丘
、

湯
沢

平
１

、
湯

沢
平

２
、

林
町

、
新

町
、

橋
下

、
四

丁
河

原
上

、
四

丁
河

原
下

、
水

神
、

清
水

町
、

大
北

町
、

侭
下

町
、

相
生

町
、

岩
淵

上
町

、
舟

山
町

、
坂

下
、

岩
淵

旭
町

、
中

之
郷

堺

町
、

中
之

郷
新

町
、

新
町

本
町

、
中

之
郷

宮
町

、
中

之
郷

本
通

１
、

中
之

郷
本

通
３

、
中

之
郷

本

通
４

、
中

之
郷

幸
町

、
東

町
１

、
東

町
２

、
中

之
郷

日
の

出
町

、
青

葉
町

、
浅

間
町

、
中

島
新

道

町
、

く
す

の
木

町
、

本
市

場
１

、
本

市
場

２
、

本
市

場
３

、
本

市
場

４
、

国
久

、
塔

の
木

、
川

原

宿
、

藤
間

、
塔

の
木

２
、

蓼
原

１
、

蓼
原

２
、

蓼
原

３
、

蓼
原

４
、

蓼
原

５
、

十
兵

衛
北

、
千

寿

町
、

柚
木

、
平

垣
町

２
、

平
垣

３
、

銀
座

町
、

平
垣

八
幡

町
、

富
士

本
町

、
富

士
町

、
平

垣
町

、

平
垣

北
町

、
水

戸
島

上
、

松
岡

東
、

上
横

割
、

十
兵

衛
南

町
、

下
横

割
南

、
下

横
割

北
、

水
戸

島

中
、

水
戸

島
下

、
水

戸
島

南
町

、
四

丁
河

原
南

、
水

戸
島

上
南

、
柳

島
、

柳
島

日
東

、
川

成
島

、

東
宮

島
、

新
浜

、
中

丸
浜

、
江

川
、

前
田

、
宮

島
新

田
、

助
六

、
下

川
成

、
中

丸
丘

、
森

島
、

宮

下
、

西
宮

島
、

千
鳥

町
、

富
士

見
ヶ

丘
、

自
由

ヶ
丘

、
上

五
貫

島
、

下
五

貫
島

、
三

四
軒

屋
、

靖

国
町

、
浜

添
 

5
2

,9
0

7
世

帯
1

1
6

,1
1

4
人

 

パ
タ

ー
ン

M
～

O
 

（
富

士
川

）
 

避
難

指
示

 
１

 
な

し
 

２
 

上
町

、
富

士
上

中
、

富
士

下
中

、
瀬

戸
河

原
、

南
松

野
１

、
南

松
野

２
、

松
野

八
幡

町
、

清
水

町
、

富
士

松
野

、
大

北
町

、
侭

下
町

、
中

野
台

、
木

島
、

小
山

 

3
,5

2
1

世
帯

8
,3

0
8

人
 

３
 

久
沢

南
、

鷹
岡

本
町

１
、

鷹
岡

本
町

２
、

厚
原

南
、

宮
川

町
、

宮
の

上
、

三
日

市
、

長
者

町
、

中

桁
、

上
田

端
、

田
端

町
、

吉
原

上
中

町
、

中
村

町
、

千
代

田
町

、
瓜

島
、

日
乃

出
町

、
富

士
日

乃

出
町

、
永

田
町

壱
番

館
、

サ
ー

パ
ス

永
田

町
、

新
追

町
、

青
島

、
日

吉
町

２
、

錦
町

１
、

永
田

町
、

中
央

町
壱

番
館

、
弥

生
町

、
高

島
、

浦
町

、
林

町
、

新
町

、
橋

下
、

四
丁

河
原

上
、

四
丁

河
原

下
、

水
神

、
四

ッ
家

、
富

士
緑

ヶ
丘

、
東

田
、

旭
町

、
滝

戸
、

松
野

富
士

見
町

、
相

生
町

、
岩

淵
上

町
、

吉
津

、
舟

山
町

、
坂

下
、

岩
淵

旭
町

、
中

之
郷

堺
町

、
中

之
郷

川
坂

、
中

之
郷

新
町

、
新

町
本

町
、

中
之

郷
宮

町
、

中
之

郷
本

通
１

、
中

之
郷

本
通

３
、

中
之

郷
本

通
４

、
中

之
郷

幸
町

、
東

町
１

、

東
町

２
、

中
之

郷
日

の
出

町
、

青
葉

町
、

浅
間

町
、

本
市

場
新

田
、

松
本

、
富

士
中

島
上

、
富

士

中
島

下
、

中
島

新
道

町
、

く
す

の
木

町
、

本
市

場
１

、
本

市
場

２
、

本
市

場
３

、
本

市
場

４
、

国

久
、

塔
の

木
、

川
原

宿
、

藤
間

、
塔

の
木

２
、

蓼
原

１
、

蓼
原

２
、

蓼
原

３
、

蓼
原

４
、

蓼
原

５
、

十
兵

衛
北

、
千

寿
町

、
柚

木
、

平
垣

町
２

、
平

垣
３

、
銀

座
町

、
平

垣
八

幡
町

、
富

士
本

町
、

富

士
町

、
平

垣
町

、
平

垣
北

町
、

水
戸

島
上

、
松

岡
東

、
上

横
割

、
十

兵
衛

南
町

、
下

横
割

南
、

下

横
割

北
、

水
戸

島
中

、
水

戸
島

下
、

水
戸

島
南

町
、

四
丁

河
原

南
、

水
戸

島
上

南
、

柳
島

日
東

、

川
成

島
、

東
宮

島
、

森
島

、
宮

下
、

西
宮

島
、

上
五

貫
島

、
下

五
貫

島
、

靖
国

町
 

3
9

,5
9

7
世

帯
8

8
,1

0
2

人
 

 ２
 

融
雪

型
火

山
泥

流
 

 
 

融
雪

型
火

山
泥

流
に

つ
い

て
は

、
積

雪
の

状
況

に
応

じ
、

事
前

避
難

対
象

区
域

で
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

に
応

じ
て

噴
火

前
に

避
難

指
示

を
発

令
す

る
。

そ
の

他
の

避
難

対
象

エ
リ

ア
は

、
噴

火
開

始
後

に
火

口
位

置
に

よ
り

避
難

指
示

の
発

令

区
域

を
決

定
す

る
。

 

積
雪

期
に

お
い

て
、

融
雪

型
火

山
泥

流
の

発
生

に
よ

り
事

前
避

難
が

必
要

な
区

域
の

う
ち

、
溶

岩
流

等
に

お
い

て
事

前
避

難
を

実
施

す
る

第
１

次
か

ら
第

３
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
に

含
ま

れ
て

い
な

い
区

域
に

対
す

る
避

難
の

指
示

の
発

令
基

準
及

び
避

難
対

象
区

域
は

表
2

0
の

と
お

り
。

 

表
2

0
 

＜
融

雪
型

火
山

泥
流

の
事

前
避

難
対

象
区

域
に

お
け

る
避

難
指

示
の

発
令

タ
イ

ミ
ン

グ
及

び
避

難
対

象
区

域
＞

 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
 

避
難

情
報

 
避

難
対

象
区

域
 

レ
ベ

ル
４

 
避

難
指

示
 

天
間

南
の

一
部

、
入

山
瀬

西
の

一
部

、
入

山
瀬

天
王

町
、

鷹
岡

本
町

２
、

鷹
岡

本
町

３
 

5
4

9
世

帯
1

,2
7

6
人

 

 3
 

そ
の

他
の

噴
火

現
象

 

（
１

）
降

灰
後

土
石

流
 

富
士

市
避

難
情

報
の

判
断

・
伝

達
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
「

土
砂

災
害

に
係

る
避

難
情

報
に

つ
い

て
」

と
同

様
の

基
準

で

避
難

情
報

を
発

令
す

る
。

 

な
お

、
国

土
交

通
省

が
行

う
緊

急
調

査
が

実
施

さ
れ

た
場

合
、

そ
の

結
果

に
よ

り
通

知
さ

れ
る

土
砂

災
害

緊
急

情

資
料
７
－
２
４

 

2
8

 

 

報
（

降
灰

後
土

石
流

に
よ

る
被

害
が

想
定

さ
れ

る
雨

量
基

準
等

）
に

基
づ

き
、

避
難

情
報

発
令

の
判

断
基

準
を

変
更

す
る

。
 

  
（

２
）

降
灰

・
小

さ
な

噴
石

 

 
 

 
降

灰
及

び
小

さ
な

噴
石

に
つ

い
て

は
避

難
情

報
を

発
令

し
な

い
。

 

 第
４

節
 
避

難
所

の
開
設
及
び
避

難
誘
導

 

 １
 

指
定

避
難

所
（

避
難

先
）

 

 
 

第
１

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

か
ら

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

ま
で

の
各

町
内

会
（

区
）

の
避

難
先

及
び

避
難

対
象

者
数

と
避

難
に

使
用

さ
れ

る
車

両
の

想
定

台
数

は
表

2
1

の
と

お
り

。
 

 
 

想
定

車
両

台
数

は
、

一
般

住
民

に
つ

い
て

は
平

成
2

9
年

度
に

県
が

実
施

し
た

原
子

力
災

害
時

避
難

方
法

等
実

態
把

握
調

査
結

果
に

基
づ

く
推

計
（

世
帯

数
×

7
8

.1
％

×
1

.3
3

）
に

基
づ

き
算

定
し

、
避

難
行

動
要

支
援

者
に

つ
い

て
は

世
帯

数
と

す
る

。
 

 
 

な
お

、
第

２
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
内

の
住

民
は

施
設

入
所

者
の

た
め

、
自

家
用

車
で

の
避

難
は

考
慮

し
な

い
。

 

表
2

1
 

＜
第

1
次

か
ら

第
3

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
避

難
先

及
び

避
難

対
象

者
数

と
避

難
に

使
用

さ
れ

る
車

両
の

想
定

台
数

＞
 

避
難

 

対
象

 

エ
リ

ア
 

地
区

 
町

内
会

（
区

）
 

一
般

住
民

 
避

難
行

動
 

要
支

援
者

 
想

定
 

車
両

 

台
数

 

避
難

所
 

世
帯

数
 

人
数

 
世

帯
数

 
人

数
 

第
１

次
 

吉
永

北
 

勢
子

辻
 

1
1

 
2

5
 

5
 

6
 

1
7

 
新

環
境

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

 

循
環

啓
発

棟
 

第
２

次
 

大
淵

 
吉

原
富

士
本

中
町

の
一

部
 

0
 

0
 

1
0

8
 

1
0

8
 

 
 

第
３

次
 

大
淵

 
吉

原
富

士
本

中
町

 
1

0
4

 
2

8
9

 
2

7
 

3
5

 
1

3
6

 
広

見
小

学
校

 

吉
原

富
士

本
西

町
 

8
5

 
2

1
1

 
1

5
 

1
7

 
1

0
4

 

大
淵

町
３

 
3

3
 

9
8

 
6

 
7

 
4

1
 

希
望

ヶ
丘

 
1

7
2

 
4

2
8

 
5

0
 

6
5

 
2

2
9

 

城
山

町
 

5
3

0
 

1
3

8
3

 
1

4
2

 
2

0
1

 
6

9
3

 
吉

原
高

等
学

校
 

八
王

子
本

町
 

2
7

5
 

4
7

6
 

3
0

 
3

7
 

3
1

6
 

吉
原

第
二

中
学

校
 

八
王

子
町

１
 

1
9

9
 

5
8

2
 

5
1

 
6

5
 

2
5

8
 

八
王

子
町

２
 

2
4

7
 

6
5

1
 

5
4

 
6

7
 

3
1

1
 

穴
原

町
１

 
2

2
8

 
6

6
7

 
4

9
 

6
3

 
2

8
6

 
丘

小
学

校
 

穴
原

町
２

 
1

3
2

 
3

6
0

 
3

5
 

4
4

 
1

7
3

 

吉
永

北
 

桑
崎

町
 

8
7

 
2

3
9

 
3

1
 

4
3

 
1

2
2

 
吉

原
第

三
中

学
校

 

石
井

町
 

1
9

 
6

1
 

1
3

 
1

3
 

3
3

 

鵜
無

ヶ
淵

町
１

 
1

3
5

 
3

9
1

 
3

1
 

3
9

 
1

7
2

 

鵜
無

ヶ
淵

町
２

 
7

7
 

1
9

0
 

3
3

 
4

9
 

1
3

7
 

間
門

町
 

1
4

8
 

3
0

9
 

1
6

 
2

1
 

1
7

0
 

陽
光

台
東

 
1

8
3

 
4

0
7

 
2

4
 

3
3

 
2

1
5

 
吉

原
北

中
学

校
 

陽
光

台
西

 
1

3
4

 
3

6
2

 
9

 
1

1
 

1
4

9
 

陽
光

台
南

 
1

9
0

 
4

6
9

 
2

2
 

2
5

 
2

2
0

 

吉
永

 
富

士
岡

入
町

 
1

9
0

 
5

0
5

 
3

6
 

4
5

 
2

3
4

 
須

津
中

学
校

 



資
料
７
－
２
４

 

2
9

 

 

富
士

岡
町

１
 

7
3

 
2

0
1

 
1

4
 

1
7

 
9

0
 

富
士

岡
町

２
 

8
8

 
2

4
7

 
2

0
 

2
2

 
1

1
2

 

富
士

岡
本

花
守

町
 

1
9

2
 

4
7

1
 

3
4

 
4

2
 

2
3

4
 

須
津

 
中

里
町

１
 

2
8

7
 

7
2

8
 

4
1

 
5

2
 

3
4

0
 

須
津

小
学

校
 

中
里

寿
町

 
1

1
3

 
3

3
6

 
4

2
 

5
4

 
1

6
0

 

神
戸

 
神

戸
１

の
一

部
 

1
4

4
 

4
6

6
 

3
7

 
4

5
 

1
8

7
 

富
士

東
高

等
学

校
 

今
宮

 
3

2
0

 
8

7
4

 
6

3
 

7
5

 
3

9
6

 

天
間

 
天

間
田

代
 

9
4

 
2

3
5

 
2

4
 

3
0

 
1

2
2

 
岩

松
中

学
校

 

  
 

融
雪

型
火

山
泥

流
の

事
前

避
難

対
象

区
域

（
積

雪
期

の
み

）
の

避
難

先
及

び
避

難
対

象
者

数
と

避
難

に
使

用
さ

れ
る

車
両

の
想

定
台

数
は

表
2

2
の

と
お

り
。

 

表
2

2
 

＜
融

雪
型

火
山

泥
流

の
事

前
避

難
対

象
区

域
の

避
難

先
及

び
避

難
対

象
者

数
と

避
難

に
使

用
さ

れ
る

車
両

の
想

定
台

数
＞

 

地
区

 
町

内
会

（
区

）
 

一
般

住
民

 
避

難
行

動
 

要
支

援
者

 
想

定
 

車
両

 

台
数

 

避
難

所
 

世
帯

数
 

人
数

 
世

帯
数

 
人

数
 

天
間

 
天

間
南

の
一

部
 

1
2

 
2

5
 

2
 

3
 

1
5

 
岩

松
中

学
校

 

鷹
岡

 
入

山
瀬

西
の

一
部

 
4

5
 

1
4

5
 

8
 

1
1

 
5

5
 

入
山

瀬
天

王
町

 
1

9
6

 
5

2
3

 
4

0
 

5
1

 
2

4
4

 

鷹
岡

本
町

２
 

9
9

 
2

3
5

 
3

3
 

4
3

 
1

3
6

 
岩

松
小

学
校

 

鷹
岡

本
町

３
 

9
3

 
2

1
5

 
2

1
 

2
5

 
1

1
8

 

  
 

第
４

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

か
ら

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

の
避

難
先

は
、

市
内

の
他

の
指

定
避

難
所

若
し

く
は

広
域

避
難

と
し

、
避

難
開

始
時

期
や

避
難

対
象

区
域

は
噴

火
の

状
況

に
よ

り
判

断
す

る
。

 

 
 

ま
た

、
第

６
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
内

若
し

く
は

避
難

対
象

エ
リ

ア
外

に
あ

る
、

東
小

学
校

、
富

士
川

第
一

小
・

中
学

校
、

富
士

南
小

・
中

学
校

、
田

子
浦

小
・

中
学

校
、

元
吉

原
小

・
中

学
校

は
、

駐
車

場
や

定
員

を
超

過
し

た
際

の
予

備

と
し

、
避

難
先

と
し

て
割

り
当

て
な

い
。

 

 ２
 

避
難

所
の

開
設

 

 
 

避
難

所
の

開
設

は
、

避
難

所
の

属
す

る
地

区
班

職
員

が
、

新
環

境
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
循

環
啓

発
棟

の
開

設
に

つ
い

て
は

大
淵

地
区

班
が

、
施

設
管

理
者

及
び

避
難

を
実

施
す

る
自

主
防

災
会

と
と

も
に

行
い

、
避

難
者

名
簿

を
作

成
し

避

難
者

を
把

握
す

る
。

な
お

、
親

戚
、

知
人

等
の

元
に

避
難

す
る

住
民

に
つ

い
て

は
、

避
難

先
及

び
連

絡
先

を
各

自
主

防

災
会

に
報

告
す

る
。

 

 
 

噴
火

が
発

生
し

な
い

ま
ま

避
難

生
活

が
長

期
化

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

場
合

は
、

市
は

、
ホ

テ
ル

等
へ

の
避

難
の

変
更

を
検

討
す

る
。

 

 ３
 

避
難

誘
導

 

 
 

市
は

、
一

般
住

民
等

の
円

滑
な

避
難

の
た

め
、

避
難

所
開

設
に

当
た

ら
な

い
地

区
班

職
員

を
動

員
し

、
警

察
、

消
防

等
と

協
力

し
て

避
難

誘
導

を
行

う
。

 

ま
た

平
常

時
か

ら
自

衛
隊

の
災

害
派

遣
要

請
に

つ
い

て
、

県
と

確
認

し
て

お
く

。
 

 

資
料
７
－
２
４

 

3
0

 

 ４
 

駐
車

場
の

確
保

 

 
 

避
難

の
際

に
は

多
数

の
車

両
に

よ
り

避
難

所
の

駐
車

ス
ペ

ー
ス

が
不

足
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

各
避

難
所

の
駐

車
ス

ペ
ー

ス
が

不
足

す
る

場
合

に
駐

車
場

と
し

て
使

用
を

想
定

す
る

施
設

は
、

表
2

3
の

と
お

り
。

 

市
は

、
避

難
に

使
用

す
る

車
両

の
削

減
方

法
を

検
討

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
そ

の
他

の
公

共
施

設
や

民
間

施
設

に
あ

る
駐

車
場

の
活

用
を

検
討

す
る

な
ど

、
駐

車
ス

ペ
ー

ス
の

確
保

に
努

め
る

。
 

表
2

3
 

＜
駐

車
場

と
し

て
想

定
さ

れ
る

施
設

＞
 

駐
車

場
と

し
て

使
用

す
る

施
設

 
近

隣
の

避
難

所
 

広
見

公
園

 
広

見
小

学
校

 

厚
原

ス
ポ

ー
ツ

公
園

 
丘

小
学

校
 

原
田

公
園

 
吉

原
第

二
中

学
校

 

比
奈

公
園

 
吉

原
第

三
中

学
校

 

雁
公

園
 

岩
松

小
学

校
、

岩
松

中
学

校
 

 ５
 

福
祉

避
難

所
の

開
設

 

 
 

市
は

、
避

難
所

に
避

難
し

て
き

た
者

で
福

祉
避

難
所

の
対

象
と

な
る

者
が

お
り

、
福

祉
避

難
所

の
開

設
が

必
要

と
判

断
す

る
場

合
は

、
福

祉
避

難
所

の
施

設
管

理
者

に
開

設
を

要
請

す
る

。
 

 第
５

節
 
避

難
手

段
及
び
避
難
経

路
 

 １
 

避
難

手
段

 

溶
岩

流
等

及
び

融
雪

型
火

山
泥

流
か

ら
の

避
難

は
、

自
家

用
車

（
相

乗
り

含
む

）
等

に
よ

る
避

難
を

基
本

と
す

る
も

の
の

、
深

刻
な

渋
滞

の
発

生
に

よ
り

逃
げ

遅
れ

が
懸

念
さ

れ
る

た
め

、
市

は
、

避
難

に
使

用
す

る
車

両
の

台
数

を
極

力

減
ら

す
よ

う
周

知
に

努
め

る
。

た
だ

し
、

融
雪

型
火

山
泥

流
に

お
け

る
事

前
避

難
対

象
区

域
以

外
の

避
難

対
象

エ
リ

ア

で
は

、
２

階
以

上
へ

の
垂

直
避

難
ま

た
は

近
隣

の
堅

牢
な

建
物

へ
の

避
難

と
す

る
。

 

な
お

、
自

家
用

車
等

が
な

く
、

徒
歩

で
の

避
難

が
困

難
な

避
難

者
に

対
応

す
る

た
め

、
市

は
、

自
家

用
車

の
相

乗
り

等
、

共
助

に
よ

る
車

両
避

難
の

周
知

に
努

め
る

。
 

市
は

、
県

や
周

辺
市

町
と

連
携

し
、

輸
送

力
の

確
保

に
努

め
る

。
 

 
 

広
域

避
難

と
な

っ
た

場
合

の
避

難
手

段
は

、
原

則
と

し
て

自
家

用
車
（

相
乗

り
含

む
）
等

に
よ

る
自

力
避

難
と

す
る

。
 

 ２
 

避
難

経
路

 

富
士

市
地

域
防

災
計

画
富

士
山

火
山

災
害

対
策

編
第

２
章

第
４

節
第

２
項

「
避

難
経

路
」

に
よ

り
、

避
難

対
象

エ
リ

ア
ご

と
に

以
下

の
と

お
り

避
難

経
路

を
設

定
す

る
。

 

 
（

１
）

第
１

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

か
ら

第
３

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 

避
難

対
象

区
域

 
避

難
先

 
避

難
経

路
 

勢
子

辻
 

吉
原

富
士

本
中

町
（

一
部

）
 

新
環

境
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
 

循
環

啓
発

棟
 

国
道

4
6

9
号

→
 

県
道

2
4

号
富

士
裾

野
線

→
 

市
道

厚
原

込
野

1
6

号
線

→
 

市
道

大
淵

糀
窪

1
1

号
線

 

吉
原

富
士

本
中

町
 

広
見

小
学

校
 

県
道

7
2

号
富

士
白

糸
滝

公
園

線
→
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3
1

 

 

吉
原

富
士

本
西

町
 

希
望

ヶ
丘

 

県
道

8
8

号
一

色
久

沢
線

→
 

市
道

吉
原

大
淵

線
→

 

市
道

左
富

士
臨

港
線

→
 

市
道

広
見

本
町

1
1

号
線

 

大
淵

町
３

 
広

見
小

学
校

 
市

道
東

原
曽

比
奈

線
→

 

市
道

大
淵

追
越

４
号

線
→

 

市
道

大
淵

追
越

１
号

線
→

 

市
道

大
淵

追
越

２
号

線
→

 

市
道

大
淵

蓙
松

２
号

線
→

 

市
道

大
淵

庚
申

松
１

号
線

→
 

市
道

片
倉

若
松

町
線

→
 

市
道

広
見

一
色

線
→

 

市
道

一
色

荻
ノ

原
上

１
号

線
→

 

市
道

一
色

貝
沢

１
号

線
→

 

市
道

左
富

士
臨

港
線

→
 

市
道

広
見

本
町

1
1

号
線

 

城
山

町
 

吉
原

高
等

学
校

 
県

道
7

2
号

富
士

白
糸

滝
公

園
線

→
 

県
道

8
8

号
一

色
久

沢
線

→
 

市
道

吉
原

大
淵

線
→

 

市
道

伝
法

原
田

線
 

八
王

子
本

町
 

八
王

子
町

１
 

八
王

子
町

２
 

吉
原

第
二

中
学

校
 

穴
原

町
１

 

穴
原

町
２

 

丘
小

学
校

 
市

道
大

淵
穴

ヶ
原

線
→

 

市
道

大
淵

久
沢

線
→

 

市
道

新
富

士
イ

ン
タ

ー
城

山
線

→
 

県
道

8
8

号
一

色
久

沢
線

→
 

市
道

中
野

東
三

ツ
倉

1
4

号
線

→
 

市
道

片
宿

末
広

町
線

 

今
宮

 

神
戸

１
（

一
部

）
 

富
士

東
高

等
学

校
 

県
道

2
4

号
富

士
裾

野
線

→
 

市
道

今
泉

木
ノ

宮
１

号
線

 

天
間

田
代

 
岩

松
中

学
校

 
県

道
1

7
6

号
鷹

岡
柚

木
線

 

桑
崎

町
 

石
井

町
 

鵜
無

ヶ
淵

町
１

 

鵜
無

ヶ
淵

町
２

 

間
門

町
 

吉
原

第
三

中
学

校
 

県
道

7
6

号
富

士
富

士
宮

由
比

線
→

 

市
道

間
門

見
返

１
号

線
→

 

市
道

比
奈

間
門

線
 

陽
光

台
東

 

陽
光

台
西

 

陽
光

台
南

 

吉
原

北
中

学
校

 
県

道
7

6
号

富
士

富
士

宮
由

比
線

→
 

市
道

間
門

上
ノ

山
１

号
線

→
 

市
道

間
門

亀
窪

２
号

線
 

富
士

岡
入

町
 

富
士

岡
町

１
 

富
士

岡
町

２
 

須
津

中
学

校
 

県
道

7
6

号
富

士
富

士
宮

由
比

線
→

 

県
道

2
2

号
三

島
富

士
線

→
 

市
道

中
里

久
保

7
号

線
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富
士

岡
本

花
守

町
 

中
里

町
１

 

中
里

寿
町

 

須
津

小
学

校
 

県
道

2
2

号
三

島
富

士
線

 

   
（

２
）

融
雪

型
火

山
泥

流
の

事
前

避
難

対
象

区
域

 
※

積
雪

期
の

み
 

対
象

区
域

 
避

難
先

 
避

難
経

路
 

天
間

南
（

一
部

）
 

入
山

瀬
西

（
一

部
）

 

入
山

瀬
天

王
町

 

岩
松

中
学

校
 

県
道

1
7

6
号

鷹
岡

柚
木

線
 

鷹
岡

本
町

２
 

鷹
岡

本
町

３
 

岩
松

小
学

校
 

 
 （

３
）

第
４

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

か
ら

第
６

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

 

 
 

 
流

下
パ

タ
ー

ン
及

び
国

土
交

通
省

か
ら

提
供

さ
れ

る
リ

ア
ル

タ
イ

ム
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

に
よ

り
、

噴
火

開
始

後
に

火
口

位
置

や
溶

岩
流

の
流

下
方

向
に

応
じ

て
避

難
経

路
を

検
討

す
る

。
 

 第
６

節
 
災

害
対

策
基
本
法
に
基

づ
く
警

戒
区

域
 

 １
 

警
戒

区
域

の
設

定
 

警
戒

区
域

の
設

定
に

つ
い

て
は

、
富

士
市

地
域

防
災

計
画

富
士

山
火

山
災

害
対

策
編

第
３

章
第

２
節

第
２

項
「

警
戒

区
域

の
設

定
」

に
よ

り
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
 

併
せ

て
市

は
、

警
戒

区
域

が
設

定
さ

れ
た

こ
と

を
市

全
域

に
広

報
す

る
等

、
適

切
に

情
報

提
供

を
行

う
。

 

 ２
 

警
戒

区
域

内
の

防
犯

対
策

 

 
 

市
は

、
警

戒
区

域
内

で
の

犯
罪

の
発

生
を

抑
止

し
、

地
域

の
安

全
、

避
難

者
の

安
心

を
確

保
す

る
た

め
、

警
察

、
消

防
及

び
自

衛
隊

と
協

力
し

、
二

次
災

害
に

留
意

し
て

警
戒

区
域

内
に

人
が

立
ち

入
ら

な
い

よ
う

警
戒

活
動

を
行

う
。

ま

た
、

警
察

は
警

戒
区

域
内

の
治

安
維

持
に

努
め

る
。

 

 第
７

節
 
交

通
規

制
 

 １
 

高
速

道
路

等
に

お
け

る
交

通
規

制
 

 
 

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
が

４
に

引
き

上
げ

ら
れ

た
段

階
で

、
東

名
高

速
道

路
の

富
士

イ
ン

タ
ー

チ
ェ

ン
ジ

及
び

富
士

川
ス

マ
ー

ト
イ

ン
タ

ー
チ

ェ
ン

ジ
、

新
東

名
高

速
道

路
の

新
富

士
イ

ン
タ

ー
チ

ェ
ン

ジ
か

ら
の

流
出

規
制

を
実

施
す

る
よ

う

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
及

び
警

察
と

調
整

を
行

う
。

 

 ２
 

一
般

道
に

お
け

る
交

通
規

制
 

 
 

市
は

、
避

難
対

象
区

域
又

は
警

戒
区

域
へ

の
立

ち
入

り
を

制
限

す
る

た
め

、
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

に
応

じ
て

交
通

規
制

箇
所

を
表

2
4

～
表

2
6

の
と

お
り

設
置

し
、

迅
速

に
対

応
す

る
も

の
と

す
る

。
道

路
管

理
者

は
、

避
難

範
囲

を
も

と

に
交

通
規

制
及

び
通

行
禁

止
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

ま
た

、
周

辺
地

域
か

ら
の

車
両

の
流

入
を

規
制

す
る

。
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噴
火

発
生

後
は

、
溶

岩
流

の
流

下
先

等
の

必
要

な
エ

リ
ア

に
対

し
、

溶
岩

流
の

流
下

パ
タ

ー
ン

を
踏

ま
え

た
交

通
規

制
等

を
実

施
す

る
。

 

な
お

、
交

通
規

制
が

長
期

間
に

わ
た

る
場

合
は

、
防

災
関

係
機

関
で

協
議

の
う

え
、

そ
の

規
制

方
法

に
つ

い
て

別
途

定
め

る
も

の
と

す
る

。
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表
2

4
 

＜
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

３
で

の
交

通
規

制
実

施
箇

所
＞

 

道
路

名
 

規
制

箇
所

 
概

略
図

 
道

路
管

理
者

 

県
道

2
4

号
富

士
裾

野
線

 
林

道
七

色
石

線
と

の
交

差
点

付
近

 

 

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
 

国
道

4
6

9
号

 
市

道
大

淵
岩

倉
３

号
線

と
の

交
差

点
付

近
 

 

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
 

林
道

大
渕

線
 

林
道

富
士

本
道

場
線

と
の

交

差
点

付
近

 

 

富
士

市
林

政
課
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 林
道

丸
火

公
園

線
 

林
道

中
富

士
本

線
と

の
交

差

点
付

近
 

 

富
士

市
林

政
課

 

作
業

道
昔

曽
比

名
線

 
林

道
丸

火
公

園
線

と
の

交
差

点
付

近
 

 

富
士

市
林

政
課

 

林
道

七
色

石
線

 
林

道
丸

火
公

園
線

と
の

交
差

点
付

近
 

 

富
士

市
林

政
課

 

市
道

桑
崎

千
束

線
 

市
道

桑
崎

御
所

舟
1

号
線

と

の
交

差
点

付
近

 

 

富
士

市
道

路
維

持
課
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6

 

  

表
2

5
 

＜
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

４
で

の
交

通
規

制
実

施
箇

所
＞

 

道
路

名
 

規
制

箇
所

 
概

略
図

 
道

路
管

理
者

 

県
道

7
6

号
富

士
富

士
宮

由
比

線
 

砂
沢

橋
西

側
 

 ㈱
か

つ
ま

た
西

側
 

 県
道

2
4

号
富

士
裾

野
線

今

宮
交

差
点

 

   

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
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7

 

 県
道

1
7

6
号

鷹
岡

柚
木

線
 

市
道

天
間

水
神

１
号

線
と

の

交
差

点
 

 

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
 

県
道

2
4

号
富

士
裾

野
線

 

市
道

間
門

上
ノ

山
1

号
線

 

神
戸

橋
 

 

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
 

県
道

7
2

号
富

士
白

糸
滝

公
園

線
 

市
道

大
淵

曽
比

奈
2

号
線

と

の
交

差
点

付
近

 

 

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
 

県
道

2
2

号
三

島
富

士
線

 

県
道

7
6

号
富

士
富

士
宮

由
比

線
 

富
士

岡
交

差
点

 

 

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
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3
8

 

 県
道

2
2

号
三

島
富

士
線

 
市

道
中

里
天

念
寺

４
号

線
と

の
交

差
点

付
近

 

 

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
 

市
道

穴
ヶ

原
次

郎
長

線
 

市
道

新
富

士
イ

ン
タ

ー
城

山

線
と

の
交

差
点

付
近

 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

境
町

穴
ヶ

原
線

 
六

本
茶

橋
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

新
富

士
イ

ン
タ

ー
城

山
線

 

市
道

穴
ヶ

原
久

沢
線

と
の

交

差
点

付
近

 

 

富
士

市
道

路
維

持
課
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3
9

 

 市
道

大
淵

辻
畑

２
号

線
 

市
道

厚
原

込
野

1
6

号
線

（
新

東
名

北
側

側
道

）
と

の

交
差

点
付

近
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

大
淵

穴
ヶ

原
線

 
市

道
大

淵
久

沢
線

と
の

交
差

点
北

側
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

天
間

高
田

３
号

線
 

市
道

天
間

高
屋

１
号

線
 

市
道

下
天

間
水

神
線

 

鷹
岡

・
天

間
用

水
北

側
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

間
門

上
ノ

山
１

号
線

 
市

道
神

戸
東

原
１

号
線

と
の

交
差

点
北

側
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課
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0

 

 市
道

間
門

見
返

１
号

線
 

市
道

比
奈

西
鴻

ノ
巣

３
号

線

と
の

交
差

点
付

近
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

富
士

見
台

富
士

岡
線

 
県

道
7

6
号

富
士

富
士

宮
由

比
線

と
の

交
差

点
付

近
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

富
士

岡
中

里
線

 
市

道
富

士
岡

中
島

３
号

線
と

の
交

差
点

付
近

 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

中
里

長
沢

１
号

線
 

岳
南

電
車

福
泉

裏
踏

切
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課
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表
2

6
 

＜
融

雪
型

火
山

泥
流

の
事

前
避

難
対

象
区

域
で

の
交

通
規

制
実

施
箇

所
＞

 

道
路

名
 

規
制

箇
所

 
概

略
図

 
道

路
管

理
者

 

県
道

1
7

6
号

鷹
岡

柚
木

線
 

龍
巌

橋
西

側
 

 

静
岡

県
富

士
土

木
事

務
所

 

維
持

管
理

課
 

市
道

天
間

清
水

久
保

１
号

線
 

西
消

防
署

鷹
岡

分
署

西
側

 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

壱
貫

地
城

ノ
内

線
 

市
道

入
山

瀬
城

ノ
内

３
号

線
 

市
道

入
山

瀬
三

丁
目

６
号

線
 

市
道

比
奈

出
口

線
 

市
道

入
山

瀬
四

丁
目

２
号

線
 

市
道

入
山

瀬
四

丁
目

１
号

線
 

市
道

高
瀬

谷
久

保
線

 

身
延

線
踏

切
東

側
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課
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 市
道

久
沢

二
丁

目
１

号
線

 
入

山
瀬

駅
前

 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

鷹
岡

本
町

２
号

線
 

凡
夫

川
東

側
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

長
沢

下
田

線
 

凡
夫

川
東

側
 

 

富
士

市
道

路
維

持
課

 

市
道

田
子

浦
鷹

岡
線

 
凡

夫
川

南
側

 

 

富
士

市
道

路
維

持
課
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  第
８

節
 
避
難
路
等

の
堆
積
物
の

除
去
 

 １
 

除
灰

等
に

係
る

対
応

 

道
路

上
に

火
山

灰
が

お
お

よ
そ

３
c
m

以
上

堆
積

す
る

と
、

降
雨

時
に

は
二

輪
駆

動
車

の
走

行
が

困
難

と
な

る
こ

と

か
ら

、
避

難
路

や
緊

急
輸

送
路

（
以

下
「

避
難

路
等

」
と

い
う

。
）

が
通

行
不

能
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
る

（
図

４
参

照
）。

こ
の

た
め

市
は

、
道

路
管

理
者

と
共

に
、

平
常

時
よ

り
気

象
庁

か
ら

発
表

さ
れ

る
降

灰
予

報
等

を
参

考
に

し
た

除
灰

作

業
の

体
制

や
作

業
開

始
の

タ
イ

ミ
ン

グ
等

を
検

討
し

、
道

路
管

理
者

は
、

避
難

車
両

や
緊

急
自

動
車

の
通

行
、

資
機

材

及
び

物
資

の
輸

送
等

に
大

き
く

影
響

す
る

こ
と

か
ら

、
作

業
の

安
全

性
を

確
保

し
た

上
で

、
速

や
か

に
避

難
路

等
の

除

灰
作

業
を

実
施

す
る

。
 

ま
た

、
市

は
、
噴

火
発

生
後

、
火

山
灰

の
堆

積
状

況
に

応
じ

て
県

へ
避

難
路

等
の

降
灰

堆
積

状
況

の
報

告
及

び
除

灰
、

障
害

物
除

去
等

の
要

請
を

行
う

。
 

図
４

 
＜

道
路

へ
の

影
響

が
生

じ
る

降
灰

堆
積

厚
＞

 

 

 ２
 

道
路

除
灰

等
作

業
計

画
の

作
成

 

道
路

管
理

者
は

、
避

難
路

等
の

う
ち

自
ら

が
管

理
す

る
道

路
の

道
路

除
灰

等
作

業
計

画
を

、
以

下
に

示
す

内
容

に
よ

り
予

め
策

定
す

る
。

 

こ
の

中
で

、
降

灰
の

状
況

等
に

よ
り

除
灰

作
業

用
資

機
材

の
確

保
等

が
困

難
な

場
合

に
は

、
合

同
会

議
（

協
議

会
）

に
お

い
て

調
整

す
る

。
 

（
１

）
降

灰
状

況
の

把
握

体
制

 

（
２

）
堆

積
し

た
灰

の
状

況
に

応
じ

た
除

灰
方

法
の

検
討

 

（
３

）
調

達
可

能
な

除
灰

作
業

用
資

機
材

の
把

握
 

（
４

）
優

先
除

灰
路

線
の

設
定

 

（
５

）
人

員
、

資
機

材
投

入
パ

タ
ー

ン
の

検
討
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（
６

）
資

機
材

用
の

燃
料

確
保

 

（
７

）
仮

置
き

場
の

設
定

 

（
８

）
輸

送
ル

ー
ト

の
設

定
 

（
９

）
最

終
処

分
方

法
、

処
分

場
所

の
決

定
 

 ３
 

除
灰

作
業

用
資

機
材

の
確

保
 

 
 

大
量

の
降

灰
に

備
え

て
、

市
、

県
及

び
道

路
管

理
者

は
、

平
常

時
か

ら
除

灰
作

業
用

資
機

材
を

保
有

し
て

い
る

機
関

の
把

握
や

支
援

に
関

す
る

協
定

締
結

等
を

検
討

し
、

噴
火

状
況

判
明

後
は

、
国

（
国

土
交

通
省

）
や

自
衛

隊
、

他
の

都

道
府

県
等

へ
の

支
援

要
請

等
を

行
い

、
除

灰
作

業
用

資
機

材
の

速
や

か
な

確
保

に
努

め
る

。
 

 ４
 

火
山

灰
等

の
処

分
 

 
 

避
難

路
等

の
除

灰
作

業
で

収
集

し
た

火
山

灰
は

、
図

５
に

示
す

手
順

に
よ

り
処

分
を

行
う

。
 

図
５

 
＜

火
山

灰
の

処
分

手
順

＞
 

   ５
 

火
山

噴
火

に
伴

う
流

下
物

に
係

る
対

応
 

火
山

噴
火

に
伴

う
流

下
物

（
融

雪
型

火
山

泥
流

、
降

灰
後

土
石

流
、

溶
岩

流
）

に
対

し
て

は
、

重
要

な
施

設
へ

の
被

害
を

軽
減

す
る

た
め

、
事

前
対

策
と

し
て

導
流

堤
や

堆
積

工
等

の
設

置
を

検
討

す
る

。
 

流
下

物
に

覆
わ

れ
た

後
は

、
速

や
か

に
除

去
作

業
を

実
施

す
る

が
、

大
量

の
流

下
物

に
よ

り
道

路
が

厚
く

覆
わ

れ
除

去
作

業
に

時
間

を
要

す
る

場
合

や
火

山
活

動
の

状
況

等
に

よ
り

除
去

作
業

が
困

難
な

場
合

は
、

合
同

会
議

（
協

議
会

）

に
お

い
て

迂
回

路
を

検
討

す
る

。
 

ま
た

、
道

路
管

理
者

は
、

融
雪

型
火

山
泥

流
に

よ
り

避
難

路
等

に
土

砂
等

が
堆

積
し

た
場

合
に

備
え

、
堆

積
土

砂
排

除
の

体
制

確
立

に
努

め
る

。
 

 第
９

節
 
広

域
避

難
 

 １
 

広
域

避
難

の
判

断
・

実
施

 

 
 

市
は

、
噴

火
の

規
模

に
よ

っ
て

第
４

次
避

難
対

象
エ

リ
ア

ま
で

影
響

範
囲

が
及

ぶ
と

判
断

し
た

場
合

、
又

は
市

内
で

安
全

な
避

難
所

等
の

確
保

や
避

難
者

の
収

容
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
県

と
広

域
避

難
に

つ
い

て
協

議
し

実

施
す

る
。

 

 
 

そ
の

際
の

判
断

の
基

準
と

し
て

、
新

東
名

高
速

道
路

よ
り

南
側

に
溶

岩
流

が
流

下
す

る
、

又
は

潤
井

川
に

溶
岩

流
が

流
れ

込
む

可
能

性
を

考
慮

す
る

。
 

 
 

受
入

市
町

決
定

後
、

市
は

、
県

及
び

受
入

市
町

と
連

携
し

て
、

避
難

先
と

な
る

受
入

避
難

所
を

決
定

す
る

。
 

な
お

、
受

入
避

難
所

の
収

容
可

能
人

数
や

噴
火

活
動

の
状

況
等

か
ら

、
調

整
さ

れ
た

市
町

以
外

の
県

内
市

町
や

、
山

梨
県

、
神

奈
川

県
へ

の
避

難
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

に
は

、
県

を
通

じ
て

広
域

避
難

者
の

受
入

れ
を

要
請

す
る

。
た

だ

し
、

更
な

る
広

域
避

難
先

の
拡

大
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

、
県

は
国

や
全

国
知

事
会

を
通

じ
て

他
の

都
道

府
県

へ
の

受

入
れ

を
要

請
す

る
。

 

 ２
 

避
難

先
の

受
入

れ
準

備
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市
は

、
広

域
避

難
の

実
施

を
判

断
し

避
難

者
の

受
入

先
市

町
が

決
定

し
た

の
ち

、
直

ち
に

市
職

員
（

主
に

避
難

対
象

区
域

外
の

地
区

班
員

）
を

受
入

先
市

町
に

派
遣

し
、

受
入

先
市

町
の

指
示

に
従

い
避

難
所

の
開

設
準

備
を

行
う

。
 

 ３
 

避
難

手
段

・
経

路
 

 
（

１
）

避
難

手
段

 

 
 

 
広

域
避

難
の

際
の

避
難

手
段

は
原

則
自

家
用

車
と

す
る

。
 

た
だ

し
、

可
能

な
限

り
避

難
車

両
台

数
を

抑
制

す
る

た
め

、
市

は
、

噴
火

状
況

に
応

じ
て

市
内

に
一

時
集

結
地

を

設
け

、
手

配
し

た
車

両
に

よ
り

避
難

す
る

こ
と

も
検

討
す

る
。

 

  
（

２
）

避
難

経
路

 

 
 

 
合

同
会

議
（

協
議

会
）

に
お

い
て

指
定

し
た

広
域

避
難

路
を

使
用

す
る

。
各

避
難

所
か

ら
広

域
避

難
路

へ
至

る
避

難
路

は
、

市
が

道
路

管
理

者
と

協
議

の
う

え
決

定
す

る
。

 

広
域

避
難

路
に

は
、

途
中

、
第

一
目

的
地

と
し

て
の

避
難

経
由

所
を

設
置

し
、

避
難

者
に

避
難

所
を

案
内

す
る

。

避
難

経
由

所
に

は
、

避
難

先
の

事
情

に
詳

し
い

避
難

受
入

先
市

町
職

員
の

派
遣

を
求

め
た

う
え

で
、

市
職

員
（

主
に

避
難

対
象

区
域

外
の

地
区

班
員

）
を

配
置

し
、

共
に

運
営

に
あ

た
る

。
 

な
お

、
避

難
経

由
所

の
具

体
的

な
所

在
地

や
施

設
名

等
に

つ
い

て
は

、
県

及
び

避
難

先
の

市
町

と
協

議
の

う
え

決

定
す

る
。
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第
４

章
 
避

難
後

の
対
応

 
 第
１

節
 
避

難
所

の
管
理
・
運
営

 

 

避
難

所
の

管
理

・
運

営
は

、
原

則
と

し
て

避
難

元
の

自
主

防
災

会
等

が
主

体
と

な
っ

て
行

う
。

避
難

初
期

に
お

い
て

運

営
体

制
が

整
わ

な
い

場
合

、
市

職
員

（
避

難
所

派
遣

職
員

）
が

、
地

域
防

災
計

画
や

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
に

従
い

円
滑

な
避

難
所

運
営

が
で

き
る

よ
う

支
援

す
る

。
 

 第
２

節
 
避

難
所

の
移
転
 

  
噴

火
の

状
況

や
リ

ア
ル

タ
イ

ム
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

で
の

予
測

に
よ

り
、

開
設

し
た

避
難

所
に

溶
岩

流
が

到
達

す
る

と
判

断
さ

れ
る

場
合

、
市

は
、

避
難

所
の

移
転

を
判

断
し

、
第

４
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
か

ら
第

６
次

避
難

対
象

エ
リ

ア
で

溶
岩

流
が

到
達

し
な

い
と

判
断

さ
れ

る
避

難
所

及
び

避
難

対
象

エ
リ

ア
外

の
避

難
所

を
新

た
な

避
難

先
と

し
、

避
難

者
を

移
動

さ
せ

る
。

 

 
そ

の
際

の
避

難
経

路
は

、
別

途
道

路
管

理
者

と
協

議
し

決
定

す
る

。
 

 第
３

節
 
避

難
の

長
期
化
に
備
え

た
対
策

 

 １
 

避
難

者
の

健
康

管
理

 

 
 

市
は

、
保

健
師

や
D

W
A

T
、

福
祉

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

な
ど

を
活

用
し

、
避

難
所

等
の

巡
回

な
ど

で
避

難
者

の
健

康
状

態
を

把
握

し
、

必
要

な
支

援
を

実
施

す
る

。
 

 ２
 

一
時

帰
宅

措
置

の
対

応
 

市
は

、
火

山
活

動
が

小
康

期
に

入
っ

た
場

合
、

合
同

会
議

（
協

議
会

）
に

お
い

て
、

避
難

者
の

一
時

帰
宅

を
検

討
す

る
。

一
時

帰
宅

措
置

の
実

施
に

当
た

り
、

警
察

、
消

防
及

び
自

衛
隊

に
協

力
を

要
請

す
る

と
と

も
に

、
十

分
な

安
全

対

策
を

講
ず

る
。

 

一
時

帰
宅

措
置

を
実

施
す

る
際

に
は

、
一

時
帰

宅
を

希
望

す
る

住
民

等
を

募
集

し
、

一
時

帰
宅

者
名

簿
を

作
成

し
、

警
察

、
消

防
、

道
路

管
理

者
等

と
共

有
す

る
。

ま
た

、
一

時
帰

宅
者

と
常

に
連

絡
が

取
れ

る
よ

う
、

携
帯

電
話

や
ト

ラ

ン
シ

ー
バ

ー
な

ど
を

活
用

し
、

緊
急

時
に

お
い

て
避

難
や

退
去

の
指

示
を

確
実

に
伝

達
す

る
体

制
を

と
る

。
 

 ３
 

宿
泊

施
設

等
へ

の
避

難
の

検
討

 

 
 

避
難

生
活

が
長

期
化

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

場
合

、
市

は
指

定
避

難
所

に
加

え
て

ホ
テ

ル
や

旅
館

等
の

活
用

を
検

討
し

、
避

難
者

の
負

担
軽

減
を

図
る

よ
う

努
め

る
。

 

 ４
 

被
災

者
へ

の
住

宅
供

給
 

（
１

）
基

本
的

な
考

え
方

 

市
は

、
避

難
が

長
期

間
に

及
ん

だ
場

合
、

自
宅

へ
の

居
住

が
困

難
と

な
っ

た
避

難
者

に
公

営
住

宅
の

あ
っ

せ
ん

や

民
間

賃
貸

住
宅

の
情

報
提

供
を

行
う

な
ど

、
応

急
的

な
住

宅
の

供
給

を
検

討
す

る
。

住
宅

確
保

、
再

建
支

援
の

フ
ロ

ー
は

図
６

の
と

お
り

。
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図
６

 
＜

住
宅

確
保

・
再

建
支

援
フ

ロ
ー

（
例

）
＞

 

 

 

 （
２

）
噴

火
発

生
後

（
被

災
後

）
の

対
応

 

 
 

①
応

急
的

な
住

宅
供

給
 

 
 

 
 

市
及

び
県

は
、

自
宅

損
壊

等
に

よ
り

居
住

で
き

な
く

な
っ

た
被

災
者

の
た

め
、

富
士

市
地

域
防

災
計

画
に

基

づ
き

応
急

仮
設

住
宅

を
建

設
す

る
ほ

か
、

応
急

仮
設

住
宅

の
建

設
に

は
時

間
を

要
す

る
こ

と
か

ら
、

公
営

住
宅

の
災

害
時

の
一

時
使

用
や

、
民

間
賃

貸
住

宅
を

災
害

救
助

法
第

４
条

第
１

項
第

１
号

の
応

急
仮

設
住

宅
と

し
て

借
り

上
げ

る
措

置
に

よ
り

、
避

難
者

の
住

宅
を

確
保

す
る

。
た

だ
し

、
民

間
施

設
を

借
り

上
げ

る
場

合
は

、
仮

設
住

宅
と

み
な

す
期

間
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。
 

 
 

 
 

ま
た

、
公

営
住

宅
へ

の
一

時
入

居
が

迅
速

に
行

え
る

よ
う

、
平

常
時

か
ら

定
期

的
に

公
営

住
宅

の
空

き
状

況

を
把

握
し

て
お

く
と

と
も

に
、

民
間

賃
貸

住
宅

に
つ

い
て

も
、

業
界

団
体

等
か

ら
定

期
的

に
空

き
状

況
を

把
握

で
き

る
体

制
を

構
築

し
て

お
く

。
 

 
 

②
長

期
的

な
住

宅
供

給
 

 
 

 
 

市
は

、
災

害
が

終
息

し
て

仮
設

住
宅

を
撤

去
す

る
段

階
と

な
っ

て
も

、
自

力
で

住
宅

を
確

保
で

き
な

い
避

難

者
に

対
し

て
は

、
公

営
住

宅
の

供
給

に
よ

り
住

宅
確

保
を

支
援

す
る

。
ま

た
、

民
間

賃
貸

住
宅

を
借

り
上

げ
て

公
営

住
宅

と
し

避
難

者
に

転
貸

す
る

な
ど

、
民

間
賃

貸
住

宅
を

公
営

住
宅

と
し

て
活

用
す

る
こ

と
も

検
討

す
る

。 

住
宅

の
補

修
や

再
建

に
お

い
て

は
、

被
災

者
生

活
再

建
支

援
法

の
居

住
安

定
支

援
制

度
の

適
用

や
住

宅
再

建

資
金

の
貸

付
等

に
よ

り
支

援
を

行
う

。
 

 第
４

節
 
警
戒
区
域

・
避
難
指
示

の
解
除
等

 

 

※
出

典
：

富
士

山
火

山
広

域
防

災
対

策
検

討
会

報
告

書
（

平
成

1
7

年
７

月
）
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 １
 

警
戒

区
域

の
縮

小
又

は
解

除
 

 
 

市
は

、
警

戒
区

域
の

縮
小

又
は

解
除

を
判

断
・

決
定

す
る

に
当

た
り

、
合

同
会

議
（

協
議

会
）

に
お

い
て

、
関

係
機

関
と

協
議

す
る

。
ま

た
、

警
戒

区
域

を
縮

小
又

は
解

除
す

る
こ

と
を

防
災

行
政

無
線

や
メ

ー
ル

、
ラ

ジ
オ

等
を

活
用

し

住
民

等
に

周
知

す
る

。
 

 ２
 

避
難

指
示

等
の

解
除

 

 
 

市
は

、
噴

火
状

況
判

明
後

、
火

口
の

詳
細

な
位

置
や

流
下

方
向

・
流

下
速

度
が

特
定

さ
れ

、
溶

岩
流

の
流

下
す

る
範

囲
が

明
ら

か
に

な
っ

た
時

点
で

、
溶

岩
流

の
到

達
可

能
性

が
低

い
区

域
に

お
け

る
避

難
指

示
の

解
除

を
検

討
す

る
。

避

難
指

示
を

判
断

・
決

定
す

る
に

当
た

り
、

合
同

会
議

（
協

議
会

）
に

お
い

て
、

関
係

機
関

と
協

議
す

る
。

ま
た

、
避

難

指
示

を
解

除
す

る
こ

と
を

防
災

行
政

無
線

や
メ

ー
ル

、
ラ

ジ
オ

等
を

活
用

し
、

住
民

等
に

周
知

す
る

と
と

も
に

、
帰

宅

に
先

立
ち

、
避

難
対

象
区

域
ご

と
に

帰
宅

の
手

順
や

経
路

な
ど

を
定

め
た

帰
宅

計
画

を
作

成
し

、
住

民
等

を
対

象
と

し

た
説

明
会

等
を

開
催

す
る

。
 

  



資
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富
士

市
富

士
山

火
山

避
難

計
画

 
沿

革
 

 

平
成

2
8

年
 
２

 月
 

策
定

 
 

平
成

3
1

年
 
２

 月
 

修
正

 
富

士
山

火
山

広
域

避
難

計
画

の
修

正
に

伴
う

修
正

 

令
和

 
６

 
年

 ３
 
月

 
改

定
 

令
和

５
年

３
月

富
士

山
火

山
避

難
基

本
計

画
改

定
を

踏
ま

え
た

改
定

 

 



資
料
７

－
２

５

番
号

建
物

名
称

住
所

避
難

対
象

エ
リ

ア

1
十
里
木
カ

ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ

桑
崎
1
0
16

第
１
次

2
富
士
山
こ

ど
も
の
国

桑
崎
1
0
15

第
１
次

3
CA
F
 
 
DE
凜

桑
崎
1
0
25
-
2
9

第
１
次

4
そ
ば
処
た

ぬ
き

桑
崎
8
9
3-
5

第
１
次

5
富
士
市
立

少
年
自
然
の

家
大
淵
1
0
84
7
-
1

第
２
次

6
南
富
士
カ

ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ

大
淵
1
1
70
2
-
3

第
２
次

7
森
林
墓
園

桑
崎
9
1
7-
1

第
２
次

8
岩
倉
学
園

大
淵
4
6
32
-
5

第
２
次

9
富
士
和
光

学
園

大
淵
4
6
32
-
6

第
２
次

1
0

富
士

本
学
園

大
淵
4
6
32
-
7

第
２
次

1
1

特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
富
士
楽
寿

園
大
淵

2
0
87
-
1

第
３
次

1
2

特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
富
士
ま
か
ど

間
門

2
2
6-
1

第
３
次

1
3

あ
お

ぞ
ら
第
１
・
２
寮

大
淵

2
1
06
-
7

第
３
次

1
4

そ
び

な
寮

大
淵
2
0
75
-
3

第
３
次

1
5

吉
永

第
二
小
学
校

鵜
無
ケ

淵
1
4
9
-1

第
３
次

1
6

て
ん

ま
保
育
園

天
間
6
3

第
３
次

1
7

よ
し

き
た
児
童
ク
ラ
ブ

鵜
無

ケ
淵
1
4
9
-1

第
３
次

1
8

富
士

本
児
童
ク
ラ
ブ

大
淵
8
6
69
-
2

第
３
次

1
9

富
士

見
学
園

大
淵
2
1
58

第
３
次

2
0

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

　
す

ま
い

る
　

ら
い

ふ
。

神
戸
4
4
1-
1

第
３
次

2
1

く
す

の
木
学
園

大
淵
2
1
06
-
3

第
３
次

2
2

富
士

見
学
園

大
淵
2
1
58

第
３
次

2
3

す
ま

い
る
　
は
ぁ
ー
と

神
戸

4
4
1-
1

第
３
次

2
4

す
ま

い
る
ほ
ぉ
ー
む

神
戸
4
4
1-
1

第
３
次

2
5

特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
富
士
楽
寿

園
大
淵

2
0
87
-
1

第
３
次

2
6

富
士

ま
か
ど
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

間
門

2
2
6-
1

第
３
次

2
7

特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
富
士
楽
寿

園
大
淵

2
0
87
-
1

第
３
次

2
8

茶
話

本
舗
静
岡
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
中
里

の
家

中
里

1
4
31
-
3

第
３
次

2
9

す
ま

い
る
お
ひ
さ
ま

神
戸
4
4
1-
1

第
３
次

3
0

ふ
じ

や
ま
学
園

大
淵
2
1
06
-
3

第
３
次

3
1

グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
　
風

神
戸

7
3
8-
6

第
３
次

3
2

グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
ゆ
か
り

今
宮

5
4
4-
1

第
３
次

3
3

ふ
じ

や
ま
学
園

大
淵
2
1
06
-
3

第
３
次

3
4

す
ま

い
る
　
ら
い
ふ
。

神
戸

4
4
1-
1

第
３
次

3
5

富
士

市
立
高
等
学
校

比
奈
1
6
54

第
４
次

3
6

吉
原

工
業
高
等
学
校

比
奈
2
3
00

第
４
次

3
7

タ
ン

バ
リ
ン

比
奈
1
1
5-
3

第
４
次

3
8

ト
ラ

イ
ア
ン
グ
ル

入
山
瀬

4丁
目
9-
2

第
４
次

3
9

ト
ン

ト
ゥ

原
田
1
7
42
-
1

第
４
次

活
動
火

山
対
策

特
別

措
置
法

第
6
条

第
1
項

第
5
号

に
基
づ

く
避

難
促
進

施
設
一

覧

資
料
７
－
２
５

4
0

な
か
よ
し

会
比
奈
2
4
90

第
４
次

4
1

東
部
児
童

館
比
奈
1
1
5-
3

第
４
次

4
2

北
西
部
児

童
館

入
山
瀬

4丁
目

9-
2

第
４
次

4
3

岩
松
北
小

学
校

岩
本
1
2
3-
1

第
４
次

4
4

吉
永
第
一

小
学
校

比
奈
1
4
31

第
４
次

4
5

原
田
小
学

校
原
田
4
8
0

第
４
次

4
6

神
戸
小
学

校
神
戸
6
3
3

第
４
次

4
7

大
淵
第
一

小
学
校

大
淵
3
0
12

第
４
次

4
8

鷹
岡
小
学

校
久
沢
2
丁
目
3
-
1

第
４
次

4
9

天
間
小
学

校
天
間
5
0

第
４
次

5
0

富
士
見
台

小
学
校

富
士
見

台
1
丁

目
1
2

第
４
次

5
1

吉
原
林
間

学
園

厚
原
1
6
28
-
1

第
４
次

5
2

吉
原
第
三

中
学
校

比
奈
2
1
26

第
４
次

5
3

吉
原
東
中

学
校

比
奈
7
5

第
４
次

5
4

吉
原
北
中

学
校

原
田
2
2
59

第
４
次

5
5

大
淵
中
学

校
大
淵
2
9
20

第
４
次

5
6

鷹
岡
中
学

校
久
沢
7
1
3

第
４
次

5
7

浅
間
保
育

園
入
山
瀬

4丁
目

9-
3

第
４
次

5
8

第
三
保
育

園
原
田
1
1
50
-
1

第
４
次

5
9

鷹
岡
保
育

園
久
沢
2
5
6-
1

第
４
次

6
0

ひ
な
保
育

園
比
奈
1
5
47

第
４
次

6
1

富
士
わ
か

ば
保
育
園

天
間
1
5
98
-
1

第
４
次

6
2

富
士
見
台

ﾘ
ｽ
ﾞﾑ
保
育
園

比
奈
2
4
90

第
４
次

6
3

て
ん
ま
っ

子
児
童
ク
ラ

ブ
天
間

5
0

第
４
次

6
4

は
ら
だ
児

童
ク
ラ
ブ

原
田
4
8
0

第
４
次

6
5

岩
松
北
第

1
・
2
・
3
児
童

ク
ラ

ブ
岩
本

1
7
6-
1

第
４
次

6
6

吉
永
第
一

児
童
ク
ラ
ブ

比
奈
1
4
31

第
４
次

6
7

松
風
児
童

ク
ラ
ブ
1
・
2

久
沢
2
丁
目
3
-
1

第
４
次

6
8

神
戸
児
童

ク
ラ
ブ

神
戸
6
3
3

第
４
次

6
9

富
士
見
台

児
童
ク
ラ
ブ

富
士
見

台
6
丁

目
1
-
2

第
４
次

7
0

昭
和
幼
稚

園
比
奈
1
6
0

第
４
次

7
1

天
間
幼
稚

園
天
間
1
0
47
-
1

第
４
次

7
2

神
戸
幼
稚

園
富
士
見

台
1
丁

目
6
-
8

第
４
次

7
3

藤
田
幼
稚

園
大
淵
2
9
64
-
1

第
４
次

7
4

(保
)
認
定

こ
ど
も
園
富

士
見
台
リ
ズ
ム

原
田

2
2
44
-
9

第
４
次

7
5

(連
)
認
定

こ
ど
も
園
み

の
る
幼
稚
園

原
田

1
7
42
-
1

第
４
次
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名
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住
所

電
話

避
難

対
象

エ
リ

ア

1
十
里
木
カ
ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ

桑
崎
1
0
1
6

0
5
5
-9
9
8
-
10
1
0

第
１

次

2
富
士
山
こ
ど
も
の
国

桑
崎
1
0
1
5

2
2
-
55
5
5

第
１

次

3
C
A
F
 
 D
E
凜

桑
崎
1
0
2
5
-2
9

2
1
-
7
71
3

第
１
次

4
そ
ば
処
た
ぬ
き

桑
崎
8
9
3
-5

2
2
-
20
9
9

第
１

次

5
富
士
市
立
少
年
自
然
の

家
大
淵
1
0
8
47
-
1

3
5
-
16
9
7

第
２

次

6
南
富
士
カ
ン
ト
リ
ー
ク

ラ
ブ

大
淵
1
1
7
02
-
3

3
6
-
01
0
0

第
２

次

7
森
林
墓
園

桑
崎
9
1
7
-1

5
5
-
27
6
8

第
２

次

8
岩
倉
学
園

大
淵
4
6
3
2-
5

3
8
-
19
4
1

第
２

次

9
富
士
和
光
学
園

大
淵
4
6
3
2-
6

3
5
-
03
8
4

第
２

次

1
0

富
士
本
学
園

大
淵
4
6
3
2-
7

3
5
-
1
40
5

第
２

次
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第
１
章
 
基
本
的
な
考
え
方

 

１
 

趣
旨

 

高
齢

者
や

障
害

の
あ

る
方

、
乳

幼
児

そ
の

他
特

に
配

慮
を

要
す

る
者

（
以

下
「

要
配

慮
者

」
と

い

う
。
）

は
、

地
震

や
集

中
豪

雨
等
に

よ
る

風
水

害
な

ど
、

迅
速

な
避

難
や

救
護

が
必

要
と

な
る

大
規

模

災
害
に

お
い
て

は
、
逃

げ
遅
れ

や
避

難
生
活

の
ス
ト

レ
ス
に
よ

り
深

刻
な

被
害
を
受

け
る
ケ

ー
ス

が
少

な
く
な

い
。

 

こ
う
し
た

災
害

に
よ
る

被
害
を

未
然
に

防
止

す
る
た

め
に

は
、

日
頃

の
防
災

対
策
が

不
可
欠

で
あ

り
、

災
害
に

対
す
る

備
え
の

有
無
が

被
害

の
規
模

を
大
き

く
左
右
す

る
。

さ
ら

に
、
災
害

発
生
時

に
は

、
自

分
の
身

は
自
分

で
守
る

「
自
助

」、
地

域
や
近

隣
の
人
々

の
助

け
合
い

に
よ

る
「

共
助
」
、

市
・
消

防
・

警
察
な

ど
の
行

政
に
よ

る
「
公

助
」

が
連
携

し
て
機

能
す
る
こ

と
で

被
害

の
軽
減
を

図
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

要
配
慮
者

支
援

の
取
組

は
、
被

害
を

未
然
に

防
ぐ
た

め
の

備
え
と
し

て
の
「

防
災

」
と
、

万
一

の
被

害
を
想

定
し
た

上
で
、

少
し
で

も
被

害
を
軽

減
し
よ

う
と
す
る

努
力

に
よ

る
「
減
災

」
の
考

え
方

を
基

盤
に
進

め
る

こ
と
が
重
要

と
な
る
。
 

本
計
画
は

、
災

害
に
備

え
本
市

に
お
け

る
要

配
慮
者

対
策

を
よ

り
確

か
な
も

の
に
し

て
い
く

た
め

に
、

自
助

、
共

助
、

公
助

の
役
割

を
明

ら
か

に
し

、
「

防
災

・
減

災
」

の
考

え
に

立
ち

要
配

慮
者

へ
の

情
報

伝
達
、

避
難

誘
導
、
安
否

確
認
な
ど
の
支
援
の
取
組
を
推
進

す
る

た
め

に
策
定
す
る

も
の

で
あ

る
。
 

 

２
 

位
置

づ
け

 

本
計
画
は

、
富
士
市
地

域
防
災
計
画

に
定

め
る
要

配
慮

者
対

策
を
具
体
化

し
た
も
の
で
あ
る

。
 

ま
た
、
富

士
市

地
域
福

祉
計
画

、
富

士
市
障

害
者
計

画
、

富
士
市
高

齢
者
保

健
福

祉
計
画

な
ど

と
も

連
携
し

て
要

配
慮
者
支
援

の
取
組
を
推
進
す
る
。
 

 

 
 

富
 
士

 
市
 
地
 
域

 
防
 
災

 
計
 
画

 

富
士

市
避
難

行
動
要
支
援

者
支
援
計
画
 

富
士

市
地

域
福

祉
計
画
 

富
士
市
障

害
者

計
画

 

富
士
市
高
齢
者

保
健

福
祉

計
画

 

連
携
 

具
体
化
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第
２
章
 
平
常
時
の
対
策

 

１
 
「
防
災
・
減

災
」

意
識
の

普
及

・
啓
発
等

 

い
つ
発
生

す
る

か
予
想

で
き
な

い
災

害
へ
の

備
え
は

、
絶
え

ず
行

わ
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
継
続
的
な

取
組
で
あ

り
、

要
配
慮
者

自
身

や
そ
の

家
族

等
を
は

じ
め
、
地

域
住

民
、
福

祉
関
係

者
、

行
政
が

「
防

災
・
減
災

」
の
考

え
方
を

共
有

し
、
日

常
の
生

活
文

化
と
し
て

定
着

さ
せ
て

い
く
こ

と
が

必
要
で
あ

る
。

 

 

(1
)  

市
民
へ
の
普
及
・
啓
発
 

防
災

訓
練

へ
の

参
加

、
講

習
会

の
実

施
な

ど
、

機
会

を
捉

え
て

「
防

災
・

減
災

」
に

関
す

る
知

識
、

要
配
慮
者
へ
の
支
援

の
必

要
性
や
具
体

的
な
支
援
方

法
等
に
つ
い
て

普
及
・
啓
発

を
図

る
。
 

 

(2
)  

要
配
慮
者
等
へ
の
普
及
・
啓
発

 

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

近
隣

者
全

て
が

被
災

者
と

い
う

状
況

が
想

定
さ

れ
る

た

め
、

要
配

慮
者
及

び
そ

の
家

族
等

に
対

し
、

災
害

へ
の

備
え

や
避

難
行

動
に

つ
い

て
普

及
・

啓
発

を

図
る
。
 

ま
た

、
「
防

災
・

減
災

」
に

対
す
る

知
識

と
理

解
を
深
め

る
た
め

、
要

配
慮

者
及

び
そ
の

家
族

等
を

対
象
と
し
た
講
習
会

や
研

修
会
の
実
施

に
努
め
る
。

 

≪
災

害
へ

の
備
え
に
つ
い
て
≫
 

・
 
住
宅
の
耐

震
対
策
（
耐

震
診

断
、
耐

震
補

強
な
ど
）
 

・
 
住
宅
の
安

全
対
策
（
家

具
の

転
倒
防

止
、

窓
ガ
ラ
ス
の

飛
散
防
止
な
ど
）
 

・
 
近
隣
の
危

険
箇
所
等
（

土
石

流
、
急

傾
斜

地
、
地
す
べ

り
な
ど
）
の
確
認
 

・
 
避
難
場
所

、
避
難
経
路

の
確

認
 

・
 
家
族
の
集

合
場
所
、
連

絡
方

法
の
確

認
 

・
 
非
常
用
持

ち
出
し
品
、

非
常

用
備
蓄

品
な

ど
の
準
備
 

・
 
情
報
の
取

得
方
法
の
確

認
 

・
 
災
害
・
緊

急
支
援
情
報

キ
ッ

ト
の
設

置
と

個
別
情
報
の

携
帯
 

 

(3
)  

防
災
訓
練
等
の
実
施

 

地
域

住
民

や
要

配
慮

者
の

防
災

意
識

を
高

め
て

い
く

た
め

、
市

や
地

域
等

が
実

施
す

る
防

災
訓

練

等
に

お
い

て
、
要

配
慮

者
に

視
点

を
お

い
た

訓
練

を
実

施
し

、
要

配
慮

者
及

び
そ

の
家

族
等

へ
の

積

極
的
な
参
加
を
促
す

。
 

 

(4
)  

福
祉
関
係
者
等
に
よ
る
対
応

 

日
頃

の
活

動
の

中
で

接
し

て
い

る
要

配
慮

者
及

び
そ

の
家

族
等

に
対

し
、

災
害

へ
の

備
え

、
要

配

慮
者
自
ら
の
避
難
行

動
に

つ
い
て
確
認

、
助
言
し
「

防
災
・
減
災
」

の
意
識
を
高

め
る

。
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要
配

慮
者
に
対
す
る
支
援

体
制

 

 (1
)  

要
配
慮

者
の
把
握
と
情
報
共
有

 

要
配

慮
者

の
支

援
に

あ
た

っ
て

は
、

氏
名

や
住

所
な

ど
の

基
本

情
報

の
他

、
か

か
り

つ
け

医
、

心

身
の

状
態

、
緊
急

連
絡

先
等

に
加

え
、

そ
れ

ぞ
れ

が
必

要
と

す
る

支
援

に
つ

い
て

も
把

握
す

る
必

要

が
あ
る

。
 

本
計

画
で

は
、

災
害

時
や

救
急

措
置

に
必

要
な

要
配

慮
者

の
個

人
情

報
を

容
器

に
納

め
、

冷
蔵

庫

に
あ

ら
か

じ
め
保

管
し

て
お

く
「

災
害

・
緊

急
支

援
情

報
キ

ッ
ト

」
を

活
用

し
、

要
配

慮
者

の
情

報

を
把
握

す
る

。
 

要
配

慮
者

の
情

報
は

、
要

配
慮

者
本

人
や

そ
の

家
族

等
か

ら
の

キ
ッ

ト
設

置
の

申
請

に
よ

り
得

ら

れ
る

「
基

本
情
報

」
と

、
要

配
慮

者
本

人
が

キ
ッ

ト
に

納
め

保
管

す
る

「
個

別
情

報
」

に
区

分
し

共

有
す
る

。
 

 区
 
 
分

 
内
 
 
 
 

容
 

情
報
共
有
者
 

基
本
情
報

 

要
配

慮
者

本
人

や
そ

の
家

族
等

か
ら

の
キ

ッ
ト

設
置

の
申

請
に

よ
り

得
ら

れ
る

、
要

配
慮

者
の

氏
名

、
住

所
等

の
基

本
的
な

情
報

 

地
域
住
民
 

福
祉
関
係
者

 

市
 

個
別
情
報

 

要
配

慮
者

の
心

身
の

状
態

、
か

か
り

つ
け

医
、

服
薬

内

容
、
緊

急
連

絡
先
、
必
要

な
配
慮
な
ど
の
詳

細
な
情
報
 

※
情
報

は
キ

ッ
ト
に
納
め

保
管
す
る
 

要
配
慮
者
 

 

(2
) 

特
別
支

援
計
画
の
作
成

 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
な

ど
の

大
規

模
地

震
が

発
生

し
た

場
合

は
、

市
全

域
が

甚
大

な
被

害
を

受
け

る

こ
と

が
想

定
さ
れ

て
お

り
、

特
に

重
篤

※
１
な

状
態
に

あ
る

な
ど

の
要

配
慮

者
に

つ
い

て
は

、
家

族
や

近
隣
だ

け
で

は
生

命
を
守

る
こ

と
に

限
界

が
あ
る

た
め
、

市
と
福

祉
関

係
者
は

協
力

し
、
「
特

別
支
援

計
画
」

を
作

成
す
る
。
 

計
画

作
成

の
対
象

者
は

、
要
配
慮
者

の
う
ち
次
の

者
と
す
る

。
 

ア
 重

篤
な

状
態

に
あ
る

者
 

イ
 常

時
介

助
が

必
要
で

、
自

宅
が
危

険
区
域
内

※
２
に
あ
る
者
 

 

区
 
 
分

 
内

 
 
 
 
容

 
情

報
共

有
者

 

特
別
支

援
計
画
 

大
規
模
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に

、
要
配

慮
者

が
市

内
の

社
会
福
祉
施
設
等
へ
避
難
す
る
た

め
に
作

成
す

る
計

画
 

地
域
住
民
 

福
祉
関
係
者

 

市
 

※
１
 
重
篤
：
人
工
呼
吸
器
な
ど
の
生
命
維
持
装
置
の
た
め
の
医

療
機
器
等
を

使
用
し

て
い

る
状
態
 

※
２
 
危
険
区
域
内
：
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇
所
及
び
区
域
、
土

砂
災
害
警
戒

区
域
及

び
特

別
警
戒

区
域
、
 

地
す
べ

り
危
険

箇
所

、
津
波

浸
水
推

定
箇

所
な
ど



資料７－２６ 

4 
 

 

(3) 支援体制のイメージ 

 

福祉関係者 

ケアマネジャー、ヘルパー 

介護・障害福祉サービス事業者 

福祉施設、地域包括支援センター 

福祉団体 

 

民生委員児童委員 

 

  市   

 

福祉総務課 

防災危機管理課 

防災地区班 

消防 

防災名簿 

◎基本情報◎ 

◎特別支援計画◎ 

名簿 

◎基本情報◎ 

◎特別支援計画◎ 

周知・啓発 
申請指導 

ｷｯﾄ配布
情報 

記入 
支援 

・見守り 

・声かけ 

 
地域活動の支援 

ﾌｫﾛｰ 

ｱｯﾌﾟ 

名簿 

◎基本情報◎ 

◎特別支援計画◎ 

周知、活動支援 

周知・啓発 

個別情報
作成 

民生委員児童委員へのキット配付情報提供 

特別支援計画の作成 

 地  域  

 

自主防災会 

町内会 

 

 

 

 

 

 

地区福祉推進会 

町内の防災名簿 

◎基本情報◎ 

◎特別支援計画◎ 
配付依頼 

キット申請 
取りまとめ 

キット申請 

配付 

 要配慮者  

 

・災害情報の収集、伝達情報が困難 

・自力で避難することが困難 

・避難所での避難生活が困難 

 

 
災害・緊急支援情報キット 

◎個別情報◎ 

◎特別支援計画◎  

 

 

 
協
力 

サービス利用等の 
既存ネットワーク 
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 (4

)  
関

係
機

関
の
役
割

 

①
 
市

の
役
割

 

市
は

、
市

全
体

の
要

配
慮
者

支
援

施
策

の
策
定

や
、

自
助

・
共

助
で

は
実

施
が

困
難
な

関
係

機
関

と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
構
築
や
、

地
域
活
動
の
支
援
と
い
っ
た
全

体
的
な
役

割
を
担

う
。

 
ア

 
市
民

に
対
す

る
「
防
災
・
減
災
」
意

識
及
び
要
配
慮
者

へ
の
避

難
支

援
等
の
普
及
・
啓
発

 

イ
 
災
害

・
緊
急

支
援
情
報
キ
ッ
ト
の
設

置
推
進
、
及
び
市

民
、
福

祉
関

係
者
へ
の
周
知
、
支

援
 

ウ
 
地
域

で
対
応

が
難
し
い
要
配
慮
者
に

対
す
る
支
援
（
特

別
支
援

計
画

の
作
成
）
 

エ
 
防
災

訓
練
等

の
実
施
 

 

②
 
地

域
の
役
割

（
自
主
防
災
会
、
町
内
会

、
地

区
福
祉
推
進
会
等
）

 

地
域
は

、
日
頃

か
ら
の

見
守

り
活
動

や
諸
行

事
な

ど
を
通
じ

て
地
域

交
流

を
図
り

、
緊

急
時
に
は

遠
慮
な
く

連
絡

が
で
き

る
と
い

っ
た

日
常
生

活
に
お

け
る

関
係

づ
く

り
を
進

め
、
要

配
慮

者
支

援
の

主
体
的
な

役
割
を
担
う

。
 

ア
 
地
域

住
民
に

対
す
る
災
害
時
へ
の
備

え
、
及
び
要
配
慮

者
へ
の

避
難

支
援
等
の
普
及
・
啓

発
 

イ
 
災
害

・
緊
急

支
援
情
報
キ
ッ
ト
申
請

の
取
り
ま
と
め
、

配
付
（

基
本

情
報
の
共
有
）
 

ウ
 
基
本

情
報
を

活
用
し
た
声
か
け
、
見

守
り
な
ど
の
活
動

 

エ
 
防
災

訓
練
等

の
実
施
 

 

③
 
民

生
委
員
児

童
委
員
の
役
割

 

民
生
委

員
児
童

委
員
は

、
日

頃
の
福

祉
活
動

に
よ

る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

を
活

用
し
て

、
要

配
慮
者
や

そ
の
家
族

等
へ

の
「
防

災
・
減

災
」

意
識
の

普
及
・

啓
発

、
災

害
・

緊
急
支

援
情
報

キ
ッ

ト
設

置
の

手
助
け
、

働
き
か
け
な

ど
、
要
配
慮

者
へ

の
直
接

的
な

支
援

を
担
う
。
 

ア
 
要
配

慮
者
や

そ
の
家
族
等
に
対
す
る

災
害
時
へ
の
備
え

の
普
及

・
啓

発
 

イ
 
災
害

・
緊
急

支
援
情
報
キ
ッ
ト
申
請

、
設
置
、
更
新
の

手
助
け

（
基

本
情
報
の
共
有
）
 

ウ
 
災
害

・
緊
急

支
援
情
報
キ
ッ
ト
未
設

置
者
へ
の
働
き
か

け
（
フ

ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
）
 

エ
 
声
か

け
、
見

守
り
な
ど
の
活
動
へ
の

協
力
 

 

④
 
福

祉
関
係
者

の
役
割
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
、

福
祉
関
係
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
・
団
体
等
）

 

福
祉
関

係
者
は

、
日
頃

の
サ

ー
ビ
ス

提
供
や

団
体

活
動
に
よ

る
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
を

活
用

し
て
、
要

配
慮
者
や

そ
の

家
族
等

へ
の
「

防
災

・
減
災

」
意
識

の
普

及
・

啓
発

、
災
害

・
緊
急

支
援

情
報

キ
ッ

ト
設
置
の

手
助
け
、
働

き
か
け
な
ど

、
要

配
慮
者

へ
の

直
接

的
な
支
援
を

担
う
。
 

ア
 
要
配

慮
者
や

そ
の
家
族
等
に
対
す
る

災
害
時
へ
の
備
え

の
普
及

・
啓

発
 

イ
 
災
害

・
緊
急

支
援
情
報
キ
ッ
ト
申
請

、
設
置
、
更
新
の

手
助
け

（
基

本
情
報
の
共
有
）
 

ウ
 
災
害

・
緊
急

支
援
情
報
キ
ッ
ト
未
設

置
者
へ
の
働
き
か

け
（
フ

ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
）
 

エ
 
地
域

で
対
応

が
難
し
い
要
配
慮
者
に

対
す
る
支
援
（
特

別
支
援

計
画

の
作
成
）
 

オ
 
声
か

け
、
見

守
り
な
ど
の
活
動
へ
の

協
力
 

  

⑤
 
要

配
慮
者
や

そ
の
家
族
等
の
役
割

 

要
配

慮
者

や
そ

の
家

族
等

は
、
「

自
分
で

で
き

る
こ

と
」

は
自

ら
進

ん
で

行
い

、
ま

た
「

自
分

で
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は
で

き
な
い

こ
と

」
に

つ
い

て
は

、
「

必
要

な
支

援
は

何
か

」
を

明
ら
か

に
し

、
周

囲
に

支
援

を
求

め
る
。
こ

の
た

め
、
災

害
に
備

え
る
と

と
も
に

地
域

の
防
災
訓
練

等
に
も
積

極
的
に

参
加
す

る
な
ど

、

日
頃
か
ら

隣
近
所
と
の
交

流
や
あ
い
さ
つ

な
ど
の
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン

に
努
め
る
。

 

ア
 
自
宅
の
耐
震

対
策

、
安
全

対
策

の
実
施
 

イ
 
危
険
箇
所
、

避
難

場
所
、

避
難

経
路
の
確
認

 

ウ
 
家
族
の
集
合

場
所

、
連
絡

方
法

の
確
認
 

エ
 
非
常
用
持
ち

出
し

品
、
非

常
用

備
蓄
品
な
ど

の
準
備
 

オ
 
情
報
の
取
得

方
法

の
確
認

 

カ
 
災
害
・
緊
急

支
援

情
報
キ

ッ
ト

の
設
置
と
個

別
情
報
の

携
帯
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福
祉

避
難
所
の
指
定
及
び

民
間
社
会
福

祉
施
設
と
の
連
携

 

 (1
) 

福
祉
避

難
所
の
指
定

 

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

要
配

慮
者

を
含

む
多

数
の

被
災

者
が

避
難

所
で

避
難

生

活
を

送
る

こ
と
に

な
る

が
、

一
般

の
避

難
所

で
の

避
難

生
活

に
支

障
を

き
た

す
場

合
に

要
配

慮
者

が

安
心

し
て

生
活
で

き
る

よ
う

、
特

定
の

公
共

施
設

を
福

祉
避

難
所

に
指

定
す

る
と

と
も

に
、

福
祉

避

難
所
で

の
支

援
体
制
の
整
備
に
努
め

る
。
 

①
 

福
祉

避
難
所

指
定
の
要
件

 

・
 
耐
震
・
耐
火

構
造
の
建
築
物
で

あ
る
こ
と
 

・
 
要
配
慮
者
の

避
難
ス
ペ
ー
ス
が

確
保
で
き
る
こ
と
 

・
 
施
設
内
に
お

け
る
要
配
慮
者
の

安
全
が
確
保
で
き
る
こ
と
 

 

②
 

福
祉

避
難
所

に
指
定
し
て
い
る
施
設

 

 
施

 
設
 
名
 

所
 
在
 

地
 

電
 
話
 

①
 

社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー

東
部
市
民
プ

ラ
ザ
 

富
士

岡
南

2
5
7
-

2
 

3
4-
0
5
0
0 

社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー

鷹
岡
市
民
プ

ラ
ザ
 

久
沢

7
9
7
-1
 

7
2-
1
7
7
0 

社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー

広
見
荘
 

伝
法

5
9
 

2
1-
5
5
5
8 

社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー

田
子
浦
荘
 

川
成
新

町
4
2
1
 

6
1-
0
1
7
1 

富
士
市

新
環

境
ク

リ
ー
ン

セ
ン

タ
ー
循

環
啓

発
棟
 

大
淵

6
7
6
 

3
0-
6
1
6
7 

②
 

静
岡
県
立
富
士

特
別

支
援
学
校
 

大
淵

3
7
7
3-
1
 

3
6-
2
3
4
5 

③
 

富
士
市
立
看
護

専
門

学
校
 

本
市

場
新

田

1
1
1-
1
 

6
4-
3
1
3
1 

④
 

特
別
養
護
老
人

ホ
ー

ム
 
す
ど
の

杜
 

増
川

5
1
0
-1
 

3
9-
0
0
6
1 

特
別
養
護
老
人

ホ
ー

ム
 
鑑
石
園

 
原

田
1
3
5
0-
1
6
 

5
2-
0
0
1
6 

特
別
養
護
老
人

ホ
ー

ム
 
月
の
あ

か
り
 

大
淵

8
4
7
-4
 

3
5-
4
5
6
7 

特
別
養
護
老
人

ホ
ー

ム
 
天
間
荘

 
天

間
1
6
0
2 

7
1-
4
3
5
0 

特
別
養
護
老
人

ホ
ー

ム
 
み
ぎ
わ

園
 

今
泉

2
2
1
0 

5
5-
1
8
0
0 

地
域

密
着

型
特

別
養

護
老
人
ホ

ー
ム

 
あ
お

ば
 

五
味
島

2
8
5-
1
 

6
5-
1
7
0
0 

特
別
養
護
老
人

ホ
ー

ム
 
加
島
の

郷
 

水
戸

島
本

町
7
-

8
 

6
5-
1
1
6
5 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 
シ
ャ

ロ
ー

ム
富
士

川
 

北
松
野

1
0
71
 

5
6-
3
3
0
0 

 

※
 
避

難
が

想
定

さ
れ

る
対

象
者
は

、
①

障
害

者
、

高
齢

者
な

ど
（

状
況

に
応

じ
て

判
断

し
ま
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す
。
）
、

②
特

別
支

援
学

校
の

在
校

生
な

ど
、

③
妊

婦
、

産
後

間
も

な
い

母
子

、
④

主
に

高

齢
者
で

す
。
 

(2
) 

民
間
社
会
福
祉
施
設
と
の
連
携

 

避
難

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

要
配

慮
者

の
心

身
の

状
態

に
よ

っ
て

は
専

門
的

な
ケ

ア
が

必
要

と
な

る

た
め

、
特

別
養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

の
民

間
社

会
福

祉
施

設
と

「
災

害
時

に
お

け
る

要
援

護
者

の
緊

急

受
入

れ
及

び
連
携

等
に

関
す

る
協

定
」

を
締

結
し

、
社

会
福

祉
施

設
へ

の
緊

急
受

入
れ

等
に

よ
り

適

切
に
対
応
す
る
。
 

①
 
協
定
の
項
目

 

・
 
連
絡
体
制
等

の
相
互
連
絡
に

関
す
る
こ
と
 

・
 
災
害
時
の
情

報
提
供
に
関
す

る
こ
と
 

・
 
災
害
時
の
要

配
慮
者
受
入
れ

に
関
す
る
こ
と

 

・
 
人
的
支
援
、

物
的
支
援
に
関

す
る
こ
と
 

・
 
経
費
に
関
す

る
こ
と
 

・
 
意
見
交
換
、

協
定
の
見
直
し

に
関
す
る
こ
と

 

②
 
協
定
を
締
結

し
て

い
る
施

設
 

全
３
５

施
設
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第
３
章
 
災
害
発
生
時
の
対
応

 

１
 

避
難

情
報
等
の
伝
達
・
避

難
誘
導
・
安

否
確
認

 

災
害
が
発

生
し

た
場
合

に
は
、

平
常

時
に
把

握
し
て

お
い

た
「
基
本

情
報
」

と
「

特
別
支

援
計

画
」

を
活
用

し
て
、

近
隣
住

民
同
士

の
助

け
合
い

や
地
域

に
よ
る
支

援
に

よ
り

、
要
配
慮

者
へ
的

確
に

情
報

を
伝
達

し
、

円
滑
に
避
難

場
所
へ
誘
導
す
る
。
 

ま
た
、
要

配
慮

者
は
避

難
に
比

較
的

長
い
時

間
を
要

す
る

こ
と
が
多

い
こ
と

か
ら

、
安
全

な
避

難
行

動
が
行

わ
れ

る
よ
う
配
慮

す
る
。
 

 

(1
) 

要
配
慮

者
へ
の
避
難
情
報
等
の
伝

達
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

若
し

く
は

発
生

の
恐

れ
が

あ
り

避
難

を
要

す
る

場
合

に
は

、
迅

速
・

確

実
に
避

難
情

報
等
を
伝
達
す
る
。
 

災
害

時
に

は
電

話
の

輻
輳

や
電

力
の

寸
断

等
に

よ
り

電
話

や
携

帯
電

話
等

を
使

用
し

た
情

報
伝

達

が
機
能

し
な

く
な
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
か
ら
、
人
的
手

段
に

よ
る

伝
達
も
併
用
す
る
。

 

 

(2
) 

要
配
慮

者
の
避
難
誘
導
と
安
否
確

認
 

近
隣

住
民

を
中

心
に

、
地

域
で

協
力

し
な

が
ら

要
配

慮
者

を
避

難
場

所
へ

と
誘

導
し

、
要

配
慮

者

宅
に
設

置
さ

れ
て
い
る
「
災
害
・
緊

急
支
援
情
報
キ
ッ
ト

」
を

携
帯

す
る
。
 

ま
た

、
安

否
確

認
に

つ
い

て
は

情
報

の
伝

達
や

避
難

誘
導

を
行

う
こ

と
で

一
時

的
に

確
認

で
き

る

が
、

よ
り

確
実
な

も
の

と
す

る
た

め
平

常
時

に
把

握
し

て
お

い
た

「
基

本
情

報
」

に
基

づ
き

、
避

難

先
に
お

い
て

も
避
難
し
た
要
配
慮
者

を
把
握
す
る
。
 

安
否

確
認

の
結

果
、

安
否

が
確

認
で

き
な

い
要

配
慮

者
に

つ
い

て
は

、
消

防
や

警
察

に
救

助
や

確

認
を
依

頼
す

る
。
 

 

(3
) 

特
別
支

援
計
画
の
作
成

 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
に

関
連

す
る

情
報

（
臨

時
）

※
１
の

う
ち

、
南

海
ト

ラ
フ

沿
い

の
大

規
模

な
地

震

発
生

の
可

能
性
が

相
対

的
に

高
ま

っ
た

場
合

の
情

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

又
は

大
規

模
地

震
が

発

生
し

た
場

合
に
は

、
特

別
支

援
計

画
に

あ
る

避
難

先
施

設
と

地
域

は
協

力
し

、
要

配
慮

者
宅

に
設

置

さ
れ

て
い

る
「
災

害
・

緊
急

支
援

情
報

キ
ッ

ト
」

を
携

帯
し

、
要

配
慮

者
を

避
難

先
施

設
へ

と
誘

導

す
る
。

 

 ※
１

 
南

海
ト
ラ

フ
地
震
に
関

連
す
る
情
報
（
臨

時
）
が

発
表
さ

れ
る

条
件
 

・
 

南
海

ト
ラ

フ
沿

い
で

異
常
な
現

象
が

観
測
さ

れ
、

そ
の
現
象

が
南
海

ト
ラ

フ
沿
い

の
大
規

模
な

地
震

と
関
連

す
る
か
ど

う
か
調

査
を
開
始
し

た
場

合
、
ま
た
は

調
査
を

継
続
し

て
い

る
場
合
 

・
 

観
測

さ
れ

た
現

象
を

調
査
し
た

結
果

、
南
海

ト
ラ

フ
沿
い
の

大
規
模

な
地

震
発
生

の
可
能

性
が

平
常

時
と
比

べ
て
相
対

的
に
高

ま
っ
た
と
評

価
さ

れ
た
場
合
 

・
 

南
海

ト
ラ

フ
沿

い
の

大
規
模
な

地
震

発
生
の

可
能

性
が
相
対

的
に
高

ま
っ

た
状
態

で
は
な

く
な

っ
た

と
評
価

さ
れ
た
場

合
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 ２
 
福
祉
避
難
所

設
置

及
び
支

援
等

 

 (1
) 

福
祉
避
難
所
の
開
設

 

避
難

所
等

に
避

難
し

た
要

配
慮

者
は

避
難

所
で

の
生

活
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

た

め
、

災
害

の
規
模

や
発

生
場

所
、

要
配

慮
者

の
避

難
状

況
、

福
祉

避
難

所
指

定
施

設
の

安
全

性
を

確

認
し
、
福
祉
避
難
所

を
開

設
し
要
配
慮

者
の
避
難
生

活
を
支
援
す
る

。
 

な
お

、
福

祉
避

難
所

を
開

設
し

た
と

き
は

要
配

慮
者

及
び

そ
の

家
族

等
、

地
域

住
民

な
ど

に
速

や

か
に
そ
の
場
所
や
利

用
方

法
等
を
周
知

す
る
。
 

ま
た

、
福

祉
避

難
所

が
不

足
す

る
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
そ

の
他

の
社

会
福

祉
施

設
を

福
祉

避

難
所
と
し
て
利
用
で

き
る

よ
う
検
討
す

る
。
 

福
祉

避
難

所
開
設
の
要
件
 

・
 
応
急
危
険
度
判
定
の
結
果
な
ど
に
よ
り

、
施
設
の
使

用
が
可
能
で

あ
る

こ
と
 

・
 
要
配
慮
者
の
避
難
ス
ペ
ー
ス
、
安
全
性

な
ど
が
確
保

で
き
る
こ
と

 

 (2
)  

避
難
所
及
び
福
祉
避
難
所
に
お
け

る
支
援

 

避
難

所
、

福
祉

避
難

所
に

お
い

て
は

、
要

配
慮

者
の

避
難

状
況

に
応

じ
て

障
害

者
用

ト
イ

レ
、

ス

ロ
ー

プ
、

プ
ラ
イ

バ
シ

ー
確

保
の

た
め

の
間

仕
切

り
用

パ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
を

設
け

る
な

ど
、

環
境

の

整
備
に
努
め
る
。
 

ま
た

、
避

難
生

活
が

長
期

化
す

る
場

合
は

、
高

齢
者

、
障

害
者

等
の

心
身

の
健

康
管

理
や

生
活

リ

ズ
ム

の
改

善
の
た

め
、

健
康

相
談

、
二

次
的

健
康

被
害

（
エ

コ
ノ

ミ
ー

ク
ラ

ス
症

候
群

、
生

活
不

活

発
病

等
）

の
予
防

、
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
等

、
福

祉
関

係
職

員
に

よ
る

相
談

等
の

必
要

な
生

活
支

援
を

実

施
す
る
。
 

 

(3
) 

緊
急
受
入
れ
等
の
実
施

 

避
難

所
や

福
祉

避
難

所
で

の
避

難
生

活
が

困
難

な
要

配
慮

者
に

つ
い

て
は

、
社

会
福

祉
施

設
へ

の

緊
急
受
入
れ
等
に
よ

り
適

切
に
対
応
す

る
。
 

ま
た

、
要

配
慮

者
の

症
状

の
急

変
等

に
よ

り
医

療
措

置
や

治
療

が
必

要
に

な
っ

た
場

合
に

は
医

療

機
関
に
移
送
す
る
。

 

 
 

資
料
７
－

２
６
 

 

11
 

 ３
 

関
係

機
関
の
役
割

 

 (1
) 

市
の
役

割
 

市
は

、
要

配
慮

者
の

情
報

把
握

、
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
な

ど
、

要
配

慮
者

支
援

に
必

要
な

各

種
事
務

の
実

施
に
あ
た
る
。
 

ア
 
要
配
慮

者
の

避
難
・

安
否

確
認
の

状
況

把
握
 

イ
 
社
会
福

祉
施

設
の
状

況
把

握
・
緊

急
受

入
れ
の

要
請

 

ウ
 
福
祉
避

難
所

の
開
設

・
運

営
 

 

(2
) 

地
域
の

役
割

 

地
域

は
、

平
常

時
に

把
握

し
て

お
い

た
「

基
本

情
報

」
、
「

特
別

支
援

計
画

」
を

活
用

し
、

要
配

慮

者
の
支

援
に

あ
た
る
。
 

ア
 
要
配
慮

者
へ

の
避
難

情
報

等
の
伝

達
 

イ
 
要
配
慮

者
の

避
難
誘

導
・

安
否
確

認
 

 

(3
) 

民
生
委

員
児
童
委
員
の
役
割

 

民
生

委
員

児
童

委
員

は
、

平
常

時
に

把
握

し
て

お
い

た
「

基
本

情
報

」
、
「

特
別

支
援

計
画

」
を

活

用
し
、

地
域

等
と
協
力
し
て
要
配
慮

者
の
支
援
に
あ
た
る

。
 

ア
 
要
配
慮

者
へ

の
避
難

情
報

等
の
伝

達
へ

の
協
力

 

イ
 
要
配
慮

者
の

避
難
誘

導
・

安
否
確

認
へ

の
協
力

 

 

(4
)  

福
祉
関

係
者
の
役
割
（
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ

ー
、

福
祉
関
係
サ
ー
ビ

ス
事

業
者

・
団
体

等
）

 

福
祉

関
係

者
は

、
平

常
時

に
把

握
し

て
お

い
た

「
基

本
情

報
」
、
「

特
別

支
援

計
画

」
を

活
用

し
、

地
域
等

と
協

力
し
て
要
配
慮
者
の
支

援
に
あ
た
る
。
 

ア
 
特
別
支

援
計

画
に
基

づ
く

要
配
慮

者
の

避
難
支

援
 

イ
 
要
配
慮

者
の

緊
急
受

入
れ

等
へ
の

協
力
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６
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 ４
 
要
配
慮
者
の

避
難

の
流
れ

 

対象者 発災後 １～３日 発災後 ４日～１月未満 １月経過後 

 

 

 

 

 

 

 

○要配慮者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特別支援計画の対象者 

 

 

※直接、避難を行う 

 

 

 

 

＜情報収集＞  

◎ 避難が必要な人数の把握 

◎ 身体・精神状況の確認 

◎ 受入れ先との調整 

 

○施設入所には至らないが配慮が必要 

 

 

 

 

 

●施設等への入所が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜マニュアルに基づき運営＞ 

◎ 介助スタッフの手配 

◎ ボランティアの募集 

◎ 資機材の調達 

◎ 日用品・介護用品の手配 

◎ 収容人員のチェック 

◎ 利用者の部屋割り  など 

 

※民間の特別養護老人ホーム８施設につ

いては個別に福祉避難所の開設及び運

営を依頼（対象施設は７ページ参照） 

 

 

●心身、介護の状況の悪化等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一次避難所（53箇所） 

自宅、地域 

福祉避難所（15施設） 

二次避難所の開設 

仮設住宅に移転 

・重篤な状態 

・自宅が危険区域内で

寝たきり 

         等 

身体障害者 

知的障害者 

要介護認定者 

高齢者 

妊産婦・乳幼児 

精神障害者 

病弱者 

      等 

避難協定施設 

35施設 

医療機関等 

特定高齢者、病弱者 

要支援・介護１、２ 

身障、知的、精神 

妊産婦、乳幼児  等 

身体障害者 1・2 

知的障害者 Ａ・Ｂ 

介護度3以上 

病弱者（専門医療）等 

自宅等に移転 

搬送 

 

情報 

搬送   情報 搬送   情報 

一般の地域住民 

情報伝達 

避難誘導 

安否確認 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

８．協定等 
  



 



資
料
８

地
域

防
災

計
画

掲
載

番
号

協
定

の
名

称
協

定
先

主
な

内
容

締
結

年
月

日
担

当
課

8-
1

災
害

時
の
相

互
応

援
に

関
す

る
協
定

富
士

宮
市

資
機

材
、

物
資

の
提
供

及
び
あ

っ
せ
ん

、
職
員

の
派
遣

、
ほ

か
要

請
の
あ

っ
た
事

項
平

成
2
2年

4月
1日

防
災

危
機
管

理
課

8-
2

災
害

時
相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

ひ
た

ち
な

か
市
、

市
川
市

、
茅
ヶ

崎
市

食
料

・
飲

料
水

・
生
活

必
需

品
・

資
機

材
等

の
提

供
、

車
両
の

提
供

、
職

員
の
派

遣
、
一

時
収
容

施
設

の
提

供
、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

あ
っ

旋
、

そ
の

他
平

成
9
年
1
0月

3日
防

災
危

機
管

理
課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

富
士
伊

豆
農

業
協

同
組
合

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(主
食

、
副

食
等
)

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
エ
ン

チ
ョ

ー
富

士
店

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(身
の

ま
わ

り
品
、

日
用
品

等
)

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

株
式
会

社
マ

キ
ヤ

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(主
食

・
副

食
・
日

用
品
等

)
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

ワ
タ
寝

具
組

合
富

士
支
部

（
シ

バ
タ

ふ
と

ん
店

、
松

永
ふ

と
ん

店
、
藁

科
ふ

と
ん

店
、

吉
川

ふ
と

ん
店

、
八

木
商

店
）

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(毛
布

・
布

団
・

タ
オ

ル
等

)
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

富
士
米

穀
卸

㈱
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(米
)

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

マ
ッ
ク

ス
バ

リ
ュ

ー
東
海

㈱
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(食
料

品
・

生
活
必

需
品
等

)
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

社
団
法

人
県

Ｌ
Ｐ

ガ
ス
協

会
富
士

地
区
会

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(Ｌ
Ｐ

ガ
ス

・
ガ
ス

器
具
)

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

生
活
協

同
組

合
コ

ー
プ
し

ず
お
か

（
ユ

ー
コ

ー
プ

し
ず

お
か
）

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(主
食

・
副

食
・

日
用

品
・

食
器
等

)
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

富
士
地

区
給

食
組

合
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(主
食

・
副

食
等
)

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
ク
リ

エ
イ

ト
エ

ス
・
デ

ィ
ー

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(タ
オ

ル
・

オ
ム
ツ

・
生
理

用
品
等

)
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

ウ
エ
ル

シ
ア

薬
局

株
式
会

社
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(タ
オ

ル
・

オ
ム
ツ

・
生
理

用
品
等

)
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
カ
イ

ン
ズ

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(生
活

必
需

品
等
)

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
伊
藤

園
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(清
涼

飲
料

水
等
)

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
静
鉄

ス
ト

ア
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(主
食

・
副

食
・
日

用
品
等

)
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

王
子
コ

ン
テ

ナ
ー

㈱
富
士

工
場

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(ダ
ン

ボ
ー

ル
製
品

)
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

NP
O法

人
コ

メ
リ

災
害

対
策
セ

ン
タ
ー

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(作
業

用
品

・
生
活

必
需
品

等
)

-
商

業
労

政
課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
コ
ー

チ
ョ

ー
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(ト
イ

レ
タ

リ
ー
用

品
、
高

齢
者
用

お
む

つ
等

）
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

イ
デ
シ

ギ
ョ

ー
㈱

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(テ
ィ

ッ
シ

ュ
ペ
ー

パ
ー
・

ト
イ
レ

ッ
ト

ロ
ー

ル
等
）

-
商

業
労

政
課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
ホ
テ

イ
フ

ー
ズ

コ
ー
ポ

レ
ー
シ

ョ
ン

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(缶
詰

）
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
タ
カ

ラ
・

エ
ム

シ
ー

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(食
料

、
飲

料
水
、

日
用
品

等
）

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

富
士
木

材
㈱

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(ダ
ン

ボ
ー

ル
ベ
ッ

ド
・
エ

ア
ー
マ

ッ
ト

、
簡

易
ト
イ

レ
）

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

鈴
木
紙

器
(有

)
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(ダ
ン

ボ
ー

ル
ベ
ッ

ド
）

-
商

業
労

政
課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
大
富

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(ダ
ン

ボ
ー

ル
ベ
ッ

ド
）

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
ケ
ー

・
デ

ー
・

エ
ス

保
有

す
る

物
資

の
提
供

(バ
ス

タ
オ

ル
・
フ

ェ
イ
ス

タ
オ
ル

等
）

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

㈱
ナ
フ

コ
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(食
料

、
飲

料
水
、

生
活
必

需
品
、

電
気

用
品

、
暖
房

機
器
）

-
商

業
労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

UD
リ
テ

ー
ル

㈱
保
有

す
る

物
資

の
提
供

(食
料

品
、

飲
食
品

、
衣
料

品
、
日

用
生

活
品

）
-

商
業

労
政

課

8-
3

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協
定

大
興
製

紙
㈱

保
有

す
る

物
資

の
提
供

（
タ
オ

ル
ペ
ー

パ
ー
）

-
商

業
労
政

課

8-
4

災
害

時
に

お
け

る
石

油
類
燃

料
の
供

給
協
力

に
関

す
る

協
定

県
石
油

業
共

同
組

合
富

士
支

部
災
害

従
事

車
両

へ
の
燃

料
の

供
給

令
和

6年
4月

1日
資

産
経
営

課

8-
5

学
校

等
の

施
設

を
避

難
施
設

と
し
て

使
用
す

る
こ

と
に

関
す

る
覚

書
県

立
吉

原
高

等
学

校
避
難

地
・

避
難

所
と
し

て
の
使

用
平

成
9
年
8
月

1
2日

防
災

危
機
管

理
課

8-
5

学
校

等
の

施
設

を
避

難
施
設

と
し
て

使
用
す

る
こ

と
に

関
す

る
覚

書
県

立
富

士
高

等
学

校
避
難

地
・

避
難

所
と
し

て
の
使

用
平
成

9年
9月

3日
防
災

危
機
管

理
課

8-
5

学
校

等
の

施
設

を
避

難
施
設

と
し
て

使
用
す

る
こ

と
に

関
す

る
覚

書
県

立
富

士
東

高
等

学
校

避
難

地
・

避
難

所
と
し

て
の
使

用
平
成

9年
9月

3日
防
災

危
機

管
理

課

8-
5

学
校

等
の

施
設

を
避

難
施
設

と
し
て

使
用
す

る
こ

と
に

関
す

る
覚

書
富

士
見

中
学

校
・

高
等
学

校
避
難

地
・

避
難

所
と
し

て
の
使

用
平
成

9年
9月

5日
防
災

危
機
管

理
課

8-
6

災
害

時
に

お
け

る
要

援
護
者

の
緊
急

受
入
れ

及
び

連
携

等
に

関
す

る
協

定
福

祉
施

設
居
住

困
難

な
災

害
時
要

援
護
者

に
対
す

る
施
設

へ
の
受

入
れ
3
5施

設
-

高
齢

者
支

援
課

障
害

福
祉

課
こ

ど
も

家
庭

課

8-
7

覚
書

(福
祉

避
難

所
と

し
て

の
使

用
許
可

)
県

立
富

士
特

別
支

援
学

校
福
祉

避
難

所
と

し
て
の

使
用

平
成

16
年

9月
21

日
高

齢
者

支
援

課

8-
8

漁
船

に
よ
る

緊
急

輸
送

活
動

に
関
す

る
協
定

田
子

の
浦

魚
業
協

同
組
合

海
上

に
お

け
る

緊
急
輸

送
活
動

平
成

10
年

8月
20

日
産

業
政
策

課

8-
9

災
害

時
の
緊

急
協

力
に

関
す

る
協
定

富
士

市
水

道
指
定

工
事
店

協
同
組

合
水
道

施
設

及
び

給
水
装

置
等

の
応

急
復

旧
、

給
水

の
た

め
の
車

両
の

提
供

並
び
に

配
水
地

で
の
応

急
給

水
、

自
家
発

電
機

の
運

転
、

他
必

要
と

認
め

た
事
項

平
成

15
年

8月
29

日
上
下

水
道
営

業
課

8
-1

0
災

害
時
に

必
要

な
機

器
の
調

達
に
関

す
る
協

定
（

リ
ー

ス
事

業
者

）
大

興
産

業
㈱

リ
ー

ス
事
業

部
富
士

営
業
所

、
新
日

本
建

販
㈱

静
岡

リ
ー

ス
セ
ン

タ
ー

発
電

機
の

供
給

、
そ
の

他
指

定
す

る
機

器
平
成

7年
4月

1日
上
下

水
道
営

業
課

8
-1

1
災

害
復

旧
に

必
要

な
資

材
の

調
達
に

関
す
る

協
定

安
田
株

式
会

社
 
静

岡
支

店
水
道

管
及

び
継

手
、
バ

ル
ブ

一
式

の
供

給
、

他
指

定
す

る
資
材

平
成

9年
9月

1日
上

下
水

道
営

業
課

8
-1

2
災

害
発

生
時

に
お

け
る

富
士

市
と
富

士
市
内

郵
便

局
の

協
力

に
関

す
る

協
定

市
内
郵

便
局

車
両

の
提

供
、

避
難
先

リ
ス

ト
等

の
情

報
の

相
互

提
供

、
郵
便

局
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

を
活
用

し
た
広

報
活

動
、

道
路
等

の
損

傷
状

況
の

情
報

提
供

等
平

成
9年

11
月

13
日

防
災

危
機
管

理
課

8
-1

3
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務
に

関
す
る

協
定

富
士
市

建
設

業
組

合
公
共

施
設

の
被

害
状
況

の
把
握

、
公
共

施
設
の

応
急
復

旧
工
事

平
成

14
年
1
1月

19
日

建
設

総
務

課

8
-1

4
大

規
模

災
害

時
等

に
お

け
る

派
遣
警

察
部
隊

集
結

地
の

使
用

に
か

か
る

協
定

富
士
警

察
署

少
年

自
然

の
家

の
使
用

に
関
す

る
協
定

平
成

1
5年

5月
1日

防
災

危
機
管

理
課

8
-1

5
災

害
時

等
に

必
要

な
資

機
材

の
調
達

に
関
す

る
協

定

（
レ
ン

タ
ル

事
業

者
）
太

陽
建
機

レ
ン
タ

ル
㈱
、

レ
ン

ト
㈱

富
士

営
業

所
、
ア

ク
テ
ィ

オ
㈱
、

㈱
レ
ン

タ
ル

の
ニ

ッ
ケ

ン
、

プ
ラ
ン

ニ
ン
グ

富
士
㈱

、
㈱
富

士
ク

リ
ー

ン
サ

ー
ビ

ス

保
有

す
る

資
機

材
の
提

供
(仮

設
ト

イ
レ

・
テ

ン
ト

等
)

-
防
災

危
機
管

理
課

8-
16

-
1

災
害

時
の

医
療

救
護

活
動
に

関
す
る

協
定

社
団
法

人
富
士

市
医

師
会

医
療

救
護

活
動

の
実
施

に
伴

う
医

師
・

看
護

師
等

の
派

遣
平
成

15
年

1
0月

10
日

保
健

医
療

課

8-
16

-
2

災
害

時
の

医
療

救
護

活
動
に

関
す
る

協
定

社
団
法

人
富
士

市
歯

科
医

師
会

医
療

救
護
活

動
の

実
施

に
伴
う

歯
科
医

師
の
派

遣
平

成
24
年

5月
28

日
保

健
医
療

課

 
  
 
災
害
時
の

各
種
協
定

一
覧

資
料
８

地
域

防
災

計
画

掲
載

番
号

協
定

の
名

称
協

定
先

主
な

内
容

締
結

年
月

日
担

当
課

 
  
 
災
害
時
の

各
種
協
定

一
覧

8-
16
-
3

災
害

時
の

医
療

救
護

活
動
に

関
す

る
協

定
一

般
社

団
法
人

富
士

市
薬

剤
師
会

医
療

救
護
活

動
の

実
施

に
伴

う
薬

剤
師

の
派
遣

平
成

24
年

2月
20

日
保

健
医
療

課

8
-1
7

災
害

時
に

お
け

る
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
一

般
社

団
法

人
静

岡
県
県

解
体
工

事
業
協

会
被
災

し
た

建
築

物
等
の

緊
急
解

体
工
事

平
成

22
年

2月
10

日
建

設
総

務
課

8
-1
8

災
害

時
に

必
要

な
医

薬
品

等
の

調
達

に
関

す
る

協
定

テ
ル
モ

株
式

会
社

静
岡
支

店
保
有

す
る

医
薬

品
等
の

提
供

平
成

17
年
1
1月

18
日

病
院

総
務

課

8
-2
0

非
常

事
態

に
係

る
緊

急
放
送

に
関
す

る
協
定

富
士
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

エ
フ

エ
ム
放

送
株
式

会
社

非
常

時
の
緊

急
放

送
の

実
施

平
成

17
年
1
0月

25
日

シ
テ

ィ
プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

8
-2
1

東
名

高
速

道
内

の
富

士
・
沼

津
イ
ン

タ
ー
チ

ェ
ン

ジ
間

に
お

け
る
消

防
相
互

応
援
協

定
沼

津
市

災
害

時
に

お
け

る
消
防

活
動
の

相
互
応

援
（
応

援
内

容
：

高
速
道

路
）

昭
和

44
年

3月
19

日
警

防
課

8
-2
1

富
士

市
・

富
士

宮
市

消
防
相

互
応
援

協
定

富
士
宮

市
災
害

時
に

お
け

る
消
防

活
動
の

相
互
応

援
（
応

援
内

容
：

す
べ
て

の
災
害

）
昭

和
4
6年

9月
1日

警
防

課

8
-2
1

富
士

市
・

沼
津

市
消

防
相
互

応
援
協

定
沼

津
市

災
害

時
に

お
け

る
消
防

活
動
の

相
互
応

援
（
応

援
内

容
：

す
べ
て

の
災
害

）
昭

和
47
年

5月
19

日
警

防
課

8
-2
1

富
士

市
・

静
岡

市
消

防
相
互

応
援
協

定
静

岡
市

災
害

時
に

お
け

る
消
防

活
動
の

相
互
応

援
（
応

援
内

容
：

す
べ
て

の
災
害

）
昭

和
47
年

5月
19

日
警

防
課

8
-2
1

静
岡

県
消

防
相

互
応

援
協
定

県
下
全

市
町

災
害

時
に

お
け

る
消
防

活
動
の

相
互
応

援
（
応

援
内

容
：

す
べ
て

の
災
害

）
昭

和
6
2年

3月
2日

警
防

課

8
-2
1

東
名

高
速

道
内

の
富

士
・
清

水
イ
ン

タ
ー
チ

ェ
ン

ジ
間

に
お

け
る
消

防
相
互

応
援
協

定
静

岡
市

災
害

時
に

お
け

る
消
防

活
動
の

相
互
応

援
（
応

援
内

容
：

高
速
道

路
）

平
成

20
年

11
月
1
日

警
防
課

8
-2
1

新
東

名
高

速
道

に
お

け
る
消

防
相
互

応
援
に

関
す

る
協

定
静

岡
市

・
富

士
宮

市
災
害

時
に

お
け

る
消
防

活
動
の

相
互
応

援
（
応

援
内

容
：

高
速
道

路
）

平
成

24
年

4月
14

日
警

防
課

8
-2
1

新
東

名
高

速
道

に
お

け
る
消

防
相
互

応
援
に

関
す

る
協

定
沼

津
市

・
長

泉
町

災
害

時
に

お
け

る
消
防

活
動
の

相
互
応

援
（
応

援
内

容
：

高
速
道

路
）

平
成

24
年

4月
14

日
警

防
課

8
-2
2

ガ
ス

事
故

の
防

止
に

関
す
る

協
定

富
士
警

察
署

、
静

岡
ガ
ス

株
式
会

社
富
士

支
社
、

静
岡

県
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
協

会
富
士

地
区
会

、
東
京

電
力
株

式
会

社
富

士
支

社
ガ
ス

漏
れ

及
び

ガ
ス
爆

発
事
故

の
防
止

等
-

警
防
課

8
-2
3

環
富

士
山

地
域

に
お

け
る
災

害
時
の

相
互
応

援
に

関
す

る
協

定

（
山
梨

県
側

）
富

士
吉
田

市
、
西

桂
町
、

忍
野
村

、
山

中
湖

村
、

富
士

河
口
湖

町
、
鳴

沢
村
、

身
延
町

（
静
岡

県
側

）
沼

津
市
、

三
島
市

、
富
士

宮
市
、

富
士

市
、

御
殿

場
市

、
裾
野

市
、
長

泉
町
、

小
山
町

災
害

時
の

相
互

応
援
・

協
力
。

避
難
誘

導
活
動

、
救
出

救
助
、

被
災

者
等

受
入
施

設
の
提

供
、

食
料

・
飲

料
水
・

生
活
必

需
品
の

提
供
、

災
害
対

策
本
部

の
施

設
の

提
供
、

応
急
復

旧
活
動

、
長

期
避

難
生
活

世
帯
へ

の
（
仮

設
）
住

宅
の
提

供
、
児

童
・

生
徒

の
受
入

れ
、
災

害
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
あ
っ

旋
、
人

材
派
遣

並
び
に

資
機
材

・
車
両

の
提

供
、

そ
の
他

平
成

18
年

5月
10

日
防
災

危
機

管
理

課

8
-2
4

施
行

時
特

例
市

災
害

時
相
互

応
援
に

関
す
る

協
定

書
全

国
施

行
時

特
例

市
食
料

・
飲

料
水

・
生
活

必
需

品
の

提
供

、
職

員
の

派
遣

・
資
機

材
の

提
供

平
成
1
9年

4月
1日

防
災

危
機
管

理
課

8
-2
5

富
士

箱
根

伊
豆

交
流

圏
市
町

村
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
会

議
構

成
市

町
村
災

害
時
相

互
応
援

に
関
す

る
協

定

富
士
箱

根
伊

豆
交

流
圏
市

町
村
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
会

議
構

成
市

町
村

食
料

・
飲

料
水

・
生
活

必
需
品

の
提
供

、
被
災

者
受
入

施
設
の

提
供

、
救

出
救
助

・
医
療

・
応
急

復
旧

に
必

要
な
資

機
材
・

物
資
の

提
供
、

職
員
の

派
遣
、

そ
の

他
平

成
18

年
1
1月

30
日

防
災

危
機

管
理

課

8
-2
6

災
害

時
の

緊
急

協
力

に
関
す

る
協
定

（
し
尿

処
理

業
者

）
㈲

マ
ツ

ナ
ガ

、
㈱

エ
イ
コ

ウ
サ
ー

ビ
ス
、

吉
原
衛

生
運

輸
㈱

、
㈱

富
士

ク
リ
ー

ン
サ
ー

ビ
ス
、

富
士
衛

生
運

輸
㈱

、
㈲

池
谷

企
業
、

㈲
不
二

設
備
保

全
、
㈲

蒲
原

工
業

、
㈲

由
比

環
境
保

全
セ
ン

タ
ー
、

㈲
大
沼

興
業

指
定

避
難

所
・

医
療
救

護
所
・

救
護
病

院
等
の

し
尿
の

収
集
・

運
搬

、
仮

設
ト
イ

レ
の
運

搬
及
び

撤
去

、
衛

生
用
品

の
補
充

平
成

19
年

4月
26

日
廃

棄
物

対
策
課

8
-2
7

災
害

時
に

お
け

る
応

急
対
策

業
務
に

関
す
る

協
定

富
士
地

区
鳶

工
業

連
合
会

公
共

施
設

の
応

急
復
旧

工
事

平
成

19
年
1
2月

21
日

建
設

総
務

課

8
-2
8

災
害

時
に

お
け

る
浴

場
の
使

用
に
関

す
る
協

定

（
浴
場

事
業

者
）

湯
屋
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
株
式

会
社
湯

屋
鷹
岡

、
株
式

会
社

ｴｲ
ﾜ
ﾝｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂﾌ
ﾟ
ﾗｻ
ﾞ
富
士

湯
ら
ぎ

の
里
、

清
武
総

業
株

式
会

社
野

草
風

呂
よ
も

ぎ
湯

被
災

者
の

浴
場

の
使
用

平
成

19
年
1
2月

21
日

防
災

危
機

管
理

課

8
-2
9

災
害

救
助

に
必

要
な

飲
料

の
供

給
に

関
す

る
協

定
サ

ン
ト

リ
ー

フ
ー

ズ
株
式

会
社

飲
料

(ミ
ネ

ラ
ル
ウ

ォ
ー
タ

ー
、
そ

の
他
飲

料
)の

提
供

平
成

20
年

3月
24

日
防

災
危

機
管

理
課

8
-3
0

災
害

時
に

お
け

る
家

屋
被
害

認
定
調

査
に
関

す
る

協
定

静
岡
県

土
地

家
屋

調
査
士

会
被
害

調
査

の
協

力
平

成
21

年
3月

30
日

資
産

税
課

8
-3
2

災
害

時
の

情
報

交
換

に
関
す

る
協
定

国
土
交

通
省
中

部
地

方
整

備
局

国
か

ら
の

現
地

情
報
連

絡
員
（

リ
エ
ゾ

ン
）
の

派
遣

平
成

23
年

4月
26

日
防

災
危

機
管

理
課

8
-3
3

災
害

生
活

ご
み

の
収

集
運
搬

に
関
す

る
協
定

富
士
市

一
般
廃

棄
物

協
同

組
合

災
害

生
活
ご

み
収

集
運

搬
平

成
23
年

3月
25

日
廃

棄
物

対
策

課

8
-3
4

津
波

避
難

ビ
ル

と
し

て
の
使

用
に
関

す
る
協

定
建

物
所

有
者

地
域

住
民

等
が

津
波
か

ら
緊
急

避
難
す

る
際
の

緊
急
避

難
施
設

と
し

て
の

使
用
許

可
-

防
災

危
機
管

理
課

8
-3
5

災
害

時
等

に
お

け
る

自
動
車

教
習
所

一
時
使

用
等

に
関

す
る

協
定

昭
和

自
動

車
学

校
、

吉
原

自
動

車
学

校
、

静
岡

県
中

央
自

動
車

学
校

、
静

岡
県

富
士

自
動

車
学

校
住
民

等
の

一
時

避
難
に

使
用
す

る
場
所

の
提
供

、
救
助

隊
等
の

活
動

拠
点

に
使
用

す
る
場

所
の
提

供
、

周
辺

の
情
報

の
伝
達

、
Ａ
Ｅ

Ｄ
・
車

両
等
の

提
供
、

そ
の

他
平

成
23

年
1
0月

20
日

防
災

危
機

管
理

課

8
-3
6

災
害

時
に

お
け

る
応

急
対
策

業
務
に

関
す
る

協
定

（
公
益

社
団

法
人

）
日
本

下
水
道

管
路
管

理
業
協

会
中

部
支

部
静

岡
県

部
会

下
水

道
施

設
の

応
急
対

策
活
動

平
成
2
5年

2月
4日

下
水

道
施

設
維

持
課

8
-3
7

災
害

時
相

互
応

援
に

関
す
る

協
定

雫
石
町

物
資

・
資

機
材

の
提
供

、
職
員

の
派
遣

、
一
時

収
容
施

設
の
提

供
、

ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
の
あ

っ
旋
、

児
童

・
生

徒
の
受

け
入
れ

、
そ
の

他
平

成
25
年

7月
30

日
防
災

危
機

管
理

課

8
-3
8

災
害

時
に

お
け

る
傷

病
者
等

の
搬
送

業
務
及

び
情

報
通

信
に

関
す
る

協
定

静
岡
県

タ
ク

シ
ー

協
会

富
士
・

富
士

宮
支

部
傷
病

者
・

医
療

従
事
者

の
医
療

救
護
所

及
び
医

療
機
関

へ
の
緊

急
搬

送
、

無
線
局

・
無
線

通
信
体

系
に

よ
る

情
報
通

信
、
そ

の
他

平
成
2
5年

8月
2日

保
健

医
療

課

8
-3
9

災
害

時
等

に
必

要
な

資
機

材
の

調
達

に
関

す
る

協
定

株
式
会

社
ナ

ガ
ワ

仮
設

ハ
ウ

ス
、

暖
房
機

器
、

冷
却

機
器

、
そ

の
他

の
供

給
平

成
２
５

年
６
月

３
日

商
業

労
政

課

8
-4
0

災
害

の
発

生
時

に
お

け
る
輸

送
業
務

等
の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

（
一
社

）
静

岡
県

ト
ラ
ッ

ク
協
会

緊
急

・
救

援
物

資
の
輸

送
、
資

機
材
の

提
供
、

輸
送
業

務
に
関

す
る

情
報

収
集
な

ど
平

成
26
年

4月
23

日
商

業
労

政
課

8
-4
1

災
害

又
は

事
故

に
お

け
る
測

量
設
計

等
業
務

委
託

に
関

す
る

協
定

一
般
社

団
法

人
静

岡
県
測

量
設
計

業
協
会

公
共

土
木

施
設

等
の
機

能
確
保

又
は
回

復
に
係

る
必
要

最
小
限

の
測

量
設

計
平
成

25
年
1
2月

12
日

建
設

総
務

課

8
-4
2

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る
司

法
書
士

相
談
業

務
の

支
援

に
関

す
る
協

定
静

岡
県

司
法

書
士

会
相
続

に
関

す
る

相
談
、

不
動
産

登
記
・

法
人
登

記
に
関

す
る
相

談
、

不
在

者
財
産

管
理
制

度
及
び

相
続

財
産

管
理
制

度
に
関

す
る
相

談
、
成

年
後
見

制
度
に

関
す

る
相

談
、
他

平
成

26
年

8月
27

日
市

民
安

全
課

8
-4
3

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る
被

災
者
支

援
協
力

に
関

す
る

協
定

静
岡
県

行
政

書
士

会
被
災

者
支

援
相

談
窓
口

の
設

置
、

会
員

の
派

遣
、

他
平

成
2
5年

7月
2日

市
民

安
全

課

8
-4
4

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る
医

療
救
護

活
動
の

実
施

に
関

す
る

協
定

学
校
法

人
森

島
学

園
富

士
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ
ョ

ン
専
門

学
校

傷
病

者
の

ト
リ

ア
ー
ジ

補
助
、

傷
病
者

の
応
急

処
置
補

助
、
治

療
待

機
者

及
び
既

治
療
者

の
経
過

観
察

補
助

、
そ
の

他
医
療

救
護
所

運
営
責

任
者
が

必
要
と

認
め

る
も

の
平

成
26

年
1
2月

19
日

保
健

医
療

課

8
-4
6

下
水

道
施

設
に

お
け

る
災
害

時
緊
急

応
援
に

関
す

る
協

定
(株

)ウ
ォ

ー
タ
ー

エ
ー
ジ

ェ
ン
シ

ー
下
水

道
施

設
（

処
理
場

及
び
マ

ン
ホ
ー

ル
ポ
ン

プ
）
の

緊
急
応

援
活

動
平

成
2
8年

7月
1日

下
水

道
施

設
維
持

課

8
-4
7

災
害

時
に

お
け

る
下

水
道
電

気
設
備

の
応
援

協
定

に
関

す
る

協
定

(株
)東

芝
　

静
岡

支
店

下
水

道
施

設
（

処
理
場

電
気

設
備

）
の

災
害

復
旧

活
動

平
成

27
年

6月
22

日
下

水
道
施

設
維
持

課

8
-4
8

広
域

物
資

拠
点

の
代

替
・
補

完
施
設

に
関
す

る
協

定
富

士
中

央
青

果
株

式
会
社

広
域

物
資

拠
点

の
代
替

・
補
完

施
設
と

し
て
、

岳
南
富

士
地
方

卸
売

市
場

を
使
用

す
る
こ

と
に
つ

い
て

平
成
2
8年

商
業

労
政

課

8
-4
9

災
害

時
被

災
者

支
援

活
動
に

関
す
る

富
士
市

と
静

岡
県

弁
護

士
会
と

の
協
定

静
岡
県

弁
護

士
会

被
災

者
法

律
相

談
等
の

被
災

者
支

援
活

動
平

成
2
8年

市
民

安
全

課



資
料
８

地
域

防
災

計
画

掲
載

番
号

協
定

の
名

称
協

定
先

主
な

内
容

締
結

年
月

日
担

当
課

 
  
 
災
害
時
の

各
種
協
定

一
覧

8
-5

0
災

害
時
に

お
け

る
畳

の
提
供

等
に
関

す
る
協

定
5日

で
50

0
0枚

の
約
束

。
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
実
行

委
員

会
畳
の

提
供

平
成

29
年

3月
23

日
防
災

危
機
管

理
課

8
-5

1
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
用

電
器
資

機
材
等

の
設

置
支

援
に

関
す

る
協

定
静

岡
県

電
機

商
業

組
合
富

士
支
部

避
難

所
に

お
け

る
テ
レ

ビ
等
の

電
器
資

機
材
の

提
供

平
成

28
年
1
2月

27
日

防
災

危
機
管

理
課

8
-5

2
災

害
時

に
お

け
る

地
図

製
品

等
の
供

給
等
に

関
す

る
協

定
株

式
会

社
ゼ

ン
リ

ン
地
図

製
品

等
の

供
給
及

び
利
用

平
成

28
年

1
2月

28
日

防
災

危
機
管

理
課

8
-5

3
災

害
時
に

お
け

る
施

設
利
用

に
関
す

る
協
定

信
栄
製

紙
株
式

会
社

地
区

住
民

及
び

帰
宅
困

難
者

等
が

緊
急

に
待

避
す

る
た

め
一
時

的
に

施
設

の
使
用

を
す
る

こ
と

平
成
2
7年

7月
3日

防
災

危
機

管
理

課

8
-5

4
災

害
に

係
る

情
報
発

信
等
に

関
す
る

協
定

ヤ
フ
ー

株
式
会

社
キ
ャ

ッ
シ

ュ
サ

イ
ト
の

用
意

、
災

害
情

報
ブ

ロ
グ

を
活

用
し
た

情
報

発
信

手
段
の

確
保
、

避
難
所

マ
ッ

プ
・

避
難
情

報
の

発
信

平
成

27
年

8月
11

日
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー
シ

ョ
ン

課

8
-5

5
減

災
を
目

的
と

し
た

防
災
A
Rに

関
す

る
協
定

書
一

般
社

団
法
人

全
国

防
災

共
助

協
会

防
災

AR
シ
ス

テ
ム

を
活

用
し
た

災
害
に

係
る
情

報
発
信

平
成
2
6年

9月
1日

防
災

危
機
管

理
課

8
-5

6
特

設
公

衆
電

話
の
設

置
・
利

用
に
関

す
る
覚

書
西

日
本

電
信
電

話
株

式
会

社
非
常

用
電

話
の

設
置
及

び
利
用

・
管
理

等
平

成
2
7年

防
災

危
機

管
理

課

8
-5

7
大

規
模

災
害

時
に

お
け

る
鍼

灸
・
マ

ッ
サ
ー

ジ
施

術
等

の
支

援
に

関
す

る
協

定

（
公
社

）
静

岡
県

鍼
灸
ﾏ
ｯｻ

ｰ
ｼﾞ
師

会
富
士

市
地
方

師
会 （

公
社

）
静

岡
県

鍼
灸
師

会
東
部

支
部

被
災

者
の

健
康

管
理
の

た
め

の
鍼

灸
・

マ
ッ

サ
ー

ジ
の

施
術
等

平
成
２
９
年
１
０
月
１
９
日

防
災

危
機

管
理

課

8
-5

8
災

害
時

に
お

け
る

無
人

航
空

機
に
よ

る
活
動

に
関

す
る

協
定

企
業
組

合
フ

ジ
ヤ

マ
ド
ロ

ー
ン

無
人

航
空

機
に

よ
る
災

害
情
報

の
収
集

等
の
活

動
平
成
２
９
年
１
０
月
１
７
日

防
災

危
機

管
理

課

8
-5

9
災

害
時

に
お

け
る

飲
料

水
等

の
供
給

に
関
す

る
協

定
旭

化
成

株
式

会
社

飲
料

水
の

確
保

平
成

2
9年

9月
6日

防
災

危
機
管

理
課

8
-6

1
一

般
廃

棄
物

処
理

に
関

す
る

災
害
時

等
の
相

互
援

助
に

関
す

る
協

定
県

内
各

市
町

等
一
般

廃
棄

物
処

理
に
関

す
る
災

害
時
等

の
相
互

応
援

-
廃

棄
物

対
策

課

8
-6

2
災

害
時

に
お

け
る

傷
病

者
等

の
搬
送

業
務
に

関
す

る
協

定
民

間
救

急
サ

ー
ビ

ス
ア
シ

ス
ト

傷
病

者
等

の
搬

送
業
務

に
係
る

協
力

平
成
3
0年

2月
1日

保
健

医
療

課

8
-6

3
大

規
模

災
害

時
に

お
け

る
応

急
給
水

及
び
応

急
復

旧
拠

点
と

し
て

富
士

市
教

育
プ
ラ

ザ
の
使

用
に

係
る

覚
書

富
士
市

教
育

長
大
規

模
災

害
時

に
お
け

る
富
士

市
教
育

プ
ラ
ザ

の
使
用

に
つ
い

て
平

成
３
０

年
２
月

１
日

上
下

水
道
営

業
課

8
-6

4
災

害
時
に

お
け

る
支

援
協
力

に
関
す

る
協
定

㈱
ヨ
シ

ノ
ロ
ジ

コ
緊
急

物
資

の
荷

さ
ば
き

業
務

、
緊

急
支

援
物

資
の

配
送

、
フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
等
の

備
品
の

借
用
等

平
成

29
年

1
2月

11
日

商
業

労
政

課

8
-6

5
被

災
者

支
援

並
び

に
遺

体
収

容
等
の

支
援
に

関
す

る
協

定
一

般
社

団
法

人
全

日
本
冠

婚
葬
祭

互
助
協

会
帰
宅

困
難

者
に

対
す
る

施
設

の
提

供
、

被
災

者
に

対
す

る
炊
き

出
し

や
食

事
等
の

提
供
。

遺
体
の

収
容

及
び

安
置
に

必
要

な
機

材
、

資
材

及
び

消
耗

品
並
び

に
作

業
等

の
役
務

、
遺
体

を
安
置

す
る

施
設

の
提
供

、
遺

体
搬

送
用

寝
台

車
及

び
霊

柩
車
等

に
よ

る
遺

体
搬
送

平
成

30
年

3月
20

日
福

祉
総

務
課

防
災

危
機

管
理

課

8
-6

6
災

害
時

に
お

け
る

遺
体

収
容

等
の
支

援
に
関

す
る

協
定

富
士

伊
豆

農
業

協
同

組
合

(株
)
フ
ジ

ヤ
ガ

バ
ナ

ン
ス

平
成
記

念
館

(株
)
鈴
由

慶
弔

総
合

セ
ン

タ
ー

(有
)
金
刺

葬
祭

静
岡

県
葬

祭
業

協
同

組
合

遺
体

の
収

容
及

び
安
置

に
必

要
な

機
材

、
資

材
及

び
消

耗
品
並

び
に

作
業

等
の
役

務
、
遺

体
を
安

置
す

る
施

設
の
提

供
、

遺
体

搬
送

用
寝

台
車

及
び

霊
柩
車

等
に

よ
る

遺
体
搬

送
平

成
30
年

3月
30

日
福

祉
総
務

課

8
-6

7
災

害
時

に
お

け
る

福
祉

用
具

等
物
資

の
供
給

及
び

貸
与

の
協

力
に

関
す

る
協

定
プ

ラ
イ

ム
ケ

ア
東

海
株
式

会
社

福
祉

避
難

所
等

に
お
い

て
必

要
と

す
る

介
護

用
品

・
衛

生
用
品

等
の

福
祉

用
具
等

物
資
の

提
供
及

び
貸

与
平

成
3
1年

2月
4日

福
祉

総
務

課

8
-6

8
災

害
時

に
お

け
る

福
祉

用
具

等
物
資

の
供
給

及
び

貸
与

の
協

力
に

関
す

る
協

定
一

般
社

団
法

人
日

本
福
祉

用
具
供

給
協
会

福
祉

避
難

所
等

に
お
い

て
必

要
と

す
る

介
護

用
品

・
衛

生
用
品

等
の

福
祉

用
具
等

物
資
の

提
供
及

び
貸

与
平

成
3
1年

4月
1日

福
祉

総
務

課

8
-6

9
福

祉
避
難

所
の

設
置

運
営
に

関
す
る

協
定

社
会
福

祉
法

人
美

芳
会
、

鑑
石
園

、
湖
成

会
、
信

愛
会

、
芙

蓉
会

、
岳

陽
会
、

真
澄
会

、
富
士

厚
生
会

福
祉

避
難

所
と

し
て
の

使
用

平
成

31
年

3月
20

日
高

齢
者

支
援
課

8
-7

0
災

害
時

等
に

お
け

る
富

士
市

と
一
般

社
団
法

人
静

岡
県

助
産

師
会

と
の

協
力

に
関
す

る
協
定

一
般
社

団
法

人
　

静
岡
県

助
産
師

会
災
害

時
の

妊
産

婦
及
び

乳
幼
児

に
対
す

る
支
援

活
動
へ

の
協
力

平
成

31
年

3月
19

日
こ

ど
も

家
庭
課

8
-7

1
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

活
動
に

関
す
る

協
定

富
士
造

園
緑

化
協

会
道
路

及
び

防
災

拠
点
施

設
等
の

被
害
状

況
調
査

、
樹
木

等
支
障

物
の

除
去

平
成

30
年

6月
12

日
み

ど
り
の

課

8
-7

2
災

害
時

に
お

け
る

学
習

活
動

支
援
に

関
す
る

協
定

富
士
地

区
学

校
生

活
協
同

組
合

児
童

生
徒

の
学

習
活
動

支
援

及
び

心
の

ケ
ア

を
目

的
と

し
た
、

衛
生

管
理

用
品
や

画
用
紙

等
の
物

品
調

達
及

び
楽
器

演
奏

会
の

開
催

等
令

和
元

年
6月

7日
学

校
教

育
課

8
-7

3
災

害
時

に
積

極
的

な
復

旧
支

援
と
社

会
貢
献

に
関

す
る

協
定

富
士
市

技
能

職
団

体
連
絡

協
議
会

各
技

能
職

団
体

が
有
す

る
技

能
に

よ
る

、
市

の
災

害
対

策
へ
の

協
力

及
び

被
災
市

民
の
災

害
復
旧

へ
の

積
極

的
参
加

平
成

31
年

3月
26

日
商

業
労
政

課

8
-7

4
災

害
時
に

お
け

る
支

援
協
力

に
関
す

る
協
定

富
士
市

ホ
テ
ル

旅
館

業
組

合
災
害

復
旧
に

当
た

る
者

へ
組
合

員
が
所

有
す
る

宿
泊
施

設
の
優

先
的
提

供
平

成
31
年

4月
12

日
防
災

危
機
管

理
課

8
-7

5
災

害
時

に
お

け
る

無
人

航
空

機
に
よ

る
活
動

に
関

す
る

協
定

株
式
会

社
イ

ー
シ

ー
セ
ン

タ
ー

無
人

航
空

機
に

よ
る
災

害
情
報

の
収
集

等
の
活

動
令

和
元
年

8月
13

日
防

災
危

機
管

理
課

8
-7

6
災

害
発
生

時
等

の
応

急
給
水

に
関
す

る
協
定

ミ
ナ
ト

流
通
サ

ー
ビ

ス
株

式
会
社

大
型

車
両
に

よ
る

飲
料

水
等
の

輸
送
・

応
急
給

水
令

和
元
年

8月
27

日
上
下

水
道
営

業
課

8
-7

7
地

理
空

間
情

報
の

活
用

促
進

の
た
め

の
協
力

に
関

す
る

協
定

国
土
交

通
省

国
土

地
理
院

地
理

空
間

情
報

の
相
互

活
用
及

び
情
報

・
技
術

の
提
供

令
和

元
年

9月
11

日
防
災

危
機
管

理
課

8
-7

8
地

震
等

の
災

害
発

生
時

に
お

け
る
市

民
生
活

の
支

援
に

関
す

る
協

定
(D

PL
新

富
士
Ⅱ

)
三

井
住

友
信

託
銀

行
株
式

会
社

支
援

物
資

の
一

時
保
管

、
集
積

場
所
と

し
て
の

提
供
及

び
運
営

支
援

令
和

3年
12
月

14
日

防
災

危
機

管
理

課

8
-7

9
し

尿
処

理
施

設
に

お
け

る
災

害
時
緊

応
援
に

関
す

る
協

定
書

ク
ボ
タ

環
境

サ
ー

ビ
ス
株

式
会
社

(1
)
し
尿

処
理

施
設

の
被

害
状

況
調

査
(2
)
簡
易

な
設

備
の

緊
急

修
繕

及
び

応
急

復
旧

工
事

の
実
施

(3
)
し
尿

処
理

施
設

の
緊

急
運

転
操

作
令
和

2年
8月

1日
生
活

排
水
対

策
課

8
-8

0
災

害
時
に

お
け

る
施

設
使
用

に
関
す

る
協
定

書
富

士
酸

素
工
業

株
式

会
社

(1
)
避
難

所
と

し
て

の
乙

の
施

設
の

使
用

(2
)
応
援

職
員

等
の

受
け

入
れ

拠
点

と
し

て
の

乙
の

施
設
の

使
用

(3
)
応
援

職
員

等
の

休
憩

場
所

、
宿

泊
場

所
と

し
て

の
乙
の

施
設

の
使

用
(4
)
そ
の

他
甲

の
要

請
に

よ
り

乙
が

応
じ

ら
れ

る
事

項

令
和
2
年
9
月
1
7日

防
災

危
機

管
理

課

8
-8

1
災

害
時

等
に

お
け

る
施

設
の

一
時
使

用
等
に

関
す

る
協

定
富

士
信

用
金

庫

 
各

店
舗

周
辺

の
目
視

に
よ

る
被

害
等

の
情

報
伝

達
 
各

店
舗

が
所

有
す
る

Ａ
Ｅ

Ｄ
の

提
供

 
各

店
舗

の
自

主
防
災

組
織

と
の

情
報

連
携

及
び

物
資

等
の
提

供
 
応

急
給

水
拠

点
と
し

て
の

駐
車

場
等

ス
ペ

ー
ス

の
提

供
 
仮

設
ト

イ
レ

の
設
置

場
所

と
し

て
の

駐
車

場
等

ス
ペ

ー
ス
の

提
供

 
風

水
害

時
の

車
避
難

場
所

と
し

て
の

駐
車

場
ス

ペ
ー

ス
の
提

供
 
避

難
所

と
し

て
の
研

修
施

設
の

提
供

 
そ

の
他

両
者

が
必
要

と
認

め
る

事
項

令
和
2
年
9
月
2
3日

防
災

危
機

管
理

課

8
-8

2
災

害
時

に
お

け
る

移
動

困
難

な
高
齢

者
の
搬

送
業

務
に

関
す

る
協

定
書

シ
ン
フ

ジ
ハ

イ
ヤ

ー
㈱
、

介
護
タ

ク
シ
ー

優
㈱
、

介
護

タ
ク

シ
ー

大
ち

ゃ
ん
、

介
護
タ

ク
シ
ー

ふ
じ
、

高
ア

シ
ス

ト
サ

ー
ビ

ス
㈱
、

㈱
心

（
ア
シ

ス
ト

）
、

ふ
じ
さ

ん
介
護

タ
ク
シ

ー
、
よ

つ
ば

移
動

困
難

な
高

齢
者
に

対
す

る
、

避
難

所
か

ら
福

祉
避

難
所
へ

の
搬

送
当

令
和
2
年
1
1月

1日
高

齢
者

支
援
課

8
-8

3
学

校
等

の
施

設
を

緊
急

消
防

援
助
隊

受
援
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
関

す
る
覚

書
県

立
吉

原
工

業
高

等
学
校

緊
急

消
防

援
助

隊
の
進

出
拠
点

・
宿
営

場
所
と

し
て
の

使
用

令
和

2年
11
月

25
日

警
防

課

8
-8

4
大

規
模

な
災

害
時

に
お

け
る

敷
地
等

の
一
時

使
用

に
関

す
る

協
定

一
般
社

団
法

人
日

本
建
設

機
械
施

工
協
会

施
工
技

術
総

合
研

究
所

緊
急

消
防

援
助

隊
の
進

出
拠

点
と

し
て

の
使

用
平

成
27

年
1
2月

18
日

警
防
課

資
料
８

地
域

防
災

計
画

掲
載

番
号

協
定

の
名

称
協

定
先

主
な

内
容

締
結

年
月

日
担

当
課

 
  
 
災
害
時
の

各
種
協
定

一
覧

8
-8
5

災
害

時
に

お
け

る
非

常
災
害

放
送
に

関
す
る

協
定

書
静

岡
エ

フ
エ

ム
放

送
株
式

会
社

非
常

時
の

緊
急

放
送
の

実
施

令
和

2年
2月

1日
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
課

8
-8
6

災
害

時
に

お
け

る
資

機
材
の

レ
ン
タ

ル
に
関

す
る

協
定

書
株

式
会

社
ダ

イ
ワ

テ
ッ
ク

ソ
ー

ラ
ー

シ
ス

テ
ム
ハ

ウ
ス

、
ス

ト
ッ

ク
コ

ン
テ

ナ
、

ソ
ー
ラ

ー
シ

ス
テ

ム
照
明

令
和
3
年
8
月
1
7日

防
災

危
機
管

理
課

8
-8
7

災
害

時
に

お
け

る
資

機
材
の

レ
ン
タ

ル
に
関

す
る

協
定

書
三

協
フ

ロ
ン

テ
ア

株
式
会

社
ユ
ニ

ッ
ト

ハ
ウ

ス
等
（

仮
設
事

務
所
、

仮
設
ト

イ
レ
、

備
蓄
倉

庫
 ほ

か
）

令
和
3
年
8
月
2
6日

防
災

危
機

管
理

課

8
-8
8

通
信

障
害

時
に

お
け

る
土
地

の
使
用

に
関
す

る
覚

書
株

式
会

社
Ｎ

Ｔ
Ｔ

ド
コ
モ

通
信

障
害

時
に

お
い
て

、
広
見

公
園
駐

車
場
を

Ｎ
Ｔ
Ｔ

ド
コ
モ

が
一

時
的

に
使
用

す
る
た

め
の
協

定
令

和
3
年
1
2月

7日
防

災
危

機
管

理
課

み
ど

り
の

課

8
-8
9

富
士

市
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

セ
ン
タ

ー
の
設

置
・

運
営

等
に

関
す

る
協
定

書
富

士
市

社
会

福
祉

協
議
会

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
セ

ン
タ
ー

の
設
置

及
び
そ

れ
に
伴

う
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動
を

円
滑
に

実
施
す

る
た

め
の

協
定

令
和
4
年
1
月
1
8日

市
民

活
躍
・

男
女

共
同

参
画

課

8
-9
0

災
害

時
に

お
け

る
支

援
協
力

及
び
物

資
供
給

に
関

す
る

協
定

書
株

式
会

社
大

村
総

業
(1
)
 緊

急
物
資

集
積
所

に
お
け

る
荷
捌

き
業
務

(2
)
 保

有
す
る

フ
ォ
ー

ク
リ
フ

ト
等
の

備
品
貸

出
令

和
3
年
5
月
2
1日

商
業

労
政

課

8
-9
1

災
害

時
に

お
け

る
帰

宅
困
難

者
の
受

入
れ
施

設
に

係
る

管
理

協
定
書

ソ
シ
エ

ル
ふ

じ
全

体
管
理

組
合

ソ
シ

エ
ル

ふ
じ

（
富
士

市
横
割

本
町
1
 番

1 
号

）
に
お

け
る
帰

宅
困

難
者

の
一
時

的
な
受

け
入
れ

令
和
2
年
3
月
1
7日

市
街

地
整

備
課

8
-9
2

災
害

時
に

お
け

る
停

電
普
及

の
連
携

等
に
関

す
る

協
定

・
災

害
時
に

お
け
る

障
害
物

等
の
除

去
に

関
す

る
覚

書

東
京
電

力
パ

ワ
ー

グ
リ
ッ

ド
㈱
、

中
部
電

力
パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
㈱

災
害

時
に

お
け

る
電
力

の
早
期

回
復
を

図
る
た

め
の
協

定
令

和
3
年
1
0月

8日
防
災

危
機
管

理
課

8
-9
3

災
害

時
に

お
け

る
支

援
協
力

に
関
す

る
協
定

書
五

條
製

紙
株
式

会
社

災
害

時
に

お
け

る
支
援

協
力
に

関
す
る

協
定

令
和

4年
6月

6日
商

業
労

政
課

8
-9
4

災
害

時
に

お
け

る
支

援
協
力

に
関
す

る
協
定

書
株

式
会

社
時
之

栖
富

士

 
　
住

民
の

一
時

的
な

避
難

及
び

避
難
所

に
関

す
る

事
項

ア
　
災

害
時

等
の

一
時

的
な

避
難

の
た

め
の

駐
車
場

等
施

設
の

提
供

イ
　
災

害
発

生
後

の
避

難
所

と
し

て
の

屋
内

施
設
等

の
提

供
ウ

　
災

害
発

生
後

の
避

難
者

に
対

す
る

可
能

な
範
囲

で
の

食
料

・
飲

料
水

の
提

供
 

　
災

害
発

生
後

の
被

災
者

に
対

す
る
大

浴
場

等
の

入
浴

施
設

の
提

供
 

　
救

援
・

救
護

活
動

に
関

す
る

事
項

負
傷
者

の
救

護
、

搬
送

の
支

援
 

　
地

域
復

旧
活

動
へ

の
支

援
ア

　
車

両
及

び
機

材
の

提
供

イ
　
資

機
材

の
保

管
施

設
の

提
供

ウ
　
仮

設
住

宅
用

地
の

提
供

令
和
4
年
9
月
2
0日

防
災

危
機

管
理

課

8
-9
5

災
害

時
等

に
お

け
る

公
共
建

築
物
の

応
急
復

旧
工

事
の

設
計

等
業
務

に
関
す

る
協
定

書
一

般
社

団
法

人
建

築
士
会

富
士

市
内

に
大

規
模
な

地
震
、

津
波
及

び
風
水

害
又
は

事
故
に

よ
り

建
築

物
等
に

被
害
が

発
生
し

た
場

合
に

お
け
る

業
務
協

力
令

和
5
年
3
月
2
3日

施
設

保
全

課

8
-9
6

災
害

時
等

に
お

け
る

公
共
建

築
物
の

応
急
復

旧
工

事
の

設
計

等
業
務

に
関
す

る
協
定

書
一

般
社

団
法

人
静

岡
県
建

築
士
事

務
所
協

会
富
士

市
内

に
大

規
模
な

地
震
、

津
波
及

び
風
水

害
又
は

事
故
に

よ
り

建
築

物
等
に

被
害
が

発
生
し

た
場

合
に

お
け
る

業
務
協

力
令

和
5
年
3
月
2
3日

施
設

保
全

課

8
-9
7

災
害

援
助

に
必

要
な

Ｌ
Ｐ
ガ

ス
の
供

給
等
に

関
す

る
覚

書
静

岡
県

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

協
会
 
富
士

地
区
会

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
供

給
等
を

行
う
施

設
へ
の

Ｌ
Ｐ
ガ

ス
の
供

給
並
び

に
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の
供

給
設
備

及
び
消

費
設

備
の

整
備

令
和
5
年
3
月
3
0日

防
災

危
機

管
理

課

8
-9
8

災
害

時
等

に
必

要
な

資
材
の

調
達
に

関
す
る

協
定

書
株

式
会

社
　

片
岡

屋
災
害

時
に

必
要

な
資
材

(大
型

土
の

う
袋
、

土
の
う

袋
、
ブ

ル
ー

シ
ー

ト
、
ト

ラ
ロ
ー

プ
、
養

生
テ

ー
プ

)の
調
達

に
関
す

る
協
定

令
和
5
年
6
月
2
9日

防
災

危
機

管
理

課

8
-9
9

災
害

時
等

に
お

け
る

無
人
航

空
機
の

活
用
に

関
す

る
協

定
書

株
式
会

社
　

キ
ャ

リ
ア
ド

ラ
イ
ブ

災
害

時
等

に
お

い
て
、

無
人
航

空
機
を

活
用
し

た
活
動

に
関
す

る
協

定
令
和

5年
7月

3日
防

災
危

機
管

理
課

8-
1
00

災
害

時
に

お
け

る
支

援
物
資

の
受
け

入
れ
及

び
配

送
等

に
関

す
る
協

定
書

佐
川
急

便
　

株
式

会
社

大
規

模
な

災
害

が
発
生

し
た
場

合
に
お

い
て
、

被
災
者

に
対
し

て
食

料
及

び
生
活

必
需

品
等

の
物
資

の
受
け

入
れ
及

び
搬
送

令
和
5
年
7
月
2
8日

商
業

労
政

課

8-
1
01

災
害

時
等

に
お

け
る

支
援
に

関
す

る
協

定
書

静
岡
県

富
士
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト
協

同
組
合

災
害

時
に
お

け
る

支
援

協
力

に
関

す
る

協
定

令
和
6
年

5
月
2
0日

防
災

危
機
管

理
課

8-
1
02

災
害

時
等

に
お

け
る

緊
急
支

援
に
関

す
る
協

定
書

富
士
市

森
林

組
合

倒
木

、
流

木
そ

の
他
支

障
物

の
撤

去
、

撤
去

し
た

木
材

等
の
処

分
等

令
和
6
年
6
月
1
8日

林
政
課
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災
害
時
の

相
互

応
援

に
関
す
る
協
定

書
 

  
富

士
市

、
富

士
宮

市
（

以
下

「
両
市

」
と
い

う
。

）
は

、
そ

の
区

域
内
に

お
い
て

大
規

模
な
災

害
（
以

下
「

災
害

」

と
い

う
。

）
の

発
生

に
よ

り
被

災
し
、

当
該
市

の
み

で
は

十
分

な
応

急
措
置

が
実
施

で
き

な
い
場

合
に
、

当
該

被
災

市

の
要

請
に

こ
た
え
、
近

隣
友
愛

精
神

に
基

づ
き

、
相
互

応
援

に
つ

い
て
、
次

の
と
お

り
協
定

を
締

結
す
る
。

 

 （
応

援
事

項
）
 

第
１

条
 
応
援

事
項
は
、
次

に
掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

 

(1
)
 
災
害

の
応
急
措
置

及
び
応

急
復

旧
に

必
要

な
資
機
材

、
物
資
等

の
提

供
及

び
あ

っ
せ
ん

 

(2
)
 
災
害

の
応
急
復
旧

に
必
要

な
職

員
の

派
遣

 

(3
)
 
前
２

号
に
掲
げ
る

も
の
の

ほ
か

、
要

請
の

あ
っ
た
事

項
 

（
応

援
要

請
の
手
続
）

 

第
２

条
 
災

害
が
発

生
し

た
場

合
に
お

い
て
、

応
援

を
受

け
よ

う
と

す
る

市
は

、
文

書
に

よ
り
次

に
掲
げ

る
事

項
を

明
ら
か

に
し

て
、
必

要
な

応
援

を
要
請

す
る

も
の
と

す
る

。
た
だ
し
、

緊
急

の
場

合
に
は

、
当

該
要

請
に
係

る
文

書

の
提
出

を
事

後
に
行
う

こ
と
が
で

き
る

。
 

(1
)
 
災
害

の
状
況

 

(2
)
 
必
要

と
す
る
資
機

材
、
物

資
な

ど
の

品
目

及
び
数
量

 

(3
)
 
必
要

と
す
る
職
員

の
職
種

別
人

員
 

(4
)
 
応
援

場
所
及
び
当

該
場
所

へ
の

経
路

 

(5
)
 
応
援

期
間

 

(6
)
 
前
各

号
に
掲
げ
る

も
の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

 

（
応

援
の

実
施
）

 

第
３

条
 
応
援

を
要
請
さ
れ

た
市
は

、
で

き
る

限
り

要
請
に
こ

た
え

る
も
の
と
す

る
。

 

（
費

用
負

担
）
 

第
４

条
 
応

援
に
要

し
た

経
費

は
、
法

令
等
に

定
め

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
応

援
を

受
け

た
市
と

応
援
を

実
施

し
た

市
が
協

議
し

て
定
め
る

も
の
と
す

る
。

 

（
連

 
 

 
絡
）

 

第
５

条
 
両

市
は
、

あ
ら

か
じ

め
、
相

互
応
援

に
関

す
る

担
当

課
を

そ
れ

ぞ
れ

定
め

、
災

害
が
発

生
し
た

と
き

は
、

応
援
の

要
否

そ
の
他
必

要
な
情
報

を
相

互
に
交
換
す

る
も

の
と
す

る
。

 

（
平

常
時

の
活
動
）

 

第
６

条
 
両

市
は
、

円
滑

な
応

援
の
実

施
に
資

す
る

た
め

、
平

常
時

に
お

い
て

、
次

に
掲

げ
る
活

動
を
共

同
し

て
行

う
も
の

と
す

る
。

 

(1
)
 
両
市

に
お
け
る
広

域
的
な

防
災

対
策

を
実

施
す
る
た

め
の
調
査

及
び

情
報

交
換

 

(2
)
 
前
号

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
 

（
協

 
 

 
議
）

 

第
７

条
 
こ

の
協
定

の
解

釈
に

疑
義
を

生
じ
た

場
合

及
び

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

は
、
そ

の
都
度

両
市

が
協

議
し
定

め
る

も
の
と
す

る
。
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こ
の

協
定
の
締
結
を
証

す
る
た

め
、

本
協
定
書
２
通
を

作
成

し
、

両
市

署
名

捺
印
の

う
え
、
各
自
１

通
を

保
有

す
る

。
 

  
平

成
２
２
年
４
月
１

日
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

富
士

市
長

 
 
鈴

木
 

尚
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

富
士

宮
市

長
 

 
小

室
直

義
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災
害

時
相
互
応
援

に
関
す
る
協

定
書
 

  
ひ

た
ち

な
か

市
、

市
川

市
、

茅
ヶ
崎

市
及
び

富
士

市
（

以
下

「
協

定
市
」

と
い
う

。
）

は
、
い

ず
れ
か

の
市

域
に

お

い
て

災
害

対
策
基
本
法

（
昭

和
3
6
年

法
律

第
2
23

号
）
第

２
条
第
１

号
で

規
定

す
る

災
害
が
発

生
し

た
場
合

に
、
被
害
を

受
け

た
市
（

以
下
「

被
災

市
」
と

い
う
。
）
の
要
請

に
こ
た

え
、
応

急
対

策
及

び
復

旧
対
策
を

円
滑

に
遂
行

す
る

た
め
、

次
の

と
お

り
協
定
を
締

結
す
る

。
 

 （
応

援
の

種
類
）

 

第
１

条
 
応
援

の
種
類
は
、

次
の
と

お
り

と
す

る
。

 

(1
)
 
食
料

、
飲
料
水
及

び
生
活

必
需

品
並

び
に

そ
の
供
給

に
必
要
な

資
機

材
の

提
供

 

(2
)
 
救
援

及
び
救
出
活

動
に
必

要
な

車
両

等
の

提
供

 

(3
)
 
被
災

者
の
救
出
、

医
療
及

び
防

疫
並

び
に

施
設
の
応

急
復
旧
に

必
要

な
物

資
及

び
資
機

材
の
提

供
 

(4
)
 
救
援

及
び
災
害
復

旧
に
必

要
な

職
員

の
派

遣
 

(5
)
 
被
災

者
を
一
時
的

に
収
容

す
る

た
め

の
施

設
の
提
供

 

(6
)
 
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の

あ
っ
せ

ん
 

(7
)
 
児
童

・
生
徒
の
受

入
れ

 

(8
)
 
前
各

号
に
掲
げ
る

も
の
の

ほ
か

、
要

請
の

あ
っ
た
事

項
 

（
応

援
の

要
請
手
続
き

）
 

第
２

条
 
被

災
市
は

、
次

の
事

項
を
明

か
に
し

、
文

書
に

よ
り

応
援

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る
。

た
だ
し

、
緊

急
の

 
場

合
は

、
口
頭
、
電

話
又
は

電
信

に
よ

り
応

援
を
要

請
し

、
後

日
、
速
や

か
に
文

書
を
送

付
す

る
も
の
と
す
る
。

 

(1
)
 
被
害

の
状
況

 

(2
)
 
前
条

第
１
号
か
ら

３
号
ま

で
に

掲
げ

る
応

援
を
要
請

す
る
場
合

に
あ

っ
て

は
、
物
資
、
車

両
及

び
資
機
材

の
種
類

、

 
品

名
、

数
量
等

 

(3
)
 
前
条

第
４
号
に
掲

げ
る
応

援
を

要
請

す
る

場
合
に
あ

っ
て
は
、

職
員

の
職

種
、

人
数
及

び
業
務

内
容

 

(4
)
 
前
条

第
５
号
に
掲

げ
る
応

援
を

要
請

す
る

場
合
に
あ

っ
て
は
、

世
帯

数
及

び
人

数
 

(5
)
 
応
援

場
所
及
び
応

援
場
所

へ
の

経
路

 

(6
)
 
応
援

の
期
間

 

(7
)
 
前
各

号
に
掲
げ
る

も
の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

 

（
応

援
の

実
施
）

 

第
３

条
 
前
条

の
規
定
に
よ

り
応
援

を
要

請
さ

れ
た

市
は
、
極

力
こ

れ
に
応
ず
る

も
の

と
す

る
。

 

（
応

援
の

た
め
に
派
遣

さ
れ
た

職
員

の
指

揮
）

 

第
４

条
 
応
援

の
た
め
に
派

遣
さ
れ

た
職

員
は

、
被

災
市
の
市

長
の

下
に
活
動
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
経

費
の

負
担
）

 

第
５

条
 
応
援

に
要
す
る
経

費
は
、

原
則

と
し

て
被

災
市
の
負

担
と

す
る
。
 

２
．

被
災

市
が

前
項

に
規

定
す

る
経
費

を
支
弁

す
る

暇
が

な
く

、
立

替
支
弁

を
要
請

し
た

場
合
は

、
応
援

を
要

請
さ

れ

 
た

市
は

、
一
時
立
替

支
弁
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
連

絡
担

当
部
局
）

 

第
６

条
 
協
定

市
は
、
相
互

応
援
の

た
め

の
窓

口
と

し
て
連
絡

担
当

部
局
を
定
め

、
連

絡
責

任
者

を
置

く
も

の
と
す

 

る
。
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２
．

連
絡
担
当
部
局
は

、
こ
の

協
定

に
基
づ
く
応
援
の

円
滑

化
を

図
る

た
め

、
災
害

が
発
生
し
た
と

き
は

、
速

や
か

に
 

 
緊

密
な
情
報
交
換
を

行
う
も

の
と

す
る
。

 

（
体

制
の
整
備
）

 

第
７

条
 

協
定

市
は

、
こ

の
協

定
に
基

づ
い

て
応

援
を

円
滑

に
行
う

た
め

、
必

要
な

体
制

の
整
備

に
努
め

る
も

の
と

 
す

る
。

 

（
資

料
等
の
交
換
）

 

第
８

条
 

協
定

市
は

、
こ

の
協

定
に
基

づ
き

応
援

が
円

滑
に

行
わ
れ

る
よ

う
地

域
防

災
計

画
そ
の

他
必
要

な
資

料
を

 
相

互
に

交
換

す
る

と
と

も
に

、
災
害

対
策
に

係
る

情
報

を
随

時
交

換
し

、
災

害
対

策
に

つ
い
て

研
究
す

る
も

の
と

す

る
。

 

（
細

目
協

定
）
 

第
９

条
 
こ
の
協
定

の
細
目

に
つ
い

て
は

、
別

に
定
め
る
。

 

（
有

効
期

間
）
 

第
 
1
0 
条
 

こ
の

協
定

の
有
効

期
間
は

、
協

定
を
締

結
し

た
日

か
ら

1
99

8
年

（
平
成

1
0
年

）
３

月
3
1
日
ま

で
と
す

る
。

 
た

だ
し

、
こ

の
期

間
満

了
の

日
の
１

月
前
ま

で
に

協
定

市
の

い
ず

れ
の

市
か

ら
も

申
し

出
が
な

い
と
き

は
、

こ
の

期

 
間

は
更
に
３
年
間
延

長
す
る

も
の

と
し
、
そ
の
後
に

お
い

て
期

間
満

了
し

た
と
き

も
、
同
様
と
す

る
。

 

（
疑

義
の
解

決
）
 

第
 
1
1 
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し
て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ
の

都
度
協

定
市

が
協

 
議

し
て
定
め
る
も
の

と
す
る

。
 

  
こ

の
協
定
の
成
立
を

証
す
る

た
め

、
本
書

４
通
を

作
成
し

、
四
市

長
署

名
押

印
の

上
、
そ
れ

ぞ
れ
１

通
を

保
有

す
る

。
 

 19
9
7
年
（
平
成
９
年
）

1
0
月
３

日
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
茨
城

県
ひ
た
ち
な
か

市
東
石

川
二
丁

目
1
0
番

１
号

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ひ

た
ち

な
か

市
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ひ
た

ち
な
か

市
長

 
 

 
清

水
 

曻
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉

県
市
川
市
八
幡

一
丁
目

１
番
１

号
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
市

川
市
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
市

川
市

長
 
 

 
高

橋
國

雄
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
神
奈

川
県
茅
ヶ
崎
市

茅
ヶ
崎

一
丁
目

１
番

１
号

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
茅

ヶ
崎

市
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
茅

ヶ
崎

市
長

 
 

 
根

本
康

明
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
静
岡

県
富
士
市
永
田

町
一
丁

目
1
00
番

地
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
富

士
市
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
富

士
市

長
 
 

 
鈴

木
清

見
 

 



資
料
８
－

３
 

 

災
害

救
助
に
必

要
な

物
資

の
調
達
に

関
す

る
協
定

書
 

  
富

士
市

長
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（

以
下

「
乙

」
と
い
う

。
）
の

間
に
、

災
害

救
助
に
必
要
な
物

資
 

（
以

下
「

物
資
」
と
い

う
。
）

の
調

達
に

関
し

、
次
の

と
お

り
協

定
す
る
。

 

 （
要

 
 

 
請
）

 

第
１

 
甲

は
、

富
士

市
内

に
災

害
が
発

生
し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が
あ

り
、
物

資
を

調
達
す

る
必
要

が
あ

る
と

認

 
め

る
と

き
は
、
乙
に

対
し
そ

の
保

有
す

る
物

資
の
供

給
を

要
請

す
る
こ
と

が
で
き

る
。

 

（
調

達
物

資
の
範
囲
）

 

第
２

 
甲

が
乙
に
供
給

を
要
請

す
る

物
資

は
、

次
に
掲

げ
る

も
の

の
う
ち
、

乙
が
保

有
す
る

物
資

と
す
る
。

 

(1
)
 
別
表

に
掲
げ
る
物

資
 

(2
)
 
そ
の

他
甲
が
指
定

す
る
物

資
 

（
要

請
の

方
法
）

 

第
３

 
第

１
の

要
請

は
、

文
書

を
も
っ

て
行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、
文

書
を
も

っ
て

要
請
す

る
い
と

ま
が

な
い

と

 
き

は
、

口
頭
で
要
請

し
、
そ

の
後

す
み

や
か

に
文
書

を
交

付
す

る
も
の
と

す
る
。

 

２
．

前
項

た
だ

し
書

き
の

場
合

に
あ
っ

て
は
、

乙
は

甲
の

意
思

を
確

認
（
担

当
商
業

労
政

課
長
）

の
う
え

、
第

４
の

措

 
置

を
と

る
も
の
と
す

る
。

 

（
要

請
に

基
づ
く
乙
の

措
置
）

 

第
４

 
第

１
の

要
請

を
受

け
た

と
き
は

、
乙
は

そ
の

要
請

事
項

を
実

施
す
る

た
め
の

措
置

を
と
る

と
と
も

に
、

そ
の

措

 
置

の
状

況
を
第
３
の

２
に
掲

げ
る

者
に

連
絡

す
る
も

の
と

す
る

。
 

（
価

 
 

 
格
）

 

第
５

 
物

資
の

取
引

価
格

は
、

災
害
発

生
直
前

時
に

お
け

る
適

正
な

価
格
（

引
渡
し

ま
で

の
運
賃

を
含
む

。
災

害
発

生

 
前

の
取

引
に
つ
い
て

は
、
取

引
時

の
適

正
な

価
格
）

を
基

準
と

し
て
甲
乙

協
議
し

て
定
め

る
。

 

（
引

 
渡

 
し
）

 

第
６

 
物

資
の

引
渡

し
場

所
は

、
甲
が

指
定
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
当
該

場
所
に

職
員

を
派
遣

し
物
資

を
確

認
の

う

 
え

引
取

る
も
の
と
す

る
。

 

（
代

金
の

支
払
い
）

 

第
７

 
甲

が
引
取
っ
た

物
資
の

代
金

は
、

引
取

後
、
所

定
の

手
続

に
よ
り
、

す
み
や

か
に
支

払
う

も
の
と
す
る
。
 

（
協

 
 

 
議
）

 

第
８

 
こ

の
協
定
に
定

め
の
な

い
事

項
に

つ
い

て
は
、

そ
の

つ
ど

甲
乙
協
議

し
て
定

め
る
。

 

（
有

効
期

限
）
 

第
９

 
こ

の
協

定
は

、
協

定
の

成
立
の

日
か
ら

、
そ

の
効

力
を

有
す

る
も
の

と
し
、

甲
又

は
乙
が

文
書
を

も
っ

て
協

定

 
の

解
除

を
通

知
し

な
い

限
り

、
そ
の

効
力
を

持
続

す
る

。
た

だ
し

、
乙
が

別
表
に

掲
げ

る
物
資

を
取
り

扱
わ

な
く

な

 
っ

た
と

き
は

、
こ

の
協

定
は

効
力
を

失
う
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す
る

た
め
、

本
書

２
通
を

作
成
し

、
甲

乙
記

名

 
押

印
の

う
え
、
各
自

そ
の
１

通
を

保
有

す
る

。
 

資
料

８
－

３
 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
年
 

 
 
 

月
 

 
 

 
日

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

甲
 

 
 
富

士
市

長
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

乙
 

 
 
所

在
地

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
名

称
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
名
 

         別
 

表
（
供
給
要
請
物

資
一
覧

表
）

 

 
 

食
 
料
 
品
 
 

主
食

（
米

、
粉

乳
な

ど
）
、
副
食
（
漬
物
、
缶
詰
な

ど
）

、
調

味
料

、
清

涼
飲
料

水
 

 
 

衣
 
 
 
料
 
 

毛
布

、
テ

ン
ト

、
シ

ャ
ツ

、
下

着
類

、
作
業
衣
、
タ
オ
ル

、
軍
手

 

 
 

日
用

品
等

 
 

雨
具
、

お
む

つ
（
紙

）
、

お
む
つ
カ
バ
ー
、

生
理

用
品

、
石
け
ん

、
洗

剤
、

な
べ

、
飯

ご
う
、

 

や
か
ん

、
バ

ケ
ツ

、
皿

、
茶

わ
ん

、
箸

、
ス
プ
ー
ン
、

哺
乳

び
ん
、

マ
ッ

チ
、

ラ
イ

タ
ー
、

 

懐
中
電

灯
、

乾
電

池
、

運
動

靴
、

タ
オ

ル
、
タ
オ
ル
ペ

ー
パ

ー
、
テ

ィ
ッ

シ
ュ

ペ
ー

パ
ー
、

 

ト
イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

 

 
 

燃
 
料
 
等
 
 

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

、
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
器

具
 

 
 

そ
 
の
 
他
 
 

ダ
ン
ボ

ー
ル

ベ
ッ

ド
、

エ
ア

ー
マ
ッ

ト
、
簡
易
ト
イ

レ
、
ダ

ン
ボ
ー

ル
製

品
、
作

業
用

品
、

 

工
具
 



資
料
８
－

４
 

 

 

災
害

時
等

に
お

け
る

石
油

類
燃

料
の

供
給

協
力

に
関

す
る

協
定

書
 

 （
趣
旨

）
 

第
１
条

 
こ

の
協
定

は
、
富
士
市
（

以
下
「
甲

」
と
い

う
。
）
と

静
岡
県
石

油
業
商
業

組
合

富
士
支
部
（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。

）
と
の

間
に
、

災
害

対
策

基
本
法

（
昭

和
3
6
年

法
律

第
2
2
3
号

）
第

２
条

第
１

号
に

定
め

る
災

害
（

以
下
「

災
害
」
と

い
う
。

）
時

に
お

け
る
石

油
燃

料
（

以
下
「

燃
料

等
」
と

い
う

。
）

 

の
供

給
に

つ
い
て

次
の

と
お
り

協
定

を
締
結
す

る
。

 

（
協
力

要
請

）
 

第
２
条

 
甲

は
、
災
害
が
発

生
し
、
又
は
発
生
す

る
お
そ

れ
が
あ
り
、
災
害

応
急

対
策
を
実

施
す

る
う
え
で

燃
料

等
を

必
要
と

す
る

場
合
は

、
乙

に
対

し
て
燃
料
等
の

供
給

が
、
円
滑
、
適

正
に

行
わ
れ
る
よ
う
要

請

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

２
 
甲

は
、
乙
に
緊

急
通
行

車
両
及

び
緊
急
物

資
輸

送
車

両
の
燃

料
等
の

供
給
を
要

請
す
る

場
合
は
、
口
頭

で
行

う
も

の
と
す

る
。

 

３
 
甲

は
、
乙
に

甲
が

指
定

す
る

施
設
に

燃
料
等
の

供
給
を

要
請
す

る
場

合
は

、
燃

料
等
供
給
要
請
書
（
第

１
号

様
式

）
に
よ
り
、
品

目
、
数
量
、
納
入
日

時
、
納
入
場

所
そ
の

他
必
要
な

事
項

を
明

ら
か

に
し

て
行

う
も

の
と

す
る
。
た
だ

し
、
緊

急
の

場
合
は

、
口
頭

で
行

い
、
後
日

燃
料

等
供

給
要
請
書

を
も
っ
て

処
理

す
る

も
の

と
す
る

。
 

（
協
力

の
実

施
）

 

第
３
条

 
乙

は
、
前
条

に
よ
る
甲

の
要
請
を

受
け
た
と
き
に

は
、
止
む

を
得
な
い

事
由

の
な

い
限

り
協

力
す

る
も

の
と

す
る
。

 

（
施
設

へ
の

供
給
並

び
に
運

搬
）

 

第
４
条

 
燃

料
等

の
施

設
へ
の

供
給

並
び

に
運
搬

は
、

原
則
と

し
て
、

乙
又
は

乙
の

指
定

す
る
者
（

以
下
、

「
乙

等
」

と
い
う

。
）

が
行
う

も
の

と
す
る
。

 

２
 
甲

は
、
乙
等

が
燃

料
等

を
運

搬
す
る

た
め
に
使

用
す

る
車
両
に
つ

い
て
、
災

害
対

策
基

本
法
（
昭

和
3
6

年
法

律
第

2
23
号
）

 
第

7
6条

第
１
項
の
規

定
に

よ
る
緊
急

通
行
車
両

と
し
て
通
行

で
き
る

よ
う
協

力
す
 

る
も

の
と

す
る
。

 

（
引
渡

し
）

 

第
５
条

 
前

条
に
よ

る
燃
料
等

の
引
渡
し

場
所
は
、

原
則

と
し
て

、
甲

が
指

定
す
る

も
の
と
す
る
。

 

２
 
甲

は
、

当
該
引

き
渡
し

場
所

に
職

員
を
派
遣

し
、

納
品

を
確
認

の
上

、
引

き
取

る
も
の
と
す
る

。
 

（
報
告

）
 

第
６
条

 
乙

は
、
甲
の

要
請
に
よ

り
前
条
に

掲
げ
る
業
務
を

実
施
し

た
と
き
に

は
、
速

や
か

に
実

施
し

た
内

容
を

甲
に

報
告
す

る
も

の
と
す

る
。

 

（
費
用

の
負

担
）

 

第
７
条

 
乙

等
が

供
給

し
た
燃

料
等

の
対

価
及
び

運
搬

に
要
し

た
費
用

に
つ
い

て
は
、

 
甲

が
負
担

す
る
も

の
と

す
る

。
 

２
 
前

項
に
規
定

す
る
燃

料
等
の

対
価
は
、

災
害

時
直
前
に

お
け
る

燃
料
単

価
契
約
の

単
価
を

基
準

と
し

、

資
料
８
－
４
 

 

 

運
搬
に
要

し
た
経

費
に

つ
い
て

は
、

甲
乙
協
議
の
う
え

、
決

定
す

る
も
の
と

す
る

。
 

（
費
用
の
支

払
い
）

 

第
８
条
 
前

条
の
規

定
に

よ
る

対
価

及
び

費
用
は
、
乙
か
ら

の
請
求

に
よ

り
甲
が
支

払
う

も
の

と
し

、
甲

は
、

請
求
が
あ

っ
た
と

き
は

、
そ
の

内
容

を
確
認
し
、
速
や

か
に

支
払

い
を
行
う

も
の

と
す
る
。

 

（
連
絡
）

 

第
９
条
 
甲

は
、
毎

年
５

月
末
日

ま
で
に

燃
料
等
の
供

給
を
要

請
す

る
施

設
の
名

称
、
所
在
地
、
連
絡

先
、

油
種
、
数

量
等
の

資
料

を
乙
に

通
知

す
る
も
の
と

し
、
 
乙
は
、

 
毎
年

５
月
末

日
ま
で
に
、
こ
の
協
定
に

基
づ
き
協

力
で
き

る
富

士
市
内

の
給

油
取
扱
所
の

名
称
、

 所
在

地
、

 
電
話
番

号
等
の
必
要
な
資
料
を
甲

に
通
知
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
雑
則
）
 

第
10
条
 
こ
の

協
定

の
実
施

に
関
し

、
必

要
な
細

目
事
項

は
、
甲

・
乙

両
者
が

協
議
し

て
定

め
る
。
 

第
1
1
条

 
こ

の
協

定
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
。

な
お
、

昭
和

5
5
年

８
月

１
日

締
結

の
災
 

害
時

等
に

お
け

る
自

動
車

燃
料

の
供

給
協

力
に

関
す

る
協

定
は

廃
止

す
る

。
 

  
 
こ
の
協

定
成
立

を
証
す

る
た

め
、

甲
・
乙
両
者
記

名
押

印
の
う

え
各
１
通

を
保

有
す
る
。

 

  令
和
６
年
４

月
１
日

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
甲

 
富

士
市
 

 
 

 

富
士

市
長

 
小
長

井
義
正
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
乙

 
静

岡
県
石

油
業

商
業

組
合

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富
士
支
部
長
 
吉
越
 
徹
 



 

 

学
校
等
の
施
設
を
避
難
施
設
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
覚
書
 

 

覚
 
 
書
 

静
岡
県

立
○
○

高
等
学
校
長
（
以

下
「
甲

」
と
い
う
。
）
と

富
士
市

長
 

鈴
 木

 清
 見

（
以

下
「

乙
」
と
い
う
。）

と

の
間

に
、
静
岡

県
行
政

財
産

 
静
岡
県
立
○

○
高

等
学
校
（
以

下
「
行
政

財
産
」
と
い
う
。）

を
避

難
施

設
と
し
て
使
用

す
る

に
つ

い
て
次

の
と
お

り
定

め
る
。

 
 第
１

条
（

目
的
）

 
 
 

甲
は

、
そ
の

所
管
す

る
行

政
財
産
の
う
ち

、
避

難
地
と
し
て
校

庭
等
の
屋
外

施
設
を

、
避
難
所
と
し
て
体

育
館
等

の
屋
内

施
設
を

、
乙
に
使
用

さ
せ
る

も
の
と
す
る

。
 

第
２

条
（

定
義
）

 
 
 

第
１

条
に
示

す
避
難

地
お

よ
び
避
難
所
の

定
義

は
以
下
の
と
お

り
と
す
る
。

 
(１

) 避
難
地

 
 
 

東
海
地
震
の
警
戒
宣

言
が

発
せ
ら
れ
た
と

き
又

は
地
震
が

発
生
し
た
と

き
に

、
要
避

難
地
区
の
住
民
が
避
難

す
る
場
所

で
、
原

則
と
し
て
校

庭
等
の

屋
外
施

設
と

す
る
。

 
 
 

た
だ
し
、
例
外
と
し

て
、

災
害
弱
者
等
を

収
容

す
る
た
め

に
、
甲
乙
協

議
の

う
え
、

条
件
付
き
で
屋
内
施
設

の
使
用
を

認
め
る

場
合
が
あ
る

。
 

 
 
（

詳
細
に

つ
い
て

は
、
静
岡

県
地
域
防
災

計
画
東

海
地
震
対
策

編
「

東
海

地
震
対
策
 
避
難
計

画
策
定
指
針
」

を
参
照
。
）

 
( ２

) 避
難
所

 
地

震
以

外
の
災
害
時

に
危
険

区
域
に

居
住

す
る
者
お
よ
び

地
震
災

害
発
生
後
に

住
居
等

を
失
っ
た
者
が
避
難

す
る
施
設

で
、
体

育
館
等
の
屋

内
施
設

。
 

第
３

条
（

申
請
等

）
 

 
 

乙
は

、行
政

財
産

を
使
用
す
る
場
合
で

緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
事
前
に

電
話
等
で
甲

に
要
請

す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場

合
は
、

遅
滞
な
く
静

岡
県
財

産
規
則
（
昭

和
３
９

年
静
岡
県
規

則
第
１

４
号
）

に
定

め
る
行
政
財
産
使
用
許

可
申
請

書
を
甲

に
提
出
す
る

も
の
と

す
る
。

 
２
 

乙
は

、
行
政

財
産
を

使
用

す
る
場
合
で
緊

急
を

要
し
な
い
と
き

は
、
事
前
に

前
項
の

行
政
財
産
使
用
許
可

申
請
書

を
甲
に

提
出
す

る
も
の
と
す

る
。

 
第
４

条
（

許
可
等

）
 

 
 

甲
は

、
前
条

第
１
項

に
よ

り
電
話
等
で
要

請
を

受
け
た
と
き
は

、
行
政
財
産

の
用
途

又
は
目
的
を
妨
げ
な

い
限
度

に
お
い

て
、
そ

の
使
用
を
承

諾
す
る

も
の
と
し
、

乙
に
電

話
等
で
連
絡

す
る
も

の
と
す

る
。

 
２
 

甲
は

、
乙
か

ら
行
政

財
産

使
用
許
可
申
請

書
が

提
出
さ
れ
た
場

合
は
、
行
政

財
産
の

用
途
又
は
目
的
を
妨

げ
な
い

限
度
に

お
い
て

、
乙
に
行
政

財
産
使

用
許
可
書
を

交
付
し

て
そ
の
使
用

を
許
可

す
る
も

の
と

す
る
。

 
第
５

条
（

期
間
）

 
 
 

使
用

期
間
は

７
日
間

以
内

と
す
る
。
た
だ

し
、

必
要
に
よ
り
甲

乙
協
議
し
て

最
大
限

７
日
間
以
内
の
延
長

が
で
き

る
も
の

と
す
る

。
ま
た
、
使
用

終
了
の
際
、
乙
は
甲

に
、「

○
年
○
月
○

日
○
時
に
使
用
終
了

し
た
」
旨
を

文
書
に
て

通
知
す

る
。

 
第
６

条
（

原
状
変

更
の
制

限
）

 
 
 

乙
は

、
行
政

財
産
を

使
用

す
る
に
あ
た
っ

て
は

、
甲
の
承
諾
を

得
な
け
れ
ば

、
当
該

行
政
財
産
の
原
状
を

変
更
す

る
こ
と

が
で
き

な
い
も
の
と

す
る
。

 
第
７

条
（

原
状
回

復
義
務

）
 

 
 

乙
は

、
試
用

期
間
が

満
了

し
た
と
き
又
は

、
使

用
許
可
が
取
り

消
さ
れ
た
と

き
は
、

当
該
行
政
財
産
を
原

状
に
復

す
る
も

の
と
す

る
。

 
第
８

条
（

施
設
使

用
料
の

免
除

）
 

 
 

甲
は

、
行
政

財
産
の

使
用

料
条
例
（
昭
和

３
９

年
静
岡
県
条
例

第
２
０
号
）

第
４
条

に
基
づ
き
、
使
用
料

を
免
除

す
る
も

の
と
す

る
。

 

資
料
８

－
５
－
（
１
）

 
 

 

第
９

条
（
費
用
の
負
担
）

 
 
 

当
該
行
政
財
産
の
付

帯
設

備
の
使

用
に
要

し
た
経
費
は
原

則
と

し
て
乙

の
負

担
と
す

る
。

 
 
 

た
だ
し
、
知
事
が
特

に
必

要
と
認

め
る
と

き
は
こ
の
限
り

で
は

な
い
。

 
第

10
条
（

規
則

等
の
遵

守
）

 
 
 

乙
は
、
行
政
財
産
の

使
用

に
当
た

っ
て
は

、
前
各
条
の
ほ

か
、

静
岡
県

財
産

規
則
及

び
許
可

条
件
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
11

条
（
許
可
の
取
り
消
し
）

 
 
 

甲
が
、
当
該
行
政
財

産
を

公
用
又

は
公
共

用
に
供
す
る
必

要
が

生
じ
た

と
き

又
は
、

乙
に
こ

の
覚
書
に
違
反
す
る

行
為
が

あ
る
と

認
め

る
と
き

は
、
甲

は
使

用
許
可

を
取
り

消
す
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 

甲
は
、
乙
に
対
し
前

項
の

使
用
許

可
の
取

消
に
よ
り
生
じ

た
損

失
は
保

証
し

な
い
も

の
と
す

る
。

 
第

12
条
（

覚
書

の
有
効

期
間

）
 

 
 

こ
の
覚
書
は
、
当
該

行
政

財
産
の

形
状
変

更
等
に
よ
り
避

難
施

設
と
し

て
の

用
件
を

欠
く
事

由
が
発
生
し
な
い
限

り
有
効

と
す
る

。
 

 
 

た
だ
し
、
甲
乙
が
協

議
し

、
当
該

施
設
が

避
難
施
設
と
し

て
不

適
当
又

は
、

そ
の
必

要
が
な

い
と
認
め
る
場
合
は

こ
の
限

り
で
は

な
い

。
 

２
 

当
該
行
政
財
産
の
形

状
変

更
等
に

よ
り
避

難
施
設
と
し
て

の
要

件
を
欠

く
事

由
が
発

生
し
た

場
合
、
直
ち
に
甲
は

乙
に
対

し
、
文

書
を

も
っ
て

連
絡
す

る
も

の
と
す

る
。

 
第

13
条
（

連
絡

先
等
の

確
認

）
 

 
 

乙
は
、
毎
年
度
当
初

、
以

下
の
事

項
に
つ

い
て
甲
に
対
し

て
照

会
し
、

現
状

を
把
握

す
る
も

の
と
す
る
。

 
①

 
施
設

の
管

理
者

、
同

代
理

者
（

県
事

務
所

に
お
け
る
次

長
、

県
立
高
校
に
お
け
る
教
頭

等
）

及
び

当
該
行
政

財
産

近
辺

に
居

住
す

る
職

員
（

施
設

使
用

時
に
市
職
員

と
と

も
に
施
設
管
理
を
行
う
こ

と
の

で
き

る
役
付
職

員
）

の
氏

名
、
住
所
及
び
連
絡
先
。

 
②

 
工
事

予
定

等
施
設
使
用
時
に
影
響
の

あ
る
事
項
。

 
第

14
条
（

そ
の

他
）

 
 
 

こ
の
覚
書
に
定
め
の

な
い

事
項
に

つ
い
て

は
甲
乙
協
議
し

て
定

め
る
も

の
と

す
る
。

 
  
 

 
 
 
 
平
成
○
年

○
月

○
日

 
  
 

 
 
 
 
 
 
甲
 

 
所

在
地
 

○
○
○

○
○
○

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
静

岡
県
立

○
○
高

等
学
校

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
学

校
長
 

 
 
○

 ○
 
○

 ○
 

  
 

 
 
 
 
 
 
乙
 

 
富

士
市
永

田
町
１

丁
目
１
０
０
番

地
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
富

士
市
長

 
 
○

 ○
 
○

 ○
 

     覚
書

の
締
結
先

 

№
 

施
設
名

称
 

所
在
地

 
締
結

年
月

日
 

１
 
静
岡
県
立

富
士
高
等
学
校

 
富

士
市

松
本
１

７
番

地
 

平
成

９
年

９
月
３

日
 

２
 
静
岡
県
立

吉
原
高
等
学
校

 
富

士
市

今
泉
２

１
６

０
番
地

 
平

成
９

年
８
月

１
２

日
 

３
 
静
岡
県
立

富
士
東
高
等
学
校

 
富

士
市

今
泉
２

９
２

１
番
地

 
平
成

９
年

９
月
３

日
 

※
締

結
年
月
日
は
､平

成
6
年

3
月

10
日
付

け
消
第

97
4
号
､
静

岡
県

総
務
部

防
災

局
長
､
総
務
部

長
､
教

育
長
の

連
名

 
通

知
､
｢
災
害
時

等
に

お
け
る

県
有
施

設
の

使
用
に

関
す
る

要
領
の

改
正

に
つ
い

て
｣
を
受

け
､
再
締
結

し
た
年

月
日
｡ 

資
料
８
－
５
－
（
１
）
 



学
校
等

の
施
設
を
避
難
施
設
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
覚
書
 

 静
岡
県

富
士
見

中
学
校
・
高

等
学
校

長
（
以
下
「

甲
」
と

い
う
）
と
富

士
市
長

 
小
長

井
義

正
（
以
下
「
乙
」
と
い

う
）
と
の

間
に
、
地
震
又
は
風

水
害
等
（

以
下
「
災
害
等
」
と
い
う
。
）
が
発
生

又
は
発
生
す
る
お
そ

れ
が

あ
る
と

き
に
、

甲
の

施
設

（
以
下

「
学
校

施
設

」
と
い
う
。
）
を
避

難
施
設
と
し

て
使

用
す
る
こ
と
に

つ
い

て
覚
書

を
締
結

す
る
。

 
 第
１

条
（

目
的
）

 
 
 

こ
の

覚
書
は

、災
害
等
が

発
生
又

は
発
生
す
る

お
そ
れ
が
あ

る
と

き
に
、
学
校
施
設
を

使
用
す

る
こ
と
に
関
し
て
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る
。

 
 第
２

条
（

学
校
施

設
の
使

用
）

 
 
 

学
校

施
設
の

使
用
に

つ
い

て
は
以
下
の
と

お
り

と
す
る
。

 
(１

) 屋
外
施
設

 
地

震
等

が
発
生
し
た

場
合
に

、
住
民

等
が

広
く
て
安
全
な

避
難
場

所
と
し
て
使

用
す
る

。
 

使
用
す

る
屋
外
施
設

は
、
グ

ラ
ウ
ン

ド
を

使
用
す
る
も
の

と
す
る

。
 

( ２
) 屋

内
施
設

 
災

害
等

危
険
箇
所
に

居
住
す

る
住
民

等
が

立
ち
退
き
避
難

す
る
た

め
の
避
難
場

所
及
び

災
害
発
生
後
に
住
居

等
を
失
っ

た
者
が

避
難
所
と
し

て
使
用

す
る
。

 
使

用
す

る
屋
内
施
設

は
、
第

二
体
育

館
を

優
先
使
用
し
、

避
難
者

を
収
容
で
き

な
い
場

合
は
第
一
体
育
館
を

使
用
す
る

も
の
と

す
る
。

 
２
 

乙
は

、
甲
が

予
め
定

め
た

立
入
禁
止
区
域

は
避

難
施
設
と
し
て

使
用
し
な
い

。
 

た
だ

し
、
甲
と
乙
が
協
議

し
て

甲
が
使
用
を
認

め
た

場
合
は
こ

の
限
り
で
は

な
い

。
 

 
第
３

条
（

申
請
等

）
 

 
 

乙
は

、
災
害

等
の
状

況
に

よ
り
屋
内
施
設

の
開

設
が
必
要
と
判

断
し
た
場
合

は
、
電

話
等
で
甲
に
要
請
す

る
も
の

と
す
る

。
万
が

一
、
甲
と
連

絡
が
取

れ
ず
緊
急
を

要
す
る

場
合
は
、
乙

の
判
断

に
よ
り

使
用

す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 

乙
は

、
屋
内

施
設
を

使
用

す
る
場
合
は
、

遅
延

な
く
使
用
許
可

申
請
書
を
甲

に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

 
 第
４

条
（

許
可
等

）
 

 
 

甲
は

、
前
条

に
よ
り

要
請

を
受
け
た
と
き

は
、

学
校
施
設
の
用

途
又
は
目
的

を
妨
げ

な
い
限
度
に
お
い
て

、
そ
の

使
用
を

承
諾
す

る
も
の
と
し

、
乙
に

電
話
等
で
連

絡
す
る

も
の
と
す
る

。
 

２
 

甲
は

、
乙
か

ら
使
用

許
可

申
請
書
が
提
出

さ
れ

た
場
合
は
、
学

校
施
設
の
用

途
又
は

目
的
を
妨
げ
な
い
限

度
に
お

い
て
、

乙
に
使

用
許
可
書
を

交
付
し

て
そ
の
使
用

を
許
可

す
る
も
の
と

す
る
。

 
 第
５

条
（

期
間
）

 
 
 

使
用

期
間
は

７
日
以

内
と

す
る
。
た
だ
し

、
必

要
に
よ
り
甲
乙

協
議
し
て
最

大
限
７

日
以
内
の
延
長
が
で

き
る
も

の
と
す

る
。
ま
た
、
使

用
終
了
の
際
、
乙
は
甲

に
、「

○
年

○
月
○

日
○

時
に
使

用
終
了

し
た
」
旨
を
文
書
に
て
通
知

す
る
。

 
 第
６

条
（

原
状
変

更
の
制

限
）

 
 
 

乙
は

、
学
校

施
設
を

使
用

す
る
際
に
は
、

甲
の

承
諾
を
得
な
け

れ
ば
、
当
該

学
校
施

設
の
原
状
を
変
更
す

る
こ
と

が
で
き

な
い
も

の
と
す
る
。

 
 第
７

条
（

原
状
回

復
義
務

）
 

 
 

乙
は

、
使
用

期
間
が

満
了

し
た
と
き
又
は

使
用

許
可
が
取
り
消

さ
れ
た
と
き

は
、
変

更
し
た
学
校
施
設
や

設
備
等

を
原
状

に
復
す

る
も
の
と
す

る
。

 
 
 

ま
た

、
使
用

に
際
し

学
校

施
設
や
設
備
等

を
破

損
等
し
た
場
合

は
、
乙
の
責

任
に
お

い
て
原
状
に
復
す
る

。
こ
の

場
合
に

あ
っ
て

は
、
乙
は
甲

が
学
校

施
設
の
使
用

を
開
始

す
る
ま
で
に

修
繕
又

は
更
新

す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

資
料

８
－
５
－
（

２
）
 

 第
８

条
（
施
設
使
用
料
の

免
除

）
 

 
 

甲
は
、
学
校
施
設
の

使
用

料
を
免

除
す
る

も
の
と
す
る
。

 
 第
９

条
（
費
用
の
負
担
）

 
 
 

当
該
学
校
施
設
の
付

帯
設

備
の
使

用
に
要

し
た
経
費
は
、

原
則

と
し
て

乙
の

負
担
と

す
る
。

 
 
 

た
だ
し
、
甲
が
特
に

必
要

と
認
め

る
と
き

は
こ
の
限
り
で

は
な

い
。

 
 第

10
条
（

覚
書

等
の
遵

守
）

 
 
 

乙
は
、
学
校
施
設
の

使
用

に
当
た

っ
て
は

、
甲
の
定
め
る

規
程

及
び
本

覚
書

に
定
め

る
事
項

を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 第

11
条
（
鍵
の
貸
与
）

 
 
 

甲
は
、
災
害
等
発
生

時
に

備
え
、

乙
に
借

用
書
の
と
お
り

鍵
を

貸
与
し

、
乙

は
貸
与

さ
れ
た

鍵
を
適
切
に
保
管
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 第
12

条
（

許
可

の
取
り

消
し

）
 

 
 

甲
が
、
当
該
学
校
施

設
を

学
校
再

開
の
た

め
本
来
の
利
用

目
的

に
供
す

る
必

要
が
生

じ
た
と

き
又
は
乙
に
こ
の
覚

書
に
違

反
す
る

行
為

が
あ
る

と
認
め

る
と

き
は
、

甲
は
使

用
許
可

を
取

り
消
す

こ
と
が

で
き

る
。

 
２
 

甲
は
、
乙
に
対
し
前

項
の

使
用
許

可
の
取

消
に
よ
り
生
じ

た
損

失
は
補

償
し

な
い
も

の
と
す

る
。

 
 第

13
条
（

覚
書

の
有
効

期
限

）
 

 
 

こ
の
覚
書
は
、
当
該

学
校

施
設
の

形
状
変

更
等
に
よ
り
避

難
施

設
と
し

て
の

要
件
を

欠
く
事

由
が
発
生
し
な
い
限

り
有
効

と
す
る

。
 

 
 

た
だ
し
、
甲
乙
が
協

議
し

、
当
該

施
設
が

避
難
施
設
と
し

て
不

適
当
又

は
そ

の
必
要

が
な
い

と
認
め
る
場
合
は
こ

の
限
り

で
は
な

い
。

 
２
 

当
該
学
校
施
設
の
形

状
変

更
等
に

よ
り
避

難
施
設
と
し
て

の
要

件
を
欠

く
事

由
が
発

生
し
た

場
合
、
直
ち
に
甲
は

乙
に
対

し
、
文

書
を

も
っ
て

連
絡
す

る
も

の
と
す

る
。

 
 第

14
条
（

連
絡

先
等
の

確
認

）
 

 
 

乙
は
、
毎
年
度
当
初

、
以

下
の
事

項
に
つ

い
て
甲
に
対
し

て
照

会
し
、

現
状

を
把
握

す
る
も

の
と
す
る
。

 
①

 
施
設

の
管

理
者
、
同
代
理
者
及
び
連

絡
す
べ
き
職

員
の
氏

名
、
住

所
及

び
電
話

番
号

 
②

 
第

11
条
に
よ
り
借
用
し
て
い
る
鍵
の
変
更
等

 
③

 
工
事

予
定

等
施
設
使
用
時
に
影
響
の

あ
る
事
項

 
２
 

甲
は
、
以
下
の
事
項

に
つ

い
て
乙

に
対
し

て
照
会
し
、
現

状
を

把
握
で

き
る

も
の
と

す
る
。

 
①

 
防
災
危
機

管
理
課

長
、
地

区
担

当
職
員

の
氏
名

、
住

所
及
び
電

話
番

号
 

②
 
第

11
条

に
よ
り

貸
与

し
て
い
る
鍵

の
保
管

状
況
及

び
管

理
責
任

者
 

 第
15

条
（

そ
の

他
）

 
 
 

こ
の
覚
書
に
定
め
の

な
い

事
項
に

つ
い
て

は
、
甲
乙
協
議

し
て

定
め
る

も
の

と
す
る

。
 

  
 

 
 
 
 
令
和

2
年

6
月

1
日

 
  
 

 
 
 
 
 
 
甲
 

 
富

士
市
平

垣
町
１

番
１
号

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
静

岡
県
富

士
見
中

学
校
・
高
等
学

校
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
校

 
 
長

 
 
袴

 
田
 
 
四
 

郎
 

  
 

 
 
 
 
 
 
乙
 

 
富

士
市
永

田
町
１

丁
目
１
０
０
番

地
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
富

士
市
長

 
 
小

 長
 井

 
義

 正
 

資
料

８
－
５
－
（

２
）
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災
害

時
に

お
け

る
要

配
慮
者

の
緊

急
受

入
れ
及

び
連
携

等
に

関
す

る
協
定

書
 

富
士
市
（
以

下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
、
●
●

法
人

●
●
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
災

害
時

に
お
け
る

要
配
慮
者
の

緊
急

受
入
れ

及
び

連
携
等
に
つ

い
て
、
次
の

と
お
り
協
定
を
締

結
す
る
。

 

（
目
的

）
 

第
１
条
 

こ
の
協
定
は

、
大
規
模
な
地
震
等
の
災

害
に
よ
り
要
配
慮

者
が
避
難

を
余
儀
な
く
さ
れ
た

場
合
に

、
甲
が

乙
の
運
営
す
る

社
会
福
祉
施
設

等
に
対
し
協
力
を

要
請
す
る

こ
と
及
び
甲
乙
間
の

円
滑
な

連
携
が
図
ら

れ
る

よ
う
、

必
要

な
事
項
を
定

め
る
。

 

 
（
定
義

）
 

第
２
条
 

こ
の
協
定
に

お
い

て
「
要
配
慮

者
」
と
は

、
次
に
掲

げ
る
者
の
う
ち
、
施
設
の
入

所
基

準

に
該
当

し
、
又
は
該
当
す

る
と
認
め
ら
れ

る
者
で
、
災
害
時
に
何

ら
か
の
援

護
を
求
め
る
者
を
い

う
。

  

（
1 ）

介
護
保
険

の
要
介
護
認
定
者

  
（

2 ）
障
害
者
手

帳
所
持
者

 

（
3 ）

上
記
に
準

じ
る
者

 
（

4）
そ
の
他
必

要
と
認
め
る
者

  

 
（
避
難

施
設
）

 
第
３
条
 

避
難
す
る
施

設
は

、
次
に

掲
げ

る
施
設
と
す

る
。

  
▲
▲

 

 （
対
応

責
任
者
）

 
第
４
条
 

甲
及
び
乙
は

、
災

害
時
等
に
お

け
る
対
応
が
円
滑

に
行
わ
れ
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
責
任

者

を
定
め

る
も
の
と
す

る
。

 

（
対
応

体
制
等
の
相

互
連

絡
）

 
第
５
条
 

甲
及
び
乙
は

、
災

害
時
等
に
お

け
る
連
絡
体
制
、
対
応
窓

口
及
び
連

絡
方
法
に
つ
い
て

定

め
る
と

と
も
に
、
前
条
の
責

任
者
と
併
せ
て
、
毎
年

４
月
１
日
及

び
変
更
の
都

度
、
相
互
に
書
面

で
通
知

す
る
も
の
と

す
る

。
 

（
災
害

時
の
情
報
提

供
）

 
第
６
条
 

乙
は
、
災
害
時
等

に
乙
の
施
設
の

被
害
状
況
、
地
域
の
状

況
等
あ
ら
か

じ
め
甲
乙

が
協

議

し
て
定

め
る
事
項
に

つ
い

て
と
り

ま
と

め
の
う
え
、

定
期
的
に
甲
に

連
絡
す
る
も
の

と
す
る
。

 

２
 
甲
は

、
災

害
時
等
に
市

内
の
被
害

状
況
、
被
災
住
民
の

状
況
、
復
旧
の
見

込
み
、
他
の

社
会

福

祉
施

設
等

の
被

害
状

況
等

あ
ら

か
じ

め
甲

乙
が

協
議

し
て

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
と

り
ま

と
め

の
う
え

、
定
期
的
に

乙
に

連
絡
す

る
も

の
と
す
る
。

 

  

資
料

８
－

６
 

 
（
災
害

時
等
の
受

入
れ
）

 

第
７
条
 

甲
は
、
居
宅

で
居

住
困
難

と
な

り
、
市

指
定

避
難

場
所

で
は
対

応
が

困
難
な
要
配
慮
者
の

た
め
に

、
乙
に
対

し
て
緊
急
の
受
入
れ
要
請

を
で

き
る
も
の
と
す
る
。

 
２

 
乙
は

、
甲
か
ら

の
要
請
を
で
き
る
限
り
受

諾
す

る
よ
う
に
努
め

る
も

の
と
す
る
。

 

 
（
手
続

き
等
）

 

第
８
条
 

甲
は
、
前
条

に
よ

り
乙
に

受
入

れ
を
要

請
す
る
場

合
は
、
あ
ら
か
じ
め

電
話

等
の
情
報

手

段
に
よ

り
、
受

入
れ

可
能

人
数
を

確
認

の
う
え

、
次
に
掲

げ
る

事
項
を
明
ら
か

に
し

た
書

面
に

よ

り
行
う

も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要

す
る

場
合
は
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

 

（
1 ）

要
配
慮
者

の
住
所
、
氏

名
、

心
身
の
状
況
、
連

絡
先
等

 
（

2）
要

配
慮
者

の
身
元
引
受

人
の

氏
名
、
連
絡
先
等

 
（

3）
受

入
れ
要

請
期
間

 

 
（
受
入

れ
可
能
人

数
等
）

 
第

９
条
 

甲
は
、
乙

の
協

力
の

も
と
に
本
協

定
締
結
後
、
施
設
の
要

介
護

者
等
の
受
入
れ
可
能

人
員

、

介
護
支

援
者
数
及

び
必
要
物
資
等
に
つ
い
て

把
握

す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
（
災
害

時
等
の
人

的
支
援
）

 
第

10
条
 

甲
は
、

災
害

時
等
に
専

門
的
な
介
護

者
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の

把
握

、
確
保
を
行
う
も
の

と
す
る

。
 

２
 
乙
は

、
災
害
時

等
に

施
設
運
営
に

必
要
な
職
員
又
は
被

災
し

た
他
施
設
に
派

遣
可

能
な

職
員

に

つ
い
て

、
甲
に
報

告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
甲
は

、
自

主
的
に

又
は

乙
か
ら
の

要
請
に
よ
り
、
専

門
的

な
介

護
者
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
又
は
他

施
設
職

員
を
乙
に

派
遣
す
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
乙
は

、
甲
か

ら
他

施
設

へ
職
員

派
遣

を
要
請

さ
れ

た
場
合
、
速
や

か
に

受
託

す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
災
害

時
等
の
物

的
支
援
）

 

第
11

条
 
甲

は
、
災
害
時
等
に
援
助
物
資
及
び
搬

送
手
段
の

把
握

、
確

保
を
行
う
も

の
と

す
る
。

 
２

 
甲

は
、
自

主
的
に

又
は

乙
か
ら

の
要

請
に
よ

り
、
援

助
物

資
を

乙
に
搬

送
す

る
も
の

と
す

る
。

甲
が
援

助
物
資
を

搬
送
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合

に
は
、
乙
が
援

助
物
資

の
保

管
場

所
に
お
い
て

援
助
物

資
を
受
け

取
り
搬
送
を
行
う
も
の
と

す
る

。
 

 
（
要
配

慮
者
の
搬

送
）

 
第

12
条
 

乙
は
、

甲
か

ら
の
要
請

に
よ
り
乙
の

所
有

す
る
車
両
を

使
用

し
て

、
要
配
慮
者
の
搬
送

を
行
う

も
の
と
す

る
。

 

 
（
災
害

時
等
の
被

災
状
況
等
記
録
）

 
第

13
条
 

乙
は
、

災
害

時
等
に
お

い
て
可
能
な

限
り

写
真
等
を
用

い
て

、
被

災
状
況
等
を
記
録
す

る
も
の

と
す
る
。

 

 



資
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（
訓
練

）
 

第
14

条
 

甲
及
び

乙
は

、
毎
年
度

、
合
同
で
災
害
時
等
に
お
け
る
対
応
に
つ

い
て
の
訓
練
を
行
う

も
の
と

す
る
。

 

 
（
意
見

交
換
会
等
）

 
第

15
条
 

甲
及
び

乙
は

、
毎
年
度

、
本
協
定
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
意
見

交
換
会
等
を
開
催
す

る
も
の

と
す
る
。

 

 
（
協
定

の
見
直
し
）

 
第

16
条
 

甲
及
び

乙
は

、
毎
年
度

、
こ
の
協
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
検
証
を
行

い
、
必

要
が
あ
れ
ば

随
時

見
直
し

を
行

う
も
の
と
す

る
。

 
（

1）
第

5
条
の
規
定

に
基
づ
く

、
連
絡
体
制

、
対

応
窓
口
及
び

連
絡
方
法
に
つ
い
て

 
（

2）
第

6
条
の
規
定

に
基
づ
く

、
災
害
時
等

の
報

告
及
び
連
絡

内
容
、
様
式
等
に
つ
い
て

 
（

3 ）
第

7
条
、
第

8
条
、

第
9
条
の

規
定
に

基
づ

く
、
要
配
慮
者
の
受

入
れ
に
つ
い

て
 

（
4 ）

第
10

条
の
規
定
に

基
づ
く
、
専
門
的
な
介

護
者
、
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
及
び
派

遣
可
能
な
他

施
設

職
員
の
把
握

、
確

保
及
び

そ
の

活
動
内
容
等

に
つ
い
て

 
（

5）
第

11
条
の
規
定
に

基
づ
く
、
援
助
物
資
及
び

搬
送
手
段
等

に
つ
い
て

 
（

6）
第

12
条
の
規
定
に
基
づ
く

、
要

配
慮
者

の
搬

送
手
段
等
に

つ
い
て

 
（

7）
第

13
条
の
規
定
に
基
づ
く

、
被

災
状
況

等
の

記
録
に
つ
い

て
 

（
8）

第
14

条
の
規
定
に
基
づ
く

、
甲

及
び
乙

合
同

に
よ
る
災
害

時
の
対
応
訓

練
に
つ
い

て
 

（
9 ）

そ
の
他
必

要
な
事
項
に
つ
い
て

 

 
（
費
用

の
負
担
）

 
第

17
条
 

甲
は
乙

に
対

し
、
当
該

要
配
慮
者
が
期
間
内
に
要
し
た
経
費
に
つ

い
て
、
適
正
な
負
担

を
行
う

も
の
と
す
る

。
 

 
（
他
市

町
村
か
ら
の

受
入

）
 

第
18

条
 

甲
及
び

乙
は

、
他
の
市

町
村
か
ら
の
要
配
慮
者
の
受
入
れ
の
要
請

が
な
さ
れ
た
場
合
、

直
ち
に

緊
急
性
、
施
設
の

状
況
等
に
つ
い

て
協
議
し
、
可
能
な
限

り
受
諾
す
る

よ
う
努
め

る
も

の

と
す
る

。
 

 
（
疑
義

の
解
決
）

 
第

19
条
 

こ
の
協

定
に

定
め
の
な

い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が

生
じ
た
と
き
は
、
別

に
甲
乙

協
議
し
て
定

め
る

も
の
と

す
る

。
 

 
（
協
定

の
期
間
）

 

第
20

条
 

こ
の
協

定
は

、
締
結
の

日
か
ら
効
力
を
発
し
、
甲
又
は
乙
か
ら
書

面
に
よ
る
意
思
表
示

が
な
い

限
り
継
続
す

る
も

の
と
す

る
。

 

   

資
料

８
－

６
 

 
こ
の
協

定
を
証
す

る
た
め
、
本
書
２

通
を
作
成
し

、
甲
乙
記
名
押

印
の
上
、
そ

れ
ぞ

れ
各
１
通
を

保
有
す
る

。
 

  
 
 
 

 
令
和
 

 
年
 
□
月
 
△
日

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
（

甲
）

富
士
市

永
田
町
１
丁

目
１

０
０

番
地

 

富
士
市
長
 

 
小
長

井
 
義
正

 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
（
乙
）
富
士
宮
市
●

●
 

●
●
法
人
●

●
 

理
事
長
 
 

 
■
■

 
 富

士
市
●
●

 

▲
▲

 
施

設
長
 
 

 
■
■
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災
害

時
に

要
介
護
者
等

避
難
施
設
と

し
て
社
会

福
祉

施
設
を

使
用

す
る

こ
と
に
関

す
る
協
定

済
施
設

 

 

№
 

施
設

名
称
 

所
 
在

 
地
 

運
営
主
体

 
施

設
内

容
 

１
 

天
間

荘
 

富
士
市
天

間
1
6
02

 
信

愛
会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

２
 

富
士

楽
寿

園
 

富
士
市
大

淵
4
6
32
-
1 

誠
信

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

３
 

鑑
石

園
 

富
士
市
原

田
1
3
50
-
16

 
鑑

石
園
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

４
 

岩
本

園
 

富
士
市
岩

本
1
1
84
-
1
 

岳
陽

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

５
 

す
ど

の
杜
 

富
士
市
増

川
5
1
0-
1
 

美
芳

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

６
 

富
士

の
里
 

富
士
市
天

間
1
6
26

 
博

美
会
 

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
 

７
 

く
ぬ

ぎ
の

里
 

富
士
市
大

淵
1
4
28
2
-1

 
富

士
厚

生
会
 

障
害

者
支

援
施

設
 

８
 

き
ぼ

う
の

里
 

富
士
市
大

淵
1
4
28
3
-1

 
富

士
厚

生
会
 

障
害

者
支

援
施

設
 

９
 

富
士

和
光

学
園
 

富
士

市
大
淵
4
6
32
-
6 

誠
信

会
 

障
害

者
支

援
施

設
 

1
0
 

富
士

本
学

園
 

富
士
市
大

淵
4
6
32
-
7 

誠
信

会
 

障
害

者
支

援
施

設
 

1
1
 

誠
信

少
年

少
女

の
家
 

富
士

市
比

奈
1
3
54
 

誠
信

会
 

児
童

養
護

施
設

 

1
2
 

岩
倉

学
園
 

富
士
市
大

淵
4
6
32
-
5 

誠
信

会
 

児
童

養
護

施
設

 

1
3
 

ひ
ま

わ
り

園
 

富
士
市
今

泉
2
2
21

 
芙

蓉
会
 

児
童

養
護

施
設

 

1
4
 

み
ど

り
園
 

富
士
市
今

泉
2
2
20

 
芙

蓉
会
 

乳
児

院
 

15
 

加
島

の
郷
 

富
士

市
水
戸
島
7
-
8 

真
  
 
澄
 
 
 会

 
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム
 

1
6
 

ｺ
ﾌ
ﾚ
･
ｱ
ﾝ
ﾄ
ﾚ
ｰ
ﾄ
ﾞ
富

士
 

富
士

市
岩

本
10
2
0
-1
 

岳
  
 
陽
 
 
 会

 
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

 

1
7
 

ミ
ズ

ホ
園
 

富
士

市
瓜
島
町
1
7
3-
1 

御
  
 
山
 
 
 会

 
在

宅
複

合
型

施
設

 

1
8
 

み
ぎ

わ
園
 

富
士

市
今
泉
22
1
0 

芙
蓉

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

1
9
 

JA
ｵｱ
ｼｽ

吉
永
在

宅
複

合
ｹｱ

ｾﾝ
ﾀｰ
 

富
士
市
比

奈
15
9
-
21
 

協
同

福
祉

会
 

在
宅

複
合

型
施

設
 

2
0
 

ヴ
ィ

ラ
ー

ジ
ュ
富

士
 

富
士

市
厚

原
35
9
-
8 

秀
 
 
生

 
 会

 
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム
 

2
1
 
 
 
 
シ
ャ

ロ
ー
ム
富
士
川
 

富
士

市
北
松
野
1
0
71
 

富
士

厚
生

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

2
2
 

富
士

見
学

園
 

富
士

市
大
淵
21
5
8 

あ
し
た

か
太

陽
の

丘
 

障
害

者
支

援
施

設
 

2
3
 

で
ら

～
と
 

富
士

市
伝
法
86
-
3 

イ
ン

ク
ル

ふ
じ

 
障

害
者

支
援

施
設
 

2
4
 

か
た

く
ら

明
和

園
 

富
士
市
大

淵
27
1
0
-1
 

誠
信

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

2
5
 

丘
ホ

ー
ム
 

富
士

市
厚

原
67
2
-
1 

信
愛

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

2
6
 

な
か

ざ
と
 

富
士
市
中

里
25
9
3
-5
 

富
士

厚
生

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

2
7
 

松
野

の
里
 

富
士

市
南
松
野
2
6
04
-
1 

富
士

厚
生

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

2
8
 

富
士

ま
か

ど
 

富
士

市
間
門
22
6
-
1 

鑑
石

園
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

2
9
 

ウ
ェ

ル
ビ

ー
イ

ン
グ

富
士
 

富
士

市
厚

原
11
9
2
-1
 

㈱
ｳ
ｪﾙ
ﾋ
ﾞ
ｰｲ
ﾝ
ｸﾞ
 

介
護
付
有

料
老
人
ホ
ー
ム
 

3
0
 

ｳｪ
ﾙﾋ

ﾞｰ
ｲﾝ

ｸﾞ
富

士
三

ツ
倉
 

富
士

市
大

淵
24
4
7
-1
 

㈱
ｳ
ｪﾙ
ﾋ
ﾞ
ｰｲ
ﾝ
ｸﾞ
 

介
護
付
有

料
老
人
ホ
ー
ム
 

3
1
 

す
る

が
荘
 

富
士

市
原
田
20
3
0
-3
2 

美
芳

会
 

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

3
2
 

風
の

杜
 

富
士

市
原
田
20
3
0
-1
 

美
芳

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

3
3
 

月
の

あ
か

り
 

富
士

市
大
淵
84
7
-
4 

湖
成

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

3
4
 

あ
お

ば
 

富
士

市
五
味
島
2
8
5-
1 

岳
陽

会
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

3
5
 

ケ
ア

ハ
ウ

ス
慈

恩
 

富
士

市
五
味
島
2
8
1 

岳
陽

会
 

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
 

 

資
料
８

－
７
 

 

覚
 

 
書

 
 

 
 

静
岡

県
立
富
士

特
別

支
援

学
校
長

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）

と
富

士
市
長

 
鈴

木
尚

（
以

下
「

乙
」

と
い
う

。
）

と
の

間
に

、
静

岡
県

行
政

財
産

 
静

岡
県

立
富
士

特
別

支
援

学
校
（

以
下
「

行
政

財
産
」
と

い
う

。）
を

福
祉

避
難

所

と
し

て
使

用
す
る

こ
と
に

つ
い

て
次

の
と
お

り
定
め

る
。

 
第
１

条
（

目
 

的
）

 
 
 

甲
は

、
そ
の
所

管
す

る
行

政
財
産

を
災

害
時
に

お
け

る
住

民
の

福
祉
避

難
所

と
し
て

乙
に
使

用
さ

せ
る

も
の
と

す

る
。

 
第
２

条
（

定
 

義
）

 
 
 

前
条

に
示
す
福

祉
避

難
所

の
定
義

は
以

下
の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 
 

福
祉

避
難
所
と

は
、

避
難

所
で
の

生
活

に
支
障

を
き

た
す

人
の

た
め
の

２
次

的
な
避

難
所
で

あ
り

、
市

が
必
要

に

応
じ

て
設

置
す
る

。
対
象

者
は

、
高

齢
者
及

び
障
害

の
あ

る
人

で
、

避
難
所

で
の
生

活
に

お
い
て

何
ら

か
の

特
別

な

配
慮

を
必

要
と
す

る
者
と

す
る

。
 

第
３

条
（

申
 

請
）

 
 
 

乙
は

、
行

政
財
産

を
使

用
す

る
場

合
で

緊
急

を
要
す

る
と
き

は
、
事
前

に
電
話

等
で

甲
に

申
請

す
る

も
の

と
す
る

。

こ
の

場
合

は
、
遅

滞
な
く

静
岡

県
財

産
規
則

（
昭
和

３
９

年
静

岡
県

規
則
第

１
４
号

）
に

定
め
る

行
政

財
産

使
用

許

可
申

請
書

を
甲
に

提
出
す

る
も

の
と

す
る
。

 
２
 

乙
は

、
行
政
財

産
を

使
用

す
る
場

合
で

緊
急
を

要
し

な
い

と
き

は
、
事

前
に

前
項
の

行
政
財

産
使

用
許

可
申
請

書

を
甲

に
提

出
す
る

も
の
と

す
る

。
 

第
４

条
（

許
可

等
）

 
 
 

甲
は

、
前
条
第

１
項

に
よ

り
電
話

等
で

申
請
を

受
け

た
と

き
は

、
行
政

財
産

の
用
途

又
は
目

的
を

妨
げ

な
い
限

度

に
お

い
て

、
そ
の

使
用
を

承
諾

す
る

も
の
と

し
、
乙

に
電

話
等

で
連

絡
す
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 

甲
は

、
乙
か
ら

行
政

財
産

使
用
許

可
申

請
書
が

提
出

さ
れ

た
場

合
は
、

行
政

財
産
の

用
途
又

は
目

的
を

妨
げ
な

い

限
度

に
お

い
て
、

乙
に
行

政
財

産
使

用
許
可

書
を
交

付
し

て
そ

の
使

用
を
許

可
す
る

も
の

と
す

る
。

 
第
５

条
（

期
 

間
）

 
 
 

使
用

の
期
間
は

７
日

以
内

と
す
る

。
た

だ
し
、

必
要

に
よ

り
甲

乙
協
議

し
て

最
大
限

７
日
間

以
内

の
延

長
が
で

き

る
も

の
と

す
る
。

ま
た
、

使
用

終
了

の
際
、

乙
は
甲

に
「

○
年

○
月

○
日
○

時
に
使

用
終

了
し
た

」
旨

を
文

書
に

て

通
知

す
る

。
 

第
６

条
（

原
状

変
更

の
制

限
）

 
 
 

乙
は

、
行
政
財

産
を

使
用

す
る
に

当
た

っ
て
は

、
甲

の
承

諾
を

得
な
け

れ
ば

、
当
該

行
政
財

産
の

現
状

を
変
更

す

る
こ

と
が

で
き
な

い
も
の

と
す

る
。

 
第
７

条
（

原
状

回
復

義
務

）
 

 
 

乙
は

、
使
用
期

限
が

満
了

し
た
と

き
又

は
、
使

用
許

可
が

取
り

消
さ
れ

た
と

き
は
、

当
該
行

政
財

産
の

原
状
に

復

す
る

も
の

と
す
る

。
 

第
８

条
（

施
設

使
用

料
の

免
除

）
 

 
 

甲
は

、
行
政
財

産
の

使
用

料
条
例

（
昭

和
３
９

年
静

岡
県

条
例

第
２
０

号
）

第
４
条

に
基
づ

き
、

使
用

料
を
免

除

す
る

も
の

と
す
る

。
 

第
９

条
（

費
用

の
負

担
）

 
 
 

当
該

行
政
財
産

の
付

帯
設

備
の
使

用
に

要
し
た

経
費

は
原

則
と

し
て
乙

が
負

担
す

る
。

 
 
 

た
だ

し
、
知
事

が
特

に
必

要
と
認

め
る

と
き
は

、
こ

の
限

り
で

は
な
い

。
 

第
10

条
（
規

則
等

の
遵
守

）
 

 
 

乙
は

、
行
政
財

産
の

使
用

に
当
た

っ
て

は
、
前

各
条

の
ほ

か
、

静
岡
県

財
産

規
則
及

び
許
可

条
例

を
遵

守
し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 
第

11
条
（

許
可
の

取
り
消

し
）

 
 
 

甲
が

、
当
該
行

政
財

産
を

公
用
又

は
公

共
用
に

供
す

る
必

要
が

生
じ
た

と
き

又
は
、

乙
に
こ

の
覚

書
に

違
反
す

る

行
為

が
あ

る
と
認

め
ら
れ

る
と

き
は

、
甲
は

使
用
許

可
を

取
り

消
す

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

甲
は

、
乙
に
対

し
て

前
項

の
使
用

許
可

の
取
り

消
し

に
よ

り
生

じ
た
損

失
は

、
保

証
し

な
い

も
の

と
す
る

。
 



資
料
８

－
７

 

 

第
12

条
（
覚

書
の

有
効
期

限
）

 
 
 

こ
の

覚
書

は
、

当
該

行
政

財
産
の

形
状

変
更
等

に
よ

り
福

祉
避

難
所
と

し
て
の

要
件

を
欠
く

事
由

が
発
生

し
な

い

限
り

有
効

と
す
る

。
 

 
 

た
だ

し
、

甲
乙

が
協

議
し

、
当
該

施
設

が
福
祉

避
難

所
と

し
て

不
適
当

又
は
、

そ
の

必
要
が

な
い

と
認
め

る
場

合

は
こ

の
限

り
で
は

な
い
。

 
２
 

当
該

行
政

財
産

の
形

状
変

更
等
に

よ
り

福
祉
避

難
所

と
し

て
の

要
件
を

欠
く
事

由
が

発
生
し

た
場

合
、
直

ち
に

甲

は
乙

に
対

し
、
文

書
を
以

て
連

絡
す

る
も
の

と
す
る

。
 

第
13

条
（
連

絡
先

等
の
確

認
）

 
 
 

乙
は

、
毎

年
度

当
初

、
以

下
の
事

項
に

つ
い
て

甲
に

対
し

て
照

会
し
、

現
状
を

把
握

す
る
も

の
と

す
る
。

 
(1

) 
施
設

の
管

理
者

、
同

代
理

者
（
県

事
務

所
に

お
け

る
次

長
、
県

立
学

校
に

お
け

る
教

頭
等
）

及
び

当
該

行
政
財

産
近

辺
に

居
住

す
る

職
員

（
施
設

使
用

時
に

市
職

員
と

と
も
に

施
設

管
理

を
行

う
こ

と
の
で

き
る

役
付

職
員
）

の
氏

名
、

住
所
及

び
連

絡
先

。
 

(2
) 
工
事

予
定

等
施
設

使
用

時
に

影
響
の

あ
る
事

項
。

 
第

14
条

（
そ

の
他

）
 

 
 

こ
の

覚
書

に
定

め
の

な
い

事
項
に

つ
い

て
は
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め
る

も
の
と

す
る

。
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

平
成
１

６
年

９
月

２
１

日
 

  
（
甲

）
 

富
士

市
大

渕
３
７

７
３

番
地
の

１
 

 
静
岡

県
立

富
士
特

別
支

援
学
校

 
 校
長

 
 

名
倉
 

愼
一
郎

 
   

（
乙

）
 

富
士

市
永

田
町

1
丁

目
１
０

０
番

地
 

 
富
士

市
長

 
 

鈴
木

 
尚

 

資
料

８
－

８
 

 

漁
船
に

よ
る

緊
急
輸

送
活
動

に
関

す
る

協
定

書
 

  
静

岡
県
（
以
下
「

甲
」
と

い
う
。
）
と

富
士
市
（

以
下
「
乙

」
と
い

う
。
）
と
田
子
の

浦
漁
業
協

同
組

合
（

以
下
「

丙
」

と
い

う
。

）
と

は
、

地
震

に
よ

る
災
害

が
発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

漁
船

に
よ

る
緊

急
輸

送
活
動

に
関
し

、
次

の
と

お

り
協

定
を
締
結
す
る
。

 

 （
協

定
の
趣
旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、
静

岡
県
地

震
対

策
推
進

条
例

（
平

成
８
年

３
月

22
日

条
例

第
１

号
）

第
2
9
条

第
３

項
及

び

 
第

3
5
条

の
規

定
に

基
づ
き

、
甲

又
は

乙
が

、
丙

に
対

し
、
緊

急
輸

送
活

動
へ

の
協

力
を

求
め
る

場
合

に
必

要
な
事

項

 
を

定
め
る
も
の
と
す

る
。

 

（
要

 
 
 
請
）

 

第
２

条
 

甲
は

、
地

震
に

よ
る

災
害
が

発
生

し
、

海
上

に
お

け
る
緊

急
輸

送
が

最
適

と
判

断
し
た

場
合
で

あ
っ

て
、

 
漁

船
以

外
の

船
舶

の
確

保
が

困
難
で

あ
る
と

認
め

る
と

き
は

、
丙

に
対

し
、

緊
急

輸
送

活
動
へ

の
協
力

を
要

請
す

る

 
こ

と
が
で
き
る
。

 

２
．
乙
は
、
地
震

に
よ
る
災

害
が

発
生
し

、
海

上
に

お
け

る
緊
急
輸
送
が

必
要

で
あ

る
と
認
め
る

と
き
は
、
丙
に
対

し
、

 
緊

急
輸
送
活
動
へ
の

協
力
を

要
請

す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

（
要

請
の
方
法
）

 

第
３

条
 

前
条

の
規

定
に

よ
る

要
請
は

、
様

式
第

１
号

に
よ

り
緊
急

輸
送

活
動

の
内

容
及

び
期
間

等
を
指

定
し

て
、

 
文

書
で

行
う

。
た

だ
し

、
文

書
で
要

請
す
る

い
と

ま
が

な
い

と
き

は
、

無
線

、
電

話
又

は
口
頭

で
要
請

し
、

そ
の

後

 
速

や
か
に
文
書
を
送

付
す
る

も
の

と
す
る
。

 

２
．

甲
か
ら
の
丙
に
対

す
る
要

請
は

、
乙
を
経
由
し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
緊

急
輸
送
活
動
）

 

第
４

条
 
甲
又
は
乙

が
、
丙

に
対
し

て
協

力
を

要
請
す
る
緊
急

輸
送

活
動
は

、
次
に
掲

げ
る

活
動

と
す

る
。

 

(1
)
 
被
災
者
（
滞
留
者

を
含
む

。
）

の
輸

送
活
動

 

(2
)
 
災
害
救
助
に
必
要

な
生
活

必
需

品
等

の
輸
送
活
動

 

(3
)
 
災
害
応
急
対
策
の

実
施
の

た
め

に
必

要
な
人
員
、
資
機

材
等
の

輸
送

活
動

 

（
緊

急
輸
送
活
動
の
実

施
）

 

第
５

条
 

丙
は

、
第

２
条

の
規

定
に
よ

る
要

請
を

受
け

た
と

き
は
、

所
属

す
る

組
合

員
（

准
組
合

員
を
含

む
。

以
下

 
同

じ
。

）
の

う
ち

漁
船

を
所

有
す
る

者
の
協

力
を

得
て

、
当

該
要

請
に

基
づ

く
緊

急
輸

送
活
動

を
実
施

す
る

も
の

と

 
す

る
。

 

（
活

動
報

告
）
 

第
６

条
 

丙
は

、
前

条
の

緊
急

輸
送
活

動
を

実
施

し
た

と
き

は
、
当

該
活

動
の

終
了

後
速

や
か
に

、
様
式

第
２

号
に

 
よ

り
そ

の
状

況
を

報
告

す
る

。
た
だ

し
、
文

書
で

報
告

す
る

い
と

ま
が

な
い

と
き

は
、

無
線
、

電
話
又

は
口

頭
で

報

 
告

し
、
そ
の
後
速
や

か
に
文

書
を

送
付
す
る
も
の
と

す
る

。
 

２
．

甲
に
対
す
る
前
項

の
規
定

に
よ

る
報
告
は
、
乙
を

経
由

し
て

行
う

も
の

と
す
る

。
 

（
費

用
の
負
担
）

 

第
７

条
 

第
２

条
第

１
項

の
規

定
に
よ

る
要

請
に

よ
っ

て
実

施
し
た

緊
急

輸
送

活
動

に
要

し
た
人

件
費
、

燃
料

費
そ

 
の

他
の
費
用
は
、
甲

又
は
甲

に
緊

急
輸
送
の
確
保
を

求
め

た
市

町
村

が
負

担
す
る

よ
う
措
置
す
る

。
 

２
．

第
２
条
第
２
項
の

規
定
に

よ
る

要
請
に
よ
っ
て
実

施
し

た
緊

急
輸

送
活

動
に
要

し
た
人
件
費
、

燃
料

費
そ

の
他

の
 

 
費

用
は
、
乙
が
負
担

す
る
も

の
と

す
る
。

 



資
料
８
－

８
 

 

（
費

用
の

請
求
及
び
支

払
い
）

 

第
８

条
 
丙

は
、
緊

急
輸

送
活

動
の
終

了
後
、

当
該

活
動

に
要

し
た

前
条

第
１

項
の

費
用

に
つ
い

て
は
甲

に
、

前
条

 
第

２
項

の
費
用
に
つ

い
て
は

乙
に

請
求

す
る

も
の
と

す
る

。
 

２
．
甲

又
は
乙
は

、
前
項
の

請
求

が
あ
っ

た
と

き
は

、
内

容
を
確

認
し
、
速
や

か
に
そ

の
費
用
を
支

払
う
も
の
と
す

る
。

 

（
従

事
者

の
災
害
補
償

）
 

第
９

条
 
甲

は
、
こ

の
協

定
に

基
づ
く

緊
急
輸

送
活

動
の

実
施

に
よ

り
、

当
該

活
動

に
従

事
し
た

丙
の
組

合
員

が
当

 
該

業
務

の
た
め
に
損

害
を
被

っ
た

場
合

に
は

、
静
岡

県
地

震
対

策
推
進
条

例
第
34

条
第
１

項
の

規
定
を
適
用
す
る

。
 

（
損

害
賠

償
の
負
担
）

 

第
 
1
0 
条

 
甲

は
、
こ

の
協

定
に

基
づ
く

緊
急
輸

送
活

動
の

実
施

に
よ

り
、

当
該

活
動

に
従

事
し
た

丙
の
組

合
員

が
当

 
該

業
務

を
遂

行
す

る
に

当
た

り
他
人

に
損
害

を
加

え
た

場
合

に
お

い
て
、

そ
の
者

の
責

任
に
係

る
損
害

賠
償

の
額

が

 
確

定
し

た
と
き
は
、

静
岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例
第
3
4
条

第
２

項
の
規
定

を
適
用

す
る
。

 

（
協

力
組

合
員
名
簿
の

提
出
）

 

第
 
1
1 
条

 
丙

は
、
所

属
す

る
組

合
員
の

う
ち
、

漁
船

を
所

有
す

る
者

で
あ

っ
て

、
こ

の
協

定
に
基

づ
く
緊

急
輸

送
活

 
動

に
協

力
で
き
る
も

の
の
名

簿
を

、
毎

年
１

回
乙
に

提
出

す
る

も
の
と
す

る
。

 

２
．

乙
は

、
前
項
の
規

定
に
よ

り
提

出
さ

れ
た

名
簿
の

写
し

を
甲

に
提
出
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
協

 
 

 
議
）

 

第
 
1
2 
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い
事

項
及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、
そ

の
都
度

、
甲

乙
丙

 
協

議
し

て
定
め
る
も

の
と
す

る
。

 

（
有

効
期

間
）

 

第
 
1
3 
条

 
こ

の
協
定

は
、

平
成

1
0
年

８
月

2
0
日

か
ら

、
そ

の
効

力
を
有

す
る
も

の
と
し

、
甲
、

乙
又
は

丙
が
文

書
を

 
も

っ
て

協
定
の
終
了

を
通
知

し
な

い
限

り
、

そ
の
効

力
を

持
続

す
る
。

 

  
こ

の
協

定
の
成
立
を

証
す
る

た
め

、
本

書
３

通
を
作

成
し

、
甲

乙
丙
記
名

押
印
の

上
、
各

１
通

を
保
有
す
る
。
 

  
 

平
成

10
年
８
月
2
0
日

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（
甲
）
 
静
岡

市
追

手
町
９
番
６
号
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
静
岡
県
知
事
 
 
 
 
石
 

川
 

嘉
 
延
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（
乙
）
 
富
士

市
永

田
町
１
丁
目
１

０
０
番
地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
富
 
士
 市

 
長
 
 
 
 
鈴
 
木
 
清
 
見
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（
丙
）
 
富
士

市
前

田
新
田
８
６
６

番
地
の
６
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

田
子

の
浦
漁
業
協
同

組
合
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
代
表
理
事
組
合
長
 

深
 
澤
 
治
 
雄
 

 

資
料
８

－
９
 

 

災
害
時
の
緊
急
協

力
に
関

す
る
協
定
書

 
 富

士
市

水
道
事

業
管

理
者
 

富
士
市

長
 

鈴
木
 

尚
（

以
下
「
甲
」
と
い

う
。）

と
富

士
市

水
道
指

定
工
事
店
協
同
組

合
 

理
事
長
 
遠
藤
 
正

三
（
以
下
「
乙
」
と

い
う

。）
と
は
、
富

士
市
に

お
け

る
地
震

災
害
及
び
風

水
害
等
（

以
下
「

災

害
」

と
い
う
。）

に
よ

る
水
道

災
害
時

の
緊

急
協
力

に
関

し
、
次

の
事

項
に
よ

り
協
定

を
締

結
す
る

。
 

（
目

 
的
）
 

第
１

条
 
こ
の
協
定
書
は

、
富
士

市
内
に
災
害

が
発
生
し
、
又
は
発

生
す
る
お
そ

れ
が

生
じ
た
場
合
（

以
下
「
災

害
時
」

と
い
う

。）
に
お
け

る
緊
急

協
力

に
関
し

て
、
必

要
な
事
項
を

定
め

る
。
 

（
協

力
の
要
請
）
 

第
２

条
 
甲
は
、
災
害
時

に
お

い
て
、

緊
急
に

協
力
が
必
要
と

認
め

た
と
き

は
、

次
に
揚

げ
る
事

項
に
つ
い
て
、
乙
に

対
し
て

協
力
を

要
請

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

（
１
）
 水

道
施
設

及
び
給

水
装
置

等
の

応
急
復

旧
 

（
２
）
 応

急
運
搬

給
水
及

び
当
該

給
水

の
た
め

の
車
両
の

提
供
並

び
に
配

水
池

で
の
応
急
給
水
 

（
３
）
 自

家
発
電

機
の
運

転
 

（
４
）
 そ

の
他
甲

が
必
要

と
認
め

た
事

項
 

２
 

甲
は
、
協
力
を
要
請

す
る

に
当
た

っ
て
は

、
場
所
、
状
況

、
作

業
内
容

そ
の

他
必
要

と
認
め

る
事
項
を
文
書
を
も

っ
て
行

う
も
の

と
す

る
。
た

だ
し
緊

急
の

場
合
は

、
口
頭

で
要
請

し
、

そ
の
後

速
や
か

に
文

書
を
交

付
す
る
も
の
と

す
る
。
 

（
要

請
に
基
づ
く
協
力
）
 

第
３

条
  
乙
は
、
甲
の
協

力
要

請
が
あ

っ
た
と
き
は

、
甲

の
指
示
に
従

い
、

速
や
か

に
組
合
員
及

び
資

機
材
等

を
活

用

し
、
協
力
活
動

を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
費

用
の
負
担
）
 

第
４

条
  
甲
は
、
乙
に
対

し
て

こ
の
協

力
要
請
の
実

施
に

対
す
る
費
用

を
負

担
す
る

も
の
と
し
、

そ
の

費
用
は

災
害

発

生
直
前
時
に
お

け
る
適
正
な
価
格
を
基
準
と
し
て
、
甲
乙
協
議
の
上
決
定
す
る
。
 

（
有

効
期
間
）
 

第
５

条
  
こ
の
協
定
は
、

協
定

の
成
立

の
日
か
ら
そ

の
効

力
を
有
す
る

も
の

と
し
、

甲
又
は
乙
が

文
書

を
も
っ

て
協

定

の
解
除
を
通
知

し
な
い
限
り
、
そ
の
効
力
を
持
続
す
る
。
 

（
報

 
告
）
 

第
６

条
  
乙
は
、
毎
年
４

月
１

日
現
在

の
組
合
員
名

簿
及

び
災
害
時
に

協
力

で
き
る

資
機
材
、
車

両
及

び
人
員

等
を

甲

に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。
 

（
そ

の
他
）
 

第
７

条
  
こ
の
協
定
に
定

め
の

な
い
事

項
又
は

疑
義

の
あ
る

事
項
に
つ

い
て

は
、
そ

の
都

度
甲
乙

協
議
し
て
定

め
る
。
 

  
 

こ
の
協
定
の
成
立
を

証
す

る
た
め

、
本
書

２
通
を
作
成
し

、
甲

乙
記
名

押
印

の
上
各

自
そ
の

１
通
を
保
有
す
る
。
 

      



資
料
８

－
９

 

 

平
成

１
５

年
８
月

２
９
日
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
甲

 
富

士
市
永
田
町
１

丁
目
１
０
０

番
地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
富

士
市
水
道
事
業

管
理
者
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
富
士
市
長
 
 
 
 

鈴
 
木
 
 
 
尚
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
乙

 
富

士
市
永
田
北
町

１
０
番
２
５

号
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
富

士
市
水
道
指
定

工
事
店
協
同

組
合
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
理
事
長
 
 
 
 
 

遠
 
藤
 
正
 
三
 

資
料
８
－
１
０

 

 

災
害
時
に

必
要

な
機
器

の
調
達
に
関
す

る
協
定
書
 

  
富

士
市

水
道

事
業

管
理

者
富

士
市
長

 
 
 

 
 

 
 

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。

）
と

 
 
 

 
 
 

 
 

（
以

下

 
「

乙
」

と
い

う
。

）
と

は
、

災
害
時

に
必
要

な
機

器
（

以
下

「
機

器
」

と
い

う
。

）
の

調
達
に

関
し
、

次
の

と
お

り

 
協

定
を
締
結
す
る
。

 

 （
協

力
要

請
）

 

第
１

条
 

甲
は

、
富

士
市

内
に

災
害
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る
お

そ
れ

が
あ

り
、

機
器

を
調
達

す
る
必

要
が

あ
る

 
と

認
め
る
と
き
は
、

乙
に
対

し
そ

の
保
有
す
る
機
器

の
供

給
を

要
請

す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
調

達
機
器
の
範
囲
）

 

第
２

条
 
甲
が
乙
に

供
給
を

要
請
す

る
機

器
は

、
次
に
掲
げ
る

も
の

の
う
ち

、
乙
が
保

有
す

る
機

器
と

す
る

。
 

(1
)
 
発
電
機
一
式

 

(2
)
 
そ
の
他
甲
が
指
定

す
る
機

器
 

（
要

請
の
方
法
）

 

第
３

条
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
要
請

は
、

文
書

を
も

っ
て

行
う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
文
書

を
も
っ

て
要

請
す

 
る

暇
が
な
い
と
き
は

、
口
頭

で
要

請
し
、
そ
の
後
速

や
か

に
文

書
を

交
付

す
る
も

の
と
す
る
。

 

２
 

前
項

た
だ
し
書

き
の

場
合

に
あ
っ

て
は
、

乙
は

甲
（

担
当

水
道

部
水
道

総
務

課
長
）

の
意
思

を
確
認

の
上

、
第

４

 
条

の
措
置
を
と
る
も

の
と
す

る
。

 

（
要

請
に
基
づ
く
協
力

の
実
施

）
 

第
４

条
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

乙
は
、

そ
の

要
請

事
項

を
実

施
す
る

た
め
の

措
置

を
と

 
る

と
と
も
に
、
そ
の

措
置
状

況
を

第
３
条
第
２
項
に

掲
げ

る
者

に
通

知
す

る
も
の

と
す
る
。

 

（
賃

 
借
 
料
）

 

第
５

条
 

賃
借

料
は

、
災

害
発

生
直
前

時
に

適
正

な
価

格
（

引
渡
し

ま
で

の
運

賃
を

含
む

。
災
害

発
生
前

の
取

引
に

 
つ

い
て
は
、
取
引
時

の
適
正

な
価

格
）
を
基
準
と
し

て
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め
る

。
 

（
機

器
の
引
渡
し
）

 

第
６

条
 

機
器

の
引

渡
し

場
所

は
、
甲

が
指

定
す

る
も

の
と

し
、
甲

は
、

当
該

場
所

に
職

員
を
派

遣
し
機

器
を

確
認

 
の

上
、
引
き
取
る
も

の
と
す

る
。

 

（
賃

借
料
の
支
払
）

 

第
７

条
 
賃
借
料
の

支
払
は

、
乙
の

請
求

に
基

づ
き
、
甲
は
所

定
の

手
続
に

よ
り
速
や

か
に

支
払

う
も

の
と

す
る
。

 

（
保

有
数
量
の
報
告
）

 

第
８

条
 

乙
は

、
こ

の
協

定
の

成
立
の

日
及

び
毎

年
４

月
１

日
現
在

の
機

器
の

保
有

数
量

を
別
紙

「
機
器

保
有

数
量

 
報

告
書
」
に
よ
り
甲

に
報
告

す
る

も
の
と
す
る
。

 

（
協

 
 
 
議
）

 

第
９

条
 
こ
の
協
定

に
定
め

の
な
い

事
項

に
つ

い
て
は
、
そ
の

つ
ど

甲
乙
協

議
し
て
定

め
る

。
 

（
有

効
期

間
）

 

第
 
1
0 
条

 
こ

の
協
定

は
、

協
定

の
成

立
の

日
か

ら
、

そ
の

効
力
を
有

す
る

も
の

と
し

、
甲

又
は
乙

が
文
書

を
も

っ
て

 
協

定
の

解
除

を
通

知
し

な
い

限
り
、

そ
の
効

力
を

持
続

す
る

。
た

だ
し

、
乙

が
第

２
条

に
掲
げ

る
機
器

を
取

り
扱

わ

 
な

く
な
っ
た
と
き
は

、
こ
の

協
定

は
、
効
力
を
失
う

。
 

２
 

前
項
た
だ
し
書
き

の
場
合

に
あ

っ
て
は
、
乙
は
、

甲
に

文
書

を
も

っ
て

通
知
す

る
も
の
と
す
る

。
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こ

の
協

定
の
成
立
を

証
す
る

た
め

、
本

書
２

通
を
作

成
し

、
甲

乙
記
名
押

印
の
上

、
各
自

そ
の

１
通
を
保
有
す
る

。
 

   
 

平
成

７
年
４
月
１

日
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
甲
 

 
所

在
地

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
富

士
市

水
道
事
業

管
理
者

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
富

士
市
長

 
鈴
 

木
 

清
 

見
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
乙
 

 
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
名

 
称

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
代

表
者

名
 

        災
害

時
等

に
必
要
な
機

器
の
調

達
に

関
す

る
協

定
業
者

 

 

協
定
業

者
名
称

 
所

 
在
 

地
 

電
 

話
 
番
 
号

 

1 
大
興

産
業
㈱

リ
ー
ス

事
業
部
 

富
士

営
業
所
 

富
士

市
日

之
出

町
１
５

５
 

５
３

－
３

１
８

６
 

2 
新
日

本
建
販

㈱
静
岡

リ
ー
ス

セ
ン
タ

ー
 

富
士

市
依

田
橋

９
４
－

１
 

５
３

－
３

１
０

０
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災
害
復
旧
に

必
要

な
資
材
の
調
達

に
関
す
る
協

定
書
 

  
富

士
市
長
 
小
長
井
 

義
正
（
以

下
「
甲
」
と

い
う
。
）
と
安

田
株

式
会
社

静
岡

支
店
 

支
店
長

 
髙
井
 
洋
和
（
以

下
「

乙
」
と
い
う
。）

と
の
間

に
、
災

害
復

旧
に
必

要
な
水
道
資

材
（

以
下
「

資
材
」

と
い

う
。）

の
調
達
に
関
し
、
次

の
通

り
協
定
す
る
。
 

 （
協
力

要
請
）
 

第
１

条
 
甲
は
、
富
士
市

内
に

災
害
が

発
生
し

、
又
は
発
生
す

る
お

そ
れ
が

あ
り

、
資
材

を
調
達

す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る

と
き
は

、
乙

に
対
し

そ
の
保

有
す

る
資
材

の
供
給

を
要
請

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

（
調
達

資
材

の
範
囲

）
 

第
２

条
  
甲
が
乙
に
供
給

を
要

請
す
る

資
材
は

、
次

に
掲
げ

る
も
の
の

う
ち

、
乙
が

保
有

す
る
資

材
と
す
る
。
 

（
１
）

水
道
管

及
び

継
手
、

バ
ル
ブ

類
一

式
 

 
（

２
）
そ
の
他
甲
が
指

定
す

る
資
材
 

（
要
請

の
方
法

）
 

第
３

条
 
第
１
条
の
要
請

は
、

文
書
を

も
っ
て

行
う
も
の
と
す

る
。

た
だ
し

、
文

書
を
も

っ
て
要

請
す
る
い
と
ま
が
な

い
と
き

は
口
頭

で
要

請
し
、

そ
の
後

速
や

か
に
文

書
を
交

付
す
る

も
の

と
す
る

。
 

２
 

前
項
た
だ
し
書
き
の

場
合

に
あ
っ

て
は

、乙
は

、
甲
の
意
志

を
確

認
の
う

え
第

４
条
の

措
置
を

と
る
も
の
と
す
る
。
 

（
要
請
に
基

づ
く
協
力
の
実
施

）
 

第
４

条
 
第
１
条
の
要
請

を
受

け
た
と

き
は
、

乙
は
、
そ
の
要

請
事

項
を
実

施
す

る
た
め

の
措
置

を
と
る
と
と
も
に
、

そ
の
措

置
の
状

況
を

上
下
水

道
部
上

下
水

道
営
業

課
長
に

連
絡
す

る
も

の
と
す

る
。
 

（
経
費

の
負
担

）
 

第
５

条
 
こ
の
協
定
に
基

づ
き

、
乙
が

協
力
の

た
め
に
要
し
た

経
費

は
甲
の

負
担

と
し
、

そ
の
経

費
は
甲
乙
協
議
し
て

定
め
る

。
 

（
資
材

の
引
渡

し
）
 

第
６

条
 
資
材
の
引
渡
し

場
所

は
、
甲

が
指
定

す
る
も
の
と
し

、
甲

は
当
該

場
所

に
職
員

を
派
遣

し
、
資
材
の
確
認
の

う
え
引

き
取
る

も
の

す
る
。
 

（
保
有

資
材
の

報
告

）
 

第
７

条
 
乙
は
、
こ
の
協

定
の

成
立
の

日
及
び

毎
年
４
月
１
日

現
在

の
「
資

材
の

保
有
数

量
報
告

書
」
に
よ
り
甲
に
報

告
す
る

も
の
と

す
る

。
 

（
協
議

）
 

第
８

条
 
こ
の
協
定
に
定

め
の

な
い
事

項
に
つ

い
て
は
、
そ
の

つ
ど

甲
乙
協

議
し

て
定
め

る
。
 

 
（

有
効
期
間
）
 

第
９

条
 
こ
の
協
定
は
、

協
定

の
成
立

の
日
か

ら
そ
の
有
効
を

有
す

る
も
の

と
し

、
甲
又

は
乙
が

文
書
を
も
っ
て
協
定

の
解
除

を
通
知

し
な

い
限
り

、
そ
の

効
力

を
持
続

す
る
。

た
だ
し

、
乙

が
第
２

条
に
掲

げ
る

資
材
を

取
り
扱
わ
な
く

な
っ
た

と
き
は

、
こ

の
協
定

は
効
力

を
失

う
。
 

 こ
の
協

定
の
成

立
を

証
す
る

た
め
、

こ
の

本
書
２

通
を
作

成
し
、

甲
乙

記
名
押

印
の
う

え
各

自
１
通

を
保
有
す
る
。
 
 

 こ
の
協

定
書
は

、
平

成
９
年

９
月
１

日
に

富
士
市

水
道
事

業
管
理

者
と

安
田
株

式
会
社

富
士

営
業
所

と
の
間
で
取
り
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  交
わ

し
た

「
災
害

復
旧
に

必
要

な
資
材
の
調
達

に
関

す
る
協
定
書
」

を
引
き
継
ぐ

も
の
と
す
る

。
  

  平
成
２

６
年
７

月
１
７
日
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
甲
 

 
 
富
士
市

青
島
町

１
９
１
番
地
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
富
士

市
長
 

 
小
長
井
 

義
 

正
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
乙
 

 
 
静
岡
市

駿
河
区

豊
田
三
丁
目

7
番
５

号
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
安
田
株

式
会
社

 
静
岡
支
店
 

 
支
店
長
 
 
 
髙
 
井
 
洋
 
和
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災
害

発
生

時
に

お
け
る
富

士
市
と

富
士

市
内

郵
便

局
の

協
力

に
関

す
る

協
定

 
  

静
岡
県

富
士
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
富
士

市
内
郵

便
局
（

以
下
「
乙
」
と
い
う
。
別
表
の
と

お
り
。）

は
、
富
士

市
内
に

発
生
し

た
地
震

そ
の
他

に
よ
る

災
害
時
に

お
い
て
、

甲
及
び

乙
が
相

互
に

協
力
し
、

必
要
な
対
応
を
円
滑
に
遂
行

す
る
た
め
に

次
の
と
お
り
協
定
す

る
。

 

 （
定
義
）

 
第

１
条
 

こ
の
協

定
に
お
い

て
、
「

災
害
」

と
は
、

災
害
対

策
基
本
法

（
昭
和
３

６
年
法

律
第
２

２
３

号
）

第
２
条
第
１
号
に
定
め
る
被
害

を
い
う
。

 
 （

協
力
要

請
）

 

第
２
条
 

甲
及
び
乙
は
、
富

士
市
内

に
災

害
が
発
生
し
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
必
要

が
生

じ
た

場
合

は
、

相
互

に
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

（
1 ）

緊
急
車

両
等
と
し
て
の
車
両
の
提
供

 
 

 
（
車

両
を
所
有
す
る
場
合
に
限
る

。
た
だ
し
、

郵
便
配
達
用
車
両
は

除
く
。
）

 
 （

2）
甲
又

は
乙
が
収
集
し
た
被
災
者
の
避
難
所
開
設
状
況
及
び
被

災
者

の
同
意

の
上
で
作
成
し
た
避

難
先
リ
ス

ト
等
の
情
報
の
相
互
提
供

 
（

3 ）
郵
便
局

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
広
報
活
動

 

（
4 ）

災
害
救

助
法
適
用
時
に
お
け
る
郵
便
業
務
に
係
る
災

害
特

別
事

務
取
扱
及
び
援
護
対

策
 

 
 ア

 
被
災

者
に

対
す
る
郵
便

葉
書
等
の
無
償
交
付

 
 

 イ
 

被
災

者
が

差
し
出
す
郵

便
物
の
料
金
免
除

 
 

 ウ
 

被
災

地
宛

て
救
助
用
郵

便
物
等
の
料
金
免
除

 
 

 エ
 

被
災

地
宛

て
寄
附
金
を

内
容
と
す
る
郵
便
物
の
料

金
免

除
 

（
5）

乙
が
郵

便
物
の
配
達
等
の
業
務
中
に
発
見
し
た
道
路

等
の

損
傷

状
況
の
甲
へ
の
情
報

提
供

 
（

6 ）
避
難
所

に
お
け
る

臨
時
の

郵
便

差
出
箱

の
設

置
及

び
郵
便
局
社

員
に

よ
る

郵
便

物
の
取
集
・
交

付
等

並
び

に
こ

れ
ら
を
確
実

に
行
う
た
め
の
必
要
な
事

項
(注

)  

（
7 ）

株
式
会

社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
非
常
払
い
及
び
株
式
会

社
か

ん
ぽ

生
命
保
険
の
非
常
取

扱
い

 
（

8）
前
各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
請
の
あ
っ
た
も

の
の

う
ち

協
力
で
き
る
事
項

 
（

注
）

避
難

者
情
報
確
認
シ
ー
ト

（
避
難
先

届
）
又
は
転
居
届

の
配
布
・
回
収

を
含

む
。

 
 （

協
力
の

実
施
）

 

第
３
条
 

甲
及
び
乙
は
、
前
条

の
規

定
に
よ

り
要

請
を
受

け
た

と
き

は
、
そ
の

緊
急
性
に
鑑
み
、
業
務

に
支

障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
協

力
す
る
も
の

と
す
る
。

 

 （
経
費
の

負
担
）

 
第

４
条
 

第
２
条
に
規
定
す
る
協
力
要

請
に
対
し
て

、
協
力

し
た
者
が
要
し
た

経
費

に
つ

い
て
は
、
法

令
そ

の
他
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も

の
を
除
く
ほ

か
、
適

正
な
方
法
に
よ
り
算
出

し
た

金
額
を
、
要

請
し

た
者
が
負
担
す
る
。

 

２
 
前
項

の
規
定
に
よ
り
、
負

担
す

べ
き
金

額
は

、
適
正

な
方
法
に
よ

り
算

出
す
る
も
の
と

し
、
甲
乙

協
議

の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る

。
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（
災
害
情
報
連
絡
体
制
の
整

備
）

 
第
５
条
 
甲
及
び
乙
は
、
安
否
情
報
等

の
連
絡
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
そ
の
方

策
に

つ
い
て

協
議
す

る
も
の
と
す
る
。

 
 （

情
報
の
交
換
）

 
第
６
条
 
甲
及
び
乙
は
、
相
互
の
防
災

計
画
の
状
況

、
協
力
要
請

事
項
に
関
し
、
必
要
に

応
じ
て

情
報

交
換
を
行
う
。

 

 （
連
絡
責
任
者
）

 
第
７
条
 
こ
の
協
定
に
関
す

る
連
絡
責
任

者
は

、
そ
れ

ぞ
れ
次
の
と
お

り
と
す
る
。

 
 
 
 
 
甲
 
富
士
市
 
総

務
部

 防
災
危
機

管
理
課
長

 
 
 
 
 
乙
 
日
本
郵
便
株

式
会
社
 
吉

原
郵

便
局
長

（
総
務
部
長
等

）
 

 （
協
議
）

 

第
８
条
 
こ
の
協
定
に
定
め

の
な
い
事
項

及
び

こ
の
協

定
に
関
し
疑
義

が
生
じ
た
場
合

は
、
両
者
で

協

議
し
決
定
す
る
。

 

 （
有
効
期
間
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定
の
有
効

期
間
は
、
協
定
締

結
日
か
ら

平
成
３
０
年

３
月
３
１
日
ま

で
と
す

る
。
た

だ
し
、
甲
又
は
乙

か
ら

書
面
に
よ
る

解
約
の
申
し

出
が
な
い
と
き
は
、
有
効
期

間
最

終
日
か

ら
起
算

し
、
さ
ら
に
翌
年
度
も
効

力
を
有
す
る

も
の

と
す
る

。
 

  
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す

る
た
め
、
本
書
２
通
を

作
成

し
、
甲

乙
双
方
が
押
印

の
上
、
各
自
１

通
を

保
有
す
る
。

 

  
平
成
２
９
年
８
月
２

１
日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
甲
 

住
所
 
富
士
市

永
田
町
１
丁
目

１
０

０
番

地
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

富
士
市

 
市
長
 
 

 
 

 
 
 
 
小
長
井

 義
正
 

印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
乙
 

住
所
 
富
士
市

国
久
保
２
丁
目

１
－

２
５

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

日
本
郵
便
株
式

会
社
 
吉
原
郵

便
局

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

局
長
 
 
 
 

 
 

  
 
齋

藤
 

敦
史

 
印

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

住
所
 
富
士
市

伝
法
２
７
７
６

 
１

５
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

日
本
郵
便
株
式

会
社
 
富
士
伝

法
郵

便
局

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

局
長
 
 
 
 

 
 
 
 

 須
田
 
直
文
 

印
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（
別
 
表

）
 

 

吉
原
郵
便
局

 
富
士

郵
便

局
 

静
岡
郵
便
局
 

鈴
川
郵
便
局

 
富
士

富
士

岡
郵
便

局
 

大
渕
郵
便
局
 

今
泉
郵
便
局

 
富
士

依
田

橋
郵
便

局
 

吉
原
原
田
郵
便
局
 

広
見
郵
便
局

 
吉
原

中
央

町
郵
便

局
 

富
士
富
士
見
台
郵
便

局
 

富
士
北
郵
便

局
 

岩
松

郵
便

局
 

富
士
柳
島
郵
便
局
 

田
子
浦
南
郵

便
局

 
富
士

伝
法

郵
便
局

 
富
士
横
割
郵
便
局
 

富
士
水
戸
島

郵
便

局
 

富
士
松
岡
郵
便

局
 

富
士
市
役
所

前
郵

便
局
 

富
士
宮
島
郵

便
局

 
富
士

川
郵

便
局
 

松
野
郵
便
局
 

清
水
郵
便
局

(富
士
川
・
松
野
地
域

に
限
る
)
 

  



資
料
８
－
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災
害
時
に
お
け
る

応
急
対
策
業
務
に
関
す
る
協
定
書
 

  
富

士
市

（
以
下

「
甲
」

と
い

う
。）

と
富
士
市
建

設
業
組
合
（

以
下

「
乙
」
と
い
う

。）
と
は
、
地
震
、
風
水

害
等
の

災
害

（
以

下
「
災

害
」
と

い
う

。）
に
よ
り

甲
の
所

管
す

る
道
路

、
河
川
、
上

下
水
道

等
の
施
設
（

以
下
「
公
共
施
設
」

と
い

う
。
）
に
被
害
が
発
生

し
た
場
合
又

は
そ
の
お
そ

れ
が
あ
る

場
合

の
応
急

対
策
業
務
の
実
施
に

関
し

、
次
の
と
お
り

協
定

を
締

結
す
る

。
 

（
目
的

）
 

第
１

条
 こ

の
協
定
は
、
富
士

市
地
域

防
災
計

画
に
基

づ
き

、
災
害
時
に
お

け
る

民
間
協
力
の
一

環
と
し
て
、
災
害
が
発
 

生
し
た

場
合
又

は
そ
の
お
そ

れ
が
あ

る
場
合
に
社

会
の
混

乱
を
防
止
し

、
円
滑

な
人
命

救
助

活
動
及
び
救
護
活
動
並

び
に
復

旧
活
動

に
資
す
る
た

め
、
甲

が
乙
の
協
力

を
得
て

公
共
施
設
の

被
害
状

況
を
把

握
す

る
と
と
も
に
、
甲
の
出

動
要
請

に
基
づ

き
災
害
応
急

復
旧
工

事
（

以
下
「

応
急
復
旧
工
事

」
と
い
う

。）
を
行
う
こ
と

に
よ
り
公
共
施

設
の
機

能
確
保

を
図
る

こ
と
を
目
的

と
す
る

。
 

（
対
象

と
な
る

災
害
）
 

第
２

条
 

こ
の
協

定
の
対

象
と

な
る
災
害
は
、

富
士

市
の
区
域
内
に

お
い
て
発
生

し
、
又

は
そ
の
お
そ
れ
が
あ

る
大
規

模
な
災

害
で
、

甲
が
公
共
施

設
の
応

急
復
旧
を
必

要
と
認

め
る
場
合
の

も
の
と

す
る
。
 

（
災
害

応
急
対

策
協
力
者
）
 

第
３

条
 

乙
は
、

こ
の
協

定
に

賛
同
す
る
組
合

員
の

う
ち
か
ら
災
害

応
急
対
策
協

力
者
（

以
下
「
協
力
者
」
と

い
う
。）

を
と
り

ま
と
め

、
災
害
応
急

対
策
協

力
者
名
簿
を

「
災
害

時
に
お
け
る

応
急
対

策
業
務

に
関

す
る
協
定
」
の
運
用
を

参
考
に

作
成
す

る
も
の
と
す

る
。
 

２
 

乙
は

、
協
力

者
ご
と

の
災

害
時
出
動
態
勢

と
し

て
、
人
員
編
成

及
び
建
設
資

機
材
等

の
数
量
を
と
り
ま
と

め
、
編

成
人
員

・
資
機

材
報
告
書
を

作
成
す

る
も
の
と
す

る
。
 

３
 

乙
は

、
第
１

項
の
災

害
応

急
対
策
協
力
者

名
簿

及
び
前
項
の
編

成
人
員
・
資

機
材
報

告
書
に
つ
い
て
こ
の

協
定
の

締
結
時

及
び
毎

年
９
月
１
日

時
点
の

状
況
に
つ
い

て
速
や

か
に
甲
に
提

出
す
る

も
の
と

す
る

。
そ
の
内
容
に
変
更
が

生
じ
た

と
き
又

は
甲
が
特
に

提
出
を

求
め
た
と
き

も
、
同

様
と
す
る
。
 

（
災
害

応
急
対

策
区
域
及
び

被
災
情

報
収
集
区
域

）
 

第
４

条
 

甲
は
、

あ
ら
か

じ
め

乙
の
協
力
を
得

て
、

地
域
の
実
情
を

考
慮
し
た
災

害
応
急

対
策
区
域
及
び
被
災

情
報
収

集
区
域

を
設
定

し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
区

域
内
の
協
力

者
の
中

か
ら
災
害
応

急
対
策

区
域
担

当
者

及
び
被
災
情
報
収
集
区

域
担
当

者
を
定

め
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 

前
項

の
災
害

応
急
対

策
区

域
は
、
応
急
復

旧
工

事
を
施
工
す
る

区
域
と
し
、

被
災
情

報
収
集
区
域
は
、
公

共
施
設

の
被
害

状
況
を

調
査
す
る
区

域
と
す

る
。
 

（
被
災

状
況
の

報
告
）
 

第
５

条
 

被
災
情

報
収
集

区
域

担
当
者
は
、
災

害
の

発
生
後
は
、
自

己
の
責
任
に

お
い
て

速
や
か
に
公
共
施
設

の
被
害

状
況
を

調
査
し

、
被
害
状
況

報
告
書

（
第
３
号
様

式
）
に

よ
り
甲
及
び

乙
に
報

告
す
る

も
の

と
す
る
。
 

（
工
事

施
工
者

）
 

第
６

条
 甲

は
、
災
害
の

発
生
後

応
急

復
旧
工

事
が
必

要
な

箇
所
に

つ
い
て
、
災

害
応

急
対
策

区
域
担
当
者
の
う
ち
か
ら
、 

災
害
応

急
復
旧

工
事
施
工
者
（
以

下
「
施

工
者
」
と

い
う

。）
を

決
定

す
る
。
た
だ

し
、
甲

が
必

要
と
認
め
る
場
合
は
、

災
害
応

急
対
策

区
域
担
当
者

以
外
の

者
か
ら
施
工

者
を
決

定
す
る
こ
と

が
で
き

る
。
 

資
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８
－
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３

 

 

 

（
出
動

要
請
）
 

第
７

条
 
甲
は
、
応
急
復

旧
工
事

が
必
要
で
あ

る
と
認
め

た
と
き

は
、
施

工
者

に
対
し
、
出

動
要
請

書
（

第
４

号
様
式

）

に
よ
り

出
動
を

要
請

す
る
。
 

２
 

前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら

ず
緊
急

を
要
す

る
場
合
は
、
電

話
等

の
通
信

手
段

に
よ
り

出
動
を

要
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ

の
場
合

に
お

い
て
、

甲
は
、

遅
滞

な
く
前

項
の
手

続
を
行

う
も

の
と
す

る
。
 

 
 

 
 
 
 

３
 

第
１
項
の
出
動
要
請

書
は

、
甲
及

び
施
工

者
が
各
自
そ
の

１
通

を
保
管

す
る

。
 

（
工
事

の
実
施

）
 

第
８

条
  

施
工

者
は
、
前
条

第
１
項

の
規
定

に
よ
る

甲
の

要
請
が

あ
っ
た

と
き

は
、
甲

の
指
示

に
従
い

、
速
や
か
に

応
 

急
復
旧

工
事
に

着
手

す
る
も

の
と
す

る
。

 
 

２
 

前
項
の
応
急
復
旧
工

事
は

、
公
共

施
設
の

機
能
確
保
に
関

わ
る

必
要
最

小
限

度
の
範

囲
内
に

お
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。
 

３
 

施
工
者
は
、
応
急
復

旧
工

事
の
施

工
に
当

た
っ
て
は
、
第

三
者

に
損
害

を
与

え
な
い

よ
う
特

段
の
注
意
を
払
う
も

の
と
す

る
。
 

４
 

施
工
者
は
、
業
務
従

事
者

の
労
働

災
害
補

償
の
た
め
労
働

者
災

害
補
償

保
険

法
の
適

用
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
手
続

を
と
る

も
の
と

す
る

。
 

５
 

施
工
者
は
、
工
事
内

容
が

判
定
で

き
る
写

真
等
の
資
料
を

整
備

す
る
と

と
も

に
、
適

宜
応
急

復
旧
工
事
の
進
捗
状

況
及
び

完
成
を

甲
に

報
告
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
請
負

契
約
の

締
結

）
 

第
９

条
  

甲
は

、
施
工

者
か

ら
の
前

条
第
５

項
の

資
料
を

も
と
に
速
や

か
に

請
負
契

約
を
締
結
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
協
定

の
効
力

）
 

第
１

０
条
 
こ
の
協
定
の

締
結

期
間
は

、
締
結

の
日
か
ら
平
成

２
６

年
 
３

月
３

１
日
ま

で
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
の

期
間
満

了
の
日

の
３

０
日
前

ま
で
に

、
甲

乙
い
ず

れ
か
ら

も
そ
れ

ぞ
れ

相
手
方

に
対
し

て
文

書
に
よ

り
異
議
の
申
出

が
な
い

と
き
は

、
更

に
１
年

間
延
長

す
る

も
の
と

し
、
そ

の
後
に

お
い

て
期
間

満
了
し

た
と

き
も
、

同
様
と
す
る
。
 

（
疑
義

の
解
決

）
 

第
１

１
条
 
こ
の
協
定
に

定
め

の
な
い

事
項
及

び
こ
の
協
定
に

関
し

て
疑
義

が
生

じ
た
と

き
は
、

そ
の
都
度
甲
乙
協
議

し
て
定

め
る
も

の
と

す
る
。
 

 

上
記

の
協
定
の
成

立
を
証

す
る

た
め
、

こ
の
協

定
書

２
通
を
作

成
し

、
甲
乙

記
名

押
印
の

上
、
各

自
そ
の
１
通
を

所
持
す

る
。
 

 
 
 
平
成
２

５
年

５
月
２

９
日
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
富
士

市
永

田
町
１

丁
目
１

０
０
番

地
 

甲
 

 
 

 
富

 
士
 
市

 
長
 
 
鈴
 

木
 
 
 
尚

 

 

乙
 

 
 

 
富
士

市
本
市
場
町
７
７
０
番
地
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
富

士
市
建
設

業
組
合
 

井
 
出
 
勇
 

次
 



資
料
８
－

１
４

 

 

大
規
模
災
害
時
等
に
お
け
る
派
遣
警
察
部
隊
集
結
地
 

の
使
用
に
か
か
る
協
定
書
 

 （
目
的
）
 

第
１
条
 
富
士
市
長
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）

は
、
東
海
地
震
等
の
大
規
模
災
害
発
生
時
等
に
お
い
て
、
静
岡
県
富
士
警
察
 

署
長
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

に
対
し
、
派
遣
警
察
部
隊
集
結
地
と
し
て
富
士
市
立
少
年
自
然
の
家
（
富
士
市
大
淵

10
84
7

番
地
の

1。
以
下
「
当
該
施
設
」
と
い
う
。）

を
使
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
要
請
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
事
前
に
電
話
等
で
富
士
市
災
害
対
策
本
部
に
要
請
す
る
も
の
と
し
、 

そ
の
後
、
遅
滞
な
く
、
別
紙
「
行
政
財
産
使
用
許
可
申
請
書
」
を
甲
に
提
出
す
る
の
と
す
る
。
 

（
期
間
）
 

第
３
条
 

使
用
期
間
は
、
１
か
月
以
内
と
し
、
必
要
に
応
じ
甲
乙
協
議
の
上
、
延
長
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

（
現
状
の
変
更
）
 

第
４
条
 

乙
は
、
現
状
を
変
更
す
る
場
合
は
、
甲
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
し
、
使
用
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
原
状
を
回
復
 

す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
費
用
の
負
担
）
 

第
５
条
 
当
該
施
設
の
付
帯
設
備
の
使
用
に
要
し
た
経
費
は
、
原
則
と
し
て
乙
の
負
担
と
す
る
。
た
だ
し
、
甲
が
特
に
必
 

要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
そ
の
他
）
 

第
６
条
 
そ
の
他
当
該
施
設
の
使
用
に
つ
い
て
、
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 
 
 
平
成
１
５
年
５
月

1
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲
 
 
富
士
市
永
田
町
１
丁
目
１
０
０
番
地
 

 

富
士

市
長
 
 
鈴
 
木
 
 
 
尚
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乙
 
 
富
士
市
荒
田
島
１
６
６
番
地
 

 

静
岡
県
富
士
警
察
署
長
 
 
良
 
知
 
義
 
廣
 

  

資
料
８
－
１
５

 

 

災
害
時

等
に
必
要

な
資
機
材

の
調

達
に
関

す
る
協

定
書

 
  
富

士
市
長
 
鈴
木
尚
（
以

下
「
甲
」
と

い
う

。
）
と
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
（

以
下
「

乙
」

と
い

う
。

）
と

は
、

災
害

時
に

必
要
な

資
機
材

（
以

下
「

資
機

材
」

と
い

う
。

）
の

調
達

に
関
し

、
次
の

と
お

り
協

定

を
締

結
す
る
。

 

 （
協

力
要
請
）
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  

第
１

条
 

甲
は

、
富

士
市

内
に

災
害
が

発
生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
、

資
機

材
を
調

達
す
る

必
要

が
あ

る

 
と

認
め
る
と
き
は
、

乙
に
対

し
そ

の
保
有
す
る
資
機

材
の

供
給

を
要

請
す

る
も
の

と
す
る
。

 

（
調

達
資
機
材
の
範
囲

）
 

第
２

条
 

甲
が

乙
に

供
給

を
要

請
す
る

資
機
材

は
、

仮
設

ト
イ

レ
、

テ
ン

ト
、

発
動

発
電

機
そ
の

他
乙
が

保
有

す
る

資

機
材
の

う
ち

、
甲
が

指
定
す

る
資

機
材

と
す
る
。

 

（
要

請
の
方
法
）

 

第
３

条
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
要
請

は
、
第

１
号

様
式

の
文

書
を

も
っ

て
行

う
も

の
と

す
る
。

た
だ
し

、
文

書
を

も

っ
て
要

請
す

る
い
と

ま
が
な

い
と

き
は

、
口
頭
で
要
請

し
、
そ

の
後

速
や
か
に
文
書

を
交
付
す

る
も

の
と
す

る
。

 

（
引

き
渡
し
及
び
返
却

）
 

第
４

条
 

資
機

材
の

引
き

渡
し

及
び
返

却
の
場

所
は

、
甲

が
指

定
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
当
該

場
所
に

職
員

を
派

遣

 
し

、
資
機
材
を
確
認

の
上
、

引
き

取
り
及
び
返
却
を

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

甲
は
、
乙
が
指
定

す
る
書

式
に

必
要
な
事
項
を
記

入
の

上
、

資
機

材
を

賃
借
す

る
も
の
と
す
る

。
 

（
賃

借
料
）

 

第
５

条
 

賃
借

料
（

運
賃

及
び

次
項
に

規
定
す

る
損

害
保

険
に

要
す

る
金

額
を

含
む

。
以

下
同
じ

。
）
は

、
災

害
発

生

直
前
時

に
お

け
る

適
正
な

価
格
（

災
害
発

生
前

の
取

引
に

つ
い

て
は
、

取
引

時
の
適

正
な

価
格

）
を

基
準

と
し
て

、

甲
乙
協

議
し

て
定
め

る
。

 

２
 

乙
は
、
甲
に
引
き
渡

す
資

機
材
の

紛
失
等

に
備
え
、
資
機

材
の

損
害
保

険
に

加
入
す

る
も
の

と
す
る
。
 

３
 

資
機
材
が
紛
失
等
し

た
場

合
は
、
前
項

の
損
害

保
険

で
対
応

す
る

。
た
だ
し

、
損
害
保

険
で

対
応
で
き
な

い
破
損

等

に
つ
い

て
は
、

原
則

と
し
て

甲
の
負

担
と

す
る
。
 

（
賃

借
料
の
支
払
）

 

第
６

条
 
甲
は
、
乙
の

請
求
に

基
づ

き
、
速
や
か
に
前

条
の

賃
借

料
を

支
払

う
も
の

と
す
る
。

 

（
保

有
数
量
の
報
告
）

 

第
７

条
 
乙
は
、
こ
の

協
定
の

成
立
の

日
及

び
毎

年
４
月
１
日
現

在
の

資
機
材

の
保
有
数

量
を

第
２

号
様

式
「

資
機
材

 

保
有
数

量
報

告
書
」

に
よ
り

甲
に

報
告

す
る
も
の
と
す

る
。
 

（
有

効
期
間
）

 

第
８

条
 

こ
の

協
定

は
、

締
結

の
日
か

ら
、
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が
文
書

を
も
っ

て
協

定
の

解

除
を
通

知
し

な
い
限

り
、
そ

の
効

力
を

持
続
す
る
。

 

（
協

議
）

 

第
９

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い
事

項
又
は

こ
の

協
定

に
つ

い
て

疑
義

が
あ

る
事

項
に

つ
い
て

は
、
そ

の
都

度
甲

乙

協
議
し

て
定

め
る
。

 

  
こ

の
協
定
の
成
立
を

証
す
る

た
め

、
本
書
２
通
を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の
上

、
各
自
そ
の
１

通
を

保
有

す
る

。
 



資
料
８
－
１
５

 
 

 

 
 

平
成

 
 
 
年
 

 
 
月

 
 

 
日

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

甲
 
 

富
士

市
永

田
町
１
丁

目
１
０

０
番
地

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
富

士
市
長

 
 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

乙
 
 

 

   災
害

時
等

に
必
要
な
資

機
材
の

調
達

に
関

す
る

協
定
業

者
 

 

協
定
業

者
名
称
 

所
 
在

 
地
 

電
 
話

 
番
 
号
 

1 
太
陽
建
機
レ
ン
タ
ル

㈱
 

静
岡
市

曲
金

6
丁
目

1-
46
 

（
富
士

市
島
田

2-
1
9
）
 

05
4
-
28
7
-1
3
00
 

（
5
3
-1
2
99
）
 

2 
レ
ン
ト
㈱
富
士
営
業

所
 

富
士
市
米
之
宮

町
1
1
6 

62
-
7
10
1 

3 
ア
ク
テ
ィ
オ
㈱
 

富
士
市

宮
島

81
1-
1 

62
-
1
41
1 

4 
㈱
レ
ン
タ
ル
の
ニ
ッ

ケ
ン
 

富
士
市
津
田

25
9-
5 

53
-
1
07
0 

5 
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
富
士

㈱
 

富
士
市
日
乃
出

町
8
6 

53
-
3
43
0 

6 
㈱
富
士
ク
リ
ー
ン
サ

ー
ビ
ス
 

富
士
市
元
町

4-
13
 

61
-
0
76
8 

 

資
料
８

－
１

６
－

（
１
）

 

 

災
害

時
の
医

療
救

護
活

動
に

関
す
る

協
定

書
（

富
士

市
医

師
会

）
 

 

災
害

時
等

に
お
け

る
医
療

救
護

活
動

の
万
全

を
期
す

る
た

め
、
富

士
市
（
以

下
「

市
」
と
い

う
。
）
と

一
般

社
団

法
人

富
士

市
医

師
会

（
以

下
「

医
師

会
」
と

い
う

。
）

と
の
間

に
、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

 

（
総

則
）

 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

富
士

市
地
域

防
災

計
画
に

基
づ

き
市

が
災

害
時

に
行

う
医

療
救

護
活
動

に
対

す
る

医
師
会

の

協
力

に
関

し
、
必

要
な
事

項
を

定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 

前
項

に
規
定
す

る
災

害
に

は
、
集

団
的

に
死
傷

者
等

が
発

生
す

る
大
規

模
な

車
両
事

故
、
航

空
機

事
故

そ
の
他

の

重
大

な
事

故
を
含

む
も
の

と
す

る
。

 

（
医

療
救

護
活

動
へ

の
協

力
）

 

第
２

条
 

市
は

、
災

害
が

発
生

し
た
場

合
に

お
い
て

、
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ
る

と
認

め
る

と
き
は

、

医
師

会
に

対
し
医

師
の
派

遣
を

要
請

す
る
も

の
と
す

る
。

 

２
 

医
師

会
は
、
前

項
の

規
定

に
よ
り

市
か

ら
要
請

を
受

け
た

場
合

に
は
、

速
や

か
に
医

師
を
市

の
指

定
し

た
救
護

所

等
に

派
遣

す
る
も

の
と
す

る
。

 

３
 

医
師

会
は
、
災
害

が
発

生
し

た
と

き
は
、
速

や
か

に
そ

の
被

害
状

況
に
つ

い
て

情
報
の

収
集
に

努
め

る
も

の
と
し

、

そ
の

情
報

に
よ
り

医
療
救

護
活

動
に

協
力
す

る
必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と
き

は
、
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
要

請
が

な

く
て

も
医

師
会
の

判
断
に

よ
り

医
師

を
救
護

所
等
に

派
遣

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

４
 

医
師

会
は
、
前

項
の

規
定

に
よ
り

医
師

を
派
遣

し
た

と
き

は
、

速
や
か

に
市

に
報
告

し
、
そ

の
承

認
を

得
る
も

の

と
す

る
。

こ
の
場

合
に
お

い
て

、
市

が
承
認

し
た
医

師
の

派
遣

は
、

市
の
要

請
に
基

づ
く

医
師

の
派
遣

と
み
な

す
。

 

（
医

療
救

護
活

動
計

画
の

策
定

）
 

第
３

条
 

医
師

会
は

、
前

条
に
定

め
る

医
療
救

護
活

動
を
行

う
た

め
「
富

士
市

医
師

会
災
害

時
医
療

救
護
体

制
要

綱
（
地

震
対

策
編

）
」

並
び
に

「
富

士
市
医

師
会

災
害

時
医

療
救

護
体
制

要
綱

（
一

般
対

策
編
）
」

を
策

定
し

、
こ

れ
に

基
づ

く

医
療

救
護

活
動

を
行

う
も

の
と

す
る
。

 

（
医

師
の

職
務

）
 

第
４

条
 

医
師

の
職

務
は

、
次

の
と
お

り
と

す
る
。

 

（
１

）
 傷

病
者
に

対
す
る

応
急
処

置
及

び
医

療
 

（
２

）
 傷

病
者
の

救
護
病

院
へ
の

収
容

指
示

 

（
３

）
 死

体
の
検

案
 

（
４

）
 そ

の
他
状

況
に
応

じ
必
要

と
認

め
ら

れ
る
処

置
 

（
医

師
に

対
す

る
現

場
に

お
け

る
調
整

等
）

 

第
５

条
 

医
療

救
護

活
動

の
連

絡
調
整

は
、

市
が
指

定
す

る
者

が
行

う
も

の
と

す
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
市
が

指

定
す

る
者

は
、
医

師
会
が

派
遣

す
る

医
師
の

意
見
を

尊
重

す
る

も
の

と
す
る

。
 

（
医

師
の

輸
送

等
）

 

第
６

条
 

市
は

、
医

師
会

が
派

遣
す
る

医
師

の
移
動

及
び

通
信

手
段

の
確

保
そ

の
他

医
師

会
の
行

う
医

療
救

護
活
動

へ

の
協

力
の

円
滑
な

実
施
に

つ
い

て
必

要
な
措

置
を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

救
護

所
で
使
用

す
る

医
薬

品
等
に

つ
い

て
は
、

派
遣

さ
れ

る
医

師
が
携

行
す

る
も
の

の
ほ
か

、
市

が
そ

の
供
給

に

つ
い

て
必

要
な
措

置
を
講

ず
る

も
の

と
す
る

。
 

（
扶

助
金

の
支

給
）

 

第
７

条
 

市
は

、
災

害
救
助

法
第

２
４

条
（

救
助

業
務

従
事

命
令

）
若
し

く
は
第

２
５
条
（

救
助

業
務
へ

の
協
力

命
令

）

の
規

定
に

よ
り
、
救

助
に

関
す

る
業

務
に
従

事
し

、
又
は

協
力

す
る
者

が
、
こ
れ

が
た
め

負
傷
し

、
疾
病

に
か

か
り

、

又
は

死
亡

し
た
場

合
に
お

い
て

は
災

害
救
助

法
第
２

９
条

（
扶

助
金

の
支
給

）
及
び

同
法

施
行
令

第
１

３
条

（
扶

助

金
の

種
目

）
か
ら

第
２
１

条
（

打
切

扶
助
金

）
の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
扶

助
金
を

支
給

す
る

。
 



資
料
８
－
１

６
－

（
１
）

 

 

 
 

な
お

、
災

害
救

助
法

の
規

定
が
適

用
さ

れ
な
い

場
合

は
、

同
法

に
準
じ

て
市
が

支
給

す
る
。

 

（
実

費
弁

償
）

 

第
８

条
 

市
は

、
災

害
救
助

法
第
２

４
条
（

救
助

業
務
従

事
命
令

）
若
し

く
は
第

２
５
条
（

救
助

業
務
へ

の
協
力

命
令

）

の
規

定
に

よ
り
、

救
助
に

関
す

る
業

務
に
従

事
し
、

又
は

協
力

し
た

者
に

係
る

も
の

に
要

す
る
費

用
は

、
災

害
救

助

法
第

３
３

条
（
費

用
の
支

弁
区

分
）

及
び
同

法
施
行

令
第

１
１

条
（

実
費

弁
償

）
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

弁
償

す

る
。

 

 
 

な
お

、
災

害
救

助
法

の
規

定
が
適

用
さ

れ
な
い

場
合

は
、

同
法

に
準
じ

て
市
が

支
給

す
る
。

 

（
医

療
事

故
等

）
 

第
９

条
 

救
護

活
動

に
よ

る
医

療
事
故

等
に

つ
い
て

は
、
 
医
師

が
災

害
時
の

緊
急
下

に
お

い
て
善

意
に

基
づ
い

て
行

っ

た
医

療
行

為
に
つ

い
て
は

、
市

が
責

任
を
も

っ
て
処

理
す

る
も

の
と

す
る
。

 

（
協

定
の

有
効

期
間

）
 

第
1
0
条

 
こ

の
協
定

の
有

効
期

間
は

、
協
定

締
結
の

日
か

ら
１

年
間

と
す
る
。
た
だ

し
、
こ

の
協

定
の
有

効
期

間
終

了

前
１

箇
月

ま
で
に

、
市
、

医
師

会
い

ず
れ
か

ら
も
何

ら
の

意
思

表
示

が
な

い
と

き
は

、
期

間
終
了

の
日

の
翌

日
か

ら

１
年

間
こ

の
協
定

を
更
新

す
る

も
の

と
し
、

そ
の
後

も
ま

た
同

様
と

す
る
。

 

（
そ

の
他

）
 

第
1
1
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項
又

は
協

定
に

つ
い
て

疑
義

が
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て
は

、
そ

の
都
度

、
市

と

医
師

会
が

協
議
し

て
定
め

る
も

の
と

す
る
。

 

 

こ
の

協
定

の
締
結

を
証
す

る
た

め
、

本
協
定

書
２
通

を
作

成
し

、
市

及
び

医
師

会
の

記
名

押
印
の

う
え

各
自

そ
の

１

通
を

保
管

す
る

。
 

 平
成

３
０

年
３

月
１

日
 

 

富
士

市
永
田

町
１

丁
目
１

０
０

番
地

 

富
士

市
長

 
 
小

長
井

 
義

正
  

富
士

市
伝
法

２
８

５
０
番

地
 

一
般

社
団

法
人

 
富

士
市

医
師

会
 

会
 

 
長

 
 
磯

部
 

俊
一

  

資
料

８
－

１
６
－
（
２

) 

災
害

時
の
医

療
救

護
活

動
に

関
す
る

協
定

書
（
富

士
市

歯
科

医
師

会
）
 

 

災
害

時
等

に
お
け

る
医
療

救
護

活
動

の
万
全

を
期
す

る
た

め
、
富

士
市
（
以

下
「

市
」
と
い

う
。
）
と

一
般

社
団
法

人

富
士

市
歯

科
医

師
会

（
以

下
「

歯
科
医

師
会

」
と
い

う
。
）

と
の

間
に

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締
結

す
る

。
 

（
総

則
）

 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

富
士

市
地
域

防
災
計

画
に

基
づ

き
市

が
災

害
時

に
行

う
医

療
救

護
活
動

に
対
す

る
歯

科
医

師

会
の

協
力

に
関
し

、
必
要

な
事

項
を

定
め
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

に
規
定
す

る
災

害
に

は
、
集

団
的
に

死
傷

者
等

が
発

生
す

る
大
規

模
な

車
両
事

故
、
航

空
機
事

故
そ

の
他

の

重
大

な
事

故
を
含

む
も
の

と
す

る
。

 

（
医

療
救

護
活

動
へ

の
協

力
）

 

第
２

条
 

市
は

、
災

害
が

発
生

し
た
場

合
に
お

い
て

、
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ
る

と
認
め

る
と

き
は

、

歯
科

医
師

会
に
対

し
歯
科

医
師

の
派

遣
を
要

請
す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

歯
科

医
師
会
は

、
前

項
の

規
定
に

よ
り
市

か
ら

要
請

を
受

け
た

場
合
に

は
、

速
や
か

に
歯
科

医
師
を

市
の

指
定

し

た
救

護
所

等
に
派

遣
す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

歯
科

医
師
会
は

、
災

害
が

発
生
し

た
と
き

は
、

速
や

か
に

そ
の

被
害
状

況
に

つ
い
て

情
報
の

収
集
に

努
め

る
も

の

と
し

、
そ

の
情
報

に
よ
り

医
療

救
護

活
動

に
協

力
す

る
必

要
が

あ
る

と
認
め

た
と
き

は
、

第
１
項

の
規
定

に
よ

る
要

請
が

な
く

て
も
歯

科
医
師

会
の

判
断

に
よ
り

歯
科
医

師
を

救
護

所
等

に
派
遣

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 

歯
科

医
師
会
は

、
前

項
の

規
定
に

よ
り
歯

科
医

師
を

派
遣

し
た

と
き
は

、
速

や
か
に

市
に
報

告
し
、

そ
の

承
認

を

得
る

も
の

と
す
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
市

が
承

認
し

た
歯

科
医

師
の
派

遣
は
、

市
の

要
請
に

基
づ
く

歯
科

医
師

の
派

遣
と

み
な
す

。
 

（
医

療
救

護
活

動
計

画
の

策
定

）
 

第
３

条
 

歯
科

医
師

会
は

、
前

条
に
定

め
る
医

療
救

護
活

動
を

行
う

た
め

「
富

士
市

歯
科

医
師
会

災
害
時

医
療

救
護

体

制
要

綱
（

地
震
対

策
編
）
」
並

び
に

「
富
士

市
歯

科
医
師

会
災

害
時
医

療
救
護

体
制
要

綱
（

一
般

対
策

編
）
」

を
策
定

し
、

こ
れ

に
基
づ

く
医
療

救
護

活
動

を
行
う

も
の
と

す
る

。
 

（
歯

科
医

師
の

職
務

）
 

第
４

条
 

歯
科

医
師

の
救

護
所

等
に
お

け
る

職
務
は

、
次

の
と

お
り

と
す
る

。
 

（
１

）
 歯

科
医
療

を
要
す

る
傷
病

者
に

対
す

る
応
急

処
置
及

び
治

療
 

（
２

）
 歯

科
医
療

を
要
す

る
傷
病

者
の

救
護

病
院
等

へ
の
収

容
調

整
 

（
３

）
 ト

リ
ア
ー

ジ
の
実

施
へ
の

協
力

 

（
４

）
 身

元
不
明

遺
体
の

検
案

 

（
５

）
 そ

の
他
状

況
に
応

じ
必
要

と
認

め
ら

れ
る
処

置
 

（
歯

科
医

師
に

対
す

る
現

場
に

お
け
る

調
整

等
）

 

第
５

条
 

医
療

救
護

活
動

の
連

絡
調
整

は
、
市

が
指

定
す

る
者

が
行

う
も

の
と

す
る

。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、

市
が

指

定
す

る
者

は
、
歯

科
医
師

会
が

派
遣

す
る
歯

科
医
師

の
意

見
を

尊
重

す
る
も

の
と
す

る
。

 

（
歯

科
医

師
の

輸
送

等
）

 

第
６

条
 

市
は

、
歯

科
医

師
会

が
派
遣

す
る
歯

科
医

師
の

移
動

及
び

通
信

手
段

の
確

保
そ

の
他
歯

科
医
師

会
の

行
う

医

療
救

護
活

動
へ
の

協
力
の

円
滑

な
実

施
に
つ

い
て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

 

２
 

救
護

所
等
で
使

用
す

る
医

薬
品
等

に
つ
い

て
は

、
派

遣
さ

れ
る

歯
科
医

師
が

携
行
す

る
も
の

の
ほ
か

、
市

が
そ

の

供
給

に
つ

い
て
必

要
な
措

置
を

講
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

（
扶

助
金

の
支

給
）

 

第
７

条
 

市
は

、
災
害

救
助
法

第
２

４
条
（
救

助
業

務
従

事
命
令

）
若
し

く
は

第
２

５
条
（

救
助

業
務

へ
の

協
力

命
令

）
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２

)
 

の
規

定
に

よ
り
、
救

助
に

関
す

る
業

務
に
従

事
し
、
又
は

協
力
す

る
者

が
、
こ
れ

が
た
め

負
傷
し

、
疾
病

に
か

か
り
、

又
は

死
亡

し
た
場

合
に
お

い
て

は
災

害
救

助
法

第
２

９
条

（
扶

助
金

の
支

給
）

及
び

同
法

施
行
令

第
１
３

条
（
扶

助

金
の

種
目

）
か
ら

第
２
１

条
（

打
切

扶
助
金

）
の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
扶

助
金
を

支
給

す
る

。
 

 
 

な
お

、
災

害
救

助
法

の
規

定
が
適

用
さ

れ
な
い

場
合

は
、

同
法

に
準
じ

て
市
が

支
給

す
る
。

 

（
実

費
弁

償
）

 

第
８

条
 

市
は

、
災

害
救

助
法

第
２

４
条
（

救
助

業
務
従

事
命
令

）
若

し
く

は
第
２

５
条
（

救
助

業
務
へ

の
協

力
命
令

）

の
規

定
に

よ
り
、

救
助
に

関
す

る
業

務
に

従
事

し
、

又
は

協
力

し
た

者
に

係
る

も
の

に
要

す
る
費

用
は
、

災
害
救

助

法
第

３
３

条
（
費

用
の
支

弁
区

分
）

及
び

同
法

施
行

令
第

１
１

条
（

実
費

弁
償

）
の

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

り
弁
償

す

る
。

 

 
 

な
お

、
災

害
救

助
法

の
規

定
が
適

用
さ

れ
な
い

場
合

は
、

同
法

に
準
じ

て
市
が

支
給

す
る
。

 

（
医

療
事

故
等

）
 

第
９

条
 

医
療

救
護

活
動

に
よ

る
医
療

事
故
等

に
つ

い
て

は
、

歯
科

医
師
が

災
害
時

の
緊

急
下
に

お
い
て

善
意

に
基

づ

い
て

行
っ

た
医
療

行
為
に

つ
い

て
は

、
市
が

責
任
を

も
っ

て
処

理
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
協

定
の

有
効

期
間

）
 

第
1
0
条

 
こ

の
協
定

の
有

効
期

間
は

、
協
定

締
結
の

日
か

ら
１

年
間

と
す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
協

定
の
有

効
期
間

終
了

前
１

箇
月

ま
で
に

、
市
、

歯
科

医
師

会
い

ず
れ

か
ら

も
何

ら
の

意
思

表
示

が
な

い
と

き
は

、
期
間

終
了
の

日
の
翌

日

か
ら

１
年

間
こ
の

協
定
を

更
新

す
る

も
の
と

し
、
そ

の
後

も
ま

た
同

様
と
す

る
。

 

（
そ

の
他

）
 

第
1
1
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項
又

は
協

定
に

つ
い
て

疑
義

が
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て
は

、
そ

の
都
度

、
市

と

歯
科

医
師

会
が
協

議
し
て

定
め

る
。

 

 

こ
の

協
定

の
締
結

を
証
す

る
た

め
、

本
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
市

及
び

歯
科

医
師

会
の

記
名
押

印
の
う

え
各
自

そ

の
１

通
を

保
管

す
る

。
 

 平
成

３
０

年
３

月
１

日
 

 

富
士

市
永

田
町
１

丁
目
１

０
０

番
地

 

富
士

市
長

 
 

小
長

井
 
義

正
 

 

富
士

市
伝

法
２
８

５
０
番

地
の

３
 

一
般

社
団

法
人

 
富

士
市
歯

科
医

師
会

 

会
 

 
長

 
 

 
大

 
村
 

 
仂
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（
３
）

 

 

災
害

時
の

医
療

救
護

活
動
に

関
す
る

協
定

書
（

富
士

市
薬

剤
師

会
）
 

 

災
害

時
等

に
お
け

る
医
療

救
護

活
動

の
万
全

を
期
す

る
た

め
、
富

士
市
（
以

下
「

市
」
と
い

う
。
）
と

一
般

社
団

法
人

富
士

市
薬

剤
師

会
（

以
下

「
薬

剤
師
会

」
と

い
う
。
）
と

の
間
に

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す
る

。
 

（
総

則
）

 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

富
士

市
地
域

防
災

計
画
に

基
づ

き
市

が
災

害
時

に
行

う
医

療
救

護
活
動

に
対

す
る

薬
剤
師

会

の
協

力
に

関
し
、

必
要
な

事
項

を
定

め
る
も

の
と
す

る
。

 

２
 

前
項

に
規
定
す

る
災

害
に

は
、
集

団
的

に
死
傷

者
等

が
発

生
す

る
大
規

模
な

車
両
事

故
、
航

空
機

事
故

そ
の
他

の

重
大

な
事

故
を
含

む
も
の

と
す

る
。

 

（
医

療
救

護
活

動
へ

の
協

力
）

 

第
２

条
 

市
は

、
災

害
が

発
生

し
た
場

合
に

お
い
て

、
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ
る

と
認

め
る

と
き
は

、

薬
剤

師
会

に
対
し

薬
剤
師

の
派

遣
を

要
請
す

る
も
の

と
す

る
。

 

２
 

薬
剤

師
会
は
、

前
項

の
規

定
に
よ

り
市

か
ら
要

請
を

受
け

た
場

合
に
は

、
速

や
か
に

薬
剤
師

を
市

の
指

定
し
た

救

護
所

等
に

派
遣
す

る
も
の

と
す

る
。

 

３
 

薬
剤

師
会
は
、

災
害

が
発

生
し
た

と
き

は
、
速

や
か

に
そ

の
被

害
状
況

に
つ

い
て
情

報
の
収

集
に

努
め

る
も
の

と

し
、

そ
の

情
報
に

よ
り
医

療
救

護
活

動
に
協

力
す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め
た

と
き
は

、
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
要

請

が
な

く
て

も
薬
剤

師
会
の

判
断

に
よ

り
薬
剤

師
を
救

護
所

等
に

派
遣

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

４
 

薬
剤

師
会
は
、

前
項

の
規

定
に
よ

り
薬

剤
師
を

派
遣

し
た

と
き

は
、
速

や
か

に
市
に

報
告
し

、
そ

の
承

認
を
得

る

も
の

と
す

る
。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
市
が

承
認
し

た
薬

剤
師

の
派

遣
は
、

市
の
要

請
に

基
づ
く

薬
剤

師
の

派
遣

と

み
な

す
。

 

（
医

療
救

護
活

動
計

画
の

策
定

）
 

第
３

条
 

薬
剤

師
会

は
、

前
条

に
定
め

る
医

療
救
護

活
動

を
行

う
た

め
「

富
士

市
薬

剤
師

会
災
害

時
医

療
救

護
体
制

要

綱
（

地
震

対
策
編

）
」

並
び

に
「
富

士
市
薬

剤
師

会
災
害

時
医

療
救
護

体
制
要

綱
（
一

般
対

策
編

）
」
を

策
定

し
、
こ

れ
に

基
づ

く
医
療

救
護
活

動
を

行
う

も
の
と

す
る
。

 

（
薬

剤
師

の
職

務
）

 

第
４

条
 

薬
剤

師
の

救
護

所
等

に
お
け

る
職

務
は
、

次
の

と
お

り
と

す
る
。

 

（
１

）
医

薬
品

の
服

薬
指

導
及

び
相
談

業
務

 

（
２

）
医

薬
品

等
の

管
理

業
務

 

（
３

）
医

薬
品

等
の

調
達

、
供

給
へ
の

協
力

 

（
４

）
ト

リ
ア

ー
ジ

の
実

施
へ

の
協
力

 

（
５

）
そ

の
他

状
況

に
応

じ
必

要
と
認

め
ら

れ
る
処

置
 

（
薬

剤
師

に
対

す
る

現
場

に
お

け
る
調

整
等

）
 

第
５

条
 

医
療

救
護

活
動

の
連

絡
調
整

は
、

市
が
指

定
す

る
者

が
行

う
も

の
と

す
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
市
が

指

定
す

る
者

は
、
薬

剤
師
会

が
派

遣
す

る
薬
剤

師
の
意

見
を

尊
重

す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
薬

剤
師

の
輸

送
等

）
 

第
６

条
 

市
は

、
薬

剤
師

会
が

派
遣
す

る
薬

剤
師
の

移
動

及
び

通
信

手
段

の
確

保
そ

の
他

薬
剤
師

会
の

行
う

医
療
救

護

活
動

へ
の

協
力
の

円
滑
な

実
施

に
つ

い
て
必

要
な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と
す

る
。

 

２
 

救
護

所
等
で
使

用
す

る
医

薬
品
等

に
つ

い
て
は

、
派

遣
さ

れ
る

薬
剤
師

が
携

行
す
る

も
の
の

ほ
か

、
市

が
そ
の

供

給
に

つ
い

て
必
要

な
措
置

を
講

ず
る

も
の
と

す
る
。

 

（
扶

助
金

の
支

給
）

 

第
７

条
 

市
は

、
災

害
救
助

法
第

２
４

条
（

救
助

業
務

従
事

命
令

）
若
し

く
は
第

２
５
条
（

救
助

業
務
へ

の
協
力

命
令

）
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（
３
）

 

の
規

定
に

よ
り
、
救

助
に

関
す

る
業

務
に
従

事
し
、
又
は

協
力
す

る
者

が
、
こ
れ

が
た
め

負
傷
し

、
疾
病

に
か

か
り
、

又
は

死
亡

し
た
場

合
に
お

い
て

は
災

害
救
助

法
第
２

９
条

（
扶

助
金

の
支

給
）

及
び

同
法

施
行
令

第
１

３
条

（
扶

助

金
の

種
目

）
か
ら

第
２
１

条
（

打
切

扶
助
金

）
の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
扶

助
金
を

支
給

す
る

。
 

 
 

な
お

、
災

害
救

助
法

の
規

定
が
適

用
さ

れ
な
い

場
合

は
、

同
法

に
準
じ

て
市
が

支
給

す
る
。

 

（
実

費
弁

償
）

 

第
８

条
 

市
は

、
災

害
救
助

法
第
２

４
条
（

救
助

業
務
従

事
命
令

）
若
し

く
は
第

２
５
条
（

救
助

業
務
へ

の
協
力

命
令

）

の
規

定
に

よ
り
、

救
助
に

関
す

る
業

務
に
従

事
し
、

又
は

協
力

し
た

者
に

係
る

も
の

に
要

す
る
費

用
は

、
災

害
救

助

法
第

３
３

条
（
費

用
の
支

弁
区

分
）

及
び
同

法
施
行

令
第

１
１

条
（

実
費

弁
償

）
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

弁
償

す

る
。

 

 
 

な
お

、
災

害
救

助
法

の
規

定
が
適

用
さ

れ
な
い

場
合

は
、

同
法

に
準
じ

て
市
が

支
給

す
る
。

 

（
医

療
事

故
等

）
 

第
９

条
 

医
療

救
護

活
動

に
よ

る
医
療

事
故

等
に
つ

い
て

は
、

薬
剤

師
が
災

害
時
の

緊
急

下
に
お

い
て

善
意
に

基
づ

い

て
行

っ
た

医
療
行

為
に
つ

い
て

は
、

市
が
責

任
を
も

っ
て

処
理

す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
協

定
の

有
効

期
間

）
 

第
1
0
条

 
こ

の
協
定

の
有

効
期

間
は

、
協
定

締
結
の

日
か

ら
１

年
間

と
す
る
。
た
だ

し
、
こ

の
協

定
の
有

効
期

間
終

了

前
１

箇
月

ま
で
に

、
市
、

薬
剤

師
会

い
ず
れ

か
ら
も

何
ら

の
意

思
表

示
が

な
い

と
き

は
、

期
間
終

了
の

日
の

翌
日

か

ら
１

年
間

こ
の
協

定
を
更

新
す

る
も

の
と
し

、
そ
の

後
も

ま
た

同
様

と
す
る

。
 

（
そ

の
他

）
 

第
1
1
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項
又

は
協

定
に

つ
い
て

疑
義

が
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て
は

、
そ

の
都
度

、
市

と

薬
剤

師
会

が
協
議

し
て
定

め
る

も
の

と
す
る

。
 

 

こ
の

協
定

の
締
結

を
証
す

る
た

め
、

本
協
定

書
２
通

を
作

成
し

、
市

及
び

薬
剤

師
会

の
記

名
押
印

の
う

え
各

自
そ

の

１
通

を
保

管
す

る
。

 

 平
成

３
０

年
３

月
１

日
 

   

富
士

市
永

田
町
１

丁
目
１

０
０

番
地

 

富
士

市
長

 
 

小
長

井
 
義

正
 

 

富
士

市
伝

法
２
８

５
１
番

地
 

一
般

社
団

法
人

 
富

士
市
薬

剤
師

会
 

会
 

 
長

 
 

 
羽

二
生
 

尚
身
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災
害
時

に
お

け
る

緊
急
解

体
業

務
に
関
す
る
協
定

書
 

 
富

士
市
（

以
下
「
甲
」
と

い
う

。
）
と
富

士
市

解
体

業
協

会
（

以
下
「

乙
」
と

い
う

。
）
及

び
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

解
体

工
事

業
協
会

（
以

下
「

丙
」

と
い

う
。
）

と
は

、
富

士
市

内
に

大
規

模
な

地
震

、

風
水

害
等

が
発

生
し

た
場

合
（
以

下
「

災
害

時
」

と
い

う
。
）

に
お

け
る

業
務

協
力

に
関

し
て

、
次

の

と
お

り
協

定
を

締
結
す

る
。

 

 （
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
災

害
時

に
お

い
て

、
甲

が
行
な
う

被
災

建
築

物
等

の
緊

急
解

体
工

事
及

び
災

害
廃

棄
物

の
撤

去
（

以
下

「
緊
急

解
体

業
務

」
と

い
う

。
）

を
、

乙
及

び
丙

の
協

力
の

も
と

に
迅

速
か

つ
的

確
に

実
施

し
、
住
民

の
生
命

の
安
全

及
び

交
通

の
確
保

並
び

に
災

害
応

急
対

策
の

強
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

 （
協

力
業

務
）

 

第
２

条
 

こ
の

協
定
の

対
象
と

な
る
業

務
は

、
次

の
各

号
に

該
当

す
る

も
の

で
、
甲

が
必

要
と
認

め
た

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
甲

が
管

理
す
る

道
路

に
倒

壊
し

た
建

築
物

等
の
緊
急

解
体

業
務

 

（
２

）
消

火
活

動
を
円

滑
に

遂
行

す
る

た
め

の
建

築
物
等
の

緊
急

解
体

業
務

 

（
３

）
人

命
救

助
を
円

滑
に

遂
行

す
る

た
め

の
建

築
物
等
の

緊
急

解
体

業
務

 

（
４

）
前

各
号

に
定
め

る
も

の
の

ほ
か

甲
が

必
要

と
認
め
る

も
の

 

 （
協

力
業

者
）

 

第
３

条
 

乙
及

び
丙
は

、
会

員
の

中
か
ら

前
条

各
号

に
規
定

す
る

協
力

業
務

を
実

施
で

き
る

資
格

及
び

能
力

を
有

す
る

業
者

（
以

下
「
協

力
業

者
」

と
い

う
。
）

を
様

式
１

号
「

緊
急

解
体

業
務

協
力

業
者

名

簿
」

に
取

り
ま

と
め
、

協
定
締

結
後
、

速
や

か
に

甲
に

提
出

す
る

。
 

２
 

乙
及

び
丙

は
、
協
力

業
者

毎
の
災

害
時

に
出

動
で

き
る

建
設

資
機

材
の

数
量

を
様

式
第

２
号
「

資

機
材

保
有

状
況

報
告
書

」
に
取

り
ま
と

め
、

前
項

に
定

め
る

名
簿

と
と

も
に

甲
に

提
出

す
る

。
 

３
 

第
１

項
に

定
め
る

乙
の
協

力
事
業

者
の

資
格

は
、
甲
の

当
該

年
度

に
お

け
る

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

の
内

と
び

・
土
工

（
解
体

）
に
登

録
の

あ
る

者
と

す
る

。
 

 （
出

動
の

要
請

）
 

第
４

条
 

甲
は

、
乙
に

対
し
様
式

第
３

号
「

緊
急

解
体

業
務

出
動

要
請

書
」
を

も
っ

て
第
２

条
各

号
に

規
定

す
る

協
力

業
務
の

実
施
を

要
請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

第
１

項
の

要
請
は

、
緊

急
を

要
す

る
場

合
に

は
、
電
話

等
の

申
し

入
れ

で
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

が
、

後
日

、
速

や
か
に

「
緊

急
解

体
業

務
出

動
要

請
書

」
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

３
 

乙
及

び
丙

は
、
東
海

地
震
予

知
情
報

が
発

表
さ

れ
た
時

ま
た

は
震

度
６

弱
以

上
の

地
震

が
発

生
し
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た
時

は
、
甲

か
ら

の
要
請

に
備

え
て

出
動

態
勢

を
整

え
る
と

と
も

に
建

設
資

機
材

等
の

確
保

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
緊

急
解

体
業

務
の
実

施
）

 

第
５

条
 

乙
は

、
前

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
甲

か
ら

の
要

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
業

務
内

容
と

協
力

業
者

の
能

力
を

考
慮

し
、

最
も

適
切

な
担

当
施

工
業

者
（

以
下

「
施

工
業

者
」

と
い

う
。
）

と
し

て
選

定
す

る
。

た
だ

し
、

乙
の

協
力

業
者

だ
け

で
は

要
請

に
応

じ
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

、

丙
に

対
し

、
協

力
を
依

頼
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

乙
及

び
丙

は
、
施

工
業

者
を

選
定

し
た

と
き

は
、
甲
に

対
し

様
式

第
４

号
「

施
工

業
者

選
定

報
告

書
」

を
提

出
す

る
。

 

３
 

甲
は

、
緊

急
解

体
業

務
の
箇

所
・
範

囲
を

施
工

業
者
に

指
示

し
、
施

工
業

者
は

甲
に
指

示
さ

れ
た

場
所

に
適

し
た

工
法
で

、
緊

急
解

体
業

務
に

着
手

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 

施
工

業
者

は
、
緊

急
解

体
業

務
を

実
施

す
る

に
あ

た
っ

て
は

、
施

工
計
画

を
定

め
、
第

三
者

に
損

害
を

与
え

な
い

よ
う
特

段
の

注
意

を
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

５
 

施
工

業
者

は
、
被
災

者
等

が
取

り
残

さ
れ

て
い

な
い
か

特
段

の
注

意
を

払
い

な
が

ら
緊

急
解

体
業

務
を

実
施

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

６
 

施
工

業
者

は
、
必
要

に
応

じ
て

、
緊

急
的

に
通

行
規
制

や
立

入
禁

止
規

制
等

の
緊

急
措

置
を

行
う

と
と

も
に

、
通

行
車
輌

や
地

域
住

民
へ

の
周

知
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

７
 

施
工

業
者

は
、
す
で

に
危

険
を

防
止

す
る

た
め

の
通
行

規
制

や
立

入
禁

止
規

制
等

の
措

置
が

行
わ

れ
て

い
る

場
合

、
周
囲

の
状

況
と

安
全

を
確

認
の

う
え

、
業

務
を

開
始

す
る

も
の

と
す

る
。

 

８
 

施
工

業
者

は
、
業
務

従
事

者
の
労

働
災

害
補

償
の

た
め

、
労

働
者

災
害

補
償
保

険
法

の
適
用

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

手
続
き

を
と

る
も

の
と

す
る

。
 

９
 

施
工

業
者

は
、
工
事

請
負

契
約
の

根
拠

と
す

る
た

め
、
業

務
内

容
が

判
定

で
き

る
写

真
等
の

資
料

を
整

備
し

、
甲

に
提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

10
  

施
工

業
者

は
、
業

務
完

了
の
確

認
書

と
し

て
、
様

式
第

５
号
「

業
務

完
了

報
告

書
」
に
次

の
ア

か

ら
オ

の
資

料
を

添
付
し

て
甲

及
び

乙
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
ア

 
工

事
記

録
写
真

 
施

工
段

階
（

施
工

前
、
施

工
中
、
施

工
完

了
等

）
の

写
真

、
廃

棄
物

の
種

類
、

工
事

数
量

、
使

用
資
機

材
等

が
確

認
可

能
な

写
真

、
運

搬
状

況
、
処

理
状

況
の
確

認
可

能
な
写
真

、
安

全
管

理
、

環
境

対
策
の

状
況

が
確

認
可

能
な

写
真

等
 

 
イ

 
工

事
数

量
表

 

 
ウ

 
工

事
資

機
材
一

覧
表

 

 
エ

 
工

事
日

報
 

 
オ

 
そ

の
他

甲
が
必

要
と

す
る

資
料

 

 （
契

約
の

締
結

）
 

第
６

条
 

甲
は

、
前

条
第

９
条
に

規
定

す
る

資
料

を
も

と
に

、
速

や
か

に
、
施

工
業

者
と

随
意

契
約
を

資
料

８
－
１

７
 

締
結

す
る

。
 

２
 

乙
及

び
丙

は
前

項
の

契
約
に

つ
い

て
、

甲
及

び
施

工
業

者
そ

れ
ぞ

れ
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
費

用
負

担
）

 

第
７

条
 

緊
急

解
体
業

務
に
要

す
る
費

用
は

、
施

工
業

者
と

の
契

約
に

基
づ

き
甲

が
負

担
す

る
 

 （
甲

へ
の

報
告

）
 

第
８

条
 

乙
及

び
丙
は

、
第

３
条

の
規
定

に
よ

る
協

力
業
者

の
名

簿
内

容
及

び
建

設
資

機
材

等
の

数
量

に
つ

い
て

、
毎

年
９

月
１

日
ま
で

に
甲
に

報
告
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し
、
内

容
に
変

更
が

生
じ
な

い
場

合
は

こ
の

限
り
で

は
な
い

。
 

２
 

乙
及

び
丙

は
前
項

の
報
告

内
容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

は
、
変

更
後

３
０

日
以

内
に

甲
に

変
更

し

た
内

容
を

報
告

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 （
協

定
の

解
除

等
）

 

第
９

条
 

甲
は

、
乙
、
丙

及
び

施
工

業
者
が

次
の

各
号

の
い
ず

れ
か

に
該

当
す
る

と
き

は
、
こ

の
協

定

を
解

除
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
（

１
）
 

役
員

等
（
個

人
で
あ

る
場
合

に
は

そ
の
者

を
、
法

人
で

あ
る

場
合
に

は
そ

の
役

員
又

は
そ

の
支

店
若

し
く

は
営

業
所

等
の
事

務
所

の
代

表
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
暴

力
団

等
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

[平
成

３
年

法
律

第
７

７
号

]第
２

条
第

６
号

に
規

定

す
る

暴
力

団
又

は
暴

力
団

で
な
く

な
っ

た
日

か
ら

５
年

を
経

過
し

な
い

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る
と

き
。

 

 
（

２
）
 
暴
力

団
（
暴

力
団
に

よ
る
不

当
な

行
為

の
防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）

又
は

暴
力

団
員
等

が
経

営
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
る

と
認

め

ら
れ

る
と

き
。

 

 
（

３
）
 
役
員

等
が

自
己
、
自

社
若
し

く
は

第
三

者
の
不

正
の

利
益

を
図

る
目

的
又

は
第

三
者

に
損

害
を

加
え

る
目

的
を
も

っ
て
、
暴

力
団
又

は
暴

力
団

員
等
を

利
用

す
る

な
ど

し
た

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。 

 
（

４
）
 
役
員

等
が

暴
力
団

又
は

暴
力
団

員
等

に
対

し
て
資

金
等

を
供

給
し
、
又

は
便
宜

を
供

与
す

る
な

ど
直

接
的

あ
る
い

は
積
極

的
に
暴

力
団

の
維

持
又

は
運

営
に

協
力

し
、
又

は
関

与
し

て
い

る
と

み

と
め

ら
れ

る
と

き
。

 

 
（

５
）
 

役
員

等
が
暴

力
団
又

は
暴
力

団
員

等
と

社
会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ
き

関
係

を
有

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き
。

 

 
（

６
）
 
下
請

契
約

又
は
資

材
若

し
く
は

原
材

料
の

購
入
契

約
そ

の
他

の
契
約

に
当

た
り
、
そ

の
相

手
方

が
第

１
号

か
ら
前

号
ま
で

の
い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、
当

該
者

と
契

約
を

締

結
し

た
と

認
め

ら
れ
る

と
き
。

 

 
（

７
）
 

第
１

号
か
ら

第
５
号

ま
で
の

い
ず

れ
か

に
該
当

す
る

者
を

下
請

契
約

又
は

資
材

若
し

く
は

原
材

料
の

購
入

契
約
そ

の
他
の

契
約
の

相
手

方
と

し
て

い
た

場
合
（

前
号

に
該

当
す

る
場

合
を

除
く

。
）



資
料
８
－

１
７
 

に
お

い
て

、
甲

が
乙

、
丙

及
び

施
工
業

者
に

対
し

て
当

該
契

約
に

解
除

を
求

め
、
乙

、
丙

及
び
施

工
業

者
が

こ
れ

に
従

わ
な
か

っ
た

と
き

。
 

２
 

乙
、
丙

及
び

施
工
業

者
は

、
こ

の
協

定
に

係
る

業
務
の

遂
行

に
当

っ
て

暴
力

団
員

等
に

よ
る

不
当

な
行

為
を

受
け

た
と
き

は
、
甲

に
報
告

す
る

と
と

も
に

、
管

轄
警

察
署

へ
の

通
報

そ
の

他
の

暴
力

団
の

排
除

の
た

め
に

必
要
な

協
力

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 （
協

力
の

効
力

）
 

第
１

０
条

 
こ

の
協
定

の
有

効
期

間
は

、
協

定
の

成
立
し
た

日
か

ら
平

成
２

８
年

３
月

３
１

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し
、
期

間
満

了
日

前
に

こ
の
協

定
の

解
除

又
は

変
更

に
つ

い
て
、
甲

と
乙

の
い

ず
れ

か
ら

も
何

ら
か

の
意

思
表
示

が
な

い
と

き
は

、
こ

の
協

定
は

更
に

１
年

間
延

長
さ

れ
る

も
の

と
し

、
以

後
こ

の
例

に
よ

る
。

 

 （
雑

則
）

 

第
１

１
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き
は

、
そ

の

都
度

、
甲

、
乙

、
丙
が

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

  
 

こ
の

協
定

の
成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

３
通

を
作

成
し

、
甲
、
乙

及
び
丙

が
記

名
押
印

の
う

え
、

各
自

そ
の
１

通
を

所
持

す
る

。
 

  平
成

２
７

年
３

月
２
４

日
 

   

（
甲

）
 

富
士

市
永
田

町
１

－
１

０
０

 

富
士

市
長

 
小

長
井
 

義
正

 

 

 

（
乙

）
 

富
士

市
川
成

島
７

３
９

－
８

 

富
士

市
解

体
業

協
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
会

 
長

 
 
片

岡
 

成
男

 

  

（
丙

）
 

静
岡

市
駿
河

区
南

町
４

－
３

９
 

一
般

社
団

法
人

静
岡
県

解
体

工
事

業
協

会
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
理

事
長

 
 
妻

形
 

克
和

 

資
料
８
－

１
８
 

 

災
害

時
に

必
要

な
医
薬

品
等

の
調
達

に
関
す

る
協
定

書
 

 

富
士

市
立

中
央

病
院

 
（

以
下

｢
甲

｣
と

い
う

。
)
と

 
テ

ル
モ

株
式

会
社

 
静

岡
支

店
（

以
下

｢
乙

｣
と

い
う

。
）

と
は

、
災

害
時

に
必

要
な

医
薬

品
等

（
以

下
「

医
薬

品
等

」
と

い
う

。
）

の
調

達
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を

締
結

す
る

。
 

（
協

力
要

請
）

 

第
１

条
 
甲

は
、

富
士

市
内

に
災

害
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、
医

薬
品

等
を

調
達

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
乙

に
対

し
そ

の
保

有
す

る
医

薬
品

等
の

供
給

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
調

達
医

薬
品

等
の

範
囲

）
 

第
２

条
 

甲
が

乙
に

供
給

を
要

請
す

る
医

薬
品

等
は
、

医
薬

品
、

診
療

材
料

、
そ

の
他

乙
が

保
有

す
る

医
薬

品
等

と
す

る
。

 

（
要

請
の

方
法

）
 

第
３

条
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
要

請
は

、
文

書
を
も

っ
て

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

文
書

を
も

っ
て

要
請

す
る

い
と

ま
が

な
い

と
き

は
、

口
頭

で
要

請
し

、
そ

の
後

速
や

か
に

文
書

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

た
だ

し
書

き
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

乙
は
、

甲
の

意
思

(
担

当
事

務
部

総
務

課
長

)
を

確
認

の
う

え
第

４

条
の

措
置

を
と

る
も

の
と

す
る

。
 

（
要

請
に

基
づ

く
協

力
の

実
施

）
 

第
４

条
 

第
１

条
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

乙
は
、

そ
の

要
請

事
項

を
実

施
す

る
た

め
の

措
置

を
と

る
と

と
も

に
、

そ
の

措
置

の
状

況
を

事
務

部
総
務

課
長

に
連

絡
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
価

格
）

 

第
５

条
 

医
薬

品
等

の
取

引
価

格
は

、
災

害
発

生
直

前
時

に
お

け
る

適
正

な
価

格
（

引
渡

し
ま

で
の

運
賃

を
含

む
。

災
害

発
生

前
の

取
引

に
つ

い
て

は
、
取

引
時

の
適

正
な

価
格

）
を

基
準

と
し

て
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

 

（
引

渡
し

）
 

第
６

条
 

医
薬

品
等

の
引

渡
し

場
所

は
、

テ
ル

モ
株
式

会
社

富
士

物
流

セ
ン

タ
ー

と
し

、
甲

は
、

当
該

場
所

に
職

員
を

派
遣

し
医

薬
品

等
を

確
認

の
う
え

引
き

取
る

も
の

と
す

る
。

 

（
代

金
の

支
払

い
）

 

第
７

条
 

甲
が

引
き

取
っ

た
物

資
の

代
金

は
、

乙
の
請

求
に

基
づ

き
、

甲
は

所
定

の
手

続
き

に
よ

り
速

や
か

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

 

（
協

議
）

 

第
８

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

つ
ど

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

 

（
有

効
期

限
）

 

第
９

条
 

こ
の

協
定

は
、

協
定

の
成

立
の

日
か

ら
、
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
協

定
の

解
除

を
通

知
し

な
い

限
り
、

そ
の

効
力

を
持

続
す

る
。

 

 

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、
こ

の
本

書
2
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

う
え

各
自

1
通

を
保

有
す

る
。

 

 平
成

１
７

年
１

１
月

１
８

日
 

甲
 

 
 

富
士

市
高

島
町

５
０

番
地

 

 
 

 
 

富
士

市
立

中
央

病
院

 

 
 

 
 
富

士
市

長
 

鈴
 

木
 
 

尚
 

 乙
 

 
 

静
岡

市
葵

区
栄

町
４

番
地

１
０

 

 
 

 
 

静
岡

栄
町

ビ
ル

６
階

 

 
 

 
 

テ
ル

モ
株

式
会

社
 

静
岡

支
店

 

 
 

 
 

支
店

長
 

筒
 

井
 

和
 

實
 



資
料
８
－
２
０

 

 

非
常

事
態

に
係

る
緊

急
放

送
に

関
す

る
協

定
書

 
 

富
士

市
（

以
下
「

甲
」
と

い
う

。
）
と

富
士

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

エ
フ

エ
ム

放
送

株
式

会
社
（

以
下
「

乙
」
と

い
う

。
）

は
、
非

常
事

態
に

係
る

緊
急

放
送
（

以
下
「

緊
急

放
送

」
と

い
う

。
）
に

関
し

て
、
以

下
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。
 

（
目

 
的

）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

富
士

市
域

に
非

常
事

態
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
、

緊
急

放
送

を
通

じ
て

、
住

民
に

迅
速

か
つ

正
確

な
情

報
を

提
供

す
る

こ
と

に
よ

り
、

市
民

生
活

の
安

全
・

安
心

の

確
保

及
び

秩
序

の
維

持
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

（
定

 
義

）
 

第
２

条
 

こ
の

協
定

に
お

け
る

用
語

の
意

義
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
１

)
 

非
常

事
態

 
 

地
震

、
台

風
、

洪
水

、
津

波
、

火
山

噴
火

等
の

自
然

災
害

、
大

規
模

な
火

災
及

び
市

民
生

活
を

脅
か

す
大

規
模

な
事

態
等

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
状

態

を
い

う
。

 

(
２

)
 

緊
急

放
送

 
 

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
甲

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
必

要
と

認
め

た
と

き
、

乙
の

行
う

他
の

放
送

に
優

先
し

て
行

う
臨

時
の

放
送

を
い

う
。

 

（
非

常
事

態
時

の
番

組
編

成
）

 

第
３

条
 

乙
は

、
非

常
事

態
の

場
合

、
甲

の
要

請
及

び
乙

が
人

命
に

関
わ

る
重

要
な

情
報

と
認

め
た

内
容

に
つ

い
て

、
次

の
各

号
の

放
送

番
組

を
編

成
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
 
平

常
番

組
編

成
を

尊
重

し
、

非
常

事
態

に
即

応
し

た
放

送
 

（
２

）
 
平

常
番

組
を

全
て

中
止

し
、

非
常

事
態

に
即

応
し

た
放

送
 

（
３

）
 
乙

の
放

送
ス

タ
ジ

オ
が

無
人

と
な

る
時

間
の

非
常

事
態

に
即

応
し

た
放

送
 

（
運

 
用

）
 

第
４

条
 

乙
は

、
緊

急
放

送
を

実
施

す
る

場
合

、
災

害
の

警
報

、
住

民
の

避
難

誘
導

な
ど

、
人

命
に

関
す

る
緊

急
情

報
を

他
の

放
送

に
優

先
し

、
次

に
よ

り
放

送
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
１

)
 
前

条
第

１
号

の
場

合
 

甲
の

要
請

及
び

乙
が

必
要

と
認

め
た

情
報

に
お

い
て

、
乙

は
甲

に
確

認
の

上
、

平
常

番
組

を
優

先

し
た

中
で

適
時

繰
り

返
し

放
送

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

(
２

)
 
前

条
第

２
号

の
場

合
 

地
震

等
の

非
常

事
態

に
よ

り
市

内
に

甚
大

な
被

害
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と

き
、
甲

の
要

請
に

よ
り

、
乙

は
平

常
番

組
を

全
て

中
止

し
、
緊

急
放

送
に

切
り

替
え

る
も

の
と

す
る

。

そ
の

際
、

乙
は

甲
及

び
防

災
関

係
機

関
等

と
密

接
な

連
携

を
図

っ
た

放
送

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
前

条
第

３
号

の
場

合
 

ア
 

乙
の

生
放

送
時

間
以

外
の

時
間

、
又

は
特

別
な

事
情

に
よ

り
乙

の
放

送
ス

タ
ジ

オ
が

無
人

と
な

る

時
間

に
、

緊
急

放
送

が
必

要
で

あ
る

と
き

は
、

原
則

と
し

て
、

甲
は

、
乙

に
放

送
の

了
解

を
得

た
上

で
、

緊
急

放
送

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

な
お

、
甲

は
、

緊
急

放
送

を
行

っ
た

と
き

は
、

そ
の

実
施

日
時

及
び

内
容

を
速

や
か

に
文

書
に

よ
り

乙
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

イ
 

前
条

第
３

号
の

場
合

は
、

甲
が

、
乙

に
放

送
業

務
全

般
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
際

、

乙
は

甲
及

び
防

災
関

係
機

関
等

と
密

接
な

連
携

を
図

っ
た

放
送

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
費

用
の

負
担

）
 

第
５

条
 

緊
急

放
送

に
関

す
る

費
用

の
負

担
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
１

)
 

第
４

第
１

号
及

び
第

３
号

ア
に

要
す

る
費

用
は

、
乙

は
甲

に
請

求
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

(
２

)
 

第
４

第
２

号
及

び
第

３
号

イ
に

要
す

る
費

用
は

、
甲

が
要

請
し

た
放

送
に

対
し

て
は

甲
が

負
担

す
る

も
の

と
し

そ
の

額
に

つ
い

て
は

、
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

(
３

)
 

緊
急

放
送

の
実

施
に

よ
り

、
同

時
刻

に
予

定
し

て
い

た
番

組
、

又
は

コ
マ

ー
シ

ャ
ル

等
が

放
送

で
き

な
か

っ
た

と
き

は
、

乙
と

当
該

広
告

主
等

と
の

協
議

に
よ

り
、

そ
の

解
決

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 

資
料
８
－
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０

 

 

 

（
有

効
期

間
）

 

第
６

条
 

こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は

、
締

結
の

日
か

ら
令

和
６

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

有
効

期
間

が
満

了
す

る
日

の
１

月
前

ま
で

に
、

甲
乙

い
ず

れ
か

ら
も

申
し

出
が

な
い

と
き

は
、

引
き

続
き

１

年
間

有
効

期
間

を
延

長
す

る
も

の
と

し
、

以
後

も
同

様
と

す
る

。
 

（
協

定
の

改
定

）
 

第
７

条
 

こ
の

協
定

は
、

甲
又

は
乙

の
発

議
に

よ
り

、
双

方
協

議
の

上
改

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
協

 
議

）
 

第
８

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

が
生

じ
た

と
き

は
甲

乙
双

方
が

誠
意

を
も

っ
て

協
議

の
上

決
定

す
る

。
 

 
 

 
こ

の
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
乙

署
名

押
印

の
上

、
各

１
通

を
保

有
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 令
和

 
５

年
１

０
月

１
５

日
 

   
 

 
 

 
 

 
 

甲
 

 
富

士
市

永
田

町
1
丁

目
１

０
０

番
地

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
富

 
士

 
市

 
長

 
 

 
小

 
長

 
井

 
義

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

乙
 

 
富

士
市

吉
原

２
丁

目
１

０
番

２
０

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
富

士
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
エ

フ
エ

ム
放

送
株

式
会

社
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

表
取

締
役

社
長

 
 

 
小

 
沢

 
 

教
 

司
 

 
 

 

 関
係

法
令

抜
粋

 

 ＜
放

送
法

＞
 

（
災

害
の

場
合

の
放

送
）

 

第
６

条
の

２
 

放
送

事
業

者
は

、
国

内
放

送
を

行
う

に
当

た
り

、
暴

風
、

豪
雨

、
洪

水
地

震
、

大
規

模
な

火
事

そ
の

他
に

よ
る

災
害

が
発

生
し

、
又

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
発

生
を

予
防

し
、

又
は

そ
の

被
害

を
軽

減
す

る
た

め
に

役
立

つ
放

送
を

す
る

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ＜
電

波
法

＞
 

（
非

常
の

場
合

の
無

線
通

信
）

 

第
7
4
条

 
総

務
大

臣
は

、
地

震
、
台

風
、
洪

水
、
津

波
、
雪

害
、
火

災
、
暴

動
そ

の
他

非
常

の
事

態
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

人
命

の
救

助
、

災
害

の
救

援
、

交
通

通
信

の
確

保
又

は
秩

序
の

維
持

の
た

め
に

必
要

な
通

信
を

無
線

局
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

総
務

大
臣

が
前

項
の

規
定

に
よ

り
無

線
局

に
通

信
を

行
わ

せ
た

と
き

は
、

国
は

、
そ

の
通

信
に

要
し

た
実

費
を

弁
償

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
非

常
の

場
合

の
通

信
体

制
の

整
備

）
 

第
7
4
条

の
２

 
総

務
大

臣
は

、
前

条
第

１
項

に
規

定
す

る
通

信
の

円
滑

な
実

施
を

確
保

す
る

た
め

必
要

な
体

勢

を
整

備
す

る
た

め
､
非

常
の

場
合

に
お

け
る

通
信

計
画

の
作

成
、
通

信
訓

練
の

実
施

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講

じ
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

総
務

大
臣

は
、
前

項
に

規
定

す
る

措
置

を
講

じ
よ

う
と

す
る

と
き

は
､
免

許
人

の
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で

き
る

 

 



資
料
８
－

２
１

 

 

消
防
相
互
応
援
協
定
一
覧
 

名
 
 
称
 

締
結
年

月
日
 

協
定
市
町

村
 

応
援
内
容
 

静
岡
県
消
防
相
互
応

援
協
定
 

S
62
.
 
4.
 
1 

県
下

全
市

町
 

す
べ

て
の

災
害
 

富
士

市
と

静
岡

市
に

お
け
る

消
防

相
互

応
援
に

関
す

る

協
定
 

H
29
.
3
.2
2 

富
士
市
 

静
岡
市
 

〃
 

富
士
市
・
沼
津
市
消

防
相
互

応
援
協

定
 

S
47
.
 
5.
1
9 

富
士
市
 

沼
津
市
 

〃
 

富
士
市
・
富
士
宮
市

消
防
相

互
応
援

協
定
 

S
46
.
 
9.
 
1 

富
士
市
 

富
士
宮
市
 

〃
 

東
名
高
速
道
内
の
富

士
・
清
水
イ
ン

タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
間
に

お
け
る
消
防
相
互
応

援
協
定
 

H
20
 
1
1.
1 

富
士
市
 

静
岡
市
 

高
速

道
路

 

東
名
高
速
道
内
の
富

士
・
沼
津
イ
ン

タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
間
に

お
け
る
消
防
相
互
応

援
協
定
 

S
44
.
 
3.
1
9 

富
士
市
 

沼
津
市
 

〃
 

新
東

名
高

速
道

路
に

お
け
る

消
防

相
互

応
援
に

関
す

る

協
定
 

H
24
.
 
4.
1
4 

富
士
市
 

静
岡
市
 

富
士
宮
市
 

〃
 

新
東

名
高

速
道

路
に

お
け
る

消
防

相
互

応
援
に

関
す

る

協
定
 

H
24
.
 
4.
1
4 

富
士
市
 

沼
津
市
 

長
泉
町
 

〃
 

 

資
料
８
－

２
２
 

 

ガ
ス
事
故

の
防
止
に
関
す
る
協

定
書
 

 

富
士
市

消
防
本

部
、

静
岡
県

富
士
警

察
署

、
大
富

士
ガ
ス

株
式
会

社
、

社
団
法

人
静
岡

県
プ

ロ
パ
ン

ガ
ス
協
会
東
部

支
部

富
士
地
区
会
及
び
東

京
電

力
株
式

会
社
富

士
営
業
所
（
以
下
「
関
係

機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
ガ
ス

事
故
防
止
対

策

に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り

協
定

す
る
。
 

 （
目

 
 
 
的
）
 

第
１

条
 
こ
の
協
定
は
、

ガ
ス

漏
れ
事

故
等
の

発
生
に
際
し
て

、
関

係
機
関

が
相

互
に
協

力
し
、

通
報
連
絡
、
現
場
の

任
務
分

担
等
を

定
め

、
ガ
ス

爆
発
事

故
等

を
未
然

に
防
止

し
、
被

害
を

軽
減
す

る
こ
と

を
目

的
と
す

る
。
 

（
通

報
の
取
扱
い
）
 

第
２

条
 
ガ
ス
洩
れ
等
の

通
報

を
う
け

た
関
係

機
関
は
、
次
の

各
号

に
つ
い

て
確

認
す
る

。
 

(1
)
 
通
報
者
（
当
事
者
か

、
第

三
者
）
 

(2
)
 
発
生
日
時
、
場
所
 

(3
)
 
ガ
ス
洩
れ
等
の
状
況
 

２
．

通
報
を
う
け
た
関
係

機
関

は
、
次

の
各
号

の
必
要
事
項
に

つ
い

て
、
通

報
者

に
指
示

す
る
も

の
と
す
る
。
 

(1
)
 
ガ
ス
栓
、
メ
ー
タ
ー

コ
ッ

ク
、
Ｌ

Ｐ
ガ
ス

容
器
バ
ル
ブ
等

の
閉

止
 

(2
)
 
着
火
源
と
な
る
お
そ

れ
の

あ
る
裸

火
、
又

は
電
気
火
花
生

ず
る

機
械
器

具
等

の
使
用

禁
止
又

は
制
限
 

(3
)
 
そ
の
他
着
火
源
の
排

除
等

必
要
と

認
め
ら

れ
る
事
項
 

３
．

関
係
機
関
は
、
通
報

を
う

け
た
事

故
状
況

を
ガ
ス
事
故
受

信
票

（
別
記

方
式

）
に
記

録
す
る

。
 

（
関

係
機
関
の
連
絡
通
報

体
制

）
 

第
３

条
 
ガ
ス
洩
れ
等
の

通
報

を
う
け

た
関
係

機
関
は
、
速
や
か

に
消
防
本
部
（
以
下
「
消

防
」
と
い

う
。）

に
即
報
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
．

ガ
ス
洩
れ
等
の
通
報

又
は

関
係
機

関
か
ら

の
即
報
を
う
け

た
消

防
は
、

速
や

か
に
ガ

ス
事
故

連
絡
票
（
別
表
１
）

に
定
め

る
方
法

に
よ

り
、
各

機
関
に

即
報

す
る
も

の
と
す

る
。
 

（
関

係
機
関
の
出
動
体
制

）
 

第
４

条
 
ガ
ス
洩
れ
等
の

通
報

を
う
け

た
関
係

機
関
は
、
直
ち

に
現

場
に
出

動
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
．

関
係
機
関
の
出
動
人

員
及

び
装
備

資
機
材

は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
機

関
が
定

め
る

。
 

（
現

場
協
議
）
 

第
５

条
 
現
場
に
出
動
し

た
関

係
機
関

の
責
任

者
は
、
消
防
が

設
置

し
た
現

場
本

部
に
集

合
し
て

対
策
を
協
議
し
、
必

要
な
措

置
を
実

施
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
．

消
防
の
現
場
本
部
が

設
置

さ
れ
て

い
な
い

と
き
は
、
現
場

の
消

防
出
動

隊
の

上
級
指

揮
者
と

協
議
す
る
も
の
と
す

る
。
 

３
．

協
議
事
項
は
、
次
の

各
号

の
と
お

り
と
す

る
。
 

(1
)
 
情
報
の
交
換
 

(2
)
 
電
源
な
ど
の
し
ゃ
断
 

(3
)
 
ガ
ス
供
給
の
停
止
、

漏
洩

ガ
ス
濃

度
測
定

及
び
滞
留
ガ
ス

の
処

理
 

(4
)
 
火
災
警
戒
区
域
の
設

定
 

(5
)
 
住
民
等
に
対
す
る
広

報
 

(6
)
 
避
難
、
退
避
等
の
指

示
、

誘
導
及

び
交
通

規
制
等
 

(7
)
 
事
故
現
場
等
へ
の
進

入
方

法
 

(8
)
 
そ
の
他
、
安
全
確
保

上
必

要
な
事

項
 

（
現

場
に
お
け
る
関
係
機

関
の

任
務
分

担
）
 

第
６

条
 
関
係
機
関
の
現

場
に

お
け
る

任
務
分

担
は
、
関
係
機

関
任

務
分
担

表
（

別
表
第

２
）
の

と
お
り
と
す
る
。
 

２
．

前
項
に
定
め
る
任
務

分
担

の
行
動

基
準
は

、
そ
れ
ぞ
れ
の

機
関

で
定
め

る
。
 

３
．

現
場
に
出
動
し
た
関

係
機

関
は
、

そ
れ
ぞ

れ
担
当
す
る
業

務
に

つ
い
て

、
相

互
に
協

力
す
る

も
の
と
す
る
。
 

  



資
料
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 （
資

料
の

整
備
等

）
 

第
７

条
 
大

富
士
ガ
ス
株

式
会

社
（
以

下
「
大
富
士

ガ
ス
」
と
い

う
。）

及
び

社
団

法
人
静

岡
県
プ

ロ
パ
ン
ガ
ス

協
会
東

部
支
部

富
士

地
区
会
（

以
下
「
地

区
会
」

と
い

う
。
）
は

、
取
扱
う
ガ

ス
の
性
質

及
び

安
全
確
保
の

措
置
等

の
資
料

を
整
備

し
、
準
備
す

る
と
と
も
に
、

次
の

各
号
の
資
料
を
消
防

長
に
提
出
す

る
も

の
と
す
る
。
 

(1
)
 
大
富

士
ガ
ス

は
、
ガ

ス
管

網
図
並
び
に
遮

断
弁

等
の
位
置
、
構

造
及
び
形
状

等
の
図

書
 

(2
)
 
プ
ロ

パ
ン
ガ

ス
の
集

合
配

管
で
、
消
防
長

の
指

定
す
る
施
設
の

管
網
図
、
並

び
に
遮

断
弁
の
位
置
、
構
造

及
び
貯

蔵
量

の
図

書
 

(3
)
 
前
各

号
の
図

書
は
、

毎
年

度
４
月
に
３
部

を
消

防
長
に
提
出
す

る
。
 

 
 

た
だ

し
、
既

に
提
出

し
た

図
書
に
変
更
の

な
い

時
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。
 

２
．

消
防

長
は
、

前
項
第

３
号

に
定
め
る
図
書

が
提

出
さ
れ
た
と
き

は
、
１
部
を

警
察
署

長
に
送
付
す
る
。
 

３
．

大
富

士
ガ
ス

は
、
事

故
発

生
の
際
、
ガ
ス

管
網

図
を
現
場
に
携

行
す
る
も
の

と
す
る

。
 

（
訓

 
 

 
練
）
 

第
８

条
 

ガ
ス
事

故
を
想

定
し

て
、
関
係
機
関

相
互

の
通
報
連
絡
、

現
場
活
動
等

に
つ
い

て
必
要
に
よ
り
、
合

同
訓
練

を
実
施

す
る
も

の
と
す
る
。
 

（
事

故
処

理
）
 

第
９

条
 

事
後
の

事
故
処

理
に

つ
い
て
は
、
関

係
機

関
が
そ
れ
ぞ
れ

必
要
に
応
じ

て
処
理

す
る
も
の
と
す
る
。
 

  
 

 
附

 
則
 

 
こ

の
協

定
は
、

昭
和

5
6
年
２
月
５

日
か

ら
施
行

す
る

。
 

    注
：
「
関

係
機
関

」
の

名
称
は
協
定
書
締
結

当
時
の
名
称

。
 

「
大
富
士

ガ
ス
株

式
会
社
」
は

、
現
「

静
岡
ガ
ス
株

式
会

社
富
士

支
社

」。
 

「
社
団
法

人
静
岡

県
プ
ロ
パ
ン

ガ
ス
協

会
」
は
、
現

「
静

岡
県

L
P
ガ

ス
協
会
富
士

地
区
会
」
。
 

「
東
京
電

力
株
式

会
社
富
士
営

業
所
」

は
、
現
「
東

京
電

力
パ
ワ

ー
グ

リ
ッ
ド
株
式
会

社
富
士
支
社

」。
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
資

料
８
－
２
３
 

環
富

士
山

地
域

に
お

け
る

災
害

時
の

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

 

 

 
環

富
士

山
火

山
防

災
連

絡
会

（
以

下
「

連
絡

会
」

と
い

う
。
）

を
構

成
す

る
山

梨
県

側
市

町
村

の

富
士

吉
田

市
、

都
留

市
、

西
桂

町
、

忍
野

村
、

山
中

湖
村

、
富

士
河

口
湖

町
、

鳴
沢

村
、

身
延

町

と
静

岡
県

側
市

町
の

沼
津

市
、

三
島

市
、

富
士

宮
市

、
富

士
市

、
御

殿
場

市
、

裾
野

市
、

長
泉

町
、

小
山

町
、

( 以
下

「
構

成
市

町
村

」
と

い
う

。
) は

、
次

の
と

お
り

協
定

す
る

。
 

 (
目

的
)
 

第
1
条

 こ
の

協
定

は
、
構

成
市

町
村

内
に

富
士

山
火

山
災

害
、
地

震
災

害
、
風

水
害

そ
の

他
の

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
こ

と
が

あ
ら

か
じ

め
予

想
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
構

成
市

町
村

が
相

互
に

応
援

・
協

力
す

る
こ

と
に

よ
り

、
被

災
し

た
市

町
村

又
は

被
災

が
あ

ら
か

じ
め

予
想

さ
れ

る
市

町
村

（
以

下
「

被
災

市
町

村
等

」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

、
迅

速
な

応
援

を
行

う
こ

と

で
、

地
域

住
民

は
も

と
よ

り
、

登
山

者
及

び
観

光
客

の
安

全
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

 (
応

援
の

内
容

)
 

第
2
条

 応
援

の
内

容
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

被
災

が
予

想
さ

れ
る

圏
域

外
へ

の
避

難
誘

導
活

動
 

 
 

被
災

者
及

び
避

難
者

（
以

下
「

被
災

者
等

」
と

い
う

。
）

の
救

出
・

救
護

活
動

 

 
 

被
災

者
等

受
入

施
設

の
提

供
 

 
 

被
災

者
等

へ
の

食
料

、
飲

料
水

及
び

生
活

必
需

品
の

提
供

 

 
 

被
災

市
町

村
等

災
害

対
策

本
部

等
の

設
置

に
対

す
る

施
設

の
提

供
 

 
 

応
急

復
旧

活
動

 

 
 

長
期

の
避

難
生

活
が

見
込

ま
れ

る
被

災
者

等
（

以
下

「
長

期
避

難
生

活
世

帯
」

と
い

う
。
）

へ
の

(
仮

設
)
住

宅
の

提
供

 

 
 

長
期

避
難

生
活

世
帯

の
児

童
・

生
徒

の
受

入
れ

 

 
 

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
あ

っ
せ

ん
 

 
 

前
各

号
の

活
動

に
必

要
な

人
材

の
派

遣
並

び
に

資
機

材
及

び
車

両
の

提
供

 

 
 

そ
の

他
要

請
の

あ
っ

た
事

項
 

 （
相

互
応

援
）

 

第
3
条

 応
援

を
要

請
さ

れ
た

市
町

村
(
以

下
｢
応

援
市

町
村

｣
と

い
う

。
)
は

、
自

己
の

区
域

内
の

災
害

に
対

す
る

応
急

措
置

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

等
、

真
に

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
極

力
こ

れ
に

応
じ

、
応

援
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 (
連

絡
担

当
部

局
)
 

第
4
条

 構
成

市
町

村
は

、
災

害
に

備
え

、
連

絡
を

円
滑

に
行

う
た

め
、
常

に
連

絡
担

当
部

局
を

相
互

に
明

ら
か

に
し

て
お

く
も

の
と

す
る

。
 

 (
応

援
要

請
手

続
)
 

第
5
条

 被
災

市
町

村
等

の
長

が
他

の
構

成
市

町
村

の
長

に
応

援
を

求
め

る
場

合
は

、
次

の
各

号
に

掲

げ
る

事
項

を
明

ら
か

に
し

、
文

書
に

よ
り

応
援

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
の

場
合

は
、

衛
星

電
話

等
を

も
っ

て
要

請
し

、
事

後
に

お
い

て
速

や
か

に
文

書
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
資

料
８
－
２
３
 

 
 

被
害

の
状

況
 

 
 

応
援

の
種

類
 

 
 

応
援

の
具

体
的

な
内

容
及

び
必

要
量

 

 
 

応
援

を
要

請
す

る
期

間
 

 
 

応
援

場
所

及
び

応
援

場
所

へ
の

経
路

 

 
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
要

請
す

る
事

項
 

 (
派

遣
さ

れ
た

職
員

の
指

揮
)
 

第
6
条

 
応

援
の

た
め

に
派

遣
さ

れ
た

職
員

（
以

下
「

応
援

職
員

」
と

い
う

。
）

は
、

原
則

と
し

て
被

災
市

町
村

等
の

長
の

指
揮

の
下

に
活

動
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 (
応

援
の

自
主

出
動

)
 

第
7
条

 
構

成
市

町
村

は
、

被
災

し
た

市
町

村
（

以
下

「
被

災
市

町
村

」
と

い
う

。
）

と
の

通
信

の
途

絶
等

に
よ

り
連

絡
が

と
れ

な
い

場
合

で
、

緊
急

に
応

援
を

行
う

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
自

主
的

判
断

に
よ

り
被

災
地

に
対

し
応

援
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

自
主

出
動

し
た

構
成

市
町

村
は

、
情

報
収

集
を

行
う

と
と

も
に

、
被

災
市

町
村

に
応

援
内

容

と
情

報
の

提
供

を
で

き
る

だ
け

早
期

に
行

う
よ

う
努

め
る

。
 

３
 

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

職
員

を
派

遣
し

た
場

合
に

は
、

被
災

市
町

村
か

ら
第

5
条

の
規

定
に

基
づ

く
応

援
要

請
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

す
。

 

 (
応

援
経

費
の

負
担

）
 

第
8
条

 
応

援
に

要
す

る
経

費
は

、
法

令
そ

の
他

別
に

定
め

が
あ

る
も

の
を

除
く

ほ
か

、
被

災
市

町

村
等

で
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

被
災

市
町

村
等

が
前

項
に

規
定

す
る

経
費

を
支

弁
す

る
い

と
ま

が
な

く
、

か
つ

、
被

災
市

町

村
等

か
ら

要
請

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
応

援
市

町
村

は
、

当
該

経
費

を
一

時
立

替
支

弁
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

応
援

職
員

が
応

援
業

務
に

よ
り

負
傷

、
疾

病
又

は
死

亡
し

た
場

合
に

お
け

る
公

務
災

害
補

償

に
要

す
る

経
費

は
、

応
援

市
町

村
の

負
担

と
す

る
。

 

４
 

応
援

職
員

が
業

務
上

第
三

者
に

損
害

を
与

え
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
損

害
が

応
援

業
務

の

従
事

中
に

生
じ

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
被

災
市

町
村

等
が

そ
の

損
害

を
賠

償
す

る
。

 

５
 

前
各

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
応

援
に

係
る

経
費

の
負

担
に

つ
い

て
は

、
被

災
市

町
村

等

及
び

応
援

市
町

村
が

協
議

し
て

定
め

る
。

 

 (
平

常
時

に
お

け
る

火
山

防
災

相
互

協
力

)
 

第
9
条

 構
成

市
町

村
は

、
平

常
時

に
お

け
る

火
山

災
害

の
防

災
対

策
の

充
実

や
防

災
意

識
の

啓
発

等

を
図

る
た

め
、

連
絡

会
規

約
の

所
掌

事
項

に
つ

い
て

相
互

に
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 (
市

町
村

合
併

に
よ

る
取

扱
い

)
 

第
1
0
条

 構
成

市
町

村
が

合
併

し
た

場
合

は
、

合
併

し
た

市
町

村
が

こ
の

協
定

を
継

承
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
実

施
の

細
目

)
 

第
1
1
条

 こ
の

協
定

実
施

に
関

し
て

必
要

な
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
は

、
構

成
市

町
村

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 (
効

力
の

発
生

)
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
資

料
８
－
２
３
 

第
1
2
条

 こ
の

協
定

は
、

平
成

２
８

年
５

月
２

３
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  
こ

の
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
本

協
定

書
１

６
通

を
作

成
し

、
各

市
町

村
長

署
名

押
印

の

上
、

各
自

１
通

を
保

有
す

る
。

 
 

平
成

２
８

年
５

月
２

３
日

 
 

山
梨

県
側

市
町

村
 

 富
士

吉
田

市
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 都
留

市
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 西
桂

町
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 忍
野

村
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 山
中

湖
村

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

富
士

河
口

湖
町

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
鳴

沢
村

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

身
  

延
  

町
  

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
静

岡
県

側
市

町
 

 
沼

津
市

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 三
島

市
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 富
士

宮
市

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 富
士

市
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 御
殿

場
市

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 裾
野

市
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 長
泉

町
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 小
山

町
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 



資
料

８
－

２
４

 

施
行

時
特

例
市

災
害

時
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定
書

 

 （
趣
旨
）

 

第
１
条
 

本
協
定
に

参
加
す
る

い
ず
れ

か
の

市
（
以

下
「
協
定
市

」
と
い
う

。
）
の
区

域
に

お
い
て

、

地
震
等

の
大
規

模
な

災
害
が

発
生

し
、
被

害
を

受
け

た
協

定
市
（
以

下
「

被
災
市

」
と

い
う
。
）

が
、
独
自
で
は

十
分
な
災
害

応
急
対

策
が
実

施
で
き

な
い
場
合
に
、
被
災

市
以
外

の
協
定
市

が
相

互
に
救

援
協
力
し

、
被
災
市

の
災
害
応
急
対

策
及
び

復
旧
活
動
を
円
滑

に
遂
行

す
る
た

め
、
次

の

と
お
り

協
定
を
締
結

す
る
。

 

 （
応
援
の

種
類
）

 

第
２
条
 

応
援
の
種

類
は
次
の

と
お
り

と
す

る
。

 

(
1
) 
 
食
糧
、

飲
料

水
及
び
生
活

必
需
物
資
の
提

供
並
び
に
そ
の
供
給
に

必
要
な
資
機

材
の
提
供

 

(
2
) 

被
災
者

の
救

助
、
医
療
救

護
及
び
防
疫
に

必
要
な
資
機
材
及
び
物

資
の
提
供

 

(
3
) 

災
害
応

急
対

策
及
び
復
旧

活
動
に
必
要
な

職
員
の
派
遣
及
び
資
機

材
の
提
供

 

(
4
) 

前
各
号

に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か
、
被
災
市

が
特
に
必
要
と
認
め
る

も
の

 

 

（
ブ
ロ
ッ

ク
体
制
）

 

第
３
条
 

応
援
を
円

滑
に
遂
行

す
る
た

め
ブ

ロ
ッ
ク

体
制

を
整
備
し

、
各
ブ
ロ
ッ

ク
に

は
、
代
表
市

及
び
副

代
表
市
を
置

く
。
 

２
 
各
ブ

ロ
ッ
ク
の

代
表
市
及

び
副
代

表
市

は
、
ブ

ロ
ッ
ク
を
構
成
す
る

協
定
市
の
中

か
ら
決
定

す

る
。
 

３
 
副
代

表
市
は
代

表
市
を
補

佐
し
、
代
表
市
が
欠

け
た
と
き
又
は

代
表

市
に
被
災
が

あ
っ

た
と

き

に
は
そ

の
代
理
を
務

め
る
。

 

 （
幹
事
市

等
）

 

第
４
条
 

本
協
定
を

有
効
に
運

用
す
る

た
め

、
幹
事

市
及

び
副
幹
事
市
を

置
く

。
 

２
 
幹
事

市
及
び
副

幹
事
市
は

各
ブ
ロ

ッ
ク

の
代
表

市
に

よ
る
互
選
に

よ
り

決
定

す
る

。
 

３
 
幹
事

市
は
本
協

定
に
係
る

総
合
調

整
を

行
う
こ

と
と

す
る
。

 

４
 
幹
事

市
は
各
ブ

ロ
ッ
ク
の

代
表
市

及
び

副
代
表

市
が

決
定
し
た
と
き

に
は

、
こ

れ
を
全

協
定

市

に
通
知

す
る
。

 

５
 
副
幹

事
市
は
幹

事
市
を
補

佐
し
、
幹
事

市
が
欠

け
た
と
き
又
は

幹
事

市
に
被
災
が

あ
っ

た
と

き

に
は
そ

の
代
理
を
務

め
る
。

 

 （
応
援
要

請
の
手
続

き
）

 

第
５
条
 

被
災
市
が

、
応
援

の
要
請
を
し
よ

う
と
す

る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
事

項
を
明

ら
か
に

し

て
、
被

災
市
の

属
す

る
ブ
ロ

ッ
ク

（
以
下

「
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
」
と
い

う
。
）

の
代

表
市

に
、

電
話

等
に
よ

る
要
請
を
行

い
、
後
日
速

や
か

に
当
該
事
項

を
記
載
し
た
文
書
を

提
出
す
る
も

の
と
す

る
。
 

(
1
) 

被
害
の

状
況

 

(
2
) 

第
２
条

第
１

号
及
び

第
２
号

に
掲

げ
る

応
援

を
要
請

す
る

と
き
は

、
物

資
等

の
品
名

、
数

資
料

８
－

２
４

 

量
等
 

(
3
) 

第
２
条

第
３
号
に

掲
げ
る
応

援
を

要
請

す
る

と
き

は
、
職
員

の
職

種
及

び
人

数
並
び

に
被

災
市
で
の

業
務
内

容
 

(
4
) 

応
援
場

所
及

び
応
援
場
所

へ
の

経
路

並
び

に
連
絡
窓
口

と
な

る
担

当
者
名

等
 

(
5
) 

応
援
の

期
間

 

(
6
) 

前
各
号

に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項
 

 （
応
援

体
制
）

 

第
６
条
 

被
災
ブ
ロ

ッ
ク
の
代
表

市
は
、
被

災
市
か

ら
応
援
の

要
請
を
受

け
た
と

き
は

、
被

災
ブ

ロ

ッ
ク
内

の
協
定
市

に
よ
る
応
援
体

制
を
と
る
こ

と
を

基
本
と
す
る
。
た
だ

し
、
被
災
ブ
ロ
ッ

ク
の

代
表
市

が
、
ブ

ロ
ッ
ク
を
越

え
た
応

援
体
制

に
す
る

こ
と
が

必
要
と
判
断

す
る

と
き
は

、
幹
事

市

に
他
ブ

ロ
ッ
ク
か

ら
の
応
援
を
要

請
す
る
こ
と

が
で

き
る
。

 

２
 
前
項

の
規
定
に

よ
り
応
援
の

要
請
を
受
け

た
幹

事
市

は
、
被
災
ブ
ロ
ッ

ク
以
外
の
協
定

市
に
対

し
、
被

災
市
へ
の

応
援
を
要
請
す

る
。

 

 （
応
援
の

実
施
）

 

第
７
条
 

被
災
ブ
ロ

ッ
ク
の
代
表

市
又
は
幹
事

市
か

ら
要

請
を

受
け

た
協

定
市

は
、
可
能
な

限
り
こ

れ
に
応

じ
、
応
援

に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

 

２
 
前
項

の
規
定
に

よ
り
応
援
す

る
協
定
市
は

、
災

害
発
生
直

後
、
応

援
活

動
の

た
め
職
員

等
を

派

遣
す
る

場
合
に
お

い
て
は
、
派
遣
職
員

自
ら
消
費
又

は
使
用
す

る
物
資
等

を
携

行
さ

せ
る
も
の
と

す
る
。

 

 （
自
主
的

活
動
）

 

第
８
条
 

激
甚
な
災

害
が
発
生
し
、
通

信
途
絶
等
に

よ
り
被

災
市

か
ら
第

５
条
の

規
定

に
基

づ
く

応

援
要
請

が
な
い
場

合
、
被
災

ブ
ロ
ッ

ク
の
代

表
市
は

ブ
ロ
ッ

ク
内
の
協
定

市
と

協
力
し

、
速
や

か

に
そ
の

被
害
状
況

に
つ
い
て
、
自

主
的
に
情
報

収
集

を
行
う
も
の
と
す

る
。

 

２
 
被

災
ブ
ロ

ッ
ク

の
代
表

市
は

、
前
項

の
情

報
収

集
に

よ
り

、
被

害
が

甚
大

で
あ
る

と
判
断

し
、

か
つ
、
被
災

市
と
連

絡
が

で
き
な

い
場
合

は
、
自
ら

第
６
条
に

規
定
す
る

応
援

体
制

を
と
る
こ
と

が
で
き

る
。

 

３
 
前
２

項
の
対
応

は
、
他
の
ブ

ロ
ッ
ク
代
表

市
も

同
様

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と
す
る
。

 

４
 
自
主

的
な
応
援

活
動
中
に
、
被
災

市
か
ら
第
５

条
の
規
定
に

基
づ
く

応
援
要

請
を

受
け
た
と
き

は
、
前

条
の
規
定

に
基
づ
く
応
援

を
実
施
す
る

も
の

と
す
る
。

 

 （
応
援
経

費
の
負
担

）
 

第
９
条
 

応
援
に
要

し
た
経
費
は

、
原
則
と
し

て
被

災
市

の
負

担
と

す
る

。
 

２
 
応

援
職
員

が
第

２
条
第

３
号

の
応
援

（
以

下
「

応
援

業
務

」
と

い
う
。
）
に

よ
り

負
傷
し

、
疾

病
に
か

か
り
又
は

死
亡
し
た
場
合

に
お
け
る
公

務
災

害
補
償
に
要
す
る

経
費
は
、
応
援
す
る

協
定

市
の
負

担
と
す
る

。
 

３
 
応
援

職
員
が
業

務
上
第
三
者

に
損
害
を
与

え
た

場
合

に
お

い
て

、
そ
の

損
害
が
応
援
業

務
の
従

事
中
に

生
じ
た
も

の
に
つ
い
て
は

応
援
を
受
け

た
被

災
市
が
、
被
災
市
へ

の
往

復
の
途
中
に

お
い
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て
生
じ

た
も
の
に
つ

い
て
は

応
援

す
る
協

定
市
が

、
そ

れ
ぞ
れ
負
担
す
る

も
の
と

す
る

。
 

４
 
前
各

項
に
定
め

る
も
の
の

ほ
か
、
応
援

経
費
の

負
担
に
関
し
必
要
な

事
項
に
つ
い

て
は
、
被

災

市
及
び

応
援
す
る
協

定
市
が

協
議

し
て
定

め
る
こ

と
が

で
き
る
。

 

 （
連
絡
担

当
部
局
）

 

第
１
０
条

 
協
定
市

は
、
災

害
に

備
え
、
連
絡
を
円

滑
に
行
う

た
め

、
常
に
連
絡
担

当
部

局
を
相

互

に
明
ら

か
に
し
て
お

く
も
の

と
す

る
。

 

２
 
幹
事

市
は
、
前

項
の
連
絡

担
当
部

局
の

確
認
を

行
う

こ
と
と
す
る
。

 

 （
情
報
交

換
）

 

第
１
１
条

 
協
定
市

は
、
こ

の
協

定
に
基
づ

く
応
援

が
円
滑
に
行
わ

れ
る

よ
う
、
毎

年
１

回
、
原

則

と
し
て

幹
事
市
に
お

い
て
意

見
交

換
会
を

開
催
す

る
こ

と
と
す
る
。

 

２
 
前
項

の
意
見
交

換
会
に
係

る
庶
務

は
幹

事
市
が

行
う

。
 

 （
脱
退
）

 

第
１
２
条

 
協
定
市

が
こ
の
協

定
か
ら

脱
退

を
し
よ

う
と

す
る
と
き
は
、
そ

の
３
か
月
前
ま

で
に

幹

事
市
に

対
し
書
面
に

て
申
し

出
る

こ
と
と

す
る
。

 

２
 
幹
事

市
は
前
項

の
申
し
出

が
あ
っ

た
と

き
は
、
速

や
か
に
協
定
市
へ

周
知
し

、
必
要
に

応
じ

て

本
協
定

及
び
ブ
ロ
ッ

ク
体
制

の
改

定
等
を

行
う
こ

と
と

す
る
。

 

 （
協
議
）

 

第
１

３
条

 
本

協
定

の
実

施
に

関
し
必

要
な

事
項

及
び

本
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
疑

義
を

生
じ
た

事
項
に
つ
い

て
は
、

そ
の

都
度
、

協
定
市

が
協

議
し
て
定
め
る
も

の
と
す

る
。

 

 附
 

則
 

１
 
本
協

定
の
締
結

に
あ
た
っ

て
は
、
協
定

参
加
同

意
書
の
提
出
を
も
っ

て
、
協

定
が
成
立

し
た

も

の
と
見

な
す
。

 

 ２
 
本
協

定
は
、
令

和
２
年
４

月
１
日

よ
り

効
力
を

有
す

る
。

 

 令
和
２
年

２
月
１
７

日
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別
表
１

 

（
第
１
条

関
係
）

 

つ
く

ば
市

 
伊
勢
崎
市

 

太
田
市

 
熊
谷

市
 

所
沢
市

 
春

日
部

市
 

草
加
市

 
平
塚

市
 

茅
ヶ

崎
市

 
厚
木
市

 

大
和
市

 
松
本
市
 Ｒ

3
.
0
4
.
01
中

核
市

移
行
 

沼
津
市

 
富
士

市
 

春
日

井
市

 
四
日
市
市

 

岸
和

田
市

 
茨
木
市

 

加
古

川
市

 
宝
塚
市

 

 別
表
２

 

（
第
３
条

関
係
）

 

施
行

時
特

例
市

災
害

時
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定
 

ブ
ロ

ッ
ク

体
制

 

A
ブ

ロ
ッ
ク

 
B
ブ

ロ
ッ
ク

 
C
ブ

ロ
ッ
ク

 

つ
く

ば
市

 
平

塚
市

 
春

日
井

市
 

伊
勢

崎
市

 
茅

ヶ
崎

市
 

四
日
市

市
 

太
田

市
 

厚
木
市

 
岸

和
田

市
 

熊
谷

市
 

大
和
市

 
茨
木

市
 

所
沢

市
 

松
本
市

 
Ｒ

3
.
0
4.
0
1中

核
市

移
行

 
加

古
川

市
 

春
日

部
市

 
沼

津
市

 
宝
塚

市
 

草
加

市
 

富
士
市

 
－
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富
士

箱
根

伊
豆

交
流

圏
市

町
村

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
構

成
市

町
村

 
災

害
時
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定
書

 
 （
趣
旨

）
 

第
１
条

 
富

士
箱
根

伊
豆

交
流
圏

市
町

村
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

に
参
加
す

る
市
町

村
（
以

下
「
協
定

市
町

村
」

と
い

う
。）

は
、
い
ず
れ

か
の
協

定
市
町
村
の

区
域

に
お
い
て
災

害
が
発
生
し
、

又
は

発
生
す
る
お

そ
れ

が
あ

る
場
合

に
、

被
害

を
受
け

た
若
し

く
は

受
け
る
お
そ

れ
の
あ

る
協
定

市
町
村
（

以
下
「

被
災

市
町

村
」

と
い
う

。）
が

、
独
自
で
は

十
分
な
応
急
措
置

が
実
施

で
き

な
い
若

し
く
は
実
施

で
き
な

い
と

判
断

さ
れ

る
場
合

に
、

災
害

対
策
基

本
法
第

６
７

条
に
規
定
す

る
趣
旨

に
基
づ

き
、
相
互

に
応
援

協
力

し
、

被
災

市
町
村

の
応

急
対

策
及
び

復
旧
活

動
を

円
滑
に
遂
行

す
る
た

め
、
次

の
と
お
り

協
定
を

締
結

す
る

。
 

（
応
援

の
種
類
）

 

第
２
条

 
応
援

の
種

類
は
、

次
の
と

お
り
と
す
る

。
 

（
１
）

食
糧
、
飲
料

水
及
び

生
活
必
需
物

資
並
び

に
そ
れ

ら
の
供
給
に

必
要
な

資
機
材

の
提

供
 

（
２
）

被
災
者
の
救

助
、
医

療
及
び
防
疫

並
び
に

応
急
復

旧
に
必
要
な

資
機
材

及
び
物

資
の

提
供

 

（
３
）

被
災
者
を
一

時
受
入

れ
る
た
め
の

施
設
の

提
供

 

（
４
）

応
急
対
策
及

び
復
旧

活
動
に
必
要

な
職
員

の
派
遣

 

（
５
）

前
各
号
に
掲

げ
る
も

の
の
ほ
か
、

必
要
と

認
め
る

事
項

 

（
応
援

の
要
請
）

 

第
３
条

 
被

災
市
町

村
は

応
援
の

要
請

を
す
る

と
き

は
、

別
に

定
め
る
実

施
細
目

に
基
づ

い
て
行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
自
主

的
活
動
）

 

第
４
条

 
災

害
の
際

に
通

信
途
絶

等
に

よ
り
被

災
市
町

村
か
ら

前
条
の
要

請
が
な

い
場
合

は
、
他
の

協
定

市
町
村

は
、
自
主
的

に
応

援
に
必
要
な
活
動
を

実
施

す
る
こ
と
が
で

き
る
も

の
と
す
る
。

 

 
な
お

、
自
主
的
な

応
援
活

動
の
実
施
に

関
し
て

必
要
な

事
項
は
、
別

に
定
め

る
実
施

細
目

に
よ
る
。

 

（
応
援

経
費
の
負
担

）
 

第
５
条

 
応

援
に
要

し
た

経
費
は

、
法

令
そ
の

他
別
に

定
め
が

あ
る
も
の

を
除
く

ほ
か
、

原
則
と
し

て
被

災
市
町

村
の
負
担
と

す
る

。
 

２
 
被

災
市

町
村
が

前
項

に
規
定

す
る

経
費
を

支
弁

す
る
い
と

ま
が
な
く

、
か
つ

、
被
災

市
町
村
か

ら
要

請
が
あ

っ
た
場
合
は

、
応

援
す
る
協
定
市
町
村

は
、

当
該
経
費
を
一

時
繰
替

支
弁
す
る
も

の
と
す
る
。

 

（
指
揮

権
）

 

第
６
条

 
被

災
市
町

村
か

ら
応
援

要
請

を
受
け

派
遣

さ
れ

た
職

員
は
、
現

地
に
到

着
後
、

被
災
市
町

村
の

長
の
指

揮
下
に
て
活

動
す

る
も
の
と
す
る
。

 

（
災
害

補
償
等
）

 

第
７
条

 
応

援
職
員

が
応

援
業
務

に
よ

り
負
傷

、
疾
病

又
は
死

亡
し
た
場

合
に
お

け
る
公

務
災
害
補

償
に

要
す
る

経
費
は
、
応

援
す

る
協
定
市
町
村
の
負

担
と

す
る
。

 

２
 
応

援
職

員
が
業

務
上

第
三
者

に
損

害
を
与

え
た

場
合
に
お

い
て
、
そ

の
損
害

が
応
援

業
務
の
従

事
中

に
生
じ

た
も
の
に
つ

い
て

は
応
援
を
受
け
た
被

災
市

町
村
が
、
被

災
市

町
村
へ
の
往

復
の
途

中
に
お
い
て

生
じ
た

も
の
に
つ
い

て
は

応
援
す
る
協
定
市
町

村
が

賠
償
の
責
め
を

負
う
も

の
と
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
資
料

８
－
２
５
 

３
 
前
各
項

に
定
め

る
も
の

の
ほ
か
、

応
援

職
員
の

派
遣
に
要

す
る
経

費
は
、
被

災
市
町

村
及
び
応

援
す

る
協
定
市
町
村
が
協

議
し
て
定
め
る
も

の
と
す

る
。

 

（
他
の
協
定
と

の
関

係
）

 

第
８
条
 
こ

の
協
定

は
、
協

定
市
町
村

が
別

に
災
害

対
策

基
本

法
（
昭

和
３

６
年

法
律
第

２
２

３
号

）
第

６
７
条
及
び
消
防
組

織
法
（
昭

和
２
２
年
法
律
第
２
２
６
号
）
第

２
１

条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
締

結
し

た
相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

並
び

に
水

防
に

係
る

応
援

に
関
し

締
結

し
た

協
定

を
排

除
す

る
も

の
で

は

な
い
。

 

（
実
施
細
部
）

 

第
９
条
 
こ

の
協
定

に
定
め

る
も
の
の

ほ
か

、
相
互

応
援

の
実

施
に
関

し
必

要
な

事
項
は

別
に

定
め

る
実

施
細
目
に
よ
る
。

 

（
協
議
）

 

第
1
0
条
 

こ
の
協

定
に
定

め
の

な
い
事
項
又
は
疑
義
を
生
じ

た
事

項
に
つ

い
て

は
、
そ

の
都
度

、
当
該
協

定
市
町
村
が
協
議
し

て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

 

 

こ
の
協
定
の
締
結
に

あ
た
っ
て
は

、
富

士
箱

根
伊
豆
交
流
圏
市
町

村
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
会

議
会

長
市
町
村
へ

の
同
意
書
の
提

出
を

も
っ
て

、
協
定

が
成

立
し
た

も
の
と

見
な
す

。
 

  

平
成
１
８
年
１

１
月

３
０
日

 

 

静
岡

県
 
 
沼

津
市

 

静
岡

県
 
 
熱

海
市

 

静
岡

県
 
 
三

島
市

 

静
岡

県
 
 
富

士
宮

市
 

静
岡

県
 
 
伊

東
市

 

静
岡

県
 
 
富

士
市

 

静
岡

県
 
 
御

殿
場

市
 

静
岡

県
 
 
下

田
市

 

静
岡

県
 
 
裾

野
市

 

静
岡

県
 
 
伊

豆
の

国
市

 

静
岡

県
 
 
河

津
町

 

静
岡

県
 
 
南

伊
豆

町
 

静
岡

県
 
 
松

崎
町

 

静
岡

県
 
 
函

南
町

 

静
岡

県
 
 
清

水
町

 

静
岡

県
 
 
長

泉
町

 

静
岡

県
 
 
小

山
町

 

神
奈

川
県

 
 
小

田
原

市
 

神
奈

川
県

 
 
南

足
柄

市
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
資
料

８
－
２

５
 

神
奈

川
県

 
 
中

井
町

 

神
奈

川
県

 
 
大

井
町

 

神
奈

川
県

 
 
松

田
町

 

神
奈

川
県

 
 
山

北
町

 

神
奈

川
県

 
 
開

成
町

 

神
奈

川
県

 
 
箱

根
町

 

神
奈

川
県

 
 
真

鶴
町

 

神
奈

川
県

 
 
湯

河
原

町
 

山
梨

県
 
 
富

士
吉

田
市

 

山
梨

県
 
 
身

延
町

 

山
梨

県
 
 
道

志
村

 

山
梨

県
 
 
西

桂
町

 

山
梨

県
 
 
忍

野
村

 

山
梨

県
 
 
山

中
湖

村
 

山
梨

県
 
 
鳴

沢
村

 

山
梨

県
 
 
富

士
河

口
湖

町
 

資
料

８
－
２

６
 

災
害

時
の

緊
急

協
力

に
関

す
る

協
定

書
 

 

富
士

市
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

 
 

 
 

 
 

 
 

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
は

災
害

時
に

お
け

る
緊

急
協

力
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

 

 （
趣

旨
） 

第
１

条
 

こ
の

協
定

書
は

、
市

内
に

地
震

、
風

水
害

そ
の

他
の

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
（
以

下
「
災

害
時

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
環

境
保

全
、

公
衆

衛
生

、
健

康
管

理
の

緊

急
性

を
考

慮
し

、
し

尿
及

び
浄

化
槽

に
係

る
汚

泥
（
以

下
「
し

尿
等

」
と

い
う

。
）
の

処
理

に
関

し
て

、

甲
が

乙
に

協
力

の
要

請
を

行
う

に
あ

た
り

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
協

力
要

請
）
 

第
２

条
 

甲
は

、
災

害
時

に
お

い
て

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、

乙
に

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
１

）
甲

の
指

定
避

難
所

及
び

病
院

等
（
富

士
市

地
域

防
災

計
画

医
療

救
護

計
画

に
掲

げ
る

救
護

所
及

び
救

護
病

院
に

限
る

。
以

下
、

指
定

避
難

場
所

及
び

病
院

を
併

せ
て

「
指

定
避

難
場

所
等

」

と
い

う
。

）
、

そ
の

他
甲

が
指

定
す

る
場

所
に

お
け

る
し

尿
等

の
収

集
及

び
運

搬
に

関
す

る
こ

と
。

 

（
２

）
甲

が
指

定
す

る
場

所
へ

の
仮

設
ト
イ

レ
の

運
搬

及
び

撤
去

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
３

）
甲

が
指

定
す

る
場

所
の

仮
設

ト
イ

レ
へ

の
衛

生
用

品
の

補
充

。
 

（
４

）
そ

の
他

上
記

に
類

す
る

作
業

。
 

 （
支

援
協

力
の

要
請

手
続

）
 

第
３

条
 

甲
は

、
乙

に
協

力
を

要
請

す
る

に
当

た
り

、
電

話
等

で
協

力
内

容
、

方
法

等
に

つ
い

て
連

絡
す

る
も

の
と

し
、

同
内

容
を

後
日

書
面

に
よ

り
乙

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
要

請
に

基
づ

く
措

置
）
 

第
４

条
 

乙
は

、
甲

か
ら

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

相
互

に
協

力
し

て
業

務
に

あ
た

り
、

指
定

避
難

場

所
等

に
お

け
る

し
尿

等
の

処
理

を
優

先
的

に
講

ず
る

と
と

も
に

、
後

日
書

面
に

よ
り

甲
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

乙
は

、
甲

か
ら

の
要

請
に

基
づ

き
職

員
を

派
遣

す
る

場
合

に
は

、
当

該
職

員
に

安
全

保
護

用

具
を

携
行

さ
せ

る
な

ど
安

全
策

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
経

費
負

担
）
 

第
５

条
 

甲
の

要
請

に
基

づ
く

活
動

に
伴

う
経

費
は

、
乙

の
平

時
に

お
け

る
費

用
を

基
準

と
し

て
、

甲
乙

協
議

の
う

え
決

定
し

、
甲

が
負

担
す

る
。

 

 



資
料
８
－

２
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（
災

害
補

償
等

）
 

第
６

条
 

甲
の

要
請

に
伴

い
、

乙
の

派
遣

し
た

職
員

（
以

下
「
派

遣
職

員
」
と

い
う

。
）
が

、
そ

の
業

務

に
よ

り
死

亡
又

は
負

傷
若

し
く

は
疾

病
と

な
っ

た
場

合
の

本
人

又
は

そ
の

遺
族

に
対

す
る

補
償

は
、

甲
乙

協
議

の
上

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

派
遣

職
員

が
、

そ
の

業
務

に
よ

り
第

三
者

に
損

害
を

与
え

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

者
が

負
う

べ
き

賠
償

額
が

確
定

し
た

と
き

は
、

甲
乙

協
議

の
上

そ
の

賠
償

を
負

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
情

報
の

交
換

）
 

第
７

条
 

甲
及

び
乙

は
、

災
害

時
に

お
い

て
円

滑
な

活
動

が
行

え
る

よ
う

必
要

に
応

じ
情

報
の

交
換

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
有

効
期

間
）
 

第
８

条
 

こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は

、
協

定
締

結
日

か
ら

令
和

３
年

３
月

３
１

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し

期
間

満
了

の
日

の
１

月
前

ま
で

に
、

甲
又

は
乙

が
書

面
を

も
っ

て
協

定
終

了
を

相
手

方
に

通
知

し

な
い

限
り

、
更

に
１

年
間

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に
お

い
て

も
同

様
と

す
る

。
 

 （
疑

義
の

解
決

）
 

第
９

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

１
通

を

所
持

す
る

。
 

  

令
和

２
年

１
０

月
 

１
日

 

 

甲
 

 
富

士
市

永
田

町
一

丁
目

１
０

０
番

地
 

 

 

富
士

市
長

 
 

小
長

井
 

義
正

 

 

 

乙
 

 
 

  

  

資
料

８
－
２

６
 

災
害

時
の

緊
急

協
力

に
関

す
る

協
定

業
者

 

            

  第
2

条
に

対
す

る
各

社
の

対
応

可
否

 

(１
)指

定
避

難
所

及
び

病
院

等
、

そ
の

他
甲

が
指

定
す

る
場

所
 

(２
)仮

設
ト
イ

レ
の

運
搬

及
び

撤
去

 

(３
)衛

生
用

品
の

補
充

 

協
力

締
結

業
者

 
（
１
） 

（
２

） 
（３

）
 

㈲
マ

ツ
ナ

ガ
 

○
 

○
 

○
 

㈱
エ

イ
コ

ウ
サ

ー
ビ

ス
 

○
（
※

）
 

×
 

×
 

吉
原

衛
生

運
輸

㈱
 

○
 

×
 

○
 

㈱
富

士
ク

リ
ー

ン
サ

ー
ビ

ス
 

○
 

○
 

○
 

富
士

衛
生

運
輸

㈱
 

○
 

○
 

○
 

㈲
池

谷
企

業
 

○
（
※

）
 

×
 

×
 

㈲
不

二
設

備
保

全
 

○
 

×
 

○
 

㈲
蒲

原
工

業
 

○
 

×
 

○
 

㈲
由

比
環

境
保

全
セ

ン
タ

ー
 

○
 

×
 

○
 

㈲
大

沼
興

業
 

○
 

○
 

○
 

（
※

）そ
の

他
甲

が
指

定
す

る
場

所
は

除
く

。
 

協
力

締
結

業
者

 
住

所
 

㈲
マ

ツ
ナ

ガ
 

富
士

市
鈴

川
東

町
8
-
9
 

㈱
エ

イ
コ

ウ
サ

ー
ビ

ス
 

富
士

市
厚

原
20

2
2-

1
 

吉
原

衛
生

運
輸

㈱
 

富
士

市
伝

法
28

8
3-

2
 

㈱
富

士
ク

リ
ー

ン
サ

ー
ビ

ス
 

富
士

市
元

町
4-

1
3 

富
士

衛
生

運
輸

㈱
 

富
士

市
元

町
4-

1
1 

㈲
池

谷
企

業
 

富
士

市
中

之
郷

1
40

 

㈲
不

二
設

備
保

全
 

富
士

市
南

松
野

2
81

9
-
5 

㈲
蒲

原
工

業
 

静
岡

市
清

水
区

蒲
原

5
01

1-
6
9
 

㈲
由

比
環

境
保

全
セ

ン
タ

ー
 

静
岡

市
清

水
区

由
比

7
7-

2 

㈲
大

沼
興

業
 

静
岡

市
清

水
区

蒲
原

1
-2

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
資
料
８

－
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７
 

災
害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

書
 

 

 

富
士

市
（

以
下
「

甲
」

と
い

う
。）

と
富
士

地
区

鳶
工

業
連

合
会

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。）

と
は
、

市
内

に

お
い

て
生

じ
た

大
規
模

地
震

等
（

風
水

害
、
そ
の

他
の

災
害

を
含

む
。
）
に

よ
り

甲
の
所

管
す

る
道
路

、
河

川
、

下
水

道
等

の
施

設
（

以
下

「
公

共
施

設
」

と
い

う
。
）

に
被

害
が

発
生

し
た

場
合

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

場

合
の

応
急

対
策

業
務
の

実
施

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。
 

 

（
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
富

士
市

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

、
災

害
時

に
お

け
る

民
間

協
力

の
一

環
と

し
て

、
 

 
災

害
が

発
生

し
た
場

合
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

社
会

の
混

乱
を

防
止

し
、
円

滑
な

人
命

救
助

活
動

及
び

救
援

活
動

並
び
に

復
旧

活
動

に
資

す
る

た
め

、
甲

の
出

動
要

請
に

基
づ

き
災

害
応

急
復

旧
工

事
（

以
下

「
応

急
復

旧
工

事
」
と

い
う

。）
を

行
う
こ

と
に

よ
り

公
共
施

設
の

機
能

確
保

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

（
対

象
と

な
る

災
害
）
 

第
２

条
 

こ
の

協
定
の

対
象

と
な

る
災

害
は

、
富

士
市

の
区

域
内

に
お

い
て

発
生

し
、
又

は
そ

の
お

そ
れ

あ
る

大
規

模
な

災
害

で
、
甲

が
公

共
施

設
の

応
急

復
旧

を
必

要
と

認
め

る
場

合
の

も
の

と
す

る
。
 

（
災

害
応

急
対

策
協
力

者
）
 

第
３

条
 乙

は
、
会

員
の

中
か
ら

本
協

定
に

協
力

で
き

る
災
害

応
急
対

策
協

力
業

者
（

以
下
「

協
力
業
者

」
と

い

う
。
）

を
名

簿
（

第
１
号

様
式

）
に
ま

と
め

、
協

定
締

結
後

、
速

や
か

に
甲

に
提

出
す

る
。
 

２
 

乙
は

、
緊

急
時

の
連

絡
体

制
を

確
保

す
る

た
め

、
協
力

業
者

の
連

絡
網

を
作

成
し

前
項

の
名

簿
と

と
も

に

甲
に

提
出

す
る

。
 

３
 

乙
は

、
協

力
業

者
毎
に

災
害

時
に
協

力
で

き
る

建
設
資

機
材

等
の

数
量

を
取

り
ま

と
め

資
機

材
保

有
状

況

報
告

書
（

第
２

号
様
式

）
を

第
１

項
の

名
簿

と
と

も
に

甲
に

提
出

す
る

。
 

（
出

動
の

要
請

）
 

第
４

条
 

甲
は

、
応

急
復

旧
工

事
が

必
要

で
あ

る
と
認

め
た

と
き

は
、
乙

に
対

し
出

動
要

請
書
（
第

３
号

様
式

）

に
よ

り
出

動
を

要
請
し

乙
は

応
諾

す
る

。
 

２
 

前
項

の
要

請
で

、
緊

急
を

要
す

る
場

合
は

、
電

話
等

に
よ

り
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

す
る

が
、

こ
の

場
合

も
速

や
か

に
出

動
要

請
書

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

出
動

要
請

書
は

２
通

作
成

し
、

甲
及

び
乙

各
々

が
１

通
を

保
有
す

る
。
 

３
 

乙
及

び
協

力
業
者

は
、
東

海
地

震
注

意
情

報
が

発
表
さ

れ
た

と
き

及
び

市
内

で
震

度
５

強
以

上
の

地
震

が

発
生

し
た

場
合

は
、
甲

か
ら

の
要

請
に

備
え
、
出

動
態

勢
を

整
え

る
と

共
に
、
応

急
復

旧
用

重
機

等
の

確
保

に
努

め
る

。
 

（
工

事
の

実
施

）
 

第
５

条
 
乙

は
、

前
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
甲

の
要

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
協

力
業

者
の

中
か

ら
担

当
施

工

業
者

（
以

下
「

施
工
業

者
」

と
い

う
。
）

を
決

定
し
甲

に
通

知
す

る
。
 

２
 

施
工

業
者

は
、
甲

の
指

示
に

従
い

、
速

や
か

に
応

急
復

旧
工

事
に

着
手

す
る

も
の

と
す

る
。
 

３
 

施
工

業
者

は
、
応
急

復
旧

工
事

の
施

工
に

あ
た
っ

て
、
第

三
者

に
損

害
を

与
え

な
い

よ
う

に
施

工
計

画
を

定
め

、
特

段
の

注
意
を

払
う

も
の

と
す

る
。
 

４
 

施
工

業
者

は
、
業
務

従
事

者
の

労
働

災
害

補
償
の

た
め

、
労

働
者

災
害

補
償
保

険
法

の
適

用
を

受
け

ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
資

料
８
－
２
７
 

る
よ

う
に

手
続

き
を
取

る
も

の
と
す
る

。
 

５
 

施
工

業
者

は
、
工
事

請
負

契
約

の
根

拠
と

す
る
た

め
、
工

事
内

容
が

判
定

で
き

る
写

真
等

の
資

料
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
応
急

復
旧

工
事
の
進

捗
状

況
及

び
完

成
を

甲
と

乙
に

報
告

す
る

。
 

（
請

負
契

約
の

締
結
）
 

第
６

条
 

甲
は

、
担

当
施
工

業
者

か
ら
の

前
条

第
５

項
の
資

料
を
も

と
に

速
や
か

に
当

該
施

工
業

者
と

随
意

契

約
を

締
結

す
る

。
 

（
報

告
）
 

第
７

条
 
乙

は
、

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
協

力
業

者
の

名
簿

及
び

資
機

材
保

有
状

況
報

告
書

を
毎

年
９

月
１

日

に
甲

に
提

出
し

、
そ

の
内

容
に
変

更
が

生
じ

た
と
き

、
又
は

、
甲

が
特

に
報
告

を
求

め
た
と

き
は

速
や

か
に

報
告

す
る

。
 

（
協

定
の

効
力

）
 

第
８

条
 
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

締
結

の
日

か
ら

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

期

間
満

了
の

日
の

３
０
日

前
ま

で
に
、
甲
乙

い
ず

れ
か
ら

も
、
そ

れ
ぞ

れ
相

手
方

に
対

し
て

文
書

に
よ

り
申

出

が
な

い
と

き
は

、
さ

ら
に

１
年
間

延
長

す
る

も
の
と

し
、
そ

の
後

に
お

い
て

期
間

満
了

し
た

と
き

も
、
同
様

と
す

る
。
 

（
疑

義
の

解
決

）
 

第
９

条
 
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、

甲

乙
協

議
し

て
定

め
る
。
 

 

上
記

の
協

定
の

成
立
を

証
す

る
た
め
、
本

協
定
書
２

通
を
作

成
し

、
甲

乙
記
名

押
印

の
上
、
各

自
１

通
を

保

有
す

る
。
 

  

平
成

１
９

年
１

２
月
２

１
日
 

 

 

（
甲

）
 
富

士
市

永
田
町

１
丁
目

１
０

０
番

地
 

 富
士

市
長

 
 
 
鈴

 
 

木
 
 

 
尚

 

  

 

（
乙

）
 富

士
宮

市
杉
田

1
3
5
1
番

地
 

富
士

地
区

鳶
工

業
連
合

会
 

 会
 

 
 
 
長

 
後

 
 
藤

 
 
善

 
 
考

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
資

料
８

－
２

８
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

災
害

時
に

お
け
る

入
浴

施
設

等
の
使

用
に

関
す
る

協
定

書
 

  

富
士

市
（

以
下

｢
甲

｣
と

い
う

。
）
と

、
湯

屋
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
株

式
会

社
 

鷹
の

湯
（

以
下

｢
乙

｣
と

い
う

。
）
と

は
、

地
域

防
災

対
策

に
お

け
る

民
間

協
力

の
一

環
と

し
て

、
災

害
時

に
お

け
る

入
浴

支
援

等
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協

定
を

締
結

す
る

。
 

  （
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

富
士

市
内

で
災

害
が

発
生

し
、

乙
の

所
有

す
る

施
設

が
使

用
可

能
な

場
合

に
お

い
て

、

乙
の

積
極

的
な

協
力

を
得

る
こ

と
に

よ
り

、
避

難
生

活
で

入
浴

が
困

難
な

被
災

者
に

対
し

入
浴

支
援

を
行

う
こ

と
で

、
心

身
の

安
寧

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

 （
対

象
者

)
 

第
２

条
 

入
浴

を
支

援
す

る
対

象
と

な
る

被
災

者
と

は
、

平
時

に
お

い
て

乙
の

定
め

る
施

設
利

用
対

象
者

で
あ

り
、

災
害

に
よ

る
家

屋
の

倒
壊

、
焼

失
等

に
よ

り
、

避
難

所
等

で
生

活
し

て
い

る
者

、
又

は
自

宅
の

入
浴

設
備

が
被

災
す

る
な

ど
し

て
入

浴
が

困
難

と
な

っ
た

者
を

い
う

。
 

 （
要

請
）

 

第
３

条
 

甲
は

、
災

害
の

発
生

に
よ

り
必

要
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

乙
に

対
し

、
乙

の
所

有
す

る
施

設
に

お

い
て

、
被

災
者

へ
の

入
浴

支
援

の
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
項

に
よ

る
要

請
は

、
災

害
時

入
浴

施
設

等
使

用
要

請
書

（
様

式
１

）
に

よ
る

要
請

を
原

則
と

す
る

。
た

だ

し
、

文
書

に
よ

る
要

請
の

い
と

ま
が

な
い

と
き

は
、

口
頭

で
要

請
し

、
事

後
、

文
書

を
も

っ
て

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
協

力
の

内
容

）
 

第
４

条
 

乙
は

、
富

士
市

内
に

災
害

が
発

生
し

た
と

き
に

、
甲

の
要

請
に

よ
り

、
被

災
者

に
対

し
次

の
各

号
に

掲

げ
る

支
援

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

１
）

施
設

を
開

放
し

た
入

浴
支

援
 

 
（

２
）

休
憩

ス
ペ

ー
ス

の
利

用
 

 
（

３
）

そ
の

他
支

援
が

可
能

な
事

項
 

 （
入

浴
施

設
の

運
営

）
 

第
５

条
 

前
条

に
掲

げ
る

支
援

に
係

る
施

設
等

の
運

営
管

理
は

乙
が

行
う

。
 

２
 

そ
の

他
の

運
用

に
つ

い
て

は
甲

乙
協

議
の

う
え

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
費

用
負

担
）

 

第
６

条
 

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
乙

の
入

浴
支

援
等

に
よ

り
発

生
し

た
費

用
は

、
甲

が
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

甲
が

負
担

す
る

費
用

の
額

は
、

災
害

の
発

生
直

前
に

お
け

る
価

格
を

基
準

と
し

て
、

甲

乙
協

議
の

う
え

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
請

求
及

び
支

払
い

）
 

第
７

条
 

乙
は

、
前

条
に

規
定

す
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

災
害

時
入

浴
施

設
等

利
用

者
台

帳
（

様
式

２
）

及
び

災

害
時

施
設

等
使

用
状

況
報

告
書

（
様

式
３

）
を

添
え

て
請

求
書

（
様

式
４

）
に

よ
り

請
求

す
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

甲
は

、
乙

か
ら

前
項

の
規

定
に

よ
る

請
求

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

内
容

を
確

認
の

う
え

、
当

該
費

用
を

支

払
う

も
の

と
す

る
。

 

（
協

議
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
資

料
８

－
２

８
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

第
８

条
 

こ
の

協
定

の
内

容
に

つ
い

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
、

又
は

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ

の
都

度
甲

乙
協

議
の

う
え

定
め

る
も
の

と
す

る
。

 

 （
協

定
期

間
及

び
更

新
）

 

第
９

条
 

こ
の

協
定

は
、

協
定

の
成

立
の

日
か

ら
そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
し

、
甲

又
は

乙
が

文
書

を
も

っ
て

協
定

の
解

除
を

通
知

し
な

い
限

り
、
そ

の
効

力
を

持
続

す
る

。
 

  

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、
こ

の
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
う

え
各

自
１

通
を

保
有

す

る
。

 

  

令
和

４
年

1
2
月

2
1
日

 

   

甲
 

 
 
富

士
市

永
田

町
１

丁
目

１
０

０
番

地
 

乙
 

 
 
富

士
市

長
 

 
小

長
井

 
義

正
 

   

乙
 

 
 
富

士
市

久
沢

７
８

６
番

地
の

１
 

乙
 

 
 
湯

屋
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
株

式
会

社
 

乙
 

 
 
鷹
 
の

 
湯

 

乙
 

 
 
代

表
取

締
役

 
吉

﨑
 

恵
一

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

  災
害

時
に

お
け

る
浴

場
の

使
用

に
関

す
る

協
定

業
者

 

 

協
定

業
者

名
称

 
所

在
地

 
電

話
番

号
 

１
 
湯

屋
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
株

式
会

社
 

 
鷹

の
湯

 
富

士
市

久
沢

７
８

６
番

地
の

１
 

7
3
-
1
5
2
6
 

２
 
株

式
会

社
エ

イ
ワ

ン
ス

ポ
ー

ツ
プ

ラ
ザ

 
 

 

富
士

湯
ら

ぎ
の

里
 

富
士

市
蓼

原
２

２
７

番
地

の
１

 
6
3
-
2
6
4
1
 

３
 
清

武
総

業
株

式
会

社
 

 
 

 
 

 
 

野
草

風
呂

よ
も

ぎ
湯

 
富

士
市

大
淵

１
５

６
５

番
地

の
２

 
3
5
-
6
6
6
6
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
資
料

８
－
２

９
 

災
害
救
助

に
必
要
な
飲
料
の
供
給
に

関
す
る
協
定
書

 

  
富
士
市
（
以
下
「
甲

」
と

い
う
。
）
と
サ
ン
ト
リ
ー
フ
ー
ズ
株
式
会
社
（

以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
の
間

に
、
災
害

救
助
に

必
要
な

飲
料
の

供
給
に

関
し

、
次
の

と
お
り
協

定
を
締

結
す
る
。
 

 

（
要

請
）
 

第
１
条
 

甲
は

、
富
士
市
内
に
災
害
が
発

生
し
、
飲
料
を
調
達
す

る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と

き
は
、
乙
に

対
し

そ
の
保

有
す
る
飲
料
の
供

給
を
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

（
供

給
飲
料

の
範
囲
）
 

第
２
条
 

甲
が
乙

に
供
給

を
要
請

す
る
飲

料
は

、
次
に

掲
げ
る
も

の
と
す

る
。
 

(1
)
 
ミ
ネ
ラ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
 

(2
)
 
そ
の
他

飲
料
 

（
要

請
の
方

法
）
 

第
３
条
 
第
１
条
に
規
定
す
る

要
請
は
、
別

紙
１
「
飲
料
供
給
要
請
書
」
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し

、
文
書
で
要

請
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、

口
頭
で
要
請
し
、
そ
の
後
す
み
や
か
に
「
飲
料
供

給
要

請
書
」
を
提

出
す
る
も
の

と
す
る
。
 

２
 
前
項

た
だ
し

書
き
の

場
合
に

あ
っ
て

は
、
乙

は
甲
の
意
思
を
確
認

の
う
え
、
第
４
条
の
措
置
を
と
る
も

の
と

す
る
。
 

（
要

請
に
基

づ
く
乙
の
措
置
）
 

第
４
条
 

第
１
条

に
規
定

す
る
要

請
を
受

け
た

と
き
は

、
乙
は
す

み
や
か
に
供

給
可
能

な
飲
料
の
数
量

、
運

送
可

能
な
場

所
・
日
時
等

を
別
紙
２
「
供
給

可
能
数

量
報
告
書
」
に
よ

り
甲
に

通
知
す

る
と
と
も
に
、
飲

料
供

給
を
実

施
す
る
た
め
の
措

置
を
と
る
も
の
と
す

る
。
 

（
連
絡
窓
口
）
 

第
５
条
 
こ
の
協
定
に
関
す
る

連
絡
窓
口
は

、
別
紙
３
「
災
害
時
緊
急
連
絡
体
制
表
」
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
経

費
の
負

担
）
 

第
６
条
 
こ
の
協
定
に
基
づ
き

、
乙
が
甲
に

供
給
し
た
飲
料
の
対
価
及
び
運
搬
費
用
等
の
乙
が
供
給
に
要
し

た
費

用
に
つ
い
て

は
、
甲
が
負

担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
資
料

８
－
２
９
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
は
、
飲
料
供
給
終
了
後
、
乙
の
提
出
す
る
請
求
書
に
基
づ
き
、
災
害
時
直
前

に
お

け
る
適
正
な

対
価
・
費
用

等
を
基
準
と

し
て
甲
乙
協
議
の
う
え
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
引
渡
し
）
 

第
７
条
 
飲
料
の

引
渡
し

場
所
は

、
甲
が
指
定
す

る
も
の

と
し
、
当
該

場
所
に
職

員
を
派
遣
し
数
量
等

を
確

認
の
う
え
引

取
る
も

の
と
す
る

。
 

（
協
議
）
 

第
８
条
 
こ
の
協

定
に
定

め
の
な

い
事
項

に
つ

い
て
は

、
そ
の
つ

ど
甲
乙

協
議
し

て
定
め
る
。
 

（
有
効
期
限

）
 

第
９
条
 
こ
の
協

定
は

、
協
定
の

成
立
の

日
か
ら

、
そ
の
効
力
を

有
す
る

も
の

と
し
、
甲
又
は

乙
が
文

書
を

も
っ
て
協
定

の
解
除

を
通
知
し

な
い
限

り
、
そ
の
効
力
を
持
続
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
乙

が
第
２

条
の
供
給
飲

料
の
範

囲
に
掲
げ

る
物
資

を
取
り
扱
わ

な
く
な
っ

た
と
き

は
、
こ

の
協
定
は
効

力
を

失
う

。 

 

こ
の
協
定
の

成
立
を

証
す
る
た

め
、
本
書
２

通
を
作
成
し
、
甲

乙
記
名
押
印
の
う

え
、
各
自
そ
の
１
通
を

保
有
す
る
。
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
平
成

２
０
年

３
月
２

４
日
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
甲
 

 
 

 
 
 静

岡
県
富
士
市
永

田
町

１
丁
目
１
０
０
番
地

 

富
士

市
長
 
 
 
鈴
 
 
木
 
 
 
尚

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
乙
 

 
 
 
 
東
京
都
港
区
台
場

２
丁
目
３
番
３
号

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
サ
ン
ト
リ
ー
フ
ー

ズ
株
式
会
社
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
代
表
取
締
役
社
長

 
引
 
 
田
  

耕
  

治
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
資
料

８
－
３

０
 

災
害
時
に
お
け
る
家
屋
被
害
認
定
調
査
に
関
す
る
協
定
書
 

  
富
士
市
・
富
士
宮
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）

と
静
岡
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

は
、
災
害
時
に
お
け
る
家
屋
被
害
認
定
調
査
（
以
下
「
認
定
調
査
」
と
い
う
。）

に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定

を
締
結
す
る
。

 

（
認
定
調
査
へ
の
協
力
）

 

第
１
条
 
甲
は
、
甲
の
行
政
区
域
内
に
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
乙
の
協
力
が
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
乙
に
対
し
、
認
定
調
査
の
実
施
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
乙
は
、
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
乙
の
会
員
を
甲
に
派
遣
し
、
甲
と
協
力
し
て
認
定
調
査
を
実
施

す
る
。

 

（
認
定
調
査
の
内
容
）

 

第
２
条
 
乙
及
び
乙
の
会
員
が
実
施
す
る
認
定
調
査
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

 

 
災
害
に
係
る
住
家
の
被
害
認
定
基
準
運
用
指
針
（
平
成
１
３
年

６
月
２
８
日

府
政
防
第
５
１
８
号
内
閣

府
政
策
統
括
官

（
防
災
担
当
）
通
知
）
に
基
づ
き
、
甲
の
職
員
と

連
携
し
て
、
甲
の
行

政
区
域
内
の
家

屋
を
調
査
す
る
こ
と
。

 

 
甲
が
発
行
し
た
、
り
災
証
明
に
つ
い
て
住
民
か
ら
の
相
談
の
補
助
を
す
る
こ
と
。

 

（
費
用
の
負
担
）

 

第
３
条
 
甲
は
、
第
１
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
会
員
の
人
件
費
を
負
担
し
な
い
。

 

２
 
甲
は
、
認
定
調
査
に
必
要
な
資
機
材
の
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
研
修
会
へ
の
参
加
）

 

第
４
条
 
甲
は
、
認
定
調
査
に
必
要
な
知
識
を
提
供
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
研
修
会
を
開
催
す
る
も
の
と

し
、
乙
の
会
員
は
、
当
該
研
修
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
（
秘
密
の
保
持
）

 

第
５
条
 
乙
及
び
乙
の
会
員
は
、
認
定
調
査
の
実
施
に
よ
り
知
り
得
た
甲
又
は
第
三
者
の
秘
密
を
第
三
者
に
漏

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
認
定
調
査
の
終
了
後
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

 

（
従
事
者
の
災
害
補
償
）

 

第
６
条
 
乙
は
、
認
定
調
査
に
従
事
し
た
乙
の
会
員
が
当
該
調
査
の
た
め
に
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は

死
亡
し
た
場
合
は
、
乙
が
別
途
加
入
す
る
災
害
補
償
保
険
等
に
よ
り
対
応
す
る
。

 

（
有
効
期
間
）

 

第
７
条
 
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
平
成
２
２
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、

有
効
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
異
議
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
協
定
は
更
に
１
年
間

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
資
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０
 

延
長
す
る
も
の
と
し
、
以
後
も
同
様
と
す
る
。

 

２
 
甲
又
は
乙
は
、
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
満
了
前
に
こ
の
協
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
３
０
日
前

ま
で
に
解
除
の
申
入
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
定
め
の
な
い
事
項
等
の
処
理
）

 

第
８
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
を
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
甲
、
乙
協
議
の
上
、
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
を
４
通
作
成
し
、
甲
、
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１

通
を
所
持
す
る
。

 

 

平
成
２
１
年
３
月
３
０
日

 

 

（
甲
）
富
士
市
永
田
町
１
丁
目
１
０
０
番
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富

士
市

長
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富
士
宮
市
弓
沢
町
１
５
０
番
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富
士
宮
市
長

 

  

（
乙
）
静
岡
市
駿
河
区
曲
金
六
丁
目
１
６
番
１
０
号

 

静
岡
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
会

長
 

      



資
料
８

－
３

２
 

災
害

時
の
情
報

交
換

に
関
す
る
協

定
 

 
国

土
交

通
省

中
部

地
方
整

備
局
長

（
以

下
「
整

備
局

長
」

と
い
う

。
）

と
、
富

士
市

長
（

以
下

「
市

長
」
と

い
う
。
）
と
は
、
災

害
時
に
お
け

る
各

種
情
報

交
換
に
関
し
、

次
の
と
お
り

協
定
す

る
。

 

 （
目
的

）
 

第
1
条
 
こ
の
協
定
は
、
重
大
な

災
害

が
発
生
し
又

は
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
整

備

局
長

及
び
市

長
が

必
要
と
す
る
各
種
情
報
交
換
に
つ
い
て

定
め
、
も

っ
て
、
適
切
な
災
害

対
処

に
資

す
る
こ

と
を

目
的
と
す
る
。

 

 （
情
報

交
換
の

実
施

）
 

第
2
条
 
整
備
局
長
及
び

市
長
の
情
報

交
換

の
実
施

は
、
次
の
状
況
に
お
い
て
現
地
情
報
連
絡
員
（

リ

エ
ゾ

ン
）
が

派
遣

さ
れ
て
い
る
間
と
す
る
。

 
一

 
富
士
市
内

に
重

大
な
災
害
が
発
生
し
又
は
発
生
の
お
そ

れ
が
あ
る
と

き
 

二
 
富
士
市
災

害
対

策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き

 
三

 
そ
の
他
整

備
局

長
又
は
市
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き

 

 （
情
報

交
換
の

内
容

）
 

第
3
条
 
整
備
局
長
及
び

市
長
の
情
報

交
換

の
内
容

は
次
の
と
お

り
と
す
る
。

 

一
 
一
般
被
害

状
況

に
関
す
る
こ
と

 
二

 
公
共
土
木

施
設

（
道
路
、
河
川
、
急
傾
斜
地
、
港
湾
施
設
、

都
市

施
設
等
）

被
害
状
況
に
関

す
る
こ
と

 
三

 
そ
の
他
必

要
な

事
項

 

 （
現
地

情
報
連

絡
員

（
リ
エ
ゾ
ン
）
の
派
遣
）

 
第

4
条
 
第

2
条

の
各
号
い
ず

れ
か

に
該
当
し
、
市

長
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
又
は

整
備
局
長
が
必

要
と

判
断
し

た
場

合
に
、
整
備
局
長

か
ら
市
長
の

災
害
対
策
本
部
等

に
現
地
情

報
連
絡
員
（
リ

エ
ゾ

ン
）
を

派
遣

し
情
報
交
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な

お
、
整
備
局

長
及

び
市
長
は

、
相
互

の
連

絡
窓
口

を
明

確
に
し
て
お
き
派
遣
に
関
し
て
事
前
に

調
整
を
図
る

も
の

と
す
る
。

 

 （
平
素

の
協
力

）
 

 第
5
条
 
整
備
局
長
及
び

市
長
は
、
必
要
に
応
じ
情

報
交
換
に
関
す
る
防

災
訓
練
及
び

防
災
に

関
す

る

地
図

等
の
資

料
の

整
備
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  

資
料
８
－
３
２
 

（
協
議

）
 

第
6
条
 
本
協
定
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
又
は
本
協

定
に
定
め

の
な

い
事

項
に
つ
い
て
は

、そ
の
都

度
、

整
備
局

長
及

び
市

長
が
協

議
の
う
え
、
こ
れ

を
定
め

る
も

の
と
す
る
。

 

 本
協
定

は
2
通
作
成
し
、
整
備
局
長
及
び
市
長
が

各
1
通

を
保
有
す
る

。
 

 
平
成

23
年
 

4
月

26
日

 
 

名
古
屋

市
中

区
三
の
丸

2
丁
目

5
番

地
1
号

 
国
土
交

通
省

 
中
部
地
方

整
備
局

長
 
 
富
田

 
英

治
 

    
静
岡
県

富
士

市
永
田
町

1
丁
目

10
0
番
地

 
富
士
市

長
 

 
鈴
木
 
尚

 

          



資
料
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災
害

生
活

ご
み

の
収

集
運

搬
に

関
す

る
協

定
書

 

 富
士
市
（
以
下
「
甲
」
と
い

う
。
）

と
富

士
市

一
般
廃

棄
物
協
同
組
合
（
以
下
「
乙

」
と
い

う
。

）
は

、

大
地

震
等
の
大
規
模
な

災
害
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「

災
害

時
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
災

害
生

活
ご

み

の
収

集
運
搬
に
関
し
、

次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る

。
  

（
趣
旨
）
 
 

第
１

条
 
こ
の
協
定
は

、
災

害
時
に
お
け

る
災

害
生
活
ご
み

の
収
集
運
搬

に
関
し
て

、
甲
が

乙
に
協
力
を
求

 

め
る
に
あ
た
り
必
要
な
事
項

を
定
め

る
も

の
と

す
る
。

  

（
定
義
）
 

第
２

条
 
こ
の
協
定
に

お
い
て
「
災
害
」
と
は
、
災
害

対
策
基

本
法

（
昭

和
36
年

法
律
2
2
3号

）
第
２

条
第
 

１
号
に
規
定
す
る
災
害
を
い

う
。
 

２
 

こ
の
協
定
に
お
け

る
「
災

害
生
活

ご
み
」
と
は
、
災
害
時
に
一

時
的
に
大
量

に
排

出
さ
れ
る

陶
器
、
家

具
、
布
団
等
及
び
避
難
市
民

の
生
活

廃
棄

物
（

し
尿
を

除
く
。
）
を
い
う
。
 

（
協
力
）
 
 

第
３

条
 
甲
は
、
市
内
に

災
害
が
発
生

し
、
災
害
生
活
ご

み
の
収
集
運
搬

が
必
要
に
な

っ
た

と
き
は

乙
に

対
 

し
協
力
の
依
頼
を
す
る
も
の

と
す
る

。
 
 

２
 
甲
は
、
前
項

の
依
頼
す
る

場
合
は
、
災

害
生

活
ご
み
収
集
運
搬
協
力
依
頼
書
（
第
１

号
様

式
）
に

次
の
 

事
項
を
記
載
し
て
乙
に
提
出

す
る
も

の
と

す
る

。
た
だ
し
、
緊

急
の

場
合
は

、
依
頼

を
口

頭
で

行
い
、
後

 

日
災
害
生
活
ご
み
収
集
運
搬

協
力
依

頼
書

を
乙

に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

 
 
災
害
の
状
況
 
 

 
 
災
害
生
活
ご
み
の
具
体

的
内
容

及
び

状
況

 
 

 
 
災
害
生
活
ご
み
収
集
運

搬
の
実

施
地

区
 
 

 
 
災
害
生
活
ご
み
収
集
運

搬
の
期

間
 
 

 
 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 
 

（
収
集
運
搬
の
実
施
）
  

第
４

条
 
乙
は
、
前

条
第
１
項
の
依
頼
に
基
づ
き
必

要
な
人
員
、
車
両
等
を

調
達

し
、
甲
の

指
示
に
従

い
災

 

害
生
活
ご
み
の
収
集
運
搬
を

実
施
す

る
も

の
と

す
る
。

  

２
 

甲
は
、
乙
の
災
害
生
活

ご
み
の
収
集
・
運
搬
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う

必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と

 

す
る
。
 
 

３
 

乙
は
、
災
害
生
活
ご

み
の

収
集
運
搬
に

当
た
っ
て
は

周
囲
の
生
活
環

境
を
損
な
わ

な
い

よ
う
十

分
に

配
 

慮
す
る
も
の
と
す
る
。
  

４
 
乙
は
、
災
害

生
活
ご
み
の

収
集
運
搬
が

終
了

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
実
施
状

況
に

つ
い
て

災
害
 

生
活
ご
み
収
集
運
搬
実
施
状

況
報
告

書
（

第
２

号
様
式

）
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る
も

の
と
す

る
。

 
 

（
費
用
負
担
）
 
 

第
５

条
 
甲
の
依
頼
に

基
づ
く
活
動
に
伴
う
経
費
は
、
原

則
と
し
て
無

償
で

行
な
う

も
の
と
す
る

。
た
だ

し
、
 

当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
が

相
当
額

に
な

る
と

き
は
、
そ
の

費
用

負
担
に
つ
い
て
甲
乙
協
議

し
て

決
定

す
 

る
も
の
と
す
る
。
 

資
料
８

－
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３
 

 

（
請

求
及

び
支

払
）
 
 

第
６
条

 
乙

は
、
前
条
た
だ
し
書

き
の
規
定
に
よ
り

、
甲
の
負

担
す

る
災
害

生
活

ご
み

の
収

集
運
搬
に
要
し

 

た
費

用
が

確
定

し
た
と
き
は
、
経
費

明
細

書
等
を
添
え

て
甲

に
請

求
す
る

も
の

と
す

る
。
 
 

２
 
甲

は
、
前

項
の

規
定
に

よ
り

乙
か
ら

費
用

の
請
求

が
あ

っ
た
と
き
は
、
そ
の

内
容
を

確
認

し
、
そ

の
日

 

か
ら

起
算

し
て

３
０
日
以
内
に
当
該

費
用

を
支
払
う
も

の
と

す
る

。
た
だ
し
、
当
該
費

用
の

支
払

に
甲
の

 

予
算

上
の

措
置

を
必
要
と
す
る
場
合

は
、

費
用
の
支
払

い
の

時
期

に
つ
い

て
は

こ
の

限
り
で
な
い
。
 
 

（
災

害
補

償
等

）
 
 

第
７
条

 
甲

の
依

頼
に

基
づ
き
乙
が

派
遣
し

た
職
員
が
災
害
生

活
ご

み
収
集
運
搬
業
務

に
従
事
し
た

際
に

 

そ
の

者
の

責
に

帰
す
る
こ
と
が
で
き

な
い

理
由
に
よ
り

負
傷

し
、
疾

病
に
か
か
り
、
障

害
が

生
じ

又
は
死

 

亡
し

た
場

合
の

本
人
又
は
遺
族
に
対

す
る

補
償
に
つ
い

て
は

、
甲

乙
協
議

し
て

決
定

す
る
も
の

と
す

る
。
 

（
協

定
の

有
効

期
間
）
  

 

第
８
条

 
こ

の
協

定
の

有
効
期
間
は

、
平

成
２
３

年
３

月
２
５

日
か

ら
平
成

２
４

年
３

月
３

１
日
ま
で
と
す

 

る
。

 

２
 
協

定
期

間
満

了
の

日
の
１
月
前

ま
で
に

甲
乙
い
ず
れ
か
ら

も
申

出
が
な
い
と
き
は

、
こ
の

協
定

の
有
効

 

期
間

は
さ

ら
に

１
年
間
延
長
さ
れ
た

も
の

と
み
な
し
、

そ
の

後
に

お
い
て

も
同

様
と

す
る
。
 
 

（
協

議
）

 
 

第
９
条

 
こ

の
協

定
の

各
条
項
の
解

釈
に
つ

い
て
疑
義
を
生
じ

た
と

き
又
は
こ
の
協
定

に
定
め
の
な

い
事

 

項
に

つ
い

て
は

、
甲
乙
協
議
し
て
定

め
る

も
の
と
す
る

。
 
 

 上
記
協

定
の

締
結

を
証

す
る
た
め
、
こ
の

協
定

書
２
通

を
作

成
し
、
甲
乙
記

名
押

印
の
上

、
各
自

そ
の

１
通

を
保
有

す
る

。
 
 

 

平
成

２
３

年
３

月
２

５
日

 
 甲
 
 

富
士

市
永

田
町

1
丁

目
1
0
0
番

地
 

富
士

市
長

 
 

 
鈴

木
 

尚
 
 

 

乙
 
 

富
士

市
厚

原
1
3
1
番

地
の

1
 

富
士

市
一

般
廃
棄

物
協

同
組

合
 

理
事

長
 

 
 
 
加

藤
 

修
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富
士
市
災

害
生

活
ご
み

収
集
運

搬
協

力
車
両
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

車
両

種
類

 
パ

ッ
カ

ー
 

平
ボ

デ
ィ

ー
 

ダ
ン

プ
・
コ

ン
テ

ナ
車

 
計

 

 
会

社
名

 
4t

 
大

型
 

2
t 

4
t 

大
型

 
4
t 

大
型

 

市
栄

産
業

㈱
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
 

2
 

庵
原

興
産

(有
) 

 
 

1
 

 
 

1
 

 
 

 
 

1
 

3
 

(有
)岩

本
商

店
 

 
 

 
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
 

岳
陽

産
業

(有
) 

1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

1
 

 
 

3
 

㈱
環

境
衛

生
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

 
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
 

 
 

2
 

き
し

ょ
う

産
業

㈱
 

1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

 
 

 
 

2
 

久
保

田
運

送
(有

) 
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
 

(有
)熊

王
産

業
 

 
 

 
 

 
 

1
 

 
 

 
 

 
 

1
 

㈱
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾝ
ｺ
ﾝ
ﾄﾛ

ｰ
ﾙ

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

 
1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

1
 

 
 

3
 

さ
と

う
産

業
㈱

 
1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

 
 

 
 

2
 

山
櫻

興
業

(有
) 

1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

 
 

 
 

2
 

(有
)静

岡
総

合
処

理
セ

ン
タ

ー
 

1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

1
 

 
 

3
 

(有
)東

亜
美

装
 

 
 

1
 

1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

3
 

日
本

ト
リ

ー
ト

メ
ン

ト
産

業
㈱

 
 

 
 

 
 

 
1
 

 
 

 
 

1
 

2
 

(有
)富

士
清

掃
セ

ン
タ

ー
 

1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

 
 

1
 

3
 

(有
)富

士
美

装
 

1
 

 
 

 
 

1
 

 
 

1
 

 
 

3
 

(有
)渡

総
業

 
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
 

合
計

車
両

数
 

1
2
 

2
 

2
 

1
1
 

0
 

7
 

4
 

3
8
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（
使

用
物

件
）

第
１

条

（
１

）
 
所
 
在

 
地
：
富
士
市
○
○

（
２

）
 
所
 
有

 
者
：
株
式
会
社
○
○

（
３

）
 
名
 
　

 
称
：
株
式
会
社
○
○

（
４

）
 
構
 
造

 
等
：
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

　
鉄
骨
造

（
５

）
 
使
用
場
所
：
屋
上
 
 
 ○

○
㎡

（
６

）
 
収
容
人
数
：
約
 
　

○
○

人
収
容
(
収
容
人

員
は
1
人
当
た
り
1
㎡
で
計
算
し

た
値

と
す

る
)

（
使

用
期

間
）

第
２

条

（
目

的
外

使
用

の
禁
止

）

第
３

条

　
市

及
び

自
主

防
災
会

は
、

当
該

建
物
を

津
波
避
難
ビ

ル
以

外
の

目
的

に
使
用

し
な

い
も
の

と
す

る
。

（
費

用
負

担
）

第
４

条

　
施

設
の

使
用

料
は
無

料
と

す
る

。

（
原

状
回

復
義

務
）

第
５

条

（
利

用
者

責
任

）

第
６

条

津
波

避
難

ビ
ル

と
し

て
の

使
用

に
関

す
る

協
定
書

　
自

主
防

災
会

及
び
地

域
住

民
等

は
、
津

波
避
難
ビ
ル

を
使

用
す

る
場

合
に
は

、
建

物
等
を

破
損

し
な

い
よ

う
細

心
の

注
意

を
払
う

も
の

と
す

る
。

　
２

　
所

有
者

は
、
対

象
施

設
に

地
域
住

民
等
が
避
難

し
た

際
に

、
対

象
施
設

内
に

お
い
て

発
生

し
た

事
故

等
に

対
す

る
責

任
を
一

切
負

わ
な

い
も
の

と
す
る
。

　
富

士
市

（
以

下
「
市

」
と

い
う

。
）
と

株
式
会
社
○

○
(
以
下

「
所
有

者
」
と

い
う
）
と
○
○
自
主
防
災

会
（

以
下

「
自

主
防
災

会
」

と
い

う
。
）

、
は
、
富
士

市
沿

岸
に

津
波

が
発
生

し
、

又
は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
、

地
域

住
民
が

緊
急

に
避

難
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

場
合

に
、

所
有
者

が
所

有
す
る

建
物

を
地

域
住

民
等

の
緊

急
避

難
施
設

（
以

下
「

津
波
避

難
ビ
ル
」
と

い
う

。
）

と
し

て
使
用

す
る

こ
と
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結
す

る
。

　
所

有
者

が
所

有
す
る

次
に

掲
げ

る
施
設

を
津
波
避
難

ビ
ル

と
し

て
、

市
及
び

自
主

防
災
会

な
ら

び
に

地
域

住
民

に
使

用
を

許
可
す

る
も

の
と

す
る
。

２
　

市
及

び
自

主
防
災

会
は

、
前

項
に
規

定
す
る
津
波

避
難

ビ
ル

に
避

難
し
た

際
に

必
要
と

な
る

用
具

等
を

設
置

す
る

場
合

は
、
所

有
者

の
了

解
を
得

て
行
う
も
の

と
す

る
。

　
津

波
避

難
ビ

ル
の
使

用
期

間
は

、
大
津

波
警
報
及
び

津
波

警
報

の
発

表
時
も

し
く

は
緊
急

に
避

難
が

必
要

な
津

波
が

発
生

し
、
又

は
発

生
す

る
お
そ

れ
の
あ
る
時

か
ら

、
津

波
警

報
等
が

解
除

さ
れ
た

時
ま

で
と

す
る

。

　
市

及
び

自
主

防
災
会

は
、

使
用

期
間
を

終
え
た
と
き

は
、

対
象

施
設

を
原
状

に
回

復
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

(地
震
、
津
波
等
の
災
害
に
よ
り
損
傷
し

た
部
分
を
除
く
。

)
こ
の

際
、
地

域
住

民
等
が

破
損

し
な

け
れ

ば
避

難
が

困
難

で
あ
り

、
や

む
を

得
ず
破

損
し
た
こ
と

が
明

ら
か

な
箇

所
が
あ

る
場

合
は
、

そ
の

回
復

に
要

す
る

費
用

の
負

担
に
つ

い
て

、
市

、
所
有

者
、
自
主
防

災
会

で
協

議
を

行
う
も

の
と

す
る
。
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料
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（
相
互
協
力
）

第
７
条

（
津
波
避
難
ビ
ル
の
表
示
及
び
公
開
）

第
８
条

（
有
効
期
限
）

第
９
条

（
協
議
事
項
）

第
１
０
条 　
平
成
　
　
年
　
　

月
　
　
日

富
士

市
永
田

町
１
－

１
０

０

富
士

市
長
　

　
鈴
　

木
　

　
　
尚

　
　

(
建

物
所

有
者

)
株
式

会
社

○
○

富
士

市
○
○

代
表

取
締
役

(
自

主
防

災
会

代
表
）

○
○

自
主
防

災
会

富
士

市
○
○

自
主

防
災
会

長
　

　

　
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
３

通
を
作
成
し

、
市
、
所
有

者
、

自
主
防
災
会
は
記

名
押

印
の

う
え
、
各
自
そ
の
１
通
を
保
有
す
る
。

　
市
と
自
主
防
災
会
は
、
避
難
時
に
地
域
住
民

等
や
施
設
入

居
者
の
状
態

に
応

じ
て
相
互
協
力
で

き
る

よ
う

日
頃
か
ら
交
流
及
び
情
報
交
換
を
行
う
よ
う
努

め
る
。
ま
た

、
東
海
地
震

等
が

発
生
し
た
場
合
は

、
当

該
地

域
に
在
住
し
な
い
人
々
に
対
し
て
も
地
域
住
民

と
同
様
に
扱

い
、
一
人
で

も
多

く
の
命
を
守
る
こ

と
が

で
き

る
よ
う
努
め
る
。

　
市
は
、
所
有
者
と
自
主
防
災
会
の
協
力
関
係

、
施
設
の
使

用
箇
所
等
を

確
認

し
た
う
え
で
津
波

避
難

ビ
ル

と
し
て
指
定
し
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
を
表
示

す
る
看
板
を

設
置
し
、
市

の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を

用
い

て
市

民
に
対
し
て
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協

定
に
関
し
て

疑
義
が
生
じ

た
事

項
に
つ
い
て
は
、

そ
の

都
度

、
市
、
所
有
者
、
自
主
防
災
会
が
協
議
し
て

定
め
る
も
の

と
す
る
。

　
こ
の
協
定
は
、
平
成
２
４
年
　
　
月
　
　
日

か
ら
そ
の
効

力
を
有
す
る

も
の

と
し
、
所
有
者
が

文
書

を
も

っ
て
協
定
の
終
了
を
通
知
し
な
い
限
り
、
そ

の
効
力
を
持

続
す
る
も
の

と
す

る
。
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（
令

和
2
年

7
月

現
在

）

N
o
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

マ
ル

ス
ン

駿
河

企
業

ア
パ
ー

ト
依
田
橋
町
９
－
３
４

屋
上

富
士

化
工

マ
ン

シ
ョ

ン
コ

ー
ポ

ベ
ル

ラ
イ

ズ

新
富

士
ビ

ル

大
石

工
業

東
海

シ
ー

レ
ッ

ク
ス

Ｆ
Ｋ

産
業

ア
サ

マ
工

業

村
松

組

ホ
テ

ル
ア

ム
ス

建
物
名
称

田
中

町
公

会
堂

か
ぐ

や
富

士

中
村

組

ジ
ヤ

ト
コ

山
清

第
７

倉
庫

ア
ス

カ
ム

（
ダ

ス
キ

ン
）

避
難

場
所

所
在

地

山
清

第
１

倉
庫

メ
ン

テ
ッ

ク
技

研

マ
ル

ハ
ン

吉
原

店
立

体
駐
車

場

池
辺

ク
リ

ニ
ッ

ク

旭
化

成
ｻ
ﾝ
ﾄ
ﾋﾟ
ｱ
富
士

寮

旭
化

成
大

志
寮

宮
島
４
３
２

－
１

川
成
島
７
８

２
－
９

富
士

南
エ

ク
ス

プ
レ

ス

ニ
ト

リ

ラ
ウ

ン
ド

ワ
ン

立
体

駐
車
場

マ
ル

ハ
ン

吉
原

寮

き
き

ょ
う

の
郷

メ
ゾ

ン
タ

ケ
ミ

ネ

ア
イ

マ
ン

シ
ョ

ン
　

ポ
リ

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

ス

ｻ
ﾝ
ｸ
ﾚ
ｲﾄ
ﾞ
ﾙ
新
富

士
　

ｳ
ｨ
ﾝﾌ
ｫ
ｰ
ﾄ

静
清

亜
鉛

中
丸
１
４
０

－
１

中
丸
１
４
０

－
１

五
貫
島
９
９

１

宮
島
８
４
１

－
１

田
中
新
田
２

１
３
－

２

中
里
２
５
４

６
－
７

田
中
新
田
２

７
５
－

１
２

今
泉
７
０
０

－
１

柳
島
１
５
３

－
１

川
成
島
６
４

４
－
３

今
泉
６
４
３

－
２

今
泉
４
２
９

－
３

依
田
橋
町
７

－
３
４

依
田
橋
町
１

３
－
２

４

依
田
橋
７
１

－
１

今
泉
１
８
７

－
１

川
成
新
町
２

５
０

八
代
町
１
２

－
１
２

宮
島
９
７
３

宮
島
４
６
６

－
１

五
貫
島
９
７

１

五
貫
島
９
９

０
－
１

五
貫
島
７
７

０
－
８

五
貫
島
８
１

４

前
田
９
０

八
代
町
４
－

１
５

八
代
町
８
－

１
４

五
貫
島
１
７

５

荒
田
島
町
５

－
３

荒
田
島
町
９

－
７

3
階
通
路

、
3階

踊
場

3
・
4
・
5
階

通
路

、
外

階
段

3
・
4
階
、
屋
上

3
・
4
階
、
屋
上

屋
上

屋
上

屋
上

3
階

3
階
、
屋

上

4
階
会
議

室

2
階
以
上

(避
難
ス
ペ
ー
ス
は
警

備
担
当
が
指
示
)

屋
上

3
階
、
屋

上

2
階
屋
上

･
3
階
屋

上

3
・
4
階
、
屋
上

3
・
4
階
通
路

屋
上

3
・
4
階
通
路

3
階
通
路

屋
上

2
階
（
4
階
相
当
）

2
階
（
4
階
相
当
）

3
・
4
階

依
田
橋
町
９

－
２

4
・
5
階
、
屋
上

3
～
8
階
通
路
、
踊
場

五
貫
島
９
１

８
－
１

屋
上

屋
上

3
階
、
屋

上

3
階

屋
上

ダ
イ

オ
ー

ペ
ー

パ
ー

プ
ロ

ダ
ク

ツ

鈴
厚

ビ
ル

飯
田

工
業

薬
品

津
波

避
難

ビ
ル
と

し
て

の
使

用
に

関
す

る
協

定
済

民
間

施
設

ギ
フ

ト
プ

ラ
ザ

ダ
イ

ト
ー
本

店
鈴
川
本
町
３
－
６

3
階

通
路
・

ﾍﾞ
ﾗ
ﾝ
ﾀﾞ

屋
上

外
階
段

3
階
、
屋

上

屋
上
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災
害

時
等
に
お

け
る

自
動
車

教
習

所
一
時
使
用

等
に
関

す
る
協

定
 

 （
協
定

の
趣
旨

）
 

第
１
条

 
こ
の

協
定

は
、
富
士
市
内
で
地
震
等
に
よ
る
大
規

模
災
害
（
武
力
攻

撃
事
態
又

は

緊
急

対
処
事

態
を

含
む
。
以
下
「
災
害
等
」
と
い
う
。
）
が

発
生
し
、
又
は

発
生
す
る

お

そ
れ

が
あ
る

場
合

（
以
下
「
災
害
時
等
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
、
富
士
市
（
以
下
「

市
」

と
い

う
。
）

が
、

富
士
市
内
自
動
車
教
習
所
（
以
下
「
教
習

所
」
と
い
う
。

）
に
対
し

、

施
設

の
一
時

使
用

等
に
関
す
る
協
力
を
要
請
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
を
定

め
る
も
の

と

す
る

。
 

 （
業
務

内
容
）

 

第
２
条

 
こ
の

協
定

に
よ
る
要
請
は
、
災
害
時
等
に
教
習
所

が
対
応
可
能
な
次

の
各
号
に

掲

げ
る

も
の
と

す
る

。
 

（
１
）

住
民
等

が
一

時
的
な
避
難
に
使
用
す
る
場
所
の
提
供

 

（
２
）

市
が
要

請
し

た
救
助
隊
等
の
活
動
拠
点
に
使
用
す
る

場
所
の
提
供
 

（
３
）

教
習
所

周
辺

の
目
視
情
報
の
伝
達
 

（
４
）

Ａ
Ｅ
Ｄ

や
車

両
等
の
提
供
 

（
５
）

そ
の
他

両
者

が
必
要
と
認
め
る
事
項
 

 （
要
請

）
 

第
３
条

 
市
は

、
前

条
各
号
に
関
す
る
業
務
の
必
要
が
あ
る

と
認
め
た
と
き
は

、
教
習
所

に

対
し

そ
の
業

務
を

要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
市

は
、
前

項
の

規
定
に
よ
り
要
請
を
行
う
と
き
は
、
次

の
事
項
を
明
ら
か

に
し
て
文

書

に
よ

り
教
習

所
に

要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急

の
場
合
は
電
話

等
に
よ
り

連

絡
し

、
後
日

、
文

書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）

災
害
等

の
概

要
 

（
２
）

要
請
内

容
、

要
請
の
対
象
と
な
る
地
域
、
施
設
使
用

希
望
期
間
 

（
３
）

担
当
者

連
絡

方
法
 

（
４
）

そ
の
他

必
要

事
項
 

３
 
教

習
所
は

、
市

か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
対
応
が

可
能
な
範
囲
で
要

請
に
応
じ

る

も
の

と
す
る

。
 

 （
費
用

負
担
）

 

第
４
条

 
こ
の

協
定

に
基
づ
く
施
設
の
使
用
は
無
償
と
し
、

水
道
・
電
気
の
費

用
等
施
設

使

用
に

伴
い
通

常
生

じ
る
と
考
え
ら
れ
る
経
費
は
教
習
所
の
負

担
と
す
る
。
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（
損
害

賠
償
責

任
）
 

第
５
条

 
教
習

所
は
、
こ
の

協
定
に
基
づ
く
業
務
実

施
中
に

、
教

習
所

の
責

に
帰
す

る
事
由

に
よ

り
第
三

者
に
損
害
を

与
え
た
と
き
は
、
そ
の

賠
償
の
責
を

負
う

も
の

と
す
る

。
 

 （
連
絡

責
任
者

）
 

第
６

条
 

こ
の

協
定

に
係

る
市

の
連
絡

責
任

者
は
富

士
市

災
害

対
策

本
部
総

括
班
班

長
と
し

、

教
習

所
の
連

絡
責
任
者
は

各
施
設
の
代
表
者
ま
た

は
管
理
者
と

す
る

。
 

 （
協
議

）
 

第
７
条

 
こ
の

協
定
に
定
め

の
な
い
事
項
又
は
こ
の

協
定
に

疑
義

が
生

じ
た

事
項
に

つ
い
て

は
、

そ
の
都

度
、
両
者
が

協
議
の
う
え
定
め
る
も

の
と
す
る
。

 

 （
効
力

）
 

第
８
条

 
こ
の

協
定
は
、
協

定
の
成
立
の
日
か
ら
、

効
力
を

生
ず

る
も

の
と

し
、
両

者
が
文

書
を

も
っ
て

協
定
を
終
了

さ
せ
る
意
思
を
通
知
し

な
い
限
り
、

そ
の

効
力

は
継
続

す
る
も

の
と

す
る
。

 

 

こ
の

協
定
の

締
結
を
証
す

る
た
め
、
本
書
２
通
を

作
成
し
、
両

者
署

名
押

印
の
上

、
各
１

通
を
保

有
す
る

も
の
と
す
る

。
 

  平
成
２

３
年
１

０
月
２
０
日

 

 

富
士

市
永
田

町
１
丁
目
１

０
０
番
地
 
 
 
 

富
士

市
長
 

 
鈴
 
木
 

 
尚
 
 

 
 
 
 
 

  協
定
を

締
結
す

る
富
士
市
内

の
自
動
車
教
習
所
 

協
定
施

設
名

称
 

所
在
地
 

電
話
番

号
 

昭
和
自

動
車
学

校
 

富
士

市
比

奈
字
赫

夜
姫

2
22
0
-
1 

(
0
5
4
5)
3
8
-
01
1
0
 

吉
原
自

動
車
学

校
 

富
士

市
伝

法
9
0
6
-
3 

(
0
5
4
5)
7
1
-
23
4
5
 

静
岡
県

中
央
自

動
車
学
校
 

富
士

市
入

山
瀬
4
-
1-
7
 

(
0
5
4
5)
7
1
-
11
1
0
 

静
岡
県

富
士
自

動
車
学
校
 

富
士

市
柚

木
2
0
7
-
1 

(
0
5
4
5)
6
1
-
61
6
1
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災
害

時
に
お
け

る
応

急
対

策
業
務
に

関
す

る
協
定

書
 

  
富

士
市
（
以

下
「

甲
」
と
い
う

。）
と
公
益
社
団
法
人

日
本
下
水
道

管
路
管

理
業
協
会
中

部
支
部

静
岡
県
部
会
（
以

下

「
乙

」
と

い
う
。
）
は

、
大
規

模
な
地

震
、
風
水
害

そ
の
他
の
災

害
（

以
下
「
大
規
模

災
害

」
と
い

う
。
）
が
発

生
し
、

又
は

、
発

生
す
る

お
そ
れ

が
あ

る
場
合
に
お
け

る
災

害
応
急
対
策
活

動
（
以
下
「

応
急
活

動
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

次
の

と
お

り
協
定

を
締
結

す
る

。
 

 （
目

的
）

 
第

1
条

 
こ

の
協
定

は
、
富
士
市
内

に
お
い
て
、
大
規
模

災
害
に

よ
り
、
下
水
道
施
設
に

甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
場
合

の
緊
急

協
力
に

関
し
て
、
必

要
な
事

項
を
定
め
る

。
 

 （
協

力
要

請
）

 
第

2
条

 
甲

は
、
大
規

模
災
害
が
発

生
し
、
又
は

発
生
す

る
お
そ
れ
が

あ
る
場

合
に
お
い
て

、
緊
急
に

下
水
道
施
設
の

応
急
活

動
に
関

し
て
協
力
が

必
要
と

認
め
た
と
き

は
、
乙

に
対
し
て
応

急
活
動

を
要
請

す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
２
 

甲
は
、
乙
に
対
し
て

応
急
活

動
を
要

請
す
る
と
き
は
、
応
急

活
動
協
力

要
請
書
（
第

1
号
様
式
）

に
よ
り
、
災
害

の
状
況

、
応
急

活
動
日
時
、

応
急
活

動
場
所
、
応

急
活
動

内
容
等
を
指

示
し
て

要
請
す

る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、

緊
急
を

要
す
る

と
き
は
、
口

頭
で
要

請
し
、
そ
の

後
速
や

か
に
当
該
要

請
書
を

提
出
す

る
も

の
と
す
る
。

 
 （
応

急
活

動
の
実

施
）

 
第

3
条

 
乙

は
、
前
条
の
規

定
に
基
づ
き

応
急
活
動
の
要
請
を

受
け
た
と
き

は
、
直

ち
に
応
急
活

動
場
所

に
出

動
し
、

甲
の
職

員
の
指

示
に
基
づ
き

、
応
急

活
動
を
実
施

す
る
も

の
と
す
る
。

た
だ
し

、
応
急

活
動

場
所
に
甲
の
職
員
が
派

遣
さ
れ

て
い
な

い
場
合
は
、

要
請
事

項
に
従
い
、

自
ら
の

判
断
に
よ
り

応
急
活

動
を
開

始
す

る
も
の
と
す
る
。

 
 （
応

急
活

動
の
報

告
）

 
第

4
条

 
乙

は
、
応
急

活
動

終
了
後
、
速
や
か

に
甲
に
対
し
応

急
活
動
実
施

報
告

書
（
第

2
号
様
式

）
を
提
出
す
る
も

の
と
す

る
。

 
 （
費

用
の

負
担
）

 
第

5
条

 
甲

は
、
乙

に
対
し
て
応

急
活
動
に
要

し
た
費

用
を
負

担
す
る
も
の

と
す

る
。

 
２
 

前
項

の
費
用

は
、
災

害
発

生
直
前
時
に
お

け
る

適
正
な
価
格
を

基
準
と
し
て

、
甲
、

乙
協
議
の
う
え
決
定

す
る
も

の
と
す

る
。

 
 （
損

害
賠

償
）

 
第

6
条

 
甲

又
は
乙

は
、
応
急
活
動

に
際
し
、
そ

の
責
め

に
帰
す
べ
き

理
由
に

よ
り
、
こ
の
協

定
の
相

手
方
又
は
第
三

者
に
損

害
を
与

え
た
と
き
は

、
そ
の

賠
償
の
責
め

を
負
う

も
の
と
す
る

。
 

 （
協

力
会

員
名
等

の
報
告

）
 

第
7
条

 
乙

は
、
毎
年

4
月
１
日

現
在
の

協
力

会
員
名

簿
並
び

に
大

規
模
災

害
に
使
用
可

能
な
資
機
材
、
車

両
及
び
人

員
等
を

甲
に
報

告
す
る
も
の

と
す
る

。
 

 （
協

力
事

業
者
の

表
示
）

 
第

8
条

 
乙

は
、
甲
の

承
諾
を
得
て

、
乙

の
事
務

所
及
び

乙
の
会
員
の

事
業
所

に
「
富
士

市
下

水
道
災
害
活
動

協
力

事

業
者
」

の
表
示

を
掲
示
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

 
 （
協

議
）

 
第

9
条

 
こ

の
協
定

に
定
め
の
な

い
事
項
又
は

こ
の
協

定
に
定

め
る
事
項
に

疑
義

が
生
じ

た
と
き
は
、
甲
、
乙
協
議
し

て
定
め

る
も
の

と
す
る
。
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（
有

効
期
限
）

 
第

10
条

 
こ
の
協
定
は
、
平
成
２
５
年
２
月
４
日

か
ら
そ
の

効
力

を
有
す

る
も

の
と
し
、
甲
又

は
乙

が
文
書

に
よ
り

協
定
の

終
了
を

通
知

し
な
い

限
り
、

そ
の

効
力
を

持
続
す

る
。

 
  こ
の

協
定
を
証
す
る
た
め

、
こ

の
協
定

書
を

2
通
作
成

し
、
甲

乙
記

名
押
印

し
、

各
自

1
通
を

保
有
す

る
。

 
  平
成

２
５
年
２
月
４
日

 
  

甲
 

 
富

士
市
永

田
町

1
丁
目

10
0
番
地

 

富
士
市
長

 
鈴

木
 
尚

 

  乙
 

 
浜

松
市
中

区
布
橋
二
丁

目
6
番

1
号

 

公
益
社
団

法
人

 
日
本
下
水
道
管
路
管
理

業
協
会

 

中
部
支
部

 
静

岡
県
部
会

 

部
会

長
 

岡
本

 
彦

一
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災
害
時
相
互
応

援
に

関
す
る
協

定
書

 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
富
士

市
と

雫
石
町

は
（

以
下
「
協

定
自
治

体
」
と
い
う
。
）、

い
ず
れ
か

の
行
政
区
域

に
お
い

て
災
害

対
策

基

本
法
（
昭

和
36

年
法

律
第

2
2
3
号
）
第
２

条
第
１

号
で
規
定
す

る
災
害
が
発

生
し
た
場
合

に
、
被

害
を
受
け
た
自

治
体
（
以

下
「

被
災
自

治
体

」
と
い

う
。）

の
要
請
に
よ
り
、
応
急
対
策

及
び
復
旧
対
策

を
円

滑
に
遂
行
す
る

た
め
、

次
の
と
お

り
協
定

を
締
結

す
る

。
 

（
応
援
の
種
類

）
 

第
２
条
 
応
援

の
種

類
は
、

次
の
と
お
り

と
す
る

。
 

（
1）

食
料

、
飲
料
水
及
び

生
活
必
需
品
並
び
に

そ
の
供
給
に

必
要
な
資
機
材
の

提
供
 

（
2）

被
災

者
の
救
出
、
医

療
及
び
防
疫
並
び
に

施
設
の
応
急

復
旧
に
必
要
な
物

資
及
び

資
機
材

の
提

供
 

（
3）

救
援

及
び
災
害
復
旧

に
必
要
な
職
員
の
派

遣
 

（
4）

被
災

者
を
一
時
的
に

収
容
す
る
た
め
の
施

設
の
提
供
 

（
5）

ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
あ

っ
せ
ん
 

（
6）

児
童

・
生
徒
の
受
け

入
れ
 

（
7）

前
各

号
に
掲
げ
る
も

の
ほ
か
、
要
請
の
あ

っ
た
事
項
 

（
応
援
の
要
請

手
続

き
）
 

第
３
条
 
被
災

自
治

体
は
、

次
の
事
項
を

明
確
に

し
て
、
応
援
を

行
う
自
治
体

（
以
下

「
応

援
自
治

体
」
と
い
う
。）

に
対
し
、

応
援
を

要
請
す

る
も

の
と
す

る
。
 

（
1）

被
害

の
状
況
 

（
2）

前
条

第
1
号
及
び

第
2
号

に
掲
げ
る
応
援
を

要
請
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
物
資
及
び

資
機

材
の
種
類
、
品
名
、

数
量
等
 

（
3）

前
条

第
3
号

掲
げ
る
応
援

を
要
請

す
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、

職
員
の

職
種
、
人
数

及
び
業

務
内
容
 

（
4）

前
条

第
4
に

掲
げ
る
応
援

を
要
請

す
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、

世
帯
数

及
び
人
数
 

（
5）

応
援

場
所
及
び
応
援

場
所
へ
の
経
路
 

（
6）

応
援

の
期
間
 

（
7）

前
号

に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
必
要
な
事

項
 

（
応
援
の
実
施

）
 

第
４
条
 
前
条

の
規

定
に
よ

り
応
援
を
要

請
さ
れ

た
自
治
体
は
、

極
力
こ
れ
に

応
じ
る

も
の

と
す
る

。
 

２
. 

応
援

自
治
体
は
前
条

の
規
定
に
よ
る
被
災

自
治
体
か
ら

の
応
援
要
請
が
な

い
場
合

に
お
い

て
も

、
大
規

模
な
災

害
が
発
生

し
た
こ

と
が
明

ら
か

な
場
合

は
、
自

ら
の
判
断
に
基

づ
き

自
主
応

援
活

動
を
実

施
す
る

も
の
と
す
る
。
 

３
．
応
援
自
治

体
は
、
災

害
直

後
に
お
い
て

職
員
等

を
派
遣
す
る

場
合
は
、
派
遣
職
員

自
ら
消

費
ま

た
は
使
用
す
る
物

資
等
を
携

行
さ
せ

る
も
の

と
す

る
。
 

（
応
援
の
た
め

に
派

遣
さ
れ

た
職
員
の
指

揮
）
 

第
５
条
 
応
援

の
た

め
に
派

遣
さ
れ
た
職

員
は
、

被
災
自
治
体
の

長
の
下
に
活

動
す
る

も
の

と
す
る

。
 

（
経
費
の
負
担

）
 

第
６
条
 
応
援

に
要

す
る
経

費
は
、
原
則

と
し
て

被
災
自
治
体
の

負
担
と
す
る

。
 

２
．
被
災
自
治

体
が
前

項
に

規
定
す
る
経
費

を
支
弁
す
る

暇
が
な
く
、
立

替
支

弁
を
要

請
し
た

場
合

は
、
応
援
を
要

請

さ
れ
た
自

治
体
は

、
一
時

立
替

支
弁
す

る
も
の

と
す
る
。
 

（
連
絡
担
当
部

局
）
 

資
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第
7
条
 
協
定
自
治

体
は
、

相
互
応

援
の

窓
口
と

し
て
連

絡
担
当
部
局

を
定
め

、
連
絡

責
任

者
を
置

く
も
の
と

す
る
。
 

２
．
連

絡
担

当
部
局

は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
災
害

が
発
生

し
た
と

き
は

、
速
や
か
に

緊
密
な
情

報
交
換

を
行
う

も
の

と
す
る

。
 

（
体
制
の
整
備
）
 

第
８
条
 
協
定
自
治

体
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
応
援
を
円
滑
に
行
う
た
め

、
必
要

な
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も

の

と
す
る
。
 

第
９
条
 
協
定
自
治

体
は
、
こ
の

協
定
に

基
づ
き
応
援

が
円
滑

に
行

わ
れ
る

よ
う

地
域
防
災
計
画
そ
の

他
必
要

な
資
料

 

を
相
互
に

交
換
す

る
と
と

も
に
、
災
害
対
策
に
係
る
情
報
を
随
時
交
換
し
、
災
害
対

策
に

つ
い
て

研
究
す
る
も
の
と

す
る
。
 

（
細
目
協
定
）
 

第
1
0
条
 
こ
の
協

定
の
細

目
に

つ
い
て

は
、
別

に
定
め
る
。

 

（
有
効
期
間
）
 

第
1
1
条
 
こ
の
協

定
の
有

効
期

間
は
、
協
定
を

締
結

し
た
日
か

ら
2
0
14

年
（
平

成
2
6
年
）
３

月
31

日
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、

こ
の
期

間
満
了

の
日

の
1
月

前
ま
で

に
協

定
自
治
体
の
い

ず
れ
の

自
治

体
か
ら

申
し
出

が
な

い
と
き

は
、

こ
の
期
間

は
更
に

３
年
間

延
長

す
る
も

の
と
し

、
そ

の
後
に
お
い
て

期
間
満

了
し

た
と
き

も
、
同

様
と

す
る
。
 

（
疑
義
の
解
決
）
 

第
1
2
条
 
こ
の
協

定
に
定

め
な

い
事
項

及
び
こ

の
協
定
に
関

し
て

疑
義
が

生
じ

た
と
き

は
、
そ

の
都

度
甲
、

乙
協
議

し
て
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 

こ
の
協
定

の
成
立

を
証
す

る
た

め
、
本

書
2
通

を
作

成
し
、
双
方
署

名
押
印

の
上

、
そ
れ

ぞ
れ

1
通
を
保
有
す

る
。
 

 

20
1
3
年

（
平
成

2
5
年
）
 
7
月
 
3
0
日
 

  

静
岡
県

富
士
市

永
田

町
一
丁

目
1
00

番
地
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

富
 

 
士
 
 
市
 

富
 
士

 
市
 

長
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

岩
手
県

岩
手
郡

雫
石

町
千
刈

田
5
番

地
1 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

雫
 

 
石
 
 
町
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

雫
 

石
 
町
 
長
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災
害
時
に
お
け
る
傷
病
者

等
の
搬
送
業
務
及
び
情
報
通

信
に
関
す
る

協
定

書
 

  
富

士
市

（
以

下
「

市
」

と
い

う
。
）

と
商

業
組

合
静

岡
県

タ
ク

シ
ー

協
会

富
士

・
富

士
宮

支
部

（
以

下
「

タ
ク

シ
ー

協
会

富
士
・
富

士
宮

支
部

」
と
い

う
。
）
と

は
、
市

内
に

お
い

て
生

じ
た

大
規

模
な

災
害
（

地
震
、
風

水
害
、

そ
の

他
の

災
害

を
含

む
。
）

発
生

時
に

お
け

る
傷

病
者

等
の

搬
送

業
務

及
び

情
報

通
信

に
係

る
協

力
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締
結

す
る

。
 

 

（
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
富

士
市

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

、
市

が
行

う
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

係
る

タ
ク

シ
ー

協
会

富
士

・
富
士

宮
支

部
の

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

２
 

前
項

に
規

定
す
る

災
害

に
は

、
集

団
的

に
死

傷
者

等
が

発
生

す
る

大
規

模
な

車
両

事
故

、
航

空
機

事
故

そ
の

他
の

重
大

な
事

故
を
含

む
。
 

 

（
協

力
要

請
）
 

第
２

条
 

市
は

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
医

療
救

護
活

動
を

行
う

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、

タ
ク

シ
ー

協
会

富
士
・
富

士
宮

支
部
に

対
し

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

業
務

へ
の

協
力

を
要

請
す

る
。 

 
 

傷
病

者
及

び
医
療

従
事

者
の

医
療

救
護

所
及

び
医

療
機

関
へ

の
緊

急
搬

送
 

 
 

タ
ク

シ
ー

協
会
富

士
・
富

士
宮
支

部
に

所
属

す
る

事
業

者
の

無
線

局
及

び
無

線
通

信
体

系
（

タ
ク

シ
ー

無

線
）

に
よ

る
情

報
通
信
 

 
 

前
２

号
に

定
め
る

も
の

の
ほ

か
、

市
が

必
要

と
認

め
る

も
の
 

 

（
要

請
手

続
）
 

第
３

条
 

市
は
、
タ

ク
シ

ー
協

会
富

士
・
富

士
宮

支
部

に
対
し

て
前

条
の

規
定

に
よ

り
協

力
を

要
請

す
る

場
合

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

書
面

に
よ

り
行

う
。

た
だ

し
、

書
面

で
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

口
頭

で
要

請
し

、
事
後

速
や

か
に

書
面

を
送

達
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

要
請

の
理

由
 

 
 

要
請

す
る

車
両
台

数
 

 
 

要
請

の
期

間
 

 
 

配
車

場
所
 

 
 

そ
の

他
必

要
な
事

項
 

 

（
協

力
の

実
施

）
 

第
４

条
 

タ
ク

シ
ー
協

会
富

士
・
富
士

宮
支

部
は

、
第

２
条

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

市
か

ら
協

力
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、
可

能
な

範
囲

で
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
費

用
負

担
）
 

第
５

条
 

第
２

条
各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
業

務
に

要
す

る
費

用
（

以
下
「

費
用
」
と

い
う

。）
に

つ
い

て
は
、

市
が

負
担

す
る

。
 

２
 

費
用

の
金

額
は
、
第

２
条

各
号
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

業
務

を
実

施
し

た
日

に
お

け
る

通
常

価
格

を
基

礎
と

し
て

、
市

及
び

タ
ク
シ

ー
協

会
富

士
・

富
士

宮
支

部
で

協
議

の
上

決
定

す
る

。
 

 

（
費

用
の

支
払

い
）
 

第
６

条
 

タ
ク

シ
ー
協

会
富

士
・
富

士
宮

支
部
は

、
災

害
が

収
束

し
た

時
点

で
、
書

面
に
よ

り
費

用
の

支
払

い
を

市
に

請
求

す
る

。
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２
 

市
は

、
前
項

の
規

定
に

よ
る

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、
タ

ク
シ

ー
協
会

富
士
・
富

士
宮

支
部

に
対

し
速

や
か

に
当

該
請

求
に

係
る
費

用
を

支
払

う
。
 

 

（
損

害
補

償
）
 

第
７

条
 

市
は

、
第

２
条

の
規

定
に
よ

り
要

請
し

た
業

務
（

以
下
「

要
請

業
務

」
と

い
う

。
）
に

従
事

し
た

者
が

、

こ
れ

が
た

め
死

亡
し
、
負

傷
し
、
又

は
障
害

の
状

態
と

な
り

損
害

を
被

っ
た

と
き

は
、
災
害

救
助

法
の

規
定

に

基
づ

き
、
そ

の
損

害
を

補
償
す

る
。
な
お

、
災

害
救

助
法
の

規
定

が
適

用
さ

れ
な

い
場

合
は
、
同

法
に
準

じ
て

市
が

支
給

す
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 

要
請

業
務

に
従
事

し
た

こ
と

に
よ
り

、
車

両
に
損

害
が

発
生

し
た

と
き

は
、

市
及

び
タ

ク
シ

ー
協

会
富

士
・

富
士

宮
支

部
で

協
議
の

上
、

補
償

額
を

決
定

し
、

市
が

支
給

す
る

。
 

 

（
平

時
の

対
応

）
 

第
８

条
 

市
は

災
害
時

に
お

け
る

市
と
タ

ク
シ

ー
協
会

富
士

・
富

士
宮

支
部

と
の

間
の

連
絡

方
法

を
整

備
す

る
。
 

 

（
協

定
の

効
力

）
 

第
９

条
 
こ

の
協

定
の

期
間
は

、
締

結
の

日
か

ら
平

成
2
6
年

３
月

31
日

ま
で

と
す

る
。
た

だ
し

、
こ

の
期

間
満

了
の

日
の

3
0
日

前
ま

で
に

、
市

及
び
タ

ク
シ

ー
協
会

富
士

・
富

士
宮

支
部

い
ず

れ
か

ら
も

、
そ

れ
ぞ

れ
相

手

方
に

対
し

て
申

出
が
な

い
と

き
は

、
さ
ら

に
１

年
間

延
長
す

る
も

の
と

し
、
そ

の
後
に

お
い

て
期
間

満
了

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す
る

。
 

 

（
疑

義
の

解
決

）
 

第
1
0
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都
度

、
市

及
び

タ
ク

シ
ー

協
会
富

士
・

富
士

宮
支

部
で

協
議

し
て

定
め

る
。
 

  

こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る

た
め
、
本

協
定

書
２

通
を

作
成

し
、
市

及
び
タ

ク
シ

ー
協

会
富

士
・
富

士
宮

支
部

で
記

名
押

印
の

上
、
各

自
１

通
を

保
有
す

る
。
 

  

平
成

２
５

年
８

月
２
日
 

  

富
士

市
永

田
町

１
丁
目

１
０

０
番

地
 

 

富
士

市
長
 

 
 
 
鈴

 
木

 
 
尚
 

  

商
業

組
合

 
静

岡
県
タ

ク
シ

ー
協

会
 

富
士

・
富

士
宮

支
部
 

支
部

長
 
 

富
士

市
本

町
１

２
番
４

号
 

岳
南

自
動

車
株

式
会
社

 
代

表
取

締
役

 
 

 
 

米
 

山
 

 
政

 
司
 



資
料
８
－

３
９

 

 

災
害
時

等
に
必
要

な
資
機
材

の
調
達

に
関

す
る
協

定
書
 

  
富

士
市

長
 

鈴
木

尚
（

以
下

「
甲
」

と
い
う

。
）

と
株

式
会

社
ナ

ガ
ワ
（

以
下
「

乙
」

と
い
う

。
）
と

は
、

災
害

時

に
必

要
な

資
機
材
（
以

下
「
資

機
材

」
と

い
う

。
）
の

調
達

に
関

し
、
次
の

と
お
り

協
定
を

締
結

す
る
。

 

 （
協

力
要

請
）
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  

第
１

条
 

甲
は

、
富

士
市

内
に

災
害
が

発
生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ
が

あ
り
、

資
機

材
を
調

達
す
る

必
要

が
あ

る

 
と

認
め

る
と
き
は
、

乙
に
対

し
そ

の
保

有
す

る
資
機

材
の

供
給

を
要
請
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
調

達
資

機
材
の
範
囲

）
 

第
２

条
 

甲
が

乙
に

供
給

を
要

請
す
る

資
機
材

は
、

仮
設

ハ
ウ

ス
、

暖
房
機

器
、
冷

却
機

器
、
そ

の
他
乙

が
保

有
す

る

資
機
材

の
う
ち
、
甲

が
指
定

す
る
資
機

材
と
す
る

。
た

だ
し
、

応
急

仮
設

住
宅
に
つ

い
て
は
、

本
協

定
か
ら
除
く

。
 

（
要

請
の

方
法
）

 

第
３

条
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
要
請

は
、
第

１
号

様
式

の
文

書
を

も
っ
て

行
う
も

の
と

す
る
。

た
だ
し

、
文

書
を

も

っ
て
要

請
す
る
い
と

ま
が
な

い
と
き
は

、
口
頭
で

要
請

し
、
そ

の
後

速
や

か
に
文
書

を
交
付
す

る
も

の
と
す
る
。

 

（
引

き
渡

し
及
び
返
却

）
 

第
４

条
 

資
機

材
の

引
き

渡
し

及
び
返

却
の
場

所
は

、
甲

が
指

定
す

る
も
の

と
し
、

甲
は

、
当
該

場
所
に

職
員

を
派

遣

 
し

、
資

機
材
を
確
認

の
上
、

引
き

取
り

及
び

返
却
を

す
る

も
の

と
す
る
。

 

２
 

甲
は

、
乙
が
指
定

す
る
書

式
に

必
要

な
事

項
を
記

入
の

上
、

資
機
材
を

賃
借
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
賃

借
料

）
 

第
５

条
 

賃
借

料
（

運
賃

及
び

次
項
に

規
定
す

る
損

害
保

険
に

要
す

る
金
額

を
含
む

。
以

下
同
じ

。
）
は

、
災

害
発

生

直
前

時
に

お
け
る

適
正
な

価
格
（

災
害
発

生
前

の
取

引
に

つ
い

て
は
、

取
引

時
の
適

正
な
価

格
）
を

基
準

と
し
て
、

甲
乙
協

議
し
て
定
め

る
。

 

２
 

乙
は

、
甲
に

引
き
渡

す
資

機
材
の
紛
失
等

に
備

え
、
資
機
材
の

損
害
保
険
に

加
入
す

る
も
の
と
す
る
。
 

３
 

資
機

材
が
紛

失
等
し

た
場

合
は
、
前
項

の
損
害

保
険
で
対
応

す
る

。
た
だ
し

、
損
害
保
険
で

対
応
で
き
な
い
破
損
等

に
つ
い

て
は
、

原
則
と
し
て

甲
の
負

担
と
す
る
。
 

（
賃

借
料

の
支
払
）

 

第
６

条
 

甲
は
、
乙
の

請
求
に

基
づ

き
、

速
や

か
に
前

条
の

賃
借

料
を
支
払

う
も
の

と
す
る

。
 

（
保

有
数

量
の
報
告
）

 

第
７

条
 
乙
は
、

こ
の
協
定
の

成
立
の

日
及

び
毎

年
４

月
１
日
現

在
の

資
機
材
の
保

有
数

量
を

第
２

号
様

式
「

資
機
材

 

保
有
数

量
報
告
書
」

に
よ
り

甲
に
報
告

す
る
も
の

と
す

る
。
 

（
有

効
期

間
）

 

第
８

条
 

こ
の

協
定

は
、

締
結

の
日
か

ら
、
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と
し

、
甲
又

は
乙

が
文
書

を
も
っ

て
協

定
の

解

除
を
通

知
し
な
い
限

り
、
そ

の
効
力
を

持
続
す
る

。
 

（
協

議
）

 

第
９

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い
事

項
又
は

こ
の

協
定

に
つ

い
て

疑
義
が

あ
る
事

項
に

つ
い
て

は
、
そ

の
都

度
甲

乙

協
議
し

て
定
め
る
。

 

  
こ

の
協

定
の
成
立
を

証
す
る

た
め

、
本

書
２

通
を
作

成
し

、
甲

乙
記
名
押

印
の
上

、
各
自

そ
の

１
通
を
保
有
す
る

。
 

資
料
８
－

３
９
 

 

 

 
 

平
成
２
５
年
 
６

月
 
３

日
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

甲
 

 
富
士

市
永
田
町
１
丁

目
１
０

０
番
地

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
富

士
市
長

 
 
鈴

 
木
 
 
尚

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

乙
 

 
埼
玉

県
さ
い
た
ま
市

大
宮
区

桜
本
町

一
丁

目
１
０

番
地

１
７

号
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
株
式
会
社
 

ナ
ガ

ワ
 
 

 

代
表
取
締
役

社
長

 
高
 
橋
 
 
修

 



資
料
８

－
４
０
 

 

災
害
の

発
生
時
に
お

け
る
輸

送
業
務
等
の

協
力
に

関
す
る
協
定

書
 

  
富
士
市

（
以
下
「
甲

」
と
い
う

。
）
と
一

般
社
団
法
人
静
岡

県
ト
ラ

ッ
ク
協
会

（
以
下
「

乙
」

と
い
う

。）
は
、

次
の
と
お

り
、
災
害
が

発
生
し

又
は

発
生
す

る
恐
れ

が
あ
る
場
合

に
お

い
て
、
甲
が
乙
に
対
し

て
要
請

す
る

物
資

等
の
緊
急

・
救
援

輸
送
等

の
協

力
に
関

す
る
協

定
を
次
の
と
お

り
締

結
す
る

。
 

 

（
趣
旨

）
 

第
１
条
 

こ
の
協

定
は
、
静
岡

県
内

に
災
害

が
発
生

し
又
は
発
生

す
る

恐
れ
が
あ
る
場

合
に

お
い
て
、
甲
か

ら
乙

に
対
し

て
行
う

災
害

時
等
の

物
資
の

緊
急
・
救
援
輸

送
業
務
等
に
関
す
る
協
力
要

請
に

対
し
必
要
な

事
項
を
定

め
る
。
 

 

（
業
務

の
内
容

）
 

第
２
条
 

甲
が
乙

に
対
し

協
力

要
請
す

る
業
務

は
、
次
の
各
号

に
掲

げ
る
と

お
り

と
す
る

。
 

（
１
）
物

資
の
緊

急
・
救

援
輸

送
（
車

上
受
け

、
車
上
渡
し
を

原
則

と
す
る

。
）
 

（
２
）
資

機
材
の

提
供
 

（
３
）
緊

急
・
救

援
輸
送

業
務

に
関
す

る
情
報

収
集
 

  
（
輸
送

等
）
 

第
３
条
 

乙
又
は

乙
の
会

員
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
要

請
を

受
け
た

と
き
は
、
可
能

な
範
囲
に
お
い

て
協
力
し
、

輸
送
業

務
等
を

行
う

よ
う
努

め
る
。
 

 （
要
請
の

手
続
き

）
 

第
４
条
 

甲
は
、
第
２
条

の
規

定
に
よ
り
要
請

す
る

と
き
は
、
緊
急
・
救
援

輸
送

要
請
書
（
様
式

１
）
を
乙
に
提

出
す
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 
前
項

の
規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、
緊

急
を
要

す
る

等
や
む
を
得

な
い

と
き
は
、
甲
は

、
口
頭
又
は
電
話
等
に
よ

り
要
請

を
乙
又

は
乙

の
会
員

に
行
う

こ
と
が
で
き

る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て

、
甲
は

、
事
後
す

み

や
か
に

緊
急
・

救
援

輸
送
要

請
書
を

乙
に
提
出
す

る
も
の

と
す
る
。
 

３
 
甲
は

、
乙
の

会
員
に

直
接

要
請
し

た
と
き

は
、
乙
に
対
し

そ
の

旨
を
報

告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

４
 
乙
は

、
甲
の
要

請
に
よ

り
輸
送
業
務

を
行
っ

た
と

き
は
、
輸
送
内
容

を
緊
急
・
救
援
輸
送

実
施
報

告
書
（

様

式
２
）

に
よ
り

甲
に

提
出
す

る
も
の

と
す
る
。
 

５
 
前
４

項
を
行

う
た
め

、
甲

及
び
乙

は
、
本
協

定
に
関

す
る
担
当
部

署
等
を

定
め
る
と
と

も
に
、
電

話
番
号
そ

の
他
連

絡
に
必

要
な

事
項
を

連
絡
体

制
表
（
様
式

３
）
に

よ
り
あ
ら
か

じ
め
相
互
に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  
（

経
費

の
負

担
）

 

第
５
条
 

第
２
条

の
規
定

に
よ

る
要
請

業
務
に

係
る
経
費
の
う

ち
、
甲
の

負
担
す
る
額
は
、
災
害

が
発

生
す
る
直

前
に
お

け
る
国

が
告

示
し
た

標
準
的

な
運
賃
及
び

附
帯
す

る
料
金
と
し

、
使
用
し
た
資

機
材
費
用
に
つ
い
て

は
、

甲
乙
協

議
し
て

定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 

資
料
８

－
４
０
 

 

（
損
害
賠
償
）
 

第
６
条
 

甲
は
、
そ
の
責
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
、
事
業
用
自

動
車

及
び
作

業
時

に
使
用

す
る
資
機
材
を
損
傷
又

は
滅
失
し
た
時
は
、
そ
の
損

害
を
補

償
す

る
。
 

  
（
災
害

補
償
）
 

第
７
条
 

甲
は
、
甲
の
指
示
に
よ
り
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
以
外
の
業

務
に
従

事
し

た
乙
の

会
員
が

、
業

務
に
従
事
し
た
こ
と
に
起
因

し
、
当
該
乙
の
会
員
の
責
に
帰
す

る
こ

と
が
出
来
な

い
事
由

に
よ
り

死
亡

し
、
負

傷
し
、
若
し
く

は
疾

病
に

か
か

り
、

又
は
障

害
の

状
態

と
な
っ

た
と

き
は

、「
富
士

市
消

防
団

員
等

公
務
災
害

補
償
条
例
（
昭

和
4
1
年
富

士
市

条
例

第
4
2号

）」
に
基
づ
き
そ
の
損

害
を

補
償

す
る

。
た

だ
し

、
甲
は
、
当
該

従
事
者
（
乙
の

会
員
）
が
他
の
法
令
等
に
よ
り
療
養
そ
の
他
の
給
付
若
し
く
は
補

償
を
受

け
た
と

き
、
又
は
事

故
の
原
因
と
な
っ
た
第
三
者

か
ら
の

損
害

賠
償
を

受
け
た

と
き
は

、
同

一
の
事
故
に

つ
い
て

は
、
こ

れ
ら
の

価

格
の
限
度
に
お
い
て
損
害
賠

償
の
責

を
免

れ
る
。
 

 （
協
定
の
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 

こ
の
協

定
の
有

効
期

間
は
、
協
定
締

結
の

日
か
ら
令
和
３
年
３
月
３

１
日
ま

で
と

す
る
。
た
だ
し

、
有

効
期
間
満
了
の
３
０
日
前
ま

で
に
、
甲

又
は
乙

が
こ

の
協
定
を
終
了

す
る
旨
の
意

思
表

示
を
書
面
を

も
っ
て

し

な
い
限
り
は
、

期
間

満
了

の
翌

日
か

ら
起
算

し
て

１
年

間
、
こ

の
協

定
と

同
一

の
条
件

を
も

っ
て

更
新
さ
れ
、

以
降
同
様
と
す
る
。
 

 

（
疑
義
等
の
決
定
）
 

第
９
条
 

こ
の
協

定
に
定

め
の

な
い
事

項
に
つ

い
て

は
、
当
該
運

送
事

業
者
が

定
め
た
運
送

約
款
（
標

準
貨
物
自

動
車
運
送
約
款

を
含

む
。
）

を
準
用

す
る

ほ
か
、

疑
義

が
生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙
協

議

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 附
則
 

 
 
本
協

定
発
効

と
同
時

に
平

成
２
６

年
４
月

２
３

日
付
で
締
結
し

た
緊
急

物
資

荷
さ
ば

き
・
輸

送
業

務
に
関
す

る
協
定
書
は
、
そ
の
効
力
を

失
う
。
 

 こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る

た
め
、
本
協
定
書
２

通
を
作

成
し
、
甲

乙
が
そ

れ
ぞ

れ
記
名

押
印
の

上
、
各
自

１
 

通
を
保
有

す
る
も

の
と
す

る
。
 

  
令
和
３

年
 
１

月
１
９

日
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
甲

 
富
士
市
永
田

町
１
丁

目
１

０
０
番

地
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
富
士

市
長
 

 
 小

 
長
 井

 
 義

  
正
 

 

乙
 

静
岡

県
静
岡

市
駿
河

区
池

田
１
２

６
－
４
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
一
般
社
団
法

人
静
岡

県
ト

ラ
ッ
ク

協
会
 

会
 

 
長

 
 
佐

 
 
野
 

  
 
寛
 



資
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災
害

又
は
事
故
に
お
け
る

測
量
設
計

等
業
務

委
託
に
関

す
る

協
定
書
 

 

富
士
市

（
以
下

「
甲

」
と
い

う
。
）
と

一
般

社
団
法

人
静
岡

県
測
量

設
計

業
協
会

（
以

下
乙

」
と

い
う

。
）
と
は

、
地

震
、

津
波
及

び
風
水

害
又

は
事
故

に
よ

り
甲
の

所
管

す
る
道

路
、
河

川
及

び
急

傾
斜

地
崩
壊

防
止

な
ど
の
施

設
等
（

以
下

「
公
共

土
木

施
設

等
」
と

い
う

。
）
に

災
害

が
発

生
し
た

場
合
又
は

そ
の

お
そ
れ
が

あ
る
場
合
の
測
量
、
設
計
、
用
地
測
量
及
び

用
地
調
査

業
務
（
以
下

「
測

量
設
計
等

業
務

」
と
い
う

。）
の
実

施
に
つ
い

て
次
の
と
お

り
協
定
を
締
結
す
る
。
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 

こ
の

協
定
は
、

異
常
な
天
然
現
象
や
予
期
で
き
な
い
事
故
に

よ
り
災
害

が
発
生
し
た

場
合

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
、

社
会

の
混

乱
を

防
止

し
円

滑
な

市
民

の
救

助
活

動
及

び
災

害
復

旧
活

動
に

資
す

る
た

め
、

甲
が

乙
の

協
力

を
得

て
災

害
応

急
復

旧
工

事
又

は
緊

急
的

な
事

故
応

急
対

策
等

に
必

要
な

測
量

設
計

等
業

務
を

迅
速

に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
公

共
土

木
施

設
等
の

機
能
の
確

保
又
は
回
復
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す

る
。
 

（
対
象
と

な
る

災
害

) 

第
２
条
 

こ
の

協
定
の
対

象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基

づ
く
富
士

市
災
害
対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
た

場
合

若
し

く
は

地
震

、
津

波
、

風
水

害
そ

の
他

の
異

常
な

天
然

現
象

又
は

予
期

で
き
な

い
事
故
に

よ
る
も
の
で
甲
が
必
要
と
認

め
る
場
合

の
災
害
と
す
る
。
 

（
応
急
対

策
業

務
協
力
者

) 

第
３

条
 

本
協

定
に

賛
同

で
き

る
協

会
員

を
応

急
対

策
業

務
協

力
者

（
以

下
「

協
力

者
」

と
い

う
。）

と
す
る
。
 

２
 
乙
は

協
力

者
を
と
り

ま
と
め
た
名
簿
を
協
定
締
結
後
、
速
や
か
に

甲
に
提
出

す
る
も
の
と

す
る

。
 

３
 
前
項

の
名

簿
の
内
容

に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か

に
名
簿
を

修
正
し
た
上

で
甲

に
提
出

す
る
も
の

と
す
る
。
 

４
 
第
８

条
の

規
定
に
よ

り
、
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合

に
は
、
乙

は
、
第
２
項

の
名

簿
を
毎

年
６
月
１

日
ま
で
に
甲
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る

。
 

５
 
前
３

項
に

定
め
る
場

合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名

簿
等
の
提

出
を
求
め
る

こ
と

が
で
き

る
も
の
と

す
る
。
 

（
業
務
実

施
要

請
）
 

第
４
条
 

甲
が

緊
急
に
測

量
設
計
等
業
務
の
実
施
を
必
要
と
し
、
協
力

者
の
中
か

ら
当
該
業
務

の
受

託
者

を
決

定
し

た
場

合
、

甲
は

、
業

務
実

施
要

請
書

に
よ

り
必

要
な

測
量

設
計

等
業

務
の

実
施

資
料

８
－

４
１
 

を
受
託

者
に
要
請
す
る
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
第
１

項
の

業
務
実

施
要
請
書
は
２
通
作

成
し
、
甲
と
受

託
者
が

各
自
そ
の

１
通
を
保
管
す
る
も

の
と
す

る
。
 

３
 
第
１

項
の

要
請
は

、
緊
急
を
要
す
る
場

合
に
は
電
話
等

の
通
信

手
段
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す

る
が
、
こ
の
場
合
も

遅
滞
な

く
業

務
実

施
要
請
書

を
交
わ
す
も
の
と

す
る
。
 

（
業
務
の

実
施

）
 

第
５
条
 

受
託

者
は
、

前
条
の
規
定
に
よ
る

甲
の
要
請
が
あ

っ
た
と

き
に
は
、

甲
の
指
示
に
従
い
、

速
や
か

に
必
要
な
測
量
設
計

等
業
務

に
着

手
す

る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
前
項

の
測

量
設
計

等
業
務
の
範
囲
は
、

当
該
要
請
の
あ

っ
た
公

共
土
木
施

設
等
の
機
能
確
保
又

は
回
復

に
係
る
必
要
最
小
限

の
業
務

と
す

る
。
 

３
 
受
託

者
が

当
該
業

務
を
行
う
に
あ
た
っ

て
は
、
二
次
災

害
に
対

し
十
分
注

意
し
て
作
業
を
進
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

当
該

作
業

の
関

係
者

の
ほ

か
、

付
近

住
民

、
通

行
者

、
通

行
車

両
等
の

第
三
者
の
安
全
確
保

に
も
特

段
の

注
意

を
払
う
も

の
と
す
る
。
 

４
 
受
託

者
は

、
業
務

従
事
者
が
労
働
者
災

害
補
償
保
険
法

の
適
用

を
受
け
ら

れ
る
よ
う
手
続
を
行

う
も
の

と
す
る
。
 

５
 
受
託

者
は

、
業
務

内
容
が
判
定
で
き
る

よ
う
な
写
真
等

の
資
料

を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
業
務

の
進
捗

状
況
及
び
完
成
を
甲

あ
て
書

面
に

て
適

宜
報
告
す

る
も
の
と
す
る
。
 

（
業
務
委

託
契

約
の
締

結
）
 

第
６
条
 

甲
は

、
受
託

者
と
遅
滞
な
く
随
意

契
約
を
締
結
す

る
も
の

と
す
る
。
 

（
実
施
細

目
）
 

第
７
条
 

こ
の

協
定
に

お
い
て
規
定
さ
れ
た

書
類
等
の
様
式

や
実
施

に
関
す
る

細
目
は
、
実
施
細
目

で
定
め

る
。
 

（
協
定
の

効
力

）
 

第
８

条
 

こ
の

協
定
の

期
間
は

、
協

定
締
結

の
日
か
ら

平
成

26
年
3
月

31
日

ま
で

と
す

る
。
た
だ

し
、

こ
の

期
間

満
了

の
日

の
3
0
日

前
ま

で
に

、
甲

乙
い

ず
れ

か
ら

も
そ

れ
ぞ

れ
相

手
方

に
対

し
て

文

書
に

よ
り

異
議

の
申

出
が

な
い

と
き

は
、

更
に

１
年

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に
お

い
て

期
間
満

了
し
た
と
き
も
同
様

す
る
。
 

（
疑
義
の

解
決

）
 

第
９
条
 

こ
の

協
定
に

定
め
の
な
い
事
項
及

び
こ
の
協
定
に

関
し
て

疑
義
が
生

じ
た
と
き
は
、
そ
の

都
度
甲

乙
協
議
し
て
定
め
る

も
の
と

す
る

。
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上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自
そ
の

１
通

を
所
持
す

る
。
 

  
平
成
2
5
年
1
2
月
1
2日

 

 

(
甲
)
 
静
岡
県
富

士
市
永

田
町
1
丁
目
1
00
番
地
 

 
 
 
 
 
 
 

 
富
士
市
長
 
鈴
木
 

尚
 

 

(
乙
)
 
静
岡
市
葵

区
常
磐

町
２
丁
目

1
3番

４
号
 

一
般
社
団
法
人
 
静

岡
県
測
量
設
計
業

協
会
 

 
 

会
 
長
 
 
鶴
田
 
忠
男
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大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

司
法

書
士

相
談

業
務
の

支
援

に
関

す
る

協
定

書
 

 富
士

市
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）

と
静

岡
県

司
法

書
士

会
（

以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）

は
、

富
士

市

内
に

大
規

模
な

地
震

、
風

水
害

そ
の

他
の

災
害

が
発

生
し

た
場
合

（
以

下
「

災
害

時
」

と
い

う
。

）
に

お

け
る

被
災

者
支

援
の

た
め

、
必

要
な

司
法

書
士

業
務

（
以

下
「
司

法
書

士
業

務
」

と
い

う
。

）
に

関
し

て
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。
 

 

 
（

趣
旨

）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

混
乱

す
る

被
災

地
に

お
い

て
被

災
者

を
支

援
す

る
た

め
、

甲
の

要
請

に
基

づ
き

乙
が

実
施

す
る

司
法

書
士

業
務

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

要
請

）
 

第
２

条
 

甲
は

、
大

規
模

な
災

害
時

に
富

士
市

災
害

対
策

本
部

等
を

設
置

し
、

か
つ

、
富

士
市

内
に

災
害

救
助

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
１

８
号

）
が

適
用

さ
れ

た
場

合
で

、
司

法
書

士
業

務
の

必
要

性
が

生

じ
た

と
き

は
、

乙
に

対
し

て
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

乙
は

、
甲

か
ら

支
援

要
請

を
受

け
た

場
合

は
、

速
や

か
に

相
談

担
当

司
法

書
士

（
以

下
「

相
談

員
」

と
い

う
。

）
の

派
遣

計
画

を
策

定
し

甲
に

報
告

す
る

。
 

３
 

乙
は

、
前

項
に

規
定

す
る

派
遣

計
画

に
基

づ
き

、
甲

が
指

定
す

る
相

談
窓

口
に

相
談

員
を

派
遣

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
（

司
法

書
士

業
務

の
範

囲
）

 

第
３

条
 

前
条

の
規

定
に

よ
る

甲
の

要
請

に
よ

り
、

相
談

員
が

行
う

司
法

書
士

業
務

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務
と

す
る

。
 

 
 

相
続

に
関

す
る

相
談

 

 
 

不
動

産
登

記
及

び
商

業
・

法
人

登
記

に
関

す
る

相
談

 

 
 

不
在

者
財

産
管

理
制

度
及

び
相

続
財

産
管

理
制

度
に

関
す

る
相

談
 

 
 

成
年

後
見

制
度

に
関

す
る

相
談

 

 
 

そ
の

他
司

法
書

士
法

に
定

め
る

業
務

に
関

す
る

相
談

 

 
（

要
請

手
続

等
）

 

第
４

条
 

第
２

条
に

規
定

す
る

甲
の

要
請

は
、

業
務

の
内

容
、

場
所

及
び

期
間

そ
の

他
必

要
事

項
等

を
明

ら
か

に
し

た
別

紙
「

大
規

模
災

害
時

支
援

協
力

要
請

書
」

（
以

下
「

要
請

書
」

と
い

う
。

 
）

に
よ

り

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

要
請

書
を

も
っ

て
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

電
話

等
の

通
信

手

段
又

は
口

頭
に

よ
り

行
い

、
そ

の
後

速
や

か
に

要
請

書
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

乙
は

、
前

項
に

規
定

す
る

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

要
請

を
実

施
す

る
た

め
の

措
置

を
行

う
と

と
も

に
、

そ
の

措
置

の
状

況
を

甲
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
（

災
害

時
の

体
制

整
備

等
）

 

第
５

条
 

乙
は

、
災

害
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

必
要

と
認

め
る

と
き

は
、

甲
の

要
請

に
直

ち
に

対
応

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

乙
は

、
前

項
の

体
制

を
確

保
す

る
た

め
、

連
絡

体
制

、
連

絡
方

法
及

び
連

絡
手

段
に

つ
い

て
、

あ
ら

か
じ

め
業

務
責

任
者

を
定

め
、

業
務

に
支

障
を

来
さ

な
い

よ
う

平
時

か
ら

連
絡

調
整

に
努

め
る

も
の

と

す
る

。
 

３
 

乙
は

、
甲

か
ら

要
請

を
受

け
た

場
合

に
お

い
て

、
乙

の
み

で
対

応
で

き
な

い
と

き
は

、
甲

、
乙

協
議

の
上

、
乙

の
関

係
団

体
に

支
援

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

 



資
料
８

－
４

２
 

  
（

費
用

負
担

）
 

第
６

条
 

第
３

条
に

規
定

す
る

司
法

書
士

業
務

で
必

要
と

な
る
人

件
費

及
び

物
件

費
は

、
乙

が
負

担
す

る

も
の

と
す

る
。

 

 
（

相
談

者
の

負
担

）
 

第
７

条
 

甲
の

要
請

に
基

づ
く

司
法

書
士

業
務

は
無

料
と

し
、
相

談
者

は
負

担
を

負
わ

な
い

。
 

 
（

資
料

の
交

換
及

び
協

議
）

 

第
８

条
 

甲
及

び
乙

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く

業
務

が
円

滑
に
行

え
る

よ
う

、
随

時
、

次
に

掲
げ

る
資

料

を
交

換
す

る
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

協
議

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
地

域
防

災
計

画
 

 
 

 
被

災
地

想
定

資
料

 

 
 

 
そ

の
他

必
要

な
資

料
 

 
（

損
害

の
補

償
）

 

第
９

条
 

甲
の

要
請

に
基

づ
く

司
法

書
士

業
務

を
行

う
際

に
、
乙

の
会

員
が

負
傷

し
、

疾
病

に
か

か
り

、

又
は

死
亡

し
た

場
合

に
お

け
る

災
害

補
償

に
つ

い
て

は
、

甲
は

負
担

を
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 
（

連
携

）
 

第
１

０
条

 
乙

は
、

甲
の

要
請

に
基

づ
く

司
法

書
士

業
務

を
行
う

際
、

他
機

関
等

と
連

携
し

て
業

務
を

行

う
必

要
が

あ
る

場
合

、
甲

、
他

機
関

等
と

調
整

を
行

っ
た

上
で

、
業

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
（

協
議

）
 

第
１

１
条

 
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
甲

、
乙

協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 
（

有
効

期
間

）
 

第
１

２
条

 
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

の
成

立
し

た
日
か

ら
平

成
２

７
年

３
月

３
１

日
ま

で
と

す

る
。

た
だ

し
、

期
間

満
了

日
前

に
こ

の
協

定
の

解
除

又
は

変
更

に
つ

い
て

、
甲

と
乙

か
ら

何
ら

か
の

意

思
表

示
が

な
い

と
き

は
、

こ
の

協
定

は
更

に
１

年
間

延
長

さ
れ

る
も

の
と

し
、

そ
の

後
も

同
様

と
す

る
。

 

  
こ

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、
甲

、
乙

署
名

押
印

の
上

、
そ

れ
ぞ

れ
１

通

を
保

有
す

る
。

 

  
 

平
成

２
６

年
８

月
２

７
日

 

 

 

 
 

 
 

 
（

甲
）

 
富

士
市

永
田

町
１

丁
目

１
０

０
番

地
 
 

富
士

市
長

 
 

小
 
長

 
井

 
義

 
正

 

  

（
乙

）
 

静
岡

市
駿

河
区

稲
川

一
丁

目
１

番
１

号
 

静
岡

県
司

法
書

士
会

 
 

会
長

 
 
 
 
 
 
西

 
 
川

 
 

浩
 

之
 

資
料

８
－
４

３
 

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
被
災
者
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
書
 

  
富
士
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
静
岡
県
行
政
書
士
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

と
は
、
富
士
市
内
に

大
規
模
な
地
震
、
風
水
害
そ
の
他
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
災
害
時
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
被
災

者
支
援
に
必
要
な
行
政
書
士
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

 

 

（
目
的
）

 

第
１
条
 

こ
の
協
定
は
、
混
乱
す
る
被
災
地
に
お
い
て
被
災
者
を
支
援
す
る
た
め
、
甲
の
要
請
に
基
づ
き
乙

 

及
び
乙
の
会
員
が
行
う
行
政
書
士
業
務
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
要
請
）

 

第
２
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
、
か
つ
、
富
士
市
内
に
災
害
救
助
法
（
昭
和
２
２
年
法

律
第
１
１
８
号
）
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
行
政
書
士
業
務
の
必
要
性
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
に
対

し
て
協
力
を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
行
政
書
士
業
務
の
範
囲
）

 

第
３
条
 
甲
の
要
請
に
よ
り
乙
及
び
乙
の
会
員
が
行
う
行
政
書
士
業
務
は
、
行
政
書
士
法
（
昭
和
２
６
年
法
律

第
４
号
）
第
１
条
の
２
及
び
第
１
条
の
３
に
定
め
る
業
務
並
び
に
別
紙
「
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
被
災
者

支
援
協
定
に
関
す
る
提
言
書
」
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

 

(1
) 
乙
に
よ
る
被
災
者
支
援
相
談
窓
口
の
設
置

 

(2
) 
甲
へ
の
乙
の
会
員
の
派
遣

 

(3
) 
そ
の
他
甲
が
必
要
と
認
め
る
業
務

 

（
要
請
手
続
等
）

 

第
４
条
 
第
２
条
の
要
請
は
、
業
務
の
内
容
、
場
所
、
期
間
そ
の
他
必
要
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
別
紙
「
大
規

模
災
害
時
支
援
協
力
要
請
書
」（

以
下
「
要
請
書
」
と
い
う
。）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
要
請

書
を
も
っ
て
要
請
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
電
話
等
の
通
信
手
段
又
は
口
頭
に
よ
り
行
い
、
そ
の
後
速
や

か
に
要
請
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
乙
は
、
前
項
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
要
請
に
基
づ
く
行
政
書
士
業
務
を
実
施
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置
の
状
況
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
災
害
時
の
体
制
整
備
等
）

 

第
５
条
 
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

甲
の
要
請
に
直
ち
に
対
応
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
乙
は
、
前
項
の
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
連
絡
体
制
及
び
連
絡
方
法
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
業
務
責
任

者
を
定
め
、
業
務
に
支
障
を
来
た
さ
な
い
よ
う
平
時
か
ら
連
絡
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
乙
は
、
甲
か
ら
要
請
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
乙
の
み
で
対
応
で
き
な
い
と
き
は
、
甲
、
乙
協
議
の
上
、

乙
の
関
係
団
体
に
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

（
費
用
の
負
担
）

 

第
６
条
 
第
３
条
の
行
政
書
士
業
務
で
必
要
と
な
る
人
件
費
及
び
物
件
費
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 



資
料
８
－

４
３
 

（
相
談
者
の
負
担
）

 

第
７
条
 
甲
の
要
請
に
基
づ
く
行
政
書
士
業
務
は
無
料
と
し
、
相
談
者
は
負
担
を
負
わ
な
い
。

 

（
資
料
の
交
換
及
び
協
議
）

 

第
８
条
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
行
政
書
士
業
務
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
随
時
、
次
の
資
料
を
交
換

す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

(1
) 
地
域
防
災
計
画

 

(2
) 
被
災
地
想
定
資
料

 

(3
) 
そ
の
他
必
要
な
資
料

 

（
損
害
の
補
償
）

 

第
９
条
 
甲
の
要
請
に
基
づ
く
行
政
書
士
業
務
を
行
う
際
に
、
乙
の
会
員
が
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は

死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
災
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
甲
は
負
担
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

 

（
協
議
）

 

第
10

条
 
こ
の
協
定
に
定
め
が
な
い
事
項
又
は
こ
の
協
定
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
甲
、
乙

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
有
効
期
間
）

 

第
11

条
 
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
は
、
協
定
の
成
立
し
た
日
か
ら
平
成
２
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
期
間
満
了
日
前
に
こ
の
協
定
の
解
除
又
は
変
更
に
つ
い
て
、
甲
と
乙
の
い
ず
れ
か
ら
も
何
ら
か
の

意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
協
定
は
更
に
１
年
間
延
長
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
後
こ
の
例
に
よ
る
。

 

  

こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
署
名
押
印
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
１
通
を
保

有
す
る
。

 

  平
成
２
５
年
７
月
２
日

 

  

（
甲
）
富
士
市
永
田
町
１
丁
目
１
０
０
番
地

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
富

  
士

  
市

  
長
 
 
 
 
鈴
 
木
 
 
尚

  
 

  
（
乙
）
静
岡
市
葵
区
駿
府
町
２
番
１
１
３
号

 
 静

岡
県
行
政
書
士
会
 
会
長
 
岸
本
 
敏
和

 

  

資
料

８
－

４
４
 

大
規
模
災
害
時

に
お
け
る
医

療
救
護
活
動
の
実

施
に

関
す
る
協
定

書
 

  
富

士
市

（
以

下
「
市

」
と

い
う

。
）

と
学

校
法

人
森

島
学

園
 
富

士
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

専
門

学
校

（
以

下
「

富
士

リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ

ョ
ン
学

校
」
と

い
う
。
）
と
は

、
富
士

市
内

に
大
規

模
な

地
震
、
風

水
害

、
そ

の

他
の

災
害

が
発

生
し
た

場
合
（

以
下
「

災
害

時
」
と

い
う
。
）
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
の

実
施

に
関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締
結

す
る

。
 

 

（
目

的
）
 

第
１

条
 

本
協

定
は
、

富
士

市
地

域
防
災

計
画
に

基
づ

き
災

害
時

の
傷

病
者

等
の

救
命

及
び

救
護

を
図

る
た

め
、
市

の
要
請

に
よ
り

、
富

士
リ
ハ
ビ

リ
テ

ー
シ
ョ

ン
学
校

の
学

生
（

以
下
「

学
生

」
と
い

う
。
）
が

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
し

て
参
加

す
る

医
療

救
護

活
動

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
体

制
の

確
保

）
 

第
２

条
 

富
士

リ
ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
学

校
は
、

本
協

定
の

十
分

な
運

用
を

図
る

た
め

、
学

生
に

対
し

、
本

協
定

の
内

容
に

つ
い

て
啓

発
を

行
う

と
と

も
に

、
災
害

時
に
開

設
さ

れ
る

医
療

救
護

所
で

の
医

療
救

護
活

動
の

補
助

業
務

を
担

う
「

富
士

市
医

療
救

護
所

サ
ポ
ー

タ
ー
」

へ
の

学
生

の
登

録
を

取
り

ま
と

め
、

登
録

者
を

市
に

報
告

す
る
も

の
と

す
る

。
 

 （
協

力
の

要
請

）
 

第
３

条
 

市
は

、
災
害

時
に

医
療

救
護
活

動
を
行

う
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

医
療

救
護

所
に

お
け

る
業

務
に

つ
い

て
、

富
士

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ

ン
学

校
に

協
力

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

傷
病

者
の

ト
リ
ア

ー
ジ

補
助
 

 
 

傷
病

者
の

応
急
処

置
補

助
 

 
 

治
療

待
機

者
及
び

既
治

療
者

の
経

過
観

察
補

助
 

 
 

前
３

号
に

定
め
る

も
の

の
ほ

か
、

医
療

救
護

所
運

営
責
任

者
が

必
要

と
認
め

る
も

の
 

２
 

前
項

の
要

請
は
、「

富
士

市
医

療
救

護
所

サ
ポ

ー
タ
ー

」
登
録

済
の

学
生

に
対

し
、
富

士
市

職
員

防
災

情

報
メ

ー
ル

及
び

富
士
市

同
報

無
線

等
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。
 

 
 （
協

力
の

実
施

）
 

第
４

条
 

前
条

の
要
請

を
受

け
た

「
富
士

市
医
療

救
護

所
サ

ポ
ー

タ
ー

」
登

録
済

の
学

生
は

、
自

ら
の

被
災

状
況

等
を

勘
案

し
可
能

な
範

囲
で

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
損

害
補

償
）
 

第
５

条
 

市
は

、
医
療

救
護

活
動

を
原
因

と
し
て

学
生

が
負

傷
し

、
疾

病
し

若
し

く
は

死
亡

し
た

と
き

又
は

障
害

の
状

態
と

な
っ

た
と

き
は

、
市

民
活

動
総

合
補
償

制
度
の

適
用

範
囲

内
で

必
要

な
損

害
補

償
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

 

（
有

効
期

間
）
 

第
６

条
 
本

協
定

の
有

効
期

間
は

、
締

結
日

か
ら
平

成
２

７
年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

期
間

満
了

日
の

３
０

日
前
ま

で
に

、
本

協
定

の
解

除
又

は
変

更
に

つ
い

て
、

両
者

の
い

ず
れ

か
ら

も
何

ら
か

の

意
思

表
示

が
な

い
と
き

は
、

さ
ら

に
１

年
間

延
長

す
る

も
の

と
し

、
以

後
も

同
様

と
す

る
。
 



資
料

８
－

４
４

 

 

（
疑

義
の

解
決

）
 

第
７

条
 

本
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
本

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都
度

、
両

者

が
協

議
し

て
定

め
る
も

の
と

す
る

。
 

  

本
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、

両
者

が
そ

れ
ぞ

れ
記

名
押

印
の

上
、

各
１

通
を

保
有

す
る

。
 

  

平
成

２
６

年
１

２
月
１

９
日
 

                       富
士

市
永

田
町

１
丁
目

１
０

０
番

地
 

 
 

 
 

 
 

  
富

士
市

伝
法

２
５
２

７
番

地
の

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
学
校

法
人

森
島

学
園
 

富
士

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン

専
門

学
校
 

  

富
士

市
長

 
 

小
長
井

 
義

 
正

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

理
事

長
 

 
森

 
島
 

宏
 
光
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

資
料

８
－
４

６
 

下
水
道

施
設

に
お

け
る

災
害

時
緊

急
応

援
に

関
す

る
協

定
書

 

   
富

士
市
（

以
下
「

市
」
と

い
う

。
）
と

株
式

会
社

ウ
ォ

ー
タ

ー
エ

ー
ジ

ェ
ン

シ
ー
（

以
下
「

協
力

者
」

と
い

う
。
）

と
は

、
地

震
、
風

水
害

そ
の

他
の

自
然

災
害

に
よ

り
、

市
の

所
管

す
る

下
水

道
施

設
（

処

理
場

及
び

マ
ン

ホ
ー

ル
ポ

ン
プ
）

が
被

災
し

た
場

合
（

以
下

「
災

害
時

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

緊
急

応
援

に
関

し
、

下
水
道

法
第
１

５
条
の

２
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。
 

 （
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
市

が
協

力
者
に

対
し

て
要

請
す
る

緊
急

応
援

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。
 

（
応

援
要

請
）
 

第
２

条
 

市
は

、
災

害
時

に
お
い

て
実
施

す
る

下
水

道
施
設

の
災

害
応

急
対

策
に

協
力

者
の

応
援

が
必

要
で

あ
る

と
判

断
し
た

と
き

は
、

協
力

者
に

対
し

応
援
要
請

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

協
力

者
は

、
前
項

の
応
援
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
特

段
の

事
情

が
な

い
限

り
、
そ
の

と
き

に
お

け
る

協
力

者
の

規
模
及

び
能

力
に

応
じ

て
こ

れ
に

協
力
す
る

も
の

と
す

る
。
 

（
応

援
要

請
の

手
続
き

）
 

第
３

条
 

前
条

に
基
づ

く
応
援

要
請
は

、
災

害
時

の
状

況
に

よ
り

最
善

か
つ

迅
速

、
正

確
な

手
段

と
判

断
さ

れ
る

通
知

方
法
に

よ
り

市
よ

り
協

力
者

に
行

う
も
の
と

し
、
口

頭
に

よ
る

通
知

の
場

合
は

、
市

は
要

請
後

に
「

災
害

時
緊

急
応

援
要

請
書

」
（

様
式
第

１
号

）
に

よ
り

協
力

者
に

正
式

な
要

請
を

行

う
。

 

（
応

援
要

員
の

派
遣
）
 

第
４

条
 

協
力

者
は
前

条
の
規

定
に
よ

り
応

援
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、
速

や
か

に
第

５
条

に
規

定

す
る

緊
急

応
援

活
動
業

務
を

行
う

体
制

を
整

え
、
必

要
な
人

員
、
資

機
材

等
を

出
動

さ
せ
、
市

が
行

う
復

旧
作

業
に

協
力
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に
よ

る
緊
急

応
援
活

動
業

務
に

あ
た

り
、
協

力
者

は
、
市

の
職
員

の
指

示
に

従
う

も

の
と

す
る

。
 

（
緊

急
応

援
活

動
業
務

）
 

第
５

条
 

協
力

者
が

行
う

緊
急
応

援
活

動
業

務
（

以
下

「
応

援
業

務
」

と
い

う
。
）

は
概

ね
次

の
と

お

り
と

す
る

。
 

 
（

１
）

 
下

水
道
施

設
の
被

害
状
況

調
査
 

 
（

２
）

 
簡

易
な
施

設
の
応

急
修
繕

の
実

施
及

び
施

設
修

繕
工

事
の

立
会

い
 

 
（

３
）

 
下

水
道
施

設
の
運

転
操
作
 

 
（

４
）

 
前

各
号
に

掲
げ
る

も
の
の

ほ
か

特
に

市
か

ら
要

請
の

あ
っ

た
事

項
 

（
実

施
体

制
）
 

第
６

条
 

市
及

び
協
力

者
は
、
災

害
情

報
の

伝
達

を
正

確
に

行
う

た
め

、
こ

の
協
定

締
結

後
速
や

か
に



資
料
８
－

４
６

 

災
害

対
策

連
絡

網
を
整

備
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
補

償
）
 

第
７

条
 

こ
の

協
定
に

基
づ

い
て

応
援

業
務

に
従

事
し

た
協

力
者

の
従

業
員

が
、
応

援
業

務
に

起
因

し

て
負

傷
若

し
く

は
罹

患
、

死
亡

（
以

下
併

せ
て

「
業

務
災

害
」

と
い

う
。
）

し
た

場
合

の
補

償
に

つ

い
て

は
、
協

力
者
の

責
任

に
お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。
但

し
、
業

務
災

害
の

原
因

が
市
の

職
員

の

指
示

に
よ

る
場

合
に
は

、
市

の
責

任
に

お
い

て
補

償
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

（
費

用
負

担
）
 

第
８

条
 

こ
の

協
定
に

基
づ

き
、
協

力
者

が
応

援
業

務
の
実

施
に

あ
た

り
要

し
た

費
用

は
市

が
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
報

告
事

項
）
 

第
９

条
 

協
力

者
は
応

援
業

務
終

了
後

、
市

に
対

し
て
文
書

に
よ

り
次

の
事

項
に

つ
い

て
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

１
）

 
作

業
の
日

時
及

び
場

所
 

 
（

２
）

 
作

業
内
容
 

 
（

３
）

 
作

業
で
必

要
と

し
た

資
材

及
び

員
数
 

 
（

４
）

 
そ

の
他
必

要
事

項
 

（
損

害
の

賠
償

）
 

第
１

０
条

 
協

力
者
は

応
援

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
、
協
力

者
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

り
市

又
は

第
三

者
に

損
害

を
与
え

た
場

合
に

は
、
市

か
ら

必
要
な

指
示

を
受

け
、
協

力
者

の
責

任
と

負
担
に

お

い
て

処
理

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

応
援

業
務

の
実
施

に
あ

た
り

、
市

、
協

力
者

双
方
の
責

に
帰

す
べ

か
ら

ざ
る

事
由

に
よ

り
第

三
者

に
損

害
を

与
え

た
場
合

、
又

は
市

若
し
く

は
協

力
者

の
保
有

す
る

機
械

器
具

等
に

損
害

が
生

じ
た

場

合
に

は
、

そ
の

処
置
に

つ
い

て
、

市
、

協
力

者
協

議
し

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。
 

（
防

災
訓

練
等

）
 

第
１

１
条

 
協

力
者
は

、
災

害
時

に
お

け
る

応
援

業
務

が
円

滑
に

遂
行

で
き

る
よ

う
、
市

の
行
う

防
災

訓
練

等
に

積
極

的
に
参

加
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
協

定
期

間
）
 

第
１

２
条

 
こ

の
協
定

の
期

間
は

、
協

定
締

結
の

日
か

ら
平

成
２

９
年

３
月

３
１

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し

、
期

間
満

了
の

1
ヶ

月
前

ま
で
に

、
市

、
協

力
者

の
一

方
か

ら
相

手
方

に
対

し
、
更

新
拒
絶

の

申
し

出
が

な
い

場
合
、

こ
の

協
定

は
１

年
間

更
新

す
る

も
の

と
し

、
以

降
も

同
様

と
す

る
。
 

（
そ

の
他

）
 

第
１

３
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

や
各

条
項

に
疑

義
が

生
じ

た
場

合
に

は
、
市

、
協

力
者

双

方
に

よ
る

協
議

の
う
え

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。
 

（
違

反
し

た
場

合
の
処

置
）
 

第
１

４
条

 
市

と
協
力

者
の

い
ず

れ
の

当
事

者
も

、
他
方
の

当
事

者
が

こ
の

協
定

上
の

義
務

に
違

反
し

、

３
０

日
間

の
期

間
を
定

め
て

催
告

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
な

お
そ

の
期

間
内

に
違

反
事

項
の

是
正

資
料

８
－
４

６
 

を
行

わ
な

い
と

き
は
、

相
互

協
議

の
上

、
こ

の
協

定
を
解
除

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

  
 

こ
の

協
定

を
証
す

る
た
め

、
本
書

２
通

を
作

成
し

、
市
、
協

力
者

記
名

押
印

の
う

え
、
各
自

そ
の

 

１
通

を
保
有

す
る

。
 

  平
成

２
８

年
 
７

 
月

 １
 
日
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

所
 

在
 
地

 
 
富

士
市

青
島

町
１

９
１

番
地
 

市
 

 
 

 
 

 
 

 
氏
 

 
 
名

 
 
富

士
市

長
 

 
小

長
井

 
義

正
 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
所
 

在
 
地

 
 
東

京
都

新
宿

区
東

五
軒

町
３

番
２

５
号
 

協
力

者
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
株

式
会

社
ウ

ォ
ー

タ
ー

エ
ー

ジ
ェ

ン
シ

ー
 

 
 

 
 

 
 

 
氏
 

 
 
名

 
 
代

表
取

締
役

社
長

 
 

榊
原

 
秀

明
 

 
 



 
 
 
 
資
料
８
－
４
７

 

災
害

時
に

お
け

る
下

水
道

電
気

設
備

の
応

援
協

定
に

関
す

る
協

定
書

 

  
富

士
市

（
以

下
「

市
」

と
い

う
。
）

と
株

式
会

社
東

芝
 
静

岡
支

店
（

以
下

「
協

力

者
」

と
い

う
。
）

は
、

協
力

者
が

平
成

2
7
年

5
月

8
日

付
で

提
出

し
た

「
富

士
市

下
水

道
電

気
設

備
の

災
害

協
力

行
動

の
提

案
」
に

基
づ

く
災

害
復

旧
活

動
を

実
施

す

る
こ

と
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

 

 （
協

力
要

請
）

 

第
１

条
 

市
は

、
富

士
市

内
に

地
震

被
害

、
風

水
害

及
び

そ
の

他
の

災
害
（

以
下
「

災

害
」

と
い

う
。
）

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
と

き
は

、
協

力
者

に
対

し
、
協

力
者

が
施

工
し

た
下

水
道

電
気

設
備

の
被

害
状

況
調

査
、
応

急
復

旧

作
業

及
び

災
害

の
状

況
に

応
じ

た
災

害
復

旧
活

動
（

以
下
「

復
旧

活
動

」
と

い
う

。
）

の
実

施
に

つ
い

て
、

協
力

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

市
は

、
協

力
者

に
対

し
前

項
の

協
力

を
要

請
す

る
と

き
は

、
復

旧
活

動
日

時
、

復
旧

活
動

場
所

、
復

旧
活

動
内

容
及

び
そ

の
他

必
要

と
認

め
る

事
項

に
関

し
て

、

要
請

書
（

第
１

号
様

式
）

を
も

っ
て

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

緊
急

の

場
合

は
口

頭
で

要
請

し
、

そ
の

後
速

や
か

に
要

請
書

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
協

力
）

 

第
２

条
 

協
力

者
は

、
前

条
の

協
力

要
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、
復

旧
活

動
に

従
事

し
、

資
機

材
、

車
両

及
び

労
力

の
提

供
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

  
（

協
力

体
制

の
整

備
）

 

第
３

条
 

協
力

者
は

、
第

１
条

に
規

定
す

る
復

旧
活

動
を

実
施

す
る

た
め

、
毎

年
４

月
１

日
現

在
の

協
力

体
制

、
緊

急
時

の
連

絡
体

制
、
資

機
材

及
び

車
両

等
の

一
覧

表
を

市
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

協
力

者
は

、
前

項
の

一
覧

表
に

お
い

て
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

、
遅

滞
な

く
文

書
に

よ
り

市
に

届
け

出
る

も
の

と
す

る
。

 

  
（

活
動

の
実

施
）

 

第
４

条
 

協
力

者
は

、
第

１
条

の
協

力
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
速

や
か

に
指

定
の

集
合

場
所

に
出

動
し

、
市

の
職

員
の

指
示

に
基

づ
き

、
復

旧
活

動
を

実
施

す
る

も

の
と

す
る

。
 

  
（

活
動

報
告

）
 

第
５

条
 

協
力

者
は

、
復

旧
活

動
を

行
っ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
市

に
対

し
報

告
書

（
第

２
号

様
式

）
を

も
っ

て
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 
 

 
資

料
８
－
４
７

 

  
（

費
用

の
負

担
）

 

第
６

条
 

市
の

要
請

に
よ

り
、
協

力
者

が
復

旧
活

動
に

要
し

た
費

用
は

、
市

の
定

め

る
基

準
に

よ
り

、
市

が
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  
（

費
用

の
支

払
い

）
 

第
７

条
 

市
は

、
第

５
条

の
報

告
書

を
確

認
し

、
適

正
と

認
め

た
と

き
は

、
協

力
者

の
請

求
に

よ
り

、
前

条
の

費
用

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

 

  
（

労
災

補
償

）
 

第
８

条
 

復
旧

活
動

に
よ

り
協

力
者

の
従

業
員

が
負

傷
し

、
疾

病
に

か
か

り
、
又

は

死
亡

し
た

場
合

は
、

協
力

者
の

労
災

保
険

等
に

よ
り

補
償

す
る

も
の

と
す

る
。

 

  
（

定
め

の
な

い
事

項
の

処
理

）
 

第
９

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

市
、

協
力

者
協

議
の

上
、

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

 

  
（

有
効

期
間

）
 

第
１

０
条

 
こ

の
協

定
は

、
協

定
の

成
立

の
日

か
ら

実
施

し
、
期

間
は

協
定

の
成

立

の
日

か
ら

１
年

と
す

る
。
た

だ
し

、
こ

の
協

定
の

満
了

前
日

ま
で

に
市

又
は

協
力

者
か

ら
協

定
解

除
の

申
し

出
が

な
い

と
き

は
、
さ

ら
に

１
年

間
延

長
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

後
に

お
い

て
も

同
様

と
す

る
。

 

  
こ

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、
市

、
協

力
者

記
名

押
 

印
の

上
、

各
自

１
通

を
保

有
す

る
。

 

  

平
成

２
７

年
６

月
２

２
日

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市
 

 
静

岡
県

富
士

市
青

島
町

１
９

１
番

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
富

士
市

長
 

 
小

長
井

 
義

正
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

協
力

者
 

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

追
手

町
３

－
１

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
静

岡
信

用
日

生
ビ

ル
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式

会
社

東
芝

 
静

岡
支

店
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 
 
 

資
料

８
－

４
７

 

 

富
士
市
下

水
道
電
気
設
備

の
災
害

協
力

行
動
の
提
案

 

 １
．

協
力

者
：

株
式
会

社
東

芝
 

静
岡

支
店
 

２
．

協
定

者
：

富
士
市

（
富

士
市

下
水

道
事

業
）
 

３
．

想
定

災
害

：
地
震

災
害

ほ
か

、
津

波
、

風
水

害
、

火
山

活
動

そ
の

他
の

自
然

災
害

な
ど

。
 

４
．

目
的

：
保

安
処
置

及
び

応
急

復
旧

作
業

の
協

力
と

す
る

。
 

５
．

協
力

内
容
 

 
 

・
警

戒
宣

言
時
に

お
け

る
基

幹
施

設
の

点
検

及
び

保
安

処
置
 

 
 

・
下

水
道

電
気
設

備
の

被
害

状
況

調
査

、
応

急
復

旧
作

業
 

 
 

・
復

旧
資

機
材
の

提
供

協
力
 

６
．

対
象

設
備

：
主
に

㈱
東

芝
が

施
工

し
た

電
気

設
備
 

 
 

・
対

象
機

場
 

 
 

 
１

）
富

士
市
西

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
 

 
 

 
２

）
富

士
市
東

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
 

 
 

・
対

象
機

器
 

 
 

 
１

）
受

変
電
設

備
、

自
家

発
電

設
備
 

 
 

 
２

）
監

視
制
御

設
備
 

 
 

 
３

）
運

転
操
作

設
備
 

 
 

 
４

）
ポ

ン
プ
動

力
設

備
 

ほ
か
 

 
 

・
そ

の
他

、
市
の

要
請

す
る

電
気

設
備

等
に

つ
い

て
も

臨
機

応
変

に
対

処
す

る
。
 

７
．

業
務

体
制
 

 
 
・
㈱

東
芝

 
静

岡
支

店
に

窓
口

を
設

置
、
大

規
模

災
害
時

は
本

社
に

災
害

対
策

室
を

設
置

す
る

。
 

 
 
・
地

震
等
発

生
に

伴
う

災
害

が
発

生
し

た
時

は
、
速
や

か
に

協
力

体
制

を
図

り
最

優
先

で
協

定
 

者
の

災
害

協
力

業
務
を

行
う

。
 

ア
）
日

常
勤

務
時
間

お
よ

び
勤

務
時

間
外

に
お

い
て

も
災
害

発
生

時
は

、
静
岡

支
店

に
災

害

対
応

窓
口

を
設

置
す
る

。
 

イ
）

社
内

及
び

協
力
会

社
の

安
全

等
を

確
認

し
、

速
や

か
に

協
力

体
制

を
構

築
す

る
。
 

 
 ・

地
震

災
害

に
関

す
る
警

戒
宣

言
発

令
時

及
び

震
度

６
強

以
上

の
地

震
発

生
時

に
お

い
て
は
直

ち
に

災
害

窓
口

を
設
置

し
協

力
体

制
を

図
る

。
 

８
．

協
力

体
制
 

 
 

・
窓

 
口

 
 
 

：
㈱

東
芝

 
静

岡
支

店
 

静
岡

市
葵

区
追

手
町

３
－

１
１
 

 
 

・
社

内
協

力
業
者

：
東

芝
電

機
サ

ー
ビ

ス
 

静
岡

市
葵

区
追

手
町

３
－

１
１
 

 
 

・
社

内
協

力
業
者

：
東

芝
プ

ラ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
 

川
崎

市
 

 
 

・
社

内
協

力
業
者

：
富

士
市

内
に

協
力

会
社

を
設

定
 

９
．

連
絡

体
制

（
要
請

手
続

き
な

ど
）
：

連
絡

体
制
一

覧
表

[
緊

急
時

連
絡

先
]を

参
照
 

 
 

・
電

話
番

号
 
 

：
０

５
４

－
２

７
３

－
４

５
１

５
 

 
 

・
Ｆ

Ａ
Ｘ

 
 
 

：
０

５
４

－
２

５
５

－
３

６
３

９
 

・
そ

の
他

 
 

 
：
衛

星
電

話
、

電
子

メ
ー

ル
 

等
 

協
定

書
補

足
資

料
 

 
 
 
 

資
料

８
－

４
７

 

1
0
．

業
務

の
要

請
、
出

動
 

 
・
日

時
、
場
所
、
内
容

及
び

そ
の

他
必

要
と

定
め

る
事

項
を

記
載

し
た

書
面

で
要

請
を

受
け

る
。
 

 
・

緊
急

時
は

口
頭
依

頼
で

も
良

い
と

し
、

追
っ
て
書

面
要

請
書

を
受

け
る

。
 

 
・
協

力
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
速
や

か
に

協
力

体
制

を
整

え
指

定
の

集
合

場
所

に
出

動
す

る
。
 

1
1
．

連
絡

不
通

時
出
動
 

 
・

地
震

災
害

に
関
す

る
警

戒
宣
言

発
令

時
及
び

震
度

６
強

以
上

の
地

震
が

発
生

し
市

と
連

絡
不

通
時

は
要

請
が

無
く
と

も
技

術
者

を
あ

ら
か

じ
め

指
定

さ
れ

た
場

所
に

出
動

さ
せ

る
。
 

1
2
.
 
費

用
の

負
担

：
協

力
費

用
は

市
の

負
担

と
す
る
。
 

 
・

費
用

は
次

の
と
き

に
発

生
す

る
。
 

 
 

ア
）

市
の

要
請
に

よ
り

協
力

者
の

作
業

員
が
現
地

に
出

動
し

業
務

を
実

施
し

た
と

き
。
 

 
 

イ
）

市
の

要
請
に

よ
り

協
力

者
が

復
旧

資
機
材
の

提
供

協
力

し
た

と
き

。
 

 
・

作
業

を
伴

わ
な
い

被
害

状
況
の

確
認

、
情
報

収
集

及
び

上
記

１
１

項
の

連
絡

不
通

時
出

動
は

協
力

者
の

費
用

と
す
る

。
 

 
・

項
目

１
６

の
日
常

の
災

害
予

防
協

力
は

協
力
者
の

負
担

と
す

る
。
 

1
3
.
 
業

務
の

実
施

：
報

告
書

の
提

出
 

 
・

作
業

後
、

市
指
定

様
式

の
書

面
に

て
報

告
書
を
提

出
す

る
。
 

 
・

作
業

中
に

お
い
て

市
職

員
の

立
会

が
な

い
と
き
は

定
期

的
に

報
告

す
る

。
 

1
4
.
 
被

害
が

生
じ

た
時

の
措

置
 

 
・

市
の

指
示

の
も
と

復
旧

順
位

に
よ

り
実

施
す
る
。
 

1
5
.
 
災

害
補

償
 

 
・

協
力

者
の

労
災
保

険
等

に
よ

り
補

償
す

る
。
 

1
6
.
 
日

常
の

災
害

予
防

協
力
 

 
・

災
害

時
の

緊
急
時

操
作

マ
ニ

ュ
ア

ル
や

点
検
マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

な
ど

協
力

す
る

。
 

1
7
.
 
本

提
案

書
は

協
定

書
の

補
足

資
料

と
し

、
変
更
が

あ
れ

ば
直

ち
に

報
告

す
る

。
 

 

報
告

日
 

平
成

２
７
年

５
月

８
日
 

 静
岡

市
葵

区
追

手
町
３

－
１

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

報
告

者
 

 
株

式
会

社
 

東
芝

 
静

岡
支

店
 

支
店

長
 

 
小

 
暮
 

 
明
 

 担
 

当
 

 
静

岡
水
・

環
境

シ
ス

テ
ム

課
 

 
 

 
 

 
菅

原
 
孝

志
 

電
 

話
 

 
０

５
４
－

２
７

３
－

４
５

１
５
 

     



 
 
 
 

資
料
８
－
４
７

 

富
士

市
下
水

道
電
気
設
備
に
関
す
る
災
害
協

力
行
動
の
提

案
 

  株
式

会
社

東
芝

 
静

岡
支

店
（

以
下

、「
協

力
者

」
と
い

う
。
）
は

、
富

士
市
（

以
下

、「
協

定
者

」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

、
協

力
者

及
び
協

定
者

間
で

平
成

27
年

6
月

22
日

に
締

結
さ

れ
た

「
災

害
時

に
お

け
る

下
水

道
電
気

設
備

の
応

援
協

力
に

関
す

る
協

定
書

」
)
以

下
、
当

該
協
定

書
に

付
随

し
て

締

結
さ

れ
る

覚
書

等
を
含

め
て

、「
協

定
書

」
と
い

う
。
）
に
関

す
る

具
体

的
協

力
行

動
等

を
定

め
る

こ

と
を

目
的

と
し

て
、
以
下

の
通

り
、
こ

の
提

案
書
（

以
下
、「

本
提

案
書

」
と

い
う

。
）
に

よ
り

ご
提

案
致

し
ま

す
。
 

 １
．

 
総

則
 

 
(
1
)
 
本

提
案

書
は
協

定
書

の
補

足
資

料
と

し
、
内
容

に
お

い
て

は
協

定
者

と
協

議
の

上
変

更
す

る

こ
と

が
で

き
る
。
本

提
案

書
を

変
更

し
た

場
合

、
協

力
者
は

遅
滞

な
く

協
定

者
に

変
更

し
た

提
案

書
を

送
付

す
る
。
 

 
(
2
)
 
本

提
案

書
に
定

め
る

も
の

を
除

い
て

は
、

協
定

書
の

内
容

は
な

ん
ら

変
更

さ
れ

な
い

。
 

(
3
)
 
本

提
案

書
に

定
め

る
も

の
を

除
い

て
は

、
用

語
の

定
義

は
協

定
書

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。 

(
4
)
 
本

提
案

書
は

提
案

日
よ

り
有

効
と

し
、
協

定
書
が

効
力

を
失

う
と

同
時

に
本

提
案

書
も

そ
の

効
力

を
失

う
。
 

 ２
．

 
協

力
内

容
 

 
(
1
)
 
復

旧
活

動
の
内

容
 

 
 

 
①

 
対

象
設

備
 

 
 

 
 

 
復

旧
活

動
の

対
象

は
、
以

下
の

㈱
東

芝
が

施
工

し
た

電
気

設
備

と
す

る
。

但
し

、
別

途
 

協
定

者
が

要
請

を
行
っ

た
場

合
は

、
協

力
者

は
可

能
な

限
り

こ
れ

に
応

じ
る

。
 

 
 

 
 

 
ア

 
対

象
機

場
 

・
 
 

富
士

市
西

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
 

・
 
 

富
士

市
東

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
 

 
 

 
 

 
イ

 
対

象
機

器
 

・
 
 

受
変

電
設

備
、

自
家

発
電

設
備
 

・
 
 

監
視

制
御

設
備
 

・
 
 

運
転

操
作

設
備
 

・
 
 

ポ
ン

プ
動

力
設

備
 

 
 

 
②

 
受

入
準

備
 

 
 

 
 

 
災

害
が

発
生

し
た

場
合

又
は

警
戒

宣
言

発
令

等
に

よ
り

災
害

の
発

生
が

具
体

的
に

予
見

さ
れ

た
場

合
、
協

力
者

は
窓
口

を
設

置
し
、
協

定
者
の

要
請

受
入

準
備

を
行

う
。
大

規
模

災
害

時
に

は
、

協
力
者

の
本

社
に

設
置

さ
れ

る
災

害
対

策
室

と
適

宜
連

携
を

取
る

。
 

 
 

 
③

 
非

常
災

害
時

の
受

入
準
備
 

 
 

 
 

 
前

号
の

場
合

に
お

い
て
、
暴

風
雨

時
等

に
お

け
る

非
常

災
害
（

河
川

の
洪

水
や

は
ん

濫
警

戒
、
内

水
位

災
害

等
を
い

う
。
）
の

発
生

が
特

に
想

定
さ
れ

る
場

合
は

、
協

力
者
は

対
象

設
備

へ
の

雨
水

流
入
に

よ
る

浸
水

被
害

を
も

想
定

し
て

、
要

請
受

入
準

備
を

行
う

。
 

 
 
 
 
資
料
８
－
４
７

 

④
 
協
力

要
請

の
方

法
 

 
 
 

 
 

ア
 
協

定
者

は
、

協
力

者
に

協
力

を
要

請
す

る
場

合
は

、
協

力
が

必
要

な
日

時
、

場
所

、
 

対
象

、
復

旧
さ

せ
る

べ
き

設
備

の
優

先
順

位
そ

の
他

協
力
者

の
活

動
に

必
要

な
事

項

を
メ

ー
ル
又

は
書

面
に

よ
り

協
力

者
に
通

知
す

る
。
 

 
 

 
 
 
イ

 
前

項
の

通
知
は
、
メ

ー
ル

又
は

書
面

を
作
成

す
る

暇
の

な
い

緊
急

時
に

は
口

頭
に

よ

る
要

請
で

も
足

り
る
。
こ
の

場
合

、
協

定
者
は

事
後

に
遅
滞

な
く

書
面

に
よ

り
要

請

す
る

。
 

 
 

 
⑤

 
協

力
業

務
 

 
 

 
 

 
協

定
者

か
ら

の
要

請
が
あ

っ
た

場
合

、
協

力
者

は
対

象
設

備
に

関
し

て
以

下
の

復
旧

活

動
を
行

う
。
 

 
 

 
 

 
・

基
幹

施
設

の
点

検
及
び

保
安

処
置
 

 
 

 
 

 
・

下
水

道
電

気
設

備
の
被

害
状

況
調

査
、

応
急

復
旧

作
業
 

 
 

 
 

 
・

復
旧

資
機

材
の

提
供
 

 
 

 
⑥

 
連

絡
不

通
時

出
動
 

 
 

 
 

 
地

震
災

害
に

関
す

る
警
戒

宣
言

発
令

が
な

さ
れ

た
場

合
又

は
震

度
６

強
以

上
の

地
震

が

発
生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

協
定

者
の

具
体

的
指

示
権

限
を

持
つ

者
と

連
絡

が
取

れ
な

い
と
き

は
、

協
力

者
は

協
定

者
か

ら
の

要
請

が
無

く
と

も
協

力
者

の
技

術
者

を
協

定
者

が
あ
ら

か
じ

め
指

定
し

た
場

所
に

出
動

さ
せ

る
。
 

 
(
2
)
 
復

旧
活

動
の
協

力
体

制
 

 
 

 
 

 
・

 
窓

 
口

 
 

 
：
㈱

東
芝

 
静

岡
支

店
 

静
岡

市
葵

区
追

手
町

３
－

１
１
 

・
 

社
内

協
力

業
者
：

東
芝

電
機

サ
ー

ビ
ス

 
静

岡
市

葵
区

追
手

町
３

－
１

１
 

・
 

社
内

協
力

業
者
：

東
芝

プ
ラ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

 
川

崎
市

 

・
 

社
内

協
力

業
者
：

富
士

市
内

に
協

力
会

社
を

設
定
 

 
(
3
)
 
日
常

の
災

害
予

防
協
力
 

 
 

 
協
定

者
は

、
具

体
的

に
災

害
発

生
が

予
見

さ
れ
な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、
日
常

の
災

害
予

防

協
力

と
し

て
、
災
害

時
の
緊
急

時
操

作
マ
ニ
ュ

ア
ル

や
点
検

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

な
ど

に
協

力
す

る
。
 

 ２
．

協
力
者

の
報

告
 

 
(
1
)
 
協
力

者
が

協
定

者
の
職

員
の
立

会
が

な
く

復
旧

活
動

を
行

う
場

合
は
、
適

宜
進
捗

状
況

を
協

定
者

に
報

告
す

る
。
 

 
(
2
)
 
協
力

者
が

復
旧

活
動
を

行
い
こ

れ
が

終
了

し
た

場
合

、
協

定
者

指
定

様
式

の
書
面

に
て

協
定

者
に

報
告

書
を

提
出
す

る
。
 

 ３
．

 
費

用
の

負
担
 

 
 

 
協

定
書

第
６
条
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
以

下
の

各
号

に
定

め
る

費
用

は
、
協

力
者

の
負

担
と

す
る
。
 

 
 

 
 
①
 
作

業
を
伴
わ
な

い
被

害
状

況
の

確
認

、
情

報
収

集
に

要
し

た
費

用
 

 
 

 
②
 
連

絡
不
通
時
出

動
に

要
し

た
費

用
 

 
 

 
③
 
日

常
の
災
害
予

防
協

力
に

要
し

た
費

用
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   提
案

日
 

平
成

２
７
年

１
２

月
１

１
日
 

 

静
岡

市
葵

区
追

手
町
３

－
１

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

報
告

者
 

 
株

式
会

社
 

東
芝

 
静

岡
支

店
 

支
店

長
 

 
小

 
暮
 

 
明
 

 担
 

当
 

 
静

岡
水
・

環
境

シ
ス

テ
ム

課
 

 
 

 
 

 
菅

原
 
孝

志
 

電
 

話
 

 
０

５
４
－

２
７

３
－

４
５

１
５
 

資
料
８

－
４

８
  

広
域
物
資
拠
点
の
代
替
・
補
完
施

設
に
関
す
る

協
定

書
 

 
 静

岡
県
（

以
下

「
甲
」
と
い
う
。
）
、

富
士

市
（
以
下
「

乙
」

と
い

う
。）

及
び

富
士
中

央
青

果
株
式

会
社

（
以
下

「
丙

」
と

い
う

。
）
と

の
間
に

、
大
規
模
災

害
時

に
緊

急
に
必
要
な

食
料

や
生
活
必
需
品
等
の
荷
さ

ば
き
及

び
輸

送
を

行
う

広
域
物
資
拠

点
の
代

替
・
補
完
施
設
（

以
下

「
代
替
・
補
完
施

設
」
と
い
う

。
）
と

し
て
、

岳
南

富
士

地
方

卸
売
市
場
（

以
下
「

卸
売
市
場
」
と
い

う
。
）

を
使

用
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、

次
の

と
お
り

協
定

を
締

結
す

る
。
 

 

（
目
的

）
 

第
１
条

 
丙

は
、
大

規
模
災

害
時

に
お
い

て
、
卸
売

市
場
を
広
域
物
資

拠
点

の
代
替
・
補
完
施
設

と
し
て
甲

及
び

乙
に

使
用

さ
せ
る
も
の
と
す
る

。
た
だ

し
、
被
災

等
に

よ
り

甲
の

定
め
る
広
域
物

資
拠

点
の

使
用

が

で
き

な
い

場
合

及
び
運
営
に
支
障
が

生
じ

た
場
合
に
限

る
。

 

 （
要
請

）
 

第
２
条

 
甲

及
び

乙
は

、
卸
売
市
場
を
使
用
す
る
場
合
は
、
別
紙
１
の
文
書

を
も
っ
て
丙
に
要

請
す
る
も
の

と
す

る
。
た
だ
し
、
文
書

を
も
っ
て
要

請
す

る
い
と

ま
が

な
い

と
き
は
、
電
話

等
で

要
請

し
、
そ

の
後

速

や
か

に
文

書
を

提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

 

 （
承
認

）
 

第
３
条

 
丙

は
、
前
条
の
規
定
に

よ
る
要
請
を
受
け

た
と
き

は
、
卸

売
市

場
の
用
途
又

は
目

的
を
妨
げ
な

い

限
度

に
お

い
て

、
別
紙
２

の
使
用
承
認

書
を
甲
及
び
乙
に
交
付
し
て
、
そ

の
使

用
を
承
認
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ

し
、
文

書
を
も

っ
て
承
認
す

る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
電

話
等

で
承
認
し
、
そ
の
後
速
や
か

に
文

書
を

交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
期
間

）
 

第
４
条

 
卸

売
市

場
の

使
用
の
期
間

は
、
3
0
日
以

内
と
す

る
。

た
だ
し

、
必

要
に

よ
り
、

甲
、
乙
及
び

丙

が
協

議
の

上
、

期
間
の
延
長
が
で
き

る
も

の
と
す
る
。

 

２
 
甲

及
び

乙
は

、
卸
売
市
場
の

使
用
を
終
了
し
た

と
き
は

、
速
や

か
に

丙
に
対
し
そ

の
旨

を
文
書
で
報

告

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
現
状

変
更

の
制

限
）

 

第
５
条

 
甲

及
び

乙
は

、
卸
売
市
場
を
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
は

、
丙
の
承

認
を
得
な
け
れ
ば

卸
売
市
場
の

現
状

を
変

更
す

る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の

と
す
る
。
 

 （
原
状

回
復

義
務

）
 

第
６
条

 
甲

及
び

乙
は

、
使
用
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
使

用
承

認
が
取
り
消
さ
れ
た

と
き

は
、
卸
売

市
場

を
原

状
に

回
復
し
て
返
還
し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い

も
の

と
す

る
。
 



資
料
８
－
４

８
 

（
運

営
へ
の
協
力
）
 

第
７

条
 
丙
は
、
甲
及
び

乙
の
要
請
に

基
づ
き
、
卸
売
市
場
の
付
帯
設
備
や

機
器
の
使
用
及

び
そ
れ
ら
の
操

作
者
の
派
遣
に
関
し
て
、
可

能
な
限

り
協

力
す

る
も
の

と
す
る
。
 

 （
費

用
の
負
担
）
 

第
８

条
 
卸
売
市
場
、
そ
の

他
付
帯
設
備

及
び

機
器
の
使
用

等
に
要
し
た

費
用
は
、
原
則
と

し
て
甲
及
び
乙

の
負
担
と
す
る
。
た
だ
し
、

丙
が
特

に
必

要
な

い
と
認

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い

。
 

２
 

前
項
の
費
用
に
つ

い
て
は
、
甲
、
乙
及
び
丙
が
協

議
の
上

、
決

定
す

る
も
の

と
す
る
。
 

 （
承

認
の
取
消
）
 

第
９

条
 
丙
が
対
象
施

設
を
使
用
す
る
必
要
が
生
じ
た

と
き
又

は
甲

若
し

く
は
乙

に
こ
の
協
定

に
違

反
す

る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き

は
、

丙
は

、
使
用

承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

 

 （
有

効
期
間
）
 

第
10

条
 
こ
の
協
定

の
有

効
期
間

は
、

協
定
締
結

の
日
か
ら
平
成

2
9
年
３
月

3
1
日
ま
で

と
す
る

。
た

だ

し
、
有
効
期
間
満
了
の
１
月
前
ま
で
に

、
甲
、
乙

又
は
丙
の

い
ず
れ
か
の

者
が
書
面
を

も
っ
て
こ
の
協
定

を
終
了
す
る
旨
の
意
思
表
示

を
し
な

い
限

り
は

、
期
間
満

了
の

翌
日

か
ら
起

算
し
て
１
年

間
、
更
新
さ
れ

る
も
の
と
し
、
そ
れ
以
降
も

同
様
と

す
る

。
 

 （
定

め
の
な
い
事
項
）

 

第
11

条
 
こ
の
協
定

に
定

め
の
な

い
事

項
及
び
こ

の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と

き
は

、
そ
の

都
度

甲
、
乙
及
び
丙
が
協
議
し
て

定
め
る

も
の

と
す

る
。
 

  
上

記
協
定
の
成
立
を

証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
３

通
を
作

成
し

、
甲

、
乙
及

び
丙
が
記
名

押
印

の
上

、

各
自

そ
の
１
通
を
所
持

す
る
。

 
  
平

成
 
 
年
 
 
月

 
 
日

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
甲

）
静
岡

市
葵

区
追

手
町
９

番
６
号

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
静

岡
県

知
事

 
川
勝

 
平
太

 
  

（
乙

）
静
岡

県
富
士
市
永
田
町
１
丁
目

10
0
番

地
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
富

士
市

長
 

 
小
長

井
 
義
正
 

  

（
丙
）

静
岡
県
富
士
市
田

島
1
0
0
番
地

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
富

士
中

央
青

果
株
式

会
社
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
代

表
取

締
役

 
坂
野

 
友
廣
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-

災
害

時
被
災
者
支
援
活

動
に
関
す
る
富

士
市
と

静
岡

県
弁

護
士
会

と
の
協
定

書
 

  
富
士
市
（
以

下
「
甲

」
と
い

う
。
）
と
静

岡
県

弁
護
士
会
（
以
下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、
災
害

対
策

基
本
法
第
２

条
第

１
号
の

災
害
（
以
下

「
災
害

」
と
い

う
。
）

が
発

生
し

、
甲
が

、
同

法
第
２
３
条

の
２

の
規

定
に

基
づ

き
富

士
市

地
域

防
災

計
画

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

災
害

対
策

本
部

を
設

置
し

た
場

合

（
以
下
「
災

害
時

」
と
い

う
。
）
に
お

い
て
、

乙
が
実

施
す
る

被
災

者
法

律
相
談

等
の

被
災
者
支
援

活
動

（
以
下
「
被

災
者

支
援
活

動
」
と
い
う

。
）
の

事
前
準

備
及
び

取
扱

等
に

関
し
、

次
の

と
お
り
協
定

を
締

結
す
る
。

 

 （
趣
旨
）

 

第
１
条
 
こ

の
協

定
は
、

災
害
時
に
お

い
て
被

災
者
を

支
援
す

る
た

め
、

甲
の
要

請
に

基
づ
き
、
乙

が
被

災
者
に
対

し
て
行

う
被

災
者
支

援
活

動
に
関
し
、
必
要
な

事
項
を

定
め
る
も

の
と

す
る
。

 

（
被
災
者
支

援
活
動

従
事
者

の
派

遣
）

 

第
２
条
 
乙

は
、

甲
か
ら

被
災
者
支
援

活
動
実

施
の
要

請
を
受

け
た

場
合

、
速
や

か
に

乙
及
び
他
弁

護
士

会
所
属
弁

護
士
の

中
か

ら
被
災

者
支

援
活
動
担
当
者
を
選

出
し
、

派
遣
す
る

も
の

と
す
る
。

 

（
実
施
期
間

）
 

第
３
条
 
被

災
者
支

援
活
動

の
実

施
期

間
は
、
甲
乙
協
議

し
て

定
め

る
も
の
と

す
る

。
 

（
被
災
者
支

援
活
動

担
当
者

の
業

務
）

 

第
４
条

  
被

災
者

支
援
活

動
担

当
者
は

、
乙
が

定
め
る

災
害
マ

ニ
ュ

ア
ル
第

３
８

条
に

基
づ
く
被

災
者
法

律
相
談
そ

の
他
の

被
災

者
支
援

活
動

を
実
施
す
る
も
の
と

す
る
。

 

２
 
乙
は
、

甲
に

対
し
、

被
災
者
の
被

災
に
よ

り
発
生

す
る
法

的
問

題
に

つ
い
て

の
解

決
支
援
に
資

す
る

目
的
の
た

め
、

甲
の

求
め
に

応
じ
、

前
項
の
被

災
者

支
援
活

動
の

実
施

状
況
を

適
宜

報
告

す
る
も

の
と

す
る
。
 

（
要

請
手

続
及

び
広

報
）

 

第
５

条
 

甲
が

乙
に

対
し

、
被

災
者

支
援

活
動

を
要

請
す

る
場

合
に

は
、
派

遣
日
、
派

遣
時

間
及

び
派

遣

場
所

そ
の

他
必

要
事

項
等

を
明

ら
か

に
し

た
別

紙
「

弁
護

士
派

遣
要

請
書

」
（

以
下
「

要
請

書
」
と

い

う
。
）
に
よ

り
行

う
も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
要

請
書

を
も

っ
て

要
請

す
る

い
と

ま
が

な
い

と
き

は
電

話
等

の
通

信
手

段
又

は
口

頭
に

よ
り

行
い

、
そ

の
後

速
や

か
に

要
請
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 
乙
は
、

前
項

に
規
定

す
る
要
請
を

受
け
た

と
き
は

、
そ
の

要
請

を
実

施
す
る

た
め

の
措
置
を
行

う
と

と
も
に
、

回
答
書

を
甲

に
通
知

す
る

も
の
と
す
る
。

 

３
 
甲
は
、

乙
が

実
施
す

る
被
災
者
法

律
相
談

の
開
催

場
所
及

び
開

催
日

時
を
、

可
能

な
限
り
広
報

す
る

も
の
と
す

る
。

 

（
事
前
協
議

）
 

第
６
条
 
甲

及
び

乙
は
、

災
害
時
に
お

い
て
実

施
す
る

被
災
者

支
援

活
動

を
円
滑

か
つ

効
果
的
に
行

え
る

よ
う
、
平

時
に

お
い

て
次
に

掲
げ
る

資
料
を
相

互
に

提
供
す

る
と

と
も

に
、
必

要
に

応
じ

て
、
継

続
的

に
協
議
を

行
う
も

の
と

す
る
。

 
 

 
 
 

地
域

防
災
計

画
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被
害

想
定
資

料
 

 
 
 

そ
の

他
必
要

な
資
料

 

（
災

害
時

Ｑ
＆

Ａ
集

の
活

用
等

）
 

第
７

条
 

甲
及

び
乙

は
、
被

災
者

に
対

し
災

害
時

に
必

要
な

情
報

を
効

果
的

に
提

供
す

る
た

め
、
乙

が
作

成
す

る
災

害
時

Ｑ
＆

Ａ
集
（

静
岡

県
弁

護
士

会
ニ

ュ
ー

ス
）
の

活
用

並
び

に
市

民
及

び
甲

職
員

等
へ

の

周
知

に
つ

い
て

、
相

互
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
有
効

期
間

）
 

第
８
条

 
本

協
定
は

、
締
結

日
か

ら
効

力
を
有
す

る
も
の

と
す
る
。

 

２
 
本

協
定

の
有

効
期
間

は
、
協
定

の
効
力

発
生

の
日

か
ら

平
成
２

９
年

３
月
３

１
日

ま
で
と

す
る

。
た

だ
し

、
有

効
期

間
満

了
の
日

の
１

か
月
前

ま
で

に
、

甲
ま
た

は
乙

か
ら

文
書
に

よ
り

相
手

方
に
対

し
て

異
議

の
申

出
が

な
い

と
き
は

、
有

効
期
間

満
了

の
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て
１

年
間

本
協

定
を
延

長
す

る
も

の
と

し
、
そ

の
後

も
同
様

と
す

る
。

 

（
疑
義

の
解

決
）

 

第
９
条

 
本

協
定

に
定
め

の
な
い
事

項
及
び

本
協

定
に

関
し

て
疑
義

が
生

じ
た
と

き
は

、
甲
乙

協
議

し
て

解
決

す
る

も
の
と

す
る

。
 

  
上
記

の
協

定
の

成
立
を

証
す
る
た

め
、
本

協
定

書
２

通
を

作
成
し

、
甲

乙
記
名

押
印

の
上
、

各
自

１
通

ず
つ
を

所
持

す
る
。

 

 平
成
２

８
年

１
１
月

９
日

 

  （
甲

）
  

富
士

市
永

田
町

１
丁

目
１

０
０
番
地

 
 

 
 

 
 
 

富
士

市
長

 

 
 

 
 

 
小

長
井

義
正

 

 （
乙

）
  

静
岡

市
葵

区
追

手
町

１
０

番
 

 
 

 
 

 
静

岡
県

弁
護

士
会

長
 

 
 

 
 

 
洞

江
 

秀
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料
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災
害
時
に
お
け
る
畳
の
提
供
等
に
関
す
る
協
定
書

 

  
富
士
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）

と
5
日
で

50
00

枚
の
約
束
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

は
、

地
震
、
風
水
害
、
そ
の
他
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
又
は
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
災
害
時
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
畳

の
提
供
に
関
し
て
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

 

 

（
目
的
）

 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
災
害
時
に
、
甲
の
要
請
に
応
じ
、
乙
が
避
難
所
等
で
使
用
す
る
畳
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
避
難
所

等
に
お
け
る
生
活
改
善
等
を
目
的
と
す
る
。

 

 

（
要
請
）

 

第
２
条
 
災
害
時
に
お
い
て
、
畳
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
甲
は
乙
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
口
頭
等
で
要
請
し
、
事
後
速
や
か
に
文
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
乙
は
、
緊
急
の
場
合
、
要
請
が
な
く
て
も
協
力
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
協
力
内
容
）

 

第
３
条
 
乙
は
、
前
条
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
畳
の
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
次
に
掲
げ
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
甲
乙
協
議
の
上
、
協
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
乙
は
、
畳
の
調
達
を
行
う
。

 

（
２
）
乙
は
、
避
難
所
等
ま
で
の
畳
の
輸
送
を
行
う
。

 

（
３
）
甲
は
、
利
用
後
の
畳
の
処
分
を
行
う
。

 

 （
費
用
の
負
担
）

 

第
４
条
 
乙
が
甲
に
提
供
す
る
畳
に
係
る
費
用
は
無
償
と
し
、
そ
の
他
畳
の
提
供
に
あ
た
り
生
じ
る
費
用
は
、
甲
乙
協
議
し
て
、

定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
情
報
交
換
）

 

第
５
条
 
甲
及
び
乙
は
、
こ
の
協
定
に
定
め
る
事
項
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
平
素
よ
り
情
報
交
換
を
行
い
、
災
害
時
に
備
え

る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
連
絡
責
任
者
）

 

第
６
条
 
甲
及
び
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
連
絡
責
任
者
を
別
途
定
め
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
連
絡
先
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た

場
合
は
、
速
や
か
に
相
手
方
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
協
議
）

 

第
７
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
が
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
甲
乙
協
議
の
上
、
決
定
す
る

も
の
と
す
る
。

 

  

（
有
効
期
限
）
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 第
８
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
甲
又
は
乙
が
文
書
を
も
っ
て
協
議
の
解
除
を
通
知
し
な
い

限
り
、
そ
の
効
力
を
維
持
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

上
記
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
所
持
す
る
。

 

  

 
 
 
平
成
２
９
年
 
３
月
２
３
日

 

  
 
 
 
 
 
 
（
甲
）
 
 
富
士
市
永
田
町
一
丁
目
１
０
０
番
地

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富
 
士
 
市
 
長

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 （
乙
）
 
 
静
岡
県
静
岡
市
駿
河
区
登
呂
一
丁
目
１
７
番
２
号

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ５
日
で
５
０
０
０
枚
の
約
束
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 東
海
地
区
委
員
長

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 《
富
士
市
と
の
連
絡
窓
口
店
》

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
静
岡
県
富
士
市
石
坂
２
０
２
番
地
の
７

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田
中
畳
工
業
 
 
田
中
 
秀
幸

 

 
 
 

 

 

   

資
料
８

－
５

１
 

 
 

災
害
時
に
お
け
る
避
難

所
用
電

器
資
機
材
等

の
設

置
支

援
に
関

す
る

協
定

書
 

 

富
士

市
（
以

下
、「

甲
」
と
い

う
。）

と
静
岡
県
電
機
商
業

組
合
富

士
支

部
（
以

下
、「

乙
」
と

い
う
。
）

と
は
、
災
害

が
発
生

し
、
甲
に
よ
り

避
難
所
が
設
置
さ
れ
た

と
き

、
避
難
所

に
お

け
る

情
報
収
集
や
避

難
生

活
が

長
期

化
し

た
際

の
環

境
向

上
の

た
め

に
必

要
と

な
る

電
器

資
機

材
の

調
達

及
び

設
置

の
支

援
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
協
定
す
る

。
 

 （
対
象
災

害
）
 

第
１
条
 

こ
の
協
定
に
お
い
て
「
災
害
」
と

は
、
災
害
対
策

基
本
法
（
昭
和
３
６
年

法
律

第
２

２
３

号
）

第
２

条
第
１
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 （
要
請
及

び
要
請
に
基
づ
く
乙
の
措
置

）
 

第
２
条
 

甲
が
開
設
し
た
避
難
所
に
お

い
て
、
テ
レ
ビ
等
の
電

器
資

機
材
の

必
要
性
が
生

じ
た

と
き
は
、

第
１

号
様

式
に

よ
り
乙
に

対
し
て
協

力
を
要

請
す
る

。
た
だ
し

、
緊
急

を
要

す
る
と

き
は

、
口
頭
、

電
話

等
を
も
っ
て
要
請
し
、
事
後
速

や
か
に
文
書

を
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
乙
は

、
前

項
に

規
定
す

る
要

請
を
受

け
た

電
器
資
機
材
の
設
置
が

完
了
し
た
と
き
は

、
速
や
か
に

第
２

号
様
式
に
よ
り
甲
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る

。
 

 （
業
務
範

囲
）
 

第
３
条
 

甲
の
要
請
に
よ
り
乙
が
行
う

業
務
は
、
次

に
掲
げ
る
業
務
と
す

る
。
 

 
（
１
）

電
器
資
機
材
（
テ
レ
ビ
・
冷

暖
房
器
具
・

洗
濯
機
等
）
の
調
達

 

 
（
２
）

前
条
に
掲
げ
る
避
難
所
へ
の

電
器
資
機
材

の
設
置
 

 
（
３
）

同
条
第
１
号
に
掲
げ
る
電
器

資
機
材
の
設

置
に
必
要
と
な
る
ケ

ー
ブ
ル
等
の
敷
設

 

 
（
４
）

そ
の
他
甲
が
必
要
と
認
め
る

業
務
 

 （
対
応
体

制
の
整
備
等
）
 

第
４
条
 

乙
は
、
災

害
が
発

生
し

た
場
合

又
は

災
害
が
発
生
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
に

お
い

て
、
必

要
と

認
め
る
と
き
は
、
甲
の
要
請
に

直
ち
に
対
応

で
き
る
体
制
の
確
保

に
努
め
る
。
 

２
 
乙
は

、
前

項
の

体
制
の

確
保
に
資

す
る
た
め
、
平
常
時

か
ら
、
連
絡
体
制

、
連
絡

方
法

、
連
絡
手

段
、

業
務
責
任
者
等
を
定
め
、
業
務

に
支
障
を
き

た
さ
な
い
よ
う
連
絡

調
整
に
努
め
る
。

 

 （
訓
練
協

力
）
 

第
５
条
 

乙
は
、
甲

の
実
施

す
る

防
災
訓

練
等

に
参
加
を
要
請
さ
れ
た

場
合
は
、
必
要

に
よ
り
協
議
の

う
え

、
こ
れ
に
協
力
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 （
費
用
負

担
）
 

第
６
条
 

第
３
条
に
規
定
す
る
業
務
に

か
か
る
費
用

に
つ
い
て
は
、
甲

の
負
担
と

す
る
。
ま
た
、
電
器

資
機

材
に
つ
い
て
は
、
原
則

借
り

上
げ
と

す
る

が
、
緊

急
に
借
り
上

げ
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
、
あ

る
い

は
、
借
り

上
げ
費
よ
り

購
入

費
が
安

価
な
場

合
は

購
入

す
る

も
の
と
す
る

。
ま
た
、
そ
の
費
用
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に
つ
い
て
は
、
災

害
発

生
時
の
直
前

に
お
け
る
当

該
地
域
の
適
正
価
格
を
基
準
と
し
て

、
甲

乙
協
議

の
う
え
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 （
損
害
補
償
）
 

第
７
条
 
甲
の
要
請
に
よ
り

、
第
３

条
各

号
に
掲

げ
る
業
務
に
従
事
し
た
者
が
当

該
業
務
に
よ
り
負

傷

し
、
若
し

く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
し

た
場
合
の
損
害

賠
償

は
、
労
働

者
災
害
補

償
保
険

法

（
昭
和
２
２
年
法
律
第
５

０
号
）
に

よ
り
行
う
も

の
と

す
る
。
た
だ
し
、
労
働
者
災
害

補
償
保

険
法

が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
は

、
甲
乙
協
議

の
う

え
行
う

も
の
と
す
る
。

 

２
 
乙
は
、
前
項
の

事
実

が
発
生
し
た

と
き
は
、
速
や

か
に
そ
の
状

況
を
書
面
に

よ
り

甲
に
報

告
す
る

も
の
と
す
る
。
 

 （
有
効
期
間
）
 

第
８
条
 

こ
の
協
定

の
有
効

期
間
は

、
協
定

締
結
の

日
か
ら
平

成
２
９
年

３
月
３

１
日
ま

で
と
す

る
。

た
だ
し
、
協
定
期
間
満
了
の
１
ヶ
月

前
ま
で
に
、
甲
乙

い
ず
れ
か
ら

も
協

定
の
解
除
、
変
更

等
に
つ

い
て
申
し
出
が
な
い
と
き

は
、
こ

の
協

定
は
期

間
満
了
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

さ
ら
に
１

年
間
延

長

す
る
も
の
と
し
、
以
後
同

様
と
す
る
。

 

 （
そ
の
他
）
 

第
９
条
 
こ
の
協
定
に
定
め

が
な
い
事
項

、
又
は
こ
の
協
定
の
内
容
に
疑
義
が
生
じ
た
と

き
は

、
そ
の

都
度
甲
乙
協
議
の
う
え
定

め
る
も
の
と

す
る

。
 

 

こ
の
協
定
の
成
立
を
証
す

る
た
め
、
本
書
２

通
を

作
成

し
、
甲
乙
記
名
押

印
の
う
え
各
１
通

を
保

有

す
る
。
 

 平
成
２
８
年
１
２
月
２
７
日

 

 

甲
 
 

 
富
士
市

永
田
町

1
丁
目

1
0
0
番

地
 

富
士
市
長

 

 

 乙
 
 

 
富
士
市

今
泉

5
丁

目
8
番

1
0
号

 

静
岡
県
電
機
商
業
組
合
富

士
支
部
 

 
 
支
部
長
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災
害

時
に
お
け

る
地

図
製
品
等
の

供
給
等
に
関

す
る

協
定

書
 

 

富
士
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と

株
式
会

社
ゼ
ン
リ
ン
（
以
下
「
乙
」
と
い

う
。
）
は

、
第

１
条
第
１
項

第

１
号
に
定
め
る
災
害

時
に

お
い
て
、
乙
が

、
乙
の
地
図
製
品
等
（

第
２
条

に
定
義

さ
れ

る
）
を
甲
に

供
給
す

る
こ

と

等
に
つ
い
て
、
以
下

の
と

お
り
本
協
定

を
締
結

す
る

。
 

 （
目
 
的
）
 

第
１
条
 
本
協
定
は

、
以

下
各
号
の
事

項
を
目

的
と

す
る
。
 

(1
)  

甲
の
区
域
内
で
災
害
対
策
基
本
法
第
２
条
第
１
項
に

定
め
る

災
害

が
発

生
し
、
又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

場
合
に

お
い
て
、
甲
が
災
害
対
策
基
本
法
第

23
条
の

２
第
１

項
に

基
づ
く
災
害

対
策
本

部
（

以
下
「
災
害
対

策
本
部

」
と
い
う
。
）
を
設

置
し
た

と
き

又
は
災

害
対
策
本
部

運
営

訓
練
（
以
下
「

防
災
訓
練
」
と
い

う
。
）

実
施
時

の
、
乙
の
地
図
製
品
等
の
供

給
及

び
利
用

等
に
関

し
必
要
な
事

項
を

定
め
る
。
 

(2
) 

甲
乙
間
の
平
常
時
か
ら
の
防
災
に
関
す
る
情
報
交
換

を
通
じ

、
甲

及
び

乙
が
連
携
し

て
、

防
災

・
減

災
に

寄
与
す

る
地
図
の
作
成
を
検
討
・
推

進
す

る
こ
と

に
よ
り

、
防
災
力
の

向
上

に
努
め
る
。
 

 （
定
 
義
）
 

第
２
条
 
本
協
定
に

お
い

て
以
下
の
用

語
は
そ

れ
ぞ

れ
以
下
の

意
味

を
有
す

る
も

の
と
す

る
。
 

(1
)  

「
住
宅

地
図

」
と
は

、
富
士

市
全
域
を
収
録
し
た
乙
の
住
宅
地
図
帳
を

意
味

す
る
も

の
と
す

る
。

 
(2

) 
「
広
域

図
」

と
は
、

富
士
市

全
域
を
収
録
し
た
乙
の
広
域
地
図
を
意
味

す
る

も
の
と

す
る
。

 
(3

)  
「

ZN
E

T
 T

O
W

N
」
と

は
、
乙
の
住
宅
地
図

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配

信
サ
ー

ビ
ス
「

Z
N

E
T

 T
O

W
N
」
を

意

味
す
る

も
の
と
す
る
。

 
(4

)  
「

ID
等
」
と

は
、

ZN
E

T
 T

O
W

N
を
利
用

す
る
た

め
の
認

証
ID

及
び

パ
ス

ワ
ー
ド

を
意
味
す
る

も
の

と

す
る
。

 
(5

)  
「
地
図
製

品
等

」
と
は

、
住
宅
地
図
、
広

域
図
及

び
ZN

E
T

 T
O

W
N

の
総
称
を
意
味
す
る

も
の
と
す
る

。
 

 （
地
図
製
品
等
の
供

給
の

要
請
等
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
甲
が
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
た
と
き

は
、
甲
か
ら
の
要
請
に
基

づ
き
、
可

能
な
範
囲
で
地
図

製

品
等
を
供
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
地
図
製
品

等
の

供
給
を

求
め
る

と
き

は
、
別
途
定
め
る
物
資

供
給
要

請
書
（
以

下
「
要

請
書
」
と
い

う
。
）

を
乙
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
但

し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は

、
甲
は
、
電

話
等
に
よ
り

乙
に

対
し
て
要
請

で

き
る
も
の
と
し
、
事
後
、
速
や
か
に

要
請

書
を
提

出
す
る

も
の
と

す
る

。
 

３
 
乙
は
、
地
図

製
品

等
を
供

給
す
る

と
き

は
、
甲
に

、別
途
定
め
る

物
資
供
給
報

告
書
を
提
出
す
る

も
の
と

す
る

。
 

４
 
本
条
に
基
づ
く

地
図

製
品
等
の
供

給
に
か

か
る

代
金
及
び

費
用

は
、
次

の
と

お
り
と

す
る
。
 

(1
) 

乙
が
供

給
し

た
地
図

製
品
等

の
代
金
は
、
別
途
甲
乙
が
合
意
し
た
場
合

を
除

き
有
償

と
す
る

。
 

(2
) 

地
図
製

品
等

の
搬
送

に
か
か

る
費
用
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る

。
 

 （
地
図
製
品
等
の
貸

与
及

び
保
管
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
図

製
品
等

の
供

給
と
は

別
途
、
本

協
定
締

結
後
、
甲
乙
別

途

定
め
る
時
期
、
方
法
に
よ
り
乙
が
別
途
定
め
る
数
量
の
住
宅
地

図
、
広
域
図
及

び
ID

等
を
甲
に
貸
与

す
る
も

の

と
す
る
。
な
お
、
当
該
貸
与
に
か
か

る
対

価
に
つ

い
て
は

無
償
と

す
る

。
 

２
 
甲
は
、
前
項
に

基
づ
き

乙
が

貸
与
し

た
住
宅
地
図
、
広
域

図
及

び
ID

等
を
甲

の
事
務
所
内
に
お
い

て
、
善

良

な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
を
も
っ
て

保
管
・
管
理
す

る
も

の
と
す

る
。
な
お
、
乙

が
、
住

宅
地
図

及
び
広
域
図
の

更
新
版
を
発
行
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
甲
が

保
管
し

て
い

る
旧
版

の
住

宅
地
図

及
び
広

域
図

に
つ
い

て
、
甲
か

ら

当
該
住
宅
地
図
及
び
広
域
図
を
引
き

取
り

か
つ
更

新
版
と

差
し
替

え
る

こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る

。
 

３
 
乙
は
、
必
要
に

応
じ
、
甲
に
対
し
て
事
前
に
通
知
し
た
う

え
で

、
甲

に
よ
る

地
図

製
品
等

の
保
管
・
管

理
状

況

等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す

る
。

 
 （
地
図
製
品
等
の
利

用
等

）
 

第
５
条
 
甲
は
、
災

害
対

策
本
部

を
設
置

し
た

と
き
又

は
防
災

訓
練

実
施
時

は
、
災
害

応
急
対

策
、
災
害
復

旧
・
復
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興

及
び
防

災
訓
練
に
か
か
る
資
料
と

し
て

、第
３

条
又
は
第
４
条

に
基

づ
き
乙
か
ら
供
給
又

は
貸

与
さ
れ
た
地
図

製
品
等
に

つ
き
、
以
下
各
号
に
定
め

る
利

用
を
行

う
こ
と
が
で
き

る
も

の
と
す
る
。
 

(1
) 

災
害
対

策
本
部
設
置

期
間
中

又
は
防
災
訓

練
実
施
時
の
閲

覧
 

(2
) 

災
害
対

策
本

部
設

置
期

間
中
又
は

防
災
訓
練

実
施
時

、
甲
乙

間
で
別
途

協
議
の
う
え
定
め

る
期

間
及

び
条

件
の
範
囲
内
で
の
複

製
 

２
 
甲

は
、
前
項

に
基
づ

き
住

宅
地
図

の
利
用
を
開

始
し
た
と

き
は
、
速

や
か
に

別
途
定
め
る
乙
の

報
告
先
に
報
告

す
る
も
の

と
す
る
。
ま
た

、
当

該
住

宅
地
図
の
利
用

を
終

了
し
た
と
き

は
、
速
や
か

に
従

前
の
保
管
場
所
に
て
保

管
・
管
理

す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲

は
、
第
１
項

に
か

か
わ
ら
ず
、
災
害
時
以
外

の
平
常
時

に
お
い
て
、
防
災
業
務

を
目
的

と
し
て
、
甲

の
当

該

防
災
業
務

を
統
括
す
る
部
署
内
に
お

い
て
、
広

域
図
及
び

ZN
E

T
 T

O
W

N
を

利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
な

お
、
甲
は
、
本
項
に
基
づ

き
広

域
図
を

複
製
利
用
す
る

場
合

は
、
別
途
乙
の

許
諾

を
得
る
も
の
と

し
、

Z
N

E
T

 T
O

W
N

を
利

用
す
る
場
合
は
、

本
協
定
添
付

別
紙
の

Z
N

E
T

 T
O

W
N

利
用
約
款

に
記

載
の
条

件
に
従

う
も
の
と

す
る
。
 

 （
情
報

交
換
）
 

第
６
条

 
甲
及
び
乙
は
、平

常
時
か
ら

防
災
に
関
す

る
情
報
交
換
を
行
う
と
と
も

に
、相

互
の
連
携

体
制

を
整
備
し
、

災
害
時
に

備
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
有
効

期
間
）
 

第
７
条

 
本
協
定
の
有
効

期
間
は
、
本
協
定

の
締

結
日
か

ら
１
年

間
と

す
る
。
但
し

、
当
該
有

効
期
間
満
了
の
３
ヶ

月
前
ま
で

に
当
事
者
の
一
方
か
ら
相

手
方

に
対
し

書
面
に
よ
る
別

段
の

意
思
表
示
が
な

い
限

り
、本

協
定
は
更
に

１
年
間
同

一
条
件
に
て
更
新
さ
れ
る

も
の

と
し
、

以
後
も
同
様
と

す
る

。
 

 （
協
 

議
）
 

第
８

条
 
甲

乙
間
で
本

協
定
の
解

釈
そ
の
他

に
つ
き

疑
義
又
は

紛
争
が

生
じ
た
場
合

に
は
、
両

当
事
者
は

誠
意

を

も
っ
て
協

議
し
解
決
に
努
め
る
も
の

と
す

る
。

 
  

以
上
、
本
協
定
の

成
立
を

証
す
る

た
め
、
本

書
２
通
を
作

成
し
、
甲

乙
そ
れ
ぞ
れ
記

名
押

印
の
う
え
各
１
通
を
保

有
す
る

。
 

  平
成

2
9
年

6
月

20
日
 

 

甲
）
静
岡
県
富

士
市
永
田
町

1-
1
00
 

富
士
市

長
 

小
長
井

 
義
正
 

乙
）
神
奈
川
県
横

浜
市
港
北
区

新
横
浜

2
-
1
3-
1
3 

株
式
会

社
ゼ
ン
リ
ン
 

神
奈
川

･
静
岡
エ
リ
ア

統
括
部

 
 

部
長
 

佐
々
木
 
斉
 

上
記
代

理
人
 

静
岡
県

駿
東
郡
清
水
町
伏

見
6
14
-1
1 

株
式
会

社
ゼ
ン
リ
ン
東
海
 

代
表
取

締
役
社
長
 
石
原

 拓
也
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 【
添
付
別
紙
】

 
Z

N
E

T
 T

O
W

N
利

用
約

款
 

 （
定
 
義
）

 
第
１
条
 
本
約
款
で

次
の

各
号
に
掲
げ

る
用
語

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め

る
意
味
で
用
い
る

も
の
と

し
ま

す
。 

(1
) 

「
ID

等
」

 
本

サ
ー

ビ
ス
を

利
用

す
る
た
め
の
認
証

ID
及
び
パ

ス
ワ
ー
ド

を
い

い
ま
す

。
 

(2
) 

「
ア
ク

セ
ス

権
者
」

 
対

象
機

器
を
使

用
す

る
甲
の
職
員
で
あ
り
、
か
つ

、
ID

等
を
使

っ
て
本

シ
ス
テ
ム
に
ア
ク

セ
ス
す

る
者

を

い
い
ま

す
。

 
(3

) 
「
対
象

機
器

」
 

甲
の
庁

内
L

A
N

に
接
続
さ
れ
た
端
末
機
器
及
び
庁

内
業

務
で
の

利
用

に
限
っ

た
端
末

機
器

を
い
い

ま
す

。  
(4

) 
「
本
サ

ー
ビ

ス
」

 
乙

が
ア

ク
セ

ス
権

者
か

ら
の

要
求

に
応

じ
て
本

シ
ス
テ
ム

か
ら

対
象
機
器
に
対

し
て

本
デ
ー

タ
を

送
信

す

る
サ
ー

ビ
ス
を
い
い
ま
す
。

 
(5

) 
「
本
シ

ス
テ

ム
」

 
本

サ
ー

ビ
ス
を

提
供

す
る
た
め
の
乙
が
第
三
者

に
管
理
・
運
用

を
委

託
す
る

W
W

W
サ
ー
バ

、
回

線
、
周

辺
機
器

等
の
一
連
の
シ
ス
テ
ム
を
い

い
ま

す
。

 
(6

)  
「
本
デ

ー
タ

」
 

本
サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

乙
か

ら
提

供
さ

れ
る
住

宅
地
図
デ

ー
タ

、
道
路
地
図
デ

ー
タ

、
別
記

デ
ー

タ
、

一

般
種
ア

イ
コ
ン
、
そ
の
他
各
種
デ
ー

タ
を

い
い
ま

す
。

 
 （
本
約
款
の
適
用
）

 
第
２
条
 
本
約
款
は

、
本
協
定
書
の
内
容
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
、
本
サ

ー
ビ
ス
を
甲
が
利

用
す
る

こ
と

に

関
す
る
一
切
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と

し
ま

す
。

 
 （
本
サ
ー
ビ
ス
の
内

容
）

 
第
３
条
 
乙
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
任
意
に
、
甲
に
事
前
通
知

す
る
こ
と
な

く
変
更
す
る
こ
と

が
で
き

る
も

の

と
し
ま
す
。

 
 （
本
サ
ー
ビ
ス
の
中

断
・

中
止
）

 
第
４
条
 
乙
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
甲
に

対
す

る
事
前

の
通
知
な
く
本
サ

ー
ビ
ス

内
容

の

変
更
、
追
加
、
削
除
を
行
う
こ
と
が

で
き

る
も
の

と
し
ま

す
。

 
２
 
乙
は
、
乙
の
事

情
に

よ
り
本
サ
ー

ビ
ス
を

中
止

す
る
場
合

は
、

甲
に
事

前
に

通
知
す

る
も
の

と
し

ま
す
。

 
３
 
乙
は
、
甲

が
本
約
款
に
違
反
し
た
と
き
は
、
事
前
の
催
告
を
要
す
る
こ
と
な

く
、
本
サ
ー

ビ
ス

の
提
供
を
中
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す

。
 

 （
本
デ
ー
タ
の
使
用

許
諾

）
 

第
５
条
 
乙
は
、
甲

に
対

し
て
、
本
デ

ー
タ
に

つ
い

て
、
以
下

の
権

利
を
非

独
占

的
に
許

諾
し
ま

す
。

 
(1

)  
対
象
機

器
上

で
閲
覧

す
る
こ

と
。

 
(2

) 
本
サ
ー

ビ
ス

に
お
い

て
予
め

備
え
ら
れ
た
機
能
を
用
い
て
、
対
象

機
器

に
P

D
F
形
式

で
ダ

ウ
ン
ロ

ー
ド
し
、

当
該
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
対
象
機
器

に
保

存
し

、
当
該
保

存
し

た
本

デ
ー

タ
を
甲

の
防

災
業

務
内

で
使
用
す

る
こ
と

。
 

(3
) 

本
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
予
め
備
え
ら
れ
た
機
能
を
用

い
て
、

前
号

所
定

の
対
象
機
器

が
設

置
さ

れ
た

部
署

内
に
お

け
る
防
災
業
務
の
目
的
に
お

い
て

紙
媒

体
に
印
刷

出
力

す
る

こ
と

（
本
号

に
基

づ
き

印
刷

出
力
し
た

本
デ
ー

タ
を
以
下
「
印
刷
地
図
」
と

い
う

。
）
。

 
 （
甲
の
遵
守
事
項
）

 
第
６
条
 
甲
は
、
以

下
の

事
項
を
遵
守

す
る
も

の
と

し
ま
す
。
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(1
)  

ア
ク
セ

ス
権
者
に
限

り
、
乙

に
本
デ
ー
タ

の
送
信
を
求
め

さ
せ

る
こ
と

。
 

(2
)  

ID
等
を
、
善
良

な
る
管
理
者

の
注
意

を
も
っ
て
保

管
・
管
理

す
る
も

の
と
し

、
第
三
者
に

使
用
又
は
利
用

さ
せ
な

い
こ
と

。
 

(3
)  

乙
の
指

定
す
る
利
用

環
境
を

確
保
・
維
持

す
る
こ
と
。

 
(4

)  
本
条
第

(1
) 号

の
た
め
に

、
ア
ク
セ
ス

権
者
の
認
証
に
あ
た

り
、

そ
の
仕
組
み

、
シ
ス
テ
ム
等
に
つ
い
て
現

時
点
で

取
り
得

る
技
術
的
な

対
応
等

必
要
な
措
置

を
講
ず

る
こ
と
。

 
(5

)  
本
約
款

で
明

示
的

に
許

諾
さ
れ
る

場
合
を
除

き
、
本

デ
ー
タ

の
一
部
で

も
複
製
、
加
工
、

改
変

、
出

力
、

抽
出
、

転
記
、

送
信
そ
の
他

の
使
用

及
び
利
用
を

し
な
い

こ
と
。

 
(6

)  
本
約
款

で
明

示
的

に
許

諾
さ
れ
る

場
合
を
除

き
、
本

デ
ー
タ

（
形
態
の

如
何
を
問
わ
ず
、

そ
の

全
部

又
は

一
部
の

複
製

物
、

出
力
物
、

抽
出
物

そ
の

他
の

利
用
物
を

含
む
。
）

の
一
部
で
も
有
償

無
償
を
問
わ
ず
、
又

は
譲
渡

・
使
用

許
諾
、
送
信

そ
の
他

い
か
な
る
方

法
に
よ

っ
て
も
第
三

者
に

使
用
さ
せ
な

い
こ
と
。

 
(7

) 
本
デ
ー

タ
を

印
刷

出
力

す
る
に
あ

た
り
以
下

の
事
項

を
遵
守

す
る
こ
と

。
但
し
、
事
前
に

乙
の

許
諾

を
得

た
場
合

は
こ
の

限
り
で
は
な

い
も
の

と
し
ま
す
。

 
イ

）
 

印
刷
地

図
を
第
５
条

第
(3

)号
所

定
の

目
的
以
外
の

目
的
で

使
用
又
は
利

用
し
な
い
こ

と
。

 
ロ

）
 

乙
の
指

定
す
る
著
作

権
表
示

等
を
印
刷
地

図
上
に

表
示
さ
せ
る

こ
と

。
 

ハ
）
 

印
刷

地
図

を
製
本
、

冊
子
、

フ
ァ

イ
リ

ン
グ
等
の

ま
と
め
た

形
態
又
は
印
刷
地

図
同
士
を
貼
り
合
わ

せ
た
形
態

に
し
て

使
用
及
び
利

用
し

な
い
こ
と
。

 
ニ

）
 

印
刷
地

図
を
第
三
者

に
配
布

し
な
い
こ
と

。
 

ホ
）
 

印
刷
地

図
の
サ
イ
ズ

は
A
３

判
以
下

と
す
る
こ
と

。
 

(8
)  

本
サ
ー

ビ
ス

の
利

用
状

況
の
記
録

（
対
象
機

器
の
台

数
、
設

置
場
所
、

ア
ク
セ
ス
権
者
の

数
等

）
を

作
成

し
、
か

つ
、
乙

が
要
請
し
た

場
合
に

は
、
こ
れ
を

閲
覧
又

は
コ
ピ
ー
さ

せ
る

こ
と
。

 
 （
不
保

証
及
び
免
責
）

 
第
７
条

 
乙
は
、
本
サ

ー
ビ

ス
又
は
本
デ
ー

タ
が
完
全
性

、
正

確
性

、
非

侵
害
等
を
有
す
る
こ

と
を
保
証
す
る
も
の

で
は
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

 
２
 
乙

は
、
甲
の

本
サ
ー

ビ
ス

の
利
用

に
伴
い
、
甲

又
は
第
三
者
が

被
っ
た
損
害

に
つ
い
て
免
責
さ

れ
る
も
の
と
し

ま
す
。

 
 （
権
利

の
帰
属
）

 
第

８
条
 
本

サ
ー
ビ
ス

及
び
本
デ

ー
タ
に
関

す
る
知

的
財
産
権

は
乙
又

は
乙
に
権
利

を
許
諾
し

た
第
三
者

に
帰

属

す
る
も
の

と
し
ま
す
。

 
 （
そ
の

他
）

 
第
９
条

 
甲
は
、
乙
の
書

面
に

よ
る
事

前
の
承
諾
な

く
し
て
、
本
約

款
に

基
づ
く

本
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
権
を
他
に
譲

渡
し
又
は

担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な

い
も

の
と
し

ま
す
。

 
 

以
 
上
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災
害
時
に
お
け
る
施
設
利
用
に
関
す

る
協
定
書

 

 

 
信
栄

製
紙

株
式
会

社
（

以
下

「
甲
」

と
い
う

。）
と
富
士

川
地
区
区
長

会
（

以
下

「
乙
」
と
い
う
。
）

及
び
富

士
市
（

以
下
「

丙
」
と
い
う
。
）
は
、
災
害
が
発
生
し
又
は

発
生

す
る

恐
れ
が
あ
る
場
合
に

お
い

て
、
地
区
住
民

及
び

帰
宅
困
難
者

等
（
以
下
「
住
民
等
」
と
い
う

。）
が

緊
急
に

待
避
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と

き
に

、
甲
が

所
有
す
る
施

設
（
以
下
「
い
っ
と
き

待
避

所
」
と

い
う

。
）
を
住
民
等
が
一
時
的
に

使
用
す

る
こ

と
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
協
定

を
締
結
す
る

。
 

 （
使
用

物
件

）
 

第
１
条

 
乙

及
び
丙
は
、
甲
が
所

有
す
る
次
に

掲
げ
る

施
設
（

以
下
「
対
象
施
設
」
と
い

う
。
）
を
い
っ

と
き

待
避

所
と
し

て
、
甲
の
使
用
に
支
障

の
無
い
範
囲
に
お

い
て
、

住
民

等
が
使
用
で
き
る
も

の
と

す
る

。
 

（
１
）

 
所
在

地
 
 

 
 

富
士

市
中

之
郷

57
5
番

1 
（

２
）

 
所
有

者
 
 

 
 

信
栄

製
紙

株
式
会
社

 
（

３
）

 
名
 

称
 
 

 
 

信
栄

製
紙

株
式
会
社
 

富
士
工
場

 
（

４
）

 
構
造

・
面
積

等
 

鉄
骨

造
2
階
建
て
、
延
床
面
積

23
,7

08
.4

㎡
 

（
内
い

っ
と

き
待
避

所
提

供
分

約
30

0
㎡

）
 

但
し

、
待
避
す
る
人
員
が
多
い
と
き

に
は

、
工
場
内
の
安

全
な
場
所

に
つ

 
い
て

も
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と

す
る
。

 

 （
使
用

期
間

）
 

第
２
条

 
対

象
施
設
の
使
用
期
間

は
、
災
害
が

発
生
し
、
又

は
発
生
す
る
恐
れ

が
あ

る
時
か
ら
、
甲
乙

丙
が

い
っ

と
き
待

避
所
と
し
て
の
役
割
の

終
了
を
確
認
し
た

時
ま
で

と
す

る
。

 

 （
目
的

外
使

用
の
禁
止
）

 
第

３
条

 
乙

は
、
対
象
施
設
を
い

っ
と
き
待
避

所
以
外
の
目

的
に
使
用
し
な
い

も
の

と
す
る
。

 

 （
費
用

負
担

）
 

第
４
条

 
対

象
施
設
の
使
用
料
は

、
無
料
と
す

る
。

 

 （
原
状

回
復

義
務
）

 

第
５
条

 
乙

及
び
丙
は
、
使
用
期

間
を
終
え
た

と
き
は
、
対

象
施
設
を
原
状
に

回
復

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し
、

災
害
に
よ
り
被
災
し
た

部
分
を
除
く
も
の

と
す
る

。
 

２
 
住

民
等

が
対
象
施
設
を
い
っ

と
き
待
避
所

と
し
て
使
用

し
た
場
合
に
お
い

て
、

や
む
を
得
ず
破
損

し
た

施
設

等
の
回

復
に
要
す
る
費
用
に
つ

い
て
は
、
甲
乙
丙

が
協
議

し
て

定
め
る
も
の
と
す
る

。
 

 （
利
用

者
責

任
）

 
第

６
条

 
甲

は
い
っ
と
き
待
避
所

に
住
民
等
が

避
難
し
た
際

に
発
生
し
た
事
故

等
に

対
す
る
責
任
を
一

切
負

わ
な

い
も
の

と
す
る
。
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２
 
待
避
の
際
に
必

要
な

用
具
が

あ
る

場
合
は
各
自

持
参
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
相
互
協
力
）

 

第
7
条
 
甲
と
乙

は
、
災
害
が
発
生
し
、
又

は
発
生

す
る
お
そ
れ
が

あ
る

時
、
住
民
等
の

状
態

に
応
じ

て
相
互
協
力
で
き

る
よ

う
、
日

頃
か

ら
交
流
及
び

情
報
交
換

を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の

と
す

る
。

 

 （
い
っ
と
き
待
避
所

の
公

開
）

 
第
８
条
 
甲
は
い
っ

と
き

待
避
所

と
し

て
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
等
を
用
い
て
公
開
す
る
と
共
に

住
民

に
対
し

て
周
知
す
る
も
の

と
す

る
。

 

 （
有
効
期
限
）

 
第
９
条
 
こ
の
協
定

は
、

平
成

27
年

7
月

3
日
か

ら
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と

し
、
甲

乙
丙
が
文

書
を
も
っ
て
協
定

の
終

了
を
通

知
し

な
い
限
り
、

そ
の
効
力

を
持
続
す
る
も
の
と
す
る

。
 

 （
そ
の
他
）

 
第

10
条
 

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
疑

義
が
生
じ
た

事
項

に
つ
い

て
は

、
甲
乙
丙
が

協
議

し
て
定
め
る
も
の

と
す

る
。

 

 
こ
の
協
定
の
締
結

を
証

す
る
た

め
、
本
書

3
通
を
作

成
し
、
甲
乙
丙
で
署
名

押
印
の
上
、
そ

れ
ぞ
れ

1
通
を
保
有
す
る
。

 

 
20

15
年

（
平

成
27

年
）

7
月

3
日

 

 
甲
 

 
 
信

栄
製
紙
株
式
会
社

 
代
表
取
締
役

社
長
 
 
 
黒

﨑
 

暁
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
乙
 

 
 
富

士
川
地
区
区
長
会

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 会
  
長

（
相

生
町
）
 
 

斎
藤

臣
弘

 

 
 

 
 

 
 

  副
会
長
（
舟

山
町
）
 

  
花

田
偉

男
 

 副
会
長
（
中

之
郷
川
坂
）
若

月
正

人
 

 副
会
長
（
大

楽
窪
）
 
 
北

澤
洋

一
 

 東
町
１
区
区

長
 
 
 
 
曽

 我
 

 進
 

 
 

 
 

 
 

 丙
 

 
 
富

士
市
長
 
 
 
 
 
 
小
長
井

義
正
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災
害

に
係

る
情

報
発

信
等

に
関

す
る
協
定

 

 富
士
市
お
よ
び

ヤ
フ

ー
株
式

会
社
（
以
下
「

ヤ
フ
ー
」
と
い
う

）
は
、
災
害
に
係

る
情
報

発
信

等
に
関

し
、

次
の
と
お
り
協

定
（

以
下
「

本
協
定

」
と

い
う
）

を
締
結

す
る
。

 

 第
1
条

（
本
協

定
の

目
的
）

 

本
協
定
は

、
富

士
市
内
の

地
震
、

津
波
、

台
風
、

豪
雨
、

洪
水

、
暴

風
そ

の
他

の
災
害

に
備

え
、
富

士
市
が
富

士
市

民
に
対
し

て
必
要

な
情
報

を
迅
速

に
提
供

し
、

か
つ

富
士

市
の

行
政
機

能
の

低
下
を

軽
減
さ
せ

る
た

め
、
富
士

市
と
ヤ

フ
ー
が

互
い
に

協
力
し

て
様

々
な

取
組

み
を

行
う
こ

と
を

目
的
と

す
る
。
 

 第
2
条

（
本
協

定
に

お
け
る

取
組
み

）
 

1.
 

本
協
定
に

お
け

る
取
組
み

の
内
容

は
次
の

中
か
ら

、
富
士

市
お

よ
び

ヤ
フ

ー
の

両
者
の

協
議

に
よ
り

具
体
的

な
内
容

お
よ

び
方
法

に
つ
い

て
合

意
が
得
ら
れ
た

も
の
を

実
施

す
る
も

の
と
す

る
。

 

(1
) 

ヤ
フ
ー
が

、
富

士
市

の
運
営
す

る
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
の

災
害

時
の

ア
ク
セ

ス
負

荷
の
軽

減
を

目
的

と
し
て
、

富
士

市
の

運
営
す
る

ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
の
キ

ャ
ッ

シ
ュ

サ
イ
ト

を
ヤ

フ
ー
サ

ー
ビ

ス
上

に
掲

載
し

、
一
般

の
閲
覧

に
供

す
る
こ

と
。

 

(2
) 

富
士
市
が

、
富

士
市

内
の
避
難

所
等
の

防
災

情
報
を

ヤ
フ

ー
に

提
供
し

、
ヤ

フ
ー
が

、
こ

れ
ら

の
情
報
を

平
常

時
か

ら
ヤ
フ
ー

サ
ー
ビ

ス
上

に
掲
載

す
る

な
ど

し
て
、

一
般

に
広
く

周
知

す
る

こ
と

。
 

(3
) 

富
士
市
が

、
富

士
市

内
の
避
難

勧
告
、

避
難

指
示
等

の
緊

急
情

報
を
ヤ

フ
ー

に
提
供

し
、

ヤ
フ

ー
が
、
こ

れ
ら

の
情

報
を
ヤ
フ

ー
サ
ー

ビ
ス

上
に
掲

載
す

る
な

ど
し
て

、
一

般
に
広

く
周

知
す

る
こ

と
。

 

(4
) 

富
士
市
が

、
災

害
発

生
時
の
富

士
市
内

の
被

害
状
況

、
ラ

イ
フ

ラ
イ
ン

に
関

す
る
情

報
お

よ
び

避
難
所
に

お
け

る
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
受
入

れ
情

報
を
ヤ

フ
ー

に
提

供
し
、

ヤ
フ

ー
が
、

こ
れ

ら
の

情
報

を
ヤ

フ
ー
サ

ー
ビ
ス

上
に

掲
載
す

る
な
ど

し
て

、
一
般
に

広
く

周
知
す

る
こ

と
。

 

(5
) 

富
士
市
が

、
富

士
市

内
の
避
難

所
等
に

お
け

る
必
要

救
援

物
資

に
関
す

る
情

報
を
ヤ

フ
ー

に
提

供
し
、
ヤ

フ
ー

が
、

こ
の
必
要

救
援
物

資
に

関
す
る

情
報

を
ヤ

フ
ー
サ

ー
ビ

ス
上
に

掲
載

す
る

な
ど

し
て

、
一
般

に
広
く

周
知

す
る
こ

と
。

 

(6
) 

ヤ
フ

ー
が

、
ヤ
フ
ー
の
提
供
す
る
ブ
ロ

グ
サ
ー

ビ
ス

に
お
い
て
富

士
市
が
運
営

す
る
ブ

ロ
グ
（
以

下
「

災
害

ブ
ロ
グ

」
と
い

う
）

に
ア
ク

セ
ス
す

る
た

め
の

w
eb

リ
ン
ク

を
ヤ
フ
ー
サ

ー
ビ

ス
上

に
掲

載
す

る
な
ど

し
て
、

災
害

ブ
ロ
グ

を
一
般

に
広

く
周
知
す

る
こ

と
。

 

(7
) 

富
士
市
が

、
富

士
市

内
の
避
難

所
に
避

難
し

て
い
る

避
難

者
の

名
簿
を

作
成

す
る
場

合
、

ヤ
フ

ー
が

提
示

す
る
所

定
の
フ

ォ
ー

マ
ッ
ト

を
用
い

て
名

簿
を
作
成

す
る

こ
と
。

 

2.
 

富
士
市
お

よ
び

ヤ
フ
ー
は

、
前
項

各
号
の

事
項
が

円
滑
に

な
さ

れ
る

よ
う

、
お

互
い
の

窓
口

と
な
る

連
絡
先
お

よ
び

そ
の
担
当

者
名
を

相
手
方

に
連
絡

す
る
も

の
と

し
、

こ
れ

に
変

更
が
あ

っ
た

場
合
、

速
や
か

に
相
手

方
に

連
絡
す

る
も
の

と
す

る
。

 

3.
 

第
1
項
各
号

に
関

す
る
事

項
お
よ
び
同

項
に
記
載
の
な
い
事

項
に

つ
い
て

も
、

富
士
市

お
よ
び
ヤ
フ

ー
は
、

両
者
で

適
宜

協
議
を

行
い
、

決
定

し
た
取
組
み
を

随
時
実

施
す

る
も
の

と
す
る

。
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第
3
条

（
費
用

）
 

前
条
に
基

づ
く
富

士
市
お

よ
び
ヤ

フ
ー
の

対
応
は

別
段
の

合
意

が
な

い
限
り
無

償
で
行

わ
れ

る
も
の

と
し
、
そ

れ
ぞ
れ

の
対
応

に
か
か

る
旅
費

・
通
信

費
そ
の

他
一

切
の

経
費
は
、

各
自
が

負
担

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 第
4
条

（
情
報

の
周
知
）

 

ヤ
フ
ー
は

、
富
士

市
か
ら

提
供
を

受
け
る

情
報
に

つ
い
て

、
富

士
市

が
特
段
の

留
保
を

付
さ

な
い
限

り
、
本
協

定
の
目

的
を
達

成
す
る

た
め
、

ヤ
フ
ー

が
適
切

と
判

断
す

る
方
法
（

提
携
先

へ
の

提
供
、

ヤ
フ
ー
サ

ー
ビ
ス

以
外
の

サ
ー
ビ

ス
上
で

の
掲
載

等
を
含

む
）

に
よ

り
、
一
般

に
広
く

周
知

す
る
こ

と
が
で
き

る
。
た

だ
し
、

ヤ
フ
ー

は
、
本

協
定
の

目
的
以

外
の

た
め

に
二
次
利

用
を
し

て
は

な
ら
な

い
も
の

と
す
る
。

 

 第
5
条

（
本
協

定
の
公
表
）

 

本
協
定
締

結
の
事

実
お
よ

び
本
協

定
の
内

容
を
公

表
す
る

場
合

、
富

士
市
お
よ

び
ヤ
フ

ー
は

、
そ
の

時
期
、

方
法
お
よ
び

内
容
に
つ
い
て

、
両

者
で
別
途
協
議

の
う
え

、
決

定
す
る

も
の
と

す
る
。

 

 第
6
条

（
本
協

定
の
期
間
）

 

本
協
定

の
有
効
期
間

は
、
本
協
定
締

結
日

か
ら

1年
間
と
し
、

期
間
満

了
前

ま
で

に
い
ず

れ
か
の
当
事

者
か
ら
他

の
当
事

者
に
対

し
期
間

満
了
に

よ
っ
て

本
協
定

を
終

了
す

る
旨
の
書

面
に
よ

る
通

知
が
な

さ
れ
な

い
限
り
、
本

協
定
は
さ
ら
に

1年
間
自

動
的
に
更
新

さ
れ
る

も
の
と
し
、
以
後
も

同
様

と
す
る

。  

 第
7
条

（
協
議

）
 

本
協
定
に

定
め
の

な
い
事

項
お
よ

び
本
協

定
に
関

し
て
疑

義
が

生
じ

た
事
項
に

つ
い
て

は
、

富
士
市

お
よ
び

ヤ
フ
ー
は
、

誠
実
に
協
議
し

て
解

決
を
図
る
。

 

 

以
上
、

本
協
定
締
結

の
証
と

し
て
本
書

2
通

を
作
成
し
、
富

士
市

と
ヤ
フ
ー
両

者
記
名

押
印
の

う
え
各

1

通
を
保

有
す
る
。

 

 20
15

年
 8

月
 1

1
日

 

 

富
士
市
：

富
士
市
永
田
町

1
丁

目
10

0
番
地

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

富
士
市
長
 
 

 
小

長
井
 
義
正

 

 ヤ
フ
ー
：

東
京
都
港
区
赤

坂
九

丁
目

7
番

1
号

 

ヤ
フ
ー

株
式
会
社

 

代
表
取

締
役
 
 
宮

 
坂
 

学
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減
災
を
目

的
と
し
た
防
災

A
R
に
関

す
る
協

定
書
 

 

富
士
市
（
以
下

「
甲

」
と
い

う
。
）

お
よ

び
一
般

社
団
法

人
全
国

防
災

共
助
協

会
（
以

下
「

乙
」
と
い

う
。
）
は
、
災

害
に

係
る
情

報
発
信

等
に

関
し
、

次
の
と

お
り
協

定
（

以
下
「

本
協
定

」
と

い
う
）
を
締

結
す
る
。
 

 第
１
条
（
本
協

定
の

目
的
）
 

甲
及
び
乙

は
協
働

し
て
、

災
害

時
の
減

災
を
目

的
に

、
市
民
に

対
し

、
市
内

の
気

象
情
報

、
地
震
津
波

情
報
及
び

災
害
時

避
難
場

所
な

ど
、
必

要
な
防

災
情

報
の
提
供

を
行

う
と
共

に
、

平
常
時

か
ら
の
防
災

意
識
の
向

上
を
図

る
取
組

み
を

行
う
た

め
、
本

協
定

を
締
結
す

る
。
 

第
２
条
（
本
協

定
に

お
け
る

取
組
み

）
 

1.
 
本
協
定
に
お
け
る
取

組
み
の

内
容

は
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

(1
) 
甲
が
、
市
内
の
避
難
所
等
の
防
災

情
報
を
乙
に
提
供
し
、
甲
乙
が

協
力
し

、
ス
テ

ッ
カ

ー
を
配

布
し

、
端

末
装
置

（
ス
マ

ー
ト

フ
ォ
ン

）
に
て

利
用

さ
れ
る
防

災
A

R
シ
ス
テ

ム
（

以
下
「
本
シ

ス
テ

ム
」

と
い
う

）
に
て

、
こ

れ
ら
の

情
報
を

平
常

時
か
ら
掲

載
す

る
な
ど

し
て

、
一
般

に
広

く
周

知
す

る
。
 

(2
) 乙

は
、
甲
に
、
災
害
時
の
市
内
の
避
難
勧
告
、
避
難

指
示
等

の
緊
急
情
報

、
及

び
、
被

害
状
況

、

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン
に

関
す
る

情
報

お
よ
び

避
難
所

に
お

け
る
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
受

入
れ

情
報
、

必
要

な
救

援
物

資
に
関

す
る
情

報
な

ど
を
市

民
に
広

く
周

知
さ
せ
る

事
が

で
き
る

本
シ

ス
テ
ム

を
提

供
す

る
。
 

(3
)乙

が
提
供
す
る
本
シ
ス
テ
ム
は
、
甲
の
市
民
に
対
し

て
、
平

常
時
は
防
災

へ
の

備
蓄
を

施
し
、

災

害
時

に
は

、
現
時

点
か
ら

の
最

寄
り
の

避
難
場

所
へ

誘
導
す
る

情
報

を
提
供

す
る

。
 

2.
 
前
項
各
号
の
取
組
み

の
具
体

的
な

内
容
及

び
方
法

に
つ
い

て
は

、
災
害

の
状

況
等
を
考
慮
に
入
れ

、

甲
お
よ

び
乙
の

両
者

の
協
議

に
よ
り

決
定

す
る
も
の
と
す

る
。
 

3.
 
甲
お
よ
び
乙
は
、
第

１
項
各

号
の

事
項
が

円
滑
に

な
さ
れ

る
よ

う
、
お

互
い

の
窓
口
と
な
る
連
絡

先

お
よ
び

そ
の
担

当
者

名
を
相

手
方
に

連
絡

す
る
も
の
と
し

、
こ
れ

に
変

更
が
あ

っ
た
場

合
、

速
や
か

に
相
手

方
に
連

絡
す

る
も
の

と
す
る

。
 

4.
 
第
１
項
各
号
に
関
す

る
事
項

お
よ

び
同
項

に
記
載

の
な
い

事
項

に
つ
い

て
も

、
甲
お
よ
び
乙
は
、

両

者
で
適

宜
協
議

を
行

い
、
決

定
し
た

取
組

み
を
随
時
実
施

す
る
も

の
と

す
る
。
 

5.
 
本
シ
ス
テ
ム
は
、
あ

く
ま
で

情
報

の
提
供

が
主
で

あ
る
が

、
利

用
状
況

下
が

災
害
時
で
あ
る
為
、

情

報
の
信

頼
性
、

本
シ

ス
テ
ム

の
可
動

に
関

し
て
甲
乙
は
責

任
を
負

わ
な

い
。
ま

た
利
用

者
に

も
そ
の

旨
を
利

用
規
約

に
て

明
記
す

る
。
 

6.
 
本
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

、
広
告

情
報

を
提
供

す
る
場

合
は
、

別
途

、
「
広

告
掲

載
要
綱
」
等
を
取
り

決

め
、
そ

の
内
容

を
満

た
す
も

の
と
す

る
。
 

第
３
条
（
責
任

の
範

囲
）
 

1.
  
甲
及
び
乙
は
、
前
条
の
取
組

み
に

関
し
、

第
三
者

か
ら
の

苦
情

及
び
何

ら
か

の
問
題
（
以
下

「
苦

情

等
」
と

い
う
。

）
が

生
じ
た

場
合
に

は
、

直
ち
に
問
題
解

決
の
た

め
に

対
応
す

る
も
の

と
す

る
。
 

2.
  
甲
は
、
乙
に
提
供
し
た
情
報

に
係

る
苦
情

等
に
関

し
、
そ

の
責

任
を
負

う
も

の
と
す
る
。
 

3.
  
乙
は
、
前
項
以
外
の
本
シ
ス

テ
ム

に
係
る

苦
情
等

に
関
し

、
そ

の
責
任

を
負

う
も
の
と
す
る

。
 

4.
 
本
シ
ス
テ
ム
の
窓
口

は
乙
と

す
る

。
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第
４
条

（
費
用
）
 

前
条
に

基
づ
く
甲
お

よ
び
乙
の
対
応

は
別

段
の
合
意
が
な

い
限
り

無
償

で
行
わ

れ
る
も

の
と
し
、
そ

れ
ぞ
れ

の
対
応
に
か

か
る
旅
費
・
通

信
費

そ
の
他
一
切
の

経
費
は

、
各

自
が
負

担
す
る

も
の
と
す

る
。
 

第
５
条

（
情
報
の
周

知
）
 

乙
は
、

甲
か
ら
提
供

を
受
け
る
情
報

に
つ

い
て
、
甲
が
特

段
の
留

保
を

付
さ
な

い
限
り

、
本
協
定
の

目
的
を

達
成
す
る
た

め
、
乙
が
適
切

と
判

断
す
る
方
法
に

よ
り
、

一
般

に
広
く

周
知
す

る
こ
と
が
で

き
る
。

た
だ
し
、
乙

は
、
本
協
定
の

目
的

以
外
の
た
め
に

二
次
利

用
を

し
て
は

な
ら
な

い
も
の
と
す

る
。
 

第
６
条

（
本
協
定
の

公
表
）
 

本
協
定

の
内
容
を
公

表
す
る
場
合
、

甲
お

よ
び
乙
は
、
そ

の
時
期

、
方

法
お
よ

び
内
容

に
つ
い
て
、

両
者
で

別
途
協
議
の

う
え
、
決
定
す

る
も

の
と
す
る
。
 

第
７
条

（
本
協
定
の

期
間
）
 

本
協
定

の
有
効
期
間

は
、
本
協
定
締

結
日

か
ら
１
年
間
と

し
、
期

間
満

了
前
ま

で
に
い

ず
れ
か
の
当

事
者
か

ら
他
の
当
事

者
に
対
し
期
間

満
了

に
よ
っ
て
本
協

定
を
終

了
す

る
旨
の

書
面
に

よ
る
通
知
が

な
さ
れ

な
い
限
り
、

本
協
定
は
さ
ら

に
１

年
間
自
動
的
に

更
新
さ

れ
る

も
の
と

し
、
以

後
も
同
様
と

す
る
。
 

第
８
条

（
協
議
）
 

本
協
定

に
定
め
の
な

い
事
項
お
よ
び

本
協

定
に
関
し
て
疑

義
が
生

じ
た

事
項
に

つ
い
て

は
、
甲
お
よ

び
乙
は

、
誠
実
に
協

議
し
て
解
決
を

図
る

。
 

 

以
上
、

本
協
定
締
結

の
証
と

し
て
本
書
２

通
を
作

成
し
、

甲
と
乙
両
者

記
名
押

印
の
う

え
各

１
通
を
保
有

す
る
。
 

 2
0
14
年

9月
1日

 

 

甲
 

 
静

岡
県
富
士
市
永

田
町

1-
10
0 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
富
士

市
長
 

小
 
長

 井
 
 
義
 
正
 

  

乙
 

 
滋

賀
県
大
津
市
一

里
山

1-
16
-
1 

一
般

社
団
法
人
 

全
国
防

災
共
助
協
会
 

代
表

理
事
 
池

 光
  
博

 明
 

資
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特
設

公
衆

電
話

の
設

置
・利

用
に

関
す

る
覚

書
 

 

富
士

市
（
以

下
「甲

」と
い

う
。

）と
西

日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

（以
下

「
乙

」と
い

う
。

）
は

、
大

規
模

災
害

等
が

発
生

し
た

際
に

乙
の

提
供

す
る

非
常

用
電

話
（以

下
「特

設
公

衆
電

話
」
と

い
う

。
）の

設
置

及
び

利
用

・
管

理
等

に
関

し
、

次
の

と
お

り

覚
書

を
締

結
す

る
。

 

  

（目
的

） 

第
１

条
 

本
覚

書
は

、
災

害
発

生
時

に
お

い
て

、
甲

乙
協

力
の

下
、

被
災

者
等

の
通

信
の

確
保

を
目

的
と

す
る

。
 

  

（用
語

の
定

義
） 

第
２

条
 

本
覚

書
に

規
定

す
る

「災
害

発
生

時
」と

は
、

大
規

模
災

害
時

等
の

発
生

に
よ

り
静

岡
県

が
災

害
救

助
法

を
適

用

す
る

地
域

に
お

い
て

、
広

域
停

電
が

発
生

し
て

い
る

こ
と

、
又

は
同

様
の

事
象

の
発

生
に

よ
り

社
会

の
混

乱
が

発
生

し
て

い
る

こ
と

を
い

う
。

 

２
 

本
覚

書
に

規
定

す
る

「特
設

公
衆

電
話

」と
は

、
甲

乙
協

議
の

上
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

設
置

場
所

に
電

気
通

信
回

線
及

び
電

話
機

接
続

端
子

を
施

設
し

、
災

害
発

生
時

に
電

話
機

を
接

続
す

る
こ

と
で

被
災

者
又

は
帰

宅
困

難
者

等
へ

通
信

の

提
供

を
可

能
と

す
る

も
の

を
い

う
。

 

  

（通
信

機
器

の
管

理
） 

第
３

条
 

甲
は

、
本

覚
書

に
基

づ
き

、
災

害
発

生
時

に
速

や
か

に
利

用
が

可
能

な
状

態
と

な
る

よ
う

電
話

機
を

適
切

な
場

所

に
保

管
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

  

（屋
内

設
備

の
管

理
及

び
破

損
） 

第
４

条
 

甲
は

、
特

設
公

衆
電

話
の

新
規

配
備

に
必

要
な

設
備

（
電

話
機

、
端

子
盤

、
配

管
、

引
込

柱
等

）を
設

置
し

、
乙

が

設
置

す
る

屋
内

配
線

（モ
ジ

ュ
ラ

ー
ジ

ャ
ッ

ク
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
と

と
も

に
、

災
害

発
生

時
に

速
や

か
に

利
用

が
可

能

な
状

態
と

な
る

よ
う

維
持

に
努

め
る

こ
と

と
す

る
。

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
屋

内
配

線
が

甲
の

故
意

又
は

重
過

失
に

よ
り

破
損

し
た

場
合

は
、

甲
は

乙
に

速
や

か
に

書
面

を
も

っ

て
報

告
す

る
こ

と
と

す
る

。
な

お
、

修
復

に
係

る
費

用
は

、
原

則
、

甲
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

 

  

（特
設

公
衆

電
話

の
新

設
） 

第
５

条
 

特
設

公
衆

電
話

の
設

置
に

係
る

電
気

通
信

回
線

数
に

つ
い

て
は

、
甲

乙
協

議
の

上
、

乙
が

決
定

す
る

こ
と

と
し

、

設
置

場
所

等
の

必
要

な
情

報
は

甲
乙

互
い

に
保

管
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

保
管

に
あ

た
っ

て
は

、
甲

乙
互

い
に

情
報

管
理

責
任

者
を

任
命

し
、

そ
の

氏
名

を
「別

紙
１

の
１

」、
「別

紙
１

の
２

」
に

定
め

る
様

式
を

も
っ

て
相

互
に

通
知

す
る

こ
と

と

す
る

。
 

 

（特
設

公
衆

電
話

の
移

転
、

廃
止

等
） 

第
６

条
 

甲
は

、
特

設
公

衆
電

話
の

新
設

さ
れ

た
場

所
の

閉
鎖

、
移

転
等

の
発

生
が

明
ら

か
に

な
っ

た
場

合
は

、
速

や
か

に

そ
の

旨
を

乙
に

書
面

を
も

っ
て

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
新

た
な

設
置

場
所

を
設

け
る

場
合

は
、

甲
は

乙
に

対
し

報
告

す
る

こ
と

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
定

期
試

験
の

実
施

） 



資
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８
－
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 第
７

条
 

甲
及

び
乙

は
、

年
に

１
回

を
目

安
と

し
て

、
災

害
発

生
時

に
特

設
公

衆
電

話
が

速
や

か
に

設
置

で
き

る
よ

う
、

別
紙

２
に

定
め

る
接

続
試

験
を

実
施

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

 
 

 
 

（故
障

発
見

時
の

扱
い

） 

第
８

条
 

甲
及

び
乙

は
、

特
設

公
衆

電
話

を
設

置
す

る
電

気
通

信
回

線
に

つ
い

て
何

ら
か

の
異

常
を

発
見

し
た

場
合

は
、

速

や
か

に
相

互
に

確
認

し
あ

い
、

故
障

回
復

に
向

け
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  

（特
設

公
衆

電
話

の
開

設
） 

第
９

条
 

特
設

公
衆

電
話

の
利

用
の

開
始

は
乙

が
決

定
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

特
設

公
衆

電
話

を
速

や
か

に
設

置
し

、
被

災

者
若

し
く

は
帰

宅
困

難
者

等
の

通
信

確
保

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

甲
と

乙
の

双
方

で
連

絡
が

取
れ

な
い

場
合

は
、

甲
の

判
断

に
よ

り
、

利
用

を
開

始
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（特
設

公
衆

電
話

の
利

用
） 

第
10

条
 

甲
は

、
特

設
公

衆
電

話
を

開
設

し
た

場
合

、
利

用
者

の
適

切
な

利
用

が
行

わ
れ

る
よ

う
、

可
能

な
限

り
利

用
者

の

誘
導

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

  

（特
設

公
衆

電
話

の
利

用
の

終
了

） 

第
11

条
 

特
設

公
衆

電
話

の
利

用
の

終
了

に
つ

い
て

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
乙

が
決

定
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

特
設

公
衆

電
話

を
速

や
か

に
撤

去
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
乙

が
利

用
の

終
了

を
通

知
す

る
前

に
、

避
難

場
所

を
閉

鎖
し

た
場

合

に
お

い
て

は
、

甲
は

速
や

か
に

特
設

公
衆

電
話

を
撤

去
し

、
甲

は
乙

に
対

し
撤

去
し

た
場

所
の

連
絡

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  

（目
的

外
利

用
の

禁
止

） 

第
12

条
 

甲
は

、
第

７
条

に
規

定
す

る
定

期
試

験
、

防
災

訓
練

及
び

第
９

条
に

規
定

す
る

開
設

を
除

き
、

特
設

公
衆

電
話

の

利
用

を
禁

止
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

乙
は

特
設

公
衆

電
話

の
利

用
状

況
に

つ
い

て
、

定
期

的
に

検
査

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

３
 

甲
は

、
乙

よ
り

目
的

外
利

用
の

実
績

の
報

告
が

あ
っ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
当

該
利

用
が

発
生

し
な

い
よ

う
措

置
を

講

じ
、

そ
の

旨
を

乙
に

報
告

す
る

も
の

と
し

、
甲

の
目

的
外

利
用

に
よ

り
発

生
し

た
分

の
利

用
料

は
、

甲
が

負
担

す
る

も
の

と

す
る

。
 

４
 

前
項

の
措

置
に

か
か

わ
ら

ず
、

甲
の

目
的

外
利

用
が

継
続

す
る

場
合

は
、

抜
本

的
な

措
置

を
甲

乙
協

議
の

上
、

講
ず

る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
特

設
公

衆
電

話
の

撤
去

を
行

う
こ

と
と

な
っ

た
場

合
は

、
撤

去
に

関
す

る
工

事
費

用

等
は

、
甲

が
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  

（協
議

事
項

） 

第
13

条
 

本
覚

書
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
本

覚
書

の
解

釈
に

疑
義

が
生

じ
た

場
合

は
、

甲
乙

誠
意

を
も

っ
て

協
議

の
上

、

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

     

 

資
料

８
－

５
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  本
覚

書
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

が
そ

の
１

通
を

保
有

す
る

。
 

    

平
成

２
７

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

      

（甲
） 

 
富

士
市

永
田

町
1

丁
目

10
0

番
地

 

富
士

市
長

 
 

 小
長

井
義

正
  

 
 

 
 

印
 

    

（乙
） 

 
静

岡
市

葵
区

城
東

町
５

番
１

号
 

西
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
 

静
岡

支
店

 

支
店

長
 

 
 

 
 相

 
浦

 
 

司
 

 
 

 
 

印
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料
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大
規
模

災
害
時
に

お
け
る
鍼
灸

・
マ
ッ
サ
ー
ジ
施

術
等
の
支
援
に
関
す
る
協

定
 

  

富
士

市
（

以
下
「

甲
」
と

い
う

。
）
、
公
益

社
団

法
人

静
岡
県

鍼
灸

マ
ッ

サ
ー

ジ
師

会
富

士
市

地
方

師

会
（

以
下
「

乙
」
と
い

う
。
）
、
及

び
、
公

益
社

団
法
人

静
岡

県
鍼

灸
師

会
東

部
支

部
（

以
下
「
丙

」
と

い
う

。
）
は
、
富

士
市
内

に
大

規
模

な
地

震
、
風

水
害
、
そ
の

他
の

災
害

が
発

生
し

た
場

合
（
以

下
「

災

害
時

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

被
災

者
へ

の
鍼

灸
・

マ
ッ

サ
ー

ジ
施

術
等

を
実

施
す

る
た

め
、

相
互

協

力
の

精
神

に
基

づ
き
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。
 

 （
目

的
）
 

第
1
条

 
こ

の
協

定
は

、
甲

の
要

請
に

基
づ

き
乙

及
び

丙
が

実
施

す
る

鍼
灸
・
マ
ッ

サ
ー

ジ
施
術

等
に

関
し

、
被

災
者

の
支
援

に
大

き
く

寄
与

で
き

る
よ

う
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
要

請
）
 

第
2
条

 
甲

は
、
災

害
時

に
富

士
市
災

害
対

策
本

部
を

設
置

し
た

場
合

で
、
被

災
者

の
健

康
管
理

の
た

め
鍼

灸
・
マ

ッ
サ

ー
ジ
施

術
等

が
必
要

で
あ

る
と

判
断

し
た

と
き

は
、
乙

及
び

丙
に

対
し

て
協
力

を

要
請

す
る

も
の

と
す
る

。
 

 

（
鍼

灸
・

マ
ッ

サ
ー
ジ

施
術

等
の

範
囲

）
 

第
3
条

 
前

条
の

規
定

に
よ

る
甲

の
要

請
に

よ
り
、
乙

及
び

丙
が

行
う

鍼
灸
・
マ

ッ
サ

ー
ジ

施
術

等
は

、

次
に

掲
げ

る
業

務
と
す

る
。
 

 
(
1
)
 
避

難
所

及
び
甲

が
必

要
と

す
る

場
所

に
お

け
る

鍼
灸

・
マ

ッ
サ

ー
ジ

施
術
 

 
(
2
)
 
避

難
所

及
び
甲

が
必

要
と

す
る

場
所

に
お

け
る

エ
コ

ノ
ミ

ー
ク

ラ
ス

症
候

群
等

の
予
防
指

導
 

 
(
3
)
 
災

害
対

応
従
事

者
の

疲
労

回
復

の
支

援
 

 
(
4
)
 
前

3
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
甲

が
必

要
と

認
め

る
業

務
 

 （
要

請
手

続
き

等
）
 

第
4
条

 
第

2
条

の
要

請
は

、
「

大
規
模

災
害

時
支

援
協
力

要
請

書
（

様
式

第
１

号
）
」
（

以
下
「

要
請

書
」

と
い

う
。
）

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
要

請
書

に
よ

り
要

請
す

る
こ

と
が

で

き
な

い
と

き
は

、
電

話
及

び
対

面
に
よ

り
要

請
し

、
そ
の
後

速
や

か
に

要
請

書
を

送
付

す
る

も
の

と

す
る

。
 

2
 

震
度

6
弱

以
上

の
地

震
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て
、

甲
か

ら
要

請
の

連
絡

が
な

い
場

合
に

は
、

乙
及

び
丙

は
、
甲

へ
電
話

連
絡

又
は
災

害
対

策
本

部
に

出
向

き
、
要

請
の

要
否

を
確

認
す

る
も
の

と

す
る

。
 

3
 

乙
及

び
丙

は
、

前
項

の
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
可

能
な

範
囲

で
そ

の
要

請
を

実
施

す
る

た
め

の

措
置

を
行

う
と

と
も
に

、
そ

の
実

施
結

果
を
「

鍼
灸
・
マ
ッ

サ
ー

ジ
施

術
等

実
施

結
果

報
告

書
（

様

式
第

２
号

）
」

に
よ

り
甲

に
報

告
す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
災

害
時

の
体

制
整
備

等
）
 

第
5
条

 
乙

及
び

丙
は
、

災
害

が
発
生

し
、

又
は

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

甲
の

要
請

に
直

ち
に
対

応
で

き
る

体
制

を
確

保
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

2
 

乙
及

び
丙

は
、

前
条

の
要

請
を

実
施

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

た
め

、
連

絡
体

制
、

連
絡

方
法

、

連
絡

手
段

及
び

担
当
責

任
者

に
つ

い
て

、
平

時
か

ら
共

有
す

る
も

の
と

す
る

。
 

3
 

乙
及

び
丙

は
、

甲
か

ら
要

請
を

受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

乙
及

び
丙

の
み

で
は

対
応

で
き

な
い

と

き
は

、
乙

及
び

丙
の
関

係
団

体
へ

の
支

援
の

要
請

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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 （
費

用
負

担
）
 

第
6
条

 
第

3
条

に
規

定
す

る
鍼

灸
・

マ
ッ

サ
ー

ジ
施

術
等
で

必
要

と
な

る
人
件

費
及

び
物

件
費

は
、

原
則

、
乙

及
び

丙
が

負
担

す
る
も

の
と

す
る
。
た
だ

し
、
乙

及
び

丙
の

実
費

の
負

担
が

非
常

に
大

き

い
場

合
に

は
、

甲
乙
丙

協
議

の
う

え
、

甲
に

負
担

を
求
め
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
被

災
者

の
負

担
）
 

第
7
条

 
甲

の
要

請
に

基
づ

く
鍼

灸
・
マ

ッ
サ

ー
ジ
施

術
等

は
無

料
と

し
、
被

災
者

は
負

担
を
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 （
情

報
の

交
換

）
 

第
8
条

 
甲

、
乙

及
び

丙
は
、
こ

の
協
定

に
基

づ
く

業
務
が

円
滑

に
行

え
る

よ
う

定
期

的
に

市
内

の
指

定
避

難
所

、
福

祉
避
難

所
の

位
置

及
び

そ
の

他
必

要
な
情
報

を
共

有
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
損

害
補

償
）
 

第
9
条

 
甲

の
要
請

に
基

づ
く

鍼
灸
・
マ

ッ
サ

ー
ジ
施

術
等

を
行

う
際

に
、
乙

及
び

丙
の

会
員
が

死
亡

し
、
負

傷
し

又
は
疾
病

に
か

か
っ

た
場

合
に
お

け
る
災

害
補

償
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
、
甲

、
乙

及
び

丙
が

協
議

し
て
定

め
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
有

効
期

間
）
 

第
1
0
条

 
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

の
締

結
日
か

ら
１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

協
定

の
有

効
期

間
終

了
の
１

ヶ
月

前
ま

で
に

、
甲
、
乙

又
は
丙

か
ら

何
ら

か
の

意
思

表
示

が
な

い
と

き
は

、

期
間

終
了

の
日

の
翌
日

か
ら

１
年

間
こ

の
協

定
を

更
新
す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後
も

ま
た

同
様

と
す

る
。

 

 （
協

議
）
 

第
1
1
条

 
こ

の
協

定
に
定

め
の
な
い

事
項

及
び

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、
そ

の
都

度
、

甲
、

乙
及

び
丙

が
協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

  
こ

の
協

定
の

成
立
を

証
す
る

た
め
、
本

書
3
通

を
作

成
し

、
甲

、
乙

及
び

丙
記
名

押
印

の
う
え

、
そ

れ
ぞ

れ
1
通

を
保
管

す
る

。
 

   
平

成
２

９
年

１
０
月

１
９
日
 

  

（
甲

）
 
富

士
市

永
田

町
1
丁

目
1
0
0
番

地
 

 
富

士
市

長
 

小
長

井
 

義
正
 

 
 

（
乙

）
 
富

士
市

本
市

場
4
2
2
-
1
0 

 
公

益
社

団
法

人
 

静
岡

県
鍼
灸

マ
ッ
サ

ー
ジ

師
会

富
士

市
地

方
師

会
 

 
会

 
長

 
 

宮
本

 
孝

之
 

 
 

（
丙

）
 
駿

東
郡

清
水

町
伏

見
1
4
-
1
2 

 
公

益
社

団
法

人
 

静
岡

県
鍼
灸

師
会
東

部
支

部
 

 
支

部
長

 
 

鈴
木

 
光

一
郎
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災
害

時
に

お
け

る
無
人

航
空

機
に

よ
る

活
動

に
関

す
る

協
定

書
 

   
 

富
士

市
 
（

以
下
「

甲
」
と

い
う

。）
と

企
業

組
合

フ
ジ

ヤ
マ

ド
ロ

ー
ン
（

以
下
「

乙
」
と

い
う

。）
は
、
地

震
災

害
、

風
水

害
、

そ
の

他
災

害
（

以
下
「

災
害

」
と

い
う

。
）

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

市
内

に
お

け
る

被
害

の
軽

減
及

び
早
急

な
復

旧
復

興
に

資
す

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。
 

 （
趣

旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
災
害

が
発

生
し

た
場

合
に
、
無

人
航

空
機

に
よ

る
災

害
情

報
の

収
集

等
の

活
動

に
関

し
、

甲
が

乙
に

協
力

要
請
を

す
る

場
合

の
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
活

動
内

容
）
 

第
２

条
 

活
動

の
内
容

は
、

次
に

掲
げ

る
項

目
と

す
る

。
 

（
１

）
空

撮
画

像
の
提

供
等

に
よ

る
被

害
状

況
の

調
査

に
関

す
る

こ
と
 

 
（

２
）

救
助

活
動
に

お
け

る
必

要
な

情
報

収
集

に
関

す
る

こ
と
 

 
（

３
）

応
急

物
資
（

医
薬

品
、

応
急

用
資

機
材

、
食

糧
等

）
の

運
搬

に
関

す
る

こ
と
 

 
（

４
）

前
各

号
に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

特
に

要
請

が
あ

っ
た

事
項
 

 （
要

請
手

続
き

）
 

第
３

条
 

甲
は
、
災

害
時

に
お
い

て
、
乙

の
協

力
が

必
要
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、
乙
に

対
し

無
人

航
空

機
に

よ
る

活
動

要
請

書
（

別
記

様
式

）
に

よ
り

要
請

す
る

も
の
と

す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
を

要
す

る
場

合
に

お
い
て

は
、

口
頭

で
要

請
し
、

そ
の

後
速

や
か

に
同

要
請

書
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
要

請
に

基
づ

く
活
動

の
実

施
）
 

第
４

条
 

甲
は

、
乙
が

要
請

に
基

づ
く

活
動

を
円

滑
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
必

要
な

処
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
報

告
）
 

第
５

条
 

乙
は
、
要

請
に

基
づ
く

活
動

を
実

施
し

た
際
、
当

該
活

動
の

完
了

後
速

や
か

に
、
実

施
し

た
内
容

を
甲

に
報

告
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 （
連

絡
窓

口
）
 

第
６

条
 

災
害

時
等
に

甲
と

乙
と

が
連

絡
を

取
り

合
う

際
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

代
表

者
が

予
め
定

め
る

者
を

通
じ

て

行
う

こ
と

と
す

る
。
 

 （
活

動
に

要
す

る
費
用

負
担

）
 

第
７

条
 

こ
の

協
定
に

基
づ

き
乙

が
実

施
し

た
活

動
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
災
害

の
直

前
に

お
け

る

適
正

な
価

格
を

基
準
と

し
て

、
甲

乙
協

議
の

う
え

決
定

し
甲

が
支

払
う

も
の

と
す

る
。
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 （
補

償
）
 

第
８

条
 

こ
の

協
定
に

基
づ

く
協

力
に

伴
い

、
明
ら
か

に
甲

の
責

任
に

帰
す

る
原

因
に

よ
り

第
三

者
に

損
害

を
及

ぼ
し

た
と

き
、

若
し
く

は
乙

に
損

害
が

生
じ

た
と

き
は

、
甲

が
こ

れ
を

負
担

す
る

。
 

 
２

 
こ

の
協

定
に
基

づ
く

協
力

に
伴

い
、
明

ら
か
に

乙
の

責
任

に
帰

す
る

原
因

に
よ

り
第

三
者

に
損

害
を

及
ぼ

し
た

と
き
、

若
し

く
は

乙
に
損

害
が
生

じ
た

と
き

は
、

乙
が

こ
れ

を
負

担
す

る
。
 

 
３

 
こ

の
協

定
に
基

づ
く

協
力

に
伴

い
、
甲

乙
い
ず

れ
の

責
に

も
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
原

因
に

よ
り

第
三

者
に

損
害
を

及
ぼ

し
た

と
き
、
若
し
く

は
乙

に
損
害

を
生
じ

た
と

き
は

、
乙

は
そ

の
事

実
を

遅
滞

な
く

甲
に

報
告

す
る
と

と
も

に
、

そ
の
負

担
に
つ

い
て

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
決

定
す

る
。
 

 （
平

常
時

に
お

け
る
協

力
体

制
）
 

第
９

条
 

災
害

時
に
相

互
協

力
が

円
滑

に
行

え
る

よ
う

、
平

常
時

に
お

い
て

、
甲

の
要

請
に

よ
り

活
動

で
き
る

内

容
及

び
連

絡
体

制
を
乙

に
照

会
す

る
も

の
と

す
る

。
 

ま
た

、
連

絡
会

議
を
開

催
す

る
な

ど
し

て
、
情

報
の
共

有
等

の
交

流
そ

の
他

防
災

に
関

す
る

相
互

協
力

を
積

極
的

に
進

め
る

よ
う
努

め
る

。
 

 

（
協

定
期

間
）
 

第
１

０
条

 
こ

の
協
定

期
間

は
、
平
成
２

９
年

１
０

月
１
７

日
か

ら
平

成
３

０
年

３
月

３
１

日
ま

で
と

し
、
期

間

満
了

1
ヶ

月
前

ま
で

に
甲

乙
い
ず

れ
か

ら
も

別
段

の
意

思
表
示

が
無

い
場

合
は
、
期

間
満

了
の

翌
日

よ
り

１
年

間
延

長
し

、
そ

の
後
も

同
様

と
す

る
。
 

 （
協

議
）
 

第
１

１
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ
の

都

度
甲

乙
が

協
議

し
て
定

め
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る

た
め
、
本

協
定

書
２

通
を
作
成

し
、
甲

乙
双
方

記
名

押
印

の
上

、
そ
れ

ぞ
れ

各
１

通
を

保
有

す
る

も
の
と

す
る

。
 

 平
成

２
９

年
１

０
月
１

７
日
 

  
 

（
甲
）

 
富

士
市

永
田

町
１

丁
目

１
０

０
番

地
 

富
士

市
長

 
 

小
長
井

 
義

正
 

  （
乙
）

 
富

士
市

中
柏

原
新

田
１

０
６

番
地

の
３
 

企
業

組
合

フ
ジ

ヤ
マ
ド

ロ
ー

ン
 

代
表

理
事

 
 

望
月
 

紀
志
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災
害

時
に

お
け
る

飲
料
水
等
の
供
給

に
関
す
る
協
定
書
 

 

富
士

市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う

。）
と
旭
化
成

株
式
会
社
（
以
下
「

乙
」
と
い
う
。
）
は
、
富
士
市

内
に
お
け
る
地

震
、
風
水

害
、
そ

の
他
の
災
害
（

以
下
「
災

害
」
と
い
う

。）
の
発

生
に
際
し
、
市
民
の

飲
料

水
等
の
確
保
を
図
る

た
め
、

次
の
と
お
り

協
定
を
締
結
す

る
。
 

 （
協
力

の
要
請
）
 

第
１
条

 
甲

は
、
災
害

時
に
お
い

て
市
民

の
飲
料
水

等
の
確
保
を

図
る

必
要
が
あ

る
と
認
め

た
と
き

は
、

乙
に

対

し
、
乙

が
運
営

管
理
す
る
専

用
水
道

設
備
（
以

下
「
専
用
水
道

設
備
」
と
い

う
。）

に
よ

り
得
ら

れ
る
水
（
以
下

｢
処
理
水
｣
と
い
う

。）
の
提

供
を
要

請
す
る
こ
と

が
で
き

る
も
の
と
す

る
。
な

お
、
要
請

の
方

法
は
、
飲
料
水
供

給
要

請
書

（
別
記
様

式
）
に
よ

る
も
の

と
す
る
が

、
緊
急
を
要

す
る

場
合
に
お

い
て
は
口

頭
で
要
請
し

、
そ

の

後
速

や
か

に
同
要

請
書
を

提
出
す
る
も

の
と
す
る
。
 

 （
要
請

に
対
す
る
協

力
）
 

第
２
条

 
乙

は
、
前
条

の
規
定
に

よ
る
要

請
を
受
け

た
と
き
は
、

専
用

水
道
設
備

が
毀
損
し

た
場
合

、
専

用
水

道

設
備

の
運

転
に
要
す

る
原
水
又

は
用
役

の
供
給
が

困
難
な
場
合

、
専

用
水
道
設

備
に
要
す

る
人
員
の
確

保
が

困

難
な

場
合

、
又
は
乙

の
業
務
の

継
続
に

重
大
な
支

障
が
生
じ
て

い
る

場
合
そ
の

他
乙
が
当

該
要
請
に
応

じ
る

こ

と
が

困
難

な
事
情
が

存
し
な
い

限
り
、

速
や
か
に

こ
れ
に
応
じ

、
可

能
な
範
囲

に
お
い
て

協
力
す
る
も

の
と

す

る
。
 

２
 
本

協
定
書
に
従

い
乙
が
甲
に
提

供
す

る
処
理
水
の
対
価
は

無
償
と
す
る

。
 

 （
飲
料

適
性
の
判
断

）
 

第
３
条

 
処

理
水
が
飲

料
水
と
し

て
適
す

る
か
ど
う

か
に
つ
い
て

は
、

甲
が
判
断

す
る
も
の

と
す
る

。
な

お
、

乙

は
、

甲
の

要
請
を
受

け
た
場
合

に
は
、

乙
が
専
用

水
道
設
置
者

と
し

て
実
施
し

て
い
る
水

質
に
関
す
る

下
記

検

査
デ

ー
タ

を
甲
に
提

供
す
る
も

の
と
す

る
。
た
だ

し
、
甲
の
判

断
に

よ
り
下
記

以
外
の
検

査
デ
ー
タ
を

必
要

と

す
る

場
合

は
、
甲

が
自
ら

検
査
を
行
う

。
 

(
1
)
 直

近
の
処

理
水
５
０
項

目
分
析

結
果
 

(
2)
 
直

近
の
処

理
水
９
項
目
分
析
結

果
（
一
般
細

菌
、
大

腸
菌
、
色
度

、
濁
度

、
臭
気

、
味
、
pH
、
塩
素
イ

オ
ン
、
有
機
物

（
T
O
C）
）
 

(
3)
 
直
近

の
処
理

水
３
項

目
分

析
結
果

（
色
度
、
濁

度
、
残
留
塩
素
）
 

(
4
)
 要

請
を
受

け
た
後
、
測

定
し
た

処
理
水
３
項

目
の
分

析
結
果
 

 （
飲
料

水
等
の
提
供

）
 

第
４
条
 

乙
は
、
処

理
水
を

以
下
に
定
め

る
給

水
地
で
提
供
す
る
も

の
と
す

る
。
 

給
水
地
 

：
 
旭

化
成
江
川
区

緊
急

時
応
急
給
水
ス
ポ
ッ

ト
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
富

士
市
川
成
島
９
５
－

１
 
内
 

２
 
提

供
開
始
時
期

は
平
成
３
０
年

５
月

を
目
途
と
す
る
が
、
具

体
的

に
は
別

途
、
甲

乙
間
で

協
議
し
決
定

す
る
。
 

３
 
市

民
へ

の
給
水
活

動
は
甲
が

行
う
も

の
と
す
る

。
た
だ
し
、

給
水

活
動
に
つ

い
て
甲
が

乙
に
協

力
を

要
請

し

た
場

合
、

乙
は
、
当

該
要
請
に

応
じ
る

こ
と
が
困

難
な
事
情
が

存
し

な
い
限
り

、
可
能
な

範
囲
に
お
い

て
協

力

す
る

も
の

と
す
る

。
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（
連
絡
体
制
）
 

第
５
条
 
災

害
発
生
時
に
本
協
定
を
円
滑
に
実

行
す

る
た

め
の
連

絡
窓

口
は
、
甲

に
あ

っ
て

は
災
害

対
策

本
部

、

乙
に
あ
っ

て
は
富
士
総
務
部
と
し
、
相
互
に
連
絡
で
き
る

体
制
を

構
築

す
る
。
 

 （
業
務
の
終
了
）
 

第
６
条
 
本

協
定
に
よ
る
乙
の
協
力
業
務
の
終

了
は

、
乙

が
甲
と

状
況

を
協
議
し

た
上

で
、

決
定
す

る
も

の
と

す

る
。
 

 （
市
民
か
ら
の
異
議
訴
え
等
）
 

第
７
条
 
本

協
定
に
関
し
て
、
市
民
か
ら
何
ら

か
の

請
求

又
は
訴

え
が

な
さ
れ
た

場
合

、
甲

は
こ
れ

を
処

理
し

、

解
決
す
る

。
 

 
 
 
 

（
協
議
事
項
）
 

第
８
条
 
本
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
本
協
定
に
疑
義
が

生
じ

た
場
合

は
、

甲
乙
協

議
の
上

定
め

る
。
 

 （
有
効
期
間
）
 

第
９
条
 
本
協
定
の
有
効
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら

1
年
間
と
す

る
。
た

だ
し
、
本
協
定
の
有
効
期
間
が
満

了
す
る
日

の
1
か
月
前
ま
で
に
、
甲
及
び
乙

の
い
ず

れ
も
書
面

に
よ

る
本
協

定
終
了
の
申

し
出
を
行
わ

な
い

と

き
は
、
期

間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

1
年
間
延
長
す
る
も

の
と
し

、
以

後
も
同

様
と
す

る
。
 

２
 
前
項
の

定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
乙
が
専
用

水
道

設
備

の
運
転

を
終

了
し
た
場

合
、

又
は

専
用
水

道
設

備
が

回

復
不
能
な

程
度
に
毀
損
・
滅
失
す
る
な
ど
、

乙
が

専
用

水
道
設

備
の

運
転
を
継

続
す

る
こ

と
が

困
難
と

な
っ

た

場
合
は
、

乙
が
甲
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
に
て
通
知
し

た
時
点

で
本

協
定
は

終
了
す

る
も

の
と
す

る
。
 

 

本
協
定
の

締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、

甲
乙
双

方
記

名
押
印

の
上
、

各
１

通
を
保

有
す
る
。
 

 

平
成
２

９
年
 

９
 

月
 
６
日
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
甲
 
 
 
 
富
士
市
永
田
町
１
丁
目
１

０
０

番
地
 

 

富
 
士

 
市
 
長
 

 
小

長
井
 
義
正
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
乙
 

 
 
富
士
市
鮫
島
２
番
地
の
１
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旭
化
成

株
式
会
社
 

富
士

支
社

長
 

 
岡

村
 
 
一
 

  



資
料

８
－

５
９

 

別
記
様

式
（
第
１
条

関
係
）
 

 

飲
料

水
供

給
要

請
書

 

  
旭
化

成
株
式
会
社

富
士
支
社
 

 
 
支

社
長
 
 
 

 
 
 
 
 
 

様
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
富
士
市
長

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
災
害

時
に

お
け
る
飲

料
水
の
供

給
に
関

す
る
協
定

書
第
１
条
の

規
定

に
基
づ
き

、
飲
料
水

の
提
供

を
要

請
し

ま

す
。
併

せ
て
検
査
デ

ー
タ
の
提
出
を

依
頼

し
ま
す
。
 

   
 
１

 
供
給
開
始

予
定
日
 
平
成

 
年

 
月
 
日
 

   
 
２

 
提
出
書
類

 
 
 
 
検
査

デ
ー

タ
（
第
３
条
関
係
）

 

 

資
料
８
－

６
１

 

一
般

廃
棄

物
処

理
に

関
す

る
災

害
時

等
の

 

相
互

援
助

に
関

す
る

協
定

書
 

 

第
１

章
 
総
則
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定

は
、
災
害
等
に
よ
り
自
助
努
力
の

限
度
を
超
え
て

一
般
廃
棄
物
の
適

正
な
処

理
に

支
障
が

生
じ
、

又
は

生
じ

る
こ
と

が
予
想

さ
れ

る
場
合

に
お
い

て
、
静
岡
県
内

の
市

町
村
等

が
相

互
に
援

助
す
る

こ
と

に
よ
り

、

一
般

廃
棄

物
の
適

正
な
処

理
に

係
る
事

業
の
円

滑
な

遂
行
を
図
る
こ

と
を
目
的
と

す
る

。
 
 

  
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
協
定

に
お

い
て
「
災
害

等
」
と

は
、

災
害
対
策

基
本

法
(
昭
和

3
6
年

法
律
第

22
3
号

)
第
２
条

第
１

号
に

規
定

す
る
災

害
(
以
下
「
災
害
」
と
い
う
｡)
並
び
に
一
般
廃
棄
物
の
処
理
施
設

等
の
事

故
及
び

故
障

を
い
う

。 

２
 
こ
の
協
定
に
お

い
て
「
市
町
村
等
」
と
は
、
静
岡

県
内
の

市
町
村
及
び

一
般
廃
棄
物

の
処
理

を
行
う
一
部

事
務

組
合

を
い

う
。
 

３
 
こ
の
協
定
に
お

い
て

「
一
般
廃
棄

物
」
と

は
、

廃
棄
物
の

処
理

及
び
清

掃
に

関
す
る

法
律
(昭

和
4
5
年
法
律
 

第
1
3
7
号

)第
２
条
第

２
項
に
規
定
す
る

一
般
廃

棄
物
を

い
う
。
 

４
 
こ
の
協
定
に
お

い
て

「
援
助
」
と

は
、
次

に
掲

げ
る
行
為

を
い

う
。
 

 
(
1)
 
施
設
又
は
業

務
の

提
供
又
は
あ

っ
せ
ん
 

 
(
2)
 
一
般
廃
棄
物

の
処

理
に
必
要
な

職
員
等

の
派

遣
等
 

 
(
3)
 
一
般
廃
棄
物

の
処

理
に
必
要
な

物
資
等

の
提

供
又
は
あ

っ
せ

ん
 

 
(
4)
 
前
３
号
に
定

め
る

も
の
の
ほ
か

、
一
般

廃
棄

物
の
処
理

に
関

し
特
に

必
要

な
事
項
 

５
 
こ
の
協
定
に
お

い
て
「

要
請
市
町
村

」
と
は

、
災

害
等
に
よ
り
一
般
廃

棄
物

の
処
理
に
支
障

が
生

じ
、
又

は
生

じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
他

の
市

町
村
等

に
援
助

の
要
請

を
行

う
市
町

村
等
を
い
う
。
 

６
 
こ
の
協
定
に
お

い
て
「

受
託
市
町
村

」
と
は

、
要

請
市
町
村
か
ら
の
援

助
の

要
請
を
受
託
し

、
援

助
を
行

う
市

町
村
等
を
い
う
。
 

７
 
こ
の
協
定
に
お

い
て
「

圏
域

」
と
は

、
別
表

の
左

欄
に
掲
げ
る
圏
域
名
ご
と
に
、
同

表
の
右

欄
に

掲
げ
る

構
成

市
町
村
等
で
構
成
さ
れ
る
区
域
を
い

う
。
 

（
適
用
区
域
）
 

第
３
条
 
こ
の
協
定

の
適

用
区
域
は
、

市
町
村

等
の

区
域
と
す

る
。
 

  
 
 
第
２
章
 
援

助
の

手
続
き
 

 
（
援
助
要
請
）
 

第
４
条
 
 市

町
村
等

は
、
災

害
等

に
よ
り

一
般
廃

棄
物

の
処
理

に
支

障
が
生

じ
、
又
は
生

じ
る
こ
と
が

予
想
さ

れ
る

と
き

で
、
自
己
の
保
有
す
る

一
般
廃
棄
物

処
理
施

設
、
収
集
･運

搬
車
両
、
資
機

材
等

で
は
一

般
廃
棄
物

の
適
正

な
処

理
が

困
難

で
あ

る
と
判

断
し

た
場

合
に

は
、

自
ら

が
所

属
す

る
圏
域

の
他

の
市

町
村

等
に

対
し

援
助

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
た

だ
し

、
特

に
必

要
と

判
断

し
た

と
き

は
、
他

の
圏

域
に

属
す

る
市

町
村

等
に

も
援

助
を

要
請

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

２
 
前
項
の
規
定
に

よ
る

要
請
を
行
っ

た
市
町

村
等

は
、
そ
の

旨
を

静
岡
県

(以
下
「
県

」
と

い
う
。
)
に
報
告

す
る
 

も
の

と
す

る
。
 



資
料
８
－
６

１
 

３
 
前

２
項
の
規
定
に
よ

る
要
請
及
び

報
告
の

方
法

は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
電

話
等
で
連
絡
し
た
後

、
文
書

を
送
 

付
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。
 

(
1
) 
援
助

を
要
す
る
理
由
 

(
2
) 
援
助

を
要
す
る
場
所
及
び
期
間
 

(
3
) 
必
要

と
す
る
施
設
又
は
業
務
内

容
 

(
4
) 
一
般

廃
棄
物
の
種
類
及
び
処
理

量
の

見
込
み
 

(
5
) 
必
要

と
す
る
人
員
 

(
6
) 
必
要

と
す
る
物
資
、
車
両
、
資

機
材

等
の
品

名
及
び
数
量
 

 
(
7)
 
連
絡
責
任
者
 

(
8
) 
そ
の

他
必
要
な
事
項
 

(
県
に
よ

る
援
助
要
請
に
係

る
措
置
) 

第
５
条

 
県
は
、
災
害
等
に

よ
り

市
町
村

等
の
一

般
廃
棄
物
の

処
理
に
支
障
が
生

じ
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該

市
町
 

村
等

が
そ

の
全

部
又

は
大

部
分

の
事

務
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

前
条

第
1
項

の
規

定
に
よ
る
要

請
に
つ

い
て
適
当
な

措
置
を

講
ず

る
こ
と
が
で
き

る
。
 

(
受
託
) 

第
６
条

 
援
助
の
要
請
を

受
け
た
市
町

村
等
は

、
当
該
市
町
村

等
の
一

般
廃
棄
物
の
適
正

な
処
理
に
支
障
の
な
い
範

囲
に

お
い
て
、
こ

れ
を
受
託
す
る
も

の
と
す

る
。
た
だ
し
、
正
当

な
理

由
が
あ

る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
 

 
 
(実

施
) 

第
７
条

 
受
託
市
町
村
は

、
一
般
廃
棄
物
の
種
類

及
び

量
、
収
集
及
び
運
搬

の
方
法
そ
の

他
必
要

な
事

項
に
つ
い
て
 

要
請

市
町
村
と
協

議
し
た

上
で
、
援
助

を
実
施

す
る

も
の
と
す
る
。
 

２
 
援

助
の
期
間
は
、
原

則
と
し

て
要
請
市
町
村

が
一

般
廃
棄
物
を
適
正
に

処
理
す
る
こ

と
が
で

き
る
ま
で
の
間
と

す
る

。
た
だ
し
、

期
間
の

決
定
に
当
た

っ
て
は

、
受

託
市
町
村
と
十

分
協
議
す
る

も
の
と
す
る
。
 

３
 
 援

助
が
終
了
し
た
と

き
は
、
要
請
市
町
村
及

び
受

託
市
町

村
は

、
実
施
し
た
内

容
を

県
に
報
告
す
る
も
の

と
す
 

る
。
 

４
 
要

請
市
町
村
は
、
受
託

市
町
村
が
援
助
を
開

始
し

た
後
も

、
遅
滞
な
く
自
ら
一

般
廃

棄
物
の
適
正
な
処
理

の
た

め
の

体
制
の
確
保

が
で
き

る
よ
う
、
そ

の
体
制

の
回

復
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(
経
費
負

担
) 

第
８
条

 
援
助
に
要
し
た

経
費
は
、
原
則
と
し
て

要
請
市

町
村
が
負
担

す
る
も
の
と
し

、
支
払
方
法
、
内
容
等
に
つ
 

い
て

は
、
双
方
協

議
の
上

、
決
定
す
る

も
の
と

す
る

。
 

 

第
３

章
 
協
力
要

請
 

(
民
間
業

者
へ
の
協
力
要
請

) 

第
９
条

 
市
町
村
等
は
、
こ

の
協
定
に
基
づ
く
援

助
を

迅
速
に

実
施

す
る
た

め
、
必

要
に

応
じ
て
民
間

の
廃
棄
物
処
 

理
業

者
等
に
協
力

を
要
請

す
る
も
の
と

す
る
。
 

(
住
民
へ

の
協
力
要
請
) 

第
10

条
 
県
及
び

市
町

村
等
は

、
災
害

等
が
発
生
し

た
場
合

に
お
け

る
一

般
廃
棄
物
の
適
正
な

処
理

に
係
る

事
業

の
円

滑
な
遂
行

を
図

る
た
め

に
、

こ
の

協
定

の
趣
旨
及

び
内
容
に

つ
い
て

、
広
報
活

動
を
通
じ

て
関
係
住
民
に

周
知

を
図
り
、
そ

の
理
解

を
得
る
よ
う

努
め
る

も
の

と
す
る
。
 

資
料
８
－

６
１

 

第
４

章
 
そ
の
他
 

(
情
報
の
交
換
等
) 

第
1
1
条

 
 
こ
の
協
定
の
円
滑
な
運
用
を
期
す
る
た
め
、
市
町

村
等
は
、
必

要
の
都
度
、

一
般
廃

棄
物

処
理
施
設
の

稼
働

状
況

そ
の
他

一
般
廃

棄
物

の
処
理

に
関
し

必
要

な
情
報
を
相
互

に
交
換
す
る

も
の

と
す
る
。
 

２
 
県
は
、
こ
の
協
定
の
円
滑
な
運
用
に
必
要
な

調
整

、
あ
っ

せ
ん

、
情
報
の
提
供

そ
の

他
こ
の
協
定

の
円
滑
な
運
 

用
を

支
援

す
る
措

置
を
講

ず
る

も
の
と

す
る
。
 

(
他
の
協
定
と
の
関
係

) 

第
1
2
条

 
こ
の

協
定

は
、
市

町
村
等
が
災

害
対
策

基
本

法
第

6
7
条
の
規
定
等
に
よ
り
締

結
し
た
他
の

協
定
に

基
づ

<
援
助
等
を
妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。
 

(
そ
の
他
) 

第
1
3
条

  
こ
の

協
定

は
、
平

成
13

年
4
月

1
日
か

ら
効
力
を

生
ず

る
も
の

と
す

る
。
 

第
1
4
条

  
こ
の

協
定

の
運
用

に
関
し

必
要

な
事
項
は
、
別
に
定
め

る
。
 

２
 
 こ

の
協
定
に
定

め
の

な
い
事
項
又

は
疑
義

が
生

じ
た
事
項

に
つ

い
て
は

、
市

町
村
等

で
協

議
の
上

、
定
め
る
も
 

の
と

す
る

。
 

 

こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書

1
00

通
を
作
成
し
、
協
定
者
及
び
立

会
者

が
各
自

記
名
押

印
の
上
、
各
 

自
そ
の
１
通
を
保
有

す
る

。
 

  

平
成

1
3
年
３
月

30
日
 

協
定
者
：

県
内
全
市
町

及
び
一
部
事

務
組

合
（
県

は
協

定
締
結
の
立
会
者

）
 



資
料
８
－
６

２
 

災
害

時
に
お
け
る

傷
病

者
等
の
搬
送

業
務
に
関
す

る
協
定
書

 

  
富

士
市
（

以
下
「
市

」
と

い
う

。
）
と

民
間

救
急

サ
ー

ビ
ス

ア
シ

ス
ト
（

以
下
「

ア
シ

ス
ト

」
と

い
う

。
）
と

は
、

市
内

に
お

い
て

生
じ

た
大

規
模

な
災

害
（

地
震

、
風

水
害

、
そ

の
他

の
災

害
を

含
む

。
）

発
生

時
に

お
け

る
傷

病

者
等

の
搬

送
業

務
に
係

る
協

力
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。
 

 

（
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
富

士
市

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

、
市

が
行

う
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

係
る

ア
シ

ス
ト

の
協

力
に

関
し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

２
 

前
項

に
規

定
す
る

災
害

に
は

、
集

団
的

に
死

傷
者

等
が

発
生

す
る

大
規

模
な

車
両

事
故

、
航

空
機

事
故

そ
の

他
の

重
大

な
事

故
を
含

む
。
 

 

（
協

力
要

請
）
 

第
２

条
 

市
は

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
医

療
救

護
活

動
を

行
う

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、

ア
シ

ス
ト

に
対

し
次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

業
務

へ
の

協
力

を
要

請
す

る
。
 

 
 

傷
病

者
の

医
療
救

護
所

及
び

医
療

機
関

へ
の

緊
急

搬
送

 

 
 

前
号

に
定

め
る
も

の
の

ほ
か

、
市

が
必

要
と

認
め

る
も

の
 

 

（
要

請
手

続
）
 

第
３

条
 

市
は

、
ア
シ

ス
ト

に
対

し
て

前
条

の
規

定
に

よ
り

協
力

を
要

請
す

る
場

合
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
書

面
に

よ
り
行

う
。
た

だ
し

、
書

面
で

要
請
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、
口

頭
で
要

請
し
、
事

後

速
や

か
に

書
面

を
送
達

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

要
請

の
理

由
 

 
 

要
請

す
る

車
両
台

数
 

 
 

要
請

の
期

間
 

 
 

配
車

場
所
 

 
 

そ
の

他
必

要
な
事

項
 

 

（
協

力
の

実
施

）
 

第
４

条
 

ア
シ

ス
ト
は

、
第

２
条

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

市
か

ら
協

力
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、
可
能

な
範

囲
で

協
力

す
る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
費

用
負

担
）
 

第
５

条
 

第
２

条
各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
業

務
に

要
す

る
費

用
（

以
下
「

費
用
」
と

い
う

。）
に

つ
い

て
は
、

市
が

負
担

す
る

。
 

２
 

費
用

の
金

額
は
、
第

２
条

各
号
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

業
務

を
実

施
し

た
日

に
お

け
る

通
常

価
格

を
基

礎
と

し
て

、
市

及
び

ア
シ
ス

ト
で

協
議

の
上

決
定

す
る

。
 

 

（
費

用
の

支
払

い
）
 

第
６

条
 

ア
シ

ス
ト
は

、
災

害
が

収
束

し
た

時
点

で
、

書
面

に
よ

り
費

用
の

支
払

い
を

市
に

請
求

す
る

。
 

２
 

市
は

、
前

項
の
規

定
に

よ
る

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、
ア

シ
ス

ト
に

対
し
速

や
か

に
当

該
請

求
に

係
る

費
用

を
支

払
う

。
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（
損

害
補

償
）
 

第
７

条
 

市
は

、
第

２
条

の
規

定
に
よ

り
要

請
し

た
業

務
（

以
下
「

要
請

業
務

」
と

い
う

。
）
に

従
事

し
た

者
が

、

こ
れ

が
た

め
死

亡
し
、
負

傷
し
、
又

は
障
害

の
状

態
と

な
り

損
害

を
被

っ
た

と
き

は
、
災
害

救
助

法
の

規
定

に

基
づ

き
、
そ

の
損

害
を

補
償
す

る
。
な
お

、
災

害
救

助
法
の

規
定

が
適

用
さ

れ
な

い
場

合
は
、
同

法
に
準

じ
て

市
が

支
給

す
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 

要
請

業
務

に
従
事

し
た

こ
と

に
よ
り

、
車

両
に

損
害
が

発
生

し
た

と
き

は
、
市

及
び

ア
シ

ス
ト

で
協

議
の

上
、

補
償

額
を

決
定

し
、
市

が
支

給
す

る
。
 

 

（
平

時
の

対
応

）
 

第
８

条
 

市
は

災
害
時

に
お

け
る

市
と
ア

シ
ス

ト
と
の

間
の

連
絡

方
法

を
整

備
す

る
。
 

 

（
協

定
の

効
力

）
 

第
９

条
 
こ

の
協

定
の

期
間
は

、
締

結
の

日
か

ら
平

成
3
1
年

３
月

31
日

ま
で

と
す

る
。
た

だ
し

、
こ

の
期

間
満

了
の

日
の

3
0
日

前
ま

で
に

、
市

及
び
ア

シ
ス

ト
い
ず

れ
か

ら
も

、
そ

れ
ぞ

れ
相

手
方

に
対

し
て

申
出

が
な

い

と
き

は
、

さ
ら

に
１
年

間
延

長
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

後
に

お
い

て
期

間
満

了
し

た
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。
 

 

（
疑

義
の

解
決

）
 

第
1
0
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都
度

、
市

及
び

ア
シ

ス
ト

で
協
議

し
て

定
め

る
。
 

  

こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る

た
め
、
本

協
定

書
２

通
を

作
成

し
、
市

及
び
ア

シ
ス

ト
で

記
名

押
印

の
上
、
各

自

１
通

を
保

有
す

る
。
 

  

平
成

３
０

年
２

月
１
日
 

  

富
士

市
永

田
町

１
丁
目

１
０

０
番

地
 

富
 
士

 
市

 
長

 
 

 
小

 
長

 
井

 
義

 
正
 

  

民
間

救
急

サ
ー

ビ
ス
 

ア
シ

ス
ト
 

富
士

市
伝

法
２

番
地
の

２
１
 

株
式

会
社

 
心
 

代
表

取
締

役
 
 
 
 
 
 小

 
山

 
悦

 
男
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大
規

模
災

害
時
に
お
け
る

応
急

給
水
及
び
応
急

復
旧

拠
点
と
し

て
富

士
市
教

育
プ

ラ
ザ

 

の
使

用
に

係
る
覚
書

 

 

富
士

市
長

 
小
長

井
義
正

（
以
下
「
富

士
市
水
道
事

業
」
と
い

う
。
）

は
、
東

海
地
震

等
の
大
規
模
災
害

時
に
お

い
て
、
富
士

市
教
育

委
員
会
 
教

育
長
 

山
田
幸

男
（
以
下
「

富
士
市

教
育
委

員
会

」
と
い
う
。）

が
管
理

す
る
富
士
市

教
育
プ

ラ
ザ
（
富
士

市
八
代

町
１
－

１
。
以
下
「

教
育
プ

ラ
ザ
」

と
い

う
。
）
の
施
設

の
使
用

に
関
し
、
次

の
と
お

り
覚
書
を
締

結
す
る

。
 

 

（
目
 

的
）

 

第
１
条

 
富

士
市
水

道
事

業
及
び

富
士

市
教
育

委
員

会
は
、
富

士
市
水
道

庁
舎
及

び
水
道

施
設
が
災

害
に

よ
り

被
災

し
、
大

規
模
な

断
水
の
発
生

に
伴
い

市
民
の

非
常
用
飲
料

水
の
確
保
が

困
難
と

な
っ
た
場
合
、

他
の

水
道

事
業
者

等
の

応
援

に
よ
る

応
急
給

水
及

び
応
急
復
旧

の
受
入

の
拠
点

と
し
て
教

育
プ
ラ

ザ
を

使
用

す
る

に
あ
た

り
、

円
滑

に
応
急

復
旧
作

業
が

進
め
ら
れ
る

よ
う
必

要
事
項

を
定
め
る

こ
と
を

目
的

と
す

る
。

 

（
使
用

場
所
）

 

第
２
条

 
他

の
水
道

事
業

者
等
の

応
援

に
よ
る

応
急

給
水
及
び

応
急
復
旧

の
受
入

作
業
の

た
め
の
使

用
す

る
こ

と
が

で
き
る

場
所
は

、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

 

(1
) 教

育
プ
ラ
ザ
１

階
多
目

的
室
棟

 

(2
)教

育
プ
ラ
ザ
来

客
者
用

駐
車
場

部
分

の
2
分
の

1 

（
期
 

間
）

 

第
３
条

 
使

用
期
間

は
、

１
か
月

以
内

と
し
、

必
要

に
応
じ
て

富
士
市
水

道
事
業

と
富
士

市
教
育
委

員
会

が
協

議
の

上
、
延

長
が
で

き
る
も
の
と

す
る
。

 

（
要
 

請
）

 

第
４
条

 
緊

急
時
に

係
る

事
項
の

要
請

で
あ
る

こ
と

を
鑑
み
、

富
士
市
水

道
事
業

は
、
口

頭
等
で
富

士
市

教
育

委
員

会
に
教

育
プ
ラ

ザ
の
使
用
を

要
請
し
、
そ

の
後
速
や

か
に
文
書
を

提
出

す
る
も

の
と
す

る
。

 

（
費
用

の
負
担
）

 

第
５
条

 
富

士
市
水

道
事

業
は
、

富
士

市
教
育

委
員

会
に
対
し

て
当
該
施

設
の
使

用
に
要

し
た
費
用

を
負

担
す

る
も

の
と
す

る
。

 

（
現
状

回
復
義
務
）

 

第
６
条

 
富

士
市
水

道
事

業
は
、

使
用

期
間
が

満
了

し
た
と
き

は
、
当
該

施
設
の

原
状
に

復
す
る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し
、

地
震
、

津
波
等
災
害

に
よ
り
損
傷

し
た
部
分

は
除
く
も
の

と
す

る
。

 

（
そ
の

他
）

 

第
７
条

 
そ

の
他
当

該
施

設
の
使

用
に

つ
い
て

、
疑

義
が
生
じ

た
場
合
は

、
富
士

市
水
道

事
業
と
富

士
市

教
育

委
員

会
が
協

議
し
て

定
め
る
も
の

と
す
る
。

 

資
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３
 

  
 
こ
の
覚

書
の
締

結
を
証

す
る
た
め

、
こ

の
覚
書

２
通
を
作

成
し
、

富
士
市
水

道
事
業

及
び
富
士

市
教

育
委
員
会

の
記
名

押
印
の

上
、

各
自
そ

の
１
通

を
所

持
す
る
も

の
と

す
る
。

 

     
 
 
平

成
２
８

年
５
月

１
９

日
 

  
 
 
 

 
 
 

 
富
士

市
青

島
町
１

９
１
番

地
 

 
 
 
 

 
 
 

 
富
士

市
長

 
小
長

井
 
義

正
 

  
 
 
 

 
 
 

 
富
士

市
永

田
町
一

丁
目
１

０
０

番
地

 

富
士
市
教
育
委
員

会
 
教

育
長

 
山
田

 
幸
男
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災
害
時
に

お
け
る

支
援
協
力
に

関
す
る

協
定
 

 

富
士

市
（

以
下
「
甲

」
と
い
う

。）
と
㈱

ヨ
シ

ノ
ロ

ジ
コ

（
以
下
「
乙

」
と
い

う
。
）

と
は

、
地

震
、
風
水
害
等

に
よ
る

災
害
が
発
生

し
、
ま

た
は

発
生
す
る
こ
と

が
予

想
さ
れ

る
場
合
（
以
下
「
災

害
時

」
と
い

う
。
）
に
お
け
る

支
援
協

力
に
関
し
、

次
の
と
お
り
協

定
を

締
結
す
る
。
 

（
定

義
）
 

第
１
条

 
こ
の
協
定

書
に
お
い
て

、
次
の

各
号
に
掲
げ

る
用
語
の

意
義

は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
 

(
1
) 

緊
急
支
援
物

資
と
は

、
日
常
生
活

に
支
障
を
き
た

し
た
、
り
災

者
等
に

供
給
す
る
食

料
及
び

生
活
必
需
品

を
い

う
。
 

(
2
) 

緊
急
物
資

集
積
所
と

は
、
甲
が
指

定
す

る
「
富
士

市
産
業

交
流
展
示

場
『
ふ
じ

さ
ん

め
っ
せ

』
（
富
士

市

柳
島

1
89

 8
）
」
を

い
う
。
 

(
3
)
  
緊

急
物
資
集
積

所
補
完

施
設
と
は
、

乙
が
指

定
す
る
「

第
三
物
流
セ

ン
タ

ー
」（

富
士
市
島

田
町

2
-1
09
）

を
い
う
。
 

(
4
)
 
荷

捌
き
業
務
と

は
、
緊

急
物
資
集
積

所
に
お

け
る
緊
急

物
資
の
荷
捌

き
、

保
管
、

在
庫
管
理
、
積
込
み
・

梱
包
業
務
を
い

う
。
 

（
要

請
）
 

第
２
条

 
甲

は
、
災
害

時
に
お
い

て
必
要

が
あ
る
と

認
め
る
と
き

は
、

乙
に
対
し

次
に
掲
げ

る
事
項

に
つ

い
て

協

力
を
要

請
す
る

こ
と
が
で
き

る
。
 

(
1
) 
甲

が
管
理
す
る

緊
急
支
援
物
資

を
、

緊
急
物
資
集
積

所
補
完

施
設
に
お
い

て
一
時

保
管
す
る
こ

と
 

(
2
) 
緊

急
物

資
集
積
所
ま

た
は
緊
急

物
資

集
積

所
補

完
施
設
に
お

い
て

、
甲
が
管
理

す
る

荷
捌

き
業
務
を
行
う

こ
と

。
 

(
3
) 
甲

が
管
理
す
る

緊
急
支
援
物
資

を
、

甲
が
指
定
す
る

市
内
避

難
所
等
へ
配

送
す
る

こ
と
 

(
4
) 
フ

ォ
ー
ク
リ
フ

ト
等
の
備
品
を

必
要

に
応
じ
て
借
用

す
る
こ

と
 

（
要

請
の

方
法
）
 

第
３
条

 
前

条
の
規
定

に
よ
る
要

請
は
、

文
書
を
も

っ
て
行
う
も

の
と

す
る
。
た

だ
し
、
文

書
を
も

っ
て

要
請

す

る
い
と

ま
が
な

い
と
き
は
、

電
話
等

で
要
請
し
、

そ
の
後
速
や
か
に

文
書
を
交
付

す
る
も
の
と
す

る
。
 

（
協

力
の

実
施
）
 

第
４
条

 
乙

は
、
第
２

条
の
規
定

に
よ
る

要
請
が
あ

っ
た
と
き
は

、
支

障
の
な
い

範
囲
に
お

い
て
協

力
す

る
も

の

と
の
す

る
。
 

（
費

用
の

負
担
）
 

第
５
条

 
乙
が
行
っ

た
前
条
の
業
務

の
実

施
に
要
し
た
費
用
は

、
甲
が
負
担

す
る

も
の
と
す
る
。
 

２
 
前

項
の

費
用
は
、

業
務
終
了

後
、
災

害
発
生
時

直
前
に
お
け

る
適

正
な
費
用

を
基
準
と

し
て
、

甲
乙

協
議

し

て
定
め

る
。
 

（
費

用
の

支
払
い

）
 

第
６
条

 
甲
は
、
前

条
の
費
用
を
乙

か
ら

の
請
求
後
、
速
や
か

に
支
払
う
も

の
と

す
る
。
 

 

資
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（
協
定
の

適
用
）
 

第
７
条
 
こ

の
協
定
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら

そ
の

効
力

を
有
す

る
も

の
と
し
、

甲
又

は
乙

が
文
書

を
も

っ
て

協

定
の
解

消
を
通

知
し

な
い
限

り
そ
の

効
力

を
持
続

す
る
も
の
と

す
る

。
 

（
疑
義
の

解
決
）
 

第
８
条
 
こ

の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び

こ
の

協
定

に
関
し

て
疑

義
が
生
じ

た
と

き
は

、
そ
の

都
度

甲
乙

協

議
し
て

定
め
る

も
の

と
す
る

。
 

 

上
記
協
定

の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協

定
書

２
通

を
作
成

し
、

甲
乙
記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ
の

１
通

を

所
持
す
る
。
 

 

平
成
２

９
年
１
２
月
１
１
日
 

（
甲
）

 
静
岡

県
富

士
市
永

田
町
１

丁
目

１
０
０
番
地
 

 
 
 

 
富
士

市
長

 
小
長

井
 
義

正
 

 （
乙
）

 
静
岡

県
富

士
市
青

島
２
３

２
 

 
 
 

 
株
式

会
社

ヨ
シ
ノ

ロ
ジ
コ
 

 
 
 

 
代

表
取
締

役
 
吉
野

 
榮
司
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被
災
者
支
援
並
び
に
遺
体
収
容
等
の
支
援
に
関
す
る
協
定
書

 
 

富
士
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）

と
一
般
社
団
法
人
全
日
本
冠
婚
葬
祭
互
助
協
会
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

は
災
害
時
に
お

け
る
支
援
協
力
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

 
 

（
目
的
）

 
 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、
富
士
市
内
に
お
け
る
地
震
、
風
水
害
そ
の
他
災
害
の
発
生
に
よ
り
、
甲
に
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ

る
災
害
時
（
以
下
「
災
害
時
」
と
い
う
。）

に
多
数
の
死
者
及
び
被
災
者
が
一
時
的
ま
た
は
集
中
的
に
発
生
す
る
場
合
の
迅
速

か
つ
円
滑
な
応
急
対
策
を
行
な
う
た
め
、
必
要
な
手
続
き
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
協
力
及
び
業
務
内
容
）

 
第
２
条
 
甲
は
、
災
害
時
に
乙
の
支
援
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
乙
に
要
請
し
、
乙
は
や
む
を
得

な
い
事
由
の
な
い
限
り
、
通
常
業
務
に
優
先
し
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（
１
）
 

遺
体
の
収
容
及
び
安
置
に
必
要
な
機
材
、
資
材
及
び
消
耗
品
並
び
に
作
業
等
の
役
務
の
提
供

 
（
２
）
 

遺
体
を
安
置
す
る
施
設
（
葬
儀
式
場
等
）
の
提
供

 
（
３
）
 

遺
体
搬
送
用
寝
台
車
及
び
霊
柩
車
等
に
よ
る
遺
体
搬
送

 
（
４
）
 

帰
宅
困
難
者
に
対
す
る
施
設
の
提
供
（
結
婚
式
場
等
）

 
（
５
）
 

甲
が
設
置
し
た
避
難
所
及
び
、
乙
が
提
供
す
る
施
設
に
お
け
る
、
被
災
者
に
対
す
る
炊
き
出
し
や
継
続
的
な
食
事
等

（
弁
当
等
）
の
提
供

 
（
６
）
 

そ
の
他
甲
の
要
請
に
よ
り
乙
が
応
じ
ら
れ
る
事
項

 
 （
要
請
）

 
第
３
条
 
前
条
の
要
請
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
支
援
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
態
が
発
生
し
た
と
き
は
、
電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
等
で
要
請
し
、
そ
の
後
速
や
か
に
支
援
要
請
書
（
第

１
号
様
式
）
を
乙
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（
１
）
 

要
請
担
当
者
の
職
名
、
氏
名
及
び
電
話
番
号

 
（
２
）
 

要
請
理
由

 
（
３
）
 

要
請
内
容

 
（
４
）
 

要
請
場
所

 
（
５
）
 

要
請
の
期
日
又
は
期
間

 
（
６
）
 

そ
の
他
要
請
に
必
要
な
事
項

 
 （
協
力
の
方
法
）

 
第
４
条
 
乙
は
前
条
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
乙
の
で
き
う
る
範
囲
に
お
い
て
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
第
２
条
各
号
の

協
力
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

 
 （
報
告
）

 
第
５
条
 
乙
は
、
第
２
条
各
号
の
協
力
が
完
了
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
災
害
時
要
請
業
務
実
施
報
告
書
（
第

２
号
様
式
）
を
甲
に
提
出
し
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
（
１
）
 
実
施
業
務
内
容

 
（
２
）
 
業
務
に
要
し
た
機
材
、
資
材
及
び
消
耗
品

 
（
３
）
 
従
事
者
氏
名

 
（
４
）
 
履
行
場
所
及
び
履
行
期
間

 
（
５
）
 
そ
の
他
報
告
事
項

 
 （
経
費
の
負
担
）

 
第
６
条
 
甲
は
、
前
条
に
よ
る
乙
の
報
告
が
あ
っ
た
場
合
、
甲
の
要
請
に
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
乙
が
要
し
た
経
費
に
つ

い
て
、
甲
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
経
費
の
請
求
）

 
第
７
条
 
乙
は
、
前
条
の
経
費
を
甲
に
請
求
す
る
場
合
は
、
甲
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 
乙
が
被
災
者
等
の
要
請
に
よ
り
、
甲
の
要
請
事
項
の
範
囲
を
超
え
る
支
援
を
行
な
っ
た
場
合
、
そ
の
経
費
は
当
該
要
請
を
行

な
っ
た
被
災
者
等
に
請
求
す
る
。

 
 （
経
費
の
支
払
）

 
第
８
条
 
甲
は
、
前
条
に
基
づ
き
乙
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
乙
が
指
定
す
る
支
払
先
に
速
や
か
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

 
 （
価
格
の
決
定
）

 
第
９
条
 
被
災
者
支
援
並
び
に
遺
体
収
容
等
に
必
要
な
機
材
、
資
材
及
び
消
耗
品
並
び
に
遺
体
を
安
置
し
た
施
設
の
使
用
料
等
の

価
格
は
、
災
害
の
発
生
直
前
に
お
け
る
災
害
救
助
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
１
８
号
）
の
基
準
額
及
び
市
場
の
適
正
な
価
格

を
基
準
と
し
、
甲
、
乙
協
議
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
支
援
体
制
の
整
備
）

 
第

10
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
け
る
円
滑
な
協
力
体
制
が
図
れ
る
よ
う
、
広
域
に
お
け
る
応
援
体
制
及
び
情
報
収
集
伝
達
体
制

の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
連
絡
責
任
者
）

 
第

11
条
 
こ
の
協
定
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
甲
、
乙
そ
れ
ぞ
れ
連
絡
責
任
者
を
置
き
、
甲
に
あ
っ
て
は
、
富
士
市
災
害

対
策
本
部
総
括
班
長
及
び
救
援
班
長
の
職
に
あ
た
る
者
を
、
乙
に
あ
っ
て
は
一
般
社
団
法
人
全
日
本
冠
婚
葬
祭
互
助
協
会
南
関

東
ブ
ロ
ッ
ク
長
の
職
に
あ
た
る
者
を
当
該
責
任
者
と
す
る
。

 
 （
災
害
時
の
情
報
提
供
）

 
第

12
条
 
乙
は
、
協
力
業
務
の
実
施
中
に
得
た
災
害
情
報
を
、
積
極
的
に
甲
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
守
秘
義
務
）

 
第

13
条
 
乙
は
、
要
請
に
基
づ
く
業
務
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
知
り
得
た
情
報
を
、
甲
以
外
の
者
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 （
通
知
）

 
第

14
条
 
乙
は
、
災
害
時
に
お
け
る
円
滑
な
協
力
が
図
れ
る
よ
う
、
こ
の
協
定
に
よ
り
協
力
で
き
る
乙
の
会
員
名
簿
を
毎
年
３

月
ま
で
に
、
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
協
議
）

 
第

15
条

 こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
が
生
じ
た
事
項
は
、
そ
の
都
度
、
甲
、
乙
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。  

 （
効
力
）

 
第

16
条

 こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
発
生
す
る
も
の
と
し
、
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、

期
間
満
了
の
２
ヶ
月
前
ま
で
に
、
甲
又
は
乙
か
ら
書
面
に
よ
る
解
約
の
申
し
出
が
な
い
と
き
は
、
な
お
、
１
年
間
効
力
を
有
す

る
も
の
と
し
、
以
降
も
同
様
と
す
る
。

 
  
こ
の
協
定
の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
１
通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。

 
  平
成
３
０
年
 
３
月
 
２
０
日

 
 甲
 
静
岡
県
富
士
市
永
田
町
１
丁
目
１
０
０
番
地
 
 
 
 
 
 
 
乙
 
東
京
都
港
区
西
新
橋
１
丁
目
１
８
番
１
２
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｓ
虎
ノ
門
６
階

 

富
士
市
長
 
小
長
井
 
義
正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
般
社
団
法
人
全
日
本
冠
婚
葬
祭
互
助
協
会

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
 
 
長
 
 
 
齋
藤
 
斎
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災
害
時
に
お
け
る
遺
体
収
容
等
の
支
援
に
関
す
る
協
定
書

 
 富
士
市

（
以

下
「

市
」
と
い

う
。
）
と
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
（
以

下
「
協
力

者
」

と
い
う
。
）
は
、

災
害

時
に

お
け
る

支
援
協

力
に
関
し
、

次
の
と
お
り
協
定

を
締
結

す
る

。
 

 

（
目
的

）
 

第
１
条

 
こ

の
協
定
は

、
富
士
市

内
に
お

い
て
災
害

が
発
生
し
、

又
は

発
生
す
る

お
そ
れ
が

生
じ
た

場
合

（
以

下

「
災
害

時
」
と
い

う
。
）
に

市
の
要

請
に
対

し
て
協

力
者

が
支
援
す

る
事
項
及
び

必
要
な

手
続
き
等
に
つ
い
て
定
め

る
も
の

と
す
る
。

 

 （
協
力

及
び
業
務
内

容
）

 

第
２
条

 
市

は
、
災
害

時
に
協
力

者
の
支

援
が
必
要

と
認
め
る
と

き
は

、
次
に
掲

げ
る
事
項

に
つ
い

て
協

力
者

に

要
請
し

、
協
力
者
は

や
む
を
得
な
い

事
由

の
な
い
限
り
、
通
常

業
務
に
優
先

し
て

協
力
す
る
も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
 
遺

体
の
収
容
及

び
安

置
に
必
要
な
機
材
、

資
材
及
び
消
耗
品
並

び
に
作
業
等

の
役

務
の
提
供

 

（
２

）
 
遺

体
を
安
置
す

る
施

設
（
葬
儀
式
場
等
）

の
提
供

 

（
３

）
 
遺

体
搬
送
用
寝

台
車

及
び
霊
柩
車
等
に
よ

る
遺
体
搬
送

 

（
４

）
 
そ

の
他
市
の
要

請
に

対
し
て
協
力
者
が
応

じ
ら
れ
る
事
項

 

 （
要
請

）
 

第
３
条

 
前

条
の
要
請

は
、
次
に

掲
げ
る

事
項
を
記

載
し
た
災
害

時
協

力
要
請
書

（
第
１
号

様
式
）

を
も

っ
て

行

う
も
の

と
す

る
。
た
だ

し
、
や
む

を
得
な

い
事
態
が

発
生
し
た
と

き
は

、
電
話
、

フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
等

で
要

請
し

、

そ
の
後

速
や
か
に
災

害
時
協
力
要
請

書
（

第
１
号
様
式
）
を
協

力
者
に
送
付

す
る

も
の
と
す
る
。

 

（
１

）
 
要

請
担
当
者
の

職
名

、
氏
名
及
び
電
話
番

号
 

（
２

）
 
要

請
理
由

 

（
３

）
 
要

請
内
容

 

（
４

）
 
要

請
場
所

 

（
５

）
 
要

請
の
期
日
又

は
期

間
 

（
６

）
 
そ

の
他
要
請
に

必
要

な
事
項

 

 （
協
力

の
方
法
）

 

第
４
条

 
協

力
者
は
前

条
に
よ
る

市
の
要

請
が
あ
っ

た
場
合
、
協

力
者

の
可
能
な

範
囲
に
お

い
て
、

市
の

指
示

に

従
い
、

第
２
条
各
号

の
協
力
を
行
う

も
の

と
す
る
。

 

 （
報
告

）
 

第
５
条

 
協

力
者
は
、

第
２
条
各

号
の
協

力
が
完
了

し
た
と
き
は

、
次

に
掲
げ
る

事
項
に
つ

い
て
災

害
時

要
請

業

務
実
施

報
告
書
（
第

２
号
様
式
）
を

市
に

提
出
し
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。

 

（
１

）
 
実

施
業
務
内
容

 

（
２

）
 
業

務
に
要
し
た

機
材

、
資
材
及
び
消
耗
品

 

（
３

）
 
従

事
者
氏
名
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（
４
）
 
履
行
場
所

 

（
５
）
 
履
行
の
期
日
又
は
期
間

 

（
６
）
 
そ
の
他
要
請
に
応
じ
て
協
力
し
た
事
項

 

 （
経
費
の
負
担
）

 

第
６
条
 
市

は
、
前
条
に
よ
る
協
力
者
の
報
告

が
あ

っ
た

場
合
、

市
の

要
請
に
相

違
な

い
こ

と
を
確

認
の

上
、

協

力
者
が
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
、
市
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る

。
 

 （
経
費
の
請
求
）

 

第
７
条
 
協

力
者
は
、
前
条
の
経
費
を
市
に
請

求
す

る
場

合
、
市

の
指

定
す
る
方

法
に

よ
り

、
請
求

す
る

も
の

と

す
る
。

 

２
 
協
力
者

が
被
災
者
等
の
要
請
に
よ
り
、
市

の
要

請
事

項
の
範

囲
を

超
え
る
協

力
を

行
な

っ
た
場

合
、

そ
の

経

費
は
当
該
要
請
を
行
な
っ
た
被
災
者
等
に
請
求
す
る
。

 

 （
経
費
の
支
払
）

 

第
８
条
 
市

は
、
前
条
に
基
づ
き
協
力
者
か
ら

の
請

求
が

あ
っ
た

場
合

、
協
力
者

が
指

定
す

る
支
払

先
に

速
や

か

に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

 

 （
価
格
の
決
定
）

 

第
９
条
 
遺

体
の
収
容
及
び
安
置
に
必
要
な
機

材
、

資
材

及
び
消

耗
品

並
び
に
遺

体
を

安
置

し
た
施

設
の

使
用

料

等
の
価
格
は

、
災
害
の
発
生
直
前
に
お
け
る
災

害
救

助
法

（
昭
和

２
２

年
法
律
第

１
１

８
号

）
の
基

準
額

及
び

市

場
の
適
正
な
価
格
を
基
準
と
し
、
市
と
協
力
者
で
協
議
し
て
決

定
す

る
も
の

と
す

る
。

 

 （
支
援
体
制
の
整
備
）

 

第
1
0
条

 協
力
者
は
、
災
害
時
に
お
け
る
円
滑
な

協
力

体
制
が
図

れ
る

よ
う
、

応
援
体
制
及

び
情
報

収
集
伝
達
体

制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
連
絡
責
任
者
）

 

第
1
1
条

 こ
の
協
定
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め

、
市

、
協
力
者

そ
れ

ぞ
れ
連

絡
責
任
者
を

置
き
、

市
は
福
祉
部

救
援
班
長
の
職
に
当
た
る
者
を
、
協
力
者
は
 
 
 
 
 
 
 

 
 

の
職
に

当
た

る
者
を

当
該
責

任
者

と
す
る
。

 

 （
災
害
時
の
情
報
提
供
）

 

第
12

条
 協

力
者
は
、
協
力
業
務
の
実
施
中
に
得
た
災
害
情
報

を
、

積
極
的

に
市

に
提
供

す
る
も

の
と

す
る
。

 

 （
守
秘
義
務
）

 

第
1
3
条

 協
力
者
は
、
支
援
を
行
う
場
合
に
お
い

て
知

り
得
た
災

害
に

関
わ
る

情
報
を
、
市

以
外
の

者
に
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。

 

 （
通
知
）

 

第
1
4
条

 協
力
者
は
、
災
害
時
に
お
け
る
円
滑
な

協
力

を
図
る
た

め
、

第
２
条

第
１
号
記
載

の
資
機

材
及
び
消
耗
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 品
の
数

量
等
を
把
握

し
、
市
の
求
め

に
応

じ
て
随
時
回
答
す
る

も
の
と
す
る

。
 

 （
協
議

）
 

第
1
5
条

 こ
の
協
定

に
定
め
の
な
い
事
項

及
び
疑
義
が

生
じ
た
事

項
は
、
市
と

協
力
者

の
協
議
に
よ
り
定
め
る
も

の
と
す

る
。

 

 （
効
力

）
 

第
16

条
 こ

の
協
定

は
、
締

結
の
日
か
ら
効
力
を

発
生

す
る
も
の

と
し

、
平
成
 

 
年
 

月
 
 
日
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し

、
期

間
満
了
の

２
ヶ
月
前

ま
で
に

、
市
又
は

協
力
者
か
ら

書
面

に
よ
る
解

約
の
申
し

出
が
な

い
と

き
は

、

さ
ら
に

、
１
年
間
効

力
を
有
す
る
も

の
と

し
、
以
降
も
同
様
と

す
る
。

 

  
こ
の

協
定

の
締
結
を

証
す
る
た

め
、
本

書
２
通
を

作
成
し
、
市

、
協

力
者
記
名

押
印
の
上

、
各
１

通
を

保
有

す

る
も
の

と
す
る
。

 

    
平
成

３
０
年
 
３

月
３
０
日

 

 

市
 
 

 
 
富
士
市

永
田
町
１

丁
目
１
０
０
番
地

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
富
士
市

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
富
士
市

長
 
 
 
小

長
井
 
義
正

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
協

力
者
 
 
（
協
力

者
一
覧
は
下

記
の
と
お
り
）

 
   

【
参
考
】
 
協
力
者
一
覧

 
富
士

伊
豆

農
業
協

同
組
合

（
旧

 富
士
市

農
業
協

同
組
合
）

 

株
式

会
社

フ
ジ
ヤ

ガ
バ
ナ

ン
ス
平
成
記

念
館

 

株
式

会
社

鈴
由
慶

弔
総
合

セ
ン
タ
ー

 

有
限

会
社

金
刺
葬

祭
 

静
岡

県
葬

祭
業
協

同
組
合

 

株
式

会
社

ア
ー
バ

ン
ゲ
ー

ト
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災
害
時
に
お
け
る
福
祉
用
具
等
物
資
の
供
給
及
び
貸
与

の
協

力
に

関
す
る
協
定
書
 

 

 
富
士
市
（
以
下
「
市
」
と

い
う
。
）

と
プ

ラ
イ

ム
ケ

ア
東

海
株
式
会
社
（

以
下

「
協

定
者

」
と

い
う

。
）
と

は
、

災
害

時

に
お
け

る
福

祉
用

具
等
物

資
の
供

給
及

び
貸

与
（

以
下

「
供

給
等

」
と

い
う

。
）

の
協

力
に

関
し

、
次
の

と
お
り

協
定
を

締
結
す
る
。

 

  
（
目
的
）

 

第
１
条
 
こ
の
協
定
は
、

富
士

市
内

で
、

災
害

が
発

生
し

、
又
は

発
生

の
お
そ
れ
が
あ

る
場

合
（

以
下

「
災

害
時

」
と

い

う
。
）

に
お

い
て
、

市
が

、
福
祉

避
難
所

等
に

お
い
て

必
要
と

す
る

介
護

用
品

・
衛

生
用

品
等

の
福

祉
用
具

等
物
資

（
以

下
「
物
資
」
と
い
う
。
）
の
供
給
等
を
、
協
定
者
か
ら
受

け
る
こ

と
に

関
し
て

必
要
な

事
項
を
定
め

る
も
の

と
す

る
。

 

  
（
物
資
供
給
等
の
要
請

及
び
協
力
）

 

第
２
条
 
市
は
、
災
害
時

に
お

い
て

、
緊

急
に

物
資

を
必

要
と
す

る
と

き
は
、
協
定
者

に
対

し
て

そ
の

保
有

す
る

物
資

の

供
給
等
に
つ
い
て
協
力
を

要
請
す
る
こ

と
が
で

き
る

も
の
と
す
る
。

 

２
 
協
定
者
は
、
前
項
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

物
資

の
優
先

供
給

等
、
及
び
運
搬

に
つ

い
て

可
能

な
限

り
市

に
協

力

す
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
物
資
の
内
容
）

 

第
３
条
 
市
が
協
定
者
に

供
給

等
を

要
請

す
る

物
資

の
内

容
は
、

別
表

１
に
掲
げ
る
も

の
の

う
ち

、
協

定
者

が
調

達
可

能

な
物
資
と
す
る
。

 

２
 
協
定
者
は
、
市
の
要

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
前

項
に

よ
り
定

め
た

物
資
以
外
の
物

資
の

供
給

等
に

つ
い

て
も

可
能

な

範
囲
で
協
力
す
る
も
の
と

す
る
。

 

  
（
物
資
の
要
請
手
続
）

 

第
４
条
 
市
の
協
定
者
に

対
す

る
要

請
手

続
は

、
福

祉
用

具
等
物

資
供

給
等
要
請
書
（

第
１

号
様

式
。

以
下

「
要

請
書

」

と
い
う

。
）

を
も
っ

て
行

う
も
の

と
す
る

。
た

だ
し
、

緊
急
を

要
す

る
と

き
は

、
口

頭
そ

の
他

の
方

法
に
よ

り
要
請

し
、

そ
の
後
速
や
か
に
要
請
書

を
提
出
す
る

も
の
と

す
る

。
 

  
（
物
資
の
運
搬
及
び
適

合
確
認
）

 

第
５
条
 
物
資
の
引
渡
し

場
所

は
、

市
が

指
定

す
る

も
の

と
し
、

引
渡

し
場
所
ま
で
の

運
搬

は
、

原
則

と
し

て
別

に
指

定

す
る
福

祉
用

具
等

物
資
運

搬
等
協

力
事

業
者

（
以

下
「

協
力

者
」

と
い

う
。）

が
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し
、

協
力
者

が
運
搬
で
き
な
い
場
合
に

は
、
市
、
協

定
者
協

議
の

上
、
運
搬
方
法

を
決
定
す
る

も
の
と
す
る
。

 

２
 
協
力
者
と
し
て
協
力

し
よ

う
と

す
る

も
の

は
、

福
祉

用
具
等

運
搬

等
協
力
に
係
る

承
諾

書
（

第
２

号
様

式
）

を
協

定

者
に
提
出
し
、
協
定
者
は

そ
の

副
本

を
市

に
提

出
し

、
市

は
そ
れ

を
別

に
定
め
る
運
搬

等
協

力
事

業
者

名
簿

に
て

管
理

す

る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
物
資
は
、
引
渡
し
場

所
に
お
い
て

、
市
又

は
市

が
指
定
す
る
者

が
確
認
の
上

、
受
け
取
る
も
の

と
す
る

。
 

４
 
協
力
者
は
、
必
要
に

応
じ

て
、

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
に
よ

り
現

地
の
状
況
や
災

害
時

要
配

慮
者

の
状

態
に

合
わ

せ
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て
福

祉
用

具
等
の

適
合
確

認
を

行
う
も
の
と
す

る
。

 

  
（

運
搬

車
両
の

通
行
及

び
配

慮
）

 

第
６
条

 
市

は
、

協
定
者

及
び
協

力
者

（
以

下
「

協
定

者
等

」
と

い
う

。
）
が

物
資

を
運

搬
す
る

際
に
は

、
協
定

者
等
の

運
搬

車
両

を
優
先
車

両
と

し
て

通
行
で
き

る
よ

う
配

慮
す

る
。
ま

た
、
市
は
、

協
定
者

等
が
燃
料

・
車

両
等

の
運

搬
手

段

の
確

保
が

困
難
な

場
合
に

は
、

可
能
な
限
り
協

力
す
る
も
の
と
す
る

。
 

２
 

市
は

、
前
条
第

１
項

に
掲

げ
る
引
渡

し
場

所
を

指
定

す
る
と

き
は
、
各
種

警
報
、

避
難
勧
告

、
そ

の
他

立
入

制
限

が

出
さ

れ
て

い
る
地
域

へ
の

要
請

を
避
け
る

な
ど

、
協

定
者

等
の
福

祉
用
具
専
門

相
談
員

の
生
命
の

安
全

に
配

慮
す

る
も

の

と
す

る
。

 

  
（

報
告

）
 

第
７
条

 
協

定
者

は
、

物
資

の
供

給
等
を

行
っ

た
と

き
は

、
福

祉
用

具
等

物
資

供
給

等
報

告
書

（
第

３
号

様
式

。
以

下

「
報
告

書
」

と
い

う
。）

に
よ

り
市

に
報

告
す

る
も
の

と
す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
を
要

す
る
と

き
は

、
口
頭

そ
の
他

の
方

法
に

よ
り

報
告
し

、
そ
の

後
速

や
か
に
報
告
書

を
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

 

  
（

費
用

）
 

第
８

条
 

協
定
者

等
が
市

に
供

給
等
を
し
た
物

資
及
び
運
搬
等
の
費

用
に
つ
い
て

は
、

市
が
負
担
す

る
も
の
と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
費
用

の
う
ち

第
９

条
第
３
項
各
号

に
該
当
す
る
場
合
は

、
介
護
保
険

法
（

平
成
９
年
法

律
第

1
2
3
号
。
以
下

「
法

」
と

い
う
。
）
に
基
づ

き
請
求
す
る

も
の
と
す
る
。

 

３
 

第
１

項
に
規
定

す
る

費
用

は
、
災
害

時
直

前
の

平
常

時
に
お

け
る
適
正
な

価
格
を

基
準
と
し

、
市

、
協

定
者

協
議

の

上
、

決
定

す
る
も

の
と
す

る
。

 

  
（

費
用

の
請
求

及
び
支

払
）

 

第
９

条
 

協
定
者

は
、
物

資
の

供
給
等
に
要
し

た
費
用
に
つ
い
て
、

報
告
書
の
提

出
後

、
市
に
請
求

す
る
も
の
と

す
る
。

 

２
 

市
は

、
前
項
の

請
求
が

あ
っ
た
と
き

は
、

そ
の

内
容

を
確
認

し
、
速
や
か

に
費
用
を

協
定
者

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

市
が
予

算
措
置

を
必

要
と
す
る
場
合

は
、
予
算
措
置
後
速

や
か
に
支
払

う
も

の
と
す
る
。

 

３
 

第
１

項
に
規

定
す
る

費
用

の
う
ち
次
に
掲

げ
る
各
号
に
該
当
す

る
場
合
は
、

法
に

基
づ
き
請
求

す
る
も
の
と

す
る
。
 

(
1)
 
法
第
８
条
第
１

２
項

に
規
定
す
る
福
祉
用

具
貸
与
 

(
2)
 
法
第
８
条
第
１

３
項

に
規
定
す
る
特
定
福

祉
用
具

販
売
 

(
3)
 
法
第
８
条
の
２

第
１

０
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防

福
祉
用
具
貸

与
 

(
4)
 
法
第
８
条
の
２

第
１

１
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防

特
定
福
祉
用

具
販
売
 

４
 

前
項

各
号
に
該

当
す

る
場

合
は
、
協

定
者

は
報

告
書

の
提
出

の
際
に
利
用

者
の
情

報
が
分
か

る
資

料
を

添
付

す
る

こ

と
と

す
る

。
 

  
（

損
害

の
負
担

）
 

第
１

０
条

 
こ
の
協

定
に

基
づ

く
協
力
の

実
施

に
当

た
り

損
害
（

物
資
の
紛
失

、
福
祉

用
具
等
が

原
因

と
な

る
事

故
等

）

が
生

じ
た

と
き
は

、
そ
の

賠
償

の
責
に
つ
い
て

市
、
協
定
者
協
議
の

上
、
定
め
る

も
の

と
す
る
。
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（
平
常
時
の
防
災
活
動

へ
の
協
力
）

 

第
１
１
条
 
協
定
者
等
は

、
市

が
実

施
す

る
防

災
啓

発
事

業
及
び

防
災

訓
練
な
ど
平
常

時
に

お
け

る
防

災
活

動
へ

の
協

力

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
支
援
体
制
の
整
備
）

 

第
１
２
条
 
協
定
者
は
、

災
害

時
に

お
け

る
円

滑
な

協
力

体
制
が

図
れ

る
よ
う
、
広
域

に
お

け
る

応
援

体
制

及
び

情
報

収

集
伝
達
体
制
の
整
備
に
努

め
る
も
の
と

す
る
。

 

２
 
市
、
協
定
者
は
、
毎

年
度
４
月
３

０
日
ま

で
に

、
同
月
１
日
の

担
当
者
を
報

告
す
る
も
の
と
す

る
。

 

  
（
有
効
期
間
）

 

第
１
３
条
 
こ
の
協
定
は

、
締

結
の

日
か

ら
そ

の
効

力
を

有
す
る

も
の

と
し
、
市
又
は

協
定

者
が

文
書

に
よ

り
協

定
の

終

了
を
通
知
し
な
い
限
り
継

続
す
る
も
の

と
す
る

。
 

  
（
疑
義
の
決
定
）

 

第
１
４
条
 
こ
の
協
定
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
こ

の
協

定
に
疑

義
が

生
じ
た
場
合
は

、
そ

の
都

度
、

市
、

協
定

者
協

議

の
上
、
決
定
す
る
も
の
と

す
る
。

 

   
こ
の
協
定
の
締
結
を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、
市

、
協

定
者
記
名
押
印

の
上

、
そ

れ
ぞ

れ
１

通
を

保
有

す

る
。

 

  
 
平
成
３
１
年
 
２
月

 
４
日

 

 

市
 
 
 
 
静
岡
県

富
士
市
永
田
町

１
丁

目
１
０

０
番
地

 
 

 
 
 

 

富
士
市

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

富
士
市

長
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   

協
定
者
 
 
静
岡
県

焼
津
市
三
和
１

０
４

５
番
地

 
 
 

 
 

 
 
 

 

プ
ラ
イ

ム
ケ
ア

東
海

株
式
会

社
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

代
表
取

締
役
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 別
表
１
（
第
３
条
関
係
）

 

福
祉
用

具
等
物

資
の

内
容

 

介
護

用
品

、
衛

生
用

品
、

食
事

用
品

、
ト

イ
レ

・
お

む
つ
用

品
、

特
殊

寝
台

及
び

付
属

品
、

車
椅

子
及

び
付

属
品

、
床

ず
れ

防
止

用
具

、
体
位

変
換

器
、

手
す

り
、

ス
ロ
ー

プ
、
歩

行
器

、
歩
行

補
助
杖

、
移

動
用
リ

フ
ト
、

医
療

関
連
用
品
 

等
 

 



資
料
８
－
６

８
 

災
害
時
に
お
け
る
福
祉
用
具
等
物
資
の
供
給
及
び
貸
与

の
協

力
に

関
す
る
協
定
書
 

 

 
富

士
市

（
以
下
「

市
」
と
い

う
。
）

と
一

般
社
団
法

人
日

本
福

祉
用

具
供

給
協

会
（

以
下

「
協
定
者

」
と
い
う
。
）
と

は
、

災
害
時

に
お

け
る

福
祉
用

具
等
物

資
の

供
給

及
び

貸
与

（
以

下
「

供
給

等
」

と
い
う

。
）

の
協
力

に
関
し

、
次
の

と
お
り

協
定

を
締

結
す
る

。
 

  
（

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の
協
定

は
、

富
士

市
内
で
、

災
害

が
発

生
し

、
又
は

発
生
の
お
そ

れ
が
あ

る
場
合
（

以
下

「
災

害
時

」
と

い

う
。
）

に
お

い
て
、

市
が

、
福

祉
避

難
所

等
に

お
い
て

必
要
と

す
る

介
護

用
品

・
衛
生

用
品
等

の
福

祉
用
具

等
物
資

（
以

下
「

物
資

」
と
い

う
。
）
の

供
給
等
を
、

協
定
者
か
ら
受

け
る
こ

と
に

関
し
て
必
要
な

事
項

を
定
め

る
も
の
と
す

る
。

 

  
（

物
資

供
給
等

の
要
請

及
び

協
力
）

 

第
２

条
 

市
は
、
災

害
時

に
お

い
て
、
緊

急
に

物
資

を
必

要
と
す

る
と
き
は
、

協
定
者

に
対
し
て

そ
の

保
有

す
る

物
資

の

供
給

等
に

つ
い
て

協
力
を

要
請

す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 

協
定

者
は
、
前

項
の

要
請

を
受
け
た

と
き

は
、

物
資

の
優
先

供
給
及
び
運

搬
等
に

つ
い
て
可

能
な

限
り

市
に

協
力

す

る
も

の
と

す
る
。

 

  
（

物
資

の
内
容

）
 

第
３

条
 

市
が
協
定

者
に

供
給

等
を
要
請

す
る

物
資

の
内

容
は
、

別
表
１
に
掲

げ
る
も

の
の
う
ち

、
協

定
者

が
調

達
可

能

な
物

資
と

す
る
。

 

２
 

協
定

者
は
、
市

の
要

請
が

あ
っ
た
と

き
は

、
前

項
に

よ
り
定

め
た
物
資
以

外
の
物

資
の
供
給

等
に

つ
い

て
も

可
能

な

範
囲

で
協

力
す
る

も
の
と

す
る

。
 

  
（

物
資

の
要
請

手
続
）

 

第
４

条
 

市
の
協
定

者
に

対
す

る
要
請
手

続
は

、
福

祉
用

具
等
物

資
供
給
等
要

請
書
（

第
１
号
様

式
。

以
下

「
要

請
書

」

と
い
う

。
）

を
も
っ

て
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し
、

緊
急
を

要
す

る
と

き
は

、
口
頭

そ
の
他

の
方

法
に
よ

り
要
請

し
、

そ
の

後
速

や
か
に

要
請
書

を
提

出
す
る
も
の
と

す
る
。

 

  
（

物
資

の
供
給

及
び
適

合
確

認
）

 

第
５

条
 

物
資
の
引

渡
し

場
所

は
、
市
が

指
定

す
る

も
の

と
し
、

引
渡
し
場
所

ま
で
の

運
搬
は
、

原
則

と
し

て
協

定
者

が

行
う

も
の

と
す
る
。

た
だ

し
、

協
定
者
が

運
搬

す
る

こ
と

が
で
き

な
い
場
合
に

は
、
市

、
協
定
者

協
議

の
上

、
運

搬
方

法

を
決

定
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 

物
資

は
、
引

渡
し
場

所
に

お
い
て
、
市
又

は
市
が
指
定
す
る
者

が
確
認
の
上

、
受

け
取
る
も
の

と
す
る
。

 

３
 

協
定

者
は
、
必

要
に

応
じ

て
、
福
祉

用
具

専
門

相
談

員
に
よ

り
現
地
の
状

況
や
災

害
時
要
配

慮
者

の
状

態
に

合
わ

せ

て
福

祉
用

具
等
の

適
合
確

認
を

行
う
も
の
と
す

る
。

 

  
（

運
搬

車
両
の

通
行
及

び
配

慮
）

 

資
料
８

－
６

８
 

第
６
条
 
市
は
、
協
定
者

が
物

資
を

運
搬

す
る

際
に

は
、

協
定
者

の
運

搬
車
両
を
優
先

車
両

と
し

て
通

行
で

き
る

よ
う

配

慮
す
る
。
ま
た
、
市
は
、

協
定

者
が

燃
料

・
車

両
等

の
運

搬
手
段

の
確

保
が
困
難
な
場

合
に

は
、

可
能

な
限

り
協

力
す

る

も
の
と
す
る
。

 

２
 
市
は
、
前
条
第
１
項

に
掲

げ
る

引
渡

し
場

所
を

指
定

す
る
と

き
は

、
各
種
警
報
、

避
難

勧
告

、
そ

の
他

立
入

制
限

が

出
さ
れ
て
い
る
地
域
へ
の

要
請

を
避

け
る

な
ど

、
協

定
者

の
福
祉

用
具

専
門
相
談
員
の

生
命

の
安

全
に

配
慮

す
る

も
の

と

す
る
。

 

  
（
報
告
）

 

第
７
条

 
協

定
者

は
、

物
資

の
供

給
等
を

行
っ

た
と

き
は

、
福

祉
用

具
等

物
資

供
給

等
報

告
書

（
第

２
号
様

式
。

以
下

「
報
告

書
」

と
い

う
。）

に
よ
り

市
に
報

告
す

る
も
の

と
す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
を

要
す

る
と

き
は

、
口
頭

そ
の
他

の
方

法
に
よ
り
報
告
し
、
そ
の

後
速
や
か
に

報
告
書

を
提

出
す
る
も
の
と

す
る
。

 

  
（
費
用
）

 

第
８
条
 
協
定
者
が
市
に

供
給
等
を
し

た
物
資

及
び

運
搬
等
の
費
用

に
つ
い
て
は

、
市
が
負
担
す
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 
前
項
の
費
用
の
う
ち

第
９
条
第
３

項
各
号

に
該

当
す
る
場
合
は

、
介
護
保
険

法
（
平
成
９
年
法

律
第

1
2
3
号

。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
き
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
第
１
項
に
規
定
す
る

費
用

は
、

災
害

時
直

前
の

平
常

時
に
お

け
る

適
正
な
価
格
を

基
準

と
し

、
市

、
協

定
者

協
議

の

上
、
決
定
す
る
も
の
と
す

る
。

 

  
（
費
用
の
請
求
及
び
支

払
）

 

第
９
条
 
協
定
者
は
、
物

資
の
供
給
等

に
要
し

た
費

用
に
つ
い
て
、

報
告
書
の
提

出
後
、
市
に
請
求

す
る
も

の
と

す
る
。

 

２
 
市
は
、
前
項
の
請
求
が

あ
っ
た

と
き

は
、

そ
の

内
容

を
確
認

し
、

速
や
か
に
費
用
を

協
定
者

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

た
だ
し
、
市
が
予
算
措
置

を
必
要
と
す

る
場
合

は
、

予
算
措
置
後
速

や
か
に
支
払

う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
第
１
項
に
規
定
す
る

費
用
の
う
ち

次
に
掲

げ
る

各
号
に
該
当
す

る
場
合
は
、

法
に
基
づ
き
請
求

す
る
も

の
と

す
る
。
 

(
1)
 
法

第
８
条
第
１

２
項
に
規
定
す
る
福
祉
用
具
貸
与
 

(
2)
 
法

第
８
条
第
１

３
項
に
規
定
す
る
特
定
福
祉
用
具

販
売
 

(
3)
 
法

第
８
条
の
２

第
１
０
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防

福
祉
用

具
貸

与
 

(
4)
 
法

第
８
条
の
２

第
１
１
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防

特
定
福

祉
用

具
販
売
 

４
 
前
項
各
号
に
該
当
す

る
場

合
は

、
協

定
者

は
報

告
書

の
提
出

の
際

に
利
用
者
の
情

報
が

分
か

る
資

料
を

添
付

す
る

こ

と
と
す
る
。

 

  
（
損
害
の
負
担
）

 

第
１
０
条
 
こ
の
協
定
に

基
づ

く
協

力
の

実
施

に
当

た
り

損
害
（

物
資

の
紛
失
、
福
祉

用
具

等
が

原
因

と
な

る
事

故
等

）

が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

賠
償
の
責
に

つ
い
て

市
、

協
定
者
協
議
の

上
、
定
め
る

も
の
と
す
る
。

 

  
（
平
常
時
の
防
災
活
動

へ
の
協
力
）

 

第
１
１
条
 
協
定
者
は
、

市
が

実
施

す
る

防
災

啓
発

事
業

及
び
防

災
訓

練
な
ど
平
常
時

に
お

け
る

防
災

活
動

へ
の

協
力

に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

 



資
料
８
－
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８
 

  
（

支
援

体
制
の

整
備
）

 

第
１

２
条

 
協
定
者

は
、

災
害

時
に
お
け

る
円

滑
な

協
力

体
制
が

図
れ
る
よ
う

、
広
域

に
お
け
る

応
援

体
制

及
び

情
報

収

集
伝

達
体

制
の
整

備
に
努

め
る

も
の
と
す
る
。

 

２
 

市
、

協
定
者

は
、
毎

年
度

４
月
３
０
日
ま

で
に
、
同
月
１
日
の

担
当
者
を
報

告
す

る
も
の
と
す

る
。

 

  
（

有
効

期
間
）

 

第
１

３
条

 
こ
の
協

定
は

、
締

結
の
日
か

ら
そ

の
効

力
を

有
す
る

も
の
と
し
、

市
又
は

協
定
者
が

文
書

に
よ

り
協

定
の

終

了
を

通
知

し
な
い

限
り
継

続
す

る
も
の
と
す
る

。
 

  
（

疑
義

の
決
定

）
 

第
１

４
条

 
こ
の
協

定
に

定
め

の
な
い
事

項
又

は
こ

の
協

定
に
疑

義
が
生
じ
た

場
合
は

、
そ
の
都

度
、

市
、

協
定

者
協

議

の
上

、
決

定
す
る

も
の
と

す
る

。
 

   
こ

の
協

定
の
締
結

を
証

す
る

た
め
、
本

書
２

通
を

作
成

し
、
市

、
協
定
者
記

名
押
印

の
上
、
そ

れ
ぞ

れ
１

通
を

保
有

す

る
。

 

   
 

平
成

３
１
年

４
月
１

日
 

  

市
 
 

 
 
静

岡
県

富
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町
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０
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市
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協
定
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東
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浜
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町
２

－
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－
１
５
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舎
ビ
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４
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社
団
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福

祉
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供
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会
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事
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小
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孝
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 別
表

１
（

第
３
条

関
係
）

 

 

福
祉
用

具
等
物

資
の
内
容

 

介
護

用
品

、
衛

生
用

品
、

食
事

用
品

、
ト

イ
レ

・
お

む
つ

用
品

、
特

殊
寝
台

及
び

付
属

品
、

車
椅

子
及

び
付

属
品

、
床

ず
れ

防
止

用
具

、
体

位
変

換
器

、
手
す

り
、

ス
ロ
ー

プ
、
歩
行
器

、
歩
行
補
助
杖

、
移

動
用
リ
フ
ト
、
医
療

関
連
用
品
 
等

 

 

資
料
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福
祉

避
難

所
の

設
置
運

営
に

関
す

る
協

定
書

 

富
士

市
（

以
下
「

甲
」
と

い
う

。
）
と
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

以
下
「

乙
」
と

い
う

。
）
は

、
災
害

時
に

お
け

る
福

祉
避

難
所

の
設
置

及
び

運
営

に
つ

い
て

、
次
の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。
 

 

（
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
甲

が
、

乙
に

対
し

、
乙

が
運

営
す

る
施

設
を

福
祉

避
難

所
と

し
て

あ
ら

か
じ

め
指

定
し

、

災
害

時
に

お
い

て
、
災
害
救

助
法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第
１

１
８

号
）
の

規
定

に
よ

る
避

難
所
の

設
置

及
び

運
営

の
た

め
に

必
要

な
事
項

に
つ

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る
。
 

 （
定

義
）
 

第
２

条
 

こ
の

協
定
に

お
い

て
、
「
災

害
」
と

は
、
災

害
対

策
基

本
法

（
昭

和
３

６
年

法
律

第
２

２
３

号
）

第
２

条

第
１

項
に

規
定

す
る
災

害
を

い
う

。
 

２
 

こ
の

協
定

に
お
い

て
、「

要
配

慮
者

」
と

は
、
一

般
の
避

難
所

で
の

生
活

に
お

い
て

支
障

が
想

定
さ

れ
る

た
め

、

何
ら

か
の

特
別

な
配
慮

を
要

す
る

原
則

高
齢

者
を

い
う
。
 

３
 

こ
の

協
定

に
お
い

て
、
「

家
族
等

」
と
は

、
要
配

慮
者

の
家

族
又

は
介

助
者

を
い

う
。
 

４
 

こ
の

協
定

に
お
い

て
、「

福
祉

避
難

所
」
と

は
、
要
配
慮

者
及

び
家

族
等

の
た

め
に

開
設

す
る

避
難

所
を

い
う

。
 

 （
福

祉
避

難
所

を
設
置

す
る

施
設

）
 

第
３

条
 

福
祉

避
難
所

を
設

置
す

る
施

設
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

施
設

名
、

所
在

地
は

以
下

の
一

覧
表

の
と

お
り

）
 

 （
設

置
及

び
運

営
）
 

第
４

条
 

甲
は
、
前

条
に

規
定
す

る
施

設
に
福

祉
避

難
所
を

設
置

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
は
、
乙

に
福

祉

避
難

所
の

設
置

及
び
運

営
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

乙
は

、
前

項
の

要
請

を
受
け

た
場
合

は
、
こ

れ
を
承
諾
す

る
か

否
か

を
遅

滞
な

く
甲

に
回

答
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

乙
は

、
前

項
の

承
諾

を
し

た
場
合

は
、
前

条
に

規
定
す

る
施

設
に

福
祉

避
難

所
を

設
置

し
、
運

営
を

行
う
も

の

と
す

る
。

な
お

、
そ
の

運
営

に
当

た
っ

て
は

、
乙

の
判
断
を

尊
重

す
る

も
の

と
す

る
。
 

４
 

前
項

の
運

営
に
お

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行
う

こ
と

と
す

る
。
 

(
1
)
 

福
祉

避
難

所
の
運

営
の

た
め
に

必
要

な
体

制
の

確
保

 

(
2
)
 

福
祉

避
難

所
に
避

難
し

た
要
配

慮
者

の
日

常
生

活
上

の
支

援
及

び
相

談
 

(
3
)
 

要
配

慮
者

の
状
況

の
急

変
等
に

対
応

す
る

た
め

の
連

絡
調

整
 

(
4
)
 

前
各

号
に

掲
げ
る

も
の

の
ほ
か

、
甲

乙
協

議
の

上
、

定
め

る
業

務
 

５
 

前
項

に
掲

げ
る
業

務
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

手
順

書
等

に
お

い
て

明
示

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
協

力
体

制
）
 

第
５

条
 

乙
は

、
福
祉

避
難

所
の

運
営

に
必

要
な

職
員

等
に

不
足

が
生

じ
る

と
判

断
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
甲

 
 

 
に

連
絡

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
甲

は
、
乙

以
外

の
協

定
を

締
結

し
て

い
る
法

人
（

以
下

「
協

定
締

結
法

人
」
と

い
う

。
）

に
対

し
、

協
力

要
請

を
行

い
、

乙
以

外
の

協
定

締
結

法
人

は
当

該
協

力
要

請
に

応
え

る
よ

う
努

め
る
も

の
と

す
る

。
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（
要

配
慮

者
の

受
入
れ

等
）
 

第
６

条
 

乙
は

、
第

４
条

第
２

項
に
規

定
す

る
承

諾
を

し
た

場
合

は
、
直

ち
に

要
配

慮
者

の
受
入

体
制

を
整

え
、
受

け
入

れ
る

こ
と

の
で
き

る
要

配
慮

者
の

人
数

等
を

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

甲
は

、
前

項
の

報
告

を
受

け
た
場

合
は

、
福

祉
避
難
所

に
避

難
さ

せ
る

要
配

慮
者

を
特

定
し

、
こ

れ
を

乙
に

通

知
す

る
も

の
と

す
る
。
 

３
 

前
項

の
規

定
に
よ

り
特

定
し

た
要

配
慮

者
の

移
送

は
、
原

則
と

し
て
家

族
等

が
行

う
も

の
と

し
、
そ

の
協

力
に

よ
り

難
い

と
き

は
、
甲

が
支

援
す

る
も

の
と

す
る

。
 

４
 

乙
は

、
前

項
に
規

定
す

る
避

難
に

つ
い

て
、

可
能

な
範

囲
で

協
力

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
設

置
期

間
等

）
 

第
７

条
 

福
祉

避
難
所

を
設

置
す

る
期

間
は

、
災

害
発

生
の

日
か

ら
起

算
し

て
７

日
以

内
と

す
る

。
た

だ
し

、
期
間

の
延

長
が

必
要

と
認
め

る
場

合
は

、
甲

乙
協

議
の

上
、

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
物

資
の

調
達

等
）
 

第
８

条
 

乙
が

行
う
避

難
し

た
要

配
慮

者
の

た
め

に
必

要
と

な
る

福
祉

避
難

所
の

運
営

の
た

め
の

物
資

の
調

達
は

、

甲
が

行
う

も
の

と
す
る

。
 

２
 

乙
は

、
前

項
に
規

定
す

る
物

資
の

調
達

に
つ

い
て

、
可

能
な

範
囲

で
協

力
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
費

用
の

負
担

等
）
 

第
９

条
 

甲
は

、
乙

に
対

し
、
福

祉
避
難

所
の

設
置

及
び
運

営
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
、
災
害

救
助

法
及

び
そ

の

他
関

係
法

令
等

の
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

所
要

の
実

費
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
紛

争
発

生
の

措
置
）
 

第
１

０
条

 
こ

の
協
定

に
基

づ
き
、
乙

が
実
施

し
た

要
配
慮

者
支

援
活

動
に

関
し

、
要

配
慮

者
等

と
の
間

に
紛

争
が

生
じ

た
場

合
、
本

業
務
中

あ
る

い
は
本

業
務

終
了

後
に

か
か

わ
ら

ず
、
甲

と
乙

は
、
緊

密
な

連
携
の

も
と

に
速

や

か
に

原
因

等
を

調
査
し

、
甲

の
責

任
に

お
い

て
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
乙

の
故

意
又

は

重
大

な
過

失
が

あ
っ
た

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。
 

２
 

甲
は

、
福

祉
避
難

所
の

設
置

終
了

後
の

乙
の

通
常

業
務

に
支

障
を

き
た

さ
な

い
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
個

人
情

報
の

保
護
）
 

第
１

１
条

 
甲

及
び
乙

は
、
福

祉
避

難
所

の
設

置
及

び
管
理

運
営

に
際

し
て

知
り

得
た

要
配

慮
者

又
は

そ
の

介
助

を

す
る

者
の

個
人

情
報
を

他
に

漏
ら

し
て

は
な

ら
な

い
。
ま
た

、
本

業
務

が
終

了
し
た

後
に

お
い

て
も

同
様

と
す

る
。
 

 （
権

利
義

務
の

譲
渡
等

の
禁

止
）
 

第
１

２
条

 
乙

は
、
こ
の

協
定

に
よ
り

生
ず

る
権

利
又

は
義

務
を

第
三

者
に

譲
渡

し
、
若

し
く
は

承
継

さ
せ

、
又
は

そ
の

権
利

を
担

保
に
供

し
て

は
な

ら
な

い
。
 

 （
関

係
書

類
の

保
管
）
 

第
１

３
条

 
乙

は
、
こ

の
協

定
に

関
す

る
書
類

等
を

主
た
る

事
務

所
に

備
え

る
ほ

か
、
本
業

務
終

了
後
５

年
間

は
こ

れ
を

保
管

す
る

も
の
と

す
る

。
 

資
料
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（
有

効
期

間
）
 

第
１

４
条

 
こ

の
協
定

は
、
締
結

の
日

か
ら
効

力
を

生
じ
、
甲

乙
い
ず

れ
か

ら
も

協
定

の
解

除
又

は
変
更

の
申

出
が

な
い

限
り

、
継

続
す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
協

議
）
 

第
１

５
条

 
こ

の
協
定
に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
こ
の

協
定

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
こ

れ
を

定

め
る

。
 

 

こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成
し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

々
１

通
を

保
有

す
る

。
 

  

平
成

３
１

年
３

月
２
０

日
 

   
甲

 
富

士
市

永
田
町

１
丁

目
１

０
０

番
地
 

 
 

 
富

士
市
 

  
 

 
 

富
士

市
長
 

   
乙

 
 

  
 

 
 
 

  福
祉

避
難

所
の

設
置
運

営
に

関
す

る
協

定
事

業
者

 
一

覧
 

番 号  
法

人
名
 

施
設

名
 

所
在

地
 

1
 

社
会

福
祉
法

人
美
芳

会
 

特
別
養

護
老
人

ホ
ー

ム
す
ど

の
杜
 

増
川

51
0-
1 

2
 

社
会

福
祉
法

人
鑑
石

園
 

特
別
養

護
老
人

ホ
ー

ム
鑑
石

園
 

原
田

13
50
-
16
 

3
 

社
会

福
祉
法

人
湖
成

会
 

特
別
養

護
老
人

ホ
ー

ム
月
の

あ
か
り
 

大
淵

84
7-
4 

4
 

社
会

福
祉
法

人
信
愛

会
 

特
別
養

護
老
人

ホ
ー

ム
天
間

荘
 

天
間

16
02
 

5
 

社
会

福
祉
法

人
芙
蓉

会
 

特
別
養

護
老
人

ホ
ー

ム
み
ぎ

わ
園
 

今
泉

22
10
 

6
 

社
会

福
祉
法

人
岳
陽

会
 

地
域
密

着
型
特

別
養

護
老
人

ホ
ー
ム

あ
お
ば

 
五

味
島

28
5
-1
 

7
 

社
会

福
祉
法

人
真
澄

会
 

特
別
養

護
老
人

ホ
ー

ム
加
島

の
郷
 

水
戸

島
本

町
7-
8 

8
 

社
会

福
祉
法

人
富
士

厚
生
会

 
特

別
養

護
老
人

ホ
ー

ム
シ
ャ

ロ
ー
ム

富
士
川
 

北
松

野
10
7
1 
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災
害

時
等

に
お

け
る
富

士
市

と
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

助
産

師
会

と
の

協
力

に
関

す
る

協
定
 

 

富
士

市
（

以
下
「

市
」
と

い
う

。
）
と

一
般

社
団

法
人

静
岡
県

助
産

師
会
（

以
下
「

県
助

産
師
会

」
と

い
う

。
）

は
、
市

内
に

お
い

て
生
じ

た
自

然
災

害
や

大
規

模
事

故
等
に

よ
り

、
住

民
の

生
命

、
身

体
及

び
財

産
に

重
大

な

被
害

が
生

じ
又

は
生

じ
る

お
そ

れ
が

あ
る

緊
急

の
事

態
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「

災
害

時
等

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

妊
産

婦
及
び

乳
幼

児
（

以
下
「

妊
産

婦
等
」
と
い

う
。
）
へ

の
支

援
活

動
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協

定
を

締
結

す
る

。
 

 （
目

的
）

 

第
１

条
 
こ

の
協

定
は

、
富

士
市

地
域

防
災

計
画

に
基
づ

き
市

が
災
害

時
等

に
行
う

妊
産

婦
等
へ
の

支
援

活
動

に
対

す
る

県
助

産
師
会

の
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 （
協

力
の

要
請

）
 

第
２

条
 

市
は

、
災

害
時
等

に
お

い
て

妊
産

婦
等

へ
の
支
援

活
動

の
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、
県

助
産

師
会

に
対

し
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

業
務

へ
の

協
力

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

妊
産

婦
等

に
対
す

る
健

康
診

査
等

の
相

談
及

び
心

身
の

ケ
ア

 

 
 

妊
産

婦
等

に
対
す

る
医

療
機

関
等

へ
の

搬
送

の
要

否
の

決
定

 

 
 

緊
急

時
の

分
娩
介

助
、

分
娩

前
後

の
処

置
 

 
 

そ
の

他
必

要
な
業

務
 

２
 

前
項

に
定

め
る

要
請

は
、

次
の

各
号
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

書
面

に
よ

り
行

う
。

た
だ

し
、

書
面

に
よ

る
要

請
が

で
き

な
い

場
合

に
は

口
頭
等

に
よ

り
要

請
し

、
事

後
速

や
か

に
書

面
を

送
達

す
る

も
の

と

す
る

。
 

 
 
 

要
請

理
由

 

 
 
 

要
請

内
容

 

 
 
 

履
行

場
所

 

 
 
 

履
行

期
日

又
は

期
間

 

 
 
 

そ
の

他
必

要
な

事
項

 

３
 

市
は

、
前

２
項

に
定

め
る

要
請

に
つ

い
て

、
重

要
な
変

更
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、
県
助

産
師

会

に
通

知
す

る
も

の
と
し

、
そ

の
必

要
が

な
く

な
っ

た
と

き
は

、
速

や
か

に
書
面

に
よ

り
通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
協

力
の

実
施

）
 

第
３

条
 

県
助

産
師

会
は

、
市

か
ら

協
力

の
要

請
を

受
け

た
と

き
に

は
可

能
な

範
囲

で
協

力
に

応
じ

、
助

産

所
、

避
難

所
、

妊
産

婦
等

が
い

る
家

庭
等

、
市

の
指

示
す

る
場

所
に

お
い

て
業

務
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
業

務
の
中

心
は

富
士
・
富

士
宮

地
区

助
産
師
会

会
員

が
担

う
が

、
人

員
が

不
足

す
る

と
き

に
は

、

県
助

産
師

会
が

所
管
す

る
他

地
区

助
産

師
会

会
員

が
応

援
す

る
も

の
と

す
る

。
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 （

安
全

の
確

保
）

 

第
４

条
 

市
及

び
県
助

産
師

会
は

、
協

力
の

内
容

に
応

じ
て

安
全

の
確

保
に

十
分

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
扶

助
金

の
支

給
）

 

第
５

条
 

市
は

、
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

救
助

に
関

す
る
業

務
に

従
事

し
、
又

は
協

力
す

る
者

が
、
そ

の
た

め

に
負

傷
し

、
疾

病
に

か
か
り

、
又

は
死

亡
し

た
場

合
に
お
い

て
は

、
災

害
救

助
法
の

規
定

に
基

づ
き

、
扶

助

金
を

支
給

す
る

。
た

だ
し

、
災

害
救
助

法
の

規
定

が
適
用
さ

れ
な

い
場

合
は

、
同
法

に
準

じ
て

市
が

支
給

す

る
。

 

 （
費

用
弁

償
等

）
 

第
６

条
 

市
は

、
第

２
条
の

規
定

に
よ

り
救

助
に

関
す
る
業

務
に

従
事

し
、
又

は
協
力

す
る

者
に

要
す

る
費

用

を
負

担
す

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 
 

助
産

師
の

派
遣

に
要

す
る
費
用

 

 
 
 

助
産

師
が

携
行

し
た

医
薬
品
及
び

資
機

材
等
を

使
用

し
た

場
合

の
実

費
弁

償
 

２
 

前
項

の
規

定
に
か

か
わ

ら
ず
、
災
害

救
助
法

の
規

定
が
適

用
さ

れ
た

場
合
は

、
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

る
。

 

 （
損

害
賠

償
）

 

第
７

条
 

第
２

条
の
規

定
に

よ
り

救
助

に
関

す
る

業
務

に
従

事
し

、
又

は
協

力
す

る
者

が
、
そ

の
た

め
に

第
三

者
に

損
害

を
与

え
た
場

合
は

、
そ

の
責
め

に
帰
す

べ
き

事
由

に
よ

る
も

の
を

除
き

、
市

及
び

県
助

産
師

会
で

協
議

し
て

そ
の

賠
償
に

あ
た

る
。

 

 （
平

時
に

お
け

る
市
の

対
応

）
 

第
８

条
 

市
は

、
平
時

か
ら

、
災

害
時
等

に
関
す

る
情

報
の

提
供

そ
の

他
県

助
産

師
会

の
協

力
に

必
要

な
支

援
を

行
う

も
の

と
す
る

。
 

２
 

市
は

、
県

助
産
師

会
の

会
員

が
円
滑

に
活
動

で
き

る
よ

う
資

機
材

の
整

備
を

行
う

な
ど

必
要

な
環

境
の

整
備

に
努

め
る

も
の
と

す
る

。
 

 （
平

時
に

お
け

る
県
助

産
師

会
の

対
応

）
 

第
９

条
 

県
助

産
師
会

は
、

平
時

か
ら
会

員
に
対

し
協

定
の

普
及

及
び

啓
発

に
努

め
、

災
害

時
等

に
お

け
る

会
員

間
の

緊
急

連
絡

体
制

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、
毎

年
３
月

３
１

日
ま

で
に

協
力

可
能

人
員

等
を

市
に

連
絡

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

２
 

県
助

産
師

会
は
、
こ
の

協
定

に
基

づ
く

協
力

を
円
滑
に

実
施

す
る

た
め

に
、
市
が

実
施

す
る

訓
練

等
に

積

極
的

に
参

加
す

る
よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
協

定
の

期
間

及
び
継

続
）

 

第
１

０
条

 
こ

の
協
定

の
有

効
期

間
は

、
協

定
締

結
日

か
ら

当
該

年
度

の
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

 



資
料

８
－

７
０

 

  
 ２

 
有

効
期

間
が

満
了

す
る

３
０

日
前

ま
で

に
市

、
県

助
産

師
会

い
ず

れ
か

ら
も

継
続

を
し

な
い

旨
の

書
面

に
よ

る
通

知
が

な
い

場
合

は
、

こ
の

協
定

は
自

動
的

に
１

年
間

継
続

さ
れ

る
も

の
と

し
、

以
後

同
様

と
す

る
。

 

 （
協

議
）

 

第
１

１
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

又
は

疑
義

を
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て

は
、
そ

の
都

度
、
市
及

び
県

助
産

師
会

で
協

議
し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

  

こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る

た
め

、
本

協
定

書
を

２
通
作
成

し
、
市

及
び

県
助

産
師
会

が
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
保
有

す
る

。
 

 平
成

３
１

年
３

月
１
９

日
 

 

 
 静
岡

県
富

士
市

永
田
町

１
丁

目
１

０
０

番
地

 

 
 

 富
士

市
長

 
 

 
小

長
井

 
義

正
  

 

   

静
岡

県
静

岡
市

葵
区
瀬

名
川

３
丁

目
１

４
番

１
３

号
 

一
般

社
団

法
人

 
静
岡

県
助

産
師

会
 

 
 

 会
 

 
長

  
  

  
 伊

 
藤

 
 

和
 
代

 

  

資
料

８
－
７

１
 

災
害

時
に

お
け
る

応
急

対
策

活
動

に
関

す
る

協
定

書
 

 

富
士

市
（

以
下

「
甲
」

と
い

う
。

）
と

富
士

造
園

緑
化
協
会

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。

）
は

、
富

士
市

内
に

大
規

模
な
地

震
、
風

水
害
そ

の
他

の
災

害
（

以
下

「
大

規
模

災
害

」
と

い
う

。
）

に
よ

り

道
路

及
び

防
災

拠
点
施

設
等
（

以
下
「

公
共

施
設

等
」

と
い

う
。

）
に

甚
大

な
被

害
が

発
生

し
た

場

合
に

お
け

る
災

害
時
応

急
対
策

活
動
（

以
下

「
応

急
活

動
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り

協
定

を
締

結
す

る
。

 

（
目

 
的

）
 

第
１

条
 

大
規

模
災
害

が
発
生

し
た
場

合
に

お
い

て
、

公
共

施
設

等
に

甚
大

な
被

害
が

生
じ

た
場

合

の
被

害
状

況
の

調
査
並

び
に

応
急

活
動

を
行

う
こ

と
に
よ
り

、
公

共
施

設
等

の
機

能
確

保
及

び
回

復
を

図
る

こ
と

を
目
的

と
す

る
。

 

（
協

力
体

制
）

 

第
２

条
 

乙
は

、
こ
の

協
定
に

賛
同
す

る
協

会
員

の
う

ち
か

ら
災

害
時

応
急

対
策

活
動

協
力

者
（

以

下
「

協
力

者
」

と
い
う

。
）

を
と

り
ま

と
め

、
こ

の
協
定
の

締
結

後
速

や
か

に
災

害
時

応
急

対
策

活
動

協
力

者
名

簿
を
作

成
し

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
し
、
以

後
、

毎
年

４
月

１
日

時
点

の
災

害
時

応
急

対
策

活
動

協
力
者

名
簿

を
作

成
し

、
甲

に
提

出
す
る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

甲
及

び
乙

は
、
災

害
時
情

報
連
絡

網
を

作
成

し
、

協
力

者
に

周
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
協

力
要

請
）

 

第
３

条
 

甲
は

、
大
規

模
災
害

が
発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
緊

急
に

公
共

施
設

等
の

応
急

活
動

の

協
力

が
必

要
と

判
断
し

た
と

き
は

、
乙

に
対

し
て

応
急
活
動

の
協

力
要

請
が

で
き

る
も

の
と

す

る
。

 

２
 

甲
は

、
乙

に
対
し

て
応
急

活
動
の

協
力

要
請

を
す

る
と

き
は

、
災

害
の

状
況

、
応

急
活

動
日

時
、

応
急

活
動

場
所
、

応
急

活
動

内
容

等
を

指
示

し
た
文
書

に
よ

り
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
を

要
す
る

と
き

は
、

電
話

そ
の

他
の

通
信
手
段

に
よ

る
要

請
と

し
、

そ
の

後
速

や
か

に
当

該
文

書
を

提
出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
応

急
活

動
の

実
施
）

 

第
４

条
 

乙
は

、
前
条

の
規
定

に
基
づ

き
応

急
活

動
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

協
力

者
を

選
定

し
、

協
力

者
は

直
ち
に

応
急

活
動

場
所

に
出

動
し

、
甲
の
職

員
の

指
示

に
よ

り
応

急
活

動
を

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ
し

、
応

急
活

動
場

所
に

甲
の

職
員
が
出

動
で

き
な

い
場

合
は

、
要

請
事

項
に

従
い

、
自

ら
の

判
断
に

よ
り

応
急

活
動

を
行

う
も

の
と
す
る

。
 

２
 

協
力

者
は

、
応
急

活
動
に

あ
た
っ

て
は

、
自

ら
の

安
全

を
最

優
先

に
確

保
し

た
う

え
で

、
第

三

者
に

損
害

を
与

え
な
い

よ
う

特
段

の
注

意
を

払
う

も
の
と
す

る
。

 



資
料
８
－

７
１
 

３
 

協
力

者
は

、
業
務

従
事

者
の

労
働

災
害

補
償

の
た

め
労

働
者

災
害

補
償

保
険

法
の

適
用
を
受

け

ら
れ

る
よ

う
手

続
を
と

る
も

の
と

す
る

。
 

（
応

急
活

動
の

報
告
）

 

第
５

条
 

協
力

者
は
、

活
動

内
容

が
判

定
で

き
る

写
真

そ
の

他
資

料
を

整
備

し
、

応
急

活
動
終
了

後
、

速
や

か
に

被
害
状

況
及

び
応

急
活

動
の

結
果

を
ま

と
め

、
甲

に
対

し
報

告
す

る
も

の
と

す

る
。

 

（
請

負
契

約
の

締
結
）

 

第
６

条
 

甲
は

、
協
力

者
か

ら
の

前
条

の
資

料
を

も
と

に
速

や
か

に
請

負
契

約
を

締
結

す
る
も
の

と

す
る

。
 

（
損

害
賠

償
）

 

第
７

条
 

甲
又

は
協
力

者
は

、
応

急
活

動
に

際
し

、
そ

の
責

め
に

帰
す

べ
き

理
由

に
よ

り
、
本
協

定

の
相

手
方

又
は

第
三
者

に
損

害
を

与
え

た
と

き
は

、
そ

の
責

め
を

負
う

も
の

と
す

る
。

 

（
協

 
議

）
 

第
８

条
 

こ
の

協
定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
す

る
事

項
に

疑
義

が
生

じ
た
と
き

は
、

そ
の

都
度

甲
、
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
有

効
期

限
）

 

第
９

条
 

こ
の

協
定
は

、
締

結
の

日
か

ら
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が
文
書
に

よ

り
協

定
の

終
了

を
通
知

し
な

い
限

り
、

継
続

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 こ
の

協
定

を
証

す
る
た

め
、

本
協

定
書

を
２

通
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

う
え

各
自

そ
の
１
通

を

所
持

す
る

。
 

  

平
成

３
０

年
 

６
月
１

２
日

 

 

富
士

市
永

田
町

１
丁
目

１
０

０
番

地
 

甲
 

 
富

 
士

 
市
 

長
 

 
小

長
井

 
義

 
正

 

 

富
士

市
今

泉
２

１
１
６

番
地

の
３

 

乙
 

 
富

士
造

園
緑
化

協
会

 

会
 

長
 

 
 

 
 
 

渡
 

井
 

清
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災
害

時
に

お
け

る
学

習
活

動
支

援
に

関
す

る
協

定
書

 

  

富
士

市
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）

と
富

士
地

区
学

校
生

活
協

同
組

合
 （

以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）

と
は

、
地

震
、

津
波

、
風

水
雪

害
、

噴
火

そ
の

他
の

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

 

(
以

下
「

災
害

時
」

と
い

う
。

)
に

お
け

る
児

童
生

徒
の

学
習

活
動

支
援

（
以

下
「

支
援

」
と

い
う

。
）

に
関

し
て

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

 

 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

災
害

時
に

お
い

て
、

被
災

後
の

公
立

小
中

学
校

の
授

業
再

開
に

向

け
、

甲
の

要
請

に
応

じ
て

、
乙

が
実

施
す

る
支

援
に

つ
い

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
支

援
内

容
）

 

第
２

条
 

乙
は

、
甲

の
要

請
に

応
じ

て
、

次
に

掲
げ

る
支

援
を

実
施

す
る

。
 

(
1
)
 

衛
生

管
理

用
物

資
（

マ
ス

ク
、

消
毒

液
等

）
の

調
達

輸
送

 

(
2
)
 

心
の

ケ
ア

に
係

る
支

援
（

ク
レ

ヨ
ン

、
色

鉛
筆

、
色

画
用

紙
、
折

り
紙

等
の

調
達

輸

送
及

び
楽

器
演

奏
会

等
の

開
催

）
 

（
支

援
要

請
の

手
続

）
 

第
３

条
 

甲
は

、
前

条
の

支
援

を
必

要
と

す
る

と
き

は
、

乙
に

対
し

文
書

を
も

っ
て

要
請

す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
を

要
す

る
と

き
は

口
頭

等
で

要
請

し
、

事
後

速
や

か
に

文
書

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
支

援
の

実
施

）
 

第
４

条
 

乙
は

、
甲

か
ら

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

可
能

な
範

囲
に

お
い

て
支

援
の

実
施

に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
物

資
の

引
渡

し
）

 

第
５

条
 

物
資

は
、

甲
が

指
定

す
る

場
所

に
乙

が
輸

送
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
職

員
を

派

遣
し

て
要

請
物

資
を

確
認

の
上

、
こ

れ
を

引
き

取
る

も
の

と
す

る
。

 

（
費

用
負

担
）

 

第
６

条
 

支
援

に
係

る
費

用
は

乙
の

負
担

と
す

る
。

 

（
情

報
交

換
）

 

第
７

条
 

甲
及

び
乙

は
、

こ
の

協
定

に
定

め
る

事
項

を
円

滑
に

進
め

る
た

め
、

定
期

的
に

情

報
交

換
を

行
い

、
災

害
時

に
備

え
る

も
の

と
す

る
。

 

（
連

絡
責

任
者

）
 

第
８

条
 

甲
及

び
乙

は
、

あ
ら

か
じ

め
連

絡
責

任
者

を
別

途
定

め
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、

連
絡

責
任

者
等

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
相

手
方

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
有

効
期

間
）

 

第
９

条
 

こ
の

協
定

は
、

締
結

の
日

か
ら

効
力

を
有

す
る

も
の

と
し

、
甲

又
は

乙
が

文
書

を

も
っ

て
協

定
の

解
除

を
通

知
し

な
い

限
り

、
そ

の
効

力
を

持
続

す
る

も
の

と
す

る
。
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 （
協

議
）

 

第
１

０
条

 
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

 
 

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

そ
れ

ぞ
れ

１
通

を
保

管
す

る
。

 

  
 

 
令

和
元

年
６

月
７

日
 

  
 

 
 

（
甲

）
 

富
士

市
永

田
町

１
丁

目
１

０
０

番
地

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士

市
長

 
 

小
長

井
 

義
正

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
乙

）
 

富
士

市
大

淵
２

５
８

５
番

地
の

３
 

 

富
士

地
区

学
校

生
活

協
同

組
合

 

   

理
事

長
 

 
塩

川
 

均
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災
害

時
に
積
極
的
な
復

旧
支
援
と
社
会
貢
献
に

関
す
る
協
定
書
 

   
富
士

市
（

以
下
「
甲

」
と

い
う
。
）
と

富
士

市
技

能
職
団

体
連
絡

協
議

会
（

以
下
「

乙
」
と

い
う
。

）
は
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結
す
る

。
 

 

(
目
的

)
 

第
１
条

 
こ
の
協

定
は

、
地

震
、
風

水
害
等
自

然
災

害
が

発
生

し
た
場

合
、
各
技

能
職

団
体

が

有
す
る

技
能
に

よ
っ
て

市
の
災
害

対
策

に
協
力

す
る

と
と
も

に
、
被
災

市
民
の

災
害

復
旧
に

積
極
的

に
参
加

し
、
社
会

に
貢

献
す
る

こ
と

を
目
的

と
す
る

。
 

 

(
協
力

要
請
)
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 

第
２
条

 
甲
は
、
富

士
市
内

に
災
害
が

発
生
し
た

場
合

、
乙

の
技
能
に

よ
る
災

害
対

策
へ

の
協

力
を
要

請
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

 

 

(
乙
の

任
務
)
 

第
３
条

 
乙
は

、
甲

の
要
請

を
受

け
、
災
害
発

生
後

、
商
工

班
内

(
産
業

経
済

部
商
業

労
政

課
)

の
富
士

市
技
能

職
団
体

連
絡
協
議

会
災

害
復
旧

体
制

専
門
部

会
事
務

局
か

ら
、
速

や

か
に
部

会
長
に

連
絡
を

す
る
。

 

 第
４
条

 
部

会
長
は

連
絡
網

を
通

じ
、
各

種
の

専
門

部
会

員
に

技
能

職
者

の
派
遣

を
依

頼
し

、

指
示
を

受
け

た
専

門
部
会

員
は

、
そ
れ
ぞ
れ

の
傘
下
会

員
及
び

他
の

職
種

の
技
能
者

と
連
絡

を
取

り
災

害
復
旧

任
務

を
遂
行
す
る

。
 

 
(復

旧
費
用

) 

第
５
条

 
こ
の
協
定
に

基
づ
く
災
害
復
旧
の
た
め
要
し

た
経

費
は

、
甲
の
負
担

と
す

る
。

 
 

( 平
常
時
の
対
応

) 
第
６
条

 
平
常
時
よ
り

乙
は
、
甲
が
行
う
防
災
訓
練
に

積
極

的
に

参
加
す
る
。

 
 

( 有
効
期
間

) 

第
７
条

 
こ
の
協
定
は

、
締
結

の
日
か
ら
、
そ
の

効
力
を
有
す
る

も
の
と
し
、
甲
又

は
乙

が
文

書
を
も

っ
て

協
定

の
解
除

を
通

知
し
な
い
限

り
、
そ
の
効

力
を

持
続

す
る

。
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 （
協
議

）
 

第
８
条

 
こ
の
協

定
に
定

め
の
な

い
事

項
又

は
こ

の
協

定
に
つ

い
て
疑

義
が
あ

る
事

項
に

つ
 

い
て
は

、
そ
の

都
度

甲
乙

協
議
し

て
定

め
る
。

 

  
こ
の

協
定
の

成
立

を
証

す
る
た

め
、
本

協
定
書

２
通
を
作

成
し

、
甲

及
び

乙
が
署

名
の

上
、

各
自
そ

の
１
通

を
保

有
す

る
。

 

    平
成
３

１
年
 

３
月

２
６

日
 

 甲
 
 

富
士
市

永
田

町
１

丁
目
１
０

０
番
地
 

 
 
 

富
士
市

 

 
 
 

代
表
者

富
士

市
長

 
 
 
 

     乙
 
 

富
士
市

永
田

町
１

丁
目
１
０

０
番
地
 

  
 
 

富
士
市

技
能

職
団
体
連
絡
協
議
会
 

会
長
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災
害

時
に

お
け

る
支

援
協

力
に

関
す
る

協
定

 

 

富
士
市
（

以
下
「
甲

」
と

い
う
。
）
と
富
士
市
ホ
テ
ル
旅
館

業
組

合
（

以
下
「
乙

」
と
い
う
。）

と

は
、
災
害

時
に
お
け

る
協
力
に
関
し
、
次
の
と

お
り

協
定
を
締
結
す

る
。

 

 （
趣
旨
）

 

第
１
条
 

こ
の
協
定

書
は
、
市
内
に
地

震
、
風
水
害

そ
の
他
の

災
害
が
発
生
し
た

場
合
（
以
下
「

災

害
時
等
」

と
い
う
。
）
に
お
け

る
協

力
に
関
し
、
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の

と
す
る

。
 

 （
協
力
要

請
）
 

第
２
条
 

甲
は
、
乙
の
組
合
員
が
所
有
す
る
宿
泊

施
設

を
災

害
復

旧
に
当

た
る

者
に
優
先
的
に
提
供

す
る
よ
う

、
乙
に
対

し
て
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る

。
 

２
 
甲
は

、
協

力
を
要

請
す

る
に
当
た

っ
て
は
、
乙
に
対
し
、
文
書

を
も
っ

て
要

請
す

る
も
の
と
す

る
。
た
だ

し
、
緊
急

の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い

。
 

 （
要
請
に

基
づ
く
措

置
）
 

第
３
条
 

乙
は
、
協
力

の
要

請
を
受
け

た
と
き
は
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
と
と
も

に
、
そ
の
措
置

結
果
を
甲

に
速
や
か

に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る

。
 

 （
協
力
活

動
）
 

第
４
条
 

乙
は
、
協

力
の
要
請
を
受
け
た
と
き

は
、

速
や
か
に
協
力

活
動

を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
組
合
員

名
簿
の
報

告
）
 

第
５
条
 

乙
は
、
災
害

時
等

に
お
け

る
協

力
が
円

滑
に

実
施
で
き
る
よ
う

、
組
合

員
の
名
簿
を
定
期

的
に
甲
に

報
告
す
る

も
の
と
し
、
重

要
な

変
更
を

生
じ

た
と
き
は
、
そ

の
都

度
報

告
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 （
協
議
）

 

第
６
条
 

こ
の
協
定

に
定
め
の
な
い
事
項
及
び

疑
義

が
生
じ
た
と
き

は
、
そ

の
都

度
甲

乙
協
議
し
て

決
定
す
る

も
の
と
す

る
。
 

 

こ
の
協

定
の
成
立

を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を

作
成

し
、
甲
乙

記
名
押
印
の
上

、
各
自
１
通
を

保
有
す
る

。
 

  平
成

3
1
年

4
月

1
2
日

 

 甲
 
富
士

市
永
田
町

１
丁
目
１
０
０
番
地
 
 

 
 

 
 
 
乙
 

富
士
市
平
垣
本
町
７

番
２

０
号
 

 
 
富
士

市
長
 
小

長
井
 
義
正
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

富
士
市
ホ
テ
ル
旅
館

業
組

合
 

組
合
長
 

高
橋

 
孝

行
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災
害
時
等
に
お
け
る
無
人
航
空
機
の
活
用
に
関
す
る
協
定
書
 

  富
士

市
（

以
下

「
甲
」

と
い

う
。
）
と

株
式

会
社

イ
ー

シ
ー

セ
ン

タ
ー

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。
）

は
、

地

震
災

害
や

風
水

害
、
そ

の
他

災
害

（
以

下
「

災
害

」
と

い
う

。
）

が
発

生
し

た
場
合

に
お

い
て
、

市
内

に
お

け
る

被
害

の
軽

減
及
び

早
急

な
復

旧
復

興
に

資
す

る
た

め
、

次
の

通
り

協
定

を
締

結
す

る
。
 

 （
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
災

害
時

等
に

お
い

て
、

無
人

航
空

機
（

航
空

法
（

昭
和

２
７

年
法

律
第

２
３

１

号
）

第
２

条
第

２
２
項

に
規

定
す

る
無

人
航

空
機

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
活

用
し

た
活

動
を

、
甲

が

乙
に

協
力

要
請

す
る
場

合
に

お
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 （
活

動
内

容
）
 

第
２

条
 
活

動
の

内
容
は

、
次

に
掲
げ

る
項

目
と

す
る

。
 

(
１

)
 
空

撮
画

像
の

提
供

等
に

よ
る
被

害
状

況
の

調
査

に
関

す
る

こ
と
 

(
２

)
 
救

助
活

動
に

お
け

る
必

要
な
情

報
収

集
に

関
す

る
こ

と
 

(
３

)
 
応

急
物

資
（

医
薬

品
、

応
急
用

資
機

材
、

食
糧

等
）

の
運

搬
に

関
す

る
こ

と
 

(
４

)
 
前

各
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
特

に
要

請
が

あ
っ

た
事

項
 

 （
要

請
手

続
き

）
 

第
３

条
 
甲

は
、

災
害
時

等
に

お
い
て

、
乙

の
協

力
が

必
要

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
乙

に
対

し
無

人
航

空
機

に
よ

る
活

動
要
請

書
（

第
１

号
様

式
）

に
よ

り
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
を

要
す

る

場
合

に
お

い
て

は
、
口

頭
で

要
請

し
、

そ
の

後
速

や
か

に
同

要
請

書
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
要

請
に

基
づ

く
活
動

の
実

施
）

  

第
４

条
 
甲

は
、

乙
が
要

請
に

基
づ
く

活
動

を
円

滑
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
に

必
要

な
処

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
報

告
）
 

第
５

条
 
乙

は
要

請
に
基

づ
く

活
動
を

実
施

し
た

際
、

当
該

活
動

の
完

了
後

速
や

か
に

、
実

施
し

た
内

容
を

無
人

航
空

機
に

よ
る
活

動
報

告
書

（
第

２
号

様
式

）
に

よ
り

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
連

絡
窓

口
）

  

第
６

条
 
災

害
時

等
に
甲

と
乙

と
が
連

絡
を

取
り

合
う

際
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

代
表

者
が

予
め

定
め

る
者

を
通

じ
て

行
う

こ
と

と
す
る

。
 

 （
活

動
に

要
す

る
費
用

負
担

）
  

第
7
条

 
こ

の
協

定
に

基
づ

き
乙

が
実

施
し

た
活

動
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
災

害
の

直
前

に
お

け
る

適
正

な
価

格
を
基

準
と

し
て

、
甲

乙
協

議
の

う
え

決
定

し
甲

が
支

払
う

も
の

と
す

る
。
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（
補

償
）

  

第
８

条
 
こ

の
協

定
に
基

づ
く

協
定
に

伴
い

、
明

ら
か

に
甲

の
責

任
に

帰
す

る
原

因
に

よ
り

第
三

者
に

損
害

を
及

ぼ
し

た
と

き
、
若

し
く

は
乙

に
損

害
が

生
じ
た
と

き
は

、
甲

が
こ

れ
を

負
担

す
る

。
 

２
 
こ

の
協

定
に

基
づ
く

協
力

に
伴
い

、
明

ら
か

に
乙

の
責

任
に

帰
す

る
原

因
に

よ
り

第
三

者
に

損
害

を

及
ぼ

し
た

と
き

、
若
し

く
は

甲
に

損
害

が
生

じ
た

と
き

は
、

乙
が

こ
れ

を
負

担
す

る
。
 

３
 
こ

の
協
定

に
基

づ
く

協
力

に
伴
い

、
甲

乙
い

ず
れ

の
責

に
も

帰
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

原
因

に
よ

り

第
三

者
に

損
害

を
及
ぼ

し
た

と
き

、
乙

は
そ

の
事

実
を

遅
滞

な
く

甲
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
そ

の

負
担

に
つ

い
て

は
、
甲

乙
協

議
の

上
、

決
定

す
る

。
 

 （
平

常
時

に
お

け
る
協

力
体

制
）

  

第
９

条
 
 
災

害
時

に
相

互
協

力
が

円
滑

に
行

え
る

よ
う

、
甲

は
、

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

要
請

に
よ

り
活

動
で

き
る

内
容

及
び
連

絡
体

制
を

乙
に

照
会

す
る
も
の

と
す

る
。
 

 
 

ま
た

、
甲

乙
は
、

日
頃

か
ら

、
情

報
の

共
有

や
交

流
、

そ
の

他
防

災
に

関
す

る
相

互
協

力
を

積
極

的
に

進
め

る
よ

う
努

め
る
。
 

 （
協

定
期

間
）

  

第
１

０
条

 
こ

の
協

定
期

間
は

協
定
締

結
の

日
か

ら
令

和
２

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。
 

た
だ

し
、

期
間

満
了
３

ヶ
月

前
ま

で
に

甲
乙

の
い

ず
れ

か
ら

も
何

ら
の

申
出

が
な

い
と

き
は

、
期

間
満

了

の
翌

日
よ

り
１

年
延
長

し
、

そ
の

後
も

同
様

と
す

る
。
 

 （
協

議
）

  

第
１

１
条

 
こ

の
協

定
に

定
め

の
な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

が
協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る

た
め

、
本

協
定

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
、

乙
記

名
押

印
の

う
え

、
各

自
そ

の
1
 

通
を

保
有

す
る

も
の
と

す
る

。
  

  令
和

元
年

 
８

月
 
１

３
日
 

  

甲
  

 
富
士
市

永
田

町
１
丁
目
１

０
０
番
地
 

富
士
市
長

 
 
小

長
井

 
義

正
 
 

 

乙
  

 
富
士
市
五
貫
島
９

１
９

番
地

 

株
式
会
社

 
イ
ー

シ
ー

セ
ン
タ
ー
 

代
表
取
締

役
 
海

 
野

 
 
幸
 
男
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災
害

発
生

時
等

の
応
急

給
水

に
関

す
る
協

定
書

 

 

富
士
市
（
以
下
「
甲
」
と
い

う
。
）
と
ミ
ナ
ト
流

通
サ

ー
ビ
ス
株
式
会

社
（
以
下
「
乙

」
と

い
う

。
）

は
、
災
害

、
水
質
事
故
又
は
そ
れ

ら
の
発
生
の
お
そ

れ
が
あ
る
場

合
（
以
下
「
災

害
発
生
時

等
」
と

い
う
。
）
に

お
け
る
乙

が
所

有
す

る
車
両

を
利
用

し
た

応
急

給
水
に

関
し
て

次
の

と
お

り
協

定
を

締

結
す
る
。

 

 （
趣
旨
）

 

第
１
条
 

こ
の
協
定
は

、
富
士
市

内
に
お
け
る

災
害
発
生
時
等

に
お
い
て
、
甲
は
乙
の
協
力
を

得
て

、

乙
が
所

有
す
る

車
両

を
応
急
給
水
対
策
に
必
要
な
飲
料
水
等

の
輸
送
（

以
下
「
緊
急

輸
送

」
と
い

う
。
）
に
利
用
す
る
た
め

の
手
続
及

び
緊

急
輸
送
の

実
施
に
関
し

必
要
な
事
項

を
定
め

、
緊
急
輸

送
が
迅

速
か
つ

円
滑

に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
協
力
要

請
）
 

第
２
条
 

甲
は
、
緊
急
輸
送
を
乙
に
要
請

す
る

場
合
は
、
電
話
電
信
に

よ
り
行
う
も

の
と
し
、
そ
の

後
速
や

か
に
文

書
を

送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
協
力
）

 

第
３
条
 

乙
は
、
甲
か
ら
の

緊
急
輸
送
の
要

請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
乙
の
通

常
業
務
を
優

先
す

る
中

で
、
特

別
の
支

障
が

な
い
限
り
最
大
限
の
協
力
を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

２
 
乙
の

業
務
の
都
合

に
よ

り
、
緊
急
輸
送

の
出
動
が
遅
延
を
生
じ

又
は
実
施

さ
れ
な
か
っ
た
場
合

に
お
い

て
、
乙

は
何

ら
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は

、
乙
が
実
施
す
る
緊
急
輸
送
が
円

滑
に
実
施
で
き
る
よ
う

情
報
の
提

供
そ
の
他
必
要
な
協

力
を
行

う
も
の

と
す

る
。
 

（
費
用
負

担
）
 

第
４
条

 
こ
の

協
定
に

基
づ

き
、
乙

が
緊

急
輸

送
を

実
施
す

る
た
め

に
要
し

た
費

用
に
つ

い
て

は
、

そ
の
基

準
を
甲

乙
協

議
の
う
え
決
定
し
、
甲
が
負
担
す
る
の

も
と
す
る
。
 

２
 
緊
急

輸
送
に
車
両

を
使

用
し
た

こ
と

に
よ
り
、
乙
の
車
両
に
損

害
が
生
じ

た
場
合
の
負
担
に
つ

い
て
は

、
甲
乙

協
議

の
う
え
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項

の
損
害
に
は

営
業

補
償
等

の
間

接
的
費
用
は

含
ま
れ
な
い

も
の
と
す
る
。
 

（
運
行
中

断
の
措
置
）

 

第
５
条
 

乙
の
提
供
し

た
当

該
輸
送

車
両

が
、
事
故
そ
の
他
の
理
由

に
よ
り
運

行
を
中
断
し
た
と
き

は
、
乙

は
、
甲

に
対

し
速
や
か
に
そ
の
状
況
を
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。
 

（
災
害
補

償
）
 

第
６

条
 

緊
急

輸
送

中
に

お
い

て
従
業

員
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
に

よ
り

当
該

従
事
者

が
負
傷

し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
は

、
乙

の
労

働
者
災
害

補
償
保

険
法

等
の
関

係
法
令

に
基

づ
き
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。
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  （
緊
急
輸

送
に
係
る

施
設
の
確
認
）
 

第
７
条
 

甲
及
び
乙

は
、
災

害
発
生

時
等

に
お
け

る
緊

急
輸
送

を
速
や
か
に
行
え

る
よ

う
、
平

常
時

に
お
い

て
取
水

予
定
施
設
及

び
給
水
予
定
施
設
の
確

認
を
実

施
す

る
も

の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て

、
確
認

に
要
し
た
費

用
は
無
償
と
す
る
。
 

（
連
絡
責

任
者
）
 

第
８

条
 

こ
の

協
定

の
実

施
に

関
す
る

事
務

を
円

滑
に

進
め

る
た

め
に

連
絡

責
任

者
を

置
く

も
の

と
す
る

。
 

２
 
前
項

の
連
絡
責

任
者
は
、
甲
に

つ
い

て
は
上

下
水

道
営
業
課
長
と
し

、
乙
に

つ
い
て
は
富
士
営

業
所
長

と
す
る

。
 

（
協
議
）

 

第
９
条
 

こ
の
協
定

に
定
め
の
な
い
事
項
又
は

疑
義

を
生
じ
た
事
項

に
つ

い
て
は
、
そ

の
都
度
甲
乙

協
議
の

う
え
定

め
る
も
の
と

す
る
。
 

（
期
間
）

 

第
１
０
条

 
こ
の
協

定
の
有
効
期
間
は
、
こ
の
協

定
を

締
結

し
た

日
か
ら

令
和

２
年
３
月
３
１
日
ま

で
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
満
了
の
日
か
ら
１
か
月
前
ま
で

に
甲

乙
い

ず
れ
か
ら
も
申
出
が

な
い
と

き
は
、
こ
の
期
間
は

さ
ら
に
１
年

間
延
長
す
る

も
の

と
し
、
そ
の
後
に

お
い

て
期

間
満

了

し
た
と

き
も
同

様
と
す
る
。

 

  

こ
の
協

定
の
締
結

を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を

作
成

し
、
甲
乙

記
名
押
印
の
う

え
、
各
自
１
通

を
保
有
す

る
。
 

 令
和
元
年

 
８
月
 

２
７
日
 

 甲
 
富
士

市
永
田
町

１
丁
目
１
０
０
番
地
 
 

 
乙

 
名
古
屋
市

港
区
浜

二
丁

目
１

２
番
２
４
号
 

 
 
富
士

市
長
 
小

長
井
 
義
正
 
 
 
 
 

 
 

 
ミ
ナ
ト
流

通
サ
ー

ビ
ス

株
式

会
社
 

代
表
取

締
役

 
石
川
 
鎭
生
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地
理

空
間

情
報

の
活

用
促

進
の

た
め

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

 

 
国

土
交

通
省

国
土

地
理

院
と

静
岡

県
富

士
市

は
、

そ
れ

ぞ
れ

が
保

有
す

る
地

理
空

間
情

報
の

活
用

促
進

の
た

め
に

、

協
力

に
関

す
る

基
本

的
事

項
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。
 

  （
目

的
）

 
第

１
条

 
本

協
定

は
、
現

在
及

び
将

来
の

国
民

が
安

心
し

て
豊

か
な

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

る
経

済
社

会
の

実
現

の

た
め

、
地

理
空

間
情

報
活

用
推

進
基

本
法

（
平

成
１

９
年

法
律

第
６

３
号

）
の

趣
旨

に
の

っ
と

り
、

国
土

地
理

院
及

び
富

士
市

が
保

有
す

る
地

理
空

間
情

報
の

相
互

活
用

及
び

情
報

、
技

術
等

の
提

供
に

関
し

、
連

携
及

び
協

力
を

強

化
す

る
こ

と
に

よ
り

、
国

民
の

利
便

性
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
市

勢
の

発
展

と
安

全
、

安
心

な
地

域
社

会
づ

く

り
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 （
適

用
範

囲
）

 
第

２
条

 
本

協
定

は
、

地
理

空
間

情
報

の
整

備
及

び
活

用
に

関
す

る
行

政
事

務
に

対
し

適
用

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

（
地

理
空

間
情

報
の

提
供

及
び

物
品

の
貸

与
）

 
第

３
条

 
国

土
地

理
院

及
び

富
士

市
は

、
保

有
す

る
地

理
空

間
情

報
及

び
物

品
に

つ
い

て
相

互
に

活
用

す
る

も
の

と
し

、

具
体

的
な

提
供

方
法

等
に

つ
い

て
は

、
別

途
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 （

災
害

対
応

等
に

お
け

る
協

力
）

 
第

４
条

 
国

土
地

理
院

及
び

富
士

市
は

、
災

害
対

応
及

び
防

災
訓

練
等

に
お

い
て

相
互

に
情

報
の

共
有

を
図

り
、

迅
速

か
つ

効
果

的
な

防
災

及
び

減
災

の
推

進
に

向
け

て
協

力
す

る
も

の
と

し
、

具
体

的
な

協
力

方
法

等
に

つ
い

て
は

、

別
途

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
技

術
支

援
）

 
第

５
条

 
国

土
地

理
院

及
び

富
士

市
は

、
地

理
空

間
情

報
及

び
物

品
の

相
互

活
用

の
推

進
に

役
立

つ
技

術
等

の
活

用
に

つ
い

て
、

可
能

な
範

囲
で

相
互

に
支

援
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
窓

口
の

設
置

）
 

第
６

条
 

国
土

地
理

院
及

び
富

士
市

は
、
本

協
定

に
定

め
る

連
携

及
び

協
力

を
強

化
す

る
た

め
の

担
当

窓
口

を
設

置
し

、

具
体

的
な

連
携

及
び

協
力

に
関

す
る

事
項

の
推

進
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
 （

有
効

期
間

）
 

第
７

条
 

本
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

令
和

２
年

３
月

３
１

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し

、
本

協
定

の

有
効

期
間

満
了

の
日

の
３

０
日

前
ま

で
に

国
土

地
理

院
及

び
富

士
市

の
い

ず
れ

か
が

書
面

を
も

っ
て

本
協

定
の

終

了
の

意
思

表
示

を
し

な
い

と
き

は
、

こ
の

有
効

期
間

に
関

わ
ら

ず
、

期
間

満
了

日
の

翌
日

か
ら

更
に

１
年

間
有

効

と
し

、
そ

の
後

も
同

様
と

す
る

。
 

 （
協

議
）

 
第

８
条

 
本

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

又
は

本
協

定
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
両

者
が

誠
意

を
持

っ
て

協
議

解
決

す
る

も
の

と
す

る
。
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本

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
そ

れ
ぞ

れ
署

名
捺

印
の

う
え

、
各

自
そ

の
１

通
を

保
有

す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
令

和
 

元
年

 
９

月
１

１
日

 
 

 
 

茨
城

県
つ

く
ば

市
北

郷
１

番
 

 
 

 
 

国
土

交
通

省
国

土
地

理
院

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

黒
 

川
 

純
 一

 良
 

     
 

 
 

 
静

岡
県

富
士

市
永

田
町

１
丁

目
10

0
番

地
 

 
 

 
 

静
岡

県
富

士
市

長
 小

 長
 井

 
義

 
正
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地
震

等
の
災
害

発
生
時

に
お
け
る

市
民
生

活
の
支

援
に
関
す

る
協
定

書
 

 

富
士
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
別

紙
１
記
載
の
乙
所
有
の
土
地
及
び
建
物
（
以
下
「
本
物
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
地
震
等
の
災
害
発
生
時

に
お
け
る
市
民
生
活
の
支
援
に
関
す
る
協
定
書
（
以
下
「
本
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
支
援
の
内
容
）
 

第
1
条
 
甲
は
、
地
震
等
の
災
害
発
生
時
に
お
け
る
市
民
生
活
の
支
援
の
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
乙
に
対
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
支
援
を
要
請
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
要
請
は
、
第
５
条
第
２

項
記
載
の
乙
指
定
の
連
絡
先
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
行
う
も
の
と
す
る
。
（
フ
ァ
ッ
ク
ス
が
使
用
不
能
の
場
合
に

は
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
 

 
(
1)
 本

物
件
内
共
用
部
分
（
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
・
ト
イ
レ
等
）
の
避
難
場
所
と
し
て
の
提
供
 

 
(
2)
 本

物
件
の
敷
地
に
お
け
る
支
援
物
資
の
一
時
保
管
、
集
積
場
所
と
し
て
の
提
供
 

 
(
3)
 本

物
件
の
敷
地
に
お
け
る
集
積
場
所
の
運
営
支
援
（
物
資
の
受
入
、
仕
分
、
保
管
、
在
庫
管
理
、
出
庫

等
）
 

 
(
4)
 本

物
件
の
敷
地
に
お
け
る
駐
車
場
施
設
と
し
て
の
提
供
 

(
5)
 前

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
甲
が
本
協
定
に
よ
る
支
援
と
し
て
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
た
も
の
 

 （
支
援
の
応
諾
に
つ
い
て
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
地
震
等
の
災
害
発
生
時
に
お
け
る
市
民
生
活
の
支
援
の
た
め
、
甲
よ
り
前
条
の
支
援
の
要
請

を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
支
援
応
諾
の
可
否
を
速
や
か
に
甲
へ
通
知
す
る
も
の
と
し
、
応
諾
す
る
場
合
は
、

支
援
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
。
な
お
、
支
援
応
諾
の
可
否
通
知
は
、
第
５
条
記
載
の
甲
連
絡
先
に

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
行
う
も
の
と
す
る
。
（
フ
ァ
ッ
ク
ス
が
使
用
不
能
の
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
 

２
 
甲
は
、
第
１
条
の
支
援
を
要
請
し
、
乙
が
支
援
応
諾
し
た
場
合
に
は
、
本
物
件
に
赴
き
第
１
条
に
記
載
の

支
援
の
範
囲
等
を
乙
と
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
乙
は
、
第
１
条
の
支
援
に
あ
た
り
発
生
し
た
事
故
等
に
つ
い
て
、
一
切
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す

る
。
 

 （
賃
貸
）
 

第
３
条
 
乙
は
、
本
協
定
に
基
づ
き
本
物
件
又
は
本
物
件
の
一
部
を
甲
へ
賃
貸
す
る
場
合
に
は
、
本
協
定
の
趣

旨
に
従
い
、
賃
貸
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
水
道
費
・
電
気
料
金
・
冷
暖
房
費
・
固
定
資
産
税
等
を
含
め

た
費
用
も
甲
に
請
求
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
期
間
が
２
ヶ
月
を
超
え
た
場
合
に
は
、
乙
は
甲
へ
協

議
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
原
状
回
復
）
 

第
４
条
 
甲
は
、
本
物
件
を
使
用
す
る
合
理
的
理
由
が
解
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
必
要
な
原
状
回
復
を
行
い
、

乙
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。
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（
連
絡
事
項
・
連
絡
先
）
 

第
５
条
 
乙
は
、
次
の
事
項
に
変
更
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
甲
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

（
1）

商
号
 

（
2）

所
在
地
 

（
3）

連
絡
先
 

(
4)
 本

物
件
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
 

（
5）

そ
の
他
甲
が
要
求
す
る
届
出
事
項
が
生
じ
た
場
合
 

２
 
前
項
そ
の
他
本
協
定
に
基
づ
く
甲
及
び
乙
に
対
す
る
通
知
及
び
届
出
は
、
全
て
以
下
に
記
載
さ
れ
た
連
絡

先
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
甲
及
び
乙
は
、
本
物
件
に
関
す
る
管
理
業
務
に
つ
い
て
、
乙
が
下
記

の
大
和
ハ
ウ
ス
プ
ロ
パ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
に
委
託
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

甲
の
連
絡
先
 

富
士
市
役
所
防
災
危
機
管
理
課
(静

岡
県
富
士
市
永
田
町
１
丁
目
１
０
０
) 

電
話
番
号
0
54
5-
55
-2
93
6 

フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
0
54
5-
51
-2
0
40
 

 乙
指
定
の
連
絡
先
（
下
記
(
1)
(2
)の

両
方
）
 

(
1）

 大
和
ハ
ウ
ス
プ
ロ
パ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
(東

京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
１
８
番
２
号

５
階
) 

電
話
番
号
03
-5
21
4-
25
40
 
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号

03
-
52
14
-2
54
1 

(
2）

 三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
 
(東

京
都
港
区
芝
三
丁
目
33
番

1号
) 

電
話
番
号

03
-5
23
2-
30
26
 
 

フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
0
3-
52
32
-3
79
7 

 （
地
位
の
承
継
）
  

第
６
条
 
乙
は
、
本
物
件
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
場
合
、
本
協
定
に
よ
り
負
う
責
任
及
び

義
務
を
当
該
第
三
者
に
承
継
さ
せ
る
よ
う
実
務
上
合
理
的
な
努
力
を
行
う
も
の
と
し
、
当
該
第
三
者
は
、
本

協
定
に
よ
り
乙
が
負
う
責
任
及
び
義
務
を
承
継
す
る
場
合
に
は
、
本
協
定
の
趣
旨
に
従
い
甲
に
対
し
変
更
事

項
の
届
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。
  

 （
本
協
定
の
変
更
）
  

第
７
条
 
本
協
定
の
規
定
は
、
甲
乙
に
よ
る
書
面
に
よ
る
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
変
更
又
は
修
正
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
  

 

（
以
下
余
白
）
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以
上
、
本
協
定
に
つ
き
合
意
し
た
証
と
し
て
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
は
そ
れ
ぞ
れ
記
名
押
印
の
う

え
、
各
自
１
通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  

令
和
３
年
１
２
月
１
４
日
 

  （
甲
）
静
岡
県
富
士
市
永
田
町
一
丁
目
１
０
０
 
 
（
乙
）
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
4番

1号
 

富
士
市
役
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
 

富
士
市
長
 
小
長
井
 
義
正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
京
都
港
区
芝
三
丁
目
3
3番

1号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
配
人
 
森
本
 新

吾
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別
紙
1  

本
物
件
の
表
示
 

 

本
物
件
の
土
地
 

所
 
 
在
：
富
士
市
 

地
 
 
番
：
厚
原
字
込
野
１
６
９
９
-１

他
、
全

20
9
筆
 

地
 
 
目
：
宅
地
 

地
 
 
積
：
4
4,
16
1.
8
7
㎡
 

 本
物
件
の
建
物
 

名
 
 
称
：
D
P
L
新
富
士
Ⅱ
 

所
 
 
在
：
富
士
市
厚
原
１
６
９
９
－
１
 

建
物
用
途
：
倉
庫
・
事
務
所
 

構
 
 
造
：
P
Ca
P
C
造
４
階
建
 

床
面
積
 
：
9
9,
20
9.
8
0
㎡
 

 

以
上
    

 



 
資
料
８
－
７

９
 

    

し
尿

処
理

施
設

に
お

け
る

災
害

時
緊

急
応

援
に

関
す

る
協

定
書

 

           

富
士

市
 
上

下
水

道
部

 
生

活
排

水
対

策
課
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（
総

則
）

 

第
 

１
条

 
富

士
市

（
以

下
「

市
」

と
い

う
。

）
と

ク
ボ

タ
環

境
サ

ー
ビ

ス
株

式
会

社
（

以

下
「

協
力

者
」
と

い
う

。
）
と

は
、
地

震
、
風

水
害

そ
の

他
の

自
然

災
害

に
よ

り
、

市
の

所
管

す
る

富
士

市
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
き

き
ょ

う
又

は
富

士
市

中
野

台
下

水

処
理

施
設
（

以
下
「

し
尿

処
理

施
設

」
と

い
う

。
）
が

被
災

し
た

場
合
（

以
下
「

災

害
時

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

緊
急

応
援

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す

る
。

 

（
目

的
）

 

第
 

２
条

 
こ

の
協

定
は

、
市

が
協

力
者

に
対

し
て

要
請

す
る

災
害

時
の

緊
急

応
援

に
関

し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
応

援
要

請
）

 

第
 

３
条

 
市

は
、

災
害

時
に

お
い

て
実

施
す

る
し

尿
処

理
施

設
の

災
害

応
急

対
策

に
協

力
 

者
の

応
援

が
必

要
で

あ
る

と
判

断
し

た
と

き
は

、
協

力
者

に
対

し
応

援
要

請
を

行
 

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

 
協

力
者

は
前

項
の

応
援

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

特
段

の
事

情
が

な
い

限
り

、
 

そ
の

と
き

に
お

け
る

協
力

者
の

規
模

及
び

能
力

に
応

じ
て

可
能

な
限

り
こ

れ
に

 

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
応

援
要

請
の

手
続

き
）

 

第
 

４
条

 
第

３
条

に
基

づ
く

応
援

要
請

は
、

災
害

時
の

状
況

に
よ

り
最

善
か

つ
迅

速
、

適

正
な

手
段

と
判

断
さ

れ
る

通
知

方
法

に
よ

り
市

よ
り

協
力

者
に

行
う

も
の

と
し

、

口
頭

又
は

電
話

に
よ

る
通

知
の

場
合

は
、
市

は
要

請
後

に
｢
災

害
時

緊
急

応
援

要
請

書
｣（

様
式

第
１

号
）

及
び

「
協

議
書

」
（

様
式

第
３

号
）

に
よ

り
協

力
者

に
正

式

な
要

請
を

行
う

。
 

 
 

２
 

 
前

項
の

要
請

に
つ

い
て

協
力

者
は

「
承

諾
書

」
（

様
式

第
４

号
）

を
市

に
提

出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
応

援
要

員
の

派
遣

）
 

第
 

５
条

 
協

力
者

は
前

条
の

規
定

に
よ

り
応

援
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

速
や

か
に

第

６
条

に
規

定
す

る
緊

急
応

援
業

務
を

行
う

体
制

を
整

え
、

必
要

な
人

員
、

資
機

材

等
を

出
動

さ
せ

、
復

旧
作

業
に

従
事

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
緊

急
応

援
活

動
業

務
）

 

第
 

６
条

 
協

力
者

が
行

う
緊

急
応

援
業

務
は

概
ね

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

一
 

し
尿

処
理

施
設

の
被

害
状

況
調

査
 

二
 

簡
易

な
設

備
の

緊
急

修
繕

及
び

応
急

復
旧

工
事

の
実

施
 

三
 

し
尿

処
理

施
設

の
緊

急
運

転
操

作
 

四
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

特
に

市
か

ら
要

請
の

あ
っ

た
事

項
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 （
実

施
体

制
）

 

第
 

７
条

 
市

及
び

協
力

者
は

、
災

害
情

報
の

伝
達

を
正

確
に

行
う

た
め

、
こ

の
協

定
締

結

後
速

や
か

に
災

害
対

策
連

絡
網

を
整

備
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
情

報
の

交
換

）
 

第
 

８
条

 
市

及
び

協
力

者
は

、
災

害
時

に
お

い
て

円
滑

な
活

動
が

行
え

る
よ

う
必

要
に

応

じ
情

報
の

交
換

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
補

償
）

 

第
 

９
条

 
災

害
対

策
基

本
法

（
昭

和
３

６
年

法
律

第
２

２
３

号
）

第
６

５
条

１
項

の
規

定

に
よ

り
緊

急
応

援
業

務
に

従
事

し
た

協
力

者
の

従
業

員
等

が
、

応
援

業
務

に
起

因

し
、

負
傷

若
し

く
は

罹
患

、
死

亡
し

た
場

合
の

補
償

に
つ

い
て

は
市

の
責

任
に

お

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 

２
 

 
協

力
者

は
前

項
の

補
償

に
係

る
協

議
に

つ
い

て
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
費

用
負

担
）

 

第
１

０
条

 
こ

の
協

定
に

基
づ

き
、

協
力

者
が

応
援

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
要

し
た

費
用

は

市
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

但
し

、
以

下
の

各
号

に
定

め
る

費
用

は
協

力
者

の

負
担

と
す

る
。

 

 
 

 
一

 
出

動
に

要
し

た
労

務
費

 

 
 

 
二

 
作

業
を

伴
わ

な
い

被
害

状
況

の
確

認
、

情
報

収
集

に
要

し
た

費
用

 

 
 

 
三

 
日

常
の

災
害

予
防

協
力

に
要

し
た

費
用

 

 
 

２
 

 
前

項
に

規
定

す
る

費
用

の
算

出
方

法
に

つ
い

て
は

、
災

害
発

生
直

前
に

お
け

る

適
正

な
価

格
を

基
準

と
し

て
、

市
及

び
協

力
者

に
て

協
議

し
決

定
す

る
も

の
と

す

る
。

 
 

 
 

(
報

告
事

項
)
 

第
１

１
条

 
協

力
者

は
応

援
業

務
終

了
後

、
市

に
対

し
て

「
し

尿
処

理
施

設
復

旧
の

応
援

に

関
す

る
報

告
書

」
（

様
式

第
２

号
）

に
よ

り
次

の
事

項
に

つ
い

て
報

告
す

る
も

の

と
す

る
。

 

 
一

 
作

業
の

日
時

及
び

場
所

 

 
二

 
作

業
内

容
 

 
三

 
作

業
で

必
要

と
し

た
資

材
及

び
員

数
 

 
四

 
そ

の
他

必
要

事
項

 

（
損

害
の

賠
償

）
 

第
１

２
条

 
協

力
者

に
よ

る
応

援
業

務
の

実
施

に
あ

た
り

、
市

又
は

第
三

者
に

損
害

を
与

え

た
場

合
に

は
、

協
力

者
の

責
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

る
場

合
を

除
き

、
市

の
責

任

と
負

担
に

お
い

て
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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 (
防

災
訓

練
等

)
 

第
１

３
条

 
協

力
者

は
、

災
害

時
に

お
け

る
応

援
業

務
が

円
滑

に
遂

行
で

き
る

よ
う

、
市

の

行
う

防
災

訓
練

等
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
協

定
期

間
）

 

第
１

４
条

 
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

令
和

３
年

７
月

３
１

日
ま

で
と

す

る
。

但
し

、
期

間
満

了
の

１
ヶ

月
前

ま
で

に
、

市
、

協
力

者
の

一
方

か
ら

相
手

方

に
対

し
、

本
協

定
に

お
け

る
拒

絶
の

申
し

出
が

な
い

場
合

、
同

条
件

で
１

年
間

延

長
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

後
に

お
い

て
も

同
様

と
す

る
。

 

（
そ

の
他

）
 

第
１

５
条

 
こ

の
協

定
に

定
め

な
い

事
項

や
各

条
項

に
疑

義
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

市
、

協

力
者

双
方

に
よ

る
協

議
の

う
え

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(
違

反
し

た
場

合
の

措
置

)
 

第
１

６
条

 
市

と
協

力
者

い
ず

れ
の

当
事

者
が

こ
の

協
定

上
の

義
務

に
違

反
し

、
３

０
日

間

の
期

間
を

定
め

て
催

告
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
な

お
そ

の
期

間
内

に
違

反
事

項

の
是

正
を

行
わ

な
い

と
き

は
、

相
互

協
議

の
上

、
こ

の
協

定
を

解
除

で
き

る
も

の

と
す

る
。

 

 
 

 

   

こ
の

協
定

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、

市
、

協
力

者
記

名
押

印
の

う

え
、

各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す

る
。

 

   
 

令
和

 
２

年
 

８
月

 
１

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
所

在
地

 
 

 
富

士
市

永
田

町
一

丁
目

１
０

０
番

地
 

市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
名

 
 

 
富

士
市

長
 

小
長

井
 

義
正

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
所

在
地

 
 

 
東

京
都

中
央

区
京

橋
二

丁
目

１
番

３
号

 

協
力

者
 

 
 

 
 

 
 

 
ク

ボ
タ

環
境

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

株
式

会
社

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
名

 
 

 
代

表
取

締
役

 
三

谷
 

博
德

 
 

 
 

 
 



資
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災
害
時
に
お
け
る
施
設
使
用
に
関
す
る
協
定
書
 

富
士

市
（

以
下
「

甲
」
と

い
う
。
）
と

富
士
酸
素
工
業
株

式
会
社

（
以

下
「
乙

」
と
い

う
。

）
は
災
害
時
に

お

け
る
支

援
協
力
に
関

し
、
次
の
と
お

り
協

定
を
締
結
す
る
。
 

 

（
目
的

）
 

第
１
条

 
こ
の
協
定

は
、
富
士
市
内

に
お

け
る
地
震
、
風
水
害

そ
の
他
災
害

の
発

生
に
よ
り
、
甲

に
災

害
対
策
本

部
が

設
置

さ
れ
る

災
害
時

（
以
下
「
災

害
時
」
と
い
う
。

）
に
、

市
民

又
は
地

方
公
共

団
体

等
か
ら
派
遣
さ

れ

た
者

（
以

下
「
応

援
職
員

等
」
と
い
う

。
）
へ
の
乙
の
施

設
使
用

に
関

し
、
必

要
な
事

項
を

定
め
る
も
の
と

す

る
。
 

 （
協
力

の
内
容
）
 

第
２
条

 
甲
は
、
災

害
時
に
乙
の
支

援
が

必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
次
に
掲

げ
る

事
項
に
つ
い
て

乙
に

要
請
す
る
。
 

（
１

）
避

難
所
と

し
て
の

乙
の
施
設
の

使
用
 

（
２

）
応

援
職
員

等
の
受

け
入
れ
拠
点

と
し
て
の
乙
の
施

設
の
使

用
 

（
３

）
応

援
職
員

等
の
休

憩
場
所
、
宿

泊
場
所
と
し
て
の

乙
の
施

設
の

使
用
 

（
４

）
そ

の
他
甲

の
要
請

に
よ
り
乙
が

応
じ
ら
れ
る
事
項
 

 （
要
請

）
 

第
３
条

 
前
条
の
要

請
は
、
次
に
掲

げ
る

事
項
を
記
載
し
た
支

援
要
請
書
（

第
１

号
様
式
）
を
も

っ
て

行
な
う
も

の
と

す
る

。
た
だ

し
、
緊

急
の
場
合
は

電
話
等
に
よ
り
連

絡
し
、

後
日

、
支
援

要
請
書

（
第

１
号
様
式
）
を

乙

に
提

出
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
１

）
要

請
担
当

者
の
職

名
、
氏
名
及

び
電
話
番
号
 

（
２

）
要

請
理
由
 

（
３

）
要

請
内
容
 

（
４

）
要

請
場
所
 

（
５

）
要

請
の
期

日
又
は

期
間
 

（
６

）
そ

の
他
要

請
に
必

要
な
事
項
 

 （
協
力

の
方
法
）
 

第
４
条

 
乙
は
、
前

条
に
よ
る
甲
の

要
請

が
あ
っ
た
場
合
、
乙

の
で
き
う
る

範
囲

に
お
い
て
、
甲

の
指

示
に
従
い
、

第
２

条
各

号
の
協

力
を
行

な
う
も
の
と

す
る
。
 

 （
施
設

利
用
不
可
の

報
告
）
 

第
５
条

 
乙
は
、
災

害
等
の
被
害
に

よ
り

乙
の
施
設
の
使
用
が

不
可
能
と
な

る
事

由
が
発
生
し
た

場
合

に
は
、
そ

の
旨

を
遅

延
な
く

甲
に
報

告
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 （
経
費

の
負
担
）
 

第
６
条

 
乙
は
、
第

２
条
の
各
号
に

示
し

た
協
力
内
容
に
つ
い

て
、
甲
に
無

償
で

提
供
す
る
も
の

と
す

る
。
た
だ

し
、

施
設

の
管
理

運
営
に

伴
う
費
用
が

発
生
し
た
場
合
は

、
甲
乙

協
議

の
上
、

決
定
す

る
も

の
と
す
る
。
 

資
料

８
－

８
０

 

 （
経
費
の
請
求
）
 

第
７
条
 
乙
は
、
前
条
の
経
費
を
甲
に
請
求
す
る
場
合
は
、
甲

の
指

定
す
る

方
法

に
よ
り

、
請
求

す
る

も
の
と
す

る
。
 

 （
経
費
の
支
払
）
 

第
８
条
 
甲
は
、
前
条
に
基
づ
き
乙
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合

、
乙

が
指
定

す
る

支
払
先

に
速
や

か
に

支
払
う
も

の
と
す
る

。
 

 （
協
力
の
期
間
）
 

第
９
条
 
第
２
条
の
各
号
に
示
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
災
害

発
生

の
日
か

ら
７

日
以
内

と
す
る

。
た

だ
し
、
災

害
復
旧
等

の
状
況
に
よ
り
期
間
の
延
長
を
要
す
る
場
合
に

は
、
甲

乙
協

議
の
上

、
期
間

を
延

長
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

 

（
終
了
報
告
）
 

第
１
０
条
 
甲
は
、
乙
の
施
設
の
使
用
を
終
了
す
る
際
に
は
、

乙
に

文
書
で

通
知

す
る
と

と
も
に

、
施

設
の
原
状

回
復
を
行

な
い
、
乙
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
連
絡
責
任
者
）
 

第
１
１
条
 
こ
の
協
定
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
甲
及
び

乙
の

そ
れ
ぞ

れ
に

連
絡
責

任
者
を

置
き

、
甲
に
あ

っ
て
は
富

士
市
災
害
対
策
本
部
総
括
班
長
又
は
受
援
班
長

の
職
に

当
た

る
者
を

、
乙
に

あ
っ

て
は
総

務
部
長
の

職
に
当
た

る
者
を
当
該
責
任
者
と
す
る
。
 

 （
協
議
）
 

第
１
２
条
 
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
疑
義
が
生
じ

た
事

項
は
、

そ
の

都
度
、

甲
及
び

乙
が

協
議
し
て

定
め
る
も

の
と
す
る
。
 

 （
効
力
）
 

第
１
３
条
 
こ
の
協
定
は
、
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
発
生
す
る

も
の

と
し
、

令
和

３
年
３

月
３
１

日
ま

で
と
す

る
。
た
だ

し
、
期
間
満
了
の
２
か
月
前
ま
で
に
、
甲
又
は

乙
か
ら

書
面

に
よ
る

解
約
の

申
し

出
が
な

い
と
き

は
、
な
お

、
１
年
間
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
以
降
も

同
様
と

す
る

。
 

 

こ
の
協
定

の
締
結
を
証
す
る
た
め
、
本
書
２
通
を
作
成
し

、
甲
、

乙
記

名
押
印

の
上
、

各
１

通
を
保

有
す
る
も

の
と
す
る
。
 

 令
和
２
年
９
月
１
７
日
 

 甲
 

静
岡

県
富

士
市
永

田
町

一
丁

目
１

０
０

番
地

 
 

 
 

乙
 

静
岡

県
富

士
市

津
田

２
２

８
番

地
の

１
 

富
士

市
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

富
士

酸
素

工
業

株
式

会
社
 

富
士

市
長
 

小
長

井
義

正
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

取
締

役
 

望
月

悠
平
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８
１

 
 

災
害

時
等

に
お

け
る

施
設
の

一
時

使
用

等
に
関

す
る
協

定
 

 

富
士

市
（
以

下
「

甲
」
と

い
う
。
）
と

富
士
信

用
金
庫

（
以

下
「

乙
」

と
い
う

。
）
は

、
災

害
時
等

に
お
け

る
施

設
の
一
時
使
用
等
の
協
力
に
関
し
、
次

の
と
お
り
協
定
を

締
結
す
る

。
 

 （
目
的

）
 

第
１

条
 
こ

の
協

定
は
、

市
内
に

地
震

、
風
水

害
そ
の

他
の

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
お
そ

れ
が
あ
る
場

合
（

以
下
「
災
害
時
等

」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
甲
が
乙
に
協
力

を
要

請
す
る

場
合
の
必
要

な
事
項
を

定
め

る
も
の
と
す

る
。
 

 （
要
請

内
容
）

 

第
２
条

 
要
請

の
内

容
は
、
災
害
時
等
に
乙
の
本
店
、
営
業

店
等
で
対
応
可
能

な
次
の
各

号

に
掲

げ
る
も

の
と

す
る
。
 

 
 

乙
周
辺
の
目

視
に

よ
る
被
害
等
の
情
報
伝
達
 

 
 

乙
が
所
有
す

る
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
提
供
 

 
 

乙
周
辺
の
自

主
防

災
組
織
と
の
情
報
連
携
及
び
物
資
等
の

提
供
 

 
 

応
急
給
水
拠

点
と

し
て
の
駐
車
場
等
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
 

 
 

仮
設
ト
イ
レ

の
設

置
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
等
ス
ペ
ー
ス

の
提
供
 

 
 

風
水
害
時
の

車
避

難
場
所
と
し
て
の
駐
車
場
ス
ペ
ー
ス
の

提
供
 

 
 

避
難
所
と
し

て
の

研
修
施
設
の
提
供
 

 
 

そ
の
他
両
者

が
必

要
と
認
め
る
事
項
 

 （
協
力

要
請
）

 

第
３
条

 
甲
の

乙
に

対
す
る
協
力
要
請
の
手
続
き
は
、
要
請

書
（
第
１
号
様
式

）
を
も
っ

て

行
う

も
の
と

す
る

。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を

口

頭
そ

の
他
の

方
法

に
よ
り
要
請
し
、
そ
の
後
速
や
か
に
要
請

書
（
第
１
号
様

式
）
を
提

出

す
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 

要
請
内
容
、

要
請

の
対
象
と
な
る
営
業
店
、
施
設
使
用
希

望
期
間
 

 
 

担
当
者
連
絡

方
法

 

 
 

そ
の
他
必
要

事
項

 

２
 
乙

は
、
甲

か
ら

要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
可
能
な
範
囲

で
協
力
す
る
も
の

と
す
る
。

 

３
 
乙

は
、
周

辺
の

自
主
防
災
組
織
か
ら
第
２
条
に
記
す
協

力
要
請
が
あ
っ
た

場
合
、
可

能

な
範

囲
で
協

力
す

る
も
の
と
す
る
。
自
主
防
災
組
織
か
ら
の

要
請
手
続
き
は

、
口
頭
に

よ

る
も

の
と
す

る
。
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  （
費
用

負
担
）

 

第
４
条

 
こ
の

協
定
に
基
づ

く
施
設
、
そ
の
他
付
帯

設
備
及

び
機

器
の

使
用

等
に
要

し
た
費

用
は

、
原
則

と
し
て
甲
の

負
担
と
す
る
。
た
だ
し

、
乙
が
特
に

必
要

な
い

と
認
め

る
と
き

は
、

こ
の
限

り
で
は
な
い

。
 

２
 
前

項
の
費

用
に
つ
い
て

は
、
甲
、
乙
が
協
議
の

う
え
、

決
定

す
る

も
の

と
す
る

。
 

 （
連
絡

責
任
者

）
 

第
５
条

 
こ
の

協
定
に
係
る

甲
の
連
絡
責
任
者
は
、
富
士

市
災

害
対
策
本
部
総

括
班

長
と

し
、

乙
の

連
絡
責

任
者
は
総
務

部
長
と
す
る
。
 

 （
疑
義

の
解
決

）
 

第
６

条
 

こ
の

協
定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に
関

し
て

疑
義
が

生
じ
た

と
き

は
、

甲
、

乙
が
協
議
の
う

え
、
解
決

す
る

も
の
と

す
る

。
 

 （
有
効

期
間
）

 

第
７
条

 
こ
の

協
定
は
、
締

結
日
か
ら
効
力
を
有
す

る
も
の

と
す

る
。

 

２
 
こ

の
協
定

の
有
効
期
間

は
、
協
定
の
効
力
発
生

の
日
か

ら
令

和
３

年
３

月
３
１

日
ま
で

と
す

る
。
た
だ
し
、

有
効
期
間

満
了

の
日
の

１
か

月
前
ま
で
に

、
甲

又
は
乙
か
ら
文
書
に

よ
り

相
手
方
に
対
し

て
異
議
の

申
出

が
な
い

と
き

は
、
有
効
期

間
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算

し
て
１
年
間
延

長
す
る
も

の
と

し
、
以

後
も

同
様
と
す
る

。
 

  
上
記

の
協
定

の
締
結
を
証

す
る
た
め
、
本
協
定
書

２
通
を

作
成

し
、

甲
乙

記
名
押

印
の
う

え
、
各

１
通
を

保
有
す
る
。

 

  令
和
２

年
 
９

月
２
３
日
 

 甲
 
富

士
市
永

田
町
一
丁
目

１
０
０
番
地
 
 
 
 

 
乙

 
富
士
市
青
島
町
２

１
２
番
地

 

 
富

士
市
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
富

士
信
用
金
庫
 

 

富
士
市
長

 
 
小
長
井
 
義
正
 
 
 

 
 
 
 
 

 
理
事
長
 
浅
見

 
祐
司
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災
害

時
に
お

け
る
移

動
困
難

な
高
齢

者
の
搬

送
業
務

に
関
す

る
協

定
書
 

 

富
士
市
（

以
下
「

市
」
と

い
う

。
）
と

 
 
 

 
 

 
 
（
以

下
、
事
業

者
と

い
う
。
）
と

は
、
市

内
に
お

い
て

生
じ

た
大
規

模
な

災
害
（
地

震
、

風
水

害
、
そ

の
他
の

災
害
を

含
む
。
）
発

生
時
に

お
け
る

移
動
困

難
な

６
５

歳

以
上

の
高
齢

者
（

以
下
、
移

動
困

難
高

齢
者
と

い
う
。
）

の
搬

送
業

務
に
係

る
協
力

に
関
し

、
次
の

と
お

り
協
定

を
締

結
す
る

。
 

 （
目

的
）
 

第
１

条
 
こ

の
協

定
は
、
市
内

で
災
害

が
発
生

し
、
又
は

発
生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、
市

が
実

施

す
る

移
動
困

難
高

齢
者

の
搬

送
に

係
る
事

業
者

の
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す

る
。
 

 （
協

力
要
請

）
 

第
２

条
 

市
は

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

移
動

困
難
高

齢
者

を
緊

急
的

に
搬

送
す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め
る

と
き
は

、
事
業

者
に

対
し
、

次
の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
業

務
へ
の

協
力
を

要
請
す

る
。
 

 
(1

) 
移

動
困
難

高
齢
者

に
対
す

る
、
避

難
所
か

ら
福
祉

避
難
所

へ
の
搬

送
 

 
 (
2
) 

前
号

に
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
市

が
必
要

と
認
め

る
も
の

 

 （
要

請
手
続

）
 

第
３

条
 
市

は
、
事
業

者
に
対

し
て
、
前

条
の
規

定
に
よ

り
協
力

を
要

請
す

る
場
合

は
、
次
に

掲
げ
る

事
項
を

記

載
し
た

書
面
に

よ
り
行

う
。
た

だ
し
、
書
面

で
要
請

す
る
こ

と
が

で
き

な
い
と

き
は
、
口
頭

で
要

請
し

、
事

後

速
や
か

に
書
面

を
送
達

す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
(1

) 
要

請
の
理

由
 

 
(2

) 
要

請
す
る

車
両
台

数
 

 
(3

) 
要

請
の
期

間
 

 
(4

) 
配

車
場
所

 

 
(5

) 
そ

の
他
必

要
な
事

項
 

 （
協

力
の
実

施
）

 

第
４

条
 
事

業
者

は
、
第
２

条
各
号

に
掲
げ

る
事
項

に
つ
い

て
市

か
ら

協
力

の
要
請

を
受

け
た
と
き

は
、
可

能
な

範
囲
で

協
力
す

る
も
の

と
す

る
。
 

 （
費

用
負
担

）
 

第
５

条
 
第

２
条

各
号
に
掲

げ
る

事
項

に
係
る

業
務
に

関
す
る

費
用
（
以

下
「

費
用

」
と

い
う

。）
に

つ
い
て

は
、

市
が
負

担
す
る

。
 

２
 

費
用

の
金

額
は

、
第

２
条

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
業
務

を
実

施
し

た
日

に
お

け
る
通

常
価

格
を

基
礎

と
し
て

、
市
及

び
事
業

者
で

協
議
の

う
え
決

定
す
る

。
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（
費

用
の

支
払
い

）
 

第
６

条
 

事
業
者

は
、
災
害

が
収

束
し

た
時

点
で
、
書

面
に
よ
り

費
用

の
支

払
い
を

市
に
請

求
す
る

。
 

２
 

市
は

、
前

項
の

規
定
に

よ
る
請

求
が
あ

っ
た
と

き
は
、
事

業
者
に

対
し
速

や
か
に

当
該
請

求
に
係

る
費
用

を

支
払

う
。
 

 （
損

害
補

償
）
 

第
７

条
 

市
は
、
第

２
条

の
規
定

に
よ
り

要
請
し

た
業
務
（

以
下
「

要
請

業
務
」
と

い
う

。
）
に

従
事
し

た
者
が

、

こ
の

業
務
を
原

因
と
し

て
死
亡

し
、
負

傷
し

、
又

は
障
害

の
状
態

と
な

り
損

害
を

被
っ

た
と

き
は

、
災

害
救
助

法
の

規
定
に
基

づ
き
、
そ

の
損
害

を
補

償
す
る

。
な

お
、
災

害
救

助
法

の
規

定
が

適
用
さ

れ
な

い
場

合
は

、
同

法
に

準
じ
て
市

が
支
給

す
る
も

の
と

す
る
。
 

２
 

要
請

業
務

に
従

事
し

た
こ
と

に
よ

り
、
車

両
に
損

害
が
発
生

し
た

と
き

は
、
市

及
び
事

業
者

で
協

議
の
上

、

補
償

額
を
決
定

し
、
市

が
支
給

す
る

。
 

 （
平

時
の

対
応
）

 

第
８

条
 

市
は
災

害
時
に
お

け
る

市
と

事
業

者
と
の
間

の
連
絡
方

法
を

整
備

す
る
。
 

 （
協

定
の

効
力
）

 

第
９

条
 

こ
の
協

定
の
期
間

は
、
締
結

の
日
か

ら
令
和

３
年
３
月

３
１

日
ま

で
と
す

る
。
た
だ

し
、
こ
の

期
間
満

了
の

日
の
３
０

日
前
ま

で
に
、
市
及

び
事

業
者

い
ず

れ
か
ら

も
、
そ

れ
ぞ

れ
相

手
方
に

対
し
て

申
出

が
な

い
と

き
は

、
さ
ら
に

１
年
間

延
長
す

る
も

の
と
し

、
そ
の

後
に
お

い
て
期

間
満
了

し
た
と

き
も
、

同
様
と

す
る
。
 

 （
疑

義
の

解
決
）

 

第
１

０
条

 
こ

の
協

定
に
定

め
の
な
い

事
項
及

び
こ
の

協
定
に

関
し

て
疑
義

が
生
じ

た
と
き

は
、
そ

の
都

度
、
市

及
び

事
業
者
で

協
議
し

て
定
め

る
。

 

  
 

こ
の

協
定
を
締

結
す

る
た
め
、
本
協

定
書

２
通
を

作
成
し

、
市

及
び
事

業
者

で
記

名
押

印
の

う
え
、
各

自
1

通
を

保
有
す
る

。
 

 令
和

２
年

１
１
月

１
日
 

 

 
 

 
富
士

市
永
田

町
1
丁

目
１
０

０
番
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
富

 
士
 

市
 
長

 
 
 

小
 
長

 
井
 

 
義
 

正
 

 
 

 
印
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
印
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■
災

害
時

に
お

け
る
移

動
困

難
な

高
齢

者
の

搬
送

業
務

に
関

す
る

協
定

 
締

結
事

業
者

一
覧
 

 
事

業
者

名
 

住
所

 

シ
ン

フ
ジ

ハ
イ

ヤ
ー

 
株

式
会

社
 

三
ツ

沢
25

3-
1 

介
護

タ
ク

シ
ー

優
 

株
式

会
社

 
高

島
町

49
 

介
護

タ
ク

シ
ー

ふ
じ

 
長

谷
川

哲
也

 
青

葉
町

31
8 

高
ア

シ
ス

ト
サ

ー
ビ

ス
 

株
式

会
社

 
中

柏
原

新
田

11
1-

4 

株
式

会
社

 
心

 （
ア

シ
ス

ト
） 

伝
法

2-
21

 

ふ
じ

さ
ん

介
護

タ
ク

シ
ー

 
荻

野
正

巳
 

富
士

岡
14

9
5 

よ
つ

ば
 

川
江

徹
昌

 
松

岡
22

8-
1
3 

合
同

会
社

ケ
ア

サ
ポ

ー
ト
し

ず
お

か
 

中
之

郷
37

0
1

番
地

の
4 
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学
校
等
の
施
設
を
緊
急
消
防
援
助
隊
受
援
施
設
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
覚
書
 

 

覚
 
 
書
 

 

静
岡
県
立
吉
原
工
業
高
等
学
校
長
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
富
士
市
長
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
甲
が

所
管
す
る
静
岡
県
行
政
財
産
 
静
岡
県
立
吉
原
工
業
高
等
学
校
（
以
下
「
行
政
財
産
」
と
い
う
。）

を
乙
に
使
用
さ
せ

る
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
と
お
り
覚
書
を
交
わ
す
。

 

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条
 
大
規
模
な
地
震
又
は
水
火
災
そ
の
他
特
殊
な
災
害
（
以
下
「
大
規
模
災
害
等
」
と
い
う
。）

が
富
士
市
内
に

発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
消
防
組
織
法
第
４
４
条
の
規
定
に
基
づ
き
緊
急
消
防
援
助
隊
が
出
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
甲
は
行
政
財
産
を
緊
急
消
防
援
助
隊
の
応
援
を
受
け
入
れ
る
施
設
（
以
下
「
緊
急
消
防
援
助
隊

受
援
施
設
」
と
い
う
。
）
と
し
て
乙
に
使
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
用
語
の
定
義
）

 

第
２
条
 
こ
の
覚
書
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
 
進
出
拠
点
 
緊
急
消
防
援
助
隊
が
富
士
市
に
進
出
す
る
と
き
に
拠
点
と
す
る
場
所
で
あ
っ
て
、
行
政
財
産
の

校
庭
等
屋
外
施
設
を
い
う
。

 

 
 
宿
営
場
所
 
緊
急
消
防
援
助
隊
が
宿
営
す
る
場
所
で
あ
っ
て
、
行
政
財
産
の
体
育
館
等
屋
内
施
設
を
い
う
。

 

（
申
請
等
）

 

第
３
条
 
乙
が
行
政
財
産
を
使
用
す
る
場
合
で
緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
乙
は
直
ち
に
電
話
等
に
よ
り
甲
に
要
請
し
、

そ
の
後
速
や
か
に
静
岡
県
財
産
規
則
（
昭
和
３
９
年
静
岡
県
規
則
第
１
４
号
。
以
下
同
じ
。
）
第
４
６
条
第
１
項
に

規
定
す
る
行
政
財
産
使
用
許
可
申
請
書
（
以
下
「
行
政
財
産
使
用
許
可
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
甲
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

 

２
 
乙
が
行
政
財
産
を
使
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
緊
急
を
要
し
な
い
と
き
は
、
事
前
に
甲
に
行
政
財

産
使
用
許
可
申
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
許
可
等
）

 

第
４
条
 
甲
は
、
前
条
第
１
項
に
基
づ
き
乙
か
ら
緊
急
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
行
政
財
産
を
使
用
さ
せ
て
も
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
使
用
の
許
可
を
電
話
等
で
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
前
項
の
許
可
は
、
甲
が
静
岡
県
財
産
規
則
第
４
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
行
政
財
産
使
用
許
可
書
を
乙
に
交
付

し
、
そ
の
使
用
を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
使
用
期
間
）

 

第
５
条
 
行
政
財
産
の
使
用
期
間
は
、
乙
が
行
政
財
産
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
７
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、

使
用
期
間
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
に
よ
り
定
め
た
期
間
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
行
政
財
産
の
使
用
が
終
了
し
た
と
き
、
乙
は
甲
に
対
し
そ
の
旨
を
文
書
等
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
原
状
変
更
の
制
限
）

 

第
６
条
 
行
政
財
産
の
使
用
に
あ
た
り
、
乙
は
そ
の
原
状
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た

だ
し
、
甲
の
承
諾
を
得
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
原
状
回
復
義
務
）

 

第
７
条
 
乙
の
行
政
財
産
の
使
用
が
期
間
満
了
に
よ
り
終
了
し
た
と
き
、
又
は
甲
が
乙
に
対
し
そ
の
使
用
の
許
可
を

取
り
消
し
た
と
き
は
、
乙
は
速
や
か
に
行
政
財
産
を
使
用
開
始
前
の
原
状
に
回
復
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
施
設
使
用
料
の
減
免
等
）

 

第
８
条
 
行
政
財
産
の
使
用
料
は
、
静
岡
県
行
政
財
産
の
使
用
料
条
例
（
昭
和
３
９
年
静
岡
県
条
例
第
２
０
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
費
用
負
担
）

 

第
９
条
 
当
該
行
政
財
産
の
付
帯
設
備
の
使
用
に
要
し
た
経
費
は
原
則
と
し
て
乙
の
負
担
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事

が
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
規
則
等
の
遵
守
）

 

第
１
０
条
 
乙
が
行
政
財
産
を
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
前
各
条
の
ほ
か
静
岡
県
財
産
規
則
及
び
使
用
許
可
条
件

を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
許
可
の
取
消
し
）

 

第
１
１
条
 
甲
が
乙
の
行
政
財
産
の
使
用
を
許
可
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
甲
が
行
政
財
産
を
公
用
又
は
公
共
用
に
供

す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
又
は
乙
に
こ
の
覚
書
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
る
場
合
は
、
甲
は
乙
に
し

た
第
４
条
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
甲
が
乙
の
許
可
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
り
乙
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
甲

は
そ
の
損
害
を
補
償
し
な
い
。

 

（
覚
書
の
有
効
期
限
）

 

第
１
２
条
 
こ
の
覚
書
は
、
行
政
財
産
が
移
転
又
は
改
修
等
を
し
た
こ
と
に
よ
り
緊
急
消
防
援
助
隊
受
援
施
設
と
し

て
の
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
ら
な
い
限
り
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
行
政
財
産
が
緊
急
消
防
援
助

隊
受
援
施
設
と
し
て
適
当
で
な
い
と
認
め
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
行
政
財
産
に
前
項
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
、
甲
は
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
乙
に
対
し
文
書
を
も
っ
て
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

 

（
連
絡
先
の
照
会
等
）

 

第
１
３
条
 
少
な
く
と
も
毎
年
１
度
、
乙
が
次
の
第
１
号
掲
げ
る
事
項
を
甲
に
照
会
し
、
ま
た
、
乙
が
次
の
第
２
号

に
掲
げ
る
事
項
を
甲
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
甲
の
関
係
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
緊
急
時
連
絡
先

 

 
 
乙
の
関
係
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
緊
急
時
連
絡
先

 

（
そ
の
他
）

 

第
１
４
条
 
こ
の
覚
書
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
相
互
に
協
議
し
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

令
和
２
年
１
１
月
２
５
日

 

 甲
 
 
所
在
地
 
富
士
市
比
奈
２
３
０
０
番
地

 

 

静
岡
県
立
吉
原
工
業
高
等
学
校

 

 校
長
 
 
 
 
加
藤
 
昌
樹

 

 
乙
 
 
富
士
市
永
田
町
１
丁
目
１
０
０
番
地

 

 
富
士
市
長
 
 
小
長
井
 
義
正

 

資
料

８
－
８

４
 

 

大
規
模
な
災
害
時
に
お
け
る
敷
地
等
の
一
時
使
用
に
関
す

る
協

定
 

  
富
士
市
（
以

下
「

甲
」
と

い
う

。）
と

一
般
社

団
法
人
日
本

建
設

機
械
施

工
協

会
施
工
技
術
総

合
研

究

所
（
以
下
「
乙

」
と

い
う
。
）
は

、
地
震

、
水
火

災
等
の
大
規

模
な

災
害
又

は
特

殊
な
災
害
（
以

下
「

大

規
模
な
災
害
等

」
と

い
う
。
）
が

発
生
し

、
富
士

市
消
防
緊
急

援
助

隊
受
援

計
画

に
基
づ
き
、
緊

急
消

防

援
助
隊
の
応
援

を
受

け
る
場

合
に
お

け
る

敷
地
等

の
一
時

使
用
に

つ
い

て
、
次

の
と
お

り
協

定
を
締
結
す

る
。

 

 
（
要
請
事
項

）
 

第
１
条
 
こ
の

協
定

に
よ
る

協
力
要

請
は

、
大
規

模
な
災

害
等
の

発
生

時
に
乙
が
対
応
可
能

な
、
次
に

掲
げ
 

 

 
る
も
の
と
す

る
。

 

 
 
 

緊
急
消

防
援

助
隊
が

集
結
場

所
及

び
野
営

場
所
と
し
て
使

用
す

る
敷
地

の
提
供

 

 
 
 

緊
急
消

防
援

助
隊
の

集
結
及

び
野

営
に
必

要
な
範
囲
内
で

使
用

す
る
施

設
 

 
 
 

そ
の
他

必
要

な
事
項

 

 
（
協
力
要
請

）
 

第
２
条
 
甲
は

、
前
条
各
号

の
要
請

を
行

う
と
き

は
、
次
の
事

項
を

明
ら
か

に
し

て
文
書

に
よ
り
乙
に

要
請

 

 
す
る
も
の
と

す
る

。
た
だ
し
、
緊
急

の
場

合
は

電
話
等

に
よ
る

要
請

が
で
き

る
も

の
と
し

、
こ
の
場

合
は

、  

 
後
日
速
や
か

に
文

書
を
提

出
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
 
 

大
規
模

な
災

害
等
の

概
要

 

 
 
 

要
請
事

項
 

 
 
 

使
用
す

る
場

所
及
び

施
設
等

 

 
 
 

使
用
す

る
隊

及
び
隊

員
の
数

 

 
 
 

使
用
す

る
期

間
 

 
 
 

甲
の
担

当
者

及
び
連

絡
先

 

 
 
 

そ
の
他

必
要

な
事
項

 

２
 
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
甲
か
ら
の
協
力

要
請
が

あ
っ
た

場
合

は
、
対
応

が
可
能
な
範
囲

で
要

請
に

 

 
応
じ
る
も
の

と
す

る
。

 

 
（
費
用
負
担

）
 

第
３
条
 
こ

の
協
定

に
基
づ

く
費
用
の

う
ち

、
第
１

条
第
１
号

の
要
請

に
係
る
費

用
は
無

償
と
し
、

同
条

 

 
第
２
号
及
び

第
３

号
に
係

る
費
用

の
負

担
は
、

甲
乙
が

協
議
し

決
定

す
る
。

 

 
（
損
害
賠
償

）
 

第
４
条
 
甲
は

、
第
２
条
の

規
定
に

よ
り

要
請
し

、
使
用
し
た

場
所

及
び
施

設
等

に
損
害

を
与
え
た
場

合
は
、 

 
原
状
に
復
し

、
又

は
そ
の

損
害
を

賠
償

す
る
も

の
と
す

る
。
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（
協

議
）

 

第
５
条

 
こ

の
協
定

に
定

め
の
な

い
事

項
又
は

こ
の

協
定
に
疑

義
が
生
じ

た
事
項

に
つ
い

て
は
、
そ

の
都

 

 
度
、

甲
乙
が
協
議

し
、
定

め
る
も
の
と

す
る
。

 

 
（
効

力
）

 

第
６
条

 
こ
の
協
定

は
、
協

定
の
成

立
の
日
か
ら

効
力
を

生
ず
る
も
の

と
し
、
甲

乙
が
文
書
を
も

っ
て

協
定

 

 
を
終

了
さ
せ
る
意

思
を
通

知
し
な
い
限

り
、
そ

の
効
力

は
継
続
す
る

も
の
と

す
る
。

 

  
こ
の

協
定

の
締
結

を
証

す
る
た

め
、

本
書
２

通
を

作
成
し
、

甲
乙
記
名

押
印
し

、
各
自

１
通
を
保

有
す

 

る
も
の

と
す
る
。

 

  
平
成

２
７
年
１
２

月
１
８

日
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
甲

 
富
士

市
永
田
町
１

丁
目
１

０
０
番

地
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
富

 士
 市

 長
  

小
 
長

 
井
 

義
 
正

  
 印

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
乙

 
富
士

市
大
淵
３
１

５
４
番

地
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
一
般

社
団
法
人
日

本
建
設

機
械
施

工
協

会
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
施
工

技
術
総
合
研

究
所
長

 
見
 

波
 

  
潔
 

 印
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災
害

時
に

お
け
る

非
常
災
害
放

送
に

関
す
る
協
定

書
 

 

富
士

市
（
以
下
｢
甲
｣
と
い
う

。
）
と
静
岡
エ
フ
エ

ム
放

送
株
式
会

社
（
以

下
「
乙

」
と
い
う

。
）
は
、
災
害

対
策

基
本
法
（
昭
和

36
年

法
律
第

2
2
3
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

57
条

に
基
づ

き
、
災
害
時

に
お

け
る
非

常
災

害
放
送
に
関
し

、
次

の
と
お

り
協
定

を
締

結
す
る

。
 

 （
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の

協
定

は
、
富

士
市
内

に
非

常
災
害

が
発
生

又
は
発

生
す

る
お
そ

れ
が
あ

る
場
合
に
、
非
常
災

害
放
 

送
を

通
じ
て
人
命
の
救
助
、
災
害
の
救
援
及
び

交
通
通

信
の
確

保
を

図
り
、
富
士

市
民
及

び
富
士

市
を

通
過
す
 

る
市

外
者
等
の
安
全
の
確
保
及
び
適
切

な
災
害

対
処

に
資
す
る

こ
と

を
目
的

と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の

協
定

に
お
け

る
用
語

の
意

義
は
、

次
の
と

お
り
と

す
る

。
 

(1
)
 
「

非
常
災

害
」

と
は
、

富
士
市

内
に

お
い
て

発
生
又
は
発

生
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
、

法
第

2
条
第

1
号

に
定
め
る
災
害
を
い
う
。
 

 
(
2)
 
「

非
常
災
害
放
送
」
と

は
、
前
条
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め

、
甲

の
要
請

に
基
づ

き
乙
が
必
要

で
あ
る
と

認
め
た
時
、
乙
が
他
の
放
送
に
優
先
し
て
行
う
放
送
を
い
う
。
 

（
放
送
の
要
請

及
び

運
用
）
 

第
３
条
 
甲
に

よ
る

非
常
災

害
放
送

の
要

請
及
び

乙
に
よ

る
運
用

は
、
次

の
各
号
に
定
め
る
手

順
に

よ
り
行

う
も

の
と
す
る
。
 

 
(1
)
 
乙
の
生
放

送
時
間
 

ア
 
甲
は
、
電
話
又
は
フ
ァ
ク
ス
等
に
よ
り
、
乙
が
運
用
す
る
ス
タ
ジ

オ
あ
て

に
非
常

災
害

放
送
で

あ
る
旨
 

を
明
確
に
し
て
、
概
要
を
連
絡
す
る
。
 

イ
 
乙
は
、
非
常
災
害
放
送
の
要
請

を
受

け
た
後

、
そ

の
内
容

を
甲

に
確
認
し
、
非
常

災
害

放
送
で

あ
る
と

判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
の
放
送
よ
り
優
先
し
て
こ
れ
を
放
送
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
そ
れ

以
後

に
お
い
て
も
状
況
を
把
握
し
、
適
時
繰
り
返
し
放
送
を
行
う
。
 

ウ
 
乙
は
、
甲
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
非
常
災
害
放
送
の
内
容
が
非
常
災

害
放
送

で
は
な

い
と

判
断
し

た
場
合

に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 
(2
)
 
乙
の
放
送

時
間
以

外
又

は
特
別

な
事
情

に
よ
り
ス
タ

ジ
オ

等
が
無

人
と

な
る
時

間
 

ア
 
甲
は
、
フ
ァ
ク
ス
及
び
メ
ー
ル
等
に
よ
り
、
乙
が
運
用
す
る
ス
タ

ジ
オ
あ

て
に
非

常
災

害
放
送

で
あ
る

旨
を
明
確
に
し
て
、
概
要
を
連
絡
す
る
。
 

イ
 
乙
は
、
出

社
し

た
社

員
が
そ

の
内

容
を
甲

に
確
認

し
、

非
常
災
害

放
送

で
あ

る
と

判
断
し
た

場
合

は
、

他
の
放
送
よ
り
優
先
し
て
こ
れ
を
放
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以

後
に

お
い
て

も
状
況

を
把

握
し
、

適
時
繰
り
返
し
放
送
を
行
う
。
 

ウ
 
乙
は
、
甲
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
非
常
災
害
放
送
の
内
容
が
非
常
災

害
放
送

で
は
な

い
と

判
断
し

た
場
合

に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

（
要
請
の
概
要

）
 

第
４
条
 
甲
は

、
乙

に
対
し

て
非
常

災
害

放
送
を

要
請
す

る
場
合

に
は

、
次
に

掲
げ
る

概
要

を
明
ら
か
に
し

な
け
 

れ
ば

な
ら
な
い
。
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(1
)
 
非

常
災
害

の
内

容
 

(2
)
 
要

請
の
理

由
 

(3
)
 
放

送
事
項
 

(4
)
 
希

望
す
る

放
送

日
時
 

(5
)
 
そ

の
他
必

要
な

事
項
 

（
連
絡
責
任
者
）
 

第
５
条
 
前
２
条
に

掲
げ
る
放
送
要

請
に

関
す
る
迅
速
か

つ
確
実

な
伝

達
手
段
を
確
保

す
る
た
め
、
甲
乙
そ

れ
ぞ

れ
連
絡
責

任
者
を

定
め
、

相
互
に
届
け

て
お
く
も
の

と
す
る
。

 

（
そ
の
他
）
 

第
６
条
 
こ
の
協
定

の
実
施
に
関
し

必
要

な
事
項
は
、
甲

乙
が
協

議
し

て
定
め
る
も
の

と
す
る
。
 

 附
 
則

 

こ
の
協
定

は
、
令

和
２
年

２
月
１
日
か

ら
施
行
す
る

。
 

 

こ
の
協
定

の
成
立

を
証
す

る
た
め
、
こ
の
協
定
書
を

２
通
作
成
し

、
当
事
者
記

名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の

１
通

を
保
有
す
る
。

 

 

令
和
２
年
２
月

１
日
 

  

甲
 

 
富
士
市
永

田
町
一

丁
目

10
0
番
地

 

富
 

士
 
市

 

富
 

士
 
市
 
長

 
 
小

 
長

 
井
 

義
 
正

 

  

乙
 

 
浜
松
市
中

区
常
盤

町
１
３
３
番

地
の
２
４

 

静
岡

エ
フ
エ
ム
放

送
株
式

会
社

 

代
表

取
締
役
社
長

 
 
今

 
井

 
 
 

学
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災
害
時
に
お
け
る
資
機
材
の
レ
ン
タ
ル
に
関
す
る
協
定
書

 

  
富

士
市

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。
）

と
株
式

会
社

ダ
イ

ワ
テ

ッ
ク

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。
）

は
、
災

害
時

に
必

要

な
資

機
材
（
以
下
「
資

機
材
」

と
い

う
。
）
の
調
達
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定
を

締
結
す
る
。

 

 （
要

請
等
）

 

第
１

条
 

甲
は

、
富

士
市

内
に

災
害
等

が
発

生
し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、
資

機
材
の

供
給

を
必

要
と

す
る

と
き

は
、
乙
に
対
し
そ

の
保
有

す
る

資
機
材
の
供
給
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規
定
に

よ
る

要
請

は
、
別

紙
様

式
１
に

よ
り

行
う

も
の

と
す
る

。
た

だ
し
、

緊
急
を

要
す

る
と

き
は
、

口

頭
に

よ
る
も
の
と
し
、

事
後
速

や
か

に
文
書
を
提
出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
資

機
材
の
供
給
）

 

第
２

条
 

乙
は

、
前

条
第

１
項

の
規
定

に
よ
る

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

甲
に

優
先

的
に

資
機
材

を
供
給

す
る

も
の

と

す
る

。
 

２
 

乙
は

、
前
項
の

規
定

に
よ

り
資
機

材
の
供

給
の

実
施

を
し

た
場

合
は
、

甲
に

対
し
、

別
紙
様

式
２
に

よ
り

報
告

す

る
も

の
と
す
る
。

 

 （
供

給
資
機
材
）

 

第
３

条
 

乙
が

甲
に

供
給

す
る

資
機
材

は
、
別

表
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

、
乙

が
甲

か
ら

要
請
を

受
け
た

時
点

で
乙

が

供
給

可
能
な
も
の
と
す

る
。

 

２
 

乙
は

、
甲
か
ら

の
要

請
に

基
づ
き

、
毎
年

４
月

１
日

現
在

に
お

い
て
、

災
害

時
に
供

給
可
能

な
資
機

材
の

見
込

み

数
量

を
報
告
す
る
も
の

と
す
る

。
 

 （
資

機
材
の
運
搬
及
び

引
渡
し

）
 

第
４

条
 

甲
は

、
要

請
し

た
資

機
材
の

引
渡
場

所
を

指
定

し
、

乙
は

、
当

該
引

渡
場

所
ま

で
の
資

機
材
の

運
搬

を
行

う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

乙
が

自
ら
運

搬
す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

、
甲

が
定

め
る

輸
送
手

段
に
よ

り
運

搬
す

る

も
の

と
す
る
。

 

２
 

前
項
の
規
定
に
よ

る
資
機

材
の

引
渡
し
は
、
甲
の

職
員

に
よ

る
確

認
の

う
え
、

行
う
も
の
と
す

る
。

 

３
 

甲
は
、
前
項
の
確

認
を
甲

の
指

定
す
る
者
に
代
行

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も
の

と
す
る
。

 

 （
車

両
の
通
行
）

 

第
５

条
 

甲
は

、
乙

が
資

機
材

を
運
搬

し
、
及

び
供

給
す

る
場

合
に

は
、

当
該

資
機

材
の

運
搬
に

使
用
す

る
車

両
が

緊

急
車

両
又
は
優
先
車
両

と
し
て

通
行

で
き
る
よ
う
可
能

な
範

囲
で

支
援

す
る

も
の
と

す
る
。

 

 （
費

用
の
負
担
）

 

第
６

条
 
乙
が
供
給
し

た
資
機

材
の

レ
ン
タ
ル
料
及
び

運
搬

等
に

係
る

費
用

は
、
甲

が
負
担
す
る
。

 

２
 

前
項

の
費
用
の

算
出

方
法

に
つ
い

て
は
、

災
害

が
発

生
す

る
直

前
に
お

け
る

適
正
な

価
格
を

基
準
と

し
て

、
甲

乙

協
議

し
て
決
定
す
る
も

の
と
す

る
。

 

３
 

乙
は
、
前
項
の
規

定
に
よ

る
決

定
後
に
、
第
１
項

の
費

用
を

甲
に

請
求

す
る
も

の
と
す
る
。

 

 



資
料
８
－

８
６

 

（
資

料
及

び
情
報
の
交

換
）

 

第
７

条
 

甲
及

び
乙

は
、

こ
の

協
定
に

基
づ
く

協
力

が
円

滑
に

行
わ

れ
る
よ

う
、
各

自
が

実
施
す

る
防
災

対
策

及
び

そ

の
組

織
体

制
等
に
関
す

る
資
料

及
び

情
報

を
適

宜
交
換

す
る

も
の

と
す
る
。

 
 

 （
有

効
期

限
）

 

第
８

条
 

こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は
、

協
定
の

成
立

の
日

か
ら

令
和

４
年
３

月
３
１

日
ま

で
と
す

る
。
た

だ
し

、
有

効

期
間

満
了

の
日

の
１

か
月

前
ま

で
に
、

甲
又
は

乙
か

ら
文

書
に

よ
り

相
手
方

に
対
し

て
異

議
の
申

出
が
な

い
と

き
は

、

有
効

期
間

満
了
の
日
の

翌
日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間
延

長
す

る
も

の
と
し
、

以
後
も

同
様
と

す
る

。
 

 （
そ

の
他

）
 

第
９

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い
事

項
及
び

こ
の

協
定

に
疑

義
が

生
じ
た

と
き
は

、
そ

の
都
度

甲
乙
協

議
し

て
定

め

る
。

 

 

こ
の
協

定
の
成

立
を
証
す
る

た
め
、

本
書
２
通
を

作
成
し

、
甲
乙
記
名

押
印

の
う

え
、

各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す

る
。
 

 令
和

３
年

８
月
１
７
日

 

 

甲
 

 
 

富
士

市
永

田
町

１
丁

目
１

０
０

番
地

 

 富
士

市
長

 
小

長
井

 
義

正
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乙
 

 
 

名
古

屋
市

西
区

大
野

木
３

丁
目

４
３
番

地
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式

会
社

 
ダ

イ
ワ

テ
ッ

ク
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

取
締

役
社

長
 

岡
 

忠
志
 

  別
表

（
資

機
材
一
覧
表

）
 

 
ソ

ー
ラ

ー
シ
ス
テ
ム

ハ
ウ
ス

、
ス

ト
ッ

ク
コ

ン
テ
ナ

、
ソ

ー
ラ

ー
シ
ス
テ

ム
照
明

 

 

資
料
８
－

８
７
 

災
害
時
に
お
け
る
資
機
材
の
レ
ン
タ
ル
に
関
す
る
協
定
書

 

  
富

士
市

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。
）

と
三
協

フ
ロ

ン
テ

ア
株

式
会

社
（

以
下

「
乙

」
と

い
う
。

）
は
、

災
害

時
に

必

要
な

資
機
材
（
以
下
「

資
機
材

」
と

い
う
。
）
の
調
達

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協
定

を
締
結
す
る
。

 

 （
要

請
等
）

 

第
１

条
 

甲
は

、
富

士
市

内
に

災
害
等

が
発

生
し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、
資

機
材
の

供
給

を
必

要
と

す
る

と
き

は
、
乙
に
対
し
そ

の
保
有

す
る

資
機
材
の
供
給
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規
定
に

よ
る

要
請

は
、
別

紙
様

式
１
に

よ
り

行
う

も
の

と
す
る

。
た

だ
し
、

緊
急
を

要
す

る
と

き
は
、

口

頭
に

よ
る
も
の
と
し
、

事
後
速

や
か

に
文
書
を
提
出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
資

機
材
の
供
給
）

 

第
２

条
 

乙
は

、
前

条
第

１
項

の
規
定

に
よ
る

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

甲
に

優
先

的
に

資
機
材

を
供
給

す
る

も
の

と

す
る

。
 

２
 

乙
は

、
前
項
の

規
定

に
よ

り
資
機

材
の
供

給
の

実
施

を
し

た
場

合
は
、

甲
に

対
し
、

別
紙
様

式
２
に

よ
り

報
告

す

る
も

の
と
す
る
。

 

 （
供

給
資
機
材
）

 

第
３

条
 

乙
が

甲
に

供
給

す
る

資
機
材

は
、
別

表
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

、
乙

が
甲

か
ら

要
請
を

受
け
た

時
点

で
乙

が

供
給

可
能
な
も
の
と
す

る
。

 

２
 

乙
は

、
甲
か
ら

の
要

請
に

基
づ
き

、
毎
年

４
月

１
日

現
在

に
お

い
て
、

災
害

時
に
供

給
可
能

な
資
機

材
の

見
込

み

数
量

を
報
告
す
る
も
の

と
す
る

。
 

 （
資

機
材
の
運
搬
及
び

引
渡
し

）
 

第
４

条
 

甲
は

、
要

請
し

た
資

機
材
の

引
渡
場

所
を

指
定

し
、

乙
は

、
当

該
引

渡
場

所
ま

で
の
資

機
材
の

運
搬

を
行

う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

乙
が

自
ら
運

搬
す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

、
甲

が
定

め
る

輸
送
手

段
に
よ

り
運

搬
す

る

も
の

と
す
る
。

 

２
 

前
項
の
規
定
に
よ

る
資
機

材
の

引
渡
し
は
、
甲
の

職
員

に
よ

る
確

認
の

う
え
、

行
う
も
の
と
す

る
。

 

３
 

甲
は
、
前
項
の
確

認
を
甲

の
指

定
す
る
者
に
代
行

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
も
の

と
す
る
。

 

 （
車

両
の
通
行
）

 

第
５

条
 

甲
は

、
乙

が
資

機
材

を
運
搬

し
、
及

び
供

給
す

る
場

合
に

は
、

当
該

資
機

材
の

運
搬
に

使
用
す

る
車

両
が

緊

急
車

両
又
は
優
先
車
両

と
し
て

通
行

で
き
る
よ
う
可
能

な
範

囲
で

支
援

す
る

も
の
と

す
る
。

 

 （
費

用
の
負
担
）

 

第
６

条
 
乙
が
供
給
し

た
資
機

材
の

レ
ン
タ
ル
料
及
び

運
搬

等
に

係
る

費
用

は
、
甲

が
負
担
す
る
。

 

２
 

前
項

の
費
用
の

算
出

方
法

に
つ
い

て
は
、

災
害

が
発

生
す

る
直

前
に
お

け
る

適
正
な

価
格
を

基
準
と

し
て

、
甲

乙

協
議

し
て
決
定
す
る
も

の
と
す

る
。

 

３
 

乙
は
、
前
項
の
規

定
に
よ

る
決

定
後
に
、
第
１
項

の
費

用
を

甲
に

請
求

す
る
も

の
と
す
る
。

 

 



資
料
８
－

８
７

 

（
資

料
及

び
情
報
の
交

換
）

 

第
７

条
 

甲
及

び
乙

は
、

こ
の

協
定
に

基
づ
く

協
力

が
円

滑
に

行
わ

れ
る
よ

う
、
各

自
が

実
施
す

る
防
災

対
策

及
び

そ

の
組

織
体

制
等
に
関
す

る
資
料

及
び

情
報

を
適

宜
交
換

す
る

も
の

と
す
る
。

 

 （
有

効
期

限
）

 

第
８

条
 

こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は
、

協
定
の

成
立

の
日

か
ら

令
和

４
年
３

月
３
１

日
ま

で
と
す

る
。
た

だ
し

、
有

効

期
間

満
了

の
日

の
１

か
月

前
ま

で
に
、

甲
又
は

乙
か

ら
文

書
に

よ
り

相
手
方

に
対
し

て
異

議
の
申

出
が
な

い
と

き
は

、

有
効

期
間

満
了
の
日
の

翌
日
か

ら
起

算
し

て
１

年
間
延

長
す

る
も

の
と
し
、

以
後
も

同
様
と

す
る

。
 

 （
そ

の
他

）
 

第
９

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い
事

項
及
び

こ
の

協
定

に
疑

義
が

生
じ
た

と
き
は

、
そ

の
都
度

甲
乙
協

議
し

て
定

め

る
。

 

 

こ
の
協

定
の
成

立
を
証
す
る

た
め
、

本
書
２
通
を

作
成
し

、
甲
乙
記
名

押
印

の
う

え
、

各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す

る
。
 

 令
和

３
年

８
月
２
６
日

 

 

甲
 

 
 

富
士

市
永

田
町

１
丁

目
１

０
０

番
地

 

 富
士

市
長

 
小

長
井

 
義

正
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乙
 

 
 

千
葉

県
柏

市
新

十
余

二
５

番
地

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
協
フ

ロ
ン
テ

ア
株
式
会

社
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

取
締

役
社

長
 

 
長

妻
 

貴
嗣

 
 

  別
表

（
資

機
材
一
覧
表

）
 

 
ユ

ニ
ッ

ト
ハ
ウ
ス
等

（
仮
設

事
務

所
、

仮
設

ト
イ
レ

、
備

蓄
倉

庫
 
ほ
か

）
 

 

資
料

８
－

８
８
 

通
信

障
害

時
に
お

け
る
土
地
の

使
用
に
関
す
る

覚
書
 

 

富
士
市
（
以
下
「
甲

」
と
い
う

。）
と
株
式
会

社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド

コ
モ
（
以
下
「
乙
」
と

い
う
。）

は
、
通
信
障

害
時
に

お
い
て
、
甲
が
所
有
す
る
土
地
を
乙
が
一
時
的
に
使
用
す
る
事

に
関

し
て
、

次
の

と
お
り

覚
書
を

交
換

す
る
。
 

 （
目
的
）
 

第
１
条
 
こ

の
覚
書
は
、
富
士
市
内
又
は
近
隣

地
域

に
お

い
て
台

風
・

大
雨
・
地

震
・

火
災

等
の
天

災
地

変
に

よ

り
大
規
模

な
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
障
害
（

以
下
「
通
信

障
害

」
と
い

う
。
）
が

発
生
し

た
場
合
に
お
い
て
、
甲
が

所

有
す
る
別

記
の
物
件
（
以
下
「

本
物

件
」
と
い
う

。）
の
一
部
を

乙
が

使
用
す

る
に

当
た

り
、
そ

の
取
扱

い
を
定

め
る
も
の

と
す
る
。
 

 （
申
請
お
よ
び
使
用
許
可
）
 

第
２
条
 
乙
は
、
本
物
件
を
災
害
復
旧
の
基
地
（
工

事
用
資
機
材

の
設

置
を
含

む
。）

と
し
て

、
通
信

障
害
時
に
お

け
る
通
信

サ
ー
ビ
ス
の
確
保
に
向
け
て
、
乙

が
行

う
通

信
等
の

迅
速

か
つ
的
確

な
復

旧
及

び
付

帯
関
連

す
る

作

業
場
所
（

以
下
「
復
旧
作
業
場
所
」
と
い

う
。）

と
し

て
使
用
す
る
必

要
が
あ

る
場

合
は

、
甲
に

使
用
の
申
請
を

す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
物
件
が

乙
の

申
請

前
に
甲

が
使

用
し
て
い

た
場

合
又

は
甲

の
使
用

予
定

が

あ
る
場
合

は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
乙
は
、

本
物
件
の
使
用
の
申
請
を
す
る
と

き
は

、
申

請
書
（

様
式

第
１
号
）

に
必

要
事

項
を
記

載
し

て
提

出

す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す

る
場

合
は

、
口
頭

又
は

電
話
等
を

も
っ

て
申

請
し

、
事
後

速
や

か

に
申
請
書

を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
甲
は
、

前
項
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場

合
に

は
、

速
や
か

に
使

用
の
可
否

を
判

断
し

、
使
用

が
可

能
な

場

合
に
は
、

許
可
書
（
様
式
第
２
号
）
を
発
行
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 （
使
用
期
限
）
 

第
３
条
 
本
物
件
の
使
用
期
限
は
、
甲
と
乙
と
の
間
で
協
議
し

て
決

定
し
た

日
ま

で
と
す

る
。
 

 （
費
用
）
 

第
４
条
 
本
物
件
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
無
償
と
す
る
。
 

２
 
物
件
を
使
用
す
る
に
あ
た
り
別
に
発
生
す
る
要
員
・
経
費

は
、

乙
が
負

担
す

る
。
 

 （
原
状
回
復
）
 

第
５
条
 
乙

は
、
本
物
件
を
甲
へ
返
還
す
る
場

合
に

は
、

乙
の
負

担
と

責
任
で
、

現
状

回
復

し
て
返

還
し

な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
甲
と
の
協
議
に
よ
り
、
現
状
回

復
の
程

度
を

定
め
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

 （
損
害
賠
償
等
）
 

第
６
条
 
乙

は
、
こ
の
覚
書
に
定
め
る
義
務
の

不
履

行
に

よ
り
甲

に
損

害
を
与
え

た
と

き
は

、
そ
の

損
害

を
賠

償

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
乙
は
、

本
物
件
の
使
用
に
際
し
自
己
の
責

に
帰

す
べ

き
事
由

に
よ

り
第
三
者

に
損

害
を

与
え
た

と
き

は
、

そ
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の
損

害
を

賠
償
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
な
お
、

甲
は
、
乙
に

代
わ

っ
て
賠
償

の
責
を
果

た
し
た
場
合

に
は

、

乙
に

求
償

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

 （
報
告

）
 

第
７
条

 
本

物
件
の
形

状
変
更
等

に
よ
り

復
旧
作
業

場
所
と
し
て

の
要

件
を
欠
く

事
由
が
発

生
し
た

場
合

は
、

直

ち
に

甲
は

乙
に
対

し
書
面

を
も
っ
て
通

知
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 （
疑
義

の
決
定
）
 

第
８
条

 
こ
の
覚
書

に
関
し
疑
義
が

あ
る

と
き
は
、
甲
と
乙
と

の
間
で
協
議

の
う

え
決
定
す
る
も

の
と

す
る
。
 

 （
有
効

期
間
）
 

第
９
条

 
こ
の
覚
書

の
有
効
期
間
は

、
協

定
締
結
の
日
か
ら
令

和
４
年
３
月

３
１

日
ま
で
と
す
る

。
 

２
 
前

項
の

有
効
期
間

が
満
了
す

る
２
か

月
前
ま
で

に
、
甲
及
び

乙
の

い
ず
れ
か

ら
の
覚
書

の
更
新

に
つ

い
て

異

議
の

申
出

が
な
い
と

き
は
、
従

前
の
覚

書
と
同
一

の
条
件
で
覚

書
を

更
新
し
た

も
の
と
み

な
し
、
そ
の

後
の

期

間
満

了
に

お
い
て

も
同
様

と
す
る
。
た

だ
し
、
有
効
期
間

に
つ
い

て
は

、
更
新

の
日
か

ら
１

年
と
す
る
。
 

 

こ
の

覚
書

締
結
の

証
と
し

て
本
書
２
通

を
作
成
し
、
甲
、

乙
署
名

の
う

え
各
自

１
通
を

保
有

す
る
。
 

 

令
和

３
年

１
２
月

７
日
 

 

甲
 

静
岡
県
富
士
市
永

田
町
一
丁
目

1
00

番
地
 

 
富
士
市
長
 
 
 

 
 
 
小
長

井
 
義

正
 

   

乙
 

静
岡
県
静
岡
市
葵

区
東
静
岡
一

丁
目

3
番

4
3
号
 

 
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ

ド
コ
モ
 
 

東
海
支

社
 
 

静
岡
支
店
長
 
 

 
 
 
 
村

山
 
文

隆
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８
 

別
記
 

 

名
 
称
 

所
在

地
 

駐
車
可
能
台
数
(
4
輪

) 
備

 
考
 

広
見
公
園
 
駐
車

場
 

富
士
市

伝
法
字

土
手

内
46
-
1  

6
0
台
 

 

 【
広
見
公
園

 駐
車

場
 
配

置
図

】
 

 

 

広
見

公
園

 駐
車

場
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９
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８
－

９
０
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－

９
０
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９
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災
害

時
に
お
け
る

停
電

復
旧
の
連
携

等
に
関
す
る

基
本
協
定

 

 

富
士
市
（

以
下
「

甲
」
と
い

う
。
）
、
東
京
電

力
パ
ワ

ー
グ
リ
ッ
ド
株

式
会
社

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。
）

及
び
中
部
電
力
パ

ワ
ー

グ
リ
ッ

ド
株

式
会
社
（
以
下
「
丙
」
と
い

う
。
）
は
、
災
害
が
発

生
し
た
場
合

に
お

い
て
、
甲
、
乙
及

び
丙

に
お
け

る
相

互
協
力
に
関

し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締

結
す
る
。
 

 （
目
的
）
 

第
１
条
 
本
協
定

は
、
災

害
対

策
基
本

法
（

昭
和
３

６
年
法
律
第

２
２

３
号
）

及
び

防
災
基
本

計
画
に

基

づ
き
、
甲

は
住
民

の
生
命
・

財
産
の
保
護
、

生
活
支

援
の
役
割
を
担

う
こ
と

、
乙

及
び
丙
は

電
力

の
早

期
復
旧
の

役
割
を

担
う
こ
と

を
相
互
に
確
認

し
、
災

害
時
に
お
け
る

、
甲
、

乙
及

び
丙
の
協

力
関

係
構

築
に
資
す

る
事
項
を

定
め
、
地
域

の
防

災
力
を
高
め

る
こ
と
を
目
的
に
締
結
す
る
。
 

 （
連
絡
体
制
）
 

第
２
条
 
甲
、
乙

及
び
丙

は
、

災
害
時

に
お

け
る
復

旧
作
業
等
の

連
携

を
図
る

た
め

、
連
絡
体

制
を
確

立

す
る
。
 

 （
災
害
時
の
情
報

連
携

）
 

第
３
条
 
甲
、
乙

及
び
丙

は
、

災
害
時

に
お

け
る
電

力
の
早
期
回

復
を

図
る
た

め
、

次
の
各
号

に
掲
げ

る

情
報
を
提

供
す
る
。

 

 
 
甲
が

保
有

す
る
復

旧
を
優

先
す
べ

き
重

要
施
設

（
ラ
イ
フ

ラ
イ

ン
の
迅
速

な
復

旧
が

求
め
ら

れ
る

病
院
等
）

の
リ
ス
ト
 

 
 
甲
が
保

有
す
る
住
民
が

避
難
し
て
い
る

地
域
、
避
難

所
の

情
報
 

 
 
乙
及
び

丙
が
保
有
す
る

停
電
の
発
生
状

況
や
復
旧
見

込
等

、
停
電

に
関

連
す
る
情
報

 

 
 
甲
、
乙

及
び
丙
が
知
り
得
た
道
路

陥
没
、
水

没
、
土
砂
崩

落
、
樹
木

等
に
よ
る
道

路
寸

断
の
情

報
及

び
道
路
復

旧
の
状
況
 

 （
災
害
時
の
相
互

協
力

）
 

第
４
条
 
甲
、
乙

及
び
丙

は
、

災
害
時

に
お

け
る
停

電
の
早
期
復

旧
の

た
め
、

次
の

各
号
に
掲

げ
る
事

項

に
つ
い
て

相
互
に
協

力
す
る
。
 

 
 
停
電
復

旧
に
係
る
応
急

措
置
（

電
源

車
の
配
備
を

含
む
。
）
の
実
施

、
電
力
復
旧
の
支
障

と
な
る

障

害
物
等
の

除
去
 

 
 
甲
、
乙

及
び
丙
が
所
有

す
る
施
設
や
駐

車
場
等
の
利

用
 

 
 
住
民

へ
の

停
電
情

報
等
の

周
知
の

た
め

、
甲
の

災
害
情
報

伝
達

手
段
の
利

用
、

並
び

に
乙
及

び
丙

の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
へ
の

停
電
情
報
掲
載

 

 （
覚
書
の
締
結
）

 

第
５
条
 
甲
、
乙

及
び
丙

は
、

本
協
定

各
条

に
定
め

る
甲
、
乙
及

び
丙

の
役
割

や
具

体
的
な
実

施
事
項

、

相
互
利
用

す
る
施
設

等
に
つ
い
て

、
必

要
に
応
じ
別

に
覚
書
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
秘

密
保

持
）
 

第
６

条
 

甲
、
乙

及
び
丙

は
、

こ
の
協
定

に
基
づ

く
活
動

を
通

じ
て
知

り
得
た
秘
密

情
報
を
他
人

に
開
示

又
は
漏
え

い
し
て
は
な

ら
な
い
。

 

 （
協

定
期

間
）
 

第
７

条
 

本
協
定
の
有
効
期
間

は
、
協

定
締
結
の
日
か
ら

令
和
４
年
３
月

３
１

日
ま
で
と
す
る
。
た

だ
し
、

有
効
期
間

が
満
了

す
る
１
か

月
前

ま
で
に
、

甲
又
は

乙
及
び
丙

が
各

相
手
方
に
対

し
、

特
段

の
意

思
表

示
を
し
な

い
場
合

は
、
こ
の

協
定

は
、
期
間

満
了
の

日
の
翌
日

か
ら

更
に
１
年
間

同
一

の
条

件
を

も
っ

て
更
新
す

る
も
の
と
し

、
以
後
も

同
様
と
す
る

。
 

 （
協

議
）

 

第
８

条
 

本
協
定

に
関
し

、
定

め
の
な
い

事
項
又

は
疑
義

が
生

じ
た
場

合
は
、
甲
乙

丙
協
議
し
て

定
め
る

も
の
と
す

る
。
 

 

こ
の
協
定

を
証
す

る
た
め
、

本
書

３
通
を
作

成
し
、

甲
乙
丙
そ

れ
ぞ

れ
記
名
押
印

の
上

、
各

自
１

通
を

保
有

す
る

。
 

 

令
和
３

年
１

０
月
８
日
 

 

甲
 

 
 
静
岡
県
富
士

市
永

田
町

一
丁
目
１
０

０
番

地
 

富
士
市

 

富
士
市

長
 

小
長
井
 
義

正
 

 

乙
 

 
 
静
岡
県
富
士

市
吉

原
１

丁
目
１
番
２

１
号

 

東
京
電

力
パ

ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式

会
社
 

富
士
支

社
長

 
加
藤
 
誠

 

 

丙
 

 
 
静
岡
県
静
岡

市
清

水
区

二
の
丸
町
６

番
２

８
号
 

中
部
電

力
パ

ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式

会
社
 

清
水
営

業
所

長
 
山
崎
 

博
光
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災
害

等
に
お

け
る

障
害
物
等
の
除
去
に
関
す
る
覚
書
 

 富
士
市
（

以
下
「

甲
」
と
い

う
。
）
、
東
京
電

力
パ
ワ

ー
グ
リ
ッ
ド
株

式
会
社

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。
）

及
び
中
部
電
力
パ

ワ
ー

グ
リ
ッ

ド
株

式
会
社
（
以
下
「
丙
」
と
い

う
。
）
は
、
令
和
３
年

１
０
月
８
日

付
け

を
も
っ
て
締
結
し

た
「
災
害
時
に
お
け
る
停
電

復
旧
の
連
携

等
に
関
す
る

基
本

協
定
」（

以
下
「
協

定
」
と

い
う
。
）
に
基
づ
き
、
停
電
復

旧
に
支
障
と
な
る
障
害
物
等
の

除
去
に
関
し
て
、
次
の

と
お
り
定
め

る
も

の

と
す
る
。
 

 

（
対
象
区
域
）
 

第
１
条

 
こ

の
覚
書

に
お
い

て
対
象

と
す
る

区
域

は
、

甲
が
管

理
す
る
道

路
及
び

そ
れ
ら

道
路
の

周
辺

区

域
と
す
る

。
 

 （
平
時

に
お
け
る
連

携
）
 

第
２
条

 
こ

の
覚
書

に
基
づ

く
協
力

に
係
る

各
機

関
の

連
絡
先

を
共
有
し

、
変
更

が
生
じ

た
場
合

、
随

時

更
新
の
上

、
甲
、
乙

及
び

丙
と
共
有
す

る
も
の
と
す

る
。
 

２
 
甲

、
乙

及
び
丙

は
、
災

害
時
に

お
け
る

道
路

の
寸

断
及
び

停
電
を
未

然
に
防

止
す
る

た
め
、

被
害

を

及
ぼ
す
恐

れ
の
あ
る

樹
木

等
の
除
去
に

努
め
る
も
の

と
す
る
。
 

 （
電
力
設
備
を
含

む
障

害
物
等

の
除

去
）
 

第
３
条
 
乙
及
び

丙
は
、

災
害

等
発
生

時
に

お
い
て

は
、
甲
か
ら

指
定

さ
れ
た

優
先

的
に
啓
開

す
べ
き

道

路
（

以
下
「
優
先
啓
開

道
路
」
と
い
う

。
）
の
通
行

に
支
障
と
な

る
電
力
設
備

等
の

除
去
を

優
先
し

て
実

施
す
る

も
の
と
す
る
。
 

２
 
甲
は
、
乙
及

び
丙
の

現
場

着
手
等

が
遅

れ
、
道

路
啓
開
が
遅

延
す

る
と
判

断
し

た
際
は
、

乙
及
び

丙

に
よ
る

安
全
確
認
を
実
施
し

た
上
で
、
乙

及
び
丙

に
代

わ
り
通
行
の
支

障
と
な
る

電
力
設
備

等
の
除
去

を
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
前
項
の
乙
及

び
丙
に

よ
る

安
全
確

認
を

実
施
す

る
た
め
、
甲

は
乙

及
び
丙

に
対

し
現
場
の

安
全
に

つ

い
て
判

断
で
き
る
技
術
員
の

派
遣
を
要
請

す
る
こ

と
と

し
、
乙
及
び
丙

は
可
能
な

限
り
速
や

か
に
技
術

員
を
派

遣
し
、
電
気
的
な
安

全
措
置
等
を

実
施
す

る
と

と
も
に
、
甲
が

行
う
電
力

設
備
等
の

除
去
に
技

術
員
を

立
ち
会
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
乙
及
び
丙
は

、
電
力

設
備

等
の
速

や
か

な
除
去

を
自
ら
実
施

す
る

こ
と
が

困
難

と
判
断
し

た
場
合

、

甲
に
対

し
て
当
該
設
備
等
の
除
去
を
要
請
で
き

る
も
の
と
す

る
。
 

５
 
前
項
の
要
請

は
、
次

の
各

号
に
定

め
る

事
項
を

記
載
し
た
書

面
を

甲
に
提

出
す

る
も
の
と

し
、
こ

れ

に
対
し

甲
は
書
面
に
よ
り
回

答
す
る
。
な

お
、
緊

急
を

要
す
る
場
合
は

、
電
話
等

の
通
信
手

段
に
よ
る

こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
も

遅
滞
な
く
書

面
を
交
す
も

の
と

す
る
。
 

 
 
作
業
内

容
 

 
 
場
所
（

住
所
、
地
図
）

 

 
 
写
真
又

は
被
災
状
況
等

が
分
か
る
図
面

等
 

 
 
作
業
希

望
日
時
 

 
 
現
地
連

絡
責
任
者
及
び

電
話
番
号
 

 
 
そ
の
他

必
要
な
事
項
 

６
 
乙
及
び
丙
は

、
第
４

項
の

要
請
に

基
づ

き
甲
が

電
力
設
備
等

の
除

去
を
行

う
場

合
、
現
場

の
安
全

に

つ
い
て

判
断
で
き
る
技
術
員

を
直
ち
に
派

遣
し
、

電
気

的
な
安
全
措
置

等
を
実
施

す
る
と
と

も
に
、
甲

が
行
う

電
力
設
備
等
の
除
去
に
技
術
員
を
立
ち

会
わ
せ
る
も

の
と
す
る
。
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（
電

力
設

備
を
含
ま
な
い
障
害

物
等
の
除
去

）
 

第
４

条
 

乙
及
び

丙
は
、

甲
に

対
し
て
、

停
電
復

旧
の
た

め
に

必
要
な

道
路
啓
開
作

業
を
要
請
で

き
る
こ

と
と
し

、
甲
は

、
自

己
の
緊

急
の
業

務
に

支
障
の

な
い
範
囲
に
お
い
て
、

こ
れ
に

優
先

的
に
対

応
す

る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

前
項

の
要
請
及
び
回
答
は

、
第
３
条
第

５
項
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。
 

３
 

乙
及

び
丙
は

、
停
電

復
旧

の
た
め
に

必
要
な

道
路
啓

開
箇

所
の
う

ち
、
自
ら
啓

開
作
業
を
実

施
可
能

と
判
断

し
た
箇

所
に

つ
い
て

は
、

甲
へ
連

絡
後

、
実
施
で
き

る
も

の
と
す
る
。

 

４
 

前
項

の
連
絡

は
、
第

３
条

第
５
項
の

各
号
に

定
め
る

事
項

を
記
載

し
た
書
面
を

、
甲
に
提
出

す
る
も

の
と
す
る

。
な
お

、
緊
急
を

要
す

る
場
合
は

、
電
話

等
の
通
信

手
段

に
よ
る
こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
す

る
が
、
こ

の
場
合
も
遅

滞
な
く
書

面
を
提
出
す

る
も
の
と

す
る
。
 

 （
費

用
負

担
）
 

第
５

条
 

障
害
物

等
の
除

去
作

業
に
要
し

た
費
用

の
負
担

に
つ

い
て
は

、
別
添
の
表

に
基
づ
き
、

甲
と
乙

又
は
丙

協
議
の

上
、

都
度
定

め
る

も
の
と

す
る

。
 

 （
障

害
物

等
の
保
管
）
 

第
６

条
 

乙
及
び

丙
は
、

道
路

啓
開
作
業

を
行
っ

た
際
に

お
け

る
障
害

物
等
の
移
動

先
は
、
現
地

へ
の
保

管
を
基
本

と
し
、
甲
の

指
示
に
従

う
も
の
と
す

る
。
 

 （
そ

の
他

）
 

第
７

条
 

甲
、
乙

及
び
丙

は
、

停
電
復
旧

作
業
及

び
道
路

啓
開

作
業
の

連
携
の
実
績

等
に
つ
い
て

、
積
極

的
に
意

見
交
換

を
行

い
、
必

要
に

応
じ
て

こ
の

覚
書
の
見
直

し
を

行
う
。
 

  

こ
の
覚
書

の
締
結

を
相
互
に

証
す

る
た
め
、

本
書
３

通
を
作
成

し
、

甲
、
乙
及
び

丙
そ

れ
ぞ

れ
記

名
押

印
の

上
、

各
自
１
通
を
保
有
す

る
。
 

 

令
和
３

年
１

０
月
８
日
 

 

甲
 

 
 
静
岡
県
富
士

市
永

田
町

一
丁
目
１
０

０
番

地
 

富
士
市

 

富
士
市

長
 

小
長
井
 
義

正
 

 

乙
 

 
 
静
岡
県
富
士

市
吉

原
１

丁
目
１
番
２

１
号

 

東
京
電

力
パ

ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式

会
社
 

富
士
支

社
長

 
加
藤
 
誠

 

 

丙
 

 
 
静
岡
県
静
岡

市
清

水
区

二
の
丸
町
６

番
２

８
号
 

中
部
電

力
パ

ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式

会
社
 

清
水
営

業
所

長
 
山
崎
 

博
光

 



資
料

８
－

９
３

 

 

 

災
害
時
に

お
け
る

支
援
協
力
に

関
す
る

協
定
 

 

富
士

市
（
以
下
「
甲

」
と
い
う
。
）
と
五
條
製
紙

株
式
会

社
（
以

下
「
乙

」
と
い
う
。
）
と
は
、
地
震
、
風
水
害
等

に
よ
る

災
害
が
発
生

し
、
ま

た
は

発
生
す
る
こ
と

が
予

想
さ
れ

る
場
合
（
以
下
「
災

害
時

」
と
い

う
。
）
に
お
け
る

支
援
協

力
に
関
し
、

次
の
と
お
り
協

定
を

締
結
す
る
。
 

（
定

義
）
 

第
１
条

 
こ
の
協
定

書
に
お
い
て

、
次
の

各
号
に
掲
げ

る
用
語
の

意
義

は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
 

(
1
) 

緊
急
支
援
物

資
と
は

、
日
常
生
活

に
支
障
を
き
た

し
た
、
り
災

者
等
に

供
給
す
る
食

料
及
び

生
活
必
需
品

を
い
う
。
 

(
2
) 

緊
急
物
資

集
積
所
と

は
、
甲
が
指

定
す

る
「
富
士

市
産
業

交
流
展
示

場
『
ふ
じ

さ
ん

め
っ
せ

』
（
富
士

市

柳
島

18
9  

8
）
」
を
い
う
。
 

(
3
) 
 
緊
急
物
資
集

積
所
補

完
施

設
と
は
、
乙
が
指
定
す

る
「
五

條
総
合

物
流
セ
ン
タ
ー
」（

富
士
市
大

渕
25
8
1）

を
い

う
。
 

(
4
)
 
荷

捌
き
業
務
と

は
、
緊

急
物
資
集
積

所
に
お

け
る
緊
急

物
資
の
荷
捌

き
、

保
管
、

在
庫
管
理
、
積
込
み
・

梱
包

業
務

を
い
う

。
 

（
要

請
）
 

第
２
条

 
甲

は
、
災
害

時
に
お
い

て
必
要

が
あ
る
と

認
め
る
と
き

は
、

乙
に
対
し

次
に
掲
げ

る
事
項

に
つ

い
て

協

力
を
要

請
す
る

こ
と
が
で
き

る
。
 

(
1
) 
甲

が
管
理
す
る

緊
急
支
援
物
資

を
、

緊
急
物
資
集
積

所
補
完

施
設
に
お
い

て
一
時

保
管
す
る
こ

と
。
 

(
2
) 

緊
急
物
資
集

積
所
ま
た
は
緊

急
物
資
集
積

所
補
完

施
設
に

お
い

て
、
甲
が
管

理
す
る

荷
捌
き

業
務
を
行
う

こ
と

。
 

(
3
) 
フ

ォ
ー
ク
リ
フ

ト
等
の
備
品
を

必
要

に
応
じ
て
借
用

す
る
こ

と
。
 

（
要

請
の

方
法
）
 

第
３
条

 
前

条
の
規
定

に
よ
る
要

請
は
、

文
書
を
も

っ
て
行
う
も

の
と

す
る
。
た

だ
し
、
文

書
を
も

っ
て

要
請

す

る
い
と

ま
が
な

い
と
き
は
、

電
話
等

で
要
請
し
、

そ
の
後
速
や
か
に

文
書
を
交
付

す
る
も
の
と
す

る
。
 

（
協

力
の

実
施
）
 

第
４
条

 
乙

は
、
第
２

条
の
規
定

に
よ
る

要
請
が
あ

っ
た
と
き
は

、
支

障
の
な
い

範
囲
に
お

い
て
協

力
す

る
も

の

と
の
す

る
。
 

（
費

用
の

負
担
）
 

第
５
条

 
乙
が
行
っ

た
前
条
の
業
務

の
実

施
に
要
し
た
費
用
は

、
甲
が
負
担

す
る

も
の
と
す
る
。
 

２
 
前

項
の

費
用
は
、

業
務
終
了

後
、
災

害
発
生
時

直
前
に
お
け

る
適

正
な
費
用

を
基
準
と

し
て
、

甲
乙

協
議

し

て
定
め

る
。
 

（
費

用
の

支
払
い

）
 

第
６
条

 
甲
は
、
前

条
の
費
用
を
乙

か
ら

の
請
求
後
、
速
や
か

に
支
払
う
も

の
と

す
る
。
 

（
協

定
の

適
用
）
 

第
７
条

 
こ

の
協
定
は

、
協
定
締

結
の
日

か
ら
そ
の

効
力
を
有
す

る
も

の
と
し
、

甲
又
は
乙

が
文
書

を
も

っ
て

協

定
の
解

消
を
通

知
し
な
い
限

り
そ
の

効
力
を
持
続

す
る
も
の
と
す
る

。
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（
疑
義
の

解
決
）
 

第
８
条
 
こ

の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び

こ
の

協
定

に
関
し

て
疑

義
が
生
じ

た
と

き
は

、
そ
の

都
度

甲
乙

協

議
し
て

定
め
る

も
の

と
す
る

。
 

 

上
記
協
定

の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協

定
書

２
通

を
作
成

し
、

甲
乙
記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ
の

１
通

を

所
持
す
る
。
 

 

令
和
４

年
６
月
６
日
 

（
甲
）

 
静
岡

県
富

士
市
永

田
町
１

丁
目

１
０
０
番
地
 

 
 
 

 
富
士

市
長

 
小
長

井
 
義

正
 

 （
乙
）
 

静
岡
県
富
士
市
原

田
４
５
１
－

１
 

 
 
 
 
 
五
條
製

紙
株

式
会
社
 

 
 
 

代
表
取

締
役

 
川
口

 
幸
一
郎
 

 

  



資
料

８
－

９
４

 

 

災
害
時
に
お
け

る
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定
書

 

 

富
士
市
（
以

下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
株
式

会
社
時
之
栖
富
士
（
以
下
「
乙

」
と
い

う
。）

は
、
災

害
時
等
に

お
け
る
施
設

の
一

時
使
用

等
の

協
力
に
関
し

、
次
の
と
お

り
協
定
を
締
結
す

る
。
 

 （
目
的
）

 

第
１
条
 

こ
の
協
定
は

、
市

内
に
地
震
、
風

水
害
そ
の
他
の
災
害
が

発
生
し
た

場
合
又
は
そ
の
お
そ

れ
が
あ
る

場
合
（

以
下
「
災
害
時

等
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
甲
が

乙
に
協
力

を
要
請
す
る
場
合
の

必
要
な
事

項
及

び
平
素
か
ら
の
連
携
を
含

め
、
基
本
的

な
事
項
を
定

め
る

も
の
と

す
る
。
 

 （
支
援
協

力
の
内
容
）

 

第
２
条
 

乙
の
支
援
協

力
の

内
容
は

、
次

の
と
お
り
と

す
る
。
 

 
 

住
民
の
一
時

的
な
避
難
及
び
避
難
所
に
関
す

る
事
項
 

ア
 

災
害
時
等
の
一

時
的
な
避
難

の
た

め
の
駐
車
場

等
施
設
の
提

供
 

イ
 

災
害
発
生
後
の

避
難
所
と
し

て
の

屋
内
施
設
等

の
提
供
 

ウ
 

災
害
発
生
後
の

避
難
者
に
対

す
る

可
能
な
範
囲

で
の
食
料
・

飲
料
水
の
提
供
 

 
 
災

害
発
生
後
の

被
災

者
に
対

す
る

大
浴
場
等
の

入
浴
施
設
の

提
供
 

 
 
救

援
・
救
護
活

動
に

関
す
る

事
項

 

負
傷
者
の

救
護
、
搬
送
の

支
援
 

 
 
地

域
復
旧
活
動

へ
の

支
援
 

ア
 

車
両
及
び
機
材

の
提
供
 

イ
 

資
機
材
の
保
管

施
設
の
提
供

 

ウ
 

仮
設
住
宅
用
地

の
提
供
 

 （
協
力
要

請
）
 

第
３
条
 

甲
の
乙
に
対

す
る

協
力
要

請
の

手
続
き
は
、
要
請
書
（
第
１
号
様
式
）
を
も
っ

て
行
う

も

の
と
す
る

。
た
だ
し

、
緊

急
を
要

す
る

と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を

口
頭

そ
の

他
の

方

法
に
よ
り

要
請

し
、
そ
の
後
速
や
か
に
要

請
書
（
第
１

号
様
式
）
を

提
出

す
る
も

の
と
す
る
。
 

 
 
要

請
内
容
、
要

請
の

対
象
と

な
る

営
業
店
、
施

設
使
用
希
望

期
間
 

 
 
担

当
者
連
絡
方

法
 

 
 
そ

の
他
必
要
事

項
 

２
 
乙
は

、
甲
か
ら
要

請
が

あ
っ
た

場
合

は
、
可
能
な

範
囲
で
協
力

す
る
も
の
と
す
る

。
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  （
費
用
負

担
）
 

第
４
条
 

こ
の

協
定
に

基
づ
く

施
設

、
そ
の

他
付

帯
設
備

及
び
機
器

の
使
用

等
に

要
し
た

費
用

は
、

原
則
と
し
て
甲

の
負

担
と
す

る
。
た

だ
し
、

乙
が

特
に
必

要
な
い

と
認

め
る

と
き
は
、

こ
の

限
り

で
は
な
い
。
 

２
 
前
項

の
費
用
に

つ
い
て
は
、
甲
、
乙
が
協

議
の

う
え
、
決
定
す

る
も

の
と
す
る
。
 

 （
平
素
か

ら
の
連
携

）
 

第
５
条

 
甲
及

び
乙
は

、
平

素
か
ら

相
互

の
連
携

を
図
る

た
め

、
次

の
事
項

を
行

う
も
の

と
す

る
。
 

 
 
連
絡
体

制
等
の

構
築

 

 
 
そ
の
他

甲
及
び

乙
が

必
要

と
認
め

る
事
項
 

 

 （
疑
義
の

解
決
）
 

第
６
条

 
こ
の

協
定
に

定
め

の
な
い

事
項

及
び
こ

の
協
定

に
関

し
て

疑
義
が

生
じ

た
と
き

は
、

甲
、

乙
が
協

議
の

う
え

、
解
決

す
る

も
の
と

す
る

。
 

 （
有
効
期

間
）
 

第
７
条
 

こ
の
協
定

は
、
締
結
日
か
ら
効
力
を

有
す

る
も
の
と
す
る

。
 

２
 
こ
の

協
定
の
有

効
期
間
は
、
協
定
の
効
力
発

生
の

日
か

ら
令

和
５
年

３
月

３
１
日
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
有
効
期
間

満
了
の
日
の

１
か

月
前
ま

で
に
、
甲

又
は

乙
か
ら

文
書
に

よ
り
相
手
方
に

対

し
て
異
議
の
申

出
が
な
い
と
き
は

、
有
効
期
間

満
了

の
日

の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
１
年
間
延
長
す

る
も
の
と
し
、

以
後
も
同
様
と
す

る
。
 

  
上
記
の

協
定
の
締

結
を
証
す
る
た
め
、
本
協
定
書
２
通
を
作
成

し
、
甲
乙

記
名

押
印
の

う
え
、
各

１
通
を
保

有
す
る
。

 

 令
和
 
 

年
 
 
月

 
 
日
 

 甲
 
富
士

市
永
田
町

一
丁
目
１
０
０
番
地
 
 

 
 

 
 
乙

 
富

士
市
大

淵
３
２
５

番
地
の
５
 

 
 
富
士

市
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
株

式
会
社
 
時
之
栖
富

士
 

 
 
富
士

市
長
 
 

小
長
井
 
義
正
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
代

表
取
締
役
社
長
 
阿

山
 

恭
弘
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災
害

時
等

に
お

け
る

公
共

建
築
物

の
応
急

復
旧
工

事
の

 

設
計
等

業
務
に
関

す
る

協
定

書
 

  

富
士

市
（
以

下
「

甲
」
と
い
う
。
)
と
一
般
社

団
法
人
富
士
建
築

士
会

（
以
下

「
乙
」

と
い

う
。
）
は
、
富
士
市
内
に
大

規
模
な
地
震
、
津

波
及
び
風
水

害
又
は
事
故

に
よ

り
建
築
物

等
に

被
害
が

発
生
し

た
場

合
に
お
け
る
業
務
協
力
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
協
定
を

締
結
す
る

。
 
 

 

（
目
的

）
 
 

第
１
条

 
こ
の

協
定

は
、
異
常
な

自
然
現
象
に

よ
り
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に

、
公
共
施

設
の

機
能

確
保
を

図
る

た
め
、
甲
が

乙
の
協
力
を

得
て
必
要
な

対
策
を
迅
速
に
実

施
し
、
災

害
復

旧
を

速
や
か

に
行

え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 

 （
協
力

業
務
）

  

第
２
条

 
こ
の

協
定

の
対
象
と
な
る
業
務
（
以
下
「

協
定
業
務
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号

に
該

当
す
る

も
の

で
、
甲
が
必
要
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）

公
共
建

築
物

の
被
災
度
区
分
判
定
業
務
  

（
２
）

公
共
建

築
物

の
応
急
復
旧
工
事
の
設
計
等
業
務
 
 

 （
対
象

と
な
る

災
害

）
 
 

第
３

条
 
こ

の
協

定
の
対

象
と
な

る
災

害
は
、

災
害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く

富
士

市
災

害
対

策
本

部
が
設

置
さ

れ
た
場
合
若
し
く
は
地
震
、
津
波
、
風

水
害
そ
の
他

の
異

常
な
自
然

現
象

又
は

予
期
で

き
な

い
事
故
に
よ
る
も
の
で
甲
が
必
要
と
認
め

る
場
合
の
災
害

と
す
る
。

 
 

 （
対
象

と
な
る

公
共

施
設
）
  

第
４
条

 
協
定

業
務

の
対
象
と
な
る
公
共
施
設
は
、
別
紙
に

示
す
建
築
物
と
す

る
。
 

 
 

（
応
急

対
策
業

務
協

力
者
等
）
 

第
５

条
 
乙

を
構

成
す
る

会
員
で

あ
り

、
こ
の

協
定
に

賛
同

で
き

る
会

員
を

応
急

対
策

業
務

協
力

者
（
以

下
「

協
力
者
」
と
い
う
。
）
と

す
る
。

  

２
 
乙

は
、
乙
団
体
内
の

連
絡

体
系
図

及
び

協
力
者
を
と

り
ま
と
め
た
名
簿
（
以
下
「
名
簿
等

」

と
い

う
。
）
を
協
定
締
結

後
速
や
か
に

甲
に

提
出
す

る
も
の
と
す
る

。
  

３
 
前

項
の
名

簿
等

の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙

は
、
速
や
か

に
名

簿
等
を
修

正
し

た
う

え
で
甲

に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

４
 

第
１
０

条
た

だ
し
書

の
規
定

に
よ

り
こ
の

協
定
の

期
間

が
延

長
さ

れ
た

場
合

に
は

、
乙

は
、

名
簿
等

を
毎

年
９
月
１
日
ま
で
に
甲
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。
 
 

５
 
前

３
項
に

定
め

る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ

て
乙
に
名
簿

等
の

提
出
を
求

め
る

こ
と

が
で
き

る
。

 
 

６
 

甲
は
、

協
力

者
の
協

定
業
務

の
実

施
体
制

に
関
す

る
情

報
提

供
を

必
要

に
応

じ
て

乙
に

資
料

８
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求
め

る
こ
と

が
で
き
る
。

 

（
業
務

の
実
施

要
請
）
 
 

第
６

条
 

甲
が

協
定

業
務

の
実
施

を
必

要
と
す

る
場
合

、
甲

は
協

定
業

務
の
実

施
を
乙

に
要

請
す

る
こ
と

が
で
き
る
。

  

２
 
前

項
の
要

請
は
、
業
務

実
施
要
請
書
に
よ
り
行

う
も
の

と
す

る
。

 
 

 
た

だ
し
、
緊
急

を
要
す
る
場

合
に

は
電
話

等
の

通
信
手

段
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る

も
の

と

す
る

が
、
こ

の
場

合
も
遅
滞
な

く
甲

は
業
務

実
施

要
請
書

を
作
成
し

乙
に
送
付
す
る

も
の

と

す
る

。
 

３
 
乙

は
、
前

２
項

の
要
請

を
受
け
た
場
合
、
速
や

か
に
協

力
者

の
中

か
ら
協
定
業

務
を
実

施

す
る

者
を
選

定
す
る
も
の

と
す
る
。
 

４
 

前
項

の
選

定
に

お
い

て
、
乙

は
早

期
か

つ
確

実
な

協
定

業
務

実
施

の
観

点
か

ら
最

も
適

し
た

者
を
選

定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
前

２
項
に

よ
り
選
定
さ

れ
た
者
（
以
下
「
選
定

者
」
と
い
う
。
）
は
、
特
別
の

理
由

が
な

い
限

り
、
協

定
業
務
の
実

施
を
承
諾
す
る
も
の
と

す
る
。
 

６
 
乙

は
、
第

１
項

及
び
第

２
項
の
要
請
を
受
け
た

と
き
は

、
速
や
か

に
選
定
者
の
承
諾
を

得

た
後

、
選
定

者
を
明
ら
か

に
し
た
回
答
書
を
甲
に

送
付
す
る
も

の
と

す
る

。
 

 （
業
務

委
託
契

約
の
締
結
）

  

第
７
条

 
協
定

業
務
の
契
約

に
つ
い
て
は
、「

災
害

復
旧
に
お
け
る
適
切

な
入

札
契
約
方
式

の

適
用

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
(
平

成
２

９
年
７
月
７
日
付
け
国
地

契
第

１
１
号
、
国
官

技
第

８
４

号
、
国

営
計

第
３
９

号
)
に
準
じ
て
取
り
計
ら
う
こ
と
と

し
、
応

急
復
旧
時
の

入
札
方
式
は

随
意

契
約
と

す
る
。
 
 

２
 
協

定
業
務

の
実
施
要
請

後
、
甲
は
選
定
者
と
の

間
で
価

格
等

の
交

渉
を

し
た
上

、
随
意

契

約
を

締
結
す

る
も
の
と
す

る
。
 

３
 
甲

は
必
要

に
応
じ
、
選

定
者
以
外
の
協
力
者
と

の
間
で

価
格

等
の

交
渉

を
し
た

上
、
随

意

契
約

を
締
結

す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 
 

 （
業
務

の
実
施

）
 
 

第
８
条

 
前
条

に
よ
り
契
約

し
た
業
務
受
託
者
は
、
契
約

後
、
甲
の
指
示

に
従

い
速
や
か
に

、

協
定

業
務
の

う
ち
必
要
な

業
務
（
以
下
「
受
託
業

務
」
と
い

う
。）

に
着
手
す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
受

託
業

務
の

範
囲
は

、
当

該
要

請
の

あ
っ

た
公

共
施

設
の

機
能

確
保

又
は

回
復

に
係

る
必
要

最
低
限
の
業

務
と
す
る
。
 
 

３
 

受
託

者
が

受
託

業
務

を
行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
二

次
災

害
に

対
し

十
分

注
意

し
て

作
業

を
進

め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
受
託
業
務
に
お
け
る
作

業
関
係

者
の

ほ
か
、
施
設

関

係
者

及
び
近

隣
住
民
の
安

全
確
保
に
も
特
段
の
注

意
を
払
う
も

の
と

す
る

。
  

４
 
受

託
業
務

に
従
事
す
る

者
が
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に

か
か
り

、
又
は
死
亡
し
た

場

合
の

損
害
補

償
は
、

労
働

者
災
害

補
償
保

険
法
に

よ
り

当
該

従
事

者
を
使

用
す

る
受
託

者

が
行

う
。
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 ５
 
前

項
の
場

合
に

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
が
適
用
さ
れ

な
い
と
き
は
、「

静
岡
県
地

震
対

策
推

進
条
例

」（
平
成
２
８
年

１
０
月
２
５
日

条
例
第
４
３

号
）
ま
た

は
「

災
害
応
急

措
置

の
業

務
に
従

事
し

た
者
の
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
」（

昭
和
３
７
年

１
０

月
１
５
日

条
例

第
４

９
号
）

を
適

用
す
る
。
 

６
 
受

託
者
は

、
業

務
内
容
が
判

定
で
き
る
よ

う
な

写
真
等
の
資

料
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、

受
託

業
務
の

完
成

を
書
面
で
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

７
 
受

託
業
務

に
よ

り
発
生
し
た
費
用
は
、
甲
が
負
担
す
る

も
の
と
す
る
。
 

 （
実
施

細
目
）

  

第
９

条
 
こ

の
協

定
に
お

い
て
規

定
さ

れ
た
書

類
の
様

式
や

実
施

に
関

す
る

細
目

は
、

実
施

細
目

で
定
め

る
。

 
 

 （
協
定

の
効
力

）
 
 

第
１
０

条
 
こ

の
協

定
期
間
は
、
協
定

締
結
の
日
か

ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す

る
。
 
 

た
だ
し
、
こ
の

期
間

満
了
の
日
の

３
０
日
前
ま

で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら

も
そ
れ
ぞ

れ
の

相
手
方
に
対
し
て

文
書
に
よ
り

異
議

の
申
出
が
な

い
と
き
に

は
、
更

に
１
年
間
延

長
す
る

も

の
と
し
、
そ
の
後

に
お
い
て
期

間
満

了
し
た
と
き

も
同
様
と

す
る
。
 
 

 

（
疑
義

の
解
決

）
 
 

第
１

１
条
 

こ
の

協
定
に

定
め
の

な
い

事
項
及

び
こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の
都

度
甲

乙
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

 

上
記
の
協

定
の
成
立
を
証

す
る
た

め
、
こ
の
協

定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲

乙
記
名
押
印

の

上
、
各
自
そ
の
１

通
を
保
管
す

る
。

 
 

  

令
和
 

 
年
 

 
月

 
 
日
  

（
甲
）

富
士
市

永
田

町
１
丁
目
１
０
０
番
地
 
 

富
士
市
長
 
 
小
長
井

 
義
正
 
 

  （
乙
）

 
静
岡
県
富
士
市
青

島
町

1
9
9
 

一
般
社
団
法
人

 
富
士
建
築
士
会
 
 

会
 
長
 
 
鈴
木
 

幸
司
 

資
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災
害
時
等

に
お

け
る

公
共

建
築

物
の
応

急
復

旧
工

事
の

 

設
計
等

業
務

に
関

す
る
協

定
書

 

 

富
士

市
（
以

下
「
甲
」
と

い
う
。
）
と
一
般
社
団

法
人
静
岡
県

建
築

士
事

務
所
協

会
（
以

下
「
乙

」
と
い

う
。
）
は
、

富
士
市
内
に
大
規
模
な

地
震
、

津
波

及
び

風
水

害
又
は

事
故
に

よ
り
建

築
物
等

に
被
害
が
発

生
し
た
場
合
に
お
け
る

業
務
協

力
に

つ
い

て
、

次
の
と

お
り
協

定
を
締

結
す
る

。
 

 （
目
的

）
 

第
１
条

 
こ
の

協
定
は
、
異

常
な
自
然
現
象
に
よ
り

災
害
が

発
生

し
た

場
合

に
、
公

共
施
設

の
機
能

確
保
を

図
る
た
め
、

甲
が
乙
の
協
力
を
得
て

必
要
な

対
策

を
迅

速
に

実
施
し

、
災
害

復
旧
を

速
や
か

に
行
え
る
よ

う
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る

。
 

 （
協
力

業
務
）

 

第
２
条

 
こ
の

協
定
の
対
象

と
な
る
業
務
は
、
次
の

各
号
に

該
当

す
る

も
の

で
、
甲

が
必
要

と
認

め
る
も

の
と
す
る
。

 

（
１

）
公
共

建
築
物
の
被

災
度
区
分
判
定
業
務
 

（
２

）
公
共

建
築
物
の
応

急
復
旧
工
事
の
設
計
等

業
務
 

 （
対
象

と
な
る

災
害
）
 

第
３
条

 
こ
の

協
定
の
対
象

と
な
る
災
害
は
、
災
害

対
策
基

本
法

に
基

づ
く

富
士
市

災
害
対
 

策
本

部
が
設
置
さ
れ

た
場
合
若

し
く

は
地
震

、
津

波
、
風
水
害

そ
の

他
の
異
常
な
自
然
現
 

象
又

は
予
期
で
き
な

い
事
故
に

よ
る

も
の
で

甲
が

必
要
と
認
め

る
場

合
の
災
害
と
す
る
。
 

 （
対
象

と
な
る

公
共
施
設
）

 

第
４
条

 
第
２

条
第
１
号
に

規
定
す
る
業
務
の
対
象

と
な
る

公
共

施
設

は
、

別
紙
に

示
す
建

築
物

と
す
る

。
 

 （
応
急

対
策
業

務
協
力
者
等

）
 

第
５
条

 
乙
の

協
会
を
構
成

す
る
会
員
で
あ
り
、
こ

の
協
定

に
賛

同
で

き
る

会
員
を

応
急
対
 

策
業

務
協
力
者
（
以

下
「
協
力

者
」

と
い
う

。
）

と
す
る
。
 

２
 
乙

は
、
協

会
内
の
連
絡

体
系
図
及
び
協
力
者
を

と
り
ま

と
め

た
名

簿
（

以
下
「

名
簿

等
」

と
い
う

。
）
を
協
定

締
結
後
速
や
か
に
甲
に

提
出
す
る
も

の
と

す
る

。
 

３
 
前

項
の
名

簿
等
の
内
容

に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
、
乙

は
、

速
や

か
に

名
簿
等

を
修
正
 

し
た

う
え
で

甲
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
第

1
0条

た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
こ
の
協
定
の

期
間
が

延
長

さ
れ

た
場

合
に
は

、
乙

は
、

名
簿
等

を
毎
年
９
月

１
日
ま
で
に
甲
に
提
出

す
る
も
の
と

す
る

。
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 ５
 
前

３
項
に

定
め

る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ

て
乙
に
名
簿
等
の

提
出
を
求

め
 

る
こ

と
が
で

き
る

も
の
と
す
る
。
 

 （
業
務

の
実
施

要
請

）
 

第
６
条

 
甲
が

協
定

業
務
の
実
施
を
必
要
と
す
る
場
合
、
甲

は
業
務
実
施
要
請

書
に
よ
り

必

要
な

設
計
等

業
務

の
実
施
を
協
力
者
に
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

２
 
業

務
を
実

施
す

る
者
は
、
乙
ま
た
は
乙
の
協
力
者
の
中

か
ら
選
定
し
、
選

定
さ
れ
た

者

（
以
下

「
選
定

者
」

と
い
う
。
）
を
甲
が
承
認
す
る
こ
と
で

決
定
す
る
。
 

３
 
第

１
項
の

業
務

実
施
要
請
書
は
２
通
作
成
し
、
甲
と
選

定
者
が
各
自
そ
の

１
通
を
保

管
 

す
る

も
の
と

す
る

。
 

４
 
第

１
項
の

要
請

は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
電
話
等

の
通
信
手
段
に
よ

る
こ
と
が

で
 

き
る
も
の
と
す
る

が
、
こ
の
場

合
も

遅
滞
な
く
甲

は
業
務
実

施
要
請
書
を
作
成

し
選
定

者

に
送
付
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 （
業
務

委
託
契

約
の

締
結
）
 

第
７
条

 
第
２

条
各

号
に
規
定
す
る
業
務
の
契
約
に
つ
い
て

は
、
国
土
交
通
省

大
臣
官
房

発

出
の

「
災
害

復
旧

に
お
け
る
適
切
な
入
札
契
約
方
式
の
適
用

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

」
（
平
成

２

９
年

７
月
7
日
付
け
国
地

契
第
1
1号

、
国
官

技
第
8
4
号
、
国
営
計
第

3
9
号
）
に
準

じ
て
取

り
計

ら
う
こ

と
と

し
、
応
急
復
旧
時
の
入
札
方
式
は
随
意
契

約
と
す
る
。
 

２
 
業

務
の
実

施
要

請
後
、
甲
は
選
定
者
と
随
意
契
約
を
締

結
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 （
業
務

の
実
施

）
 

第
８
条

 
前
条

に
よ

り
契
約
し
た
業
務
受
託
者
は
、
契
約
後

、
甲
の
指
示
に
従

い
、
速
や

か

に
協

定
業
務

の
う

ち
必
要
な
業
務
（
以
下
「
受
託
業
務
「
と

い
う
。
」
に
着

手
す
る
も

の

と
す

る
。
 

２
 
前

項
の
受

託
業

務
の
範
囲
は
、
当
該
要
請
の
あ
っ
た
公

共
施
設
の
機
能
確

保
又
は
回

復

に
係

る
必
要

最
低

限
の
業
務
と
す
る
。
 

３
 
受

託
者
が

受
託

業
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災

害
に
対
し
十
分
注

意
し
て
作

業

を
進

め
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
受
託
作
業
の
関
係
者

の
ほ
か
、
施
設

関
係
者
及

び

近
隣

住
民
の

安
全

確
保
に
も
特
段
の
注
意
を
払
う
も
の
と
す

る
。
 

４
 
受

託
者
は

、
受

託
業
務
に
従
事
す
る
者
が
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
の
適

用
を
受
け

ら

れ
る

よ
う
手

続
を

行
う
も
の
と
す
る
。
 

５
 
受
託
者
は
、
業
務
内
容

が
判
定
で
き

る
よ

う
な
写

真
等
の
資
料
を

整
備
す
る
と

と
も

に
、

業
務
の

完
成

を
書
面
で
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （
実
施

細
目
）

 

第
９
条

 
こ
の

協
定

に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
の
様
式
や

実
施
に
関
す
る
細

目
は
、
実

 

施
細
目

で
定
め
る
。

 

資
料

８
－
９

６
 

 （
協
定

の
効
力

）
 

第
1
0条

 
こ
の

協
定
期
間
は

、
協
定
締
結
の
日
か
ら

令
和
６

年
３

月
3
1
 
日
ま
で
と
す

る
。

 

た
だ

し
、
こ
の
期
間

満
了
の
日

の
3
0
 
日
前
ま
で
に

、
甲

乙
い

ず
れ
か
ら
も

そ
れ
ぞ
れ
の

 

相
手

方
に
対
し
て
文

書
に
よ
り

異
議

の
申
出

が
な

い
と
き
に
は

、
更

に
１
年
間
延
長
す
 

る
も

の
と
し
、
そ
の

後
に
お
い

て
期

間
満
了

し
た

と
き
も
同
様

と
す

る
。
 

 （
疑
義

の
解
決

）
 

第
1
1条

 
こ
の

協
定
に
定
め

の
な
い
事
項
及
び
こ
の

協
定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ
た

と
き
 

は
、

そ
の
都
度
甲
乙

協
議
し
て

定
め

る
も
の

と
す

る
。
 

 上
記
の

協
定
の

成
立
を
証
す

る
た
め
、
こ
の
協
定
書

２
通
を

作
成

し
、

甲
乙

記
名
押

印
の

上
、
各

自
そ
の

１
通
を
保
管

す
る
。
 

  令
和
 

 
年
 

 
月
 
 
日

 

（
甲
）

富
士
市

永
田
町
１
丁

目
１
０
０
番
地
 

富
士
市
長

 
 
小

長
井

 
義
正

 

  （
乙
）

静
岡
市

葵
区
追
手
町

２
番
12
 
号

 

一
般
社
団

法
人
静
岡
県
建
築
士
事
務
所
協
会
 

会
 
長

 
 
金
丸
 
智

昭
 

 



資
料

８
－
９
７

 

 

  

災
害

援
助

に
必
要

な
Ｌ

Ｐ
ガ
ス

の
供

給
等

に
関

す
る

覚
書

 

 

富
士
市
（

以
下
「

甲
」
と
い
う
。
）
と
、
静
岡
県
Ｌ

Ｐ
ガ
ス
協
会

 富
士
地
区
会
（
以

下
「

乙
」
と
い
う
。
）
は
、
平

成
3
0
年
１

月
19
日
に
静
岡
県
と

一
般
社

団
法
人
静
岡

県
Ｌ

Ｐ
ガ
ス
協
会
（

以
下
「

協
会
」
と
い

う
。
）
の
間
で
締
結

さ
れ

た
「
災

害
援
助
に
必

要
な

Ｌ
Ｐ
ガ

ス
の
供
給
等
に
関

す
る
協
定
書
」
（
以
下
「
協

定
書
」
と

い
う

。
）
を
踏
ま
え
、
災
害

対
策

基
本

法
（
昭
和

3
6年

法
律
第
22
3
号
）
第
２
条
第
１
号
に

定
め

る
災
害
（

以
下
「
災

害
」
と

い
う
。
）
時
に
甲

が
必

要
と

す
る

施
設
へ

の
Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
供
給
並
び
に
Ｌ
Ｐ

ガ
ス
の
供
給

設
備

及
び
消

費
設
備
（

以
下
「
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
設
備
」
と
い

う
。
）
の
整
備
（
以
下
「
Ｌ
Ｐ

ガ
ス

の
供
給

等
」
と
い
う
。
）
に
係

る
各

々
の
役

割
と

責
任
に

関
し

、
次
の
と
お
り
覚
書

を
締

結
す

る
。
 

  
（

目
的

）
 

第
１

条
 

こ
の
覚
書

は
、
甲
と

乙
が
相

互
に
協
力

し
、
災

害
時
に
甲

が
必
要
と

す
る

施
設

へ
の

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供
給

等
を

迅
速
か

つ
円
滑

に
行

う
こ
と

に
よ
り
、
被

災
者
の

生
活
基
盤
の

確
保
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
 

 
（

要
請

）
 

第
２

条
 

甲
は
、
富
士
市
内

に
お

い
て
災

害
が
発

生
し
、
又
は
発
生
す

る
恐
れ

が
あ
る
と
き

、
乙
に
対

し
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供

給
等
を

要
請
す

る
こ

と
が
で

き
る
。
 

 
（

対
象

施
設
）
 

第
３

条
 

こ
の
覚

書
に
基

づ
き

乙
が
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供

給
等
を
行
う

施
設
（
以
下
「

対
象
施
設
」
と
い
う

。
）
は
、
甲
が
避

難
所
の

開
設
そ

の
他

の
災
害

対
応
を
す
る

必
要
が

あ
る
と
認
め

る
施
設

と
す
る
。
 

 
（

特
定

施
設
）
 

第
４

条
 

甲
は
、
Ｌ

Ｐ
ガ
ス
の

供
給
設

備
が
整
備

さ
れ
た

対
象
施
設

で
あ
っ
て

、
協

会
の

会
員

と
の
間
で
Ｌ
Ｐ
ガ

ス
供

給
契
約

を
締
結
し

て
い

る
も
の
の
う
ち
か

ら
、

災
害
時
に
支

援
が

必
要

に
な

る
と

思
わ

れ
る
施
設
（
以
下
「

特
定
施

設
」
と

い
う
。

）
を

、
あ
ら

か
じ
め
特
定

す
る
も

の
と
す
る
。

 

 
（

支
援

事
業
所

）
 

第
５

条
 

乙
は
、
特

定
施
設

に
対

し
て
支
援
を
行

う
事
業
所
（

以
下
「
支

援
事
業
所
」
と
い

う
。
）
を
あ
ら
か
じ
め

指
定

す
る
も

の
と
す

る
。
 

 
（

支
援

事
業
所

一
覧
リ

ス
ト

の
作
成
）
 

第
６

条
 

甲
と
乙

は
、
相
互

に
協
力
し
て
、
特
定
施

設
及
び
支
援

事
業

所
を
一
覧
に
し

た
資

料
（

以
下
「
支

援
事
業

所
一

覧
リ
ス

ト
」
と

い
う

。
）
を

作
成
す
る
も

の
と
す

る
。
 

２
 

前
項

の
規
定

に
よ
り

作
成

し
た
支
援
事
業
所
一

覧
リ
ス
ト
は

、
甲
と
乙
が
随

時
見
直
し
、
修
正
を
行
い
、
常
に

そ
の

内
容
が

最
新
の

も
の

と
な
る

よ
う
努
め
る

も
の
と

す
る
。
 

（
要
請

の
方
法

）
 

第
７

条
 

第
２
条

の
規
定

に
基

づ
く
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供

給
等
の
要
請

は
、
甲
が
文
書
（
様

式
１

）
を

提
出
す
る

こ
と
に
よ
り

行
う

も
の
と
す

る
。

た
だ

し
、
緊

急
を

要
す
る
場
合

は
、

口
頭
、
電
話

等
に

よ
る

方
法

に
よ
り
行

い
、
事

後
に

速
や

か
に

文
書
を
提
出

す
る
も

の
と

す
る
。
 

２
 

前
項

に
規
定
す

る
要
請
は

、
特
定

施
設
に
係

る
も
の

で
あ
る
場

合
は
当
該

特
定

施
設

に
係

る
支
援
事
業
所
を

通
じ

て
行
い

、
特

定
施

設
以
外
の
対

象
施
設
（
以

下
「
そ
の
他
の
施

設
」
と
い
う
。
）
に

係
る
も
の
で

あ
る
場
合
は
乙
に
対

し
行
う

も
の
と

す
る

。
 

 
（

支
援

の
内
容

）
 

第
８

条
 

乙
は
、

特
定
施

設
に

係
る
前
条
の
規
定
に

よ
る
要
請
を

受
け

た
と
き

は
、
当

該
特

定
施
設

の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス

設
備

の
点
検

及
び
調

査
を

行
い
、

必
要
に
応
じ

Ｌ
Ｐ
ガ

ス
設
備
を
整

備
し
て

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供
給
を
行
う

と
と
も
に
、
そ
の

措
置
の

状
況
を

文
書

（
様
式

２
）
に
よ
り

甲
に
報

告
す
る
も
の

と
す
る

。
 

２
 

前
項

の
規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、
乙
は
、
災
害
が

発
生
し
た
と

き
、

甲
の
要

請
を
待

つ
こ

と
な
く

、
特
定
施
設

の
Ｌ

Ｐ
ガ
ス

設
備
の

点
検

及
び
調

査
を
行
い
、

必
要
に

応
じ
Ｌ
Ｐ
ガ

ス
の
供

給
設
備
を
整
備
し
て
Ｌ
Ｐ

ガ
ス
の
供
給
の
準

備
に
努

め
る
も

の
と

す
る
。
 

３
 

乙
は

、
甲
か

ら
、
そ

の
他

の
施
設
に
対
す
る
Ｌ

Ｐ
ガ
ス
供
給

等
の

要
請
を

受
け
た

と
き

は
、
こ

れ
に
対
し
て

最
大

限
協
力

す
る
も

の
と

す
る
。
 

 
（

経
費

）
 

第
９

条
 

特
定
施
設

に
係
る
措

置
に
要

す
る
経
費

は
、
甲

が
支
援
事

業
所
と
の

間
で

既
に

締
結

し
て
い
る
契
約
に

よ
る

も
の
と

し
、
当
該

契
約

に
定
め
ら
れ
て
い

な
い

事
項
に
つ
い

て
は

、
甲

と
乙

と
の

間
で

協
議
の
上
こ
れ
を
定

め
る
も

の
と
す

る
。
 

２
 

そ
の

他
の
施

設
に
係

る
措

置
に
要
す
る
経
費
は

、
甲
と
乙
と

の
間

で
協
議

の
上
こ

れ
を

定
め
る

も
の
と
す
る

。
 

資
料
８
－
９
７

 

 

 

  
（
運
搬
の
支
援
）
 

第
1
0
条
 
乙
は
、
甲

の
要
請

に
基

づ
き
Ｌ

Ｐ
ガ
ス

の
供

給
等
を

す
る
と
き
、
交

通
事
情
を
勘

案
し
て

、
甲
に

対
し
そ

の
作

業
に
使
用
す
る
資
機
材
の
運
搬
の
協

力
を

要
請

す
る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
、

甲
は

そ
の

運
搬
の

協
力
に

努
め

る

も
の
と
す
る
。
 

 
（
防
災
訓
練
）
 

第
1
1
条
 
甲
及
び
乙
は
、

災
害

時
に
お
け
る
支
援
の

要
請

及
び
こ

れ
に

対
す
る

支
援
を

円
滑

か
つ
着

実
に
実
施
す
る
た

め
、
甲
乙
協
議
の
上
、
時
期
を
定
め
、
相
互
に
連
携
協
力
し
て
、
特
定

の
特

定
施
設
を
対

象
と
し

た
支

援
の
要

請
及

び
こ
れ
に
対
す
る
支
援
に
係
る
訓
練
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
定
期
協
議
）
 

第
1
2
条
 
甲
及
び
乙
は
、

第
６

条
第
１
項
に
規
定
す

る
支

援
事
業

所
一

覧
リ
ス

ト
の
見

直
し

、
対
象

施
設
の
支
援
に
係

る
諸
課
題
の
検
討
等
を
行
う
た
め
毎
年
度
定
期
的
に
協
議
を
行
い
、
必

要
に

応
じ
こ
の
覚

書
を
見

直
し

て
こ
れ

を
実

効
性
が
あ
る
も
の
と
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
補
償
）
 

第
1
3
条
 
甲
は
、
甲

の
要

請
に

基
づ
き
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の

供
給
等

の
業
務

に
従

事
し

た
者
が
当

該
業

務
の
た
め
に

損
害

を
被

り
、
か
つ
、
他
の
法
令
の

規
定
に

よ
る

公
的
な

補
償
又

は
保
険

の
給

付
（
以
下
「
公
的
補

償
等

」
と
い
う

。
）
に
よ
り

損
害
が
補
填
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、

そ
の

損
害
に

つ
い

て
相

応
の

公
的

補
償

等
が

受
け

ら
れ
た

場
合
と

の
均

衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
富

士
市

消
防

団
員
等

公
務

災
害

補
償

条
例

（
昭

和
４

１
年

１
１
月

１
日
富

士
市

条

例
第
４
２
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
損
害
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る

。
 

 
（
有
効
期
間
）
 

第
1
4
条
 
こ
の
覚
書
の
有

効
期

間
は
、
こ
の
覚
書
の

締
結

の
日
か

ら
１

年
間
と

す
る
。

た
だ

し
、
有

効
期
間
が
満
了
す

る
１
か
月
前
ま
で
に
甲
乙
の
い
ず
れ
か
ら
も
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は

、
更

に
１
年
間
延

長
す
る

も
の

と
し
、

そ
の

後
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
 

２
 
こ
の
覚
書
の
締
結
日

を
も

っ
て
、
平
成
１
７
年

３
月

３
０
日

付
け

で
、
甲

乙
間
で

締
結

し
た
｢
災
害

救
助
に

必
要

な
物
資
の
調
達
に
関
す
る
協
定
書
｣は

効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。
 

 

こ
の
覚
書
の
成
立
を
証
す
る
た
め
本
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
そ
れ

ぞ
れ

１
通
を
保
有

す
る
。
 

 

令
和
５
年
 
 
月
 
 
日
 

甲
 

富
士

市
永
田

町
一
丁

目
１

０
０
番

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
富
士
市
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
富
士
市

長
 
小

長
井

 
義
正
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
乙
 

富
士
市

宮
下
９

８
番

地
の
８
 

静
岡
県

Ｌ
Ｐ
ガ

ス
協

会
 富

士
地
区
会
 

 

地
 
区
 
長
 
杉

山
 

勉
 

          



 
資
料

８
－

９
８

 
 

災
害

時
等

に
必

要
な

資
材

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

 

  
富

士
市

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。

）
と

株
式

会
社

片
岡

屋
（

以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）

と

は
、

災
害

時
に

必
要

な
資

材
（

以
下

「
資

材
」

と
い

う
。

）
の

調
達

に
関

し
、

次
の

と
お

り

協
定

を
締

結
す

る
。

 

 （
協

力
要

請
）

 

第
１

条
 

甲
は

、
市

内
に

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
、

資
材

を
調

達

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
乙

に
対

し
そ

の
保

有
す

る
資

材
の

供
給

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
調

達
資

材
の

範
囲

）
 

第
２

条
 

甲
が

乙
に

供
給

を
要

請
す

る
資

材
は

、
大

型
土

の
う

袋
、

土
の

う
袋

、
ブ

ル
ー

シ

ー
ト

、
ト

ラ
ロ

ー
プ

、
養

生
テ

ー
プ

、
そ

の
他

乙
が

保
有

す
る

資
材

の
う

ち
、

甲
が

指
定

す
る

資
材

と
す

る
。

 

 （
要

請
の

方
法

）
 

第
３

条
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
要

請
は

、
第

１
号

様
式

の
文

書
を

も
っ

て
行

う
も

の
と

す

る
。

た
だ

し
、

文
書

を
も

っ
て

要
請

す
る

い
と

ま
が

な
い

と
き

は
、

口
頭

で
要

請
し

、
そ

の
後

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
引

渡
し

）
 

第
４

条
 

資
材

の
引

渡
し

場
所

は
、

甲
が

指
定

す
る

も
の

と
し

、
甲

は
、

当
該

場
所

に
職

員

を
派

遣
し

資
材

を
確

認
の

う
え

引
取

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
価

格
）

 

第
５

条
 

資
材

の
取

引
価

格
は

、
災

害
発

生
直

前
時

に
お

け
る

適
正

な
価

格
（

引
渡

し
ま

で

の
運

賃
を

含
む

。
災

害
発

生
前

の
取

引
に

つ
い

て
は

、
取

引
時

の
適

正
な

価
格

）
を

基
準

と
し

て
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

 

 （
代

金
の

支
払

い
）

 

第
６

条
 

甲
が

引
取

っ
た

資
材

の
代

金
は

、
引

取
後

、
所

定
の

手
続

き
に

よ
り

、
速

や
か

に

支
払

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
保

有
数

量
の

報
告

）
 

第
７

条
 

乙
は

、
こ

の
協

定
の

成
立

の
日

及
び

毎
年

４
月

１
日

現
在

の
資

材
の

保
有

数
量

を

第
２

号
様

式
「

資
材

保
有

数
量

報
告

書
」

に
よ

り
甲

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

 
資
料

８
－

９
８
 

 （
有

効
期

間
）

 

第
８

条
 

こ
の

協
定

は
、

締
結

の
日

か
ら

、
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が

文
書

を
も

っ
て

協
定

の
解

除
を

通
知

し
な

い
限

り
、

そ
の

効
力

を
持

続
す

る
。

 

 （
協

議
）

 

第
９

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

又
は

こ
の

協
定

に
つ

い
て

疑
義

が
あ

る
事

項
に

つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

 

  
こ

の
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
、

乙
記

名
押

印
の

う
え

、

各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す

る
。

 

   
令

和
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

甲
 

 
富

士
市

永
田

町
１

丁
目

１
０

０
番

地
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
富

士
市

長
 

 
小

 
長

 
井

 
義

 
正

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乙
 

 
沼

津
市

柳
町

３
-
１

１
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
株

式
会

社
 

片
岡

屋
 

 

代
表

取
締

役
社

長
 

秋
 
元

 
利

 
之

 



資
料
８
－

９
９

 

  

災
害
時
等
に
お
け
る
無
人
航
空
機
の
活
用
に
関
す
る
協
定
書
 

 富
士

市
（

以
下

「
甲
」

と
い

う
。
）
と

株
式

会
社

キ
ャ

リ
ア

ド
ラ

イ
ブ

（
以

下
「

乙
」

と
い

う
。
）

は
、

地

震
災

害
や

風
水

害
、
そ

の
他

災
害

（
以

下
「

災
害

」
と

い
う

。
）

が
発

生
し

た
場
合

に
お

い
て
、

市
内

に
お

け
る

被
害

の
軽

減
及
び

早
急

な
復

旧
復

興
に

資
す

る
た

め
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る
。
 

 （
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
災

害
時

等
に

お
い

て
、

無
人

航
空

機
（

航
空

法
（

昭
和

２
７

年
法
律
第

２
３

１

号
）

第
２

条
第

２
２
項

に
規

定
す

る
無

人
航

空
機

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
活

用
し

た
活

動
を

、
甲

が

乙
に

協
力

要
請

す
る
場

合
に

お
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 （
活

動
内

容
）
 

第
２

条
 

活
動

の
内
容

は
、

次
に

掲
げ

る
項

目
と

す
る

。
 

(
１

)
 
空

撮
画

像
の

提
供

等
に

よ
る
被

害
状

況
の

調
査

に
関

す
る

こ
と
 

(
２

)
 
救

助
活

動
に

お
け

る
必

要
な
情

報
収

集
に

関
す

る
こ

と
 

(
３

)
 
応

急
物

資
（

医
薬

品
、

応
急
用

資
機

材
、

食
糧

等
）

の
運

搬
に

関
す

る
こ

と
 

(
４

)
 
前

各
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
特

に
要

請
が

あ
っ

た
事

項
 

 （
要

請
手

続
き

）
 

第
３

条
 

甲
は

、
災
害

時
等

に
お

い
て

、
乙

の
協

力
が

必
要

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
乙
に
対

し
無

人
航

空
機

に
よ

る
活

動
要
請

書
（

第
１

号
様

式
）

に
よ

り
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
を

要
す

る

場
合

に
お

い
て

は
、
口

頭
で

要
請

し
、

そ
の

後
速

や
か

に
同

要
請

書
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
要

請
に

基
づ

く
活
動

の
実

施
）

  

第
４

条
 

甲
は

、
乙
が

要
請

に
基

づ
く

活
動

を
円

滑
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
に

必
要

な
処

置
を
講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
報

告
）
 

第
５

条
 

乙
は

、
要
請

に
基

づ
く

活
動

を
実

施
し

た
際

、
当

該
活

動
の

完
了

後
速

や
か

に
、
実
施

し
た

内
容

を
無

人
航

空
機

に
よ
る

活
動

報
告

書
（

第
２

号
様

式
）

に
よ

り
甲

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
連

絡
窓

口
）

  

第
６

条
 

災
害

時
等
に

甲
と

乙
と

が
連

絡
を

取
り

合
う

際
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

代
表

者
が

予
め
定
め

る
者

を
通

じ
て

行
う

こ
と

と
す
る

。
 

  

資
料
８
－

９
９
 

  （
活

動
に

要
す

る
費
用

負
担
）

  

第
７

条
 

こ
の

協
定
に

基
づ
き

乙
が
実

施
し

た
活

動
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
災

害
の

直
前

に
お

け
る

適
正

な
価

格
を
基
準

と
し

て
、
甲

乙
協

議
の

う
え

決
定

し
甲

が
支

払
う

も
の

と
す

る
。
 

 （
補

償
）

  

第
８

条
 

こ
の

協
定
に

基
づ
く

協
力
に

伴
い

、
明

ら
か

に
甲

の
責

任
に

帰
す

る
原

因
に

よ
り

第
三

者
に

損
害

を
及

ぼ
し

た
と

き
、
若
し

く
は

乙
に
損

害
が

生
じ

た
と

き
は

、
甲

が
こ

れ
を

負
担

す
る

。
 

２
 

こ
の

協
定

に
基
づ

く
協
力

に
伴
い

、
明

ら
か

に
乙

の
責

任
に

帰
す

る
原

因
に

よ
り

第
三

者
に

損
害

を
及

ぼ
し

た
と

き
、

若
し
く

は
甲

に
損

害
が

生
じ

た
と

き
は

、
乙

が
こ

れ
を

負
担

す
る

。
 

３
 

こ
の

協
定

に
基
づ

く
協
力

に
伴
い

、
甲

乙
い

ず
れ

の
責

に
も

帰
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

原
因

に
よ

り
第

三
者

に
損

害
を

及
ぼ
し

た
と

き
、

乙
は

そ
の

事
実

を
遅

滞
な

く
甲

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

負
担

に
つ

い
て

は
、

甲
乙
協

議
の

う
え

、
決

定
す

る
。
 

 （
平

常
時

に
お

け
る
協

力
体
制

）
  

第
９

条
 

災
害

時
に
相

互
協
力

が
円
滑

に
行

え
る

よ
う

、
甲

は
、

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

要
請

に
よ

り
活

動
で

き
る

内
容

及
び
連
絡

体
制

を
乙
に

照
会

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

ま
た

、
甲

乙
は
、

日
頃
か

ら
、
情

報
の

共
有

や
交

流
、

そ
の

他
防

災
に

関
す

る
相

互
協

力
を

積
極

的
に

進
め

る
よ

う
努

め
る
。
 

 （
有

効
期

間
）

  

第
１

０
条

 
こ

の
協
定

は
、
締

結
の
日

か
ら

、
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
協

定
の

解
除

を
通
知

し
な

い
限

り
、

そ
の

効
力

を
持

続
す

る
。
 

 （
協

議
）

  

第
１

１
条

 
こ

の
協
定

に
定
め

の
な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

が
協
議

し
て

定
め

る
。
 

 

こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る

た
め

、
本

協
定

書
２

通
を
作
成

し
、

甲
、

乙
記

名
押

印
の

う
え

、
各

自
そ

の

１
通

を
保

有
す

る
。
 

 

令
和

 
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 

甲
 

富
士
市

永
田
町
１
丁

目
１
０
０
番
地
 
 
 

 
乙

 
神
奈
川
県
藤
沢

市
土
棚
８
０

０
 

富
士
市

長
 

 
小

長
井
 

義
正
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式

会
社
 
キ
ャ

リ
ア
ド
ラ
イ
ブ

 

代
表
取

締
役

 
田

村
 

嘉
規
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１

０
０
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災
害
時
に
お
け
る
支
援
に
関
す
る
協
定
書
 

  
富

士
市
（

以
下
「

甲
」
と

い
う

。
）
と
静

岡
県
富

士
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

協
同

組
合
（

以
下
「

乙
」
と

い

う
。
）
は

、
地
震

災
害

、
風
水

害
そ
の

他
の

災
害
（
以

下
「
災

害
」
と

い
う

。）
が

発
生
し

た
場

合
に

お

け
る

活
動

の
支

援
に
関

し
、
次

の
と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。
 

 

（
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定
は

、
甲

が
行

う
災

害
時

の
活

動
に

対
す

る
支

援
に

関
し

、
適
切

か
つ

円
滑
な

運
用

を
図

る
た

め
、

必
要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と
す
る

。
 

 
（

支
援

の
要

請
）
 

第
２

条
 

甲
は

、
市
内

に
災
害
が

発
生

し
、
又

は
発

生
す
る
お

そ
れ

が
あ

り
、
支

援
が

必
要

と
認

め
る

と
き

は
、

乙
に

対
し
て

支
援

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る
。
 

 
（

要
請

の
方

法
）
 

第
３

条
 

第
２

条
の
規

定
に
よ

る
要
請

は
、
第
１

号
様

式
「
災

害
時

支
援

要
請

依
頼

書
」
を

も
っ

て
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
文

書
を

も
っ

て
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

、
口

頭
で

要
請

し
、

そ
の

後
速

や
か

に
文
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

支
援

の
内

容
）
 

第
４

条
 

乙
が

甲
に
対

し
て
支

援
す
る

内
容

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
建

設
機

械
及
び

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

の
提

供
 

 
 

 
災

害
用

コ
ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
の

作
成

運
搬

（
戻

り
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

提
供

）
 

 
 

 
生

コ
ン

ク
リ
ー

ト
工

場
の

砂
、

砂
利

、
砕

石
等

の
資

機
材

の
提

供
 

 
 

 
火

災
等

の
災
害

が
発

生
、

又
は

発
生

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

、
消

防
用

水
の

供
給

協
力
 

 
 

 
甲

が
指

定
す
る

場
所

（
富

士
市

内
）

へ
の

生
活

用
水

の
供

給
協

力
 

 
 

そ
の
他

、
保

有
す

る
資

機
材

等
に

よ
る

支
援
 

 
（

措
置

）
 

第
５

条
 

乙
に

よ
る
支

援
活
動

に
対
し

、
甲

は
、
現

場
で
の

誘
導

な
ど

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

報
告

）
 

第
６

条
 

乙
は

、
甲
に

対
し
て
支

援
を

実
施

し
た

と
き

は
、
そ

の
結

果
を

第
２

号
様

式
「

支
援

実
施
結

果
報

告
書

」
に

よ
り
、

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
（

費
用

の
負

担
）
 

第
７

条
 

第
２

条
に
よ

り
支
援

を
要
請

し
た

こ
と

に
よ

る
乙

の
費

用
負

担
に

つ
い

て
は

、
当

該
災
害

の

直
前

に
お

け
る

適
正
な

価
格

を
基

準
と

し
て

、
そ

の
都
度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

。
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（

保
有

数
量

の
報
告

）
 

第
８

条
 

乙
は

、
こ

の
協

定
の

成
立

の
日

及
び

毎
年

４
月
１

日
現

在
の

建
設

機
械

等
の

保
有

数
量

を
第

３
号

様
式

「
建

設
機
械

・
支

援
物

資
保

有
数

量
報

告
書

」
に

よ
り

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
（

有
効

期
間

）
 

第
９

条
 

こ
の

協
定
は

、
締

結
の

日
か

ら
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、
甲

又
は

乙
が

文
書
を

も
っ

て
協

定
の

解
除

を
通
知

し
な

い
限

り
そ

の
効

力
を

持
続

す
る

。
 

 
（

協
議

）
 

第
1
0
条

 
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
協

定
に
つ

い
て

疑
義

が
生

じ
た

場
合

は
、

そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て

定
め
る

。
 

 

こ
の

協
定

の
締

結
を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、
甲

、
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ

の
１

通
を

保
有

す
る

。
 

  令
和

 
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
 

 
甲

 
富

士
市
永

田
町

１
丁

目
1
0
0
番

地
 

  
 

 
 

 
富

士
市
 

 

富
士

市
長

 
 

小
 
長
 
井

 
義

 
正
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
乙

 
富

士
市
松

岡
2
6
0
番

地
の

２
 

  
 

 
 

 
静

岡
県
富

士
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

協
同

組
合
 

  
 

 
 

 
理

事
長
 

 
 

渡
 

邉
 

 
喜

 
義
 

資
料
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２
 

災
害
時
に
お
け

る
緊
急
支
援
に

関
す

る
協
定

書
 

 

富
士
市
（

以
下
「
甲

」
と
い
う

。）
と
富

士
市
森

林
組

合
（

以
下
「

乙
」
と

い
う
。
）
は
、
富
士

市
内
で

地
震
、
風
水

害
そ
の
他
の
災
害
（

以
下

「
災
害

等
」

と
い
う

。）
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
乙
の

支
援
に
つ
い

て
、
次
の
と

お
り

協
定
を
締
結
す
る
。
 

 （
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
協
定

は
、
富
士
市
内
で

災
害
等

が
発
生

し
た
場
合
に

お
い
て

、
乙

と
そ
の
協
力

事
業

体
（
別

紙
1）

が

所
有
す
る

資
機
材

等
を
可

能
な

範
囲

で
支
援

活
動

に
使
用

す
る

こ
と
に

よ
り

、
災

害
復

旧
活
動

等
を

円
滑

に
行

う

こ
と
を
目
的
と
す

る
。
 

 （
支
援
活
動
の
内
容

）
 

第
２
条
 
甲
は
、
乙

に
対
し

、
次
に

掲
げ

る
事
項

に
つ
い

て
支
援

を
要

請
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

（
１
）
復
旧
活
動

に
支
障

と
な

る
倒
木

、
流
木

そ
の

他
支
障
物

の
撤

去
 

（
２
）
撤
去
し
た

木
材
等

の
処

分
 

（
３
）
林
業
作
業

員
の
派

遣
 

（
４
）
そ
の
他
支

援
が
可

能
な

事
項
 

 （
支
援
の
要
請
）
 

第
３
条
 
甲
は
、
災
害

等
に
よ

り
緊

急
に
支

援
活
動

が
必

要
と
判
断
し

た
と
き

は
、
乙
に
対
し

て
、
要

請
が
で

き
る
も

の
と
す
る
。
甲
は
、
乙
に
対
し
て
要
請

を
す

る
時
は

、
要
請
日

時
、
要

請
場
所

、
支
援
内

容
等
を
示
し

た
第
１

号
様

式
に
よ
り
要
請
す

る
も
の

と
す

る
。
た
だ

し
、
緊
急
を
要

す
る
と

き
は

、
電
話
そ

の
他

の
通
信

手
段
に

よ
る

要
請
と

し
、
そ
の
後
速
や

か
に
第

１
号

様
式
を

提
出
す

る
も

の
と
す
る

。
 

 （
支
援
の
実
施
）
 

第
４
条
 
乙
は
、
前
条

の
規
定

に
よ

り
甲
か

ら
要
請

を
受

け
た
時
は
、
直

ち
に
支

援
を
実
施
す

る
も
の

と
す

る
。
た
だ

し
、
特
別
な
事
情

に
よ
り

支
援

が
で
き

な
い
と

き
は

、
そ
の
旨

を
電

話
等
に

よ
り

連
絡
す

る
も
の
と
す

る
。
 

 （
支
援
活
動
の
報
告

）
 

第
５
条
 
乙
は
、
活
動

内
容
が

判
定

で
き
る

写
真
そ

の
他

資
料
を
整
備

し
、
支
援

活
動
終
了
後

、
甲
に

対
し
第

２
号
様

式
に
よ
り
報
告
す

る
も
の

と
す

る
。
 

 （
請
負
契
約
の
締
結

）
 

第
６

条
 

第
２

条
に

よ
り
支

援
活

動
を
要

請
し

た
こ

と
に
よ

る
乙
の
費

用
負
担

に
つ

い
て

は
、
当

該
災

害
の

直
前

に

お
け
る
適
正
な
価

格
を
基

準
と

し
て
、

そ
の
都

度
甲

乙
協
議
し

て
定

め
る
。
 

 （
第
三
者
等
に
対
す

る
損
害

）
 

第
７

条
 

協
力

事
業

体
が
応

急
対

策
に
伴

い
第

三
者

に
損
害

を
与
え
た

場
合
は

、
そ

の
責

に
帰
す

べ
き

事
由

に
よ

る

も
の
を
除
き
、
甲

乙
が
協

議
し

て
そ
の

賠
償
に

あ
た

る
。
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  （
災
害

補
償
）
 

第
８
条

 
第

２
条
の

規
定

に
よ
る

支
援

等
に
従

事
し
た
者
が
当

該
業

務
に
よ
り
負

傷
し

、
若
し

く
は

疾
病
に
か
か
り
、

又
は

死
亡

し
た
場

合
の
災

害
補
償
に
つ

い
て
は

、
乙
及
び
協
力
事
業

体
の
責
任
に

お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 （
協
議

）
 

第
９
条

 
こ
の

協
定

の
内
容

に
つ
い
て
疑

義
が
生

じ
た
事

項
、
又
は

協
定

に
定
め

の
な
い

事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都

度
甲

乙
協

議
の
う

え
定
め

る
も
の
と
す

る
。
 

 （
協
定

期
間
及

び
更

新
）
 

第
1
0
条
 

こ
の
協
定
は

、
協
定

の
成
立

の
日
か
ら
そ
の
効
力

を
有
す
る
も

の
と
し
、
甲

又
は
乙

が
文
書
を
も
っ
て
協

定
の

解
除

を
通
知

し
な
い

限
り
、
そ
の

効
力
を

持
続
す
る
。
 

  

こ
の

協
定

の
成
立
を
証

す
る

た
め
、

こ
の

本
書
２
通
を

作
成
し
、

甲
乙
記
名

押
印
の

う
え

各
自
１

通
を
保
有
す
る
。 

  

令
和

６
年

６
月
１

８
日
 

  

甲
 

 
 
富

士
市

永
田

町
１

丁
目

１
０

０
番

地
 

乙
 

 
 
富

士
市

長
 

 

乙
 

 
 
富

士
市

大
淵

６
９

７
９

番
地

の
５

 

乙
 

 
 
富
 
士
 
市
 
森
 林

 
組
 
合
 

乙
 

 
 
代
表

理
事
組

合
長
 

     



 



 

 

 

 

 

 

 

 

９．消防 
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警
防

本
部
の
組
織

及
び
任
務
分
担
 

 

①
 
警

防
本
部

設
置

に
関
す

る
こ
と
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
②

 
災
害
防
御
方

針
の
決
定
に

関
す
る
こ
と

。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
③

 
災
害
活
動
全

般
の
指
揮
に

関
す
る
こ
と

。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
  
  
 
 
  
④

 
応
援

要
請
に
関
す

る
こ
と
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
指
揮

班
 
 

 
 
指
揮
担

当
 

 
  
 
 
  
⑤

 
活
動
資
機
材

の
統
制
的
運

用
に
関
す
る

こ
と
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
班
長
 

 
 
 

 
 
（
警
防

担
当

 
 
 

 
⑥

 
災
害
対
策
本

部
、
関
係
機

関
と
の
統
合

的
連
絡
調

整
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（
警
防

課
長
）
 

 
 
 
 
主
幹
）
 
 
 
 
  
 
 
に

関
す
る
こ
と
（
災
害
対
策

本
部
へ
の
派
遣
を
含
む
）
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 副

班
長

 
 
 

 
 
(救

急
管
理

室
 
 
 
 
⑦

 
非
常
召
集
に

関
す
る
こ
と

。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（
救
急

管
理
室

長
）
 
 
 

主
幹

）
 
 

 
⑧

 
応
援
部
隊
の

総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と

。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 (
警
防

担
当
統

括
主
幹
)
  

 
 

 
 
 

 
⑨

 
避
難
勧
告
に

関
す
る
こ
と

。
 

警
防

本
部

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

  
⑩

 
警
察
、
自
衛

隊
等
関
係
機

関
と
の
連
携

に
関
す
る

 

こ
と
。
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
⑪
 

車
両

、
重
機
類
及
び

資
機
材
の
整

備
、
調
達

及
び
応
急
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
処
置

に
関

す
る
こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑫
 

消
防

部
隊
の

統
制
的
運
用

に
関
す

る
こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑬
 

出
動

指
令
に

関
す
る
こ
と

。
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑭
 

救
急

・
救
助

関
係
情
報
に

関
す
る

こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑮
 

医
療

機
関
と

の
連
携
に
関

す
る
こ

と
。
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑯
 

そ
の

他
本
部

長
が
特
に
命

ず
る
こ

と
。
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
情
報
整

理
 

 
 
 

 
①

 
被
害
情
報
の

収
集
、
集
計

、
整
理
、
分

析
に
関
す

る
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
分
析

担
当

 
 
 

 
 

 
こ
と
。
 

（
予
防
担
当
主
幹
）
 

 
 
 ②

 
各
種
防
災
シ
ス

テ
ム

に
よ
る
災
害
情
報
の
伝

達
及
び
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 情
報
班

 
 
 
 

（
危
険
物
担
当
主
幹
）

 
 

 
 
報
告
に
関
す
る
こ
と

。
 

班
長
 

 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 ③

 
本
部
情
報
収

集
隊
の
編
成

に
関

す
る
こ
と
。
 

（
予

防
課
長
）
 

 
 
情
報
収
集
 

  
 
 
 
④

 
災
害

原
因
及

び
損

害
調
査

に
関
す
る
こ

と
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
副
班
長

 
 
 

 
  
 
  
 
担
当
 

 
  
  
 
 
  
⑤

 
被
害

状
況
の
記
録

、
保
管
に
関
す

る
こ
と
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
⑥

 
り
災
証
明
に

関
す
る
こ
と

。
 

⑦
 
そ

の
他
本

部
長

が
特
に

命
ず
る
こ
と
。
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
①
 
市
民

に
対
す
る
災

害
情
報
公
聴

に
関
す
る
こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
②
 
マ
ス

コ
ミ
に
対
す

る
広
報
及
び

そ
の
調
整
に
関
す
る
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
こ
と

。
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

広
報
、

支
援
 
 
 

 
③
 
国
、

県
、
市
等
と

の
各
種
調
整

に
関
す
る
こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
担
当

 
 
 
 
 
 
 ④

 
職
団
員
及

び
応
援
部
隊
の
食
料

、
寝
具
、
医
療
等
の
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
支
援
班

 
 
 

 
 （

総
務
担
当
 
 
 
 
 

 
 

調
達
、
配
送

及
び
待

機
場
所
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 

 
 

班
長
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
主
幹
）
 
 

 
⑤
 
庁
舎

の
保
全
、
応

急
処
理
に
関

す
る
こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 

 
（

消
防
総
務
課
長

）
 
（
経
理
担

当
 
 
 

 
  
⑥
 
職
員

・
家
族
の
安

否
確
認
に
関

す
る
こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 

 
 

副
班
長
 
 
 

 
 

 
  
 

主
幹
）
 
 

 
⑦
 
消
防

団
の
動
員
に

関
す
る
こ
と

。
 

 
 
 

 
 
 

 
（

調
整
主
幹
）

  
 
  

消
防
団

担
当
 
 
 

 
⑧
 
消
防

団
の
区
域
外

出
動
に
関
す

る
こ
と
。
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

（
消
防

団
 
 
 
 

 
⑨
 
消
防

団
関
係
資
機

材
の
調
達
に

関
す
る
こ
と
。
 

担
当

主
幹
）
  
 
 
 
 ⑩

  
消
防
団
員

等
の
公
務
災

害
補
償

に
関
す

る
こ

と
。
 

⑪
 
他

の
班
に

属
さ

な
い
こ

と
。
 

 
  
 
 
  
 
 
  

 
 
⑫
 
そ
の
他
本

部
長
が
特
に

命
ず
る

こ
と
。
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
査
察
担
当
主
幹
）
 

 

本
部
長
 

（
消
防

長
）
 

副
本
部

長
 
 

（
消
防

次
長
）
 

本
部
付
 

（
消
防

団
長
）
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

（
消
防

団
 

副
団
長
）
 

（
予
防
担
当
統
括
主
幹
）
 

（
査
察
担
当
統
括
主
幹
）
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第
１
消

防
班
（

中
央

署
警
防

本
部
）
 
 

 
①

 
警
防
活
動
方

針
の
決
定
に

関
す

る
こ
と

。
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
班

長
=
（

署
本
部

長
）
 

 
 
 

 
 
 

 
 
②

 
消
防

隊
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ポ
ン
プ

車
隊
、
可
搬

ポ
ン
プ
隊
 

 第
６

方
面

隊
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

（
隊

長
 
第

６
方
面
隊
長

）
 
 

 
 
連

絡
班

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
連
絡
員

 
方
面
隊
長

伝
令
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

２
１

分
団

隊
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ポ
ン
プ

車
隊
、
可
搬

ポ
ン
プ
隊
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

２
２

分
団

隊
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ポ
ン
プ

車
隊
、
可
搬

ポ
ン
プ
隊
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

２
３

分
団

隊
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ポ
ン
プ

車
隊
、
可
搬

ポ
ン
プ
隊
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

２
４

分
団

隊
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ポ
ン
プ

車
隊
、
可
搬

ポ
ン
プ
隊
 

 第
７

方
面

隊
 

 

 
 

（
隊

長
 
第

７
方
面
隊
長

）
 
 

 
 
連

絡
班

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
連
絡
員

 
方
面
隊
長

伝
令
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

２
７

分
団

隊
 

 
 
 
ポ
ン
プ
車
隊

、
可
搬
ポ
ン

プ
隊
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

２
８

分
団

隊
 

 
 
 
ポ
ン
プ
車
隊

、
可
搬
ポ
ン

プ
隊
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

２
９

分
団

隊
 

 
 
 
ポ
ン
プ
車
隊

、
可
搬
ポ
ン

プ
隊
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

３
０

分
団

隊
 

 
 
 
ポ
ン
プ
車
隊

、
可
搬
ポ
ン

プ
隊
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
第

３
１

分
団

隊
 

 
 
 
ポ
ン
プ
車
隊

、
可
搬
ポ
ン

プ
隊
 

            

資
料
９

－
４

 
 

自
 衛

 消
 防

 隊
 
編
 
成
 
状
 
況

 

  
№

 
事

業
所

名
 

所
在
地
 

電
話
番

号
 

備
 
 

考
 

1
 

静
岡
ガ
ス
㈱
幹
線
・
送
出
管
理
セ
ン
タ
ー
 

津
田

2
60
-
1
2 

5
1
－
9
22
0 

可
搬

ポ
ン

プ
 

2
 

ジ
ヤ
ト
コ
㈱
 

吉
原
宝
町

1
-1
 

5
7
－
2
44
5 

 

3
 

ユ
ニ
プ
レ
ス
㈱
 

青
葉
町

1
9
－
1 

6
2
－
5
02
0 

可
搬

ポ
ン

プ
 

4
 

王
子
マ
テ
リ
ア
㈱
富
士
工
場
 

平
垣

3
00
 

6
0
－
2
20
0 

消
防
車
 

5
 

東
芝
キ
ヤ
リ
ア
㈱
富
士
事
業
所
 

蓼
原

3
36
 

6
2
－
5
52
1 

 

6
 

田
子
の
浦
埠
頭
㈱
 

鈴
川
西

町
2
1－

3 

（
防
災

セ
ン
タ

ー
）
 

3
3
－
3
1
10
 

消
防
車
・
可
搬
ポ
ン
プ
 

7
 

日
本
製
紙
㈱
富
士
工
場
（
吉
永
）
 

比
奈

7
98
 

5
7
－
3
34
5 

可
搬

ポ
ン

プ
 

8
 

日
本
製
紙
㈱
富
士
工
場
（
富
士
）
 

蓼
原

6
00
 

6
2
－
7
21
0 

消
防
車
 

9
 

ポ
リ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ス
㈱
富
士
工
場
 

宮
島

9
73
 

6
1
－
4
96
4 

〃
 

1
0
 
旭
化
成
㈱
富
士
支
社
 

鮫
島

2
－
1 

6
2
－
2
11
1 

〃
 

1
1
 
大
興
製
紙
㈱
 

上
横
割

1
0 

6
1
－
2
50
0 

可
搬

ポ
ン

プ
 

1
2
 
㈱
山
恭
製
紙
所
 

川
成
島

2
1
3 

6
1
－
0
22
1 

〃
 

1
3
 
小
野
製
紙
㈱
 

原
田

3
44
 

5
2
－
0
28
2 

〃
 

1
4
 
春
日
製
紙
工
業
㈱
 

比
奈

7
60
－

1 
3
4
－
1
00
0 

〃
 

1
5
 
㈱
小
林
製
作
所
 

水
戸
島

2
－

1－
1 

6
1
－
2
40
0 

〃
 

1
6
 
五
條
製
紙
㈱
 

原
田

4
51
－

1 
5
7
－
1
11
1 

〃
 

1
7
 
KJ

特
殊
紙
㈱
富
士

工
場
 

新
橋
町

7
-
1 

5
2
－
4
07
5 

〃
 

1
8
 
㈱
伊
藤
工
業
 

今
泉

5
11
-
2 

5
2
－
4
02
3 

〃
 

1
9
 
大
二
製
紙
㈱
 

今
泉

2
－
1
0
－
2 

5
2
－
4
14
2 

〃
 

2
0
 
日
本
フ
イ
ル
コ
ン
㈱
静
岡
工
場
 

厚
原

1
78
0 

7
1
－
1
31
1 

〃
 

2
1
 

〃
 
 
富
士
製
造
所
 

前
田

1
4－

1 
6
1
－
3
03
1 

〃
 

2
2
 
北
越
東
洋
フ
ァ
イ
バ
ー
㈱
 

静
岡
工
場
富
士
工
務
部
 

久
沢

1
－
1
－
1 

7
1
－
1
4
11
 

〃
 

2
3
 
日
本
製
紙
パ
ピ
リ
ア
㈱
原
田
工
場
 

原
田

5
06
 

5
2
－
4
06
0 

〃
 

2
4
 
ニ
チ
ハ
富
士
テ
ッ
ク
㈱
 

久
沢

1
45
－

1 
7
1
－
2
93
0 

〃
 

2
5
 
荒
川
化
学
工
業
㈱
富
士
工
場
 

厚
原

3
66
－

1 
7
1
－
1
20
1 

〃
 

2
6
 
紺
屋
製
紙
㈱
 

伝
法

3
19
9 

5
2
－
1
11
4 

〃
 

2
7
 
㈱
斉
藤
商
会
 

鈴
川
本
町

9
－
1 

3
3
－
0
65
0 

〃
 

2
8
 
パ
ー
パ
ス
㈱
 

西
柏
原
新
田

20
1 

3
2
－
0
54
5 

〃
 

2
9
 
㈱
長
谷
川
鉄
工
所
 

松
岡

3
07
 

6
1
－
2
27
0 

〃
 

3
0
 
富
士
化
工
㈱
 

前
田

9
0 

6
1
－
1
37
0 

〃
 

3
1
 
丸
井
製
紙
㈱
 

久
沢

3
7 

7
1
－
2
32
0 

〃
 

3
2
 
双
葉
製
紙
㈱
 

中
里

1
94
－

1 
3
4
－
0
04
4 

〃
 

3
3
 
富
士
共
和
製
紙
㈱
 

久
沢

1
－
1
－
2 

7
1
－
1
40
0 

〃
 

3
4
 
岳
南
有
機
㈱
 

伝
法

1
27
5
－
1 

5
2
－
4
19
5 

〃
 

3
5
 
高
野
製
紙
工
業
㈱
 

弥
生
新
田

1
0－

4 
5
1
－
0
56
7 

〃
 

3
6
 
ク
ミ
ア
イ
化
学
工
業
㈱
静
岡
工
場
 

中
之
郷

1
8
0
0 

8
1
－
1
28
8 

〃
 

3
7
 
エ
リ
エ
ー
ル
ペ
ー
パ
ー
㈱
原
田
工
場
 

原
田

6
0－

1 
5
1
－
1
16
1 

〃
 

3
8
 
大
日
製
紙
㈱
新
橋
工
場
 

新
橋
町

9
－

1 
5
1
－
2
51
3 

〃
 

3
9
 
日
本
製
紙
ク
レ
シ
ア
㈱
興
陽
工
場
 

比
奈

4
50
 

3
4
－
0
82
0 

〃
 

4
0
 
ミ
ツ
オ
キ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱
 

鷹
岡
本
町

4
－
20
 

7
1
－
1
51
0 

〃
 



資
料
９

－
４

 
 

№
 

事
業
所

名
 

所
在
地
 

電
話
番

号
 

備
 
 
考
 

4
1
 
㈱
Ａ
Ｄ
Ｅ

Ｋ
Ａ
富

士
工
場
 

富
士
岡

5
8
0 

3
4
－
1
03
0 

可
搬
ポ
ン
プ
 

4
2
 
ト
ー
ヨ
ー

カ
ラ
ー

㈱
富
士
製
造

所
 

天
間

4
00
 

7
1
－
1
22
1 

〃
 

4
3
 
Ｊ
Ｆ
Ｅ
商

事
コ
イ

ル
セ
ン
タ
ー

㈱
静
岡

事
業
所
 

大
淵

2
46
6
－
1 

3
5
－
0
41
7 

〃
 

4
4
 
イ
メ
リ
ス

ミ
ネ
ラ

ル
ズ
・
ジ
ャ

パ
ン
富

士
工
場
 

五
貫
島

1
2
6
9－

1 
6
1
－
7
85
6 

〃
 

4
5
 
エ
リ
エ
ー

ル
ペ
ー

パ
ー
㈱
久
沢

事
業
所
 

久
沢

2
37
 

7
1
－
1
01
2 

〃
 

4
6
 
松
菱
製
紙

㈱
 

久
沢

1
45
 

7
1
－
6
39
7 

〃
 

4
7
 
ミ
ヅ
ホ
製

紙
㈱
 

今
泉

2
－
1
2
－
2 

5
2
－
0
42
9 

〃
 

4
8
 
日
医
工
㈱

静
岡
工

場
 

中
河
原

8
8 

5
2
－
3
68
0 

〃
 

4
9
 
ビ
ヨ
ン
ズ

㈱
 

大
淵

2
42
9
－
3 

3
5
－
0
34
5 

〃
 

5
0
 
㈱
吉
野
鉄

工
所
 

天
間

2
80
-
8 

7
1
－
3
48
0 

〃
 

5
1
 
林
製
紙
㈱
 

比
奈

6
26
 

3
4
－
1
44
1 

〃
 

5
2
 
㈱
サ
ン
フ

ジ
 

久
沢

1
14
6
－
2 

7
1
－
2
14
0 

〃
 

5
3
 
富
士
里
和

製
紙
㈱
 

鷹
岡
本
町

4
－
19
 

7
1
－
3
00
5 

〃
 

5
4
 
小
野
製
紙

㈱
原
田

工
場
 

原
田

6
6－

1
3 

5
1
－
8
28
8 

〃
 

5
5
 
㈱
大
昭
和

加
工
紙

業
本
社
今
泉

工
場
 

今
泉

3
－
1
6
－
13
 

5
2
－
5
48
8 

〃
 

5
6
 
大
昭
和
紙

工
産
業

㈱
吉
原
工
場
 

依
田
橋

6
1
－
1 

3
3
－
0
56
5 

〃
 

5
7
 
富
士
川
紙

業
㈱
 

松
岡

1
74
5 

6
1
－
0
34
6 

〃
 

5
8
 
富
国
紙
業

㈱
 

原
田

7
0－

2 
5
2
－
3
00
8 

〃
 

5
9
 
こ
る
ど
ん

㈱
 

神
谷

8
19
 

3
8
－
2
31
1 

〃
 

6
0
 
㈱
丸
石
製

作
所
 

松
岡

2
67
－

1 
6
1
－
1
20
0 

〃
 

6
1
 
白
石
工
場

㈱
不
二

工
場
 

中
之
郷

1
2
1
2 

8
1-
1
2
12
 

〃
 

6
2
 
花
王
製
紙

富
士
(
株
) 

南
松
野

2
3
2
9 

8
5-
2
6
30
 

〃
 

6
3
 
㈱
丸
十
鉄

工
所
 

中
之
郷

3
0
1 

8
1-
1
2
60
 

〃
 

6
4
 
(株

)
ノ
ダ

富
士
川

事
業
所
 

中
之
郷

6
4
8
-1
 

8
1-
1
0
31
 

〃
 

  

資
料

９
－

５

消 防 総 務 課

警 防 課

予 防 課

計

本 署

臨 港 分 署

吉 永 分 署

富 士 見 台 分 署

大 淵 分 署

計

本 署

鷹 岡 分 署

南 分 署

富 士 川 分 署

計

1
1

1
1

1
5

1
1

1
1

4
9

非
常

用
1

1
2

1
3

1
1

2
1

1
3

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

2

1
1

1

1
1

1
1

1
5

1
1

1
1

4
9

非
常

用
1

1
1

1
2

3

1
2

3
3

1
1

1
1

2

1
1

1

1
1

1
1

2

1
1

1

1
1

1

1
3

2
6

9
3

3
2

3
20

7
3

3
3

16
4
2

2
1

3
1

1
2

5

4
2

2
2

2
12

2
2

2
3

9
2
1

※
車

両
総

数
４

２
台

の
う
ち

６
台

が
非

常
用

支
援

車

水
槽

車

人
員

搬
送

車

可
搬

動
力

ポ
ン

プ

ボ
ー

ト

指
令

車

合
　

　
　

　
計

指
揮

車消
 
防

 
車

 
両

 
等

 
配

 
置

 
状

 
況

査
察

車

広
報

車

西
消

防
署

合 　 　 　 　 計

消
防

本
部

救
急

車

水
槽

付
消

防
ポ

ン
プ

車

救
助

工
作

車

化
学

消
防

ポ
ン

プ
車

中
央

消
防

署
  
　

　
　

　
　

　
　

　
所

属

　
　

区
分

屈
折

梯
子

車

梯
子

車



資
料
９
－

６
 

 

 

消
 防

 団
 配

 置
 
状
 
況

 

 
 

分
 団

 
名
 

所
 
 

 
 
在
 

 
 

 
地

 
指

 
導
 
定
 
数
 

ポ
ン

プ
自

動
車
数
 

可
搬
ポ

ン
プ
数

 

本
 

 
部

 
 富

士
市

永
田
町
1
丁
目

1
00

番
地

 
30
 

１
（
指

揮
車

）
 

２
 

１
 

  
〃
 
御
幸

町
1
3
－
2
4
 

3
0 

１
 

２
 

２
 

  
〃
 
津
田

町
1
4
9－

1
 

3
0 

１
 

２
 

３
 

  
 
〃
 

伝
法
16
0
1
－
1
 

4
0 

１
 

２
 

  
 
〃
 

吉
原
5丁

目
1
－

20
 

１
 

１
 

４
 

  
 
〃
 
今
泉

2丁
目
9
－

30
 

3
0 

１
 

２
 

５
 

  
 
〃
 
今
泉

7丁
目
1
－

12
 

3
0 

１
 

２
 

６
 

  
 
〃
 
さ
ん

ど
ま
き
1
4
0
 

4
5 

１
 

２
 

７
 

  
 
〃
 
原
田

48
4
－
5
 

4
0 

１
 

２
 

８
 

  
 
〃
 
比
奈

16
7
－
1
 

4
0 

１
 

２
 

９
 

  
 
〃
 
中
里

64
2
－
3
 

4
5 

１
 

２
 

10
 

  
 
〃
 
今
井

3丁
目
3
－

12
 

4
0 

１
 

２
 

11
 

  
 
〃
 
鵜
無

ヶ
淵
22
8
－
1
3
 

4
5 

１
 

２
 

12
 

  
 
〃
 
大
淵

30
1
0
－
1
9
 

4
5 

１
 

２
 

13
 

  
 
〃
 
本
市

場
2
9
7－

4
 

3
0 

１
 

２
 

14
 

  
 
〃
 
本
市

場
4
4
0－

9
 

3
0 

１
 

２
 

15
 

  
 
〃
 
本
市

場
新
田
1
4
4－

6
 

3
0 

１
 

２
 

16
 

  
 
〃
 
十
兵

衛
2
7
1－

3
 

3
0 

１
 

２
 

17
 

  
 
〃
 
中
丸

42
7
－
1
 

3
0 

１
 

２
 

18
 

  
 
〃
 
鮫
島

45
2
－
6
 

3
0 

１
 

２
 

19
 

  
 
〃
 
松
岡

49
2
－
2
3
 

3
0 

１
 

２
 

20
 

  
 
〃
 
岩
本

43
－
12

 
3
0 

１
 

２
 

21
 

  
 
〃
 
鷹
岡

本
町
2－

2
2
 

3
0 

１
 

２
 

22
 

  
 
〃
 
厚
原

68
6
－
4
 

3
0 

１
 

２
 

23
 

  
 
〃
 
久
沢

73
2
－
2
 

3
0 

１
 

２
 

24
 

  
 
〃
 
天
間

11
0
4
－
1
 

3
0 

１
 

２
 

25
 

  
 
〃
 
石
坂

44
2
－
2
5
 

3
0 

１
 

２
 

26
 

〃
 

森
下
81
－

1
 

3
0 

１
 

２
 

27
 

  
 
〃
 
中
之
郷

8
56
-
55
 

2
4 

1
 

２
 

28
 

〃
 

岩
淵
42
1-
2 

2
4 

1
 

２
 

29
 

 
 
〃
 
木
島
2
8
4
-1
 

2
4 

1
 

２
 

30
 

 
 
〃
 
南
松
野

1
84
5
-1
 

2
4 

1
 

２
 

31
 

  
 
〃
 
北
松
野

1
23
4
-1
 

2
4 

1
 

２
 

 

製
造

所
等

類
　

　
別

12
63

2
1

8
6
0

20
9

2
9
7

5
3

9
4

1
8
3

2
4

3
8
2

1
6
3

2
2

2
1
3

2

第
1
類

2
1

1
1

1

第
2
類

3
1

1
2

2

第
3
類

1
1

1

第
4
類

11
97

1
3

8
2
0

1
9
3

2
8
5

5
3

9
4

1
7
1

2
4

3
6
4

1
6
3

2
2

1
9
5

2

第
5
類

3
3

3

第
6
類

3
2

2
5

1
1
2

1
2

7
7

2
5

8
9

9
8

8

資
料
９

－
７

危
険
物
施
設
一

覧
表

合 　 　 　 計

製 　 造 　 所

貯
　

　
　

　
蔵

　
　

　
　

所
取

　
　

　
扱

　
　

　
所

小 　 　 計

屋 内 貯 蔵 所

屋 外 タ ン ク

屋 内 タ ン ク

第 一 種 販 売 所

第 二 種 販 売 所

一 般 取 扱 所

移 送 取 扱 所

簡 易 タ ン ク

移 動 タ ン ク

屋 外 貯 蔵 所

小 　 　 計

給 油 取 扱 所

危 険 物 施 設 設 置 数

合
　

　
計

単 　 　 　 独

混
　

　
在

地 下 タ ン ク



 

 

都
市

ガ
ス

供
給

状
況
 

 
 

名
 
 

 
 
 

 
 

称
 

供
 
給

 
区
 
域

 
メ

ー
タ
ー

取
付
件
数

 
使
 
用
 
中

 戸
 数

 

静
岡

ガ
ス

㈱
富

士
支

社
 

 
5
2－

22
6
0
 

富
 

士
 

市
 

3
2,
9
2
9 

29
,
4
94
 

富
 士

 
宮
 
市
 

9
,8
4
5 

8
,
9
40
 

計
 

4
2
,7
7
4 

38
,
4
34
 

    

 
高

圧
ガ

ス
製

造
事
業

所
数
 

 
 

区
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

分
 

事
業

所
数

 

 
高
圧
ガ
ス
製
造
事

業
所
（

一
般
高

圧
ガ
ス
・
第

１
種
製
造
者
）
 

2
4 

 
高
圧
ガ
ス
製
造
事

業
所
（

液
化
石

油
ガ
ス
・
第

１
種
製
造
者
）
 

1
2 

 

資
料
９
－

９
 

資
料
９
－

８
 

資
料
９
-
１
０

 

 

火
災

の
予

防
対

策
 

  
地

震
に
よ
り
発
生
す

る
火
災

は
、
同

時
多

発
が
予

想
さ
れ

る
の
で

、
未
然

に
火
災
を

予
防
し
、
被
害

を
軽

減
す

る
た

め
、

住
民

、
関
係
事
業
所

、
関
係
団
体
の

理
解
と

協
力

を
求
め
る

と
と
も

に
、
消
防

機
関
は
平
常
時

の
火

災
予
防

及
び

警
戒

宣

言
発

令
時
の
出
火
防
止

指
導
を

行
う

。
 

 １
 

一
般

家
庭

 

 
(
1
) 
燃

 焼
 器

 
具

 

 
 

ア
 
石
油
ス
ト
ー
ブ

 －
 
 
対
震

自
動

消
火

装
置
付
を

使
用
す
る
。

 

 
 

イ
 
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
 
－
 
 ボ

ン
ベ
の
転
倒
防
止
策
を
図
り
、
不
使
用
時
は
ボ
ン

ベ
の
バ

ル
ブ
を

閉
止

す
る
。
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 ま

た
、
技
術
開
発
と
あ

い
ま
っ

て
、

ボ
ン
ベ

の
直
近

に
お

い
て
緊

急
遮
断

が
で
き
る
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 装

置
の
取
付

を
促

進
す

る
。

 

 
 

ウ
 
都

市
ガ

ス
 
－
 
 不

使
用
時
は
、
屋
外
の
ガ
ス
元
栓
の
閉
止
を
励
行
す

る
。
 

 
 

エ
 
石
油
バ
ー
ナ
ー

 －
 
 
不
使

用
時
は

、
石
油

タ
ン
ク

の
閉

止
の
ほ

か
、

タ
ン
ク

の
転
倒

防
止

対
策
を
図
る
。
 

 
(
2
) 
出

火
危
険
の
あ
る

、
缶
入
灯
油

、
石

油
ベ
ン
ジ
ン
（

か
い

炉
用

）
、
エ
ア

ゾ
ー

ル
缶

、
卓

上
コ

ン
ロ

用
ボ

ン
ベ

、

 
 

ア
ル
コ
ー
ル
瓶
（

燃
料
用

）
、

予
備

ガ
ソ
リ

ン
、
又
は

、
農
薬

等
に

つ
い

て
は
、
転

落
、

転
倒

に
よ

る
 
出

火
防

 

 
 

止
措
置
を
図
る
。

 

  
 
 
  

２
 

工
場

・
事

業
所

 

 
(
1
) 
燃

 焼
 器

 
具

 

 
 

 
生
産
用
、
暖
房
用

、
厨
房

用
等

の
石

油
、
ガ

ス
ボ

イ
ラ
ー

等
の

元
バ
ル

ブ
を

閉
止
し

、
又

は
、
感

震
器
と

連
動

 

 
 

し
て
石
油
・
ガ
ス

等
の
流

出
防

止
対
策
を
図
る
。

 

 
(
2
) 
出

火
危
険
物
件
の

整
備
と
管
理

 

 
 

ア
 

少
量

危
険

物
等
 
－

 実
験
室
等
に
お
け
る
試
薬
類
、
塗
料
類
及
び
燃
料
用
液
体
等
の
置
場
、
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
保

管
の
状
況

を
再
検
討
し

、
安

全
性
を

確
保
す

る
。
 

 
 

イ
 

浸
水

等
に

よ
る

発
熱

物
品

 
－
 
津
波

等
の

浸
水

に
よ

り
発
熱

す
る
ナ

ト
リ

ウ
ム

、
カ

リ
ウ

ム
、

金
属

 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
粉

、
カ

ー
バ

イ
ト
、
り
ん
化
石
灰

、
生

石
灰

、
硝

安
、

濃
硫
酸
、

濃
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
硝

酸
等
は
、

置
場
、
保
管

の
状

況
を
検

討
し
安

全
対

策
を
図

る
。
 

 
 
ウ
 

落
下

等
の
衝

撃
に

よ
り

発
熱
す

る
物
品
 －

 塩
素

ナ
ト

リ
ウ

ム
、

過
塩

素
ナ

ト
リ
ウ
ム
（

除
草
剤
）
等
の

置
場

、
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
保

管
の

状
況

を
検
討
し
安
全
対
策

を
図

る
。

 

 
 
エ
 

建
物

等
の
倒

壊
に

よ
り

爆
発
す

る
物
品
 －

 建
物

等
の

倒
壊

に
よ

り
粉

じ
ん

爆
発
等
の
危

険
の
あ
る
硫
黄

粉
、

石
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
灰

粉
、

そ
の

他
可
燃
性
の
粉
体
の

置
場

、
保

管
の

状
況

を
検
討
し

安
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
全

対
策

を
図

る
。
 

 
 

オ
 

高
圧

ガ
ス

等
の

容
器

 
－

 ア
セ
チ
レ
ン
、
水
素
、

そ
の

他
可
燃
性

高
圧

ガ
ス
充

て
ん
容

器
及

び
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
酸

素
充

て
ん

容
器
等
の
置
場
、
保

管
の

状
況

を
検

討
し

、
安
全
対

策
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
を

図
る

。
 

 
 

カ
 

地
震

動
に

よ
り

発
熱

す
る

物
件
 
－
 蓄

電
設

備
、

高
圧

変
電

設
備

等
の

置
場

、
管

理
状
況

を
検
討

し
安
全

 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
対

策
を

図
る

。
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(
3
) 
そ

の
他
燃
焼
さ

せ
又
は

、
消

火
等

の
防

災
活
動
の

支
障
と
な

る
物

件
の

管
理

 

 
 

ア
 

原
材
料
、
製

品
等
の

転
落

防
止

措
置

を
図
る

。
 

 
 

イ
 

機
械
装
置
等

の
転
倒

、
移

動
等

の
防

止
措
置

を
図

る
。

 

 
 

３
 
消

防
法
に

定
め

る
危

険
物
製

造
所

等
 

 
(
1
) 
製

造
所
及
び
一

般
取
扱

所
 

 
 

ア
 

元
バ

ル
ブ

遮
断
 
－
 
原
材
料

、
製
品

タ
ン
ク
等
の
元

バ
ル

ブ
は
、
緊

急
時
に
閉
止
す
る

措
置
を
講
じ
、
配
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 管

の
継
手

部
等
に
お
け

る
耐
震
性
も

検
討
し

安
全
対
策
を

図
る
。
 

 
 

イ
 

高
所

タ
ン

ク
 
－
 
高

所
に

設
置
さ
れ
て
い

る
サ
ー

ビ
ス
タ
ン
ク
等

に
つ

い
て
は

、
転

倒
・
落

下
防
止
を
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 図

る
。
 

 
 

ウ
 

製
品

等
の

整
理
 
－
 
製
品
入

り
の
鋼

製
ド
ラ
ム
、
石

油
缶

等
は
、
転

倒
、
転
落
の
防
止

を
図
り
、
危
険
物
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 が

流
出
し

た
と
き
も
、

排
水
口
等
外

部
へ
流

出
し
な
い
対

策
を
図
る
。
 

 
(
2
) 
屋

外
タ
ン
ク
貯

蔵
所
及

び
屋

内
タ

ン
ク

貯
蔵
所

 

 
 
ア
 

元
バ

ル
ブ
の

遮
断
 －

 
 タ

ン
ク
の

元
バ
ル

ブ
は
、
緊
急
時
に

閉
止
す
る

措
置

を
図
り

、
地
震
時
の
液
体
ス
ロ
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 ッ

シ
ン

グ
に

よ
る

溢
流
の
防

止
対
策

を
講
ず
る

。
 

 
 

イ
 

屋
外

タ
ン

ク
 
－
 
屋

外
タ

ン
ク
貯
蔵
所
に

あ
っ
て

は
、
防
油
堤
の

構
造

基
準
（

昭
和

52
年
1
1
月
1
4日

付
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 消

防
危
第

1
62
号
）

に
適
合
さ

せ
、
危
険
物

の
外
部
流
出

防
止
を

図
る
。
 

 
(
3
) 
屋

内
貯
蔵
所
及

び
販
売

取
扱

所
 

 
 

 
容

器
入
り
危
険

物
の
管

理
を

徹
底

し
、
特
に

棚
上
、
ガ

ラ
ス

製
容

器
に

収
納

さ
れ

た
危

険
物

に
つ
い
て
は
、
転

 

 
 

落
・

転
倒
・
破
損

防
止
を

図
る

。
 

 
(
4
) 
屋

外
貯
蔵
所

 

 
 

 
鋼

製
ド
ラ
ム
、

石
油
缶

入
危

険
物

の
転

落
・
転

倒
防

止
措

置
を
図
る

。
 

 
(
5
) 
給

油
取
扱
所
及

び
地
下

タ
ン

ク
貯

蔵
所

 

 
 

 
地

盤
面
以
上
に

あ
る
オ

イ
ル

缶
等

の
、
少
量
危

険
物

の
安

全
を

確
保

す
る
と

と
も
に

、
懸

垂
式

給
油

設
備

の
地
 

 
 

上
配

管
部
等
の
ガ

ソ
リ
ン

等
は

、
地

下
タ

ン
ク
に

戻
す

事
が

可
能
な
場

合
、
速

や
か
に

戻
す

こ
と
。

 

 
(
6
) 
移

動
タ
ン
ク
貯

蔵
所

 

 
 

ア
 

平
常

時
対

策
 －

 移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
は
、
平
常
時
に
お
い
て
も
、
車
輌
等
の
安
全
装
置
の
機
能
作
動
、
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
付

属
装
置
の
損

傷
防

止
、

オ
イ

ル
缶
等
の

転
倒
防

止
、
危

険
物

流
出
防
止

の
対

策
を

 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
図

る
。
 

 
 

イ
 

警
戒
宣

言
発
令

時
 
－
 
警
戒
宣
言

発
令

時
の

と
き

は
、
状
況

に
よ
り
車

輌
の

移
動

、
移

動
タ
ン
ク
の
バ
ル

ブ
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
類

の
点
検
及
び

車
輌

の
暴

走
等

の
防
止
を

図
る
。

 

 
 

 
 

 
 
荷

上
作

業
等
 
－
 
荷

上
げ
作
業
中
は
、

中
止
等

の
措
置
を

と
る
と
と

も
に

、
建

物
及

び
工

作
物

等
か
ら

 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
さ

け
て
車
輌
の

安
全

を
図

る
。

 

 
 

 
 
 
 
  
移

送
中
 －

 移
送
中

の
と

き
は

、
状

況
に
よ
り

常
置

場
所
に
移
動

す
る
等
の

ほ
か

、
交

通
規

制
に

 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
従

い
安
全
措
置

を
図

る
。
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(
7
) 
移

送
取
扱
所

 

 
 

ア
 

平
常

時
対

策
 －

 常
に
機

能
作

動
、
付
属
装
置

等
の

損
傷

防
止

と
危

険
物

漏
洩

等
の

防
止

対
策
を
図

る
。
 

 
 

イ
 
警
戒
宣
言
発

令
時
 
－
 
荷

上
げ

作
業

中
は
、
中

止
の
措

置
を

と
る

と
と
も

に
危
険

物
の

漏
洩

、
流

出
防

止
対

策

を
図
る
。

 

 
(
8
) 
そ

 
の
 
他

 

 
 

 
静

岡
県
危
険

物
安

全
協

会
連
合

会
の
発

行
し

た
、

危
険

物
製

造
所
等

の
地

震
対
策

指
針
に

基
づ
く

指
導

を
実

施

 
 

す
る
。

 

 ４
 

高
圧
ガ

ス
（
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
を
含

む
）
を

取
扱

う
事
業

所
 

 
(
1
) 
高

圧
ガ
ス
を
貯
蔵

す
る
事
業
所

 

 
 

 
高

圧
ガ
ス
等

を
貯

蔵
す

る
事
業

所
に
あ

っ
て

は
、

主
要

設
備

及
び
付

帯
設

備
の
耐

震
性
を

検
討
し

安
全

対
策

を

 
 

図
る
。

 

 
(
2
) 
可

燃
性
水
素
、
ア

ン
モ
ニ
ア
、
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
等

の
貯
そ
う

 

 
 

 
可
燃
性
ガ
ス
等

の
貯
そ

う
に

あ
っ
て
は
、
周

辺
の

火
災
か

ら
保

護
す

る
た
め

、
防
火
用
水

等
設

備
の

可
動
及

び
 

 
 
 
水
量
の
確

保
に
つ
い

て
の

措
置
を
講
ず
る
。

 

 
(
3
) 
高

圧
ガ
ス
貯
そ
う

 

 
 

 
高
圧
ガ
ス
貯
そ

う
に
あ

っ
て

は
、
緊
急

遮
断

バ
ル

ブ
の
設

置
、
更

に
感

震
器
と
の
連
動

設
備
等

の
対

策
を

図
る

。

 
(
4
) 
高

圧
ガ
ス
及
び
毒

物
、
劇
物
の
運

搬
車

輌
 

高
圧
ガ

ス
等
を

運
搬

す
る
車

輌
等

に
つ

い
て

は
、
前

項
３
の

(
6)
の

移
動

タ
ン

ク
貯

蔵
所

に
準

じ
た

対
策

を
図

 

る
。

 

 ５
 

ガ
ス
事

業
法
に

定
め

る
ガ

ス
事
業

を
行
う

事
業

所
 

 
 

都
市
ガ
ス
の
原
料

タ
ン
ク

等
に

つ
い
て
は
、
前
項

３
の

危
険

物
製

造
所

等
に
お

け
る
対
策
及
び

４
の

高
圧

ガ
ス

を
 

取
扱
う

事
業

所
の
対

策
に
準

じ
る

。
 

 
(
1
) 
原

料
貯
そ
う
及
び

ガ
ス
ホ
ル
ダ
ー

等
 

 
 

 
原
料
貯
そ
う
及

び
ガ
ス

ホ
ル

ダ
ー
等
は
、
迅

速
か
つ

確
実
に
出
入
管

を
遮

断
で
き

る
装

置
を

設
け

、
ま
た

、
主

 

 
 

要
供
給
ガ
ス
管
内

の
ガ
ス

を
安

全
に
緊
急
放
散
で

き
る

装
置

を
設

け
る

よ
う
努

め
る
。

 

 
(
2
) 
製

造
、
供
給
設
備

 

 
 

 
製
造
、
供
給

設
備

等
の

重
要

設
備
に

つ
い
て

は
、
定

期
的
に

点
検

し
異

常
の

早
期

発
見

に
努

め
る
と
と

も
に

、
 

 
 

必
要
に
応
じ
補
強

等
の
対

策
を

講
ず
る
。

 

 
(
3
) 
高

層
建
築
物
等
へ

の
対
策

 

 
 

 
高
層
建
築
物
等

を
対
象

と
し

、
配
管
状
況
の
点

検
及

び
耐

震
性

の
向

上
に
努

め
る
。

 

 
(
4
) 
導

管
網
の
ブ
ロ
ッ

ク
化

 

 
 

 
無
被
害
地
域
へ

の
供
給

を
確

保
し
、
か

つ
被

害
地

域
の
早

期
復

旧
を

図
る
た

め
、
導
管
網

の
ブ

ロ
ッ

ク
化
を

図
 

 
 

る
。

 

 
(
5
) 
広

 
 
報

 

 
 

 
広
報
車
等
を
活

用
し
て

、
需

要
家
等
住
民
へ
情

報
の

提
供

を
図

る
。
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０

 
 

 

(
6
) 
簡

易
ガ
ス
事
業

に
お

け
る
対
策

 

 
 

 
プ

ロ
パ
ン
ガ
ス

容
器
集

合
装

置
に

も
、
バ
ル

ブ
、
又

は
、
緊
急

遮
断
装

置
を
設

け
る
よ
う

努
め
る
。
ま
た
、
集
 

 
 

団
供

給
設
備
に
つ

い
て
は

、
次

に
よ

り
措

置
す
る

。
 

 
 

ア
 

プ
ロ
パ
ン
ガ

ス
ボ
ン

ベ
を

専
用

室
に

収
納
し

て
、
家
庭

等
に

供
給

す
る
設

備
に
つ

い
て
は

、
関
係
者
以
外
の

 

 
 

 
立

入
り
を
禁
じ

、
又
は

、
入

口
に

施
錠

す
る
等

の
対

策
を

図
る
。

 

 
 

イ
 

ガ
ス
供
給
管

が
破
損

し
た

と
き

、
直

ち
に
バ

ル
ブ

を
閉

止
で
き
る

体
制
を

講
ず
る

。
 

 ６
 
消

防
機
関

の
指

導
事

項
 

 
(
1
) 
地

震
防
災
応
急

計
画
の

作
成

指
導

 

 
 

 
地

震
防
災
応
急

計
画
の

作
成

、
変

更
及
び
警

戒
宣

言
発
令

時
に
お
け

る
計
画

の
実
施
等
に

つ
い

て
指

導
す

る
。
 

 
 

特
に

出
火

危
険

並
び

に
不

特
定
多

数
の
者

の
出

入
す

る
人

命
危

険
の
あ

る
事
業

所
等

に
つ
い

て
は
警

戒
宣

言
の

発

 
 

令
時

に
地
震
防
災

応
急
対

策
の

実
施

状
況

を
報
告

さ
せ

る
ほ

か
、
出
火

防
止
対

策
を
指

導
す

る
。
 

 
(
2
) 
地

震
防
災
応
急

計
画
策

定
義

務
者

以
外

の
事
業
所

の
指
導
 

 
 

 
地

震
防

災
応

急
計

画
策

定
義
務

者
以
外

の
事

業
所

等
に

つ
い

て
も
、

前
項
に

準
じ

た
計
画

を
作
成

し
て

火
災

の

 
 

予
防

、
被
害
の
軽

減
対
策

を
指

導
す

る
。

 

 
(
3
) 
家

庭
等
に
お
け

る
火
災

予
防

指
導

 

 
 

 
地

震
発
生
時
に

お
け
る

火
災

予
防

に
つ

い
て
、
特

に
石
油

ス
ト

ー
ブ

、
ガ

ス
器
具
等
出

火
危
険

の
あ
る
も
の
の

 

 
 

取
扱

い
に
つ
い
て

指
導
す

る
。

 

 
(
4
) 
指

定
可
燃
物
等

の
火
災

予
防

指
導

 

 
 

 
指

定
可
燃
物
等

に
つ
い

て
は

、
本

市
火
災
予

防
条

例
に
基

づ
き
措
置

す
る
ほ

か
、
地
震

時
に
予

想
さ

れ
る

火
災
 

 
 

の
予

防
等
に
つ
い

て
指
導

す
る

。
 

 
(
5
) 
防

火
協
会
等
の

協
力

 

 
 

 
危

険
物

施
設

及
び

不
特

定
多
数

の
者
の

出
入

す
る

施
設

並
び

に
そ
の

他
各
事

業
所

等
に
つ

い
て
は

、
防

火
協

会

 
 

の
協

力
を
求
め
て

、
火
災

予
防

及
び

安
全

対
策
の

周
知

徹
底

を
図
る
。

 

 
(
6
) 
避

難
地
周
辺
等

の
安
全

対
策

 

 
 

 
広

域
避
難
地
及

び
幹
線

避
難

路
に

近
接

す
る
危

険
物

施
設

に
つ
い
て

は
、
避

難
者
等
の

安
全
を
確
保
す

る
た
め
、

 
 

特
に

耐
震
性
を
検

討
し
危

険
物

の
外

部
へ

の
流
出

防
止

等
の

安
全
措
置

を
図
る

。
 

 
(
7
) 
プ

ロ
パ
ン
ガ
ス

消
費
設

備
の

安
全

指
導

 

 
 

ア
 

ボ
ン
ベ
の
転

倒
防
止

対
策

 

 
 

イ
 

地
震
時
に
は

配
管
等

の
切

損
の

お
そ

れ
が
あ

る
の

で
、

使
用
時
以

外
は
容

器
バ
ル

ブ
の

閉
止
の
励
行

 

 
 

ウ
 

ボ
ン
ベ
直
近

に
緊
急

遮
断

の
可

能
な

装
置
の

設
置
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－

１
１
 

 

給
油
所

に
お
け
る
地
震

対
策
 

 自
主

防
災
組

織
と

の
覚
書
（
例
示

）
 

  ○
 

○
 
町
 
自
 
主
 

防
 

災
 
会

 
 
殿
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
店

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

給
油
所
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
住

 
所
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

電
 
話
 

  
当

給
油
所
は
、
消

防
法
等

の
保
安

基
準

に
従
い

、
危
険
物
の
特

性
を

知
り
、
貯

蔵
、
販
売

、
管
理

を
十

分
行
っ

て
居
り

ま
す

が
、
地
域
社
会
の

信
頼
を

得
る

た
め
、
訓

練
時

及
び
災
害

発
生

時
に
於

い
て

自
主
防

災
会
と
の
連
け
い
を
深
め

、
地

域
住

民
と
の
一
体
化
を
め

ざ
す

も
の
で

す
。
 

 ◎
 

訓
練
時
に
於
け
る
対

応
策
 

 
 

 
自
主
防
災
会
の
訓

練
に

参
加
 

 
 

 
二
次
災
害
防
止
の

た
め

内
部
施

設
の
点

検
 

 
 

 
計
量
機
ホ
ー
ス
ノ

ズ
ル

配
管
接

続
点
検
 

 
 

 
消
火
設
備
の
適
正

配
置
 

 
 

 
火
花
を
出
す
器
具

の
有

無
点
検
 

 
 

 
可
燃
物
の
放
置
の

点
検
 

 
 

 
ロ
ー
リ
ー
受
入
れ

中
止
 

 
 

 
地
域
住
民
に
対
し

て
の

安
全
Ｐ

Ｒ
 

◎
 

警
戒
宣
言
発
令
時
に

於
け

る
対
応

策
 

 
 

 
顧
客
に
対
し
て
の

給
油

制
限
 

 
 

 
安
全
確
保
の
た
め

ロ
ー

リ
ー
受

入
れ
は

中
止
 

 
 

 
火
気
の
使
用
中
止
 

 
 

 
漏
油
防
止
策
 

 
 

 
給
油
所
施
設
や
配

管
の

点
検
 

 
 

 
陳
列
商
品
の
転
倒

防
止
 

 
 

 
地
震
情
報
収
集
と

非
常

用
備
品

の
準
備
 

◎
 

地
震
発
生
時
に
於
け

る
対

応
策
 

 
 

 
保
安
監
督
責
任
者

は
顧

客
や
車

両
の
安

全
確
保
と
二
次

災
害

防
止
に

全
力

を
あ
げ

る
 

 
 

 
消
火
、
救
護
活
動

に
積

極
的
に

参
加
 

 
 

 
情
報
収
集
体
制
に

万
全

を
期
す
 

 
 

 
地
震
後
の
施
設
点

検
 

 
 

 
緊
急
車
両
へ
の
給

油
支

援
 

 
 

 
休
業
時
（
夜
間
、

日
、

祭
日
）

責
任
者

は
速
や
か
に
出

動
し

防
災
に

あ
た

る
。
 

 

以
上
、
給
油
所
対
応
策

の
重
点
項
目
を
明
記
し
、
地
震
と
云
う

異
常
事
態
で

ド
ラ
イ
バ
ー

が
パ
ニ

ッ
ク

状
態
に

陥

る
の

を
防
ぎ
、
地

域
住
民

の
不

安
を
除

き
、
地

域
社

会
と
の
一

体
化

を
め
ざ

す
も

の
と
す

る
。
 

 ◎
 

休
業
時
（
夜
間
、
日

、
祭

日
）
緊

急
連
絡

先
、
下
記
へ
ご

連
絡

下
さ
い

。
 

  
 

 
 
 
 
 
 
Ｔ
Ｅ

Ｌ
 

 
 
－

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

氏
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
迄
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２

 
 

消
 
防

 
部

 
活

 
動

 
計

 
画
 

  
こ

の
計

画
は

、
東

海
地

震
に

関
す
る

注
意

情
報
及

び
予

知
情

報
が

発
表
さ

れ
た
場

合
に

お
け
る

消
防

本
部
の

措
置

及

び
富

士
市

地
震

災
害

警
戒

本
部

が
設
置

さ
れ

た
場
合

の
消

防
部

の
活

動
に
つ

い
て
定

め
る

。
 

な
お

、
南

海
ト
ラ

フ
地
震

臨
時

情
報

発
表
時

の
対
応

に
つ

い
て

も
、

本
計
画

に
準
じ

て
活

動
に

あ
た
る

。
 

 １
 

東
海

地
震

注
意

情
報
（

以
下

「
注
意

情
報

」
と

い
う
。
）

及
び
予

知
情

報
（

以
下

「
警

戒
宣

言
」

と

い
う
。
）

の
受

理
及

び
伝

達
 

 
 

注
意

情
報
及

び
警
戒

宣
言

の
受

理
及
び

伝
達
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

「
大

規
模

地
震
に

関
す

る
情

報
及

び

広
報

活
動

等
実
施

要
領
」
（

資
料

4-
16

）
に

基
づ

い
て
行

う
も
の

と
す

る
。

 

 
 

情
報

指
令
課

長
は
、

注
意

情
報

又
は
警

戒
宣
言

を
受

理
し

た
と

き
は

、
必

要
に

応
じ

て
、
消

防
緊

急
通

信
指

令

施
設

又
は

課
・
署

所
通
信

指
令

装
置
を

活
用

し
て

、
消
防

部
内

に
お

け
る

情
報

の
共

有
を

図
る
。

 

２
 

消
防

職
員

及
び

消
防
団

員
の

動
員

 
 
 

 
消

防
職

員
の

参
集

 

 
 

 
消

防
職

員
は

、
職

員
参

集
基
準

（
資

料
1
-1
1
）

に
基
づ

き
、
参

集
す

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
消

防
団

員
の

参
集

 

 
 

 
消

防
団

員
は

、
別

に
定

め
る
｢
消

防
団

員
参

集
基

準
｣に

基
づ

き
、

参
集
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
参

集
場

所
 

ア
 

消
防

職
員
は

、
各
所

属
へ

参
集
す

る
も

の
と

す
る

。
た
だ

し
、

予
め
参

集
場
所

を
指

定
さ

れ
た
職

員
は
、

指

定
場

所
へ

参
集

す
る

も
の

と
す

る
。

 

イ
 

消
防

団
員
の

う
ち
団

本
部

員
は
、

警
防

本
部

へ
、
分

団
員

は
、

所
属

分
団

詰
所

へ
参

集
す
る

も
の

と
す
る

。
 

ウ
 

方
面

隊
長
は

、
次
の

場
所

へ
参
集

す
る

も
の

と
す
る

。
 

第
１

方
面

隊
長

 
…

 
第

１
分

団
詰

所
 

 
第

２
方

面
隊

長
 

…
 

第
４

分
団

詰
所

 

第
３

方
面

隊
長

 
…

 
第

８
分

団
詰

所
 

 
第

４
方

面
隊

長
 

…
 

第
1
5
分
団

詰
所

 

第
５

方
面

隊
長

 
…

 
第

16
分
団

詰
所

 
 

第
６

方
面

隊
長

 
…

 
第

2
3
分

団
詰

所
 

第
７

方
面

隊
長

 
…

 
第

27
分
団

詰
所

 
 

 
 

 

 
 

 
参

集
報

告
 

 
 

ア
 

消
防

職
員

 

(ｱ
)
 

班
長
は

、
班
員

の
参

集
を

確
認

し
、

指
揮

班
長
に

通
報
す

る
。
 

(ｲ
)
 

指
揮
班

長
は
、

各
班

員
の

参
集

状
況

を
警

防
本
部

長
に
報

告
す
る

。
 

イ
 

消
防

団
員

 

(ｱ
)
 

分
団
長

は
、
所

属
分

団
の

参
集

を
確

認
し

て
方
面

隊
長
に

報
告
す

る
。

 

(ｲ
)
 

方
面
隊

長
は
、

所
属

分
団

の
報

告
を

ま
と

め
て
消

防
団
長

に
報
告

す
る

。
 

(ｳ
)
 

消
防
団

長
は
、

消
防

団
員

の
参

集
状

況
を

警
防
本

部
長
に

報
告
す

る
。

 

 
 

参
集

時
の
留

意
事
項

 

 
 

ア
 

服
装

 

(ｱ
)
 

消
防
職

員
は
、

活
動

し
や

す
い

服
装

と
す

る
。

 

(ｲ
)
 

消
防
団

員
は
、

活
動

服
装

（
安

全
帽

、
活

動
帽
、

活
動
服

、
半
長

靴
又

は
編
上

式
半

長
靴
）

と
す

る
。

 

 
 

イ
 

携
行

品
 

 
 

 
 

手
袋

、
水

筒
、

そ
の

他
必
要

と
思

わ
れ
る

も
の

。
 

消
防

職
員

は
、
職

員
証

、
免

許
証

、
各

種
資

格
証
、

着
替

え
、

飲
料

水
、
食

料
、

ラ
ジ

オ
及
び
携

帯
電

話
な

 

ど
の

ほ
か

身
分

を
明

ら
か

に
す

る
も
の

、
長

期
戦
へ

の
備

え
及

び
情

報
入
手

・
伝

達
手
段

な
ど
に

留
意

し
た
携

行
品

を
工

夫
し

持
参

す
る

こ
と

。
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２

 

ウ
 

参
集

方
法

 

 
 

 
 

原
則
と
し

て
、

徒
歩

又
は
二

輪
車

と
す
る

。
 

３
 

体
制

 

 
 

 
非

常
警
戒
体

制
 

ア
 

勤
務

時
間

中
に

警
戒

宣
言

が
発
せ

ら
れ

た
場
合

は
、

直
ち

に
平

常
勤
務

を
中
止

し
、
非

常
警

戒
体

制
に
移

行

す
る

。
 

イ
 

勤
務

時
間

外
に

警
戒

宣
言

が
発
せ

ら
れ

た
場
合

は
、

動
員

計
画

に
基
づ

き
参
集

と
同
時

に
非

常
警

戒
体
制

に

入
る

。
 

ウ
 

各
班

は
、

警
防

本
部

の
設

置
の
準

備
を

行
う
。

 

 
 
警
防

本
部
の

設
置

 

ア
 

消
防

防
災

庁
舎

３
階

作
戦

指
令

室
又

は
研

修
室
に
警

防
本
部

を
設

置
す

る
。

 

イ
 

警
防

本
部

の
長

は
、

消
防

長
と
す

る
。

 

ウ
 

消
防

長
は

、
警

防
本

部
の

事
務
を

統
括

し
、
消

防
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

エ
 

警
防

本
部

は
、

警
戒

本
部

又
は
災

害
対

策
本
部

の
本

部
会

議
に

お
い
て

協
議
さ

れ
た
事

項
の

う
ち

、
消
防

部

に
係

る
事
項

に
つ
い

て
協

議
決

定
を
行

う
。

 

オ
 

警
防

本
部

の
組

織
及

び
任

務
分
担

は
、

資
料

9-
1
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 
消
防

部
隊
の

編
成

 

ア
 

消
防

署
隊

 

(ｱ
)
 
各

署
に

署
警
防

本
部

を
設
置

し
、

消
防
班

（
第
１

消
防
班

・
第

２
消

防
班

）
を

編
成

す
る
。

 

(ｲ
)
 
消

防
班

は
、
第

１
活

動
班
、

第
２

活
動
班

及
び
活

動
支
援

班
か

ら
成

り
、

各
活

動
班

に
指
揮

隊
を

置
く

。
 

(ｳ
)
 
消

防
班

の
編
成

は
、

資
料

9
-
2
の

と
お
り

と
す
る

。
 

(
ｴ
)
 
指

揮
隊

、
消
防

小
隊
及

び
救

助
隊
は

、
署
の

状
況

に
よ

る
編
成

と
し
、

救
急
隊

は
、
隊

長
以

下
３
人

編
成

を
原

則
と

す
る

。
 

(ｵ
)
 
消

防
班

長
は
、

職
員

の
参
集

報
告

が
あ
り

し
だ
い

署
隊
の

編
成

を
指

示
す

る
。

 

イ
 

消
防

団
隊

 

(ｱ
)
 
消

防
団

隊
（

以
下
「

団
隊

」
と

い
う
。
）
は

、
７

方
面

隊
編

成
と

し
、
分

団
ご

と
に
ポ

ン
プ

車
隊
、
可

搬
ポ

ン
プ

隊
を

編
成
す

る
。

 

(ｲ
)
 
団

隊
に

指
揮
隊

を
置

く
。

 

(ｳ
)
 
方

面
隊

拠
点
に

連
絡

班
（
連

絡
員

及
び
伝

令
）
を

置
く
。

 

(ｴ
)
 
団

隊
の

編
成
は

、
資

料
9
-3

の
と

お
り
と

す
る
。

 

(ｵ
)
 
ポ

ン
プ

車
隊
は

、
隊
長

以
下

８
人
編

成
と
し

、
可
搬

ポ
ン
プ

隊
は

、
隊

長
以

下
５

人
編

成
を
原

則
と
す

る
。

 

(ｶ
)
 
消

防
団

長
は
、

団
員

の
参
集

と
同

時
に
団

隊
の
編

成
を
行

う
。

 

４
 

消
防

部
隊

の
措

置
及
び

活
動

 

 
 

 
署

隊
 

 
 

ア
 

車
両
等
の

安
全

確
保

 

 
 

 
 

地
震
に
よ

り
建

物
倒

壊
の
恐

れ
の

あ
る
署

所
又

は
津

波
避

難
指
定

区
域

内
に
あ

る
署
所

は
、

消
防

車
両
、

可

搬
ポ

ン
プ
等

を
署
所

の
安

全
な

場
所
へ

移
動

さ
せ

る
。

 

イ
 

車
両

等
の

点
検

 

 
 

 
 

消
防
車
両

、
可

搬
ポ

ン
プ
等

の
点

検
を
行

い
、

燃
料

、
積

載
品
等

の
確

認
を

行
う

。
 

ウ
 

警
防

資
機

材
の

増
強

積
載

等
 

(ｱ
)
 
指

定
さ

れ
た
消

防
車

は
、
可

搬
ポ

ン
プ
を

積
載
す

る
。

 

(ｲ
)
 
消

防
車

は
必
要

に
応

じ
、
予

備
ホ

ー
ス
を

積
載
す

る
。

 

(ｳ
)
 
消

防
車

は
、
救

助
資

機
材
の

増
強

を
行
う

。
 

(ｴ
)
 
救

急
車

は
、
救

急
資

器
材
の

増
強

を
行
う

。
 

(ｵ
)
 
非

常
用

車
両
は

、
指

定
さ
れ

た
用

途
に
従

っ
た
資

機
材
を

積
載

す
る

。
 

(ｶ
)
 
ゴ

ム
ボ

ー
ト
、

船
外

機
等
の

組
み

立
て
を

行
う
。

 



資
料
９
－

１
２

 

エ
 

水
利

の
確
保

 

 
 

 
予

め
使
用

計
画
さ

れ
た

河
川
等

の
水

利
確
保

準
備

を
行

う
。

 

オ
 

広
報

 

 
 

 
消

防
班
は

、
木
造

住
宅

密
集
地

を
重

点
に
出

火
防

止
広

報
を

実
施

す
る

。
 

カ
 

指
揮

隊
 

 
 

 
各

小
隊
の

出
動
体

制
を

確
保
す

る
。

 

 
 

団
隊

 

ア
 

車
両

等
の
安

全
確
保

 

 
 

 
 

地
震

に
よ

り
建

物
倒

壊
の
恐

れ
の

あ
る
分

団
は

、
消

防
車

、
可
搬

ポ
ン
プ

等
を

屋
外
の

安
全

な
場
所

へ
移

動

さ
せ

る
。

 

イ
 

車
両

等
の
点

検
 

 
 

 
 

消
防

車
、

可
搬

ポ
ン

プ
等
の

点
検

を
行
い

、
燃

料
、

積
載

品
の
確

認
を
行

う
。

 

ウ
 

警
防

資
機
材

の
増
強

積
載

 

(ｱ
)
 

予
備
ホ

ー
ス
を

消
防

車
に

積
載

す
る

。
 

(ｲ
)
 

破
壊
器

具
を
消

防
車

に
積

載
す

る
。

 

エ
 

広
報

 

(ｱ
)
 

受
持
区

域
内
の

出
火

防
止

広
報

を
行

い
、

必
要
に

応
じ
て

、
住
民

の
指

導
を
行

う
。

 

(ｲ
)
 

避
難
対

象
地
区

の
避

難
広

報
及

び
避

難
確

認
パ
ト

ロ
ー
ル

を
行
う

。
 

オ
 

指
揮

隊
 

 
 

 
各

方
面
隊

の
出
動

体
制

を
確
認

す
る

。
 

５
 

消
防

部
隊

の
配

置
 

 
 

 
消

防
署

隊
 

 
 

 
消

防
署

隊
は

、
原

則
と

し
て
各

署
所

に
お
い

て
、

警
戒

に
あ

た
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
消

防
団

隊
 

 
 

 
消

防
団

隊
は

、
原

則
と

し
て
各

詰
所

に
お
い

て
、

警
戒

に
あ

た
る
も

の
と
す

る
。

 

６
 

通
信

の
確

保
 

 
 

 
地

震
災

害
警

戒
本

部
そ

の
他
防

災
機

関
と
の

連
絡

 

ア
 

地
震

災
害
警

戒
本
部

と
の

連
絡
は

、
有

線
電

話
又
は

消
防

無
線

で
行

う
。

 

イ
 

警
防

本
部
と

署
所
の

通
信

は
、
可

能
な

か
ぎ

り
消
防

電
話

を
使

用
す

る
。

 

 
 

 
無

線
通

信
統

制
 

警
防

本
部

の
設
置

と
共
に

、
必

要
に

応
じ
て

無
線
通

信
統
制

を
実
施

す
る
。

 

 
 

消
防

団
 

分
団

隊
は

、
受

令
機

を
開

局
し

、
警
防

本
部

か
ら
の

指
令

等
の

受
信

に
努
め

る
。

 

７
 

情
報

の
収

集
及

び
処
理

 

 
 

 
応

急
計

画
実

施
事

業
所

の
実
施

状
況

の
確
認

及
び

指
導

 

ア
 

出
火

危
険
の

あ
る
事

業
所

（
予
防

規
程

義
務

制
定

事
業
所

及
び

Ｌ
Ｐ
Ｇ

充
填
所

）
及

び
人

命
危
険

の
あ
る

店

舗
（

消
防

法
施

行
令

別
表

第
１

の
（
４

）
項

）
並
び

に
病

院
等

（
同

別
表
第

１
の
（

６
）

項
イ
）

に
つ

い
て
当

該
計

画
の

実
施

状
況

を
報

告
さ

せ
る
。

た
だ

し
、
報

告
が

遅
滞

し
た

と
き
、

又
は
必

要
と

す
る
と

き
は

情
報
班

が
報

告
を

求
め

る
。

 

イ
 

報
告

は
、
電

話
又
は

伝
令

に
よ
る

。
 

ウ
 

報
告

事
項
は

、
別
に

定
め

る
報
告

様
式

に
よ

る
。

 

エ
 

実
施

状
況
が

当
該
応

急
計

画
に
反

し
て

い
る

と
認

め
ら
れ

る
と

き
は
、

消
防
法

第
８

条
第

４
項
に

よ
り
必

要

な
措

置
を

実
施

さ
せ

る
。

 

 
 

情
報

の
収
集

 

 
 

情
報

班
は
、

消
防
活

動
に

必
要
な

次
の

事
項
に

つ
い

て
、

迅
速

確
実

な
情

報
を

収
集

す
る
も

の
と

す
る
。

 

資
料
９
－

１
２

 

ア
 

鉄
道

、
バ

ス
等

の
運

行
状

況
 

イ
 

ガ
ス

、
電

気
、

水
道

等
の

状
況
（

供
給

状
況
、

規
制

状
況

）
 

ウ
 

通
信

施
設

の
確

保
状

況
 

エ
 

医
療

機
関

の
状

況
（

入
院

患
者
数

、
負

傷
者
の

収
容

力
等

）
 

オ
 

自
主

防
災

組
織

の
対

応
状

況
 

カ
 

道
路

の
交

通
規

制
状

況
 

キ
 

そ
の

他
必

要
な

事
項

 

 
 

発
震

時
に
お

け
る
広

報
 

ア
 

消
防

班
は

、
木

造
住

宅
密

集
地
を

重
点

に
出
火

防
止

広
報

を
実

施
す

る
。

 

イ
 

消
防

団
隊

は
、

受
持

区
域

内
を
巡

回
し

、
出
火

防
止

広
報

を
行

う
。
こ

の
場
合

、
自
主

防
災

会
と

連
携
を

密

に
し

、
自
主

防
災
会

の
初

期
消

火
、
応

急
救

護
体

制
の
指

導
を

行
う

。
 

ウ
 

避
難

対
象

地
区

を
受

け
持

つ
分
団

は
、

当
地
区

の
避

難
広

報
及

び
避

難
確

認
パ

ト
ロ

ー
ル
を

行
う

。
 

８
 

そ
の

他
 

 
 

署
所

に
お
い

て
取
る

べ
き

そ
の

他
の
措

置
 

ア
 

室
内

物
品

の
転

倒
及

び
落

下
防
止

措
置

を
講
ず

る
 

イ
 

発
震

時
の

職
員

の
安

全
確

保
 

ウ
 

庁
舎

用
非

常
電

源
を

点
検

す
る
。

 

エ
 

火
気

の
使

用
は

最
小

限
度

と
し
、

都
市

ガ
ス
、

Ｌ
Ｐ

Ｇ
の

使
用

時
以
外

は
ホ
ル

ダ
ー
バ

ル
ブ

、
ボ

ン
ベ
バ

ル

ブ
等

を
締
め

て
お
く

こ
と

。
 

オ
 

飲
料

水
、

食
料

、
炊

事
用

燃
料
等

を
点

検
し
確

保
す

る
。

 

カ
 

応
急

救
護

の
た

め
の

資
器

材
を
点

検
し

、
準
備

す
る

。
 

キ
 

高
所

見
張

箇
所

を
定

め
、

そ
の
要

員
を

指
定
し

て
お

く
。

 

 
 

分
団

に
お
い

て
取
る

べ
き

そ
の

他
の
措

置
 

ア
 

室
内

物
品

の
転

倒
及

び
落

下
防
止

措
置

を
講
ず

る
。

 

イ
 

車
庫

の
扉

、
シ

ャ
ッ

タ
ー

を
開
放

す
る

。
 

ウ
 

発
震

時
の

団
員

の
安

全
確

保
 

エ
 

詰
所

用
非

常
電

源
を

点
検

す
る
。

 

オ
 

火
気

の
使

用
は

最
小

限
度

と
し
、

都
市

ガ
ス
、

Ｌ
Ｐ

Ｇ
の

使
用

時
以
外

は
ホ
ル

ダ
ー
バ

ル
ブ

、
ボ

ン
ベ
バ

ル

ブ
等

を
締
め

て
お
く

こ
と

。
 

カ
 

飲
料

水
、

食
料

、
炊

事
用

燃
料
等

を
点

検
し
確

保
す

る
。

 

キ
 

応
急

救
護

の
た

め
の

資
器

材
を
点

検
し

、
準
備

す
る

。
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

１０．水防 
  



 



資
料
１
０

－
１

 

 

水
 
防
 
本
 
部
 
組
 
織
 

１
．
組
織
系

統
 

 

 
 

 
 

 
 

水
防
本

部
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
防

副
本
部
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水
防

長
 

本
部

付
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
括
班
 

 
河
川
班
 

 
道
路

班
 

 
管
理
班
 

 
応
援
班
 

 
 

 
 

  ２
．
水
防
本

部
組
織
及
び
事
務
分
掌
 

本
部

長
 

市
 
 
長
 

副
本
部

長
 

 
副
 
市

 長
 

水
防

長
 

 
建
設
部
長
 

本
部

付
 

 
危
機
管
理

監
・
消

防
長
・

水
防

団
長
・
副
団
長
・
消
防
団
長

 

班
 
名
 

班
 

 
長
 

事
 
務

 
分
 
掌
 

総
括

班
 

防
災
危

機
管
理

課
長
 

(
1
) 
本

部
会
議

に
関
す
る
こ

と
 

(
2
) 
気

象
情
報

等
の
掌
握
に

関
す
る

こ
と
。
 

河
川

班
 

河
川

課
長
 

(
1
) 
河

川
・
水

路
の
災
害
防

止
措
置

及
び
巡
視
に

関
す
る

こ
と
。
 

(
2
) 
資

機
材
の

整
備
に
関
す

る
こ
と

。
 

(3
) 
水
防

団
の
出

動
要

請
・
水

防
団
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
 

道
路

班
 

道
路

維
持

課
長
 

(
1
) 
道

路
・
橋

り
ょ
う
の
災

害
防
止

措
置
及
び
巡

視
に
関

す
る
こ
と
。

(
2
) 
通

行
規
制

等
の
措
置
に

関
す
る

こ
と
。
 

管
理

班
 

建
設

総
務

課
長
 

(
1
) 
各

班
の
連

絡
調
整
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
2
) 
建

設
業
者

に
対
す
る
協

力
要
請

に
関
す
る
こ

と
。
 

応
援

班
 

施
設

保
全

課
長
 

(
1
) 
各

班
の
応

援
に
関
す
る

こ
と
。
 

 

資
料
１
０

－
２
 

 

水
防
団

の
組
織
及
び
管

轄
区
域
 

 
 

 

名
 
 
称
 

団
員
数
 

管
 
轄
 

区
 
域
 
 

水
防
本
部
付
 

（
水
防
団
長
・
副

団
長
）
 

４
 

 

潤
井
川
左
岸
水
防

分
団
 

１
２
５
 

潤
井
川
左
岸
(身

延
線
ガ
ー

ド
か

ら
田
子

の
浦
港

ま
で

)、
 

小
潤
井
川
 

潤
井
川
右
岸
水
防

分
団
 

７
７
 

潤
井

川
右

岸
 

浮
島
水
防

分
団
 

４
６
 

江
尾

江
川

左
岸
、

春
山
川
 

須
津
水
防

分
団
 

６
０
 

赤
淵

川
左

岸
、
須

津
川
、

江
尾

江
川
右

岸
 

吉
永
水
防

分
団
 

５
５
 

赤
淵

川
右

岸
、
荒

川
 

原
田
水
防
分
団
 

５
０
 

滝
川

、
松

原
川
 

元
吉
原

水
防
分

団
 

４
５
 

元
吉

原
海

岸
、
沼

川
 

鷹
岡
水
防

分
団
 

４
０
 

潤
井

川
左

岸
(天

間
山
本
橋

か
ら

身
延
線

ガ
ー
ド
ま
で
) 

田
子
浦

水
防
分

団
 

４
０
 

田
子

浦
海

岸
、
早

川
 

富
士
川
左
岸
水
防

分
団
 

４
０
 

富
士

川
左

岸
 

富
士
川
右
岸
水
防

分
団
 

４
０
 

富
士

川
右

岸
 

※
団
員
数

は
定

員
 

 
 



資
料
１
０

－
３

 

 

水
防

信
号

及
び

標
識

 

 １
．
水

 
防
 

信
 

号
 

 
 

水
防

法
第
2
0
条
の

規
定
に

よ
る

水
防

信
号
（
昭

和
3
1年

９
月
2
8日

県
規

則
第
7
5
号
）
は
、
次

表
の

と
お
り
で

あ
る

。
 

 
(
1
) 
信

号
は
適
当
の

時
間
継

続
す

る
。

 

 
(
2
) 
必

要
が
あ
る
と

き
は
、

警
鐘

、
サ

イ
レ

ン
信
号
を

併
用
す
る

。
 

 
(
3
) 
上

に
よ
る
ほ
か

伝
令
の

称
呼

に
よ

る
通

報
を
考
慮

す
る
こ
と

。
 

 

種
 
類

 
説
 

 
 

 
 

 
 

明
 

警
 鐘

 
信
 
号
 

サ
 
イ
 

レ
 
ン
 
信

 
号

 

第
一

信
号
 警

戒
水

位
に

達
し
た

こ
と
を

知
ら
せ

る
も
の
 

 
休

 
休
 

休
 

○
 

○
 
○

 
 

 
止

 
止
 
止
 

約
５

秒
 
約

15
秒
 

約
５

秒
 

○
－

 
 
休

止
 
 

○
－
 

約
15

秒
 
約

５
秒
 

約
1
5秒

 

休
止

 
 
○

－
 
 

休
止
 

第
二

信
号
  水

防
団

員
及

び
消

防
機

関
に

属
す

る
者

の
全

員
が

出
動
す

べ
き
こ

と
を
知

ら
せ
る

も
の
 

○
－

○
－

○
 

 

○
－

○
－

○
 

約
５

秒
 
約

６
秒
 

約
５

秒
 

約
６

秒
 

○
－

 
 
休

止
 
 

○
－

 
 

休
止
 

約
５

秒
 
約

６
秒
 

○
－

 
 
休

止
 

第
三

信
号
  当

該
水

防
管

理
団
体

の
区
域

内
に
住

居
す
る
 

も
の

が
出
動

す
べ
き

こ
と
を

知
ら
せ

る
も
の
 

○
－

○
－
○

－
○
 

 

○
－

○
－
○

－
○
 

約
10

秒
 
約

５
秒
 

約
1
0秒

 
約
５

秒
 

○
－

 
 
休

止
 
 

○
－

 
 

休
止
 

約
10

秒
 
約

５
秒
 

○
－

 
 
休

止
 

第
四

信
号
 必

要
と
認
め

る
区
域

内
の

居
住

者
の
避

難
の

た

め
立

退
く
べ

き
こ
と

を
知
ら

せ
る
も

の
 

乱
 

 
 
打
 

約
１

分
 
約

５
秒
 

約
１

分
 

約
５

秒
 

○
－

 
 
休

止
 
 

○
－

 
 

休
止
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
１
 
信

号
は

適
当
の
時
間

継
続
す
る

こ
と
。

 

 注
 
 

意
 

 
 ２

 必
要
が

あ
れ
ば

警
鐘
信
号

、
サ

イ
レ

ン
を
併

用
す
る

こ
と
を
妨

げ
な
い

。
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
３
 
危

険
が

去
っ
た
と
き

は
、
口
頭

伝
達
に

よ
り

周
知

さ
せ

る
も
の

と
す
る
。

 

   ２
．

水
防

優
先

標
識

 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  

 
 

水
防

法
第
1
8
条
(
優
先
通

行
)の

規
定
に
よ

り
 

 
 

静
岡

県
知
事

が
定
め

た
水

防
標
識
（
昭
和

31
 

 
 

年
9
月
2
8
日
県

告
示
第
9
3
9
号
は

次
の

通
り

で
 

  
 
 
あ
る

。
車
載

標
識
の

寸
法

に
つ
い
て
は
、

任
意
 

 
 

と
す

る
。
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 水

は
赤

色
 

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  

 
 

 
 
外
は
白

色
 

   

60
cm

 

90
cm

 

資料１０－４ 

水防に関する通信基本系統図 

 

 

凡 例 

 気象関係通報 

 水防警報等の情報 

 災害等情報の通報(避難情報) 

 自衛隊の要請 

 警察官の出動要請 

国 土 交 通 本 省 

河川環境課河川保全企画室 

静岡地方気象台 

TEL(054)286-3411 

FAX(054)283-6922 

自 衛 隊 

住 民 

河川情報 

センター 

 

富士警察署 

TEL 0545-51-0110 

交 番 

駐 在 所 

県警察本部 災害対策課 

(災害警備本部室) 

TEL(054)271-0110 

(内6321) 

FAX(054)255-0391 

国土交通省 

河川国道事務所 

一級水系 

ダム管理事務所 

二級水系 

ダム管理事務所 

県 水 防 区 

( 富 士 土 木 事 務 所 ) 

TEL 0545-6 5-2237 

F AX  0545-6 5-2294 

報 道 機 関 

危 機 管 理 局 

(賀茂・東部・中部・西部) 

富 士 市 水 防 本 部 

TEL 0545-55-2721 

TEL 0545-51-0123(代) 

FAX 0545-51-0360 

国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局 

地域河川課・(ダム関係は河川管理課) 

国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 
(富士川関係) 

県 水 防 本 部 

TEL(054)221-3259 

FAX(054)221-3260 

県危機管理部危機対策課 

TEL(054)221-2072 

FAX(054)221-3252 

重大な災害等が

発生した場合 



資料１０－５

郡市 区町村 大字 Ｌ Ｈ Ｗ 連

富-1 小潤井川
島田２号
水門

富士市 津田
加島
道下

1.5
φ=
2.0

1
鉄筋コンクリート
引 上 扉 ( 鋼 製 )

電 動
富士市

(0545)
51-0123

富-2 小潤井川
妙祥寺水路
取水門

富士市 爪島
追分
町北

0.8
φ=
0.8

1
鉄筋コンクリート
引 上 扉 ( 鋼 製 )

手 動
富士市

(0545)
51-0123

富-3 小潤井川 瓜島払水門 富士市
依田原
新田

割田 1.10
φ=
1.5

1
鉄筋コンクリート
引 上 扉 ( 鋼 製 )

手 動
富士市

(0545)
51-0123

富-4 小潤井川
瓜島川
分水門

富士市 香西
八王子
前

φ=
0.6

1
鉄筋コンクリート
引 上 扉 ( 鋼 製 )

手 動
富士市

(0545)
51-0123

富-9 潤井川 加島取水門 富士市 岩本 滝戸 1.40 1.75 3
鋼 製 , 電 動 式
スルースゲート

富士市
(0545)
51-0123

富-10 潤井川 下堀取水門 富士市 岩本 貫井 1.20 3.60 1
鋼 製 , 電 動 式
スルースゲート

富士市
(0545)
51-0123

富-26 富士早川 入道樋門 富士市 宮島 0.40 0.50 3
鋼製ﾜ ｲ ﾔ ｰ式 ﾛｰ ﾗ ｰ
電動，遠隔操作

静岡県
(0545)
65-2237

富-27 田子江川 田子水門 富士市 鮫島 0.23 0.40 1
鋼製（ステンレス）
ラック式ローラー
電 動 ， 遠 隔 操 作

富士市
(0545)
65-2237

・対象番号は、令和3年度 静岡県水防計画書「表.7-5　富士水防区(県管理区間)における水防上注意を要する水門等一覧」より

種  別
施 設
管理者

対象
番号

市域における重要水こう門

住   所
連絡方法

河川海岸
水門等の
名  称

位   置 形   状

資料１０－６ 

 

吉永資材置場 

右岸第2 

N

S

東 名 高 速 道 路

田子浦第1 

上掘放水路 

富士川第1 

田子浦第2 
元吉原 

吉原駅 

東田子の浦駅 

浮島 

須津第1 

須津第2 

吉永 

原田 

原田第2 

左岸第4 

左岸第3 

左岸第2 

左岸第1 

右岸第1 

右岸第3 

右岸第4 

右岸第5 

富士市水防倉庫 

東 海 道 本 線

富士駅 

新富士駅 

鷹岡 

岩淵 

鷹岡第2 

駿 河 湾

田子の 
浦港

水 防 倉 庫

主要河川名及び水防倉庫位置図

松野 



資
料
１
０

－
７

 

 

国
土
交
通
大
臣
と
気
象
庁
長
官

が
共
同
し
て
行
う

洪
水
予

報
と
そ
の

措
置
 

 

国
土

交
通

大
臣

が
指

定
し

た
河

川
（

狩
野

川
、
富

士
川

、
安

倍
川

、
大

井
川
、

菊
川

、
天

竜
川

下
流

）
に

つ
い

て
気

象
庁

長
官

と
共

同
し

て
国
土

交
通

大
臣

が
行
う

洪
水

予
報

を
、
次

に
示

す
各

計
画

に
基
づ

き
水

位
を

示
し

て
発

表
す

る
。 

富
士

川
（

釜
無

川
を

含
む

）
洪

水
予

報
計

画
 

（
1
）

洪
水

予
報
を

行
う

河
川

名
及
び

そ
の

区
域
 

河
 

川
 

名
 

区
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
域

 

富
 

士
 

川
 

(
釜

無
川

を
含

む
)
 

左
岸

 
山
梨

県
韮

崎
市

水
神

一
丁

目
4
6
2
1
の

4
地

先
 

武
田

橋
上
流

か
ら

海
ま
で

 

（
静

岡
県
該

当
区

間
 

静
岡

山
梨

県
境

か
ら
海

ま
で

）
 

右
岸

 
山
梨

県
韮

崎
市

神
山

町
大

字
鍋

山
字
釜

無
川

河
原

 
武

田
橋
上

流
か

ら
海
ま
で

 

（
静

岡
県
該

当
区

間
 

静
岡

山
梨

県
境

か
ら
海

ま
で

）
 

 （
2
）

洪
水

予
報
の

対
象

と
な

る
水
位

観
測

所
（
※

 
静

岡
県

内
対

象
観

測
所

は
南

部
観

測
所

の
み
で

あ
る

。
）
 

河
 
 
川

 
 
名
 
観
測
所
名
 

地
 

 
先

 
 

名
 

位
 

 
置

 
氾

濫
注

意
水

位

（
警

戒
水

位
）
 

避
難

判
断

 

水
位
 

氾
濫

危
険

水
位

(洪
水
特

別
警

戒
水

位
）
 

富
 
 
士
 
 
川

 

(釜
無
川
を
含

む
) 

船
山

橋
 

山
梨
県
韮
崎

市
竜
岡
町
若
尾
新
田

右
岸

河
口

か
ら

8
3
.
7
km
 

2.
0
0
m
 

2
.0
0
m
 

2
.2
0
m
 

清
水

端
 

山
梨

県
南

巨
摩

郡
富

士
川

町
清

水
端

右
岸

河
口

か
ら

6
0
.
9
km
 

3.
4
0
m
 

6
.5
0
m
 

7
.2
0
m
 

南
部

※
 
山
梨

県
南

巨
摩

郡
南

部
町

内
船

右
岸

河
口

か
ら

2
9
.
8
km
 

3.
8
0
m
 

4
.2
0
m
 

4
.9
0
m
 

 （
3
）

洪
水

予
報
発

表
者

 

河
 
 
 
川
 
 
 
名
 

担
 

当
 

官
 

署
 

発
 

表
 

責
 

任
 

者
 

富
 
 
 
士
 
 
 
川

 

(
釜

 
無
 
川

 
を

 含
 
む

)
 

甲
府

河
川

国
道

事
務

所
 

甲
 
府

 
地

 
方

 気
 
象

 
台

 

静
 
岡

 
地

 
方

 気
 
象

 
台

 

甲
 
府
 
河

 
川

 国
 
道

 
事
 
務

 
所

 
長

 

甲
 

府
 

地
 

方
 

気
 

象
 

台
 

長
 

静
 

岡
 

地
 

方
 

気
 

象
 

台
 

長
 

 （
4
）

洪
水

予
報
の

種
類

等
と

発
表
基

準
 

種
 

類
 

発
 
表
 
基
 
準
 

氾
濫

発
生

情
報
 

（
洪

水
警

報
）
 

（
警

戒
レ

ベ
ル

５
相

当
）

 

・
氾

濫
が

発
生

し
た

と
き

 

・
氾

濫
が

継
続

し
て

い
る

と
き

 

氾
濫

危
険

情
報
 

（
洪

水
警

報
）
 

（
警

戒
レ

ベ
ル

４
相

当
）
 

・
危

険
な

水
位

上
昇

に
よ

り
ま

も
な

く
氾

濫
危

険
水

位
を

超
え

、
さ

ら
に

数
位

の
上

昇
が

見
込

ま
れ

る
と

き
 

・
氾

濫
危

険
水

位
に

到
達

し
た

と
き

 

・
氾

濫
危

険
水

位
を

超
え

る
状

態
が

継
続

し
て

い
る

と
き

 

 

氾
濫

警
戒

情
報
 

（
洪

水
警

報
）
 

（
警

戒
レ

ベ
ル

３
相

当
）
 

・
氾

濫
危

険
水

位
に

到
達

す
る

と
見

込
ま

れ
る

と
き

 

・
避

難
判

断
水

位
に

到
達

し
、

氾
濫

危
険

水
位

に
到

達
す

る
と

見
込

ま
れ

る
と

き
 

・
避

難
判

断
水

位
に

到
達

し
、

さ
ら

に
水

位
の

情
報

が
見

込
ま

れ
る

と
き

 

・
氾

濫
危

険
情

報
を

発
表

中
に

、
氾

濫
危

険
水

位
を

下
回

っ
た

と
き

(避
難

判
断

水
位

を
下

回
っ

た
場

合
を

除
く

) 

・
避

難
判

断
水

位
を

超
え

る
状

態
が

継
続

し
て

い
る

と
き

(水
位

の
上

昇
の

可
能

性
が

な
く

な
っ

た
場

合
を

除
く

) 

氾
濫

注
意

情
報
 

（
洪

水
注

意
報

）
 

（
警

戒
レ

ベ
ル

２
相

当
）
 

・
氾

濫
注

意
水

位
に

到
達

し
、

さ
ら

に
水

位
の

上
昇

が
見

込
ま

れ
る

と
き

 

・
氾

濫
注

意
水

位
以

上
で

、
か

つ
避

難
判

断
水

位
未

満
の

状
態

が
継

続
し

て
い

る
と

き
 

・
避

難
判

断
水

位
に

到
達

し
た

が
、

水
位

の
上

昇
が

見
込

ま
れ

な
い

と
き

 

氾
濫

注
意

情
報
 

(
警

戒
情

報
解

除
) 

(洪
水

注
意

報
(警

報
)解

除
) 

（
警

戒
レ

ベ
ル

２
相

当
）
 

・氾
濫

危
険

情
報

、
又

は
氾

濫
警

戒
情

報
を

発
表

中
に

、
避

難
判

断
水

位
を

下
回

っ
た

場
合

（氾
濫

注
意

水
位

を
下

回
っ

た
場

合
を

除
く
） 

・氾
濫

警
戒

情
報

発
表

中
に

、
水

位
の

上
昇

が
見

込
ま

れ
な

く
な

っ
た

と
き

(氾
濫

危
険

水
位

に
達

し
た

場
合

を
除

く
) 

平
成

８
年

３
月

２
２

日
 
運
輸

省
・
建

設
省

 
告
示

第
１

号
 

資
料
１
０

－
７
 

 

氾
濫

注
意

情
報

解
除

(洪
水

注
意

情
報
解
除

) 

・
氾
濫
危
険
情
報
、
氾
濫
警
戒
情
報
又
は
氾
濫
注
意
情
報
を
発
表
中
に
、
氾
濫
注
意
水
位
を
下
回
り
、

氾
濫
の
お
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
き
 

 （
5
）

洪
水

予
報
の

発
表
形

式
 

迅
速

・
確

実
な

洪
水

予
報

を
発

表
す

る
た

め
、

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
を

整
備

し
、

洪
水

予
報

文
の

作
成

を
行

う
。

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
に
不

具
合

が
生

じ
た
場

合
、
Ｆ

Ａ
Ｘ

等
の

伝
達

機
器

が
使

用
で
き

な
い

場
合

等
に

電
話

等
に

よ

り
伝

達
す

る
こ

と
が

必
要
と

な
る

。
 

 （
6
）

洪
水

予
報
の

通
知
 

河
川

名
 

発
報

担
当

者
 

受
報

担
当
者

 
連

絡
方

法
 

富
士

川
 

(
釜

無
川

を
含

む
)
 

甲
府
河
川

国
道

事
務

所
長

 
静
岡

県
河

川
砂

防
局

長
 

加
入

電
話

 

静
岡
地
方

気
象

台
長

 
静

岡
県

危
機

対
策

課
長

 
防

災
情

報
提

供
シ

ス
テ

ム
 

発
報

担
当

者
よ

り
受

報
担

当
者

へ
通

知
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

国
土

交
通

大
臣

及
び

気
象

庁
長

官
か

ら
、

県
知

事
へ

の
通
知

に
か

え
る
も

の
と

す
る

。
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洪
水

予
報
連

絡
系

統
図

 

洪
水

予
報

の
通

知
は

、
基

本
的

に
Ｆ

Ａ
Ｘ

ま
た

は
オ

ン
ラ

イ
ン

通
信

で
通

知
す

る
。
そ

の
後

必
要
な

機
関

に
対

し
て

は
受

領
の

確
認

を
行
う

。
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国
土

交
通
大

臣
が

行
う

水
防

警
報
と

そ
の
措

置
 

 １
．

河
川

 

（
１

）
水

防
警

報
を

行
う

河
川

名
及
び

区
域
 

河
川

名
 

区
 

 
 

 
 

 
 

域
 

区
域

延
長

 

富
 
士
 
川

  
左

岸
 

富
士

宮
市

下
稲
子

 

か
ら

海
ま

で
 

 
右

岸
 

富
士

宮
市

内
房
 

1
8
,
0
00
ｍ

 

  （
２

）
水

防
警

報
の

対
象

水
位

標
 

河
川
名
 

観
測

 

所
名

 
所
 

在
 

地
 

位
 

置
 

水
防

団
待

機
 

水
位

 

氾
濫

注
意

 

水
位

 

計
画

高
 

水
 

位
 

富
士
川
 

(釜
無

川
を

含
む

)  
松

岡
 

静
岡

県
 

富
士

市
松

岡
 左

岸
河
口

か
ら

 

H
33

上
6
0
.5

ｍ
 

2
.
00

ｍ
 

2
.
50

ｍ
 

8
.0
8
ｍ

 

  （
３

）
水

防
警

報
の

種
類

及
び

発
表

 

（
ア

）
水

防
警
報

の
種
類

 

種
 

類
 

内
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
容

 

 待
 
 

機
 

1.
不

意
に

出
水

あ
る

い
は

、
水

位
の

再
上

昇
等

が
予

想
さ

れ
る

場
合

に
、

状
況

に
応

じ
て

直
ち

に
水

防
機
関

が
出

動
で

き
る

よ
う

に
待
機

す
る

必
要

が
あ

る
旨

を
警
告

す
る
も

の
 

2.
水

防
機

関
の

出
動

期
間

が
長

引
く

よ
う

な
場

合
に

、
出

動
人

員
を

減
ら

し
て

も
さ

し
つ

か
え

な
い

が
、
水

防
活

動
を

や
め

る
こ

と
は
で

き
な

い
旨

を
警

告
す

る
も
の

 

 準
 
 

備
 

水
防

に
関

す
る
情

報
連
絡

、
水

防
資

器
材

の
整

備
、
水
門

機
能

等
の

点
検
、

通
信

及
び
輸

送
の

確
保

等
に
努

め
る
と

と
も

に
、
水
防

機
関
に

出
動

の
準

備
を

さ
せ

る
必

要
が
あ

る
旨

を
警

告
す

る
も
の

 

 出
 
 

動
 

水
防

機
関

が
出
動

す
る
必

要
が

あ
る
旨

を
警
告

す
る

も
の

 

 指
 
 

示
 

水
位

、
耐

水
時
間

そ
の

他
水
防

活
動

上
必

要
な

状
況

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、
越
水
、
漏

水
法

崩
、
亀

裂
そ
の

他
、
河

川
状
況

よ
り

警
戒
を

必
要

と
す

る
事

項
を

指
摘
し

て
警
告

す

る
も

の
。

 

 
 解

 
 

除
 

水
防

活
動

を
必

要
と

す
る

出
水

状
況

が
解

消
し

た
旨

及
び

当
該

基
準

水
位

観
測

所
名

に

よ
る

一
連

の
水
防

警
報
を

解
除

す
る
旨

を
通
知

す
る

も
の
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（
イ

）
水

防
警
報

の
発
表

 

種
 

類
 

発
 

 
 

表
 
 

 
基
 

 
 

準
 

 待
 

 
機

 
 気

象
予
報

、
警

報
及

び
河

川
状
況

に
よ

り
、

特
に
必

要
と

認
め

る
と

き
 

 準
 

 
備

 
 雨

量
、
水

位
、

流
量

そ
の

他
河
川

の
状

況
に

よ
り
必

要
と

認
め

る
と

き
 

 出
 

 
動

 
 洪

水
注
意

報
等

に
よ

り
、

ま
た
は

、
水

位
、

流
量
そ

の
他

河
川

の
状

況
に
よ

り
、

犯
 

濫
注

意
水

位
（
警

戒
水
位

）
を

超
え

る
恐
れ

が
あ
る

と
き

 

 指
 

 
示

 
 洪

水
警
報
に
よ
り
、
ま
た
は
、
既
に
氾
濫
注
意
水
位
（

警
戒

水
位
）
を
超
え
、
災
害
の
お
こ
る
恐

れ
が
あ
る
と
き
 

 解
 

 
除

 

 犯
濫

注
意

水
位
（
警

戒
水
位

）
以

下
に
下

降
し
た

と
き

、
ま
た

は
、
氾

濫
注

意
水

位
（

警

戒
水

位
）
以

上
で

あ
っ

て
も

水
防

作
業
を

必
要

と
す
る

河
川

状
況

が
解

消
し
た

と
認

め
る

と
き

 

  （
４

）
水

防
警

報
の

通
知

 

河
川

名
 

観
測

所
名

 
発
報

担
当

者
 

受
報

担
当

者
 

通
信

連
絡

方
法
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士
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甲
府

河
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国
道
事

務
所

 

流
域

治
水

課
長

 

 静
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県
河

川
砂

防
局

長
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
 

電
話
 

 富
士

土
木

事
務

所
長

 
Ｆ

Ａ
Ｘ

 

電
話
 

 静
岡

土
木

事
務

所
長

 
Ｆ

Ａ
Ｘ

 

電
話
 

  （
５

）
対

象
水

位
観

測
所

及
び

関
係
水

防
管
理

者
 

河
川

名
 

観
測

所
名

 
関
係

県
 

関
係

水
防

管
理

団
者

 

富
 
士
 
川

 
松

 
 
岡

 
静
岡

県
 

富
士

市
長

、
富
士

宮
市

長
、

静
岡

市
長

 

  （
６

）
水

防
警

報
通

報
伝

達
系

統
図
 

              

甲
府

河
川

国
道

事
務

所
 

 
県
水
防
本
部
 

 

気
象

台
 

 県
警

本
部

 
 報

道
機

関
 

 富
士

市
 

 
富
士
土
木
事
務
所
 

 
甲

府
河
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国

道
事

務
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富
士
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流
出

張
所
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行
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  （
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水

防
警

報
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対
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波
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観
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岸
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観
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所
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所
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所
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地
 

位
 

置
 

現
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防
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富
士

海
岸

 

鮫
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沼
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鮫
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水

防
警

報
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種
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発
表
基

準
 

 
（

ア
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水
防

警
報

（
高

潮
）

の
種
類

、
内
容

 

種
類

 
内
 

 
 

 
容

 

待
機

・
準

備
 

水
防

団
及

び
消

防
機

関
が

出
動

で
き

る
よ

う
に

待
機

及
び

出
動

の
準

備
が

あ
る

旨
を

警

告
し

、
水

防
に
関

す
る
情

報
連
絡

、
水
防

資
機
材

の
整

備
、
水

門
機
能

等
の
点

検
、
通

信

及
び

輸
送

の
確
保

等
に
努

め
る

。
 

出
 

動
 

水
防

団
及

び
消
防

機
関

が
出
動

す
る
必

要
が
あ

る
旨

を
連

絡
す

る
も
の

 

距
離

確
保

 

準
備

 

激
し

い
越

波
が
発

生
す
る

危
険

が
迫

っ
て

い
る

こ
と

を
警

告
し

、
越

波
か
ら
身

の
安

全
が

十
分

に
確

保
で
き

る
よ
う

海
岸

か
ら

の
距

離
を

確
保

し
な

が
ら

、
避

難
誘
導
・
浸

水
対
策

等
の

水
防

活
動
を

行
う
準

備
を

指
示

す
る

も
の

 

距
離

確
保

 

激
し

い
越

波
の
発

生
を
警

告
す

る
と

と
も

に
、
越
波

か
ら
身

の
安

全
が

十
分
に

確
保
で

き

る
よ

う
海

岸
か
ら

の
距
離

を
確

保
し

な
が

ら
、
避

難
誘

導
・
浸

水
対
策

等
の
水

防
活
動

を

行
う

旨
を

指
示
す

る
も
の

 

距
離

確
保

 

解
除

 

激
し

い
越

波
の
恐

れ
が
無

く
な

っ
た

旨
の

通
知

を
す

る
一

方
で

、
水

防
活
動
が

必
要

な
箇

所
及

び
状

況
を
示

し
、
そ

の
対

応
策

を
指

示
す

る
。

 

解
除

 
激
し

い
越

波
の
発

生
の
恐

れ
が

無
く

な
っ

た
と

と
も

に
、
更

に
水

防
活

動
を
必

要
と
す

る

状
況

が
解

消
し
た

旨
、
及

び
一

連
の

水
防

活
動

警
報

を
解

除
す

る
旨

を
通

告
す

る
も

の
 

   

資
料
１
０

－
８

 

   
（

イ
）

水
防

警
報

（
高

潮
）

の
発
表

基
準

 

種
類

 
富
 

士
 

海
 

岸
 

待
機

・
準

備
 

・
静
岡

地
方

気
象

台
よ

り
、
富

士
山

南
東

、
南

西
で

波
浪

警
報

が
発

表
さ

れ
、
さ
ら

に
鮫

島
観

測
所

で
有
義

波
高

3
.0

ｍ
以

上
、
ま

た
は
石

廊
崎

観
測
所

で
有

義
波
高

4
.
5
ｍ
以

上

が
観

測
さ

れ
た
と

き
 

・
気

象
情

報
、
C
C
T
V
情
報

等
を

勘
案

し
て

発
令

が
必
要

と
判
断

さ
れ

る
と

き
 

出
 

動
 

・
気

象
情

報
（
台

風
進

路
予
測

等
）

よ
り

、
今

後
、

鮫
島

観
測

所
の

有
義
波

高
が

5
ｍ
以

上
に

な
る

と
予
想

さ
れ

、
さ
ら

に
C
C
T
V
情

報
等
に

よ
り
水

防
団

の
出

動
が
必

要
と
判

断

さ
れ

る
と

き
 

距
離
確

保
 

準
備

 

・
鮫
島

観
測

所
で

有
義

波
高

5ｍ
以

上
が

観
測

さ
れ
、
さ

ら
に
気

象
情

報
、
C
C
T
V
情

報
等

を
勘

案
し

て
発
令

が
必

要
と
判

断
さ

れ
る

と
き

 

・
気

象
情
報

、
C
C
T
V
情

報
等

に
よ
り

、
越
波

の
発
生

が
迫
っ

て
き

た
と

判
断
さ

れ
る
と

き
 

距
離
確

保
 

・
鮫
島

観
測

所
で

有
義

波
高

7ｍ
以

上
が

観
測

さ
れ
、
さ

ら
に
気

象
情

報
、
C
C
T
V
情

報
等

に
よ

り
、

発
令
が

必
要

と
判
断

さ
れ

る
と

き
 

・
越
波

発
生

が
確

認
或
い

は
判

断
さ
れ

、
越

波
又
は

そ
の
流

水
等

で
水

防
活
動

を
実
施

す

る
上

で
危

険
な
範

囲
が

生
じ
る

と
判

断
さ

れ
る

と
き

 

距
離
確

保
 

解
除

 

・
鮫
島

観
測

所
で

、
有
義

波
高

7
ｍ
を

下
回

り
、
気

象
情

報
、
C
C
T
V
情

報
等
を

勘
案

し
て

、

水
防

活
動

を
実
施

す
る

上
で
、
激

し
い

越
波

に
よ
る

危
険
が

解
消

し
た

と
判
断

さ
れ
る

と

き
 

解
除

 
・
鮫

島
観

測
所
で

有
義

波
高

3
ｍ
を

下
回
り

、
気
象

情
報

、
C
C
T
V
情

報
等

を
勘

案
し
て

、

水
防

活
動

を
必
要

と
す

る
状
況

が
解

消
し

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
 

 （
５

）
水

防
警

報
（

津
波

）
の

種
類
、

内
容
、

発
表

基
準

 

種
類

 
内

容
 

発
表

基
準

 

出
動

 

水
防

機
関

が
出

動
す

る
必

要
が

あ
る

旨
を

警
告

す
る

も
の

 

津
波

警
報

が
発
表

さ
れ
る

等
、
水

防
作

業
が

安
全

に
行

え
る
状

態
で
、
か

つ
、
必

要
と
認

め
る

と
き

 

解
除

 

水
防

活
動

の
必

要
が

解
消

し
た

旨
を

通
告

す
る

も
の

 

１
）
気
象

庁
か
ら

津
波

注
意

報
や

警
報

が
解

除
さ

れ
た

と
き

 

２
）
水
防

活
動
の

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

な
く

な
っ

た
と
き

 

   （
６

）
水

防
警

報
を

発
令

し
な

い
場
合

の
処
置

 

 
 

 
理

由
を
付
し

、
関

係
者

に
通
知

す
る
。

 

 
 



資
料
１
０

－
８

 

  （
７

）
水

防
警

報
連

絡
系

統
図

 

 
（

海
岸

）
 

       
（

河
川

）
 

沼
津

河
川

国
道
事

務
所

 
（

洪
水
予

報
室
）

 
 

電
 
0
5
5
-9

3
4
-
2
0
1
2
 

 
F
A
X 
0
5
5
-9

3
4
-
2
0
1
4
 

県
河
川
砂
防
局
 

（
県
水
防
本
部
）
 

電
 

05
4-

22
1-

32
59

 
FA

X 
05

4-
27

2-
84

51
(S

IP
OS

) 
FA

X 
05

4-
22

1-
32

60
(直

) 

県
危

機
対

策
課

 
電
 

0
5
4-

2
2
1
-
20

72
 

F
AX
 
0
5
4-

2
2
1
-
32

52
 

報
道

機
関

等
 

田
子
の
浦
港
管
理
事
務
所
 

電
 

05
4
5
-
33

-
0
4
9
8
 

F
A
X 

05
4
5
-
33

-
1
0
0
9
 

静
岡

地
方

気
象
台

 
電
 

0
5
4-

2
8
6
-
34

11
 

F
AX
 
0
5
4-

2
8
3
-
69

22
 

県
警

察
本

部
災
害

対
策
課

 
電
 

0
5
4-

2
7
1
-
01

10
 

（
内

6
3
21

）
 

F
AX
 
0
5
4-

2
5
5
-
03

91
 

富
士

市
河

川
課

 
電
 

0
5
45

-
5
5
-
27

21
 

 
 

0
5
45

-
5
1
-
01

23
(
代
)
 

F
AX
 
0
5
45

-
5
1
-
03

60
 

富
士
土
木
事
務
所
 

電
 
0
5
4
5
-6
5
-
2
2
37

 
F
A
X 
0
5
4
5
-6
5
-
2
2
94
(
直
)
 

沼
津
土
木
事
務
所
 

 
電

 
0
5
5
-9
2
0
-
2
21

3
 

 
FA

X 
0
5
5
-9

2
2
-
2
38

3
 

沼
津

市
河

川
課

 
電
 

0
5
5-

9
3
4
-
25

31
 

F
AX
 
0
5
5-

9
3
4
-
66

88
 

東
部

地
域

局
 

電
 

05
5
-
9
2
0
-2
0
0
2
 

F
A
X
 
05
5
-
9
2
0
-2
0
0
9
 

甲
府

河
川

国
道
事

務
所

 
（

流
域
治

水
課
）

 
 

電
 
0
5
5
-2

5
2
-
8
8
8
5
 

 
直

 
0
5
5
-2

5
3
-
5
6
8
3
 

 
F
A
X 
0
5
5
-2

5
1
-
1
1
7
1
 

資
料
１
０

－
９
 

 

知
事

が
行

う
水
防

警
報
と
そ
の

措
置
 

 （
１

）
水
防
警
報
を
行
う

河
川

名
と
そ

の
区
域
 

 
水

防
警

報
計

画
名
 

河
川
名
 

区
 
 
 
 
 
 
域
 

区
域
延

長
 

潤
井

川
水

防
 

警
報

計
画
 

潤
井
川
 

幹
 
川
 
 
左
岸

 
富

士
市
久

沢
龍
巌

橋
か

ら
海
ま
で
 

 
右
岸

 
富

士
市
岩

本
字
滝

戸
龍

巌
橋
か
ら
海
ま

で
 

6
,
0
00
ｍ
 

潤
井
川
 

(
津
波
) 

幹
 

川
 
 
左
岸

 
富

士
市
伝

法
潤
井

川
橋

か
ら
海
ま
で
 

 
右
岸

 
富

士
市
本

市
場
新

田
潤

井
川
橋
か
ら
海

ま
で
 

5
,
0
00
ｍ
 

 
 

 
 

（
２

）
水
防
警
報
発
令
及

び
解

除
の
基

準
（
洪

水
）
 

 
種

類
 

内
容

 
発

表
基

準
 

準
備
 

水
防

に
関

す
る
情

報
連
絡
、
水

防
資

器
材

の
整

備
、

水
門
機

能
等
の
点
検

、
通

信
及

び
輸

送
の

確
保
等

に
努
め
る
と

と
も

に
、

水
防

機
関

に
出
動

の
準
備
を
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
旨

を
警
告

す
る
も
の
 

潤
井
川

橋
水
位

観
測

所
の
水

位
が
氾

濫
注

意
水
位

（
警
戒

水
位

2.
30
ｍ

）
に
達
し
、
な

お
上

昇
の
恐

れ
が
あ

り
か
つ

出
動

の
必
要

が
予
測

さ
れ

る
と
き
 

出
動
 

水
防

機
関

が
出
動

す
る
必
要
が

あ
る

旨
を

警
告

す
る

も
の
 

 

潤
井
川

橋
水
位

観
測

所
の
水

位
が
氾

濫
注

意
水
位

（
警
戒

水
位
）

を
超

え
、
な

お
上
昇

し
て

出
動
の

必
要
を

認
め
る

と
き
 

解
除
 

水
防

活
動

を
必
要

と
す
る
出
水

状
況

が
解

消
し

た
旨

及
び
当

該
基
準
水
位

観
測

所
名

に
よ

る
一

連
の
水

防
警
報
を
解

除
す

る
旨

を
通

知
す

る
も
の
 

潤
井
川

橋
水
位

観
測

所
の
水

位
が
氾

濫
注

意
水
位

（
警
戒

水
位
）

以
下

に
下
降

し
た
と

き
、

ま
た

は
、
氾

濫
注
意

水
位

（
警
戒

水
位
）

以
上

で
あ
っ

て
も
水

防
作
業

を
必

要
と
す

る
河
川

状
況

が
解
消

し
た
と

認
め
る

と
き
 

情
報
 

水
防

活
動

上
必
要

と
す
る
水
位

、
そ

の
他

河
川

の
状

況
を
通

知
す
る
も
の
 

気
象
予

警
報
及

び
河

川
状
況

に
よ
り

、
特

に
必
要

と
認
め

る
と
き
 

 （
３

）
水
防
警
報
発
令
及

び
解

除
の
基

準
（
津

波
）
 

 
種
類
 

内
容
 

発
表
基

準
 

出
動
 

 水
防

機
関

が
出
動

す
る
必
要
が

あ
る

旨
を

警
告

す
る

も
の
 

 

 津
波
警

報
が
解

除
さ

れ
る
等

、
水
防

作
業

が
安
全

に
行
え

る
状
態

で
、

か
つ
、

必
要
と

認
め

る
と
き
 

 

解
除
 

水
防

活
動

の
必
要

が
解
消
し
た

旨
を

通
告

す
る

も
の
 

１
）
気

象
庁
か

ら
津

波
注
意

報
や
警

報
が

解
除
さ

れ
た
と

き
 

２
）
水

防
活
動

の
必

要
が
あ

る
と
認

め
ら

れ
な
く

な
っ
た

と
き
 

   



資
料
１
０

－
９

 

 

（
４

）
水

防
警
報

の
対
象

水
位

観
測
所
 

 

河
川
名
 
観
測
所
名
 
事

務
所

名
 

所
在
地
 

位
 

置
 

水
防
団
 

待
機
水
位
 犯

濫
注
意
 

水
位
 

既
往
最
 

高
水
位
 現

 
況
 

堤
防
高
 

堤
 
内
 

地
盤
高
 

潤
井
川
 
潤
井
川
橋
 
富

士
土

木
 

富
士

市
蓼

原
 
河
口

か
ら
 

3
.5

㎞
 

1.
8
0 

2
.
30
 

3.
7
0 

左
6
.
3 

右
5
.
5 

左
2.
4 

右
3.
7 

  （
５

）
水

防
警
報

発
表
者
 

 
河
川

名
 

発
 
表
 

者
 

責
任
者
官

職
名
 

 

潤
 井

 
川
 

富
士
土
木

事
務
所
 

富
士

土
木
事
務
所

長
 

  （
６

）
水

防
の
警

報
の
通

知
 

 
河
川

名
 

観
測
所
名
 

発
報
担

当
者
 

受
報
担

当
者
 

連
 
絡

 
方
 

法
 

発
報
担
当
者
 

受
報
担
当

者
 

潤
井

川
 

潤
井
川
橋
 

富
士
土

木
事
務

所
長
 

富
士
市
長
 

0
54
5
-6
5
-
22
37
 

0
5
4
5-
5
1
-2
7
21
 

 （
７

）
参

考
 

水
防
団
待

機
水
位

（
通
報
水
位

）
及
び

氾
濫
注

意
水

位
（
警
戒

水
位

）
一
覧

表
（
県
土
木

水
位
観
測
所
）
 

観
 測

 所
 

河
 川

 
位

 置
 

水
防

団
待

機
（
警
戒
）
 

氾
濫
注
意

（
警
戒
）
 

避
難
 

判
断
 

氾
濫
 

危
険
 

種
 
別
 

観
 
測
 

者
 

氏
 
名
 

電
 
話
 

潤
井

川
橋

 
潤

井
川

 
蓼

 
原
 

1
.
8
0
m 

2
.
3
0
m 

 
3
.
8
0
m
 

自
記
(
テ
レ

) 
富
士
土
木
 

6
5
-
22
3
7 

山
本

橋
 

〃
 

天
 
間

 
(
1
.
1
0)
 

(
1
.
8
0)
 

 
 

〃
 

〃
 

〃
 

河
合

橋
 

沼
 
川
 

鈴
 
川

 
2
.
1
0 

2
.
5
0 

 
2
.
9
8 

〃
 

〃
 

〃
 

和
田

川
 

和
田
川

 
今

 
泉
 

0
.
9
2 

1
.
7
2 

 
 

〃
 

〃
 

〃
 

伝
法

沢
川

 
伝

法
沢

川
 

伝
 
法
 

 
 

 
 

〃
 

〃
 

〃
 

伝
法
沢

川
調

整
池

 
伝

法
沢

川
 

伝
 
法
 

 
 

 
 

〃
 

〃
 

〃
 

小
潤

井
川
 

小
潤
井

川
 
永

田
北

町
 

1
.
3
0 

1
.
8
0 

 
2
.
3
5
 

〃
 

〃
 

〃
 

原
田

橋
 

滝
 
川

 
原

 
田
 

 
 

 
 

〃
 

〃
 

〃
 

花
守

橋
 

赤
淵
川

 
中

里
 

1
.
3
3 

2
.
8
4 

3
.
1
9 

3
.
3
4 

〃
 

〃
 

〃
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料
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１
０
 

 

○
○
川
 氾

濫
危
険
水
位
(洪

水
特
別
警
戒
水
位
)情

報
 

  

令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
 

○
○

時
 
○

○
 
分

 
発

表
 

○
○

 土
木
事
務
所
 

  【
主
文
】
 

○
○
水
系
○
○
川
は
、
○
○
日
○
○
時
○
○
分
に
、
○
○
市
○
○
の
○
○
水
位
観
測
所
で
、
市
長
の
避
難

指
示
等
の
発
令
判
断
の
目
安
で
あ
る
、
氾
濫
危
険
水
位

(洪
水
特
別
警
戒
水
位

)○
○
mに

達
し
ま
し
た
。
○
○

水
位
観
測
所
で
は

O時
～
O時

の
1時

間
に
約
O
m水

位
が
上
昇
し
、
引
き
続
き
水
位
が
上
昇
し
て
い
ま
す
。
 

  

そ
の
他
注
意
事
項
、
補
足
事
項
等
を
記
載
す
る
。
 

  【
参
考
情
報
】
 

○
○
水
位
観
測
所
 

(受
け
持
ち
区
間
 
: 

富
士
市
 
○
○
地
区

 ～
 □

□
町

 ○
○
地
区
) 

氾
濫
危
険
水
位

(洪
水
特
別
警
戒
水
位
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｍ
 

避
難
判
断
水
位
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｍ
 

氾
濫
注
意
水
位

(警
戒
水
位
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｍ
 

 

 
※
そ
の
他
、
本
川

(観
測
所
)の

水
位
状
況
、
洪
水
予
報
・
水
防
警
報
発
表
状
況
、
雨
量
状
況
等
の
参
考
精
 

報
を
記
載
す
る
。
 

     

  

  

問
い
合
わ
せ
先
 

静
岡
県
○
○
土
木
事
務
所
 

T
E
L：

○
○
○
-○

○
○
-○

○
○
○
 

F
A
X：

○
○
○
-○

○
○
-○

○
○
○
 

雨
量
・
水
位
情
報
は
、
下
記
サ
イ
ト
を
ご
参
照
願
い
ま
す
。
 

静
岡
県
土
木
総
合
防
災
情
報
「
サ
イ
ポ
ス
レ
ー
ダ
ー
」
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○
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○
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り
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09
44

横
割

3丁
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24
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育
事

業
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公
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）
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み
っ

こ
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南
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規
模

保
育

事
業

所
）

41
6-

09
44

横
割

5丁
目
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-1

○

25
共

同
生

活
援

助
（

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
）

グ
ル

ー
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ホ
ー

ム
新

富
士

寮
41

6-
09

44
横

割
5丁

目
1-

27
○

26
介

護
付

有
料

老
人

ホ
ー
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富

士
山

す
る

が
テ

ラ
ス

41
6-

09
23

横
割

本
町

1-
1

○

27
小

規
模

保
育

事
業

所
（

私
立

）
小

規
模

保
育

所
き

の
み

41
6-

09
23

横
割

本
町

1-
1 

ｿｼ
ｴﾙ

ふ
じ

20
2

○

28
住

宅
型

有
料

老
人

ホ
ー

ム
は

ー
と

ら
い

ふ
富

士
駅

前
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6-
09
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横

割
本

町
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症

対
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ハ
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ト
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ル
ホ

ー
ム
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加
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30
中

学
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富
士

川
第

一
中

学
校
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05

岩
淵
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○
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小

学
校

岩
松

北
小

学
校
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09
01

岩
本
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1
○
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所
介

護
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イ
サ
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ビ

ス
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ン
タ
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み

も
ざ
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岩
本
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1
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○
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放

課
後
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童
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ラ

ブ
岩
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北

児
童

ク
ラ

ブ
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東
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用
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設
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本
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後
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用
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本
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認

知
症

対
応

型
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同
生

活
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護
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ル
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プ
ホ

ー
ム

花
ご

ろ
も
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01

岩
本

23
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○

37
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

小
規

模
多

機
能

ホ
ー

ム
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ご
ろ

も
41

6-
09

01
岩

本
23

2-
2

○
○
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サ

ー
ビ

ス
付

き
高
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者

向
け

住
宅

サ
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齢
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向
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宅
菁
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ー
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09
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岩
本

23
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就

労
継

続
支

援
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型
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ビ
ッ

ト
富

士
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6-
09
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岩

本
37

7-
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○
○

40
認

定
こ

ど
も

園
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私
立
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定

こ
ど

も
園

曙
幼

稚
園

41
7-

00
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吉
原

4丁
目
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○

○
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子

育
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支
援

施
設
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○
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護
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ュ
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介
護
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○

43
認

知
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対
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介

護
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ミ
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こ
み

ち
学

院
41

7-
00

51
吉

原
5丁

目
9-

10
○

○
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放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
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き
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里
児
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西
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09
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宮
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○
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○

24
1

地
域

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

所
え

～
る

41
7-

00
01

比
奈

40
-1

○

24
2

日
中

一
時

支
援

事
業

所
ピ

ア
ケ

ア
41

7-
00

01
比

奈
40

-1
○

24
3

共
同

生
活

援
助

（
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

）
障

が
い

者
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

LI
H

W
A

41
7-

08
41

富
士

岡
14

87
-2

3
○

24
4

児
童

発
達

支
援

事
業

所
く

れ
よ

ん
41

7-
08

41
富

士
岡

20
-1

0
○

24
5

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

等
社

会
福

祉
セ

ン
タ

ー
東

部
市

民
プ

ラ
ザ

41
7-

08
41

富
士

岡
南

25
7-

2
○

24
6

子
育

て
支

援
施

設
ク

ロ
ー

バ
ー

41
6-

09
16

平
垣

14
1

○

24
7

認
定

こ
ど

も
園

（
私

立
）

(保
)す

み
れ

認
定

こ
ど

も
園

41
6-

09
16

平
垣

14
2

○

24
8

一
般

診
療

所
（

病
床

あ
り

）
宮

下
医

院
41

6-
09

13
平

垣
本

町
4-

1
○

24
9

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

リ
ア

ラ
イ

ズ
41

6-
09

13
平

垣
本

町
7-

20
 

サ
ニ

ー
ビ

ル
10

1
○

25
0

就
労

移
行

支
援

リ
ア

ラ
イ

ズ
41

6-
09

13
平

垣
本

町
7-

20
 

サ
ニ

ー
ビ

ル
10

1
○

25
1

児
童

発
達

支
援

事
業

所
エ

ミ
ナ

富
士

中
央

教
室

41
6-

09
51

米
之

宮
町

20
8

○
○

25
2

一
般

診
療

所
（

病
床

あ
り

）
た

む
ら

レ
デ

ィ
ー

ス
ク

リ
ニ

ッ
ク

41
6-

09
51

米
之

宮
町

25
0

○
○

25
3

小
学

校
富

士
中

央
小

学
校

41
6-

09
51

米
之

宮
町

29
5

○
○

25
4

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

富
士

北
児

童
ク

ラ
ブ

41
6-

09
51

米
之

宮
町

29
5

○
○

25
5

児
童

館
ぐ

る
ん

・
ぱ

 
よ

ね
の

み
や

41
6-

09
51

米
之

宮
町

30
3

○
○

25
6

短
期

入
所

生
活

介
護

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
・

シ
ャ

ロ
ー

ム
富

士
川

42
1-

33
01

北
松

野
10

71
○

25
7

通
所

介
護

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

 
に

こ
に

こ
ホ

ー
ム

42
1-

33
01

北
松

野
10

71
○

25
8

介
護

老
人

福
祉

施
設

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
ؙ

シ
ャ

ロ
ー

ム
富

士
川

42
1-

33
01

北
松

野
10

71
○

25
9

児
童

発
達

支
援

事
業

所
は

い
か

ら
41

6-
09

06
本

市
場

10
-1

○
26

0
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

は
い

か
ら

41
6-

09
06

本
市

場
10

-1
○

26
1

共
同

生
活

援
助

（
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

）
イ

コ
イ

41
6-

09
06

本
市

場
22

0-
15

○

26
2

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

富
士

か
じ

ま
児

童
ク

ラ
ブ

専
用

施
設

41
6-

09
06

本
市

場
27

3-
5

○

26
3

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

富
士

か
じ

ま
児

童
ク

ラ
ブ

（
小

学
校

内
）

41
6-

09
06

本
市

場
28

0-
2

○

26
4

小
学

校
富

士
第

一
小

学
校

41
6-

09
06

本
市

場
28

0-
2

○

26
5

子
育

て
支

援
施

設
カ

ス
タ

ネ
ッ

ト
41

6-
09

06
本

市
場

43
2-

1
○

○

26
6

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
リ

カ
バ

リ
ー

富
士

41
6-

09
54

本
市

場
町

76
2

○
○

26
7

住
宅

型
有

料
老

人
ホ

ー
ム

有
料

老
人

ホ
ー

ム
ؙ

Ｇ
Ｒ

Ａ
Ｎ

Ｄ
 Ｓ

Ｏ
Ｌ

Ｅ
Ｉ

Ｌ
41

6-
09

54
本

市
場

町
78

5
○

○

26
8

住
宅

型
有

料
老

人
ホ

ー
ム

は
ー

と
ら

い
ふ

富
士

本
市

場
41

6-
09

54
本

市
場

町
80

1
○

○

26
9

就
労

移
行

支
援

ア
ポ

ー
ヨ

富
士

41
6-

09
54

本
市

場
町

82
8

○
○

27
0

地
域

密
着

型
通

所
介

護
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
ま

ん
て

ん
星

41
6-

09
54

本
市

場
町

91
7

○
○

27
1

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
も

と
い

ち
ば

の
ま

ん
て

ん
星

41
6-

09
54

本
市

場
町

93
8

○
○

27
2

就
労

継
続

支
援

Ｂ
型

も
ち

づ
き

41
6-

09
14

本
町

15
-2

7 
ア

ー
バ

ン
マ

ン
シ

ョ
ン

1階
○

27
3

通
所

介
護

ヒ
ュ

ー
マ

ン
ヒ

ル
ズ

新
富

士
41

6-
09

32
柳

島
19

8-
3

○

27
4

生
活

介
護

ヒ
ュ

ー
マ

ン
ヒ

ル
ズ

新
富

士
41

6-
09

32
柳

島
19

8-
3

○
27

5
一

般
診

療
所

（
病

床
あ

り
）

⾧
野

医
院

41
6-

09
08

柚
木

24
2-

1
○

27
6

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
こ

こ
ろ

。
41

6-
09

09
松

岡
13

57
-3

○

27
7

就
労

継
続

支
援

Ｂ
型

は
な

い
ろ

41
6-

09
08

柚
木

31
7-

1
○

27
8

児
童

発
達

支
援

事
業

所
は

ぐ
く

み
ス

タ
ジ

オ
 

す
い

み
41

7-
00

49
緑

町
8-

8 
信

和
ビ

ル
Ⅱ

 1
階

○
27

9
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

は
ぐ

く
み

ス
タ

ジ
オ

 
す

い
み

41
7-

00
49

緑
町

8-
8 

信
和

ビ
ル

Ⅱ
 1

階
○

28
0

地
域

密
着

型
通

所
介

護
ミ

ル
ト

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

41
7-

00
13

鈴
川

中
町

4-
27

○
○

28
1

保
育

園
（

私
立

）
富

士
さ

く
ら

保
育

園
41

6-
09

31
蓼

原
11

3-
14

○

28
2

認
定

こ
ど

も
園

（
私

立
）

(幼
)富

士
中

央
幼

稚
園

41
6-

09
31

蓼
原

11
3-

15
○

28
3

小
規

模
保

育
事

業
所

（
私

立
）

富
士

に
じ

い
ろ

保
育

園
41

6-
09

31
蓼

原
18

6-
29

○
○

28
4

就
労

継
続

支
援

Ｂ
型

ポ
プ

リ
41

6-
09

31
蓼

原
20

2-
7

○
○

28
5

共
同

生
活

援
助

（
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

）
ソ

ー
シ

ャ
ル

イ
ン

ク
ル

ー
ホ

ー
ム

富
士

蓼
原

41
6-

09
31

蓼
原

69
2-

18
○

○

28
6

共
同

生
活

援
助

（
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

）
イ

コ
イ

41
6-

09
06

蓼
原

78
5-

22
○

○

28
7

保
育

園
（

公
立

）
蓼

原
保

育
園

41
6-

09
31

蓼
原

86
8-

7
○

○

28
8

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
 

て
あ

て
る

の
芽

富
士

41
6-

09
53

蓼
原

町
16

30
○

○
28

9
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
エ

ン
タ

ー
テ

イ
メ

ン
ト

ア
カ

デ
ミ

ー
で

じ
る

み
富

士
41

7-
00

52
中

央
町

2丁
目

2-
25

○
○

29
0

自
立

訓
練

（
機

能
訓

練
）

ヒ
ュ

ー
マ

ン
ヒ

ル
ズ

新
富

士
41

6-
09

32
柳

島
19

8-
3

○
29

1
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
あ

ゆ
み

41
7-

00
35

津
田

町
17

9-
1

○
○

29
2

短
期

入
所

M
G

 S
ty

le
富

士
川

成
新

町
41

6-
09

55
川

成
新

町
21

4-
2

○
29

3
自

立
訓

練
（

生
活

訓
練

）
就

労
移

行
支

援
事

業
所

gr
ow

th
41

7-
00

55
永

田
町

1丁
目

91
番

地
ス

ル
ガ

ビ
ル

2階
○

○
29

4
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
岳

南
ワ

ー
ク

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

富
士

41
7-

00
34

津
田

22
2-

1
○

○
29

5
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
ガ

ー
ベ

ラ
41

6-
09

32
柳

島
22

9-
6

○
29

6
児

童
発

達
支

援
事

業
所

エ
ミ

ナ
富

士
吉

原
教

室
41

7-
00

51
吉

原
2丁

目
13

番
8号

○
○

29
7

児
童

発
達

支
援

事
業

所
め

い
め

い
41

6-
09

43
下

横
割

21
5-

1
○

29
8

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
め

い
め

い
41

6-
09

43
下

横
割

21
5-

1
○
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洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設への情報伝達について 
 

 

 

 

 

 

 富士市役所 富士警察署 報道機関 

要配慮者利用施設 

ラジオ放送 

（コミュニティFM含む） 

TV（データ放送） 

水防団 消防団 同報無線 

戸別受信機 

    ・・・避難情報の伝達経路 

※要配慮者利用施設の管理者は、平時から情報を収集する手段を確保・確認しておくとともに、早めの避難行動をとれるよう、災害が予想 

される際には自ら積極的に情報を収集することが重要である。 

公式ウェブサイト 

SNS等 

電話 

メール 

無線機 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

１１．自主防災組織関係 
  



 









資
料
１
１

－
２
 

 

自
主

防
災
会

(組
織

)
の
規

約
と
任
務

分
担

 

 １
．

規
 
約

(
例

示
)
 

 
(
名
 
 
 
称
)
 

第
１

条
 
こ
の
会
は

、
 
 

 
 
 

 
 

 
 

自
主
防
災
会
(
以

下
「
本
会
」

と
い

う
。
)
と
称
す

る
。

 

 
(
事
務
所
の
所
在
地
)
 

第
２

条
 
本
会
の
事

務
所
は

、
 
 

 
 

 
 

 
 
 
に
お
く

。
 

 
(
目
 
 
 
的
)
 

第
３

条
 
本
会
は
、
 
 
の
隣

保
共

同
の

精
神

に
基
づ

く
自
主

的
な

防
災

活
動
を

行
う

こ
と

に
よ
り
、
地

震
そ

の
他

の

災
害
(
以
下
「
地
震
等

」
と
い

う
。

)に
よ

る
被

害
の

防
止

及
び
軽

減
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 
(
事
 
 
 
業
)
 

第
４

条
 
本
会
は
、

前
条
の

目
的
を

達
成

す
る

た
め
、
次
の
事

業
を

行
う
。

 

 
(
1
) 
防

災
に
関
す
る
知

識
の
普
及
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
(
2
) 
地

震
等
に
対
す
る

災
害
予
防
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
(
3
) 
地

震
等
の
発
生
等

に
お
け
る
情
報

の
収

集
、
伝
達

、
初
期

消
火

、
救
出

救
護
、
避
難
誘

導
等
応

急
対

策
に

関
す

る

こ
と

。
 

 
(
4
) 
防

災
訓
練
の
実
施

に
関
す
る
こ
と

。
 

 
(
5
) 
防

災
資
機
材
等
の

備
蓄
に
関
す
る

こ
と

。
 

 
(
6
) 
そ

の
他
本
会
の
目

的
を
達
成
す
る

た
め

に
必

要
な

事
項
。
 

 
(
会
 
 
 
員
)
 

第
５

条
 
本
会
は
、

 
 
 

 
 
内

に
あ

る
世

帯
を
も
っ
て
構

成
す

る
。
 

 
(
役
 
 
 
員
)
 

第
６

条
 
本
会
に
次

の
役
員

を
お
く

。
 

 
(
1
) 
会

長
 
 

１
名

 

 
(
2
) 
副

会
長
 
 

 
名

 

 
(
3
) 
防

災
委
員
 
 
 

名
 

 
(
4
) 
幹

事
 
 

 
名

 

 
(
5
) 
会

計
 
 

 
名

 

２
．

(1
)
、
(
2
)、

(
4)

、
(
5)
の
役
員
の

任
期
は

 
 

年
、
(
3
)
の
役

員
の

任
期
は

３
年
と

す
る
。

 

 
 

た
だ
し
、
再
任
は

妨
げ
な

い
。

 

 
(
役
員
の
選
出
)
 

第
７

条
 
会
長
は
、

 
 
 

 
 
長

を
も

っ
て

あ
て
る
。

 

２
．

副
会
長
は
、
 
 

 
 
 

長
が

 
 

 
 

 
民

の
う
ち

よ
り
選
任
す
る

。
 

３
．

防
災
委
員
は
、
 

 
 
 

 
長

が
 

 
 

 
 

民
の
う

ち
よ
り
選
任
す

る
。

 

４
．

幹
事
は
、
 
 
 

 
 
長

が
 

 
 

 
 

民
の

う
ち
よ

り
選
任
す
る
。

 

５
．

会
計
は
、
 
 
 

 
 
の

会
計

を
も

っ
て

あ
て

る
。

 

 
(
役
員
の
職
務
)
 

第
８

条
 
会
長
は
、

本
会
を

代
表
し

、
会

務
を

総
括
し
、
地
震

等
の

発
生
時

に
お
け
る

応
急

活
動

の
指

揮
命

令
を
行

う
。

 

２
．

副
会
長
は
、
会
長

を
補
佐

し
、

会
長
に
事
故
あ
る

と
き

は
、

そ
の

職
務

を
行
う

。
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３
．

防
災

委
員
は
、
会

長
、
副

会
長

の
相

談
役

、
補
完

役
を

努
め

る
。

 

４
．

幹
事

は
、
会
務
を

分
担
し

、
会

務
の

運
営

に
あ
た

る
。

 

５
．

会
計

は
、
会
計
事

務
を
担

当
す

る
。

 

 
(
会
 

 
 

議
)
 

第
９

条
 
会
議

は
、
役
員
会

と
し
、

役
員

の
半

数
以

上
の
出
席

が
な

け
れ
ば
開
く

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

 
(
防

災
計

画
) 

第
 
1
0 
条

 
本
会
は
、

地
震

等
に
よ

る
被

害
の

防
止
及
び

軽
減
を
図

る
た

め
、

防
災

計
画
を

作
成
す

る
。

 

２
．

防
災

計
画
は
、
次

の
事
項

に
つ

い
て

定
め

る
。

 

 
(
1
) 
地

震
等
の
発
生

に
対
処

す
る

防
災

組
織

の
編
成
及

び
任
務
分

担
に

関
す

る
こ

と
。
 

 
(
2
) 
防

災
知
識
の
普

及
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
(
3
) 
防

災
訓
練
の
実

施
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
(
4
) 
防

災
資
機
材
等

の
備
蓄

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
(
5
) 
そ

の
他
本
会
の

目
的
を

達
成

す
る

た
め

に
必
要
な

事
項
。
 

 
(
会
 

 
 

費
)
 

第
 
1
1 
条

 
本
会
の
会

費
は

、
役
員

会
の

議
決

を
経
て
別

に
定
め
る

。
 

 
(
経
 

 
 

費
)
 

第
 
1
2 
条

 
本
会
の
経

費
は

、
会
費

そ
の

他
に

よ
り
支
弁

す
る
。
 

 
(
会

計
年

度
) 

第
 
1
3 
条

 
会
計
年
度

は
、

毎
年
４

月
１

日
に

始
ま
り
、

翌
年
３
月

3
1日

に
終

わ
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
規

約
は
、
 
 

年
 
 

月
 

 
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

資
料
１
１

－
２
 

 

 

２
．

組
織
及

び
任
務

分
担

(
例
示
)
 

本   部  

会
長
 

副
会

長
 

防
災

委
員
 

本
部

付
 

会
計
及
び

 

班
長
以
外

 

の
幹
事
 

 
 
(
1
) 
防

災
組

織
の

編
成

及
び
任
務

分
担

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
(
2
) 
災
害
発
生
時
の
指

揮
及

び
防
災
訓

練
に
つ
い
て
の

総
括
に

関
 

 
 
す
る
こ
と
。

 

 
(
3
) 
会
の
経
理
に
関
す

る
こ

と
。

 

 
(
4
) 
防
災
資
機
材
の
あ

っ
せ

ん
及
び
備

蓄
等
に
関
す
る

こ
と
。

 

情 報 班  

班
長
 

(副
班
長

)
 

班
員
 

任
 
 

 
務
 
 
 
分

 
 

 
担

 

 
 

 
(
1
) 
市
地
域

担
当

部
○

○
地

区
班
と
の

連
絡

等
に

関
す

る
こ
と

。
 

 
(
2
) 
ラ
ジ
オ
、
市
広
報

等
に

よ
る
情
報

の
収
集
、
町
(
区

)
民
へ

の
 

 
 
伝
達
、
町
(区

)
内

被
害
状

況
等
の

把
握
に
関
す
る

こ
と

。
 

消 火 班 （ 消 火

 
 

  
(
1
) 
消
火
器

、
消

火
栓
等

に
よ

る
消
火

作
業

に
関

す
る

こ
と
。

 

 
(
2
) 
町
(区

)
民
の
消
火

作
業

等
の
指
導

教
育
に
関
す
る

こ
と
。

 

 
(
3
) 
消
防
機
材
の
点
検

整
備

に
関
す
る

こ
と
。

 

救 護 班  

 
 

  
(
1
) 
負
傷
者

の
救

出
救
護

お
よ

び
資
機

材
の

調
達

並
び

に
医
療

機
 

 
 
関
と
の
連
絡
等
に

関
す
る

こ
と
。

 

 
(
2
) 
町
(区

)
民
の
救
急

法
等

に
つ
い
て

の
指
導
教
育
に

関
す
る

 

 
 
こ
と
。

 

避 難 誘 導 班  

 
 

  
(
1
) 
集
合
場

所
及

び
避
難

場
所

の
選
定

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
(
2
) 
避
難
路
、
通
学
路

等
の

点
検
調
査

に
関
す
る
こ
と

。
 

 
(
3
) 

会
長

の
指

示
に

基
づ

く
町

(
区

)民
の

避
難
誘

導
に

関
す

る
こ

と
。
 

 
(
4
) 
避
難
訓
練
の
指
導

教
育

に
関
す
る

こ
と
。

 

給 食 給 水 班  

 
 

  
(
1
) 
町
(区

)
内
の

家
庭
又

は
市

等
か
ら

提
供

を
受

け
た

食
料
等

の
 

 
 
配
分
、
炊
き
出
し

等
に
よ

る
給
食

に
関
す
る
こ
と

。
 

 
(
2
) 
市
地
域
担
当
部
○

○
地

区
班
と
協

力
し
、
飲
料
水

の
確
保

、
 

 
 
給
水
に
関
す
る
こ

と
。

 

 



資
料
１
１

－
２

 
 

 

３
．
組

織
図
(
例
示
)
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
本

 
 
 

 
 

部
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
情

 
 
報

 
 

班
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
消

 
 
火

 
 

班
(
消
火
隊

)
 

会
 

 
長

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
※

 
可

搬
式

消
防
ポ
ン

プ
を
所

有
す
る

組
織

は
、
消
火
隊
を
編

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

成
し

て
お

く
。

 

  
自

主
防

災
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
救

 
 
護

 
 

班
 

 
会

 
 

長
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
避

難
誘

導
班

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
給

食
給

水
班

 

 

他
の

会
長

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
△
△

消
火

隊
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
(
２

組
織
以
上
で

編
成
す

る
場
合

の
消
火
隊

)
 

 

資
料
１
１

－
３

 
 

富
士
市

避
難
所

運
営

マ
ニ
ュ

ア
ル

 

 

｢
富
士

市
避

難
所

運
営

マ
ニ

ュ
ア

ル
｣
は

、
大

規
模

災
害

が
発

生
し
た
際
、
町

内
会

（
区

）
や
自

主
防
災

会
、

避
難
者

、

避
難

所
派
遣
職
員
（

市
職
員

）
、
施
設
管

理
者

等
が
協

力
し
、
円

滑
に
避
難
所

を
運
営
す
る

た
め

の
標
準

的
な

マ
ニ
ュ

ア

ル
と

し
て
作
成
し
ま
し
た

。
各
避
難
所

の
マ

ニ
ュ
ア
ル
を

作
成
す

る
場

合
は
、
地
域
や
避
難
所
と

な
る
施

設
の

実
情
に

合

わ
せ

て
内
容
を
見
直
し
、

記
載

内
容
を

追
加
・

修
正
し
て
く
だ

さ
い

。
 

 

な
お
、

避
難
所

運
営

マ
ニ
ュ

ア
ル
は

下
記

の
３
部

構
成
に

な
っ
て

お
り

ま
す
。
 

 【
共

通
版
】
 

 
 

 
【

運
営

班
の
業

務
】
 

 
 

【
様
式
集

】
 

             ・
富

士
市
避
難
所
運
営
マ

ニ
ュ

ア
ル
の

電
子
デ

ー
タ
 

【
富

士
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

】
 

ht
t
p
:/
/
w
ww
.c
i
t
y.
f
u
ji
.s
h
i
zu
ok
a
.
jp
/
s
p/
sa
f
e
ty
/
c0
10
4
/
rn
2
o
la
0
00
0
00
k
p
32
.h
t
m
l 

（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索

サ
イ

ト
で
｢
富
士

市
避
難

所
運

営
マ
ニ

ュ
ア

ル
｣で

検
索

で
き
ま

す
）
 



資
料
１
１

－
４

 

 

自
主
防

災
組
織
で
備

え
る
救

急
薬

品
 

（
１
組

織
1
0
0
世
帯

の
場

合
の
最

小
限
必

要
品

）
 

 

 
名

 
 
称

 
 

等
 

 数
 

 
量

 
 
名

 
 

称
 
 
等

 
 数

 
 
量

 

 

綿
 

 
 
 
 

 
 

 
花

 
(
5
0
0
ｇ

)
 

２
 

ハ
サ

ミ
 

３
 

殺
菌

消
毒

剤
 

1
0
 

ピ
ン

セ
ッ

ト
 

２
 

ガ
ー

ゼ
 

1
0
ｍ
 

ハ
 

 
ッ

 
 
プ
 

 
剤

 (
1
0
枚

入
) 

５
 

油
 

 
 
 

 
 

 
紙

 
(
２

枚
入

)
 

1
0
 

副
木

 
５

組
 

ホ
ワ

イ
ト

テ
ー

プ
 

1
0
 

硼
 

 
 

 
 

 
 
 

酸
 
(
分

 
包

) 
５
 

包
帯
(
巾

3
8
㎜
､
5
0
㎜
､
6
8
㎜
､
90

㎜
) 

各
５
 

カ
ナ

マ
イ

シ
ン

軟
膏

 
(
1
0
ｇ

入
)
 

５
 

三
角

布
 

1
0
 

 
 

 

資
料
１
１

－
５
 

 

富
士
市
自
主
防
災
組
織
防
災
器
材
購
入
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

 
昭

和
60

年
３

月
28

日
 

告
示

第
23

号
 

改
正
 

平
成
７

年
６

月
30

日
告

示
第

77
号

 
平
成

17
年
３
月

28
日
告

示
第

37
号

 
平
成

17
年
３
月

28
日
告

示
第

42
号

 
平
成

24
年
３
月

30
日
告

示
第

48
号

 
平
成

25
年
３
月

29
日
告

示
第

32
号

 
平
成

27
年
３
月

31
日
告

示
第

65
号

 
平
成

28
年
３
月

30
日
告

示
第

42
号

 
平
成

30
年
３
月

30
日
告

示
第

52
号

 
平
成

31
年
３
月

29
日
告

示
第

48
号

 
令

和
２

年
３
月

26
日
告

示
第

37
号

 
令

和
３

年
３
月

31
日
告

示
第

49
号

 
令

和
４

年
３
月

30
日
告

示
第

51
号

 
（

趣
旨

）
 

第
１

条
 
こ
の
要
綱
は
、

地
域

住
民
の

安
全
を

確
保
し
、
地
震

等
の

災
害
に

対
処

す
る
た

め
に
防

災
器
材
を
購
入
す
る

自
主
防

災
組
織

に
対

す
る
補

助
金
の

交
付

に
つ
い

て
、
富

士
市
補

助
金

等
交
付

規
則
（

昭
和

42
年
富

士
市
規

則
第

28
号

）
に

よ
る
も

の
の

ほ
か
必

要
な
事

項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 
（

定
義

）
 

第
２

条
 
こ
の
要
綱
に
お

い
て

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る
用
語
の

意
義

は
、
そ

れ
ぞ

れ
当
該

各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

 
(1

) 
自
主
防
災
組

織
 
地

域
住
民

に
よ

り
自
主

的
に
結

成
さ
れ

た
防
災
の
た

め
の

組
織
で

市
長
の

認
め

た
も
の

を
い

う
。

 
(2

)  
防
災
器
材
 

別
表
に

定
め
る

も
の

を
い
う

。
 

（
交
付

の
対
象

）
 

第
３

条
 
補
助
金
の
交
付

の
対

象
と
な

る
経
費

は
、
防
災
器
材

の
購

入
に
要

す
る

費
用
（

以
下
「

購
入
費
」
と
い

う
。
）

と
す
る

。
た

だ
し
、

購
入
費

の
合

計
額
が

５
万
円

未
満
の

場
合

は
、
対

象
と
し

な
い

。
 

（
一
部
改
正
〔

平
成

７
年
告

示
77

号
・

25
年

32
号

〕
）

 
（

補
助

金
の
額

等
）

 
第
４

条
 
補
助
金
の
額
は

、
防

災
器
材

の
購
入

費
の
２
分
の
１

に
相

当
す
る

額
と

し
、
１

自
主
防

災
組
織
に
つ
き
、
年

額
30

万
円
を
限
度

と
す
る

。
た

だ
し
、

防
災
器

材
の

う
ち
小
型
可

搬
式
動
力
ポ

ン
プ
の

購
入

に
あ
つ

て
は
、
当
該

小

型
可
搬

式
動
力

ポ
ン

プ
の
購

入
費
が

60
万
円
を

超
え
る
場
合
に
は

、
年
額

40
万
円

を
限
度

と
す
る

。
 

（
一
部
改
正
〔

平
成

７
年
告

示
77

号
・
令
和
２
年

37
号
〕
）

 
（

交
付

の
申
請

）
 

第
５

条
 
補
助
金
の
交
付

の
申

請
を
し

よ
う
と

す
る
自
主
防
災

組
織

（
以
下

「
申

請
者
」

と
い
う

。
）
は
、
富
士
市
自

主
防
災

組
織
防

災
器

材
購
入

費
補
助

金
交

付
申
請

書
（
第

１
号
様

式
）

に
、
見

積
書
を

添
え

て
、
市

長
に
提
出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
２
 

前
項
の
申
請
は
、
毎

年
度

11
月

30
日
ま

で
に
行
う
も

の
と
す

る
。

た
だ
し

、
市
長

が
や

む
を
得
な
い
と
認
め
た
場

合
に
は

、
こ
の

限
り

で
な
い

。
 

（
一
部
改
正
〔

平
成

25
年
告
示

32
号
・

27
年

65
号
〕

）
 

（
交
付

の
決
定

）
 

第
６

条
 
市
長
は
、
補
助

金
の

交
付
の

申
請
が

あ
つ
た
と
き
は

、
そ

の
内
容

を
審

査
し
、

適
当
と

認
め
る
も
の
に
つ
い

て
、
補

助
金
の

交
付

の
決
定

を
す
る

も
の

と
す
る

。
 

（
決
定

の
通
知

）
 

第
７

条
 
市
長
は
、
補
助

金
の

交
付
の

決
定
を

し
た
と
き
は
、

富
士

市
自
主

防
災

組
織
防

災
器
材

購
入
費
補
助
金
交
付

決
定
通

知
書
（

第
２

号
様
式

）
に
よ

り
、

申
請
者

に
通
知

す
る
も

の
と

す
る
。

 
（

完
了

報
告
）

 
第
８

条
 
補
助
金
交
付
の

決
定

の
通
知

を
受
け

防
災
器
材
の
購

入
を

行
う
自

主
防

災
組
織

（
以
下

「
購
入
者
」
と
い

う
。
）

は
、
防

災
器

材
の
購

入
が
完

了
し

た
と
き

は
、
速

や
か
に

富
士

市
自
主

防
災
組

織
防

災
器
材

購
入
完
了
報
告

書
（
第

３
号
様

式
）

に
、
次

に
掲
げ

る
書

類
を
添

え
て
、

市
長
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 



資
料
１
１

－
５

 

 

(1
) 

保
管
又
は
配

置
し
た

場
所
を

明
ら
か
に
し

た
も
の

 
(2

) 
領
収
書
の
写

し
 

(3
)  

納
品
書
の
写

し
 

(4
)  

購
入
し
た
防

災
器
材

の
写
真

 
（

一
部

改
正
〔
平
成

27
年
告
示

65
号
〕

）
 

（
補
助

金
の
額

の
確
定
）

 
第
９

条
 

市
長
は

、
前
条

の
規

定
に
よ
る
報
告

を
受

け
た
場
合
に
お

い
て
は
、
そ

の
内
容

を
審
査
し
、
必
要
に

応
じ
調

査
等
を

行
い
、

交
付
す
べ
き

補
助
金

の
額
を
確
定

し
た
と

き
は
、
富
士

市
自
主

防
災
組

織
防

災
器
材
購
入
費
補
助
金

確
定
通

知
書
（

第
４
号
様
式

）
に
よ

り
、
購
入
者

に
通
知

す
る
も
の
と

す
る
。

 
（

報
告

）
 

第
10

条
 
市
長

は
、

必
要
が
あ
る
と
認
め

た
と

き
は
、
補
助
金

の
使
途
の
状

況
に
つ
い
て

、
報
告
を
求
め
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
（

委
任

）
 

第
11

条
 
こ
の

要
綱

に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
必

要
な
事
項
は
、

市
長
が
別
に

定
め
る
。

 
附
 
則

 
こ

の
要

綱
は
、

昭
和

60
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

平
成
７

年
６
月

30
日
告
示
第

77
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

公
示
の
日
か

ら
施
行

し
、
改
正
後

の
富
士

市
自
主
防
災

組
織
防

災
器
材

購
入

費
補
助
金
交
付
要
綱
の

規
定

は
、

平
成
７

年
４
月

１
日

か
ら
適
用
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成

17
年

３
月

28
日

告
示
第

37
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

17
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

平
成

17
年

３
月

28
日

告
示
第

42
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

17
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

平
成

24
年

３
月

30
日

告
示
第

48
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

24
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

平
成

25
年

３
月

29
日

告
示
第

32
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

25
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

平
成

27
年

３
月

31
日

告
示
第

65
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

27
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

平
成

28
年

３
月

30
日

告
示
第

42
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

28
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

平
成

30
年

３
月

30
日

告
示
第

52
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

30
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

平
成

31
年

３
月

29
日

告
示
第

48
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

31
年

４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。

 
附
 
則
（

令
和
２

年
３
月

26
日
告
示
第

37
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

令
和
２
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 
附
 
則
（

令
和
３

年
３
月

31
日
告
示
第

49
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

令
和
３
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 
附
 
則
（

令
和
４

年
３
月

30
日
告
示
第

51
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、

令
和
４
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。

 
 

別
表

（
第

２
条
関

係
）

 
（

全
部

改
正
〔
平
成

25
年
告
示

32
号
〕

、
一
部

改
正
〔
平
成

27
年
告
示

65
号
・

28
年

42
号
・

30
年

52
号
・

31
年

48
号

・
令
和
２

年
37

号
・
令

和
３

年
49

号
〕

）
 

情
報

伝
達
に
係
る

も
の

 
無
線
機

器
、
電

池
式

拡
声
器

 
初
期

消
火
に
係
る

も
の

 
小
型
可

搬
式
動

力
ポ

ン
プ
、
消
防
用
ホ
ー

ス
、
消

防
用
ホ
ー
ス
格

納
箱

、
消
火

器
（
薬

剤
の
詰

め
替

え
を
含
む
。
）
、
消

火
器
格

納
箱
、
消
防
用

ホ
ー

ス
筒

先
、
地

下
式
消

火
栓

等
蓋
開
工
具
、
訓
練

用
水
消

火
器

 
救
助

に
係
る
も
の

 
リ
ヤ
カ

ー
、
一

輪
車

、
台
車
、
チ
ェ
ン
ソ

ー
、
担

架
、
ジ
ャ
ッ
キ

、
車

椅
子

（
車
椅

子
用
補

助
具

を
含
む
。
）

 
避
難

生
活
に
係
る

も
の

 
防
災
倉

庫
、
発

動
発

電
機
、
非
常
用
蓄
電

池
、
浄

水
機
、
避
難
生

活
用

テ
ン

ト
、
避

難
生
活

用
ベ

ッ
ド
、
パ
ー
テ
ィ
シ

ョ
ン
、

毛
布
、
投
光
機

、
強

力
ラ
イ

資
料
１
１

－
５
 

 

ト
、
組
立
水
槽

、
井

戸
用
ポ

ン
プ
、

仮
設

ト
イ
レ

（
非
常

用
排
便

収
納
袋
を
含

む
。
）
、
炊
き

出
し

用
か
ま

ど
、
炊

き
出

し
用
釜

（
炊
き

出
し
用

か
ま
ど
と
同

時
に
購
入
す
る

場
合

に
限
る

。
）
、

非
常

用
食
糧

（
賞
味

期
限
が

3
年

以
上
で

あ
る
も
の
）
、

非
常

用
飲
料

（
賞
味

期
限

が
3
年
以

上
で

あ
る
も

の
）

 
風
水
害
に
係
る
も
の

 
土

の
う
袋
、
防

水
シ

ー
ト
、

ロ
ー
プ

 
 



資
料
１
１

－
６

 

 

富
士
市

自
主

防
災
組
織
運
営

補
助

金
交
付
要

綱
 

 

昭
和
５
９
年
３
月
２
９
日
 

告
示

第
２

７
号
 

（
趣

 
 

 
旨
）

 

第
１

条
 
こ
の

要
綱
は
、
地
域

住
民

の
安

全
を

確
保
し
、
地

震
等

の
災
害
に
対

処
す

る
た
め

に
防
災
活
動
を

行
う
自
主

防
災

組
織
に

対
す

る
補

助
金

の
交

付
に

つ
い
て

、
富
士

市
補
助

金
等
交

付
規

則
（

昭
和

4
2
年

富
士
市
規

則
第

2
8
号
）

に
よ
る

も
の
の
ほ

か
必

要
な
事

項
を
定

め
る
も

の
と
す

る
。

 

（
定

 
 

 
義
）

 

第
２

条
 
こ
の

要
綱
に
お
い

て
「
自

主
防
災

組
織

」
と
は

、
地
域

住
民
に
よ
り

自
主

的
に
結

成
さ
れ
た
防
災

の
た
め
の

組
織
で

市
長
の
認

め
た

も
の
を

い
う
。

 

（
交

付
の

対
象
）
 

第
３

条
 
補
助

金
の
交

付
の

対
象
と
な
る
経

費
は
、
消

耗
品
費

、
備
品

費
、
印
刷
製
本

費
、
報

償
費
そ
の
他
の
市
長

が

自
主
防

災
組
織
の
運

営
に

必
要
と
認
め

た
費
用

と
す
る
。
 

（
補

助
金

の
額
）

 

第
４

条
 
補
助

金
の
額
は
、
前

条
の

経
費
の

合
計

額
と

し
、
１

自
主

防
災
組

織
に

つ
き
、
自
主
防

災
組
織
を
構
成

す
る

世
帯
の
数

に
1
5
0円

を
乗
じ

て
得

た
額
に

１
万
5
,
00
0
円

を
加

え
た

額
を

限
度

と
す
る

。
 

（
交

付
の

申
請
）

 

第
５

条
 
補
助

金
の
交
付
を

受
け
よ

う
と

す
る

自
主

防
災
組
織
（
以

下
「

申
請
者

」
と

い
う

。
）
は

、
富
士
市
自
主

防

災
組
織

運
営
補
助

金
交

付
申
請

書
（
第

１
号
様

式
）
に
、

次
に
掲
げ

る
書
類
を

添
付

し
、
市
長

に
提
出

し
な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。

 

(
1
) 

収
支

予
算

書
 

(
2
) 

活
動

計
画

書
 

(
3
) 

任
務

分
担

表
 

（
交

付
の

決
定
）

 

第
６

条
 
市
長

は
、
前

条
の
規

定
に

基
づ
く
申
請

が
あ
つ
た

と
き

は
、
そ
の

内
容
を
審
査

し
、
交

付
す

る
こ
と
が
適

当

と
認
め

る
も
の
に

つ
い

て
は
、

交
付
の

決
定

を
し
、
富
士

市
自
主
防

災
組
織
運

営
補

助
金
交
付

決
定

通
知
書
（
第

２

号
様
式

）
に
よ
り

申
請

者
に
通

知
す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
実

績
報

告
）
 

第
７

条
 
補
助

金
の
交
付
の

決
定
を

受
け

た
自

主
防

災
組
織
は

、
市

長
が

別
に
定

め
る
日
ま

で
に
、
実

績
報
告
書
（
第

３
号
様

式
）
に
次

に
掲

げ
る
書

類
を
添

え
て
市

長
に
提

出
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

 

(
1
) 

収
支

決
算

書
 

(
2
) 

活
動

実
績

書
 

(
3
) 

領
収

書
の

写
し

 

(
4
) 

精
算

書
（

概
算

払
に

よ
り

補
助

金
の
交

付
を

受
け

た
場
合

に
限

る
。
）

 

（
補

助
金

の
額
の

確
定
）
 

第
８

条
 
市
長

は
、
前
条
の

規
定
に
よ
る

実
績
報
告
が

あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

を
審
査

し
、
交
付
す
べ

き
補
助
金

の
額
を

確
定
し
、
富

士
市
自

主
防

災
組
織
運
営
補

助
金
交
付
確

定
通
知
書
（
第

４
号

様
式
）
に
よ

り
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。
 

資
料
１
１

－
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（
報

 
 

 
告

）
 

第
９

条
 

市
長

は
必

要
が

あ
る
と

認
め

た
と
き

は
、
補

助
金

の
使
途

に
つ

い
て

の
報

告
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。  

（
委

 
 
 
任
）
 

第
１

０
条
 
こ
の
要
綱
に

定
め

る
も
の

の
ほ
か

必
要
な
事
項
は

、
市

長
が
別

に
定

め
る
。
 

 附
 

則
 

こ
の

要
綱
は
、
昭

和
5
9年

４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 

則
（
昭
和
6
0
年
３
月

28
日

告
示
第

22
号
）
 

１
 

こ
の
要
綱
は
、
昭
和

60
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す
る
。
 

２
 

改
正
後
の
富
士
市
自

主
防

災
組
織

運
営
補

助
金
交
付
要
綱

の
規

定
は

、
施
行
日
以
後
の

申
請

に
係
る

補
助
金

か
ら

適

用
し
、

施
行
日

前
の

申
請
に

係
る
補

助
金

に
つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の

例
に
よ

る
。
 

附
 

則
（
平
成
1
7
年
３
月

28
日

告
示
第

37
号
）
 

こ
の

要
綱
は
、
平

成
1
7年

４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 

則
（
平
成
2
7
年
３
月

31
日

告
示
第

64
号
）
 

１
 

こ
の
要
綱
は
、
平
成

27
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す
る
。
 

２
 

こ
の
要
綱
の
施
行
の

日
以

後
最
初

に
行
う

補
助
金
の
交
付

の
申

請
に
添

付
す

る
書
類

に
つ
い

て
は
、
な
お
従

前
の

例

に
よ
る

。
 



資
料
１
１

－
７
 

○
富
士

市
生
け

垣
作
り
補
助

金
交
付

要
綱

 

平
成
６

年
３
月

25
日

 

告
示
第

38
号

 

改
正
 
平

成
17

年
３
月

28
日
告
示
第

37
号

 

平
成

18
年

３
月

28
日
告
示
第

27
号

 

令
和
元
年

８
月

30
日
告
示
第

61
号

 

令
和
３
年

３
月

31
日
告
示
第

58
号

 

令
和
３
年
６
月

10
日
告
示

第
11

8 号
 

富
士

市
生

け
が
き

作
り
補

助
金
交
付
要

綱
（
昭
和

54
年

富
士
市

告
示
第

23
号
）
の
全
部

を
改

正
す
る
。

 

（
趣

旨
）

 

第
１
条

 
緑
豊
か
で

住
み
よ

く
安
全
な
都

市
環
境

及
び
景

観
づ
く
り
を

推
進
す

る
た
め

、
生

け
垣
作
り
を

す
る

者
に

対
し
、

予
算
の

範
囲
内
に
お

い
て
補
助
金

を
交
付
す

る
も
の
と
し

、
そ

の
交
付

に
つ
い

て

は
、

富
士

市
補
助

金
等
交

付
規
則
（
昭

和
42

年
富

士
市
規
則
第

28
号
）
に

よ
る
ほ
か
、

こ
の
要
綱
の
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

（
定

義
）

 

第
２
条

 
こ
の
要
綱

に
お
い

て
、
次
の
各

号
に
掲

げ
る
用

語
の
意
義
は

、
当
該

各
号
に

定
め

る
と
こ
ろ
に

よ
る

。
 

(１
) 

生
け
垣
 
樹

木
を

帯
状
に
植
え
並

べ
、
竹
、
く

い
等
の
補
助
材

料
を
使
っ

て
樹
木

相
互
の

組
合

せ
を
し

た
も
の
及
び

こ
れ
に
類
す
る

形
態

を
も
っ
た
植
樹

帯
を
い

う
。

 

(２
) 

ブ
ロ
ッ
ク
塀

等
 

ブ
ロ
ッ
ク
塀
、

コ
ン
ク
リ
ー

ト
塀
、
石
積
塀

そ
の
他
こ

れ
ら
に

類
す
る

も
の

を
い
う

。
 

（
補

助
の

対
象
者

）
 

第
３
条

 
補
助
金
の

交
付
を

受
け
る
こ
と

が
で
き

る
者
は

、
次
の
各
号

の
い
ず

れ
か
に

該
当

す
る
者
と
す

る
。

 

( １
)  

市
内
に
居
住

し
、

住
宅
敷
地
の
周

囲
の
全
部
又

は
一
部
に
新
た

に
生
け
垣

作
り
を

す
る
者

 

( ２
)  

市
内
に
居
住

し
、

住
宅
敷
地
の
周

囲
の
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
の
全
部

又
は
一
部

を
撤
去

し
た
後

こ
れ

に
換
え

て
生
け
垣
作

り
を
す
る
者

 

( ３
)  

市
内
に
事
務

所
、

事
業
所
、
工
場

、
倉
庫
、
店

舗
、
貸
家
等
を

有
す
る
者

で
当
該

敷
地
の

周
囲

の
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等
の

全
部
又
は
一
部

を
撤

去
し
た
後
こ
れ

に
換
え

て
生

け
垣
作

り
を
す

る
も
の

 

２
 
前

項
の
規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、
同
一

の
敷
地

内
に
お

い
て
、
生
け

垣
に
係

る
補
助

金
の

交
付
を
申
請

し
、

又
は

交
付
を

受
け
て

い
る
者
は
、

交
付
の
対
象

と
し
な
い

。
 

資
料

１
１
－

７
 

３
 
第
１
項
の

規
定

に
か
か

わ
ら
ず

、
富

士
市
ブ

ロ
ッ
ク

塀
等
耐

震
改

修
促
進

事
業
費

補
助

金
要
綱
（
平

成
11

年
富

士
市

告
示

第
34

号
）
の
補

助
金
の

交
付

を
申
請
し
、
又

は
交

付
を
受

け
て
い

る
者

は
、
交

付

の
対
象
と

し
な
い

。
 

（
一

部
改

正
〔
令

和
元
年

告
示

61
号
〕
）

 

（
生
け
垣

の
要
件

）
 

第
４
条
 
補
助

の
対

象
と
な

る
生
け

垣
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

い
ず

れ
の
要

件
に
も

該
当

す
る
も
の
で

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

( １
)  

設
置

す
る
生

け
垣

が
次
の

い
ず
れ

か
に
該
当
す

る
も
の

で
あ
る

こ
と

。
 

ア
 
道

路
と
の

境
界

に
接
し

て
い
る

こ
と

。
 

イ
 
隣

地
と
の

境
界

に
接
し

て
い
る

こ
と

。
 

(２
) 

生
け

垣
の
延

長
は

、
３
メ

ー
ト
ル

以
上
で
あ
る

こ
と
。

 

( ３
)  

樹
木

の
高
さ

は
、

外
部
か

ら
眺
望

し
て

50
セ
ン

チ
メ
ー
ト

ル
以

上
と
し
、
生
け
垣
の

長
さ
１

メ

ー
ト
ル

当
た
り

に
２

本
以
上

が
列
状

に
植

え
込
ま
れ
て
い

る
こ
と

。
 

( ４
)  

高
さ

が
50

セ
ン
チ
メ

ー
ト

ル
を
超

え
る
ブ

ロ
ッ

ク
塀
等
と

の
併

設
で
な

い
こ
と

。
 

（
一

部
改

正
〔
令

和
元
年

告
示

61
号
・
３

年
11

8号
〕

）
 

（
補
助
金

の
額
）

 

第
５
条
 
補
助

金
の

額
は
、

次
の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る
交

付
の
対

象
の

区
分
に

応
じ
、

同
表

の
右
欄
に
定

め
る
額
（

当
該
額

に
1,

00
0円

未
満
の

端
数

が
生
じ

た
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り

捨
て
る

も
の

と
す

る
。
）
と

す
る
。

 

交
付

の
対

象
 

額
 

前
条
第

1号
ア
に
該
当
す
る
生
け
垣

 
生
け
垣

作
り
に
要
す

る
経

費
又
は
別
に

定
め
る

標
準

工
事
費
の

い

ず
れ
か

低
い
額
に

3 分
の

2 を
乗
じ
て

得
た

額
と
し

、
10

万
円
を
限

度
と
す

る
。

 

前
条
第

1 号
イ
に
該
当
す
る
生
け
垣

 
生
け
垣

作
り
に
要
す

る
経

費
又
は
別
に

定
め
る

標
準

工
事
費
の

い

ず
れ
か

低
い
額
に

3分
の

1を
乗
じ
て

得
た

額
と
し

、
5万

円
を

限

度
と
す

る
。

 

（
全

部
改

正
〔
令

和
元
年

告
示

61
号
〕
）

 

（
補
助
金

の
申
請

）
 

第
６
条
 
補
助

金
の

交
付
を

受
け
よ

う
と

す
る
者

（
以
下

「
申
請

者
」

と
い
う

。
）
は

、
富

士
市
生
け
垣

作
り
補
助

金
交
付

申
請
書

（
第

１
号
様

式
）
に

、
次

に
掲
げ
る

書
類

を
添
え

て
、

市
長
に

提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
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( １
)  

案
内
図

 

(２
) 

植
栽
計
画
平

面
図

 

( ３
)  

そ
の
他
市
長

が
必

要
と
認
め
る
書

類
 

（
一

部
改

正
〔
平
成

18
年
告

示
27

号
〕
）

 

（
補

助
金

の
交
付

の
決
定

）
 

第
７
条

 
市
長
は
、

前
条
の

規
定
に
基
づ

く
申
請

が
あ
っ

た
と
き
は
、

内
容
を

審
査
の

上
、

富
士
市
生
け

垣
作

り
補

助
金
交

付
決
定

通
知
書
（
第

２
号
様
式
）

に
よ
り
申

請
者
に
通
知

す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
一

部
改

正
〔
平
成

18
年
告

示
27

号
〕
）

 

（
変

更
の

届
出
）

 

第
８
条

 
申
請
者
は

、
申
請

書
の
記
載
事

項
に
変

更
の
あ

っ
た
場
合
は

、
速
や

か
に
市

長
に

届
け
出
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

（
一

部
改

正
〔
平
成

18
年
告

示
27

号
〕
）

 

（
完

了
届

）
 

第
９
条

 
申
請
者
は

、
補
助

金
の
交
付
の

対
象
と

な
っ
た

生
け
垣
作
り

が
完
了

し
た
と

き
は

、
生
け
垣
作

り
完

了
届

（
第
３

号
様
式

）
を
市
長
に

提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

 

（
一

部
改

正
〔
平
成

18
年
告

示
27

号
〕
）

 

（
補

助
金

の
交
付

）
 

第
１
０

条
 
市
長
は

、
前
条

に
定
め
る
完

了
届
を

受
理
し

た
場
合
に
お

い
て
は

、
書
類

の
審

査
及
び
現
地

調
査

を
行

い
、
適

格
で
あ

る
と
認
め
た

と
き
は
補
助

金
を
交
付

す
る
も
の
と

す
る

。
 

（
一

部
改

正
〔
平
成

18
年
告

示
27

号
〕
）

 

（
生

け
垣

の
管
理

育
成
）

 

第
１
１

条
 
補
助
金

の
交
付

を
受
け
た
者

は
、
枯

損
の
防

止
、
病
害
虫

の
防
除

、
公
道

等
へ

の
は
み
出
し

の
防

止
な

ど
生
け

垣
の
良

好
な
管
理
育

成
に
努
め
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

（
一

部
改

正
〔
平
成

18
年
告

示
27

号
〕
）

 

（
委

任
）

 

第
１
２

条
 
こ
の
要

綱
に
定

め
る
も
の
の

ほ
か
必

要
な
事

項
は
、
市
長

が
別
に

定
め
る

。
 

（
一

部
改

正
〔
平
成

18
年
告

示
27

号
〕
）

 

附
 
則

 

１
 
こ

の
要
綱
は
、

平
成
６

年
４
月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 
改

正
前
の
富
士

市
生
け

が
き
作
り
補

助
金
交

付
要
綱

の
規
定
に
基

づ
き
な

さ
れ
た

申
請

に
係
る
補
助

金
に

つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の
例
に
よ

る
。
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附
 
則

（
平
成

17
年
３

月
28

日
告

示
第

37
号
）

 

こ
の
要
綱

は
、
平

成
17

年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成

18
年
３

月
28

日
告

示
第

27
号
）

 

１
 
こ
の
要
綱

は
、

平
成

18
年
４
月
１

日
か
ら
施
行

す
る

。
 

２
 
改
正
後
の

富
士

市
生
け

垣
作
り

補
助

金
交
付

要
綱
の

規
定
は

、
こ

の
要
綱

の
施
行

の
日

以
後
の
申
請

に
係
る
補

助
金
に

つ
い
て

適
用

し
、
同

日
前
の

申
請

に
係
る
補

助
金

に
つ
い

て
は

、
な
お

従
前
の
例
に

よ
る
。

 

附
 
則

（
令
和

元
年

８
月

30
日

告
示

第
61

号
）

 

１
 
こ
の
要
綱

は
、

公
示
の

日
か
ら

施
行

す
る
。

 

２
 
改
正
後
の

富
士

市
生
け

垣
作
り

補
助

金
交
付

要
綱
の

規
定
は

、
こ

の
要
綱

の
施
行

の
日

以
後
の
申
請

に
係
る
補

助
金
に

つ
い
て

適
用

し
、
同

日
前
の

申
請

に
係
る
補

助
金

に
つ
い

て
は

、
な
お

従
前
の
例
に

よ
る
。

 

附
 
則

（
令
和

３
年

３
月

31
日

告
示

第
58

号
）

 

１
 
こ
の
要
綱

は
、

令
和
３

年
４
月

１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 
こ
の
要
綱

の
施

行
の
際

、
こ
の

要
綱

に
よ
る

改
正
前

の
様
式

に
よ

り
作
成

さ
れ
て

い
る

用
紙
は
、
当

分
の
間
、

調
整
し

て
使
用

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

附
 
則

（
令
和

３
年

６
月

10
日

告
示

第
11

8号
）

 

１
 
こ
の
要
綱

は
、

公
示
の

日
か
ら

施
行

す
る
。

 

２
 
改
正
後
の

富
士

市
生
け

垣
作
り

補
助

金
交
付

要
綱
の

規
定
は

、
こ

の
要
綱

の
施
行

の
日

以
後
の
申
請

に
係
る
補

助
金
に

つ
い
て

適
用

し
、
同

日
前
の

申
請

に
係
る
補

助
金

に
つ
い

て
は

、
な
お

従
前
の
例
に

よ
る
。
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富
士
市
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
耐
震
改
修
促
進
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

 
平

成
11

年
３
月

24
日

 
告
示
第

34
号

 
改
正

 
平
成

17
年

3月
28

日
告
示
第

37
号

 
平
成

31
年

3 月
29

日
告

示
第

45
号

 
令

和
3年

3月
31

日
告

示
第

58
号

 
（
趣
旨
）

 
第

１
条
 
こ
の
要
綱

は
、
地

震
発
生
時
に

お
け

る
ブ
ロ
ッ
ク
塀

、
石

塀
、
れ
ん
が

塀
そ
の

他
こ
れ

ら
に

類
す
る
塀
（
以

下

「
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等

」
と
い
う
。

）
の

倒
壊
又
は
転

倒
に
よ
る
災
害

を
防

止
し
、

ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
の
安

全
性
を
確
保
す
る

た
め
、
ブ

ロ
ッ
ク

塀
等
耐
震
改

修
促

進
事
業
を
実

施
す
る
者
に
対

す
る

補
助
金

の
交
付

に
つ
い
て
、

富
士
市
補
助
金
等

交
付
規
則

（
昭
和

42
年
富

士
市
規
則
第

28
号
）
に
よ
る

も
の
の
ほ
か

、
必
要

な
事
項
を
定

め
る
も

の
と
す
る
。

 
（
定
義
）

 
第

２
条
 
こ
の
要
綱

に
お
い

て
、
次
の
各

号
に

掲
げ
る
用
語
の

意
義

は
、
当
該
各

号
に
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ
る
。

 
( １

)  
ブ

ロ
ッ

ク
塀
等

耐
震
改
修
促

進
事
業

 
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

撤
去
事
業
及

び
ブ
ロ
ッ
ク

塀
等
改

善
事
業
を
い
う
。

 
(２

) 
ブ

ロ
ッ

ク
塀
等

撤
去
事
業
 

地
震
発

生
時
に
お
い
て
倒

壊
し
、
又
は

転
倒
す
る
危

険
性
の

あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

（
通
学

路
、
避
難
路

等
又
は
道
路
に

面
す

る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
に

限
る
。
）
を

撤
去

す
る
事
業
（
国

、
地

方
公
共
団

体
、
公

団
、
公
社
、

事
業
団
等
が
実

施
す

る
も
の
を
除
く
。
）

を
い
う
。

 
(３

) 
ブ

ロ
ッ

ク
塀
等

改
善
事
業
 

地
震
発

生
時
に
お
い
て
倒

壊
し
、
又
は

転
倒
す
る
危

険
性
の

あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

（
通
学

路
又
は
避
難

路
等
に
面
す
る

ブ
ロ

ッ
ク
塀
等
に
限
る
。

）
を
安
全
な

塀
へ

の
改
善
を
す
る

事
業

（
国
、
地
方

公
共
団

体
、
公
団
、

公
社
、
事
業
団

等
が

実
施
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
い

う
。

 
(４

) 
改

善
 

ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
の
改

修
及
び

フ
ェ
ン
ス
そ
の
他

の
塀
（
組
積

造
の
塀
を
除

く
。
）

へ
の
転
換
を
い
い
、

他
の
塀

へ
の
転
換
を

す
る
た
め
の
撤

去
は

、
含
ま
な
い
。

 
( ５

)  
通

学
路

 
交
通

安
全
施
設
等

整
備
事

業
の
推
進
に
関
す

る
法
律
施
行

令
（
昭
和

41
年

政
令
第

10
3 号

）
第
４
条
に

規
定
す

る
通
学
路
（

児
童
が
小
学
校

に
通

う
た
め
に
通
行
す
る

通
学
路
に
限

る
。

）
を
い
う
。

 
( ６

)  
避

難
路

等
 
静

岡
県
地
震
対

策
推
進

条
例
（
平
成
８
年

静
岡
県
条
例

第
１
号
）
第

17
条
第
５
項

の
緊
急
輸
送

路
、
避

難
路
又
は
避

難
地
等
を
い
う

。
 

( ７
)  

道
路
 

通
学
路

並
び
に
前
号

の
緊
急

輸
送
路
及
び
避
難

路
を
除
く
市

内
全
域
の
道

路
を
い

う
。

 
（
一
部
改

正
〔
平

成
31

年
告
示

45
号
〕
）

 
（
補
助
の

対
象
及

び
補
助
額
）

 
第

３
条
 
補
助
の
対

象
及
び

補
助
額
は
、

別
表

に
定
め
る
と
お

り
と

す
る
。

 
２

 
前
項
の
規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、
ブ
ロ

ッ
ク

塀
等
改
善
事
業

に
あ

っ
て
は
、
富

士
市
生

け
垣
作

り
補

助
金
交
付
要
綱

（
平
成
６

年
富
士

市
告
示
第

38
号

）
の

補
助
金

の
交

付
を
申
請

し
、

又
は
交
付
を

受
け
て

い
る
場

合
は
、
交
付

の
対
象

と
し
な
い

。
 

３
 
第
１
項
の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず
、
同

趣
旨

の
他
の
補
助
金

等
の

交
付
を
申
請

し
、
又

は
交
付

を
受

け
て
い
る
場
合

は
、
交
付

の
対
象

と
し
な
い
。

 
（
一
部
改

正
〔
平

成
31

年
告
示

45
号
〕
）

 
（
交
付
の

申
請
）

 
第

４
条
 
補
助
金
の

交
付
を

受
け
よ
う
と

す
る

者
は
、
ブ
ロ
ッ

ク
塀

等
耐
震
改
修

促
進
事

業
費
補

助
金

交
付
申
請
書
（

第

１
号
様
式

）
に
次

に
掲
げ
る
書

類
を

添
え
て
、
市

長
に
申
請
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
( １

)  
事

業
計

画
書

 
( ２

)  
事

業
実

施
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等
の

位
置
図

（
原
則
と
し
て
、

縮
尺

2,
50

0 分
の
１
以

上
の

地
図
と
し
、

通
学
路
、
避
難

路
等
又

は
道
路
を
明

記
す
る
こ
と
。

）
 

(３
) 

ブ
ロ
ッ

ク
塀
等

撤
去
事
業
に

あ
っ
て

は
、
施
工
前
の
写

真
（
３
枚
）

 
( ４

)  
ブ

ロ
ッ

ク
塀
等

改
善
事
業
に

あ
っ
て

は
、
施
工
前
の
配

置
図
及
び
写

真
（
３
枚
）

並
び
に

設
計
図
面
（
配
置

図
、
平

面
図
、
立
面

図
及
び
断
面
図

）
 

(５
) 

施
工
の

た
め
の

見
積
書
の
写

し
 

( ６
)  

そ
の
他

参
考
と

な
る
書
類

 
（
一
部
改

正
〔
平

成
31

年
告
示

45
号
〕
）

 
（
交
付
の

決
定
）

 
第

５
条
 
市
長
は
、

補
助
金

の
交
付
の
申

請
が

あ
っ
た
と
き
は

、
そ

の
内
容
を
審

査
し
、

適
当
と

認
め

る
も
の
に
つ
い

て

は
、
交
付

の
決
定

を
行
う
も
の

と
す

る
。

 
２

 
市
長
は
、
補
助

金
の
交

付
を
決
定
し

た
と

き
は
、
ブ
ロ
ッ

ク
塀

等
耐
震
改
修

促
進
事

業
費
補

助
金

交
付
決
定
通
知

書

資
料

１
１

－
８
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（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
申
請
者
に

通
知
す
る
も

の
と
す

る
。

 
（
交
付
の
条
件
）

 
第
６
条
 
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
補
助
金
の
交

付
の
決
定
を
す

る
際
の
条
件

と
な

る
も
の

と
す
る

。
 

( １
)  

次
に
掲
げ
る
事

項
の
い

ず
れ

か
に
該

当
す
る

場
合
に
は

、
あ

ら
か
じ

め
市

長
の
承

認
を
受

け
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
。

 
ア
 
補
助
事
業
の
内
容
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
、
次

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す
る

と
き
。

 
( ア

)  
施
行
箇
所
の
変
更

 
(イ

) 
総
事
業
費
の

20
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
額

の
変
更

 
イ
 
補
助
事
業
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

 
(２

) 
補
助
事
業
が
予

定
の
期

間
内

に
完
了

し
な
い

場
合
又
は

補
助

事
業
の

遂
行

が
困
難

と
な
っ

た
場

合
に
お

い
て

は
、
速
や
か
に
市
長
に
報
告
し
て
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
こ

と
。

 
(３

) 
補
助
金
の
収
支

に
関
す

る
帳

簿
を
備

え
、
領

収
書
等
関

係
書

類
を
整

理
し

、
並
び

に
こ
れ

ら
の

帳
簿
及

び
書
類

を
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
年
度
終
了
後
５
年
間
保
管
し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
こ

と
。

 
(４

) 
補
助
事
業
に
よ

り
取
得

し
、

又
は
効

用
の
増

加
し
た
不

動
産

及
び
そ

の
従

物
に
つ

い
て
は

、
事

業
完
了

か
ら

15
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
、
市
長
の
承
認
を
受

け
な

い
で
、

補
助

金
の
交

付
の
目

的
に

反
し
て
使
用

し
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
貸
し
付
け
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は

な
ら

な
い
こ

と
。

 
(５

) 
市
長
の
承
認
を

受
け
て

前
号

の
財
産

を
処
分

す
る
こ
と

に
よ

り
収
入

が
あ

っ
た
場

合
に
は

、
そ

の
収
入

の
全
部

又
は
一
部
を
市
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

 
(６

) 
補
助
事
業
に
よ

り
取
得

し
、

又
は
効

用
の
増

加
し
た
財

産
に

つ
い
て

は
、

事
業
の

完
了
後

に
お

い
て
も

善
良
な

管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
率
的

な
運

営
を
図

ら
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
こ

と
。

 
（
変
更
承
認
の
申
請
）

 
第
７
条
 
前
条
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
市
長
の

承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
場

合
に

は
、
ブ

ロ
ッ
ク

塀
等

耐
震
改

修
事
業

計

画
変
更
承
認
申
請
書
（
第
３
号
様
式

）
に
次
に
掲

げ
る
書

類
を
添
え
て

市
長
に

提
出
し

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

( １
)  

変
更
事
業
計
画

書
 

(２
) 

第
４
条
第
２
号

か
ら
第

６
号

ま
で
に

掲
げ
る

書
類
の
う

ち
市

長
が
必

要
と

認
め
る

も
の

 
（
実
績
報
告
）

 
第
８
条
 
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
者

は
、
補
助
事
業

が
完
了
し
た

と
き

は
実
績

報
告
書

（
第

４
号
様

式
）
に

次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提

出
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
( １

)  
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

撤
去
事

業
に

あ
っ
て

は
、
次

に
掲
げ
る

書
類

 
ア
 
事
業
実
績
書

 
イ
 
事
業
の
完
成
を
確
認
で
き
る
全
景
写
真
（
３
枚
）

 
ウ
 
施
工
業
者
の
請
求
書
の
写
し
又
は
領
収
書
の
写
し

 
( ２

)  
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

改
善
事

業
に

あ
っ
て

は
、
次

に
掲
げ
る

書
類

 
ア
 
事
業
実
績
書

 
イ
 
事
業
の
完
成
を
確
認
で
き
る
全
景
及
び
工
事
写
真
（
３
枚

）
 

ウ
 
完
成
図
面
（
配
置
図
、
平
面
図
、
立
面
図
及
び
断
面
図
）

 
エ
 
施
工
業
者
の
請
求
書
の
写
し
又
は
領
収
書
の
写
し

 
２
 
実
績
報
告
書
は
、
補
助
事
業
の
完
了
の
日

か
ら
起
算
し
て

30
日
を
経

過
し

た
日
又

は
補
助
金
の

交
付
の
決
定

の
あ

っ

た
日
の
属
す
る
年
度
の
３
月
の
末
日

の
い
ず
れ
か

早
い
日

ま
で
に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 
（
一
部
改
正
〔
平
成

31
年

告
示

45
号
〕
）

 
（
補
助
金
の
額
の
確
定
）

 
第
９
条
 
市
長
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
完
了
の
報
告

が
あ
っ
た
と

き
は

、
そ
の

内
容
を

審
査

し
、
現

地
調
査

等

を
行
い
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額

を
確
定
し
、

ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
耐
震

改
修
促

進
事
業

費
補

助
金
確

定
通
知

書
（

第
５

号
様
式
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す

る
。

 
（
委
任
）

 
第
１
０
条
 
こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

必
要
な
事
項
は

、
市
長
が
別

に
定

め
る
。

 
 

附
 
則

 
こ
の
要
綱
は
、
平
成

11
年

４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

17
年

３
月

28
日
告
示
第

37
号
）

 
こ
の
要
綱
は
、
平
成

17
年

４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
 

附
 
則
（
平
成

31
年

３
月

29
日
告
示
第

45
号
）

 
こ
の
要
綱
は
、
平
成

31
年

４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
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附
 
則
（

令
和
３

年
３
月

31
日
告

示
第

58
号
）

 
１

 
こ
の
要
綱
は
、

令
和
３

年
４
月
１
日

か
ら

施
行
す
る
。

 
２

 
こ
の
要
綱
の
施

行
の
際

、
こ
の
要
綱

に
よ

る
改
正
前
の
様

式
に

よ
り
作
成
さ

れ
て
い

る
用
紙

は
、

当
分
の
間
、
調

整

し
て
使
用

す
る
こ

と
が
で
き
る

。
 

 
別

表
（
第
３
条
関
係

）
 

（
一
部
改

正
〔
平
成

17
年

告
示

37
号
・

31
年

45
号
〕

）
 

補
助

の
対

象
 

補
助

率
（

額
）

 
事

業
の

区
分

 
経
費

 
1  

ブ
ロ
ッ

ク
塀

等
撤
去
事
業

 
当
該
事

業
に
要
す
る

経
費

 
（
工
事

費
に
限
る
。

）
 

(1
)  

通
学
路
又

は
避
難

路
等
に
面

す

る
ブ
ロ

ッ
ク
塀

等
を

撤
去
す

る
場

合
 
当

該
事
業

に
要

す
る
経

費
と

撤
去
す

る
ブ
ロ

ッ
ク

塀
等
の

長
さ

1 メ
ー
ト
ル

に
つ

き
20

,0
00

円
を

乗
じ
て

得
た
額

と
を

比
較
し

て
、

い
ず
れ

か
少
な

い
額

の
3 分

の
2 以

内
と
し

、
1敷

地
に
つ
き

26
万

6,
00

0 円
を
限

度
と

す
る

。
 

(2
) 

道
路
に
面

す
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀

等

を
撤
去

す
る
場

合
 

当
該
事

業
に

要
す
る

経
費
と

撤
去

す
る
ブ

ロ
ッ

ク
塀
等

の
長
さ

1 メ
ー
ト

ル
に
つ

き
9,

20
0円

を
乗
じ
て
得

た
額

と
を

比
較
し

て
、
い

ず
れ

か
少
な

い
額

の
2 分

の
1 以

内
と
し

、
1 敷

地
に

つ
き

10
万

円
を
限
度

と
す
る

。
 

2 
ブ
ロ
ッ

ク
塀

等
改
善
事
業

 
当
該
事

業
に
要
す
る

経
費

 
（
工
事

費
及
び
設
計

に
要
す
る

費
用
に

限
る
。
）

 

当
該
事
業

に
要
す
る
経
費
と
改

善
を

す
る
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等
の
長
さ

1メ
ー

ト
ル
に
つ

き
3万

8,
40

0円
を
乗

じ
て

得
た
額
と

を
比
較
し
て
、
い
ず

れ
か

少
な
い
額

の
3分

の
2以

内
と
し

、
1

敷
地
に
つ

き
33

万
3,

00
0 円

を
限
度

と
す
る
。

 
備
考
 
補

助
額
は

、
通
学
路
又

は
避

難
路
等
に
面

す
る
ブ
ロ
ッ
ク

塀
等

を
撤
去

す
る
場

合
と
道
路
に

面
す
る
ブ
ロ
ッ
ク

塀
等
を

撤
去
す
る
場

合
と
を
合
わ
せ

て
、

１
敷
地
に
つ
き

26
万

6,
00

0円
を
限

度
と

す
る

。
 

 

資
料
１

１
－

９
 

 

 

富
士
市

が
け
地
近

接
危
険
住

宅
移

転
補
助

金
交
付

要
綱

 
昭

和
５
２

年
１

０
月
１
日
 

告
示

第
７

６
号
 

  
 

〔
注
〕
平
成
６
年

か
ら
改

正
経

過
を
注
記
し
た
。

 

 
改

正
 
昭
和
5
4
年
３

月
31
日

告
示

第
 
2
2
号
 
 
 

 
昭

和
5
4
年
９

月
2
9
日
告
示

第
 
76
号

 

 
 

 
 
昭
和
5
5
年
９

月
30
日

告
示

第
 
7
6
号
 
 
 

 
昭

和
5
6
年
３

月
3
1
日
告
示

第
 
19
号

 

 
 

 
 
昭
和
5
7
年
３

月
29
日

告
示

第
 
2
0
号
 
 
 

 
平

成
元
年
１

月
1
9
日
告
示

第
 
３
号

 

 
 

 
 
平
成
元
年
３

月
31
日

告
示

第
 
3
2
号
 
 
 

 
平

成
元
年
６

月
2
9
日
告
示

第
 
57
号

 

 
 

 
 
平
成
３
年
５

月
30
日

告
示

第
 
4
7
号
 
 
 

 
平

成
４
年
1
1
月
1
0
日
告
示

第
1
21
号

 

 
 

 
 
平
成
６
年
1
0
月

31
日

告
示

第
1
2
7
号
 
 
 

 
平

成
８
年
３
月
25
日
告

示
第
 
1
5号

 

 
 

 
 
平
成
1
0
年
1
1
月

16
日

告
示

第
1
2
0
号
 
 
 

 
平

成
11
年
６
月
11
日
告

示
第
 
8
9号

 

 
 

 
 
平
成
1
1
年
９

月
１
日

告
示

第
1
1
4
号
 
 
 

 
平

成
12
年
10
月
19
日
告

示
第
1
3
2号

 

 
 

 
 
平
成
1
7
年
２
月

28
日

告
示
第

 2
1
号
 
 

 
 

平
成
1
7
年
３

月
28
日

告
示
第

 3
7
号
 

 
 

 
 
平
成
2
1
年
６
月

１
日

告
示
第

10
5
号
 
 

 
 

平
成
2
7
年
２

月
25
日

告
示
第

 2
0
号
 

 
 

 
 
令
和
２
年
３
月

４
日

告
示
第

 2
2 号

 
 
 
 
令
和

３
年

３
月

31
日
告

示
第

 5
8 号

 

 （
趣

旨
）

 

第
１

条
 
こ
の
要
綱
は

、
住

民
の

生
命

の
安

全
を
確

保
す
る

た
め
、
が
け
地

の
崩
壊
等
（

土
石
流

及
び

地
す

べ
り

を
含

む
。

以
下
同

じ
。
）
に
よ

り
住
民
の
生
命

に
危
険
を

及
ぼ

す
お

そ
れ
の
あ
る

区
域

に
お

い
て

、
危
険
住

宅
の
移

転
を

行
う

者

（
住
宅

金
融

支
援

機
構
又

は
一
般

の
金
融

機
関

に
よ

る
親

族
居

住
用
住

宅
の

融
資
を

受
け

て
親

族
の

居
住

す
る
危

険

住
宅
の

移
転

を
行
う

者
を
含

む
。
以

下
「
移
転

者
」
と

い
う

。
）
に
対
し

て
補

助
金

を
交

付
す

る
こ

と
に
つ

い
て
、
富

士
市
補

助
金

等
交
付

規
則
（

昭
和

42
年

富
士
市

規
則
第
28
号

。
以

下
「
規
則
」
と

い
う

。
）
に

よ
る

ほ
か
、
必

要
な

事

項
を
定

め
る

も
の
と

す
る
。

 

（
一

部
改
正
〔
平
成
８

年
告
示

15
号

・
1
0
年
1
2
0
号
・

21
年

1
0
5号

〕
）

 

（
定

義
）

 

第
２

条
 
こ
の
要
綱
に

お
い
て

、
「
危

険
住

宅
」
と

は
、
が

け
地
の

崩
壊

等
に

よ
る

危
険

が
著

し
い

た
め
、
第
１

号
か

ら

第
３
号

ま
で

の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
区

域
に

存
す

る
既

存
不

適
格
住

宅
又

は
次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る

区
域
に

存
す

る
住
宅

の
う
ち

、
建

築
後

の
大
規

模
地
震

、
台

風
等
に
よ

り
安

全
上

又
は

生
活

上
の
支

障
が
生

じ
、
地

方

公
共
団

体
が

移
転
勧

告
、
是

正
勧

告
、
避

難
勧

告
、
避

難
指

示
等
を

行
つ
た

も
の

を
い
う

。
た
だ

し
、
避
難

勧
告
又
は

避
難
指

示
を

行
つ

た
住
宅

に
つ
い

て
は
、

当
該

避
難

勧
告

又
は

避
難
指

示
が

公
示
さ

れ
た

日
か

ら
６

月
を

経
過
し

て

い
る
も

の
に

限
る
。

 

(
１
)
 
建
築
基
準
法

（
昭

和
25
年

法
律

第
2
0
1
号
。

以
下
「

法
」
と
い
う
。
）

第
3
9
条
第
１

項
の
規

定
に

基
づ

き
県

知

事
が

静
岡
県
建
築

基
準

条
例
（
昭

和
4
8
年
静
岡
県
条
例

第
17

号
。
以
下
「

県
条

例
」
と
い

う
。
）
第
３

条
の

規
定

に

よ
り

指
定
し
た
災

害
危

険
区
域

 

(
２
)
 
法
第
40
条
の

規
定
に

基
づ

き
県

条
例

第
1
0
条
の

規
定

に
よ
り
建
築

を
制

限
し

て
い

る
区

域
 

(
３
)
 
土
砂
災
害
警

戒
区
域

等
に

お
け

る
土

砂
災

害
防

止
対

策
の
推
進
に

関
す

る
法

律
（
平
成
1
2年

法
律
第
5
7
号

）
第

９
条

第
１
項
の
規

定
に

基
づ
き

県
知

事
が
指
定
し
た
土

砂
災

害
特

別
警
戒
区
域

 

(
４

) 
土

砂
災

害
警
戒

区
域

等
に
お

け
る
土

砂
災
害

防
止

対
策

の
推
進

に
関

す
る
法

律
第

４
条

第
１

項
に

定
め
ら

れ

た
基

礎
調
査
を
完

了
し

、
前
号

に
掲

げ
る
区
域
に
指
定

さ
れ

る
見

込
み
の
あ
る
区

域
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(
５
)
 

事
業
着
手
時

点
で
過

去
３
年
間

に
災
害
救

助
法

（
昭
和

2
2年

法
律

第
1
1
8号

）
の
適

用
を

受
け

た
区

域
 

２
 

こ
の

要
綱
に
お
い

て
「
移

転
」

と
は

、
危

険
住
宅

を
安

全
な

場
所
へ
移

転
す
る

こ
と
を

い
う

。
 

（
一

部
改

正
〔
平
成
1
0
年
告
示

12
0
号
・

2
1
年
1
0
5号

・
2
7
年

2
0号

・
令
和
２

年
2
2
号

〕
）

 

（
補

助
の

対
象
等
）

 

第
３

条
 

市
長
は
、
移
転

者
に
対
し

、
次
に
掲
げ

る
経
費
の

全
部
に
つ
い

て
、
予

算
の

範
囲
内

に
お

い
て
補

助
金

を
交
付

す
る
も

の
と
す
る
。

 

(
１
)
 

危
険
住
宅
の

除
却
等

に
要
す
る

経
費
（
9
7
万
5
,
0
0
0
円
を

１
戸

当
た
り

の
補

助
限
度

額
と

す
る
。
）

 

(
２
)
 

危
険
住
宅
に

代
わ
る

住
宅
の
建

設
、
購

入
（

建
設
又

は
購

入
に

必
要
な
土

地
の

取
得

を
含

む
。
）
又
は
改
修
（
以

下
「
住

宅
建

設
等

」
と

い
う

。
）
を
す

る
た

め
に
要
す
る

資
金

を
金

融
機

関
そ
の
他

の
機
関
か

ら
借

り
入
れ
た
場
合

に
お

け
る
当
該
借

入
金

利
子
（
年
利

率
8
.5

パ
ー

セ
ン
ト
を

限
度
と
す

る
。
）
に

相
当
す

る
額
（

建
設

、
購

入
又
は

改
修

の
場
合
に
あ

つ
て

は
46
5
万
円

、
土

地
取

得
に

あ
つ
て

は
2
0
6万

円
、
敷

地
造
成

に
あ

つ
て

は
6
0
万
8
,
0
00
円

を

限
度

と
す
る
。
）

 

（
一

部
改

正
〔

平
成

６
年
告
示

1
2
7号

・
８

年
1
5号

・
1
0年

12
0号

・
1
1
年
8
9
号
・
1
2
年
1
3
2
号
・
2
1
年
1
0
5号

・
2
7年

2
0号

・

令
和

２
年

22
号
〕
）

 

（
補

助
金

交
付
の
申
請

等
）

 

第
４

条
 

補
助

金
の

交
付

を
受

け
よ
う

と
す
る

移
転

者
は

、
富

士
市

が
け
地

近
接
危

険
住

宅
移
転

補
助
金

交
付

申
請

書

（
第
１

号
様
式
）
に

、
次
の

各
号
に
掲

げ
る
書
類

を
添

え
て
、

市
長

に
申

請
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

(
１
)
 

が
け
地
近
接

危
険
住

宅
移
転
計

画
書
（
第

２
号

様
式
）

 

(
２
)
 

危
険
住
宅
概

要
書
（

第
３
号
様

式
）

 

(
３
)
 

危
険
住
宅
又

は
そ
の

敷
地
が
申

請
者
の
所

有
に

属
さ
な

い
場

合
に

は
、
当
該

所
有
者
の

同
意

書
（

第
３
号
様
式

の
２

）
 

(
４
)
 

危
険
住
宅
の

敷
地
が

借
地
の
場

合
に
あ
つ

て
は

、
当
該

土
地

所
有

者
の
誓
約

書
（
第
３

号
様

式
の
３
）

 

(
５
)
 

そ
の
他
市
長

が
必
要

と
認
め
る

書
類

 

２
 

市
長

は
、
前

項
の
規

定
に

よ
る
申

請
を
受

け
た

と
き

は
、
こ

れ
を

審
査

し
、
適
当

と
認

め
た

と
き
は
、
補
助

金
の
交

付
を
決

定
し
、
富

士
市
が
け

地
近

接
危

険
住
宅

移
転
補

助
金

交
付

決
定
通

知
書
（

第
４

号
様
式
）
に

よ
り
申
請
者
に

通

知
す
る

も
の
と
す
る

。
 

（
完

了
の

届
出
）

 

第
５

条
 

移
転
者
が
、
移

転
を

完
了
し

た
と
き

は
、
住

宅
移

転
完
了
届
（

第
５
号

様
式
）
に
次

に
掲
げ

る
書
類
を
添
え

て

市
長
に

提
出
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

 

(
１
)
 

新
住
宅
の
法

第
６
条

第
１
項
に

規
定
す
る

確
認

済
証
の

写
し

 

(
２
)
 

新
住
宅
及
び

旧
住
宅

跡
地
の
写

真
 

(
３
)
 

危
険
住
宅
の

除
却
費

等
の
領
収

書
の
写
し

又
は

こ
れ
に

代
わ

る
書

類
 

(
４
)
 

住
宅
建
設
等

に
要
し

た
資
金
の

借
入
金
額

及
び

利
子
総

額
等

を
証

明
す
る
書

類
 

(
５
)
 

跡
地
を
管
理

す
る
誓

約
書
（
第

６
号
様
式

）
 

(
６
)
 

そ
の
他
市
長

が
必
要

と
認
め
る

書
類

 

（
一

部
改

正
〔
平
成
1
1
年
告
示

11
4
号
・

令
和
２
年
2
2
号
〕

）
 

（
補

助
金

の
交
付
）

 

第
６

条
 

補
助
金
は
、

移
転
の

完
了

の
確

認
を

行
つ
た

後
移

転
者

の
請
求
に

よ
り
交

付
す
る

。
 

（
補

助
金

の
交
付
の
取

消
し
等

）
 

第
７

条
 

市
長

は
、

第
４

条
第

２
項
の

規
定
に

よ
る

補
助

金
交

付
の

決
定
通

知
又
は

前
条

の
規
定

に
よ
り

補
助

金
の

交

付
を
受

け
た
移
転
者

が
次
の

各
号
の
一

に
該
当
す

る
場

合
は
、
補

助
金
の
交
付

を
取
り

消
し
、
若

し
く
は
停
止
し

、
又
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は
返
還

を
命

ず
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

(
１
)
 
補
助
金
を
目

的
外
に

使
用

し
た

と
き

。
 

(
２
)
 
建
築
関
係
法

令
に
違

反
し

て
建

築
物

を
建

築
し

た
と

き
。
 

(
３
)
 
工
事
の
完
了

が
著
し

く
遅

れ
た

と
き

。
 

(
４
)
 
工
事
を
中
止

し
た
と

き
。

 

(
５
)
 
規
則
及
び
こ

の
要
綱

に
基

づ
く

申
請

、
報

告
等

の
内

容
に
い
つ
わ

り
が

あ
つ

た
と

き
。

 

第
８

条
 
市
長
は
、
前
条

の
規

定
に
よ

り
、
補

助
金

の
交

付
を
取

り
消

し
、
若

し
く
は

停
止

し
、
又
は

交
付

し
た

補
助

金

の
返
還

を
決

定
し
た

と
き
は

、
そ

の
旨

を
移
転
者
に
通

知
す
る

も
の

と
す
る
。

 

２
 

前
項
の
規
定
に
よ

り
、
補
助

金
の
返

還
を

命
じ

ら
れ

た
移
転

者
は

、
富
士

市
が
け
地
近
接
危

険
住

宅
移

転
補
助

金
返

納
通
知

書
（

第
７
号

様
式
）

に
よ

り
、

そ
の
補
助
金
を

返
還
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い

。
 

（
標

識
の
設
置
）

 

第
９

条
 
市
長
は
、
危
険

住
宅

の
移

転
が
完

了
し
た

と
き
は

危
険
住
宅
の
跡
地
の
見

や
す

い
場

所
に

、
標
識
（
第

８
号

様

式
）
を

設
置

す
る
も

の
と
す

る
。

 

（
補

則
）

 

第
１

０
条
 
こ
の
要
綱

の
施
行

に
関

し
必
要
な
事
項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

 

附
 
則

 

こ
の
要

綱
は

、
公
示

の
日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 
則

（
昭

和
5
4年

３
月
3
1
日
告

示
第

2
2号

）
 

こ
の
要

綱
は

、
公
示

の
日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 
則

（
昭

和
5
4年

９
月
2
9
日
告

示
第

7
6号

）
 

こ
の
要

綱
は

、
公

示
の
日
か
ら

施
行
し
、
改

正
後

の
富

士
市

が
け

地
近
接
危
険
住
宅

移
転
補

助
金

交
付
要

綱
第

３
条

第

２
号
の

規
定

は
、
昭

和
54
年

８
月

７
日

か
ら
適
用
す
る

。
 

附
 
則

（
昭

和
5
5年

９
月
3
0
日
告

示
第

7
6号

）
 

こ
の
要

綱
は

、
公
示

の
日
か

ら
施

行
し

、
改
正
後
の
要

綱
の
規

定
は

、
昭
和
5
5
年
４

月
１
日
か

ら
適

用
す
る

。
 

附
 
則

（
昭

和
5
6年

３
月
3
1
日
告

示
第

1
9号

）
 

こ
の
要

綱
は

、
昭
和

5
6
年
４

月
１

日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則

（
昭

和
5
7年

３
月
2
9
日
告

示
第

2
0号

抄
）

 

１
 
こ

の
要

綱
は
、

公
示
の

日
か

ら
施

行
す
る
。
（
後

略
）
 

附
 
則

（
平

成
元
年

１
月
1
9
日
告

示
第

３
号
）

 

こ
の
要

綱
は

、
公
示

の
日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 
則

（
平

成
元
年

３
月
3
1
日
告

示
第

3
2号

）
 

こ
の
要

綱
は

、
平
成

元
年
４

月
１

日
か

ら
施
行
す
る
。

 

附
 
則

（
平

成
元
年

６
月
2
9
日
告

示
第

5
7号

）
 

こ
の
要

綱
は

、
公
示

の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正

後
の

富
士

市
が

け
地
近

接
危
険

住
宅

移
転

補
助

金
交

付
要

綱
の
規

定

は
、
平

成
元

年
４
月

１
日
か

ら
適

用
す

る
。

 

附
 
則

（
平

成
３
年

５
月
3
0
日
告

示
第

4
7号

）
 

こ
の
要

綱
は

、
公
示

の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正

後
の

富
士

市
が

け
地
近

接
危
険

住
宅

移
転

補
助

金
交

付
要

綱
の
規

定

は
、
平

成
３

年
４
月

１
日
か

ら
適

用
す

る
。

 

附
 
則

（
平

成
４
年

1
1
月
1
0
日
告

示
第

1
21
号

）
 

こ
の
要

綱
は

、
公
示

の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正

後
の

富
士

市
が

け
地
近

接
危
険

住
宅

移
転

補
助

金
交

付
要

綱
の
規

定
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は
、
平

成
４
年
４
月

９
日
か

ら
適
用
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
６
年

1
0
月
3
1
日
告
示
第

1
27
号

）
 

こ
の

要
綱

は
、

公
示

の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正

後
の

富
士

市
が

け
地
近

接
危
険

住
宅

移
転
補

助
金
交

付
要

綱
の
規

定

は
、
平

成
６
年
６
月

2
3
日
か

ら
適
用
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
８
年

３
月
2
5
日
告
示
第

1
5号

）
 

こ
の

要
綱

は
、

公
示

の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正

後
の

富
士

市
が

け
地
近

接
危
険

住
宅

移
転
補

助
金
交

付
要

綱
の
規

定

は
、
平

成
７
年
４
月

１
日
か

ら
適
用
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
1
0年

1
1
月
1
6
日
告
示
第

1
20
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、
公

示
の
日
か
ら
施

行
し
、
改

正
後
の
富

士
市

が
け
地
近

接
危
険
住

宅
移
転
補

助
金

交
付
要
綱
第
２
条

及

び
第
３

条
の
規
定
は

、
平
成

10
年
４
月

８
日
か
ら

適
用

す
る
。

 

附
 
則

（
平
成
1
1年

６
月
1
1
日
告
示
第

8
9号

）
 

こ
の

要
綱

は
、

公
示

の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正

後
の

富
士

市
が

け
地
近

接
危
険

住
宅

移
転
補

助
金
交

付
要

綱
の
規

定

は
、
平

成
1
1
年
４
月

１
日
か

ら
適
用
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
1
1年

９
月
１

日
告
示
第

1
14
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、
公
示

の
日
か

ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
1
2年

1
0
月
1
9
日
告
示
第

1
32
号

）
 

こ
の

要
綱

は
、

公
示

の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正

後
の

富
士

市
が

け
地
近

接
危
険

住
宅

移
転
補

助
金
交

付
要

綱
の
規

定

は
、
平

成
1
2
年
４
月

１
日
か

ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
1
7年

２
月
2
8
日
告
示
第

2
1号

）
 

こ
の
要

綱
は
、
平
成

1
7
年
３

月
７
日
か

ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
1
7年

３
月
2
8
日
告
示
第

3
7号

）
 

こ
の
要

綱
は
、
平
成

1
7
年
４

月
１
日
か

ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
2
1年

６
月
１

日
告
示
第

1
05
号

）
 

こ
の
要

綱
は
、
公
示

の
日
か

ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則

（
平
成
2
7年

２
月
2
5
日
告
示
第

2
0号

）
 

こ
の
要

綱
は
、
公
示

の
日
か

ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則

（
令
和
２
年

３
月
４

日
告
示
第

2
2号

）
 

こ
の
要

綱
は
、
公
示

の
日
か

ら
施
行
す

る
。

 

附
 
則

（
令
和
３
年

３
月
3
1
日
告
示
第

5
8号

）
 

１
 
こ

の
要
綱
は
、

令
和
３

年
４
月
１

日
か
ら
施

行
す

る
。
 

２
 
こ

の
要
綱
の
施

行
の
際

、
こ

の
要
綱

に
よ
る
改

正
前

の
様
式

に
よ
り
作
成

さ
れ

て
い
る
用
紙

は
、
当
分
の
間

、
調

整
し

て
使
用
す
る

こ
と

が
で
き
る
。

 

 

資
料
１
１
－

１
０

 

 

富
士
市
既
存
建
築
物
耐
震
性
向
上
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

平
成

９
年

３
月
2
4
日
 

告
示

第
3
1
号
 

改
正

 
平

成
11
年

９
月
１

日
告
示
第
1
1
5
号
 

平
成

1
4年

６
月
５

日
告
示

第
1
0
2
号
 

平
成

17
年

３
月
2
8
日
告
示

第
3
7
号
 

平
成

1
8年

９
月
４

日
告
示

第
1
3
3
号
 

平
成

22
年

３
月
3
0
日
告
示

第
5
4
号
 

平
成

2
4年

９
月
1
4
日
告
示

第
1
7
9
号
 

平
成

25
年

３
月
2
9
日
告
示

第
3
0
号
 

平
成

27
年

３
月
3
1
日
告
示

第
5
7
号
 

平
成

28
年

３
月
3
0
日
告
示

第
4
0
号
 

令
和
3
年
3
月
31
日
告

示
第
5
8
号
 

（
趣
旨

）
 

第
１

条
 
こ
の
要
綱
は
、

地
震

発
生
時

に
お
け

る
既
存
建
築
物

の
倒

壊
等
に

よ
る

災
害
を

防
止
す

る
た
め
、
既
存
建
築

物
耐
震

性
向
上

事
業

を
実
施

す
る
当

該
建

築
物
の

所
有
者

に
対
す

る
補

助
金
の

交
付
に

つ
い

て
、
富

士
市
補
助
金
等

交
付
規

則
（
昭

和
4
2
年
富
士

市
規
則

第
2
8
号
）
に

よ
る
も

の
の
ほ

か
、

必
要
な

事
項
を

定
め

る
も
の

と
す
る
。
 

（
一

部
改
正
〔
平
成
1
1年

告
示

11
5号

〕
）
 

（
定
義

）
 

第
２

条
 
こ
の
要
綱
に
お

い
て

「
既
存

建
築
物

耐
震
性
向
上
事

業
」

と
は
、

静
岡

県
地
震

対
策
推

進
条
例
（
平
成
８
年

静
岡
県

条
例
第

１
号

）
第
1
5
条
第
１

項
の

既
存
建

築
物
（

国
、
地

方
公

共
団
体

そ
の
他

の
公

の
機
関

が
所
有
す
る
も

の
を
除

く
。
）

の
耐

震
診
断

（
木
造

住
宅

及
び
特

定
建
築

物
に
あ

っ
て

は
、
耐

震
補
強

計
画

の
作
成

を
含
む
。
）
を

実
施
す

る
事
業

を
い

う
。
 

２
 

こ
の
要
綱
に
お
い
て

「
木

造
住
宅

」
と
は

、
木
造
軸
組
工

法
で

建
築
さ

れ
た

一
戸
建

て
住
宅

、
長
屋
及
び
共
同
住

宅
並
び

に
こ
れ

ら
の

建
築
物

の
う
ち

住
宅

以
外
の

用
途
を

兼
ね
る

も
の

で
あ
っ

て
、
当

該
住

宅
以
外

の
用
に
供
す
る

部
分
の

床
面
積

が
延

べ
面
積

の
２
分

の
１

未
満
の

も
の
を

い
う
。
 

３
 

こ
の
要
綱
に
お
い
て

「
特

定
建
築

物
」
と

は
、
次
の
各
号

の
い

ず
れ
に

も
適

合
す
る

建
築
物

を
い
う
。
 

(
１
)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る

も
の

で
あ
る

こ
と
。
 

ア
 

災
害
時
に
重

要
な
機

能
を

果
た
す

建
築
物

（
医

療
施
設
、

避
難

所
、
災

害
時

の
集
合

場
所
等

と
し
て
指
定
さ

れ
た
施
設
、
給
食
提
供
施
設
等
を
い
う
。
）
 

イ
 

災
害
時
に
多

数
の
者

に
危

険
が
及

ぶ
お
そ

れ
の

あ
る
建
築

物
（

百
貨
店

、
マ

ー
ケ
ッ

ト
、
劇

場
、
映
画
館
、

ホ
テ
ル
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
い
う
。
）
 

(
２
)
 
敷
地
に
つ
い
て
は
、

敷
地
に

接
す

る
道
路

の
中
心

線
以
内

の
面

積
が
お

お
む
ね

5
00
平
方
メ
ー

ト
ル
以

上
で
あ

る
こ

と
。
 

(
３
)
 
延
べ
床
面
積
が
1,
0
0
0平

方
メ
ー

ト
ル
（

幼
稚
園
及
び

保
育

所
に
あ

っ
て

は
、
5
0
0平

方
メ
ー

ト
ル
）
以
上
で

あ
り

、
か
つ
、
原

則
と
し

て
地

階
を
除

く
階
数

が
３

階
以
上
の

耐
火

建
築
物

又
は

準
耐
火

建
築
物

で
あ
っ
て
倒
壊

し
た

場
合
に
周
辺

の
市
街

地
に

及
ぼ
す

影
響
が

大
き

い
も
の
で

あ
る

こ
と
。
 

(
４
)
 
地
震
に
対
し
て
安
全

な
構
造

と
す

る
旨
の

市
長
に

よ
る
勧

告
又

は
建
築

物
の
耐

震
改

修
の
促
進
に
関

す
る

法

律
（

平
成
７
年
法

律
第
12
3号

）
に
基

づ
く

指
導
を

受
け
た
も
の

で
、
建
築
基

準
法
（

昭
和
25
年
法
律
第

20
1号

）

に
基

づ
く
耐
震
改

修
に
係

る
命

令
を
受

け
て
い

な
い

も
の
で
あ

る
こ

と
。
 

(
５
)
 
耐
震
診
断
の
結
果
、

倒
壊
の

可
能

性
が
あ

る
と
判

断
さ
れ

た
も

の
で
あ

る
こ
と

。
 

（
一

部
改
正
〔
平
成
1
1年

告
示

11
5号

・
1
4
年
1
02
号
・
1
8年

1
3
3
号
・

22
年
5
4
号
〕

）
 

（
補
助

の
対
象

及
び

補
助
額

）
 

第
３

条
 
補
助
の
対
象
は

、
対

象
建
築

物
の
所

有
者
が
行
う
既

存
建

築
物
耐

震
性

向
上
事

業
に
要

す
る
経
費
と
し
、
補

助
額
は

、
建
築

物
１

棟
ご
と

に
、
当

該
事

業
に
要

す
る
経

費
と
別

表
に

定
め
る

基
準
額

と
を

比
較
し

て
、
い
ず
れ
か

少
な
い

額
の
３

分
の

２
以
内

の
額
と

す
る

。
た
だ

し
、
次

の
各
号

の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る

木
造
住

宅
（
貸
家
を
除

く
。
）

に
つ
い

て
既

存
建
築

物
耐
震

性
向

上
事
業

を
実
施

す
る
場

合
に

お
け
る

補
助
額

は
、

建
築
物

１
棟
ご
と
に
、

当
該
事

業
に
要

す
る

経
費
と

別
表
に

定
め

る
基
準

額
と
を

比
較
し

て
、

い
ず
れ

か
少
な

い
額

と
す
る

。
 

(
１
)
 
65
歳
以
上
の
者
の
み

が
居
住

す
る

も
の
 

(
２
)
 
身
体
障
害
者
福
祉
法

（
昭
和

24
年

法
律
第

28
3号

）
第

15
条

第
４
項

の
規

定
に
よ
り
身
体

障
害

者
手
帳

の
交
付

を
受

け
て
い
る
者

（
身
体

障
害

者
福
祉

法
施
行

規
則

（
昭
和
2
5
年
厚

生
省
令

第
1
5
号
）
別

表
第
５

号
身

体
障
害
者

障
害

程
度
等
級
表

１
級
の

項
又

は
２
級

の
項
に

該
当

す
る
者
に

限
る

。
）
が

居
住

す
る
も

の
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(
３
)
 

介
護
保

険
法
（
平
成

９
年
法

律
第
12
3号

）
第
７
条
第

３
項

に
規
定

す
る
要
介
護

者
又
は

同
条
第
４
項

に
規
定

す
る
要

支
援
者

が
居
住
す
る

も
の
 

(
４
)
 

厚
生
労

働
大
臣
が
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ
り

療
育
手

帳
の
交
付
を

受
け
て

い
る
者

が
居

住
す
る
も
の
 

(
５
)
 

精
神
保

健
及
び
精
神

障
害
者

福
祉
に
関
す

る
法
律

（
昭
和
2
5年

法
律
第

1
23
号
）

第
4
5
条
第
２

項
の
規

定
に
よ

り
精

神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳

の
交
付
を
受
け

て
い

る
者
が
居

住
す
る
も
の
 

（
全

部
改

正
〔
平

成
1
8年

告
示

13
3号

〕
、
一
部
改

正
〔
平
成
2
5
年
告

示
30
号

・
2
8年

40
号
〕
）
 

（
交
付

の
申
請

）
 

第
４

条
 

補
助
金

の
交
付

を
受

け
よ
う
と
す
る

者
は

、
既
存
建
築
物

耐
震
性
向
上

事
業
費

補
助
金
交
付
申
請
書

（
第
１

号
様
式

）
に
次

に
掲
げ
る
書

類
を
添

え
て
、
市
長

に
申
請

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
１
)
 

事
業
計

画
書
 

(
２
)
 

収
支
予

算
書
 

(
３
)
 

そ
の
他

市
長
が
必
要

と
認
め

る
書
類
 

（
一

部
改

正
〔
平

成
2
8年

告
示

40
号
〕
）
 

（
交
付

の
条
件

）
 

第
５

条
 

次
に
掲

げ
る
事

項
は

、
補
助
金
の
交

付
の

決
定
を
す
る
際

の
条
件
と
な

る
も
の

と
す
る
。
 

(
１
)
 

次
に
掲

げ
る
事
項
の

一
に
該

当
す
る
場
合

に
は
、

あ
ら
か
じ
め

市
長
の

承
認
を

受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
 

ア
 

補
助
事
業
の
内
容
の

変
更

を
し
よ
う
と
す

る
場

合
で
、
次

の
い
ず
れ
か

に
該

当
す
る

と
き
。
 

(ア
)
 
施

行
箇
所

の
変
更
 

(イ
)
 
総

事
業
費

の
2
0パ

ー
セ

ン
ト
を

超
え
る

額
の

変
更
 

イ
 

補
助
事
業
を
中
止
し

、
又

は
廃
止
し
よ
う

と
す

る
場
合
 

(
２
)
 

補
助
事

業
が
予
定
の

期
間
内

に
完
了
し
な

い
場
合

又
は
補
助
事

業
の
遂

行
が
困

難
と

な
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、

速
や
か
に
市
長
に
報

告
し

て
そ
の
指
示
を

受
け

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ

と
。
 

(
３
)
 

補
助
金

の
収
支
に
関

す
る
帳

簿
を
備
え
、

領
収
書

等
関
係
書
類

を
整
理

し
、
並

び
に

こ
れ
ら
の
帳
簿
及
び
書

類
を

補
助
金
の
交
付
を
受

け
た

年
度
終
了
後
５

年
間

保
管
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い

こ
と
。
 

（
変
更

承
認
の

申
請
）
 

第
６

条
 

前
条
第

１
号
の

規
定

に
よ
り
市
長
の

承
認

を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に

は
、
既

存
建
築
物
耐
震
性
向

上
事
業

変
更
承

認
申
請

書
（
第
２
号

様
式
）

を
市
長
に
提

出
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

（
実
績

報
告
）
 

第
７

条
 

補
助
金

の
交
付

の
決

定
を
受
け
た
者

は
、

補
助
事
業
が
完

了
し
た
と
き

は
実
績

報
告
書
（
第
３
号
様

式
）
に

次
に
掲

げ
る
書

類
を
添
え
て

市
長
に

提
出
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(
１
)
 

事
業
実

績
書
 

(
２
)
 

収
支
決

算
書
 

２
 

実
績

報
告
書

は
、
補

助
事

業
の
完
了
の
日

か
ら

起
算
し
て
3
0日

を
経
過
し
た

日
又
は

補
助
金
の
交
付
の
決

定
の
あ

っ
た
日

の
属
す

る
年
度
の
３

月
の
末

日
の
い
ず
れ

か
早
い

日
ま
で
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

（
委
任

）
 

第
８

条
 

こ
の
要

綱
に
定

め
る

も
の
の
ほ
か
必

要
な

事
項
は
、
市
長

が
別
に
定
め

る
。
 

 

附
 
則
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成
９
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。
 

（
一
部

改
正
〔
平
成

11
年
告
示
1
1
5号

〕
）
 

附
 
則
（

平
成
1
1
年
９
月
１
日

告
示
第

11
5
号
）
 

こ
の
要

綱
は
、

公
示
の
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
1
4
年
６
月
５
日

告
示
第

10
2
号
）
 

こ
の
要

綱
は
、

公
示
の
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
1
7
年
３
月
28
日

告
示
第

37
号
）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成
17
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
1
8
年
９
月
４
日

告
示
第

13
3
号
）
 

こ
の
要

綱
は
、

公
示
の
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
2
2
年
３
月
30
日

告
示
第

54
号
）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成
22
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
2
4
年
９
月
14
日

告
示
第

17
9
号
）
 

こ
の
要

綱
は
、

公
示
の
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
2
5
年
３
月
29
日

告
示
第

30
号
）
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こ
の
要

綱
は
、

平
成

25
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（
平
成
2
7
年
３
月
31
日
告
示
第
57
号
）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

27
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（
平
成
2
8
年
３
月
30
日
告
示
第
40
号
）
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成

28
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（
令
和
３
年
３
月
31
日
告
示
第
58
号
）
 

1
 
こ

の
要

綱
は
、

令
和
３

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る
。
 

2
 
こ

の
要

綱
の
施

行
の
際

、
こ

の
要
綱

に
よ
る

改
正
前
の
様

式
に

よ
り
作

成
さ

れ
て
い
る
用
紙

は
、

当
分
の

間
、
調

整
し

て
使
用
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

 

別
表

（
第
３
条
関
係
）
 

（
全
部
改
正
〔

平
成

18
年
告

示
1
3
3号

〕
、
一
部
改
正
〔
平
成

22
年

告
示

54
号
・

24
年
1
7
9号

・
2
5年

3
0号

・

2
7
年
5
7
号
〕
）
 

事
業

内
容
 

構
造
・
用
途
等
 

延
べ
面

積
 

基
準

額
 

耐
震
診
断
及

び
耐
震
補
強

計
画
の
作
成
 木

造
住
宅
 

面
積
区

分
な
し
 

1
5万

4,
0
0
0円

（
耐
震
補
強

計
画
の
作
成

の

み
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

14
万
4
,
0
00

円
）
 

耐
震
診
断
 

木
造

住
宅
以
外
の

一
戸
建
て
住
宅
 

面
積
区
分
な
し
 

1
3
万
円
 

そ
の
他
（
木
造
住

宅
を
除
く
。
）
 

1
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル
以
内

の
部
分
 

延
べ

面
積
に
1平

方
メ

ー
ト
ル
当
た
り

2
,0
0
0円

を
乗
じ
て
得

た
額
 

1
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル
を
超

え
て
2
,
0
00
平
方

メ
ー
ト
ル

以
内
の
部
分
 

延
べ

面
積
に
1平

方
メ

ー
ト
ル
当
た
り

1
,5
0
0円

を
乗
じ
て
得

た
額
 

2
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル
を
超

え
る
部
分
 

延
べ

面
積
に
1平

方
メ

ー
ト
ル
当
た
り

1
,0
0
0円

を
乗
じ
て
得

た
額

（
そ
の
額
が

1
00
万
円

を
超
え
る
と

き
は

、
1
00
万
円

）
 

耐
震
補
強
計

画
の
作
成
 

特
定
建
築
物
 

1
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル

未
満
 

24
0
万
円
 

1
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル
以
上

2
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル
未
満
 

42
0
万
円
 

2
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル
以
上

3
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル
未
満
 

54
0
万
円
 

 



資
料
１

１
－

１
１
 

富
士
市
木
造
住
宅
等
耐
震
補
強
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

平
成
1
4
年
６
月
５
日
 

告
示
第

1
03
号
 

改
正
 
平

成
16
年
４
月
１
日

告
示
第
55
号
 

平
成
1
7
年
３
月
28
日
告
示
第
37
号
 

平
成
1
8
年
９
月

４
日
告
示
第
1
34
号
 

平
成
1
9
年
３
月
28
日
告
示
第
26
号
 

平
成
2
0
年
３
月
27
日
告
示
第
34
号
 

（
題
名
改

称
）
 

平
成
2
2
年
３
月
30
日
告
示
第
55
号
 

平
成
2
3
年
１
月
28
日
告
示
第
14
号
 

平
成
2
3
年
８
月

2
5日

告
示
第
1
67
号
 

平
成
2
8
年
1
2月

1
5日

告
示
第
2
11
号
 

平
成
3
1
年
３
月
29
日
告
示
第
44
号
 

令
和
2
年
1
0
月
3
0日

告
示
第

1
74
号
 

令
和

3
年
9
月
10
日

告
示
第
1
53
号
 

令
和
4
年

3月
30
日
告

示
第
59
号
 

（
趣
旨
）
 

第
１

条
 
こ
の
要

綱
は
、
地
震

発
生
時

に
お
け

る
木

造
住
宅
又

は
建

築
物
（

以
下

「
木
造

住
宅
等

」
と

い
う
。
）
の
倒

壊

に
よ
る
災

害
を

防
止
す
る
た

め
、
木
造
住

宅
等
耐

震
補
強

事
業
を

実
施

す
る
当
該
木
造

住
宅
等
の
所

有
者
に

対
す

る
補

助
金
の
交

付
に

つ
い
て
、
富

士
市
補
助
金

等
交
付

規
則
（

昭
和
4
2
年
富

士
市
規
則
第

28
号
）
に
よ
る

も
の
の

ほ
か

、
必

要
な
事
項

を
定

め
る
も
の
と

す
る
。
 

（
一
部

改
正
〔

平
成

20
年
告
示
3
4号

〕
）
 

（
定
義
）
 

第
２

条
 
こ
の
要

綱
に
お
い
て

、
次
の

各
号
に

掲
げ

る
用
語
の

意
義

は
、
当

該
各

号
に
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ
る
。
 

(
1
) 

木
造

住
宅
等

耐
震
補

強
事

業
 
昭
和
5
6年

５
月

31
日
以
前
に
建

築
さ
れ

た
木
造
住
宅

等
及
び
同
日
に
お
い
て
工
事

中
で
あ

っ
た
木
造
住

宅
等

の
耐
震
補
強

工
事
を

実
施
す
る
事
業
を
い

う
。
 

(
2
) 

木
造

住
宅
 

木
造
軸

組
工

法
で
居
住
の
た

め
に
継

続
し
て
利
用

す
る
建

築
物
を
い
う

。
 

(
3
) 

建
築

物
 
木

造
住
宅

以
外

の
建
物
で
、
次

の
ア
か

ら
カ
ま
で
の

い
ず
れ

に
も
適
合
す

る
も
の
を
い
う
。
 

ア
 
次

の
い
ず
れ
か

に
該

当
す
る
も
の

で
あ
る

こ
と
。
 

(ア
)
 
災

害
時
に

重
要
な

機
能
を
果
た

す
建
築
物
（

医
療
施
設

、
避

難
所
、

災
害
時
の
集
合
場
所

等
と
し
て
指
定

さ
れ
た

施
設
、

給
食

提
供
施
設
等
を

い
う

。
）
 

(イ
)
 
災

害
時
に

多
数
の

者
に
危
険
が

及
ぶ
お
そ
れ

の
あ
る
建

築
物

（
百
貨

店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
、

劇
場
、
映
画

館
、
ホ

テ
ル
、

マ
ン

シ
ョ
ン
等
を
い

う
。

）
 

イ
 
敷

地
に
つ
い
て

は
、

敷
地
に
接
す

る
道
路

の
中
心
線
以
内
の
面

積
が
お

お
む

ね
50
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る

こ
と
。
 

ウ
 
延

べ
床
面
積
が

1
,0
0
0平

方
メ
ー

ト
ル
（
幼
稚

園
及
び
保
育
所

に
あ
っ
て
は

、
50
0平

方
メ
ー

ト
ル
）
以
上
で
あ

り
、
か
つ

、
原
則

と
し
て

地
階
を
除
く

階
数
が
３
階

以
上
の
耐

火
建

築
物
又

は
準
耐
火
建
築
物
で

あ
っ
て
倒
壊
し

た
場
合
に

周
辺
の

市
街
地

に
及
ぼ
す
影

響
が
大
き
い

も
の
で
あ

る
こ

と
。
 

エ
 
地

震
に
対
し
て

安
全

な
構
造
と
す

る
旨
の

市
長
に
よ
る
勧
告
又

は
建
築

物
の

耐
震
改

修
の
促

進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
７

年
法
律

第
1
2
3号

）
に
基
づ
く
指

導
を
受
け
た

も
の
で

、
建

築
基
準

法
（
昭

和
2
5
年
法
律
第
2
0
1号

）
に

基
づ
く
耐

震
改
修

に
係
る

命
令
を
受
け

て
い
な
い
も

の
で
あ
る

こ
と

。
 

オ
 
耐

震
診
断
の
結

果
、

倒
壊
の
可
能

性
が
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
こ

と
。
 

カ
 
建

築
物
の
耐
震

改
修

の
促
進
に
関

す
る
法

律
又
は
建
築
基
準
法

の
規
定

に
よ

る
計
画

の
認
定

を
受
け
て
耐
震
化

を
行
う
も

の
で
あ

る
こ
と

。
 

(
4
) 

耐
震

補
強
工

事
 
地

震
に

対
す
る
安
全
性

の
向
上

を
目
的
と
し

た
補
強

（
増
築
及
び

模
様
替
え
を
伴
う
補
強
を
含

む
。
）

を
行
う
工
事

を
い

う
。
 

（
一
部

改
正
〔

平
成

20
年
告
示
3
4号

・
2
2
年
55
号

〕
）
 

（
補
助
の

対
象

及
び
補
助
額

）
 

第
３

条
 
補
助
の

対
象
及
び
補

助
額
は

、
別
表

に
定

め
る
と
お

り
と

す
る
。
 

２
 

前
項
の
場
合

に
お
い
て
、

１
棟
当

た
り
の

補
助

金
の
額
に

1
,0
0
0円

未
満

の
端
数
が
生

じ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

資
料
１

１
－
１

１
 

て
る
も
の

と
す

る
。
 

（
一
部
改
正
〔
平
成
16
年
告
示
5
5号

〕
）
 

（
計
画
の

提
出

等
）
 

第
４
条
 
補
助
金
の
交
付

を
受

け
よ
う

と
す
る

者
（

以
下
「
申

請
者

」
と
い

う
。

）
は
、

耐
震
補
強
計

画
の
作

成
ま
で

に

木
造
住
宅

等
耐

震
補
強
事
業
費
補
助
金
事
業
計
画
書
（
第
１
号
様
式
。
（
以
下
こ
の
条

に
お

い
て
「

計
画
書

」
と

い

う
。
）
に

関
係

書
類
を
添
え
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規

定
に

よ
る
計

画
書
の

提
出

が
あ
っ
た

と
き

は
、
そ

の
内

容
を
審

査
し
、
補
助

金
の
交

付
の
対

象

と
な
る
も

の
で

あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
計
画
書
を
承
認
し
、
木
造
住
宅
等
耐
震

補
強

事
業
費

補
助
金

計
画

承
認

通
知
書
（

第
２

号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
追
加
〔
令
和
３
年
告
示
4
5
号
〕
）
 

（
交
付
の

申
請

）
 

第
５
条
 
申
請
者
は
、
前

条
第

２
項
の

規
定
に

よ
る

通
知
を
受

け
、

耐
震
補

強
計

画
の
作

成
が
完
了
し

た
と
き

は
、
工

事

の
着
工
前

ま
で

に
木
造
住
宅
等
耐
震
補
強
事
業
費
補
助
金
交
付
申
請
書
（
第
３
号
様
式

）
に

関
係
書

類
を
添

え
て

、
市

長
に
提
出

し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
一
部
改
正
〔
平
成
20
年
告
示
3
4号

・
令
和
３
年

45
号
〕

）
 

（
交
付
の

決
定

）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
補
助

金
の

交
付
の

申
請
が

あ
っ

た
と
き
は

、
そ

の
内
容

を
審

査
し
、

適
当
と
認
め

る
も
の

に
つ
い

て

は
、
交
付

の
決

定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
補
助
金
の

交
付

を
決
定

し
た
と

き
は

、
木
造
住

宅
等

耐
震
補

強
事

業
費
補

助
金
交
付
決

定
通
知

書
（
第

４

号
様
式
）

に
よ

り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
一
部
改
正
〔
平
成
20
年
告
示
3
4号

・
令
和
３
年

45
号
〕

）
 

（
交
付
の

条
件

）
 

第
７
条
 
次
に
掲
げ
る
事

項
は

、
補
助

金
の
交

付
の

決
定
を
す

る
際

の
条
件

と
な

る
も
の

と
す
る
。
 

(
1
) 

次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら

か
じ
め
市
長
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

こ
と
。
 

ア
 
補

助
事
業
の
内
容
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

イ
 
総

事
業
費
の
2
0
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
額
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

ウ
 
補

助
事
業
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

(
2
) 

補
助
事
業
が
予
定
の
期
間
内
に
完
了
し
な
い
場
合
又
は
補

助
事

業
の
遂
行
が
困
難
と
な
っ

た
場
合
に
お

い
て
は

、

速
や
か

に
市
長
に
報
告
し
て
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

(
3
) 

補
助
金
の
収
支
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
、
領
収
書
等
関
係

書
類

を
整
理
し
、
並
び
に
こ
れ

ら
の
帳
簿
及

び
書
類

を

補
助
金

の
交
付
を
受
け
た
年
度
終
了
後
５
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

。
 

（
一
部
改
正
〔
令
和
３
年
告
示
4
5号

〕
）
 

（
変
更
承

認
の

申
請
）
 

第
８
条
 
前
条
第
１
号
の

規
定

に
よ
り

市
長
の

承
認

を
受
け
よ

う
と

す
る
場

合
に

は
、
木

造
住
宅
等
耐

震
補
強

事
業
計

画

変
更
承
認

申
請

書
（
第
５
号
様
式
）
に
関
係
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

（
一
部
改
正
〔
平
成
20
年
告
示
3
4号

・
令
和
３
年

45
号
〕

）
 

（
実
績
報

告
）
 

第
９
条
 
補
助
金
の
交
付

の
決

定
を
受

け
た
者

は
、

補
助
事
業

が
完

了
し
た

と
き

は
、
実

績
報
告
書
（

第
６
号

様
式
）

に

関
係
書
類

を
添

え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
績
報
告
書
は
、
補

助
事

業
の
完

了
の
日

か
ら

起
算
し
て

3
0日

を
経
過

し
た

日
又
は

補
助
金
の
交

付
の
決

定
の
あ

っ

た
日
の
属

す
る

年
度
の
３
月
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
一
部
改
正
〔
令
和
３
年
告
示
4
5号

〕
）
 

（
補
助
金

の
額

の
確
定
）
 

第
1
0
条
 
市
長
は
、
前
条

第
１

項
の
規

定
に
よ

り
完

了
の
報
告

が
あ

っ
た
と

き
は

、
そ
の

内
容
を
審
査

し
、
適

当
で
あ

る

と
認
め
た

場
合

は
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
、
木
造
住
宅
等
耐
震
補
強
事

業
費

補
助
金

確
定
通

知
書

（
第

７
号
様
式

）
に

よ
り
決
定
通
知
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
一
部
改
正
〔
平
成
20
年
告
示
3
4号

・
令
和
３
年

45
号
〕

）
 

（
委
任
）
 

第
1
1
条
 
こ
の
要
綱
に
定

め
る

も
の
の

ほ
か
必

要
な

事
項
は
、

市
長

が
別
に

定
め

る
。
 

（
一
部
改
正
〔
令
和
３
年
告
示
4
5号

〕
）
 

附
 

則
 



資
料
１

１
－

１
１
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 

こ
の
要
綱
は

、
公
示
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
一
部

改
正
〔

平
成

19
年
告
示
2
6号

・
2
3
年
14
号

・
令
和
２
年
1
7
4号

〕
）
 

（
経
過
措

置
）
 

２
 

平
成
2
3年

２
月
１
日
以
後

に
補
助

金
の
交

付
を

申
請
し
、

同
年

３
月

31
日
ま

で
に
交

付
の
決

定
を

受
け
た
補
助
事

業

に
係
る
こ

の
要

綱
の
適
用
に

つ
い
て
は
、

第
８
条

第
２
項

中
「
補

助
金

の
交
付
の
決
定

の
あ
っ
た
日

の
属
す

る
年

度
の

３
月
の
末

日
」

と
あ
る
の
は

「
平
成
24
年

３
月
3
1
日
」
と

、
別
表

中
「

50
万
円
」
と
あ

る
の
は
「
8
0
万
円
」

と
、

「
7
0

万
円
」
と

あ
る

の
は
「

10
0
万
円

」
と
す
る
。
 

（
追
加

〔
平
成

23
年

告
示
1
4
号
〕
、

一
部

改
正
〔

令
和
２
年
告
示

17
4
号
〕
）
 

３
 

平
成
2
9年

１
月
４
日
以
後

に
補
助

金
の
交

付
を

申
請
し
、

同
年

３
月

31
日
ま

で
に
交

付
の
決

定
を

受
け
た
補
助
事

業

に
係
る
第

８
条

の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て

は
、
同

条
第
２

項
中
「

補
助

金
の
交
付
の
決

定
の
あ
っ
た

日
の
属

す
る

年
度

の
３
月
の

末
日

」
と
あ
る
の

は
、
「
平
成

30
年
３

月
3
1日

」
と
す

る
。
 

（
追
加

〔
平
成

28
年

告
示
2
1
1号

〕
）
 

（
補
助
額

の
特

例
等
）
 

４
 

木
造
住
宅
で

あ
っ
て
次
に

掲
げ
る

要
件
の

全
て

に
該
当
す

る
も

の
に
係

る
補

助
額
は

、
別
表

の
規

定
に
よ
り
算
出

し

た
額
に
、

１
棟

ご
と
に
、
当

該
事
業
に
要

す
る
経

費
か
ら

別
表
の

規
定

に
よ
り
算
出
し

た
額
を
減
じ

た
も
の

と
1
5
万
円

と
を
比
較

し
て

い
ず
れ
か
少

な
い
額
を
加

え
て
得

た
額
と

す
る
。
 

(
1
) 

耐
震

診
断
の

結
果
、

倒
壊

の
可
能
性
の
高

い
住
宅

で
あ
る
こ
と

。
 

(
2
) 

耐
震

補
強
に

よ
り
、

地
震

後
も
自
宅
で
の

生
活
継

続
を
可
能
と

す
る
耐

震
性
を
確
保

す
る
住
宅
で
あ
る
こ
と
。
 

(
3
) 

家
具

の
固
定

を
行
う

住
宅

で
あ
る
こ
と
。
 

(
4
) 

耐
震

補
強
の

宣
伝
等

を
行

う
住
宅
で
あ
る

こ
と
。
 

（
追
加

〔
令
和

２
年

告
示
1
7
4号

〕
、
一

部
改
正

〔
令
和

３
年

告
示
4
5
号
〕

）
 

５
 

前
項
の
規
定

は
、
令
和
２

年
11
月

１
日
以

後
に

補
助
金
の

交
付

を
申
請

し
、

市
長
が

別
に
定

め
る

日
ま
で
に
交
付

の

決
定
を
受

け
た

補
助
事
業
に

つ
い
て
適
用

す
る
。
 

（
追
加

〔
令
和

２
年

告
示
1
7
4号

〕
、
一

部
改
正

〔
令
和

３
年

告
示
1
5
3
号
〕
）
 

附
 
則
（

平
成
1
6
年
４
月

１
日
告
示
第

55
号
）
 

１
 

こ
の
要
綱
は

、
公
示
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 

改
正
後
の
富

士
市
木
造
住

宅
耐
震

補
強
事

業
費

補
助
金
交

付
要

綱
の
規

定
は

、
こ
の

要
綱
の

施
行

の
日
以
後
の
申

請

に
係
る
補

助
金

に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日

前
の
申

請
に
係

る
補
助

金
に

つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例

に
よ
る

。
 

附
 
則
（

平
成
1
7
年
３
月

28
日
告
示
第

37
号
）
 

こ
の
要
綱

は
、

平
成
1
7年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
1
8
年
９
月

４
日
告
示
第

13
4
号
）
 

１
 

こ
の
要
綱
は

、
公
示
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 

改
正
後
の
富

士
市
木
造
住

宅
耐
震

補
強
事

業
費

補
助
金
交

付
要

綱
の
規

定
は

、
平
成

1
8年

４
月
１

日
か
ら
適
用
す

る
。
 附
 
則
（

平
成
1
9
年
３
月

28
日
告
示
第

26
号
）
 

１
 

こ
の
要
綱
は

、
公
示
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
た

だ
し
、
別

表
の

改
正
規

定
は

、
平
成

1
9年

４
月
１

日
か
ら
施
行
す

る
。
 

２
 

改
正
後
の
富

士
市
木
造
住

宅
耐
震

補
強
事

業
費

補
助
金
交

付
要

綱
別
表

の
規

定
は
、

平
成

19
年
４

月
１
日
以
後
の

申

請
に
係
る

補
助

金
に
つ
い
て

適
用
し
、
同

日
前
の

申
請
に

係
る
補

助
金

に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の

例
に
よ

る
。
 

附
 
則
（

平
成
2
0
年
３
月

27
日
告
示
第

34
号
）
 

こ
の
要
綱

は
、

平
成
2
0年

４
月
１
日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
2
2
年
３
月

30
日
告
示
第

55
号
）
 

１
 

こ
の
要
綱
は

、
平
成
22
年

４
月
１

日
か
ら

施
行

す
る
。
 

２
 

改
正
後
の
富

士
市
木
造
住

宅
等
耐

震
補
強

事
業

費
補
助
金

交
付

要
綱
の

規
定

は
、
こ

の
要
綱

の
施

行
の
日
以
後
の

申

請
に
係
る

補
助

金
に
つ
い
て

適
用
し
、
同

日
前
の

申
請
に

係
る
補

助
金

に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の

例
に
よ

る
。
 

附
 
則
（

平
成
2
3
年
１
月

28
日
告
示
第

14
号
）
 

こ
の
要
綱

は
、

平
成
2
3年

２
月
１
日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
2
3
年
８
月

25
日
告
示
第

16
7
号
）
 

１
 

こ
の
要
綱
は

、
公
示
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 

改
正
後
の
富

士
市
木
造
住

宅
等
耐

震
補
強

事
業

費
補
助
金

交
付

要
綱
の

規
定

は
、
平

成
2
3年

６
月

3
0日

以
後
に
工

事

請
負
契
約

を
締

結
す
る
耐
震

補
強
工
事
に

係
る
補

助
金
か

ら
適
用

す
る

。
 

資
料
１

１
－
１

１
 

附
 

則
（
平
成
2
8
年
1
2月

15
日
告
示
第

21
1
号
）
 

１
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成

29
年

１
月
４

日
か
ら

施
行

す
る
。
 

２
 
改
正
後
の
富
士
市
木

造
住

宅
耐
震

補
強
事

業
費

補
助
金
交

付
要

綱
の
規

定
は

、
こ
の

要
綱
の
施
行

の
日
以

後
の
申

請

に
係
る
補

助
金

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
な

お
従

前
の
例

に
よ
る

。
 

附
 

則
（
平
成
3
1
年
３
月
29
日
告
示
第

44
号
）
 

１
 
こ
の
要
綱
は
、
平
成

31
年

４
月
１

日
か
ら

施
行

す
る
。
 

２
 
改
正
後
の
富
士
市
木

造
住

宅
等
耐

震
補
強

事
業

費
補
助
金

交
付

要
綱
の

規
定

は
、
こ

の
要
綱
の
施

行
の
日

以
後
の

申

請
に
係
る

補
助

金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。
 

附
 

則
（
令
和
２
年
1
0月

30
日
告
示
第

17
4
号
）
 

１
 
こ
の
要
綱
は
、
令
和

２
年

11
月
１

日
か
ら

施
行

す
る
。
 

２
 
改
正
後
の
富
士
市
木

造
住

宅
等
耐

震
補
強

事
業

費
補
助
金

交
付

要
綱
の

規
定

は
、
こ

の
要
綱
の
施

行
の
日

以
後
の

申

請
に
係
る

補
助

金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。
 

附
 

則
（
令
和
３
年
３
月
31
日
告
示
第

45
号
）
 

こ
の
要
綱

は
、

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 

則
（
令
和
３
年
９
月
10
日
告
示
第

15
3
号
）
 

こ
の
要
綱

は
、

公
示
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
富
士
市
木
造
住
宅
等
耐
震
補
強
事

業
費

補
助
金

交
付
要

綱
の

規
定

は
、
令
和
３
年
４
月
１
日

か
ら

適
用
す

る
。
 

附
 

則
（
令
和
４
年
３
月
30
日
告
示
第

59
号
）
 

こ
の
要
綱

は
、

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

（
全
部
改
正
〔
平
成
20
年
告
示
3
4号

〕
、
一
部
改

正
〔
平

成
2
2年

告
示
55
号
・
23
年
16
7
号
・

28
年
2
1
1号

・
3
1

年
44
号
・
令
和
３
年
45
号
・
４
年
59
号
〕
）
 

区
分
 

補
助
の

対
象
 

補
助

額
 

木
造
住
宅
 

一
の
年
度

に
お
い

て
、
対
象
木

造
住
宅
の
所
有
者

が
行
う
設
計
及
び
耐
震
補

強
計

画
の
作

成
に
係

る

経
費
（
当
該
対
象
木
造
住

宅
が

富
士
市

既
存
建

築

物
耐
震
性
向
上
事
業
費
補

助
金

交
付
要

綱
（
平

成
9

年
富
士
市
告
示
第
3
1号

）
に
係

る
補
助

を
既
に

受

け
て
い
る
場
合
を
除
く
。

）
並

び
に
木

造
住
宅

等

耐
震
補
強
事
業
に
要
す
る

工
事

費
 

1
棟
ご
と
に
、
当
該
事

業
に

要
す
る
経
費

に
1
0分

の
8

を
乗

じ
て

得
た
額

と
1
0
0万

円
（
別
に
定

め
る
高
齢

者
等

が
居

住
す
る

住
宅
に

あ
っ

て
は
、

1
20
万
円

）

（
当

該
対

象
木
造

住
宅
が

富
士

市
既
存

建
築
物

耐
震

性
向

上
事

業
費
補

助
金
交

付
要

綱
に
係

る
補
助

を
既

に
受

け
て

い
る
場

合
は
、

1
00
万
円
又
は

12
0万

円
か

ら
そ

の
補

助
額
を

控
除
し

て
得

た
額
）

と
を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か
少

な
い
額

と
す

る
。
 

建
築
物
 

対
象

建
築

物
の
所

有
者
が

行
う

木
造
住

宅
等
耐

震

補
強
事
業
に
要
す
る
工
事

費
 

1
棟
ご
と
に
、
当
該
事

業
に

要
す
る
経
費

と
対
象

建

築
物

の
延

べ
面
積

に
4
万
7
,
30
0
円
（
免

震
工
法

そ
の

他
特

殊
な

工
法
に

よ
る
も

の
に

あ
っ
て

は
、

8万

円
）

を
乗

じ
て
得

た
額
と

を
比

較
し
て

い
ず
れ

か
少

な
い

額
に

、
10
0
分
の

2
3を

乗
じ
て
得
た

額
と
す

る
。
 

 
第
１
号

様
式
（

第
４

条
関
係

）
 

（
追

加
〔
令
和
３
年
告
示
4
5号

〕
）
 

第
２
号

様
式
（

第
４

条
関
係

）
 

（
追

加
〔
令
和
３
年
告
示
4
5号

〕
）
 

第
３
号

様
式
（

第
５

条
関
係

）
 

（
追

加
〔
令
和
３
年
告
示
4
5号

〕
）
 

第
４
号

様
式
（

第
６

条
関
係

）
 

（
一

部
改
正
〔
平
成
2
0年

告
示
34
号
・
令
和
３
年
4
5
号
〕
）
 

第
５
号

様
式
（

第
８

条
関
係

）
 

（
一

部
改
正
〔
平
成
1
7年

告
示
37
号
・
2
0年

34
号
・
令
和
３
年
4
5号

〕
）
 

第
６
号

様
式
（

第
９

条
関
係

）
 

（
一

部
改
正
〔
平
成
1
7年

告
示
37
号
・
2
0年

34
号
・
令
和
３
年
4
5号

〕
）
 

第
７
号

様
式
（

第
1
0
条
関
係

）
 

（
一

部
改
正
〔
平
成
2
0年

告
示
34
号
・
令
和
３
年
4
5
号
〕
）
 

 



資
料

１
１

－
１
２

  

 

富
士

市
浸

水
住
宅

改
良

及
び

災
害
復

興
住

宅
建

設
等
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

貸
付

金
利
子

助
成

金
交

付
要

綱
 

 

規
定

 
平

成
1
5
年
３

月
26
日
告

示
第
3
8
号

 

改
正

 
平

成
1
7
年

２
月

28
日
告

示
第
2
1
号

 

平
成

1
7
年

３
月

28
日

告
示

第
3
7
号

 

平
成

2
3
年

３
月

24
日

告
示

第
3
9
号

 

令
和

３
年

３
月

31
日

告
示

第
5
8
号

 

 （
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
、

住
宅

の
浸
水

を
防
止

す
る

た
め

の
住

宅
改

良
並
び

に
地
震

、
暴

風
雨
、

洪
水
、

高
潮

、
大

雨

そ
の

他
異

常
な
自

然
現
象

及
び

火
災
等

に
よ

り
被
害

を
受

け
た

住
宅

の
建
設

若
し
く

は
修

繕
又

は
新

た
な

住
宅

の
購

入
の

た
め

金
融
機

関
か
ら

の
資

金
の
借

受
け

を
す
る

者
に

対
し

、
予

算
の
範

囲
内
に

お
い

て
利

子
助

成
金

を
交

付
す

る
も

の
と

し
、
そ

の
交
付

に
関

し
て
は

、
富

士
市
補

助
金

等
交

付
規

則
（
昭

和
4
2
年

富
士
市

規
則
第

2
8
号
）

に
よ

る
も

の
の

ほ
か
、

必
要
な

事
項

を
定
め

る
も

の
と
す

る
。

 

 （
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

要
綱

に
お

い
て

、
次
の

各
号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、
当

該
各
号

に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る

。
 

(
1
)
 
住

宅
 

自
己

の
居
住

の
用
に

供
す
る

家
屋

（
当

該
家
屋

に
事
務

所
、
店

舗
、
工

場
そ

の
他

人
の

居
住

の
用

に

供
し

な
い

部
分
を

有
す
る

場
合

は
、
当

該
部
分

を
除

く
。

）
を

い
う

。
 

(
2
)
 
災

害
 

災
害

救
助
法

（
昭
和

22
年

法
律

第
1
1
8
号

）
の

適
用

を
受
け

た
災
害

又
は

市
長

が
認
定
し

た
災

害
を

い
う

。
 

(
3
)
 
浸

水
住

宅
改

良
 
住

宅
が
土

地
の
低

地
化

等
に

よ
り
浸

水
す
る

こ
と
を

防
止
す

る
た

め
、

同
一

敷
地

内
で

の

住
宅

の
除

却
新
築

、
改
築

、
移

転
又
は

修
繕
を

伴
っ

て
住

宅
の

存
す

る
土
地

の
地
盤

の
改

良
、

盛
土

等
（

以
下

「
地

盤
改

良
等
」

と
い
う

。
）

を
行
う

こ
と
を

い
う

。
 

(
4
)
 
金

融
機

関
 

富
士
市

の
指
定

金
融
機

関
等

（
平

成
９
年

富
士
市

告
示
第

５
号
）

に
定

め
る

指
定

金
融

機
関

、

指
定

代
理

金
融
機

関
及
び

収
納

代
理
金

融
機
関

並
び

に
市

長
が

認
め

た
金
融

機
関
を

い
う

。
 

 （
交

付
対

象
者

）
 

第
３

条
 

こ
の

要
綱

に
よ

る
利

子
助
成

金
の
交

付
の

対
象

者
は

、
市

内
に
住

宅
を
有

す
る

者
で
、

次
に
掲

げ
る

事
業

を

行
う

た
め

、
金
融

機
関
か

ら
融

資
を
受

け
よ

う
と
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
浸

水
住

宅
改

良
を
行

う
と
き

。
 

(
2
)
 
災

害
に

よ
り

住
宅
が

滅
失
し

、
又
は

住
宅

に
半

壊
、
半

焼
そ
の

他
こ
れ

ら
に
相

当
す

る
程

度
以

上
の

被
害

が

あ
る

と
市

長
が
認

め
た
損

害
を

受
け
た

た
め
、

新
た

に
住

宅
（

マ
ン

シ
ョ
ン

を
除
く

。
）

の
建

設
又

は
購

入
を

す

る
と

き
。

 

(
3
)
 
災

害
に

よ
り

住
宅
が

損
害
を

受
け
た

た
め

、
当

該
住
宅

（
マ
ン

シ
ョ
ン

を
除
く

。
）

の
修

繕
を

す
る

と
き

。

た
だ

し
、

当
該
修

繕
費
が

10
万
円

未
満

の
と
き

を
除
く

。
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
事

業
の

う
ち
、

前
項
第

２
号

の
事

業
に

あ
っ

て
は
被

災
し
た

日
か

ら
２
年

以
内
、

同
項

第
３

号

の
事

業
に

あ
っ
て

は
被
災

し
た

日
か
ら

１
年

以
内
の

も
の

に
限

る
も

の
と
す

る
。

 

（
一

部
改

正
〔

平
成

2
3
年

告
示

3
9
号

〕
）

 

 （
対

象
経

費
等

）
 

第
４

条
 

こ
の

要
綱

に
よ

る
利

子
助
成

金
の
交

付
の

対
象

経
費

、
利

子
助
成

率
及
び

交
付

期
間
は

、
次
の

表
の

と
お

り

と
す

る
。

 

 

資
料
１
１
－

１
２

  

 

事
業

の
種

類
 

対
象

経
費
 

利
子

助
成

率
 

交
付

期
間

 

前
条

第
１

号
の
事

業
 

浸
水

住
宅

改
良

の
う

ち
地

盤
改

良

等
に

要
し

た
経

費
（

当
該

経
費

が

3
0
0
万

円
を

超
え

る
と

き
は

、
30
0
万

円
）
に

係
る
金

融
機
関

か
ら

の
融

資

額
の

利
子
（
金

融
機
関

へ
の

償
還

を

怠
っ

た
た

め
に

生
じ

た
利

子
を

除

く
。

以
下

同
じ
。
）

相
当
額

 

金
融

機
関

が
定
め

る
利

率
 

５
年

以
内

 

前
条

第
２

号
の
事

業
 

住
宅

の
建

設
又

は
購

入
に

要
し

た

経
費
（

当
該
経

費
が

1
,
4
0
0
万
円

を

超
え

る
と

き
は
、

1
,
4
00

万
円
）

に

係
る

金
融

機
関

か
ら

の
融

資
額

の

利
子

相
当

額
 

融
資

実
行

日
か

ら
５

年
間

は
独

立

行
政

法
人

住
宅

金
融

支
援

機
構

の

災
害

復
興

住
宅

融
資

の
基

本
融

資

利
率

以
内

、
６

年
目
以

降
は

そ
の

２

分
の

１
以

内
 

1
0
年

以
内

 

前
条

第
３

号
の
事

業
 

住
宅

の
修

繕
に
要

し
た
経

費
（
当

該

経
費

が
5
9
0

万
円

を
超

え
る

と
き

は
、

59
0
万
円

）
に
係

る
金

融
機

関

か
ら

の
融

資
額
の

利
子
相

当
額

 

融
資

実
行

日
か

ら
５

年
間

は
独

立

行
政

法
人

住
宅

金
融

支
援

機
構

の

災
害

復
興

住
宅

融
資

の
基

本
融

資

利
率

以
内

、
６

年
目
以

降
は

そ
の

２

分
の

１
以

内
 

1
0
年

以
内

 

（
一

部
改

正
〔

平
成

2
3
年

告
示

3
9
号

〕
）

 

 （
交

付
の

申
請

）
 

第
５

条
 

こ
の

要
綱

に
よ

る
利

子
助
成

金
の
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

（
以

下
「

申
請

者
」
と

い
う
。

）
は

、
富

士

市
浸

水
住

宅
改
良

及
び
災

害
復

興
住

宅
建

設
等

貸
付

金
利

子
助

成
金

交
付
申

請
書
（

第
１

号
様
式

）
に
次

に
掲

げ
る

書
類

を
添

え
て
、

毎
年
度

市
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
、

市
長
が

必
要

が
な
い

と
認
め

た
と

き

は
、

当
該

書
類
の

全
部
又

は
一

部
の

添
付

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
1
)
 
家

屋
に

係
る

登
記
事

項
証
明

書
 

(
2
)
 
金

融
機

関
が

発
行
す

る
融
資

予
約
通

知
書

の
写
し

 

(
3
)
 
実

施
計

画
書

（
第
３

条
第
１

項
第
１

号
の

事
業
に

係
る

利
子
助

成
金
に

あ
っ
て

は
第

２
号

様
式

（
そ

の

１
）

、
同

項
第

２
号

の
事

業
に

係
る
利

子
助
成

金
に

あ
っ

て
は

同
様

式
（
そ

の
２
）

、
同
項

第
３

号
の

事
業
に

係

る
利

子
助

成
金

に
あ

っ
て

は
同

様
式
（

そ
の
３

）
）

 

(
4
)
 
第

３
条

第
１

項
第
２

号
又
は

第
３
号

の
事

業
に
係

る
利

子
助
成

金
に
あ

っ
て
は

、
り

災
証

明
書

の
写

し
 

(
5
)
 
建

築
基

準
法

（
昭

和
2
5
年
法

律
第

2
0
1
号
）

第
６

条
に

規
定

す
る
確

認
済
証

の
写

し
 

(
6
)
 
そ

の
他

市
長

が
必
要

と
す
る

書
類

 

（
一

部
改

正
〔

平
成

1
7
年

告
示

2
1
号

・
2
3
年

39
号

〕
）

 

 （
交

付
決

定
）

 

第
６

条
 

市
長

は
、

前
条

の
規

定
に
よ

り
利
子

助
成

金
の

交
付

の
申

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ
の

内
容
を

審
査

し
、

適

当
と

認
め

る
も
の

に
つ
い

て
は

、
富

士
市

浸
水

住
宅

改
良

及
び

災
害

復
興
住

宅
建
設

等
貸

付
金
利

子
助
成

金
交

付
決

定
通

知
書

（
第
３

号
様
式

）
に

よ
り

、
当

該
申

請
者

に
通

知
す

る
も

の
と
す

る
。

 

 （
完

了
届

）
 

第
７

条
 

申
請

者
は

、
利

子
助

成
金
の

交
付
の

対
象

と
な

っ
た

住
宅

の
浸

水
住

宅
改

良
等

の
工
事

が
完
了

し
た

と
き

は
、

完
了

届
（
第

４
号
様

式
）

に
次

に
掲

げ
る

書
類

を
添

え
て

市
長

に
提
出

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

(
1
)
 
完

成
写

真
 

(
2
)
 
建

築
基

準
法

第
７
条

に
規
定

す
る
検

査
済

証
の
写

し
 

(
3
)
 
そ

の
他

市
長

が
必
要

と
認
め

る
書
類

 

 



資
料

１
１

－
１
２

  

 

（
利

子
助

成
金

の
交

付
）

 

第
８

条
 

市
長

は
、

利
子

助
成

金
の
交

付
を
決

定
し

た
者

（
以

下
「

交
付
決

定
者
」

と
い

う
。
）

に
対
し

、
第

４
条

の

規
定

に
よ

り
算
出

さ
れ
た

利
子

助
成

金
を

前
期

（
４

月
１

日
か

ら
９

月
3
0
日
ま

で
）

及
び
後

期
（
10

月
１
日

か
ら

翌
年

の
３

月
31

日
ま

で
）

の
２
期

に
区
分

し
、

そ
れ

ぞ
れ

1
0
月

及
び

４
月
に

交
付
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 

交
付

決
定

者
は

、
前

項
の

期
別
ご

と
に
金

融
機

関
へ

の
返

済
額

を
証
す

る
書
類

を
市

長
に
提

出
し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 （
委

任
）

 

第
９

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の
の

ほ
か
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
別
に

定
め
る

。
 

 

附
 

則
 

こ
の

要
綱

は
、
平

成
1
5
年

４
月
１

日
か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

平
成

1
7
年

２
月

2
8
日

告
示

第
2
1
号

）
 

こ
の

要
綱

は
、
平

成
1
7
年

３
月
７

日
か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

平
成

1
7
年

３
月

2
8
日

告
示

第
3
7
号

）
 

こ
の

要
綱

は
、
平

成
1
7
年

４
月
１

日
か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

平
成

2
3
年

３
月

2
4
日

告
示

第
3
9
号

）
 

こ
の

要
綱

は
、
公

示
の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

附
 

則
（

令
和

３
年

３
月

3
1
日

告
示

第
5
8
号

）
 

１
 

こ
の

要
綱

は
、

令
和

３
年

４
月
１

日
か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

こ
の

要
綱

の
施

行
の

際
、

こ
の
要

綱
に
よ

る
改

正
前

の
様

式
に

よ
り
作

成
さ
れ

て
い

る
用
紙

は
、
当

分
の

間
、

調

整
し

て
使

用
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

 
 

資
料
１

１
－

１
３

 

 

富
士
市
地
域

支
障

樹
木
除

去
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

 

 

平
成

2
2
年

３
月

3
0
日
告

示
第

4
9
号
 

改
正
 

平
成

2
4
年

３
月

3
0
日

告
示

第
3
7
号
 

令
和

３
年

３
月

3
1
日
告

示
第

5
8
号
  

（
趣

旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
、

地
域

に
お

け
る
緑

豊
か

で
安

全
な

生
活
環

境
を

保
全

す
る

た
め

、
市

民
生

活
の

安
全

上
支

障
と

な
る

樹
木

の
除

去
を

行
う

も
の

に
対

す
る

補
助

金
の
交

付
に

つ
い

て
、

富
士

市
補

助
金

等
交

付
規

則
（

昭
和

4
2
年

富
士

市
規

則
第

28
号

）
に
よ

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。
 

（
一

部
改

正
〔

平
成

24
年

告
示

3
7
号
〕
）
 

（
交

付
の

対
象

等
）
 

第
２

条
 

補
助

金
の

交
付

の
対

象
と

な
る
も

の
は

、
次

項
に

規
定
す

る
樹

木
が

存
す

る
土

地
を

所
有

し
、

占
有

し
、

又
は

管
理

す
る

町
内
会

（
住

民
に

よ
り

自
主

的
に

組
織

さ
れ

た
自

治
会

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

と
す

る
。
 

２
 

補
助

金
の

交
付

の
対

象
と

な
る

樹
木
（

以
下

「
補

助
対

象
樹
木

」
と

い
う

。
）

は
、

市
民

生
活

の
安

全
上

支
障

と
な

る
状

態
で

あ
り

、
か

つ
、

高
さ

が
1
5
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

樹
木

と
す

る
。

た
だ

し
、

市
長

が
必

要
と

認
め

る
樹

木
に

つ
い

て
は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

３
 

補
助

金
の

交
付
の

対
象

と
な
る
経
費
（

以
下
「

補
助
対

象
経

費
」
と

い
う

。
）
は

、
次

に
掲

げ
る

費
用

と
す

る
。

 

(
１

)
 

樹
木

の
除

去
に

要
す

る
経

費
の

う
ち

、
町

内
会

が
事

業
者

に
対

し
て

支
払

う
次

の
費

用
 

ア
 

建
設

機
械

の
借
上

料
 

イ
 

作
業

員
等

の
労
務

費
 

ウ
 

運
搬

費
及

び
処
分

費
 

(
２

)
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

費
用
 

（
一

部
改

正
〔

平
成

24
年

告
示

3
7
号
〕
）
 

（
補

助
金

の
額

等
）
 

第
３

条
 

補
助

金
の

額
は

、
補

助
対

象
樹
木

の
存

す
る

土
地

１
か
所

に
つ

き
補

助
対

象
経

費
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
（

1
,
0
0
0
円

未
満
の

端
数

が
生

じ
た

と
き

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
た

額
）

と
し

、
2
0
万

円
を

限
度

と
す

る
。 

２
 

補
助

金
の

交
付
は

、
一

の
年
度
に
お

い
て

、
前
項

の
土

地
１

か
所

に
つ

き
１

回
限

り
と

す
る

。
 

（
一

部
改

正
〔

平
成

24
年

告
示

3
7
号
〕
）
 

（
交

付
の

申
請

）
 

第
４

条
 

補
助

金
の

交
付

を
申

請
し

よ
う
と

す
る

町
内

会
（

以
下
「

申
請

者
」

と
い

う
。

）
は

、
富

士
市

地
域

支
障

樹
木

除
去

事
業

補
助

金
交

付
申

請
書

（
第

１
号

様
式

）
に
次

に
掲

げ
る

書
類

を
添

え
て

市
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
１

)
 

見
積

書
 

(
２

)
 

位
置

図
 

(
３

)
 

樹
木

の
写

真
 

(
４

)
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類
 

（
一

部
改

正
〔

平
成

24
年

告
示

3
7
号
〕
）
 

（
交

付
の

決
定

）
 



 
 

資
料
１
１
－
１

３
 

 

第
５

条
 

市
長

は
、

前
条

に
規

定
す

る
申

請
が

あ
っ

た
と
き

は
、

そ
の

内
容

を
審

査
し

、
適

当
と

認
め

た
と

き
は

、

補
助

金
の

交
付

を
決

定
し

、
富

士
市

地
域

支
障

樹
木

除
去
事

業
補

助
金

交
付

決
定

通
知

書
（

第
２

号
様

式
）

に
よ

り
申

請
者

に
通

知
す
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

市
長

は
、

前
項
の

規
定

に
よ

る
決

定
に

つ
い

て
必

要
な

条
件

を
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
一

部
改

正
〔

平
成

24
年

告
示

3
7
号
〕

）
 

（
実

績
報

告
）
 

第
６

条
 

補
助

金
の

交
付

の
決

定
を

受
け

た
町

内
会

（
以
下

「
補

助
事

業
者

」
と

い
う

。
）

は
、

事
業

が
完

了
し

た

と
き

は
、

速
や

か
に

実
績

報
告

書
（

第
３

号
様

式
）

に
次
に

掲
げ

る
書

類
を

添
付

し
て

市
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
１

)
 

補
助

対
象

経
費

に
係

る
領

収
書

の
写

し
 

(
２

)
 

事
業

完
了

後
の

写
真
 

(
３

)
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類
 

（
一

部
改

正
〔

平
成

24
年

告
示

3
7
号
〕

）
 

（
補

助
金

の
額

の
確
定

）
 

第
７

条
 

市
長

は
、

前
条

の
実

績
報

告
書

を
受

理
し

た
と
き

は
、

そ
の

内
容

を
審

査
し

、
交

付
す

べ
き

補
助

金
の

額

を
確

定
し

、
富

士
市

地
域

支
障

樹
木

除
去

事
業

補
助

金
確
定

通
知

書
（

第
４

号
様

式
）

に
よ

り
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
一

部
改

正
〔

平
成

24
年

告
示

3
7
号
〕

）
 

（
交

付
の

決
定

の
取
消

し
等

）
 

第
８

条
 

市
長

は
、

補
助

事
業

者
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
と

認
め

る
と

き
は

、
補

助
金

の
交

付
の

決

定
を

取
り

消
し

、
又
は

既
に

交
付

し
た

補
助

金
の

全
部

若
し

く
は

一
部

を
返

還
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
１

)
 

こ
の

要
綱

に
違

反
し

た
と

き
。
 

(
２

)
 

補
助

金
の

運
用

が
不

適
当

と
認

め
ら

れ
た

と
き

。
 

(
３

)
 

虚
偽

そ
の

他
不

正
な

手
段

に
よ

り
補

助
金

の
交

付
の

決
定

を
受

け
た

と
き

。
 

(
４

)
 

事
業

を
中

止
し

、
又

は
廃

止
し

た
と

き
。
 

（
委

任
）
 

第
９

条
 

こ
の

要
綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

必
要

な
事

項
は

、
市

長
が

別
に

定
め

る
。
 

 

附
 

則
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

22
年

４
月

１
日
か

ら
施

行
す

る
。
 

附
 

則
（

平
成

2
4
年
３

月
3
0
日

告
示
第

3
7
号

）
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

24
年

４
月

１
日
か

ら
施

行
す

る
。
 

附
 

則
（

令
和

３
年
３

月
3
1
日

告
示
第

5
8
号

）
 

１
 

こ
の

要
綱

は
、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

こ
の

要
綱

の
施
行

の
際

、
こ
の

要
綱

に
よ

る
改

正
前
の

様
式

に
よ

り
作

成
さ

れ
て

い
る

用
紙
は

、
当

分
の

間
、

調
整

し
て

使
用

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

資
料
１
１
－

１
４

 

 

富
士
市
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
及
び
防
災
ベ
ッ
ド
設
置
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

平
成

29
年

３
月
3
1
日
 

告
示

第
4
8
号
 

改
正

 
令
和
３
年

３
月
31
日
告

示
第
5
8
号
 

（
趣
旨

）
 

第
１

条
 
こ
の
要
綱
は
、

地
震

発
生
時

に
お
け

る
住
宅
の
倒
壊

か
ら

市
民
の

生
命

を
守
る

た
め
、

住
宅
内
に
耐
震
シ
ェ

ル
タ
ー

又
は
防

災
ベ

ッ
ド
を

設
置
す

る
者

に
対
す

る
補
助

金
の
交

付
に

つ
い
て

、
富
士

市
補

助
金
等

交
付
規
則
（
昭

和
42
年
富
士
市
規
則
第
28
号

）
に
よ

る
も

の
の
ほ

か
、
必

要
な
事

項
を

定
め
る

も
の
と

す
る

。
 

（
定
義

）
 

第
２

条
 
こ
の
要
綱
に
お

い
て

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る
用
語
の

意
義

は
、
当

該
各

号
に
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
１
)
 
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
 

住
宅
内

に
設

置
す
る

こ
と
に

よ
り
、

地
震

発
生
時

に
当
該

住
宅

に
居
住
す
る
者

の
命

を

守
る

安
全
な
空
間

を
確
保

す
る

こ
と
を

目
的
と

し
た

箱
状
の
設

備
と

し
て
市

長
が

認
め
る

も
の
を

い
う
。
 

(
２
)
 
防
災
ベ
ッ
ド
 
住
宅

内
に
設

置
す

る
こ
と

に
よ
り

、
地
震

発
生

時
に
当

該
住
宅

に
居

住
す
る
者
の
命

を
守

る

安
全

な
空
間
を
確

保
す
る

こ
と

を
目
的

と
し
た

ベ
ッ

ド
と
し
て

市
長

が
認
め

る
も

の
を
い

う
。
 

（
補
助

対
象
事

業
）
 

第
３

条
 
補
助
金
の
交
付

の
対

象
と
な

る
事
業

は
、
耐
震
シ
ェ

ル
タ

ー
又
は

防
災

ベ
ッ
ド

を
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
住
宅

の
１
階

部
分

に
設
置

す
る
事

業
と

す
る
。
 

(
１
)
 
昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に

建
築

さ
れ
た

木
造
住

宅
又
は

同
日

に
お
い

て
工
事

中
で

あ
っ
た
木
造
住

宅
で

現

に
居

住
の
用
に
供

す
る
も

の
で

あ
る
こ

と
。
 

(
２
)
 
耐
震
診
断
の
結
果
、

倒
壊
の

可
能

性
が
あ

る
と
判

断
さ
れ

た
も

の
で
あ

る
こ
と

。
 

(
３
)
 
申
請
に
係
る
住
宅
が

富
士
市

木
造

住
宅
等

耐
震
補

強
事
業

費
補

助
金
交

付
要
綱

（
平

成
14
年

富
士
市
告
示

第

10
3
号
）

に
よ
る

補
助

を
受
け

て
い
な

い
も

の
で
あ

る
こ
と
。
 

（
補
助

の
対
象

経
費

及
び
補

助
額
）
 

第
４

条
 
補
助
の
対
象
経

費
及

び
補
助

額
は
、

別
表
に
定
め
る

と
お

り
と
す

る
。
 

（
交
付

の
申
請

）
 

第
５

条
 
補
助
金
の
交
付

を
受

け
よ
う

と
す
る

者
（
以
下
「
申

請
者

」
と
い

う
。

）
は
、

富
士
市

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
及

び
防
災

ベ
ッ
ド

設
置

事
業
費

補
助
金

交
付

申
請
書

（
第
１

号
様
式

）
に

関
係
書

類
を
添

え
て

、
市
長

に
提
出
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
交
付

の
決
定

）
 

第
６

条
 
市
長
は
、
補
助

金
の

交
付
の

申
請
が

あ
っ
た
と
き
は

、
そ

の
内
容

を
審

査
し
、

適
当
と

認
め
る
も
の
に
つ
い

て
は
、

交
付
の

決
定

を
行
う

も
の
と

す
る

。
 

２
 

市
長
は
、
補
助
金
の

交
付

を
決
定

し
た
と

き
は
、
富
士
市

耐
震

シ
ェ
ル

タ
ー

及
び
防

災
ベ
ッ

ド
設
置
事
業
費
補
助

金
交
付

決
定
通

知
書

（
第
２

号
様
式

）
に

よ
り
申

請
者
に

通
知
す

る
も

の
と
す

る
。
 

（
交
付

の
条
件

）
 

第
７

条
 
次
に
掲
げ
る
事

項
は

、
補
助

金
の
交

付
の
決
定
を
す

る
際

の
条
件

と
な

る
も
の

と
す
る

。
 

(
１
)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る

場
合

に
は
、

あ
ら
か

じ
め
市

長
の

承
認
を

受
け
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
こ

と
。
 

ア
 

補
助
事
業
の

内
容
の

変
更

を
し
よ

う
と
す

る
場

合
 

イ
 

補
助
事
業
を

中
止
し

、
又

は
廃
止

し
よ
う

と
す

る
場
合
 

(
２
)
 
補
助
事
業
が
予
定
の

期
間
内

に
完

了
し
な

い
場
合

又
は
補

助
事

業
の
遂

行
が
困

難
と

な
っ
た
場
合
に

お
い

て

は
、

速
や
か
に
市

長
に
報

告
し

て
そ
の

指
示
を

受
け

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
こ

と
。
 

(
３
)
 
補
助
金
の
収
支
に
関

す
る
帳

簿
を

備
え
、

領
収
書

等
関
係

書
類

を
整
理

し
、
並

び
に

こ
れ
ら
の
帳
簿

及
び

書

類
を

補
助
金
の
交

付
を
受

け
た

年
度
終

了
後
５

年
間

保
管
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

こ
と
。
 

（
変
更

等
の
承

認
申

請
）
 

第
８

条
 
前
条
第
１
号
の

規
定

に
よ
り

市
長
の

承
認
を
受
け
よ

う
と

す
る
場

合
に

は
、
耐

震
シ
ェ

ル
タ
ー
及
び
防
災
ベ

ッ
ド
設

置
事
業

変
更

・
中
止

・
廃
止

承
認

申
請
書

（
第
３

号
様
式

）
に

関
係
書

類
を
添

え
て

市
長
に

提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

（
実
績

報
告
）
 

第
９

条
 
補
助
金
の
交
付

の
決

定
を
受

け
た
者

は
、
補
助
事
業

が
完

了
し
た

と
き

は
、
実

績
報
告

書
（
第
４
号
様
式
）

に
関
係

書
類
を

添
え

て
市
長

に
提
出

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 

実
績
報
告
書
は
、
補

助
事

業
の
完

了
の
日

か
ら
起
算
し
て

3
0日

を
経
過

し
た

日
又
は

補
助
金

の
交
付
の
決
定
の
あ

っ
た
日

の
属
す

る
年

度
の
３

月
末
日

の
い

ず
れ
か

早
い
日

ま
で
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

（
補
助

金
の
額

の
確

定
）
 



資
料

１
１

－
１
４

 

 

第
１

０
条

 
市
長

は
、
前

条
第

１
項
の
規
定
に

よ
り

実
績
報
告
が
あ

っ
た
と
き
は

、
そ
の

内
容
を
審
査
し
、
適

当
と
認

め
た
場

合
は
、

交
付
す
べ
き

補
助
金

の
額
を
確
定

し
、
富

士
市
耐
震
シ

ェ
ル
タ

ー
及
び

防
災

ベ
ッ
ド
設
置
事
業
費
補

助
金
確

定
通
知

書
（
第
５
号

様
式
）

に
よ
り
決
定

通
知
を

受
け
た
者
に

通
知
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
委
任

）
 

第
１

１
条

 
こ
の

要
綱
に

定
め

る
も
の
の
ほ
か

必
要

な
事
項
は
、
市

長
が
別
に
定

め
る
。
 

 

附
 
則
 

こ
の
要

綱
は
、

平
成
29
年
４

月
１
日

か
ら
施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

令
和
３

年
３
月
31
日

告
示
第

58
号
）
 

１
 
こ

の
要
綱

は
、
令
和
３

年
４
月

１
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 
こ

の
要
綱

の
施
行
の
際

、
こ
の

要
綱
に
よ
る

改
正
前

の
様
式
に
よ

り
作
成

さ
れ
て

い
る

用
紙
は
、
当
分
の
間
、

調
整

し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で

き
る
。
 

 別
表

（
第

４
条
関

係
）
 

区
分
 

補
助
の

対
象
経
費
 

補
助
額
 

耐
震

シ
ェ
ル
タ
ー
 耐

震
シ

ェ
ル
タ
ー
の

設
置
に
要
す
る

費
用
（

附
帯
工
事
費

及
び
附
属
品
に

係
る
費

用
を
除
く
。

）
 

補
助

の
対
象
経
費

に
2
分
の
1を

乗
じ
て

得
た
額

（
1
,
0
00
円
未
満
の

端
数
が
生
じ

た
と
き

は
、
こ

れ
を

切
り
捨
て
た

額
）
と

し
、

1
2万

5
,
0
00
円
を

限
度

と
す
る
。
 

防
災

ベ
ッ
ド
 

防
災
ベ

ッ
ド
の
設
置

に
要
す
る
費
用

（
附
帯

工
事
費
及
び

附
属
品
に
係
る

費
用
を

除
く
。
）
 

補
助

の
対
象
経
費

に
2
分
の
1を

乗
じ
て

得
た
額

（
1
,
0
00
円
未
満
の

端
数
が
生
じ

た
と
き

は
、
こ

れ
を

切
り
捨
て
た

額
）
と

し
、

1
0万

円
を
限
度

と
す

る
。
 

 

資
料
１

１
－

１
５
  

 

 

市
域
内

の
高
校

 
 

学
 
 

校
 
 

名
 

所
 
在
 
地
 

電
 
 
話
 

F
 
A
 

X 
生
徒

数
 

富
士

市
立
高

等
学
校
 

比
奈
１
６
５
４
 

３
４
－
１
０
２
４
 

３
８
－
３
２
２
３
 

全
日
制
 

６
７
８
 

静
岡

県
立

吉
原

工
業

高
等
学

校
 

比
奈
２
３
０
０
 

３
４
－
１
０
４
５
 

３
８
－
３
０
１
８
 

全
日
制
 

３
６
０
 

静
岡

県
立

吉
原

高
等
学

校
 

今
泉
２
１
６
０
 

５
２
－
１
４
４
０
 

５
２
－
８
０
８
２
 

全
日
制
 

５
０
０
 

静
岡

県
立
富

士
東
高

等
学
校
 

今
泉
２
９
２
１
 

２
１
－
４
３
７
１
 

２
１
－
１
４
９
３
 

全
日
制
 

５
７
０
 

静
岡

県
立

富
士

高
等
学

校
 

松
本
１
７
 

６
１
－

０
１
０
０
 

６
４
－

７
３
４
９
 

全
日
制
 

８
３
３
 

定
時
制
 

９
０
 

富
士

見
高
等

学
校
（

私
立
）

 
平
垣
町
１
－
１
 

６
１
－
０
２
５
０
 

６
３
－
５
０
４
０
 

全
日
制
 

１
，
０
７
６
 

（
令
和
６
年
５
月
１
日
現
在
）
 

   
 



 
 

資
料

１
１

－
１
６

  

 

児
童
生
徒

数
一

覧
表

 

（
令
和
6
年
5月

1
日
現
在
）
  

学
 
校
 
名

 
所
 
在
 
地

 
電
 
話
 

児
童
数

 
学
級
数
 

吉
 
 
 
原
小
学

校
 

 
高

嶺
町

6-
1
 

5
2
-4
1
90

 
4
7
9
 

1
8
 

今
 
 
 
泉
  
〃
 

 
今

泉
3
-
17
-
1
 

5
2
-2
0
11

 
5
4
5
 

2
2
 

伝
 
 
 
法
  
〃
 

 
伝

法
2
7
43

 
5
2
-0
0
27

 
6
2
0
 

2
5
 

神
 
 
 
戸
  
〃
 

 
神

戸
6
3
3 

2
1
-2
1
92

 
1
8
3
 

9
 

元
吉

原
  
〃
 

 
今

井
3
-
4-
2
 

3
3
-0
0
04

 
2
6
1
 

1
2
 

東
 
 
 
 〃

 
 
西

船
津
2
2
0
 

3
4-
0
2
74

 
5
0
 

 
6
 

須
  
 
 
津
 
 〃

 
 
中
里
1
0
19
 

3
4
-0
0
49

 
5
4
4
 

2
1
 

吉
永
第

一
  
〃
 

 
比
奈
1
4
31
 

3
4
-0
2
28

 
3
2
6
 

1
4
 

吉
永
第

二
 
 〃

 
 
鵜
無
ヶ

淵
1
49
-
1
 

2
1
-2
1
90

 
7
3
 

 
6
 

原
  
 
 
田
 
 〃

 
 
原
田
4
8
0 

5
2
-0
8
97

 
3
4
7
 

1
4
 

大
淵
第

一
  
〃
 

 
大
淵
3
0
12
 

3
5
-0
0
09

 
5
4
2
 

2
4
 

富
士
第

一
  
〃
 

 
本
市
場

28
0
-2

 
6
1
-0
0
42

 
6
4
1
 

2
4
 

富
士
第

二
  
〃
 

 
横
割
1
-
8-
1
 

6
1
-0
4
14

 
5
4
0
 

2
1
 

田
 子

 
浦
 
 〃

 
 
中
丸
9
8
 

6
1
-0
3
27

 
6
2
8
 

2
4
 

岩
 
 

松
 
〃
 

 
松
岡
8
5
0 

6
1
-0
9
17

 
4
6
5
 

1
9
 

鷹
  
 
 
岡
 
〃

  
 

 
久
沢
2
-
3-
1
 

7
1
-3
8
55

 
5
6
2
 

2
1
 

広
  
 
 
見
 
 〃

 
 
広
見
本

町
1
-1

 
2
1
-2
1
91

 
5
8
2
 

2
2
 

 
 
 
 丘

 
 

 〃
 

 
厚
原
2
07
5
 

7
1-
6
0
50

 
8
2
3
 

2
9
 

富
士
見

台
  
〃
 

 
富
士
見

台
1
-1
2
 

2
1
-4
5
18

 
2
5
8
 

1
3
 

富
 士

 
南
 
 〃

 
 
宮
下
5
5
1 

6
3
-7
0
25

 
9
4
6 

3
4
 

天
 
 

間
 
〃
 

 
天
間
5
0
 

7
1
-0
3
33

 
3
0
9
 

1
4
 

岩
 松

 
北
 
 〃

 
 
岩
本
1
2
3-
1
 

6
4
-8
8
90

 
6
1
0
 

2
3
 

富
士
中

央
 
 〃

 
 
米
之
宮

町
2
95

 
6
0
-1
2
11

 
5
5
2
 

2
0
 

青
 葉

 
台
 
〃
 

 
一
色
2
9
5 

2
1
-6
3
10

 
5
1
3
 

2
0
 

富
士
川

第
一
 

 
〃
 

岩
淵
1
0
7 

8
1
-0
4
81

 
3
2
7
 

1
4
 

富
士
川
第
二
小
中
一
貫
校
 松

野
学
園
 

（
富
士
川
第
二
小
学
校
）
 

北
松
野

19
6
3-
6 

8
5
-2
0
05

 
2
8
4
 

1
3
 

小
学
校
合
計

 
27
校
 

－
 

1
2
,
01
0
 

48
2
 

  

 
 

資
料
１
１
－

１
６

  

 

 

学
 
校
 
名

 
所
 
在
 

地
 

電
 
話
 

生
徒
数

 
学
級

数
 

吉
原
第

一
中

学
校
 

 
永

田
北

町
7
-1

 
52
-
0
16
0
 

5
59
 

2
0
 

吉
原
第

二
 
〃

 
 

 
今

泉
1
9
55

 
51
-
1
11
5
 

4
95
 

1
7
 

吉
原
第

三
 
 〃

 
 
比

奈
2
1
26

 
34
-
0
86
8
 

3
47
 

1
4
 

元
 吉

 
原
 
〃
 
 

 
鈴

川
中

町
2
8-
1
 

33
-
0
06
5
 

1
44
 

 
8
 

須
 
 

津
 
 〃

 
 
中

里
1
1
56

 
34
-
0
14
4
 

3
27
 

1
4
 

大
  
 
 
淵
 
 〃

 
 
大

淵
2
9
20
 

35
-
0
02
1
 

3
03
 

1
4
 

富
  
 
 
士
 
 〃

 
 
中

島
3
2
0 

61
-
1
39
0
 

6
28
 

2
3
 

田
 子

 
浦
 
 〃

 
 

 
中

丸
4
1
1 

61
-
0
53
4
 

3
22
 

1
4
 

岩
  
 
 
松
 
 〃

 
 
松

岡
2
3
53
-
1
 

61
-
0
93
1
 

5
55
 

1
9
 

富
 士

 
南
 
 〃

 
 
森

島
5
5
0 

61
-
2
08
4
 

7
46
 

2
6
 

鷹
  
 
 
岡
 
 〃

 
 
久

沢
7
1
3 

71
-
3
35
4
 

4
35
 

1
6
 

岳
  
 
 
陽
 
 〃

 
 
伝

法
6
3
0 

71
-
7
95
5
 

7
34
 

2
6
 

吉
 原

 
北
 
 〃

 
 
原

田
2
2
59
 

21
-
0
28
0
 

3
46
 

1
3
 

富
士
川

第
一
 

〃
 

岩
淵
8
5
5-
3 

81
-
0
48
2
 

1
71
 

8
 

富
士
川
第
二
小
中
一
貫
校
 松

野
学
園
 

（
富
士
川
第
二
中
学
校
）
 

北
松
野

19
6
3-
6 

85
-
3
33
3
 

1
55
 

7
 

(
私
立

)
富
士
見
中
学
校
 

平
垣
町

1-
1 

61
-
0
25
0
 

3
0 

2
 

中
学
校
合
計

 
17
校
 

－
 

6
,
29
7
 

24
1
 

 



資
料

１
１

－
１
７

 
 

静
岡
県

Ｌ
Ｐ
ガ

ス
協

会
東
部

支
部
富

士
地
区
会
会

員
名

簿
 

 

販
売

所
名

 
販

売
所

所
在

地
 

電
話

番
号

 
F
A
X
番

号
 

エ
ネ

ジ
ン

(
株

)
富

士
営

業
所
 

富
士

市
八

代
町

9
－

8 
0
5
4
5
-
5
3
-
2
5
4
4 

0
5
4
5
-
5
3
-
2
5
0
2 

(
株

)
一

商
会
 

富
士

市
今

泉
2
5
6
8
-
1 

0
5
4
5
-
2
1
-
1
3
1
9 

0
5
4
5
-
2
1
-
6
9
6
5 

小
川

石
油
 

富
士

市
富

士
岡

2
6
-
1
8 

0
5
4
5
-
3
8
-
0
0
3
8 

0
5
4
5
-
3
8
-
2
8
4
2 

フ
ジ

・
エ

ル
ピ

ー
ジ
ー

協
同

組
合
 

富
士

市
津

田
2
2
8
-
1 

0
5
4
5
-
5
2
-
5
1
8
1 

0
5
4
5
-
5
2
-
5
1
8
1 

協
和

プ
ロ

パ
ン
 

富
士

市
浅

間
上

町
2
1
-
2
6 

0
5
4
5
-
5
1
-
2
5
8
2 

0
5
4
5
-
5
1
-
2
6
1
1 

(
有

)
小

谷
商

店
 

富
士

市
宇

東
川

西
町

3
-
6 

0
5
4
5
-
5
2
-
0
5
2
8 

0
5
4
5
-
5
2
-
0
5
2
8 

斉
藤

石
油

(
株

) 
富

士
市

横
割

3
-
6
-
4
1 

0
5
4
5
-
6
1
-
1
2
7
2 

0
5
4
5
-
6
1
-
1
5
9
9 

(
株

)
サ

イ
サ

ン
富

士
営

業
所
 

富
士

市
水

戸
島

元
町

1
-
9 

0
5
4
5
-
6
2
-
7
6
6
2 

0
5
4
5
-
6
2
-
7
6
8
2 

イ
ワ

タ
ニ

静
岡

(
株

)富
士

営
業

所
 

富
士

市
日

乃
出

町
1
2
0 

0
5
4
5
-
3
0
-
7
8
2
0 

0
5
4
5
-
3
0
-
7
8
2
1 

(
株

)
ト

ー
シ

ン
ホ

ー
ム

ガ
ス
 

富
士

市
青

島
1
9
5 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
2
4
3 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
5
4
3 

(
株

)
佐

野
プ

ロ
パ

ン
 

富
士

市
御

幸
町

1
1
-
1
1 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
5
2
5 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
5
4
2 

静
岡

資
材

(
株

)
富

士
販

売
支

店
 

富
士

市
中

里
2
5
6
1
-
1
4
7 

0
5
4
5
-
3
2
-
0
3
2
1 

0
5
4
5
-
3
2
-
0
5
3
1 

積
栄

ラ
イ

フ
サ

ー
ビ
ス

(
株

)
東

部
営
業

所
 

富
士

市
五

貫
島

7
0
4
-
1
0
2 

0
5
4
5
-
6
5
-
5
3
2
1 

0
5
4
5
-
6
0
-
7
3
2
1 

白
川

商
店
 

富
士

市
吉

原
1
-
4
-
1
1 

0
5
4
5
-
5
2
-
1
3
9
4 

0
5
4
5
-
5
2
-
1
3
9
4 

(
有

)
ス

ギ
ヤ

マ
 

富
士

市
宮

下
9
8
-
8 

0
5
4
5
-
6
2
-
1
9
2
4 

0
5
4
5
-
6
2
-
1
6
8
4 

杉
山

プ
ロ

パ
ン

(
株

) 
富

士
市

今
泉

3
-
1
3
-
2 

0
5
4
5
-
5
2
-
1
8
6
3 

0
5
4
5
-
5
2
-
1
6
2
6 

鈴
木

商
店
 

富
士

市
厚

原
3
5
4 

0
5
4
5
-
7
1
-
3
9
2
8 

0
5
4
5
-
7
1
-
0
5
7
2 

(
株

)
ス

ズ
キ
 

富
士

市
本

市
場

1
0
4
-
1 

0
5
4
5
-
6
1
-
0
0
2
6 

0
5
4
5
-
6
1
-
0
3
9
2 

丸
善

商
店
 

富
士

市
中

里
1
2
8
5 

0
5
4
5
-
3
4
-
0
1
6
4 

0
5
4
5
-
3
4
-
0
1
6
4 

鈴
木

燃
料

店
 

富
士

市
今

泉
8
-
1
6
-
3
4 

0
5
4
5
-
5
2
-
2
2
7
1 

0
5
4
5
-
5
2
-
2
2
7
1 

鈴
与

商
事

(
株

)
富

士
支

店
 

富
士

市
鈴

川
本

町
3
-
1
7 

0
5
4
5
-
3
3
-
0
7
9
5 

0
5
4
5
-
3
3
-
0
9
1
1 

(
有

)
鈴

吉
商

店
 

富
士

市
今

井
1
-
1
-
1
4 

0
5
4
5
-
3
3
-
0
0
1
0 

0
5
4
5
-
3
3
-
2
5
4
3 

鈴
木

プ
ロ

パ
ン
 

富
士

市
比

奈
1
3
5
7
-
1
9 

0
5
4
5
-
3
4
-
0
6
8
6 

0
5
4
5
-
3
4
-
0
6
8
6 

ｌ
ｉ

ｆ
ｅ

 
ｓ

ｈ
ｏ
ｐ

 
Ｓ

Ｅ
Ｉ
 

富
士

市
今

泉
2
5
5
1
-
4 

0
5
4
5
-
5
2
-
2
4
4
4 

0
5
4
5
-
5
2
-
1
3
8
1 

中
央

ガ
ス

(
株

) 
富

士
市

富
士

町
1
4
-
8 

0
5
4
5
-
6
3
-
2
6
0
0 

0
5
4
5
-
6
3
-
2
6
0
1 

辻
プ

ロ
パ

ン
店
 

富
士

市
鮫

島
5
4
0 

0
5
4
5
-
6
1
-
2
2
3
5 

0
5
4
5
-
6
2
-
5
9
9
8 

(
株

)
ザ

・
ト

ー
カ

イ
富

士
支

店
 

富
士

市
中

島
7
4
-
1 

0
5
4
5
-
6
1
-
4
0
2
5 

0
5
4
5
-
6
3
-
2
7
9
4 

(株
)鈴

与
ガ

ス
あ
ん

し
ん
ネ

ッ
ト
静

岡
富
士

営
業
所
 

富
士

市
大

渕
2
6
7
0 

0
5
4
5
-
3
5
-
3
5
7
3 

0
5
4
5
-
3
5
-
2
0
9
4 

東
海

溶
材

(
株

)
富

士
営

業
所
 

富
士

市
蓼

原
1
0
6
6 

0
5
4
5
-
6
1
-
1
2
5
8 

 

(
株

)
中

川
 

富
士

市
中

里
1
7
2
-
1
8 

0
5
4
5
-
3
4
-
0
0
4
2 

0
5
4
5
-
3
4
-
0
5
4
9 

中
島

酒
店

プ
ロ

パ
ン
部
 

富
士

市
岩

本
2
1
3
7 

0
5
4
5
-
6
1
-
0
9
0
8 

0
5
4
5
-
6
3
-
5
3
0
5 

(
株

)
ナ

ガ
シ

マ
 

富
士

市
松

岡
2
4
1
5 

0
5
4
5
-
6
1
-
0
9
3
6 

0
5
4
5
-
6
1
-
0
1
8
4 

長
橋

商
店
 

富
士

市
大

野
新

田
7
1 

0
5
4
5
-
3
3
-
0
2
4
8 

0
5
4
5
-
3
3
-
0
2
4
8 

西
村

プ
ロ

パ
ン
 

富
士

市
入

山
瀬

3
7
2
-
1 

0
5
4
5
-
7
1
-
1
0
7
6 

0
5
4
5
-
7
1
-
1
0
7
6 

野
口

酸
素

(
株

) 
富

士
市

島
田

町
１

丁
目

4
6
-
1 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
1
2
6 

0
5
4
5
-
5
3
-
4
1
3
5 

富
士

ア
セ

チ
レ

ン
工
業

(
株

) 
富

士
市

蓼
原

4
4
-
1 

0
5
4
5
-
6
1
-
3
1
9
5 

0
5
4
5
-
6
1
-
6
9
9
0 

富
士

酸
素

工
業

(
株

) 
富

士
市

津
田

2
2
8
-
1 

0
5
4
5
-
5
2
-
5
0
6
0 

0
5
4
5
-
5
3
-
3
2
3
5 

(
株

)
富

士
商

事
 

富
士

市
伝

法
3
1
5
3 

0
5
4
5
-
5
2
-
4
7
4
8 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
0
5
0 

(
株

)
富

士
電

極
工

業
所
 

富
士

市
依

田
原

町
5
-
8 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
2
8
1 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
2
2
6 

(
株

)
富

士
熔

材
 

富
士

市
中

央
町

2
-
9
-
7 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
4
1
2 

0
5
4
5
-
5
2
-
3
5
3
9 

ミ
シ

ク
商

店
 

富
士

市
鷹

岡
本

町
8
-
1
7 

0
5
4
5
-
7
1
-
3
9
7
6 

0
5
4
5
-
7
1
-
3
9
7
6 

横
瀬

産
業

(
株

) 
富

士
市

吉
原

1
-
1
5
-
6 

0
5
4
5
-
5
2
-
1
3
3
3 

0
5
4
5
-
5
2
-
7
9
8
9 

米
之

宮
ガ

ス
 

富
士

市
青

葉
町

3
2
9 

0
5
4
5
-
6
1
-
3
5
9
9 

0
5
4
5
-
6
1
-
7
6
6
1 

資
料
１
１
－

１
７

 
 

販
売

所
名

 
販

売
所

所
在

地
 

電
話

番
号

 
F
A
X
番

号
 

渡
辺

商
店
 

富
士

市
久

沢
8
8
9
-
1
7 

0
5
4
5
-
7
1
-
2
1
7
9 

0
5
4
5
-
7
1
-
2
1
7
9 

マ
ル

チ
住

設
(
株

) 
富

士
市

石
坂

4
2
4
-
5 

0
5
4
5
-
2
1
-
5
5
0
4 

0
5
4
5
-
2
1
-
6
6
0
9 

(
株

)
岳

南
溶

材
 

富
士

市
中

島
1
9
1
-
1 

0
5
4
5
-
6
1
-
1
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地
区
防

災
計
画

策
定

地
区

一
覧
 

 

№
 

地
区

名
 

計
画
名

 
計
画

の
概

要
 

策
定
年
度

 

1 
富
士
駅
南

地
区
 

富
士
駅
南

地
区
防
災
計
画
 

 地
区
の
特
徴
、
被

害
想
定
 

 活
動
の
流
れ
 

 地
区
を
支
え
る
団

体
の
活
動
 

 防
災
ま
ち
づ
く
り

の
構
成
 

 避
難
所
運
営
 

 自
主
防
災
会
 

 地
区
と
し
て
行
う

防
災
活
動
 

 企
業
・
団
体
と
の

連
携
推
進
 

平
成
2
7
年
度
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

１２．災害救助法関連 
  



 



資料１２－１ 

 

災害救助法適用基準 
 

富士市の人口 245,392 人（令和 2年国勢調査） 

 

●対象災害の種類 

暴風、豪雨、地震、津波、その他異常な自然現象の外に、大規模な火事又は爆発、放射性物質の

大量放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没等があり、同一災害の被害程度に基づき法適用を決定

する。 

 

例外として次の場合は社会的混乱の同一性があれば一つの災害とみなす。 

ア、同時又は相接近して異なる原因による災害 

イ、時間的に近接して、同一市町村内の別の地域での同種又は異なる災害 

 

●適用基準 

 １．災害が発生した段階の適用（法第２条第１項） 

（１）市内の滅失世帯数が 100 世帯以上に達したとき(施行令第１条第１項第１号適用) 

 

（２）被害が広範囲にわたり、県下の滅失世帯数の総数が 2,500 世帯以上に達し、かつ、市内の

滅失世帯数が 50 世帯以上に達したとき。(〃第２号適用) 

 

（３）ア．被害が県下全域に及ぶ災害で、県下の住家の滅失世帯数が 12,000 世帯以上に達した場

合で、市内の被害世帯数が多数であるとき。(〃第３号適用) 

「多数」とは概ね５世帯以上とし、市町の被害状況が特に援助を要する状態にあると

判断されたとき。 

イ．災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情※がある場合で、しかも多数

の世帯の住家が滅失したとき。 

 

※「特別の事情」とは次の２つの場合 

①食品、生活必需品の給与に特殊の補給方法を必要とする場合 

②被災者の救出に特殊の技術を必要とする場合 

 

（４）多数の者が生命又は身体に危険を受け、又は受けるおそれが生じ、以下の基準に該当する

とき（〃第４号適用) 

①多数の者が避難して継続的に救助を必要とする場合 

②被災者に対する食品、生活必需品の給与に特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救

出に特殊の技術を必要とする場合 

  

 ２．災害が発生する恐れ段階の適用（法第２条第２項） 

   災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、その所管区域となり、被害

を受ける恐れがある場合。 
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救
助

の
種

類
期

間
特

別
基

準
備

考

避
難

所
の

設
置

災
害

発
生
か

ら
7
日

以
内

期
間

の
延

長

・
限

度
額

は
市

町
村

全
体

で
調

整
可

能
・

避
難

に
当

た
っ

て
の

輸
送

費
は

別
途

計
上

・
器

物
等

に
つ

い
て

は
、

借
り

上
げ

が
原

則
・

収
容

す
る

者
は

居
住

地
の

有
無

に
は

関
係

な
い

・
福

祉
避

難
所

を
設

置
し

た
場

合
は

、
特

別
な

配
慮

に
必

要
な

実
費

を
加

算
す

る
こ

と
が

可
能

・
旅

館
、

ホ
テ

ル
等

の
借

上
も

可
能

（
避

難
所

で
の

避
難

生
活

が
長

期
に

わ
た

る
場

合
等

）

応
急

仮
設

住
宅

の
供

与
（

建
設

型
応

急
住

宅
）

災
害

発
生
か

ら
2
0
日

以
内

に
着

工
供

与
期

間
:
2
年

以
内

・
構

造
は

、
1
戸

建
て

又
は

共
同

住
宅

形
式

ど
ち

ら
で

も
可

能
・

概
ね

5
0
戸

以
上

を
概

ね
同

一
箇

所
に

設
置

す
る

場
合

は
、

集
会

施
設

を
設

置
で

き
、

5
0
戸

未
満

の
場

合
も

戸
数

に
応

じ
た

小
規

模
な

施
設

が
設

置
可

能
（

面
積

等
は

別
途

定
め

る
）

・
福

祉
仮

設
住

宅
の

設
置

も
可

能
・

該
当

者
の

選
考

は
選

考
委

員
会

等
に

よ
り

適
正

に
実

施

応
急

仮
設

住
宅

の
供

与
（

賃
貸

型
応

急
住

宅
）

災
害

発
生
か

ら
速

や
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に
借

上
げ

、
提

供
供

与
期

間
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2
年

以
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・
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の
他

適
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よ
り
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す
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も
可

能
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出
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に

よ
る
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の
給

与
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害
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物
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・
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算
・
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度
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応

援
要
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の

食
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費
）

は
市

負
担
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総

経
費

を
延

給
食

日
数

で
除

し
た

金
額

が
限

度
額

以
内

で
あ

れ
ば

よ
い

（
１

食
は

1
/
3
日

）

飲
料

水
の

供
給

災
害

発
生
か

ら
7
日

以
内

期
間

の
延

長

・
給

水
の

た
め

特
別

な
備

品
購

入
の

際
は

救
助

完
了

後
に

換
金

処
分

が
必

要
・

輸
送

費
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金

職
員
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上

費
は
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途

計
上
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む
一

部
事

務
組

合
か

ら
の
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は
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発
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の
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２
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３
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４
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５
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６

人
以

上
１

人
を

増
す

ご
と

に
加

算
す

る
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4
月

～
9
月

)
1
9
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2
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4
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6
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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問
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又
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問
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問
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娩
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問
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問
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・
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災
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が
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・
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災
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発
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に
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は
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長
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給
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・
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・
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を
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に

よ
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、
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※
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。
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の
引

上
げ

（
特

別
な

事
情

が
あ

る
場

合
）

2
 
着

工
期

間
の

延
長

、
必

要
最

少
限

度
の

期
間

（
建

設
型

仮
設

住
宅

の
場

合
）

・
基

準
面

積
（

1
戸

当
た

り
の

平
均

値
）

　
地

域
の

実
情

、
世

帯
構

成
等

に
応

じ
て

設
置

・
基

準
額

（
借

上
げ

の
た

め
に

支
出

で
き

る
費

用
）

　
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

額

1
日

1
人

当
た

り
1
,
2
3
0
円

以
内

対
象

1
 
住

家
の

全
半

壊
(
焼

)
、

流
失

、
床

上
浸

水
等

で
生

活
上

必
要

な
日

用
品

等
を

喪
失

し
、

日
常

生
活

を
営

む
こ

と
が

困
難

な
者

2
 
生

活
上

必
要

な
最

小
限

度
の

家
財

等
を

喪
失

し
た

者
3
 
生

活
必

需
物

資
が

な
い

た
め

、
直

ち
に

日
常

生
活

を
営

む
こ

と
が

困
難

な
者

全
壊

・
全

焼
・

流
出

費
用

の
範

囲
費

用
の

限
度

額

設
置

維
持

、
管

理
運

営
経

費
・

賃
金

職
員

等
雇

上
費

・
消

耗
器

材
費

・
建

物
(
器

物
)
使

用
謝

金
・

借
上

（
購

入
）

費
・

光
熱

水
費

・
仮

設
便

所
等

設
置

費

住
家

が
全

壊
・

全
焼

・
流

失
し

居
住

す
る

住
家

が
な

い
者

で
、

自
ら

の
資

力
で

は
住

宅
を

得
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

(
世

帯
)

1
人

1
日

当
た

り
3
4
0
円

以
内

・
基

準
面

積
（

1
戸

当
た

り
の

平
均

値
）

　
地

域
の

実
情

、
世

帯
構

成
等

に
応

じ
て

設
置

・
基

準
額

（
1
戸

当
た

り
の

平
均

単
価

）
　

6
,
7
7
5
,
0
0
0
円

以
内

現
に

被
害

を
受

け
、

又
は

受
け

る
お

そ
れ

の
あ

る
者

住
家

が
全

壊
・

全
焼

・
流

失
し

居
住

す
る

住
家

が
な

い
者

で
、

自
ら

の
資

力
で

は
住

宅
を

得
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

(
世

帯
)

・
原

材
料

費
、

労
務

費
、

付
帯

設
備

工
事

費
、

輸
送

費
及

び
建

築
事

務
費

等
の

一
切

の
経

費
・

直
営

工
事

の
場

合
の

事
務

費
も

対
象

・
法

第
7
条

の
規

定
に

よ
っ

て
従

事
命

令
の

場
合

の
実

費
弁

償
費

・
土

地
の

借
料

は
含

ま
れ

な
い

・
家

賃
、

共
益

費
、

敷
金

、
礼

金
、

仲
介

手
数

料
又

は
火

災
保

険
等

、
民

間
賃

貸
住

宅
等

の
貸

主
、

仲
介

業
者

と
の

契
約

に
不

可
欠

な
も

の
を

含
む

・
駐

車
場

料
は

自
己

負
担

が
原

則

当
該

地
域

に
お

け
る

通
常

の
実

費
（

必
要

最
小

限
の

生
活

が
維

持
で

き
る

用
水

の
供

給
に

限
る

）

・
夏

期
(
4
～

9
月

)
及

び
冬

季
(
1
0
～

3
月

)
の

季
別

は
災

害
発

生
の

日
を

も
っ

て
決

定
・

1
世

帯
当

た
り

下
記

金
額

表
の

範
囲

内
・

現
物

支
給

・
被

災
者

の
世

帯
構

成
人

員
は

、
実

際
に

支
給

さ
れ

る
時

点
の

人
数

に
よ

る
・

事
前

購
入

し
た

給
与

品
を

払
出

し
た

場
合

は
、

当
該

地
域

に
お

け
る

時
価

（
年

度
当

初
の

評
価

額
）

を
も

っ
て

精
算

1
 
救

護
班

等
　

使
用

し
た

衛
生

材
料

等
の

実
費

2
 
助

産
師

　
慣

行
料

金
の

1
0
0
分

の
8
0
以

内
の

額

当
該

地
域

に
お

け
る

通
常

の
実

費

居
室

、
炊

事
場

及
び

便
所

等
日

常
生

活
に

必
要

最
小

限
度

の
部

分
1
世

帯
当

た
り

①
大

規
模

半
壊

又
は

半
壊

若
し

く
は

半
焼

の
被

害
を

受
け

た
世

帯
　

7
0
6
,
0
0
0
円

以
内

②
半

壊
又

は
半

壊
に

準
ず

る
程

度
の

損
傷

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
世

帯
3
4
3
,
0
0
0
円

以
内

・
救

助
の

た
め

必
要

な
機

械
・

器
具

等
の

借
上

費
又

は
購

入
費

・
修

繕
費

・
燃

料
費

1
 
救

護
班

　
使

用
し

た
薬

剤
、

治
療

材
料

、
医

療
器

具
破

損
等

実
費

2
 
病

院
又

は
診

療
所

　
国

民
健

康
保

険
の

診
療

報
酬

の
額

以
内

3
 
施

術
者

　
当

該
地

域
に

お
け

る
協

定
料

金
の

額
以

内

・
分

娩
の

介
助

・
分

娩
前

後
の

処
置

・
脱

脂
綿

、
ガ

ー
ゼ

そ
の

他
の

衛
生

材
料

・
診

療
・

薬
剤

又
は

治
療

材
料

の
支

給
・

処
置

、
手

術
そ

の
他

の
治

療
及

び
施

術
・

病
院

又
は

診
療

所
へ

の
収

容
・

看
護

・
主

食
費

：
米

穀
、

弁
当

、
パ

ン
、

う
ど

ん
、

イ
ン

ス
タ

ン
ト

食
品

等
の

購
入

・
副

食
費

：
調

味
料

を
含

み
、

品
目

、
数

量
等

に
つ

い
て

は
制

限
な

し
・

燃
料

費
：

品
目

、
数

量
等

に
つ

い
て

は
制

限
な

し
・

雑
費

：
器

物
の

使
用

謝
金

又
は

借
上

料
金

、
ア

ル
ミ

ホ
イ

ル
等

の
包

装
紙

類
、

茶
、

は
し

、
使

い
捨

て
食

器
等

の
購

入
費

・
水

の
購

入
費

（
真

に
や

む
を

得
な

い
場

合
に

限
る

）
・

給
水

及
び

浄
水

に
必

要
な

機
械

、
器

具
の

借
上

げ
、

修
繕

及
び

燃
料

の
経

費
・

浄
水

用
薬

品
及

び
資

材
の

経
費

・
被

服
・

寝
具

・
身

の
ま

わ
り

品
・

日
用

品
・

炊
事

用
具

、
食

器
・

光
熱

材
料

被
服

・
寝

具
そ

の
他

の
生

活
必

需
品

の
給

与
又

は
貸

与

1
 
避

難
所

に
避

難
し

て
い

る
者

2
 
住

家
が

全
半

壊
(
焼

)
、

床
上

浸
水

等
で

炊
事

の
で

き
な

い
者

3
 
旅

館
や

ホ
テ

ル
の

宿
泊

人
、

一
般

家
庭

の
来

訪
者

等
4
 
床

下
浸

水
で

あ
る

が
、

自
宅

に
お

い
て

自
炊

不
可

能
な

者 5
 
社

会
福

祉
施

設
の

入
所

者
（

施
設

自
ら

で
は

調
理

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
状

況
の

場
合

）

現
に

飲
料

水
を

得
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

（
飲

料
水

及
び

炊
事

用
の

水
に

限
る

）

1
 
現

に
生

命
、

身
体

が
危

険
な

状
態

に
あ

る
者

2
 
生

死
不

明
の

状
態

に
あ

る
者

半
壊

・
半

焼
・

床
上

浸
水

医
療

を
必

要
と

す
る

状
態

に
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
災

害
の

た
め

医
療

の
途

を
失

っ
た

者

災
害

発
生

の
日

以
前

又
は

 、
以

後
７

日
以

内
に

分
娩

し
た

者
で

、
災

害
の

た
め

助
産

の
途

を
失

っ
た

も
の

（
死

産
及

び
流

産
を

含
み

、
現

に
助

産
を

要
す

る
状

態
に

あ
る

も
の

）

住
家

が
半

壊
（

焼
）

若
し

く
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
程

度
の

損
傷

を
受

け
、

雨
水

の
浸

入
等

を
放

置
す

れ
ば

住
家

の
被

害
が

拡
大

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

者

・
合

成
樹

脂
シ

ー
ト

・
ロ

ー
プ

・
土

の
う

　
等

住
家

の
被

害
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

緊
急

の
修

理
が

必
要

な
部

分
1
世

帯
当

た
り

5
0
,
0
0
0
円

以
内

1
 
住

家
が

半
壊

(
焼

)
若

し
く

は
こ

れ
ら

に
準

す
る

程
度

の
損

傷
を

受
け

、
自

ら
の

資
力

で
は

応
急

修
理

で
き

な
い

者
2
 
大

規
模

な
補

修
を

行
わ

な
け

れ
ば

居
住

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

程
度

に
住

家
が

半
壊

(
焼

)
し

た
者

最
小

限
度

の
補

修
費

・
修

理
用

原
材

料
費

・
労

務
費

・
材

料
輸

送
費

・
工

事
事

務
費

・
従

事
命

令
の

実
費

弁
償

費



資
料

１
２

－
２

救
助

の
種

類
期

間
特

別
基

準
備

考
対

象
費

用
の

範
囲

費
用

の
限

度
額

災
害

発
生
か

ら
1
ヶ

月
以

内

災
害

発
生
か

ら
1
5
日

以
内

埋
葬

災
害

発
生
か

ら
1
0
日

以
内

期
間

の
延

長

・
供

花
代

、
酒

代
等

は
含

ま
れ

な
い

・
外

国
人

の
場

合
、

風
俗

、
習

慣
、

宗
教

等
の

違
い

に
配

慮
す

る
こ

と
・

死
因

、
場

所
の

如
何

を
問

わ
な

い
・

災
害

発
生

の
日

以
前

に
死

亡
し

た
者

も
対

象

死
体

の
捜

索
災

害
発

生
か

ら
1
0
日

以
内

期
間

の
延

長

・
輸

送
費

、
賃

金
職

員
雇

上
費

は
別

途
計

上
・

死
亡

し
た

原
因

の
如

何
を

問
わ

な
い

・
死

亡
し

た
者

の
居

住
地

の
法

適
用

の
有

無
及

び
死

亡
し

た
者

の
住

家
の

被
害

状
況

は
関

係
な

い
・

災
害

発
生

後
3
日

を
経

過
し

た
も

の
は

一
応

死
亡

し
た

も
の

と
推

定
し

て
い

る

障
害

物
の

除
去

災
害

発
生
か

ら
1
0
日

以
内

期
間

の
延

長

・
救

助
の

実
施

機
関

が
現

物
給

付
と

し
て

実
施

・
日

常
生

活
を

営
め

る
場

合
、

実
施

の
必

要
な

し
(
日

常
生

活
に

欠
く

こ
と

の
で

き
な

い
居

室
、

便
所

、
炊

事
場

、
風

呂
場

、
玄

関
等

に
限

ら
れ

る
)

・
応

急
的

な
除

去
に

限
ら

れ
、

原
状

回
復

を
目

的
と

し
な

い

輸
送

費
及

び
賃

金
職

員
等

雇
上

費
救

助
の

実
施

が
認

め
ら

れ
る

期
間

以
内

期
間

の
延

長
（

各
救

助
種

目
の

期
間

延
長

に
伴

い
自

動
的

に
延

長
）

・
輸

送
期

間
だ

け
の

延
長

も
可

能
・

各
救

助
種

目
終

了
後

の
残

務
整

理
の

た
め

の
延

長
も

可
能

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

と
被

災
自

治
体

が
実

施
す

る
救

助
の

調
整

事
務

災
害

ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
の

活
動

中
に

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

と
被

災
自

治
体

の
実

施
す

る
救

助
と

の
調

整
が

実
施

さ
れ

て
い

る
期

間

―

・
災

害
救

助
費

負
担

金
の

国
庫

負
担

の
対

象
と

な
る

た
め

に
は

、
被

災
自

治
体

か
ら

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

の
設

置
・

運
営

を
行

う
者

に
調

整
事

務
を

委
託

契
約

す
る

こ
と

が
必

要

救
助

の
事

務
を

行
う

の
に

必
要

な
費

用

1
 
時

間
外

勤
務

手
当

2
 
賃

金
職

員
等

雇
上

費
3
 
旅

費
4
 
需

用
費

5
 
使

用
料

及
び

賃
借

料
6
 
通

信
運

搬
費

7
 
委

託
費

災
害

救
助

法
第

2
1
条

に
定

め
る

国
庫

負
担

対
象

年
度

に
お

け
る

各
災

害
に

係
る

左
記

1
か

ら
7
ま

で
に

掲
げ

る
費

用
に

つ
い

て
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
1
4
3
条

に
定

め
る

会
計

年
度

所
属

区
分

に
よ

り
当

該
年

度
の

歳
出

に
区

分
さ

れ
る

額
を

合
算

し
、

各
災

害
の

当
該

合
算

し
た

額
の

合
計

額
が

、
国

庫
負

担
対

象
年

度
に

支
出

し
た

救
助

事
務

費
以

外
の

費
用

の
額

の
合

算
額

に
、

右
記

の
イ

か
ら

ト
ま

で
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
イ

か
ら

ト
ま

で
に

定
め

た
割

合
を

乗
じ

て
得

た
合

計
額

以
内

救
助

の
実
施

が
認

め
ら

れ
る

期
間

及
び

災
害

救
助

費
の

精
算

す
る

事
務

を
行

う
期

間
以

内

―
・

災
害

救
助

費
の

精
算

事
務

を
行

う
の

に
要

し
た

経
費

も
含

む

ｲ
 
3
千

万
円

以
下

の
部

分
の

金
額

 
1
0
0
分

の
1
0

ﾛ
 
3
千

万
円

を
超

え
て

6
千

万
円

以
下

の
金

額
 
1
0
0
分

の
9

ﾊ
 
6
千

万
円

を
超

え
て

1
億

円
以

下
の

金
額

 
1
0
0
分

の
8

ﾆ
 
1
億

円
を

超
え

て
2
億

円
以

下
の

金
額

 
1
0
0
分

の
7

当
該

地
域

に
お

け
る

通
常

の
実

費

1
体

当
た

り
3
,
5
0
0
円

以
内

1
 
既

存
建

物
借

上
　

借
上

に
要

す
る

通
常

の
実

費
2
 
既

存
建

物
以

外
　

1
体

当
た

り
5
,
5
0
0
円

以
内

救
護

班
以

外
は

慣
行

料
金

（
検

案
書

代
は

対
象

経
費

外
）

3
0
,
2
0
0
円

以
内

土
木

技
術

者
及

び
建

築
技

術
者

教
科

書
及

び
教

科
書

以
外

の
教

材
で

教
育

委
員

会
に

届
出

又
は

そ
の

承
認

を
受

け
て

使
用

し
て

い
る

教
材

、
又

は
正

規
の

授
業

で
使

用
し

て
い

る
教

材
実

費
期

間
の

延
長

救
助

の
実
施

が
認

め
ら

れ
る

期
間

以
内

・
入

進
学

時
に

は
個

々
の

実
情

に
応

じ
て

支
給

す
る

・
特

別
支

援
学

校
を

含
む

・
備

蓄
物

資
は

評
価

額
小

学
校

児
童

1
人

当
た

り
4
,
8
0
0
円

中
学

校
生

徒
1
人

当
た

り
5
,
1
0
0
円

高
等

学
校

等
生

徒
1
人

当
た

り
5
,
6
0
0
円

・
時

間
外

勤
務

手
当

及
び

旅
費

は
別

途
定

め
る

当
該

地
域

に
お

け
る

通
常

の
実

費

・
棺

（
附

属
品

を
含

む
）

・
埋

葬
又

は
火

葬
（

賃
金

職
員

等
雇

上
費

を
含

む
）

・
骨

つ
ぼ

及
び

骨
箱

期
間

の
延

長
（

各
救

助
種

目
の

期
間

延
長

に
伴

い
自

動
的

に
延

長
）

大
工

1
7
,
1
0
0
円

以
内

1
4
,
8
0
0
円

以
内

1
7
,
1
0
0
円

以
内

1
6
,
4
0
0
円

以
内

診
療

放
射

線
技

師
、

臨
床

検
査

技
師

及
び

臨
床

工
学

技
士

救
急

救
命

士

歯
科

衛
生

士

2
6
,
1
0
0
円

以
内

と
び

職

死
体

の
処

理
災

害
の

際
死

亡
し

た
者

の
死

体
に

関
す

る
処

理
（

埋
葬

を
除

く
）

災
害

発
生
か

ら
1
0
日

以
内

期
間

の
延

長

・
救

助
の

実
施

機
関

が
現

物
給

付
と

し
て

実
施

・
一

時
保

存
用

の
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

購
入

等
の

経
費

は
通

常
の

実
費

を
加

算
・

輸
送

費
、

賃
金

職
員

雇
上

費
は

別
途

計
上

・
埋

葬
を

前
提

と
し

た
処

理

2
2
,
4
0
0
円

以
内

市
内

に
お

い
て

障
害

物
の

除
去

を
行

っ
た

1
世

帯
当

た
り

の
平

均
が

1
3
8
,
7
0
0
円

以
内

1
人

1
日

当
た

り

左
官

除
去

の
た

め
必

要
な

機
械

・
器

具
等

の
借

上
費

又
は

購
入

費
、

輸
送

費
、

賃
金

職
員

雇
上

費
等

実
費

弁
償

に
要

し
た

経
費

医
師

及
び

歯
科

医
師

薬
剤

師

・
輸

送
費

（
運

賃
、

借
上

料
、

燃
料

費
、

消
耗

機
材

費
及

び
修

繕
料

）
・

賃
金

職
員

雇
上

費
（

左
記

業
務

を
行

う
た

め
に

雇
上

げ
た

賃
金

職
員

に
支

払
う

賃
金

）

洗
浄

、
縫

合
せ

、
消

毒
等

実
費

弁
償

災
害

救
助

法
施

行
令

第
4
条

第
1
号

か
ら

第
4
号

ま
で

に
規

定
す

る
者

（
右

記
の

職
種

）

保
健

師
、

助
産

師
、

看
護

師
及

び
準

看
護

師

一
時

保
存

検
案

1
7
,
1
0
0
円

以
内

1
5
,
8
0
0
円

以
内

2
7
,
2
0
0
円

以
内

学
用

品
の

供
与

捜
索

の
た

め
必

要
な

機
械

・
器

具
等

の
借

上
費

又
は

購
入

費
、

修
繕

、
燃

料
の

経
費

教
科

書
及

び
教

材

文
房

具
及

び
通

学
用

品
費

住
家

の
全

半
壊

(
焼

)
、

流
出

、
床

上
浸

水
等

で
学

用
品

を
喪

失
若

し
く

は
損

傷
等

に
よ

り
学

用
品

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

ず
、

就
学

上
支

障
の

あ
る

小
学

校
児

童
、

中
学

校
生

徒
及

び
高

等
学

校
等

生
徒

災
害

に
よ

り
現

に
行

方
不

明
の

状
態

に
あ

り
、

か
つ

、
各

般
の

事
情

に
よ

り
既

に
死

亡
し

て
い

る
と

推
定

さ
れ

る
者

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

と
被

災
自

治
体

が
実

施
す

る
救

助
の

調
整

事
務

対
象

組
織

：
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
の

設
置

・
運

営
を

行
う

、
社

会
福

祉
協

議
会

、
N
P
O
団

体
等

・
人

件
費

（
社

協
等

職
員

の
時

間
外

勤
務

手
当

（
休

日
勤

務
、

宿
日

直
を

含
む

）
及

び
社

協
等

が
新

た
に

雇
用

す
る

臨
時

職
員

及
び

非
常

勤
職

員
の

賃
金

）
・

旅
費

（
被

災
自

治
体

か
ら

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

に
派

遣
す

る
職

員
に

係
る

旅
費

）

・
人

件
費

単
価

は
、

当
該

社
協

等
が

支
払

っ
た

実
費

又
は

、
当

該
社

協
給

与
規

程
に

基
づ

き
算

出
さ

れ
る

人
件

費
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
の

小
さ

い
金

額
・

旅
費

単
価

は
、

当
該

社
協

等
が

支
払

っ
た

実
費

又
は

、
当

該
社

協
旅

費
規

程
に

基
づ

い
て

支
払

っ
た

旅
費

の
う

ち
、

い
ず

れ
か

の
小

さ
い

金
額

ﾎ
 
2
億

円
を

超
え

て
3
億

円
以

下
の

金
額

 
1
0
0
分

の
6

ﾍ
 
3
億

円
を

超
え

て
5
億

円
以

下
の

金
額

 
1
0
0
分

の
5

ﾄ
 
5
億

円
を

超
え

る
部

分
の

金
額

 
1
0
0
分

の
4

1
 
被

災
者

の
避

難
に

係
る

支
援

2
 
医

療
及

び
助

産
3
 
被

災
者

の
救

出
4
 
飲

料
水

の
供

給
5
 
死

体
の

捜
索

6
 
死

体
の

処
理

7
 
救

済
用

物
資

の
整

理
配

分
　

に
係

る
輸

送
又

は
必

要
な

賃
金

職
員

等

1
 
災

害
時

の
混

乱
の

際
、

死
亡

し
た

者
で

あ
る

こ
と

2
 
災

害
の

た
め

埋
葬

を
行

う
こ

と
が

困
難

な
場

合
で

あ
る

こ
と

災
害

に
よ

っ
て

住
居

又
は

そ
の

周
辺

に
障

害
物

が
運

び
込

ま
れ

、
生

活
上

支
障

が
あ

り
、

自
力

で
除

去
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

者

1
体

当
た

り
満

1
2
歳

以
上

　
2
1
9
,
1
0
0
円

以
内

満
1
2
歳

未
満

　
1
7
5
,
2
0
0
円

以
内
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富
士
市

災
害

弔
慰
金
の
支
給

等
に

関
す
る
条

例
 

       
 

 （
目

 
 

 
的
）

 

第
１

条
 
こ
の

条
例
は
、
災
害

弔
慰

金
の

支
給

等
に
関
す
る
法

律
（

昭
和
48
年

法
律

第
8
2号

。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）

 
 

及
び

同
法
施

行
令

（
昭

和
48

年
政

令
第
3
7
4
号

。
以
下

「
令
」

と
い
う

。
）
の

規
定

に
基

づ
き
、

暴
風
豪

雨
等
の

自
  
 

然
災

害
に

よ
り

死
亡

し
た

市
民

の
遺

族
に

対
す

る
災

害
弔

慰
金

の
支

給
、

自
然

災
害

に
よ

り
精

神
又

は
身
体

に
著

  
 

し
い

障
害

を
受

け
た

市
民

に
対

す
る

災
害

障
害

見
舞

金
の

支
給

及
び

自
然

災
害

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
世
帯

の
世

  
 

帯
主

に
対

す
る

災
害

援
護

資
金

の
貸

付
け

を
行

い
、

も
っ

て
市

民
の

福
祉

及
び

生
活

の
安

定
に

資
す

る
こ
と

を
目

  
 

的
と
す

る
。

 

（
用

語
の

定
義
）

 

第
２

条
 
こ
の

条
例
に
お
い

て
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用
語
の

意
義

は
、
当
該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。
 

 
 
(
1
) 
災

害
 
 
暴

風
、

豪
雨

、
洪

水
、

高
潮

、
地

震
、

津
波

そ
の

他
異

常
な

自
然

現
象

に
よ

り
被

害
が

生
ず

る
こ
と

  
 
 
 

を
い

う
。

 

 
 
(
2)
 
市
民

 
災

害
に

よ
り

被
害

を
受
け
た

と
き
、

本
市

の
区

域
内

に
住

所
を

有
し
て
い

た
者

を
い
う
。

 

（
災

害
弔

慰
金
の
支
給

）
 

第
３

条
 
市

長
は

、
市

民
が

令
第

１
条

に
規

定
す

る
災

害
（
以

下
第

５
条

、
第

６
条

、
第

９
条
及

び
第

10
条

に
お

い
 
 

て
単

に
「

災
害

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
死

亡
し

た
と

き
は

、
そ

の
者

の
遺

族
に

対
し

、
災

害
弔

慰
金

の
支

給
を
 
  

行
う
も

の
と
す
る

。
 

（
災

害
弔

慰
金
を
支
給

す
る
遺

族
）

 

第
４

条
 
災

害
弔

慰
金

を
支

給
す

る
遺

族
の

範
囲

は
、

法
第
３

条
第

２
項

に
規

定
す

る
遺

族
の
範

囲
と
し

、
そ

の
順
 
 

位
は
、

次
に
掲
げ

る
と

お
り
と

す
る
。

 

 
 
(1
)
 
死
亡
者

の
死

亡
当
時

に
お
い
て
、

そ
の
者
よ
り

生
計
を

主
と
し
て
維

持
し
て
い
た

遺
族
（
兄
弟
姉
妹
を
除
く

。

以
下
こ

の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を

先
に

し
、
そ
の
他

の
遺
族

を
後
に
す

る
。

 

 
 
(
2
) 
前

号
の

場
合

に
お

い
て

、
同

順
位

の
遺

族
に

つ
い

て
は

、
配

偶
者

、
子

、
父

母
、

孫
、

祖
父

母
の

順
序

と
す

  
 
 
 

る
。

 (
3)
 
死
亡

者
に

係
る

配
偶

者
、

子
、

父
母

、
孫

又
は

祖
父

母
の
い
ず
れ

も
が
存
し

な
い

場
合
で
あ

つ
て
兄
弟
姉
妹
が

い
る
と

き
は
、
そ

の
兄
弟
姉

妹
（

死
亡

者
の

死
亡
当

時
そ
の

者
と
同
居
し

、
又

は
生
計
を

同
じ
く
し

て
い

た
者
に

限
る
。

）
に
対
し

て
、

災
害

弔
慰

金
を

支
給
す

る
も
の

と
す

る
。
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

同
順
序

の
父
母

に
つ

い
て

は
、

養
父

母
を
先

に
し
、

実
父

母
を
後

に
し
、

同
順

位
の

祖
 

父
母

に
つ

い
て
は

、
養
父

母
の
父

母
を
先

に
し

、
実

父
母

の
父

母
を
後

に
し

、
父
母

の
養
父

母
を
先

に
し

、
実
父
母

 

を
後
に

す
る
。

 

３
 

遺
族

が
遠

隔
地

に
あ

る
場

合
そ
の

他
の
事

情
に

よ
り

、
前

２
項

の
規
定

に
よ
り

難
い

と
き
は

、
前
２

項
の

規
定

に
 

か
か
わ

ら
ず
、
第
１

項
の
遺

族
の
う
ち

、
市
長
が

適
当

と
認
め

る
者

に
支

給
す
る
こ

と
が
で
き

る
。

 

４
 

前
３

項
の

場
合

に
お

い
て

、
災
害

弔
慰
金

の
支

給
を

受
け

る
べ

き
同
順

位
の
遺

族
が

２
人
以

上
あ
る

と
き

は
、

そ
 

の
１
人

に
対
し
支
給

し
た
災

害
弔
慰
金

は
、
全
員

に
対

し
支
給

し
た

も
の

と
み
な
す

。
 

昭
和

49
年
６
月
2
2
日

条
 
例

 
第

 
3
1
 
号

 
昭
和
5
2年

３
月
3
0
日
条
例
第
1
0号

 
 
昭
和
5
6年

10
月
１

日
条
例
第
2
9号

 
 
昭
和
6
2年

６
月
2
9
日
条
例
第
2
6号

 

平
成
2
3年

1
2月

14
日
条
例
第

19
号
 

 
令
和
２
年
６
月
3
0
日
条
例
第
2
6号

 

改
正
 
 
昭
和

5
0年

５
月
2
6
日
条
例
第
1
5
号

 
 

 
 
 
昭
和

5
3年

６
月
2
9
日
条
例
第
2
5
号

 
 

 
 
 
昭
和

5
7年

９
月
3
0
日
条
例
第
1
9
号

 
 

 
 
 
平
成

３
年
12
月
1
2
日
条
例

第
3
0
号

 
 

 
 
 
令
和

元
年
６
月
2
8
日
条
例
第
８

号
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（
災

害
弔
慰
金
の
額
）

 

第
５

条
 

災
害
に

よ
り
死

亡
し

た
者

１
人

当
た
り

の
災

害
弔
慰

金
の

額
は

、
そ

の
死

亡
者

が
死
亡

当
時
に

お
い

て
そ
 
 

の
死

亡
に

関
し
災

害
弔

慰
金

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
な

る
者

の
生

計
を

主
と

し
て

維
持

し
て

い
た

場
合

  
 

に
あ

っ
て

は
5
00
万

円
と

し
、

そ
の

他
の

場
合

に
あ

っ
て

は
2
5
0
万

円
と

す
る

。
た

だ
し

、
死

亡
者

が
そ

の
死

亡
に

  
 

係
る

災
害

に
関
し

、
既

に
災

害
障

害
見

舞
金

の
支

給
を

受
け

て
い

る
場

合
は

、
こ

れ
ら

の
額

か
ら

当
該

支
給

を
受

  
 

け
た
災

害
障
害
見
舞
金

の
額
を
控
除
し

た
額
と

す
る

。
 

（
死

亡
の
推
定
）

 

第
６

条
 

災
害
の

際
現
に

そ
の

場
に

い
あ

わ
せ
た

者
に

つ
い
て

の
死

亡
の

推
定

に
つ

い
て

は
、
法

第
４
条

の
規

定
に
 
 

よ
る
も

の
と
す
る
。

 

（
支

給
の
制
限
）

 

第
７

条
 
次
の
各
号

の
一
に

該
当
す

る
と

き
は

災
害
弔
慰
金
を

支
給

し
な
い

。
 

(
1)
 
当
該

死
亡

者
の

死
亡

が
、

そ
の

者
の

故
意
又

は
重
大
な

過
失
に
よ
り
生

じ
た

場
合

 

 
 
(
2)
 
令
第
２
条
に
規

定
す

る
場
合

 

 
 
(
3)
 
そ
の
他
市
長
が

、
特

別
の
事
情
が
あ

る
と
認
め
た

場
合

 

（
報

告
の
聴
取
等
）

 

第
８

条
 

市
長
は

、
災
害

弔
慰

金
の

支
給

に
つ
い

て
遺

族
に
対

し
、

必
要

な
報

告
又

は
書

類
の
提

出
を
求

め
る

こ
と
 
 

が
で
き

る
。

 

（
災

害
障
害
見
舞
金
の

支
給
）

 

第
９

条
 

市
長
は

、
市
民

が
災

害
に

よ
り

負
傷
し

、
又

は
疾
病

に
か

か
り

、
治

っ
た

と
き

（
そ
の

症
状
が

固
定

し
た
 
 

と
き

を
含

む
。
）

に
精

神
又

は
身

体
に

法
別

表
に

掲
げ

る
程

度
の

障
害

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
市

民
（

以
下

「
障

  
 

害
者
」

と
い
う
。
）
に

対
し
、
災
害
障

害
見
舞

金
の

支
給

を
行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
災

害
障
害
見
舞
金
の

額
）

 

第
 
1
0 
条

 
障

害
者

１
人
当

り
の

災
害

障
害

見
舞

金
の

額
は

、
当

該
障

害
者

が
災

害
に

よ
り

負
傷
し

、
又
は

疾
病

に
か
 
 

か
っ
た

当
時

に
お
い

て
、

そ
の
属

す
る
世

帯
の

生
計

を
主

と
し

て
維
持

し
て
い

た
場

合
に

あ
っ

て
は
2
5
0
万

円
と

し
、
 
 
 

そ
の
他

の
場

合
に
あ

っ
て
は

12
5
万
円

と
す
る

。
 

（
準

用
規
定
）

 

第
 
1
1 
条
 

第
７
条
及

び
第
８
条

の
規
定
は
、
災

害
障

害
見

舞
金

に
つ
い

て
準

用
す

る
。

 

（
災

害
弔
慰
金
等
支
給
調

査
審

議
会
）
 

第
11

条
の

２
 
法
第
1
8
条
の
規

定
に
基

づ
き

、
同

条
の

合
議
制

の
機
関

と
し
て

、
富
士
市
災
害

弔
慰
金

等
支
給

調
査
審
議
会

（
以

下
「
審
議
会
」
と
い

う
。

）
を
置

く
。
 

（
組

織
）
 

第
11

条
の

３
 
審
議
会
は
、
委

員
７
人

以
内

を
も
つ

て
組
織

す
る

。
 

２
 

委
員
は
、
次
に
掲
げ

る
者

の
う
ち

か
ら
市

長
が
委
嘱
す
る

。
 

(
1)
 
医
師
 

(
2)
 
弁
護
士
 

(
3)
 
そ
の
他
市
長
が
必
要

と
認
め
る
者
 

（
委

員
の
任
期
）
 

第
11

条
の

４
 
委
員
の
任
期
は

、
委
嘱

さ
れ

た
日
か

ら
諮
問

事
項

に
係
る
調
査
及
び
審
議
が

終
了
す

る
日

ま
で
と

す
る
。
 

２
 

委
員
は
、
再
任
さ
れ

る
こ

と
が
で

き
る
。
 

（
災

害
援
護
資
金
の
貸

付
け
）

 

第
 
1
2 
条
 

市
長
は
、
令
第

３
条
に
規
定

す
る
災

害
（

次
条
に
お
い
て
「
災

害
」
と
い

う
。
）
に

よ
り
法

第
1
0
条
第

１
 
 
項

各
号

に
掲

げ
る

被
害

を
受

け
た

世
帯

の
市

民
で

あ
る

世
帯

主
に

対
し

、
そ

の
生

活
の

立
て

直
し

に
資

す
る

た
め

、
 
 

災
害
援

護
資

金
の
貸

付
け
を

行
う

も
の

と
す
る
。
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２
 

前
項

に
定

め
る

世
帯

は
、

そ
の
所

得
に
つ

い
て

法
第
1
0条

第
１

項
に
規

定
す
る

要
件

に
該
当

す
る
も

の
で

な
け
れ

 

ば
な
ら

な
い
。

 

（
災

害
援

護
資
金
の
限

度
額
）

 

第
 
1
3 
条

 
災

害
援

護
資

金
の

１
災

害
に

お
け

る
１

世
帯

当
り
の

貸
付

限
度

額
は

、
災

害
に

よ
る
当

該
世
帯

の
被

害
の
 
 

種
類
及

び
程
度
に
応

じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次

に
掲
げ
る

額
と

す
る
。

 

 
 
(
1
)
 
療
養
に

要
す
る
期
間

が
お
お

む
ね

１
月

以
上

で
あ

る
世
帯
主
の

負
傷
（

以
下
「

世
帯

主
の

負
傷

」
と

い
う

。
）
 
 
 

が
あ

り
、
か
つ
、

次
の

い
ず
れ
か
に

該
当
す
る

場
合

 

 
 

 
ア

 
家

財
に

つ
い
て

の
被

害
金

額
が

そ
の

家
財

の
価

額
の

お
お
む

ね
３

分
の

１
以

上
で

あ
る

損
害

（
以

下
「
家

  
 
 
  
 

財
の
損

害
」

と
い
う
。

）
及
び
住
居
の

損
害
が

な
い
場

合
 

15
0
万
円

 

 
 

 イ
 
家

財
の

損
害

が
あ
り
、

か
つ
、

住
居
の
損

害
が

な
い

場
合

 
2
5
0万

円
 

 
 

 ウ
 
住

居
が

半
壊

し
た
場
合

 
2
7
0
万
円

 

 
 

 エ
 
住

居
が

全
壊

し
た
場
合

 
3
5
0
万
円

 

 
 
(
2)
 
世
帯

主
の

負
傷

が
な

く
、

か
つ
、
次

の
い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
 

 
 
 
ア

 
家

財
の

損
害

が
あ
り
、

か
つ
、

住
居
の
損

害
が

な
い

場
合

 
1
5
0万

円
 

 
 
 
イ

 
住

居
が

半
壊

し
た
場
合

 
1
7
0
万
円

 

 
 

 ウ
 
住

居
が

全
壊

し
た
場
合

（
エ
の

場
合
を
除

く
。

）
 

25
0
万
円

 

 
 

 エ
 
住

居
の

全
体

が
滅
失
又

は
流
失

し
た
場
合

 
3
50

万
円
 

 
 
(
3
) 
第

１
号

ウ
又

は
前

号
イ

若
し

く
は

ウ
に

お
い

て
、

被
災

し
た

住
居

を
建

て
直

す
に

際
し

そ
の

住
居

の
残

存
部

  
 
 
 

分
を

取
り

壊
さ

ざ
る

を
得

な
い

場
合

等
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
、

「
27
0
万

円
」

と
あ

る
の

は
「

3
5
0
万

  
 
 
 

円
と

、「
1
7
0
万
円
」
と

あ
る

の
は
「

25
0
万

円
」
と

、「
2
5
0
万
円

」
と
あ
る
の

は
「
3
50
万

円
」
と
読

み
替
え

る
 
 
  
 
も

の
と

す
る
。

 

（
償

還
及

び
貸
付
条
件

等
）

 

第
 
1
4 
条
 
災
害

援
護
資
金
の

貸
付
金
（

以
下
「
貸

付
金
」
と
い

う
。
）
の

償
還
期
間

は
、
貸

し
付

け
た
月
の
翌
月
か

ら

起
算
し

て
1
0
年
と
し

、
据
置

期
間
は
そ

の
う
ち
３

年
（

令
第
７

条
第

２
項

括
弧
書
の

場
合
は
、

５
年

）
と
す
る
。

 

２
 

償
還

方
法
は
、
元
利

均
等

の
年
賦

償
還
、
半
年

賦
償
還

又
は
月
賦

償
還
に
よ
る

も
の
と

す
る

。
た
だ
し
、
期
限
前

で

あ
つ
て

も
貸
付
金
の

全
部
又

は
一
部
を

繰
り
上
げ

て
償

還
す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

３
 

災
害

援
護
資
金
の

貸
付
け

を
受

け
よ

う
と

す
る
者

は
、

保
証

人
を
立
て

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

４
 

貸
付

金
は
、
保

証
人

を
立

て
る
場

合
は
、
無
利

子
と
し

、
保

証
人
を

立
て
な

い
場
合
は

、
据

置
期

間
中
は
無
利
子

と

し
、
据

置
期
間
経
過

後
は
そ

の
利
率
を

延
滞
の
場

合
を

除
き
年

１
パ

ー
セ

ン
ト
と
す

る
。

 

５
 

第
３

項
の
保
証
人

は
、
災

害
援

護
資

金
の

貸
付
け

を
受

け
た

者
と
連
帯

し
て
債

務
を
負

担
す

る
も
の
と
し
、
そ

の
 

保
証
債

務
は
、
令
第

９
条
の

違
約
金
を

包
含
す
る

も
の

と
す
る

。
 

６
 

貸
付

金
の
償

還
を
遅

延
し

た
と
き
は
、
支
払
期

日
の
翌
日
か

ら
支

払
当
日

ま
で
の
延
滞
金
額

に
つ
き
年
５

パ
ー
セ
ン
 

ト
の
違

約
金
を

支
払
わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が

特
別
の
理
由

が
あ
る
と
認

め
た
と
き
は

、
こ
の
限
り
 

で
な
い

。
 

（
手

 
続

 
等
）

 

第
 
1
5 
条

 
災

害
援

護
資

金
の

貸
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は
、

被
災

の
日

の
属

す
る

月
の

翌
月
１

日
か
ら

起
算

し
て
 

３
月
を

経
過
す
る
日

ま
で
に

市
長
に
申

請
し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

２
 

市
長

は
、
前
項

に
規
定
す

る
申
請

が
あ
っ
た
と
き

は
、
災
害
援

護
資
金
の

貸
付

け
の

可
否

を
決

定
し
、
そ
の
旨
を

申

請
者
に

通
知
す
る
も

の
と
す

る
。

 

（
一

時
償

還
）
 

第
 
1
6 
条

 
市

長
は

、
災

害
援

護
資

金
の

貸
付

け
を

受
け

た
者
が

、
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る
場

合
は
、

貸
付

金
の
 
 

全
部
又

は
一
部
に
つ

き
一
時

償
還
を
請

求
す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

 
 
(
1)
 
偽
り

そ
の

他
不

正
な

手
段

に
よ
り
貸

付
け
を

受
け

た
と

き
。
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(
2)
 
償
還
金
の
支
払

を
怠

っ
た
と
き
。

 

（
償

還
金
の
支
払
猶
予

等
）

 

第
1
7
条
 

災
害
援
護

資
金
に
係

る
償
還
金
の
支

払
猶

予
、
償
還
免
除

及
び
報
告
等
に
つ
い
て

は
、
法
第
13
条

、
第
1
4
条

第
１
項
及
び
第
1
6
条
並

び
に

令
第

1
2条

の
規
定

に
よ
る

も
の

と
す

る
。

 

（
委

任
）

 

第
 
1
8 
条
 

こ
の
条
例

の
施
行
に

関
し
必
要
な
事

項
は

、
規

則
で

定
め
る

。
 

  
 

  
附

 
 
則

 

  
こ
の
条
例
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
し

、
昭
和
4
9
年
４

月
１

日
以

後
に

発
生

し
た

災
害

に
つ
い

て
適

用
す
る

。
 

 
 
 
 
附

 
 
則
（
昭
和
5
0
年
５
月
26
日
条
例

第
1
5
号
）

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
し

、
昭
和
5
0
年
１

月
2
3
日
か

ら
適

用
す

る
。

 

 
 

 
附
 
 
則
（
昭

和
52
年

３
月

30
日
条
例
第
1
0
号

）
 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
し

、
昭
和
5
1
年
９

月
７

日
以

後
に

生
じ

た
災

害
に

適
用
す

る
。

 

 
 

 
附
 
 
則
（
昭

和
53
年

６
月

29
日
条
例
第
2
5
号

）
 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
し

、
昭
和
5
3
年
１

月
1
4
日
以

後
に

生
じ

た
災

害
に

適
用
す

る
。

 

 
 

 
附
 
 
則
（
昭

和
56
年

10
月

１
日
条
例
第
2
9
号

）
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

し
、

改
正

後
の
第
５
条

の
規
定
は
昭
和

55
年

12
月

14
日

以
後

に
生

じ
た

災
害

に

よ
り
死

亡
し

た
市

民
の

遺
族

に
対

す
る

災
害
弔

慰
金

に
つ

い
て
、
改
正
後
の
第

10
条

の
規
定

は
当
該

災
害

に
よ
り
被

害

を
受
け

た
世

帯
の

世
帯

主
に

対
す

る
災

害
援
護

資
金

の
貸

付
け
に

つ
い
て
適
用

す
る

。
 

 
 

 
附
 
 
則
（
昭

和
57
年

９
月

30
日
条
例
第
1
9
号

）
 

こ
の

条
例

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正

後
の
富

士
市
災

害
弔

慰
金
の

支
給

等
に
関

す
る
条

例
第
９
条
、
第
1
0
条

及
び
第

1
1条

の
規

定
は

、
昭

和
5
7
年
７

月
1
0
日
以

後
に
生
じ

た
災
害
に
よ
り
負

傷
し

、
又
は

疾
病
に

か
か

っ
た

市
民

に

対
す
る

災
害

障
害

見
舞

金
の

支
給

に
つ

い
て
適

用
す

る
。

 

 
 

 
附
 
 
則
（
昭

和
62
年

６
月

29
日
条
例
第
2
6
号

）
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

し
、

改
正

後
の

富
士
市

災
害
弔
慰
金
の

支
給

等
に

関
す

る
条

例
の
規

定
は
、

昭

和
6
1
年

７
月

10
日

以
後

に
生

じ
た

災
害

に
よ

り
被

害
を
受

け
た

世
帯

の
世

帯
主

に
対

す
る

災
害

援
護

資
金

の
貸

付
け

に
つ
い

て
適

用
す

る
。

 

 
 

 
附
 
 
則
（
平

成
３
年

12
月

12
日
条
例
第
3
0
号

）
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

し
、

改
正

後
の

富
士
市

災
害
弔
慰
金
の

支
給

等
に

関
す

る
条

例
（

以
下
「
改

正

後
の
条

例
」

と
い

う
。

）
第

５
条

の
規
定

は
平

成
３
年

６
月

３
日
以
後
に
生

じ
た

災
害
に
よ

り
死

亡
し
た

市
民

の
遺

族

に
対
す

る
災

害
弔

慰
金

の
支

給
に

つ
い

て
、
改
正

後
の
条
例

第
10
条
の
規
定
は

当
該

災
害

に
よ

り
負

傷
し
、
又
は

疾
病

に
か
か

っ
た

市
民

に
対

す
る

災
害

障
害

見
舞
金

の
支

給
に

つ
い
て

、
改
正
後
の

条
例

第
1
3条

の
規
定

は
同

年
５
月
2
6
日

以
後

に
生
じ

た
災

害
に
よ

り
被
害

を
受

け
た

世
帯

の
世

帯
主
に

対
す
る

災
害

援
護
資

金
の
貸

付
に

つ
い
て

適
用
す

る
。
 

附
 
 
則
（

平
成

2
3年

1
2
月
1
4日

条
例

第
19
号

）
 

こ
の

条
例
は
、
公
布

の
日

か
ら

施
行

し
、
改

正
後

の
富

士
市

災
害
弔

慰
金

の
支

給
等

に
関

す
る
条
例

の
規

定
は

、
平

成
23

年
３
月
1
1
日

以
後
に

生
じ
た

災
害
に

よ
り

死
亡

し
た
市

民
の

遺
族

に
対

す
る
災

害
弔

慰
金

の
支

給
に

つ
い
て

適

用
す
る

。
 

附
 
 
則
（
令
和
元
年

６
月

2
8日

条
例

第
８
号
）

 

こ
の

条
例

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改

正
後
の

富
士
市
災

害
弔

慰
金
の

支
給

等
に
関

す
る
条

例
の
規
定
は
、
平

成

3
1
年
４

月
１

日
以

後
に

生
じ

た
災

害
に

よ
り

被
害
を

受
け
た

世
帯
の
世
帯
主
に

対
す

る
災

害
援

護
資

金
の

貸
付

け
に

つ

い
て
適

用
す
る

。
 

附
 

 
則

（
令
和

２
年
６
月
3
0
日
条
例
第
2
6号

）
 

こ
の

条
例

は
、
公

布
の
日

か
ら

施
行
す

る
。
 



資
料
１
２
－

４
 

 

 

富
士
市

災
害
見

舞
金

支
給

要
領

 

 （
趣

 
 

 
旨
）

 

第
１

条
 
こ
の

要
領
は
、
災
害

に
よ

り
被

害
を

受
け
た
市
民
に

対
す

る
災
害
見
舞

金
の

支
給

に
つ
い
て
、
必

要
事
項
を

定
め
る

も
の
と
す

る
。

 

（
用

語
の

定
義
）

 

第
２

条
 
こ
の

要
領
に
お
い

て
「
災
害
」
と
は

、
暴

風
・
豪
雨
・
洪

水
・
高

潮
・
地
震
・
津
波
・
そ
の
他
異
常
な
自
然

現
象
、

及
び
火
災

に
よ

り
本
市

の
区
域

内
に
お

い
て
被

害
が

生
じ

る
こ
と
を

い
う
。

 

２
 

こ
の

要
領
に
お
い

て
「
市

民
」
と
は
、
災
害

に
よ
り

被
害
を
受

け
た

と
き

本
市

の
区
域
内

に
住

所
を
有

し
て

い
た
 

者
を
い

う
。

 

３
 

こ
の

要
領
に

お
い
て
「

水
損
」
と

は
、
他

の
世
帯

等
の
火
災
消

火
活
動

に
よ

り
家
財

等
が
冠

水
し
、
損
害

が
著
し
い

場
合
を

い
う
。
 

４
 

こ
の

要
領
に

お
い
て
「

遺
族

等
」
と
は
、
災
害

に
よ
り
死
亡
し
た

者
の
配
偶
者
・

子
・
父
母
・
孫
・

祖
父
母
及
び
兄

弟
姉
妹

、
ま

た
は

、
前
述
の
区
分
に

該
当

す
る
者

が
い
な
い
場
合

、
民
法
７

２
５

条
に
規
定
さ

れ
る
親

族
か
つ
葬
祭
等

の
実
施

者
を
い

う
。
 

（
支

給
の

対
象
者
）

 

第
３

条
 
災
害

見
舞
金
は
、
災
害

に
よ
り

住
居

の
全

壊
（
焼
）
又
は

流
失
、
若
し
く

は
半

壊
（

焼
）
の
被
害
、
水
損

の

被
害
を

受
け

た
世

帯
、

床
上
浸
水
の

被
害
を

受
け
た

世
帯
、

災
害
に
よ
り

負
傷

し
、

１
ヶ

月
以

上
の

治
療
を
要
す
る

見
込
み

の
あ
る
者
、

或
い

は
災
害

に
よ

り
死

亡
し
た
市

民
の
遺

族
等
に
対

し
て

支
給

す
る

。
 

（
遺

族
へ

の
支
給
の
範

囲
）

 

第
４

条
 
災

害
に

よ
り

死
亡

し
た

者
の

遺
族

等
の

範
囲

は
、
こ

の
要

領
の

第
２

条
４

項
で

定
義
さ

れ
た
と

お
り

と
す

る
。
そ

の
順
位
は

、
死

亡
者
の

死
亡
の

当
時
そ
の

者
と
生

計
を
と
も

に
し
て
い

た
遺

族
等
を
優

先
し
、
そ

の
他
の

遺

族
等
を

後
に
す
る

。
 

２
 

前
項

の
場
合
に
お

い
て
、

同
順

位
の

遺
族

に
つ
い

て
は

次
に

掲
げ
る
順

序
と
す

る
。

 

 
①

配
偶

者
 
②
子
 

③
父
母

 
④

孫
 

⑤
祖

父
母
 

⑥
兄

弟
姉

妹
 
⑦
親

族
か
つ

葬
祭
等

実
施

者
 

３
 

前
２

項
の
場
合
に

お
い
て

、
災

害
見

舞
金
の
支

給
を

受
け
る

べ
き
同
順

位
の
遺

族
等
が
２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、
そ

の
１
人

に
対
し
て
の

支
給
は

、
そ
の
全

員
に
対
し

て
な

さ
れ
た

も
の

と
み

な
す
。

 

４
 

災
害

の
際
、
現

に
そ
の

場
に

居
合
わ

せ
た

者
に

つ
き
、
当

該
災

害
の

止
ん

だ
後

３
月
間
そ
の
生

死
が
明
ら
か
で

な
い

場
合
、
ま
た
は
、
災

害
に

よ
る
負
傷

に
起
因
し

災
害

の
止

ん
だ
後

７
日

以
内
に
死

亡
し

た
場

合
、
そ

の
も
の
は

当
該

災

害
に
よ

っ
て
死
亡
し

た
も
の

と
み
な
す

。
 

（
住

居
が

対
象
の
場
合

の
支
給

の
範

囲
）

 

第
５

条
 
住
居

が
対
象
の
場

合
、
災

害
見

舞
金

の
支
給
を
受
け

る
者

は
、
現
に

そ
の

住
居
に

居
住
し
て
い
た

世
帯
の
世

帯
主
と

す
る
。
災

害
に

よ
り
死

亡
し
た

者
が
単

身
者
の
場

合
、
生
計

を
と
も
に

し
て

い
た

同
住

所
別
世
帯

の
世
帯

主

に
支
給

し
、
世
帯

が
存

在
し
な

い
と
き

は
支
給

し
な
い

も
の

と
す

る
。

 

（
負

傷
者

が
対
象
の
場

合
の
支

給
の

範
囲

）
 

第
６

条
 
負
傷

者
が
対
象
の

場
合
は

、
負

傷
し

た
そ

の
本
人
と

す
る

。
 

（
支

給
の

制
限
）

 

第
７

条
 
災
害

見
舞
金
は
、

次
の
各

号
の

一
に

該
当

す
る
場
合

に
は

支
給
さ
れ
な

い
。

 

（
1）

 
当
該
災

害
に
よ
り
被

害
を
受

け
た
者
が
、

次
に
掲

げ
る
弔
慰
金

等
の
支

給
を
受

け
る

場
合
 

ア
 

富
士
市
災
害
弔
慰
金

等
の

支
給
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
４
９
年
富
士
市
条

例
第
３
１
号
）
第
３
条
及

び
第
９
条

資
料
１
２
－

４
 

 

 

に
規
定
す
る
災
害
弔
慰
金
及
び
災
害
障
害
見
舞

金
 

イ
 

被
災
者
生
活

再
建
支

援
法

（
平
成

１
０
年

法
律

第
６
６
号

）
第

３
条
に

規
定

す
る
被

災
者
生

活
再
建
支
援
金
 

 
 

ウ
 
静

岡
県

被
災
者

自
立
生

活
再

建
支

援
補

助
金

交
付

要
綱

及
び

被
災

者
住
宅

再
建
支

援
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
に
規
定
す
る
補
助
金
 

  
(
2
)
 
当

該
災

害
が

、
当

該
世

帯
の

構
成

員
又

は
当

該
死

亡
若

し
く

は
負

傷
し

た
者

の
、

故
意
又

は
重

大
な

過
失

に

  
 
 
 よ

り
生
じ
た
も
の

で
あ

る
場

合
。

 

 
 
(
3)
 
特
別
の
事
情
が

あ
る

た
め
、
市
長
が

支
給
を
不
適

当
と

認
め

た
場

合
。

 

（
災

害
見
舞
金
）

 

第
８

条
 
災
害
見
舞

金
の
金

額
は
次

に
掲

げ
る

も
の
と
す
る
。

 

 
 
(
1)
 
災
害
に
よ
り
死

亡
し

た
者
１
人
当
た

り
の
災
害
見

舞
金

の
額

は
、

次
に

掲
げ

る
区

分
に
よ

る
も

の
と
す

る
。

 

  
 
ア
 
死
亡
し
た
者

が
死
亡
し
た
当
時

、
そ
の
家
族
の

生
計

を
主

と
し

て
維

持
し

て
い

た
場
合

 
 

５
万
円
以

内
 

 
 
 
イ
 
ア
以
外
の
場

合
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

３
万
円

以
内

 

  
(
2)
 
住
居
に
対
す
る

災
害

見
舞
金
の
額
は

、
住
居
の
被

害
の

程
度

に
応

じ
次

に
掲

げ
る

額
と
す

る
。

 

  
 
ア
 
全
壊
（
焼
）

又
は
流
失
し
た
と

き
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
５
万
円

以
内

 

  
 
イ
 
半
壊
（
焼
）

の
と
き
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

３
万
円

以
内

 

  
 
ウ
 
水
損
又
は
床

上
浸
水
の
と
き
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

１
万
円

以
内

 

  
(
3)
 
災
害
に
よ
り
負

傷
し

、
１
ヶ
月
以
上

の
治
療
を
要

す
る

見
込

み
の

あ
る

者
。

 
 

 
 

 
 
 

２
万
円

以
内

 

(
4)
 
そ
の

他
、

市
長

が
支

給
す

る
必

要
が
あ

る
と

認
め

た
場

合
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

５
万

円
以

内
 

（
支

給
の
手
続
）

 

第
９

条
 
市
長
は
、

災
害
見

舞
金
を

支
給

す
る

と
き
は
、
必
要

な
事

項
を
調

査
し
た
う

え
支

給
す

る
も

の
と

す
る
。

 

ま
た

、
災
害

に
よ
り

負
傷

し
１

ヶ
月

以
上

治
療

を
要
す
る
見

込
み
の
あ
る
者

へ
の

支
給

に
つ

い
て

、
市

長
は

、
必

要
 

が
あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

医
師

の
診

断
書
そ

の
他

の
資

料
の
提

出
を
求
め
る

も
の

と
す
る

。
 

２
 

市
長

は
災
害
に

よ
り

死
亡

し
た
も

の
の
遺

族
等

が
市

民
で

な
い

場
合
、

支
給

を
受
け

る
者
が

当
該
死

亡
者

の
遺

族

等
で
あ

る
こ

と
を
証

明
す
る

書
類

を
提

出
さ
せ
る
も
の

と
す
る

。
 

（
補

 
 
 
則
）

 

第
 
1
0 
条
 

こ
の
要
領

に
定
め
の

な
い
事
項
に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度
市

長
が

別
に

定
め
る
。

 

 
 

  
附
 
則

 

 
 
こ
の
要
領
は
、
昭
和

５
０
年
４
月
１
日

か
ら
適
用
す
る

。
 

 
 
 
 
附
 
則

 

 
 
こ
の
要
領
は
、
昭
和

５
３
年
４
月
１
日

か
ら
適
用
す
る

。
 

 
 
 
 
附
 
則

 

 
 
こ
の
要
領
は
、
平
成

３
年
４
月
１
日
か

ら
適
用
す
る
。

 

 
 

  
附
 
則

 

 
 
こ
の
要
領
は
、
平
成

９
年
４
月
１
日
か

ら
適
用
す
る
。

 

 
 

 
 
附
 

則
 

こ
の

要
領

は
、

平
成

２
４

年
４

月
１

日
か
ら

適
用

す
る

。
 

附
 
則
 

こ
の

要
領

は
、

平
成

２
９

年
７

月
１

日
か
ら

適
用

す
る

。
 

 
 

附
 

則
 

こ
の

要
領

は
、

令
和

５
年

１
２

月
１

日
か
ら

適
用

す
る

。
 



資
料
１
２

－
５

 

災
害

被
災

時
に

お
け

る
寄

附
金

及
び

義
援

金
募

集
事

務
実

施
要

領
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平

成
2
4
年

３
月

2
2
日

制
定

 

 （
主

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

要
領

は
、

被
災

し
た

公
共

施
設

の
復

旧
事

業
に

充
て

る
目

的
で

寄
せ

ら
れ

る
寄

附
金

の
募

集
及

び
被

災
し

た
市

民
に

配
分

す
る

義
援

金
の

募
集

に
係

る
事

務
の

実
施

に
つ

い
て

、
必

要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

要
領

に
お

い
て

「
寄

附
金

」
と

は
、

被
災

し
た

本
市

の
公

共
施

設
の

復
旧

事
業

に
充

て
る

た
め

に
募

集
し

、
財

政
調

整
基

金
に

よ
り

管
理

す
る

も
の

を
い

う
。

 

２
 

こ
の

要
領

に
お

い
て

「
義

援
金

」
と

は
、

被
災

し
た

市
民

に
配

分
す

る
た

め
に

募
集

し
、

歳
入

歳
出

外
現

金
と

し
て

管
理

す
る

も
の

を
い

う
。

 

  
（

募
集

）
 

第
３

条
 

関
係

課
は

、
発

災
後

市
災

害
対

策
本

部
と

協
議

の
上

、
寄

附
金

及
び

義
援

金
の

募
集

を
速

や
か

に
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

（
募

集
事

務
の

種
類

及
び

分
担

）
 

第
４

条
 

寄
附

金
及

び
義

援
金

の
募

集
に

係
る

事
務

の
種

類
及

び
分

担
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
１

)
 

広
報

に
係

る
事

務
の

う
ち

、
寄

附
金

及
び

義
援

金
の

募
集

記
事

の
作

成
に

つ
い

て
は

財
政

課
が

、
報

道
機

関
等

と
の

連
絡

調
整

及
び

情
報

発
信

に
つ

い
て

は
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン

課
が

所
管

す
る

。
 

 
(
２

)
 

収
納

は
、

財
政

課
が

所
管

す
る

。
 

 
(
３

)
 

保
管

は
、

会
計

室
が

所
管

す
る

。
 

 
(
４

)
 

義
援

金
の

配
分

は
、

福
祉

総
務

課
が

所
管

す
る

。
 

 
(
５

)
 

予
算

措
置

は
、

財
政

課
が

所
管

す
る

。
 

 

（
広

報
）

 

第
５

条
 

寄
附

金
及

び
義

援
金

の
募

集
に

係
る

広
報

は
、

市
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
な

ど
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
メ

デ
ィ

ア
、

広
報

紙
、

ラ
ジ

オ
エ

フ
等

で
行

う
も

の
と

し
、

記
事

等
に

つ
い

て
は

平
時

に
準

備

し
、

募
集

が
円

滑
に

行
え

る
よ

う
備

え
て

お
く

も
の

と
す

る
。

 

 

（
収

納
）

 

第
６

条
 

寄
附

金
及

び
義

援
金

を
受

け
入

れ
る

た
め

に
、

会
計

管
理

者
と

協
議

の
う

え
、

指
定

金
融

機
関

及
び

指
定

代
理

金
融

機
関

の
い

ず
れ

か
に

そ
れ

ぞ
れ

専
用

口
座

を
開

設
す

る
。

 

２
 

寄
附

金
及

び
義

援
金

は
、

前
項

の
口

座
へ

の
振

込
み

又
は

庁
内

に
開

設
す

る
受

付
窓

口
で

の
受

領
に

よ
り

受
け

入
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

寄
附

金
及

び
義

援
金

が
寄

せ
ら

れ
た

場
合

は
、

別
に

定
め

る
「

寄
附

金
受

付
簿

」
及

び
「

義
援

金
受

付
簿

」
に

、
受

付
年

月
日

、
寄

附
金

及
び

義
援

金
を

寄
せ

た
者

（
以

下
「

寄
附

者
」

と
い

う
。

）
の

氏
名

、
住

所
を

記
載

し
て

受
付

状
況

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
、

当
該

寄
附

者
に

対

し
て

別
に

定
め

る
受

領
書

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

資
料
１
２

－
５
 

４
 

前
項

の
受

領
書

は
、

原
則

と
し

て
寄

附
金

に
係

る
も

の
は

市
長

、
義

援
金

に
係

る
も

の
は

会
計

管
理

者
名

で
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

寄
附

金
及

び
義

援
金

の
保

管
）

 

第
７

条
 

寄
附

金
及

び
義

援
金

を
現

金
で

受
領

し
た

場
合

は
、

前
条

第
２

項
に

規
定

す
る

各
専

用
口

座
へ

預
け

入
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

受
領

し
た

寄
附

金
及

び
義

援
金

は
別

に
定

め
る

集
計

表
に

よ
り

集
計

し
管

理
す

る
。

 

 

（
義

援
金

の
配

分
）

 

第
８

条
 

義
援

金
の

配
分

は
、

「
富

士
市

災
害

義
援

金
配

分
委

員
会

設
置

要
領

」
に

定
め

る
配

分
委

員
会

の
決

定
に

基
づ

き
配

分
す

る
。

 

２
 

義
援

金
の

配
分

は
、

原
則

と
し

て
口

座
へ

の
振

込
み

と
す

る
。

た
だ

し
、

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
口

座
へ

の
振

込
み

が
で

き
な

い
場

合
は

、
直

接
交

付
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

と
き

は
、

受
領

者
か

ら
領

収
書

を
徴

す
る

。
 

 

（
予

算
措

置
）

 

第
９

条
 

寄
附

金
は

、
財

政
調

整
基

金
に

積
立

て
、

公
共

施
設

の
復

旧
の

た
め

の
財

源
と

し
て

適
宜

こ
れ

を
取

崩
す

も
の

と
し

、
必

要
な

予
算

措
置

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

  
（

委
任

）
 

第
1
0
条

 
こ

の
要

領
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
要

領
は

、
制

定
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 
 



資
料

１
２

－
６

 

富
士

市
災

害
義

援
金

配
分

委
員

会
設

置
要

領
 

  
(
設

置
)
 

第
１

条
 

富
士

市
に

お
け

る
災

害
に

係
る

義
援

金
を

公
平

か
つ

効
果

的
に

配
分

す
る

た
め

、
富

士
市

災
害

義
援

金
配

分
委

員
会

(
以

下
「

委
員

会
」

と
い

う
。

)
を

設
置

す

る
。

 

 (
所

掌
事

項
)
 

第
２

条
 

委
員

会
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
所

掌
す

る
 

（
１

）
配

分
の

対
象

者
に

関
す

る
こ

と
。

 

（
２

）
配

分
の

基
準

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
３

）
配

分
の

時
期

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
４

）
配

分
の

方
法

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
５

）
そ

の
他

義
援

金
配

分
に

関
し

て
必

要
な

事
項

に
関

す
る

こ
と

。
 

 (
組

織
)
 

第
３

条
 

委
員

会
は

、
次

に
掲

げ
る

者
を

委
員

と
し

て
組

織
す

る
。

 

（
１

）
富

士
市

社
会

福
祉

協
議

会
会

長
 

（
２

）
富

士
市

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
会

長
 

（
３

）
富

士
市

町
内

会
連

合
会

会
長

 

（
４

）
福

祉
部

を
所

管
す

る
副

市
長

 

（
５

）
総

務
部

長
 

（
６

）
財

政
部

長
 

（
７

）
福

祉
部

長
 

（
８

）
前

各
号

に
掲

げ
る

者
の

ほ
か

、
市

長
が

必
要

と
認

め
る

者
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
者

に
事

故
が

あ
る

と
き

、
又

は
欠

け
た

と
き

は
、

別
に

定
め

る
者

が
委

員
と

な
る

。
 

 (
任

期
)
 

第
４

条
 

委
員

の
任

期
は

、
義

援
金

の
配

分
が

終
了

す
る

ま
で

と
す

る
。

 

 (
委

員
長

及
び

副
委

員
長

)
 

第
５

条
 

委
員

会
に

委
員

長
及

び
副

委
員

長
を

置
く

。
 

２
 

委
員

長
は

、
副

市
長

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

３
 

副
委

員
長

は
、

委
員

の
う

ち
か

ら
委

員
長

が
指

名
す

る
。

 

４
 

委
員

長
は

、
会

務
を

総
理

し
、

委
員

会
を

代
表

す
る

。
 

資
料

１
２

－
６
 

５
 

副
委

員
長

は
、

委
員

長
を

補
佐

し
、

委
員

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
、

又
は

欠
け

た
と

き
は

、
そ

の
職

務
を

代
理

す
る

。
 

 (
会

議
)
 

第
６

条
 

委
員

会
の

会
議

は
、

委
員

長
が

招
集

し
、

そ
の

議
長

と
な

る
。

 

２
 

委
員

会
の

会
議

は
、

委
員

の
過

半
数

が
出

席
し

な
け

れ
ば

開
く

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

３
 

委
員

長
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

委
員

以
外

の
関

係
者

に
対

し
、

出
席

を
求

め
て

意
見

若
し

く
は

説
明

を
聴

き
、

又
は

必
要

な
書

類
の

提
出

を
求

め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 (
庶

務
)
 

第
７

条
 

委
員

会
の

庶
務

は
、

福
祉

部
福

祉
総

務
課

に
お

い
て

処
理

す
る

。
 

 (
委

任
)
 

第
８

条
 

こ
の

要
領

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

 

附
 

則
 

こ
の

要
領

は
、

平
成

２
４

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 

則
 

こ
の

要
領

は
、

平
成

３
０

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

附
 

則
 

こ
の

要
領

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 



 

 

 

 

 

 

 

 

１３．自衛隊関連 
  



 



自
衛

隊
等

支
援

要
請

様
式

資
料
１

３
－

１

□
自

衛
隊

　
　

　
□

海
上

保
安

庁
　

　
　

□
そ

の
他

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

開
始

日
時

組
織

名

連
絡

先
担

当
者

※
　

方
面

本
部

に
お

い
て

対
応

可
の

場
合

は
、

本
部

へ
要

請
せ

ず
、

方
面

本
部

よ
り

市
町

村
へ

回
答

す
る

。

情
報

伝
達

ル
ー

ト
　

　
　

　
市

町
村

　
→

　
県

方
面

本
部

総
括

班
　

→
　

県
本

部
対

策
班

活
動

内
容

様
式

番
号 活

動
地

域

要
請

番
号

情
報

発
信

期
間

受
信

月
日

・
時

刻

受
信

者
氏

名

情
　

報
　

名

救
出

・救
助

・捜
索

活
動

支
援

要
請

要
請

備
考

利
用

可
能

集
結

地

現
地

調
整

先

要
請

内
容

整
理

番
号

第
　

　
　

号
第

　
　

　
号

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

１
０

１ 利
用

可
能

H
P

対
応

期
間

要
救

助
者

数

要
請

機
関

名

　
　

日
　

　
時

　
　

分

　
　

日
　

　
時

　
　

分

電
話

・
無

線
等

  
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

人

第
　

　
　

号

　
　

日
　

　
時

　
　

分
発

信
日

時
･

時
刻

発
信

者
氏

名

　
　

日
　

　
時

　
　

分

　
　

日
　

　
時

　
　

分

要
請

理
由

□
重

量
物

破
壊

・撤
去

　
　

□
二

次
災

害
等

の
危

険
　

　
□

海
上

漂
流

□
人

員
不

足
　

　
　

　
　

　
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
　

日
　

　
時

　
　

分

情
報

伝
達

先
機

関

撤
収

の
間

ま
で

経
由

機
関

（
　

　
　

　
　

　
）

経
由

機
関

（
　

　
　

　
　

　
）

経
由

機
関

（
　

　
　

　
　

　
）

第
　

　
　

号

　
　

日
　

　
時

　
　

分

第
　

　
　

号

　
　

日
　

　
時

　
　

分

自
衛

隊
等

支
援

要
請

様
式

資
料
１
３
－
１

※
　

方
面

本
部

に
お

い
て

対
応

不
可

の
場

合
は

、
県

本
部

へ
要

請
す

る
。



資
料
１
３

－
２

 

 

自
衛
隊
緊
急
連
絡
先
一
覧
 

部
 
隊
 

名
 

(
駐

と
ん

地
名
等

) 
時
 
間

 
内
 

時
 

間
 
外
 

電
 

話
 
番
 
号
 

代
 
表

 
番
 

号
 

時
間

内
 

（
内
線
）
 

時
間
外
 

（
内
線
）
 

第
34

普
通
科
連

隊
 

（
板
 
妻
）
 

第
３
科
長
 

駐
屯
地
当
直
司
令
 
御
殿
場
 

0
55
0-
8
9
-1
3
10
 

（
防

災
行
政
無
線
 
15
0
-9
0
02
）
 

2
3
5 

2
3
6 

2
3
7 

3
01
 

3
02
 

富
士

学
校

 

（
富
 
士
）
 

企
画

室
総

括
班
長
 

又
 
は
 

防
衛

業
計

係
長
 

〃
 

須
 
走
 

0
55
0-
7
5
-2
3
11
 

（
防

災
行

政
無

線
 
1
5
1-
9
00
0）

 

22
0
0 

22
3
4 

2
30
2 

航
空

自
衛

隊
 

第
１
航
空
団
司
令
部
 

（
浜
 
松
）
 

防
衛

部
防

衛
班
長
 
基
地
当

直
幹
部
 

浜
 
松
 

0
53
-4
7
2
-1
1
11
 

（
防
災
行

政
無
線

 
15
3－

9
00
1
）
 

32
3
0 

～
 

32
3
2 

3
22
4 

3
22
5 

海
上

自
衛

隊
 

横
須
賀
地
方
総
監
部
 

（
横
須
賀
）
 

防
災

総
括
幕
僚
 

又
 
は
 

作
 
戦

 
室
 

ｵﾍ
ﾟ
ﾚ
ｰｼ
ｮ
ﾝ室

 

当
直
幕
僚
 

横
須
賀
 

0
46
-8
2
2
-3
5
00
 

（
防
災
行

政
無
線

15
6
-9
0
0
1）

 

25
4
3 

22
2
2 

2
22
2 

2
22
3 

     （
参

考
）

自
衛
隊
派
遣

部
隊

 

 
 

○
災

害
派
遣

（
自
衛

隊
法

第
83

条
）

 

 
 

 
 

陸
上
自

衛
隊
第

３
４

普
通
科
連
隊
 

第
３

中
隊

 

 
 

○
地

震
防
災

派
遣
（

自
衛

隊
法
第

83
条
の

2 ）
 

 
 

 
 

陸
上
自
衛
隊

富
士
学

校
・

富
士

教
導

団
 
特

科
教

導
隊

 
 

資
料

１
３

－
３
 

 

 

自
衛
隊

派
遣
部
隊
受
入

施
設
 

  
 

 
 
 
 
 
施
設
の

概
要
 

 
 
①
 
本
部
事
務
室
 

富
士

市
総

合
運
動
公
園
 

陸
上

競
技
場
 

（
富

士
市

中
野

6
7
1
番
地

）
 

 

 
②
 
材
料
置
場
及
び
炊
事
場
 

富
士
市
総
合
運
動
公
園
 
運
動
広
場
 

 
③
 
駐
 
車
 
場
 

 
 
 
富
士

総
合
運

動
公

園
 
駐

車
場
 

（
1
2
,
00
0
㎡
）
 

 
④
 
ヘ
リ
ポ
ー
ト
 

 
 
 
別
紙

「
防
災

用
ヘ

リ
ポ
ー

ト
」
参

照
 

 
⑦
 
上
記
の
管
理
者
 

 
 
 
富
士

市
長
 

 
⑧
 
施
設
配
置
図
 

 
 
 
下
記
 

   



 
資
料
１
３

－
４
 

防
災
へ
リ
ポ
ー
ト
設
定
状
況

 

※
緯
度

・
経
度

は
、
ふ
じ
の

く
に
防

災
情
報
共
有

シ
ス
テ

ム
（

F
U

JI
S

A
N
）
の
地
図

デ
ー

タ
に
よ
り
計
測

｡  

※
広
さ

の
欄
の

カ
ッ
コ
書
き

は
、
障

害
物

(1
5m

未
満

)間
の

2
点
間

の
距
離
×

2
測
線
の

値
(実

測
)｡

 

 
い
ず

れ
も
、
い

わ
ゆ
る
「
防

災
対

応
の
場

外
離
着

陸
場

の
基
準
」（

機
体
全

長
+

20
m

以
上

な
ど
）
を
満
た
す

｡  

※
米
の

宮
公
園
及
び

中
央
公
園

は
、
重
症

患
者
の
広

域
搬

送
用
ヘ

リ
ポ

ー
ト
と

し
て

、
被

災
後
の
状

況
を

勘
案

し
て

い
ず
れ
か
を
開
設
す

る
。

そ
の
場
合
、
米

の
宮

公
園
を
優

先
す
る
。

 

番
 

号
 

防
災
ヘ

リ
ポ
ー

ト
 

所
 
在
 

地
 

緯
度
 

(
北
緯

) 

経
度
 

(
東
経

) 

機
 
種

 
別
 

広
さ
 

大
型
 
中

型
 
小
型
 

巾
×
長
さ
 

１
 
富

士
総

合
運
動

公
園
 

（
野
球

場
）
 

中
野

6
71
 

3
5°

1
1’

3
7”

 
1
3
8°

4
1’

0
3”

 
 

○
 

 
1
30
×
1
3
0 

２
 
富

士
総

合
運
動

公
園
 

（
陸
上

競
技
場

）
 

中
野

6
71
 

3
5°

1
1’

4
4”

 
1
3
8°

4
1’

0
9”

 
○
 

 
 

1
00
×
1
5
0 

３
 
富

士
市

東
球
場
 

中
里

2
62
6
-
1 

3
5°

0
8’

5
6”

 
1
3
8°

4
4’

1
6”

 
 

○
 

 
95
×
9
5 

４
 
富

士
川

緑
地
公

園
Ａ
 

五
貫
島
 

富
士
川

河
川
敷
 
3
5°

0
7’

3
3”

 
1
3
8°

3
8’

4
3”

 
○
 

 
 

90
×

20
0 

５
 
富

士
川

緑
地
公

園
Ｂ
 

五
貫
島
 

富
士
川

河
川
敷
 
3
5°

0
7’

2
8”

 
1
3
8°

3
8’

4
6”

 
○
 

 
 

1
00
×
1
0
0 

６
 
富

士
川

緑
地
公

園
Ｃ
 

五
貫
島
 

富
士
川

河
川
敷
 
3
5°

0
7’

2
6”

 
1
3
8°

3
8’

4
2”

 
○
 

 
 

1
00
×
1
0
0 

７
 
か

り
が

ね
緑
地

グ
ラ
ン
ド
 
松
岡
林

町
地
先
 
3
5°

0
9’

5
1”

 
1
3
8°

3
7’

4
7”

 
 

○
 

 
50
×

12
0 

８
 
富

士
市

立
高
校
 

（
第
２

グ
ラ
ン

ド
）
 

比
奈

2
77
0 

3
5°

1
0’

1
8”

 
1
3
8°

4
3’

2
3”

 
 

○
 

 
95
×
9
5 

９
 
米

の
宮

公
園
 

（
多
目

的
広
場

）
 

米
之
宮

町
3
03
 
3
5°

0
9’

3
9”

 
1
3
8°

3
9’

2
9”

 
 

○
 

 
(
90
×
7
8
) 

10
 
中

央
公

園
 

（
芝
生

広
場
）
 

永
田
町

2
-
1
12
 
3
5°

0
9’

4
1”

 
1
3
8°

4
0’

1
1”

 
 

○
 

 
(
87
×
7
5
) 

11
 
富

士
川

河
川
敷

憩
い
の
 

広
場
（

野
球
場

）
 

中
之
郷

地
先
 

3
5°

0
8’

2
0”

 
1
3
8°

3
7’

3
5”

 
○
 

 
 

1
19
×
2
5
0 

12
 

富
士

市
産

業
交

流
展

示

場
「
ふ

じ
さ
ん

め
っ
せ
」

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

ス

ペ
ー
ス
 

柳
島

1
89
-
8 

3
5°

0
8’

4
0”

 
1
3
8°

3
9’

5
5”

 
 

○
 

 
50
×
6
0 

13
 
富

士
市

防
災
 

ヘ
リ
ポ

ー
ト
 

八
代
町

2
1
2
-2
 
3
5°

0
9’

1
5”

 
1
3
8°

4
1’

4
6”

 
 

○
 

 
50
×
5
0 

14
 
俵

石
ス

ポ
ー
ツ

広
場
 

南
松
野
地
先
 

3
5°

1
1’

1
4”

 
1
3
8°

3
6’

1
5”

 
 

○
 

 
55
×

11
0 

 
資
料

１
３

－
４
 

１
．

富
士

総
合
運
動
公
園
野
球

場
 

 
 

所
在
地
 
富

士
市
中

野
67

1
番

地
 

広
 
さ
 

13
0ｍ

×
13

0ｍ
 

    



 
資
料
１
３

－
４
 

２
．
富
士
総
合
運

動
公

園
陸
上

競
技

場
 

 
 

所
在

地
 
富

士
市
中

野
67

1
番

地
 

 
 

広
 

さ
 

10
0ｍ

×
15

0ｍ
 

                                   

 
資
料

１
３

－
４
 

３
．

富
士

市
東
球
場
 

 
 

所
在
地
 
富
士
市
中

里
26

26
番
地
の
１

 

 
 

広
 
さ
 

95
ｍ

×
95

ｍ
 

     



 
資
料
１
３

－
４
 

４
～
６
．
富
士
川

緑
地

公
園
Ａ

・
Ｂ

・
Ｃ
 

 
 

所
在

地
 
富

士
市
五

貫
島

富
士
川
河
川
敷

 

 
 

広
 

さ
 
（

A
）：

90
ｍ
×

20
0ｍ

 
（

B
・

C
）：

10
0ｍ

×
10

0ｍ
 

  

A
 

B
 

C
 

 
資
料

１
３

－
４
 

７
．

か
り

が
ね
緑
地
公
園
グ
ラ

ン
ド
 

 
 

所
在
地
 
富
士
市
松

岡
林

町
地
先

 

 
 

広
 
さ
 

50
ｍ

×
12

0ｍ
 

                                   



 
資
料
１
３

－
４
 

８
．
富
士
市
立
高

校
第

２
グ
ラ

ン
ド

 

 
 

所
在

地
 
富

士
市
比

奈
27

70
 

 
 

広
 

さ
 

95
ｍ

×
95

ｍ
 

            

 
資
料

１
３

－
４
 

９
．

米
の

宮
公
園
（
多
目
的
広

場
）
 

 
 

所
在
地
 
富
士
市
米

之
宮

町
30

3 

 
 

広
 
さ
 

(9
0
ｍ
×
7
8
ｍ

) 

 
 

 

    



 
資
料
１
３

－
４
 

10
．
中
央
公
園
（

芝
生

広
場
）

 

 
 

所
在

地
 
富

士
市
永

田
町

2-
11

2 

広
 

さ
 

(8
7
ｍ
×

7
5ｍ

) 

                                   

 
資
料

１
３

－
４
 

11
．

富
士

川
河
川
敷
憩
い
の
広

場
（
野
球
場

）
 

 
 

所
在
地
 
富
士
市
中

之
郷

地
先

 

 
 

広
 
さ
 

(1
19

ｍ
×
2
50
ｍ

) 

                                   



 
資
料
１
３

－
４
 

12
．
富
士
市
産
業

交
流

展
示
場

「
ふ

じ
さ
ん
め
っ

せ
」
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス

ペ
ー
ス
 

 
 

所
在

地
 
富

士
市
柳

島
18

9-
8 

 
 

広
 

さ
 

(5
0
ｍ
×
6
0
ｍ

) 

                                   

 
資
料

１
３

－
４
 

13
．

富
士

市
防
災
ヘ
リ
ポ
ー
ト
 

 
 

所
在

地
 
富

士
市
八

代
町

21
2-

2 

 
 

広
 

さ
 

(5
0
ｍ
×
5
0
ｍ

) 

                                   
仕

左富士橋

街区基準点

T.10

(-950)

(-930)

(-1450)
(-1390)

防災倉庫

和田川

マルハン吉原店

市
道
吉
原
浮
島
線

敷地配置図　1/600

市道伝法下地2号線（市道認定2202号）

ヘリポート

№1

市
道

吉
原

浮
島

線

和
田

川

左
富
士

橋



 
資
料
１
３

－
４
 

14
．
俵
石
ス
ポ
ー

ツ
広

場
 

 
 

所
在

地
 
富

士
市
南

松
野

地
先

 

 
 

広
 

さ
 

55
ｍ

×
11

0ｍ
 

 

資
料

１
３

－
５
 

 

 

ヘ
リ
ポ

ー
ト
の

具
備

す
べ

き
条
件

 

 １
．

離
着
陸
(
発
着

)の
た

め
必

要
最

小
限
度
の
地
積

 

 
項

目
 

 
 

 
 

区
分
 

 
昼
 
間
 
使
 
用

 
 
夜
 

間
 

使
 

用
 

       

発
  

着
  

場
  

基
  

準
 

 
Ｏ

Ｈ
－
６

Ｊ
 

 
小

 
 
 

型
 

 

 
 

 
 
 

ｍ
 

全
長
 
9.
3
0
 

全
巾
 
8.
0
5
 

 
 

 
Ｕ

Ｈ
－
１

Ｈ
 

 
中

 
 
 

型
 

  

 
 

 
 
 

ｍ
 

全
長
 

17
.
4
0
 

全
巾
 

14
.
6
4
 

 
 

 
Ｃ

Ｈ
－
4
7
Ｊ

 

 
大

 
 
 

型
 

  

 
 

 
 
 

ｍ
 

全
長
 

30
.
1
8
 

全
巾
 

16
.
2
6
 

 
       (注

)
 民

間
航

空
機

を
除

く
。

 

  
 

 発
着

点
と

は
、

安
全

・
容

易
に

接
地

す
る

た
め

準
備

さ
れ

た
地

点
。

 
 

 
 無

障
害

地
帯

 
離
着

陸
に

障
害

と
な

ら
な

い
地

域
。

 
 

  
民

間
航

空
機

に
つ
い

て
は

、
全

長
及

び
全

巾
の

長
さ

以
上

の
着

陸
帯

。
進

入
区

域
の

長
さ

50
0ｍ

、
進

入
表

面
の

 

こ
う

配
８

分
の

１
（
７

度
）

を
最

低
限

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 

  
ま

た
夜

間
の

使
用
に

つ
い

て
は

、
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

灯
火

の
設

営
要

領
の

と
お

り
配

置
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

  
  

 た
だ
し

、
捜

査
ま

た
は

救
助

の
た

め
の
特

例
と

し
て

、
航

空
法

の
適

用
が

除
外

さ
れ

る
場
合

を
除

く
。

 



資
料
１
３

－
５
 

 

 

 
(
2
) 
地

 
表
 
面

 

 
 

ア
、

舗
装
さ
れ
た

場
所
が

最
も

望
ま

し
い

。
 

 
 

イ
、
グ
ラ

ウ
ン
ド
等

の
場

合
、
板
、
ト
タ

ン
、
砂

塵
等

が
巻
き

上
が

ら
な

い
よ

う
処
置
す

る
こ

と
（
地

表
面

が
乾
 

 
 

 
燥

し
て
い
る
場

合
は
、

砂
塵

の
巻

き
上

げ
防
止

の
た

め
十

分
な
散
水

を
行
う

。
）

 

 
 

ウ
、

草
地
の
場
合

は
硬
質

低
草

地
で

あ
る

こ
と
。

 

 ２
．

着
 

陸
 
点

 

 
 

着
陸

点
（
直
径
3
0
ｍ
）
の

ほ
ぼ

中
央

に
石

灰
等
で

直
径

1
0ｍ

の
正
円
を

画
き
、

中
央
に

Ｈ
と

記
す
。

 

      ３
．
着

陸
帯
付
近
（

着
陸
点

中
央

か
ら
な

る
べ

く
離

れ
た
地

点
で
地
形

、
施
設
等

に
よ
る
風

の
影

響
の
少
な
い
場

所
）
 

に
吹
き

流
し
、
ま
た

は
旗
を

た
て
る
。

 

 
(
1
) 
布

 
 
製

 

 
(
2
) 
風

速
2
5ｍ

／
秒

程
度
に

耐
え

ら
れ

る
強

度
 

     ４
．

救
急

車
等
、
車
両

の
出
入

の
便

が
よ

い
場

所
で
あ

る
こ

と
。

 

５
．

電
話

等
、
通
信
手

段
の
利

用
が

可
能

で
あ

る
こ
と

。
 

６
．

離
着

陸
地
帯
に
み

だ
り
に

人
が

近
づ

か
な

い
よ
う

配
慮

す
る

こ
と
。

 

 
 

特
に

、
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
の

テ
ー
ル

ロ
ー
タ
ー
に
は

、
注

意
が
お

ろ
そ
か
に

な
る

傾
向

が
あ

る
の

で
、
機
体
の
尾

部
 

に
は
絶

対
に
近
づ
か

な
い
配

慮
す
る
必

要
が
あ
る

。
 

 

資
料
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３

－
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公
共
建

物
番

号
標
示

一
覧

 

 標
 
示

 番
 
号
 

公
共
建

物
名

 
所
 
 
 
 
在
 
 
 

 
地

 

2
8
-
 0
 

 
富

士
市

役
所
  
富
士

市
永

田
町

１
丁

目
1
0
0
番
地

 

2
8
-
 2
 

今
 

泉
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
今

泉
3
-
1
7-
1
 

2
8
-
 3
 

 
伝

 
法
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
伝

法
2
7
4
3
 

2
8
-
 5
 

 
元

吉
原
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
今

井
3
-
4
-2

 

2
8
-
 6
 

 
 

東
 
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
西

船
津

2
20

 

2
8
-
 8
 

 
吉

永
第
一
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
比

奈
1
4
3
1
 

2
8
-
 9
 

 
吉

永
第
二
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
鵜

無
ヶ

淵
1
4
9-
1
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2
8
-
10
 

 
原

 
 
田
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
原

田
4
8
0
 

2
8
-
11
 

 
大

淵
第
一
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
大

淵
3
0
1
2
 

2
8
-
12
 

 旧
大

淵
第

二
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
大

淵
8
6
7
3-
1
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

2
8
-
14
 

 
富

士
第
二
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
横

割
1
-
8
-1

 

2
8
-
15
 

 
田

子
浦
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
中

丸
9
8
 

2
8
-
19
 

 
 

丘
 
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
厚

原
2
0
7
5
 

2
8
-
20
 

 
富

士
見
台
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
富

士
見

台
1
-
12

 

2
8
-
21
 

 
富

士
南
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
宮

下
5
5
1
 

2
8
-
24
 

 
富

士
中
央
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
米

之
宮

町
2
9
5 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  

2
8
-
25
 

 
青

葉
台
  
 

〃
 
 
 
 
 〃

 
一

色
2
9
5
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  

3
2
-
1 

富
士
川
第
一
 

 〃
 

 
 
 〃

 
岩

淵
1
07
 



 

 

 

 

 

 

 

 

１４．その他 
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○静岡 県 地 震 対 策 推 進 条 例  

平 成 ８年 ３月 28 日  

条 例 第 １号  

静 岡 県 地 震 対 策 推 進 条 例 をここに公 布 する。 

静 岡 県 地 震 対 策 推 進 条 例  
目 次  
前 文  

第 １章  総 則 (第 １条 ) 
第 ２章  県 及 び市 町 の責 務 等 (第 ２条 －第  11 条 ) 
第 ３章  県 民 の責 務 (第  12 条 －第  14 条 の２) 
第 ４章  既 存 建 築 物 等 の耐 震 性 の向 上 (第  15 条 －第  20 条 ) 
第 ５章  地 震 発 生 時 の緊 急 交 通 の確 保  

第 １節  地 震 発 生 時 の交 通 規 制 等 (第  21 条 －第  24 条 ) 
第 ２節  道 路 の迅 速 な復 旧 (第  25 条 ・第  26 条 ) 
第 ３節  陸 海 空 の緊 急 輸 送 の確 保 (第  27 条 －第  30 条 ) 

第 ６章  被 災 建 築 物 の応 急 危 険 度 判 定 (第  31 条 －第  33 条 ) 
第 ６章 の２ 復 旧 及 び復 興 対 策 (第  33 条 の２) 
第 ７章  雑 則 (第  34 条 －第  38 条 ) 
附 則  

 

静 岡 県 は、これまで災 害 対 策 基 本 法 、大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法 等 に基 づき静 岡 県 地 域 防 災

計 画 等 を策 定 し、地 震 対 策 を積 極 的 に推 進 してきた。 

しかし、平 成 ７年 １月 に発 生 した阪 神 ・淡 路 大 震 災 、平 成  23 年 ３月 に発 生 した東 日 本 大 震 災 及

び平 成  28 年 ４月 に発 生 した熊 本 地 震 は、改 めて大 地 震 や津 波 の脅 威 を 認 識 させるとともに地 震

対 策 に対 する貴 重 な教 訓 をもたらした。 

東 海 地 震 、南 海 トラフ地 震 、相 模 トラフ沿 いの地 震 などの大 地 震 が予 想 される本 県 にとって、地 震

対 策 の一 層 の充 実 強 化 は、緊 急 の課 題 である。 

大 地 震 による災 害 から県 民 の生 命 、身 体 及 び財 産 を守 り、被 害 を最 小 限 にとどめるためには、行 政 は

もとより、県 民 一 人 ひとりが自 発 的 かつ積 極 的 に防 災 の役 割 を果 たしていくことが極 めて重 要 である。 

県 民 は、「自 らの命 は自 ら守 る」「自 らの地 域 は皆 で守 る」という地 震 対 策 の基 本 に立 ち、家 庭 や事

業 所 における地 震 対 策 、地 域 における住 民 相 互 の協 力 による防 災 活 動 を行 う必 要 がある。 

また、地 震 発 生 直 後 の消 火 、救 出 、救 援 、避 難 等 のための通 行 の確 保 など多 くの対 策 を進 めてい

くためには、行 政 の積 極 的 な対 応 とともに、県 民 の十 分 な理 解 と協 力 が不 可 欠 である。 

この条 例 は、行 政 とともに県 民 がそれぞれの役 割 を果 たしながら、一 丸 となって大 地 震 に対 応 してい

くことを明 らかにしたものであり、大 地 震 による被 害 をできる限 り軽 減 するために行 うべき措 置 について、

全 ての人 々の合 意 を示 すものである。 

 

第 １章  総 則  

(目 的 ) 

第 １条  この条 例 は、大 規 模 な地 震 による災 害 から県 民 の生 命 、身 体 及 び財 産 を 守 るため、県 及 び

市 町 並 びに県 民 の責 務 を明 らかにするとともに、地 震 による建 築 物 の倒 壊 の防 止 等 の災 害 予 防 、

地 震 発 生 後 における緊 急 交 通 の確 保 その他 の特 に重 要 な地 震 防 災 のための措 置 について定 める

ことにより、地 震 対 策 の的 確 な推 進 を図 り、もって県 民 が安 心 して暮 らせる地 震 災 害 に強 い県 づくり

を行 うことを目 的 とする。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

第 ２章  県 及 び市 町 の責 務 等  

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 (県 の責 務 ) 

第 ２条  県 は、その組 織 及 び機 能 の全 てを挙 げて、地 震 による災 害 から県 民 の生 命 、身 体 及 び財 産

を保 護 するため、地 震 防 災 に関 し万 全 の措 置 を講 じなければならない。 

２ 県 は、市 町 、国 の機 関 その他 防 災 関 係 機 関 及 び県 民 と連 携 して、静 岡 県 地 域 防 災 計 画 等 に基
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づき地 震 対 策 を的 確 かつ円 滑 に実 施 しなければならない。 

３ 県 は、市 町 が実 施 する地 震 対 策 を支 援 するとともに、その総 合 調 整 を行 わなければならない。 

４ 県 は、様 々な地 震 の教 訓 及 び地 震 に関 する科 学 的 な研 究 の成 果 を踏 まえ 、常 に静 岡 県 地 域 防

災 計 画 等 が的 確 なものとなるよう見 直 さなければならない。 

５ 県 は、市 町 と連 携 して、家 庭 及 び地 域 における地 震 防 災 活 動 が自 主 的 に行 われるよう、県 民 の防

災 意 識 の高 揚 を図 るとともに、実 践 的 かつ効 果 的 な防 災 訓 練 を実 施 し、様 々な地 震 の教 訓 を伝 承

すること等 により、県 民 の防 災 行 動 力 の向 上 に努 めなければならない。 

６ 県 は、市 町 と連 携 して、消 防 団 の充 実 強 化 の支 援 に努 めなければならない。 

７ 県 は、自 主 防 災 組 織 の組 織 及 び活 動 を 充 実 させるため市 町 が行 う自 主 防 災 組 織 の育 成 を支 援

しなければならない。 

８ 県 は、地 震 災 害 危 険 予 想 地 域 (地 震 による津 波 、山 崩 れ若 しくは崖 崩 れ又 は建 築 物 の倒 壊 若 し

くは火 災 により著 しい被 害 の発 生 が予 想 される地 域 をいう。)を明 らかにし、市 町 と連 携 して、地 域 の

実 情 に応 じた方 法 でその周 知 に努 めるとともに、その地 域 の特 性 に配 慮 した地 震 対 策 の推 進 に努

めなければならない。 

９ 県 は、市 町 と連 携 して、男 女 共 同 参 画 の視 点 に立 った地 震 対 策 の推 進 に努 めなければならない。 

10 県 は、市 町 、国 の機 関 その他 防 災 関 係 機 関 、事 業 者 及 び県 民 と連 携 して、地 震 が発 生 した場

合 における帰 宅 困 難 者 （長 時 間 にわたる交 通 機 関 の運 行 の停 止 等 により、容 易 に帰 宅 することが

できない者 をいう。以 下 同 じ。）による混 乱 の発 生 を防 止 するため帰 宅 困 難 者 が一 斉 に帰 宅 するこ

との抑 制 に係 る周 知 、必 要 な情 報 の提 供 その他 の必 要 な措 置 を講 ずるとともに、徒 歩 等 により帰 宅

する帰 宅 困 難 者 を支 援 するため地 震 災 害 及 び交 通 に関 する情 報 提 供 その他 の必 要 な措 置 を講

ずるよう努 めなければならない。 

11 県 は、市 町 が行 う避 難 のための安 全 確 保 に関 する措 置 に関 して、市 町 か ら助 言 を求 められた場

合 においては、速 やかに必 要 な助 言 をするものとする。  

12  県 は、市 町 、関 係 事 業 者 等 と連 携 し、外 国 人 を含 めた観 光 客 等 の安 全 が確 保 されるよう、地 震

災 害 に関 する情 報 の提 供 等 に努 めなければならない。 

13 県 は、市 町 と連 携 し、地 震 により被 災 した者 の心 身 の健 康 の確 保 、居 住 の場 所 の確 保 その他 地

震 により被 災 した者 の保 護 に配 慮 するよう努 めなければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 ・28 年  43 号 〕) 

 

(他 の地 方 公 共 団 体 等 との協 力 ) 

第 ３条  県 は、地 震 が発 生 した場 合 において救 出 救 助 、医 療 救 護 、消 火 等 の災 害 応 急 対 策 の円 滑

な実 施 を 図 るため、必 要 があると認 めるときは 、国 、他 の地 方 公 共 団 体 、公 共 的 団 体 及 び事 業 者

に対 し、迅 速 かつ的 確 に応 援 又 は協 力 を要 請 するものとする。 

２ 県 は、他 の地 方 公 共 団 体 から災 害 応 急 対 策 の実 施 に関 する応 援 の要 請 があったときは、積 極 的

かつ迅 速 にこれに応 ずるものとする。 

 

(資 料 、研 究 等 の成 果 の公 表 ) 

第 ４条  県 は、地 震 に関 する資 料 の収 集 及 び分 析 並 びに地 震 に関 する調 査 及 び研 究 を科 学 的 かつ

総 合 的 に行 い、その成 果 を公 表 するものとする。 

(職 員 の責 務 ) 

第 ５条  県 は、地 震 防 災 に関 する県 の責 務 を最 大 限 に果 たせるよう、あらかじめ、地 震 防 災 に対 応 す

るための職 員 の配 置 及 び職 務 を定 めておかなければならない。 

２ 県 の職 員 は、地 震 防 災 に関 するそれぞれの職 務 の習 熟 に努 め、地 震 が発 生 したときは、直 ちに定

められた配 置 に就 いてその職 務 を遂 行 しなければならない。 

 

(市 町 の責 務 ) 

第 ６条  市 町 は、その組 織 及 び機 能 のすべてを挙 げて、地 震 による災 害 から住 民 の生 命 、身 体 及 び

財 産 を保 護 するため、地 震 防 災 に関 し万 全 の措 置 を講 じなければならない。 

２ 市 町 は、県 、国 の機 関 その他 防 災 関 係 機 関 及 び住 民 と連 携 して、市 町 村 地 域 防 災 計 画 等 に基
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づき地 震 対 策 を的 確 かつ円 滑 に実 施 するとともに、地 震 災 害 に強 い地 域 づくりに努 めなければなら

ない。 

３ 市 町 は、様 々な地 震 の教 訓 及 び地 震 に関 する科 学 的 な研 究 の成 果 を踏 まえ、常 に市 町 村 地 域

防 災 計 画 等 が的 確 なものとなるよう見 直 さなければならない。 

４ 市 町 は、家 庭 及 び地 域 における地 震 防 災 活 動 が自 主 的 に行 われるよう、住 民 の防 災 意 識 の高 揚

を図 るとともに、実 践 的 かつ効 果 的 な防 災 訓 練 等 の実 施 による地 域 に適 合 した住 民 の防 災 行 動

力 の向 上 を図 り、及 び自 主 防 災 組 織 の育 成 に努 めなければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(避 難 所 運 営 体 制 の整 備 等 ) 

第 ７条  県 は、地 震 により被 災 した者 が健 康 を保 ち安 心 して生 活 できるよう、市 町 等 が行 う避 難 地 及

び避 難 所 の確 保 、避 難 所 の安 全 対 策 の実 施 並 びに避 難 所 の運 営 体 制 の整 備 を支 援 するものと

する。  

２ 避 難 所 を運 営 する市 町 等 は、地 震 によ り被 災 した者 が健 康 を保 ち安 心 して生 活 できるよう、自 主

防 災 組 織 又 は避 難 所 に係 る施 設 を管 理 する者 の協 力 を得 て避 難 所 を運 営 するものとする。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 ・28 年  43 号 〕) 

 

(地 域 防 災 技 能 者 の育 成 ) 

第 ８条  県 は、市 町 と連 携 して、地 震 が発 生 した場 合 において地 域 における地 震 防 災 活 動 が積 極 的

に行 われるよう、消 火 、救 出 救 助 、応 急 手 当 等 の地 震 防 災 に関 する知 識 、技 能 等 が習 得 できる講

習 会 を開 催 する等 により、地 域 における地 震 防 災 活 動 の中 心 となる者 の育 成 に努 めなければなら

ない。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(要 配 慮 者 への配 慮 ) 

第 ９条  県 は、市 町 と連 携 して、障 害 者 、高 齢 者 、乳 幼 児 、外 国 人 その他 の者 で地 震 が発 生 した場

合 にその対 応 に困 難 を伴 うことが予 想 されるものについて、避 難 誘 導 、介 護 支 援 等 その困 難 の解

消 に配 慮 した地 震 対 策 を講 ずるよう努 めなければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 ・28 年  43 号 〕) 

 

(死 体 の捜 索 及 び処 理 ) 

第 ９条 の２ 県 は、市 町 が行 う死 体 の捜 索 及 び処 理 （以 下 「捜 索 等 」という。）が適 切 に実 施 されるよう、

死 体 の捜 索 等 に係 る計 画 の策 定 を求 めるとともに、死 体 の捜 索 等 に関 する体 制 の整 備 を支 援 する

ものとする。 

(追 加 〔平 成  28 年 条 例  43 号 〕) 

(災 害 ボランティア活 動 への支 援 ) 

第 10 条  県 は、市 町 と連 携 して、地 震 が発 生 した場 合 においてボランティアの活 動 が円 滑 に行 われる

よう、その受 入 れ体 制 の整 備 、ボランティアコーディネ ーターの養 成 等 その活 動 への支 援 に努 めな

ければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

(地 震 により発 生 した廃 棄 物 の処 理 体 制 ) 

第 11 条  県 は、地 震 により発 生 した廃 棄 物 （廃 棄 物 の処 理 及 び清 掃 に関 する法 律 （昭 和 45 年 法

律 第  137 号 ）第 ２条 第 １項 に規 定 する廃 棄 物 をいう。以 下 同 じ。）を速 やかに除 去 できるよう、市

町 が行 う地 震 により発 生 した廃 棄 物 の処 理 に関 する体 制 の整 備 に協 力 するものとする。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 ・28 年  43 号 〕) 

 

第 ３章  県 民 の責 務  

(県 民 の責 務 ) 

第 12 条  県 民 は、地 震 による被 害 を最 小 限 にとどめるため、日 頃 から、地 震 及 び地 震 防 災 に関 する
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知 識 の習 得 並 びに家 庭 及 び地 域 における地 震 対 策 の実 施 に努 めなければならない。 

２ 県 民 は、家 屋 の耐 震 診 断 及 び耐 震 改 修 、家 具 の固 定 、消 火 器 の常 備 、食 料 、飲 料 水 等 の備 蓄

その他 の事 前 の対 策 を行 うとともに、地 震 による地 域 の危 険 度 、避 難 の経 路 、場 所 及 び方 法 等 に

ついて家 族 で確 認 し合 うなど、家 庭 における地 震 対 策 に万 全 を期 すよう努 めなければならない。 

３ 県 民 は、防 災 訓 練 、防 災 に関 する研 修 等 に積 極 的 に参 加 し、習 得 した地 震 防 災 に関 する知 識 、

技 能 等 を地 震 が発 生 した場 合 において発 揮 できるよう努 めなければならない。 

４ 県 民 は、様 々な地 震 の教 訓 を伝 承 し、地 震 対 策 に活 用 するよう努 めなければならない。 

５ 県 民 は、地 域 において、地 震 による被 害 を予 防 し、地 震 が発 生 した場 合 において地 震 防 災 活 動 を

円 滑 に行 うため、自 主 防 災 組 織 の結 成 及 びその活 動 への積 極 的 な参 画 に努 めなければならない。 

６ 県 民 は、地 震 が発 生 したときは、地 域 において相 互 に協 力 し、情 報 の入 手 、出 火 の防 止 、初 期 消

火 、救 出 救 助 、応 急 手 当 、避 難 等 に当 たって冷 静 かつ積 極 的 に行 動 するよう努 めなければならな

い。 

７ 県 民 は、沿 岸 部 等 において、地 震 によ る強 い揺 れ若 しくは長 い揺 れを 感 じた場 合 又 は気 象 業 務

法 （昭 和  27 年 法 律 第  165 号 ）に基 づく津 波 注 意 報 、津 波 警 報 又 は津 波 特 別 警 報 があった場

合 には、一 人 ひとりが率 先 し、かつ、直 ちに津 波 による浸 水 のおそれがない場 所 まで避 難 するものと

する。 

(一 部 改 正 〔平 成  28 年 条 例  43 号 〕) 

 

(自 主 防 災 組 織 の活 動 ) 

第 13 条  自 主 防 災 組 織 は、日 頃 から、消 火 、救 出 救 助 、応 急 手 当 等 について実 践 的 な知 識 、技 能

等 を有 する者 のみならず多 くの人 々の積 極 的 な参 加 により組 織 の充 実 に努 めるとともに、実 践 的 か

つ効 果 的 な防 災 訓 練 の実 施 等 によりその活 動 の強 化 に努 めなければならない。 

２ 自 主 防 災 組 織 は、日 頃 から 、地 震 によ る地 域 の危 険 度 、地 域 住 民 の居 住 状 況 等 地 域 の現 状 を

十 分 に把 握 し、防 災 のための資 材 及 び機 材 を整 備 するよう努 めなければならない。 

３ 自 主 防 災 組 織 は、地 震 が発 生 したときは 、地 域 において、情 報 の収 集 及 び伝 達 、消 火 、救 出 救

助 、応 急 手 当 、避 難 誘 導 等 を自 主 的 かつ積 極 的 に実 施 するよう努 めなければならない。 

４ 自 主 防 災 組 織 は、地 震 により被 災 した者 が健 康 を保 ち安 心 して生 活 できるようにするため、避 難 所

の運 営 に関 して協 力 し、並 びに市 町 等 との間 及 び自 主 防 災 組 織 内 での役 割 分 担 を 確 立 するよう

努 めなければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  28 年 条 例  43 号 〕) 

 

(事 業 者 の責 務 ) 

第 14 条  事 業 者 は、地 震 による被 害 を最 小 限 にとどめるため、地 震 対 策 の責 任 者 を定 め、地 震 が発

生 した場 合 における従 業 員 のとるべき行 動 を明 確 にする等 地 震 対 策 の強 化 に努 めるとともに、地 域

住 民 及 び自 主 防 災 組 織 と連 携 して、地 域 における地 震 防 災 活 動 に参 加 するための体 制 を整 備 す

るよう努 めなければならない。 

２ 事 業 者 は、日 頃 から、その管 理 する施 設 及 び設 備 の耐 震 性 の確 保 その他 の地 震 に対 する安 全 対

策 を推 進 するとともに、食 料 、飲 料 水 等 の備 蓄 並 びに消 火 、救 出 救 助 等 のための資 材 及 び機 材

の整 備 に努 めなければならない。 

３ 事 業 者 は、従 業 員 を防 災 訓 練 、防 災 に関 する研 修 等 に積 極 的 に参 加 させるよう努 めなければなら

ない。 

４ 事 業 者 は、地 震 が発 生 したときは、帰 宅 困 難 者 による混 乱 の発 生 を防 止 するため、事 業 所 の施 設

等 の安 全 及 び周 囲 の状 況 を確 認 の上 、従 業 員 等 に対 する当 該 施 設 への待 機 の要 請 、従 業 員 等

と家 族 等 との連 絡 手 段 の確 保 その他 の必 要 な措 置 を講 ずるよう努 めなければならない。 

５ 事 業 者 は、地 震 が発 生 したときは、従 業 員 等 及 び地 域 住 民 の安 全 を確 保 するため、地 域 住 民 及

び自 主 防 災 組 織 と協 力 して、情 報 の収 集 及 び伝 達 、出 火 の防 止 、消 火 、救 出 救 助 、応 急 手 当 、

避 難 誘 導 等 の活 動 を積 極 的 に行 うよう努 めなければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  28 年 条 例  43 号 〕) 
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(学 校 等 の設 置 者 の責 務 ) 

第 14 条 の２ 学 校 等 （学 校 教 育 法 (昭 和  22 年 法 律 第  26 号 )第 １条 に規 定 する学 校 、就 学 前 の

子 どもに関 する教 育 、保 育 等 の総 合 的 な提 供 の推 進 に関 する法 律 (平 成  18 年 法 律 第  77 号 )

第 ２条 第 ７項 に規 定 する幼 保 連 携 型 認 定 こども園 及 び児 童 福 祉 法 (昭 和  22 年 法 律 第 164 号 )

第  39 条 第 １項 に規 定 する保 育 所 をいう。）の設 置 者 は、防 災 教 育 を行 うよう努 めるものとする。 

(追 加 〔平 成  28 年 条 例  43 号 〕) 

 

第 ４章  既 存 建 築 物 等 の耐 震 性 の向 上  

(既 存 建 築 物 の耐 震 性 の向 上 ) 

第 15 条  建 築 物 の耐 震 改 修 の促 進 に関 する法 律 (平 成 ７年 法 律 第  123 号 ）第 ７条 第 １項 に規 定

する要 安 全 確 認 計 画 記 載 建 築 物 （以 下 「要 安 全 確 認 計 画 記 載 建 築 物 」という。）の所 有 者 は、当

該 要 安 全 確 認 計 画 記 載 建 築 物 について耐 震 診 断 を行 わなければならない。 

２ 既 存 建 築 物 (昭 和  56 年 ５月  31 日 以 前 に建 築 された建 築 物 及 び同 日 において工 事 中 であった

建 築 物 （建 築 物 の耐 震 改 修 の促 進 に関 する法 律 施 行 令 （平 成 ７年 政 令 第  429 号 ）第 ３条 ただし

書 に規 定 するものを 除 く。）をいう。以 下 同 じ。)の所 有 者 は、地 震 による建 築 物 の倒 壊 等 を未 然 に

防 止 するため、当 該 既 存 建 築 物 について耐 震 診 断 （要 安 全 確 認 計 画 記 載 建 築 物 に係 るものを除

く。)及 び必 要 に応 じた耐 震 改 修 を行 うよう努 めなければならない。 

３ 県 は、市 町 と連 携 して、既 存 建 築 物 の耐 震 診 断 及 び耐 震 改 修 の実 施 状 況 の把 握 に努 めるととも

に、耐 震 診 断 及 び耐 震 改 修 の必 要 性 について啓 発 を行 うものとする。 

４ 知 事 は、耐 震 診 断 及 び耐 震 改 修 の的 確 な実 施 を確 保 するため必 要 があると認 めるときは、既 存 建

築 物 の所 有 者 に対 し、当 該 既 存 建 築 物 の耐 震 診 断 （要 安 全 確 認 計 画 記 載 建 築 物 に係 るものを

除 く。）及 び耐 震 改 修 について指 導 及 び助 言 をすることができる。 

５ 知 事 は、緊 急 輸 送 路 、避 難 路 (市 町 村 地 域 防 災 計 画 において設 定 されている幹 線 避 難 路 及 び規

則 で定 める避 難 路 に限 る。以 下 同 じ。)又 は市 町 村 地 域 防 災 計 画 において設 定 されている避 難 地

若 しくは避 難 所 (以 下 「避 難 地 等 」という。)に面 する既 存 建 築 物 について、必 要 な耐 震 診 断 （要 安

全 確 認 計 画 記 載 建 築 物 に係 るものを除 く。）及 び耐 震 改 修 が行 われていないと認 めるときは、当 該

既 存 建 築 物 の所 有 者 に対 し、必 要 な指 示 をすることができる。 

６ 県 は、既 存 建 築 物 の耐 震 性 の向 上 に関 し、情 報 の収 集 、研 究 開 発 の促 進 その他 の必 要 な措 置

を講 ずるよう努 めなければならない。 

７ 県 は、既 存 建 築 物 の耐 震 診 断 及 び耐 震 改 修 を促 進 するため、必 要 な財 政 上 の措 置 を講 ずること

ができる。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 ・28 年  43 号 〕) 

 

(建 築 物 の落 下 対 象 物 の安 全 性 の向 上 ) 

第 16 条  建 築 物 の所 有 者 及 び広 告 塔 、装 飾 塔 、広 告 板 その他 建 築 物 の屋 外 に取 り付 けられている

物 (以 下 「広 告 塔 等 」という。)の所 有 者 等 (所 有 者 又 は管 理 者 をいう。以 下 同 じ。)は、地 震 に対 す

る安 全 性 を確 保 するため、落 下 対 象 物 (建 築 物 の外 壁 のタイル、屋 外 に面 している窓 ガラスその他

これらに類 する建 築 物 の部 分 及 び広 告 塔 等 をいう。以 下 同 じ。)を 定 期 的 に点 検 し、落 下 すること

のないよう努 めなければならない。 

２ 県 は、市 町 と連 携 して、落 下 対 象 物 の実 態 を調 査 するとともに、その地 震 に対 する安 全 性 の確 保

について啓 発 を行 うものとする。 

３ 知 事 は、落 下 対 象 物 の地 震 に対 する安 全 性 を確 保 するため必 要 があると認 めるときは、当 該 建 築

物 の所 有 者 又 は広 告 塔 等 の所 有 者 等 に対 し、耐 震 改 修 について指 導 及 び助 言 をすることができ

る。 

４ 知 事 は、緊 急 輸 送 路 、避 難 路 又 は避 難 地 等 に面 する落 下 対 象 物 について、必 要 な耐 震 改 修 が

行 われていないと認 めるときは、当 該 建 築 物 の所 有 者 又 は広 告 塔 等 の所 有 者 等 に対 し、必 要 な指

示 をすることができる。 

５ 県 は、落 下 対 象 物 の安 全 性 の確 保 を促 進 するため、必 要 な財 政 上 の措 置 を講 ずることができる。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 



資料１４－１ 
 

 

 

(ブロック塀 等 の安 全 性 の向 上 ) 

第 17 条  ブロック塀 、石 塀 、れんが塀 その他 これらに類 する塀 (以 下 「ブロック塀 等 」という。)の所 有 者

は、地 震 に対 する安 全 性 を確 保 するため、定 期 的 にブロック塀 等 を点 検 し、必 要 に応 じて適 切 な耐

震 改 修 (生 け垣 への転 換 等 の措 置 を含 む。以 下 この条 において同 じ。)を行 うよう努 めなければなら

ない。 

２ 県 は、市 町 と連 携 して、ブロック塀 等 の実 態 を調 査 するとともに、その地 震 に対 する安 全 性 の確 保

について啓 発 を行 うものとする。 

３ 知 事 は、市 町 長 と連 携 して、ブロック塀 等 の地 震 に対 する安 全 性 を確 保 するため、ブロック塀 等 を

取 り扱 う事 業 者 の団 体 その他 関 係 者 の協 力 を求 めることができる。 

４ 知 事 は、市 町 長 の協 力 を得 て、ブロック塀 等 の地 震 に対 する安 全 性 を確 保 するため必 要 があると

認 めるときは、ブロック塀 等 の所 有 者 に対 し、耐 震 改 修 について指 導 及 び助 言 をすることができる。 

５ 知 事 は、緊 急 輸 送 路 、避 難 路 又 は避 難 地 等 に面 するブロック塀 等 について、必 要 な耐 震 改 修 が

行 われていないと認 めるときは、当 該 ブロック塀 等 の所 有 者 に対 し、必 要 な指 示 をすることができる。 

６ 県 は、ブロック塀 等 の安 全 性 の確 保 を促 進 するため、必 要 な財 政 上 の措 置 を講 ずることができる。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(自 動 販 売 機 の安 全 性 の向 上 ) 

第 18 条  自 動 販 売 機 (屋 内 及 び屋 上 に据 え付 けるものを除 く。以 下 同 じ。)の所 有 者 等 及 び据 付 け

業 者 は、地 震 に対 する安 全 性 を確 保 するため、規 則 で定 める自 動 販 売 機 の据 付 け基 準 に適 合 す

るように自 動 販 売 機 を据 え付 けなければならない。 

２ 自 動 販 売 機 の所 有 者 等 は、自 動 販 売 機 を据 え付 けたときは、その自 動 販 売 機 の据 付 け年 月 日 、

所 有 者 等 の氏 名 又 は名 称 、その連 絡 先 その他 規 則 で定 める事 項 を自 動 販 売 機 の見 やすい場 所

に表 示 しておくとともに、前 項 の据 付 け基 準 に適 合 するように自 動 販 売 機 の据 付 けの安 全 性 を維

持 するものとする。 

３ 県 は、市 町 と連 携 して、自 動 販 売 機 の据 付 け状 態 等 を調 査 するとともに、その地 震 に対 する安 全

性 の確 保 について啓 発 を行 うものとする。 

４ 知 事 は、市 町 長 と連 携 して、自 動 販 売 機 の地 震 に対 する据 付 けの安 全 性 を確 保 するため、自 動

販 売 機 を取 り扱 う事 業 者 の団 体 その他 関 係 者 の協 力 を求 めることができる。 

５ 知 事 は、市 町 長 の協 力 を得 て、自 動 販 売 機 の地 震 に対 する安 全 性 を確 保 するため必 要 があると

認 めるときは、自 動 販 売 機 の所 有 者 等 に対 し、据 付 け方 法 の改 善 等 について指 導 及 び助 言 をす

ることができる。 

６ 知 事 は、市 町 長 の協 力 を得 て、緊 急 輸 送 路 、避 難 路 又 は避 難 地 等 に面 する自 動 販 売 機 につい

て、地 震 に対 する安 全 性 が確 保 されていないと認 めるときは、当 該 自 動 販 売 機 の所 有 者 等 に対 し、

転 倒 防 止 のための補 強 、据 付 け方 法 の改 善 等 必 要 な措 置 を指 示 することができる。 

７ 県 は、自 動 販 売 機 の据 付 けの安 全 性 の確 保 を促 進 するため、必 要 な財 政 上 の措 置 を 講 ずること

ができる。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(防 災 上 重 要 な建 築 物 等 の耐 震 性 の確 保 ) 

第 19 条  県 は、地 震 が発 生 した場 合 において災 害 応 急 対 策 の拠 点 となる災 害 対 策 本 部 及 び方 面

本 部 の庁 舎 並 びに警 察 及 び消 防 の庁 舎 、医 療 活 動 の中 心 となる病 院 、避 難 所 となる学 校 等 その

他 防 災 上 特 に重 要 な建 築 物 について、耐 震 性 の確 保 が図 られるよう努 めなければならない。 

２ 県 は、災 害 応 急 対 策 を円 滑 に実 施 するため、情 報 の収 集 及 び伝 達 、交 通 規 制 、消 火 、医 療 救 護

等 に関 する防 災 上 特 に重 要 な設 備 について、耐 震 性 の確 保 が図 られるよう努 めなければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕)  

 

(文 化 財 等 の安 全 性 の向 上 ) 

第 20 条  文 化 財 である建 築 物 、文 化 財 が収 蔵 されている建 築 物 及 び彫 像 、石 碑 その他 これらに類
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する文 化 的 な物 件 (以 下 「文 化 財 等 」という。)の所 有 者 等 は 、文 化 財 等 が後 の世 代 に引 き継 がれ

る貴 重 な財 産 であるとの観 点 からその耐 震 性 の向 上 に努 めるとともに、地 震 による人 的 被 害 を防 止

するため、文 化 財 等 の安 全 性 の確 保 に努 めなければならない。 

 

第 ５章  地 震 発 生 時 の緊 急 交 通 の確 保  

第 １節  地 震 発 生 時 の交 通 規 制 等  

(緊 急 交 通 の確 保 のための総 合 調 整 ) 

第 21 条  県 は、地 震 発 生 後 の消 火 、救 出 救 助 、救 援 その他 の応 急 措 置 の迅 速 かつ円 滑 な実 施 に

必 要 な緊 急 交 通 を確 保 するため、市 町 、国 の機 関 その他 防 災 関 係 機 関 、関 係 事 業 者 等 との総 合

的 な調 整 を行 うものとする。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(交 通 規 制 への協 力 等 ) 

第 22 条  知 事 は、市 町 長 と連 携 して、地 震 が発 生 した場 合 において車 両 の通 行 の禁 止 又 は制 限 (以

下 「通 行 禁 止 等 」という。)が行 われたときは、緊 急 通 行 車 両 の円 滑 な通 行 を確 保 するため、当 該 通

行 禁 止 等 に係 る区 域 又 は道 路 の区 間 その他 必 要 な事 項 を広 報 し、県 民 の協 力 を 求 めるものとす

る。 

２ 県 民 は、地 震 が発 生 した場 合 において、公 安 委 員 会 が行 う被 災 地 域 及 びその周 辺 の地 域 におけ

る車 両 の通 行 禁 止 等 に従 うだけでなく、消 火 、救 出 救 助 、救 援 その他 の応 急 措 置 を行 う緊 急 通 行

車 両 の通 行 の確 保 に積 極 的 に協 力 するよう努 めなければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(車 両 の使 用 に関 する順 守 事 項 ) 

第 23 条  県 民 は、地 震 が発 生 したときは、車 両 の使 用 に関 し、次 に掲 げる事 項 を順 守 しなければなら

ない。 

(1)  避 難 に当 たっては、車 両 の使 用 を自 粛 すること。 

(2)  車 両 を運 転 しているときは、道 路 の左 側 に停 止 すること。 

(3)  車 両 を置 いて避 難 するときは、できる限 り車 両 を道 路 外 に移 動 しておくこととし、やむを得 ず道 路

上 に置 いて避 難 するときは、道 路 の左 側 に寄 せて駐 車 すること。 

 

(交 通 指 導 経 験 者 への協 力 要 請 ) 

第 24 条  公 安 委 員 会 は、地 震 が発 生 した場 合 における交 通 の混 乱 を防 止 し、緊 急 交 通 路 を確 保 す

るため、交 通 指 導 の実 務 経 験 を有 する者 に対 し協 力 を要 請 することができる。 

 

第 ２節  道 路 の迅 速 な復 旧  

(道 路 上 の障 害 物 の除 去 等 の体 制 ) 

第 25 条  知 事 は、地 震 が発 生 した場 合 における緊 急 通 行 車 両 の円 滑 な通 行 を確 保 するため、通 行

の妨 害 となる物 件 の除 去 及 び被 災 した道 路 の迅 速 な応 急 復 旧 に関 し必 要 となる事 項 について、公

安 委 員 会 、他 の道 路 管 理 者 、関 係 事 業 者 等 と あらかじめ協 議 し、地 震 発 生 後 直 ちに対 応 できる

体 制 を確 立 しておくものとする。 

(空 き地 等 の使 用 ) 

第 26 条  広 場 その他 の空 き地 等 の所 有 者 等 は、地 震 が発 生 した場 合 において、次 に掲 げる空 き地

等 の使 用 の申 し入 れがあったときは、その使 用 に積 極 的 に協 力 しなければならない。 

(1)  警 察 官 が緊 急 通 行 車 両 の円 滑 な通 行 を 確 保 するため通 行 の妨 害 となる道 路 上 の物 件 の一

時 保 管 を目 的 として行 う使 用  

(2)  道 路 管 理 者 が被 災 した道 路 を応 急 復 旧 するため道 路 上 の廃 棄 物 の仮 置 きを目 的 として行 う

使 用  

２ 知 事 は、市 町 長 と連 携 して、前 項 各 号 の使 用 が円 滑 にできるよう空 き地 等 の調 査 を行 い、あらかじ

め、その所 有 者 等 に協 力 を依 頼 する等 により、その確 保 に努 めなければならない。 
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(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

第 ３節  陸 海 空 の緊 急 輸 送 の確 保  

(緊 急 輸 送 路 の整 備 等 ) 

第 27 条  県 は、他 の道 路 管 理 者 と連 携 して、地 震 が発 生 した場 合 における緊 急 通 行 車 両 の円 滑 な

通 行 を確 保 するため、緊 急 輸 送 路 の整 備 に努 めるとともに、あらかじめ、緊 急 輸 送 路 の路 線 及 び区

間 を県 民 に周 知 しておくものとする。 

 

(住 民 の交 通 手 段 の確 保 ) 

第 28 条  知 事 は、市 町 長 と連 携 して、地 震 の発 生 により他 に交 通 手 段 が確 保 できない場 合 において、

被 災 地 域 の住 民 の生 活 に著 しい支 障 が生 じていると認 めるときは、自 動 車 運 送 業 者 による臨 時 バ

スの運 行 を要 請 する等 により、被 災 地 域 の住 民 の交 通 手 段 の確 保 に努 めるものとする。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(海 上 輸 送 の確 保 ) 

第 29 条  県 は、市 町 と連 携 して、地 震 が発 生 した場 合 の海 上 における緊 急 輸 送 を確 保 するため、港

湾 及 び漁 港 の耐 震 岸 壁 の整 備 に努 めなければならない。 

２ 県 は、市 町 及 び国 の機 関 と連 携 して、地 震 が発 生 した場 合 の海 上 における緊 急 輸 送 を 確 保 する

ため、あらかじめ船 舶 運 送 業 者 等 と協 議 し、食 料 その他 の救 援 のための物 資 等 を円 滑 に輸 送 でき

る体 制 を確 立 するよう努 めなければならない。 

３ 知 事 は、市 町 長 と連 携 して、地 震 が発 生 した場 合 において、海 上 における緊 急 輸 送 を確 保 するた

め特 に必 要 があると認 めるときは、漁 船 の所 有 者 等 に対 し、輸 送 活 動 に従 事 することを要 請 するこ

とができる。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕)  

 

(航 空 輸 送 の確 保 ) 

第 30 条  県 は、市 町 と連 携 して、地 震 が発 生 した場 合 において迅 速 な救 出 救 助 、医 療 救 護 、救 援

等 に必 要 な航 空 輸 送 を確 保 するため、臨 時 ヘリポートの整 備 等 によりヘリコプターを積 極 的 に活 用

する輸 送 体 制 を確 立 するよう努 めなければならない。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

第 ６章  被 災 建 築 物 の応 急 危 険 度 判 定  

(応 急 危 険 度 判 定 の実 施 等 ) 

第 31 条  知 事 は、余 震 による被 災 した建 築 物 の倒 壊 等 により生 ずる二 次 災 害 を防 止 するため市 町

長 が実 施 する応 急 危 険 度 判 定 (被 災 した建 築 物 の危 険 度 の応 急 的 な判 定 をいう。以 下 同 じ。)に

積 極 的 に協 力 し、必 要 があると認 めるときは、自 らもこれを実 施 するものとする。 

２ 知 事 は、市 町 長 と連 携 して、応 急 危 険 度 判 定 が円 滑 に実 施 されるよう、その実 施 体 制 の整 備 及 び

充 実 を図 るとともに、応 急 危 険 度 判 定 について県 民 への啓 発 を行 うものとする。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(応 急 危 険 度 判 定 士 ) 

第 32 条  知 事 は、応 急 危 険 度 判 定 の実 施 のため、別 に定 めるところにより静 岡 県 地 震 被 災 建 築 物

応 急 危 険 度 判 定 士 (以 下 「判 定 士 」という。)を認 定 し、及 び登 録 するものとする。 

２ 知 事 又 は市 町 長 は、応 急 危 険 度 判 定 を実 施 するときは、判 定 士 に対 し、その業 務 に従 事 すること

を要 請 することができる。 

３ 前 項 の規 定 による要 請 を受 けて応 急 危 険 度 判 定 の業 務 に従 事 する判 定 士 は、その業 務 に必 要

な限 度 において、被 災 した建 築 物 及 びその敷 地 に立 ち入 って調 査 することができる。 

４ 前 項 の規 定 による立 入 調 査 をしようとする判 定 士 は、その身 分 を示 す証 明 書 を携 帯 し、関 係 者 の

請 求 があったときは、これを提 示 しなければならない。 
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(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(被 災 建 築 物 の居 住 者 等 の協 力 等 ) 

第 33 条  被 災 した建 築 物 の居 住 者 又 は所 有 者 等 は、第  31 条 第 １項 の規 定 による応 急 危 険 度 判

定 に協 力 しなければならない。 

２ 応 急 危 険 度 判 定 を受 けた被 災 した建 築 物 の居 住 者 又 は所 有 者 等 は、その判 定 の結 果 に応 じ必

要 があるときは、入 居 者 又 は利 用 者 の避 難 、当 該 建 築 物 の応 急 補 強 その他 の措 置 を講 ずるよう努

めなければならない。 

 

第 ６章 の２ 復 旧 及 び復 興 対 策 (第  33 条 の２) 

第 33 条 の２ 県 は、市 町 と連 携 し、地 震 による災 害 が発 生 した場 合 において迅 速 な復 旧 及 び復 興 が

行 えるよう、安 全 かつ安 心 であって、魅 力 ある地 域 づくりを進 めるよう努 めるものとする。 

２ 県 は、地 震 による災 害 からの迅 速 な復 旧 及 び復 興 を図 るため、市 町 、国 、事 業 者 、ボランティアそ

の他 の関 係 者 と連 携 して、必 要 な体 制 を整 備 するとともに、復 旧 及 び復 興 に関 し必 要 な対 策 を的

確 に実 施 するものとする。 

３ 県 民 は、地 震 による災 害 からの迅 速 な復 旧 及 び復 興 を図 るため、相 互 に助 け合 い、自 らの生 活 の

再 建 及 び地 域 社 会 の再 生 に努 めるものとする。 

４ 事 業 者 は、地 震 による災 害 からの迅 速 な復 旧 及 び復 興 を図 るため、事 業 の継 続 又 は早 期 の再 開

により雇 用 を確 保 するよう努 めるとともに、地 域 経 済 の復 興 に貢 献 するよう努 めるものとする。 

(追 加 〔平 成  28 年 条 例  43 号 〕) 

 

第 ７章  雑 則  

(補 償 ) 

第 34 条  知 事 は、県 又 は市 町 の執 行 機 関 の要 請 を受 けて地 震 発 生 後 の災 害 応 急 対 策 の業 務 に従

事 した者 が、当 該 業 務 のために損 害 を被 り、かつ、その損 害 について他 の法 令 の規 定 による公 的 な

補 償 又 は保 険 の給 付 (以 下 「公 的 補 償 等 」という。)によってはその損 害 がてん補 されない場 合 であ

って、その損 害 について相 応 の公 的 補 償 等 を受 けられたとした場 合 との均 衡 上 必 要 があると認 める

ときはその限 度 において、議 会 の議 決 を経 て定 めた額 の補 償 をすることができる。 

２ 知 事 は、県 又 は市 町 の執 行 機 関 の要 請 を受 けて地 震 発 生 後 の災 害 応 急 対 策 の業 務 に従 事 した

者 が、当 該 業 務 を遂 行 するに当 たり他 人 に損 害 を加 えた場 合 (その損 害 が当 該 業 務 に従 事 した者

の故 意 又 は重 大 な過 失 による場 合 を除 く。)において必 要 があると認 めるときは、当 該 業 務 に従 事 し

た者 に代 わって、その者 が負 うべき損 害 賠 償 の責 任 の限 度 において、議 会 の議 決 を経 て定 めた額

の賠 償 をすることができる。 

(一 部 改 正 〔平 成  18 年 条 例  48 号 〕) 

 

(災 害 応 急 対 策 に関 する協 定 ) 

第 35 条  県 は、地 震 が発 生 した場 合 における災 害 応 急 対 策 を迅 速 かつ的 確 に実 施 するため、事 業

者 その他 関 係 者 の協 力 を得 て、食 料 、医 薬 品 等 の物 資 の供 給 、緊 急 輸 送 の確 保 、応 急 復 旧 工

事 の施 工 その他 の規 則 で定 める事 項 について協 定 を締 結 しておくよう努 めなければならない。 

 

(公 表 ) 

第 36 条  知 事 は、第  15 条 から第  18 条 までの規 定 による既 存 建 築 物 の耐 震 性 の向 上 に関 する

状 況 等 を取 りまとめ、定 期 的 に公 表 するものとする。 

 

(資 料 の提 出 、報 告 、調 査 等 ) 

第 37 条  知 事 は、第  15 条 から第  18 条 までの規 定 の施 行 に必 要 な限 度 において、既 存 建 築 物 、

落 下 対 象 物 、ブロック塀 等 又 は自 動 販 売 機 (以 下 「既 存 建 築 物 等 」という。)の所 有 者 等 に対 し、既

存 建 築 物 等 の地 震 に対 する安 全 性 の確 保 に関 する資 料 の提 出 若 しくは報 告 を求 め、又 はその職

員 に既 存 建 築 物 等 若 しくはその敷 地 に立 ち入 り、地 震 に対 する安 全 性 の確 保 に関 し調 査 させ、若
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しくは関 係 者 に必 要 な事 項 について質 問 させることができる。 

２ 前 項 の規 定 による立 入 調 査 又 は質 問 をする職 員 は、その身 分 を示 す証 明 書 を携 帯 し、関 係 者 の

請 求 があったときは、これを提 示 しなければならない。 

 

(委 任 ) 

第 38 条  この条 例 に定 めるもののほか、この条 例 の施 行 に関 し必 要 な事 項 は、規 則 で定 める。 

 

 

附  則  

この条 例 は、平 成 ８年 ４月 １日 から施 行 する。 

附  則 (平 成  18 年 ７月  21 日 条 例 第  48 号 ) 

この条 例 は、公 布 の日 から施 行 する。 

附  則 (平 成  28 年  10 月  25 日 条 例 第  43 号 ) 

（施 行 期 日 ） 

１ この条 例 は、公 布 の日 から施 行 する。 

（静 岡 県 事 務 処 理 の特 例 に関 する条 例 の一 部 を改 正 する条 例 ） 

２ 静 岡 県 事 務 処 理 の特 例 に関 する条 例 （平 成  11 年 静 岡 県 条 例 第  56 号 ）の一 部 を次 のように

改 正 する。 

〔次 のよう〕略  



資料１４－２ 

 

関係機関等一覧表 

機 関・団体名 所  在  地 連絡先 備 考 

国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所 

（富士国道維持出張所） 

静岡市葵区南安倍 2-8-1 

（富士市今泉 337-1） 

054-250-8900 

(52-5650) 
 

国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所 

（富 士 海 岸 出 張 所） 

沼津市下香貫外原 3244-2 

（富士市鈴川町 9-4） 

055-934-2001 

(32-0568) 
 

国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所 

（富 士 川 下 流 出 張 所） 

甲府市緑が丘 1-10-1 

（富士市松岡官有無番地） 

055-252-5493 

(61-0078) 
 

国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所 富士宮市三園平 1100 0544-27-5221  

気象庁東京管区気象台（静岡地方気象台） 静岡市駿河区曲金 2-1-5 054-286-3521  

海 上 保 安 庁 清 水 海 上 保 安 部 

（田 子 の 浦 分 室） 

静岡市清水区日の出町 9-1 

（富士市鈴川町 1-2） 

0543-53-0118 

(31-0118) 
 

静 岡 県 東 部 地 域 局 沼津市高島本町 1-3 055-920-2180  

静 岡 県 警 察 富 士 警 察 署 富士市八代町 3-55 51-0110  

静 岡 県 富 士 土 木 事 務 所 〃 本市場 441-1 65-2222  

静 岡 県 富 士 健 康 福 祉 セ ン タ ー 〃 本市場 441-1 65-2151  

静 岡 県 田 子 の 浦 港 管 理 事 務 所 〃 鈴川町 2-1 33-0495  

東 海 旅 客 鉄 道 ㈱ 富 士 駅 〃 本町 1   

東 海 旅 客 鉄 道 ㈱ 新 富 士 駅 〃 川成島 640   

中日本高速道路㈱富士保全・サービスセンター 〃 厚原 1738-4 52-2505  

西 日 本 電 信 電 話 ㈱ 静 岡 支 店 
静岡市葵区城東町 5-1 

NTT 城東ビル 
054-205-9122  

東 京 電 力 パ ワ ー グリ ッ ド ㈱  富士 支 社 富士市吉原 1-1-21 51-3567  

中 部 電 力 ㈱ 清 水 営 業 所 静岡市清水区二の丸町 6-28 054-367-3051  

日 本 通 運 ㈱ 沼 津 支 店 駿東郡清水町長沢 90-1 055-983-5050  

岳 南 電 車 ㈱ 〃 今泉 1-17-39 53-5111  

富 士 急 静 岡 バ ス ㈱ 鷹 岡 営 業 所 〃 厚原 771-1 71-2495 

 
 

静岡ガス㈱導管ネットワーク事業部東部導管ネットワークセンター 沼津市岡一色 809 055-927-2814  

山 交 タ ウ ン コ ー チ ㈱ 静 岡 営 業 所 富士宮市源道寺町 1164 
0120-27-7121 

0544-27-0111 
 

田 子 の 浦 埠 頭 ㈱ 富士市鈴川町 2-1 33-3111  

静岡県 LP ガス協会東部支部富士地区会 

（事務局：㈱TOKAI 富士支店） 
〃 中島 74-1 61-4064  

静 岡 県 石 油 業 協 同 組 合 富 士 支 部 〃 今泉 2386-1 53-2240  

静 岡 県 ト ラ ッ ク 協 会 富 士 支 部 〃 中河原 279-2 33-1202  

富 士 市 医 師 会 〃 伝法 2850 52-3111  

富 士 市 建 設 業 組 合 〃 本市場町 770 63-9138  

田 子 の 浦 漁 業 協 同 組 合 〃 前田 866-6 61-1004  

富 士 市 歯 科 医 師 会 〃 伝法 2850-3 53-5555  

富 士 市 薬 剤 師 会 〃 伝法 2851 53-8296  

富 士 コ ミ ュ ニ テ ィ エ フ エ ム 放 送 ㈱ 〃 吉原 2-10-20 57-6810  
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